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認証評価実施の経緯 
 

（１）実施の経緯 

 

2004 年度から大学に認証評価が導入され、文部科学大臣が認証した機関の評価を定期的に受

けることが法律で義務づけられた。本学は 2000 年度に大学基準協会（以下、「協会」という）

の相互評価を受けており、今回が 2 回目の評価（認証評価）申請となる。 

申請業務における組織体制であるが、基本構想推進本部（本部長：学長・理事長）の下に認

証評価プロジェクト（以下、「プロジェクト」という）を設け、責任者を学長が委嘱した（委

員長：文学部教授、委員：国際コミュニケーション学部教授、法学部教授、監査室主幹、事務

担当：総合企画課）。なお、各単位の評価報告書が出揃った 2006 年 10 月の段階で、プロジェ

クトを委員長：学長、委員長代理：法学部教授、委員：国際コミュニケーション学部教授、本

部事務部長、監査室主幹、事務担当：総合企画課に改編した。 

評価作業は、各単位（教授会、委員会、研究所・学会、関係事務局等）から提出される点検・

評価報告書をプロジェクトにおいて確認・調整、各単位へフィードバックを繰り返す形で進行

した（フィードバックの日程は以下の通り）。 

① 各単位は、中項目毎の中期目標を確認し、これを［理念･目的・目標］としてまとめプロ

ジェクトに 2006 年 7 月 31 日までに提出。プロジェクトはこの［理念･目的・目標］を確認

し、記述方法、目標設定、[実態]以降の書き方について 8 月上旬までにフィードバックを行

った。 

② 各単位は、上記のフィードバック結果を踏まえて、9 月 11 日までに全文を提出。プロジェ

クトで全文を確認し、11 月～12 月にかけて再度フィードバックを行った。 

③ 各単位は、2 回目のフィードバック結果を踏まえて、1 月 13 日までに最終原稿を提出。 

 

 

(２)「点検･評価報告書」の記述方針、基準 

 

① 全学審査分科会でのみ審査される大項目については全学としてまとめて、専門審査分科会

で審査される大項目については各学部、研究科ごとに記述した（一部を除く）。 

② 主要点検・評価項目ごとではなく、これらを含む中項目（中項目が設定されていない項目

については大項目）ごとに 5 部構成で記述した。5 部構成は、［理念・目的・目標］⇒［実態］

⇒［長所］⇒［問題点］⇒［改善の方法］とした。 

③ Ａ群、Ｂ群の主要点検・評価項目はすべて、Ｃ群の項目は必要に応じて点検・評価を行っ

た。 

④ 各大項目の概要、達成度、中期目標については、終章において一括で記載した。 

⑤ 原則として、2006 年 5 月 1 日現在で記述した。ただし、その後大きな変更があった場合な

どは、可能な限り記述に盛り込んだ。 

⑥ 学生募集を停止した学部等（経済学部 2 部、国際コミュニケーション学部比較文化学科夜

間主コース、法学部 2 部）については、原則として個別に記述していない。 

⑦ 大学基礎データを参照した場合、「大学基礎データ表○参照」と記し、本学独自の表を参

照した場合は「表○－○参照」と記した。 

⑧ 特定の用語については初出時に‘以下、「○○」という’を付し、大項目ごとにこれを繰

り返した。 
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(３)申請までのスケジュール 

 

（2005年度） 
日 程 事 項 備 考 

1月 31日 基本構想推進本部のもとに、認証評価プロジェ

クトを設置。2007年度に相互評価（認証評価）

を協会に申請することを正式決定。 

 

2月 10日 第1回認証評価プロジェクト会議を開催  

3月  「点検・評価報告書」の目次・構成、原稿依頼

先を認証評価プロジェクトにて集中的に審議 

 

 

（2006年度） 
日 程 事 項 備 考 

4月 18日 「大学基礎データ」の作成を開始 

（5月31日締切り、完成後各単位へ配布） 

 

4月 20日 認証評価を受けるための、「点検・評価報告書」

の作成を開始することを大学評議会にて正式決

定（報告書の作成開始） 

各単位の認証評価担

当者を選出依頼 

5月 1日 申請用提出書類の基準日  

5月 18日 「点検・評価報告書」作成に関する学内説明会

を豊橋校舎、名古屋校舎にて開催 

参加者約100名（両校

舎合計） 

5月 20日 「添付資料」の収集を開始（6月10日締め切り）  

7月 31日 ［理念・目的・目標］の提出締め切り  

8月 上旬 ［理念・目的・目標］について、各単位へフィ

ードバック 

 

9月 11日 「点検・評価報告書」の全文原稿締め切り  

10月  学長を委員長としプロジェクトを改編。全文原

稿の点検開始 

 

11月 10日 協会を訪問（事前相談）  

12月  全文点検の結果、及び協会からのアドバイス等

について、各単位へフィードバック 

 

1月 13日 「点検・評価報告書」の最終原稿締め切り  

1月 29日 「点検・評価報告書」（草案）を学内理事会に提

出、学内理事等による点検開始 

 

1月 31日 「大学評価申請書」及び「点検・評価報告書（草

案）」を協会に提出 

 

2月  申請用添付書類（見本）を協会に提出  

2月  「終章」、「総括」の作成  

3月 31日 「点検・評価報告書」、「大学基礎データ」、「添

付資料」を協会に提出 

 

 

（2007年度） 
日 程 事 項 備 考 

4月  評価手数料を納入  
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序 章 
 

 

 

大学は今大きな転換期にある。今世紀に入って矢継ぎ早に制度改正が行われた。大学・学

部設置抑制方針の撤廃や届出制の導入を含む設置基準の改正、国立大学の法人化、専門職大

学院制度の導入等々とともに、学校教育法の改正に基づく認証評価の制度化もその柱のーつ

である。2004 年度にスタートした認証評価制度は、一連の制度改正の底流にある事前規制の

撤廃・緩和の自由化志向を受けて、大学の質の保証を主として事前のチェツクから事後の評

価に求めようとするものである。各大学は 7 年に一度認証評価機関による評価を受け、その

評価に基づいて大学としての質の改善に取り組まなければならない。本学は、この認証評価

を認証評価機関である大学基準協会に申請して 2007 年度に受けることとした。本報告書は、

認証評価を受けるために行った自己点検・評価（以下、「自己評価」という。）の集成である。 

本学の自己評価活動については、30 年ほど前から教育職員の研究業績を単年度毎に公表し、

その他にも各種データを含む諸資料を公表してきた。そして、1991 年の大学設置基準の改正

を受け、自己評価委員会を設置して 1993 年から本格的に自己評価活動をスタートさせた。「教

育・研究」、次いで「管理・運営」をテーマとする 2年間にわたる自己評価は、1995 年に『愛

知大学白書』として公刊された。その後も年次報告書の作成を続けてきたが、本学の自己評

価の客観性を確認するために 2000 年度に大学基準協会の「相互評価」を受けた。様々な助言・

勧告・参考意見を付されつつも、幸いにも「大学基準に適合し、改善の努力が認められる」

として「相互評価」の認定を受けることができた。その関係資料を編集し、評価結果を付し

て二度目の『愛知大学白書』を公刊した。引き続き年度毎にテーマを絞る形で順次自己評価

を行い、その結果を冊子にまとめて公表してきたが、次年度が丁度先回の「相互評価」から

7 年目であり、認証評価制度の仕組みにも合致するという事情もあり、今回認証評価を申請

することにした。認証評価の結果は大学基準協会から公表されるが、本学としてはその素材

となった自己評価も先の『白書』のように何らかの形で公表したいと考えている。それは大

学に要請される説明責任と情報公開という社会的責任を果たすことでもある。 

大学全入時代を迎えて、大学を取り巻く状況はますます厳しさを増してきている。1998 年

に大学審議会が『21 世紀の大学像と今後の改革方策について』という答申をだした。近年の

一連の制度改正はこの答申の線に沿うものといってよいが、21 世紀の大学のキーワードは

「競争的環境の中で個性輝く大学」という答申の副題が示すように競争と個性ということが

できる。18 才人口の急減に、競争刺激的政策が導入されて、競争は否応なしに熾烈である。

このような状況の中で、各大学は教育・研究の両面で個性を磨き、大学としての魅力を向上

させていかなければ取り残されてしまいかねない。連携・協カを視野におきつつ、しかし各

大学それぞれに絶えざる大学改革が要請される所以である。 

大学改革といっても、各大学には高等教育機関としての共通の社会的使命とともに、こと

に私立大学には設立の事情を反映してそれぞれに固有の建学の精神がある。本学ではそれは

敗戦直後の混乱と窮迫の創建時に出され、いまなお輝きを失わない「設立趣意書」に表現さ

れている。そこには世界平和と日本文化への寄与を根幹におきつつ、地方都市に立地するこ
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序 章 

とによる地域の社会と文化への貢献、およびルーツとしての東亜同文書院の伝統を受け継い

で、国際的教養と視野をもつ人材の養成とが掲げられている。今でこそ地域貢献と国際性の

涵養とを大学の目的に掲げる大学は少なくはない。しかし敗戦直後の 60 年前に本学の根幹に

置かれた先見の明を誇ってもいいこの地域主義と国際主義の精神は、本学の歩みに導きの糸

としての役割を果たしてきており、それ相当の実績を積み上げてそれが本学の個性的特徴を

形作ってもいる。本学が大学改革に取り組む際、大学に普遍的に要請される教育研究機能の

充実と高度化に努めるとともに、この個性的特徴の発揚を変化する時代状況の中でさらに追

求し具現化していく必要がある。この観点は、本学の歴史と現在を検証し反省する際にも、

改革の方途を模索し未来を展望する際にも不可欠であると考える。 

 

2007 年 3 月 31 日 

愛知大学 学長・理事長 武田信照 
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１ 大学・学部等の理念・目的 
 

 

 

１．愛知大学の理念・目的 
 

ａ 理念・目的等 

 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学は、かつて中国は上海にあった東亜同文書院大学の教職員が中心となり、京城帝国大学、台北

帝国大学などの教員も加わって、敗戦直後の 1946 年、混乱と窮迫を乗り越えて、愛知県豊橋市にあった旧

軍の施設を借用し、旧大学令に基づくいわゆる旧制大学として創立された。無からの出発であった。創立

の中心となった本間喜一学長の第 3回入学式の式辞によれば、「存在したのはただ知を愛するという、無形

ではあるが熱烈な真理探究心であった。その無形の紐で糾合された同志が相集まって設立されたのが「愛

知大学」であった。この知を愛する＝愛知の精神こそ、創立の動力であったばかりでなく、本学教育研究

の一切の営為を貫く指導理念でなければならない。 

高等教育機関として果たすべき共通の社会的使命に加え、陰に陽に本学の歩みに導きの糸としての役割

を果たしてきたのは、設立趣意書に記された独自の建学の精神と目的であった。そこには、「世界平和ニ寄

与スベキ日本人文ノ興隆ト有為ナル人材ノ養成」こそ、「愛知大学ヲ設立セントスル所以」であるとされ、

このように世界平和と日本文化への貢献が設立の根幹に置かれた上で、三つ目的が示されている。第 1に、

「中部日本ニハ未ダ法文科系ノ大学ヲ見ザルトコロ、此地方ニハ斯ル文化機関ノ設置ヲ要望スルコト切ナ

ルモノガアル」として、この要望に応えて地方の社会と文化へ貢献することが掲げられ、第 2 には、世界

の平和と文化への寄与には「国際的教養ト視野ヲモツ人材」が不可欠だとしてその養成が掲げられている。

「謂ハバ国際文化大学ノ如キ性格ヲ其ノ一特徴」とする大学が目指されている。第 3は、「比較的ニ国際的

知識欲旺盛」で転入学困難な「引揚学徒」の収容と再教育である。 初の転入学生は過半が外地から引揚

げてきた学生であり、第 3の目的は直ちに実現されているが、これはこの時代に限定された目的であった。

しかし地域主義と国際主義とでもいうべき 初の二つの目的は、時代を超え今日まで継承されており、変

化する時代状況に対応しつつ、教育研究両面でそれ相当の実績を積み上げてもきている。ことに第 2 の目

的に関し、アジアなかんずく中国に関する教育研究は本学の特長として社会的にも認知されてきている。 

愛知大学学則第 1 条は、以上を総括する形で「本学は、教育基本法および学校教育法に基づき、高い教

養と専門的職能教育を施し、広く国際的視野をもって人類社会の発展に寄与しうる人材を養成することを

目的とする」と規定している。 

 

［実態］ 

本学は上記の理念・目的を実現することを目指して、教育研究組織等の拡充を図ってきた。設立当初は、

大学予科と法経学部という教学組織で出発したが、その後 1949 年の学制改革によって新制大学となると同

時に文学部、翌年短期大学部を設置している。2 学部内に学科が順次増設され、短期大学部の組織には夜

間、昼間、女子等と曲折はあったが、この体制は 1989 年法経学部が法学部・経済学部・経営学部へ分離す

るまで続いた。その後この 10 年の間に、本学の国際主義的側面を直接体現する現代中国学部、国際コミュ

ニケーション学部を新設した。また近年既設の若干の単位（経営・文学部、短期大学部）では学科の増設

や統合が行われている。キャンパスは当初は豊橋校舎だけであったが、その後名古屋市内（車道）に名古

屋校舎を設置し、さらにこの名古屋校舎を法経学部の分離と合わせ郊外の三好町に移転させた。なお残る

車道校舎と合わせ、3キャンパス体制となっている。現在では、昼間 6学部（夜間 2学部は 2004 年度より

募集停止）、そのうち文学部、経済学部、国際コミュニケーション学部と短期大学部（女子）が豊橋校舎に、

法学部（1･2 年生）、経営学部、現代中国学部が名古屋校舎に、法学部（3･4 年生）が車道校舎に配置され

ている。 
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１ 大学・学部等の理念・目的 

大学院は 8研究科（専門職大学院 2研究科を含む）あり、近年設置した専門職大学院（法科大学院は 2004

年、会計大学院は 2006 年）は車道校舎に、学部の上に置かれた他の大学院はそれぞれの学部所在の校舎に

置かれているが、文学研究科と中国研究科の教員構成は学部横断的性格をもっている。以上の学部・大学

院を合わせ、本学は文科系総合大学となっており、現在の在籍学生総数は 9千 8百余である。  

研究所等の付属研究機関については、大学設立間もない 1948 年に国際問題研究所、その後相次いで綜合

郷土研究所、中部地方産業研究所が設置されている。現在では、経営総合科学研究所が加わっている。中

日大辞典編纂所（当初は華日辞典編纂処）は 1955 年に設置され、1968 年に『中日大辞典』初版が出版さ

れている。1993 年に東亜同文書院大学記念センターを、今世紀に入っていずれも文部科学省の支援事業に

選定されて国際中国学研究センター（以下、「ICCS」という。）（2002 年）と三遠南信地域連携センター（2004

年）を設置した。地域に関わる綜合郷土研究所・中部地方産業研究所と三遠南信地域連携センターおよび

東亜同文書院大学記念センターは豊橋校舎に、国際問題研究所・経営綜合科学研究所・中日辞典編纂所お

よび ICCS は名古屋校舎に設置されている。これらの研究所等の構成は、設立趣意書の 2つの設立目的との

対応性が強い。 

 

2005 年に中央教育審議会から『我が国の高等教育の将来像』という答申が出され、そこでは大学の機能

として、①世界的研究・教育拠点、②高度専門職業人養成、③幅広い職業人養成、④総合的教養教育、⑤

特定の専門的分野（芸術、体育等）の教育・研究、⑥地域の生涯学習機会の拠点、⑦社会的貢献機能（地

域貢献、産学官連携、国際交流等）が例示され、各々の大学がこれらの機能のどれを取り、どんな比重を

置くかで各大学の特色や個性が表れ、それに応じて各大学は緩やかに「機能的に分化」していくものとさ

れている。本学の上記の実態を、答申に挙止された諸機能との関連で整理しておく。 

①については、「21 世紀 COE プログラム」に採択され、中間評価の結果も高い ICCS がある。中国の諸大

学を中心に、カリフォルニア大学バークレー校、ロンドン大学（LSE）、国立シンガポール大学等世界的研

究大学とも協定を結び、5 分野にわたって国際的研究会を組織しており、その成果が毎年開催される国際

シンポで報告・討論される。また中国の重点大学 2 校（中国人民大学、南開大学）の大学院と本学中国研

究科との間で二重学位の制度を設け若手研究者の養成につとめている。②については、現在法科大学院と

会計大学院が設置されている。従来、法曹・会計の両分野では中部の私立大学の中で も多くの人材をこ

の地方に送り出しているが、その実績をさらに積み重ねることを目指したものである。第 1 回の新司法試

験の結果は予想以上で、合格率は全国の諸大学中実質 2位の 72％であった。③と④とが現代中国学部とい

う特色ある学部を含め 6 学部と短期大学部の機能ということができるが、本学の収入の大部分はこれらの

学生の学納金に依存しており、この機能が本学の中心的機能をなしている。⑤の分野は本学では設置され

ていない。⑥については、本学は設立当初よりエクステンション活動に力を入れてきたが、現在豊橋・車

道で実施しているオープンカレッジと中国教育部と協力して設置している孔子学院とは、合わせて受講者

数が約 8 千 5 百名と中部で 大規模の展開となっている。⑦のうち本学は産学連携には実績がない。しか

し地域貢献については設立目的の第 1 にあげられていたものであり、地域へ貢献する人材養成の面でも、

綜合郷土研究所と中部地方産業研究所による地域研究と成果の地域への還元の面でもその役割を果たして

きている。加えて、地域への直接的貢献を目指して官民と広く連携する三遠南信地域連携センターを 2004

年に設置した。国際交流については、本学の特色を生かして他大学に先立つ早い時期から中国の諸大学と

交流を行っており、現在協定校は台湾を含め 14 校である。欧米など他地域との協定校は 12 大学、合わせ

て 26 校と大学としての協定に基づく交流を行っている。なおこれ以外に ICCS が独自に協定を結んでいる

大学の研究機関は 13 にのぼる。中国に関しては、学部・大学院ともに、語学教育での協同や二重学位制の

ように国際交流から国際連携（＝共同事業）へと一歩を進めつつある。 

以上、本学は⑤を除き③と④の機能を基軸に、大学の担うべき諸機能を何らかの形で果たしている。た

だ持つ力量との関係で①世界的研究・教育拠点としては特定分野（中国研究教育）に限定しているように、

それぞれの機能のうち一定の選択をせざるをえない。しかしこれらの機能を果たす際の選択と比重の中に、

本学の設立目的とそれに規定される特色とが自ずから表現されている。・ 
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１．愛知大学の理念・目的 

1990 年代以降、本学は教育研究組織については、中長期的な計画に従って整備している。1994 年 4 月に

「21 世紀を展望する愛知大学『基本構想』と『基本計画』」（21世紀構想）が出された。これは「臨時定員

の恒常化」を 重要課題として構想されたものであるが、この構想に従って設置されたのが現代中国学部

と国際コミュニケーション学部であり、2 学部の新設に合わせ教養部が廃止され、所属教員は各学部に移

籍した。この第 1次構想に次いで、2001 年 5 月に「21 世紀に挑戦する愛知大学《知のトライアングル》構

想」（トライアングル構想）が提案された。2007 年 3 月を終期とし、12 の施策を盛り込んだこの第 2 次構

想に従って、車道校舎の再開発と法学部 3・4 年生の移転、法科および会計の 2 つの専門職大学院の設置、

夜間部と夜間主コースの募集停止、経営学部の学科新設、都市型エクステンション事業の展開が進んだ。

また短期大学部の学科改組、中国研究科の再編、教育充実のための教育システムの構築も曲がりなりにも

進展した。しかし残された課題も多い。 

 

なお、上記の設立趣意書で示された大学の理念・目的、それを具現化する本学の歩み、現在の実態等に

ついては、2006 年に創立 60 周記念事業の一環として公刊した『愛知大学小史－60 年の歩み－』の中に記

されている。また上記事項は、『愛知大学要覧』や公式ホームページ上に掲載するとともに、大学案内や学

部案内等の冊子にも掲載しており、またこれらの冊子はホームページ等から請求があった希望者全員に無

料で配布している他、オープンキャンパス、高校訪問、進学相談会、大学展等を通して広く配布している。 

 

［長所］ 

本学は中部地方で 初に設立された私立大学であり、60 年に及ぶ歴史の積み重ねが様々な強みとなって

いる。たとえば中国書 22 万余を含む 150 万冊に及ぶ蔵書の蓄積がある。図書館は広く開放しており、蔵書

の蓄積は学内者の研究はもとより学外者のためにも役立っている。しかし何よりの財産は地元を中心に各

界各層に送り出した 12 万人に近い卒業生である。愛知県庁、名古屋市役所をはじめとする地方自治体、地

元の金融機関や企業では本学の卒業生が大学別で 大であるという場合が多い。法曹界や会計人の世界に

送り出した人材も中部の私立大学では も多い。これら卒業生は様々な面で大学に協力し、助力している。

たとえば、就職の面である。大学と各界の人事担当者との懇談会、キャリア支援合宿セミナー、インター

ンシップ研修等につき、卒業生の積極的な協力が大きな力となっており、就職実績にも繋がっている。学

生のクラブ・サークル活動、大学主催の各種公開講座、授業科目（卒業生講座・大学史）等々への支援・

協力も小さくない。 

こうした協力関係を基礎に、法人理事に 2名、評議員に 10 名の同窓会枠を設けており、この枠以外でも

理事・監事に卒業生 5名が名を連ね、こうした構成がまた協力関係を強める役割を果たしている。 

 

本学は設立当初より、中国にかんする教育研究に力を注いできた。その歴史と実績が本学の特長とも強

みともなっている。 初に設立された研究所＝国際問題研究所も、その研究の中心はアジア、なかんずく

中国であった。早い段階で、法経学部に中国法政コース、中国経済コースが設けられ、文学部には東洋哲

学、東洋史、中国文学の各専攻が設置されている。1955 年から編纂に着手し 1968 年に刊行した『中日大

辞典』は、 初の本格的な中日辞典として高い評価を受け、両国の関係者に広く利用された。現在第 3 版

を準備中である。このような本学の中国関係の資源を結集する形で、1991 年学部横断的な中国研究科を設

置したが、これは特定の地域・国を対象とする我が国で 初の研究科であった。1997 年には現代中国学部

を新設し、こうして学部・大学院に一貫する中国教育研究の教学体制を整えた。現在中国関係の研究者は、

専任で 40 名を超え、約半数が現代中国学部に所属している。同学部研究者が編集し、一部執筆をしている

『中国 21』（現代中国学会発行、年 1回）は、中国に関する研究誌として高い評価を受けている。 

2002 年に文部科学省が開始した「21 世紀 COE プログラム」に、本学は ICCS の構想をもって申請し採択

された。このセンターは現代中国の国際的研究の組織化とともに若手研究者の養成を柱としているが、中

国研究科に組み込まれたこのセンターの二重学位制度は大学院博士後期課程での同制度の全国的に も早

い試みの一つであった。また 2003 年に始まった「特色ある大学教育支援プログラム」に、現代中国学部の

中国現地重視の学部教育が選定された。当初からの語学を中心とする現地プログラムとフィールドワーク
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としての現地研究調査に加え、現在は現地インターンシップを実施している。 

なお 1993 年に設置された東亜同文書院大学記念センターは、辛亥革命・孫文関係のおよび同大学関係の

貴重な資料を所蔵・展示しており、2006 年には「私立大学学術研究高度化推進事業（オープン・リサーチ・

センター整備事業）」に採択され、資料展示の拡充・全国展開と同大学研究を推進することにしている。 

 

今一つの実績と強みは、地域研究教育と地域貢献の面であろう。地域研究の面では、国際問題研究所に

次いで、早い時期に綜合郷土研究所と中部地方産業研究所が設置され、片や人文社会分野、片や経済分野

で東三河を中心に地域研究を積み上げてきている。両研究所は紀要・年報の継続的刊行、研究叢書・個人

研究報告書・ブックレットの刊行等の他、随時公開講演会・シンポジウムを開催して研究を公開し、地域

に役立てている。教育の面では、文学部の社会学、地理学、日本史の各専攻でフィールドワークを中心に

地域についての教育が継続して行われてきた。こうした地域研究教育の積み重ねを基礎に、より直接的な

地域貢献を目指して 2004 年に三遠南信地域連携センターを設立した。官主導で進められていたこの地方の

県境を越えた地域づくり（三河、遠州、南信州）に民学共同して連携しようとするこのセンターの事業は、

2005 年に「私立大学学術研究高度化推進事業（社会連携研究推進事業）」に採択された。このセンターは

地域づくりデータベースの構築と提供、学術的共同研究の推進、官学連携事業の展開、教育・人材養成事

業の推進を事業の柱としている。学生による地域づくりサポーター制度がユニークである。官学連携事業

を中心に着実な事業の展開は、地域の注目を集めつつある。この地域貢献面で、豊橋技術科学大学との包

括的協力協定による連携がことに有効に機能している。 

地域貢献の面では、豊橋・車道両校舎で行われている、受講生が総計 8500 名を数える生涯学習＝社会人

教育としてのオープンカレッジと孔子学院の展開を付け加えておきたい。 

 

［問題点］ 

2001 年に提起された「トライアングル構想」＝第 2 次構想については、その中間総括が 2005 年末に行

われたが、その中で順調に実施された施策、一定の進展を見せた施策のある一方、文学部の再編は提案計

画と異なる 1 学科体制形態で実施され、経済学部の学科新設、国際コミュニケーションの再編、中国関連

資源の現代中国学部への集中、地域協力型の新学部設置はまったく進まなかったと総括している。その内、

中国関連資源の集中についてはその是非を再検討する必要があり、地域協力が進まなかった新学部は構想

を取り下げるべきだとしている。この総括の見地から見ると今後取り組むべき残された大きな問題は、豊

橋校舎に配置されている文学・経済・国際コミュニケーション 3 学部の再編とそのあり方に絞られている

といってよい。 

 

本学の学生の大部分を収容する豊橋校舎と名古屋校舎（三好町）の立地は人口の稠密な名古屋・尾張地

区からすれば遠隔地にあり、18 才人口の急減が志願動向に強い影響を与えつつある。本学はベネッセによ

る全国主要 157 大学の学生の教育満足度調査では、全国 29 位で中部全大学ではトップであったが、教学の

充実や満足度では必ずしもカバーしきれないロケーション上の不利がある。もちろんこの点に過度に囚わ

れて、教学上の努力、たとえば FD 活動のいっそうの展開ややや立ち遅れていた教育・学習支援の制度的整

備等の必要が否定されるものではないことは明らかであるが、このロケーション上の不利をどう克服する

かは決して看過できない大きな課題であるといってよい。 

 

本学が抱える も深刻な構造的問題は管理運営体制をめぐる問題である。本学は教職員によって設立さ

れたという経緯、それに由来する自治・自由の校風から、教職員を中心とする大学運営を続けてきた。な

かんずく教授会およびその代表者からなる評議会が、教学のみならず経営の面でも事実上の決定権をもっ

ていた。1 キャンパス 1 学部からスタートした本学は、この間 3 キャンパス 6 学部に組織は拡大したが、

専門的経営能力を欠くばかりか、各単位の調整にエネルギーを費やさざるを得ないこの管理運営体制では、

自治・自由の伝統が強調されればされるだけ、激変する時代環境と迅速な意思決定を要する状況に対処す

ることは困難である。この面での改革は積み重ねてはいるが、なお課題は多い。 
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［改善の方法］ 

教学組織再編の中で残された も大きな問題である豊橋校舎教学組織について、2006 年末に新たな再編

計画（案）が提起された。それは文学部の社会学系と地域関係を軸に経済学部の半ばを糾合して現代社会

学部を新設する提案であり、それに合わせ 3 学部自体のいっそうの再編の検討を提起するものである。文

学部は 1 学科体制に再編されたばかりであるが、豊橋校舎全体の再編の一環としての社会学系の分離その

ものはこの体制と直接矛盾するものではない。この提案を巡って、2008 年度からの再編実現を目指して現

在学内で審議を重ねている。 

 

本学が抱えるロケーション上の課題については、名古屋市が名古屋駅近くに所有する地区の再開発を計

画しており、その開発コンセプトに合わせてこの地区の一部を本学の新キャンパスとして利用することを

申し入れている。この再開発計画は 2007 年中にコンペ形式で決定されるため、現在本学はそのコンペに学

部再配置計画を含め学内的合意を取り付けて応募するための作業を進めている。 

 

近年管理運営体制については2度にわたって改革が行われた。1度目の改革の柱は副学長制および学長、

教学・経営担当の両副学長、事務局長からなる常任理事会制の導入であり、この常任理事会の下に政策提

言機関としての基本構想推進本部を設置した。合わせて職務権限基準を定めて、意思決定のあり方を整序

した。2 度目の改革では、私立学校法の改正に合わせて寄附行為を改正し、 高意思決定機関としての理

事会の権限を明確にし、監事機能の拡充を行った。同時に経営権限を持つことを明記された旧来の評議会

規程を廃止して規程上の矛盾を解消し、また従来の全学的教学機関としての連絡教授会を評議会に合体さ

せて新たに大学評議会を設置し、主要案件の理事会への提案内容を審議し、その他の全学的案件を決定す

る機関とした。しかし依然として全学部長が職務上の理事であり、全学部長からなる学内理事会でも教授

会代表からなる大学評議会でも、大学全体の観点よりも各学部の意向をもとに論議される傾向を払拭しき

れていない。大学全体の観点とそれに基づく迅速な意思決定のための、ボトムアップとトップダウンのバ

ランスをとった第 3 の管理運営上の改革が要請される所以である。現在、経営担当副学長を長とする経営

プロジェクトが 3度目の改革に向けての提案を準備中である。 
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【参考資料】 
＜愛  知  大  学  年  譜＞ 

 

1946年11月旧大学令により愛知大学を創立。 

（昭和21年）  

1947年 1月 予科開設。 

 4月 法経学部開設。法経学部：法政科、経済科。 

1949年 4月 学制改革により新制大学に移行。 

  法経学部：法学科、経済学科。  文学部：社会学科。 

1950年 4月 文学部に文学科を増設。 

  短期大学部を設置。 

  法経科第2部（豊橋・名古屋）、文科第2部（豊橋）。 

1951年 3月 私立学校法の施行にともない、学校法人愛知大学に組識変更。 

 5月 名古屋校舎（車道）移転拡張。 

1953年 4月 大学院（修士課程）設置。 

  法学研究科（公法学専攻）、経済学研究科（経済学専攻）。 

1955年 5月 名古屋校舎（車道）増築、学部教養課程を開講。 

1956年 4月 文学部に史学科を増設。 

  文学部に文学専攻科国文学専攻を設置。 

  名古屋校舎（車道）に法経学部第2部を設置（法学科、経済学科）。 

  名古屋校舎（車道）の短期大学部法経科第2部を廃止。 

1957年 4月 大学院に法学研究科私法学専攻修士課程を増設。 

1958年 4月 文学部に哲学科を増設。 

1959年 4月 短期大学部に文科（女子）を設置。 

  豊橋校舎の短期大学部文科第2部を廃止。 

1961年 4月 短期大学部に生活科（女子）を増設。 

 10月 名古屋校舎（車道）増築、法経学部第1部専門課程を開講。 

1963年 4月 法経学部に経営学科を増設。経済学科を定員増。 

  大学院に法学研究科私法学専攻博士後期課程を増設。 

1966年 4月 法経学部第2部法学科および経済学科を定員増。 

1974年 4月 短期大学部文科（女子）を定員増。 

1977年 4月 大学院に経営学研究科経営学専攻修士課程を増設。 

1978年 4月 大学院に経済学研究科経済学専攻博士後期課程を増設。 

1979年 4月 大学院に経営学研究科経営学専攻博士後期課程を増設。 

  短期大学部文科、生活科を定員増。 

 6月 西加茂郡三好町に約20万㎡の校地を確保。 

  短期大学部法経科第2部を廃止。 

1980年 10月 中国の南開大学と学術・教育交流協定を締結。 

  中国の北京語言大学（北京語言学院）と学術・教育交流協定を締結。 

1981年 6月 三好校地造成着工。 

1983年 4月 三好校地運動施設竣工。 

1984年 11月 中国の北京第二外国語学院、上海外国語大学(上海外国語学院)と学術・教育交流協定

を締結。 

1985年 11月 中国の復旦大学と学術・教育交流協定を締結。 

1987年 2月 名古屋校舎（西加茂郡三好町）建設着工。 
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  英国のレディング大学と学術・教育交流協定を締結。 

 4月 法経学部第1部および文学部で期間付定員増（1992年度まで）。 

1988年 2月 名古屋校舎（三好）竣工。 

 4月 名古屋校舎（三好）開校。 

  短期大学部に別科（英語専修、生活環境専修、留学生別科）を設置。 

1989年 4月 法経学部を改組し、経済学部1部、経済学部2部、法学部1部、法学部2部、 

（平成元年） 経営学部の五学部を設置。 

  大学院法学研究科、経営学研究科を名古屋校舎へ移転。 

1990年 4月 短期大学部文科、生活科で期間付定員増（1998年度まで）。 

1991年 4月 大学院に中国研究科中国研究専攻、文学研究科日本文化専攻・地域社会システム専

攻・欧米文化専攻修士課程を増設。 

   文学部、経済学部1部、法学部1部、経営学部で期間付定員増（1999年度まで）。 

 12月  米国のサウスイーストミズーリ州立大学と学術・教育交流協定を締結。 

1992年 4月 文学部文学専攻科国文学専攻を廃止。 

1993年 4月 大学院に文学研究科地域社会システム専攻博士後期課程を増設。 

  文学部、経済学部1部、法学部1部、経営学部で1987年度期間付定員を延長 

  (1999年度まで)。 

 11月  米国のウィスコンシン大学ロー・スクールと学術交流協定を締結。 

1994年 1月  独国のブレーメン州立経済工科大学（ブレーメン専門大学）と学術・教育交流協定を

締結。 

 4月  大学院に中国研究科中国研究専攻、文学研究科日本文化専攻・欧米文化専攻博士後期

課程を増設。 

  「21世紀を展望する愛知大学『基本構想』と『基本計画』」（「21世紀構想」）を発表 

 10月  中国の上海交通大学と学術交流協定を締結。 

1995年 4月  文学部、経済学部1部、法学部1部、経営学部で収容定員増（3年次編入学定員の設定）。 

  中国の西安交通大学と学術交流協定を締結。 

 7月 韓国の中央大学校と学術・教育交流協定を締結。 

 9月 中国の中国労働関係学院（中国工運学院）と教育交流協定を締結。 

1996年 2月  仏国のオルレアン大学と学術・教育交流協定を締結。 

 6月 独国のブレーメン大学世界経済・国際経営研究所と学術・教育交流協定を締結。 

1997年 3月 短期大学部の別科英語専修、別科生活環境専修を廃止。 

 4月 現代中国学部現代中国学科を設置。 

  法学部1部、経営学部で収容定員減。 

  短期大学部文科、生活科で収容定員減。 

  中国の中国社会科学院研究生院と学術・教育交流協定を締結。 

 12月 法経学部第1部、法経学部第2部を廃止。 

1998年 4月 教養部を廃止 

  国際コミュニケーション学部言語コミュニケーション学科、比較文化学科（昼間主コ

ース、夜間主コース）を設置。 

  文学部、法学部1部、経営学部で収容定員減。 

  短期大学部文科、生活科で収容定員減。 

1999年 4月 文学部文学科を改組し、日本・中国文学科および欧米文学科を設置。 

  短期大学部文科、生活科で期間付定員延長（1年間）。 

 7月 台湾の国立台湾師範大学と学術・教育交流協定を締結。 

 8月 米国のハワイ大学と学術・教育交流協定を締結。 

2000年 3月 タイのナレースワン大学と学術・教育交流協定を締結。 
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 4月 文学部、経済学部1部、法学部1部、経営学部で収容定員減。 

  短期大学部文科を言語文化学科に、生活科を現代生活学科に名称変更。 

  愛知大学エクステンションセンターを設置。 

 7月 FD（ファカルティ・ディベロップメント）委員会を設置。 

 11月 副学長に関する規程を制定。 

 12月 英国のバーミンガム大学と教育交流協定を締結。 

2001年 2月 中国の西北大学と教育交流協定を締結。 

 4月 期間付定員の恒定化に基づく文学部の入学定員増（10名）。 

  期間付定員の恒定化に基づく短期大学部の入学定員減（10名）および短期大学部の平

成13年度から16年度までの期間付入学定員を設定（臨定延長変更）。 

  大学院法学研究科公法学専攻に博士後期課程を設置。 

 6月 愛知大学教学組織再編・改革の実施計画を発表 

 10月 愛知大学国際交流センターを設置。 

2002 年 2月 英国のエクセター大学と教育交流協定（語学研修プログラム）を締結。 

3月 短期大学部留学生別科を廃止。 

 4月 外国人留学生別科を設置。 

  期間付定員の恒定化に基づく文学部の入学定員増（10名）。 

  期間付定員の恒定化に基づく短期大学部の入学定員減（10名）および短期大学部の平

成14年度から16年度までの期間付入学定員を設置（臨定延長変更）。 

  大学院国際コミュニケーション研究科修士課程を設置。 

 6月 英国のオックスフォード・ブルックス大学と教育交流協定（語学研修プログラム）を

締結。 

 7月 株式会社エー・ユー・エスを設立。 

 8月 中国の雲南大学と学術・教育交流協定を締結。 

 10月 文科省「21世紀COEプログラム」（国際中国学研究センター）採択。 

  国際中国学研究センターを設置。 

  学校法人愛知大学寄附行為施行細則を制定。 

  中国の南通大学（南通師範大学）と学術・教育交流協定を締結。 

 11月 常任理事会運営内規、学内理事会運営内規を制定。 

 12月 職務権限基準を制定。 

2003年 4月 期間付定員の恒定化に基づく文学部の入学定員変更（10名）および編入学定員減。 

  期間付定員の恒定化に基づく短期大学部の平成15年度から16年度までの期間付入学

定員を改定（臨定延長変更）。 

  愛知大学地震防災規程を制定。 

  契約教員制度を導入 

 9月 文科省「特色ある大学教育支援プログラム」（現代中国学部）採択。 

 10月 台湾の東呉大学と学術・教育交流協定を締結。 

2004年 1月 中国の中国人民大学と学術・教育交流協定を締結。 

 3月 鳳来セミナーハウスを廃止。 

 4月 大学院法務研究科（法科大学院）を設置。 

  大学院中国研究科博士後期課程の入学定員変更（15名）。 

  大学院法学研究科修士課程公法学専攻および私法学専攻の学生募集停止。 

  経済学部1部を経済学部、法学部1部を法学部にそれぞれ名称変更。 

  経済学部2部経済学科、法学部2部法学科、国際コミュニケーション学部比較文化学科

夜間主コースの学生募集停止および同収容定員の昼間学部への振替。 



１．愛知大学の理念・目的 

  期間付定員の廃止に基づく文学部、経済学部、法学部、経営学部の入学定員減。   期間付定員の廃止に基づく文学部、経済学部、法学部、経営学部の入学定員減。 

  期間付定員の廃止に基づく短期大学部の入学定員減（50名）。   期間付定員の廃止に基づく短期大学部の入学定員減（50名）。 

  法学部法学科3年次以上生を車道校舎に移転。   法学部法学科3年次以上生を車道校舎に移転。 

  大学院中国研究科を名古屋校舎へ移転。   大学院中国研究科を名古屋校舎へ移転。 

  車道校舎新校舎竣工。   車道校舎新校舎竣工。 

  南開大学、中国人民大学との調印（ICCS分拠点設置、中国研究科博士後期課程デュア

ルディグリープログラム）。 

  南開大学、中国人民大学との調印（ICCS分拠点設置、中国研究科博士後期課程デュア

ルディグリープログラム）。 

  情報処理センターを情報メディアセンターに改組。   情報処理センターを情報メディアセンターに改組。 
  教学委員会を設置。   教学委員会を設置。 

 5月 豪州のモナシュ大学と教育交流協定（語学研修プログラム）を締結。  5月 豪州のモナシュ大学と教育交流協定（語学研修プログラム）を締結。 

2005年 3月 法学研究科修士課程公法学専攻、私法学専攻を廃止。 2005年 3月 法学研究科修士課程公法学専攻、私法学専攻を廃止。 

 4月 文学部哲学科、社会学科、史学科、日本・中国文学科、欧米文学科を改組し、人文社

会学科を設置。 

 4月 文学部哲学科、社会学科、史学科、日本・中国文学科、欧米文学科を改組し、人文社

会学科を設置。 

  経営学部に会計ファイナンス学科を設置。   経営学部に会計ファイナンス学科を設置。 

  短期大学部言語文化学科、現代生活学科を改組し、ライフデザイン総合学科を設置。   短期大学部言語文化学科、現代生活学科を改組し、ライフデザイン総合学科を設置。 

  文科省「私立大学学術研究高度化推進事業」（社会連携研究推進事業）に、三遠南信

地域連携センター研究プロジェクトが選定。 

  文科省「私立大学学術研究高度化推進事業」（社会連携研究推進事業）に、三遠南信

地域連携センター研究プロジェクトが選定。 

  大学評議会規程を制定。   大学評議会規程を制定。 

  個人情報の保護に関する規程を制定。   個人情報の保護に関する規程を制定。 
  監査室を設置。   監査室を設置。 

 9月 豊橋研究館（鉄筋8階建）竣工。  9月 豊橋研究館（鉄筋8階建）竣工。 
 10月 ポスト・ドクター制度を導入。  10月 ポスト・ドクター制度を導入。 

2006年 3月 外国人留学生別科を廃止。 2006年 3月 外国人留学生別科を廃止。 

  文学部文学科を廃止。   文学部文学科を廃止。 

  学校法人愛知大学監事監査規程を制定。   学校法人愛知大学監事監査規程を制定。 

 4月 大学院会計研究科（会計大学院）を設置。  4月 大学院会計研究科（会計大学院）を設置。 

  愛知大学孔子学院を設置。   愛知大学孔子学院を設置。 

  文科省「私立大学学術研究高度化推進事業」（オープン・リサーチ・センター整備事

業）に、東亜同文書院大学記念センター研究プロジェクトが選定。 

  文科省「私立大学学術研究高度化推進事業」（オープン・リサーチ・センター整備事

業）に、東亜同文書院大学記念センター研究プロジェクトが選定。 

  外国語嘱託講師制度を導入。   外国語嘱託講師制度を導入。 

  愛知大学研究政策機構を設立。   愛知大学研究政策機構を設立。 

 11月 入学試験戦略委員会を設置  11月 入学試験戦略委員会を設置 

  

１．愛知大学の理念・目的 
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１ 大学・学部等の理念・目的 

ｂ 健全性、モラル等 

 

［理念・目的・目標］ 

大学として健全性、誠実性、モラルなどを兼ね備えていることを規程、綱領等の策定およびその整備に

よって明文化し、教職員は学生の大学生活をより良いものにする様努めることとする。また、規程等に基

づき委員会等を組織し、適切な活動に取り組む。 

 

［実態］ 

大学としての健全性・誠実性を保つべく、愛知大学規程集に種々規定するなど明文化を図っており、主

なものは以下のとおりである（学部独自で規程・綱領等を定めていないため、「ｂ 健全性、モラル等」は

全学として記述する）。 

① 学校法人愛知大学就業規則（1957 年 4 月 1日施行） 

教職員の就業に関しては、学校法人愛知大学就業規則に、服務の原則（第 20 条の 2）、遵守事項（第

20 条の 3）、休暇および休業（第 37 条～47 条）、懲戒（第 58 条～60 条）等を規定している。特に育児・

介護休業については、第 47 条の 2に別に定めると規定し、別途規程（育児休業規程、介護休業および短

時間勤務制度等に関する規程）を策定している。これらの規程に関しては、「育児休業、介護休業等育児

または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を原則として遵守しており、法律の改正にともなっ

て、適宜規程の改正も行っている。 

② 愛知大学専任教育職員倫理綱領 

大学に対する倫理、学生に対する倫理、同僚に対する倫理、研究者としての倫理、社会に対する倫理

を具体的に規定している（同綱領自体は制定されているが、現在公示の続きをとっている段階である）。 

③ セクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン（1999 年 12 月 9 日施行） 

愛知大学セクシュアル･ハラスメント防止人権委員会規程（2000 年 4 月 1日施行） 

愛知大学セクシュアル･ハラスメント防止人権委員会コーディネーターによる実態調査規程（2004 年

11 月 1 日施行） 

愛知大学セクシュアル・ハラスメント相談窓口に関する規程（2000 年 4 月 1日施行） 

セクシュアル・ハラスメントについては、防止ガイドラインだけでなく、同ガイドラインの主旨を実

現するために、セクシュアル･ハラスメント防止人権委員会を恒常的に設置している。さらには愛知大学

セクシュアル・ハラスメント防止人権委員会規程第 7条第 4項の規定に基づき、実態調査の手法、注意

事項等、ならびに第 8条第 2項の規定に基づき、相談員、相談員の任務、相談窓口についても規程を設

けている。 

④ 個人情報の保護に関する規程（2005 年 4 月 1日施行） 

  個人情報保護委員会規程（2005 年 4月 1 日施行） 

学校法人愛知大学が保有する個人情報の取扱いに関し、必要な事項（収集の制限、利用提供とその制

限、適正管理、開示の請求、訂正等の請求等）を定めることにより、個人情報の適切な収集、利用、管

理および保存を図り、個人の権利・利益およびプライバシーの保護に資することを目的としている。さ

らに第 6条の規定に基づき、個人情報保護委員会を組織しており、委員長は副学長（教学担当）が担当

しており、別途副委員長（1名）、委員（12 名）で構成されている。 

 

以上、①～④を含む愛知大学規程集については、学内イントラネットに掲載するとともに、製本版を各

課、講師控室、研究館事務室等に設置し、規程の改廃に関してはすべて学報に掲載することとし、学内周

知に努めている。 

規程以外の面では、受動喫煙の防止義務を定めた健康増進法の施行にともない、理事会でこれを全学的

な問題としてとらえ、環境整備検討委員会を設け学内の禁煙対策に着手した。具体的には、タバコ販売機

の撤去、館内禁煙と構内の歩きタバコの禁止、および啓蒙活動（禁煙パトロール、タバコの人体への影響

についての講演等）を実施した。 
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１．愛知大学の理念・目的 

しかしながら残念なことに、研究・教育における健全性、モラル性に関わる問題として、セクハラの可

能性を含んだ事案への対応として、関係教授会として懲戒手続を発議したケースがあり、当該教育職員に

ついては 2005 年度に諭旨解雇処分を受け、本人から依願退職の申出があった。 

また、2002 年度には同じく「10 日間の出勤停止」の懲戒処分としたケースがあり、裁判にまで発展した。

ただし、この裁判では全面的に大学側が勝訴したが、このケースを踏まえて被害者側に考慮した規程の大

幅な見直し・改正を行った。 

 

［長所］ 

愛知大学就業規則に教職員の就業に関して、服務の原則（第 20 条の 2）、遵守事項（第 20条の 3）、休暇

および休業（第 37 条～47 条）、懲戒（第 58 条～60 条）などを細かく規定している。出産休暇、生理休暇

なども有給休暇に定めており、また育児休業規程では専任教職員が教職員の身分を失うことなく、育児の

ため一定期間休業することができるよう規定されており、特に女性教職員が働きやすい環境が整備されて

いるといえる。また、介護休業および短時間勤務制度等に関する規程により、 長で 1 年間の休業を取得

することができる。 

セクシュアル･ハラスメント対策については、ガイドライン等の愛知大学公式ホームページおよび愛知大

学通信への掲載、学内掲示板等への掲示、ミニパンフレットの配布などを通じて学生、教職員等に対して

周知しており、防止に努めている。さらに愛知大学セクシュアル･ハラスメント防止人権委員会を経常的に

組織し、愛知大学セクシュアル・ハラスメント防止人権委員会コーディネーターによる実態調査規程、愛

知大学セクシュアル・ハラスメント相談窓口に関する規程をも策定していること、申出・事例などをもと

に、被害者側の観点に立って規程を改正している点は長所といえる。また、相談員は 14 名体制をとってお

り、このうち半数以上は女性であり、性別のバランスにも配慮している。 

なお、愛知大学規程の制定・改廃については職務権限基準に基づき、関係機関で審議される。その後、

規程作成顧問（法学部・法科大学院の教育職員各 1 名）にすべて文言の点検・確認を求め、学報に公示し

ており、大学構成員に適確に周知されているといえる。 

 

［問題点］ 

現状では、以下の①～③の問題点が考えられる。 

① セクシュアル・ハラスメントにおける、被害者の申出先は、相談員、相談窓口（学生相談室、保健室）、

コーディネーターが用意されているが、このうち相談員に申し出る方法は、実際のところ、大学の業務

用内線電話となっており、気兼ねなく連絡できる環境が整備されているとまでは言い難い。 

② セクシュアル・ハラスメントだけでなくもっと広くアカデミック・ハラスメント等にも対応できる体

制が必要であること。 

③ 愛知大学専任教育職員倫理綱領については、制定はされているものの、公示には至っておらず、効力

が発揮されないままとなっている。 

 

［改善の方法］ 

［問題点］に掲げられた①～③について、以下を［改善の方法］とする。 

① セクシュアル・ハラスメント対策については、すでに規程、委員会も整備されているが、被害事例（訴

え）をなくすことが も重要である。愛知大学公式ホームページ、愛知大学通信への継続的な掲載など、

いっそうの防止・対策活動に努めていくこととする。また、事例が起こった場合においても、訴えを起

こしたことで不利益を被らないよう、また被害者が訴えをしやすいよう配慮する必要があるため、セク

シュアル・ハラスメント相談員への申出方法については、さまざまな方法で対処していく。 

② アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントを含め広く人権が保障される教育・研究・職場

環境を整備していくことが必要であり、関係規程・ガイドライン等の改訂を人権侵害の防止という観点

から検討を開始している。 

③ 愛知大学専任教育職員倫理綱領について、関係機関との協議の上、早急に公示できるよう努める。 
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１ 大学・学部等の理念・目的 

２．各学部学科の理念・目的 
 

（１）文学部 
 

ａ 理念・目的等 

 

［理念・目的・目標］ 

文学部は、「世界文化と平和への貢献」「国際的教養と視野をもった人材の育成」「地域社会への貢献」と

いう本学建学の精神に基づき、こうした理念の実現に向けて教育研究活動を展開してきた。 

2005 年度から従来の 5 学科 12 専攻を改組して人文社会学科(14 専攻)を設置した。これは新規・再編も

含めて従来の諸専攻を統合し、新たな文学部の教育理念を表そうした試みである。同時に、入試制度も学

部 1学科制とした。 

社会をなして生きる人間を基底として、社会・文化・歴史・地理・言語・心理・情報など専攻ごとのフ

ォーカスを通じて、文学部の各専攻は人間の基礎力に関わる思索力、構想力、想像力、創造力、批判力な

どを培うという課題を共有している。専攻それぞれの専門教育を通して思考を鍛えるという意味での“実

用性”を備えていることが特徴的である。 

このような学科・専攻体制をとるに至ったのは、 近の志願者、入学生の特徴を踏まえて大学入学後に

気づく専攻選択にともなう修学意思に影響する問題への入学前後の段階で適切な対応をとることが緊急課

題であると考えたからである。大学教育を活性化するためには本学部を志望する高校生像の把握が欠かせ

ない。高校生の学習意識や経験が多様化している現実に配慮して、まずは多様な学生を受け入れ、大学の

中において専攻教育の方向づけをしていくことが必要ではないかと考えた。そのため教学体制においては

1年次では専攻を決めない制度に変更したが、2年次以降の各専攻における専門教育は、上述のような専攻

で共有する文学部の教育課題を達成するため従来どおり学部教育の根幹として重視している。 

 

［実態］ 

2005 年度から従来の教学組織を改組して人文社会学科を設置した。新たな文学部の教育・研究領域を拡

大して学生の学び（履修）の選択肢となる専攻領域を 2 専攻（心理学、図書館情報学）増やした体制とし

た。 

教学体制については、専攻所属にあたって 1 年次の履修後の「専攻選択制」を導入した。1 年次は専攻

を定めず、2 年次より各専攻に所属する制度である。入学後 1 年間高校教育と文学部教育とのギャップを

うめる機能をもたせた「人文社会学科総合研究」、「入門講義」、「入門演習」の 3 科目の履修に重要な意味

をもたせて運営した。 

1 年次の春・秋セメスターにおいて、14 専攻すべての概要を学ぶ必修科目（「人文社会学科総合研究」）

と、複数の専攻を選択履修する科目（「入門講義」、「入門演習」）を配した。これらの科目は学生が 2 年次

からの所属を希望する専攻についてその実際を知り、学ぶための導入科目として位置づけた。とくに後者

は、複数の専攻のそれぞれの科目を履修することで専攻を比較して考える機会となり、希望する専攻分野

のイメージ形成、ならびに専攻についての具体的な判断材料をもつためにも有意義であると考えられる。

このように入学後の 1年間を学生の専攻選択への判断に資する期間としている。 

新たに導入した文学部 1 学科制入試を 2005 年度、2006 年度の 2 回実施した。 初の 1 学科入試であっ

た 2005 年度入学生の専攻所属を新たな専攻選択制度によって行った。 

1 年次において入学時から 3 回の専攻希望予備調査を行った。その都度結果を学生に公表し、専攻ごと

の希望人数の推移も参考に供しながら、 終的に学年末に専攻希望票を提出させ、学生の専攻希望票に基

づいて専攻振分けを行って所属専攻を決定する。専攻決定の過程においては、専攻所属後の当該専攻にお

ける指導体制について考慮している。 

その結果、1年次生 346 名の 95%（329 名）が第 1希望で所属専攻が決定した。専攻希望学生数が学部内

専攻定員を超えた専攻については、1 年次修得科目の成績により専攻所属を確定し、専攻定員に余裕のあ
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２．各学部学科の理念・目的 

る専攻を選択対象とした第 2 回専攻振分けを行い、専攻希望票を提出した 1 年次生全員の 2年次からの専

攻所属を決定した。 

 

［長所］ 

初の 1 年間は、学生の主体的な選択によって 3 つの科目を選び、複数専攻（分野）の基礎知識、カリ

キュラム内容についての基礎知識をもつ期間となる。その期間は、文学部教育が目指す専門教育の前段階

となっている。また、受験の時点での専攻選択（同時に所属専攻の決定）では学生が入学前に専攻に対し

て抱いていたイメージと入学後専攻分野を学び始めて専攻内容の実際とのミスマッチに気づくことが生じ

ていたが、その問題については、従来と比べて明確なイメージをもって所属した専攻で学習に取り組める。 

専攻というコアを連関させた 1 学科体制による文学部教育の持ち味をより生かす教学体制をとったこと。 

 

［問題点］ 

入学 1年後の専攻選択の判断材料となることを意図して、「人文社会学科総合研究」、「入門講義」、「入門

演習」の 3 科目を 1 年次の履修科目（必修）として配置しているが、それらの科目の履修が 2年次から所

属する専攻領域の基礎理解に繋がっているかどうかという問題がある。 

学部 1 学科（人文社会学科）入試であることにともなう問題もある。入試方式の変更により、高校生の

学びたい専攻領域への所属が入学時点では保証されていない（未決定である）ことが、受験ならびに入学

の意思にどのような影響があるのかという問題がある。 

95％の学生が第 1 希望の専攻に所属した一方で、第 1希望の専攻に所属できなかった学生が 5％(17 名)

生じることになった。第 2 回の専攻選択によって専攻所属が決まった学生のなかで所属専攻の変更を望む

学生が現れたことは今後に課題を残した。 

卒業論文指導、演習運営においての成果が期待される少人数教育体制がどのように維持されていくかと

いう問題もある。 

上記の諸事項について、人文社会学科の入試方式、専攻選択制を基本要件とする専攻をコアとした 4 年

間の文学部の教学体制について、その実を整えると同時に詳細な広報活動が必要である。 

 

［改善の方法］ 

1 学科が目指したものについて、文学部の新たな教育理念を具体的に教学体制において提示できるかど

うかにかかっている。文学部を構成する 14 専攻の相互の連関性を主題領域とした科目、あるいは比較や総

合という視点と方法を提示しうる科目の配置について、人文社会学科のカリキュラムの有機的な連関を追

求することが必要であると考える。新たに設けた副専攻制はそのような課題に取り組むうえできっかけと

なる。 

高校教育との連携をすすめる必要があるが、文学部の専攻分野についてのイメージを素材としたものや、

高校生の文学部の授業聴講など具体的な方法を通じて、文学部教育についての理解を共有できるような基

盤づくりのために広報活動が必要である。 

 

 

 

（２）経済学部 
 

ａ 理念・目的等 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学部は、旧制時代の法経学部経済科をルーツに、50 年以上の伝統と歴史を誇る学部である。 

教育目標として、全学的な大学創設の理念を踏まえつつ、経済学の基礎的・専門的な素養と幅広い教養

を身につけることを掲げている。すなわち、人が生きていく上で欠かせない経済活動を学び、「国際化」「情
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１ 大学・学部等の理念・目的 

報化」という時代の中で社会の変化をできるだけ正確に理解し、的確な判断ができる力を身につけ、時代

が抱えるさまざまな問題を解決できる人材を育成することが目的である。 

一般に経済学は、抽象度の高い理論から理論の現実諸問題への適用と実証分析までを含んでおり、その

学問範囲が非常に幅広い分野である。そのため、学生にとって何をどう学ぶかが、分かりにくいことも多

い。そのため、2002 年度以降入学の学生が履修をしている現行のカリキュラムでは、より具体的な目標と

して「現実化」と「多様化」をキーワードとしている。 

「現実化」とは経済問題を具体的な事例において考察するということである。特に、「地域」を単位とし

て、また「地域」間で展開する具体的な経済の分析を重視する。もちろん、分析に際して必要とされる情

報処理などの技術の修得も重視される。 

「多様化」とは、複雑化した現代社会を考察するため、従来経済学として位置づけられてきた枠組み内

だけでなく、経済学の周辺領域に位置する様々な社会・人文諸科学、自然諸科学の方法と成果を取り込む

ということである。これにより、経済と文化、社会と自然、人間と環境などの関係も視野に収めることを

目指している。 

 

［実態］ 

これらの教育目標の学生への伝達・周知については、入学時点から卒業までの一貫性を重視するが、特

に入学時点あるいは入学前の高校生の時点で、経済学とは何であるかが、学生にとっては必ずしも明確で

ないことを踏まえ、入学直後における周知にとりわけ重点が置かれている。 

具体的には、まず入学直後第 1 セメスターの講義期間開始前に、全員に対して学部オリエンテーション

が開かれ、学部教育の趣旨と概略が説明される。また、第 1 セメスターに、全員履修が義務づけられてい

る導入科目として「学習法」と「経済学への招待」を設置している。「学習法」は 25 名程度の少人数科目

であり、指導教員のもとで大学教育全般についての基礎的教養や、学習の方法修得の基本を学ぶとともに、

独自に開発した『学習法ガイドブック』に沿って経済学部教育の特色（「現実化」と「多様化」をキーワー

ドとしていること）が伝えられている。他方、「経済学への招待」は、より専門的な経済科目への橋渡しと

して、経済・社会に関する基本的な諸問題について学ぶ講義科目であり、これによって現代社会において

経済学を学ぶ意味が説明されている。 

以上に加え、「情報化」の意味を徹底させる目的で、1年次に情報系の基礎科目として「情報基礎演習」

が設けられ、全員が情報処理の基礎的技術を身につけることとになっている。また、「国際化」に関しては、

1 年次における TOEIC 全員受験、英語学習についての習熟度別クラス編成を実施しており、国際化に着実

に対処できる基礎を体得できる教育的対応をとっている。 

なお、現行のカリキュラムの理念を、一貫性をもって達成するため、2 年次以降に配置されている科目

には次のような特徴がある。まず、経済学の周辺諸科学を含む専門科目がいくつか設定されていること（「多

様化」の関係）。次に、「調査法」、「フィールドワーク方法論」と「フィールドワーク」、「社会研修」（イン

ターシップ科目）といった現実の動きを調査・体験する科目や寄附・提供講座といった活躍する社会人が

担当する科目が開講されていること（「現実化」の関係）。そして、「情報化」への対応を一貫して教育する

ための「情報表現演習」、「情報処理演習Ⅰ」、「情報処理演習Ⅱ」の情報処理系演習科目の充実、である。

なお、1 年次の TOEIC 受験結果を踏まえた 2 年次以降の英語教育の充実もはかられており、併せて、本学

の特色とも関わることであるが、中国語の教育にも力が入れられている。 

 

［長所］ 

教育目標等の学生への周知に関しては、なによりもまず、オリエンテーションや「経済学への招待」、「学

習法」を入学直後に開講していることで、早い時期から周知がなされている。また、「情報化」と「国際化」

を念頭に置きつつ、「多様化」と「現実化」というキーワードに沿ったカリキュラムが 2年次以降も編成さ

れていることで、その趣旨が学習とともに学生に身につく仕組みになっている。 

 

［問題点］ 

16 



２．各学部学科の理念・目的 

大の問題点として挙げられるのは、以上にふれた「学習法」などの、複数クラス開講の科目の担当者

相互のコーディネーションがなお不十分であるという点である。学部教育理念・目的は、教授会での審議

等を通じて一定の共有がなされているが、実際の教育の現場では、それらの周知の徹底度という点でなお

バラツキが小さくないことを認めざるを得ない。 

第 2 は、特に 2 年次以降の教育理念・目的の周知・徹底の仕組みの不十分さである。カリキュラム自体

は教育理念・目標が反映されるものとはなっているが、それを継続的に教育する場が不足している。具体

的には、以下でもふれるとおり、コースや履修科目の選択は完全に学生の自由に任されており、履修指導

についても自ら希望する学生に対してのみ対応しているというのが現状である。 

 

［改善の方法］ 

上記の第 1 の問題点については、複数クラス開講科目の担当者間での協議や意見交換の場を、授業開始

前のみならず授業開始後も定期的に設けることが改善に繋がっていくと考えられる。業務の負担が増えて

いる昨今の中で、さらに業務を増やすことになりかねない対応であるが、担当者によって対応が異なるこ

とに対して学生側が戸惑うという事態を回避するという意味でも、こうした対応は不可欠であろう。 

次に、第 2 の点に関しては、やはり履修モデルの提示などを含め履修指導を徹底していくことが必要で

ある。相談にくる学生のみに対応するのではなく、教育職員が手分けして全学生の履修指導に当たること

が求められていると考えられる。3 年次からはゼミが設けられており、ゼミを通じてのこうした対応が一

定程度なされているものの、専門的な内容を学び始める 2年次においては、不十分にしかなされていない。

その意味では、特に 2年次における履修指導を強化する仕組みが求められているといえる。 

 

 

 

（３）国際コミュニケーション学部 
 

ａ 理念・目的等 

 

［理念・目的・目標］ 

今日の世界では、経済の相互依存・グローバル化と多文化状況の並存が両立しているように見えるが、

現実は種々の摩擦や不均衡を内部に抱えながら進行している。またグローバル化の進行による経済の論理

の貫徹は世界的にも各国内部でも種々の格差を生み出し、地球規模の産業化と、かってない商品・資本・

人間の大規模な移動は、幾多の重大な問題を引き起こしている。このように多様な文化の並存と接触が社

会の常態になろうとするとき、もろもろの文化を深く正確に認識し、諸文化に対して敬意を持ち、それを

通じて自らの文化のありようや自己の位置を確認しコミュニケーション能力を高めることは、個人をはじ

めもろもろの社会的主体に広く求められている。本学部は今日の世界および日本が直面している大きな変

動のうち、多文化状況の本格的な展開という局面をとらえ、これを諸文化の出会いの時代として積極的に

生き抜くことのできる学生を育てようとするものである。 

本学部ではこの理念に基づき次の点を教育目標とする。 

第 1 に、本学部は国際的国内的多文化並存・接触状況を積極的な意味をもつものにしていけるコミュニ

ケーション能力を開発する。 

第 2 に、異文化を理解する能力とともに、排他的に自文化を至上とする思考傾向から解放され、異文化

を理解しようとする態度、異文化を尊敬する心を養う。 

第 3 に、学生が個人として、自らの人生とキャリア（生涯にわたる職業生活）を切り開き、形成してい

く力を養う。 

 

［実態］ 

本学部は国際コミュニケーションの二側面（使用される特定の言語と、その背後にある文化）と入学者
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の関心の二方向に対応して言語コミュニケーション学科と比較文化学科の二学科構成とした。当初比較文

化学科夜間主コースを置いたが、2004年度より募集停止とし、両学科の定員をそれぞれ110名に変更した。 

理念・目的・目標を周知徹底するため、新入生にオリエンテーション・キャンプを例年行い、また開設

当初からフィールドワークを実施し、異文化体験、異文化理解に成果を上げている。更に外国語臨時教員

制度（教授する外国語を母語と教員を、期間を限定して採用する制度）、Temporary Teacher（以下、「T.T.」

という。）を導入し、実践的英語教育を発展させ、学生全員に TOEIC を受験させている。 

言語コミュニケーション学科は、異文化理解・異文化体験を深いものとするため、当該文化の言語に関

わる能力の向上を目指した。当初英語・中国語・フランス語・ドイツ語の各専攻言語コースいずれかを選

択し「外国語によるコミュニケーション能力」を目的として発足したが、学生の希望が英語専攻に集中し

たため、2006 年度より専攻を英語に特化した。比較文化学科は、国際言語である英語を学ぶとともに、欧

米、アジア、日本を対象に異文化理解・比較文化の視点から、その概況を教授することを目標とした。 

学生募集については、当初より 2 学科の間には差があり、特に比較文化学科の学生募集は思うようには

かどっていない。こうした点を解消すべく、比較文化学科のホームページを開設した。言語コミュニケー

ション学科は偏差値レベルでも全学的に高い位置で推移し大学の評価を高めた。しかし、近年名古屋地区

に同系統の大学・学部が新設され予断を許さない状況となっている。 

卒業生は外国語を重視する 1部上場企業等へ就職し、他学部と遜色のない成果を収めている。 

 

［長所］ 

少人数教育・演習重視による丁寧な教育が実現するとともに、TT制度、フィールドワークは多くの成果

を生み、学生によい影響を与えた。 

毎年、豊橋校舎における外国語検定試験の奨励金受領者は圧倒的に本学部の学生が占め、年度によって

は 85％を占めたこともある。 

教学主任を中心に入念な履修指導をしており、その結果中途退学者が他学部に比して少ない。こうして

教学的な指導を通して、外国語、国際関係、異文化等に関心をもつ学生を養成し、関連する方面への就職

を可能にしている。 

本学部設立と同時に建設された 5 号館は、本学部の学部棟的な機能を果たしており、教育と研究の有機

的な結びつきが可能になった。同時に学生の生活の場としても重要な役割をはたしている。 

 

［問題点］ 

学生定員の増加にともなう大人数授業の出現、ゼミ教室の不足、開講時限数の全学的見直しにより、少

人数教育を重視する本学部の教育条件がやや悪化した。特に英語教育において歪みが生じており、2 学科

の学生の英語能力には大きな格差が生じているため、統一的な視点で英語教育を行う必要がある。 

「入門ゼミ」・「演習」の位置づけが個々の教育職員で異なり、統一した方針が出せないまま経過してい

る。 

学生の海外留学制度が他大学に比して不十分であり、海外への留学生が少ない。 

学生募集において 2 学科で格差が生じている。特に比較文化学科は教育目標が志願者にわかりにくいと

いう評価があり、改革が焦眉となっている。また、名古屋地区に類似のコンセプトを持つ大学・学部が多

数設置されたため、志願者募集において劣勢を強いられている。 

 

［改善の方法］ 

学部全体で、英語教育をより重視する方向を追求する。そのためには実践的英語運用能力を可能にする

外国語嘱託講師Ⅱ（外国語を母国語とする教員）の増員を目指し、また各学科でそれぞれ行ってきた英語

教育を共通の視点のもとにできるだけ統一的に行う。 

「入門ゼミ」・「演習」については担当者会議を開いて、教育内容・方法等について検討し、学生の到達

目標と実現のための手段を明示する。 

現代中国学部「現地プログラム」に匹敵するような研修制度を追求すると同時に、英語圏への留学制度
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２．各学部学科の理念・目的 

を充実させる。またアジア系だけでなく、欧米系の留学生を確保するよう努力する。 

学部のレベルアップを目指す具体的方策を追求する。特に比較文化学科では 2006 年の春から緊急プロジ

ェクトを掲げて対策を講じており、具体的成果が得られるよう努める。このような改善策と同時に、豊橋

地区における本学部の存続の是非も検討する。 

 

 

 

（４）法学部 
 

ａ 理念・目的等 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部は 1989 年 4 月 1 日に愛知県西加茂郡三好町黒笹字清水 370 に設置された。その淵源は、1948 年

に設置された愛知大学法経学部にさかのぼる。以来、中部地方では も古い私立大学の 1 校として、法律

学・政治学の教育と研究に貢献してきた。 

本学部は 4年間一貫教育という教育体制の下、①建学の精神（学問文化興隆の地方主義、平和と国際化、

大学の社会的開放）の具体化、②多様な社会的ニーズへの対応、③学生の能力と個性を伸ばす教育を理念

とする。 

それを具体化する専門教育科目の教育目的は、①社会的正義の感覚、人権感覚、健全な権利義務意識の

涵養、②相対立する利害や価値を衡量調整する能力の育成、③法的基準や政治的概念についての基礎理解

とそれを論理的かつ事柄に即して展開し具体的な現実に応用できる能力の育成、④社会的事象から法的・

政治的問題を発見・分析しそれに対処する能力の育成、⑤国際的視野で日本の法および政治の特質とその

問題を把握し将来への展望を開く能力の育成、である。 

それに対応して、共通教育科目の教育目的は、①個別的問題をできるだけ広い連関で再構成し、その意

味を問う能力の養成、②各人の基本的な生活態度・人生観の形成に役立つ考え方の修得、③現代的・学際

的テ-マによる自己の身の回りの世界を知るための糸口の付与、④読み書き話す能力のレベルアップ、国際

社会への対応を可能にし、専門教育科目の学習を補完促進する語学能力の育成、を目的とする。 

これら 2 つの大きな教育目標は、法学部教授会の場で、審議内容に応じて、その都度、確認されてきて

いる。 

ところで、本学部は、この理念と目的とを今後とも維持していくが、その実現のために、次の事情を考

慮に入れなければならなくなった。第 1には、18 歳人口の縮小にともなう大学受験者の減少により、大学

間競争が激化しており、その中でいかにして学生のニーズを反映した魅力的で吸引力のある教育を提示で

きるかが、本学部でも問われていることである。これまでのような大人数講義を漫然と繰り返すべきでは

ないし、財政難を理由に、専任教育職員退職後の科目担当者不在を放置しておくこともできない。第 2に、

法学部固有の要因として、本学でも 2004 年度に車道校舎に開設された法科大学院との関係で、従来的な法

学部のあり方について再検討が必要である。 

そこで、本学部は、当面、次の 3点を目標として掲げる。 

目標① 学生のニーズを反映したカリキュラムの再編と少人数教育の徹底化 

目標② 基礎・共通教育科目と法律学・政治学専門教育科目との有機的連動 

目標③ 法学部教育と法科大学院教育との調整 

 

［実態］ 

まず、目標①について。近年における学生の進路状況や、法学部卒業生に対し社会が期待する能力を踏

まえて、一方では社会のダイナミズムの中で法律や政治を考える、いわゆる「生きた法律学・政治学」を

教授することにより、基礎的かつ幅広い教養と、生活世界に潜む問題を多角的に分析し、公正かつ衡平な

解決を導き出すことのできる技術を持ったジェネラリストを養成するとともに、また一方では法律解釈論

19 



１ 大学・学部等の理念・目的 

的知識を備えた、法曹界や官公庁で活躍できる人材を育成することを新たに目的としている。この教育目

標を実現するため、学生の進路に対応したコースを 3 つ設け、コースの特性に応じて、共通教育科目と専

門教育科目との 低修得単位数の振り分け、さらには専門教育科目内においても、部門ごとの 低修得単

位数の設定に特色を持たせることにより、各進路に向けた効果的・体系的な学習を可能とする教育プログ

ラムを提供している。少人数教育については、これまで演習科目は選択制であったが、3・4年次からの履

修を必修とした。さらに、法律学・政治学専門教育科目担当教育職員のほぼ全員で、1 年次生を対象とし

た「入門演習」を担当している。その際に、本学部編集『法学部学生のための学習ハンドブック』という

冊子を、1年次生全員に配布している。 

次に、目標②について。4 年間一貫教育という教育体制の下で、学部でどのような科目を開講するかと

いう点には、一定の配慮が必要である。しかし、一方では、全学的に教育職員補充が抑制されている現状

で、限られた人員をもって、法学部の教育目標を効果的に実現できるよう、人員配置に配慮し、それに即

して科目設定・提供も考えていかなければならない。そこで、責任担当コマ数の枠内で、専門教育科目担

当者がそれぞれの専攻を活かしながら、基礎・共通教育科目を提供している。具体的には、2006 年度から

は、憲法・民法・刑法の各担当者が「法とくらし」を、政治学担当者が「政治とくらし」を担当している。 

後に、目標③について。法科大学院へ本学部教育職員が出講しているところである。 

 

［長所］ 

目標①について。3・4年次からの演習を必修化したことにより、従来に比べ、学生を細かく指導できる

ようになっている。1 年次生全員に「入門演習」を必修とし、大学レベルでの学習スキルについて手ほど

きをしたところ、学習方法を巡って例年 4月以降に学生相談室に寄せられる相談件数が激減している。 

目標②について。新設科目である「法とくらし」、「政治とくらし」には、本学部 1 年次生のほぼ全員が

履修登録しており、高校での社会科から大学での法律学・政治学専門教育科目へのソフト・ランディング

が目指されている。 

目標③について。2004 年 4 月に発足した法科大学院で、ようやく 初の卒業生を出したところである。

法科大学院入学までに法学部学生としては何を履修しておくべきか、一方、法学部専門教育科目担当教育

職員としてどのような指導をしておくべきか、が認識され始めている。 

 

［問題点］ 

目標①について。必修化により 3 年次または 4 年次で初めて演習を履修した学生の中には、やや不適応

を示す事例があった。 

目標②について。新設科目である「法とくらし」、「政治とくらし」は、事実上、大人数授業となってい

る。大人数授業の弊害は従来から指摘されているので、改善が必要である。 

目標③について。法科大学院と本学部とは別組織であるので、科目調整等が認識されてはいても、実質

的に話し合う場がない。 

 

［改善の方法］ 

具体的検討をこれから始めようとしているところであり、目的のうち未実施の部分もあるので、直ちに

は改善方法を挙げることはできない。 も、幾つかの見通しを列挙しておきたい。 

目標①については、「入門演習」が定着することにより、3・4 年次での演習履修上の問題は解消されて

いくはずと考えている。「学生による授業評価」（以下、「授業評価」という。）をも一定程度参考にしたい。 

目標②について、授業評価結果が参考になるであろう。その際に、専門教育科目担当者による基礎・共

通教育科目の提供内容を、共通教育科目担当者からの評価にゆだねることも必要であろう。 

目標③について、法科大学院へ出講している本学部教育職員が中心となるか、または、本学部と法科大

学院で合同の会議を設定するなどして、調整することが必要であろう。目下のところ、本学部からの本学

法科大学院進学者は少数にとどまっている。しかし、社会における法学部に対する評価は、依然、法曹関

係者をどれだけ輩出しているかという点にあることは否めない。一方で、研究教育の面においても、法学
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２．各学部学科の理念・目的 

部・法科大学院間の相互交流や協力関係は今後必要不可欠である。制度の上では、本学部と法科大学院と

は別個の組織であるが、様々な点で相互調整が必要であろう。 

 

 

 

（５）経営学部 
 

ａ 理念・目的等 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部は、1989 年、法経学部の改組転換により設置され、発足した。この法経学部は、折しも日本経済

高度成長のなかで経営学へのニーズが急速に高まっていた 1963 年に、それまでの法学科、経済学科に加え

て、経営学科を設置していたので、26年の長きにわたる経営学教育の延長上に、新たな飛躍を目指し、再

出発を開始したことになる。 

経営学科設置の理念・目的は、その設置認可申請書において、建学の精神を踏まえて次のように述べら

れていた。「戦後の我が国経済が世界史上稀に見る急速な発展を遂げるに至った原因の一つは、国内の各種

企業の目覚ましい成長にある。そして、企業の管理・経営に関する理論および技術は 近特に長足の進歩

を遂げつつある。従って企業経営について豊富な知識と技術を有する人材を多数養成し社会に送り出すこ

とは、将来の我が国経済の発展にとって必要欠くべからざることとなっている。」 

この理念・目的は経営学部にもそのまま継承される。経営学部の設置認可申請書には、「経営学部の特徴」

として「教育目標————学生が将来、現代産業社会で活躍するうえに必要な基礎知識を、理論的・実践的に

修得することができるように、科目もこの目的に沿うように編成されている。今回は特に情報化社会の新

しい課題への対応を目指し、「経営工学概論」・「情報処理論」・「情報管理論」などの科目を配置している。

国内はもちろん、国際人としても活躍できるように高度な教育を目標としているので、卒業のあかつきに

は、現代産業社会で活躍できる専門的能力を修得できるものと自負している」と述べている。 

科目とこれを編成するカリキュラムは学部の理念・目的を実現する上で極めて重要である。数ある専門

科目は教養教育科目のうえに、またはそれらと併行して、経営学の入門的、基礎的科目を必修とし、一方

では理論的、他方では実務的な選択科目として配置されていたが、ほどなく「大学設置基準の大綱化（1991

年）」があり、全学的なカリキュラム再編（教養教育担当教員の専門学部への分属、セメスター制度の採用

などを含む）の議論とともに、これらをいくつかのコースにまとめ専門性を重視し、学生にはこれらを系

統的に履修させるため、経営コース、会計コース、流通コース、経営情報コースへと再編する案が出され

てきた。結局、1996 年に、我が国経済の国際化の進展と建学の精神を考慮にいれ、国際経営コースを加え

た 5コースによる教育体制が開始された。 

本学部は、2005 年度より、大学を取り巻く経済社会の急激な変化のなかで、その活性化を図るため、こ

れまでの会計教育の実績を踏まえ会計ファイナンス学科を設置し、2 学科体制となった。すなわち、本学

部の理念・目的に基礎をおき、「開学以来一貫して行われてきた“会計学およびファイナンス理論”の研究・

教育をさらに発展させ、学科として独立させたのが会計ファイナンス学科」であり、これには「“会計学お

よびファイナンス理論”の研究・教育の拠点としての役割が与えられ、さらにはそれを将来に向かって、

発展させる責務がある」ことを学科会議において確認している。なお、このことにより経営学科から会計

コースがなくなり、会計ファイナンス学科には、アカウンティング・コースとファイナンス・コースがで

きた。経営学科においてもこの機会にかなり大幅な科目の補充、既存科目の名称変更を行うとともにコー

ス名についても刷新を図った。既存のコースは、ビジネス・マネジメント、流通・マーケティング、情報

システム、国際ビジネスの各コースとなった。 

両学科は、学科固有の課題を議論し、決定するときはそれぞれ学科長が議長となり学科会議を開催する。

ここで決まった結論は教授会において報告・承認の手続をとる。 
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１ 大学・学部等の理念・目的 

［実態］ 

本学部における理念・目的・教育目標等の周知の方法は、本学発行の『愛知大学要覧』において、本学

の沿革の説明とともに「設立趣意書」を掲げ、 後のページでは「東亜同文書院から 100 年」として「愛

知大学の歴史」が簡潔にまとめられるなかで触れられている。学内で入学生に配布される『学生生活』に

おいては、歴代の学長が巻頭言を書き、このなかで分かりやすく建学の精神に触れ、あわせて大学・学部

の目的・目標にも言及してきている。さらに、本学のホームページにおいても、同様に「大学紹介」のな

かで大学の歴史を簡潔に紹介している。もちろん、入学式、卒業式においては学長告示のなかで言及され

るのが常となっている。本学部の教育理念・目的等については、各年度発行の新入生向け『経営学部ガイ

ドブック』（1982 年 3 月初版）の巻頭言で学部長がそれぞれ直接間接に触れてきている。 

本学部の入学定員は経営学科が 245 名、会計ファイナンス学科が 125 名、合計 370 名であり（「大学基礎

データ表 15」参照）、2006 年 4 月時点で 4 学年合計の収容定員は 1,980 名となる。これに対しての専任教

員数は 42 名であり、教員 1人当たり学生数は 47.1 名であるが（「大学基礎データ表 19」参照）、現在は学

科増設による定員変更後 2 年目にあたり、収容定員は 1,839 名（「大学基礎データ表 14」参照）とやや相

違する。教員 1人当たりの学生数で、会計ファイナンス学科は 29.4 名と出発当初から少人数教育を目指し

ている。このなかで外国人留学生は両学科あわせて 66 名が在籍している。 

本学部のカリキュラムは外国語科目、共通教育科目（校舎別学部共通）、体育領域科目と専門教育科目の

区分になっている。前者は比較的低学年での履修を求めており、後者については各コースの基礎的・入門

的科目が必修もしくは選択必修科目として 1年次から履修でき、各セメスター合計 22 単位といった履修制

限が設けられている。このなかで英語には「TOEIC」が科目として含まれ、習熟度別の教育システムも採用

されている。これは外国の大学・大学院での勉学、また多国籍的に活動する企業への就職にも対応するも

のである。さらに進級制度を設けており、2年次の秋学期までに 48 単位を修得していないと 3年次へ進む

ことができない。これは、所定の知識と学力を修得しなければ卒業を認めないといった学部としての一つ

の意思表示でもある。さらに、経営学科では専門教育を自主的にきちっと教育し、学ばせるために、2007

年度から演習を必修とすることに決定している。 

各コースの履修については、『履修要項』において、基礎的な科目からより専門的な科目へと順次履修を

進めていけるようにセメスター毎の科目配置に配慮し、なかには必修科目を置くとか、分野別科目の修得

単位指定を行い、理想的な履修モデルも示してある。 

このような教育課程のもとで、多様な入試により入学した学生は語学、共通教育科目と専門教育科目を

履修するなかで社会人として通用する基礎知識と職業人に必要な専門知識とを修得していくのである。と

はいえ、毎年一定数の留年者と退学者が出てくる（「大学基礎データ表 14、表 17」参照）という事実は否

定できない。 

しかしながら、卒業していく学生の多くは中部圏を中心として、希望者の 97％前後の比率で、大半は大

企業、業種別では卸・小売業、製造業、金融・保険業、また教員を含む公務員へと就職している（『愛知大

学要覧（2006）』、45〜46 ページ）。本学および本学部の教育理念・目的は、これまで首尾一貫して実現さ

れてきたといえる。 

 

［長所］ 

学部の理念・目的が明確に示されているもとで、時代とともに変化を遂げる教育環境に対応する教育課

程の改革、学科から学部へ、さらに学部内学科の増設、これと連動するカリキュラム改革が実施されてき

た。現在の本学部は、明確な理念・目的・目標をもち、語学教育、人文・社会・自然の領域を中心に豊富

で多様な共通教育科目、コース別にまた分野別に編成した専門教育科目を履修することで、国際的教養と

視野をもち、地域文化に貢献できる人材の養成、さらに経営学の知識と実務にも習熟した人材を輩出して、

社会の要請に応えてきたし、2 学科となり学部教育の領域を新たな単位として拡大することで将来に向け

ての可能性を築きつつある。とりわけ会計ファイナンス学科においては、少人数教育を実現するとともに、

会計学概論では一部実務家をゲストスピーカーとして呼び、効果的に教育する態勢を整えている。 
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２．各学部学科の理念・目的 

［問題点］ 

過去 4年間の入学定員の平均が約 400 名のところ、2006 年度の留年者は 87 名（「大学基礎データ表 14」

参照）、 

退学者は 2003 年度:37 名、2004 年度:44 名、2005 年度:27 名（「大学基礎データ表 17」参照）であった。

この数値はやや多いのではなかろうか。 

本学部はまた多様な入試を実施している。多様な能力をもつ個性豊かな学生を受け入れたいというのが

その理由であるが、これらの入試はいずれも本来の目的に照らして十分に機能しているのだろうか。たと

えば指定校推薦入試で入学してきた学生の成績が予想に反してよくないといった傾向も現れている。会計

ファイナンス学科においては簿記検定の有資格者に対して入試科目の一部を免除しているが、彼らの能力

をさらにのばす方法が課題となっている。 

これらの原因としては、少子化の一方で大学・学部の止まらない新増設、収容定員の絶対的増加などを

あげることができる。関連して、入学生の学力低下が叫ばれて久しいが、本学部でも文章力の低下が目立

つし、中学生レベルの漢字でさえまともに書けていない試験の答案が増えている。カリキュラムの充実は

時代の要請であり避けて通れないが、2005 年度から開始された新しい履修制度のもとで、入学してくる学

生に効率的、効果的に学修させ、勉学の成果を上げてもらうためには、教員の側が今以上の時間を割いて

指導する態勢を組織的に作り上げていくことが必要なのかもしれない。3 年次への進級制度、経営学科で

の演習の必修化、会計ファイナンス学科での少人数教育はそうした状況を踏まえた対応策ともいえるが、

ともかく現時点での 良と考える方策を押し進めること、これにつきる。 

 

［改善の方法］ 

留年はなにかの理由があって生じる。留年は、それ自体すべてが悪というのではないが、それが学部側

の教育課程、履修制度、必要以上に厳しい単位認定などに起因しているとすれば、学部としても改善のた

めに真剣に取り組まなければならない。反対に学生の側の怠惰、過重なアルバイト、精神的不安定などで

あれば、どこまで学生をキャンパスに呼び戻せるのか、その可能性について検討することも必要となる。

すでにこうした実態に関しては、教学委員会、学生部委員会・学生相談室においてかなり掌握されている

ので、教授会においてはその状況説明にとどまらず、実情を踏まえた改善策への踏み込んだ議論と、一定

の方策に取り組んでいくこととしたい。 

授業評価は教員の側の教え方に対し多くの有意義な指摘をもたらす。だが、いまや、学生の出欠、教室

外における勉学時間についても実情を調査するとともに、その改善の手だてを講じることが必要ではなか

ろうか。過去における学内外のいくつかの調査によれば、学生の予習・復習時間はほとんどゼロに近かっ

た。読書についても実に貧困な実態が報告されていた。勉強にやや多くの時間を費やしていたのは公務員

とか教員採用試験、その他資格試験などを準備している学生たちであった。留年生と退学者の多くは、ま

ず学生の欠席においてその兆候をとらえることができるのではなかろうか。とはいえ、機械的に、直ちに、

多欠席イコール問題というつもりはない。 

推薦入試を含め多様な入試ののなかでの問題点はすでに入学試験委員会において把握されており、今後

はそれらがどこまで有効なのかを突き止めることが求められてくる。 

入学者の学力低下はすべての大学に共通した現象とはいえ、本学さらに当学部に固有の要因があるのか

もしれない。 
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１ 大学・学部等の理念・目的 

（６）現代中国学部 
 

ａ 理念・目的等 

 

［理念・目的・目標］ 

本学は 1901 年に中国・上海に設立された東亜同文書院（後に大学）の流れを汲んで 1946 年に設立され

た。その前史からも、また設立の趣旨からも、本学は日本と中国の相互理解と友好交流を深める人材の育

成を主要な目的・理念としており、1968 年には初の本格的な中日辞典である『中日大辞典』を刊行し、1980

年には日本で初めて南開大学および北京語言文化大学と学術教育交流協定を結ぶなど、日本の中国研究教

育の先駆となる大きな成果を挙げてきた。 

一方、1978 年に始まる中国の改革開放政策により中国は大きく変化を始めたが、特に 90 年代以降の経

済発展はめざましく、政治社会面の変動も著しい。このような現代中国を「総体的に理解・把握し、21世

紀のあるべき日中関係の展望を確立させるような新たな中国学の創造」を試み、「中国を深く理解し日中間

の橋わたしとして活躍しうる人材を養成する」（学部設立趣意書）ために、中国を総合的に研究・教育する

学部としては世界唯一のものとして、1997 年に創設された。 

この理念を具体化するために、現代中国学部は、いわゆる通常の外国語学部とは異なる学際的な学部と

しての教員構成を行い、中国の現地を重視する教育を展開することを目的としてカリキュラムを策定した。 

 

［実態］ 

学際的な学部を実現するため、中国語学、中国経済論、中国政治論、中国史、中国法学、中国民族学、

中国文学、台湾文学、中国大衆文化論、日中関係論、日中貿易論、中国古典思想など、中国に関する多様

な研究分野を持つ研究者に加え、国際経済学や国際関係論を専門とする者を専任教育職員に揃え、言語文

化コース、政治経済コース、国際関係コースを設置した（2002 年度より日中ビジネスコースを新設、2006

年度よりビジネスコース、中国文化コース、国際関係コースに再編）。 

教育においては、中国現地を重視する現地重点主義を掲げ、1 年生秋(2002 年より 2 年生春)に 4 ヶ月間

の留学を必修とし、3･4 年生において、選抜された学生による 3 週間の中国の社会調査を行い、中国人学

生を招いてシンポジウムを開くこととした。これらはそれぞれ中国現地プログラムおよび中国現地研究実

習と称している。また、当初 33 名の専任教育職員のうち 8名を中国人教育職員とし、日本における教育に

おいても現地主義の実現を試みた。 

また教育目標の周知のために、広報パンフレットおよび大学ホームページなどを通じた広報に加え、教

育職員による高校への出前講義を行い、さらに 2003 年からは中国現地プログラム等に参加した学生による

一般向けまたは保護者向けの報告会を定期的に開催している。入学後の学生に対しては、入学時の学部オ

リエンテーションに加え、全員履修とした入門演習を通じてその趣旨・目的の周知に努めている。 

 

［長所］ 

前記の目標はほぼ達成することができている。 

教育面においては、2 年次終了時点の全学生の平均的中国語能力は全国でトップクラスの水準を達成し

ている。中国語スピーチ・コンテスト等においても 2002 年度に日中友好協会主催スピーチ・コンテスト優

勝、2003 年度に同コンテスト準優勝、2004 年度に中国政府主催コンテスト日本代表、2006 年度に中国語

弁論大会優勝、スピーチ・コンテスト優勝など、上位入賞者を輩出している。 

学部として留学を奨励している結果、卒業生の 2 割近くに上る多数の学生が半年から 2 年の留学を経験

していることも特筆すべきであろう。中華世界が留学先の中心であることは当然だが、米国、カナダ、オ

ーストラリア、韓国などに留学する学生も少なくない。また、新たな領域における新設学部という、一般

的に考えれば必ずしも就職等において有利とは言えない条件にもかかわらず、国内外の有力企業などに就

職する学生が毎年誕生し、入社後早い段階から中国に派遣されるなど、各分野で活躍している。大学院に

進学し、研究者やより高度な専門職を目指す卒業生も少なくない。何れも現地主義教育の長所が成果とし

24 



２．各学部学科の理念・目的 

て表れているものと言えよう。 

研究面においては、従来のいわゆる紀要とは一線を画す『中国 21』を発行し、2006 年 7 月現在で臨時増

刊などを含めて既刊は 27 冊に及んでいる。これは意欲的な特集を組む中国専門誌として高い評価を確立し

ており、日本語版をまとめた中国語版の発行も続け、これまで中国において 3 冊を刊行している。主催研

究会・シンポジウム等も高い評価を持って迎えられており、2005 年度に開催された日中関係と日台におけ

る大衆文化に関する 2 回の国際シンポジウムは、通常の学部が中心となって開催されるシンポジウムを越

える規模と内容を誇るものであり、また一般からの多くの参加者も得て盛況だった。 

これらの結果、本学部は特色 GP 実施初年度の 2003 年度に特色 GP に採択された。東京および関西圏を除

く地方都市に位置する文科系私立大学としては初年度に唯一認定されたものだった。設置から間もなく、

完成年度を迎えたばかりの学部が初年度に認定されたことも特筆すべきことといえる。 

また本学部とは必ずしも直接には関係しないが、2002 年度に文部科学省から「21 世紀 COE プログラム」

に採択された国際中国学研究センターには、本学部専任教育職員が多数関わっている。 

 

［問題点］ 

2006 年、本学部は創設から 10 年目を迎えているが、この間の中国の発展はめざましく、日中関係は各

分野において質量ともに深化し、日中関係に関わる人材需要は増大している。一方で、日中関係には様々

な軋みが生じており、その低減のためにも現代中国に関する研究の必要性が高まり、また人材需要が増し

ている。このことは、「中国を深く理解し日中間の橋わたしとして活躍しうる人材を養成する」との学部創

設の理念の重要性がますます強まっていることを示していると言えよう。 

上記に鑑み、学部の「理念・目的・目標」自体については、現時点で見直しを行う必要はないと考え、

研究教育の現状に関しても大きな問題点は少ない。しかしながら、以下のような深刻な問題も生じている。 

第１は、高い評価を受けながらそれが恒常的な多数の志願者の獲得には直接に結びついていないことで

ある。初年度は 1,500 名の志願者を集め、その後は 1,000 名を割り込んだものの、2003 年 2 月に実施され

た入試においては再び 1,000 名の大台を超えたが、2004 年 2 月の入試において前年比の 7割近くにまで志

願者を大きく減らし、特に前期入試において前年比 6割を割り込んだ。 

この背景として、2003 年に中国において SARS が発生したこと、2004 年のサッカー・アジア・カップに

おいて中国人の観客が日本人観客に対して示した反日的な姿勢が日本で報じられたこと、2005 年の反日デ

モ等による日本の対中認識の悪化が影響している等の要因が考えられる。本学部が特色 GP に採択されたこ

とが公表されたのは 2003 年秋であり、受験生が 終的に進路を決定する時期だったにもかかわらず、この

直後の入試において志願者が大幅に減少したことからも、「政冷経熱」の言葉に象徴されるような日中の政

治関係上の深刻化および中国イメージの悪化の影響を直接に被ってしまったと言えよう。この志願者の減

少は偏差値が落ち込む結果を招いている。 

第２は、学部発足当初は新鮮だった中国現地プログラムや中国現地研究実習について、他大学も同種の

教育プログラムを実施し始めていることから、必ずしも受験生に強くアピールしにくくなっていることで

ある。 

第３は、大学を取り巻く環境の悪化に対応するため、本学全体として教育・事務職員数の抑制削減に取

り組まざるを得ない状態が生まれたことである。本学部は、1997 年に設置されたためにいわゆる臨時定員

の返上とは無関係だったにもかかわらず、当初は設置基準上必要とされる 18 名を大きく越える 33 名の専

任教育職員体制で発足したことから、他学部と比べると も多くの削減を求められることとなった。予定

されている専任教育職員数は 21 名だが、この数値の達成を、原則として退職者の後任を補充しないことに

より図ることから、専任教育職員の専門領域や年齢構成の歪みが生じることが懸念される。 

 

［改善の方法］ 

日中関係の改善は、一学部、一大学で対応できる問題ではない。幸い日中の経済関係は堅調であり、中

国関係の人材に対する社会の需要も高いことから、教育の質の維持向上に努めることでこれを乗り切るほ

かない。他大学との競合に関しても同様のことがあてはまる。 
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１ 大学・学部等の理念・目的 

このために、2003 年度から 2006 年度にかけて以下の方策を実施してきた。今後はこれまでの実績を踏

まえ、さらなる内容の充実や拡大に努めることとする。 

① 中国現地インターンシップ 

現地主義教育をさらに推進するために、中国現地プログラムおよび中国現地研究実習に続く 3 本目の柱

として、中国の日系企業における中国現地インターンシップを 2005 年度より開始し、2006 年度より本格

的に実施した。これを正規の科目としてカリキュラムに組入れ、2008 年度から単位化することにしている。 

② 『ハンドブック 現代中国』の作成 

学部教育の基本的なテキストとして、2003 年度、『ハンドブック 現代中国』を専任教育職員および国

際交流に関わる事務職員の協力により作成した。これは市販もされており、学外においても好評を持って

迎えられ、2006 年度には改訂版が発行された。 

③ 大学導入教育の強化 

偏差値の低下や高校におけるカリキュラムの改編に対応するために、2006 年度から実施したカリキュラ

ムにおいて導入教育の強化を行い、従来より全員履修が義務づけられていた新入生向けの入門演習に統一

カリキュラムを導入し、さらにこの演習のためのテキストを改定した。 

④ 教育職員による高校訪問の強化・出前講義の拡充 

学部発足当初より教育職員による高校訪問に力を入れ、高校における出前講義なども実施し、広報に力

を入れてきたが、今後とも、高大連携の強化の観点から、特に中国語を教えている高校などとの連携強化、

出前講義の拡充を検討している。また発足当初より学生の母校訪問を進めてきたが、2003 年度から実施し

ている学生による教育成果の発表会は、特に保護者から好評を博している。今後はこれを高校生に対する

広報活動にも組入れていく予定である。 

⑤ 中国に関する学部主宰シンポジウム等の充実および大学主宰公開講座等へのさらなる積極的協力 

なお、すでに活発に展開されているこれらの活動だが、今後もその維持発展に努める。 

教育職員数削減に対しては、2006 年度よりカリキュラムを精選してこれに対応することとした。 

また、2002 年度より中国の提携大学より毎年、外国語を母語とする教員の T.T.（現在は外国語嘱託講師

Ⅱ）2 名を招き、発音指導などを行うとともに、人員削減の原則にもかかわらず、2005 年度をもって転出

した日本人中国語教育職員の後任は特に補充することにより対応し、この後任として中国語を母語とする

専任教育職員の採用を決定している。 

 

 

 

３．愛知大学大学院の理念・目的 
 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学の建学の精神は地域文化・社会への貢献と国際人の養成にあり、それが本学の理念でもある。

中国上海に設けられていた東亜同文書院大学を前身学校として開学した本学にあっては、国際人の養成は

その根元であり、また、戦後六大都市以外に初めて立地した大学として、地域研究を通して地元の地域と

の繋がりを求めたことが地域文化・社会への貢献の理念の背景にある。しかも戦後の新たな出発の中で国

や国家間の平和の実現と維持への願いもこれらの理念の根底にある。 

大学院もそのような愛知大学の建学の精神の中に理念と目的をもつのは当然であるが、大学院としては、

そのような建学の精神の中でより高度な教育・研究によって実現しようとする点に愛知大学の中での役割

がある。本学が終戦直後に掲げたこの建学の精神は、国際化や地域文化を再評価しようとする今日の時代

を考えると、その先駆的な理念であったように思われる。 

21 世紀を迎えた今日、めざましく発達しつつある科学技術によって生み出された情報化社会の実現、そ

れにともなう経済・社会構造の変革やグローバル化の進展、その一方での環境や福祉の問題、国際紛争と

貧困問題、人権や平和をめぐる問題など、多くの問題が統一的にあるいは多元的に発生し、地域社会のレ

ベルから国家レベルまで進歩と問題が多様化し錯綜して混沌化するようになった。これらの問題を解くの
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３．愛知大学大学院の理念・目的 

は、より高度で専門的でかつ弾力的な知と能力を必要とする。そのような人材を養成するのは大学であり、

とりわけ大学院に課せられた課題である。そこでは世界水準も意識した創造性と新領域への開拓が必要で

あり、それを生み出す学問と研究、そして教育がより重要な課題となる。しかも、それらは国際化の中で、

より新たな視点も得られやすい状況づくりが必要となる。 

本学の大学院はそれらの新局面に対して、中国研究科や文学研究科の 3 専攻のように総合化とそれによ

る新たな学問領域の拡大を目指してきた。とりわけ、中国研究科の博士後期課程は「21 世紀 COE プログラ

ム」に採択され世界水準でそれらを実現する教育目標を掲げ実施過程にある。また、国際コミュニケーシ

ョン研究科は修士課程だけであるが、国際化の波への対応を目指している。 

なお、2004 年には高度専門職業人養成を目指した法科大学院、2006 年には会計大学院を開設し、より高

度で専門的な知識や技能の能力を求める社会への要求に直接対応する専門職大学院も開設した。その過程

で法学研究科は修士課程を廃止することになった。 

 

［実態］  

本学は 1946 年、外地にあった東亜同文書院大学を中心にした諸大学の教員と学生によって創設されて以

来、2006 年には 60 周年を迎えた。 

本学大学院の各研究科は、まず、1950 年代から 1970 年代にかけて、法学・経済学・経営学という戦後

の日本経済と社会の発展を支えた社会科学系の既存の学問領域の発展に対応する形での研究科を開設・整

備した。そしてさらに、1990 年代以降になると、日本社会の成熟にともなう社会や文化の再評価、グロー

バル化の中での国際化やコミュニケーションの必要性などを背景にして、複合化、学際化をベースにした

文学・中国・国際コミュニケーションの各研究科により研究領域の新たな開拓を行った。それにより、人

文社会科学系の広い分野と伝統性をベースにしつつ、新たな専門領域の拡大を目指しつつほぼ人文社会系

分野を広くカバーするに至り、それらに応じた研究者養成から高度専門職までの幅広い人材養成を目指し

てきた。 

すなわち、大学院は 1953 年に法学研究科修士課程と経済学研究科修士課程を同時に設置することにより、

早い時期から大学院教育に取り組んできた。その後、1970 年代までに法学研究科博士後期課程、経営学研

究科修士課程、経済学研究科博士後期課程、経営学研究科博士後期課程も設置され、法学・経済学・経営

学は学部をベースとして博士後期課程までの整備が行われた。いずれもより高度な学識を有する研究者養

成を目標とする一方、資格取得を目指す専門職業人の育成も目指した。 

その一方、12専攻を有した文学部は国文学に専攻科制度をもっていただけであったが、1990 年代に入っ

て、折からの人文科学系学問分野の学際化や国際化に対応すべく、文学部のベースを中心に文学研究科（日

本文化・地域社会システム・欧米文化の 3 専攻）の修士課程と博士後期課程を設置した。伝統的専門領域

をベースにしつつ、新たな学際的領域を目指した点では、独自の大学院構想の実現であった。 

また、同時に、1980 年代に中国の改革開放がすすみ、中国の発展が見通せる中、全国初の一国を対象と

した中国研究科の開設も行った。本学の出自が中国にあり、中国との長い交流歴を有していたこと、また、

各学部に中国の各分野を行う専門領域があり、それらを複合・統合する形の複数の学部にまたがる大学院

として設置したものである。2002 年、「21 世紀 COE プログラム」によって本学の ICCS が採択されると、同

研究科博士後期課程は教育部門を担当するとともに、研究者養成を目指し、中国の二大学との間で二重学

位制度なども含め国際水準化を図りつつある。 

2002 年に入ると、1998 年に開設された国際コミュニケーション学部をベースに国際コミュニケーション

研究科を設置した。これも折からのグローバル化のいっそうの進展を背景に言語と国際関係および文化を

軸に国際対応を図ろうとした新たな視点の研究科であり、それらの能力を身につけ国際的に活躍できる高

度専門的職業人の育成を目指した。 

また、既設の法学・経済学・経営学の各研究科もその後の日本の経済構造の変化やグローバル化、科学

技術の発展と情報化、環境問題の顕在化などの諸局面の変化に対応し、国際性や世界水準の教育研究も目

指せるカリキュラムの再編成とともに社会人に門戸を開き、その再教育を図ろうと経営学研究科では夜間

主のリフレッシュ・コースの開設などに取り組み、一方、既存の経営学研究科も国際化や経営環境の変化
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に対応したカリキュラムの再編成と刷新を図っている。時代の変動に対応した大学院教育を目指してきた。 

後に本学は豊橋校舎（文学部、経済学部、国際コミュニケーション学部）、名古屋校舎（法学部 1・2

年、経営学部、現代中国学部）、車道校舎（法学部 3･4 年と専門職大学院）の 3校舎があり、大学院の各研

究科は豊橋校舎（経済学研究科、文学研究科、国際コミュニケーション研究科）と名古屋校舎（法学研究

科、経営学研究科、中国研究科）に分かれて設置されている。 

以上のような長所の中で、創設期の法学・経済学・経営学の研究科の大学院修了生からは大学の研究職

に就くケースも多くみられ、あわせて資格取得により早くから司法関係者や公認会計士・税理士など、高

度専門的職業人の養成もすすんだ。また、1990 年代以降の中国・文学・国際コミュニケーションの各研究

科の修了生も研究職をはじめ、教員、学芸員、コンサルタント系企業、民間企業などへ人材を供給してお

り、その幅を広げつつある。 

以上のように設置された愛知大学の各研究科は学部設置の校舎にも関係し、豊橋校舎に経済学研究科、

文学研究科、国際コミュニケーション研究科、名古屋校舎に法学研究科、経営学研究科、中国研究科が設

置されている。 

 

［長所］ 

前述したように、本学の理念は戦後直後に打ち立てられ、平和への祈念をベースにした極めて今日的な

理念であり、先見性に富んだ理念である。それはまた、学部自治主義をベースとしてきた本学の自由な雰

囲気の中で基調となり、大学院でも教師と学生の間にも自由な研究テーマの設定と議論が行われて、研究

と教育が自由な雰囲気の中で行われてきた。 

また、1990 年代以降の新たな研究科づくりにおいても、各研究科、専攻の目標は文部省による審査の枠

はあったものの、本学独自の発想の中で行われ、中国研究科のように一国を対象とした総合性を意識した

研究科や文学研究科の日本文化、地域社会システム、欧米文化の 3 専攻のように、既存の学問領域をベー

スにしつつ、複合化を図る新たな研究科を開設することができた。のちに開設された国際コミュニケーシ

ョン研究科の設置もそのような延長上にある。 

さらに、本学では大学院生に図書購入費、学会出席費用、学術雑誌投稿論文への原稿料、奨学金などの

研究支援体制を充実させており、大学院生の学会参加、研究活動、学会誌への論文投稿が活発になり、論

文博士を取得するケースもふえつつある。 

 

［問題点］ 

しかし、同時にいくつかの問題点もみられる。 

一つ目は、近年の国立大学の大学院生の大幅な吸収により、本学でも大学院への志願者が伸び悩み、そ

の結果入学者も伸び悩む状況になりつつあることである。結果的には国立大学大学院の一斉的多人数教育

化と愛知大学と同様私立大学の少人数教育の対峙性も顕在化している。そのような中で、本学が大学院教

育と研究にどのような特性と付加価値をつけるかにより、優れた学生を受け入れ、優れた人材として社会

へ供給するかが、より大きな問題点となりつつある。 

二つ目は、本学の理念に即した各研究科の目的を意識したカリキュラム体系が必ずしもまだ十分ではな

かったことである。近年の国際化や経済・社会構造の変動の中で、それらに対応したカリキュラムがよう

やく本学の理念の先見性に追いついたという点は否定できない。その点で本学のもつ理念の先見性をより

具体的に意識したカリキュラムや諸制度が検討される必要がある。 

三つ目には、大学院の人材育成が、従来の研究者養成から高度専門的職業人や社会人再教育、また、外

国人留学生の受け入れと幅が広がり、質も変化した中で、経営学研究科のリフレッシュ・コースのように、

その目的を明確にさせて対応したケースもあるが、全体としては、幅が広がった人材養成に対するカリキ

ュラムの対応に工夫の余地がある点である。 

四つ目は、本学の大学院スタッフが、近年開設された専門職大学院の一部を除けば、大学院専任ではな

く、学部との兼担であることである。それは本来なら学部と大学院との両課程を踏まえた教育と研究を行

い、より優れた学生を大学院に受け入れる可能性をもっているが、現実には学部と大学院が教育上独立的
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で、学部と大学院の間があまり接合されていない。それは大学院の位置が学部に基礎を置く構成にともな

う学部中心主義の中で学部教員の兼担および持ちコマ数など付属物的位置に置かれている点とも関係して

いる。 

 

［改善の方法］ 

以上の問題点はそのまま改善すべき課題でもある。 

一つ目の問題は、多人数化した国立大学大学院に対して、少人数の特性を生かしたよりキメ細かな指導

体制を組むとともに、本学大学院の内容やその成果について在学生についてのアピールも積極的に行う。 

二つ目の本学の理念の具体化については、一つ目の大学院のポジションの弱さや三つ目の問題である本

学の大学院の個性化と付加価値化との検討に関係する。従来、大学院の存在感はあまり大きなものではな

かった。大学院スタッフが学部の兼担であることから、大学院独自の研究紀要を刊行できていないし、大

学院独自の事業を行うことはほとんどなかったことにもよる。それは大学院生の存在感にも連動している。

その点で、2003 年度より大学院生の研究発表会を毎年実施し、定着化しつつある。そこでは研究科や専攻

の壁を越えた交流と学部生への PR の試みも行っており、今後、このような大学院生の存在をアピールし、

研究の高まりも期待したい。また、2004 年度から毎年、大学院担当教員による「大学院リレー講演会」を

公開講座として実施し、一般へのアピールも試みており、これも今後の改善点になるものと期待したい。

それらは四つ目の問題点の改善にも繋がるように思われる。 

また二つ目の問題点については、今後のカリキュラムや授業枠などの検討が必要である。 

その他、以上も踏まえた学部生への大学院の PR 活動、大学院の情報環境の大幅な改善、とりわけ豊橋校

舎における大学院棟の建設など、改善の方法がある。 

以上のような改善方法については、これまでも各研究科から選出された構成員からなる大学院委員会の

中で「大学院問題」としてこれまでかなり具体的問題として検討し、常任・学内理事会へも改革試案を提

案もしてきた。優れた研究拠点（21 世紀 COE プログラム）の成果や方法も生かしつつ、改善内容とその方

法について検討をつづけつつある。 

 

 

 

４．各研究科の理念・目的 
 

（１）法学研究科 
 

［理念・目的・目標］ 

本大学院法学研究科は 1953 年に公法学専攻修士課程を、1957 年に私法学専攻修士課程を設置し、さら

に 1963 年に私法学専攻博士後期課程を、また 2001 年には公法学専攻博士後期課程を設置した。その目的

は、「法学の学理面で研究を究め、司法界で活躍できる人材の養成により、地域文化、人類社会への貢献を

図る」ことであった。また、建学の精神の下に国際社会に貢献する研究者や法曹の養成をも目的に掲げて

きた。これまで相当数の研究者等を輩出してきた。 

しかし、2004 年に本学に法科大学院が開設されるのを前に、教員配置状況およびそれまでの定員充足状

況を考慮して、本研究科修士課程の募集停止が決定された。修士課程における在籍者がなくなった時点で、

当該課程は廃止され、現時点では博士後期課程（公法学専攻・私法学専攻）が存続している。 

 

［実態］ 

これまでの修士課程修了者は 237 名、博士後期課程修了者は 18 名であり、研究教育の道に進む者も存在

し、また、司法試験や税理士試験に合格して社会に貢献する人材を輩出してきた。修士課程廃止後、その

後の募集にもかかわらず、博士後期課程への受験者がなくなり、現時点での在籍者はゼロである。 
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［長所］ 

現時点では在籍者は存在しないが、かつては少人数の学生に対するきめ細かな指導が可能であった。 

 

［問題点］ 

在籍者のいない状況が 大の問題点である。本大学院全体の学生募集の一環として博士後期課程への学

生受け入れに努力してはいるが、その効果はほとんど見られない。本学法学部からの他大学大学院への進

学者がここ 3 年間で 7 名を数える状況にありながら、本研究科への進学者がないのは、修士課程を欠いて

いることがその一因であろう。かつ、本学の大学院への進学者は法科大学院への進学者であり、高度な実

務者養成課程が選好されていることがより大きな原因と考えられる。 

 

［改善の方法］ 

博士後期課程のみを対象に改善の途を探ることは至難のことと考えられる。といって、従来型の研究者

養成を目標に掲げる法学研究科の存在意義は小さいとしか言いえないであろう。ただし、法務大学院在籍

者あるいは修了者の間から、実務者から研究者への志望変更を考える者の出てくることも考えられるので

あり、その場合には博士後期課程のいっそうの充実を考える必要が生じる。また、かつて本大学院全体で、

また法学研究科としても検討された公共政策系の研究科を立ち上げ、高度な実務者養成を目指すことも可

能な道として考えられる。 

 

 

 

（２）経済学研究科 
 

［理念・目的・目標］ 

本学の建学の精神は、グローバル化と地域の個性、多様な文化と地球環境、人間の共存が、広く求めら

れる今日こそ、開花されるべき先駆的な理念である。 

21 世紀の今日、科学技術の進展、高度情報社会の出現、多国籍企業に主導された経済のグローバル化が

急速に展開する一方、地球的規模での環境資源問題や、貧困と経済的不公正、戦争・紛争と平和の問題、

人権と民主主義の問題などが、国の内外において、また国際的にも地域的にも、解決を迫られた重要な問

題として、多元的に、かつ複雑に絡み合いながら拡大してきている。これらの諸問題の根底には、グロー

バルで歴史的な経済社会の大きな転換があり、問題解決のためには、広い教養と文化に裏づけられた、経

済学のより高度で専門的な知識と知的能力の総合的な発揮が不可欠となっている。また、同時に、新しい

時代の要請に対応する新たな研究領域の開拓と独創性を備えた人材の育成がなによりも重要であって、そ

れを生み出す大学とりわけ大学院における学問研究と教育が果たすべき使命は決定的に大きい。一方、近

年、こうした教育研究をめぐる環境の変化を背景として、純粋に研究者志望の学生よりも、高度な専門知

識や専門技能の修得を目指す学生が増えている現状があり、教育改革はそうした学生のニーズにも配慮す

る必要がある。 

以上のような、本研究科をめぐる大きな状況変化を踏まえて、本経済学研究科の主たる理念･目的は、次

のように設定される。すなわち、修士課程にあっては、グローバル、かつ急速、複雑に変貌をとげつつあ

る現代の経済社会とその動向について、広い学問的視野からの清新な学識にたち、経済学に関する高度な

知識と技能をもって分析･研究し、かつ柔軟に判断、解決しうる能力を備えた高度専門知識人の養成、およ

び、そうした識見と能力を基礎としつつ、より専門性を要する職業等に必要な力能をもった高度専門職業

人の養成を目的とする。また、博士後期課程の理念･目的は、修士課程における広範な学識の修得と経済学

分野での高度な研究能力の達成のうえに、自立した研究者として、あるいは高度専門職業人として、深遠

かつ先端的な研究活動を行うために必要な、より高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識と技能

を修得させることにある。 
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［実態］ 

本大学院経済学研究科は、修士課程が 1953 年 4 月に、また博士後期課程も 1978 年 4 月に創設され、本

学大学院の中でも も古く設置された伝統ある研究科であって、2005 年までに、修士課程で 592 名、博士

後期課程で 16 名の修了者を社会に送り出すことができた。 

しかし、上述のような新しい状況変化に対応して、本研究科の理念･目標を実現すべく、修士課程におい

ては、2001 年度にコース制を導入し、以下の 5つのコースを新設した。 

① 理論・情報コース 

このコースは、経済理論や情報処理の修得により現状を分析する力を身につけ、官庁や民間のシンクタ

ンクで経済分析を行える実力を持った人材の養成を目指す。 

② 社会経済学コース 

このコースは、経済現象の背景にある社会制度と関連づけられた経済の理論や歴史の知識を基礎に、環

境、福祉など社会経済問題の解明への対応力の修得を目指す。 

③ 財政・政策コース 

このコースは、財政政策、経済政策、公共政策など政策系の理論や知識、応用力の習得と、税理士・公

認会計士の資格取得に必要な専門能力の修得を目指す。 

④ 地域経済研究コース 

このコースは、地域経済についての調査能力、政策立案能力など実務的能力の修得によって、地域の公

共・民間組織や住民運動の担い手などの育成を目指す。 

⑤ 国際地域研究コース 

このコースは、欧米と中国・アジア地域を中心に国際経済の理論的知識と語学力の修得を行い、国際的

な企業や NGO 等で活躍しうる人材の育成を目指す。 

なお、博士後期課程については、修士課程での学力の修得を前提として、研究者の養成を主たる目標と

するものとした。 

コース制の新設にともない、カリキュラムにも抜本的な再編成を行い、旧科目の刷新と新科目の設置な

どの改革を実施した。 

第 1 に、コース制による 5 つのコースの設置は、学生の多様なニーズに応えるとともに、国際性、地域

性など本研究科の理念と新しい環境の変化にも対応できるものとして設定した。 

第 2 に、学生のコース選択は、主専攻コースの他、副専攻コースの選択性を採用し、広い視野と理論的

基礎の上に、応用領域や、主専攻の授業および論文作成の上で、教育効果が十分に上がるように配慮した。 

第 3 に、学生のニーズと指導教授の指導のもと、必要と判断される場合には、他研究科の授業科目につ

いても、一定の限度内で履修可能となるよう制度設計した。 

第 4 に、各コースは履修モデルとして設計し、各コースの教育内容を充実させるとともに、学生の多様

なニーズと選択の幅の拡大にも資するよう、従来の科目を絶えず見直し、さらに、学内で供給できない場

合には、学外の非常勤教員などを含めて科目の新設を行い、コースの内容の拡充を図ってきた。また、留

学生の受け入れや学生の選択肢の拡大を図るためセメスター制を相当科目で導入した。 

第 5 に、学生によるコース選択と指導教授の選択の時期は、それらについての十分な情報が得られるよ

う、4月のオリエンテーション以降、履修届の締切日までとした。 

一方、博士後期課程については、主に研究者養成の趣旨から、修士課程のようなコース制はとらず、専

修科目制とし、博士の学位論文は、専修科目について提出するものとした。 も、実態としては、博士後

期課程においては、近年入学者が減少しており、研究者養成だけでなく、高度専門知識人や高度専門職業

人の養成をも意識した改革が求められている。 

 

［長所］ 

前述のような本研究科修士課程におけるコース制の採用と科目の見直し、刷新などの改革は、次のよう

なメリットがあった。 

第 1 は、本研究科の目的・理念を明示的に示すとともに、急速に変化しつつある時代の要請にも適切に
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対応するものとなっていることである。設置された 5 つのコースは、本学の建学の精神とそれを踏まえた

経済学研究科の理念・目的を、各コースの名称と授業科目によって明示している。同時に、日本経済、世

界経済の構造変化やグローバル経済化、高度情報化、地域問題と環境資源問題の多様化・深刻化など、経

済学の教育・研究にとって解決を求められている、国内的・国際的な新しい環境変化に適切に対応したコ

ース設計となっている。 

第 2 は、5 つのコースは、それぞれの教育目標と人材養成に見合ったカリキュラムを作成し、教育効果

を上げることのできるよう設計されていることである。各コースのカリキュラムは履修モデルとして設置

されており、コースごとの教育体系が柔軟かつきめ細かく学生に供与できることを特徴としている。コー

スの担当教員だけで不十分な場合には、他のコースの関連科目や非常勤教員による科目設置によって、多

様な科目の選択が可能となり、学生の教育効果を 大限に引き出す工夫がなされている。 

第 3 は、広い視野からの学識と、高度な研究能力・専門職能力の育成との両立が可能となるよう制度設

計されていることである。学生は、5 つのコースのうち主専攻コース以外に副専攻コースを選択必修でと

ることになっており、また指導教官が必要と認定すれば、他の研究科の科目も選択することができる。ま

た、豊橋技術科学大学との間の単位互換協定を利用した科目選択も一定限度内で可能である。これらの制

度は、専門だけにとらわれない広い視野からの清新な学識の上に、より高度な研究・専門職能力の育成の

積み上げを可能にしている。 

第 4 は、以上のような長所を活かす中で、修士課程修了者からは、博士後期課程への進学者も出てきて

おり、また、本研究科の大きな特徴として、早くから公認会計士や税理士などの高度専門職業人を非常に

多く地域社会に送り出してきたことである。特に、本研究科を修了した現役の公認会計士・税理士は、愛

知県、静岡県を中心に 180 名を超え、地域社会に対して多大の貢献を行っている。また、修了生からは、

大学で研究職につくケースもみられ、その他、教員、公務員、民間事務職などの多彩な人材を供給してい

る。 

 

［問題点］ 

しかし、それと同時に、いくつかの問題点も存在する。 

第 1 は、本研究科の目的と理念を明確にし、修士課程へのコース制の本格的な導入と思い切ったカリキ

ュラム改革を実施したにもかかわらず、そのメリットを必ずしも十分に活かしきれていないことである。

ことに、対外的にこうした教育改革の実施とそのメリットを広く宣伝し、積極的に理解を得る努力と工夫

が非常に弱かった。研究科内部としても、コース制の導入とカリキュラム改革の意義を構成員が深く理解

し、かつ、それを広く社会に伝える責任体制が不足していた。なお、PR 活動の弱さはまた、本研究科だけ

の問題ではなく、本学における大学院の広報・宣伝体制とその位置づけの弱さにもなっている。 

第 2 は、大学院の人材養成が、旧来の研究者養成から、高度専門職業人の育成や社会人のリカレント教

育、高度専門知識人の養成、また外国人留学生の受け入れへと幅が広がり、質も変化しているなかで、入

試方法やカリキュラム編成での対応という点では、まだ中途半端で過渡的なものにとどまり、工夫の余地

を残していたことである。また、この点と関わって、博士後期課程を、従来と同様に研究者養成目的とし

て位置づけることは、近年、博士後期課程の入学者を確保しにくい実態から見て、早急にその位置づけを

吟味する必要に迫られている。 

第 3 は、本研究科のコース制導入やカリキュラム改革の情報と意義が社会的な広がりを欠くなかで、税

理士志望を中心として高度専門職業人を目指す学生が急増し、本研究科の在学生の多くがそうした学生に

偏重する傾向が続いてきたことである。こうした学生達にとっては、前述のコース制やカリキュラムの充

実などの改革が、非常に大きな教育効果をもたらしたことは言うまでもない。しかし、反面、研究科全体

としては、毎年入学者が相当程度確保できる現状を肯定的に捉えてしまい、志願者確保に対する努力が目

的意識的に追求されず、また、コース制自体の見直しが遅れる傾向も生じた。2004 年度から税理士法改正

により税理士試験免除規定がより厳しくなり、かつ、2006 年度には本学に会計大学院が設置されたことと

も相俟って、今後、このままでは本研究科の税理士志望の学生はかなり減少していくことが予想される。

この意味でも、本研究科の改革は焦眉の急となっている。 
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第 4 は、本研究科は、学部に基礎を置く大学院研究科であるため、スタッフは、近年の専門職大学院の

ように専任ではなく、学部との兼担となっていることである。それは、本来なら、学部と大学院の両課程

に通じて、それらを踏まえた教育と研究を行い、より優れた学生を大学院に受け入れる可能性を一般的に

はもっていることを示唆している。しかし、現実には、学部と大学院は教育面では独立的で、両者の間の

接合は極めて限定されており、またその接合は、目的意識的には追求されてこなかった。研究科自体とし

ても、今後はこの点の改善を重視して取り組むことが重要となっている。また、このこととも関わって、

従来、研究科の管理・運営に直接責任をもつ執行体制の整備やコース責任者、コース会議の設定など、執

行責任体制が本格的に整備されてこなかったことも問題として重視しなければならないであろう。 

 

［改善の方法］ 

以上の問題点の指摘は、そのまま改善の方法へと繋がる。 

第 1に、現行の本研究科のコース制とカリキュラムの内容を現時点に立って改めて再検討するとともに、

その情報を対外的に伝え、広めていく PR 活動を重視することである。本研究科は、独自のホームページを

以前から持っているが、これを 2006 年度にリニューアルし、バージョンアップした。それによる改善効果

は小さくないと考える。なぜなら、近年の受験希望者の圧倒的多数は、大学院についての情報を大学院の

ホームページから直接得ているからである。しかし、教員個人のホームページの開設はまだそれ程多くは

ない。大学院の場合、志望者は、自分が希望する指導教授をはじめとする専任スタッフの教育、研究の内

容に多大の関心を持っており、こうした志望者の高いニーズに応えるべく、教員個人のレベルまで、ホー

ムページのいっそうの拡充を図る。また、研究科全体としても、各コースの特性、充実したスタッフ、少

人数教育のメリット、課程修了後の進路や就職支援などの情報をＱ＆Ａ方式で提供するなど、国立大学等

とは一味違った本研究科の特性や付加価値についても意識的に情報提供する。 

第 2 に、大学院の人材教育が、従来の研究者養成から、高度専門職業人や社会人のリカレント教育など

を含む、広範かつ多様な人材養成へと多元化してきている動向からみて、入試方法の改善、特別のコース・

カリキュラムの提供、課程修了年数の弾力化などについて工夫する。特に、社会人については、修士課程

だけでなく博士後期課程の入試方法に改善を加えるとともに、社会人特別コースや特別カリキュラム、開

講時間の柔軟化などについて検討する。また、志望者のニーズの多様性に対応して、修士課程の一年制大

学院、逆に 2 年以上の多年制大学院の開設の可能性について探る。さらに、博士後期課程については、純

粋な研究者養成の学生の応募は今後とも増加する要因は考えにくいことから、高度専門職業人や退職者を

含む社会人のより高度なキャリア・アップや自己実現ツールなどへの重点シフト、また、将来的には、他

研究科と一体化した総合大学院の設置の方向についても模索する。なお、こうした本研究科をめぐる環境

変化を踏まえて、定員の適正管理についても、定員削減や昼夜開講制、サテライト方式などを含め、早急

に対応する。 

第 3に、これまで比較的希薄であった学部と大学院との接合について、多面的な工夫を行うことである。

ことに、学部と大学院を結合した 5 年一貫性大学院、飛び級入試などについて早急にその可能性を探る。

また、学部の学士課程における教育内容と大学院の教育内容との接合、学部ゼミと大学院ゼミとの相互交

流、大学院生研究発表会への学部生の参加、学部生と大学院生、教員とが一体となった共同調査・研究な

ど、学部と大学院との交流について多様な試みを行う。なお、学部から大学院への進学については、全学

的な検討課題であるが、授業料、納付金などについて優遇措置を講じることも考慮されるべきである。 

第 4 に、当面、学部に基礎を置く大学院研究科であることを前提としても、大学院の運営・管理、戦略

展開などについて、執行体制の整備と責任体制の明確化を図ることは、早急に実施されるべき重要課題の

1 つとして対応する。また、各コースの管理・運営についても、コース責任者、コース会議の設置など、

必要な措置を講じるものとする。 
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（３）経営学研究科 
 

［理念・目的・目標］ 

本学大学院における経営学研究科は、1977 年、経営学部を基礎として、修士課程の設置が、また 2年後

の 1999 年に博士後期課程の設置が認められて形が整った。さらに 3年後に課程博士の第 1号を授与し、制

度として完成することになった。 

その設置認可申請書に記載されている「設置の趣旨および設置を必要とする理由」について、修士課程

においては「その目的は広い視野に立って精深な学識を授け、経営学における研究能力および高度の専門

性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことにある」としており、博士後期課程においては「その目

的とするところは、修士課程の修了者を対象とし、さらに経営学の分野について研究者として自立して研

究活動を行うに必要な高度の研究能力と、その基礎となる学識とを養成することにある」と述べている。 

爾来、修士課程の修了者は 2005 年度までに 305 名に達し、博士後期課程の修了者すなわち学位取得者は

11 名、単位取得満期退学者は 15 名となっている。このなかで、修士課程修了者の進路は引き続き本学も

しくは他の大学院博士後期課程への進学、税理士としての専門的職業人、あるいは高校の教員になる者、

さらに高度な知識と分析能力などを活かして一般企業へ就職する者など、多様な分野に進出して、現在活

躍中である。いうまでもなく博士後期課程修了者の多く、単位取得者の一定数は大学教員として研究・教

育に携わっている。 

ところで、本研究科の教育組織に少なからず変化が生じてきている。それは第 1に、2002 年、車道校舎

において社会人を対象とした修士課程夜間主社会人リフレッシュ・コース（夜間主社会人コース）を開設

したことである。開設の趣旨においては、「高度な専門教育機関としての大学院の特色を生かし、社会人の

リカレント・リフレッシュ、自己の能力の再発見、職場でのキャリア・アップを目的としています」と説

明している。しかし、実際には、これまでの 3 年間の修了者のうち 5 名が研究者を目指して、学外も含め

博士後期課程へと進学している。 

もう一つの変化は、本学に 2006 年度から専門職大学院として会計大学院が設置されたことにともない、

会計関連科目担当の教員の多くが本研究科から移籍し、事実上会計学関係演習を開けなくなったことであ

る。このことは、研究科の理念・目的に沿って経営学とその関連科目の充実を計ったとはいえ、入試志願

者数に影響していることは間違いないところである。 

 

［実態］ 

本研究科は夜間主社会人コースを開設したとはいえ、設置の際に掲げた理念・目的は引き続き堅持して

きている。たとえば修士課程も含めて、学会出張への補助、論文執筆への奨励金の支給、図書館での書籍

購入・貸出しへの優遇等々を講じており、これらは自立した研究者の育成のための措置である。 

他方では、カリキュラムを経営学、経営情報、流通・マーケティング、国際経営といった科目群で構成

し、理論的、応用的な科目を配置することで、院生の研究に幅を持たせると同時に、専攻領域の学問的深

化が計られるよう配慮している。夜間主社会人コースでは、これらに加えて都市空間システムといった研

究領域の科目群を置くことで、特に地方自治体を中心とした公務員のキャリア・アップに応えようとして

いる。これらの科目群の編成は経営学部に所属する 20 名の兼担教員の専門を軸に、科目名、研究領域にお

いて若干のアレンジを行い、なお不足する重要科目については外部からの有能な非常勤教員によって埋め

てきている。 

社会人学生はすべて有職者であり、講義・演習への準備は勤務時間終了後に行い、もちろん土日の休み

にはまとまった時間をフルに活用し（なかには睡眠時間を切り詰めているといったケースもあるという）、

毎回の報告にはきっちりとしたレジュメと資料を用意してくるなど大変に熱心である。これに対し教員の

側も真剣に対応し、ときには仕事現場の生の話などをきくことができ双方ともに刺激し合う状況が生み出

されている。 

博士後期課程における有資格担当教員は 9名であるが、1名は定年前の教員であること、2名は会計大学

院所属であり現時点では外部からの応募者しか受け入れができない、1 名は役職上指導が困難である、な
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ど実質的に指導できる教員は現在時点で 5 名であり、このうち 3 名の教員の指導のもとに 5 名が、3 年以

内に学位請求論文を提出するため研究に取り組んでいる。とはいえ、これまでの経験からすれば、全員が

3年間で学位請求論文を完成させることは難しいといわざるを得ない。 

 

［長所］ 

社会人のための夜間主コースの開設と社会人向けの指導体制、研究科全体としての時代の要請する新し

い領域への科目群とカリキュラムの充実化、それにふさわしい研究の蓄積を有する担当教員の絶えざる受

け入れ、さらに院生にとっては十分に刺激的な研究報告の場（学内での院生研究発表会、博士後期課程院

生にはこの他学会加盟が必須で報告も義務化されている）と論文執筆チャンスの保障（院生の論叢、大学

附属研究所の紀要など）、それに院生用共同研究室、情報機器の整備、これら以外の各種名目による研究条

件の整備、財政的支援は、本研究科が目指す研究者、高度専門職業人、さらに社会人の専門研究への熱望

に十分応えているものといえる。 

 

［問題点］ 

修士課程では、研究者を志望する者が少なくなっていること、代わって一般企業への就職が増加してい

ること、昼間課程の入学者が次第に中国からの外国人留学生によって占められてきており、これら外国人

留学生の中でも研究者と一般企業への就職（日本での就職希望者は学部生と同様に 2 年目から会社訪問が

しばしばあり、研究報告にむらが生じている）に分かれてきていることが、全体として、また同一講義、

同一演習内における指導を難しくしており、結果として教育効果を削いでいる。 

大学院担当教員は学部で助教授昇格と同時に研究科長から担当希望を問い合わせ、希望者については学

部での昇格審査を参考にし、併せて同一専門分野の研究科メンバーの意見も聞いた上で承認の可否を問う

といった手続を採っている。しかし、研究科長からの問い合わせに応えない教員がいること、また研究科

で M 合、M ○合となってからそれ以降の資格審査に応じない（られない）教員が複数いて、これらは良い傾

向とはいえない。入試説明会などで入学志望者の期待に応えられない場合も時折ある。 

大の問題点は、定員はほぼ確保しているものの、なんといっても入試志願者数の傾向的減少、特に日

本人学生、それも学内からの志願者が減っていることである。二重の制度的要因による会計学関係科目・

演習の専攻希望者激減とゼロへの接近を夜間主社会人コースと外国人留学生でカバーしてきている状況は

ノーマルとは言い難い。 

 

［改善の方法］ 

上に指摘した問題点は、その多くを入学志願者数の傾向的減少のもとで、入学者が減少し、さらに入学

者における学力低下と学力のアンバランスが明白となり、他大学院と比較しても遜色のない研究・教育条

件を整えていても、ここから抜け出すことは難しいことを物語っている。こうした“ヴィシアウス・サイ

クル”からどのように脱するのか。つまり、志願者減、さらに入学者の学力または研究への熱意の低下を

改善できないことには展望が出てこない。 

そこで、こうした困難を突破するためには、入学志願者を増やすことが 重要となる。これまで、本研

究科が行ってきた努力は、夜間主社会人コースの開設、専門科目群の整備・充実、研究科のホームページ

の、内容の分かり易さに留意した充実化、教員自身のホームページへのリンク、さらに夜間主社会人コー

スの魅力を訴えるためのカラー写真入りビラの作成とそのエクステンションセンター講座の受講生への配

布、同窓会担当事務局（校友課）への送付・適宜配布依頼などであり、大学院委員会レベルでは名古屋市

内他大学大学院と比較しての相対的高学費の是正提案、広報のレベルアップ等々であったが、実現の可能

性はほど遠いとの印象である。また大学院委員会主催の年 4 回に及ぶ入学説明会には常に参加して、きめ

細かな対応を行っているがそれほど活況とはなっていない。 
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（４）中国研究科 
 

［理念・目的・目標］ 

 中国研究科は 1991 年に中国研究専攻修士課程を設置した。当時、中国の「改革と開放」が軌道に乗り、

中国が対外開放に本格的に踏み出し、中国の世界における影響力が拡大する中で、全国初の一国を対象と

する研究科として設置され、また各学部の中国に関連する専門領域を統合して設置された。その背景には、

本学が、戦前、戦中に上海にあった東亜同文書院の関係者が中心になり、さらに台北帝国大学、京城帝国

大学の関係者も加わって 1946 年に創立され、中国との関係が特別に深く、中国研究は本学の研究の中で重

要な柱であったことがある。その後、1994 年には、中国研究専攻博士後期課程を設置し、現在に至ってい

る。 

修士課程では、既存の学問分野を統合した学際的、総合的な中国学を身につけた「高度な専門的な職業

人の養成」と「研究能力の育成」を、博士後期課程では「研究者養成」を目指すこととする。 

 

［実態］ 

前述したように、学際的な中国学を身につけるために、修士課程では、カリキュラムを人文科学的な分

野を統括した「中国文化系」と社会科学的分野を統括した「中国社会系」の 2 つに分け、人材養成を行っ

ている。また博士後期課程では、2002 年に、国際中国学研究センター構想が「21 世紀 COE プログラム」に

採択されたが、本研究科の博士後期課程は、その教学部門を担当し、中国人民大学、南開大学とのデュア

ルディグリー（二重学位）制度を開始し、国際的水準の研究者養成を目指している。なおこの制度は、本

学に入学した学生と、中国人民大学、南開大学の学生の双方を対象にしている。本学の博士後期課程の進

学者の中でも前述したデュアルディグリープログラムと、それを選択しないコースの 2つがある。（カリキ

ュラムについては後述の「3教育課程 (16)中国研究科 2.教育方法等」を参照） 

修士課程修了の学生の進路については、一般企業、非営利団体、公務員、大学教員さらに博士後期課程

への進学などに分かれている。博士後期課程修了者、あるいは所定の単位修得満期退学者では、大学教員、

研究機関、民間企業などに就職している。なお博士後期課程へのデュアルディグリープログラムの導入は、

2004 年度からであり、まだ修了者が出ていない。 

なお在籍者は、修士課程の 2年間の定員 30 名に対して、在籍者 23名、また博士後期課程の定員 45 名（中

国人民大学、南開大学からのデュアルディグリープログラムへ入学する留学生枠 30 名を含む）に対して、

在籍者 52 名（中国人民大学、南開大学からのデュアルディグリープログラムへ入学した留学生 30 名を含

む）である（「大学基礎データ表 18」参照）。修士課程で定員に対しての在籍者が少ないのは、2004 年度修

士課程入学者が 6名と少なかったからであるが、博士後期課程の在籍者は定員を上回っている。 

 

［長所］ 

博士後期課程修了者、あるいは所定の単位修得満期退学者の 19 名の中で 5 名が大学教員になっている。

無論、課程の本来の意義から言えば、すべての博士後期課程進学者がそのような進路が保証されねばなら

ないかもしれないが、現在の少子化の中で各大学とも教員の定員を減少させて、大学教員への就職難の状

況下では、特筆すべきかと思う。 

また博士後期課程へのデュアルディグリープログラムの導入により、中国の大学との学位認定、単位認

定基準の標準化をはかるとともに、現在年間 6 名の中国、韓国、欧米からの訪問教授による中国語、英語

の授業が行われ、学生達には世界の第一線で活躍している研究者による中国学が学べるようになっている。 

 

［問題点］ 

修士課程に入学し修了後に民間企業などに就職する学生と、博士後期課程に進学希望する学生が、カリ

キュラムが同一になっている。かつ研究者養成に重点が置かれているカリキュラムとなっている。また、

修士課程に入学する学生も日本人学生、留学生、主婦や定年退職者を含む社会人と多様化してきている。 

デュアルディグリープログラムに入学してくる中国人民大学、南開大学からの各 5 名の学生は、英語を
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外国として選択してくるので、日本語をやってきていない。そのため日本語で書かれた研究、および文献

を読むことができない。来日後にマンツーマンの日本語教師についたり、独学で日本語を学んでいるのが

現状である。またこれらの学生に対して、指導教授側は、中国語、英語で授業を行っているが、一部で学

問的なレベルでの充分なコミュニケーションがとれていない傾向がある。 

 

［改善の方法］ 

修士課程を修了し就職する学生と、博士後期課程進学希望者との間で区別したカリキュラムの多様化を

検討する。この点は同時に、多様化している学生に対応する意味もある。 

南開大学、中国人民大学からデュアルディグリープログラムに日本語未修得で入学してきた学生のため

に、大学院のカリキュラムの中に日本語科目を設置する必要がある。また日本語を習得した学生を入学さ

せる必要がある。ただし、日本語科目を設置しても、日本語をすぐに習得させるのは難しいので授業中の

学問的なコミュニケーションがよりスムースに行うために、中国研究科の中国人留学生を授業補助員とし

て採用することが必要である。 

 

 

 

（５）文学研究科 
 

［理念・目的・目標］ 

本研究科は日本文化専攻、地域社会システム専攻、欧米文化専攻の 3 専攻からなり、それぞれについて

記すとつぎのようになる。 

日本文化専攻においては、急速に進む国際化社会において、日本の文化を問いなおし深く考究すること

は、ますます重要になっており、このような時代の要請に応えるべく、日本文化専攻では日本の歴史と日

本文学・日本語学研究をベースとして、古代から近・現代に至る歴史や文学、日本語・日本文化の諸問題

を横断的・総合的かつ個別的に研究することを目指す。特に 21 世紀の日本文化のありようを見据え、世界

のなかで日本文化が果たす役割を展望しつつ、日本文化の独自性と多面性を追求する。 

地域社会システム専攻においては、個別研究から横断的領域の研究へ進化させることを理念とする。す

なわち地域社会論、地域構造論、地域環境論を基本におき、それらをシステム論としてとらえ、さらに人

間活動としてのシステムレベルに焦点を合わせ、全体として地域社会システムを解明し、合わせてそれら

を統一的に把握することに目標を置いている。 

欧米文化専攻においては、アメリカを含む西欧地域の文化について、思想・文学・言語の各分野におけ

る研究を深化させ、欧米文化の形成とその存在様式、文化伝播と受容などを総合的に考察し、欧米文化の

共通的特質を分析・解明することを目指す。 

 

［実態］ 

日本文化専攻においては、日本歴史研究・日本文化研究・日本語学研究を中心に、民族学や宗教学をも

含む広い領域にわたる教員が講義や演習を担当している。それぞれの専門性を生かした特色あるカリキュ

ラムを編成し、狭隘な知識の伝授にとどまることなく、幅広い学問的教養に裏打ちされた専門的知識と思

考力・分析力の涵養を目指し、きめ細かい個別指導を行っている。 

地域社会システム専攻においては、入学時 初に、「地域社会システム研究方法論」を学んで、上記の理

念や目標を理解させ、社会学や地理学などの研究法を教授しつつ学問分野の融合を図っている。 

欧米文化専攻においては、上記の理念にもかかわらず、欧米文化を総合的に捉えるという学際的な研究

教育が行われているとは言い難い。ひとつには外国語（少なくとも 2 か国語が読めるのが望ましい）の問

題、ひとつは院生が少なく分野の異なる学生が相互に刺激しあう機会が少ないという問題と関連するよう

に思われる。 

各専攻とも人材教育の面では、それぞれの理念を背景にして有為な人材養成に力を入れている。設立当
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初はアカデミックな専門職を目指す学生が多く、それに添った教育研究指導を行っていたが、その道がい

かに狭き門であるかが分かるにつれて、実務的・教養主義的な方向転換を図るようになっている。 

 

［長所］ 

日本文化専攻においては、個性尊重に基づく個別指導により、予想を上回る学力の向上と研究者として

の資質を身につけている。日本史学、日本文学研究の接点を求める 2 領域横断型の教育・研究を行ってい

る。 

地域社会システム専攻においては、入学を希望する学生は社会学または地理学を修めた者が多いが、こ

れらの課程の修了者でない学生でも専門課程のハードルを高くしていないので、十分修士論文を書く能力

を身につけることができる。 

欧米文化専攻においては、西洋哲学・独仏英米文学・語学という多様なカリキュラムが組まれており、

関心のある学生は幅広い教養を身につけることができる。 

人材教育においては各専攻とも学生の方でも、中学や高校の教師を目指す傾向があり、そういった意味

では、目標を定めた人材教育ができるようになった。 

 

［問題点］ 

日本文化専攻においては、近年の学生数の激減にともない、学生が相互に切磋琢磨する機会が少なくな

っている。また日本史専攻と日本語・日本文学専攻の学生相互の交流の機会も少なく、専門領域の単位の

みを取得する傾向が見られる。 

地域社会システム専攻においては、専攻においては、狭い専門分野から横断的領域を目指すカリキュラ

ムを組んだが、学部時代の専門にとらわれ、新しい知の領域へ挑戦しようとする学生が少ない。 

欧米文化専攻においては、［実態］で述べたように、欧米文化を総合的に捉えようという意欲を持つ学生

が少ないし、学生の絶対数が少ないのが問題である。 

なお、本研究科は学部に基礎を置く研究科であるから、スタッフは学部との兼担になっている。しかし、

学部と大学院の教育はそれぞれ別に行われており、両者の継続性はほとんどない。人材教育についていえ

ば、学生数が少ない（特に 1 対 1）の場合は、学生の希望に添って教育ができるが、複数になると焦点の

合わせ方を考えなければならない。また、教員が持つ自己の研究領域の専門性を教育の現場でどれほど強

く反映させうるかも問題点になろう。現状では、学際的な教育研究が必ずしも十分とは言い難い。 

 

［改善の方法］ 

日本文化専攻においては、日本史学・日本文学・日本語学研究相互の関連性を尊重しつつ、大学院教育

におけるよりいっそうのアカデミズムを追求する。また大学院進学率増加を念頭に置いた学部教育に努め

る。さらには、学内の他研究科、他大学の大学院との連携を図り、単位互換・認定を図り、相互交流によ

る学生の学問的向上と知的好奇心の刺激を促進する。特に、地域の学術・文化活動のセンターとしての役

割を重視し、地域貢献を念頭に置いた研究を推進できる人材の養成、加えてリカレント教育の場としての

位置づけを企画する。 

地域社会システム専攻においては、上記の問題点は、設置理念が次第に薄らぎ、教員がせまい専門領域

に閉じこもる傾向が見られるようになったことと無関係ではない。これを克服するためには、個々の教員

が積極的に他分野の研究者と議論を交わし、設置の理念の実現に努力する必要がある。ひとつの試みとし

て、学内の研究助成制度を活用して学際的な共同研究を立ち上げてみてはどうか。 

欧米文化専攻においては、まず学生の外国語能力を高める方法を考えること、次に総合的な教育研究活

動を促進するために、教員の（ときには学生を含めた）共同研究を試みること、相互の授業を開放するこ

と、等の互いに議論できる場を設定することが肝要である。 

各専攻科とも人材教育の面では、自分の将来像が明確な学生にはそれ相応の指導ができるが、多人数の

学生になった場合それにどう対処するか問題になる。 善の方法は学生とじっくり話し合うことであろう。

また、学際的な教育研究を推進することの必要性はいうまでもない。 

38 
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（６）国際コミュニケーション研究科 
 

［理念・目的・目標］ 

大学院国際コミュニケーション研究科は、修士課程が 2002 年 4 月に開設され、今日に至っている。比較

的新しい大学院研究科であり、修士課程のみである。 

本学の建学の精神は、国際的教養および視野をもつ人材の育成と地域社会・文化への貢献を通じて日本

人文の興隆に寄与せんとすることころにある。この精神の現代の状況に対応した研究・教育の機関として

国際コミュニケーション研究科は設置された。今日、世界では、ヒトとモノとマネーの交流・交錯がかつ

てない規模で進行しており、それは必然的に多文化社会の進展という形態をとっている。この側面だけを

取り出しても、そこで有意義に生き、活躍するためには、国際コミュニケーションに関わる才能が求めら

れることは明白である。それゆえ種々の学問分野において、それぞれに取り組みが行われている。同時に、

かかる状況を直接的に向き合う分野として、国際コミュニケーション研究も提唱されてきた。本研究科も

その一つの試みであり、また独自の観点と構想をもって、この分野に参画することを目的とする。 

 

［実態］ 

国際コミュニケーション研究・教育を推進するにあたって、本研究科では、3 領域を設定し、それらを

重ね合わせることを特色としている。すなわち、言語コミュニケーション研究領域、国際関係研究領域、

多文化間比較研究領域である。入学者は、以上の 3 領域のいずれかに主要に所属し、そこで専門性に沿っ

て研究を行うとともに、他の 2 領域の研究・教育にも、学則上の単位修得に関わり、同時に研究指導によ

ってできるだけ有機的に関わって幅広い研究をなし得るように配慮している。これによって、言語コミュ

ニケーション研究領域の専攻学生が文化人類学・民俗学などの多文化間比較研究領域の科目を履修し、あ

るいは国際関係研究領域や多文化間比較研究領域の専攻学生が言語コミュニケーション研究領域の科目で

ある英語教育関係科目の履修によって社会言語学の専門知識に関心をもつなどの相乗りが通常となってお

り、それらは大学院の視野の拡大として効果を挙げている。国際コミュニケーション研究における専門知

識の獲得にはそうした複合性が欠かせない点では、趣旨と対応するものとなっている。 

 

［長所］ 

国際コミュニケーション研究という、なお形成途上にある分野に本学が参画するチャンスとなっている

こと、また本学の人的資源を活かしつつ独自の視点からその分野の研究・教育を推進していることは、大

局から見た場合の長所と言い得よう。 

また学生の教育課程では、3 研究領域を相互に関連させるという趣旨は、それに見合う教員の指導もあ

って、国際関係研究領域の専攻者が海外の企業・マーケティング調査において文化人類学の手法を取り入

れたフィールドワークを行い、また異なった研究領域の学生が共同で研究調査を手懸けるなどの効果を生

んでいる。教育課程を通じた人材育成についても、上記の理念・目的は一定の実現を見ている。それは、

修士課程修了後の進路が比較的好ましい結果となっていることが示している。 

高度な職業人の養成を謳っているが、それは決して研究者養成を排除しているのではなく、すでに 3 度

の修了者を送り出した時点で、2名の大学教員を輩出することになった。 

 

［問題点］ 

国際コミュニケーション研究がなお成熟していない分野であるだけに、大局から細部に至るまで種々の

ケアを間断無く行う必要がある。特に、いずれの研究領域についても学生の英語の運用能力の向上を図る

ためのプログラムを組み込む必要がある。 

なお研究科の所在地が地方都市であることから、多くの大学が集まる大都市では容易な異なった大学の

大学院との交流とそれによる刺激に欠けるところがあり、それが、学生が自己の能力や専門知識の達成度

を把握することに支障をきたしているところもある。 
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１ 大学・学部等の理念・目的 

［改善の方法］ 

上記の理念・目的を念頭に置き、研究科の内外での認識の向上を図り、それを政策として具体化してゆ

く。英語能力を向上させるためのプログラムについて検討をはじめている。また学生が能力や専門知識の

達成度を把握し、さらに向上させるための手立てとして、関係する学会への加入や学会での研究発表を支

援する態勢を強化する。 

 

 

 

（７）法務研究科 
 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学大学院法務研究科（以下「法科大学院」という。）は、次の 2つの教育理念を掲げながら、理論

的教育と実務的教育の架橋をはかる。 

① 「法の支配」の理念を実現する 

② 「国民の社会生活上の医師」としての役割を果たす 

「法の支配」とは、権力を法で拘束することにより国民の権利・自由の擁護を狙いとする原理であり、

その担い手である法曹には不可欠の理念といえる。 

「国民の社会生活上の医師」とは、日常のさまざまな法律問題に関して身近に相談を受け、的確な助言、

助力を与えられる法曹の姿を表したものであり、次代の法曹の果たすべき重要な役割のひとつといえるも

のである。 

当法科大学院は、中部地区に根ざしながら、この 2つの理念の実現に努める。 

上記の理念を実現するためには、専門的な法知識はもちろん、問題となる事案の事実関係を的確に分析

し、法的紛争を解決するための法的な思考力、表現能力および交渉能力、そしてプロフェッショナルとし

ての責任感や倫理観、といった資質を備えた法曹の育成が必要である。 

具体的には、次のような法曹の養成を目指す。 

① 地域社会に貢献するローヤー 

基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという使命に基づき、法の支配の担い手として質の高いサ

ービスを地域に提供するローヤー。 

② ホーム・ローヤー 

市民生活から生じる法的諸問題に関して、身近で必要とされる法的サービスを提供する社会生活上の

医師としてのローヤー。 

③ ビジネス・ローヤー 

グローバル化に対応して領域を拡大する企業活動に関連して生じる複雑多岐な国際的・国内的な法律

問題について、専門的に適切なサービスを提供するローヤー。 

 

［実態］ 

上記当法科大学院の理念・目的・目標に沿って、以下のとおりの取り組みを実施している。 

(1) 地域社会へ貢献できるローヤーの育成のための取り組み 

本学は、建学以来「地域社会への貢献」を建学の精神の一つとし、中部地区の私立大学でトップの法

曹を輩出してきた。このような伝統をさらに拡充・発展させるために、以下のような取り組みを行って

いる。 

① 地域社会とりわけ愛知県弁護士会との連携による教育プログラム 

ａ．「臨床実務」の開講（愛知県弁護士会子どもの権利委員会・民事介入暴力対策特別委員会・高齢

者障害者対策特別委員会・犯罪被害者特別委員会から講師の派遣を受け、エクスターンシップ・弁

護士会法律相談センター見学などを実施）。 
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４．各研究科の理念・目的 

ｂ．「消費者救済法」の開講（愛知県弁護士会消費者問題対策特別委員会からコーディネーターとな

る講師および各回の講師の派遣を受けて授業を実施）。 

ｃ．「科目等履修生」について愛知県弁護士会会員（現役弁護士）に対して広報する作業を、愛知県

弁護士会会員でもある実務家教育職員の協力を得て行っている。 

② 弁護士ゼロ・ワン地域（弁護士過疎地域）に赴任する志ある法科大学院生に対する資金的援助 

ａ．愛知大学法科大学院自身の奨学金（地域貢献奨学金） 

全国の弁護士ゼロ・ワン地域に赴任する志ある法科大学院生に授業料・教育充実費の全額を貸与。

実際に赴任した場合に返還を免除する（2004 年度 2名。2005 年度 1名。2006 年度 2名の実績）。 

ｂ．NPO 法人ロースクール奨学金ちゅうぶの奨学金 

上記(1)と同様の学費を貸与する NPO 法人の奨学金支給対象法科大学院となっている（上記（ア）

とは別に、2005 年度 1名。2006 年度 1名の実績）。 

(2) 身近で利用しやすいホーム・ローヤー育成のための取り組み 

① 法律相談の技法などを教えるローヤリングを（単なる選択科目ではなく）選択必修科目として配置。 

② ホーム・ローヤーが も多く取り扱う民事系の案件の基本である「民法」を 1年生で集中的に履修

できるように春学期に集中的科目配置した。 

③ 「民法Ⅳ」（親族・相続法）を（選択科目ではなく）必修科目とした。 

④ 少年事件なども家族の問題の一つであるため、「刑事政策・少年法」を開講して対応している。 

(3) 国際的素養をもったビジネス・ローヤー育成のための取り組み 

本学の前身である東亜同文書院（後に大学）は、1901 年に中国上海に設置され、日本の海外高等教育

機関として も古い歴史を持っている。このような伝統をさらに拡充・発展させるために、以下のよう

な取り組みを行っている。 

① 中国法・中国語関係科目の開講 

「現代中国法」・「法律中国語Ⅰ」・「法律中国語Ⅱ」などの中国法・中国語関係科目を開講している。 

② その他の国際的科目の開講 

上記のような中国関係科目の他にも、「外国人と法」・「国際取引契約」・「国際取引法Ⅰ」・「国際取

引法Ⅱ」・「アジア会社法」・「国際法Ⅰ」・「国際法Ⅱ」・「EU 法」・「英米法Ⅰ」・「英米法Ⅱ」・「法律英語

Ⅰ」・「法律英語Ⅱ」などの国際的科目を開講している。 

③ 中国関係の書籍の充実 

本学は、創立の由来から中国関係の文献が多く、貴重な資料として『簡斎文庫』（元住友本社総理

事・蔵相小倉正恒氏旧蔵）、『霞山文庫』（旧霞山会蔵）、『東亜同文書院中国調査旅行報告書』がある。

この他にコレクションとして『竹村文庫』、『浅川文庫』、『中国学術交流文庫』、『中日大辞典文庫』等

がある。 

④ 外国人教師による授業 

「英米法Ⅰ」・「英米法Ⅱ」については、外国人講師（ケネス・ポート講師）を集中講義で招聘して

開講している。 

 

また、当法科大学院の理念・目的・目標は、以下の様な方法で教育職員・学生・社会に周知されている。 

① 専任教育職員については、法科大学院設置認可申請書の作成段階から全員ではないが、新任教育職員

に加わっていただき、理念の浸透に努めてきた。加えて、毎年『法科大学院ガイドブック』を配布し、

年度が変わるごとに気持ちを新たに理念実現への意識を高めている。 

② 非常勤教育職員・教育補助講師（チュータ）についても、採用時に『法科大学院ガイドブック』を渡

し、本学の理念への理解および共感を求めている。 

③ 学生については、教育職員と同様に毎年『法科大学院ガイドブック』を配布するほか、学生 5.7 人に

つき専任教育職員 1 人（「大学基礎データ表 18、表 19」参照）という当法科大学院の環境から、教育職

員・学生間の距離が近く、講義内外において学生へもこの理念・目的の意識が周知浸透されやすい状況

にある。 
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１ 大学・学部等の理念・目的 

上記のとおり、明確に理念・目的を周知するという点については概ね条件を満たすことができている。

ただし、学生への意識の浸透という点においては、今後の彼らの活躍いかんにより、教育職員・事務職員

が学生とともに柔軟な姿勢で方向性を見極めなければならない。また現状についても、学内外の反応に敏

感に対応する必要がある。 

 

［長所］ 

本法科大学院は小規模であるため、上記のような理念・目的が浸透しやすく、取り組みが功を奏しやす

い。地域社会に貢献するローヤー、ホーム・ローヤー、ビジネス・ローヤーのいずれの法曹養成に対して

も、多種多様な施策を行っているといえる。前述したとおり、「科目等履修生」の募集広報を愛知県弁護士

会会員（現役弁護士）に対して行っているが、このような制度は継続的法曹教育として意味があるし、院

生にとっても、現役法曹と少人数で机を並べて授業を受けることができることは、学習効果の上でも将来

のキャリア支援のためにも有益であると考えられる。このような呼びかけが可能なのは、当法科大学院が

名古屋駅から地下鉄で 8分、名古屋地方裁判所・愛知県弁護士会館からもタクシーで 15 分程度の都心にあ

り、実務法曹にとっても通いやすい位置にあることが寄与している。また、学生 5.7 人につき専任教育職

員 1 人という徹底した少人数教育を施すとともに、名古屋地裁からの派遣裁判官、名古屋高検からの派遣

検察官、愛知県弁護士会・法科大学院検討特別委員会委員等、多くの実務家教員が研究者教員と協力して

「実務と理論の架橋」を目指し、より実践的な教育を実現している。こうした取り組みが、第 1 回新司法

試験において合格率全国 3位という好結果として表れたといえる。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

現時点では特段の問題は生じていない。また、今後問題が生じた際には、迅速に対応できる管理運営体

制を整えている。 

 

 

 

（８）会計研究科 
 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学大学院会計研究科（以下、「会計大学院」という。）は、次の 3 つの教育理念を掲げ、会計専門

職の養成に特化した教育を行う大学院を目指す。 

(1) 日本経済を担う人材の養成 

会計業務への助言、指導などを通じ、企業の健全な育成および発展に貢献ができる人材を養成する。

具体的には①公認会計士、②税理士、国税専門官、財務捜査官、③企業、公的機関の財務部門のスペシ

ャリストといった人材を養成する。 

なお、①公認会計士については、企業の国際性、会計・監査基準の国際基準との整合性が問われてお

り、国際感覚に則った教育をも取り入れる。 

 

(2) 地域社会の発展に貢献する職業会計人の養成 

東海地区の公認会計士の数は 1,400 名で全国の 6.9％を占めるが、出身大学別合格者数によると上位

10 大学は首都圏および近畿圏大学の在学生・卒業生が占め、東海地区の大学はない。東海地区での会計

専門職に対する人的供給は、地元の大学院がその責任を果たさなければならない。 

 

(3) 昼夜開講制による多様な社会層に対する専門職教育 

大学院におけるリカレント教育の重要性が増している昨今、本学では昼夜開講制を採用し、会計専門

職の裾野を広げ積極的に社会人教育を行うことでこれら社会のニーズに応える。 

 

42 



４．各研究科の理念・目的 

［実態］ 

これらの理念を実現するために、会計大学院では以下のような計画を履行し、会計専門職の育成を目指

している。 

(1) 日本経済を担う人材の養成のための取り組み 

① 専門的・実践的知識の修得 

会計専門職として必要とされる専門的・実践的知識は、簿記・財務会計・管理会計・監査そして関

連する、租税法・企業法・IT・経済・経営・統計等である。これらの科目を幅広く体系的に配置し、

社会的要請に応えられる質の高いカリキュラムを配置している。 

② 高い職業倫理の確保 

会計専門職には専門的・実践的知識の修得が不可欠であるとともに高い職業倫理の保持が必要にな

る。社会からの信頼を確保するために、職業専門家としての価値観、倫理観および心構えが重要であ

ることを教育している。倫理教育の一環として、2006 年 9 月 2 日には、「監査人はなぜライブドアの

粉飾を止められなかったのか」というテーマで田中慎一 氏（前ライブドア監査人）を講師に迎え、

本学会計研究科 学生・教員向けに講演会を実施した。 

 

(2) 地域社会の発展に貢献する職業会計人の養成のための取り組み 

① 中部地区出身の学生が多いため、中部地区で公認会計士、税理士、企業・公的機関の財務部門スペ

シャリストを養成することは、地域社会の発展に貢献する人材の養成に直結する。 

② 「非営利法人会計」科目の開講 

地方自治体等公的機関の財務・経理担当者等の養成という観点から「非営利法人会計」を開講して

いる。 

③ 実践科目「エクスターンシップ」の開講 

「エクスターンシップ」の学習目標は、会計事務所に院生を派遣し、そこで実務を体験させること

により、会計・監査・税務などの理論が現場での問題解決にどのように適用されているかを学習させ

ることにある。地元の監査法人、経営コンサルティング会社等との連携をはかり、2007 年度開講に向

けて現在準備中である。 

④ 愛知県内の主要な商工会議所への入試要項、パンフレット等の配付。 

⑤ 地元の公認会計士等実務家教育職員のリレー講義等を企業事例分析等の科目で予定しており、実施

に向けて準備中である。 

⑥ 科目等履修生の受け入れ 

積極的に受け入れる方針で、2006 年度は「財務会計総論」と「法人税法」で受け入れた。 

 

(3) 昼夜開講制による多様な社会層に対する専門職教育のための取り組み 

2006 年度入学者 38 名のうち社会人は 22 名で、すでに税理士資格を取得している院生が 4名いる。こ

れらの院生はすでに会計事務所を開業または会計事務所に勤務している。また企業の財務・経理部門の

責任者も 3名おり、これらの院生に対しては、実務の裏づけとなる 新の理論および制度の教育に努め、

リカレント教育の役割を果たしている。なお、この場合の社会人とは「大学卒業後 2年またはそれ以上

の社会経験を有する 24 歳以上の者」をいう。 

 

(4) 本会計大学院の理念・目的・目標は、以下のような方法で教育職員・学生・社会に周知されている。 

① 専任教育職員については、会計大学院設置認可申請書の作成段階から全員ではないが、新任教育職

員に加わっていただき、理念の浸透に努めてきた。教授会等を通し、さらに、毎年『会計大学院ガイ

ドブック』を配布し、年度が変わるごとに気持ちを新たに理念実現への意識を高めていただいている。 

② 非常勤教育職員・教育補助講師（チュータ）についても、採用時に『会計大学院ガイドブック』を

お渡しし、本学の理念への理解および共感を求めている。 

③ 学生については、教育職員と同様に毎年『会計大学院ガイドブック』を配布するほか、学生 4.6 人
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１ 大学・学部等の理念・目的 

につき専任教育職員 1人という本会計大学院の環境から、教育職員・学生間の距離が近く、講義内外

において学生へもこの理念・目的の意識が周知浸透されやすい状況にある。 

 

［長所］ 

本研究科の理念・目的に関する特徴として、会計専門職の裾野を広げるために、昼夜開講制を採用し、

積極的に社会人教育を行っていることが挙げられる。 

公認会計士試験および税理士試験の受験者にグループ学習を奨励している。一方、院生と教育職員の垣

根をとりはずし、院生の学習グループに教育職員が参加して、学習が軌道に乗るよう手助けしている。 

これまでに修得した会計以外の知識を会計の領域に適用するとユニークな職業専門家が出現すると期待

される。 

 

［問題点］ 

有為な人材を多方面から受け入れているため、会計の勉強をするのが初めてという院生がいる。しかし、

会計や法律の基礎知識を欠く院生にとっては、講義の内容を理解し、その進度についていくのが精一杯で

ある。途中で挫折することなく、目的を達成できるようにするための授業方法、夏期休暇期間の補講等が

必要である。 

 

［改善の方法］ 

会計や法律の基礎知識を欠く院生が途中で挫折することなく、目的を達成できるようにするために次の

方策をとっており、これらの方策をとることで、問題点の改善が図られると考える。 

① プレ・スクーリング（入学前教育）の実施 

入学が決まってから開講するまでの期間に、簿記、民法、会社法等の基礎知識を習得するため、プレ・

スクーリングを行っている。 

2006 年度入学者に対しては簿記入門計 10 回と民法入門計 5回を実施し、2007 年度入学予定者に対し

ても原価計算入門計 8回、会社法入門 3回、会社法のための民法入門計 3回を実施する予定である。 

② オフィスアワーの実施 

講義などの質問については、教育職員が決めたオフィスアワー（週 1回）によってきめ細かく対応し、

院生の学習意欲を高めている。 

③ 補習の実施 

講義内容を理解していないと思われる院生に対しては、特に重要と思われる必修科目を中心に、専任

教育職員が講義時間外に補習を行って指導している。 

④ チュータの配置 

正課の授業で対応できない資格試験対策を補うものとして、チュータ制度を設置している。チュータ

制度には次の 2つがある。 

ａ．テクニカルチュータ 

公認会計士・税理士試験において、受験テクニックや反復練習が重視される計算科目（簿記、原価

計算、租税法、企業法）を担当する。合わせて院生の受験相談にも応じる。 

ｂ．コーチングチュータ 

厳しい資格試験を目指す学生は、将来に対する不安や孤独感から時に精神面でのスランプに陥るこ

とがある。これらは正課の授業ではフォローできないものであり、受験を経験したものでなければわ

からないものである。そこで、専ら資格受験を目指す院生を精神面や学習計画・実施等の面からケア

する目的で、コーチングチュータを配置する。 

⑤ その他、教学上の問題が生じた場合には速やかに対応できるように教授会の下に研究科長、副研究科

長、各科目系別の部会長を中心的なメンバーとした運営委員会を設置する等、管理運営体制を整えてい

る。 
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２ 教育研究上の組織 
 

 

 

１．学部の設置状況 
 

［理念・目的・目標］ 

本学の理念・目的を踏まえ、その実現のために必要な学部・学科等の教育研究組織を設置し、教職員の

確保、施設・設備の整備に十分な措置を講じるとともに、これを適切に管理・運営することを目標とする。 

 

［実態］ 

現在、表 2-1（学部の構成）（「大学基礎データ表 1、表 2」に基づく）に示すように、6 学部 8 学科があ

る。教養教育に関する特別な組織は設置せず、全教員が共通教育科目を担当する体制をとっている。さら

に 4 つの特別課程（教職課程、司書課程、博物館学芸員課程、社会教育主事課程）を置いている。こうし

た正課教育に対して、教務課・図書館・国際交流センター・情報メディアセンターなどの事務部門が、そ

れぞれの所管に即して教員・学生の教育支援を行っている。 

本学設立の経緯および学部・学科の設置・改組の概略は「1.大学・学部等の理念・目的」で述べたので、

ここでは 2000 年以降に行われた取り組みについて、①学部・学科の改組、②学部定員の見直しと教員人員

計画、③教学組織の見直し、④教養教育体制の見直しの 4点について重点的に点検する。 

 

① 学部・学科の改組 

2004 年 4 月、経済学部 1部を経済学部に、法学部 1部を法学部にそれぞれ名称変更した。同時に、経済

学部 2 部経済学科、法学部 2 部法学科および国際コミュニケーション学部比較文化学科夜間主コースの学

生募集を停止し、同収容定員を昼間学部へ振り替えた（したがって、以下は経済学部 2 部・法学部 2 部の

組織編成等については記述しない）。また、車道校舎での法科大学院の開設にあわせて法学部法学科 3年次

以上生を名古屋校舎から同校舎に移転した。 

2005 年 4 月、文学部の 5学科（哲学科、社会学科、史学科、日本・中国文学科、欧米文学科）を改組し、

人文社会学科を設置するとともに、経営学部に会計ファイナンス学科を開設し、従来の 1学科（経営学科）

を 2 学科（経営学科、会計ファイナンス学科）に改組した。また、短期大学部の 2 学科（言語文化学科、

現代生活学科）を改組し、ライフデザイン総合学科を設置した。 

 

② 学部定員の見直しと教員人員計画 

期間付定員の終了を見越してすでに 1997 年に「収容定員の減少にともなう教育職員の人員計画」を策定

し、2000 年には、現代中国学部・国際コミュニケーション学部の新設 2 学部を加えて 2007 年度までの教

員人員計画を決定していた。しかし、2002 年に文部科学省の学生定員の原則抑制の方針が撤廃されたこと

にともない、この間の懸案であった期間付き定員の恒定化を図り、教学組織再編の見直しを行い、経済学

部 2 部、法学部 2 部、国際コミュニケーション学部比較文化学科夜間主コースおよび短期大学部の定員の

一部を昼間部定員に振り替える措置を取り、期間付き定員を返上した。その結果、 終的な入学定員は

1,770 名となった。 

同時に、従来の教学組織再編計画と教員人事計画は方針どおり進めることを確認した。ただし、教学組

織再編の前提となる教員人事計画に関しては、教員一人あたりの学生数について学内基準、それに対応す

る教員数の算定方法を設定し、さらに教員の所属学部の変更（「学内移籍」）の手続を確認した。同時に、

共通教育科目の教育については団地方式によって各学部が応分に負担することを確認し、教員一人あたり

の学生数を人文系学部 40 名、社会系学部 45 名とし、この条件に基づいて各学部の教員数を「学部枠教員

数」として設定した。また 2004 年に学内移籍が初めて生じた際、その手続を明確化した。 
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２ 教育研究上の組織 

表 2-1 学部の構成 

学部 学科 
入学定員

(名) 
編入学定員

3年次(名)

収容定員
(名) 

校舎 備考 

人 文 社 会 学 科 320 － 640 2005.4 設置 

哲 学 科 － 3 88 

社 会 学 科 － 5 148 

史 学 科 － 5 156 

日本･中国文学科 － 5 116 

文 学 部 

欧 米 文 学 科 － 5 142 

2005.4 
学生募集停止

経 済 学 部 経 済 学 科 370 12 1,514  

経済学部 2 部 経 済 学 科 － － 200 
2004.4 
学生募集停止

言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 110 8 436  

比 較 文 化 学 科 110 15 440  
国際コミュニ 

ケ ー シ ョ ン 

学 部 比 較 文 化 学 科 

夜 間 主 コ ー ス 
－ － 80 

豊橋校舎 

2004.4 
学生募集停止

法 学 部 法 学 科 310 12 1,260 
名古屋校舎(1･2年次) 

車道校舎(3･4年次) 
 

法 学 部 2 部 法 学 科 － － 200 車道校舎 
2004.4 
学生募集停止

経 営 学 科 245 12 1,248  
経 営 学 部 

会計ﾌｧｲﾅﾝｽ学科 125 － 250 2005.4 設置 

現代中国学部 現 代 中 国 学 科 180 5 730 

名古屋校舎 

 

計 1,770 87 7,648   

 

③ 教学組織の見直し 

教学組織の改組については、2001～2 年にかけて策定した愛知大学第 2 次基本構想「21 世紀に挑戦する

愛知大学（知のトライアングル構想）」およびその「愛知大学教学組織再編・改革の実施計画」に基づいて

見直しを行った。この計画では、2007 年度までに本学が取り組むべき課題として 12 の施策を掲げ、その

うち 5つを 2005 年度までに実施する緊急課題に設定した。2部の学生募集停止、文学部および経営学部の

改組、2つの専門職大学院設置はすべてその一環である. 

 

④ 教養教育体制の見直し 

こうした教学組織の見直しと並んで、教養教育体制の見直しを進めた。現代中国学部・国際コミュニケ

ーション学部の 2 学部新設と同時に 1998 年に教養部が廃止されて以来、旧教養部教員は各学部に分属し、

教養教育の運営は豊橋・名古屋両校舎の共通科目運営委員会に移されたが、この委員会は十分な権限と責

任を持つものではなかった。また、この間、教学の充実を図るために 2002 年度から豊橋・名古屋両校舎で

新カリキュラムが実施されたが、初等・中等教育における教育課程の改訂、大学入学生の多様化、大学教

育への社会的要請の変化に対する対応から、本学の実態に即したより個性的な教育の質的向上を具体化す

るために、次期カリキュラムの構想とともに、全学的な観点から教育システムを再構成する必要が痛感さ

れた。 

 

そこで 2003 年、教育システムの再構築と次期カリキュラム改革に関する基本計画の策定と実施準備を行

う「教育システム検討委員会」（委員長：教学担当副学長）が発足した。その答申は、共通教育カリキュラ

ムの新たな構成、および教学に関する運営体制の見直し、合理的な運営が実施できるような体制の構築を

提案した。その結果、共通教育のカリキュラム構成を再構築するとともに、従来の教務委員会・カリキュ

ラム委員会・共通科目運営員会を統合再編し、豊橋・名古屋両校舎に教学委員会を置くことになった。す

なわち、共通教育科目を 3 分野７～8 領域に区分し、すべての教育職員が領域登録して全学的に共通教育
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２．大学院の設置状況 

を担い、教学委員会は従来どおり教学実務に関して審議・決定するのみならず、共通教育科目全体に責任

を持ち、非常勤教員の採用・カリキュラム編成などに関しては教授会から独立した一定の権限を有する体

制を整えた。 

 

［長所］ 

「第 2 次基本構想」とその「実施計画」に関して 2005 年 11 月に中間的な総括を行い、その結果、すべ

ての緊急課題はおおむね実施計画どおりに実行され、その他の施策も予想外の好結果を生んだものがあっ

た反面、当初とは違う方向をとらざるを得なくなったもの、まったく手つかずのものなど、実施計画とお

りに進まなかった点も確認した。実施計画の結果に対するこのような点検・評価は本学においては初めて

と言ってよい。これを踏まえて「2006 年度事業計画」では「第 3次基本構想」の策定を謳った。 

また、教学組織の見直しと並行して行われた管理運営の見直しで、教学部長を大学評議会委員とし、大

学評議会内に置かれた教学の企画・調整機関である学務委員会の構成員となった。これによって各校舎の

教学実務および共通教育の責任体制がある程度明確になった。 

 

［問題点］ 

「実施計画」どおりに進行しなかったのは、豊橋校舎における教学再編（文学部改組、経済学部の新学

科設置など）である。これは、名古屋校舎の教学再編、名古屋校地の拡充と無関係ではないが、中長期の

見通しを必要とする問題であり、早期の解決は困難である。 

また、この間の大学運営の条件や大学を取り巻く状況の変化に対応して、専門職大学院の設置や新たな

教員枠の設定など教員数の増加を余儀なくされ、2007 年度までの減員計画と整合しなくなってきており、

教員人事計画の見直しが必要になっている。 

さらに、教学委員会が一定の権限を有するようになったとはいえ、カリキュラム編成において専門教育

科目を担当する学部教授会との調整が難しく、共通教育科目を主に担当する教員の配置要望を独自に行え

ないなど、なお限定的である。  

 

［改善の方法］ 

教学再編は名古屋校地の拡充と並んで、本学の将来を決する重要問題である。2006 年度中に策定する「第

3 次基本構想」で一定の方針を示し、全学的な議論を踏まえて判断を下す。教員人員計画も教学再編・校

地拡充と密接に関連しているため、この決定と連動して見直しを図る。教学委員会の権限に関しては、現

状を点検しつつ、適宜見直してゆく。 

 

 

 

２．大学院の設置状況 
 

［理念・目的・目標］ 

本学の理念・目的を踏まえ、その実現のために必要な大学院研究科および専門職大学院研究科の教育研

究組織を設置し、教職員の確保、施設・設備の整備に十分な措置を講じるとともに、これを適切に管理・

運営することを目指す。 

 

［実態］ 

ここでは 2000 年以降に行われた①研究科の改組・新設、②研究科の見直しについて点検する。 

 

① 研究科の改組・新設 

2004 年には、国際中国学研究センターが南開大学及び中国人民大学に分拠点を設置したことにともない、

両大学との間に中国研究科は博士後期課程デュアル・ディグリー・プログラムを開設した。また同年、大
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２ 教育研究上の組織 

学院法務研究科法務専攻（専門職大学院）を設置した。これにともなって法学研究科修士課程公法学専攻

及び私法学専攻の学生募集を停止し、さらに 2005 年 3 月、同課程を廃止した。また 2006 年に大学院会計

研究科会計専攻（専門職大学院）を開設した。この結果、現在は 8 研究科 11 専攻となっている（表 2-2

参照）。 

 

② 研究科の見直し 

第 2 次基本構想「21 世紀に挑戦する愛知大学（知のトライアングル構想）」および「愛知大学教学組織

再編・改革の実施計画」では、大学院研究科に関して、2002 年までの「緊急課題」として「独立研究科の

設置と中国研究科の抜本的再編」が提案されていた。社会の変化に対応した専門的研究の基礎能力および

先進的な高度職業能力を備えた多様な人材の育成および車道校舎再開発と連動した 3 校舎における大学院

教育の連携体制の整備を目標とし、既存の 6研究科の見直しと独立研究科設置を内容としていた。 

 

表 2-2 研究科の構成 

研究科 専 攻 課 程 
入学定員

(名) 

収容定員

(名) 
校舎 備考 

修 士 課 程 25 50  
経 済 学 研 究 科 経 済 学 専 攻 

博士後期課程 5 15  

修 士 課 程 10 20  
日 本 文 化 専 攻 

博士後期課程 2 6  

修 士 課 程 10 20  
地域社会ｼｽﾃﾑ専攻 

博士後期課程 2 6  

修 士 課 程 10 20  

文 学 研 究 科 

欧 米 文 化 専 攻 
博士後期課程 2 6  

国際 ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ 

研 究 科 
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻 修 士 課 程 15 30 

豊橋校舎 

2002.4 設置 

公 法 学 専 攻 博士後期課程 3 9  
法 学 研 究 科 

私 法 学 専 攻 博士後期課程 5 15  

修 士 課 程 15 30 
2002.4社会人ﾘﾌﾚｯ

ｼｭｺｰｽ(夜間)設置経 営 学 研 究 科 経 営 学 専 攻 

博士後期課程 5 15  

修 士 課 程 15 30  
中 国 研 究 科 中 国 研 究 専 攻 

博士後期課程 15 45 

名古屋校舎 

 

法 務 研 究 科 法務専攻(専門職） 専門職学位課程 40 120 2004.4 設置 

会 計 研 究 科 会計専攻(専門職） 専門職学位課程 35 35 
車道校舎 

2006.4 設置 

計 修 士 課 程 100 200   
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３．研究所等の設置状況 

これらのうち、中国研究に関しては「21 世紀 COE プログラム」に採択され、法科大学院設置にともなう

法学研究科修士課程募集停止も計画どおりに進み、既存研究科のカリキュラム改革も一定程度は行われた

が、独立研究科設置およびそれに関係する既存 6研究科の見直しは難航した。 

「実施計画」に基づいて、2000 年 11 月に学部長会議（当時）は大学院委員会に対して独立研究科設置

の方向での検討を依頼し、その後、評議会は大学院改革プロジェクト委員会設置を決定した。これに対し

て大学院研究科委員会は独自に「総合リフレッシュ大学院」案を構想していた。同案は 2003 年の評議会に

提出されたが、評議会はこれを採用せず、「会計ファイナンス系研究科」および「公共政策系研究科」を具

体例として視野に入れた新研究科設置構想委員会の設置を決定した。新研究科設置構想委員会は、「会計フ

ァイナンス系研究科」をまず設置し、次いで「公共政策系研究科」設置を検討することした。この設置計

画に基づいて会計専門職大学院設置委員会を設け、2006 年に会計大学院の設置に至った。 

 

［長所］ 

第 2 次基本構想におおむね沿ったかたちで法科大学院・会計大学院の設置が行われた。とりわけ法科大

学院は 2006 年度の新司法試験で望外の結果を上げることができた。また、中国研究科の「21 世紀 COE プ

ログラム」に採択され、かなり高い評価を受けている。 

 

［問題点］ 

既存 6 研究科のうち幾つかは入学定員を満たせなくなり、それにともなって質的保証も難しくなってい

る。また毎セメスターの休講がかなりの数に上り、存続が危ぶまれる研究科もある。さらに、入学定員を

充足している研究科も外国人留学生がほとんどを占め、研究者養成は困難になっている。「第 2次基本構想」

はこうした趨勢を見込んだものであり、さまざまな改革案を検討してきたが、現在まで実質的な見直しは

行われていない。 

 

［改善の方法］ 

上記の問題点には、たしかに国立セクターの研究科が広汎に拡充されてきたという外部要因がある。し

かし、そうした外部状況の変化はすでに以前から予想されていたものであり、むしろ本学の対応（組織再

編・カリキュラム再編・研究指導など）が決定的に立ち後れてきたという内部要因を指摘すべきである。

したがって、改善の方法としては、外部状況の変化を前提として、本学の特徴を生かしうる分野に集約し、

質保証が可能な競争力のある研究科に再編してゆく以外にはない。特色と競争力のある研究科の強化とと

もに、既存研究科の再編について理事会・大学評議会・大学院研究科委員会で早急に検討を行う。 

 

 

 

３．研究所等の設置状況 
 

［理念・目的・目標］ 

本学の理念・目的を踏まえ、その実現のために必要な研究所・センター等の研究組織を設置し、教職員

の確保、施設・設備の整備に十分な措置を講じるとともに、これを適切に管理・運営することを目指す。 

 

［実態］ 

2000 年以降に行われた取り組みについて、①研究所・センター等の設置、②研究体制の見直しについて

重点的に点検する。 

 

① 研究所・センター等の設置 

従来の研究所・辞書編纂所・センターに加えて、2002 年 10 月に文科省「21 世紀 COE プログラム」に採

択された国際中国学研究センター（International Center for Chinese Studies：ICCS）を設置した。ま
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２ 教育研究上の組織 

た、2004 年には三遠南信地域連携センターを設置し、2005 年には文科省「私立大学学術研究高度化推進事

業」（社会連携研究推進事業）に選定された。さらに、東亜同文書院大学記念センター研究プロジェクトが

文科省「私立大学学術研究高度化推進事業」（オープン・リサーチ・センター）に選定された。現在の研究

所などの設置状況は表 2-3 のとおりである。また、研究所などに専任教員を配置していない。 

 

② 研究体制の見直し 

2004 年から「研究体制検討委員会」（委員長：経営担当副学長）が発足し、全学的な研究体制の見直し

を開始した。本学には上述のような研究所・辞典編纂所・研究センター・付属施設とともに各学部とほぼ

一体化した研究組織といってよい 6 つの学内学会、および教養教育に関する研究を主に行う 6 つの教育研

究室（豊橋・名古屋それぞれに一般教育研究室・語学教育研究室・体育研究室）がある。しかしながらこ

れらの研究組織は規模・活動度・研究実績などに関してさまざまな問題を抱えていた。また、大学を取り

巻く状況や研究動向を睨んで研究政策を企画・立案する組織を欠いており、その結果として研究実績でも

十分な成果を上げられていないという点が自覚されていた。こうした状況で研究体制検討委員会が設置さ

れ、既存の研究組織の再編、組織的な研究政策を企画・立案のあり方、より効率的・活性的な競争力のあ

る研究体制を構築に関して検討が行われた。 

 

表 2-3 研究所等の構成 

校舎 区分 名称 

中部地方産業研究所 

綜合郷土研究所 

東亜同文書院大学記念センター 
研究所等

三遠南信地域連携センター 

文学会 

経済学会 学  会

国際コミュニケーション学会 

豊橋一般教育研究室 

豊橋語学教育研究室 研 究 室

豊橋体育研究室 

豊橋図書館 

国際交流センター 

豊 橋 

付属機関

豊橋情報メディアセンター 

国際問題研究所 

経営総合科学研究所 

中日大辞典編纂所 
研究所等

国際中国学研究センター 

法学会 

経営学会 学  会

現代中国学会 

名古屋一般教育研究室 

名古屋語学教育研究室 研 究 室

名古屋体育研究室 

名古屋図書館 

名古屋国際交流センター 

名古屋 

付属機関

名古屋情報メディアセンター 

車 道 付属機関 車道図書館 

 

これまで研究体制検討委員会は 2 度にわたって答申した。「答申（その一）」では、全学の研究政策を司

る研究政策機構（機構長：学長）の設置、従来の研究関係諸委員会を統合再編した研究委員会の設置を提

言し、両組織はいずれも答申に沿って 2006 年度から発足した。「答申（その二）」では、従来の研究所・学

会の役割を見直し、研究所は主に共同研究プロジェクトの受皿、学会は個人研究の受皿となるよう両者の

役割の区別と明確化を提言した。また、従来から指摘されていた学内学会のあり方、特に旧法経 3 学会の
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３．研究所等の設置状況 

大学機関化の合意・確認事項に関して見直しを提案した。それに基づく協議を経て、学内学会の機能と運

営および予算措置について大学評議会で見直しが決定された。 

 

［長所］ 

研究政策機構を設置することで、全学的な研究政策を企画・立案する体制を整えることができた。また、

課題毎に分かれていた研究関係の諸委員会（研究助成委員会、出版助成委員会、研究室委員会）を研究委

員会に統合することで見通しのよい審議・決定ができるようになった。 

 

［問題点］ 

従来から、大学規模に比して学内研究所・研究センターの数が多すぎ、それに比例して各研究所・研究

センターの予算・活動が分散しているなどの指摘がなされてきた。現在においても、極めて活発に活動し

成果を上げている研究所・研究センターがある反面、活動・実績に乏しいものもあるなど活動の実態・実

績は多様である。 

研究体制検討委員会は、こうした現状を認識した上で、全学の研究所・学会・研究室を統合した「愛知

大学総合学術研究所」を構想したが、「答申（その二）」に盛り込むことはできなかった。その結果、既存

の研究所・研究センター・学会に関して、機能分化などについて一定の進展はあったが、組織・規模・数

など以前からの課題が解決されたわけではない。同時に、研究所・研究センター・学会に所属しない教員

を含めた教員全体の研究条件の平等化（イコール・フッティング）をどう図るかという問題が露わになっ

た。 

他方、研究所などに専任教員を置いていないため、研究プロジェクトのリーダーも通常の教育活動・学

内行政を免除されず、過重な業務を負わされる面がある。特に大学が重点的に設置した研究組織での継続

的な活動に支障を生じかねない。 

また、研究体制検討委員会は、2006 年度中に「答申（その三）」を出し、研究費・研修などの研究助成

制度の見直しを提言する予定であったが未だ答申されていない。 

 

［改善の方法］ 

研究政策機構も研究委員会も発足したばかりであり、実績はこれからの活動次第であるが、これらを通

して本学の研究活動を効果的かつ活発にしてゆく。 

特に、研究政策機構は、研究所・研究センター等については、活動実態・成果を評価した上で、研究条

件の平等化するともに、研究が活発化するような組織へと集約する方向で再度検討する。 

また、研究体制検討委員会はできる限り早く「答申（その三）」を出し、研究助成制度の見直しを出し、

研究助成制度の見直しを提言する。これらの検討や見直しの中で、研究所などへの専任教員の配置やプロ

ジェクトリーダーの研究専念のあり方を示す。 
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２ 教育研究上の組織 
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３ 教育課程 
 
 
 

（１）豊橋校舎学部共通 
 

１．教育課程等 
 

ａ 学部・学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学における学部共通教育は、大学設置基準第 19 条に定められた教育課程編成方針に鑑み、学部お

よび学科で実施される専門科目からなる教育課程の他に、一般教養的授業科目、外国語科目、体育科目、

情報科目の科目群からなる学部共通科目によって実施されている。 

それらの科目の目的は、現代社会に生きるうえで必要とされる幅広く深い教養を身につけ、建学の精神

に謳う国際的視野を確保し、健康な学生生活を送りつつ、急速に展開する情報社会に適応することを目標

として、必要な知識を学生に提供し、かつ実践せしめることにある。 

これらの学部共通科目は、豊橋校舎に設置されている文学部、経済学部、国際コミュニケーション学部

それぞれの 4 年間の教育課程のなかに学部の個性に合わせて位置づけられている。現在、文学部は学部共

通科目を専門科目と区別してカリキュラムを構成しているが、経済学部は、学部・学科の理念・目的を実

現するための専門科目と組み合わせて配置し、国際コミュニケーション学部は、学部の性格から学部共通

科目のうち外国語を専門科目と位置づけている。それぞれ 4 年間教育課程のなかで、上記の目的を実現す

るためである。 

一般教養的授業科目群は、人文・社会・自然の分野を網羅して、伝統的に確立された学問の基礎を知り、

体系を概観する科目を中心としている。しかしそれだけではなく急速に進展する社会から浮上する新たな

問題に学際的に接近することを目指した科目群をも配置している。幅広い教養を生かして、複雑な現代社

会の諸問題を理解し、その知識を主体的に応用する力を涵養することが目的である。 

外国語科目群は、国際化、情報化が進展する社会のなかで学部を越えて必要とされる基礎的な能力であ

る外国語の教育を担うものである。その意味で言語における 4 技能「話し・聞き・書き・読む」のバラン

スのとれた展開を目指し、コミュニケーション能力を育成すること、文化の多様性と普遍性を理解するこ

とを目標としている。同時に外国語教育は学生にとって専門課程に進むための基礎的な能力としても要請

されている。専門分野の文献を読み、レポートを作成する能力の基礎を培うことも重要な目的である。 

体育科目は、次の 3 点を目的として実技科目を置いている。①心身ともに健全な社会人の育成。②文化

としての体育・スポーツの良き理解者の養成。③生涯スポーツの実践者の育成。さらに一般教養的科目群

のなかに体育関連の講義を設置して、実技と理論の補完関係を作っている。 

情報科目は、急速に展開する情報社会に適応するため、単なるコンピューター操作スキルの習得だけで

なく、情報科学に基づく情報の理解、その上に立って情報を扱う態度や倫理観を育成することを目的とし

ている。また情報技術の発展は、専門分野における研究のあり方にも大きな変化をもたらしているため、

情報教育は学生が専門課程に進むうえでの基礎教育の一環をも担っている。 

以上に示した豊橋校舎学部共通教育の理念・目的を適切に実現するため、豊橋教学委員会およびその下

に領域会議を設置している。豊橋教学委員会は学部共通科目全体の調整・改善および専門課程との調整・

改善をその目的とし、領域会議と各教授会の代表者から構成され、教育課程全体の適切な運営と改善を目

的とする。領域会議は学部共通教育の領域ごとに専任教育職員が配属されて、学部共通科目を適切に運営

することを目的とする。 
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３ 教育課程 

表 3-1 豊橋校舎 3学部のカリキュラム構成 

  文学部                      経済学部 

区  分 卒業必要単位

基 礎 教 育 科 目  16 

基 本 教 育 科 目  26 
42 

専 門 科 目  62 

自 由 選 択 科 目  20 

区  分 卒業必要単位

基 礎 課 程 16 

基 幹 課 程 64 

専 門 科 目 28 

自 由 選 択 科 目 16 

 

  国際コミュニケーション学部 

区  分 卒業必要単位

基 本 教 育 科 目  16 

体 育 科 目  4 

情 報 処 理 科 目  4 

24 

専 門 科 目  76 (79) 

自 由 選 択 科 目  24 (21) 
 ( )内は比較文化学科。 

 

［実態］ 

1998 年豊橋校舎に設置された国際コミュニケーション学部は、当初、独立型カリキュラムを採用して、

文学部、経済学部と科目を共有していなかった。現在は同一科目を合併授業として、一般教養的授業科目、

体育科目、情報科目についてほぼ他の 2 学部と共有するに至っている。しかし外国語科目については、現

在も国際コミュニケーション学部のみ、専門科目の中に位置づけている（表 3-1 参照）。 

経済学部は 2002 年に行ったカリキュラム改革により科目区分を変更した。そのカリキュラムは基礎課程、

基幹課程、展開課程および自由選択科目の 4 科目群から構成され、外国語科目、体育科目、情報科目は基

礎課程に、教養教育的授業科目は基幹課程のなかに専門科目と組み合わされて配置されている（表 3-1 参

照）。 

文学部は、学部共通科目を基礎教育科目、基本教育科目として専門科目と区別した形で構成している（表

3-1 参照）。 

一般教養的授業科目群について、文学部は基本教育科目として 55 科目を配置し、基本科目、主題科目、

主題科目（演習）の 3系列に分類して計 26 単位以上を選択必修としている。経済学部は基幹課程中に文化・

自然系科目として 58 科目を配置し、3 系列に分類して計 16 単位を選択必修としている。国際コミュニケ

ーション学部は、基本教育科目に 27 科目を配置し、16 単位を選択必修としている。 

外国語科目について、文学部は第 1 外国語 8 単位必修、第 2 外国語 6 単位必修としている。経済学部は

第 1 外国語 8 単位必修、第 2 外国語選択としている。国際コミュニケーション学部は前述のとおり、外国

語教育について学部独自の体制をとっているので、ここでは省略する。提供されている外国語は、英語、

ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、韓国・朝鮮語および外国人留学生に指定されている日本語の

7 言語である。さらに一般教養的授業科目の位置づけで古典ギリシャ語、ラテン語、ミャンマー語、ポル

トガル語が履修可能になっている。英語教育については、1年次に配当されている口語英語IおよびIIは、

a に掲げた目標を達成するため、すべてのクラスに「外国語を母語とする教育職員」を配置して会話能力

の向上に努めている。しかし他の外国語については、部分的配置にとどまっている。 

体育科目について、3学部が「体育実技Ⅰ」および「体育実技Ⅱ」を必修としている。［理念・目的・目

標］を達成するため、「体育実技Ⅰ」においては、定期的な体力の測定を含んで心身ともに健康な学生生活

の維持と生涯にわたる健康維持を目標とした授業を行い、「体育実技Ⅱ」では、文化としてのスポーツの良

き理解者を養成する目的で、各種スポーツの実践を行っている。体育科目には実技科目の他に一般教養的

授業科目の位置づけで講義課目「体育科学」を設置し、目標の実現に努めている。「体育科学」は国際コミ

ュニケーション学部で必須とされているが、3 学部の 1 年次生の 9 割が受講している。経済学部において

は 2002 年度から「人間環境コース」を設置したことにより、専門課程の基礎としての意味をもつようにな

54 



（１）豊橋校舎学部共通 

っている。 

情報科目について、文学部は 2 単位選択とし、経済学部は 2 単位を必修、さらに 8 単位を選択科目に指

定し、一部のコースにおいてはこれをも必修としている。国際コミュニケーション学部は 4科目 8単位中、

4単位を選択必修とし、さらに 6単位を選択としている。 

このような学部共通教育の実施と運営を目的とする組織が教学委員会および領域会議である。教学委員

会は学部共通教育の理念・目的に基づきその設計・立案、専門教育との調整を含む共通教育の実施・運営

を任務としている。その任務を果たすために、教育方針と教育環境の整備、カリキュラムの改革・調整お

よび点検、共通教育科目の授業計画立案・実施および調整、共通教育の人事計画を担当し、カリキュラム

改革の際には、教学委員会のもとにカリキュラム委員会を設置する。教学委員会の構成は、教学部長 1名、

短期大学部を含む 4 教授会の教学主任 4 名および外国語 2 領域会議から 1 名、その他の 5 領域会議から 2

名の領域会議責任者を委員とする。教学部長は、教学部長推薦委員会の推薦により、常任理事会の議を経

て、学長が委嘱する。 

領域会議については、学部共通科目の授業計画と実施およびそれに関連する事柄を審議する場として教

学委員会のもとに 7 領域会議が設置されている（表 3-2）。一般教養的授業科目については、自然、社会、

人文の 3 領域、外国語科目については豊橋校舎に配置された学部が外国語教育を重要な柱としていること

を配慮して英語、未修外国語の 2 領域、および体育と情報の計 7 領域からなる。それぞれの領域会議は責

任者を互選して、授業時間割、科目担当者とりわけ兼任教育職員の選任など科目運営に責任を負っている。

すべての専任教育職員は共通科目をも担当することを原則とし、いずれかの領域会議に登録されている。

そのことにより共通教育を充実させ、専門教育との密接な連係が担保されている。 

 

［長所］ 

国際コミュニケーション学部は完成年度以降、徐々に科目の共通化を進め、その結果、豊橋校舎にある

文学部、経済学部、国際コミュニケーション学部の 3 学部は、学部共通科目を充実させてきた。これによ

り学部単独でこれら科目を運営するよりも充実したカリキュラムを構成することができている。学生は多

様な科目群のなかから自らの学修計画に合わせて自主的に科目を選択することができる。 

教養部制を廃止し、固定的な教養課程をやめたことにより、カリキュラムの改編が以前より容易になっ

ている。 

各学部は 4 年間の教育課程のなかで学部の個性に合わせて学部共通科目を弾力的に位置づけている。た

だし 後の点は、長所と同時に学部共通科目の性格を曖昧にし、カリキュラムを複雑にするという問題を

引き起こしている。 

 

［問題点］ 

文学部が情報科目を選択としていることは、現在の大学教育という観点からは問題を含む。 

経済学部においては、2002 年のカリキュラム改革により学部共通科目を専門科目と組み合わせた課程の

区分を作ったため、特に教養教育的授業科目の性格に曖昧さが生じてきている。これはまたカリキュラム

の全体に複雑さをもたらした。この改革にともない、第 2 外国語を選択としたことは、国際的な視野をも

つ人材の養成という点で不安な要因となっている。 

 

表 3-2 領域会議 

分  野 領  域 

英語領域会議 
共通教育第 1運営委員会 

ドイツ・中国・フランス・ロシア・韓国朝鮮語・日本語領域会議

情報領域会議 

自然領域会議 

社会領域会議 

人文領域会議 

共通教育第 2運営委員会 

体育領域会議 
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国際コミュニケーション学部において、外国語科目の共通化ができていないため、共通教育科目の性格

に曖昧さが残されている。 

運用上の問題として、共通化の進展にともなって一般教養的授業科目の一部に多くの受講者が集中する

傾向が現れている。 

 

［改善の方法］ 

この間、本学は学部共通教育の見直しを推し進めてきた。名古屋校舎には 1 年遅れたが、豊橋校舎にお

いても新カリキュラム（以下、「07 カリキュラム」という。）が 終的に確定し、2007 年度に実施に移すこ

とが決定した。改革の狙いは、共通教育と専門教育の区分を明確にし、その上に立って両者の協働を推進

し、真の教養教育を目指すことである。そこで各学部のカリキュラムは共通教育科目と専門教育科目およ

び諸特別課程科目の 3 科目群から構成することとし、共通科目と専門科目の区分を明確化している。これ

によって両者の関係は 3学部に共通となり、かつ分かりやすいものとなる（表 3-3）。 

 

表 3-3 豊橋校舎 3学部の 07 カリキュラム構成 

文学部                     経済学部 

区  分 卒業必要単位数 

第1外国語8単位   
外国語分野 

第2外国語6単位   

情報分野  2単位   

自然分野 4単位 

社会分野 4単位 
44単位

人文分野 4単位   

総  合   

26単位 

  

体育分野 2単位   

共
通
教
育
科
目 

*教職課程   

専門教育科目 62単位 

自由選択(共通＋選択) 18単位 

合  計 124単位 

区  分 卒業必要単位数 

第1外国語8単位   
外国語分野 

第2外国語2単位   

情報分野 2単位   

自然分野 4単位 

社会分野 4単位 
40単位

人文分野 4単位   

総  合   

26単位 

  

体育分野 2単位   

共
通
教
育
科
目 

*教職課程   

基礎課程 4単位 

基幹課程 38単位 
専門

教育

科目 展開課程 28単位 

70単位

自由選択(共通＋選択) 14単位 

合  計 124単位 

国際コミュニケーション学部 

区  分 卒業必要単位数 

第1外国語8単位   
外国語分野 

第2外国語6単位   

情報分野 2単位   

自然分野 4単位 

社会分野 4単位 
44単位

人文分野 4単位   

総  合   

26単位 

  

体育分野 2単位   

共
通
教
育
科
目 

*教職課程   

基幹科目 12単位 

演習科目 18単位 
専門

教育

科目 
外国語・ 

展開科目 
32単位 

 

 ※ 自由選択について 

  共通教育科目および専門教育科目から選択。なお、共 

 通教育科目の教職課程（＊）については、同課程履修者 

 のみ自由選択として卒業要件単位として算入する。 

62単位

(64単位)

自由選択(共通＋選択) 18単位 (16単位) 

合  計 124単位 

 ( )内は比較文化学科。
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07 カリキュラムにおいては、教養教育的授業科目を自然、社会、人文および分野をまたぐ総合の 4分野

に区分し、学生に諸分野のバランスよい履修を方向づけた。すなわち文学部は情報科目を 2単位必修とし、

経済学部は第 2 外国語を 2 単位必修とし、また国際コミュニケーション学部は外国語科目を共通化した。

また、総合（分野）に「大学史」を新設した。 

これによって豊橋校舎 3学部の学部共通科目は全体として整合的に整備されることになる。 

大人数クラスについては、クラス分割の基準を設け、恒常的に受講者の多い科目は担当者の判断によっ

てクラスを分割している。また履修指導の際は、一方のクラスに履修者が集中しないよう配慮している。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

近年、大学の教育課程への導入教育、初年度教育の必要性が高まっている。高等教育の多様化、入学生

の学力格差や学習履歴の多様化が進行していることから、不足する基礎学力を補い、初年度のうちに大学

での学修に方向性を与えることが高・大の接続の目的である。 

また高等学校でもこの目的からさまざまな取り組みを始めており、今後さらに高・大連携を促進し、実

績を積み上げ、適切な制度を作り上げることを目標とする。 

 

［実態］ 

豊橋校舎では、学部の個性に応じて学部共通教育を弾力的に専門教育と組み合わせる方向を選んだので、

現在、高・大接続のための導入教育は各学部の専門教育の一環として位置づけられている。たとえば、文

学部では「人文社会学科総合研究」「入門講義」「入門演習」、経済学部では「経済学への招待」「学習法」、

国際コミュニケーション学部では「入門ゼミ」（さらに言語コミュニケーション学科では「外国語事情」、

比較文化学科では「基礎演習」）などの科目がこの目的のために設置されている。 

英語については、1 年次に全員に TOEIC テストを受けさせ、英語科目の一部には習熟度別クラスを設置

し、基礎英語力を標準化している。これは高・大接続のための初年度教育の役割をも果たしている。 

推薦入試により早期に入学を決めた生徒を対象に入学前教育を実施している。 

高校生を対象とした模擬授業を学内および高校への出張の形で実施し、大学教育に対する高校生の理解

を高める活動をしている。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

英語科目における習熟度別クラスの編成は、現在、経済学部生のみを対象としている。また、高校生を

対象とした模擬授業は、依頼のある高校との間でのみ実施されている段階である。 

 

［改善の方法］ 

英語科目における習熟度別クラスの編成は、07カリキュラムでは3学部に拡大することが決定している。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 
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［理念・目的・目標］ 

豊橋校舎学部共通科目は、必修科目、共通選択科目、自由選択科目に区分されている。この区分は大学

設置基準第 20 条に定められた必修科目、選択科目、自由科目に相当する。 

必修科目の理念・目的とは、「ａ 学部・学科等の教育課程」の理念・目的を達成するために必要不可欠

であり、そのためにはすべての学生が履修・学習し、必ず同等の水準まで獲得すべき 低限の教育内容を

有する科目である。これには外国語科目、体育科目、情報科目の大部分が相当する。 

共通選択科目とは、「ａ 学部・学科等の教育課程」の理念・目的を達成するために必要な科目であるが、

学生の多様な個性、多様な要求に応えることを目標としている。その趣旨を実現するため多様な科目のな

かから学生が自らの学修目標に合わせて、自発的に科目を選択する。これには一般教養的授業科目の大部

分が相当する。 

自由科目とは、学生のより高度な学習意欲を支援することを理念・目的とした科目である。学生の個々

が学習意欲や学修目標に基づき、海外研修など一定の条件を満たした外国での勉学や必修科目や共通選択

科目として必要な単位数を上回って履修する科目を自由選択科目と位置づける。学生の主体的な要求に応

えることがその目的である。 

4 年間、124 単位の卒業要件単位の枠組みのなかで、前述の学部共通教育の目的を実現するためには、学

生がそれぞれの科目群からバランスのとれた科目履修を行う必要がある。必修科目と共通選択科目また自

由選択科目の区別はそのことを配慮し、偏った履修によって教育の目標から逸れることのないようにする

ことを目的とする。 

 

［実態］ 

豊橋校舎共通科目は、表 3-3 のとおり各学部の 4 年間教育課程のなかで科目区分に自由度をもたせてい

るため、履修科目の区分にも差が出ている。 

文学部は学部共通科目を基礎教育科目、基本教育科目の 2 つに区分し、前者には外国語科目（第 1 外国

語 8 単位、第 2 外国語 6 単位）および体育科目（2 単位）を置く。これは必修科目である。後者は一般教

養的授業科目および情報科目からなる。これらは共通選択科目であり、26 単位が必修である。卒業必要（以

下、「要卒」という。）単位 42 単位のうち、必修科目は 16 単位、共通選択科目は 26 単位である。 

経済学部は基礎、基幹、展開の 3 課程のうち、基礎課程に外国語科目、体育科目、情報科目を置き、基

幹課程に一般教育的授業科目を置いている。外国語科目は第 1外国語（英語）8単位必修、第 2外国語は 6

単位選択、体育科目は 2 単位必修、情報科目は 2 単位必修、8 単位を選択としている。基幹課程（64 単位

必修）のうち 16 単位が一般教育的授業科目から選択必修である。そこで学部共通科目として卒業に必要な

28 単位のうち 12 単位が必修科目、16 単位が選択必修科目である。 

国際コミュニケーション学部は、基本教育科目として一般教養的授業科目 16 単位を共通選択科目として

置き、体育科目は 4 単位を必修としている。情報科目は 4 単位以上を必修としている。外国語科目につい

ては前述のように他の 2学部と共有せず、専門教育科目として位置づけているため、ここでは触れない。 

 

［長所］ 

学部共通科目として卒業に必要な単位について見ると、文学部は必修 16 単位、共通選択 26 単位、計 42

単位であり、必修の比率は約 38％である。経済学部は必修 12 単位（基礎課程 16 単位のうち）、共通選択

16 単位（基幹課程 64 単位のうち）、計 28 単位であり、必修の比率は約 43％である。必修と選択のバラン

スについては、必修が 40％内外であるので、適切なものと判断している。 

国際コミュニケーション学部に関しては、外国語科目が学部共通科目となっていないので、意味のある

比率を出すことができない。 

 

［問題点］ 

経済学部が学部共通科目の位置づけに独自性を打ち出したことと国際コミュニケーション学部が独立型

カリキュラムからの移行を完成していないことは、履修科目の区分に曖昧さをもたらし、カリキュラムを
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複雑にしている。それは授業運営にも悪影響を及ぼす可能性があり、早急に豊橋校舎として対応する必要

がある。 

文学部が情報科目を選択としていることは、現在の大学教育という観点からは問題を含む。 

経済学部が第 2外国語を選択科目としたことは、国際的視野をもつ人材の養成を目指す建学の精神にそぐ

わない方向と思われる。また外国語科目の授業運営にクラス編成を難しくする等の問題を生じさせている。 

 

［改善の方法］ 

07 カリキュラムは、すべての学部で学部共通科目、専門科目および特別課程科目の 3科目群から構成す

ることが決定し、学部共通科目に現れていた曖昧さと複雑さが解消される。 

文学部も情報科目 2単位を必修とすることが決まっている。 

経済学部の第 2 外国語に関して、2 単位を必修とすることが決定し、一定の改善とみられるが、なおそ

の成果は見守る必要がある。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

授業科目は、それぞれ履修内容や履修目標に応じて講義、演習、実技などの授業形態をとる。授業形態

と単位との関係に関しては、大学設置基準第 21 条に準拠し、予測される予習、復習時間を含めた総授業時

間数から各科目の単位数を算定する。4 年間の教育課程における学修の進展度を測り、バランスのとれた

履修を実現することが目的である。 

 

［実態］ 

講義、演習科目については、15 時間の授業で 1 単位、外国語科目は 30 時間の授業で 1 単位、体育等実

技関係科目は 30 時間の授業で 1単位の授業時間を決めている。 

本学では大学設置基準第 23 条に基づき、1 セメスターにつき授業 13 回と試験 1 回を実施している。大

学の都合による休講も含め、補講期間を設定することにより、設定授業回数の完全実施を保証している。 

1 セメスターで学生が履修登録できる単位数は 22 単位を上限としている。 

 

［長所］ 

1 セメスターにおける履修登録単位数に 22 単位という上限を設けているので、学生は過度な履修に追わ

れることなく授業時間外に予習・復習の時間を確保できている。 

 

［問題点］ 

1 セメスターにおける授業回数については、大学設置基準 23 条の解釈に関わる点であるが、授業および

定期試験を含めて 15 回が必要と解釈した場合、授業回数が確保されていないことになる。 

履修登録単位数を制限することで、学生に予習・復習の時間を保証しているが、実際に予習・復習をす

るよう充分な促進策が行われていると言い難い。 

 

［改善の方法］ 

授業回数に関しては、現在、学年暦を改定する検討が終わり、通常授業の開講期間は定期試験 1 回を含

め 1セメスター15 回とすることが決定した。これにより大学設置基準については解釈の余地なく適合する

ことになるが、この改革は補講期間や試験期間の短縮をともなっており、教学的な観点からその結果を注

意深く見守る必要があろう。 

学生に授業時間外の予習・復習を促す工夫が必要である。この点は教育職員の授業改善に向けた努力と
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工夫とも関連する。 

 

 

 

ｅ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

学生の多様化の現象は、それに比例して学生の履修に関わる要望にも多様性をもたらしてきている。単

位互換は、県内諸大学との間に単位互換協定を結び、相互の学生に対して一定の科目を開放し、その修得

単位の互換を行うことで学生の多様な要望に応えることを目的とする。これは学生の自主的な学修を支援

し、視野を広げることにより、教育的にも人間性の涵養という意味でも有意義である。 

単位認定については、本学入学以前にすでに他大学等で一定の単位を修得した編入学者および本学内で

の転学部・転学科生に対して、多様な学修履歴に対応し、重複履修を避けることにより、本学での学修を

円滑にすることが目的である。 

また、国際的な視野の獲得を学生に推奨するために、海外の大学等で修得した学習成果を一定の条件の

もとに本学の単位として認定する。 

 

［実態］ 

単位互換の現状に関して、本学は同じ豊橋市内に位置する豊橋技術科学大学と単位互換協定を結んでい

る他、県内諸大学（2005 年度現在で 45 大学）が締結している「単位互換に関する包括協定」に加わって

いる。 

本学豊橋校舎で 2005 年度、他大学との単位互換協定に基づいて認定した単位は共通教育の領域において

なされ、総数は 33 名に対し 92 単位である（「大学基礎データ表 4」参照）。 

単位互換協定によらず大学独自で行った単位認定は、短期海外セミナー受講者などを対象に 91 名、420

単位であり、そのうち共通教育の領域で認定した単位は 110 単位である（「大学基礎データ表 5」参照）。 

海外への長期留学に関しては、協定校もしくは認定校に留学した場合のみ、30単位を限度に認定してい

る。認定は次の手続を経て行われる。まず単位認定を希望する学生は、単位認定授業科目を明記した帰国

報告書、海外の授業担当者による講義概要と対応する本学授業科目の担当者による認定を内容とする講義

概要書、海外の授業担当者による成績の 3 点を必須の資料とし、さらにシラバス等を提出する。これらを

本学の対応する科目の担当教育職員が点検し、判定結果を教学委員会に提案する。教学委員会での審議の

後、認定の 終決定は当該教授会が行う。認定の実績は表 3-4 に示すとおりである。 

 

［長所］ 

「単位互換に関する包括協定」に加わったことで、本学で開講されていない科目の取得が可能になった。 

豊橋技術科学大学との間では、単位互換から一歩進んで相互に科目を提供する道も開かれ、一般教養的

科目のなかに「連携講座」を開設することができている。 

編入学者と転学部・転学科生に対して行われた単位認定は、学生のスムーズな学修を支援している。 

海外協定校での学習成果が認定されることにより、多くの国々で学習する学生が出ている。 

 

［問題点］ 

県内諸大学との協定に基づく単位互換制度では、本学の豊橋校舎の学生に比べて他大学の学生の利用件

数が少ない。 

 

［改善の方法］ 

単位互換制度を広く学内外に広報し、周知を図る。開設科目を増やすなどの工夫をしている。 
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表 3-4 長期派遣留学生数と単位認定実績（豊橋校舎） 

派遣年度 
国別派遣先 

(名) 
単位認定希
望者数(名)

希望者率
(％) 

平均認定 
単位数 

中国 3 1 

韓国 1 1 

タイ 1 1 

フランス 7 6 

2003 

アメリカ 2 1 

71.4 12.3 

中国 4 3 

韓国 2 1 

フランス 3 3 

アメリカ 3 3 

イギリス 2 2 

2004 

ドイツ 3 0 

70.6 14.9 

中国 2 2 

韓国 2 2 

タイ 2 2 

アメリカ 1 1 

ドイツ 4 4 

2005 

台湾 1 1 

100.0 10.4 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

開設授業科目において、「ａ 学部・学科等の教育課程」の理念・目的を達成するためには、各授業科目

の担当者に 適な人材を確保する配慮が必要である。兼任教育職員を配置する目的はそこにある。一方、

専任教育職員の役割は、各授業科目の担当のみならず、兼任教育職員の選任を含め、教育課程全般の運営

にも責任の一端を担うことが含まれる。その責任を全うするためには、専任教育職員を適切な比率で確保

する必要がある。 

 

［実態］ 

豊橋校舎学部共通教育においては、前述のように国際コミュニケーション学部が外国語科目を共有して

いないため、現在のところ、開設授業科目における専・兼比率の具体的な数値は国際コミュニケーション

学部の外国語科目を除いて算出するしかない。他の科目については実質的にほぼ 3学部共通である（表 3-5

参照）。 

 

［長所］ 

一般教育（教養的授業科目）については、専任比率が 64％を超えていて適切と判断する。すべての専任

教育職員が共通科目をも担当するという原則がこの間、徐々に浸透している。 

 

［問題点］ 

学部共通科目全体として専任比率は約 40％であり、領域ごとにこれを見ると、専任教育職員のいない韓

国・朝鮮語やフランス語の 18.8％など極端に低い部分がある。その他についても多くの領域で 50％を割っ

ているのは問題とすべきである。 

兼任教育職員を選任する際の基準について、一般教養的授業科目や英語領域については大学院博士課程

修了など基準ができているが、他の領域については必ずしも全学的な基準が明文化されていない。 
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表 3-5 2006 年度 教員区分別 開講科目担当比率 

     文学部・経済学部 

専任、特任・客員 非常勤教員 
 全体科目数

科目数 率（％） 科目数 率（％） 

英語 182 54 29.7 128  70.3% 

ドイツ語 26 12 46.2 14  53.8% 

フランス語 32 6 18.8 26  81.3% 

中国語 70 32 45.7 38  54.3% 

ロシア語 8 8 100.0 0  0.0% 

韓国・朝鮮語 12 0 0.0 12  100.0% 

日本語 12 4 33.3 8  66.7% 

外国語 

小 計 342 116 33.9 226  66.1% 

体  育 76 31 40.8% 45  59.2 

情  報 25 8 32.0% 17  68.0 

一般教育 101 64.8 64.1% 36.2  35.9 

合  計 544 219.8 40.4% 324.2  59.6 

 
     経済学部 2部 

専任、特任・客員 非常勤教員 
 全体科目数

科目数 率（％） 科目数 率（％） 

外 国 語 0  0   0   

体  育 0  0   0   

一般教育 9  5  55.6 4  44.4 

 

［改善の方法］ 

07 カリキュラムにおいては、英語領域で計 40 科目を担当する「英語を母語とする教育職員」4名の新た

な採用が決定している。国際コミュニケーション学部の外国語科目を共通化することにより、英語、ドイ

ツ語、フランス語、中国語において専任教育職員の担当科目が増えることが決まっている。これにより外

国語科目における専任比率はかなり改善される。 

兼任教育職員の採用基準については全学的な基準を検討しており、未修外国語に関しては領域会議でほ

ぼ検討を終えた。 

 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人学生については、勤労する社会人に勉学の機会を与え、学位取得の可能性を提供することを目的

とする。また、外国人学生については、日本文化の優れた理解者を養成し、また日本人学生との交流から

相互の理解が深まることを目的とする。 

 

［実態］ 

学位取得を目的とする社会人学生は、近年その数を大幅に減らしたため、経済学部 2 部、国際コミュニ

ケーション学部比較文化学科夜間主コース昼夜開講制の募集を停止した。その結果、2005 年度で 3名が経

済学部に残るのみとなっている。 

外国人留学生については、文学部に 13 名、経済学部に 49 名、国際コミュニケーション学部に 92 名、計

154 名（外国人のための入試によって入学した者）が在籍している。外国人留学生は日本人学生と同じカ

リキュラムを履修するが、外国語科目としての「日本語」を第 1 ないし第 2 外国語に指定し、一般教養的
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授業科目のうち「日本事情」を必修に指定して、日本語能力と日本社会の理解を確かなものとするよう配

慮している。 

学位の取得を目的とせず、1 ないし 2 セメスターの学習を目的とし、協定校から派遣される留学生は、

2005 年度においてアメリカ、フランス、ドイツ、中国、台湾、韓国、タイから計 30 名を迎えている。協

定留学生については、特別コースを設けて日本語と日本社会について授業を行っている。 

 

［長所］ 

外国人留学生のための日本語科目は、受講者数を抑え、到達度別にクラスを編成できるよう、複数開講

を実現しており、学習面のみならず日本での勉学一般に教育職員がアドヴァイスできるよう配慮している。

また 3年次にも日本語演習を置いて、日本語能力の展開に努めている。 

 

［問題点］ 

外国人留学生を出身国で見た場合、圧倒的に中国からの留学生が多い（86％）。多様な留学生を迎えるこ

とが日本人学生の国際的視野を育てるためにも望ましい。 

協定留学生について、出身国による日本語能力の差が少なくない。また特別コースを開設しているため、

日本語能力が平均より劣る学生については、通常の授業等に参加する機会が少なく、日本人学生との交流

に限界がある。 

 

［改善の方法］ 

中国以外の諸国から留学生を迎えられるよう、広報等いっそうの努力が望まれる。 

協定留学生と日本人学生との交流について、多様な可能性を検討している。 

 

 

 

ｈ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人の生涯学習への要望に応え、地域社会に対して大学を開くことは、地域社会の一員である大学の

大事な使命である。その理念のもと本学は科目等履修生の制度およびオープンカレッジを利用して、授業

科目の一部を社会人に開放する。 

また大学独自で公開講座を開く他、地方自治体と連携して公開講座を開設し、生涯学習に向けて自治体

とともに協力する。 

 

［実態］ 

2005 年度の科目等履修生は、共通科目に関して 4名 9科目である。またオープンカレッジとの連携によ

って社会人に開放した共通科目は、2005 年度は 2科目 5名の受講者をみている。 

愛知大学浜松公開講座は、同窓会支部の協力を得て年 2 回開催され、100 名の参加者を数えた。豊橋市

が主催する豊橋市民大学トラムに協力して年 6回の講座を開き、90 名の参加者を数えた。吉良町が主催す

る吉良町オープンカレッジに協力して春 6回秋 8回の講座を開き、18 名の参加者を数えた。 

 

［長所］ 

自分に必要な科目のみを受講できる科目等履修生の制度は、すでに大学を卒業し、資格取得を目指す社

会人に有益な機会を与えている。 

オープンカレッジとの連携による科目の開放は、主として教養的な知識を望む市民に勉学の機会を提供

し、他方その熱心な勉学態度は一般の学生にも良い刺激となっている。 

公開講座は、定期的に大学を訪れることができない人々にも知的な関心を満たす機会として歓迎されて
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いる。 

 

［問題点］ 

オープンカレッジとの連携授業はスタートして日が浅いため、提供される科目が少なく、受講者も少な

い。また、公開講座に関しては、受講者に占める高齢者の比率が高いことが目立つ。広い年齢層を開拓す

ることが望ましい。 

 

［改善の方法］ 

オープンカレッジとの連携授業については、学部により提供される科目の少ないところがある。それら

学部の理解と協力を得るよう努力している。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

豊橋校舎には文学部・経済学部・国際コミュニケーション学部の 3 学部が設置されている。これらの学

部で共通に開講される共通科目(一般教養的授業科目、外国語科目、体育科目および情報科目)の目的が、

受講する学生たちにどの程度理解されたのか、および受講する学生たちの個別事象への理解度を測る目的

で、学期の途中および学期末に教育効果の測定を行う。 

卒業後の進路状況ならびに卒業後 1～3年間での転職、離職状況も教育効果測定の情報源であり、有効な

活用を目標とする。 

 

［実態］ 

成績評価は、S（90～100 点）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60～69 点）、F(59 点以下)で表され、

S、A、B、Cは合格、Fは不合格であり、この基準は全学部共通である。 

教育効果の測定を、学期途中の小テスト、学期末の学期末試験やレポートで行う場合は、複数教員が担

当する授業科目では教員相互の協議により行い、1 人の教育職員が担当する授業科目は個々の教育職員の

評価基準に従って行っている。豊橋校舎では学期末試験および臨時試験については、正解と配点の公示は

原則として行っていないが、これを個別に実施している教育職員もいる。 

本学では各学生がどの程度のレベルで単位を修得したかを自ら測定できるよう、Grade Point Average 

(GPA：各授業科目の評価を段階点に換算し、履修登録科目数で除して算出した学業成績の加重平均値)制を

導入している。GPA は在学中の成績が特に優秀な学生に支給する「学業奨励金」対象者の選定基準や、文

学部の 2年次進級時における専攻振り分けを行う際の成績順位表に活用している。 

卒業後 1～3年間の転職、離職状況については、体系的に情報を収集していない。 

 

［長所］ 

GPA 制度はグローバルな数値評価であるため、国内外における他大学との比較が容易になる。 

評価基準の設定は担当教育職員に任されているので、少人数授業の場合は、受講する学生の個性と能力

に応じた教育効果の測定が可能である。 

 

［問題点］ 

GPA 制度はグローバルだが、その基礎となる評価自体は科目担当者の各人に委ねられ、統一的な評価基

準が確立していない。授業の形態（講義・演習・実技など）や試験方法（筆記試験、レポート、平常点な
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ど）が多様であることがその一因である。 

大人数授業では出席の確認をしない場合がある。その場合、学期末試験のみで評価することになるので、

個々の学生が 13 回の授業を通して、担当教育職員の意図をどの程度理解したかを測るのが難しい。 

卒業生の卒業後 1～3年間での離職、転職状況については、教育効果測定の一指標としての認識が徹底し

ていない。 

 

［改善の方法］ 

GPA の有効活用を意識的に追求する必要がある。 

大人数講義では、毎時間の講義の趣旨と講義全体に貫かれた筋を、毎回の講義の冒頭または講義の終了

時に、受講者に明示するのが改善策のひとつである。 

 

 

 

ｂ 厳格な成績評価の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

教育効果の測定を有効に実施し、学生の学習意欲や動機づけを促すことを目的に、成績評価の仕組みを

分かりやすく適切に運用することを目標とする。 

 

［実態］ 

毎年更新し、配布するシラバスに成績評価方法を項目として立て、明記している。 

春学期末と秋学期末に行う定期試験は、学生が適正で公平な環境で解答できるよう、試験場設定や監督

要領に厳格な規則を設けている。 

学期末試験の他、担当教育職員が授業中に学生に質問する、授業中に小テストを実施し、また課題を出

すなどの方法で、上記の理念と目的に近づくための工夫を行っている。 

学期末試験において 100 名を超える受験者がある科目は、試験が適正に実施できるように、座席を指定

し、出席表で受験の確認を行っている。 

累積 GPA の分布（S,A,B,C を 4,3,2,1 に変換）を把握する作業を始め、GPA をもとに特に優れた学修成果

を示した学生に学業奨励金を支給している。 

 

［長所］ 

累積 GAP の分布はほぼ正規分布曲線に近似し、GPA の平均も 2 前後であり、妥当な成績評価がなされて

いると判断している。少人数授業の場合は、担当教育職員がそれぞれ評価基準を設定できるので、受講す

る学生の個性と能力に応じた成績評価を出すことが可能である。 

 

［問題点］ 

GPA による成績評価の統計的な把握は緒についたばかりで、充分な活用がなされていない。 

出欠の確認を行わない大人数授業では、学期末試験のみで評価することになるので、評価に偶然の要素

が働く可能性がある。 

 

［改善の方法］ 

GPA を用いた成績評価の統計的な把握作業を始めつつある。また、大人数授業については、講義時の工

夫の他、学期末試験に工夫を加えるべく FD 活動の徹底を図る。 
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ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

学生の主体的学修意欲と態度を側面から支援することが履修指導の目的である。全学生に対する授業の

補完システムに加え、成績不振者や外国人留学生にはとりわけ学習指導が必要となる。 

 

［実態］ 

豊橋校舎に設置されている 3 学部とも、1 年次の学生には 4 月第 1 週のオリエンテーション期間に、2

年次以上の学生には 3月末の成績発表時に、教務課が学年ごとの履修ガイダンスを行っている。 

当該年度に開講される科目ごとに、趣旨・章立て・評価方法などを詳細に記載する「開講科目の紹介」

を Web 上と冊子で公開し、十分に理解できない学生に対しては、教務課窓口で履修指導を行っている。「開

講科目の紹介」は、授業名、教員名、配当年次と単位数、開講セメスター、授業のテーマと目標、授業の

形態、授業の内容とスケジュール、評価方法、テキストと参考図書、履修者への要望の 10 項目からなる。 

豊橋校舎の 3 学部では教育職員が、学生からの個別相談に応じるオフィスアワーを 1 週間に 1 時間(90

分)設定しており、学期初めには履修相談に応じている。 

専門教育科目が少ない 1年生への履修指導法のひとつとして、文学部では教員 1人が 20 人ほどの学生を

受け持って指導するクラス担任制度で、経済学部では導入科目「学習法」で、国際コミュニケーション学

部では「入門ゼミ」で、個々の学生の履修相談に応じている。 

2 年次進級時の修得単位数が足りない学生に、各学部の教学担当教育職員が 5 月中旬頃に個別指導を行

っており、この時に秋学期以降の履修計画の指導もしている。また、3年生以上の修得単位不足者には、5

月中旬頃に該当学生の演習を担当する教育職員が、個別の履修指導を行っている。 

 

［長所］ 

教育職員は、「開講科目の紹介」に記載する項目と書式の枠内で、授業の日程や内容を分かりやすく記述

しているので、学生の履修科目決定に役立っている。 

豊橋校舎に設置されている 3 学部とも、1 年次入学時から少人数の学科専門科目が組み込まれているの

で、学生は講義の前後に随時履修指導を受ける機会がある。 

 

［問題点］ 

「開講科目の紹介」に記述された内容よりも、単位を取得しやすいという視点から履修登録して、学期

途中で勉学意欲を失う学生がいる。 

成績不振学生への個別履修指導の場を設けているが、これに応じない学生がほぼ半数いる。これらの学

生には教務課から指導に応じるよう再々指導しているが、すべての学生を指導するまでには至っていない。 

 

［改善の方法］ 

上記の問題点については、GPA を統計的に広く活用して早期に問題をもつ学生を見つけ出し、履修指導

することを検討すべきである。 

 

 

 

ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 

豊橋校舎の教育職員全員が合意する一定の指導目標のもとで、FD活動を行い、教育機能の改善を推進す

ることによって大学の質的向上を図る。 
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［実態］ 

開講する科目はすべて「開講科目の紹介」で詳細を公開しており、学生たちはこれを見て受講科目を選

定している。 

教育改善のための組織として、学内理事会のもとに FD 委員会(委員長 1名、委員 12 名)を設置している。

併せて各教授会内に学部内 FD 委員会を組織しており、学部の特色に応じた FD 活動を支援するため、一定

額の予算をも付与している。 

「学生による授業評価」（以下、「授業評価」という。）については FD 委員会主導のもとで、春・秋学期

それぞれに初期アンケート・後期アンケートを実施している。学期末に実施される後期アンケートは、原

則開講された全科目（非常勤教員担当科目を含む）を対象に Web 上で全学的に実施している。設問項目は、

かつて講義・演習、外国語、体育実技の 3 種類であったが、各学部の教学目標・カリキュラムを検証でき

るよう 2004 年度に授業評価の改編を行い、全学統一の設問とは別に、各学部・授業形態（講義、演習、外

国語、体育、情報処理、特別課程等）による独自の設問を加えた設問項目に変更した。 

評価結果については、まず教育職員が Web 上で確認（フィードバック）し、これに自己評価を付したも

のを公式ホームページ上で学内公表している（公表を希望しない非常勤教員を除いて、全員公表を原則と

している）。また、結果の活用については各教授会、委員会および個々人に委ねられているが、改善計画作

成の資料などとして使われる他、総括文書を FD 委員長が作成し、授業評価報告書および FD ニュースに掲

載している。また、2004 年度については、評価結果を受けてのコメントを各単位（教授会、委員会等）に

提出してもらい、これをまとめたものを公式ホームページ上で学内外に公表した。 

その他の FD 活動として、大学教育問題全学講演会・FD フォーラム・新任教員研修会の開催、FD ニュー

スの発行（年 3回、各 1,000 部）、授業改善研修参加助成制度などがある。この制度は、個人レベルでの授

業改善努力を支援することを目的とし、FD 委員会が奨励する学外での研修参加費（参加費、旅費等）を支

給する制度である。参加者には研修報告のレポート提出を義務づけ、またこの報告を FD ニュースに掲載す

ることにより、参加者のみならず全教職員に情報を共有できるよう配慮されている。 

 

［長所］ 

FD 委員会組織について言えば、学部内 FD 委員会を組織しており、全学をあげての FD 活動を推進できる

体制を整えていることは長所といえる。学部内 FD 委員会の活動内容については、原則として各教授会の意

向に任されているが、年度初めに年間の活動計画、これにともなう予算案を全学 FD 委員会に提出すること

としている。特色のある活動としては、投書・意見箱の設置、学生 FD 委員会の運営、ニュースレターの発

行、講演会・勉強会の開催、授業相互見学会・意見交換会の開催などがある。 

また、委員構成については、事務職員からも FD 委員を 3名選出していることが特色であり、長所である。

これにより教育職員・事務職員間の補完が可能となり、全学的な体制の下で FD 活動に取り組めていること

は長所といえる。 

授業評価については、後期アンケートとは別に、各学期の初めに初期アンケートを実施している。こち

らは全学的に統一した設問項目を用いて紙媒体で実施しており、実施についても教育職員の判断に任され

ており、主に大人数授業において環境面（マイクの音量、教材提示、板書、配布資料、私語等）のチェッ

クを目的として実施されており、授業が効果的に進められるために役立っている。 

 

［問題点］ 

近年の学生は一見すると気力に欠ける。学生たちが本学と個々の授業科目に何を求めているかを見きわ

めたうえで、組織として授業改善に取り組むまでに時間がかかり、後手にまわる危険性がある。 

授業評価については、Web 化したことにともない、学生はパソコンもしくは携帯電話からいつでも回答

できるようなシステムとなったが、逆に強制力に乏しいためか、積極的な学生が少なくなったためか、回

答する学生が限られてしまい、回答率が大幅に低下した。よって、回答結果が授業科目についての実状を

伝えていると断定できない部分がある。 

授業改善研修参加制度については、定員が各学部 2名（全学で 18名）と決まっているが、定員を上回る
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応募になることはあまりなく、学部によっては個別に依頼して、応募・参加している状況にある。 

 

［改善の方法］ 

社会の動向と学生の志向についての情報収集・情報の交換・討論をつうじて、よりいっそうの取り組み

が必用である。 

授業評価の回答率については、新入生オリエンテーションの際に、授業評価の操作説明を含めた FD 紹介

の実施、学生に回答を促すよう授業の際に周知の促進、学生・保護者向けの大学広報誌である『愛知大学

通信』へ「回答についてのお願い」を掲載するなどして、一定の上昇は図られたものの、いまだ低水準で

あることから、2007 年度春学期に向けて、現行の授業評価そのものの改善について FD 委員会にて集中的

に審議している段階である。ただし、授業評価は授業改善・教育改善の一手段であり、それ自体が目的で

はないため、FD 委員会の活動が授業評価だけに偏らないような配慮が求められる。 

授業改善研修参加助成制度については、FD 委員会が推奨する研修以外の研修にも応募できるようにする、

秋学期に追加募集を行う、応募から助成者決定までの期間を短縮する等により、改善を講じてきたが、そ

れほど大きな効果は得られなかった。そこで 2006 年度については随時申し込みを受け付けることとし、応

募機会の拡大をはかった。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

それぞれの授業科目はその内容と性格に応じて講義、演習、実技・実習などの授業形態をとる。また情

報機器の急速な発展と普及により、新たな効果的な授業方法も生まれてきている。それらの活用をはじめ

として、授業の目的を達成することを目的として、授業形態に適した授業方法をとる必要がある。 

 

［実態］ 

共通科目には講義（一般教養的授業科目の大部分）、実技・実習（体育・情報科目）および中間的な外国

語科目がある。それぞれの授業形態に対応した教室（講義室、実習室、外国語教室）や体育館、運動場を

設けている。 

それらの教室には視聴覚機器やマルチ・メディア機器が備えられ、授業に適した方法を用いることがで

きる。 

 

［長所］ 

教室の大小にかかわらず視聴覚機器を設置し、資料の多様な提示が可能となっている。また、豊橋校舎

には 2つの教室棟に実験実習用教室が設置されていて、多様な授業形態に対応できる。 

 

［問題点］ 

視聴覚機器など新たな機器の設置が教育職員の要求に追いつかない部分がある。また新たに導入された

機器の扱いに必ずしも教育職員が習熟していない。 

 

［改善の方法］  

新たな視聴覚機器の導入を促進する一方、その扱いに教育職員が習熟できるようきめ細かく講習会など

の機会を提供していく。 
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３．国内外における教育研究交流（全学） 

 

［理念・目的・目標］ 

建学の精神は前述のとおりであり、国際文化大学を目指している。外国との教育研究交流、学生相互交

換（派遣・受け入れ）を国際交流センターで実施している。 

本学における国際交流の意味するところは対アジア、とりわけ中国を対象とするものであったが、今後

は中国だけではなく、日本語学部・日本語学科のある諸外国の大学を協定校とし、実りのある活発な交流

を行い、多様化する国際化に対処する。 

 

［実態］ 

従前は国際交流委員会の下に国別委員会（中国学術交流委員会、イギリス交流委員会、アメリカ交流委

員会、ドイツ交流委員会、フランス交流委員会、韓国交流委員会）、外国人留学生入試委員会及び事務局（国

際交流課および名古屋国際交流課）が置かれていた。2001 年 10 月に本学と諸外国との学術、文化、教育

等に関する交流を推進することを目的とし、国際交流センターが発足した。国際交流センター所長、各学

部・短期大学部各 1 名の教育職員からなる「国際交流センター委員会」があり、事務局として国際交流セ

ンター事務課および名古屋国際交流センター事務課が置かれている。 

国際的教育・交流を目的とした本学全体と海外の大学との協定は 2006 年 5 月現在 9 カ国 22 大学と締結

している（「大学基礎データ表 11」参照）。本学の本格的な国際交流は 1980 年の中国教育部派遣研修生の

受け入れに端を発する。1980 年代には北京語言大学と教員の相互交換を開始し、南開大学、北京第二外国

語学院より派遣教員の受け入れを開始した。現在は研究員受け入れ（中国交換研究員）と学生派遣という

形態に変わっている（表 3-6 参照）。年度末には研究員の研究成果「中国交換研究員論叢」を発行している。 

外国の大学等との研究者の学術教育交流に短期学術交流制度がある。「中国の大学との交流」と「中国以

外の国の大学との交流」に大別され、各 2名ずつ、2ヶ月以内の制度である。2005 年度は希望者なし、2006

年度は中国へ 2名を派遣し、受け入れをした。 

学生交流には海外短期語学セミナーの実施と学生相互交換（派遣・受け入れ）が挙げられる。1981 年よ

り学生の語学力の向上等のため、夏期・春期長期休暇中に「海外短期語学セミナー」を実施している。期

間は 4 週間＋α（研修旅行）で語学の修得に加え、国際的な視野と教養を高めること、長期留学へのステ

ップとして 7カ国に派遣している（表 3-7 参照）。この海外短期語学セミナー参加者は所定の手続及び派遣

先大学での一定程度の成績を修めることにより単位が認定される。 

 

表 3-6 研究員受け入れと学生派遣の形態 

受け入れ 派遣 

教員を中国交換研究員として 
1 年間または半年間受け入れ 

（南開大学、北京語言大学、北京第二外
国語学院、上海外国語大学、復旦大学）

中国交換研究員 1名に対して 
学生 2名を 1年間派遣 

奨学金、研究費、帰国旅費等支給 奨学金支給 

宿舎、研究室 提供 学費および宿舎費免除 

 

表 3-7 海外短期語学セミナー実施校 

夏 期 春 期 

イギリス オックスフォード・ブルックス大学 イギリス エクセター大学 

中  国 北京第二外国語学院 中  国 南開大学 

アメリカ サウスイースト・ミズーリ州立大学 アメリカ サウスイースト・ミズーリ州立大学

ド イ ツ ブレーメン州立経済工科大学 フランス オルレアン大学 

  韓  国 中央大学校 

  オーストラリア モナッシュ大学 
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表 3-8 海外短期語学セミナー参加者数 

2005 年  2006 年  
 開始年 

春期 夏期 春期 夏期 
総 計 

中国セミナー 1981 年 12 13 中止 18 1,137 

イギリスセミナー 1988 年 24 23 11 12 1,069 

アメリカセミナー 1993 年 中止 中止 中止 13 287 

ドイツセミナー 1994 年 ― 8 ― 4 156 

フランスセミナー 1997 年 5 ― 17 ― 178 

韓国セミナー 1997 年 15 ― 9 ― 118 

オーストラリアセミナー 2005 年 20 ― 30 ― 50 
※ドイツセミナーは夏期のみ、フランス・韓国・オーストラリアセミナーは春期のみ実施 

 

近年の海外短期語学セミナーの参加者数は表 3-8 のとおりであり、これまで中国への参加者は 50 名を越

えることが数回あったが、 近は 20 名を下回っている。イギリスには 1988 年から 2002 年までレディング

大学に 903 名の学生を派遣したが、先方の都合により協定を解消した。現在、夏期はオックスフォード・

ブルックス大学、春期はエクセター大学に学生を派遣しているが、参加者が減少している。アメリカは 2001

年の 9・11 同時多発テロ以降入国審査の厳格化により、応募者が少なく中止が続いたが、2006 年夏には 13

名が参加した。ドイツ・フランス・韓国の参加者数は年によって波がある。オーストラリアセミナーは 2005

年より開始し、多数の学生が参加しているが、それを受けイギリス、アメリカの参加者数に影響を及ぼし

ている。 

長期留学は建学の精神である｢国際的視野を持った人材の育成｣の一環として位置づけられ、7 カ国と協

定を締結し、留学を奨励している。留学相談等で国際交流センターを訪れる学生数は年々増加傾向にある。

本学の長期留学制度には交換留学制度と認定留学制度がある。 

 

① 留学の出願資格・条件 

学部（短期大学部を含む）学生については、学部に半年以上在学し、かつ前の学期までに卒業に必要

な授業科目を 18 単位以上修得した者。 

② 留学の期間 

2 年を限度とし、1年を修業年限に算入することができる。 

③ 単位の認定 

留学先大学で修得した単位は、所定の手続により教授会の承認を得て 30 単位を上限として本学で修得

したものとして認定される。 

 

交換留学制度は、国際交流協定締結校の 22 大学の中から学生交換協定を締結している 10 大学へ学生を

1 年間派遣する制度である。選考を経て選抜された学生は派遣先大学での授業料等が免除され、本学から

「交換留学生奨励金」として1学期につき10万円、2学期20万円を上限として給付される（実績は表3-9）。 

中国の協定校である南開大学、北京語言大学、北京第二外国語学院、上海外国語大学、復旦大学及び教

育部の指定する大学に基本的には毎年 2 名の学生を派遣している。台湾は国立台湾師範大学、東呉大学と

学生交換協定を締結し、毎年 2名の学生を派遣している。 

ブレーメン州立経済工科大学（ドイツ）、オルレアン大学（フランス）、ハワイ大学（アメリカ）、中央大

学校（韓国）及びナレースワン大学（タイ）にも毎年学生を派遣している。サウスイースト・ミズーリ州

立大学（アメリカ）とは、学生交換もしくは州内の学生扱いの留学（学費の減免）が認められていたが、

継続的な学生交換には到っていない。 

認定留学制度は、学位の授与権を有する外国の大学の正規課程に留学を希望する学生が所定の手続をし、

教授会において許可されれば在籍のまま留学でき、30単位を上限として単位認定を認められる制度である。

本学の学費（授業料の半額および教育充実費の年額）と留学先の学費との双方を負担しなければならない 

70 



（１）豊橋校舎学部共通 

表 3-9 海外協定校・交換留学生の実績 

国名 大 学 名 

2006 年度 

交換留学生 

（派遣） 

2006 年度 

春学期在籍 

交換留学生 

（受け入れ） 

2006 年度 

秋学期在籍 

交換留学生 

（受け入れ） 

南開大学 2 － － 

北京語言大学 2 － － 

北京第二外国語学院 2 － － 

上海外国語大学 3 1 － 

復旦大学 1 － － 

中国 

中国国家教育部が推薦する大学 2 － － 

国立台湾師範大学 2 2 2 
台湾 

東呉大学 2 1 3 

アメリカ ハワイ大学 2 2 2 

ドイツ ブレーメン州立経済工科大学 3 － 7 

フランス オルレアン大学 2 1 3 

韓国 中央大学校 2 2 
2 

（春学期からの継続）

タイ ナレースワン大学 1 － － 

合   計 26 9 19 

  ※上記以外にサウスイースト・ミズーリ州立大学（アメリカ）とも学生交換協定を締結している。 

 

が、留学先は提携校でも可能であるし、希望者が指定する海外の大学への留学も条件次第で認められる。 

バーミンガム大学（イギリス）には学生を派遣しているが、学生相互交換には至っておらず、認定留学の

扱いとなる。また 2005 年度よりエクセター大学（イギリス）との間に「15 週間の英語学習コース」を設

定した。これは「コース導入授業（3週間）」「English for Academic Purposes もしくは General English 

Courses（10 週間）」、「実践的なプロジェクト（2週間）」から成るコースであるが、半年の認定留学制度と

なり、応募者が 少催行人数に満たず、実現できていない。また 2005 年度に認定留学をした学生はいなか

った。 

2005 年度の海外留学を理由とする休学者は 82 名で、中国・台湾：49 名、英語圏：28 名、その他：5名

である。英語圏へ休学して留学している 28 名の多くは正規の大学ではなく、現地の語学学校に通っている。 

「Ａ．交換留学制度」で述べたように、本学と学生交換協定を締結している 10 大学の学生が本学に留学

している（以下、協定に基づく留学生）。年間約 30 名を、原則として国際コミュニケーション学部で受け

入れ、「協定留学生日本語コース」9科目を設置している。ほぼ全員が本学の借り上げ宿舎に滞在し、半年

ないし 1 年間主として日本語、日本文化を学習している。それ以外に個々の日本語能力に応じて、各学部

の授業にも参加可能である。 

また 2006 年度より孔子学院をオープンカレッジ講座を引き継ぐ形で開設し、中国語を学習する機会を学

外にも広く開放している。 

 

［長所］ 

中国の 5大学と実施している「研究員受け入れ－学生派遣」の制度により毎年 5名の研究者を受け入れ、

研究の場を提供、指導教授による指導体制を確立しており、中国交換研究員は累計で 117 名の実績を挙げ、

「中国の研究者の育成」に一定の役割を果たしている。 

また短期学術交流制度においても 1989 年から研究者の相互交換を行い、着実に交流の輪を広げている。 

海外短期語学セミナーに関しては、中国・イギリスセミナーはこれまでに 1000 名を越える学生の参加が

あり、初めて海外を体験する学生には大学主催の語学研修として好評である。帰国後のアンケートより、

参加した学生は異文化理解が深まり、概ね満足していることが窺える。海外短期語学セミナー参加後、さ

らに学習を深め、交換留学を実現する学生も存在する。 
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中国 5 大学へは研究員受け入れにともない毎年学生を 9 名～10 名派遣しており、学費及び宿舎費免除、

奨学金支給という本学独自な制度と自負している。 

協定に基づく留学生用に「協定留学生日本語コース」を開講し、個々の留学生の日本語能力に応じて指

導をし、柔軟に対応している。このようなことから修了者からは、本学で学習できたのは有益であったと

の評価を受けている。また借り上げ宿舎で生活するため、協定に基づく留学生相互の交流は盛んで、日本

文化をはじめ各国の異文化体験ができると好評である。 

 

［問題点］ 

中国交換研究員の受け入れについては、大学院研究科で受け入れ、指導教授制をとっている。受け入れ

分野を限定しているが、中国協定校の事情で本学大学院に存在しない研究分野の研究者受け入れ要請があ

り、その都度審議して受け入れを確認している。短期学術交流制度では、研究者の受け入れ・派遣の期間

は 2 ヶ月以内となっているが、実際には 2 ヶ月の派遣は講義等との係わりで容易でない。中国以外の国の

大学とも活発な研究交流を進めること、中国とそれ以外の国との処遇の格差の整備が課題である。派遣先

は年度により偏りがあり、相手先大学の研究者との交換を成立させることが、本学の研究者にとっては煩

雑であり、応募者の減少も懸念されるために何らかの工夫が必要である。 

海外短期語学セミナーは、旅行会社等の安価な語学研修の企画により、年々参加者が減少している。以

前は全期間引率者を配置していたが、 近では前・後半各 1 週間程度の引率に切り替えている。引率者が

居ない期間の諸問題については、受入先との綿密な対応が必要となる。また、参加学生が諸問題を現地の

担当者ではなく、日本の家族に連絡し、家族から本学に連絡が入ることもあり、参加学生への指導徹底が

求められている。 

長期留学に関して中国語圏は派遣可能な協定校が 7 校あるが、英語圏は 2 校である。その内、サウスイ

ースト・ミズーリ州立大学では交換留学を希望する学生がいないため、学生相互交換を成立させることが

難しく、実質可能なのはハワイ大学のみである。バーミンガム大学、エクセター大学との「15 週間の英語

学習コース」は認定留学となるため、多額の費用がかかる。英語圏で交換留学制度が成り立つ協定校を増

加させることが求められている。また英語圏への交換留学を希望する学生は多いが TOEFL500 点という出願

基準に満たない学生が多く、語学力の修得が必須である。ドイツやフランスへの交換留学は、（各国語専攻

の）在籍者自体が年々減少していることもあり、学生相互交換が不安定になっている。本学全体を通して

交換留学をする学生が文学部、国際コミュニケーション学部、現代中国学部に偏ってしまっている。 

休学をして中国・台湾へ留学している 49 名のうち 38 名が現代中国学部の学生であり、現代中国学部在

籍の交換留学志願者（2005 年度）は 13 名であり、留学希望者が必ずしも交換留学制度に出願していない

現状がある。また 49 名のうち 29 名が本学協定校に休学をして留学しており、交換留学制度への応募者増

を工夫する必要がある。また緊急時における学生への連絡方法を大学として常に整備しておく必要がある。 

協定に基づく留学生の受け入れに関しては個々の日本語能力に差があり、講義担当者からは日本語能力

を揃えた学生を受け入れてほしいとの要望があるが、本国での専攻、漢字圏・非漢字圏の相違もあり、実

現は難しい。また「協定留学生日本語コース」のみ受講する場合、協定に基づく留学生のみの授業となる

ため、日本人学生との交流は希薄になっている。 

 

［改善の方法］ 

中国交換研究員制度は今後、受け入れ制度の見直しを行い、研究の場を提供し、個々の指導・助言が必

要な場合には相応しい関係者を紹介すること等関係機関で検討したい。また研究を終え帰国した研究員と

継続的な繋がりを保つ努力をしたい。短期学術交流は研究支援の観点からすると、両制度とも研究支援課

との協力体制を検討する必要があり、今後関係部署と調整を行い、改善案を提示する予定である。 

海外短期語学セミナーは参加者を募集する段階では非常に多くの学生が興味を示しているものの、金銭、

留学期間、学習内容等の理由から参加を控える者も少なくない。今後の課題は学生が参加を控える要因を

可能な限り解消していくことである。併せて実施体制も見直していく必要がある。現地に日本人（または

日本語で対応できる）スタッフが常駐していれば、引率者を手配する必要性も低くなる。また現地集合も
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検討したいが、大学で学生を送り出す以上、保証人に対しても理解を得られる様、着実な対応が求められ

ている。 

英語圏との交流を活発にするためには、新規協定校の開拓が急務である。英語圏の場合、留学費用が高

額になる場合が多く、ニュージーランドやオーストラリア、カナダ等比較的物価が安く、治安の面でも安

心できる場所を視野に入れる必要がある。そのためには欧米の大学事情に精通した関係者と連携したい。

2007 年にアメリカのトリード大学との間で新たに協定を締結する予定である。トリード大学には日本語学

科があり、日本への留学を希望する学生が存在するため、早ければ 2007 年 4 月から学生相互交換が見込ま

れる。このように協定校を吟味し、形だけではなく実りを結ぶような協定校開拓を継承したい。 

「交換留学生奨励金」は従来、授業料の半額分および教育充実費相当額だったのが、2003 年度に引き下

げた経緯がある。しかし交換留学を奨励する観点から、改めて充実させることが望まれる。現在、奨学金

プロジェクトから検討要請があり、他大学の例も参考にし、少しでも学生の負担が軽減されるような提案

を検討中である。また、大学全体の国際化のためには法学部、経済学部、経営学部の学生にも積極的に海

外に目を向ける環境作りが必要不可欠である。その一環として出発前には壮行会を開き、帰国後は留学報

告会を開催することにより学生の活きた声を教職員のみならず、今後の留学希望者に伝わるような企画を

したい。休学をして留学する学生が存在する現状を認識し、留学期間・奨学金・単位認定等の面で学生が

より多く留学を希望するような環境を整えたい。 

交換留学制度に関して、国によっては学生交換人数に不均衡が生じているが、国際交流を促進させるた

めに可能な限り多くの学生を受け入れ・派遣したいと考えている。中国の協定校（北京語言大学、北京第

二外国語学院、上海外国語大学）とは学生相互交換を実施するために新しく協定を締結した。2007 年度以

降、各大学より 2名ずつ中国人学生を協定に基づく留学生として 1年間迎え入れる予定である。「協定留学

生日本語コース」のカリキュラムは現行では日本語が中心であるが、今後は日本の伝統や文化を体験でき

るような授業も考えたい。また豊橋地区に日本語教育機関が存在しない現状に照らし、学外から問い合わ

せもあり、協定に基づく留学生だけではなく近隣の日本語・日本文化の学習希望者にも門戸を開放したい。

また外国人の日本語学習を促進するため、海外短期語学セミナー（日本語）を長期休暇中に本学で実施し

たい。関係機関や教育職員との連携は必須となるが、外国人日本語学習者の日本語能力を高めることは日

本の国際化、また本学の国際交流の促進に貢献できる。 

中国の協定校との学生相互交換は現段階では日本学生支援機構の短期留学推進制度（受け入れ）奨学金

の枠がある場合のみ受け入れをしており、今後は奨学金に頼らない形の学生相互交換に結びつけたい。タ

イからの協定に基づく留学生も経済的な問題等あるが奨励したい。 

 

 

 

（２）名古屋校舎学部共通 
 

１．教育課程等 
 

ａ 学部・学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

本学における学部共通教育は、大学設置基準第 19 条に定められた教育課程編成方針を鑑み、学部および

学科で実施される教育課程以外の内容を有する全学共通教育を目的とした教育課程と定める。学部共通教

育は、その理念･目的の観点から基礎的教育と教養的教育に分類する。 

基礎的教育としては、外国語教育および体育教育を位置づける。外国語教育では、各学部の設置理念・

目的を実現するための教育的配慮を行うとともに、母国語とは異なる文法体系や文化的背景を有する外国

語を学ぶことにより、文化・社会の多様性を認識し、理解を深めることを通して、国際化の進展に対応す

る国際人としての外国語能力育成を教育の目的とする。 
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体育教育では、心身ともに健全な学生を育てるとともに、卒業後も文化としてのスポーツを理解・実践

し、さらには高齢化社会に適応できる健全な社会人の育成を理念・目的とする。 

一方、教養的教育としては、自ら主体的に学び、考え、柔軟かつ総合的な判断力の育成と豊かな人間性

の涵養を理念・目的とする。教養的教育の具体的教育内容については、真摯な倫理観、幅広い科学観、コ

ミュニケーション能力、情報活用能力等を保持し、自律力に優れた人材の育成を目指す内容を目標とする。

さらに、教養的教育においては、専門教育課程で得られた狭義の知識が、複雑化、高度化する社会と多様

化する人間生活や価値観のなかで、どのように位置づけられ、認識されているかの気づきをも目的とする。 

以上に示す学部共通教育の理念・目的を適確に達成するためには、学部共通教育実施・運営に関する責

任体制の確立を目標とする。その上で、カリキュラム設計において、開設授業科目、要卒総単位における

専門教育科目、共通教育科目（基礎的教育科目、教養的教育科目）の適確な量的配分に配慮することを目

標とする。 

 

［実態］ 

名古屋校舎では、2006 年度から新カリキュラム（以下、「06 カリキュラム」という。）を発足、実施して

いる。06 カリキュラムにおける 大の改革は、名古屋校舎における共通教育の学部共通化、いわゆる各学

部が独自の共通教育を実施する体制ではなく、学部横断的実施体制を採用していることである。 

従来、名古屋校舎では法学部と経営学部は学部共通での共通教育実施体制をとっていたが、現代中国学

部は学部独自カリキュラムに基づき共通教育を実施していた。このため、現代中国学部における共通教育

の内容は、担当教員の不足もともない、共通教育の理念や目標を達成できる内容として評価できるもので

はなかった。 

一方、豊橋校舎でも同様の状況が見られた。そこで、これらを是正するための検討委員会として 2003

年教育システム検討委員会が設置された。当委員会の目標は、全学共通教育の実施であり、そのための理

念的カリキュラム検討および 1997 年に廃止された教養部に替わる共通教育実施体制の構築が目標であっ

た。しかしながら、本学は名古屋校地に 3 学部、豊橋校地に 3 学部という 2 校地体制に加え、各学部の設

置理念・目的の実現の過程において、教育システム検討委員会での議論を全学共通教育の実施へと収束す

ることが困難な状況となった。その結果、全学共通教育を各校地での学部共通教育とみなすことにより、

その理念・目的を達成するための共通教育の実施を目標としている。 

今回 06 カリキュラム実施により、名古屋校舎では法学部、経営学部、現代中国学部の 3学部生が共通の

カリキュラムに基づき履修し、担当教員も所属学部とは関係なく、名古屋校舎所属の全学生を対象に講義

を実施している。これにより、名古屋校舎の全学生に対し、共通教育の理念や目標を達成できる豊富で充

実した内容の学部共通教育が実施可能となった。 

さらに、共通教育、専門教育を 4年一貫制で実施しているため、共通教育科目の 3・4年次生の履修が可

能である。 

共通教育において基礎的教育として位置づけられている外国語教育では、第 1 外国語（英語）および第

2 外国語（ドイツ語、フランス語、中国語、韓国・朝鮮語）を科目設置している。また、体育教育では、

講義も交えたスポーツ実技科目を開設する。 

一方、共通教育における教養的教育の理念・目的を実現するために、多様な分野と内容の科目（約 190

科目）を開設している。これら多数の科目をバランスよく履修させるための方策として設置科目を人文、

社会、自然の 3分野に分類した。 

各分野が主眼とする内容は、表 3-10、図 3-1 に示す。これらの多様な科目に加え、現代社会が直面して

いる諸課題を、複数の教員により多様な切り口で解説する総合科目、および共通教育における少人数演習

科目である総合演習を開設する。また、2006 年度は大学史を「総合科目」として開講した。 

このような学部共通教育実施・運営に関する責任体制として、2004 年教学委員会を名古屋、豊橋両校舎

に設立した。教学委員会設立の理念は、理念・目的に基づく学部共通教育の設計・立案、および専門教育

との調整に基づく学部共通教育の有効かつ円滑な実施・運営である。理念を具体化するための任務として、 
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表 3-10 名古屋校舎教養的教育科目区分 

分野 内 容（領域） 

人文 思想・文化、芸術・文学 

社会 政治・経済、歴史・社会 

自然 数理・情報、生命・環境 

 

 

基礎的 
教育科目 

体  

育

外
国
語

教養的 
教育科目

歴史・
社会 

政治・
経済 

数理･ 
情報

生命・
環境

芸術･
文学 

思想・
文化 

社 会

然 

自 人

文

総 合
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 名古屋校舎共通教育科目領域区分図 

 

教育方針および教育環境の整備、カリキュラムの改革、調整および点検、共通教育科目の授業計画立案、

実施、および調整、各学部の専門教育科目間または各学部専門教育科目と共通教育科目の調整、共通教育

科目の人事計画などがある。カリキュラム改革の際には、教学委員会のもとにカリキュラム委員会が設置

される。 

一方、共通教育科目の授業計画立案および関連事項を主として審議する場として、教学委員会の下に 8

領域会議を設置した。8 領域会議の内訳は、図 3-1 に示す 6 領域に外国語科目と体育科目を担当する領域

として、各々外国語領域と体育領域を加えたものである。領域会議には教育職員登録制を設け、名古屋校

舎所属の全教育職員は必ずいずれかの領域に登録しなければならない。 

これら 8 領域会議はさらに、人文、社会、自然の 3 分野会議へと統括され（図 3-1 および外国語領域は

人文分野、体育領域は自然分野）、各領域会議からの審議・提案事項は、分野会議を経て教学委員会へと提

案される。そのため、教学委員会の構成員は、教学部長 1名、3学部教学主任各 1名、3分野会議責任者各

1 名の合計 7 名からなる。これにより、多様な学部共通教育の有効な企画・運営と、学部専門教育との調

整を図っている。教学部長は、教学部長推薦委員会の推薦により、常任理事会の議を経て、学長が委嘱す

る。 

 

［長所］ 

8 領域会議の設置と全教育職員の登録制実施は、学部共通教育の実施には大学全体が責任を持つとの認

識を明確にするものであり、本学の建学の精神である幅広い教養の育成を可能とする。 

また運営体制の特徴である 4 年一貫教育の実施は、学部共通教育の理念・目的でもある「専門教育課程

で得られた狭義の知識が、複雑化、高度化する社会と多様化する人間生活や価値観のなかで、どのように

位置づけられ、認識されているかの気づきをも目的とする」の達成に有効な方途である。さらに、学部横

断的実施体制のため、異なる学部学生が同じ教室で学ぶことにより、各々の専門性と価値観の相違や類似

を認識し、知識の獲得のみならず人間性の向上にも資することが可能である。 
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［問題点］ 

領域会議の設定と全教育職員の登録制実施にもかかわらず、主として専門教育科目を担当する教育職員

による共通教育科目への関与が促進されていない。専門教育科目を担当する教育職員は、共通教育科目を

担当すべきではない、あるいは共通教育を専門教育の基礎とする古典的認識をいまだに持つものと推測さ

れる。 

同様に、4年一貫教育を実施しているにもかかわらず、共通教育は 1・2年次履修との意識が教育職員の

みならず学生にも強い。そのため、3・4年次履修可能とはいえ、カリキュラムにおける共通教育科目の履

修配当が 1 年次からのため、履修登録学生は 1・2 年次生が圧倒的多数である。この傾向は、法学部 3・4

年次生の車道校舎移転にともない、より明確化している。 

一方、専門教育科目の 1・2年次からの履修配当は促進されている。 

 

［改善の方法］ 

学部共通教育に対する教育職員、特に専門教育担当教育職員の意識改革、ならびに全教育職員による領

域登録制の実質的運用が早急に必要である。 

また、共通教育科目の履修配当年次の再考（配当年次の分散化等）が必要である。さらに 4 年一貫教育

を標榜する際、法学部のごとく学年により所属校舎が異なる場合の実質的 4 年一貫教育とはどうあるべき

か、理念と方法との整合性について議論と対応が必要である。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

導入教育、初年次教育の必要性は、近年高まっている。特に、高等学校での教育が多様化する一方、大

学での入学選抜方法の多様化により、入学生の能力格差の発生や適正に相違が生じている。このことから、

不足する基礎学力を補習するための教育や、能力向上を図るための教育を目的とする。 
また、高等学校での取り組みも様々であり、今後、高大連携を促進しつつ、その成果を積極的に導入教

育や初年次教育へと継続させる有効な方法を模索し、本学に相応しいものを作り上げることを目標とする。 

 

［実態］ 

名古屋校舎でも、学部により異なるが、高・大接続のための導入教育(「入門ゼミ」、「入門演習」)を設

置している。しかもこれらの科目は、専門教育の一環と位置づけられており、その実施･運営責任は各学部

にある。 

一方、今後共通教育としての高・大接続を目的とした科目設置は必要となるであろう。たとえば 06 カリ

キュラムにおいても、第 1外国語（英語）に配置している「TOEIC」(必修科目)は、TOEIC 受験を通して早期

における新入生の基礎英語力向上を目的としており、高・大接続のための初年次教育とみなすことができる。 

さらに、自然分野の数理・情報領域に配置している「情報リテラシー」(共通選択科目)も、e-learning

形式によるパソコンスキル向上を目的としており、同様に初年次教育とみなすことができる。 

 

［長所］ 

第 1外国語（英語）に配置した「TOEIC」では、1年次生全員が、数理・情報領域で配置した「情報リテ

ラシー入門」では、1 年次生の約 8 割が履修登録した。大多数の学生が学習していることから、新入生に

おける基礎学力の獲得と向上に関しては、一定の成果が得られていると考えられる。これにより、専門教

育へのスムーズな移行が可能となる。 

また、名古屋教学委員会が主催する「06カリキュラム実施報告会」において、06カリキュラム時に導入

した授業科目、および授業内容を大きく変更した授業科目についての検証を行っている。 
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［問題点］ 

今後の取り組みとして、入学後の導入科目あるいは初年次教育科目の設定のみにとどまらず、たとえば、

高校生を対象とした連続公開授業や連続公開講演会の開催と、全回受講の高校生には本学入学時における

単位認定なども考えるべきであろう。しかしながら、実現のためには予算面で問題が存在する。教学委員

会には独自の予算配分が認められていない現状では、独自の予算措置が必要となる活動は実施困難である。

また、教学に関わる活動として、FD・入学試験・国際交流等との機能的かつ有機的な関係が明確にされて

いない。現状での不明瞭な機能的連携を早急に改善しない限り、大学基準協会に列挙されている主要評価

項目の実施は実現不能であろう。 

一方、現状で成果の得られている「TOEIC」および「情報リテラシー入門」のいずれにおいても、その実

施体制において、外国語嘱託講師や非常勤教員に多大な職務を課している。 

 

［改善の方法］ 

教学委員会が本学の標榜する教養的教育を実現するためには、独自の発想・企画による活動を支援する、

教学委員会独自の予算配分が必要不可欠である。さらに、教学に関わる活動は、FD、入試、国際交流等の

活動と深く関連する項目が多いため、これら組織間の機能的連携が必要となる。大学評議会の内部委員会

である学務委員会を実質的に機能させ、各種委員会との連携強化を図るための協議を始める必要がある。 

また、「TOEIC」および「情報リテラシー入門」等、入学後の導入教育あるいは初年次教育は、新入学生

が大学での学習に円滑に適応するための大切な第一歩であり、その実施体制には全教員が関与すべきであ

ろう。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

名古屋校舎学部共通教育においては、履修科目を必修科目、共通選択科目、自由選択科目の三区分とす

る。これらは、大学設置基準第 20 条に定められた必修科目、選択科目、自由科目に各々相当する。 

必修科目の理念･目的とは、大学設立の理念・目的および建学の精神を達成するために必要不可欠であり、

すべての学生が同等に履修・学習し、必ず同等の水準まで獲得すべき 低限の教育内容を有す科目とする。 

共通選択科目の理念･目的とは、各学部、学科設立の理念・目的を達成するために必要不可欠な科目であ

り、さらに学生個々人の持つ多様な個性を存分に伸ばすきっかけと支援を意図した科目である。このよう

な理念･目的を達成するためには、多様で多彩な教育内容を有する複数の科目群から、各学生が自立的に選

択可能な科目区分の設定が必要である。 

自由選択科目とは、学生のより高度な学修意欲を支援することを理念・目的とし、学生個人の意欲や興

味、将来への展望等に基づき、各学生による主体的付加的履修が可能な科目とする。自由選択科目には、

基礎的教育に関わる外国語および体育に、各々数科目を配置する。 

必修科目、共通選択科目と自由選択科目の量的配分に関しては、必修科目が過剰になることを避け、必

要不可欠と考えられる教育内容を吟味しつつ精選し、それらを教授する科目数と、共通および自由選択科

目数との量的配分について十分な配慮を行うことを目標とする。 

 

［実態］ 

必修科目には、基礎的教育に関わる科目の大部分が相当する。共通選択科目には、教養的教育に関わる

科目のすべてが相当する。自由選択科目には、外国語科目および体育科目の一部分が相当する。さらに、

カリキュラム上には別枠として配置してはいないが、共通選択科目のなかで要卒単位を上回る履修科目を、

自由選択科目と位置づける（表 3-11 の自由選択に相当）。 
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表 3-11 名古屋校舎 3学部のカリキュラム構成 

学部 

履修区分 
共通教育 専門教育 

自由選択 

(共通+専門) 

司法 33 単位 74 単位 17 単位 

行政 33 単位 70 単位 21 単位 法学部 

企業 33 単位 66 単位 25 単位 

経営学部 33 単位 64 単位 27 単位 

現代中国学部 27 単位 71 単位 26 単位 

 

表 3-12 名古屋校舎 3学部の共通教育科目カリキュラム構成 

科 目 区 分 卒業に必要な単位数 

第 1外国語 6 単位 
外国語 

第 2外国語 4 単位 

数理・情報 4 単位以上 
自然 

生 命 環 境 4 単位以上 

政治・経済 
社会 

歴史・社会 
4 単位以上 

思想・文化 
人文 

芸術・文学 
4 単位以上 

総  合  

自然・社会・人文・総合の中から 4単位以上 

共
通
教
育
科
目 

体  育 3 単位 

 

名古屋校舎の法学部・経営学部・現代中国学部の 2006 年度入学者の履修体系は、表 3-11 のとおりであ

る。 

さらに共通教育部分は、表 3-12 のとおりとなるが、日本人学生と外国人留学生では、履修科目区分が異

なるため、ここでは、日本人学生の場合を示す。 

ここで、教養的教育に関わる科目では、人文・社会・自然の 3 分野に加え、総合（総合科目および総合

演習）を含めて 20 単位を、卒業に必要な共通選択単位とする。20 単位を超えて履修・修得した共通選択

単位は、自由選択単位の扱いとなる。 

なお、外国語における自由選択科目には、英語では、「TOEICⅢ」「コミュニケーション英語」「メディア

英語」「表現英語」「英文小説講読」「英語演習」、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国・朝鮮語では、そ

れぞれ「演習」科目が開講されている。体育においては「ヘルスエクササイズ選択Ⅰ」「ヘルスエクササイ

ズ選択Ⅱ」が開講されている。 

 

［長所］ 

共通教育として卒業に必要な単位は 33 単位であるが、その内必修単位は 13 単位であり、約 40％を占め

ている。必修と選択のバランスに関しては、適切と判断する。学生の自主・自立的な学習意欲を育成、促

進するためにも選択部分の重視は必要であろう。 

共通教育の理念・目的を達成するためには、配置された多様な分野の科目群からバランス良く履修させ

る必要がある。そのために、カリキュラムにおける 3 分野の区分設定と、各分野からの必要履修単位を設

定した。さらに、本学は文科系学部のみを有する大学であるため、幅広い科学観や情報活用能力育成に向

け、特に自然分野の必要履修単位数は人文・社会分野の 2 倍とし、自然系の科目履修には重点を置いてい

る。 

 

［問題点］ 

外国語科目の必修化は、本学の理念・目標からすれば重要である。しかし、第 2 外国語を必修科目とす

べき点について、明確な理由づけが示されていない。今後、外国語教育をどのように考えていくか検討が
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必要である。 

また、体育実技科目の必修化の必要性について根拠薄弱であることから検討の必要がある。 

 

［改善の方法］ 

外国語科目を第 1 外国語、第 2 外国語とし、それぞれ必修科目として設定していることについて見直す

必要がある。たとえば、本学の特色から考え、英語、中国語を中心的な外国語とし、学生がひとつの外国

語の学習に専念できるように第 1 外国語は必修科目、第 2 外国語は選択科目とし、明確な外国語教育の方

向性を示す必要がある。 

また、体育実技科目は、必修科目とはせず、選択科目として学生にとって幅広い履修配置をすることが

望ましい。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

対面式講義科目および少人数演習科目に関しては、大学設置基準第 21 条に準拠し、予測される予習、復

習時間も含めた総授業時間数から単位数を算定することを目標とする。 

一方、従来の対面式授業形態をとらない授業科目、特に校外活動を主とした科目、あるいは e-learning

のように学生の自学･自習活動を主とした科目の単位化については、その授業形態、授業内容、さらには履

修生の予測される受講形態および推定履修時間数を勘案し、大学設置基準第 21 条に準拠しつつ単位数の算

定を行うことを目標とする。 

 

［実態］ 

講義・演習科目は 15 時間の授業で 1 単位、外国語科目は 30 時間の授業で 1 単位、実技関係科目は 30

時間の実技で 1単位の授業時間を定めている。また、大学設置基準第 23 条に基づき、本学では 1セメスタ

ーにつき授業 13 回と試験 1回を実施している。大学の都合による休講も含め、補講期間を設定することに

より、設定授業回数の完全実施を保証している。 

1 セメスターで履修登録可能な単位数は 22 単位を上限とする。 

2006 年度より、Web 上に用意されたコースウェアを自学・自習することを主とした e-learning 科目を導

入した。これにより、学生は自由な時間にその学習を行うことができ、決められた曜日時限に講習または

試験をうけることにより、1単位を取得することが可能となった。 

 

［長所］ 

1 セメスターにおける履修登録単位数に上限を設ける CAP 制の設定により、授業時間外での予習・復習

時間の確保が容易となっている。 

 

［問題点］ 

大学設置基準第 21 条に基づき実態のように定めているが、予習・復習等授業時間以外での学習が促進さ

れていない。 

また、1セメスターにおける授業回数については、大学設置基準第23条の解釈に依存する点ではあるが、

授業および定期試験を含めて 15 回必要と解釈した場合には、授業回数の確保がなされていないことになる。 

2006 年度より取り入れた e-learning では、大学設置基準第 25 条の 2の規定に基づき、大学が履修させ

ることができる授業などに示された面接授業に相当する教育効果を有するか否か、充分に検討がなされて

いない。 
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［改善の方法］ 

予習・復習など、授業時間以外の学習促進に対する工夫が必要である。この点は、教育職員の授業改善

に向けた工夫・努力とも関連する。 

一方、授業回数確保に関しては、2007 年度より授業回数 14 回と試験 1回とすることが決定されている。

しかしながら、ハッピーマンデー導入による月曜日の授業回数確保など、実際の大学暦との整合性が問題

である。現在、毎週木曜日を会議日として専任教員の授業を控えることが奨励されているが、このような

システムの根本的な見直しが必要である。 

 

 

 

ｅ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

社会の多様化、国際化のなかで、学生自らが学外に出向き体験した、多様な形態での多様な学修内容を

単位認定することは、学生の多様な学修要求に応え、教育的にも人間性の涵養という点でも有意義である。 

また、編入学生や転学部・転学科生における入・転学前の単位認定は、重複履修を回避することにより

入・転学後の学修を円滑に進め、意欲・能力を伸ばすことを目標とする。 

名古屋校舎学部共通教育では、このような理念に基づき、国内外の協定校との単位互換制度および単位

認定の積極的制定と積極的推進を目標とする。 

 

［実態］ 

単位互換の現状に関しては、愛知学長懇話会単位互換事業への参加を挙げることができる。この単位互

換制度では、2 年次生以上を対象とし、年間 4 単位以内、在学中 6 単位以内の履修登録を認めている。し

かも、要卒単位として認められ、さらに履修登録単位数の上限には含まれないため、多くの学生、特に 4

年次生の履修登録が著しい。2005 年度は、延べ 88 名の学生が自由選択科目での単位を認定されている。 

単位認定に関しては、1 年次入学の新入生者における入学前既修得単位を認定しており、30 単位を上限

とする。認定方法は、受講時間数、成績および受講科目のシラバス、テキスト、学生のノートを、認定希

望科目の担当教育職員が点検し、判定結果を教学委員会に提案する。認定の実績は以下の表 3-13 に示す。 

海外長期留学に関しては、協定校もしくは認定校に留学した場合のみ、30 単位を限度に認定している。

学生から認定希望が提出された科目については、次の手順により認定を行う。受講時間数、成績および受

講科目のシラバス、テキスト、学生のノートを、認定希望科目の担当教員が点検し、判定結果を教学委員

会に提案する。教学委員会での審議後、認定の 終決定は当該教授会で行う。認定の実績は表 3-14 に示す。 

 

［長所］ 

愛知学長懇話会単位互換事業は、本学において開講されていない授業科目を受講できる制度であり、学

生には、さらに幅広い知識を修得できる場となっている。また、大学間の交流を推進する場にもなってい

るといえる。 

1 年次新入生の入学前既修得単位の認定により、高等教育の経験を有する学生にとっては、早期に専門

教育へと専念することができる。 

国外の大学における履修単位の認定方法に関しては、妥当と判断する。また、認定希望者および単位数

も増加傾向にある。 

 

［問題点］ 

愛知学長懇話会単位互換事業において、本学学生の受講者数は 88 名の多数にもかかわらず、他大学生の

受け入れは 8 名に留まる。本学学生が他大学の授業科目を履修するにあたり、幅広い知識の修得よりも、

履修登録単位数の上限に含まれないこともあり、要卒単位充足の目的での受講が見受けられる。 
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表 3-13 単位互換における単位認定の実績 

年度 入学者数(名)
単位認定 

学生数(名) 

平均認定 

単位数 

2002 1,133 1 4.0 

2003 1,020 1 10.0 

2004 956 2 8.0 

2005 1,083 0 0 

2006 1,100 3 22.3 

 

表 3-14 長期派遣留学生数と単位認定実績（名古屋） 

派遣 

年度 
国別派遣先(名) 

単位認定 

希望者数(名) 

希望者率 

(％) 

平均認定 

単位数 

中国 8 3 
2001 

台湾 1 1 
44.4 10.5 

2002 中国 10 6 60.0 9.0 

中国 7 5 

台湾 1 1 2003 

韓国 1 0 

66.7 10.0  

中国 6 4 

台湾 4 2 2004 

アメリカ 1 1 

63.6 13.7 

中国 7 3 

台湾 3 2 

韓国 1 1 
2005 

アメリカ 1 1 

58.0 13.3 

     注）2005 年度の平均認定単位数欄に 05 年 9 月～06 年 8月の留学期間の学生の認定単位数は、 

      含まれていない。 

 

また、他大学の受け入れ者数が少ない理由には大学の立地条件も考えられるが、提供科目の講義内容に

ついて検討する必要がある。 

長期海外留学生の単位認定希望が増加傾向を示しているが、実数としてはいまだに一名当たり約 2 単位

と少ない。海外留学を単に語学研修と位置づけるだけではなく、その言語による授業への参加、授業内容

の理解、そして単位修得へと、学生の国際性涵養のためにも意欲向上を図る必要がある。 

さらに、本学が 30 単位を上限として認定する理由を、明確にしておく必要がある。 

 

［改善の方法］ 

愛知学長懇話会単位互換事業は、制度の趣旨、目的を学生に説明するとともに、履修登録における制限

を設ける必要がある。 

長期海外留学における単位認定は協定校あるいは認定校のみであるが、今後私費留学先での単位認定の

促進も図るべきであろう。 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

開設授業科目において、「ａ 学部・学科等の教育課程」の理念・目的を達成するためには、専任教育職
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員による責任体制の明確な教育の実施を理念･目的とする。 

さらに近年、大学教育においても初等･中等教育同様、一人ひとりの学生と向き合い、履修指導のみなら

ず大学生活、就職活動、さらには卒業後の社会生活適応に関する支援といったきめこまかな学生対応が必

要とされている。講義の実施のみではなく、責任体制の明確な学生指導・学生対応の一端を担うことがで

きる専任教育職員を主力とした教育体制の確立を目標とする。 

 

［実態］ 

外国語教育科目、体育教育科目および教養的教育科目の実施に関する専・兼比率の実態は、表 3-15 に示

すとおりである（「大学基礎データ表 3」の詳細）。 

 

［長所］ 

生命･環境領域科目および数理･情報領域科目担当の専任教員比率が比較的高いことは、文科系学部のみ

で構成されている本学における自然科学教育への取り組み姿勢として評価できる。 

 

［問題点］ 

共通教育科目全般において、兼任教育職員の関与が大きいことは、共通教育の理念・目的達成に支障と

なる。特に教養的教育科目の社会分野において、専任担当が 100％ではないこと、全教育職員の領域登録

制が存在するにもかかわらず、全教育職員の共通教育に対する協力が得られていないことを示している。

加えて、文科系学部のみで構成されている本学における教育職員配置に偏りが存在することも推測される。 

一方、外国語科目においても、必修科目担当の専任教員率が、選択科目担当のそれよりも低い実態は、

必修科目としての理念･目的の達成に支障が生ずるであろう。 

 

［改善の方法］ 

共通教育における専任教育職員の増員が早急に必要とされる。特に、大学設置基準第 13 条の別表第 1

に基づく専任教育職員数の見直し、さらには本学の将来的グランドデザインに基づく専任教育職員の構成

に見直しが必要である。 

 

表 3-15 2006 年度 教員区分別 開講科目担当比率 

   法学部・経営学部・現代中国学部 

専任、特任・客員 非常勤教員 
  

全体 

科目数 科目数 率(％) 科目数 率(％) 

外国語 英語 190 130 68.4 60 31.6% 

  ドイツ語 20 20 100.0 0 0.0% 

  フランス語 26 22 84.6 4 15.4% 

  中国語 36 12 33.3 24 66.7% 

  韓国・朝鮮語 18 14 77.8 4 22.2% 

  日本語 36 20 55.6 16 44.4% 

  小計 326 218 66.9 108 33.1% 

体育 67 13 19.4% 54 80.6 

数理・情報 34 23 67.6% 12 35.3 

生命・環境 24 21 87.5% 3 12.5 

政治・経済 18 14 77.8% 4 22.2 

歴史・社会 16 12 75.0% 4 25.0 

思想・文化 15 14.5 96.7% 0.5 3.3 

芸術・文学 7 7 100.0% 0 0.0 

総合 22 21.5 97.7% 0.5 2.3 

合計 530 344.0 64.9% 186.0 35.1 
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ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

生涯学習の観点などから、勉学意欲が旺盛で社会経験の豊富な社会人に対して、1981 年、この地区の大

学としてはいち早く制度的な受け入れを行った実績を基盤とし、社会人学生に対する特別な教育的配慮は

必須である。特に社会人学生の場合、学校教育から離れている期間が長ければ長いほど、基礎学力(主とし

て外国語能力)が落ちている可能性が高く、入学後の学習を円滑に進めるためのリメディアル教育も含め、

基礎的教育内容の検討を目標とする。 

外国人留学生には、日本文化を固定的に捉え、これへの適応を図るのではなく、日本人学生との積極的

な交流を通し、日本社会の一構成員として、異なる文化、思想、習慣に触れながら、日本文化の優れた理

解者である国際人育成を目的とし、これを支援するための基礎的教育（日本語教育および日本文化理解）

に対する適切な配慮を目標とする。 

 

［実態］ 

社会人学生に対する教学上の配慮として、法学部では外国語として英語 4 単位を必修とし、第 2 外国語

は選択としている。現代中国学部では、特別な配慮を設けていないが、社会人学生の学業成績は優秀であ

り、例年学業奨励生として表彰される例が多い。経営学部には社会人入試選抜試験の制度が設けられてい

ない。 

外国人留学生には教学上、学部ごとに区別はなく共通のカリキュラムで行っている。しかしながら、外

国人留学生には日本語教育科目、日本文化･日本事情理解のための科目設定がなされ、入学後においても学

業に必要とされる日本語能力の向上、さらに日本における日常生活への円滑な適応を助ける方策を講じて

いる。また、学業や大学生活、日常生活に関する諸般の相談に関しては、教務課ならびに学生課、国際交

流センター事務課が応じている。 

 

［長所］ 

外国人留学生には、日本語、日本事情などの科目を開設し、他の通常授業はほとんど日本語で行われて

いることや、日本人学生との交流などから日本語能力の向上は重要であり、その意味でこれらの科目は、

充分な役割を果たしているといえる。 

 

［問題点］ 

社会人学生の受け入れに関して、制度は早期に制定されているにもかかわらず実績が少ない。 

外国人留学生の日本語能力の格差が拡大する傾向にあり、教育上のみならず学生生活を送る上でも問題

になりつつあるが、相談体制が確立されていない点が課題である。 

 

［改善の方法］ 

外国人留学生に対するより決め細やかな対応体制、たとえば相談体制の見直し、留学生対応のメンター

制度導入、学業支援に関してのチューター制度導入等を早期に検討すべきである。 

その一方で、外国人留学生入学選抜における判定基準の厳格化、ならびに入学定員の見直しも必要であ

る。 

社会人学生に対するリメディアル教育科目設定(たとえば英語科目等)の必要性、あるいは、不必要な科

目の免除制度（たとえば体育実技等）についての検討が急がれる。 
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ｈ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

少子高齢化社会の促進にともない、生涯学習の場としての地域に開かれた大学の存在が必要となってい

る。社会人が趣味や教養といった多様な目的や要望を持って学習する場としては、オープンカレッジやコ

ミュニティカレッジを大学に併設することを目標とする。 

加えて、地域や地方自治体との連携講座の実施、講師派遣に関しても積極的に関与することを目標とす

る。 

 

［実態］ 

本学は、現在車道校舎にてオープンカレッジを開設･運営しているが、それへの名古屋教学委員会の関与

はまったくない。 

さらに地域、地方自治体との連携講座の実施、講師派遣に関しては、教学委員会は関与していないのが

実態である。名古屋校舎の場合、大部分は各研究室（一般教育研究室、語学研究室、体育研究室）が、独

自の予算を執行して主催あるいは講師派遣に関与している。 

 

［長所］ 

該当しない。 

 

［問題点］ 

名古屋の市街地からはるかに離れた名古屋校舎の立地条件を考慮すると、多様な科目設定を持つオープ

ンカレッジの併設は、有効に機能するとは考え難い。 

 

［改善の方法］ 

名古屋校舎の立地を勘案すると、近隣地方自治体（三好町や豊田市等）との連携講座や講師派遣を、名

古屋教学委員会と各学部が積極的に協力しつつ実施する。さらには、名古屋校舎の 3 学部が各学部の専門

性を生かした地域住民向けの公開講座等（たとえば法学部であれば、近隣に多数存在するトヨタ関連企業

への法律相談、経営学部であれば本学の特色でもある中国企業の現状解説等）の開設にも努力すべきであ

ろう。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

教育活動が機能的に実施され、付加価値の高い学生が育成されているかを評価する目的のために、教育

効果を適切に測定する方法の確立が必要とされる。また、方法の確立に先行して教育職員の理解と合意形

成が不可欠であり、さらに、確立された教育効果測定システムの機能的有効性に対する評価・検証システ

ムの導入も必要である。 

卒業生の進路状況ならびに卒業後 1～3年間での転職、離職状況も、教育効果測定の重要な情報源であり、

有効な活用を目標とする。 

 

［実態］ 

成績評価は、S（90～100 点）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60～69 点）、F（59 点以下）で表され、
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S、A、B、Cは合格、Fは不合格であり、この基準は全学部共通である。さらに、GPA 制度を導入し（S,A,B,C

を 4,3,2,1 に変換）、成績が優秀な学生には、奨学金を支給し、さらによい成績をとることを目標とするこ

とを重点に置いている。しかし、この 5段階評価や GPA 制度の十分な活用がなされていない。 

成績評価の方法は、総合評価－定期試験にその他の成績、出席状況などを加え総合的に評価する。試験

評価－定期試験で評価する。平常評価－平常の学習状況などで評価するなどである。また、試験の方法は、

筆記試験または単位レポートにより行っている。 

卒業後 1～3年間での転職、離職状況については情報収集活動を実施していないのが現状である。 

 

［長所］ 

GPA 制度は米国で開発され、国際的に互換性が高い数値評価であることより、国内外における他大学と

の成績評価の比較が容易となる。 

 

［問題点］ 

GPA 制度そのものは国際的に互換性が高い制度であるが、評価は学内、さらには科目担当教育職員個人

の評価基準に依存している。このため、成績評価における学内での統一評価基準が設定・合意されていな

い場合、GPA 評価に対する客観性に問題が残る。 

一方、たとえ成績評価における学内での統一評価基準が設定・合意されていたとしても、現状での GPA

はあくまでも大学での内部評価による成績評価であることの認識が必要とされる。 

卒業生の卒業後 1～3年間での転職、離職動向は、出身大学における教育成果として社会的な評価を受け

ていると考えられ、教育効果測定の数値情報として必要である。 

 

［改善の方法］ 

GPA の広範な利用を目指す必要がある。特に、経年変化、入試種別、学部別での GPA の傾向を分析する

ことにより、教育効果、入試戦略の評価･点検および改善点の検討を実施すべきである。 

教育効果の測定には、GPA という大学内部での評価成績のみならず、学外からの外部評価も大いに活用

すべきである。外部評価としては、各種資格試験合格者数、語学認定試験受験者(TOEIC、中国語認定など)

等の状況も、教育効果の有効な外部評価材料なるであろう。 

さらに外部評価情報として、卒業後 1～3年間での転職、離職状況について情報収集し、教学的観点から

分析すべきである。加えて、卒業生の進路状況に関しても、入学試験の成績、入学後のセメスターごとの

GPA の推移、単位取得状況、出席状況等の教学的観点から分析評価し、学部あるいは専門科目担当教育職

員の評価と連結すべきであろう。 

 

 

 

ｂ 厳格な成績評価の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

教育効果の測定を有効に実施する目的のために、学生の学習意欲や動機づけを刺激し、学習行動促進に

も機能する厳格な成績評価の仕組み（評価方法や評価基準の設定）を導入し、的確に運用、実施すること

を目標とする。さらに、評価実態の公表等検証システムの導入も目標とする。 

 

［実態］ 

毎年更新し配付するシラバスにおける成績評価方法の明記を実施している。また、2006 年度より、各学

部、各セメスターにおける全学生の GPA 分布を把握・分析している。 

 

［長所］ 
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３ 教育課程 

各学部、各セメスターにおける GPA の分布は、正規分布曲線に近似している点、学年が上がるにともな

い、GPA の分布が極限定理に近い挙動を示す点、さらにいずれの分布曲線でも GPA の平均が 2 前後である

点から、ほぼ理想的成績評価がなされていると考えられる。 

 

［問題点］ 

GPA の統計的処理では、ほぼ理想的成績評価がなされているように分析されるが、個々の教育職員に関

しては成績評価基準や授業内容（難易度）の相違から高い評価が多い教員と低い評価が多い教員が少なか

らず存在することがあると予想される。 

各教育職員における厳格な成績評価の実施に関する点検・評価がなされていない。 

 

［改善の方法］ 

教育職員毎の成績分布(S,A,B,C,F の分布)の公表、成績評価基準や方法をシラバスに明記することの徹

底が求められる。さらに、シラバスに基づいた成績評価の実施と、学生への成績照会の制度化を、早急に

行うべきである。 

一方、GPA 制度による成績評価をより極め細やかにするためには、現在米国において多数の大学で採用

されている 8 段階評価への移行（S,A,B,C,F から S,A+,A,B+,B,C+,C,F）を検討することも考えられる。さ

らに、GPA 制度をより厳格に実施するためには、取消し科目の制度化（W標記科目）などの導入が挙げられ

る。 

 

 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

学生の主体的学修意欲および態度を、側面から支援する教育上の配慮として履修指導の充実が必要であ

る。全学生に対する、日常的な講義の補完システムの充実に加え、成績不振者や留年生への的確な学修指

導が必要とされる。 

 

［実態］ 

1 年次生修了時点で 20 単位、2年次修了時点で 56 単位、3年次修了時点で卒業見込みがないもの、留年

生は、成績不振者として学修指導を行っている。2005 年度終了時で 2 年次生 58 名、3 年次生 62 名、4 年

次生以上 46 名となっている。保証人に成績不振であることを通知するとともに、学生本人を呼出し、各学

部で指導を行っている。 

一方、累積 GPA 値に基づき選出された成績上位者には、奨励金を給付する学業奨励学生制度により、さ

らなる学習意欲を高める効果を期待し、実施されている。 

また、保証人に対しても、各地で教育懇談会を行っている。 

 

［長所］ 

学生の学習における目的意識の向上、就職に関わっての将来設計の相談さらには学生生活における相談

など有効に働いていると考えられる。 

 

［問題点］ 

面談に応じない学生の指導、それもできるだけ早い時期からの指導が必要である。 

GPA の分析結果では、一般入試入学者のうち本学を第 1 希望として入学していないと思われる上位入学

者（不本意入学者）の成績降下が目立つ。 

 

86 



（２）名古屋校舎学部共通 

［改善の方法］ 

修得単位数のみならず、累積 GPA を基準とする早期の問題学生洗い出しと、段階的退学勧告制度（警告

→勧告）の設定を検討すべきである。 

不本意入学生のモチベーション維持のための方策検討も必要である。たとえば、入学式にスカラシップ

奨学生の表彰や大学広報などで優秀者であることを大きく取り上げるなど本人の意識を変えることが重要

な方策である。 

 

 

 

ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 

授業科目内容の概観的把握、科目選択の際の判断要因、さらには成績評価基準の明確化にシラバスは有

効であり、開設全科目におけるシラバスの作成と活用が目標とされる。なお、FD活動（「授業評価を含む」）

については、全学的に実施しているため、豊橋校舎欄に記載する。 

 

［実態］ 

全科目における、掲載項目が統一化されたシラバス作成と掲載内容の実施を推進。 

履修登録を行う際に必要な情報、授業の名称、担当教員、配当年次・単位、開講セメスター、開講校舎、

授業のテーマ・目標、授業の形態、授業内容・スケジュール、評価方法、テキスト・参考図書などを Web

上で公開している。 

 

［長所］ 

シラバス作成に関しては全科目での実施がなされている。さらに、学生は、履修登録後も自分の受講す

る科目のシラバスを閲覧することができる。また、教員は、授業の進捗状況などにより、シラバスの内容

と講義の内容とに隔たりが生じた場合は、シラバスの内容を Web 上で修正することにより、学生には、講

義との乖離がない 新の情報を提供できるようになっている。さらに、毎年度、すべての授業科目につい

て見直しを行っている。 

 

［問題点］ 

シラバスの活用に関する判断材料が不足しているため、シラバスの有効性が評価されていない。この点

に関しては、全学 FD 委員会が実施運営している、授業評価結果の分析により多くの情報を得ることができ

ると予測されるが、教学的観点からの結果分析はなされていない。 

 

［改善の方法］ 

全学 FD 委員会の活動内容さらには存在意義の見直しが必要である。その上で再構築が必要であれば、現

状での FD の考え方や社会的認知の観点からは、教学委員会の分科会とすべきであろう。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

大学教育における国際化、IT 化、実務化等への変容において、多様な内容を教授する方法として、多様

な授業形態、授業方法の導入が必要である。授業におけるマルチメディアの活用、遠隔講義の適切な実施

体制が必要とされる。 
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［実態］ 

共通教育科目においては講義科目および演習形態の授業がほとんどである。車道校舎と名古屋校舎間の

遠隔講義を講義科目で 3科目、演習形式で 2科目を実施している。 

講義形態の授業でのパソコン実習室でのメディアを活用した講義を数理・情報領域の科目で実施してい

る。 

特殊なところでは、体育実技科目で季節に限定した種目や学内施設で実施できない種目などを集中実技

（シーズン・スポーツ）の形式で授業を行っている。 

 

［長所］ 

3 校舎間での遠隔講義実施の可能性が評価できる。さらには、国内外の大学との遠隔講義、セミナー実

施の可能性が拡大した。 

 

［問題点］ 

講義授業のマルチメディア化について、詳細な情報を持たない。 

遠隔授業に関しては、3 年間実施をしてきたが、その実績の点検と評価を行い、総括がなされていない

ことが問題点である。 

講義室における IT 化の整備が遅れている現状を解決する必要がある。 

 

［改善の方法］ 

講義におけるマルチメディア利用実態の把握と、遠隔授業の点検と評価の実施を早急に開始する。加え

て、通常講義室における講義の IT 化促進のためには、教育職員支援を目的とする組織（教育支援センター

等）の設置が不可欠である。事務システムの IT 化と講義の IT 化促進のためには、LMS（Learning Management 

System）の導入が必要であろう。 

 

 

 

（３）文学部 
 

１．教育課程等 
 

ａ 学部・学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

大学は、学校教育法第 52 条において「広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、

道徳的および応用的能力を展開させることを目的とする」と、また大学設置基準第 19 条において、「教育

課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養および総

合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない」と規定されているが、

今日にあっては必ずしも容易ではない。この目標に向かうには、できるかぎり多様な視点からさまざまの

資料、方法を持ち寄る必要があり、その意味で、本学部の 14 専攻という専門の多様性はなによりもまず積

極的に評価すべき特徴であると思われる。学生たちは当初どの専攻にも属さず、1 年間をかけて専攻選択

のために 14 専攻のすべてに触れ、その対象･方法にある程度立ち入って学ぶが、これは学生たちが人文社

会系研究の基本を大きく捉える場とならなければならない。 

専攻をコアとした教育とあわせて、幅広い教養を育むために 3 学部（文学部・経済学部・国際コミュニ

ケーション学部）が協力しあうというのが、団地方式の共通教育の特徴である。本学部のカリキュラムは、

学士課程としてのカリキュラムの体系性と、基礎教育、倫理性を培う教育に十分配慮したものでなければ
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（３）文学部 

ならず、したがって、学生たちがこうした専門性と基礎性という共通の目標をつねに認識できるものでな

ければならない。学生たちの 4 年間の学習は、次のようなものとなる。1 年次には、学習目標を明確に定

めることと、基礎的な学力を確実につけることを目標にする。2・3年次には、徐々に専門科目に重点を移

しながら、卒業論文を視野に置いた学習を行い、4 年次には、こうした準備段階を経て卒業論文の作成に

余裕をもって取り組む。学生たちにとって 4 年間の研究の総決算の場である卒業論文は、全員必修でなけ

ればならない。 

 

［実態］ 

文学部は、従来の 5学科 12 専攻（哲学科に東洋哲学専攻・西洋哲学専攻、社会学科に社会学専攻・応用

社会学専攻、史学科に日本史専攻・東洋史専攻・地理学専攻、日本・中国文学科に日本語日本文学専攻・

中国語中国文学専攻、欧米文学科に英語英米文学専攻・ドイツ語ドイツ文学専攻・フランス語フランス文

学専攻をそれぞれ配置）を改め、2005 年度より学科を 1学科（人文社会学科）とし、専攻は 2専攻（心理

学、図書館情報学）を加え、さらにいくつかの専攻の名称変更を行って、14 専攻（東洋哲学、西洋哲学、

社会学、行動社会学、心理学、図書館情報学、日本史学、アジア史学、地理学、日本語日本文学、中国語

中国文学、英語圏文学、ドイツ語ドイツ文学、フランス語フランス文学）とする新しい体制を出発させた。 

全専攻とも、卒業所要単位として 124 単位が必要である。その内訳は次のとおりである。 

 ① 基礎教育科目：第 1外国語 8単位、第 2外国語 6単位、体育実技 2単位、計 16 単位。 

 ② 基本教育科目：26単位。 

 ③ 専門教育科目：62単位。 

 ④ 自由科目（基本教育科目および専門教育科目から選択）：20単位。 

① 基礎教育科目 

大学教育への導入・適応を促し、大学における学習・研究に必要な基礎的能力を養成するために設け

られた科目である。外国語科目としては、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、韓国・朝

鮮語および日本語（外国人留学生用）が開講されており、これらの中から第 1外国語および第 2外国語

を選択し、履修する。2005 年度に始まった文学部の体制では、学生たちは 2年次になってから各自の専

攻を選択、決定することになっており、1年次には、英語とそれ以外の外国語を選択、履修する。2年次

になって専攻所属後に、改めて第 1、第 2外国語を選択、履修することになる。 

② 基本教育科目 

学部・学科に固有の領域に広く関連する領域についての教育に主眼を置き、基本的な思考方法や総合

的な判断能力を養成するために設けられた科目であり、学生たちは 1年次から 4年次までどの段階でも

履修できる。 

③ 専門教育科目 

学生たちは 1年次の 1年間、各自の専攻を選択、決定する前に、14 専攻の一つ一つの学問に具体的に

触れる機会をもつ。第 1セメスターに開講される「人文社会学科総合研究」は 14 の専攻の教員がそれぞ

れの専攻領域の対象・方法を講義する学科必修科目であり、1 年次の学生全員が聴講する。さらに、こ

の講義科目と並んで学科選択必修科目として、各専攻の「入門講義」（第 1セメスター）と「入門演習」

（第 2セメスター）の導入科目が設置されており、いっそう深く、各専攻の学問領域に触れる機会がも

てるようになっている。主要な専門科目としては、専攻必修科目、専攻選択科目、専攻共通選択科目の

枠組みがあり、要卒単位数の配分は専攻ごとに変異がある。卒業論文は学科必修である。 

各専攻の目標と、2年次以降のカリキュラムの主な方針は以下のとおりである。 

東洋哲学専攻： 中国を中心に、インド、日本の思想、宗教を、原典の講読を通して学ぶ。3，4年の

演習がスムーズに行われるように、2年次に「基礎演習」が配置されている。 

西洋哲学専攻： 哲学の理論的、歴史的知識を修得し、討論を通じて思考力、表現力を磨く。3，4年

の演習がスムーズに行われるように、2年次に「基礎演習」が配置されている。 

社会学専攻： 歴史的に見た「現代社会」の形態、社会的現実の読み方とその応用法を学ぶ。学生た

ちができるだけ早く調査研究に入れるように、実習科目が 2年次に配当されている。 
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行動社会学専攻： 人々の社会への適応、不適応などの反応の現れにテーマを求め、その実践として

どのような社会行動が見られるかを学ぶ。講義科目とともにフィールドワークに重点が置かれる。学生

たちができるだけ早く調査研究に入れるように、実習科目が 2年次に配当されている。 

心理学専攻： 基礎実験によって基本的な心理現象の実験的検証を行い、そのデータの統計的処理方

法を学ぶ。学生たちが早い段階に実践的研究に入れるように、「基礎演習」「基礎実験」の科目が 2年次

に配当されている。 

図書館情報学専攻： 従来の図書館学に加え情報処理の専門内容を修得することで、IT 時代にふさわ

しいライブラリアンを養成する。学生たちが早い段階に実践的研究に入れるように、実習科目が 2年次

に配置されている。 

日本史専攻： 歴史を幅広い視野のもとに専門的かつ主体的に追求できる人材を育成する。2 年次に

「基礎演習」を置いて 3・4年次の演習に継続させる他、古文書等のテクスト読解に習熟させるための科

目を 2年次に設置している。 

アジア史学専攻： 従来の「東洋」「西洋」という観念ではくくりきれない、目まぐるしく変化をとげ

るアジア諸国の歴史的発展の姿を探求する。2 年次に「基礎演習」を置いて 3，4 年の演習につなぐ他、

テクストの読み方を学ぶ科目を 2年次に設置している。 

地理学専攻： 人間の諸活動がどのような秩序のもとで地表空間に展開しているかを解明する。野外

学習や測量学で収集したデータは授業のなかで検討される。2年次に「基礎演習」を置いて 3・4年次の

演習につなぐ他、実習科目を設置する。 

日本語日本文学専攻： 日本の文学と言語について、古代から近現代まで幅広く学ぶ。学生たちの研

究の充実が図られるように、2年次に文学、語学の「基礎演習」を置いて 3，4年の演習につないでいる。 

中国語中国文学専攻： 中国語学習に力を入れ、習得した語学力を基礎に、語学芸術とも歴史文化と

もいえる中国文学の世界を鑑賞する力を養成する。 

英語圏文学専攻： 英語の歴史や言語的特質を学び、背景となる地域、文化の研究を視野に入れて、

英語圏文学のより深い理解を目指す。 

ドイツ語ドイツ文学専攻： ドイツ語とその文学を中心に、ドイツ語文化圏の文化を学ぶ。 

フランス語フランス文学専攻： フランスとの交流を活発に行うため、文学を中心に背景となる文化

を研究しながら、フランス語コミュニケーション能力を備えた学生の養成を目指す。 

中国語中国文学、英語圏文学、ドイツ語ドイツ文学、フランス語フランス文学の外国語系語学文学の

4つの専攻においては、いずれも、2年次以降も語学力の増大を図るための科目が設置されており、さら

に、語学、文学研究のための演習を 2年次より 3年間継続して履修するようになっている。 

④ 自由選択科目 

この枠組みにより学生たちは、基本教育科目および専門教育科目から 20 単位分自由に選択できる。 

 

［長所］ 

長所として、以下の点があげられる。 

① 「人文社会学科総合研究」は、学生たちが 1 年次の 1 年間、専攻を決定する前に、各専攻の多様な研

究に具体的に触れる機会を提供する科目であるが、人間追求という文学部の共通のテーマをこうした同

一の科目の中で扱うことは、学生たちにとってだけでなく、教員にとっても、大きな可能性が期待され

る試みである。 

② 学生たちの基礎的能力を養成すること、文学部の専門教育を維持すること、学生たちの多様な関心に

応えること、これらは今日 も強く要請されている課題であるが、それに応えたカリキュラムになって

いる。 

③ 基本教育科目を 3・4年次にも履修できること、反対に、専門教育科目を 1年次から 4年次まで有機的

につなぐ工夫がなされている。 

④ 文学部においては、学生間の、また学生と教員間の、盛んな議論・討論が不可欠であるが、講義科目

とゼミ科目、少人数の外国語科目・講義科目が 1年次から 4年次まで、十分に配置されている。 
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［問題点］ 

学生たちが専攻を選択する際の判断材料として、14専攻のそれぞれの方針、専門科目の内容等が、カリ

キュラム上等で必ずしも同じレベルで提示されているとはいえない。 

 

［改善の方法］ 

本学部教授会は伝統的に、つねに密度の高い議論が可能な場となってきた。企画構想委員会、FD 委員会

など、教授会内部の委員会、ワーキンググループを中心にして、これまでも積極的な検討が行われてきた

が、専攻選択にあたる 1年次の学生のための情報開示をはじめとして、文学部の 14 の専攻が共通して取り

組む問題から、カリキュラムの検討・見直し、さらに個々の科目の運営に至るまで、議論の機会をさらに

増やす必要がある。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高･大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

文学部のさまざまの分野における教育、研究の内容は、高校生に十分知られていない。高校生の大学教

育への導入をあらゆる機会をとらえて進める。 

 

［実態］ 

オープンキャンパスなどの入試広報の一環として催される行事に積極的に参加し、個別相談会、模擬講

義を行う他、高校側に出張講義、高校生への授業開放を提案している。 

専門教育科目への導入教育としては、総合科目として「人文社会学科総合研究」を置く傍ら、専攻領域

それぞれに関わる「入門講義」「入門演習」が設置されている。「人文社会学科総合研究」は、14 専攻の教

員が代表してその学問領域の特徴的な研究を紹介して、学生が自分の好みにかかわらず必ず全専攻の内容

に触れるようにしようと企図したものであり、「入門講義」は 3 専攻まで、「入門演習」は 2 専攻まで同時

に履修できる。 

 

［長所］ 

本学文学部のカリキュラムにおける、共通教育と専門教育との自然な繋がり、充実した専門教育科目、

また小クラスでの 4 年間にわたる綿密な学生指導は、高校側から高い評価を受けてきた。教育課程の方針

に関しては、2005 年の改組に際しても本学部の基本的な方針は変わっていない。今回の改組にあたって新

設された科目「人文社会学科総合研究」「入門講義」「入門演習」は、新入生を専門教育にいっそう無理な

く導くのに極めて有効であると考えられる。 

 

［問題点］ 

文学部が行う人間研究は、今日の状況では高校生になかなか理解されない領域である。カリキュラムの

常の見直しだけでなく、現在は十分に行われているとはいえない高校と大学との連絡をできるだけ図る必

要がある。 

 

［改善の方法］ 

科目「人文社会学科総合研究」では、毎回学生たちにアンケートを実施している。このアンケートの分

析がひとつの手立てとなろう。また、対外的には、これまでにも高校の先生方の意見を聞く機会をもった

が、高校生への授業の開放など、高校側との関係をさらにいっそう緊密にする必要がある。 
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ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

卒業論文の執筆が学生たちの も重要な課題となっている。この方針の実現のために、基礎教育の充実、

基礎教育と専門教育の有機的な連関が大きな意味をもつ。共通科目と各専攻の専攻科目とを年次によって

截然と分けるのではなく、共通科目を必要に応じて 3，4学年で履修することができる、また専門研究に無

理なく入れるように専門科目を 1年次から履修できる、そうした柔軟さをもつようつとめている。 

 

［実態］ 

学則で定めた要卒単位数 124 単位のうち、その半数 62 単位を専門科目とし、基礎教育科目を 16 単位（第

一外国語 8単位、第二外国語 6単位、体育 2単位）、基本教育科目を 26 単位としている。残りの 20 単位は

自由選択科目とし、これは基本教育科目および専門教育科目から柔軟に選択することが可能である。 

 

［長所］ 

学生たちが基礎・基本教育科目をしっかり学習し、その成果として学部の専門性が維持され、しかも多

様な科目への関心をも促す、というのが、このカリキュラムの理想的な姿であるが、きめの細かな指導に

よりそれが可能な形になっていると判断する。 

 

［問題点］ 

学生たちの専攻の選択・決定が 2 年次に行われるようになり、さらに、4 年次には学生たちが就職活動

のために多くの時間を割かれるという状況が続いていることから、2・3 年次に履修が集中しがちである。 

 

［改善の方法］ 

教授会において、履修の実態についての具体的な調査とそれに基づく討議とをいっそう進める必要があ

る。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

学生と教育職員との、また学生同士の討論が盛んになることを目指さなければならないという意味で、

さらに、多様な講義科目への関心を高めるために、演習に力点が置かれ、実習系授業に大きな比重がかか

っている。また、多様な講義を開講するために、集中講義という授業形態も積極的に活用されている。外

国語の学習は、本学部の共通のテーマを追求するための基本的な課題であり、積極的に進める必要があり、

本学部では、2 か国語を履修することが必須となっている。また文学部の主要な課題が文献の読解とその

表現であることを考えると、「卒業論文」は必修でなければならない。 

 

［実態」 

春と秋の 2 セメスター制を取り、ほとんどすべての科目がこの制度に則っている。基礎教育科目は 1 科

目 1単位であり、第 1外国語 8単位、第 2外国語 6単位、体育 2単位、計 16単位である。「海外セミナー」

は 1 科目 4 単位である。専門科目の、学科必修の「人文社会学科総合研究」、学科選択の「入門講義」「入

門演習」はいずれも、1科目 2単位である。4年次に配当される「卒業論文」は 8単位必修である。各専攻

の専門教育科目はおおむね 1 科目 2 単位であるが、演習は、1 科目 4 単位（通年科目）であるものと、1
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セメスターで完了するもの、2 セメスターに分かれるものとがある。また、講読科目も同様に通年科目と

セメスター科目がある。 

 

［長所］ 

さまざまの科目と単位の関係はほぼ適切に定められている。「卒業論文」を 8単位とすることも、学生が

少なくとも 2年以上の時間をかけて取り組むべき課題であることを考えると、妥当であると判断する。 

 

［問題点］ 

セメスター制はほぼ行きわたっているとはいえ、文学部の専門教育科目ではなお統一が取れていない。 

 

［改善の方法］ 

文学部においては、専門教育科目におけるセメスター制と授業形態についての議論をさらに重ねる必要

がある。 

 

 

 

ｅ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

学生たちが他大学の授業の受講、海外留学等に積極的に取り組めるよう、また短期大学部からの編入の

可能性がいっそう高まるよう、単位互換、単位認定は弾力的に行われる必要がある。それと同時に、単位

互換、単位認定はできるかぎり適正に行われなければならない。 

 

［実態］ 

2005 年度における他大学との単位互換協定に基づく単位認定の状況を見ると、文学部の認定者数は計 17

名、すべて専門以外の科目であり、認定総単位数は計 37.1 名当たり平均認定単位数は 2.2 である。また、

2005 年度における単位互換協定以外で大学が独自に行った単位認定の状況では、文学部の認定者数は計 30

名、認定単位数は、専門科目は計 142 単位、専門科目以外の科目は計 68 単位、1名当たり平均認定単位数

は 7.0 である。 

 

［長所］ 

他大学との交流、学生たちの海外留学の促進、編入生の受け入れを積極的に進める方針をもっている。

また、単位認定は弾力的に行われており、教授会の審議事項として適正に行われている。 

 

［問題点］ 

現状では、他大学との交流はなお盛んとは言えない状況である。海外留学については、かなり厳しい調

査を行って協定校を選定するなどは評価すべき点であるが、学費の扱いの問題、またカリキュラムなどの

教学上の問題から、単位認定の点で学生たちにとってはなお留学しにくい状況になっている。 

 

［改善の方法］ 

他大学との交流をいっそう進めるためには、大学間の討議を盛んにすることが必要である。学生たちの

海外留学を促すためには、一方で学費の上で有利となる条件を考えることを常任理事会に要請することと、

他方では、単位認定の弾力的な施策、カリキュラムの教学面からの検討が必要である。 
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ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

必修科目では、専任の比率が高いことが望ましい。同時に、科目の多様性を積極的に進めるために兼担

講師の協力が欠かせない。 

 

［実態」 

4 つの必修科目はすべて専任教員が担当している。選択必修科目 375 科目、全開設授業科目 379 科目の

専任教員担当の科目数(割合)は、それぞれ 272.5(72.7％)、276.5(73.0％)である。開設授業科目の専任・

兼担比率をただ単に数字の上でだけみるのではなく、大学あるいは学部の全体の授業計画、授業開講期間

とそれ以外の期間とのバランスなどを含めて、教育・研究のあり方をつねに見ている。 

 

［長所］ 

特に、演習、卒業論文など、直接に、継続して学生指導を行う必要のある科目、分野での専任教員担当

の割合は極めて高く、高く評価すべきであると思われる。 

 

［問題点］ 

文学部はその性格上、特に選択科目の中に多様な科目を設置することが要請される学部であり、従来そ

の考え方に立って、広く外部から講師を招く努力がなされてきた。こうした科目は集中講義によって開講

されることが多く、その意味で集中講義という授業形態は学部の中で積極的に支持されている。しかし、

今日大学の年間の授業日程の組み立てが年々窮屈になる傾向があり、日程の上で非常勤教員の活用が困難

になっている。 

 

［改善の方法］ 

集中講義の講義形態を損なわない大学暦の作成を検討する必要がある。 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

専攻、科目、教員職員の多様性だけでなく、学生の側の多様性も追求する必要がある。社会人、外国人

留学生への門戸は、現在は科目履修生として一定の受け入れが行われているが、さらに広く開かれるべき

である。 

 

［実態］ 

現在、本学部では制度的に「社会人」という枠組みで学生募集を行っていないが、定年退職者、主婦な

どで、一般の入試を経て入学するケースはある。こうした「社会人」に対して特別な配慮をしていないの

が現状である。留学生については、現在本学部には 13 名が在籍しているが、これは他学部と比較してかな

り低い数字であり、全在籍者数の 1％に満たない。留学生に対しては、大学として、日本語、および日本

事情の教育を充実させるなどの配慮をしている。 

 

［長所］ 

社会人、留学生に対して教育上の特別の配慮を行わず、原則として一般学生と同じに扱うことは、基本

的に今後も維持すべき方針である。 

 

［問題点］ 
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教育・研究の場においてすべての学生を同一の条件で扱うことは基本であるが、社会人、留学生には、

それぞれ固有の制約がある。たとえば、一般の高校生と同じ入学試験を社会人に課すことには無理がある。

この面における配慮がこれまで十分ではなかった。 

 

［改善の方法］ 

社会人、外国人留学生が加わることが文学部の教育・研究の活動をいっそう広げるという観点に立ち、

その要望を聞くことがまず必要である。また、社会人、外国人留学生への教育上の配慮については、教授

会等での組織的な対応の必要がある。 

 

 

 

ｈ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

多様な学生の受け入れとともに、生涯学習への対応も力を入れて行くべきである。地方自治体との連携

講座等には積極的にその企画に参加する意志をもっている。また、本学では、エクステンション･センター

の事業が年々拡大しているが、社会人のリカレント教育に対応するものとしてその充実に寄与して行かな

ければならない。 

 

［実態］ 

科目等履修生制度が設けられており、文学部の受講生が比較的多い。これは、教員免許などの資格のた

めの課程としても利用されている。 

また、本学は古くから公開講座の開催に積極的に取り組んできたが、そこでは文学部の教育職員が多く

講師を務めている。 

 

［長所］ 

科目等履修生の制度や、公開講座の開催などに見られるように、つねに門戸を広く外部に開いている。 

 

［問題点］ 

大学を外部に開くという点で、本学部は積極的に活動してきたが、生涯学習への対応という視点で見る

と、大学の方から社会に積極的に働きかけるという点では、なお十分であるとは言えない。 

 

［改善の方法］ 

大学の生涯学習への対応という面では、文学部の寄与すべき分野は大きいと思われる。この点における

社会の要望が何かを探る具体的な活動を始める必要がある。大学から社会に積極的に働きかけるという点

は、教授会等で積極的に取り組まなければならない。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

各授業科目を担当する教育職員がシラバスに記載する授業の目標を、受講する学生たちがどの程度理解

し習得したかと、受講する学生たちの個別事象への理解度を測るために、教育効果の測定を行う。 
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［実態］ 

教育効果の測定は、複数教員が担当する授業科目では教員相互の協議により行い、1 名の教育職員が担

当する授業科目は個々の教員の評価基準に従って行っている。教育効果を測定する方法と手順は、シラバ

スに「評価方法」欄を設置して、履修学生に公表している。合格者の評価は S・A・B・C の 4 段階で行い、

不合格を Fとしているが（「ｂ 厳格な成績評価の仕組み参照」）、合格者の各評価ランクの割合は組織的に

は設定しておらず、各教育職員が行っている。 

 

［長所］ 

少人数授業の場合は、受講する学生の個性と能力に応じた教育効果の測定が可能である。また、評価基

準を各教育職員が設定しているので、合格点ランクの割合に拘束されることなく、受講学生の理解度に応

じた成績をつけることができる。 

 

［問題点］ 

教育効果を測定する方法の妥当さを検証するシステムが構築されていて、それに従って成績を評価する

ことが望ましいが、現時点ではシステム構築作業は行われていない。 

大人数授業では出席の確認をしない場合がある。その場合、学期末試験のみで評価することになるので、

個々の学生がどの程度担当教育職員の意図を理解したかが分かりにくい。 

シラバスの「評価方法」欄に未記入の科目が若干ある。 

 

［改善の方法］ 

文学部は授業の種類(講義・演習・実習・実験)が多く、教育職員全員が合意できる成績評価システムの

構築は困難ではあるが、教育職員の意識向上を踏まえて、システムの構築を目指したい。 

大人数講義では、毎時間の講義の趣旨と講義全体に貫かれた筋を、毎回の講義の冒頭または講義の終了

時に、受講者に明示するのが改善策のひとつである。 

シラバスの「評価方法」欄に教育効果の測定法と手順を全教育職員が記入するよう、教育職員に周知徹

底したい。 

 

 

 

ｂ 厳格な成績評価の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

本学では学生たちが適切な履修科目数の範囲内で授業の内容を習得できるよう、履修登録単位数に上限

を定め、その枠内で、各授業科目の目的が達成されたかの評価と受講する学生たちの個別事象への理解度

への評価とを適切に行うことを目指す。 

 

［実態］ 

履修登録単位数の上限を年間 44 単位と定めている。 

学期末試験の他、担当教育職員が授業中に学生に質問する、授業中に小テストを実施する、課題を出す

などの方法で、上記の理念と目的に近づくための工夫を行っている。 

成績評価は、S（90～100 点）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60～69 点）、F（59 点以下）で表され、

S、A、B、Cは合格、Fは不合格であり、この基準は全学部共通である。 

学業成績が特に優れた学生には、次年度に授業料年額の 2 分の 1 を、学業奨励金として支給している。

また、卒業論文が優秀であった学生には文学会が文学会賞を授与している。文学会賞の対象者は毎年度 3

～6名である。 
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本学には学年進級制度はないが、文学部では 1 年生と 3 年生の学年末に各学生の単位修得数とその質を

測る関門を設けている。文学部では 2 年生進級時に学生の専攻を決める方式を運用している。これは、1

年生時に14単位以上修得した学生に希望する専攻名を申請させ、GPAで算出した成績を上位から順に並べ、

教育可能人数内で専攻に振り分ける方式である。これによって、1年生時の学習効果を測ることができる。

また、文学部では 3年生秋学期までに卒業に必要な単位を 80 単位以上修得し、かつ「専門演習」の単位を

修得済みか、4年生で「専門演習」を履修する学生に、卒業論文の提出資格を与えている。これによって、

3年生秋学期までの学習および研究の成果を測ることができる。 

 

［長所］ 

少人数授業の場合は、受講する学生の個性と能力に応じた成績評価を出すことが可能である。 

GPA 方式の成績で 2年生進級時の専攻振り分けを行う方式は、1年生の学習意欲を高める効果がある。 

 

［問題点］ 

少人数授業では、出席回数が少ない学生への指導密度が薄くなるので、個々の学生の性格に応じた成績

を出すのが難しい。出欠の確認をしない大人数授業では、学期末試験のみで評価することになるので、出

席不足の学生でも出題予想が当たれば合格する。 

1 年生時の GPA 方式による成績が低いために、2 年生進級時に当初希望する専攻に所属できない学生が、

2006 年度は 5％ほどいた。 

 

［改善の方法］ 

少人数授業の場合は、出欠の多少に関わらず、担当教育職員が学生たちにできるだけ均等に情報を提供

すべきであろう。しかし、意欲に欠ける学生まで、他の学生と同じ水準に引き上げてやるのは、かなりの

根気がいる。大人数授業については、講義時の工夫の他、出題予想をすることが無駄なほどに学期末試験

の問題数を多くする方法がある。 

専攻振り分け時に希望者数が多くて教育可能人数を上回る専攻については、数年間の趨勢を見たうえで、

当該専攻の教育職員数を増やすことを含めて、各専攻の教育職員数の適切な配置に向けた検討を行うこと

になっている。 

 

 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

各開講科目の目的と、教員が期待する達成度を、履修予定の学生がなるべく分かるよう指導する。 

 

［実態］ 

当該年度に開講される科目ごとに、趣旨・章立て・評価方法などを詳細に記載する「開講科目の紹介」

を Web 上と冊子で公開し、十分に理解できない学生に対しては、教務課窓口と 4 月上旬に行う専攻説明会

で履修指導を行っている。 

文学部の教育職員全員が、学生からの個別相談に応じるオフィスアワーを 1週間に 1時間(90 分)設定し

ており、学生たちが学期の当初に履修登録する前の履修相談をはじめ、学期途中での履修科目の学習法に

ついての相談にも応じている。 

文学部では修得単位数が足りない学生に、演習担当の教育職員が 5 月中頃に個別指導を行っており、こ

の時に秋学期以降の履修計画の指導もしている。 

文学部の FD 担当教育職員の呼びかけで、1年に一度、文学部教育職員と学生有志との懇談会を行い、学

生から履修に関わる質問が出た場合は対応している。 
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文学部の 1年生は専攻に所属していないので、教育職員から履修指導を受ける機会が少ない。そこで、1

年生を対象にする 2 つの履修指導の場を設けている。第 1 に、4 月中旬に文学部教学主任と教務課の担当

事務職員が、履修の個別指導を行っている。第 2に、教育職員 1名が 20 名ほどの 1年生を受け持つクラス

担任制度を実施し、学生の履修相談に対応している。 

5 年生以上だけを対象にする履修指導の場は設定していないが、演習と卒業論文指導の場で、当該科目

を担当する教育職員が学生からの相談に応じている。 

 

［長所］ 

文学部は履修コースとして 14 専攻があり、学生は 2年生から専攻教育職員の指導を受ける機会に恵まれ

ている。したがって、2年生以上については履修指導を随時行うことができる。 

 

［問題点］ 

文学部の 1年生は春学期の履修登録時に、教育職員から指導を受ける機会が少ない。 

 

［改善の方法］ 

文学部の 1年生が春学期の履修計画について相談できる場を、履修登録前の早い時期に設定したい。 

 

 

 

ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 

文学部の教育職員全員が合意する一定の指導目標のもとで、教育改善への取り組みを行う。 

 

［実態］ 

文学部で開講する科目はすべて『開講科目の紹介』で詳細を公開しており、学生たちはこれを見て受講

科目を選定している。 

文学部には企画構想委員会があって、この委員会で教育改善への草案を作り、教授会構成員の合意が得

られた企画については、取り組む方式をとっている。一例をあげると、文学部は 2005 年度から 1学科にな

り、専門科目は 2 年生から履修させているが、企画構想委員会の任務のひとつが各専門科目をどの学年に

配置すれば高い教育効果を得られるかの検討であり、2 年後の完成年度を第一段階の目標にして検討を続

けている。また授業評価を教育改善計画作成のための資料に使っている。 

FD 委員会は教育改善を目的とする講演会を開催しており、文学部の教育職員はこれに出席して、授業内

容改善の参考にしている。 

 

［長所］ 

企画構想委員会の構成員が比較的若い教育職員なので、授業評価などを通じて学生の意を汲み、斬新な

企画を立てることができる。 

 

［問題点］ 

近年の学生は一見すると気力に欠ける。学生たちが文学部および履修科目に何を求めているかを見きわ

めたうえで、組織として取り組むまでに時間がかかり、後手にまわる危険性がある。また、授業評価に回

答する学生数がまだ少ないので、この資料が実状を伝えていると断定できない。 

 

［改善の方法］ 

企画構想委員会などでの情報収集・情報の交換・討論や、学生たちに意見を聴く場をより多く設定する

98 



（３）文学部 

ことなどをつうじて、よりいっそうの取り組みが必要である。また、授業評価に回答する学生数を増やす

ための働きかけが不可欠である。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

授業科目の性格にあった方法を使って、授業の目的を達成する努力を行うことを目指す。 

 

［実態］ 

各教育職員が理念・目的に合致する授業を行うべく努力している。演習系科目には学生 1 名当たり千円

分の複写ができるカードを配布して、発表資料作成に役立てている。また授業で使う印刷物には刷り上り

が綺麗な上質紙を使って、受講者の理解を深めている。 

心理学専攻と地理学専攻には実験を行う科目があり、これらの科目の授業は 40 名ほどまで収容でき、目

的に応じた設備を備えている実験実習用教室で行っている。また、社会学専攻・行動社会学専攻では社会

調査実習を毎年フィールド選定して行っており、地理学専攻では数日間の現地実習や現地見学を、週末ま

たは長期休暇期間に行っている。 

 

［長所］ 

教室の大小にかかわらず視聴覚機器が設置してあるので、これを使って事例を示せば、学生たちが思考

を整理するのに役立つ。 

2 つの教室棟に実験実習用教室が設置されているので、実験実習を行う専攻の授業科目は、その教室で

行っている。 

 

［問題点］ 

進歩の著しい視聴覚機器の扱いについていけない場合がある。 

実験実習が行える教室は文学部のいずれの専攻でも使えるが、今のところ特定の専攻の授業科目に使わ

れるにとどまっている。 

 

［改善の方法］ 

視聴覚機器への慣れについては、個々の教員の努力に待つことになるが、視聴覚機器を用いずに、受講

者にノートをとらせる古典的な講義があってもよい。 

歴史系や文学系の専攻では、大型の資料を広げて講義や演習を行うことがある。実験実習用教室には大

型の机が設置されているので、この教室の効用を文学部の教員に周知すれば、教室の稼働率が上るであろ

う。また、貴重な資料を広げて使う際に資料が傷まないよう、実験自習用教室の光源や採光設備を充実さ

せることが望ましい。 

 

 

 

３．国内外における教育研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

文学部の設置と再編の主旨に基づき、教育研究活動についてもそれぞれの専攻の性格と特徴を活かした

国際化と地域貢献をいっそう推進することを目的としてその充実を図り、その成果や活動内容についての

多面的な交流を具体化することを目標として取り組んできた。 
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その具体化に際して、教育活動の面では、地域性を活かした教育交流や外国の「言語・文化」を中心と

した教育プログラムの充実と展開を進めるために、多様な言語・文化圏への留学や語学研修への派遣や、

外国の協定大学からの交換留学生、一般留学生の受け入れなどにより、学生相互間、教育職員と学生間の

交流の活発化を図ることを目指している。そして、各言語や文化をより直接的に学習できるよう可能な限

り外国人教育職員の配置を配慮している。 

また、研究活動の面では、各専攻の性格と特徴を活かし、各教育職員が活発な研究活動と交流ができる

よう、大学の条件整備を踏まえて、学部として積極的な支援を目指している。 

 

［実態］ 

① 国内における教育の交流 

文学部独自の事業は行っていないが、豊橋技術科学大学との間ではそれぞれの大学の特徴を活かしてそ

れぞれの大学が求める特定の科目について相互に出講する交換授業による教育交流も行っている。 

② 外国の大学等との教育交流 

これも文学部独自の交流事業は行っていないが、大学が実施している長期留学制度および短期語学セミ

ナーによる留学を推進している。長期留学制度にはアメリカ 2 大学、フランス 1大学、ドイツ 2 大学、韓

国 1 大学、台湾 2 大学、タイ 1 大学、中国 6 大学等の海外提携校との交流協定による「交換留学制度」と

学生個人が海外の留学先の入学許可を得たうえで本学の許可により留学する「認定留学制度」がある。い

ずれも所定の手続により 大 30 単位まで本学の卒業単位として認められることになっている。文学部にお

いても外国語文学関係の専攻に限らず各専攻から毎年度 10 数名の学生が参加している。また、海外の大学

からの留学生受け入れによる教育交流は、大学として韓国の中央大学、台湾の国立師範大学および東呉大

学、アメリカのサウスイースト・ミズーリ州立大学およびハワイ大学、フランスのオルレアン大学、ドイ

ツのブレーメン州立経済工科大学等の協定大学から留学生を受け入れており、日本語、日本事情の教育の

他各専攻等の科目を履修するとともに文学部等に所属する日本人学生との学習交流を行っている。 

短期語学セミナーは、夏期、春期の休暇を利用し、イギリス（オックスフォード・ブルックス大学、エ

クセター大学）、アメリカ（サウスイースト・ミズーリ州立大学）、中国（北京第二外国語学院、南開大学）、

オーストラリア（モナッシュ大学）、ドイツ（ブレーメン州立経済工科大学）、フランス（オルレアン大学）、

韓国（中央大学）の 7 カ国 9 大学の協力による語学学習と国際的な視野を広める研修を中心とした短期の

留学教育を行っており、留学先での成績により一定の単位を認定している。 

③ 国内における研究交流 

特に文学部独自の事業は行っていない。しかし各教員の学会活動や個別に参加する共同研究等、学内研

究所等が実施するプロジェクト研究などについては研究支援を積極的に推進している。 

④ 外国の大学等との研究交流 

文学部として独自の事業は行っていない。しかし、各教員が個別に研究交流を行う場合には、大学の制

度に基づいて旅費、研究費の運用等で便宜を図り支援を行っている。 

 

［長所］ 

① 国内における教育の交流 

豊橋技術科学大学との交換授業は、人文社会系の学部と理工系の大学との教育交流ということで、相互

の教育資源と特徴を活用した事業として大きな意義と効果の可能性がある。 

② 外国の大学等との教育交流 

長期留学制度、短期語学セミナーともに学生の海外の大学での学習、国際体験が多様であり、この機会

を積極的に活用しようとする意欲ある学生も多く、一定の実績を重ねている。 

 

［問題点］ 

① 国内における教育交流 

豊橋技術科学大学との交換授業についは、受講の実情は双方ともまだそれほど多数ではない。 
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② 外国の大学等との教育交流 

長期留学制度、短期語学セミナーともに一定の実績を重ねているが、長期留学の場合の大部分が語学学

習を中心とした実態であり、それぞれの専攻に関する学習や研究に関連するまでに至らないのが実情であ

る。 

③ 国内における研究交流 

教員個人の学会活動、共同研究、研究所における研究活動が中心で、文学部として計画的、組織的な研

究活動が行われていない。また学内学会である文学会の活動も『文学論叢』、『文學会叢書』発行による研

究成果の発表が中心である。 

④ 外国の大学等との研究交流 

ともに教員の研究交流活動に対しては、文学部として研究支援を行っているが、基本的に各教員の個別

の研究活動が中心であるのが現状である。 

 

［改善の方向］ 

① 国内における教育交流 

豊橋技術科学大学との交換授業に関しては、豊橋地域に所在する性格の異なる両大学の特徴を活用して、

両大学の学生が多様な学習と教育体験がさらに拡充できるように、学生への動機づけ、情報提供、受講上

の条件整備などの改善を積極的に行う必要がある。 

② 外国の大学等との教育交流 

外国語、外国文学、文化に関する多くの専攻で構成する文学部の特徴をより具体化するために、学士課

程の学生の海外留学で専門的な内容の学習に適応するためには語学能力の習得が基本ではあるが、留学を

視野に入れた語学教育や専門教育の基礎的能力の育成などについて文学部独自の計画的な指導プログラム

の改善が必要である。また、単位取得など履修条件の弾力的な制度運用や経済的な支援など海外留学の機

会を拡大できるよう改善を図る必要がある。 

海外協定校からの留学生の教育については、現在は日本語の基礎教育と日常生活に関する事情の理解が

中心である。これらの各国の協定留学生と文学部の多様な専攻の学生が授業や学生生活において相互に交

流、学習する機会を計画的に推進する必要がある。そのことによって文学部教育の日常的な国際化を推進

することが期待できる。文学部として組織的な取組を図る必要がある。 

③ 国内における研究交流 

14 専攻で構成する人文社会学科の特徴を明確にし、さらに拡充を図っていくため、他の大学や研究機関

の研究者との共同研究や研究成果の交流など、文学部教員が多く所属する学内学会である文学会の活性化

を図りながら計画的、組織的に拡充を推進する必要がある。 

④ 外国の大学等との研究交流 

外国語、外国文学や歴史文化を研究対象とする多くの専攻を有し、また 14 専攻の多様な専攻分野で構成

する複合的な学部、学科の特色をより明確にしていくためには研究活動の国際化が必要である。各専攻の

特徴を基礎にして、文学部独自の研究活動における国際化を組織的、計画的に図っていく必要がある。 

 

 

 

（４）経済学部 
 

１．教育課程等 
 

ａ 学部・学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

学部の理念･教育目標を実現するため、①国際化・情報化時代に対応した教育システムの形成（情報教育
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の強化、セメスター制等）、②系統的教育の樹立（専門と教養の関係見直し、コース制等）、③教育の質を

確保するために少人数教育の充実、がはかられている。 

本学部の教育課程は、基礎課程と基幹･展開課程等を構成する多様な教養科目、専門科目、演習科目を配

置している。これにより、学校教育法第 52 条および大学設置基準第 19 条に謳われているように、「深く専

門的学芸を教授」するだけでなく「幅広く深い教養」「総合的な判断力」「豊かな人間性」を養うことを目

指す。 

基礎課程には「大学教育への導入･適応を促し、大学における学習･研究に必要な基礎的能力の養成を主

たる目的」とした諸科目が配置され、そうした基礎教育科目や文化自然系科目・専門共通選択科目の一部

が、倫理性を培う教育としての役割を果たすことが目標とされている。専門教育的科目（経済系科目）は、

経済学の基礎、理論･情報、歴史･政策、日本経済、国際経済に区分された科目群と、コースごとに指定さ

れた科目とを履修することにより、系統的・体系的に学習できることを目指す。 

なお、すでに述べたように、4 年間を通じて「国際化」と「情報化」に対応できる人間を養成するとい

う観点から、語学教育については、実際的な運用能力をより高めるための授業内容や方法の検討や改善を

目指す。また、情報教育に関しては、分析ツールとしての情報処理技術の確実な修得を目指す。 

 

［実態］ 

経済学部の教育課程は、導入科目、語学、情報処理科目等からなる基礎課程を土台に、基本的に 2 年次

より 6つのコースに分かれて経済系科目、文化自然系科目、演習系科目からなる基幹･展開課程へ、専門的

知識が系統的・体系的に修得できるよう配慮されている。要卒単位（124 単位）の区分は基礎課程科目（16

単位）、基幹課程科目（64 単位）、展開課程科目（28 単位）、自由選択（16単位）で構成されている。 

入学直後の教育課程については、既述のとおりであるが、1年生後半の第 2セメスターでは、「経済学の

基礎」として分類される科目、「マクロ経済学」、「ミクロ経済学」、「経済原論 AⅠ」が他の専門科目に先駆

けて開講され、基礎を身につけたうえで第 3 セメスター（2 年次生）以降、諸専門科目を学ぶよう配慮さ

れている。なお、第 2セメスターには今後どのコースで学ぶかの選択も行われる。   

第 3 セメスター以降、本格的に専門科目履修が行われ、学生は各コースに分かれて諸科目を履修する。

コースは「理論・情報」「社会・政策」「人間環境」「地域研究」「国際研究」「中国アジア経済」の 6コース

である。各コースは、コース指定科目によって特徴づけられ、それぞれの専門領域をより深く学べるよう

になっている。なお、学生は各自の所属するコースのコース指定科目を一定単位数以上修得しなければな

らない。ただ、修得単位がコース指定科目扱いはされないものの、ほとんどのコース指定科目は他コース

の学生の履修自体は排除しておらず、学生が自らの興味関心に応じて相当幅広い科目を学びうる。この点

は、「多様化」に関係している。 

また、第 5セメスターからは「専門演習」が開講され第 5 から第 8セメスターの 2 年間にわたり全体の

4分の 3程度の学生が連続して履修している。「専門演習」履修に際しては、ゼミごとの教員の判断に基づ

き、応募学生の所属コースを複数指定するなど、コースによる緩やかな制約が課されている。また 7・8

セメスターには「卒業研究」がおかれている。 

以下、①コース制および少人数教育、②専門教育、③教養教育、④外国語教育、⑤07 カリキュラムとの 

関係について改めて実態をまとめる。 

① コース制および少人数教育 

1 年次から所属が決まっている「中国アジア経済」コースを除く他の 5 コースでは、学生は 1 年生時秋

にコースを選択し 2 年生以降は各コースに分かれて学習を進める。コースは、基幹課程科目の外国語、情

報処理系科目の必要単位数やコース指定科目の違いによって特徴づけられている。ただ、すでに述べたよ

うに、コース指定科目を一定単位取得することを義務づけられる以外の履修上の縛りはさほど強く無い。

このため、学生自身が学びたい分野に応じてコースを選び当該分野を極める形で専門科目全体の履修計画

を立てることが可能な一方で、幅広くいわゆる学際的な学び方を選択することも可能となっている。 

一方、少人数教育の柱となる演習系科目として、すでに述べた 1 年次の「学習法」の他、2 年次の「研

究法」、「調査法」、3･4 年の「専門演習」が設置されている。導入科目でもある「学習法」の狙いは前述の
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とおりだが、「研究法」、「調査法」は、それぞれ「専門演習」における学習・研究につなげる役割を担って

いる。「学習法」は全員履修、「研究法」は社会・政策コース、「調査法」は人間環境、地域研究の両コース

で全員履修となっている。 

② 専門教育 

専門教育科目（基幹課程科目・経済系科目および展開課程科目・演習系科目等）については、1 年次に

「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」、「経済原論 AⅠ」など経済学の基礎を学んだうえでコース選択ができ

るように編成されている。経済学の基礎については、2005 年度から要卒単位数が理論･情報コース 8単位、

その他のコース 6 単位へ引き上げられた。各コースに入ると、基幹課程の所定の科目を学習したのち、各

コースの展開課程としての指定科目を学習する。同時に、「調査法」、「研究法」で研究や調査について基本

的なことを学んだ上で、3、4 年の「専門演習」で専門的な知識や分析力を身につける。「卒業研究」は必

修ではないが、「専門演習」で論文指導を受けたものが（「専門演習」の単位履修が「卒業研究」履修の条

件となる）提出することができ合否が判定される。また、系統的学習をより実効あるものにするため、一

部の科目について先修制を採用（約 20科目）している。先修制は、履修に先立って履修しておくことが望

ましい科目を指定する制度であり、基本的には単位修得ではなく、履修・受験を要件としている。 

なお、「現実化」という点では、先にふれた「調査法」の他、「フィールドワーク方法論」。「フィールド

ワーク」、「社会研修」（インターンシップ科目）の他、野村證券株式会社、三菱東京 UFJ 銀行グループによ

る寄附講座、社会で活躍する卒業生が講師を務める同窓会提供講座（科目名は「地域経済特殊講義」）が開

講され、学生の現実を見、分析する力の涵養に貢献している。 

③ 教養教育 

一般教育については、基幹課程科目の文化自然系科目と専門共通選択科目に多様な科目が配置されてい

る。文化自然系科目は、文化自然科学の基礎、人間活動と福祉、科学技術と環境等に区分され、専門共通

選択科目は、外国語と外国理解、経営の基本、法律と政治、人間の探求等に区分され、文化自然系科目は

22 単位以上の履修が義務づけられている。またフリーゾーン 16 単位を利用することによって専門共通選

択科目を含めてそれ以上の履修が可能となっている。 

④ 外国語教育 

外国語の履修は基本的に 6外国語（英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、韓国･朝鮮語）か

ら必修外国語として 1カ国語を選択し履修することになっている（要卒 8単位）。現状の必修外国語は英語

選択が圧倒的に多く、必要性も高まっている。必修外国語として英語以外を選択した場合は、選択外国語

は英語を履修することになっている。既述のとおり、2005 年度入学生から習熟度別クラス編成が行われ、

1 年生には TOEIC 受験を義務づけている。また「口語英語」の講義は、英語を母語とする教員による講義

が実施されている｡ 

基幹課程科目の外国語科目については「国際研究」「中国アジア経済」コースでは独自に一定の単位修得

が義務づけられている。また、上記 2コースに籍を置く学生以外でも、「専門演習」の非履修学生に対して

は外国語科目（「外国書講読」）を履修するよう指導が行われている。 

⑤ 07 カリキュラムとの関係 

導入科目をのぞく基礎教育と教養教育科目について全学共通化をはかった 07 カリキュラムが、2007 年

度より実施される予定である。また、第 2 外国語の要卒単位が 0単位から 2 単位に増加することになって

いる。これにともない専門教育科目についても経済学の基礎区分の科目数の追加（「経済史」および「統計

学」）および要卒単位数の変更（理論･情報コース 10 単位、その他のコース 8 単位）、一部名称変更や配当

セメスターの変更、コース指定科目の変更等が行われ、07 カリキュラムに合わせて実施の予定である。と

はいえ、学部としての教育理念･教育目標、基礎教育、教養教育、専門教育の考え方や責任体制に基本的に

変化はない。 

 

［長所］ 

コース制は、学生の多様なニーズに対応した教育を可能にした。他方、コースごとに設けられた縛りは

それほど強くないため、学生は、コースを選択後も、主体的に科目を選択し履修することが可能となった。
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また、1 年次（導入）から 3・4 年次（専門）まで「学習法」、「研究法」「調査法」、「専門演習」と少人数

授業（ゼミナール・実習形式）を配置し、大学での学習への適応や主体的な学習を可能にしている。 

この他、語学や「情報処理基礎演習」では習熟度別クラス編成や外部試験を導入、また、先述の「フィ

ールドワーク」、「社会研修」といった調査･実習型の授業形態を導入することで、学生の学びへの意欲を高

めている。 

 

［問題点］ 

コース制の長所は、そのまま問題点にも繋がっている。第 1 に、学生の自由、主体性をあまりにも重視

した結果、単位取得の安易な方向に流れ、特定のコースに学生数が偏る傾向にある。第 2 に、異動や退職

等により現在コースを維持するに足る教員数を確保できない状況も現れはじめている。第 3 に、どのコー

スを選択しても結果的にあまり差異がないという状況がある。これはコース制をどのように考えるかとい

う問題であるとともに、学部の理念･目標を実現するうえでコース制が有効な手段かどうかという問いにも

繋がっている。また、学生の主体性重視と関連して、学部として結果的に系統的学習、体系的学習を保証

できていないのではないかという疑問も多い。以下、より具体的に問題を掘り下げたい。 

まずコースとは何かと言う基本的な点について、学部構成員内でも、認識が必ずしも一致していない点

は大きな課題である。すなわち、コースを学生が学習を進めるに際しての履修の目安、ある種の履修モデ

ルの提示でありそれ以上のものではないと捉える考え方と、学科的な性格をもつやや学習上の制約のつよ

い学生の分類と捉える考え方である。ほとんどの専門科目において、たとえそれが特定コースのコース指

定科目であっても他コース学生が排除されないという仕組みは前者の考え方を反映しており、一方、「専門

演習」の履修者募集に際して、学生の応募条件に特定のコース在籍をあげる形式を取っているのは、後者

の考え方を反映していると言ってよいであろう。結果的に、コース選択の意義について学部として発して

いるメッセージが学生に的確に伝わらず、効果的な履修モデルとしてすら機能していないことが危惧され

る。 

次に、それぞれのコース入りを希望する学生数にかなりの差があることがあげられる。以下、集中度を

具体的に見る。なお、中国アジア経済コースだけは、入学時点からコースを決定しているため以下の集計

からは除き、第 2セメスター（1年次秋）にコース選択を行い、第 3セメスター（2年次）以降、各コース

に所属する学生のみを対象とする。2002 年度入学学生以来 2005 年度入学学生までのコース選択が現時点

で終了しているが、人間環境コースと社会・政策コースの人気が高く、年度ごとにかなり変動があるもの

の希望者数（第 1 希望）に関していえば、この両コースだけで学生全体の 6 割以上が集中している。また

理論・情報コースと地域研究コースは、それぞれ 15％前後（10～18％）の学生の第 1希望コースになって

いる。一方、国際研究コースを第 1希望とする学生はおおむね 10％以下しかいない。この結果を学生の自

由な選択結果として尊重し、取り立てて問題点としないという立場もありうるものの、コース制をとって

いる以上、設置された各コースの魅力に大きな格差があることはやはり問題であると考えられる。 

次に、コースごとの希望者数とも関連する問題であるが、一部のコースで学生を選抜し第 1 希望以外の

コースに振り分けざるを得なくなっていることがあげられる。これは、コースによっては必修科目開講数

に制約があるためである。ただし,もちろん希望者数によっては人数制限がかけられることがあること、ま

た選抜が必要な場合の選抜方法は GPA によることは、あらかじめ学生に周知されている。具体的に 2002

年度入学学生から 2005 年度までをみると、人間環境コースと地域研究コースの所属学生合計人数に制約か

けられている。入学年次ごとにみると、人間環境、地域研究両コース合計の第 1 希望数 256 名→選考結果

205 名（2002 年度入学学生）、第 1希望数 213 名→選考結果 181 名（2003 年度入学学生）、第 1希望数 214

名→選考結果 181 名（2004 年度入学学生）、第 1希望数 182 名→選考結果 156 名（2005 年度入学学生）で

ある。なお、2006 年度入学学生のコース選択は 2006 年 5 月現在まだ確定していないが、希望コースの予

備調査によれば、例年と同様人間環境コースと社会・政策コースの人気が高い。結果的にこれまでと同様、

人間環境コースと地域研究コースの所属学生合計人数に制約がかけられ選抜が行われることになると予想

される。さらに、社会・政策コースの希望者がいっそう多くなる傾向があるため、場合によっては社会・

政策コースでも選抜が行われることが考えられる。 
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表 3-16 経済学の基礎 4科目の単位修得状況 

経済原論 AⅠ 経済原論 AⅡ マクロ経済学 ミクロ経済学

コース名 
要卒 

単位 

コース 

人数 
修得 

人数 

単位修

得率(%)

修得 

人数 

単位修

得率(%)

修得 

人数 

単位修

得率(%) 

修得 

人数 

単位修

得率(%)

理論・情報 8 57 57 100.0 57 100.0 57 100.0 57 100.0

社会・政策 4 119 117 98.3 76 63.9 80 67.2 96 80.7

人間環境 4 137 123 89.8 87 63.5 85 62.0 93 67.9

地域研究 4 63 58 92.1 41 65.1 41 65.1 51 81.0

国際研究 2 49 40 81.6 8 16.3 32 65.3 40 81.6

中国アジア経済 2 12 11 91.7 5 41.7 5 41.7 6 50.0

合 計  437 406 92.9 274 62.7 300 68.6 343 78.5

 

その他、学生に対する教育の成果に関連する問題点として、経済学の基礎的な素養を極めて不十分にし

か学ばずに卒業が可能となっていることがあげられる。現行カリキュラムでは「経済原論 AⅠ」、「経済原

論 AⅡ」、「マクロ経済学」、「ミクロ経済学」の 4科目計 8単位が経済学の基礎として科目設定されている。

これらの科目のコースごとの要卒単位数と、単位修得率を 2002 年度入学学生のうち留年等の事情で卒業し

なかった学生を除く卒業生について集計したものが表 3-16 である（2006 年 5 月現在、現行カリキュラム

の卒業生は彼らのみである）。 

表 3-16 から明らかなとおり、理論・情報コース以外では基礎 4科目のうち半分以下しか単位修得を義務

づけられていない。結果的に、2 割から 3 割の学生が一般的に経済学を学ぶ上で必須と考えられる科目を

単位未修得のまま卒業している。また、上記の 4 科目 8 単位のみでは、経済学部学生に 低限保証すべき

基礎教養と基礎知識として、そもそも十分でないとの問題もある。 

学習体系の学生への周知という意味では、特に早期の意識喚起という意味では一定の取り組みがなされ

ている。しかしながら、実際に専門科目を集中的に学ぶようになる第 3 セメスター以降における学生の履

修指針としては、コースごとのコース指定科目が設置されているにすぎない。学生に対する提示の方法と

しては、科目群ごとの要卒単位が分かりやすい事を優先させざるを得ない結果として、コース指定科目も

一見並列的に並べられているだけであり、コースの根幹に関わる科目が選定されているとはいえ、必ずし

も当該分野の学問体系が明確に分かるようにはなっていない。そのため、基礎から応用へという意味での

各科目の履修の標準的な順序等が分かりやすい形で学生に提示できていないことが考えられる。 

後に、「現実化」という点で、従前の経済学部教育では取り入れられることの少なかった調査、フィー

ルドワーク関係の科目を開講してきたが、それらと通常の講義・演習科目との関連づけをどのように考え

るのかという点については、なお教員間でも教員・学生の間でも共通の認識が得られていない点をあげた

い。 

 

［改善の方法］ 

コース制の問題、「経済学の基礎」の問題は、突き詰めて考えれば「経済学部とは何か」、「どのような経

済学部をつくるのか」といった問題にぶつかる。今後、基本的な問題についてきちんと議論を重ね、なる

べく早急に結論を出す必要があろう。 

より具体的な改善の方法としては、以下が考えられよう。まず、コースの位置づけに対する不一致につ

いては、中期的な改善の方法として、前項の 後に述べた学生に対する学習方法の周知の問題と一体とし

て考えられる。もちろん、教員間でカリキュラムの目的、コースの位置づけに対する認識をすり合わせる

ための議論をすることは大切であり今後も継続的に議論されるべきであるが、認識のずれが一定範囲内に

収まってさえいれば必ずしも教員全員がまったく同じ理解である必要はないとも考えられる。教員間の認

識のずれ自体よりも、さしあたっては学生に対する効果的な履修指導を改善する方が急務であろう。その

観点からまず取り組むべきは、専門教育を本格的に受け始めた学生に対して、体系的な学びを可能とする

ような履修モデル（もちろん強制力を持たない、あくまで例としてのモデルでよいと考えられる）をより
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明確な形で提示する事である。これによって、学問体系をより分かりやすく示し学生の基本的知識として

定着させるとともに、体系的な学びを可能とする具体的な履修の順序に対する学生の意識を喚起するべき

である。履修モデルの必要性については過去数回教授会において議論されたこともあり、早期実現が望ま

れる。 

次に、コースごとの希望者数に偏りがあることと、希望者の偏りにともない選抜を行わざるを得ない問

題についてである。この問題を解決するためにはコースごとの希望者に大きな較差がでないように学生に

とってのコースの魅力をなるべく均一にすることが重要である。ただ、コースの大幅な再編なしにこの点

を解決するのは困難な面もある。まずは、学生がコースを選択する際に各コースのどういった点を重視し

ているかを把握することからはじめざるを得ない。その上で、コースの魅力の均一化と、ある程度は不均

一であることを前提にした受け入れ政策を同時に考える必要がある。 

第 3 に、経済学を学ぶ上で必要な基礎の学習を如何に保障する体制をとるかという問題の改善策につい

て述べる。 

まず、コースごとに「経済学の基礎」として区分される 4 科目の要卒単位数が大幅に異なり、結果とし

て一定数の学生が経済学共通の基礎的素養を身につけずに卒業している可能性がある点については、すで

に 2005 年度入学学生より、要卒単位が見直された。具体的には、理論・情報コース所属の場合には 4科目

8 単位すべてが必要であるが、他の 5 コースでも 4 科目 8 単位中少なくとも 6 単位分の単位修得が卒業に

は必要となった。これにより、基礎 4科目の履修率は大幅に改善すると思われる。 

後に、さらに改編された 07 カリキュラムが 2007 年度より実施される予定であるが、これについて〔問

題点〕で述べたことに関連する点を付言しておきたい。まず、コース制は現行の 6 コースすべてが維持さ

れたが、コース指定科目等が整理された。また、「経済学の基礎」として開講される科目が現行の 4科目 8

単位から 6科目 12 単位に拡充され、理論・情報コースではそのうち 10 単位、他のコースも 8 単位以上の

単位修得が卒業要件となった。追加された 2科目 4単位は「経済史」と「統計学」である（「経済原論 AⅠ、

AⅡ」は「資本主義経済論Ⅰ、Ⅱ」に名称変更）。これにより、経済学を学ぶ上で必要な基礎部分の学習を

学生全員に保障する体制がより強まったと考えられる。また、基礎科目には配当されていないが「経済数

学」も配当学年が 2 年次以上（第 3 セメスター以降）履修可能から 1 年次以降（第 1 セメスター）履修可

能に変更されたが、これも経済学を学ぶ上で必要な基礎をなるべく早い段階から履修可能とするための配

慮である。もちろん、配当科目数の増加や配当学年変更だけで、学生の履修状況が決まるわけではない。

したがって、これらの科目に対する学生の履修状況を随時調査し、学生が経済学部生として必要とされる

基礎的教養をしっかりと身につけているか否かは常に把握されなければならない。それと同時に履修や学

習の指針を様々な形で学生に向け学部として発信していくことがなされなければならないと考えられる。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

入試種別の多様化を背景に生じている入学者の学力差へ対応するとともに、生涯学習という観点を背景

に社会的要請が高まっている高校教育との連携を進め、大学生の入学後の学習が適切かつスムーズに進

むことを目的とする。 

 

［実態］ 

以下の①～④について実態をまとめ、点検する。 

① 導入教育 

2002 年度から基礎課程科目に導入科目として「学習法」と「経済学への招待」が設置されていることは、

すでに述べたとおりである。両科目とも、1年次生が第 1セメスターにおいて全員履修する。「学習法」は、

「大学で必要な学習態度と学習習慣を確認する」ことを目的とし、具体的には「話す、読む、書くといっ

106 



（４）経済学部 

た学習の基礎を演習する」ことが内容とされる。クラスの学生数は、25 名程度に抑えられている。なお、

教材として学部作成の『学習法ガイドブック』が存在するが、その採用も含めて、進め方と内容について

は担当者に任されている。 

「経済学への招待」は、2005 年度には経済学に関する「本格的な専門講義を受けるための準備運動」で

あり、「現実の経済問題や、日頃流されている経済ニュースなどを取り上げ」基本的な知識と興味を引き出

すことを目的として 2クラス（各約 150 名）が開講された。内容は両クラスの担当者間で打ち合わせをし、

おおよそ同一の経済に関するトピックスが扱われている。 

② 入学前教育 

2004 年度の推薦入学者から入学前教育が行われている。その内容は、新聞の論説を入学までに毎日読み、

その内容を要約させるというものであったが、2006 年度からはこれを変更し、e-learning システムを利用

した中学・高校数学、英語の復習と推薦図書（10 冊の中から 1冊を選択）の内容要約・感想文の作成がす

べての推薦入試合格者に義務づけられている。 

③ 高校生に対する講義と学部紹介 

高校生に「経済学部とは何か」、「経済学とは何か」を理解してもらうことを目的として、講義が行われ

ている。形態としては高校への出張講義と、本学オープンキャンパスにおいてなされる模擬講義がある。 

出張講義は毎年 10 回以上実施されているが、2005 年 1 月から 12 月までは計 14 回が行われた。うち 10

回が愛知県内、その他は岐阜 2 回、浜松 2 回である。対象学年は高校 1 年から 3 年生まで様々である。一

方、模擬講義は毎年夏のオープンキャンパスで 3 コマ開講。2005 年夏（参加者数 326 名）の模擬講義第 1

限は、講義形式ではなく座談会形式での学部紹介が行われた。 

学部紹介については、2003 年度に経済学部を紹介するパンフレットを作成し、オープンキャンパスや出

張講義において利用した。ただし、当該パンフレットは 2 年分をめどに 2000 部作成され、2005 年 5 月に

配布を終了した。他に学部のアピールとして、学部独自のホームページを作成、学部理念、カリキュラム、

教員紹介等を掲載している。 

④ 高大連携懇談会 

高大連携のあり方に関して高校側、学部側双方の関係者が情報を共有する場として「高大連携懇談会」

が 2004 年度より開催されている。高校からの教員の派遣については、各学校長に対して依頼が行われてい

る。第 1回は 2005 年 3 月、11 校 12 名の高校側参加者と 9名の学部側参加者で行われ、数学を中心に入学

前教育や補習教育について意見交換がなされた。第 2回は 2005 年 7 月に開催、11 校 13 名の高校側参加者

と 9 名の学部側参加者があり、大学の授業の高校生への開放がテーマであった。3 回目は英語教育の面で

の高大連携をテーマに 2006 年 3 月 24 日に開催され、12 校 14 名の高校側参加者と 6 名の学部側参加者が

あった。今後も、定期的に同様の懇談会が開催される予定である。 

なお、第 2 回懇談会をきっかけに、高校側から「高大連携ゼミ」開催について具体的な提案があり、開

催形式や内容等に関し検討がなされ学内関係機関で了承を得たため、2006 年 4 月から 1ゼミにおいて実施

されている。 

 

［長所］ 

導入 2科目については、内容･形態に関する試行錯誤をつづけてきたが、一応カリキュラムのなかで定着

し、入学直後の大学（学部）教育への橋渡しの機会として学生側の理解も高まっている。特に「経済学へ

の招待」については、担当者間での連携がはかられており、独自に開発された教材（資料集）が共通に用

いられている。また、入学前教育は、入学後の教育との関連で入学までに何が求められているのかという

点を高校生に知らしめる機会として、充実がはかられており、日本リメディアル教育学会でも事例報告が

なされ、一定の評価が得られている。模擬･出張講義も可能な限り対応しており、高校生の反応も悪くない。

こうした点については、高大連携懇談会でも意見交換が行われており、評価も高い。2006 年 4 月から 1ゼ

ミで実施されている「高大連携ゼミ」は高大連携の異例の取り組みとして新聞等でとりあげられ、また、

市制 100 周年を 2006 年に迎えた豊橋市の補助金対象事業にも選定された。 
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［問題点］ 

「学習法」の内容については、基本的に担当者に任されており、各クラスの状況は必ずしも明らかでな

い。また、入学前教育については、その目的や課題の内容、結果の処理についてさらに詰められる必要が

ある。高校教員との意見交換については、毎回のテーマによって各高校から派遣されてくる教員がまちま

ちであり、高校内で既参加者相互のコミュニケーションがとれていない印象を受ける。より深い高大連携

を進めるためには、大学(学部)側も高校側もそれぞれに高大連携に取り組む体制を確立していくことが必

要である。 

 

［改善の方法］ 

「学習法」についてはガイドブックの他に、授業の進め方に関する教員のマニュアルがすでに作成され

ているので、それを活用した担当者間でコーディネーションを行う場を設定することで、上記の問題を解

消できる。また、入学前教育の取り組みについては、学外からも一定の評価が得られているところだが、

さらに学外での取り組みの研究や高校側との協議を積み重ねることで充実させることが可能となる。高大

連携懇談会に関わる課題については、上記のような問題提起を高校側に投げかけ、意見交換を続けていく

ことが改善の鍵となる。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

履修科目の区分は、経済学を学ぶ際の指針ともなるもので、学生にとっても分かりやすく、かつ系統立

った学習を促すような科目区分の設定が目的とされている。また、全体としては、選択の自由度は、基礎

課程科目区分で低く、基幹･展開課程科目区分では高く設定することを基本的な了解事項とする。 

 

［実態］ 

現行では、要卒単位は 124 単位である。基礎課程科目の要卒単位は 16 単位で、全科目必修となっている。

基幹課程科目の要卒単位は 64 単位以上となっているが、内容についてはコースによって違いがある。経済

系科目（34 単位）のうち「経済学の基礎」については理論･情報コースが 8 単位、その他のコースは 6 単

位必修である。同じく外国語および情報処理科目については、国際研究コース 6 単位、中国アジア経済コ

ース 8 単位が必要となる。展開課程では、28 単位が必要であるが、このうち 12 単位はコース指定科目の

単位を取得することになっている。演習系科目で 2年次の「研究法」と「調査法」は、それぞれ社会･政策

コース、人間環境および地域研究コースで必修となっている。3・4年次の「専門演習」、4年次の「卒業研

究」は、履修指導を通じて履修を奨励している。残りの 16 単位はカリキュラム全体のなかから自由に選択

できる。専門科目と教養科目という区分では、専門科目は 低で 62 単位取得する必要があり、教養科目を

大限に履修しようとすると、基幹課程科目の文化･自然系科目 22 単位とコースによって異なるが 8 単位

で 30 単位、それに自由選択の 16 単位を合計すると 46 単位履修することが可能となる。なお、履修登録単

位数を 1セメスターにつき 22 単位に制限し、過度に単位を取得しようとする傾向に歯止めをかけている。 

全学的なカリキュラム改革により 07 カリキュラム（2006 年春に決定）では、基礎課程科目（「学習法」

「経済学への招待」を除く）、文化・自然系科目、共通選択科目は、基本的に共通教育科目としてまとめら

れた。これにともない専門課程のカリキュラムも一部手直しされ実施される。まず、すでに教育課程の項

目でもふれたとおり、基幹課程の「経済学の基礎」について要卒単位が理論･情報コース 10 単位、その他

のコース 8 単位に引き上げられた。また、旧共通選択科目の一部が、経済学部独自科目（隣接分野科目）

として編入された。この結果、要卒単位数は共通教育科目 40 単位、うち自然･社会･人文分野等は 26 単位、

専門教育科目は 70 単位、うち基幹･展開課程 66 単位で、この部分が 8 単位増えた。自由選択科目は 14 単

位となった（表 3-17 参照）。 
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表 3-17 経済学部のカリキュラム構成 

現行カリキュラム（2006 年度まで） 新カリキュラム（2007 年度から） 

区分 卒業必要単位 区分 卒業必要単位 

第 1外国語 8 単位 
外国語分野 

第 2外国語 2 単位 

情報分野 2 単位 

自然分野 4 単位 

経済学への招待 

学習法 

外国語 

情報処理科目 

体育実技 

2 単位 

2 単位 

8 単位 

2 単位 

2 単位 社会分野 4 単位 

基
礎
課
程
科
目 

小 計 16 単位 人文分野 4 単位 

総合  

26 単位 

外国語および情

報処理科目 

コースにより

6～8単位 体育分野 2 単位 

40

単

位

経済系科目 34 単位 

共
通
教
育
科
目 

＊教職課程  

基
幹
課
程
科
目 文化・自然系科目 22 単位 

64

単

位
基礎課程 

経済学への招待

学習法 

 

2 単位 

2 単位 

演習系科目  

コース指定科目 12 単位 

28

単

位

専
門
教
育
科
目 

基幹･展開課程 

｢経済学の基礎｣

諸科目 

66 単位 

8～10 単位を含む 

70

単

位展
開
課
程自由選択 16 単位 自由選択 14 単位 

合 計 124 単位 合 計 124 単位 

 

［長所］ 

要卒単位 124 単位が基礎課程、基幹・展開課程に適切なバランスで、かつ系統的、体系的に配置されて

いる。いずれにおいても多様な科目が配置されており、学生にとって選択の幅が広くなっている。ゼミナ

ールまたは調査･実習形式の科目（演習系科目）が 1年次から 4年次まで配置されており、基礎的および専

門的知識や技能の修得に役立っている。 

 

［問題点］ 

就職活動の早期化等の要因から 3 年次終了までに要卒単位を取得しようという傾向が強く、系統性や体

系性を無視して単位の取得しやすい科目に流れる現象がみられる。このため、4 年次には就職活動とアル

バイトに終始する学生も多い。また、「専門演習」や「卒業研究」を履修しない学生も一定割合存在すると

同時に、特に 4年次春学期の「専門演習」は就職活動によって欠席者が多いことが指摘されている。 

 

［改善の方法］ 

就職活動の早期化のともなう課題は、大学(学部)側だけでの対応ではいかんともし難い面が多いが、学

年ごとに実施されている新年度向けのガイダンス（各前年度末に実施）等の機会を通じて、履修科目区分

や区分ごとの要卒単位数の意味、また、「専門演習」、「卒業研究」の意義について、周知徹底させていくこ

とが不可欠である。また、4 年次春学期の「専門演習」に関しては、就職活動に影響されない形で通常ど

おり実施されているケースもあり、そうした経験を共有していくことが改善に繋がっていく。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

授業形態は、講義・演習、実習･実技（外国語、体育実技）に分かれ、愛知大学学則第 15 条に基づいて

単位計算が行われているが、そうした対応関係を念頭においた授業の意味を学生にも理解させ、予習・復

習を含めた学習を奨励することを目的とする。なお、従来型の講義・演習とは別に、「現実化」を意識した
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３ 教育課程 

新しい形態の授業を積極的に採り入れ、学生の現実社会との接点を増やすことも目標とする。 

 

［実態］ 

以下、①授業形態と単位、②「フィールドワーク」、「社会研修」（インターンシップ科目）等の新しい授 

業形態、③検定試験の利用、④その他について実態をまとめ、点検を行う。 

① 授業形態と単位 

各授業科目は原則として 1単位につき 45 時間の学修を必要とする。ただし、講義・演習科目が 15 時間

の授業で 1 単位、実習･実技は 30 時間の授業で 1 単位となる。セメスター制を採用しているため、講義･

演習は毎週 1時限（2時間相当）1セメスター（半年）の授業で 2単位となっている。ただし、一部講義科

目と「専門演習」は通年科目（4 単位）となっている。セメスター制導入により導入以前の科目名の 後

にⅠ、Ⅱをつけた科目名が増加した。ただし、07 カリキュラム実施にともなう専門分野諸科目の調整過程

で、ⅠとⅡが先修関係にない場合はこれをやめ、それぞれに独自の名称を付すことにした。また、集中的

に学習することが教育効果を上げることを念頭に置いて、一部講義科目が 1セメスター4単位（週 2時限）

科目になる。 

② 「フィールドワーク」、「社会研修」（インターンシップ科目）等の新しい授業形態 

「現実化」というキーワードを具体化するために、講義、演習のいずれとも異なる形態の授業として、

2002 年度から「フィールドワーク」（2単位）が新設され、2002 年度入学生が 3年生となる 2004 年度から

実施されている。他学部とは異なる本学部におけるフィールドワークの特徴は、テーマ特定型という点に

ある（他学部は、地域特定型）。また、履修の要件として先修指定科目「フィールドワーク方法論」（2 単

位）の履修が義務づけられ、当該年のフィールドワーク参加に必要な事項を身につけさせるようになって

いる。 

2004 年度の第 1回のテーマは「トヨタ・マーケティング・イン・コリア」で実施地域は韓国、この結果

は「韓国の自動車流通と市場特性に関するフィールドワーク調査報告」としてまとめられている。第 2 回

2005 年度のテーマは「東南アジアにおける日系企業の現地化－タイ、インドネシアを中心に」であり実施

地域はタイ、シンガポール、インドネシアであり、この成果も報告書としてとりまとめられている。 

一方、大学のキャリア・アップ教育に対するニーズに対応して、2005 年度入学生からインターシップ科

目の「社会研修」（通年 4単位、2年次以上配当）が新設された。同科目は、キャリア支援課が行うインタ

ーンシップとは別に、経済学部と文学部とが共通で行うもので、春学期に講義や演習形式による実習前教

育および研修先の決定を行い、夏休みに 2 週間の研修、そして秋学期には研修発表会や研修報告書の作成

指導が行われている。 

③ 検定試験の利用 

経済学の基礎知識修得の徹底化という観点から、経済学検定試験（ERE）に対しては受験料補助を行って

きたが、加えて単位の認定化について検討され、2005 年度から「EREⅠ」（4 単位）、「EREⅡ」（2 単位）と

して認定することとした。ERE のうち「ミクロ・マクロ」のみを受験して一定の点数をとった場合には「ERE

Ⅱ」として、また、「ミクロ・マクロ」を含む ERE 全体を受験して一定の点数をおさめた場合は、「EREⅠ」

として単位認定することとなっている（一定の点数とは、その時々の標準偏差や平均点を勘案して設定）。

カリキュラムには、すでに、ミクロ、マクロ、中級ミクロ、中級マクロが配置されているが、ERE は、い

わば上級レベルの科目としての位置づけがなされている。 

④ その他 

2006 年度には、東京三菱 UFJ 銀行ｸﾞﾙｰﾌﾟ提供講座（「金融の現場と金融機関業務の実際」（経済学特殊講

義 A として開講、2 単位）、野村證券株式会社寄附講座「資本市場の役割と証券投資」（経済学特殊講義 B

として開講 2 単位）、同窓会提供講座「地方自治体の政策課題」（地域経済特殊講義として開講、2 単位、

講義はすべて卒業生が担当）が開講されている。また、「ポプラの森」植林事業（愛知大学が創立 50 周年

を機に始め、10 年以上継続している中国・クブチ沙漠でのポプラを中心とする植林）への参加をベースに

した単位認定も 2006 年度から始まった（｢中国アジア経済特殊講義｣）。いずれも、本学専任教員が代表教

員として成績判定を行っている。 
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（４）経済学部 

 

［長所］ 

セメスター制導入により国際化への対応だけでなく、一つの科目を短期集中的に学習できるようになっ

た。その意味で、この制度は資格試験にも対応できるという利点もある。また、「フィールドワーク」、「社

会研修」、寄附・提供講座などは、学問的のみならず卒業後の進路等にも関連した学生の問題意識や学習意

欲を高めることに役立っている。 

 

［問題点］ 

セメスター制を採用しているといっても、依然として通年科目や 1 セメスター4 単位科目が並行して行

われており、時間割が複雑になっている。 

また、単位数の意味が必ずしも学生の間できちんと認識されておらず、予習・復習をともなわない安易

な学習が横行している。 

 

［改善の方法］ 

各科目の授業形態と単位数との関係を改めて整理し、セメスター制がスムーズに運用できるよう経済学

部のみならず全学的な教学組織で検討する作業が急務である。そのためには、科目と単位数との関係につ

いて、科目担当者の意向を尊重しつつもカリキュラム全体の観点から審議できる学部内機関の創設が不可

欠である。 

また、学生への単位数の意味の周知を成績発表などの機会にくり返し説明していくことが必要である。 

 

 

 

ｅ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

他大学や海外で授業を受けることは、「現実化」や「国際化」という意味で重要な機会として考え、これ

を奨励することを目的とする。 

 

［実態］ 

愛知学長懇話会が主催する県内大学との単位互換事業により、他大学の講義を履修している経済学部の

学生は、2005 年度 11 名（認定単位数 37 単位）であった。この他に豊橋技術科学大学との大学間包括的連

携協定に基づき、2006 年度から相互に科目を提供するかたちで連携講座（単位互換）が行われている。 

交流協定に基づく学部からの派遣留学生数は、2004 年度 1名（南開大学）であったが、帰国後、教授会

で教学委員会の提案に基づき「応用中国語」、「中国語会話」など学部の科目に読み直して計 9 単位（上限

は 30 単位まで）が承認された。海外短期語学セミナーは夏季 7 名（イギリス 5名、中国 2 名）、春季 4 名

（韓国 3 名、オーストラリア 1 名）であった。語学セミナーの単位とその評価については、研修先の評価

（素点）を本学の基準で読み直して段階評価していたが、2005 年度より合格･不合格の評価に変更された。

ただし、単位互換および単位認定、海外に留学した学生等への単位認定および認定単位数については、経

済学部独自の規定ではなく大学の規定に基づいて行われている。 

海外からの派遣留学生の本学部による受入は現在のところゼロであるが、協定に基づき 2006 年度秋学期

以降に、豊橋市と姉妹都市交流を進めている中国・南通市の南通大学から 2 名の編入生を受け入れること

が決定している。受け入れ方法および単位認定方法については教授会で検討され、教学委員会と国際交流

センター委員会で承認された。 

2005 年度の編入学生は 4名（他大学 1名、短期大学部 3名）であったが、単位の認定は教授会で規程ど

おり行われている。 
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［長所］ 

国内外の単位互換は、学生の多様な問題関心や国際性を育成する上で重要な役割を果たしている。特に、

愛知県内の他大学での受講、海外短期語学セミナーへの参加は、学習面のみならず、人間関係の形成とい

う点でも貴重な機会となっている。 

 

［問題点］ 

協定先または受講先大学の授業内容や評価基準について、十分に明らかになっているとは言い難い。外

国語教育を重視する他学部学生とは語学面で優位に立つことができないこと、学部内での周知が十分では

ないことを背景として、派遣留学生がなお極めて限定されている。また、海外短期語学セミナーの段階評

価のとりやめは、学生の学習意欲を殺ぐ一面をもっている。 

 

［改善の方法］ 

協定先または受講先大学の授業内容や評価基準について、授業評価を実施する（経済学部が受講した愛

知大学生に対して）などして実態を押さえ、それを協定先や受講先大学にフィードバックする仕組みを立

ち上げることにより、上記の 初の点の改善を図ることができる。また、留学生派遣に関わる課題につい

ては、国際交流センターのアナウンスメント以外に、学部としての広報・周知を強化することが何よりも

求められる。併せて、留学を意識した外国語教育の徹底化をはかる必要がある。海外協定校への留学や短

期海外セミナーによる学習内容、単位認定・評価方法のあり方については、学部と教学委員会、国際交流

センターとが連携して協議を積み重ね、絶えず再検討していく体制が不可欠である。 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

開設授業科目における導入科目、「研究法」、「調査法」、「専門演習」などの演習系科目、経済系科目の基

礎科目および重要科目については専任教員による担当が目指す。 

 

［実態］ 

専門教育科目では、必修科目（20 科目）は、すべて専任が担当（専兼比率 100％）している。選択必修

科目（226 科目）の専兼比率は 82.3％であり、全体としては 83.7％となっている。ただし、経済学部生が

受講する共通教育科目の専兼比率は、必修科目 37.6%、選択必修科目 40.9%、全体では 40.4％で、非常勤

教員への依存度が極めて高い。 

 

［長所］ 

導入科目および専門の必修科目については専兼比率 100％であり、基礎的･専門的学力の形成にとって学

部専任教員が責任を果たせるよい環境となっている。 

 

［問題点］ 

専門科目の主要科目を非常勤教員に依存している場合があること、また、共通教育科目の専兼比率は極

めて低くなっていることが問題点である。 

 

［改善の方法］ 

大学としての教員人事計画があるため、また、専任教員の負担を一概には増やせない状況にあるため、

非常勤教員への依存はやむをえない面がある。したがって、まず、非常勤教員と学部の教育理念や教育方

針について話し合う機会を恒常的に設けるなどの工夫が求められる。また、今後の教員補充に際しては、
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専門主要科目の担当の専任化を優先する必要がある。さらに、他方では、カリキュラム改革を通じた科目

の精選という作業も必要である。 

 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

多様な学生の受け入れに対して、外国人留学生をはじめとして、それぞれの状況にふさわしい教学指導

上の配慮を行うことを目指す。 

 

［実態］ 

本学部における外国人留学生総数は 2005 年度 49 名であり、留学生の国籍は、中国がほとんどである。

こうした外国人留学生に対しては、1998 年より日本語教員を専任教員として加え、日本語教育にあたって

いる。そこでは特に、クラス規模を他の外国語授業の半分にするなどの配慮がなされている。また、卒業

論文のための文章能力の養成や就職を視野に入れて、英語、日本語の 2 ヶ国語履修指導がなされている。

なお、2003 年から入学前教育を実施、留学生に対して一定の日本語教育を行ったり、入学後の学習や生活

についてのアドバイスを行ったりしている。 

2005 年 2 月、経済学部長の下に「留学生受入れ計画検討ワーキンググループ」が発足し 2005 年 7 月に

答申が出された。答申では、既成の方針に即して今後も当面 10 名程度の留学生受け入れ（留学生比率 3％

枠）の維持が望ましいとされた。また、出身国が中国に偏りすぎている点や、受け入れ態勢、留学生の実

態調査の必要性について指摘があった。指摘を踏まえ留学生の実態調査が企画され、留学生全員を調査対

象とした「第 1回 愛知大学経済学部留学生勉学・生活に関する基礎調査」が行われた。 

他方、社会人学生の受け入れについては、経済学部 2部（募集人員 10 名）で行われてきたが、2部廃止

決定にともないこれがとりやめられ、2005 年度からは 1部において再実施されている。社会人学生への教

学指導は、入学前の経歴をみながら必要に応じて教務課や教学主任が対応する体制が敷かれている。なお、

経済学部では社会人入試出願資格を｢22 才以上で就業を含む社会経験を有するもの｣としている。 

大学の社会貢献、生涯学習等の観点から社会人受け入れの重要性が増していることにかんがみ、1 部で

の再実施に先立って、経済学部では社会人入試に関するワーキンググループを設け検討を行った。実現に

到っていないが、①現行社会人入試、科目等履修生、エクステンション制度などを一本化する、②社会人

教育を二分し、現行制度の「社会人」の定義をより厳密化した学士授与コースとより緩やかにした短期履

修コースを設定する、といった提案がなされている。 

後に、編入学生への教育上の配慮としては、履修コースの変更を通常は 3 年までのところを 4 年でも

認め、先修制についても同時履修を可能にするなどの特例措置がとられている。 

 

［長所］ 

留学生については専任教員が、日本語教育を行い、また入学前の教育ないし生活上のアドバイスを行っ

ており、これが留学生にとって好評である。 

 

［問題点］ 

留学生の受け入れ後のサポート体制が、なお十全ではない。大学の授業についていけるだけの日本語能

力を身につけていない者が一部見られる。 

また、社会人や編入生は留学生ほどに多くはなく、教育上の配慮に関してこれまでは特に問題がなかっ

たが、どのような教学指導を行うのかについて、学部内で認識が共有されていない面がある。 

 

［改善の方法］ 
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留学生の受け入れ基準（特に日本語能力）を厳格に運用するとともに、入学後のサポート体制について、

日本語教育担当者、教学主任などで構成するチームの編成を検討する必要がある。併せて、1 度だけ実施

された実態調査を今後も定期的に行い、その結果を指導に反映させるシステムを構築することで、留学生

への教学指導の改善がはかられる。 

社会人や編入生への対応については、学部としての考え方を改めて教授会等で確認・検討する機会を設

けることが必要である。なお、社会人入試に関するワーキンググループによる検討結果を実現させるため

には、全学的な入試制度の改革が必要であることから、そうした方向での提案を経済学部から発していく

ことが必要である。 

 

 

 

ｈ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

生涯学習への対応としては、科目等履修生の受け入れ、大学が主催するオープンカレッジ等へ授業開放

等の措置を講じ、積極的にニーズに応えることを目標とする。 

 

［実態］ 

科目等履修生の制度は、大学教育の社会への開放として、あるいは教職員免許状取得や図書館司書など

の資格取得を目的とする学生を対象として実施されている。毎年春学期と秋学期にそれぞれ募集が行われ、

経済学部を含め全学で 100 名前後の学生が履修している。 

また、オープンカレッジへの授業開放は、2005 年度から実施され、2006 年度には 36 科目が開放され、

延べ 25 名が受講している（1名で複数講座を受講しているケースあり）。 

 

［長所］ 

生涯学習に対する社会的ニーズに対応して、多様な制度が展開されている。 

 

［問題点］ 

科目等履修生、オープンカレッジへの科目開放など、成立の契機を異にする複数の制度が並行して行わ

れており、高大連携、社会人入試を含めた生涯学習についての一貫した方針があるわけではない。  

 

［改善の方法］ 

生涯学習と大学（学部）の役割について、改めてワーキンググループを立ち上げるなどして検討を開始

することが必要である。その際には、必要に応じて、科目等履修生やオープンカレッジ生としてすでに授

業を受けた経験のある方々へのアンケート、ヒアリングの実施は不可欠である（現行の授業評価では、そ

うした方々の意見が反映される形にはなっていない）。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

体系的なカリキュラム実現のためにはカリキュラム策定時に於ける個々の授業の位置づけ、役割等が明

確であり、かつその役割が十分に果たされていることが必須条件となる。その役割、つまり教育目標が達
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成されているか否かを検証するために、定期的かつ客観的な教育効果の測定を適切に行うこと、また、ま

た、その測定方法の有効性を検証できるシステムを開発することを目標とする。 

 

［実態］ 

教育上の効果を測定するための方法としては各学期末の定期試験、レポート課題、学期途中で実施する

臨時試験等がある。また、教育効果の測定のみの目的ではないが各学期末に実施される授業評価も教育効

果を測定するためのひとつの手段として用いられている。2005 年度における経済学部基幹課程中の経済系

科目と展開課程科目の計 190 科目における試験実施率は 42.1%（80 科目）、レポート課題は 8.9%（17 科目）

であり、平常点による成績評価が 49.0%（93 科目）であった。展開課程には「研究法」、「フィールドワー

ク」、「専門演習」、「卒業研究」等が含まれており、これらの科目では学期中における小テスト、レポート、

論文等を総合的に検討し、平常点として評価することが一般的である。さらに経済学部の英語については

習熟度別クラス編成を行った上で授業を実施しているため、たびたびふれてきたように、学生（2005 年度

については 1年生）全員に TOEIC を受験させ、教育効果の測定を行っている。 

これらの測定方法は、学生に対して不公平感を与えないためにも客観的かつ適切に行われなければなら

ないが、現在のところ、その方法が適切かどうかを判断する材料はほとんど無く、基本的に担当教員の判

断により、測定方法の選択やその評価基準が設けられている。しかし、同一科目の複数クラスを複数教員

で担当する場合には、あらかじめ測定方法の統一とその評価基準が少なくとも担当者間では確認されてい

る。また、授業評価の中では、各科目群共通の教育目標が達成されたかどうかを学生自身に問う設問があ

る。これについては、それぞれの科目群を担当する教員の合意の上に設定されており、 低限の共通認識

は得られているはずである。 

後に、間接的な意味合いをもつものであるが、卒業生の進路も在学期間全体を通じての教育効果を示

唆するものとして考えることができる。まず、過去数年における大学院進学先は、本学大学院諸研究科の

他、愛知大学会計大学院、名古屋大学大学院、名古屋市立大学大学院、上越教育大学大学院、早稲田大学

大学院、立命館大学大学院、一橋大学大学院等がある。また、2005 年度卒業生の就職内定先は、大手・地

域金融機関、メーカー、運輸、公務員（国、県、市町村）など多岐にわたっており、就職決定率は 84.8％

と極めて良好である。 

 

［長所］ 

複数クラス開講科目や複数担当者による開講科目を除き、教育効果の測定方法は担当者に一任されてい

るため、それぞれの科目の独自性に合わせた方法を選択できることは利点であるといえる。さらに、授業

評価は全学共通の Web システムとして稼働しており、全科目に対して実施可能である。その中では各科目

群共通の教育目標の達成度合いを問う設問があり、このシステムの利用の仕方次第ではある科目が所属す

る科目群共通の教育目標が達成されたかどうかを確認することができる。 

 

［問題点］ 

各科目における教育効果の測定が担当者に一任されていることは、科目の独自性を考慮した測定が可能

であるという意味では確かに長所の一つではあるが、同時に、各科目は学部が提供するカリキュラム全体

の中の一構成要素でもあるため、それぞれの科目における教育目標がカリキュラム全体の中で適切である

か、またその教育効果が十分であるかどうかを定期的かつ客観的な測定によって測られる必要がある。た

だ、現在はそれらを客観的に測定するシステムはなく、学部内においてもどのような教育効果の測定が行

われるべきかについての共通認識がない。また、授業評価は科目群ごとに設定された教育目標の達成度合

いを問う設問があるが、設問数に制限があるため、必ずしも個々の科目に合致した内容になっていないと

の考慮すべき点もある。いずれにせよ、それぞれの科目の独自性に配慮しつつも、カリキュラム全体とし

ての教育効果の測定をどのように考え、上記の目標の達成をはかっていくのかが検討される必要がある。 

なお、授業評価は全学共通のシステムとなっており、全科目について実施可能であるが、現在のところ

回答率が低く、ある科目を受講している全学生についてその教育目標が達成できているかどうかを知る手
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段として機能しているとは言えない。したがって、現時点では学部が提供する科目全般について、教育効

果を測定するシステムは存在しない。 

 

［改善の方法］ 

カリキュラムの中で各科目が持つべき教育目標を明確にし、その教育目標が達成されているかどうかを

客観的に測ることのできる測定方法の確立が必要である。この測定方法は学部内での合意の基に確立する

必要があり、 また、それらの有効性を検証するシステムも同時に確立する必要がある。さらには体系的な

カリキュラム実現のために、その測定結果を基にした教育内容の修正や改善がなされるためのフィードバ

ックの仕組みの導入も必要である。これらの作業のためには、これまではカリキュラム改革の度に設置さ

れてきたカリキュラム委員会を、恒常的組織として設置し、カリキュラムと各科目との関係、各科目の教

育効果とカリキュラム全体の教育効果へのそれの反映の仕方などについて断続的に検討していくことが不

可欠である。 

 

 

 

ｂ 厳格な成績評価の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

いわゆる楽勝科目を解消するとともに、同一名称科目については講義内容や成績評価法・成績評価基準

の統一を目ざし、学生にとっても分かりやすく、透明性と説明責任をともなった成績評価の仕組みを確立

することを目標とする。 

 

［実態］ 

成績評価法は、総合評価、試験評価、平常評価、実技評価、卒業研究審査評価のいずれかによって行わ

れている。成績評価は、S（90～100 点）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60～69 点）、F（59 点以下）

で表され、S、A、B、C は合格、F は不合格であり、この基準は全学部共通であるが成績評価法および成績

評価基準の運用は、基本的に個々の教員の判断で行われている。 

なお、学部では既述のように ERE（経済学検定試験）の受験を奨励しており、これについては、一定の

成績（各回の試験の平均点や標準偏差などを基礎に基準を設定）を修めたものに対して単位認定を行って

いる。また、フィールドワーク系の科目（「フィールドワーク」、「調査法」など）では、参加の状況と提出

された報告書を基礎に成績評価が行われている。寄附・提供講座については、学部長または教学主任の責

任の下に成績評価を行っている。 

2005 年度末には学部専任教員を対象として成績照会制度の導入が決定され、2006 年度春学期にはその運

用が始まった。この制度は、不合格（F評価）となったケースについて、学生からの要望があれば、書面、

面接等によって（方法は科目担当教員が選択）その事由を説明するというものである。 

  

［長所］ 

5 段階評価は、特に成績上位の学生の学習意欲を刺激する効果がある。成績評価については、個々の教

員の判断に任されているとはいえ、基本的には厳格に行われている。また、楽勝科目を出さないような努

力は、学部構成員の間で共有されている。 

 

［問題点］ 

授業内容や方法と密接に関連する成績評価方法については十分議論されてきたとは言い難い。また、成

績評価そのものは厳格に行われているとしても、成績評価に対する説明（たとえば試験の問題と解答例を

示すなど）が十分行われていない。 
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［改善の方法］ 

成績評価のあり方について、教員間でさらに共通の理解を深めていく必要があり、教授会等でそうした

機会を設けることが不可欠である。他方、学生への説明責任を果たすような仕組みを構築していく必要が

あるが、この点については、 近導入された成績照会制度の徹底化（非常勤教員への対象拡大や F 評価以

外のケースへの拡張）が改善の基本となる。 

 

 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

履修のための情報提供や指導を、学生に立場に立って充実させ、学生のスムーズな学習に供することを

目標とする。 

 

［実態］ 

基本的にオリエンテーション、ガイダンス、シラバス等により適宜行われている。 

学生に対する履修指導については入学後にオリエンテーション期間を設定して、教員が学部のカリキュ

ラムの内容や教育目標ないし卒業要件などの説明を行っている。また、教務課職員が教務関係事務説明会

を設け履修要綱、『開講科目の紹介』(シラバス)、履修届提出要領などの配布資料をもとに授業科目の履修、

単位の修得方法などについて説明を行っている。個別学生の履修指導については、各年度初めの履修届期

間中に臨時の履修相談室を開設し、履修に関わるさまざまの相談に応じる体制をとっている。また、各年

度末には、成績発表と同時に次年度に向けた履修説明会が開催されている。 

これら以外に、1年次のコース決定に際しては、「学習法」や「経済学への招待」の授業を利用したガイ

ダンスや希望アンケート調査が行われている。「専門演習」の選択に際しては、学生主体のゼミ説明会（3・

4年次のゼミ生がゼミ希望者に対して）も開催されている。 

オフィスアワーは制度化されており、教員別の時間割が『学習法ガイドブック』、経済学部ホームページ

等を通じて学生に周知されている。 

留年者や退学者の減少を目的として、成績不振者には、父母に成績表を添えて通知したり、年に 1～2

度、3・4年次生は専門ゼミ担当教員が、1・2年次生は教学主任がそれぞれ面接指導を行い、奮起を促して

いる。 

 

［長所］ 

手続的な面での履修指導が、着実に行われている。 

 

［問題点］ 

系統性や体系性、関連性を意識した履修指導という面では十分とはいえない。シラバスは、持ち歩きが

不便な分厚い冊子として学生に提供されてきたこともあずかって、あまり利用されていない傾向にある。

また、周知の努力にもかかわらず、オフィスアワーの存在を知らない学生も多い。 

 

［改善の方法］ 

手続的な履修指導を効果のあるものにするために、学生の立場に立った履修指導のあり方を検討する必

要がある。そのためには、学生実態調査のようなものを定期的に実施して、その一環として学生が抱えて

いる履修上の問題をつきとめ、その問題を解消するためにどのような対応をとるべきかを詰めていくこと

が不可欠である。 
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ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 

カリキュラム策定時における個々の授業の教育目標を効果的かつ確実に達成するためには、担当教員の

教育改善に対する努力が必要であり、その活動を組織としてサポートする体制を整えることが非常に重要

であるとの観点に立って、大学の進める活動に連動した学部独自の FD 活動を推進することを目標とする。 

  

［実態］ 

教員の教育改善活動は大学全体の FD 活動の一環として学部内でも奨励しており、学外で開催される各種

授業改善研修への積極的な参加を促している。2003 年度から 2005 年度までの 3 年間における経済学部所

属教員の参加実績はそれぞれ、4 件、4 件、3 件である。研修参加後は研修成果レポートを FD 委員会に提

出する義務があり、研修内容の共有化を図っている。さらに、授業評価は全学的に実施されており、 Web

システム化されたことによってすべての授業科目においてオンラインによるアンケート実施が可能になっ

た。アンケートの中には授業改善に用いることができる設問が含まれているが、実際にこれらのデータを

用いて授業改善を行うか否かは各教員の自主性に任されており、必ずしも授業評価のデータが有効利用さ

れているとは言えない。これはアンケートの設問項目は科目群でほぼ統一されているため、担当者の聞き

たい項目が必ずしもカバーされているとは限らないこと、また、現状では回答率が余りにも低いために正

確なデータが得られないとの批判があることも影響していると考えられる。 

学部内 FD 活動の一環として在学生対象に、学部独自の学生実態調査を実施している。その中では大学・

学部としての総合的な満足度やカリキュラム、ゼミ等に関する満足度調査だけでなく、学生生活全般や正

課外教育等についての調査も行っている。前回は 2003 年度に実施し、在学生の約 1/6 に相当する 273 名の

回答が得られた。また、経済学部卒業生に対してもアンケート調査を実施し、在学当時の印象に残った講

義、実社会に出て何が必要であるか、大学で学んだ何が役に立っているか、どのような講義があれば良か

ったか、社会が望む人物像等を調査することによって今後のカリキュラムの検討等に役立てる準備をして

いる。 

シラバスについては 2005 年度からは全学共通のオンラインシステムが導入され、すべての科目について、

①授業のテーマ・目標、②授業の形態、③授業の内容・スケジュール、④評価方法、⑤テキスト・参考図書、

⑥その他（履修者への要望など）を記入することになっており、その内容は学外からも参照可能になった。

こうした動きを受けて、2005 年度には、学部としてはじめてシラバスチェックを学部運営委員会の責任に

おいて実施した。具体的には、運営委員の間でシラバスを読みあい、科目名との関係でシラバスに記載さ

れた授業内容が適当かという観点からコメントをまとめ、科目担当者に提出した。 

 

［長所］ 

「学習法」や「経済学への招待」などの導入教育において学部独自のテキストを作成することは、対象

となる学生の実態に合わせた内容を盛り込むことができ、学生の学修の活性化に繋がっていると考えられ

る。また、学外で実施される授業改善研修等への積極的な参加を促しており、学部に与えられた年間数名

の枠は常に満たしている状況である。 

大学全体として実施している授業評価やシラバスの統一化だけでなく、学部独自としての学生実態調査

や卒業生に対する調査を実施し、教育改善やカリキュラム改善を行うためのデータ取りを様々な角度から

行っている点は長所として挙げられる。 

 

［問題点］ 

授業評価は大学の統一システムとして Web 化されたことにより、すべての科目についてオンラインで実

施可能になったが、これらのデータを用いた教育改善活動は各教員に一任されており学部としての組織的

な取り組みは行われていない。現在の授業評価では設問項目が科目に必ずしも適合していない、回答率が
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低いためデータとして信頼性に欠ける等の意見もあるため、これらの問題に対しては大学全体として対処

法を検討する必要がある。 

また、シラバスチェックについては、なお緩やかな形でしか行われていない（コメントに対する対応は

担当者に一任されている）ため、シラバスの改善は徹底していない。 

 

［改善の方法］ 

授業評価は教育改善活動を行うための重要なデータの一つであることから、設問項目の再検討だけでな

く実施方法なども含め、システム全体のあり方を大学として検討する必要がある。さらに、学部として実

施する学生実態調査や卒業生に対するアンケート等様々なデータを各教員に提供し、各教員が積極的かつ

継続的に教育改善活動を展開することを促す組織的な仕組みの導入が必要である。 

シラバスに関しては、どのようなチェック体制が好ましいのかを改めて教授会等で協議し、より実効力

のある仕組みを考案することが不可欠である。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

授業内容の多様化にともない授業形態や方法も多様化しており、その適切性・妥当性や有効性について

は授業計画のなかで確認することを目標とする。 

 

［実態］ 

本学部では一般的な講義の他に「学習法」、「研究法」や「専門演習」などゼミナール形式の授業によっ

て少人数教育の充実を図っている。また、「調査法」、「情報処理基礎演習」、「フィールドワーク」、「社会研

修」、「卒業研究」等の実習･調査形式の授業の充実もはかっている。講義形式の授業が知識の導入を主要目

的としているのに対して、ゼミナール形式の授業は、専門的知識をより深めるとともに本の読み方、レジ

ュメの書き方をはじめ、議論、プレゼンテーション、レポート・論文の作成等の力を養成することを主要

目的としている。演習･調査形式の授業は、こうした知識や能力の養成を助けるコンピューター利用能力等

を養成するものとして、また、学問への学生の興味や関心を高め、主体的学習をより促進するものとして

位置づけられている。 

多人数の講義や実習・調査形式の授業では、TA 制度や授業補助員制度により授業補助を行っている。こ

れらの制度は院生と学部学生で構成され、授業の出欠確認、授業用プリントの印刷配布などの補助的業務

を行っている。 

講義形式の授業のうち経済学部所属教員の担当する専門教育科目については、過去 3 年間にわたって平

均で履修者が 300 名を超える授業については、原則として分割または履修制限措置をとることに決定し、

2002 年度から実施している。 

 

［長所］ 

多様な授業形態、授業方法を採用することによって、学生の学習意欲を喚起している。従来批判の多か

った講義形式の大人数授業については分割したり、TAや授業補助員を採用したりすることによって学習環

境を確保している。英語や情報処理科目ではグレード制を取り入れ効果を上げている。 

 

［問題点］ 

授業形態や授業方法の多様化は、一部教員の負担を増加させている。また、講義形式と演習形式等の授

業との接続が課題となっている。 
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［改善の方法］ 

授業形態や方法の多様化については、カリキュラム全体との関連で議論していく必要があろう。そのた

めには、すでに他の項目についても記載したように、常設的なカリキュラム検討委員会のような組織の立

ち上げは不可欠である。一部教員の負担増の問題も、そうした組織体において、まずは負担、ノルマに関

わるルールづくりの検討を行うことによって、解消することができると考える。 

 

 

 

３．国内外における教育研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

前述の設立の趣旨に沿って、学部が掲げる「現実化」と「多様化」という教育目標を具現化するため、

学生が広くいろいろな地域や分野の人々と交流したり、あるいは具体的な調査活動をしたりする機会を提

供することを目指す。 

 

［実態］ 

海外の大学と協定を結び学生交換および海外セミナーが実施されたり、国内の他大学と単位互換の協定

を結ぶなどして、学生により広い学習の機会が大学によって提供されている。海外セミナーに関しては、

参加を促しかつ参加学生が現地研修において充分な成果を上げることを奨励するために、4 単位を上限と

して要卒単位として単位認定している。 

経済学部生の海外セミナーへの参加人数は、表 3-18 のとおりである。 

このような機会以外に、経済学部では、既述のとおり、海外でのフィールドワークを 2002 年度より導入

したカリキュラムにおいて「フィールドワーク」という科目名で実施している。これまでの実績は表 3-19

のとおりであるが、この海外フィールドワークはテーマ特定型であり、年度によって調査内容および行き

先が異なっているが、毎年 2 週間の期間で海外での現地調査を学生に行わせている。学生には事前に必ず

「フィールドワーク方法論」という科目を履修させ（先修指定）、そこで調査の下調べを含む準備の指導を

行っている。「フィールドワーク」終了後には、調査結果を履修者がまとめ、それを担当者が編集して報告

書として刊行されている。なお、履修者に対しては、大学または学部から費用の一部補助（一名当たり 4

万円）が行われている。 

他方、国内（近隣の地域）でも、これに類する機会が「調査法」という科目名で設けられている。ただ

し、この科目は、学部の 6 コースのうち人間環境コースと地域経済コースの学生の必修科目として設定さ

れており、全コースの学生に開放されている「フィールドワーク」とはこの点が異なる。「調査法」では、

聞き取り調査などを含む現地調査や見学そして実験を行い、集めたデータを分析することも行っている。

また、その指導と実施の関係上、無制限に履修者を受け入れることは不可能であるため、1 年次のコース

分けの際に、人間環境コースと地域経済コースの学生総数上限を 180 名と定め(2004 年度以降)、これを 8

グループに分けて学生に履修させている。「調査法」では、複数の調査手法を学生に指導するために、複数

の教員による輪講の形式をとっている。表 3-20 は、その実施状況をまとめたものである。なお、2005 年

度より、調査法の成果も報告書として刊行されている。 

以上の他に、近隣他大学との間で結んでいる単位互換の協定に基づいて、学生が他大学で学ぶ機会が提

供されている。こうした制度を利用して学んでいる経済学部生は、2004 年度は 13 名、2005 年度は 8 名、

2006 年度は 7 名であり、また、履修科目数については表 3-21 のとおりである。他大学の所在地の点から

見ると、同じ豊橋市にある大学の科目を履修している学生が多く、履修科目としては流通やマーケティン

グといった経営学部系の科目の履修が約 7割を占めている。 
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表 3-18 経済学部の海外セミナー参加者数 

 2003 年度 2004 年度 2005 年度

イギリス 6 9 4 

アメリカ 1 2 ※ 

中  国 1 6 2 

ド イ ツ 0 0 0 

フランス 1 0 0 

韓  国 ※ 1 3 

オーストラリア ※ 0 2 

計 9 18 11 
           ※ 当該年度のセミナーが開催されなかったことを示している。 
 

表 3-19 「フィールドワーク」の実施状況 

 履修者数 調査テーマ 調査地・訪問先・プログラムの主なもの

2004 年度 5 「韓国の自動車流通と市
場特性に関するフィール
ドワーク調査」 

韓国 ・現代自動車大邱地域本部 
   ・トヨタ・レクサス釜山営業所 
   ・啓明大学（大邱）において総合
    ワークショップ、など 

2005 年度 18 「東南アジアにおける日
系企業に関するフィール
ドワーク調査」 

タイ ・タイ政府投資委員会 
   ・Rinnai Thailand Co.Ltd.など 
インドネシア 
   ・インドネシア政府バタム開発庁
   ・PT EX Batam Indonesia など 
シンガポール 
   ・Denso Singapore Pte.Ltd. 
   ・シンガポール大学において学生
    交流、など 

 
表 3-20 「調査法」の実施状況 

 履修者数 内 容 
アンケート調査入門、行動実験（学内）、福祉施設、産業見学、

行政視察、自然環境調査など 2003 年度 203 

アンケート調査入門、行動実験（学内）、福祉施設、産業見学、

行政視察、自然環境調査など 2004 年度 190 

アンケート調査入門、行動実験（学内）、福祉施設、産業見学、

駅周辺での街頭調査、自然環境調査など 2005 年度 187 

 
表 3-21 経済学部生による他大学科目の履修状況 

 大学の所在地 2004 年度 2005 年度 2006 年度 

豊橋市内 8 6 5 
3 年次生の履修科目数 

豊橋市外 0 0 0 

豊橋市内 6 10 4 
4 年次生の履修科目数 

豊橋市外 5 2 3 

豊橋市内 3 0 2 
5 年次以上の学生の履修科目数

豊橋市外 0 0 0 

計 22 18 14 

    豊橋市内の大学：豊橋科学技術大学、豊橋創造大学。 

    豊橋市外の大学：愛知みずほ大学、中京大学、名古屋音楽大学、名古屋学院大学、名古屋大学。 

 

なお、学部教員と様々な分野の現場で活動する人々とが情報交換ができる場として、経済学部は毎年公

開シンポジウムを開催している（表 3-22 参照）。こうした機会は、また、教員のみならず学生にも開放さ

れている。近年のシンポジウムは、経済学部が所在する三河地区とその隣接地域の産業界および行政機関

の関係者と本学経済学部教員とでパネルディスカッションを行うという形で開催されている。 
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表 3-22 経済学部主催の公開シンポジウムの実施状況 

 2003 年度 2004 年度 2005 年度 

開催日 2003 年 12 月 20 日 2004 年 10 月 30 日 2006 年 3 月 25 日 

テーマ 
「三遠南信論の過去・

現在・未来」 

「地場産業再生のための

新機軸」 
「地域と金融」 

 

後に、経済学部では学部内の教員数の関係から、海外の研究機関からの客員教授の招聘を 2005 年度よ

り行っていない。国際レベルでの研究交流に関しては、経済学部固有の理念・目的はないが、愛知大学と

外国の大学等との短期学術交流に関する規程に基づいて全学レベルで行われている（「大学基礎データ表

12」参照）。 

 

［長所］ 

海外セミナーについては、学生にとって外国語を修得する以外に、諸外国の経済、社会、文化などを肌

で感じる好個の機会となっている。なお、参加者の単位認定は、機械的に行うのではなく、必ずセミナー

先での指導者がつけた成績評価を踏まえた上で、教授会にて実施されており、その教育内容にも教授会と

して積極的に関与している。 

国内外でのフィールドワーク、調査をカリキュラム内で実施していることは、学生が広くいろいろな地

域や分野の人々と交流したり、あるいは具体的な調査活動を行ったりする機会を学生に提供する、という

目的に叶っていると考える。殊に、海外でのフィールドワークのために、「フィールドワーク方法論」にお

いて調査方法や調査テーマについての事前の下調べや準備を学生に行わせていることは、フィールドワー

ク実施に対して非常に有益である。 

経済学部が主催する公開シンポジウムは、三河地区を中心とする地域の行政機関や産業界の関係者およ

びこの地域でさまざまな社会活動に携わっている方々との意見交換の場として、教員のみならず学生にと

っても、地域の抱える課題を地域とともに考える重要な機会となっている。 

 

［問題点］ 

海外セミナーについてはさらに学生間での認知度を高め、留学の機会につなげる工夫が必要である。ま

た、これに関連して、外国語のカリキュラム、海外セミナー、留学、海外でのフィールドワークの関連性

を検討し、より教育的効果を上げる取り組みが必要である。すでにたびたびふれたとおり、経済学部では、

英語に関しては、入学時にプレイスメントテストを行い習熟度別クラス編成を実施している。また、TOEIC

の全員受験も、他学部に先駆けて行っている。こうした英語教育改革を導入するに当たって熱心に議論を

積み重ねてきており、その意味で、教授会では語学教育への興味は決して低くはない。だが、経済学部生

の海外セミナー参加者数や外国語研究室主宰の外国語検定試験奨励賞への応募者数は、他学部生、特に経

営学部生と比べても少ない。語学科目担当者のみならず専門科目担当者も含め、外国語教育を経済学部教

育の中でどのように位置づけていくのかに関しての学部内での共通認識の形成に向けて、さらに具体的に

取り組んでいくことが必要である。 

国内外でのフィールドワーク、調査については、実施後に報告書がまとめられているが、作成した報告

書を関係機関に配布するにとどまり、教授会内でフィールドワーク、調査のカリキュラム内でのあり方に

ついての検証が十分になされているとはいえない状況であり、また外部発信に関しても不十分である。 

また、経済学部主催の公開企画についても、開催後にその内容を外部発信するところまでには至ってい

ない。 

 

［改善の方法］ 

海外セミナー関係については、これまでの取り組みを改めて検証すること、また、国内外のフィールド

ワーク、調査に関しては、実施形態・内容の点検を含めて総括を行うことが不可欠であり、そうした作業
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を行うためにチームが学部内に必要である。それは、教授会での審議に先立って提案をまとめるためのチ

ームでもある。 

また、フィールドワーク、調査や公開企画の外部発信の問題については、経済学部のホームページでの

公開、報告書等の外部(受験生を含む)への発送などが、改善にとって不可欠である。 

 

 

 

（５）国際コミュニケーション学部 
 

１．教育課程等  
 

ａ 学部・学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部は、今日の世界が多文化状況にあるという認識から出発している。学生たちがこうした状況を諸

文化の出合いの時代として積極的に受け止め、生き抜くこと、またその特質と問題を認識し、諸文化への

理解力、想像力をもちうる高い異文化間コミュニケーション能力をそなえることを目的とする。 

このような目的に対応して、学士課程カリキュラムとして、授業科目を基本教育科目と専門教育科目に

分かち、量的に適切に配分する。 

基本教育科目においては幅広く深い教養と総合的な判断力、そして豊かな人間性、倫理性を涵養するよ

う科目を整備するとともに、多文化状況を生き抜く基本的ツールとしての外国語科目の整備に重点を置く。 

専門教育科目としては、言語コミュニケーション学科においては、英語および未修外国語について、よ

り高度な専門的言語能力の育成と言語に対する深い理解を教授すること、および卒業後それらを応用的に

展開していくための能力を付与し、国際人として自己形成する基礎を育成する。比較文化学科においては、

英語および未修外国語の運用能力を基礎に、さらに学生が関心を有する地域の生活レベルから思想・芸術

に及ぶ文化、さらには政治・経済状況からビジネス・レベルに及ぶ総合的な深い理解を教授すること、およ

び卒業後それらを応用的に展開していくための能力を付与し、国際人として自己形成する基礎を育成する。 

 

［実態］ 

基本教育科目は、基本科目、主題科目、体育科目および情報化社会に対応するための情報処理科目から

構成されている。基本教育科目については、教授会と教学委員会とが協力・調整して実施・運営の責任体

制を確保している。 

専門教育科目においては、2 つの学科それぞれに基幹科目、演習科目、展開科目、外国語科目等を設け

ている。言語コミュニケーション学科にあっては、外国語学習の基礎・背景を理解し、あるいは「国際コ

ミュニケーション」を達成するための広い視野と国際比較を行うための方法論を学ぶための基幹科目、外

国語について専門的言語能力の獲得するための外国語・展開科目、より深く専門の言語を理解し、関連す

るテーマについての研究を展開するための演習科目を配置している。比較文化学科にあっては、文化をめ

ぐる個別の現象について国際比較を行うための方法論と論理を学ぶための基幹科目、異文化理解の方法・

基礎としての英語を中心とする外国語科目、専門について理解を深める展開科目および国際理解科目、よ

り深く専門の関連するテーマについての研究を展開するための演習科目を配置している。 

 

［長所］ 

本学部では他学部にはない英語カリキュラムを提供し、高い外国語運用能力をもった学生を多数育てて

きた。また、アジア（東アジアと東南アジア）、アメリカおよびヨーロッパ地域に重点を置きながら、生活

レベルの文化から高文化、そして国際ビジネスにまで及ぶ幅広い科目と高度な外国語科目を配置すること

により、国際舞台において活躍しようとする意欲的な学生の興味関心に応えるカリキュラムを備えている。 
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演習科目、外国語科目等の小人数クラスを中心として、学生と教員、学生間の議論の場が実現しており、

語学能力の向上に、各教員が手応えを感じている。さらに、タイ、韓国、中国でのフィールドワーク（2006

年度からはアメリカへのフィールドワークも実施される）の成功に見られるように、実生活レベルでの異

文化との接触も、さまざまに試みられていることなどは評価できる。 

 

［問題点］ 

本学部は非常に幅広いカリキュラムを備えているが、実際に入学する学生からは何を学ぶべきか焦点が

絞りにくいという批判が聞かれる。幅広い分野の科目を備えても、その主旨を徹底できなければ効果的の

薄い科目配置となってしまう。また、教員間の専門が薄く広いものとなっているため、相互の問題関心や

教育意図、指導方針が拡散しやすく、協力体制が薄いものとなっており、同時に両学科の交流も不十分の

まま経過している。 

近年、開講授業コマ数の削減からクラスサイズを平均化しようとする流れもあるが、少人数教育体制を

確保する何らかの方策を検討すべきである。 

 

［改善の方法］ 

幅広いカリキュラムを活用できるような工夫に努める。たとえば、1 年次から履修が義務づけられてい

る演習科目等において、担当者が一丸となって学生意識の向上に取り組む。また、演習科目について責任

者を定め、教育意図と指導方針について意見交換を実施し、見解を統一することを目標にする。 

クラスサイズの平均化に対しては、学部の特性に鑑み、全学的に支持される少人数教育を重視したカリ

キュラムを生み出すよう努める。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部は、英語およびその他外国語でのコミュニケーション能力育成と国際理解を主な目標としている

が、それのみならず日本語能力を向上させ、さらに日本を含む世界の歴史・文化に関する教養を身につけ

ることを重視している。この観点から高校カリキュラムとのスムーズな接続を目指す。 

 

［実態］ 

本学部に入学してくる学生の多くは、英語習得に対して比較的高いモティベーションをもってはいるが、

入学初年度においては、ネイティヴスピーカーと話す、自由英作文を書く、といったような、いわゆる自

発的な活動に入学者全員が慣れる必要がある。そのため、言語コミュニケーション学科においては出前講

義や高校訪問を通じて高校生が学科の理念を理解できるよう努めている。比較文化学科の学生であっても

日本史で受験し、世界史をほとんど学習していない学生が比較文化学科でも散見される。この傾向は学部

教育の障害となる危険性がある。また本を読む習慣は高校では容易に身につかないことも判明しており、

文章を書くことも高校生には困難な作業になっている。このような趨勢に対して、ゼミの中で日本史・世

界史の学習をさせたり、読書習慣をつけさせ文章を書かせるなどの対応を行っている。 

また、推薦入学者は早めに受験勉強を終えてしまうので、本学部では 2 月から 3 月にかけて、自由参加

ではあるものの、推薦入試合格者向けの英会話の授業を開設し、入学後すぐに授業に入れるように配慮し

ている。ちなみに、2005 年度に関しては、20 名の参加があった。また、読書感想文も推薦入試合格者全員

に課し、本学部教員が添削をして返却している。 

 

［長所］ 

推薦入試合格者向けの英会話の授業・オリエンテーションキャンプは、アンケート結果を見る限り、「大
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学生活について理解できた」、「不安が解消できた」、「時間割・単位について理解できた」、「友達ができた」

等の意見が多く、大変好評である。読書感想文に関しても、新書等を読むことがあまりない高校生にはい

い経験となっており、添削をする教員側からも、その年度の入学生の学力レベルをはかり知るよい機会と

なっていると評価されている。 

 

［問題点］ 

本学部の理念を高校生に積極的に伝えることは困難である。オープン・キャンパスはほぼ全教員が担当

するが、高校訪問や出前講義も一部の教員に限られている。 

 

［改善の方法］ 

オープン・キャンパス等で高校生に本学部の理念をわかりやすく解説するよう努める。また、高校と協

定を結び、学部・学科の理念を集中的に知らせる機会を確保するなどを方法も考えたい。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部では、カリキュラム編成においては、適切に科目群を区分し、それぞれの科目群の必修科目・選

択科目の量的配分の適切性と妥当性を考慮する。また 4年次に「卒業研究」を必修科目とする。 

 

［実態］ 

カリキュラム編成においては、基本教育科目、情報処理科目、基幹科目、演習科目、外国語・展開科目

および関連する科目を設けている。言語コミュニケーション学科、比較文化学科のカリキュラム編成にお

ける、必修・選択の量的配分の実態は以下のとおりである。 

言語コミュニケーション学科では、授業科目として、基本教育科目、情報処理科目、基幹科目、演習科

目、外国語・展開科目および関連する科目を設けている。卒業に必要な単位数はそれぞれ、基本教育科目

20 単位以上、情報処理科目 4単位以上、基幹科目 12 単位、演習科目 18 単位、外国語・展開科目 46 単位、

（また外国人留学生については日本語 3単位必修）、この他に上記の各科目群から自由に選択履修できる自

由選択科目 24 単位で、合計 124 単位である。 

総科目数は資格課程科目を除いて、179（単位数 325）である。 

教養教育に属する科目を合わせると、総科目数に占める科目数比は 30.7％で、単位数比は 33.2％で、卒

業に必要な単位数に占める割合は 29.0％である。 

また、演習科目は、9科目（24 単位）あり、そのうち必修が 6科目（18 単位）である。総科目数に占め

る科目数比は 5.0％、単位数比は 7.4％で、卒業に必要な単位数に占める割合は 10.0％である。 

専門科目として、外国語・展開科目を配置しているが、本学科の学生はすべて英語専攻に所属するため、

英語科目 28 科目（43 単位）がすべて必修である。この他、中国語、フランス語、ドイツ語のうち一か国

語を選択し 3 科目（3 単位）が必修である。専門教育に属する科目を合わせると、総科目数に占める科目

数比は 69.3％で、単位数比は 66.8％で、卒業に必要な単位数に占める割合は 71.0％である。 

比較文化学科では、基本教育科目、情報処理科目、基幹科目、演習科目、展開科目、国際理解科目およ

び外国語科目を設けている。卒業に必要な単位数はそれぞれ、基本教育科目 20 単位以上、情報処理科目 4

単位以上、基幹科目 12 単位、演習科目 18 単位、展開科目 26 単位、国際理解科目 8 単位、外国語科目 15

単位、（また外国人留学生については日本語 8単位必修）、自由選択科目 21 単位で、合計 124 単位である。 

教養教育に属する科目を合わせると、総科目数に占める科目数比は 29.3％で、単位数比は 33.0％で、卒

業に必要な単位数に占める割合は 29.0％である。 

また、演習科目は、9科目（24 単位）あり、そのうち必修が 6科目（18 単位）である。総科目数に占め
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る科目数比は 4.8％で、単位数比は 7.3％で、卒業に必要な単位数に占める割合は 9.6％である。 

専門科目として、展開科目 2分野と、国際理解科目 2分野を配置している。展開科目には、比較文化 26

科目（52 単位）、生活文化 16 科目（32 単位）の合計 42 科目（84 単位）で、2分野から 13 科目（26 単位）

が選択必修である。国際理解科目には、国際関係 8 科目（16 単位）、国際ビジネス・その他は海外セミナ

ー5 科目（20 単位）を含めて 11 科目（32 単位）を配置しており、2 分野から 8単位（2 科目〜4 科目）が

選択必修である。 

上記のとおり、専門教育に属する科目を合わせると、総科目数に占める科目数比は 37.2％、単位数比は

47.7％で、卒業に必要な単位数に占める割合は 15.9％である。 

この他、比較文化学科に配置されている外国語科目については、英語 7科目（7単位）、中国語、フラン

ス語、ドイツ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ロシア語、日本語（日本語については外国人留学生のみ）がそ

れぞれ 8科目（8単位）ずつ配置されており、外国語科目は合計 63 科目（63 単位）である。英語が 7科目

（7単位）必修で、その他 1カ国語の 8科目（8単位）が選択必修である。 

 

［長所］ 

言語コミュニケーション学科は、外国語・展開科目の英語がすべて必修科目で、その他外国語の全科目

も自由に選択することができる。英語をマスターしたうえで他の外国語をしっかり学ぶという、学科とし

ての目標が、カリキュラム上からも明確に読み取ることができる。比較文化学科は、幅広い選択肢のなか

から、学生が自分の興味のある分野について、かなり自由に履修できるようになっている。 

また、4 年次の「卒業研究」は長時間を要する困難な作業であるが、学生の能力の向上に大きな役割を

果たしている。 

 

［問題点］ 

言語コミュニケーション学科は、英語の外国語・展開科目がすべて必修科目で、卒業に要する単位にお

ける割合も大きく、その他の科目で、学生が自由に幅広く選択することは困難である。 

比較文化学科では、ほぼすべての科目において、学生が選択するようになっており、前項で指摘したよ

うに、学生の学びの自主性を尊重しており、学習意欲の高い学生にとっては自分の志向で自由に学ぶシス

テムである。しかし、必修と選択の境界が曖昧で、方向性が見えにくく、学習目標が定めにくいと感ずる

学生もいる。 

 

［改善の方法］ 

言語コミュニケーション学科では選択科目をどのように拡大するのかが今後の課題である。比較文化学

科では 2007 年度から実施予定の新しいカリキュラムでは、基本教育科目（教養科目）の大学全体としての

内容の統一性を重視し、外国語・展開科目（専門科目）については、複雑であった現状の科目構成の区分

を簡素化した。今後は、さらに継続的な点検・評価を通して、外国語・展開科目（専門科目）について配

当科目数の調整を行い、教養と専門のバランスがとれたカリキュラムの確立を目指す。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

各々の授業科目の単位計算方法については、各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係において適切

になるよう努める。 

 

［実態］ 

本学部は少人数・演習科目が多く、講義科目が少ないという特徴がある。基本教育科目にあっては、講
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義科目は通常 2 単位、外国語科目・体育科目は通常 1 単位である。専門教育科目にあっては、講義科目・

外国語科目・演習科目（「国際フィールドワーク科目」を含む。）は通常 2 単位であるが、演習科目の一部

および「卒業研究」は 4単位である。 

 

［長所］ 

極端に大きい単位を与える科目はなく、全体のバランスが取れている。 

 

［問題点］ 

本学部では、外国語科目を必修単位として多く課しているため、1 単位科目の比率が比較的多い。これ

により、履修科目が他学部の学生より必然的に多くなってしまう。学部としては時間割を組む上で、必修

科目配置に多大な配慮をしているが、例年、必修科目が時間割上、同一時間帯に配されてしまう問題が生

じている。 

また、全体のバランスを重視しているため、学生の学習時間量との相関が弱い。通常、学生が も学習

時間を割くのは外国語科目と演習科目であるが、基本教育科目としての外国語科目は 1 単位しか与えられ

ず、学生の学習時間量に比して単位が少ない。また、準備段階から報告書の作成まで多大なエネルギーと

時間を注ぐ「フィールドワーク」についても、全体のバランスへの配慮から計 4 単位しか与えられず、学

生の期待にこたえているとは言い難い。「卒業研究」についても同様のことがいえる。ただし、「卒業研究」

の位置づけは各教員に委ねられているので、4単位の評価を巡っては見解が分かれるところである。 

 

［改善の方法］ 

外国語科目については、その内容により、将来的には 1単位から 2単位への変更を検討する。 

単位と学生の学習時間量との相関を確かめる必要があるが、学生の学習時間量が大きい外国語科目や演

習科目、「フィールドワーク」、「卒業研究」に多くの単位を与えるべきかどうか、教員間の統一的な見解を

形成するよう努める。 

 

 

 

ｅ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部は海外研修を重視しているため、学生が海外留学を積極的に行えるよう努めるとともに、国内外

の他大学との単位互換制度を整備する。 

 

［実態］ 

海外に留学に行く学生の多くが選択するのが短期海外留学（セミナー）で、イギリスセミナー（オック

スフォード・ブルックス大学、エクセター大学）、アメリカセミナー（サウスイースト・ミズーリ州立大学）、

オーストラリア大学（モナッシュ大学）、中国セミナー（北京第二外国語大学、南開大学）、ドイツセミナ

ー（ブレーメン州立経済工科大学）、フランスセミナー（オルレアン大学）、韓国セミナー（中央大学校）、

と取り揃えている。この場合、相手先の大学の教員による評価点を、S（90 点以上）、A（80 点以上）、B（70

点以上）、C（60 点以上）、F（59 点以下の不合格）、に置き換える。C 以上の成績を取得した学生に認める

単位は 4である。 

協定大学先へ 1年間留学する長期留学は、アメリカ（サウスイースト・ミズーリ州立大学、ハワイ大学）、

フランス（オルレアン大学）、韓国（中央大学校）、台湾（国立台湾師範大学、東呉大学）、タイ（ナレース

ワン大学）、中国（北京第二外国語大学、南開大学、北京語学大学、上海外国語大学、復旦大学）と提携し

ている。この場合、当該学生が認定を希望する科目名と、留学先で履修したその科目に相当すると思われ

る科目名を併せて申請し、担当の教員がその適切性を判断し、各教授会の承認を経て、 大 30 単位まで認
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定される。 

2 年次編入の場合には 30 単位、3年次編入の場合には 62 単位を限度として、本学の単位として認定して

いる。本学部の卒業に必要な単位は 124 単位のため、これらは、それぞれ、要卒単位の約 4分の 1、2分の

1にあたる。 

他大学との単位互換に関しては、2 年次以上から出願資格があり、年間 4 単位、在学中通算 6 単位まで

履修可能となっている。また、2 年次または 3 年次編入生への単位認定に加えて、学生の幅広い興味に対

応するため、愛知県内に所在する大学および豊橋技術科学大学と単位互換を行っているが近隣の大学との

互換制度を充実させることが期待される。 

 

［長所］ 

本学部に入学してくる学生の多くは留学を希望しているので、「海外セミナー」（4 単位）の魅力は大き

い。長期留学も同様で、1年間海外の大学に在籍しながら、4年で本学を卒業できるこの制度は学生にとっ

ては魅力的である。 

また、愛知大学短期大学部とキャンパスを共にしているため、短期大学部卒業後に英語を初めとする語

学をもう少し学びたい学生にとっては、本学部への編入はよい目標となっている。 

 

［問題点］ 

長期留学は、制度上 30 単位まで認定されるが、演習など単位認定が難しい科目もあるため、4年で卒業

するためには、3 年時配当の「演習Ⅰ」と 4 年次配当の「演習Ⅱ」を同時に履修していかなければならな

い等、さまざまな不具合も生じている。また、帰国後の次学期での認定（3 月で帰国した場合、次年度の

春学期の単位として認定）となるので、3 年時に留学した場合は、特に 4 年次の春学期の履修に注意を要

する。 

また、短期大学部から 3年次に編入してくる場合、上限認定単位は 62 単位であるが、1年生から本学部

に在籍している学生は各学期 大 22 単位ずつ履修してきていることを考えると、少々上限が厳しいのが現

状である。また、1・2 年次配当の科目を短期大学部では履修しきれないので、実際、編入した初年度は、

3 年次配当の科目に加えて、1・2 年次配当の科目も履修しなければならず、かなり負担が大きいというの

が実情である。 

 

［改善の方法］ 

長期留学の問題点に関しては、現状では、演習担当教員と当該学生が綿密に連絡を取り合い、帰国後ス

ムーズに授業に入れるように、留学先での勉強を指導することを目標とする。 

編入生への単位認定の上限に関しては、短期大学部の教員と何度か意見交換をする場を設けてはいるが、

編入希望生に上記の事とあわせて、2 年で学部を卒業するのは非常に厳しい、という現実を喚起するにと

どまっているが、何らかの対応策を検討する。 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専、兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

各学部が独立した教育組織でもあることより専任教員が教育の中核的存在であることは当然である。し

かし、集中講義等で国内外の学界の 先端をゆく研究者に講義を依頼するのはその限りではない。また、

ほとんどの科目について、幅広く専任教員を揃えると同時に、専任教員と兼任教員が相応の割合で担当で

きることが望ましい。 

 

［実態］ 
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学部全体の専門教育科目について、必修科目では、科目総数 222 のうち、専任担当が 143 科目、兼任担

当が 79 科目で、専兼比率は 66.8％である。選択必修科目では、科目総数 124 科目のうち、専任担当が 79.5

科目、兼任担当が 44.5 科目で、専兼比率は 64.1％である。専門教育科目の全開設授業科目 338 科目では、

専任担当が 222.5 科目、兼任担当が 115.5 科目で、専兼比率は 65.8％である。 

基本教育科目（教養教育）については、必修科目では、科目総数 83 のうち、専任担当が 36 科目、兼任

担当が 47 科目で、専兼比率は 38.7％である。選択必修科目では、科目総数 79 科目のうち、専任担当が 47

科目、兼任担当が 32 科目で、専兼比率は 59.5％である。専門教育科目の全開設授業科目 172 では、専任

担当が 83 科目、兼任担当が 89 科目で、専兼比率は 48.3％である。 

 

［長所］ 

学部教育の根幹と位置づけられる専門教育科目については、全開設授業科目の専兼比率が 65.8％で、特

に必修科目は専兼比率が 66.8％にのぼり、専任教員が授業内容に責任を持てる態勢が整っている。 

 

［問題点］ 

低年次での配当が多い基本教育科目（教養教育）については、特に必修科目が、専兼比率が 38.7％にと

どまっている。選択必修科目の 59.5％と合わせても、全開設授業科目で 48.3％にとどまり、5割に満たな

いのが現状である。基本教育科目（教養教育）は、大学における教育の導入部分となる重要な役割をもつ

ものであり、ここでの教育内容に対しては学部としても、十分にチェック機能を果たさねばならない。し

かし、現状は科目全体の 3 分の 2 を兼任教員に頼っており、各科目の授業内容についても、当該科目を担

当する兼任教員と依頼の窓口となっている専任教員との個人間の連絡しかなく、全体的に学部として各科

目の授業内容を把握しているとは言い難い。各授業のチェック機能を強化することが目下の課題である。 

 

［改善の方法］ 

基本教育科目（教養教育）については、専任教員が増員されないかぎり、現有教員の負担増がないと、

専兼比率の数字そのものの改善はありえない。数字上の改善ばかりを追求しても、大きく改善することは

見込めない。それゆえ現在も幾つかの科目で運用されているコーディネーター制度を応用して、2006 年度

より外国語嘱託講師制度が導入されているが、科目群コーディネーターのような制度をつくることが、よ

り現実的な方法であるといえよう。基本教育科目についても、コーディネーターが責任者として、授業の

目的、授業計画を設定し、開講中は授業内容をチェックすることによって、学部として開講科目全体に責

任を取れる態勢を具体的に整えていくことが、今後の検討課題である。 

 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人にも広く門戸を開き、大学教育に対する多様なニーズに応える。また本学部は、自己の母国と外

国人留学生にとっては母国と日本の文化との比較研究に適した場であり、将来母国と日本との架け橋とし

て活躍するための知的基盤形成の場である。したがって、高度な日本語能力を身につけ、日本についての

種々の知識を習得することにより日本を深く理解し、国際的に活躍する優秀な人材の育成を目指して外国

人留学生を指導する。 

 

［実態］ 

社会人が授業に参加していることは授業にある種の緊張をもたらし、教育的にも意義が大きいと考えて

いたが、そのため開設時には夜間主コースに社会人入学枠を設定した。夜間主コースでは、授業時間を遅

く設定したり、多くのクラスを土曜日に開講するなどして、社会人学生が授業に出席しやすくなるよう配
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慮したが、学生募集に繋がらなかったため、2004 年に学生募集を停止した。 

本学部では、学部在籍外国人留学生と協定留学生の 2種類の外国人留学生を受け入れている。 

留学生にとっては日本語の能力が基本的である。外国人留学生のみを対象とした「日本語」関係科目は

以下のとおりである。 

①「日本語Ⅰ～Ⅷ」（各 1単位）(必修：ただし言語コミュニケーション学科はⅠ～Ⅲ必修) 

②「日本語演習Ⅰ，Ⅱ｣（各 2単位）（選択） 

③「日本事情Ⅰ，Ⅱ」（各 2単位）（必修） 

また協定校からの外国人留学生については協定日本語コース（日本語学習を目的とする 10 単位分の授業

プログラム）を実施している。 

 

［長所］ 

早期に日本人学生のなかに溶け込めるための配慮がなされている。本学部では入学時に 1 泊 2 日のオリ

エンテーションキャンプを行っている。そこではさまざまなイベントが企画されたプログラムが展開され、

外国人留学生も日本人学生と一緒になって本学部生としての一歩を踏み出す。孤立しがちな外国人留学生

であるが、このキャンプを通して日本人学生の友人をつくり、滑らかに大学生活に入り込むことが期待さ

れている。 

高度な日本語能力が獲得できるための配慮がなされている。大学の授業で要求される日本語力はいわゆ

る「アカデミック日本語」である。外国人留学生にとってはこの能力の獲得の可否が 4 年間の大学での学

習を意義あるものとするかどうかを決定するといっても過言ではない。そのため、本学部では（豊橋校舎

共通）1・2年次に「日本語」（8単位：言語コミュニケーション学科は 3単位）「日本事情」（4単位）を必

須科目とし、日本語力の向上を目指している。また、「日本語」では運用力をつけることが目的であるため、

20 名以下の小クラスサイズとしている。 

 

［問題点］ 

社会人学生に関しては、定員確保に向け広報活動を強化してきたにもかかわらず志願者数の推移は低迷

のままであり、結局のところ募集停止に追い込まれた。 

外国人留学生に関しては、入学時に日本語能力が低い学生には次のような悪循環が生じやすい。まず、

第 1 セメスターの授業がほとんど理解できず、このことが劣等感となり、やる気をなくしてしまい、その

結果日本語力を高めることがますます困難になるといった悪循環である。 

また、目的意識を持ち、意欲的に勉強する学生と、何のために留学しているのか自覚のない学生とに留

学生が二極化している。留学目的を自覚していない原因には、もともと学習意欲・能力に欠けるか、アル

バイトに没頭し、自己コントロールできないかが考えられる。前者については入学を許可する段階、後者

については入学後の指導等、種々の策を講じる必要がある。 

留学生の出身国が中国に偏っている。そのため、中国の学生同士がいつもかたまり、なかなか日本人学

生との交流が活発にならない。なかには、大学の授業以外は四六時中中国人集団の環境に在り、何のため

に日本に留学しているのかと思われる学生もいる。これでは日本語も上達しないし、意識も活性化されず、

勉強意欲も沸いてこないだろう。また、日本について学習する科目が欠けている。 

 

［改善の方法］ 

意識の高い社会人が若い学生と一緒になって学習することは、両者にとって刺激的で学習効果が上がる

ことはよく指摘されている。効果的な学習環境を作るためにも、社会人が今何を大学に要求しているかを

調査し、現実のニーズに合った対応を探求することを目標とする。 

学習意欲・能力が高い外国人留学生を入学させ、育てようとするのであれば、まず外国人留学生受け入

れのための環境整備がなされなければならない。受け入れに関する政策、宿舎（留学生会館も含めて）の

整備、奨学金等々の多岐にわたった支援制度の充実を、掛け声ばかりでなく、早急に実現させる必要があ

る。本学の環境整備の遅れを自覚し、早急に具体的な対応策を生み出すことを目標とする。 

130 



（５）国際コミュニケーション学部 

交換学生として様々な国籍の学生を受け入れることが本来の目標である。本学の協定校は圧倒的に中国

が多いことは周知の事である。中国に多くの協定校があることは本学の特徴として望ましいことであるが、

それに比して他諸国の協定校数の貧弱な実態認識が希薄である。グローバル化が当然な世界情勢にあった

制度的改革の実現を目標とする。 

 

 

 

ｈ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部では、国際社会に対する市民の関心の喚起や、大学教育の社会への開放および生涯学習への貢献

を目指し、市民講座の企画や、科目等履修生制度を充実させる。 

 

［実態］ 

2005 年度市民大学トラム講座は、「外国における「日本文化」と日本のイメージ」のタイトルのもと、

下記のプログラムで実施された。毎回 30 名ほどの参加者であり、参加者からは活発かつ興味深い質問、意

見が出された。また、2006 年度科目等履修生のうち、国際コミュニケーション学部固有の科目を履修して

いる者は 2 名あり、科目は「日本人と宗教」、「比較文化入門」である。目的はいずれも教養のためとされ

ている。 

 

［長所］ 

市民大学トラム講座についていえば、講義の後の和やかな話し合いの場からは参加者の知的活性化に貢

献している様が読みとれる。また、科目等履修制度の受講生については次のことがいえる。本学部の開講

科目の一部は、高い専門性というよりは、広い知識を獲得することを目的とするものであることから、豊

かな人生を送るための自己研鑽に貢献するものであり、生涯学習として相応しいものと考えられる。 

 

［問題点］ 

市民大学トラム講座では定員を 100 名ほどに設定しているが、毎年出席者は 30 名ほどにすぎない。少人

数のため、和やかな雰囲気であることは良いのだが、参加者が増えることが望まれる。また、参加者の多

くはリピーターであり、なかなか参加者の輪が広がらないのが問題である。なお、講演者が学部内に限ら

れているため、テーマが狭められる傾向があり、より多くの聴衆の関心を集めるには困難がある。さらに、

2005 年度は豊橋市の都合で 7回の講義となったが、今後は回数を増やすことが望ましい。 

 

［改善の方法］ 

市民大学トラム講座への参加者が少ない理由はいろいろあるだろうが、まず、設定される曜日、日時の

問題が考えられる。聴衆が集まりやすい曜日、日時を調査し、そこで実施する必要がある。また、テーマ

の選択、広報の仕方も課題である。市民に好まれるテーマを選択し、広報についても再考することにより、

今後もこのような大学外部の人々を対象とした種々の企画を通して、人々の意識喚起に貢献していけるこ

とを目標とする。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 
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［理念・目的・目標］ 

本学部は少人数・演習中心の教育を実施しているため、その中でのプレゼンテーション・レポート・読

書指導等を通して教育効果を測定する。また、英語能力に関しては、学外の検定試験も利用する。 

 

［実態］ 

言語コミュニケーション学科では、英会話の能力を学生全員が短期間に向上するよう 1・2年生の英会話

では統一テキスト、同一のシラバスにより授業を行っている。外国人専任教員がコーディネーターとなり

その任にあたっている。教育効果を測定するための方法として学期末に、担当者によって実施される試験

（小テスト、学期末試験）、レポート、プレゼンテーション、口頭試問等を実施している。これは学生の自

然な会話能力を引き出すのに有効である。カリキュラムは実践的な言語運用能力を高めるため会話、作文、

英文講読（2 年次まで）は初級から上級へと積み上げる形態になっている。そこで、それぞれの進度にあ

わせて到達目標を定めている。その他、「Practical English」、「Current English」、「Business English」、

「English Grammar Ⅰ,Ⅱ」、「卒業研究」を必修科目として設定しているが、教育効果を測定する方法も英

会話の場合と同様である。 

比較文化学科でも生きた英会話を身につけさせるために似たようなプログラムを用意している。特に例

年力を入れているのがクリスマスやハロウィン、あるいは夏休みや春休みの数日間にわたるイベントであ

る。学生たちが普段の授業から離れて、遊びながら気楽に英語に馴染むよう配慮している。 

英語能力に関する教育上の効果は、留学、語学研修、国際フィールドワーク、ゼミ旅行など海外旅行を

経験した学生は他学部より多く学部教育に役立っている。 

2005 年度における図書館の利用状況はつぎのとおりである。本学部生 1,054 名の 40.9％が入庫証（書庫

に入るためのカード）を取得している。これを利用して 491 回の入庫があった。このうち半分近くは卒業

研究中の 4年生である。図書帯出学生は延べ 7,412 名で、貸出冊数は 14,680 冊であった。一名平均 14 冊

借りたことになる。豊橋校舎の他学部よりやや多い利用状況である。 

 

［長所］ 

本学部の基本的な特徴は 4 年一貫の少人数ゼミである。全教員の研究室と教室、ゼミ室が同じ建物（5

号館）にある。それだけでなく、学生は民具陳列室やラウンジをいつでも自由に利用できる。講演会やセ

ミナーへの学生の参加も少なくない。したがって本学部において、教員と学生は心理的にも物理的にも距

離が近く、各教員は教育効果を具体的に確認しながら教育を行っている。具体例をあげると、1・2年次の

英会話においては専任外国人教員がコーディネーターとして統一テキスト、同一シラバスで行い、クラス

サイズも1クラス16名程度であるので教育効果を細かく測定することができる。また「Practical English」

においても科目の性格が検定試験の準備であり、点数として効果を把握することが可能である。英文講読、

英作文では目標のレベルにあわせて教科書を決めてもらうよう教員にお願いしているが、教科書の内容等

により担当者の評価にばらつきが出る場合がある。 

 

［問題点］ 

近年、昼間の入学者定員を 3 割近く増やしたこと（比較文化学科の夜間主コースの学生募集停止にとも

ない学部全体で 170 名から 220 名）により、教育上の効果を直接に捕捉しにくくなった。ゼミで 12～13

名ぐらいまでの学生数ならば顔も名前もすぐに覚え、個人別に教育を行うこともできるが、20 名を越える

とそうした対応は難しくなる。 

TOEIC 受験に関しても、今までは学科間で認識の違いが大きかったように思われる。 

比較文化学科では演習でどのような成果がでているか正確には掌握されておらず、演習に対する教員間

の共通認識を深める必要がある。 

学生は海外志向と地元志向という、一見相反する考えのもとに就職先を探している。これはいいかえれ

ば、グローバルに考えて、ローカルに生きる、ということですぐれて現代的な生き方といえる。こうした

二つの志向を把握し分析して、もっと具体的に就職支援をする必要がある。 
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［改善の方法］ 

教育上の効果を直接的に検証できるように、一つのゼミの学生数をできれば 15 名以内に抑えたい。 

言語コミュニケーション学科ではすでに TOEIC 受験を義務づけ実施しているが、1 年次と 3 年次の受験

のため、現状では上達度と教育効果を具体的に把握することは困難である。教育効果の客観的測定の基準

の一つとして検定試験を利用し、英会話における評価、他の科目の評価と照合しシラバスのあり方を今後

検討する。 

比較文化学科では、教員間の意志疎通をはかるために、これまでも学科会議や個別の会議を開いてきた

が、特に「入門ゼミ」・「基礎演習」の担当者会議および「演習Ⅰ、Ⅱ」の担当者会議を定期的に開き、教

育内容をできるだけ共通化・平準化し、多様な学生への個別指導を計れることを目指す。 

「演習Ⅰ、Ⅱ」の担当者会議においては就職担当事務局（キャリア支援課）と連携しながら就職活動を

側面からサポートできることを目指す。具体的には卒業研究と関連する企業の開拓などを行いたい。 

「入門ゼミ」で図書館ガイダンスの実施を徹底し、全学生が入庫証を取得し、図書館利用をもっと積極

的に行えるようにする。一名平均の貸出冊数を現在の 14 冊から 20 冊を目標にする。また、学生の TOEIC

受験を義務づけ、その成績を管理しながら個別指導を行う方向で検討する。 

 

 

 

ｂ 厳格な成績評価の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

成績評価は科目の性質に応じて、授業への出欠席、授業態度、試験結果、レポート評価等によって厳正

かつ適切に行う。また誰にも理解しやすい評価基準を設け、教員間で確認しシラバスに明記することによ

って学生への徹底をはかる。 

 

［実態］ 

成績評価は、S（90～100 点）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60～69 点）、F（59 点以下）で表され、

S、A、B、C は合格、F は不合格であり、この基準は全学部共通である。なお出席その他担当者の指示した

受験要件を必要とする授業科目については、出席時限数が当該授業科目の全授業時限数の３分の２以上と

なることを基準としている。 

成績評価に関して、講義科目の成績評価は基本的に担当者に委ねられている。評価基準やシラバスへの

記載方法も教員によって異なっている。 

年次ごとに学生の質を検証する方法について、卒業論文の作成が学修の集大成と判断している。 

言語コミュニケーション学科では、英文で 20 枚（A4 サイズ、ダブルスペース）の卒業研究と、教員 2

名が審査員となって行われる英語による口頭試問（20 分程度）が必修となっている。口頭試問では、英作

文能力、プレゼンテーション能力、英会話能力、専門研究の総合的評価を行い、学生の質と到達度が検証

される。2005 年度から 1年次と 3年次に TOEIC を受験させることになった。 

比較文化学科でも卒業論文 20～30 枚（A4 サイズ）が必修である。作成の課程で、学生は資料検索の方

法、論文の書き方、引用の仕方、日本語による表現方法、プレゼンテーションなどを具体的に学び、総合

的評価を受ける。1年次の「入門ゼミ」から学んできたことの集大成であり学生にとっても正念場となる。 

 

［長所］ 

本学部の特色がゼミ中心の少人数教育であるので個々の学生の評価は大人数教育に比して容易である。 

ゼミは、通常の授業、発表会、現地調査など多様な授業形態をとり、教員とゼミ生あるいはゼミ生間の

交流も一般講義より格段に深く行われる。この場合、成績評価は単純な指標によるのではなく、もっと総

合的かつ人格的な判断に基づいて行われる。 
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言語コミュニケーション学科の英語能力の評価はかなり厳格に行われている。コーディネーターの専任

教員は、学生の状況について定期的に会議で意見交換をし、教室活動の評価に関しては流暢さ、発音、文

法、語彙能力、積極的に伝えようとする能力を基準に行い、教員同士の合意も得られている。英語講読、

英作文では科目ごとに到達目標を定め、特に英作文においてはほぼ毎回、学生の作文の提出と添削を実施

するようお願いしているので比較的客観的な評価を行うことは可能である。 

 

［問題点］ 

演習については、成績評価の基準が教員によって異なり、しかも基準自体が明確でない点はやはり問題

であろう。できるだけわかりやすく、誰もが一応納得できる基準づくりが必要である。 

学生の質を検証する方法について、1～3年次においてはゼミを除くと必ずしも明確でない。 

 

［改善の方法］ 

科目ごとに成績評価の方法と基準を明確にし、シラバスなどで公表する。演習については、成績評価を

より公平なものにするため、教員間の連携を深め、成績評価上のばらつきをできるだけなくすようにする。 

学生自身が自己点検を行えるようにするために、教員の評価をもとに学生自身が行う「チェック項目表」

の作成を検討する。 

 

 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部は 4 年間一貫して少人数で行うゼミ・演習を通して学部、学科の教育目標を徹底し履修指導をす

すめる。学生がいち早く本学部の教育環境になじめるようにするために、新入生に対してはオリエンテー

ションキャンプを行う。また、成績不振者が生み出されないよう、オフィスアワーなどを通して学生の実

態を把握に努める。 

 

［実態］ 

新入生に対して行われるのがオリエンテーションキャンプである。これは履修指導にとっても効果的で

ある。 

オフィスアワーは、教員ごとに曜日と時間帯が決まっているが、学生への周知が十分とはいえない。ゼ

ミ生はオフィスアワー以外でも研究室に来るが、ゼミ以外の学生はあまり来ない。ゼミ生の囲い込みとま

ではいえないが、教員、学生ともにゼミへの帰属意識が強すぎる傾向も見られる。もっと見方の複線化を

はかるべきであろう。 

成績不振者に関して、本学部の留年者数（夜間主コースは除く）は 2005 年度 4年生の場合、在籍者 250

名で留年者 30 名である（「大学基礎データ表 14」参照）。その割合は 12％で、本学の中で も低い。この

中には私費留学生も少なからずいる。彼らは、在学期間を満たせないことによって留年者に含まれるが、

成績不振者ではない。したがって成績不振者の割合はさらに下がる。成績不振者のうち、健康上の理由、

経済的理由で休学した学生については教務課事務職員と教員が連絡を取り、学生個人の状況も把握した上

で履修指導をしている。 

退学者数（夜間主コースは除く）は 2003 年度から 3 年間、18、9、19 名であった（「大学基礎データ表

17」参照）。これも他学部と比較するとかなり低い。成績不審者には面談して事情を聞く等、学部として十

分に対応してきた結果である。 

 

［長所］ 

すべての教員がゼミにおける少人数教育の重要性を理解し、ていねいな履修指導を行っていることはす
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でに述べたとおりである。学修内容に関しては、教員の専門あるいはテキストを中心に勉強したり、グル

ープによる討論や資料収集を重視したり、現地調査や海外旅行をするなど、ゼミによってかなり異なって

いる。この点についての学生への説明は演習紹介の折に十分注意して行っている。 

 

［問題点］ 

各ゼミの指導方針、教育内容が教員間で共有されていない点はやはり問題である。普段から教員が交流

し、また学生からの評価も踏まえて指導方針、教育内をたえず見直していかなければならないだろう。 

4 年次の前期に必修科目が設定されているが、就職活動等で特に 4月、5月は欠席が増加する。それに対

する対応は必ずしも一致しているとはいえず検討を要する。特に前期の演習では出席者が半分になったり、

担当者が急に欠席し、穴をあけたりすることが少なくない。学部をあげて 4 年生の履修指導を検討する必

要がある。 

 

［改善の方法］ 

教員間の認識を共有するために、アンケートを実施し、学生の要望を把握する。また、就職活動で欠席

しがちな 4年の演習については、問題点を洗い出し、有効な対策があれば履修指導に生かすようにする。 

オフィスアワーをもっと利用しやすいように時間帯、日数などを改善し、掲示や表示をして学生への周

知徹底をはかる。 

 

 

ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部にとっては、演習と英語を中心とする外国語教育の発展が肝要である。そのために、学科会議等

を通して教育改善の組織的に取り組む。また、FD 活動を生かして学生の意見を集約し、シラバス等に反映

させるなどの改善を図る。 

 

［実態］ 

教育改善への組織的な取り組みについては、両学科会議でときおり検討課題としてきた。これまでに英

語教育、入門ゼミ、演習、卒業論文など改善の努力を続けている。 

学生の学修の活性化に関して、英語の学習には継続性が重要であることから授業以外にも学習環境を整

備することが望まれる。そこで短期採用の T.T．5 名にそれぞれのオフィスアワーを決めて共同研究室に滞

在してもらい、学生からの質問に応じたり、英会話の練習ができるようにしている。さらに授業のない春

休みや夏休み、あるいはハロウィンやクリスマスの折に自由参加の英会話のクラスを開くなど、継続的に

かつ楽しみながら英語学習ができるよう配慮している。 

シラバスは本学統一の形式で、授業のテーマ、目標、授業形態、授業内容のスケジュール 13 回分、評価

方法、テキスト・参考図書を記入することになっている。近年内容を詳細に記述することにしたことから、

大部のものとなり本年からは製本と Web 上での公開の両方が行われている。将来的には Web 上のみになる

予定である。 

授業評価は非常勤教員も含め全教員に対して実施され、特に教員が公表を望まない限りは結果が Web 上

で学内に公表されている。FD 活動については 近 FD 疲れが出ている。有効に活用する方向を探らねばな

らない。 

 

［長所］ 

教育改善への組織的な取り組みについては、何よりも教員間の意見交換を中心に進めるため、民主主義

的、公平であるといえる。 

 

135 
 



３ 教育課程 

［問題点］ 

シラバスに関しては、学生の意見を聞きながら問題点を抽出し、改善しなければならない。2006 年度は

Web 上での初めての実施ということもあり、教職員の側の入力ミス、修正する場合のシステム上の問題な

どが発生した。今後はシステムの管理とあわせて問題点を改善する必要があろう。 

FD 活動について、教員は 2007 年度から専門科目とともに共通科目も教えることが要求されている。後

者はいわゆる教養科目としての性格が強いが、その教育手法を十分に議論しているわけではない。 

 

［改善の方法］ 

学生にアンケートをとるなどして、どうすれば学生の学修を活性化できるか検討する。シラバスを点検

し、内容が抽象的なものは改善を求める。 

講義方法、教育内容、教育技術、学修指導等について、定期的に FD 活動を行う。教員が対応できない場

合は、カリキュラムを再検討したり、外国語嘱託講師・非常勤教員へ依頼する。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部の教育においては、演習中心の少人数教育が望ましく、その実現に向けて努力する。授業科目に

応じて、AV機器、遠隔講義装置を適切に利用する。講義科目でも学生の主体的な取り組みを引き出せるよ

う恒常的の努力を積み重ねる。 

 

［実態］ 

授業形態と授業方法については、本学部では大きく演習形式、講義形式に分かれる。それらは科目の性

質により次のとおりである。 

① 演習形式（少人数クラス）：言語コミュニケーション学科は「入門ゼミ」、「日本語コミュニケーション

技術Ⅰ、Ⅱ」、「英会話」、「演習Ⅰ、Ⅱ」。比較文化学科は「入門ゼミ」、「基礎演習」、「外国書ゼミⅠ、Ⅱ」、

「演習Ⅰ、Ⅱ」等である。これらのクラスは双方向型の授業が展開されることから机椅子が可動式の演

習室で授業が行われる。 

② 演習・講義形式（中規模クラス）：「外国語講読」、「外国語作文」。 

③ 講義形式（大規模クラス）：基本教育科目、専門科目。 

本学部は設置以来、少人数で演習型の双方向の授業を特徴にしてきた。言語コミュニケーション学科で

は 1 年生の春学期に「入門ゼミ」を設け 20 名程度の少人数クラスで発表能力の基礎を養い、第 2、3 セメ

スターの「日本語コミュニケーション技術Ⅰ, Ⅱ」で書く能力、口頭発表の能力、討論の方法を学び、コ

ミュニケーション能力を外国語にも生かすようなカリキュラム構成になっている。外国語の会話では 16

名程度、英文講読、英作文では 30 名程度で授業を行い、教室での発言や討論を重視し、コミュニケーショ

ン能力の養成と向上を目標としている。 

比較文化学科では、1年生の春学期に「入門ゼミ」、秋学期に「基礎演習」があり、読む、書く、調べる、

まとめる、発表するといった、学修をすすめる上で必要な基本的な教育スキルを学ぶ。2 年次には「外国

書ゼミ」があり、ゼミの体制で英語学習ができるように配慮している。 

マルチメディアについては、音声学の授業では LL 教室が利用されている。近年 CALL（computer assisted 

language learning）を導入した授業が注目されているが、言語コミュニケーション学科では不定期ではあ

るがコンピュータ・コーパスを用いた授業も行われている。パワーポイントでの授業も徐々に普及しつつ

あるが、利用はまだ一部の教員に限られている。語学以外の授業でもビデオ、CD、パソコン、OHC、テープ

レコーダーなどはよく利用されている。モニターはプロジェクターによる投影方式と、液晶画面ないしテ

レビ画面によるものとがある。またこれらの機能を教壇にビルドインさせた教室と、移動式のワゴンに納
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めた教室がある。 
遠隔授業については、実例はないが、豊橋・名古屋・車道の校舎間のみならず、海外の大学との交流を

検討する。 

 

［長所］ 

授業は大人数講義をのぞいては首尾よく進められてしている。授業を聞きながら考えることの大切さを

常日頃から説き聞かせれば改善の余地はまだある。 

各教室にマルチメディアがあり、多様なメディアを使った美しい映像を見、音響を聞くことができる。

これらの機能を授業で使う教員も多くでてきており、こうした機器の重要性を学生に認識してもらうこと

ができる。 

 

［問題点］ 

受講生が 150 名という大人数の授業があり、逆に数名の授業もある。 

学生はマルチメディアを自ら使う機会が少ないため、こまかい作業手順を知らないケースがある。これ

は、社会にでてから必要な技術であり、ひととおり学べるようにしなければならない。そのためには教員

がマルチメディアを扱えることが重要であるが、学生の質問に答えられるシステムが十分に機能していな

い。教員に対する全学的なサポート体制をつくるべきである。 

 

［改善の方法］ 

1・2 年次生中心の大人数講義については、90 分授業のあり方について教員間で検討する。たとえば前半

は講義、後半は学生同士あるいは教員も交えた自由討論にする、数回分の授業を使ってセミナーや調査を

する。学生が主体的に参加し、教員とともにつくり上げるような講義を目指す。 

情報メディアセンターと連携して、マルチメディアについての学修範囲を確認し、カリキュラムに組み

込むと同時に、学生が修得したかどうか確認するとともに、教員のマルチメディア利用に関するサポート

体制をつくる。 

 

 

 

３．国内外における教育研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

国際化への対応と国際交流の推進は本学部の大きな柱の一つである。教育においては外国人教員の積極

的な受け入れ、学生の海外研修の充実、外国人留学生の受け入れ、研究においては海外の研究者を招聘し

ての研究会の開催や共同研究など通して、英語圏文化のみならず、さまざまな文化圏の研究をすすめるこ

とが目標となる。そのためには、国際レベルでの教育研究交流も重要である。より多くの外国人教員を本

学部に受け入れるための態勢を整備する必要がある。 

 

［実態］ 

外国人研究者を交えたシンポジウムや研究会は国際コミュニケーション学会が主催し毎月 2 回程度のペ

ースで開催されている。そのような研究会の中には英語、中国語を使用言語として開催されるものもある。 

外国人教員の受け入れ態勢では、開設しているそれぞれの外国語科目に外国語を母語とする教員（ネイ

ティヴスピーカー）を配置している。言語コミュニケーション学科では、イギリス人 3 名、フランス人 1

名、ドイツ人 1 名、中国人 1 名、比較文化学科には民俗学を中心に中国人 1名、韓国人 1名を専任教員と

して配置している。 

本学部の T．T．として 4名を採用している。 

外国人留学生の受け入れは正規学生（2006 年 5 月 1 日現在 92 名）と協定校からの 1 年間の短期留学生
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（毎年 10 名程度）に分けられる。 

 

［長所］ 

国際レベルでの教育研究交流を緊密化については、本学部では言語文化、民俗学、国際関係論などのテ

ーマで学外者の参加も対象にした研究会を頻繁に開催し、学外への研究成果の発信を行うとともに、シン

ポジウム形式の研究会ではその成果を学部紀要などに発表している。また教育においては、協定校との緊

密な関係が重要である。 

本学部は実践的な語学教育に教育の重点を置いており、外国人教員の受け入れについて積極的に取り組

んできた。 

授業の一環としてカリキュラムに組み込まれている「フィールドワーク」は本学部設立当初より特に力

を入れてきたものである。学生には「フィールドワーク入門」の受講を義務づけ事前の準備をしたうえで

2 週間程度のフィールドワークを行い報告書にまとめている。現地の大学や人々との交流も含めて実績を

挙げているといえよう。 

学生は大学の短期長期の協定校との留学制度を活用することにより国際交流の場を広げることができる。 

教育研究およびその成果の外部発信状況：紀要、講演会等を利用して、研究成果をたえず外部に発信す

るよう心がけている。 

 

［問題点］ 

国際交流センターを中心に学部として交流が行われるものの他、本学部の性格から学部独自の協定校が

必要である。本学部の特色ある教育プログラムである「フィールドワーク」については、タイのナレース

ワン大学、アメリカのシラキュース大学等のように学部として緊密な交流をしている大学もあり、今後も

いっそうの充実を図らなければならない。 

 

［改善の方法］ 

学部としての国際交流をさらに促進するために今後は学部独自で海外の協定校との交流を進める。 

 

 

 

（６）法学部 
 

１．教育課程等 
 

ａ 学部・学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部では、学部の基本理念に基づき、①学生のニーズを反映したカリキュラムの再編と少人数教 

育の徹底化、②基礎・共通教育科目と法律学・政治学専門教育科目との有機的連動、③法学部教育と法務

研究科（以下、「法科大学院」という。）教育との調整を目標にして、教育課程を整備する。 

 

［実態］ 

2006 年度入学生から導入した 06 カリキュラムでは、学生が専門教育科目を、よりスムーズに履修でき

るよう、2002 年度から導入されていた旧カリキュラム（以下、「02 カリ」と呼ぶ）を大幅に見直した。 

「入門演習」は、一クラス 20 名強を配置し実施している。「法とくらし」「政治とくらし」と併せて、

現状では学生側に好意的に受け入れられているようである。 

なお、導入教育以外の点については、06 カリの学生が 1年次生ということから、まだ実施前であり実態

を述べることができない。 
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見直しは多岐にわたるが、大要、以下 4点にまとめられる。 

 

① 導入教育科目の整備 

1 年次の春セメスター（1セメスター）に「入門演習」を開講し、全員履修とする。専門教育科目担当の

教育職員ほぼすべてに学生を振り分け、少人数授業の体制で、大学での勉強の基礎を身につけさせる。 

一方で、入門用の講義科目として「法とくらし」「政治とくらし」を共通教育科目枠にて提供した。 

「入門演習」では、 低限、専門教育の前提となる日本語能力（読み・書き）に関する訓練を行うこと

とした。「法とくらし」「政治とくらし」では、専門教育科目の受講にあたっての基礎的な知識を集中的

に学ばせることとした。これらの科目は、相互補完的に、専門教育への円滑な移行を促す役割を担う。 

さらに、基礎的な科目である「憲法・基本的人権」と「民法総則」を必修とした上で、1セメスターに 2

コマ開講する（前者は春セメスター、後者は秋セメスター）。集中的に学習させることにより教育効果の

向上を目指す。 

 

② コース制の改革 

02 カリでは「司法」「行政」「企業」の 3 コースを用意し、学生が進路や自らの関心に基づいて、2 年

次に選択するようになっていた。しかし、「司法コース」のコース必修科目の数が突出して多く、結果と

して、学生が履修しやすいコースに流れるという現象が見られた。06 カリではその理念は継承しつつも、

コース制が現実には機能していない点を反省し、次のように改めた。 も大きく変わったのは、これまで

専門教育科目についての要卒単位数は 68 単位であったところ、コースごとに変化を設けた。 

・「司法」コース…主として、法律専門職への進路を目指すコースである。法学的思考を磨くために、専

門教育科目についての要卒単位数を 74 単位とし、法律の専門教育科目を多く受講しなければならないよ

う、選択必修の枠が設定されている。ただし、02 カリでの問題を解消するため、コース必修科目は設け

ていない。 

・「行政」コース…主として、公務員への進路を目指すコースである。専門教育科目についての要卒単位

数は 70 単位とする。公務員として社会に貢献するために必要な思考力を磨くべく、政治･行政系の科目

も相当程度受講しなければならないよう、選択必修の枠が設定されている。 

・「企業」コース…主として、一般企業への就職を目指すコースである。専門教育科目についての要卒単

位数を 66 単位とする。広い視野と深い知識を身につけてもらうべく、選択必修の枠を小さくし、多様な

科目を受講できることとした。 

また、今後の推移を見つつ、コース毎に特色ある科目を特殊講義の枠で開講することも考えている。 

 

③ 二校地対策 

1・2年次は名古屋校舎で、3・4年次は車道校舎で受講することになっているのは、履修上、重大な制約

にもなりうる。02 カリではその点の配慮が不十分であったので、2 年次配当科目のうち専門性の高い科目

は 3 年次配当とした。また、必修科目も、再履修の機会を確保すべく時間割を組むことが重大な制約とな

っていたため、基本的な 4つの科目に絞った。 

 

④ その他 

学生の現実の外国語習熟のレベルを考慮し、「外国書購読」を改め「外国法政研究」とし、邦語文献に

基づいた内容とすることも可能とした。 

「民事訴訟法Ⅰ、Ⅱ」と「刑事訴訟法Ⅰ、Ⅱ」については、その内容から、セメスター毎に内容を独立

させることが難しく、前半の「Ⅰ」を受講せずに、いきなり、後半の「Ⅱ」を受講したところで、その内

容を十分に理解することは望めない。そこで、「Ⅱ」の履修は、「Ⅰ」の履修を条件として認められるこ

とにした（「Ⅰ」に合格していることまでは要しない）。 
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［長所］ 

導入教育の充実が 大の長所である。また、各科目の必修・選択必修の枠、配当セメスターを抜本的に

見直したことにより、全体として、法学・政治学の学習を、よりスムーズにかつ段階的に深めることがで

きるようになった。 

 

［問題点］ 

導入教育に関して、その枠で実質的にどのような教育を行うかが、課題となる。適宜見直しが必要であ

ろう。また、その教育内容を、各教育職員が十分に理解していることが必要である。各教育職員が教育を

行うにあたり、学生が 低限どのような内容を身につけているはずか、ということが分かっていることが

望ましいからである。しかし、そういった情報を相互に提供し合い、共有しうるシステムはいまだ不十分

であることも問題として挙げられよう。 

次に、コース制については、コース毎の特色を、実質的なものとするための努力が必要である。これま

で、学生がコースを選択するにあたり、必ずしも自らの進路との適合を考慮していなかった実態がある。 

教育を行う場所が二校地に分かれていることも看過し難い重要な問題である。授業時間割編成およびカ

リキュラム編成の自由度は少なからず奪われている。たとえば、車道校舎にて 1 時限の授業を担当した教

員は、2時限目に名古屋校舎で授業を担当することは、移動時間が必要なため、物理的に不可能である。3

時限目ならば可能であるが、その際に、移動にかかる肉体的・精神的負担も見過ごせない。授業を履修す

る学生も同様の状況にある。これらの事情は、現実に、授業時間割を編成する上で重大な制約になってお

り、カリキュラム編成にあたっても、重大な課題となった。 

 

［改善の方法］ 

導入教育の内容については、入門演習に関連する研究会を開催することとしている。研究会では、初年

度である 2006 年度の経験を踏まえ、情報を相互に提供し合った上で共有し、導入教育の内容をさらに深め

ることを目指している。 

06 カリキュラムにおいてコース制が実質化するかどうか注意していく必要があろう。なお、コースに適

合した内容の授業（たとえば、公務員入試対策のための基礎講座や、企業法務を扱う講座など）を、「特

殊講義」の枠で開講することを検討中である。 

二校地体制にともなう問題については、法学部としてできうる限りの工夫はしているものの、その努力

にも限界がある。大学として、早急に何らかの対策を講ずる必要がある。 

なお、二校地体制を解消するための方策としては、進級制度の導入も考えられるところであろう。しか

し、法学部では、4 年間で履修を終えることができる可能性を少しでも大きくすることを重視し、導入し

ないこととしている。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

大学での学習は、高等学校までの学習と比して、その内容・質が異なることはもちろん、その学習環境

も大きく異なる。そこで、とりわけ実態的な相違を踏まえて、法学・政治学の専門教育科目の学習を円滑

に深めていくことができるよう、カリキュラム上、および授業の具体的内容などにおいて、十分な配慮を

する。 

 

［実態］ 

本学は附属高校を持っていないため、情報収集の作業が非常に重要となる。そこで法学部では、2004 年
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度末に、東海 4県（愛知・岐阜・三重・静岡）下の高校を対象としてアンケート調査を実施した（45 校の

うち 33 校から回答を得た）。アンケートの内容は、教育内容、施設、広報活動、高大連携の可能性など広

範囲にわたり、本学法学部について積極的に評価できる点とともに、改善すべき点や新たに要求する点を、

近隣の他大学との比較検討を交えながら個別具体的に記載していただくというものであった。 

なお、アンケート結果から得られた情報は多々あった。たとえば、志望大学を決めるにあたり、学生側

と指導教員側の意識にズレが認められる。学生は志望大学を決定するにあたって、「就職実績」や「偏差

値との適合」と並び、「立地・環境」を重視しているのが、指導教員側としては、「就職実績」に次いで

「教育内容」を重視し、「立地・環境」はそれほど重視していない（ただし、指導教員側が本学部を勧め

ない場合の理由としては「偏差値の不適合」に次いで「立地・環境」が挙げられていた）。 

その他の記述欄などから見ても、高校教員の本学部への期待は決して小さくなく、教育内容や就職実績

など、総合的に高い評価を得ている。しかし、高校教員側のそのような感覚が、学生側と共有できない状

況のようである。そのためか、高校教員側からの要望としては、広報活動の充実を求める声が圧倒的に多

いのはもちろんのこととして、進路指導にあたっての指標として、教育内容のさらなる変革・充実を求め

る声もあった。一方で、安直な変革を諌める声も見られた。 

上記アンケート調査だけでなく、2005 年 6 月に実施された FD フォ-ラムでは、多数の法学部構成員が参

加し、いわゆる「ゆとり教育」を受けた高校生の学力状況につき現場の高校の先生方からご教示を受けた。 

 

［長所］ 

従来の状況に比すると、高校側からの情報収集は随分と進んでいる。アンケート結果などを受けて、ま

ずは、06 カリにおいて、導入教育のための科目を充実させた。 

 

［問題点］ 

法学部としての高大連携の取り組みは、まだ始まったばかりの段階である。上記アンケートなどの情報

も完全に生かし切れているとは言えない。また、上記のアンケートは単発で終わってしまっている。 

 

［改善の方法］ 

今後も粘り強く情報収集に努め、その成果を、まずは導入教育のための諸科目の内容に反映することと

したい。この点、在校生に、母校となる高校を訪問し、アンケートを行うことを検討している。次期カリ

キュラム改編の際には、それらの成果を大いに生かすこととしたい。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

他の専門分野でも同様であろうが、法学・政治学では、基礎的な科目と、その履修を前提とした応用的

な科目がある。それゆえ、基礎的な科目は、なるべく早期のうちに履修しておくよう、制度的に配慮する

必要がある。一方で、全体で一つの大系をなしていることから、履修した科目が特定の分野に偏ることの

ないよう、制度的に配慮することも必要である。 

そこで、以上の要請を満たし、学生個々における学習を 大限効率化しうるよう、必修科目、選択必修

科目を設定するものとする。 

 

［実態］ 

06 カリキュラムにおいて、必修科目は、「憲法・基本的人権」（1 セメスター）、「民法総則」（2 セ

メスター）、「刑法総論」（3および 4セメスター）の 3科目のみとした（すべて 4単位科目）。 

その他は、基本的に選択科目であるが、公法分野・私法分野・政治分野でそれぞれ選択必修の枠はある
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（コース毎に異なる）。 

 

［長所］ 

必修科目は、法学において、基本中の基本といえる科目に絞りこんだため、学生が履修計画を立てるに

あたり、選択の幅が広がり、無理をしなければならない必要性が低くなった。また、再履修機会の確保を

考慮しなければならない科目数が少ないため、授業時間割の柔軟度が高くなった。 

 

［問題点］ 

必修科目の数は少ないものの、いずれも一つのセメスターで週2回開講して4単位科目としているため、

再履修機会を確保できるような授業時間割を組むことは、それなりの工夫が必要となる。また、3 年生以

上がこれらの科目を履修するにあたっては、開講されている校舎が異なることが支障となりうる。 

 

［改善の方法］ 

新カリキュラムの内容を検討する際に、再履修機会が確保できる授業時間割が組めるかどうかをシミュ

レーションしており、不可能ではないことを確認している。ただし、実施にあたっては、様々な不確定要

素も発生している。それゆえ、授業時間割を組む際には、細心の注意を払っている。 

また、3 年生以上は、名古屋校舎にて履修することが原則であるが、再履修クラスを車道校舎で設ける

ことも一つの選択肢と考えている。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部の専門教育科目においては学則に則り、予測される予習時間、復習時間を含めた総時間数から単

位数を算定する。 

 

［実態］ 

学則では、講義・演習科目については、15 時間の授業で 1 単位、毎週 1 時限（2 時間相当）1 セメスタ

ー（半年間）の授業で 2 単位、1 年間の授業で 4 単位と定められている。専門教育科目としては、講義・

演習科目しかないため、ほぼすべて、1 セメスターの授業で 2 単位となっている。例外として、必修科目

となっている授業科目（「憲法・基本的人権」、「民法総則」、「刑法総論」）は、1 セメスターで週 2

時限開講しているため、4 単位となっている。また、「専門演習」は、通年科目であるので、1 年間で 4

単位となっている。 

 

［長所］ 

あえて言えば、上記の実態で特に問題はないというのが、長所といえようか。 

 

［問題点］ 

あえて言えば、将来のカリキュラム改編において、インターンシップや実習系授業などを採り入れた場

合にどのようにすべきか、であろうか。 

 

［改善の方法］ 

将来、仮に、カリキュラム改編にあたり上記のような授業を採り入れる場合には、単位との関係を十分

に検討する必要があろう（ただし、法学部としては、そのような授業形態を安易に採用することに否定的

なスタンスを取っている。法学・政治学の専門教育においては馴染まないと判断しているからである。）。 
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ｅ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

法学・政治学の学習を成就するためには、表面にある知識だけでなく、社会に対する深い洞察が必要に

なる。そのため、様々な分野の学習を奨励しているが、その一環として、単位互換制度、単位認定制度を

活用し、より多様な内容の科目を履修できる機会を確保する。 

 

［実態］ 

留学先の教育機関で習得した単位や、その活動の内容を、その内容に応じて、しかるべき科目に当ては

め、単位として認定している（「大学基礎データ表 5」参照）。なお、編入学生および学部変更生におい

ても、旧在籍元で習得した単位について、しかるべき科目に当てはめ、単位として認定している。 

また、中部地区の私大では、単位互換科目として、それぞれの大学毎に数科目を開放しており、この制

度を利用して、他大学の科目を履修しに行く学生も少なくない（「大学基礎データ表 4」参照）。 

 

［長所］ 

単位として認定しているため、留学先での成果を生かすことができる。編入学生および学部変更生も、

旧在籍元の成果を、生かすことができる。 

また、他大学の科目を履修する機会があることから、より多様な内容の科目を履修できる機会が確保で

きている。 

 

［問題点］ 

留学や編入・学部変更での単位認定については、その都度、受講内容に照らし合わせて、適切な科目へ

の割り振りをしているが、明確な認定の基準がないことは、問題といえようか。 

他大学との単位互換制度については、2 点問題がある。第 1 に、本学の生徒は利用しているものの、本

学にない内容の科目を履修しているというよりは、いわば「評価が甘い科目」を履修しているような傾向

が読み取れる。第 2 に、他大学の学生が、本学の開講している単位互換科目を履修することはほとんどな

い。 

 

［改善の方法］ 

留学や編入・学部変更での単位認定は、その内容をも見ながら慎重に検討している。パターンが多いだ

けに、基準化はなかなか難しい。とりあえずは、これまでのように地道な検討を続けることとしたい。 

他大学との単位互換制度の第一の問題については、現状としては若干緩和しているようである。第二の

問題としては、開放科目を工夫しているものの、なかなか結果に結びついていない。いずれにせよ、根本

的には、単位互換制度自体の問題であるため、全体として見直してしてもらうしかあるまい。 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部として、授業運営の責任体制を明確にし、管理体制を適切に整えるべく、専門教育科目は、原則

として専任教育職員が担当するものとする。 
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［実態］ 

2006 年度は、法学部の専門教育科目では、全体で 80%強の科目を専任教育職員が担当している（「大学

基礎データ表 3」参照）。 

 

［長所］ 

2006 年度は、必修科目はすべて専任教育職員が担当している。すなわち、重要な科目の管理体制は適切

に整っていると思われる。 

 

［問題点］ 

2006 年度は、科目の管理体制が比較的に整っているといえるが、これまで、移籍などの関係で、重要な

科目でも非常勤教育職員に頼らざるを得ない年度もあった。 

一方で、科目の管理体制を整えるために、授業負担が過度になっている教育職員がいることも重大な問

題である。ここ数年は、2 部（法学部 2 部）の授業負担が軽くなく（学生募集を停止したとはいえ、いま

だ在学生は相当数存在する）、かつ、法科大学院との併任の教育職員も多い。とりわけ、主要な科目の担

当者は、いずれでも重要な科目を担当しているがゆえに、構造的に、著しい負担を強いられている。 

 

［改善の方法］ 

専任教育職員がカバーできない専門領域も多々あることを考慮すると、多様な科目を提供するために、

一定程度の科目につき非常勤教育職員に頼らざるを得ないことは否定できない。問題は、法学・政治学の

学習において基本となる科目の担当を非常勤教育職員に頼らざるを得ない状況を、いかに回避するかであ

る。 

移籍がある場合には、新規人員配置によらざるを得ない。ただ、そういった事態を想定しつつカリキュ

ラムを作り上げておくことも対策の一つである。06カリキュラムでは、人員配置についても十分に加味し

た上で策定したが、今後もそうした検討を続ける必要があろう。 

教育職員の負担につき、2 部については、学生数の減少にともない、授業計画も縮小する予定であるの

で、授業負担の問題は解消されていくように思われる。問題は、法科大学院の併任教育職員の負担である。

元来、併任教育職員の存在は過渡的措置であり、設立後 10 年をもって解消されなければならないことにな

っているが、現状に鑑みると、一刻も早く、併任教育職員の配置を解消すべきである。 

 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人学生、外国人留学生など、受け入れの経緯から、一般の学生と同様の課程で学習を進めることが

適切でない者については、カリキュラム上、および授業の具体的内容などにおいて、適切に配慮する。 

 

［実態］ 

社会人学生は、外国語を二カ国語分学習することが困難であると思われるため、英語 4 科目のみ必修と

なっている。 

外国人留学生は、第二外国語として日本語を履修することになっている。また、英語圏以外の外国人留

学生が第一外国語として履修する英語については、特別に基礎的な科目を用意している。 

 

［長所］ 

社会人学生、外国人留学生が外国語の学習するにあたっては、無理が生じないような配慮がなされてい

る。 
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［問題点］ 

制度上の配慮は、外国語科目に限定されている。専門教育科目については、制度上、特段の配慮がない。

ただし、現時点では、法学部の社会人学生、外国人留学生は数が少ない上（「大学基礎データ表 16」参照）、

取り立てて重大な問題が生じているとは言えない状況にある。実態において、各教育職員が何らかの配慮

をした結果であろうと思われる（たとえば、「専門演習」においての課題の設定）。 

また、社会人学生・外国人留学生以外にも、スポーツ推薦で入学してきた学生が、一般入試で入学して

きた学生と比して、学力に大きな差がある可能性もあるが、そういった学生についての制度的な配慮はな

い。法学部では、現時点で特に問題は生じていないが、他学部では、成績不振に陥る者も出ていることを

考慮すると、今後、何らかの問題が生ずる可能性があることは否定できない。 

 

［改善の方法］ 

次期カリキュラム改編に向けて、科目上、何らかの配慮をすべきかどうか、改めて検討すべきであろう。 

とりあえずは、一般学生に対する指導体制を拡充する方向であるため、それらの制度を上記のような学

生についても活用することとしたい。また、その制度を通じて、問題状況を的確に把握するよう努めるこ

ととしたい。 

 

 

 

ｈ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

これまで生涯学習の場としては、2部が重要な役割を担ってきた。2部を廃止するのにともない、1部で

も生涯学習の場所が確保できるよう、制度上、十分な配慮をする。 

 

［実態］ 

社会人学生について、特別な入試枠を設けているが、入学者はいない（「大学基礎データ表 15、表 16」

参照）。したがって、これが生涯学習の場として機能しているとは言い難い状況にある。 

科目等履修生・聴講生を毎年十数名受け入れており、法学部による生涯学習への対応としては、わずか

ではあるが、これが唯一機能しているといえる（後述の「４ 学生の受け入れ ｆ 科目等履修生・聴講生

等参照）。 

この他は、公開講演会などが単発で行われているのみである。 

も、本学としては、多種多様な講座を一般市民用に開講している。したがって、生涯学習の場の役割

は、主として、それらの講座に委ねられているといっても過言ではないであろう。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

上記、［実態］のとおりである。 

 

［改善の方法］ 

昼間の時間帯にしか講義を設けていないことが根本的な問題であろうが、しかし、夜間の時間帯にも講

義をも受けることは、2 部を廃止したことと整合しない。昼間の時間帯にて講義を設けることは維持しつ

つ、何らかの工夫を施す必要がある。土曜日の授業時間の活用を検討することも一つであろう。 

なお、地方自治体との連携講座などのような開かれた講義形態も、ここ数年は設けていないが、検討し
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ても良いかもしれない。 

ただし、［実態］で述べたように、生涯学習の場は、本学が別途用意している講座に、相当程度譲って

いるのが現状である。法学部としての努力を検討するにあたっては、それらの講座との棲み分けを十分に

考慮すべきであろう。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部が掲げる教育理念に鑑み、そこから導き出される目的の達成度を測るためには、法学部で行われ

ている教育の実際上の効果を客観的に測定できる環境を整えることが求められる。そこで、法学部では、

それぞれの教育職員が、担当する教科の授業を通じて学生の学力の伸びを正確に把握し実際の教育の効果

を検証できることが目標とされている。また、学生一人ひとりが自己の学習面の成長の度合いを客観的に

認識し、自己の成績評価をもとに、常に全体の中で自分がどの位置にあるかを把握できることも教育効果

を測定することのねらいである。 

 

［実態］ 

法学部で教育上の効果を測定するために用いられている方法のうち も代表的なものは、定期試験や単

位レポート、その他随時行っている各種評価手段（小テスト、ミニレポートなど）による成績評価である。

さらに 06 カリキュラムでは、教育職員による学生の教育効果をより測定しやすくするような工夫が凝らさ

れた。まず、配当年次の変更や先修制の導入といった、段階的学習を積極的に推進するべく改革が行われ

た。また演習科目を中心に少人数教育の徹底に配慮している。特に力を入れている導入教育では共通教材

を使用する入門演習を 1 年次の全員履修科目とした。 後に、専門講義科目および演習科目については、

授業評価にも教育効果を測定できるような質問項目がおかれている。 

すべての専門教育科目について、定期試験・単位レポートなどが実施されており、公平かつ客観的な評

価が可能となる測定方法を使用することについては教育職員間である程度合意が確立しているといえる。

しかし、とりわけ講義科目に関しては、そのような合意を確立するための試みはなされていない。他方、

06 カリキュラムの入門演習に関しては、学部独自で作成した共通教材を演習の中で利用することについて

合意がある。 

教育効果の測定システムの有効性を検証するものとしては、FD 委員会による授業評価の活用が挙げられ

る。毎回の実施後、自由記述欄のコメントを除き、法学部専任教育職員が担当する科目についてはすべて

集計データを Web 上で公表している。 

後に、法学部生の卒業後の状況について述べる。法学部全体としては、就職率は概ね良好である。就

職先は民間企業が大半を占め、職業別では事務職が圧倒的に多く、産業別では金融・保険業、製造業、卸

売業などが多いが、その他様々な分野の企業にも幅広く就職している。他方、とりわけ法学部生には公務

員希望の者が多く、これは本学における伝統的な傾向である。実際の公務員試験合格者数も本学他学部と

比較して多い。さらに、法科大学院制度がスタートしてからは、本学に併設されている法科大学院や他大

学の法科大学院への進学者も年々増加する傾向にある。 

現在のところ、就職支援に特化した形で法学部が独自に行っている試みはない。しかし、民間企業への

就職を希望する学生に対しては、3 年次よりキャリア支援課によるガイダンスが学生のニーズに応じた形

（たとえば職業別）で随時実施されている。また、インターンシップについては法学部では単位としては

認められていないが、希望する学生はキャリア支援課を通じて研修に参加することが可能である。さらに、

法学部に多く在籍する公務員希望の学生に対してはキャリア支援課による職業支援講座が開講されている。 
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［長所］ 

まず、法学部で行われている授業の多くが中教室・大教室を使った講義科目であり、履修者数や担当す

る教育職員の数を考慮すれば、教育上の効果の測定を定期試験で行っていることは妥当な方法であるとい

える。 

また 近は、個々の教育職員レベルでも教育効果を適切に測ろうとする試み（授業中の小テストの実施

など）が顕著である。これに加え、少人数教育を重視する 06 カリキュラムの実施により演習を初めとする

双方向・対面式の授業が増えたことで、学生の能力・理解度に対応した授業内容・進度を設定できるよう

になった。さらに、比較的履修者の多い講義科目であっても、集中履修化されている一部基幹科目では定

期試験のみならず中間試験も実施することによって教育効果をより正確に測定できるようになっている。 

次に、教育効果・目標に関する教育職員間の合意形成については、たとえば共通教材の使用という方法

により、入門演習では担当する教育職員によって極端に授業内容に差が出ないよう配慮がなされている。 

さらに、卒業生の進路状況に関しては、キャリア支援課が各校舎に設置されているため、学部では唯一

車道校舎に通学する法学部 3・4年次生にも不便のないような就職支援体制が整っている。また、職業支援

講座は授業が行われる校舎と同じ校地内で開講されており、車道校舎に通う学生にとっても授業と両立さ

せながら利用できる環境が整備されている。 

 

［問題点］ 

まず、依然として教育上の効果の測定が難しい大人数講義の問題が解消されていない。また、段階的学

習によって実際にどの程度学生の教育効果が向上したのかを測定する実践的方法にも欠けている。授業評

価は、2005 年度の Web 化にともなって回答率が著しく低下し、客観的なデータとして利用しうる現状にな

い。 

次に、教育効果・目標達成に関する教育職員間の合意確立に関して言えば、法学部としての組織的・恒

常的な取り組みが少なく、大半の科目については教育職員個人のレベルでの努力目標に留まっている。そ

の結果として評価基準のばらつきが生じていると考えられ、学生が授業に対する関心や内容の是非ではな

く「単位がとりやすいかどうか」で当該科目の履修の有無を決めてしまうという傾向に歯止めがかかって

いない。 

また、授業評価の結果の利用・活用については基本的に各教育職員に任されており、結果が実際にどの

ように授業にいかされているかについて機能的に検証する仕組みは形成されていない。また Web 化以降の

回答率の低さから、アンケートの実施そのものについて再考すべきであるという意見もある。 

後に、現在、法学部として就職に関する教育を授業の一環としては行っていないが、この点に関して

も現状のままで良いのか、検討すべき必要があると思われる 

 

［改善の方法］ 

教育効果の測定という面からも、大人数授業はできる限り減らすことが望ましい。しかし、現状の法学

部の人的・物理的条件を勘案すると、抜本的な解決策は見出しにくい。他方、基幹科目などについては特

に積極的に成績分布データを定期的に収集し、同じ分野で科目ごとの合格率（単位取得率）を比較検討す

ることで、より教育効果を把握しやすくする体制を整備する必要がある。他方、授業評価の問題に関して

も、FD 委員会とさらなる連携を進め改善すべき点を検討しなければならない。 

科目の性質や、履修の状況、配当年次等によって、当該科目履修者に求められる教育効果や達成度は異

なるため、単純に共通の基準値を設定することは難しい。むしろ、カリキュラム改革の時期に限定せず恒

常的・定期的に教授会で教育効果や目標達成度についての意見交換を行い、それを積み重ねることで問題

点の克服に努めるべきである。 

また、システム全体の機能的有効性を検証する手段の一つである授業評価の実施・活用方法について再

考する必要がある。但し、これは法学部だけで解決しうる問題ではなく、FD 委員会と連携して再検討に取

り組む必要がある。他方、法学部独自の方策としては、成績分布データを組織的・恒常的に収集し、デー
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タの蓄積と定期的な分析結果の公表を促進するといった試みが効果的であろう（なお、2005 年度に法学部

の専門教育科目に限り成績分布データの収集を試験的に実施した）。 

後に、法学部独自の就職支援の方法の可能性については、法学部が掲げる教育理念・目標との関わり

において授業の一環として組み込むべき問題であるかどうか、今後組織的に検討すべきである。 

 

 

 

ｂ 厳格な成績評価の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

学生の学習の結果は常に適切な評価方法によって適正に判断されなければならない。そこで法学部では、

厳正な評価を為すべく個々の教員が注意を払うことはもとより、組織として、評価の公平性が担保される

ための厳格な成績評価の仕組みを整備することが目標とされている。とりわけ、教員の恣意的な判断によ

って、学生の学習意欲が削がれたり、授業に対する不満を募らせたりすることを防ぐためにも、一方で、

評価方法や評価基準を明確化し、他方で、成績評価が、教員の側からの一方的な判断の押し付けにならな

いような制度的枠組を学部として整えることが必要である。 

 

［実態］ 

現在法学部は他学部（一部例外を除く）と同様に、1セメスターにつき 22 単位までの登録が可能である。

成績評価に関しては、法学部では全学共通の段階評価方式に倣っている。成績評価は、S（90～100 点）、A

（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60～69 点）、F（59 点以下）で表され、S、A、B、C は合格、F は不合格

である。この評価をもとに GPA 制度も採用している。また、具体的な成績評価方法については、毎年すべ

ての科目についてシラバスで明示している。現在法学部で用いられている主な評価方法としては、定期試

験、レポート、出席状況などがある。これらの方法を複合的に用いる場合、 終的な成績評価においてそ

れぞれが占める割合をシラバスに明記するよう努めている。 

法学部ではより厳正な成績評価をすべく、2005 年度より専門教育科目を対象に成績照会制度を実施して

いる。この制度により、専門教育科目の定期試験の結果について学生が当該科目の担当教員に対して個別

に問い合わせことが可能である。原則として照会の内容は不合格（F）の理由に限定されず、各評価（S、A、

B、C）の理由も尋ねることができる。 

学生の質の確保・検証に関しては、成績優秀者と不振者に対してそれぞれ制度を設けている。前者に対

しては GPA 制度を利用した奨励制度がある。具体的には成績優秀者に認められた学生に、学業奨励金とし

て授業料の半額を支給している。また、質の高い卒業論文を執筆した者に対して、学会賞・努力賞を授与

し、褒賞を与えている。他方、成績不振者に関しては、2・3・4年次・5年次以上の学生で一定の成績基準

に満たない者を対象に、教員による個別指導を実施している（詳細は「ｃ 履修指導」参照）。 

卒業判定時における合格率は、ここ数年 80％代を推移している。卒業予定者に対する合格者の割合は、

2003 年度が 81.5％、2004 年が 83％、2005 年度が 80.4％であり、年度による大きな差異は見受けられない

（「大学基礎データ表 6」参照）。 

 

［長所］ 

成績評価に基づく GPA 制度により、各学生が学修到達度においてどの程度のレベルで単位を取得したか

を把握することが可能である。また、学生は、シラバスに示されている評価方法をもとに、これを他の科

目と比較をし、または自身の能力や学修の目標とのバランスを考慮した上で履修する科目を決定すること

ができる。 

成績照会制度は、とりわけ大人数授業など教員と学生の間のコミュニケーションの双方向性が実現され

にくい授業を履修している場合には意義のある制度である。教員から直接回答を得ることによって、当該

学生がその評価を納得した上で受け入れることができ、その後の学習意欲の維持・向上にも繋がると考え
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られる。他方、教員にとっても、この制度により担当する科目の履修者一人ひとりの評価について明確な

説明責任を負うことになるため、恣意的な判断の回避や公平な評価基準の確立などに寄与していると考え

られる。 

学業奨励金制度は、学習意欲の高い学生にとっては大きな励みになる制度であり、また近年経済的な理

由により学業を続けることが困難となる学生が増えていることを考慮しても有意義な制度である。奨励金

の授与対象者は毎年審査されるため、年次ごとに学生の質を検証する制度としても有効的である。他方、

成績不振者に対する個別指導も、面談時に不振の理由や今後に対する気構えなどを教員が確認した上で、

適切なアドバイスを与える機会となっており有効性のある制度である。 

 

［問題点］ 

成績評価方法に関してはシラバスで明示されているが、評価基準に関しては各教員の判断に任されてお

り、それぞれの科目の評価基準が適切であるかどうかを客観的に検証する術はない。当然に各教員は厳正

な評価をすべく基準を立てて評価を行っているが、法学部にもいわゆる「単位の取りやすい科目」と「単

位のとりにくい」科目が並存していることは事実であり、このような現象が学生の目から見て公平な評価

の結果として受け入れられるかどうか疑問が残る。 

また、定期試験の結果をフィードバックする場があまり設けられていない。教員によっては、試験終了

後に模範解答を配布したりホームページ上で公開したりする、などの方策を採っているケースもあるが依

然として少数派である。具体的に自分の答案のどこが評価されなかったのか、評価される答案を書くには

如何にすれば良かったのか、などの試験結果のフィードバックの機会が無いことは教育的効果の面から見

ても問題であろう。但し、現在法学部には専任教員が十分に配置されていないこと、および学期末試験を

もって当該科目の履修が終了するセメスター制を採る現状に鑑みれば、物理的な制約があることも事実で

ある。 

成績照会制度に関しては、現在対象科目となっていない共通教育科目・教職課程科目については学生に

評価について説明する機会が各教員の判断に任せられており、制度化されていない。 

 

［改善の方法］ 

成績評価は教員個人の裁量の幅が も大きく認められるものであり、評価基準の適切性を外部から客観

的に検証することは難しい。したがって、シラバスや初回の授業などで評価方法についてより詳細に説明

したり、科目ごとに毎年の合格率を公表したりするなどして、評価基準の適切性を維持するよう努めるべ

きである。 

科目の性質、履修者数、授業の形態などによって、適切な成績評価の方法も異なり、また教員によって

教育方法に対する考え方も異なることから、どのような基準をもって評価が適切であるかを客観的に判断

することが難しく、厳格な成績評価を行う組織的な仕組みの導入には限界がともなう。より重要なのは、

いかなる評価方法・基準であれ、当該科目を履修した学生が自己の成績評価に納得できることおよび学生

に不公平感を与えないような工夫に配慮することである。したがって、評価に対する説明責任を果たすと

いう目的から、むしろ現行の成績照会制度を改善し拡充すること（対象科目の拡大など）に力を入れるこ

とで、結果的に厳格な成績評価を行う仕組みを整備できるよう努めるべきである。 

 

 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

言うまでもないことであるが、学生が、専門教育科目の学習を効率的に行うためには、少人数の、また

は個別の履修指導を採り入れることが効果的である。特に、法学部では、履修指導を制度的に整備してお

くべき必要性が高い。なぜなら、いわゆる「大講義」科目が多いため、学生が、学習の途上で思わぬ誤り
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を犯していても、それが逐一指摘される機会に乏しく、修正されないままである危険性が小さくないから

である。それゆえ、制度上、様々な工夫を凝らし、できるだけきめの細かい履修指導の機会が適宜確保で

きるよう努めることとする。 

 

［実態］ 

これまで、成績不振に陥った者に対し、教員による面接指導を実施してきた。対象者には直接通知を出

し個別指導に応じるよう促す。このような成績指導の対象となる学生（但し、4 年次生まで）が在籍者に

対して占める割合は、2003 年度が 6.7％、2004 年度が 4.5％、2005 年度が 4.6％となっている。また、退

学を申し出た者に対しても、教員による面接指導を実施してきた。これらの活動は一定の成果を上げてき

た。 

しかし、退学を申し出た時点や、成績不振に陥った時点では、その原因が深刻化し、手遅れになってい

るケースも少なくない。そこで、ここ数年、それ以前の段階で学生をサポートする予防的措置を講ずるこ

とに力を注いでいる。たとえば、成績発表時に、教員による履修相談会を開催したり、あるいは、上級生

との履修相談会を設けたり、様々な試みを行った。また、2005 年度からは、「成績照会制度」を導入し、

各学生が、自らの成績の内容について指導を受けることができる機会を、制度的に確保した（詳細は「ｂ 厳

格な成績評価の仕組み」参照）。さらに、06 カリキュラムで導入した「入門演習」により、入学直後に、

教員から身近に指導を受けることができるようになった。 

なお、本学法学部に固有な事情と関わる現象として、名古屋・車道の 2 校地体制となって以来、2 年次

終了時点での単位取得率が向上しているという点が指摘できる。たとえば、2003 年度の 3年次成績不振者

の数は 42 名であったのに対し、2 校地体制となった 2004 年度・2005 年度はそれぞれ 16 名・25 名と減少

した。 

 

［長所］ 

制度的には、少人数の、または個別の履修指導を受けられる機会を確保できていると思われる。 

 

［問題点］ 

現行の成績不振者指導は、前述のとおり、手遅れになっていることが少なくない。また個別面談に応じ

る学生の場合は救済の可能性は大いにあるが、通知を受領しても面談に応じない学生については現行の制

度のままでは手の施しようがなく、このような学習意欲を喪失した学生をどのように扱うかという問題は

依然として解決されていない。 

履修相談会などは、導入直後のためか、利用学生が少なく、まだ十分な成果を挙げられてはいない。 

 

［改善の方法］ 

学生の質を検証・確保するためには、成績不振者指導は引き続き十分に行っていかなければならない。

しかし、今後はむしろ、成績が悪化する前に学生をサポートする予防的措置を講ずることに力を注ぐべき

である。 

そのための工夫として行った履修相談会などの成果がまだ十分に挙げられてはいないが、学生から意見

を聴取した限りでは、需要があるのは確かである。要は、実施の方法であろう。実施の度に反省を踏まえ

て工夫を凝らしてはいるが、今後もその努力を継続していくしかあるまい。 

また、入門演習など少人数科目を活用し、学生に直接アドヴァイスを与えることができる環境の整備に

も力を注ぎたい。 

 

 

 

ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 
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法学部における教育を改善するための組織的な取り組みを実施する目的は次のとおりである。まず、学

生の学習意欲を促進し、能動的・積極的な態度で授業に参加することを促すことである。そのためには、

授業を受ける際に学生自身が具体的な目的意識を認識できるよう、必要な方策がとられなければならない。

また法律学・政治学の知識を、実践や体験を通じて学ぶことができる場を積極的に提供することも重要で

ある。次に、教育職員が、学生からのニーズに対応しつつも、教育の効果を 大限高められるような、バ

ランスのとれた授業を行うことができるよう、授業形態や方法を組織として探究していかなければならな

い。これらの目的を達成するために必要な方策を継続的に実施することを任務とする組織を学部内に設置

し、これを中心として法学部における FD 活動を積極的に推進する。 

 

［実態］ 

まず、学生の学修の活性化に関しては、次のような措置が採られている。第 1に、3・4年次配当科目の

法律学特殊講義では模擬裁判員裁判を取り入れた授業を実施している（愛大版「特色ある大学教育支援プ

ログラム」）。この法律学特殊講義では、まず春学期に裁判員制および諸外国における市民の司法参加の態

様について学習したのちに、秋学期に春学期の講義で得た知識を活かして学生自身が模擬裁判を企画・準

備し、 終的にはその成果を学外に公表している。授業の一環という位置づけではあるが、模擬裁判の事

案の構想、シナリオの執筆、模擬裁判の配役、衣装の準備、広報活動など、すべての面において学生主体

で進行されている。第 2 に、学部の活性化を目的として法学部が独自で展開している事業がある。具体的

にはゼミ対抗ディベート大会や論文コンテストなどが実施されている。とりわけディベート大会は、学生

による企画運営委員会が設けられており、同委員会を中心に大会企画から当日の運営までのほぼすべての

過程を学生だけで行っている。 

全学的に実施されている授業評価が 2005 年度より Web 化されたことにともない、法学部でもすべて Web

上でアンケートが行われている。Web 化により、自動的にすべての科目についてアンケートが実施される

ことになったが、法学部の場合は、それ以前の紙媒体で行っていた時期から、他学部と比較しても実施率

は高い（たとえば、法学部専任教育職員の場合、2004 年度春学期の実施率は 84.2％、同年秋学期は 97.1％

である）。法学部の専門教育科目に関しては、講義科目と演習科目に分けてアンケートをとっている。講義

科目の場合、当該科目についての理解度や関心度が向上したかどうか、履修によって論理的思考能力が身

についたり、視野が広がったりしたかどうかといった質問項目を設けている。他方、演習科目に関しては、

特に文書作成能力や資料・文献調査のスキルやそれらを分析する能力を養うことができたかどうかについ

ても尋ねている。また、いずれの科目の場合でも、履修した授業の評価・改善すべき点について複数選択

式で回答できるよう項目を立て、 後に自由記述欄を設けている。データの集計後、法学部の教育職員も

担当する科目について今後改善すべき点などコメントを書き入れる。Web 化にともない、他学部同様に法

学部でも著しく回答率が低下し、平均して 1 割に満たない状況にある。たとえば、学生数に対する回答者

数の割合で見ると、2005 年度春学期は 7.53％、同年秋学期が 9.63％である。また延べ履修者数に対する

延べ回答者数の割合では、2005 年度春学期は 5.96％、同年秋学期が 7.63％とさらに低下する。なお、法

学部では、自由記述欄を除くデータ部分について全員が結果を公表している（但し、専任教育職員の担当

科目のみ）。 

また、教育改善への取り組みとして、2005 年度に試験的に公開授業を実施した。具体的には、公開に同

意した教育職員の授業を他の教育職員が見学し、コメントを提出するという方法を採った。 

現在法学部には、組織的に FD 活動に取り組むための内部委員会としてリフレッシュ委員会がある。同委

員会は、主として法学部の学部費事業に関して計画の立案・予算の申請・事業の実施などを任務とする機

関であり、FD 活動だけに特化した委員会ではないが、構成員として必ず法学部 FD 委員が加わり、また年

度ごとに要請される法学部 FD 活動計画の立案およびその実施もすべて同委員会が中心となって行われて

いる。 

 

［長所］ 

学生主体の授業や法学部主催事業を導入・実施したことで、学生の学習意欲の促進と学部全体の活性化
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は確実に実現されていると考えられる。模擬裁判員裁判に関しては、学習した成果を模擬裁判という形で

一般に公開する形態を採っているため、履修している学生の授業への参加意欲・学習意欲が向上し、授業

に対する学生の満足度も高い。また、春学期の授業で培った知識を秋学期の模擬裁判員裁判で実践すると

いう方式ゆえに、講義やテキストから得た知識が実社会でどのように役立つかを、学生一人ひとりが経験

を通じて体得できる仕組みとなっている。他方、ディベート大会は、授業の一環にはなっていないが、試

合をゼミ対抗で競わせることによって個々の学生のゼミへの帰属意識を向上させることに貢献している。

このディベート大会に関しても、出場した学生の満足度は極めて高い。 

シラバスに関しては、全学的に Web 化されたことにともなって様式がある程度統一されたため、学生に

とっても分かり易いシラバスとなっている。特に、授業の進行スケジュールや単位認定のための評価方法

等については予めシラバスでかなり詳細に説明されている科目が増え、学生の履修科目の選択には役立っ

ていると思われる。 

授業評価については、Web 化により実施率の問題は解消されたものの、結果を公表するかどうかに関し

てはまだ全学的な足並みは揃っていない。この点において法学部は授業評価ごとに全員公表する方針を採

ることを確認してきており、アンケート制度に対する積極的な姿勢のあらわれとして評価できる。アンケ

ートの質問項目については、法学部の教育職員が法学部の特徴を踏まえた上で考えたものであるため、質

問内容と実際の授業との間に著しい乖離が生じるということはない。また、質問項目には、できる限り学

生に分かり易い言葉が使われており、学生が解答する際に混乱が生じないような配慮がなされている。 

組織的な FD 活動の取り組みに関しては、常設のリフレッシュ委員会がこれに当たっているため、FD 活

動として行うべき事業を適切にかつ継続的に実施することができている。 

 

［問題点］ 

ここ数年、法学部は学生の学習の活性化のための措置には力を入れてきたが、教育の指導方法の改善に

は積極的かつ組織的な取り組みを行ってきたとは言い難い。授業評価に関しては、回答率の低さは全学的

な現象ではあるが、法学部に限定しても課題として指摘しうる。また、これまで、指導方法の改善は個々

の教育職員の意欲と判断に任されてきたため、組織として改善の結果を検証するシステムが欠如している。 

シラバスの活用状況に関しては、今までのところ、実際に学生がどれほどシラバスを参考にし、それが

履修に役立っているかという点について法学部として調査を行ったことはない。 

Web 化後の授業評価に関しては課題が山積みである。全学的に解決しなければならない問題が多いため、

根本的な議論は FD 委員会が担うべき課題であろう。ここでは法学部に固有な問題に限って指摘しておくこ

とにしたい。 

第 1 に、他学部同様、回答率が極めて低くデータとしての有効性が認められない点が問題である。全学

的な取り決めにより、回答者が 3 名以下の科目の場合、結果は対外的のみならず当該担当教育職員に対し

ても公表されない。この取り決めには、回答者の身元の特定の危険性を回避するという目的がありそれな

りに妥当性はあるが、実際にはこの制約のために法学部演習科目の大半が結果の閲覧をできない状況にあ

る。他方、回答者が 3 名を超える多くの講義科目に関しても、回答率が履修者の 1 割程度に留まっている

ため、その結果をもって履修者全体の評価とすることはできない。第 2 に、質問事項の内容に関しても、

実際にアンケート結果を分析してみると、個々の項目をとれば妥当性はあるが全体として整合性がとれて

いない部分があり、再考の余地があるといえる。第 3 に、法学部教育職員の授業評価に対する意識の希薄

化がある。Web 化により、教育職員が意識しなくても時期になれば自動的にアンケートが実施されるよう

になり、実施率の面では 100％を確保できるようになったが、反面、そのために教育職員自身がアンケー

トを意識することが少なくなり、制度に対する消極的な傾向が強まっている。とりわけ、紙媒体で行って

いた頃に比べて、アンケート結果に対するコメントが記入されていない科目が増えている。回答率が極め

て低いためにコメント自体が難しいという理由も考えられるが、法学部教育職員の中で現行のアンケート

を実施する意義に疑問を感じる者が増えているようである。 後に、アンケート結果が実際にその後の授

業改善に本当に役立てられているのか検証できるシステムではないことも問題である。 

FD 活動への組織的取り組みについては、すべての法学部 FD 活動について年次計画案の段階から教授会
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で報告または審議されているとはいえ、そこでの議論は形式的なものに留まることが多い。そのため、実

際の FD 活動はリフレッシュ委員が中心となって行うことが多く、委員以外の構成員の意見や批判を反映し

にくい構造になっている。このことは、学部の構成員の FD 活動に対する意識の希薄化にも繋がりかねない

問題である。 

 

［改善の方法］ 

2005 年度に法学部で試験的に実施した公開授業に関して言えば、公開に同意した教育職員は相当数いた

ものの見学する教育職員が少なく、結果的には継続的な事業として発展しなかった。しかし、公開授業や

研究授業は教育指導方法の改善に役立つものであるから、制度として法学部に根付くよう、前回の反省を

踏まえた上で改善策を施し定期的な実施を目指すべきである。また、毎年 FD 委員会により教育改善のため

の各種研修に参加した者に対する補助制度が設けられているが、例年、法学部からの参加者は少ない。学

外では様々なテーマで授業改善に関する研修会や講演会が開催されおり、今後はこの補助制度を積極的に

利用して法学部における教育指導方法改善に役立つノウハウを蓄積していく必要がある。 

また、シラバスの利用状況については、学生を対象としたアンケートや意見交換の場を設けるなどして

さらに有効的な活用ができるよう努めるべきである。 

授業評価の改善は、早急に全学的に取り組まねばならない課題であり、FD 委員会に対して迅速な対応が

求められている。同時に法学部としても独自に対処すべき課題はある。たとえば、回答率の向上のための

方策の模索、講義・演習科目に関するアンケート項目の改善、教育職員のアンケートに対する認識・理解

を向上させるための方法の検討などが挙げられる。また、授業評価以外にも、同等のまたはそれ以上の効

果をもちうる授業改善のための方策があるかどうかも探求すべきである。どのように改良しても、アンケ

ートの形をとるかぎり、それは学生から教育職員への一方通行の意思表示の一形態であることには変わり

ない。むしろ授業評価とは別に、そのような形にとらわれない、教育職員-学生間の双方向的コミュニケ-

ションの場を設け、授業形態・内容・進度などについて直接に議論できる機会を作っていくことも検討に

値しよう。 

さらに、より効果的かつ組織的な FD 活動を実施するのであれば、これに特化した組織体を作るなどして

機動性を向上させる策をとることが望ましい。しかし、現在法学部には専門教育担当教育職員が相当数不

足しており人的資源という面で実現は困難である。したがって引き続き現行のような内部委員会が中心的

な活動を担うとしても、活動の種類によっては委員会構成員以外の教育職員にも立案の段階から参加する

ことを要請することも一案であろう。また、学部として特に力を入れて推進すべき FD 活動に関しては、す

べての法学部の教育職員が何らかの形で関わりを持てるよう、活動の内容や実施方法に工夫を凝らす必要

がある。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部の教育理念および目的に鑑み、その教育効果を も高めることができるような授業形態および授

業方法が探究されなければならない。より具体的には、少人数科目の充実、専門的内容に特化した講義の

提供、授業におけるマルチメディアの積極的な活用など、伝統的な講義形態から脱却し、講義・演習を問

わず、双方向型の授業を提供できることが必要である。 

 

［実態］ 

法学部では、一方で専門教育科目のうち講義科目については、原則として、履修者数が 500 名を超える

講義科目に関して、ここ数年の履修状況や当該科目の内容なども加味した上で、必要であれば分割開講と

する旨の合意が確立している。他方、演習科目については、主として少人数教育を徹底するという教育理
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念上の理由から、一定の人数を超えて履修者が出ないよう、人数制限を課したり、場合によっては分割し

て開講したりする形を採っている。 

法律学・政治学という学問の性質上、本学法学部では主として通常の教室における講義形態を採ること

が多いが、FD 活動の普及・浸透にともなってある程度教育方法の改善が進んだ結果、教育職員によっては、

ビデオや TV など視聴覚教材を用いた授業や、パワーポイントを使った授業を行うケースが増加している。

他方、少人数科目のうち、演習では授業の中でパソコンを使用して文献・判例検索などを実際に行わせる

ことも多くなっている。 

また、法学部では、2 校地体制によって生じる複数開講への負担を軽減するために、一部の科目につい

て「遠隔授業」を実施している。 

 

［長所］ 

演習科目に関しては、人数制限を課すことによって適正な規模を維持できており、教育効果の面からみ

ても妥当な方法であるといえる。 

マルチメディアの利用については、その活用によって多様な授業形態が増えれば、学生の授業に対する

理解度・関心度の向上にも繋がるため有益な点は多い。また、ここ数年で法学関係のデータベースが充実

化されつつあり、これまでの紙媒体を主とする方法から、電子データを利用する方法へと情報検索手段が

変化していることを考慮すると、演習科目の中で実習の時間が確保されることは教育効果の向上にも繋が

るといえる。 

 

［問題点］ 

履修者数が 500 名に満たない場合であっても科目によっては大人数教育の弊害が認められるものもあり、

果たして 500 名という基準が妥当であるかについては再考の余地がある。しかし他方で、現状の専任教育

職員数では担当できるコマ数に限度があり、学生を収容する教室の数にも限りがあるため、容易に分割開

講とすることができない事情がある。 

マルチメディアの利用は、使用する教室に必要な機材が整っていない場合があるなど、物理的制約が小

さくなく、特に法学部のような定員の多い学部では利用するとしても一部の科目に限定されてしまう。ま

た、法学部関連科目については、マルチメディアを多用した授業で利用できるような教材開発もそれほど

進んでいるとは言えない。マルチメディアの利用環境を整えようとすればそこには必ず予算的な問題が発

生するため、法学部のみでは解決し得ない性質を帯びているといえる。 

遠隔授業では、教育職員が工夫を凝らし、また履修する学生が積極的な態度で受講したとしても、通常

の講義と比較してやはり教育職員と学生の間の距離感を埋めることは難しく、教育効果という面からは推

奨できる方策ではないと思われる。 

 

［改善の方法］ 

大人数講義に関しては、当該科目を担当できる教育職員の数や教室の数や収容能力を考慮した上で、分

割開講の基準について再考することが必要であるが、それだけでは解決できない事情があることも考慮し

て、ティーチングアシスタント制度や授業補助員制度の積極的利用・拡充など、授業環境の改善のための

方策を別途考えていく必要がある。 

法学部の場合、授業の内容によっては、必ずしもマルチメディアを利用することが授業改善・教育効果

の向上に繋がらないと考えられる科目もある。情報関連科目を担当する共通教育科目担当教育職員や情報

メディアセンターなどとも協力・連携して、法学部の教育に必要かつ有効な手段を吟味し検討していくこ

とが不可欠である。 

遠隔授業に関しては、そもそも、法学部ではこれを積極的に採用しているわけではなく、あくまでも 2

校地体制にともなって生じている履修上の問題を解消するために利用しているものである。教育的効果の

向上を主眼とするものではないので、校地の問題が解消され次第、通常の講義形態に移行することが好ま

しいといえる。 
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３．国内外における教育研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

法学部では、教育目標の一つに「国際的視野で日本の法および政治の特質とその問題を把握し将来への

展望を開く能力の育成」を挙げ、国際的な視野を持ったジェネラリストの育成を目指している。そのため

には外国語教育の充実や国際関係の共通教育科目・専門教育科目の更なる強化を図る必要がある。 

 

［実態］ 

以下、学生の国際交流、教育職員の国際交流に分けて記述する。 

・学生の国際交流に関しては、現時点では法学部独自で特定の海外の大学と学生交換等の交流は行って

いない。しかし、本学には短期語学セミナー制度（中国、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オー

ストラリア、韓国）と長期留学制度等があり、どの学部の学生であっても利用できる。残念ながら長期留

学制度を利用する学生は少ないが、短期語学セミナーを利用する学生は多く、春または夏に 1 ヶ月程度の

語学研修を海外で実施し、単位互換を行っている。2005 年度の実績では、長期留学生が 1名、短期語学セ

ミナー参加者はイギリス 7名、フランス 1名、ドイツ 2名、韓国 8名、オーストラリア 5名の 23 名であっ

た。 

・教育職員の国際交流に関しては、学部独自の海外の大学との教育職員や研究者の交換事業は行ってい

ないが、大学全体として、学術交流協定、交換教育職員制度、海外研修制度等があり、法学部の教育職員

もほぼ毎年これらの制度を利用して、海外の大学で教育や研修を行っている。長期海外研修はおおむね毎

年 1名を各国に派遣している。 

その他に、国際学会や国際会議のために大学の費用で海外に出張した者は 2005 年度に 18 名であった。 

 

［長所］ 

学生の国際交流については学部単独ではなかなか実現し得ないことを、全学で共通化することによって、

規模も国数も期間も充実の一途にある。年度によって実際の参加学生数に若干の増減はあるものの、説明

会には参加学生のおおむね 2 倍程度の学生が集まっており、潜在的な国際交流希望者数も多いといえるだ

ろう。 

教育職員の国際交流に関しては、長期海外研修制度を利用しているのは主に語学担当者とはいえ、専門

科目担当者の国際学会や国際会議等への出席も活発で、2005 年度の実績で構成員のおよそ半数の 18 名が

海外へ出かけている点は評価できるだろう。 

 

［問題点］ 

大学の規模や学生の参加状況にかんがみると、決して貧弱な国際交流ではない。しかし、逆に活発な国

際交流かと問われると必ずしも頷き難い。本学が実施している短期語学セミナーや長期留学制度はいずれ

も語学力向上のための制度で、各学部の専門を伸ばすためのものではない。とはいえ、ほとんどの学生が

公務員や一般企業に就職している状況を考えると、学部の専門如何にかかわらず、語学力の向上をさらに

目指すべきであるし、そのためには学生に対してもっと積極的に国際交流プログラムに参加するよう働き

かける努力が必要と言えよう。 

 

［改善の方法］ 

法学部はかつてアメリカのウィスコンシン大学ロースクールと独自に提携を結んでいて学生の交換を行

っていたが、諸般の事情により現在は提携を解消している。本学のような規模の小さな学部が独自に提携

を結び、維持していくのは難しいことだが、かつてはそれが曲がりなりにも実施できていたのであるから、
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今後の法学部の国際交流ビジョンを明確にして、それを実現するための方策を探る必要を強く感じている。 

 

 

 

（７）経営学部 
 

１．教育課程等 
 

ａ 学部・学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学科の理念・目的は基本的に一学部一学科時代の経営学部の理念・目的を継承している。 

経営学科の教育理念・目的は以下のとおり。①経営、流通・マーケティング、情報、国際経営などの諸

分野の基本的な知識と専門的な知識を体系的に習得する。②その学習を通して経営・管理、流通、情報方

面の基礎的・専門的知識をもった有為な社会人材を育成する。③経営学を中心としつつ、経済学、法学な

どの隣接分野および、社会人文科学・自然科学の科目を配置して、広い視野と豊かな教養・良識を備えた

人材を育成する。④グローバル化と情報化に対応するビジネス語学科目、実践的な科目を配置して、語学

や情報処理の実務的なスキル・知識を教育する。 

2005 年度から経営学部経営学科が経営学科と会計ファイナンス学科に再編されるにあたり、経営学科の

教育課程の改善をはかるために一定の改革方針を設定した。その改革の基本目標は以下のとおり。（１）コ

ース制については、コース制の継続を前提にしてコースの区分・名称の変更を含めて再編を図る。それに

よりコースの性格をより強くアピールする。（２）学生全員が経営学の諸領域を専門的に深く学習できるよ

うにする。そのために専門ゼミの必修化を行う。（３）共通教育科目の確実な履修および経営学専門科目の

順調な履修のための動機づけを与える目的で進級制度を導入する（会計ファイナンス学科と共通）。 (4)

さまざまな職場の仕事を体験学習して、実践的な知識と広い社会的視野を育成するための科目を配置する。 

会計ファイナンス学科は、本学が開学以来一貫して「会計学およびファイナンス理論」の実践的な研究・

教育に取り組んできたという歴史を持ち、さらに現代社会における会計ならびにファイナンスの影響が広

範かつ社会的ニーズが増大していることを背景として、専門性の高い教育を行い、そのなかで、高度な会

計学やファイナンス理論の知識を習得した有為な人材を育成することを目的として、設置された。この目

的を実現させるため、会計学やファイナンス理論の全般的・基礎的理解から、各専門分野まで体系的・網

羅的に学習できるようカリキュラムを設け、専門性の高い教育を行い、高度な会計学やファイナンス理論

の知識を習得した有為な人材を育成することを教育目標としている。 

 

［実態］ 

経営学科は 2005 年度の改革目標(前述)に基づき、第 1に、コース制の再編と名称変更を行った。経営学

科のカリキュラムは 4コース制を採用した。コース名称は、「経営コース」を「ビジネス・マネジメントコ

ース」に、「国際経営コース」を「国際ビジネスコース」に変更した。各コースのカリキュラムの概要は以

下のとおりである。①「ビジネス・マネジメントコース」は経営学科の中心的な専門コースであり、ビジ

ネスの構造と行動に関する基礎理論と専門的知識を体系的にとらえ、ビジネス・マネジメントの応用・展

開に関する知識と技法を具体的に教育する。②「流通・マーケティングコース」は、生産と消費を結合す

る流通の役割とその諸活動について理解を深めるとともに、企業の市場環境への対応活動としてのマーケ

ティングの考え方を習得することにある。③「情報システムコース」では、情報システムを企業活動の視

点から構築できる能力を持った管理者的人材の育成を目指している。そのために、数理的な思考能力、情

報システムに関する基礎的な理解と応用能力等を養成する視点で教育する。④「国際ビジネスコース」は

企業の国際的な経営・管理活動に対する体系的理解および実務的知識を養成することを目的とする。その

ために以下の 3 つの科目群から構成される。すなわち、国際経営を主に理論的な観点から論じる科目、経
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営理論と個別地域性の結合の視点から世界各地域の経営を論ずる科目群、国際経営の実践的課題について

論じる科目群である。また専門科目担当教員を 4つのいずれかのコースに所属することとした。 

第 2に、専門ゼミの必修化については、「専門演習」(3 年生と 4年生対象)を学科必修科目とした。ただ

し、卒業論文は従来どおり選択科目とする。またゼミ選択は学生が所属しているコースの枠内で行うこと

とし、ゼミを各コースの教育課程と直接に関連させることとした。 

第 3 に、進級制度については、学生が 3 年次に進級する際に一定の取得単位数を義務づけることとし、

その必要単位(48 単位)を満たしていない場合は、3 年次以降の配当科目を履修できない（経営ファイナン

ス学科と共通）。特に 3年次には、専門科目が多く配置されており、履修上の 1つの区切りでもある。進級

制度は高度な専門科目を履修するためのハードルであると同時に、これまでの学習成果を振り返る効果も

期待されている。 

第 4 に、インターンシップ科目を専門科目の一つとして設置し、3 年次生を対象に実施し、単位を付与

することとした。具体的な運営方針は 3 年春学期に配当し、前半の計 6 回を講義形式で行い、準備学習期

間とする。そして夏休み期間中に 2 週間ほど各事業所にて体験学習を行う。各事業所の評価等を踏まえて

学生に対する単位認定を行う予定である。 

その他、「会計ファイナンス学科」の設置にともない、経営学科における「会計部門」の科目構成を廃止

し、会計学関連の科目のうちいくつかの重点科目を「ビジネス部門」と「マネジメント部門」に配置し、

経営学科学生の履修機会を確保した。 

会計ファイナンス学科では、社会的なニーズに対応できる実践的な研究・教育を実現させるという学科

の目的に従い、本学科の基礎である簿記教育を入学直後から開始し、より高度な学習へと段階的かつ体系

的に進め、しかも、専門性の高い教育を実践することを決定した。専門性の高い教育という見地から、学

生は 2 年次以降アカウンティング・コースとファイナンス・コースという 2 コースに分かれて、教育を受

ける。 

専門教育科目は、学科共通部門、アカウンティング部門、ファイナンス部門、演習部門等に区分される。

学科共通部門は、2 年次以降で分かれるアカウンティング・コースとファイナンス・コース、両コースの

学生が履修すべき科目が配置されている。アカウンティング部門では、現代社会のインフラとも言われて

いる会計の基礎から高度な専門領域まで幅広い理論と知識を体系的に学ぶように科目が配置されている。

また、ファイナンス部門では、企業の財務管理、資産運用、投資価値の評価や金融等を扱うファイナンス

の理論と実践を体系的に学ぶように科目が配置されている。同時に、2年生から「外国書講読」（必修科目）

を履修することができる。「専門演習」（選択科目）は通年 4 単位科目として、3 年次生から履修すること

ができる。 

開設授業科目数は経営学科、会計ファイナンス学科併せて 253 科目（必修・選択必修科目）である。卒

業所要総単位数は 124 単位となっている。卒業要件は両学科同じで、124 単位のうち専門教育的授業科目

64 単位、共通教育科目 33 単位（うち外国語科目 10 単位）、これらの科目群からフリーゾーン科目として

27 単位履修しなければならない。 

学部教育における教養教育としての共通科目および語学教育の重要性を配慮して、当該科目のなかから

相当の単位を取得することを要求している。専門科目とこれら共通教育科目の単位数とのバランスは適切

である。なお、当学部も含め名古屋校舎の 3 学部における共通教育科目は、名古屋教学委員会の責任のも

とに統一的にカリキュラムを編成運営されている。 

 

［長所］ 

経営学科では、専門教育課程におけるコース制はすでに一定の蓄積をもっている。経営学専門科目を重

点的に関連づけて、まとまりをもって学習を進めるうえでコース制は有効的である。また現在のところ、

各コースの必要単位数は 24～28 単位(専門ゼミ含む、学科共通科目は除く）レベルであり、学生にとって

はコースの履修上の縛りは比較的緩やかで、コースを越えた科目選択の余地をかなり残している点は現実

的である。 

会計ファイナンス学科における専門教育課程は、2004 年度まで経営学科の中で会計コースとして配置さ
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れていたので、コース制による教育は長い蓄積を持つ。この学科の特色が「会計学概論」という科目に現

れている。この科目は 1セメスターに配当されており、会計という広範な体系の学問を 13 回の講義で概括

することを目的としている。学生はこの科目を履修することで、2 セメスター以降に行われる各科目の概

要と相互の関連を前もって学ぶことができる。つまり、学生は予め講義の基礎を体系的に学習し、その後

の学習に役立てることができる。 

専門科目においては、社会のニーズの高い会計やファイナンスについて、専門的に学習できることは、

実務社会において活躍できる高度な能力を有する人材を育成するために不可欠である。専門性の高い教育

を受け、さらには専門職や実際に職場で働く人々と接する機会を持つことは、学生に大きな刺激を与えて

いる。 

本学科の基礎となる簿記科目を同一科目につき複数クラスで開講していることも、大きなメリットを持

つ。これにより、学生に丁寧な指導が実現できる。また、共通教育科目の履修を前提とした専門科目（「統

計学概論」）も設けられており、共通科目と専門科目との間に連携を持たせている。 

なお、共通科目は校舎単位で 3 学部共通に編成され、科目数も豊富であることから、学生にとっては学

部の枠を超えて柔軟に選択履修できるメリットがある。 

 

［問題点］ 

経営学部のコース制については、①１年次の終わりにコースを選択させるのは学生の側に理解力が乏し

く科目・教員に対する情報量も少ないことから必ずしも適当とはいえないこと、②コースの分属が始まる

3 セメスターより前に、コース必修科目を 2 セメスターに配置している事例があり、この点はコース制の

趣旨にそぐわないこと、③履修コース内にある演習と異なる演習を履修するという学生が相当数みられる

が、コース内の演習に所属してはじめてコース制の意義や効果が高まるものであること、④それに関連し

てコースに対する学生の帰属意識は概して弱いこと（なかには強いコースもある）が問題点として指摘さ

れている。 

次に、「専門演習」をめぐる問題としては、①3 年間で単位をほぼ修得してしまう学生のなかで演習を辞

めたいという学生が、年々多くなっていること、②ゼミに所属するが卒業論文を書かない学生や就職内定

後ゼミへの出席を止めるという怠業組が増えてきていること等の状況が指摘されている。これらの現状を

踏まえて、専門ゼミの必修化方針を決定したのであるが、ゼミ必修化が、場合によっては（無関心層のゼ

ミ参加により）上記の問題点をかえって悪化させる可能性も考えられる。 

第 3に、共通科目・外国語科目のカリキュラムと専門科目のカリキュラムとの関連性についてであるが、

前述ように両者のカリキュラムは一定の独自性をもち、編成責任単位も基本的に独立している。この点の

問題点は両者のカリキュラムの関連性や統一性を如何に保証するかにあり、この点での検討取組みが比較

的弱いことである。当面は、数理統計の領域での科目においてカリキュラムの相互関連性が追求されてい

るものの、全体としての取組みは弱いといえる。 

会計ファイナンス学科は 2005 年度に開講されたばかりなので、教学についての問題点を指摘することは

難しい。したがって、開設 2年目の現状をもとに、問題点を述べることにする。 

まず、「会計学概論」を取り上げる。この科目は会計学という広範かつ体系的な学問を 1年次において総

論的に学ぶことを目的として設置された。その趣旨を活かすべく、教員も専門分野の教員がリレー方式で

講義を行っている。しかし、学生の講義に対する参加態度が消極的であるように思われる。次は、「外国書

講読」を取り上げる。この科目は必修科目であり、しかも 2 年次から履修することができる。そのため、

学生は 2年次という専門科目について学習が十分できていないまま、外国語で専門科目を学ぶことになる。

「会計学」や「ファイナンス理論」の少なくとも入門的な学習を終えてから、専門の外国語を学ぶ方が効

果的な学習が可能かもしれない。また、クラスにより、履修者数の偏りがあることも問題である。多いク

ラスは履修者が 40 名以上となり、専門科目としての「外国書講読」が適切に行えない状況にある。その背

景には、学生が各自の時間割の都合といったような安易な理由から、「外国書講読」を履修していることが

考えられる。 

学生は会計やファイナンスといった専門性の強い領域を学ぶ。したがって、この分野に関心のある学生
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は十分な教育を受けることができるが、逆にこの分野に関心が持てなくなった学生への対応が今後の問題

として考えられる。これらの学生は 2 年次以降、会計とファイナンスという 2 つの分野を横断的に、広く

学ぶことが適切である。 

 

［改善の方法］ 

上記の経営学科のコース制の問題点①については、現行の選択日程を踏襲するならば、コース別のカリ

キュラム内容、専門ゼミの内容等をできるかぎり周知させることがぜひ必要である。現行の選択日程に変

更を加える場合は 2 年次終了時に選択させる案も検討されたが、コース所属が 3 年次からだとコース履修

科目の選択幅が制限されるという問題もあり、見送られた。さらに、2 年次 3 セメスター期間中の選択肢

も考えられる(この場合、コース所属は 4 セメスターから開始)が、その是非についてさらに検討する必要

があろう。 

問題点②は、コース必修科目を 3セメスターに変更するなどの措置が必要である。 

問題点③は、2006 年度において各コース別に専門ゼミを貼り付け、コース内のゼミを選択する方針が決

定されたので、基本的に解決されるものと期待される。 

会計ファイナンス学科の問題点を挙げるならば、以下のようになる。「会計学概論」は、会計という積み

上げ式という特色をもつ学問領域を入門的で、しかも体系的に学習させることを目的としている。その趣

旨を活かすため、テーマを細分化し、評価もレポートと出席をもとに総合的に行っている。しかし、学生

をもっと積極的に講義に参加させるため、評価方式をレポートの提出と出席回数による総合評価からテス

ト方式（2～3回程度）に変更することが考えられる。 

「外国書講読」については、1 クラスの履修者数を適正規模とするため、担当者間で検討することが必

要である。講義の時間割の調整も課題となる。 

共通科目と専門科目の接続、関連については教学委員会の責任の下で必要な範囲内において検討し、具

体化することが必要である。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部は新入学生が円滑に大学の教育・生活に適応し、早くから主体的に大学での勉学に対応できる

ために、また経営学に対する知的関心を育成できるようにするために、入学後の導入教育および入学前の

教育のための科目を設置する。 

 

［実態］ 

入学後教育の面では、経営学部は大学図書館や情報メディアセンターとの連携のもとに導入科目（「入門

ゼミ」）を設置している。そこでは、図書検索、情報収集能力、読書力の向上、グループにおける報告と議

論による発表・発言能力の育成、経営専門科目の予備的知識の習得等を目標としている。導入教育として

の「入門ゼミ」は 1 年次春学期に選択科目として設置している。2006 年度においては 1 クラス 20 名以下

で計 16 クラスを配置しており、履修生は 314 名で学部学生の履修率は約 66％であった。「入門ゼミ」はあ

らかじめ担当教育職員がゼミのテーマを公表し、それに基づいて学生は各自で担当者を選び、「入門ゼミ」

を履修する。ゼミの運営方法は基本的に担当教育職員に任されているが、これが導入教育のための科目で

あることを忘れてはならない。運営方法はさまざまで、図書検索や情報リテラシーに重点を置く場合もあ

れば、専門教育の入門的科目として位置づけ、関連テキストを使用する場合もある。 

ゼミ担当者の決め方は特定の教育職員を固定的に配置するのではなく、前年度の担当科目数（実績）が

少ないものから優先的に決める方法を取っている。 

入学前教育では、推薦入試合格者等を対象にして、経営学に関する基礎的なキーワードを選択し（各コ
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ースから 5 つ程度）課題として出している。学生はそれについて調べてレポートを提出することが求めら

れる。 

 

［長所］ 

上記の理念・目的の試みとして、「入門ゼミ」がその役割を果たしている。新入学生が大学における図書・

情報の検索および、少人数のゼミ形式による報告・議論に参加することにより、大学教育・生活への適応

が促進されている。また入学前学生のレポート提出は大学入学までの期間を有意義に過ごしてもらうこと

が目的であり、同時に大学学部への入学後学習への準備として役立つという効果もある。 

 

［問題点］ 

導入教育としての「入門ゼミ」の理念・意義について、学部の教育職員相互間で十分な理解と共通認識

があるとはいえない。教育職員のなかには、自らの科目として主体的に担当するというよりは、“余分な

負担”として受身的に考える者、また単なる責任授業時間数不足を埋めるための科目として捉える者もい

る。さらに「入門ゼミ」の目標達成度如何については客観的に評価判断することが困難であると主張する

者もいる。選択科目として履修するかどうかは学生が自由に決められるが、現状だと入学時成績および学

習意欲において下位にあり、導入教育が特に必要とされている学生が「入門ゼミ」を履修せず、結果とし

て導入教育の効果が少ないものになってしまう恐れもある。 

合格者に対する入学前教育については課題の提出を求めていないため、学生がどの程度の学習をしたの

か確認ができていない。 

 

［改善の方法］ 

学部として、導入教育科目としての「入門ゼミ」の役割を明確にし、全教育職員が有意義な科目である

との理解を共有することが不可欠である。 

同時に、「入門ゼミ」の対象学生および運用方法について一定の工夫が必要である。「入門ゼミ」を基

本的に選択科目として維持しつつも、成績および学習意欲において下位の学生に対しては優先的に履修さ

せるような仕組みがあってもよいかと思われる。運用方法については、経営学の内容をやさしく説明した

共通ガイドブックを作成してもよい。 

合格者に対する入学前教育については、課題の提出と添削等についてできる範囲で取り組む。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部では、学部の教育理念・目的に基づいて、経営学の専門知識、幅広い教養、語学・情報技術ス

キルを総合的に教育するために、4年間の履修科目（専門科目、共通教育科目）を体系的に配置すること、

二つの学科において専門科目を基礎的科目から発展・応用的科目へと体系的に配置し、段階的で有効に履

修できることを目指す。 

経営学科においては経営学科目を，ビジネス・マネジメント部門、流通・マーケティング部門、情報シ

ステム部門、国際ビジネス部門の 4 つの部門に分け、学生が関心に応じてコースを選択し、当該領域の科

目群を体系的、重点的に学習し、学習効果を高めることを目指している。 

また重要な基幹科目を学科必修科目とし、またいくつかの科目グループを選択必修科目に指定し、効果

的で、バランスの良い履修を促すことを狙いとする。 

会計ファイナンス学科では、学科の教育理念に基づいて、「会計学やファイナンス理論の全般的・基礎的

理解から、各専門分野まで理解できるよう、体系的・網羅的に科目群を配置し、専門性の高い教育を行い、

そのなかで、高度な会計学やファイナンス理論の知識を習得した有為な人材を育成する」ことを目標とす
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る。会計ファイナンス学科の専門知識や幅広い社会・産業・企業の実態を把握できるよう、経済学、経営

学、商学、法律などの隣接学問分野についても総合的に履修する。専門科目はアカウンティング部門とフ

ァイナンス部門の 2 つの部門（コース）に分け、基礎的科目から発展・応用的科目へと体系的に配置し、

段階的で効率の良い履修を目指す。 

 

［実態］ 

経営学部としてはカリキュラムの改革時において、その時代の社会的ニーズ（国際化や情報化など）お

よび研究領域の発展に配慮しつつ、新たな科目設定や科目名称の変更を行って科目の充実を図ってきた。 

現在、経営学科における科目は学科共通科目、コース必修科目、コース選択必修科目、選択科目に分類

され、体系的に配置されている。経営学科において学科共通科目は 11 科目（うち 8 単位以上履修）、コー

ス必修科目は国際ビジネスコースを除く各コースに 1-2 科目設置されている。各コースの配置科目数はビ

ジネス・マネジメント 22 科目、流通・マーケティング 20 科目、情報システム 21 科目、国際ビジネス 22

科目とほぼバランスよく設置されている。各コースとも部門別に複数の科目の中から一定の単位以上の科

目を履修させるかたちで配置している。各コースの要卒単位は学科共通科目、演習を含めると、ビジネス・

マネジメントと流通・マーケティングが 34 単位以上、情報システムが 36 単位以上、国際ビジネス 32 単位

以上となっている。 

会計ファイナンス学科の科目は、学科共通必修科目、コース必修科目、選択科目に分類され、「学科共通

部門」、「アカウンティング部門」、「ファイナンス部門」、「演習部門」、「その他」、「他学部部門」、「教職課

程科目」に配置されている。特に、学科の特色から重要と考えられる基幹課目を学科共通部門において必

修科目に指定した。 

各コースの配置科目数はアカウンティング部門で26科目、ファイナンス部門で18科目設置されている。

各コースとも、部門別に複数の科目の中から一定の単位以上の科目を履修させている。各コースの要卒単

位数は学科共通科目、演習を含めると、アカウンティング部門が 40 単位以上、ファイナンス部門が 38 単

位以上となっている。 

このように、カリキュラム編成における必修科目および選択科目の量的配分は、全体的には適切であり、

妥当である。 

 

［長所］ 

経営学科では、学科共通科目、コース必修科目、コース選択必修科目、選択科目の区分とその構成配分

は概ね妥当である。また専門科目における必修科目と選択科目の量的配分も妥当である。コース別の科目

配置も、前述のように要卒履修単位数が緩やかであり、学生が自らの必要・関心に基づきコースを越えた

科目を選択する自由度を多く与えている。 

会計ファイナンス学科も専門科目の区分と構成配分は適切である。また、必修科目と選択科目の量的配

分も妥当である。学科の特長を活かすよう、科目の質と量を充実させ、しかも体系的に履修できるよう配

慮されている。なお、各コースで重要と考えられる科目をコース必修科目として指定しているので、カリ

キュラムを体系的に、しかもバランス良く編成することができた。これにより、学生は広範かつ柔軟な履

修が可能となる。 

学科の一つの特徴は商業簿記科目群である。「商業簿記初級」は他の簿記科目の基礎となるので、必修科

目とした。また、商業簿記科目に先修制を導入している点も特徴として挙げられる。これにより、段階的

な学習が可能となった。簿記は積み上げ方式の学問なので、先修制は 適な方法である。本学科の必修科

目・選択科目の量的配分は妥当である。 

経営学部は、インターンシップ学修成果認定科目として「ビジネス研修」を新規に選択科目として導入

した。学生は、この科目を通じて社会活動を体験すると同時に、大学の講義では得られない教育効果を期

待できる。 

 

［問題点］ 
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もともとセメスター制を始めたときに従来の 1科目（4単位）を 2科目（2単位）に分割したこと、その

後もカリキュラム改革ごとに科目数を増やしてきたことにより、経営学科では現在一部において科目数が

多くなり、学生の授業選択、授業理解に支障をきたしている場合がある。また科目の間で内容が重複する

状況も一部でみられる。また新設科目の増加は、基本的に兼任教育職員により担当されるので、兼任教育

職員の継続的な手当ての面において一定の困難をもたらす恐れがある。 

会計ファイナンス学科では、必修科目をアカウンティング・コースが 14 科目、ファイナンス・コースが

13 科目配置している。本学科は資格取得による単位認定制度を導入している。これは、入学前に日商簿記

1 級または日商簿記 2 級を取得している場合、簿記に関連する科目について単位認定をするものである。

しかし、認定することで生じた時間的なゆとりをどう活用するのかについては検討していない。資格取得

者としての能力をさらに伸ばすような対策を考える必要がある。 

 

［改善の方法］ 

経営学科では、科目の区分配置、科目の内容および名称をその時代の社会的必要に応じて見直す必要が

ある。かなり細分化されている科目、または内容に重複がみられる科目は、できる範囲において科目の合

併や調整の必要があろう。 

会計ファイナンス学科の単位認定制度に関する問題は、共通教育科目や専門科目の担当者で対応を検討

する必要がある。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

講義科目および演習科目を主とする本学部においては学則に従い、予測される予習時間、復習時間を含

めた総時間数から単位数を算定する。 

 

［実態］ 

経営学部の教育目標に向けて効果的な教育を行うために、学生の履修希望を 優先に対応すること、静

かで効果的な履修ができる環境を提供すること、教員の負担程度を考慮すること等を配慮しながら、講義

規模を設定している。単位数については、大学の統一基準（週 1コマ、1学期 15 回で 2単位計算）に従っ

て算定している。 

経営学部のほとんど専門科目は原則的に講義形式である。大学の方針に基づき、500 名を超える大規模

授業に対しては原則として 2 分割する方針を採用してきた。二学科に別れた現在では、経営学科必修科目

は 500 名に関わらず、分割開講している。履修人数制限をかける方法は、履修者の希望実現を 優先する

観点から原則採用されていない。経営学科では、ゼミ、外国書講読等の少人数授業は基本的に演習形式で

ある。専門講義科目（外書講読を含む）はセメスター制のもとで 2単位科目として配置されているが、「入

門ゼミ」は一クラス平均 20 名規模で 1セメスター2単位である。ただし、「専門演習」はその連続性を配

慮して通年の4単位科目としている。「専門演習」のクラス規模は2006年度平均23名で通年4単位である。

履修者が3年4年合わせて30名以上の場合には、担当教育職員の希望によりゼミを分割することができる。

実際に半分近くのゼミでは分割開講されている。 

会計ファイナンス学科の専門科目の授業形態と単位との関係は上述の方針どおりである。大部分の科目

は対面講義形式である。講義形式と実習形式を併せた科目としては、「会計情報処理論」と「ビジネス研修」

がある。前者は学生がパーソナル・コンピュータを使いながら、会計の 新の理論を修得する科目であり、

後者はインターンシップの学修成果を認定する科目である。 

会計ファイナンス学科の講義の規模は、上限が 1学年定員の 160 名程度である。 

「入門ゼミ」、「専門演習」、「外国書講読」は少人数授業を実施している。「入門ゼミ」と「専門演習」は
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演習形式で行われる。「専門演習」は学生による専門的なテーマについての研究発表が目的である。ここで

は、学生の自主的な研究発表とそれに続く議論が重要な要素である。「専門演習」は履修者が 3年 4年合わ

せて 25 名以上の場合には、担当教育職員の希望により分割することができる。会計ファイナンス学科では、

2007 年度から開講される。 

 

［長所］ 

両学科における専門科目のカリキュラムは原則として独立性の強いものとなっており、両学科に跨る学

部共通必修科目がなくなったので、従前のように 500 名以上の大規模授業はほぼなくなって、全体的に授

業規模は一時期に比べて小規模化しつつある。これは、学生の効果的な学習にとって望ましい環境である。 

会計ファイナンス学科では、学科の定員が 1 学年 125 名なので、一科目が数百名という大規模授業はな

い。このことは学生に良い教育環境を与えている。 

他学科の専門科目も履修可能なので（すべての科目ではないが）、学生は学科の枠を超えて、広範な学習

ができる。 

 

［問題点］ 

一部の授業規模は依然として大人数である。現在、大人数授業に対して分割開講する方法がとられてい

るが、教育職員の担当コマ数負担との関連から、この方法を一律的に行うことは問題がある。他方、一部

の講義課目のなかには極めて少人数（10 名前後）のものもある。授業科目によって履修者数が異なること

は避け難いが、このような履修者数に偏りのある授業が毎年継続することは望ましくない。 

会計ファイナンス学科は 2006 年度から「外国書講読」を開講したが、2年生から履修可能な必修科目と

いうことで多くの学生が履修した。その際、一部のクラスに学生が集中し、これまでのような少人数によ

る演習形式での教育が不可能になっている。逆に、極めて少人数で開講するクラスも現れるなど、クラス

によってアンバランスが生じている。2007 年度から始まる「専門演習」でも、同様な状況が現れることが

懸念される。 

実習系の科目は、講義の性格上、またパソコンの台数の制約から、これまで実質的な履修者制限を行っ

てきた。希望するすべての学生が履修できないことは残念だが、これらの事情から履修者制限はやむをえ

ない。 

 

［改善の方法］ 

大人数授業への対策としては、まず分割開講である。また講義時間帯を調整する(たとえば第一次限に配

置するなど)方法もある。極少人数の授業については、まず講義内容・方法の改善など教育職員側の改善努

力が必要である。それでも改善されない場合には、科目の統廃合を含めて検討する必要があろう。 

「外国書講読」が特定の担当者に集中したという問題は、授業時間割の工夫等により解決することが必

要である。必修科目ではないが、「専門演習」についても、ゼミの間で履修者数のアンバランスが生じな

いようにすべきである。 

 

 

 

ｅ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

単位互換と単位認定については本学での単位認定方針を基本としつつ、他大学・機関とのあいだの単位

互換や単位認定の弾力的運用を図り、学生が履修関心に基づき本学で提供できない科目履修の機会を広く

提供する。 

 

［実態］ 
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単位の互換・認定の制度種類については以下のものがある。すなわち、①他大学・教育機関との協定に

よる単位互換、②協定によらず大学が独自に行っている単位認定、③編入学生に対する単位認定、④外国

留学時の学修科目に対する単位認定である。 

本学は県内すべての 4 年制大学が加盟する愛知学長懇話会と「単位互換に関する包括協定」を締結し、

これにより加盟大学に所属する学生は他の大学で開講される様々な科目を履修することができ、履修した

科目は所属する大学の単位として認められている。 

経営学部における単位互換協定に基づく単位認定は、2005 年度で認定者数 31 名、他大学による認定単

位数は 90 単位（すべて専門外科目）、短期大学部による認定単位数はゼロであった（1 名当たり平均 2.9

単位）。人数、単位数ともに他学部に比べ圧倒的に多い（「大学基礎データ表 4」参照）。 

 

他方、単位互換協定外で大学独自に行っている単位認定状況は、2005 年で認定者数 50 名、大学・短大・

高専等での認定単位数は専門科目 44 単位、専門外 22 単位、その他機関での認定単位数は専門科目 150 単

位であった（1 名当たり平均 4.3 単位）（「大学基礎データ表 5」参照）。単位認定の専門科目 150 単位は会

計ファイナンス学科によるもので、入学前の資格取得を単位認定した。その他は、海外短期語学セミナー

による 4単位である。 

 

3 年次編入学生に対しても、入学以前の大学・短大等での既修得単位を第一外国語については個別認定、

その他の科目については包括認定している。このようにして、大学での専門科目の履修に支障がないよう

に配慮している。 

要卒総単位 124 単位にしめる他機関との単位互換、認定単位数の比率は一名当たり 2.9 単位、4.3 単位

であることに見られるように、極めて低い。つまり、自大学・学部による認定単位がほとんどである。た

だし、編入学生については編入時に 62 単位を上限に認定されるので、要卒単位数に占める比率は高い。 

外国の大学との交流協定に基づく短期語学留学生および長期留学生に対して、大学間で締結した協定に

基づいて、留学先で取得した 30 単位を上限に自学部の単位として認定している。 

 

［長所］ 

学生に対して他大学・教育機関における履修科目を単位認定する制度は、理念・目的で記したように、

学生の関心に応じた履修機会の提供という点で有効である。たとえば、本学と愛知学長懇話会とのあいだ

の「単位互換に関する包括協定」に基づく単位互換が行われており、その単位互換方法は適切である。 

また編入学生に対する包括単位認定の仕組みも、評価作業の面および学生の専門科目履修の配慮という

点で、能率的、現実的である。 

会計ファイナンス学科でも、単位認定により、多くの学生が入学前の専門的能力を活かし、それを発展

させることができる。このような制度は学生の学習意欲を刺激し、将来への目標に向かって前進させる一

助となる。 

 

［問題点］ 

他大学機関での履修科目に対する単位認定については、一部に他大学で容易に単位を取得できるから履

修するといった安易な傾向も散見される。協定に基づく単位互換は、双方の大学機関が提供する科目が極

めて限定されており、また他の大学機関と距離があるといった要因などもあり、必ずしも利便性のよいも

のではない点もある。 

会計ファイナンス学科の単位認定は、入学前の日商簿記検定の資格取得によるものが圧倒的に多い。そ

の他の科目が少ないが、これは、本学科は開設 2年目なので、認定される科目自体が少ないことによる。 

海外長期留学の場合、留学先で取得した単位は 30 単位以内で大学の単位として認定されることができる

が、実際には、ほとんどの場合、語学留学として性格から語学関連の科目単位として認定される。したが

って、認定できる単位数はせいぜい 10 単位程度に留まっている。 
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［改善の方法］ 

他大学との単位互換では、定期的に運用状況をチェックし、今後学生が多様な単位認定の仕組みを利用

し、効果を上げるよう適切に運用していく。 

経営学部では、2007 年度に 3 年次生に対象に、「ビジネス研修」というインターンシップ学修成果認定

科目の履修が始まる。この科目は学生の企業等での活動を評価し、単位認定する新たな取組みである。 

海外長期留学の取得単位は、科目の性格を確認のうえ、より柔軟に単位認定できるように工夫する必要

があろう。 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

学部の授業科目が全体として増加しつつあるなかで、専任教育職員は授業責任コマ数、上限担当コマ数

および役職等の負担を考慮しつつ、担当科目を適正に配置することが求められる。兼任教育職員も、学部

の教育目標を理解し、一定数の科目を担当することが必要である。これにより、担当科目の専門性に対す

る学生の関心と学習意欲を引き出すことができる。 

専任・兼任の担当比率については適正なバランスを考慮しつつ、必修科目については専任教育職員が担

当すべきものであるが、選択科目については必要に応じて兼任担当科目を配置する。また、専任・兼任の

担当比率については適正なバランスを考慮しなければならない。 

 

［実態］ 

経営学部の専任教育職員が担当する専門教育科目数は219科目、兼任教育職員担当科目数は34科目ある。

専任教育職員の担当科目数が専門教育科目総数に占める比率は 86.6%を占めている。うち、必修科目につ

いて専任担当科目数は 54、兼任担当科目数は 2 で、専兼比率は 96.4%になっている。他方、選択必修科目

については専任担当科目数 165、兼任担当科目数 32 で、専兼比率は 83.8%になっている（「大学基礎データ

表 3」参照）。専門教育科目総数に占める専任担当科目の比率は比較的高く、その裏返しとして兼任教育職

員担当科目比率は低い。 

 

学科別に見ると、経営学科では、専任教育職員が担当する専門教育科目数は 159、兼任教育職員担当科

目数は 22 であり、専任教育職員の担当科目数が専門教育科目総数に占める比率は 87.8%である。必修科目

については、専任担当科目数は 29、兼任担当科目数はゼロで、専兼比率は 100%になっている。他方、選択

必修科目については、専任担当科目数 130、兼任担当科目数 22 で、専兼比率は 85.5%である。 

会計ファイナンス学科では、専任教育職員が担当する専門教育科目数は 60、兼任教育職員担当科目数は

12 であり、専任教育職員の担当科目数が専門教育科目総数に占める比率は 83.3%である。必修科目につい

ては、専任担当科目数は 25、兼任担当科目数は 2 で、専兼比率は 92.6%になっている。他方、選択必修科

目については専任担当科目数 35、兼任担当科目数 10 で、専兼比率は 77.8%である。 

 

［長所］ 

経営学部全体で、専任教育職員が専門教育科目総数の平均 87％を担当していることは、専任教育職員が

専門教育科目教育に直接責任を負っている程度が極めて高いことを表している。学科別に見た場合でも、

経営学科では、専兼比率が必修科目と選択必修科目を併せた平均で 87.8％、会計ファイナンス学科も、

83.3％と高い割合であった。 

専門教育科目担当の専任教育職員はこれ以外に大学院科目（専門職大学院を含む）を多く担当しており、

その積極性は評価できる。 

兼任教育職員の専門教育担当科目比率は少ないものの、彼らの授業科目に対する熱意と積極性は一般的
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に高い。兼任教育職員の教育課程への関与は、経営学科では、選択必修科目だけである。会計ファイナン

ス学科では、兼任教育職員が必修科目を 2、選択必修科目を 10 担当している。科目全体から見れば、これ

らの数は決して多くはない。 

これらのことは、専任教育職員が必修科目を責任を持って担当していることを意味しており、学部学科

教育には適切である。 

 

［問題点］ 

経営学部においては、専任教育職員の専門教育科目担当比率が高い反面で、授業科目の負担が相対的に

重くなっている。 

兼任教育職員の教育課程への関わりは、ほぼ完全に自ら担当する授業科目に限定されている。その授業

経験または意見が個人ベースではともかく、学部・学科に組織的に反映される機会はないし、その制度的

チャネルも存在していない。 

本来、専門教育科目は基本的には専任教育職員が担当することが望ましい。しかし、会計ファイナンス

学科の授業科目は非常に専門的かつ領域が細分化されており、専任教育職員だけでは担当が困難である。

学科共通部門では、経済学や法学系の科目を配置しているので、他学部あるいは学外の教育職員でなけれ

ば、担当できないという事情もある。これが会計ファイナンス学科の兼任比率の高い理由である。 

本学では、2006 年度から会計大学院（専門職大学院）が開設された。一部の学部専任教育職員は会計大

学院の講義と大学院の運営にも携わっている。学部と大学院の教育・運営を行うために、多大な労力と時

間が費やされることになった。現状のままでは、学部教育と教育職員の研究に支障が出ることが懸念され

る。 

 

［改善の方法］ 

上記のように専任教育職員の専門教育科目担当比率は高く、教育職員の科目負担も大学院の担当科目等

をあわせると比較的大きい。したがって、今後の現行の専門教育科目または今後増加する科目に対しては

一定程度、兼任教育職員の担当を増やすことが望まれる。但し、科目部門の担当責任者との密接な連絡、

調整が必要である。 

会計ファイナンス学科が始まった後に開設された会計大学院への学部専任教育職員の活用は、もともと

過渡的なものである。しかし、学部と大学院との緊密な連携により、早急に、事態の改善を図ることが必

要である。 

 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

大学は単に 18 歳人口の若者を教育するだけでなく、さまざまな階層、年齢の人々に開かれた存在である。

現在では社会人の教養・趣味、または専門知識・スキルに対する学習期待も高まりつつある。また日本社

会が国際化し外国人留学生が増加しているなかで、大学も国際化傾向を強めている。本学の建学の精神を

踏まえて、本学部としても日本人学生だけでなく、外国人留学生に対しても教育上の相応な配慮と組織的

な支援を図り、その学習効果の向上を図ることが求められる。 

 

［実態］ 

本学は社会人のさまざまな学習目的に対して、すでに専門職大学院、大学院社会人コースを設置してお

り、また一般の教養・趣味、資格取得ではエクステンションや資格取得講座が別枠として配置されている。

したがって、学部単位で社会人対象の教育課程を設置する必要性は低く、本学部では社会人学生のための

教育課程を特に設置していない。また、帰国子女の受け入れについても教育課程として設置していない。
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もちろん、以上のことは社会人や帰国子女が個々に本学部の教育課程に入学すること自体を決して妨げる

ものではない。 

本学部、とりわけ経営学科に対する外国人留学生の志願者数は比較的多く、毎年 50～60 名程度に達して

いる。試験を通して毎年 20 名弱が入学している。外国人留学生の圧倒的大部分は中国人であるが、その他

は韓国、台湾などアジア地域からの留学生である。教育課程においては外国人入学生に対して、英語未修

留学生のためには特別基礎英語、その他の外国人留学生には日本語、日本事情といった科目を共通教育科

目の一環として課している。専門教育課程においては、外国人留学生を特に区別せず、日本人学生と一様

に対応している。 

会計ファイナンス学科には、外国人留学生が 2名（1年 1名、2年 1名）在籍している（「大学基礎デー

タ表 16」参照）。本学科の専門教育課程では、外国人留学生に対して特別に配慮する必要性は考えられな

い。したがって、講義や試験の採点基準等に関しては、日本人学生と区別していない。 

外国人留学生に対して本学は授業料の半額免除、奨学金の提供を行っているものの、彼らのほとんどが

アルバイトをして生活費の一部を補っている。したがって、授業時間外での自宅などでの学習時間はかな

り制約されている。専門教育課程においては、個別の相談、教育指導は主として専門ゼミ単位別に個別に

必要に応じて行われている。 

 

［長所］ 

経営学科は多数の外国人留学生を受け入れている。彼らは明確な目的意識をもち、専門教育科目につい

て早めに履修している場合も多い。ゼミに参加している留学生に対する指導は、日本語表現指導をはじめ、

報告レポート指導、個別面談などを通して随時行われ、ゼミでの指導が充実している。 

 

［問題点］ 

外国人留学生はほとんどが比較的長時間のアルバイトを行っているために、授業外の学習時間が限られ

ている。なかには夜勤アルバイトをしている場合もあり、翌日の授業に影響を与えている。また、ゼミに

参加していない留学生は個別の教育職員との定期的な接触がなく、指導上困難なところもある。 

会計ファイナンス学科では、「外国書講読」が必修科目とされているが、中国人留学生は母国で英語教

育を受けていない、あるいは授業時間数が少ない場合が多い。今後、彼らに対する教育指導上の配慮が必

要になるかもしれない。 

 

［改善の方法］ 

外国人留学生に対しては学業奨学金を競争ベースで供与する枠を拡大する。「専門演習」に参加していな

い外国人留学生への対応については、06 カリキュラムにおいて「専門演習」が全員必修となったために、

上記の問題点を改善できるであろう。 

 

 

 

ｈ 生涯学習への対応 

該当しない。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 
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教育効果の測定は第 1に、個々の授業科目に対する学生の理解達成度を測るうえで不可欠な作業である。

つまり科目内容の理解力、論理的思考力、文章表現力などに注目して教育効果（成績）が測定される。第

2 に学部の教育目的・目標が学生の在学期間にどの程度達成されているのかを図ることでもある。それは

学部教育における教育効果、学生の付加価値がどの程度ついたのかを計ることであり、学部教育の成果、

有効性を図ることでもある。それはさらに、学生の経営学と方法論に対する理解の深化、教養と社会的倫

理を備えた人間としての成長、語学力やパソコン等の実務的スキル能力の向上などの学部教育の基本的目

標の達成度を測るものでもある。いずれにおいても、教育効果が客観的かつ公正に測定されなければなら

ない。 

 

［実態］ 

第一の教育効果の測定は期末試験を初めとする各種の試験によって定期的になされている。期末試験を

はじめとするテストのあり方は様々である。セメスター期末の定期試験、それに代わるレポート試験、随

時の小テストや課題提出、または平常の出席状況、質問状況の点検など。「専門ゼミ」などでは出席や報告、

議論への参加状況が測られる。学生に公表される科目のシラバスにおいては評価基準・方法について明記

することが必須項目として要求されている。成績評価は公表された評価基準方法に基づいて担当教育職員

の判断のもとになされ、それに対して学部・学科が関与したり、調整したりすることはない。この点で成

績評価の方法はすでに制度化され、教育職員のあいだで共通認識となっている。結果的に、科目間の成績

状況は多少ともバラツキがみられるが、それは一般には問題視されていない。 

他方、学部・学科教育による学生の付加価値を測定することは立ち遅れており、特定の方法が確立して

いるわけでも、測定方法について教育職員のあいだで共通認識が確立しているわけでもない。もちろん学

生の教育成果の一環として要卒単位の取得状況、資格試験の合格者状況、就職内定状況などが定期的また

は随時に公表されている。それは教育効果またはその結果を示す指標でもあり、その動向は教育職員の間

で注目されている。 

卒業生の進路状況については、2005 年度卒業生 493 名のうち、就職 406 名、大学院進学 15 名、その他

72 名であった。卒業生総数に対する就職率は 82.4%である。この 3 年間において景気の本格的な回復と企

業採用人枠の拡大のなかで、就職率は 2003 年度 72.8%、2004 年度 75.0%、2005 年 82.4%と次第に向上して

いる。就職希望者数に対する就職内定率は 2005 年度 98.1％であり、2004 年度の 96.3%を上回った。経営

学の就職率は本学他学部に比較して高い。大学院進学者 15 名のうち本学大学院への進学は 9名、他の大学

院は 6名であった。大学院進学者の圧倒的大部分は外国人留学生である。その他 72 名の内訳は不明である

が、就職未定者やいわゆるフリーターが含まれている。 

 

［長所］ 

個々の科目レベルでは教育効果＝成績の測定方法は科目紹介などで学生に明示され、個々の教員の責任

と判断のもとでなされている。この点での方法は教育職員の間に共有されており、方法も基本的に妥当で

あると思われる。 

 

［問題点］ 

学部の教育効果＝付加価値の程度を測定する統一的な方法またはシステムが構築されていないことは確

かに問題である。学部学科の目的・目標も教育効果の測定・検証によってこそ実体化され、現実的な意味

をもつと考えられるからである。 

 

［改善の方法］ 

教育効果＝学生の付加価値を測定する方法・システム構築について教育職員間で議論し、具体化する。

そのための準備作業として学生の学業成績に関して入学時、各学期の推移動向、卒業後の進路先を時系列

的に把握できるデータ・ベースを構築する必要がある。 
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ｂ 厳格な成績評価の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

大学は教育を提供するとともに、その成果を成績という形で評価しなければならない。講義の内容・形

態は多様であり、それぞれの講義に対して成績評価法や成績評価基準も一応ではない。したがって、成績

評価の方法および成績評価基準については、学生に周知させることが必要であると同時に、厳格に運用さ

れなければならない。 

履修科目の登録はセメスターごとに行い、これにより段階的に理解力を向上させ、また継続的に学習意

欲を刺激することが目標とされている。 

成績評価は、まずもって公正かつ客観的なものであることが求められる。したがって、明確な履修登録

制度、厳格な試験制度、公正・客観的な評価基準に基づいてなされなれければならない。学部の成績評価

はこの理念のもとに実施されている。 

 

［実態］ 

まず履修登録については履修登録できる授業科目単位数の各セメスターにおける上限は 22 単位である。

学生はこの制約のなかで各セメスターの初めに履修しようとする授業科目の登録手続を行い、履修科目登

録が確定する。 

定期試験制度は各セメスター末に実施される。試験の運営は教学委員会が作成した試験監督マニュアル

に基づき、厳格に行われる。もし試験中に不正行為が確認された場合には、所定の手続の後に、不正行為

者は当該セメスターのすべての履修科目が無効とされる。 

評価形態はざまざまである。経営学部の成績評価法は①総合評価、②試験評価、③平常評価、④実技評

価、⑤卒業論文審査評価などに分けられる。①総合評価は、定期試験または追試験にその他の成績(臨時試

験、臨時レポートおよび平常の学習状況等)、あるいは出席状況などを加え、総合的に評価するものである。

②試験評価は定期試験または追試験で評価する。③平常評価は平常の学習状況などで評価する。④実技評

価は平常の実技態度に出席状況などを加え評価する。これらの評価方法や成績評価基準は、毎年配付され

る開講科目の紹介において、科目ごと学生に詳細に公表されている。講義は原則として講義回数の 3 分の

2以上の出席を必要とする。 

成績評価基準は、1996 年からそれまでの優、良、可、不可による 4段階評価から S、A、B、C、Fの 5段

階評価に変更された。これにより、きめ細かな成績評価が可能となった。成績評価は、S（90～100 点）、A

（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60～69 点）、F（59 点以下）で表され、S、A、B、C は合格、F は不合格

であり、この基準は全学部共通である。 

体育実技の成績評価は、S および A を A とする。資格取得による単位認定制度により認定した単位につ

いては、Nとする。なお、追試験の成績評価は、Aを 高とする。 

成績評価結果に対しては、学生からの疑問を受ける制度が設けられている。学生による疑問調査は指定

期間内に教務課に対して願い出ることによって受理される。 

経営学部では、セメスターごとに実施される定期試験等によって、科目ごとに成績と合否を判定し、こ

れが学生の質を確保する手段となっている。研究発表の内容、議論の際の発言、レポートの提出、出席の

状況等、様々な方法で担当者が履修者の質の確保を図っている。卒業時には、卒業論文を提出する学生は

指導教育職員の審査を受けなければならない。経営学部の卒業論文の提出者は 2003 年度 173 名、2004 年

度 241 名、2005 年度 235 名であった。4年次生のなかで卒業論文を提出した者の割合は 2003 年度 37.3％、

2004 年度 48.7％、2005 年度 46.0％であった。優秀な卒業論文に対しては、演習指導の教育職員の推薦に

より、教授会での審査を経た後、経営学会から学会賞、努力賞が授与される。 

経営学部は 2005 年から進級制度を導入している。これは、2 年次までの修得単位数が 48 単位に満たな

い学生は 3 年次に進級できない制度である。進級できない学生は 3 年次配当科目を履修できないこととな
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る。 

会計ファイナンス学科では、入学前に取得した資格によって、一部科目の単位を認定する制度が設けら

れている。入学前に日商簿記 1 級を取得している場合、簿記に関する 5 科目が認定され、日商簿記 2 級を

取得している場合、簿記に関する 2 科目が認定される。また、履修科目には、同一科目を複数クラスで開

講しているものがあるが、これらの科目では、成績評価でクラス間の格差が生じないよう、担当者間で話

し合いを行っている。1 つの講義を複数の教育職員が担当するリレー講義についても、同様な取り組みが

行われている。 

 

［長所］ 

学生には、毎年『開講科目の紹介』のなかで成績評価法や成績評価基準を科目ごとに公表している。そ

こには、講義の目標・スケジュール・履修者への要望などとともに、成績評価法、成績評価基準に関する

事項が詳細に記載されているので、学生は科目ごとに期待されている到達点を知ることができる。 

経営学科は 2005 年度入学生から「専門演習」を必修科目としたので、卒業時の学生の質は保証されるこ

とになる。また、「専門演習」履修者は担当教育職員から卒業論文の作成、その他の課題等を出される。卒

業論文の作成においては、一方通行な教育でなく、自立的な研究と相互的なコミュニケーションをとおし

て研究成果をまとめることにより、自らの思考力を育成するのに役立っている。さらに、成績優秀者への

奨学金の支給は、学生の向上心と学習意欲の強化にも役立っている。 

会計ファイナンス学科では、同一科目を複数クラスで開講しているものがある。この場合、成績評価に

ついて担当者間で話し合いを行い、クラス間で成績に偏りのないよう配慮している。1 つの講義を複数の

教育職員が担当するリレー講義も、同様である。 

本学会計大学院への進学者のなかで、飛び級入学制度を利用する学生がいるが、これらの学生には成績

評価が大きな動機づけとなっている。また、GPA を基準に選ばれた成績優秀者には奨学金が支給され、卒

業に必要な単位数を取得するだけでなく、よりよい成績を修めようという学習意欲の向上にも役立ってい

る。 

学業不振者に対しては、毎年教育職員が面談を行っている。これにより、学生の状況を把握することが

でき、さらには勉学への動機づけを与え、激励することができる。 

 

［問題点］ 

専門教育科目間の成績評価にアンバランスがないとはいえない。本学では、定期試験ごとに成績の分布

を公開していない。したがって、各科目の成績評価の状況を知ることはできない。 

会計ファイナンス学科の科目の中には、「商業簿記初級」、「商業簿記中級Ⅰ・Ⅱ」のように、同一科目を

複数クラスで開講しているものがある。これらの科目では、クラスによる格差が生じないように、担当者

間で様々な問題について話し合いを行っている。成績評価もその一つである。また、1 つの講義を複数の

教育職員が担当するリレー講義についても、担当者間で成績評価について話し合いを行って、成績に偏り

のないように配慮している。 

しかし、ほとんどの科目は講義担当者が各自の責任でもって、成績評価を行っているが、学部として厳

格な成績評価の仕組みを導入してはいない。 

経営学部では、現在、各年次で学生の質を保証する・確保するための仕組みがない。また会計ファイナ

ンス学科では、「専門演習」は必修科目となっていないので、それに変わる仕組みの検討が必要である。 

 

［改善の方法］ 

教育職員の間で厳格な成績評価を実施するためには、学部として成績評価の方針について議論すること

が必要である。しかし、この問題は経営学部だけではなく、大学全体として検討すべき事項なので、教学

委員会でも審議すべきである。 

会計ファイナンス学科は、「専門演習」を必修化していない。したがって、卒業時の学生の質を確保する

ために、学生が自ら主体的に「専門演習」を履修するよう働きかける必要がある。現在「専門演習」を体

170 



（７）経営学部 

験する機会は公開ゼミしかないので、参加する機会を増やすべきである。1・2年次の講義担当者も講義の

中で、「専門演習」の良さ（少人数教育の場、専門性の高い内容、双方向性の講義、自立的な勉学の場）を

アピールし、学生に履修を促すことが必要である。 

 

 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部は 2 学科 6 コースから成り、カリキュラムもそれぞれのコースの特長を活かすように編成され

ている。また、学生の関心や将来の志望もコースによって異なる。したがって、カリキュラムの特長と学

生の関心を卒業までうまく適合させることが必要となる。その実現に欠かせないのが履修指導である。こ

れにより、教育職員が入学後の学生の履修状況を把握しつつ、適切なアドバイスを行うことができる。 

なお、留年者に対しては、教育職員が個別の面談をとおして早く卒業ができるよう、直接履修指導をす

ることが不可欠である。 

 

［実態］ 

経営学部の履修指導は、入学時のオリエンテーションで行われる学部長と学科長の説明から始まる。こ

こでは、 初に経営学部の全体について、次いで経営学科と会計ファイナンス学科それぞれの履修上の注

意やアドバイスが行われる。学生は『経営学部ガイドブック』に記載されている各学科・各コース別の履

修モデルを参照しながら、履修上の説明を受けることになる。学部長と学科長による説明は卒業までの 4

年間にわたる履修上の重要事項が主体となる。その後、事務局から履修手続に関わる事項が説明される。2

年次以降の各年度初めにも、事務局が履修要項を中心に、主に履修手続に関する相談を受け付けている。

ここでは、要卒単位数や学部変更等についても話し合われる。 

経営学部では、オフィスアワーを 2000 年から導入している。オフィスアワーでは、週に一回、教育職員

と学生が直接面談し、学生からの様々な質問を受け付ける。その時間割はセメスターごとに事務局の掲示

板で学生に公表される。学生はその時間ならばいつでも教育職員と面談することができる。相談の内容は

講義に関する質問が多いものの、履修指導に関することから将来の進路や就職に関することまで幅が広い。

オフィスアワーの予約は電話やメール等、柔軟に対応している。 

留年者に対しては、毎年 1 回春学期の 5 月頃に、経営学部の各コース代表者が中心となり、面談指導を

実施している。2006 年度の面談対象者は 10 名であった。 

 

［長所］ 

入学時の学生に対する履修指導は、『履修要項』などの資料をもとに具体的に行われる。大学生活は高校

生活と異なる面が多いので、入学時の履修指導は非常に効果がある。たとえば、セメスター制度、コース

制度、進級制度などは大学独自の制度であり、初めて経験する学生がほとんどである。したがって、教育

職員からこれらの制度について指導を受けることは意義がある。その他、事務局と連携しながら、定期的

に履修指導を行っている点も効果的である。また、全科目のシラバス（講義概要）がオンライン化され、

学生の科目履修等、教学上大いに役立っている。 

オフィスアワーは、学生が教育職員と親しく接することのできる重要なコミュニケーションの場である。

特に学生のいる前で教育職員に質問することが不得手な者も場所を変えることで、積極的に質問すること

ができる。彼らにとって、オフィスアワーは有効である。講義時には質問できないような事柄、たとえば

大学生活や将来の進路などについて、相談できるという利点もある。 

留年者に対する面談は特に有意義である。留年生は学業以外にも、様々な問題を抱えているケースが多

く見られる。しかも、相談できる相手がいないことが彼らの大きな悩みとなっている。同級生が卒業して

しまっているという状況は留年生の精神的なストレスの原因となっている。教育職員との面談は教育上の
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アドバイスを受けると同時に、このような精神面での問題を解消するのに非常に有効である。 

 

［問題点］ 

教育職員が学生全員に対して、直接履修指導を行うのは入学時のオリエンテーションだけである。その

後は、各教育職員がオフィスアワーや専門演習などを利用して、学生一人ひとりに履修指導を行う。この

場合、履修指導を受けない学生も出てくるので、全学生に履修指導するための制度的な仕組みを考えるこ

とが必要である。 

オフィスアワーは 2000 年の開始から 6年経過したが、利用する学生数が大きく減少している。多くの学

生はオフィスアワーの存在すら知らないのが現状である。入学した学生を卒業まで責任を持って育て上げ

るためには、教育職員と学生のコミュニケーションの場としてのオフィスアワーを積極的に活用しなけれ

ばならない。 

留年者に対する面談は、事務局あるいは教育職員が本人または家族に直接連絡をとり、必ず面談を受け

るよう促している。しかし、これまでは必ずしも全員が面談を受けてはいない。留年者への面談に対する

教育職員の熱意が足りないことにも原因がある。また、面談は現在年 1 回だけである。留年生は学業以外

にも、さまざまな問題を抱えていることがあるので、年 1回では十分ではない。 

 

［改善の方法］ 

学部教育職員全員が参加して、履修指導を充実させるための制度的な仕組みを考える。そのためには、

担当する教育職員の数を増やす、あるいは履修指導の回数を増やし、定期的に実施することが適当である。 

学生がオフィスアワーをもっと利用するように、教育職員と事務職員が協力して、積極的な広報活動を

行う。オフィスアワーの実施場所も、現在多く行われている教育職員の研究室の他に、もっとオープンな

場所も考えるべきである。これにより、学生は気軽にオフィスアワーを利用できるようになる。 

留年者に対しては、面談への呼出しを強化する。面談の期間を延長する。面談を行う教育職員の数を増

やす。これまで以上に、大学に来るよう働きかけることが必要である。 

 

 

 

ｄ 教育改善への組織的な取組み 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部として、学生にとってより魅力のある授業を提供することが基本理念である。そのためには、

現在の授業に対する学生の評価や大学の授業に対する社会ニーズを正確に把握した上で、問題点を認識し、

組織として継続的な改善を行っていくことが必要となる 

 

［実態］ 

授業評価の把握と問題点の認識については、第 1に、2001 年度から全学の活動として授業評価を実施し

ている。これまで経営学部では教員実施率、科目実施率ともに非常に高く、個々の教員がアンケート結果

を各々の授業にフィードバックするとともに、教授会の中で共通する課題について議論してきた。なお

2005 年度から授業評価は Web 化され、教員実施率、科目実施率ともに 100％となっている。第 2 に、学部

独自の活動として、2005 年度からの経営学部学生 FD 委員会を新設し、教員とのミーティング、学生自身

によるアンケートの実施を行っている。また、幅広く学生の授業に対する意見・要望を収集するために、

「経営学部の授業に関する提案箱」も設置した。以上の活動によって得た情報はすべて教授会で共有され

る。このように、経営学部では組織的に現状把握・問題認識を行った上で、教員個人の授業改善に役立て

ている。 

また、経営学部では、民間企業の本学経営学部 OB と教授会との懇談会を開催し、大学の授業に対する社

会ニーズを把握し、ゼミ等の少人数教育に役立てる活動も行っている。この活動はその後、FD フォーラム
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として全学的な取り組みへと発展していった。 

 

［長所］ 

経営学部では授業評価に関して、学生 FD 委員会、経営学部の授業に関する提案箱など、学生の「生」の

声が組織に届くシステムを発展させてきたため、より実際的な問題に対する改善が可能となっている。ま

た、民間企業等、外部の声を授業改善に役立てようとする取り組みも、企業への就職が重視される経営学

部にとって効果的である。 

 

［問題点］ 

現在の問題点として、2点指摘できる。第 1は、Web 化した授業評価の回答率の低さである。上記のよう

に、Web 化によって、教員実施率、科目実施率ともに 100％になった。しかしながら、回答は学生がパソコ

ンや携帯電話を通じて自主的に行うため、回答しない学生が圧倒的に多く、回答率が大幅に下がってしま

っている。授業評価は、教育改善のための基本的な活動であり、こうした回答率の低下は大きな問題であ

る。第 2は、学生 FD 委員会や投書箱等の活動が、まだ開始されたばかりで、学生の認知度が低いことであ

る。学生の意見を効果的な教育改善につなげるためには、こうした活動をより多くの学生に知ってもらう

必要がある。 

 

［改善の方法］ 

上記 2 つの問題の改善にとって共通することは、教育改善には、学生の主体的な参加が不可欠であると

いうことである。こうした認識を学生に持ってもらうためには、教員による積極的なアナウンスが必要で

ある。特に新入生に対してのアナウンスが効果的であろう。方法としては、新入生歓迎会の開催やラーニ

ングチップスの作成などを通じてのアナウンスが考えられる。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部では学生が将来、現代産業社会で活躍する上で必要な基礎知識を、理論的・実践的に習得する

ことを目指している。そして、この目的に沿うように授業形態と授業方法を適合させ、実践していく。 

 

［実態］ 

本学部の授業は、主として講義形式と演習形式で行われているが、これに加えて一部の演習科目では「フ

ィールドワーク」が実践されている。授業方法は、従来の黒板および白板等を用いた説明に加えて、近年

では学生の理解を促進するためにパワーポイントによる資料の提示などマルチメディアの活用が顕著であ

る。また、演習形式の授業を中心として、学生と教員との双方向のコミュニケーションを目指している。

さらに、各授業の形態や方法等の有効性に関しては、2001 年度より授業評価を継続実施している。 

 

［長所］ 

学科編成で明らかなように、経営学全般に関する基礎教育から時代の変化に即したきめ細かい専門教育

までの体系が確立されていることである。従来より、本学部ではこれらの体系に沿って、学生の授業の理

解度を高めるために、授業におけるマルチメディアの活用に関して情報系科目を中心として積極的に推進

してきた。 

 

［問題点］ 

現行の授業形態や授業方式は、一応の及第点の水準にあるといえるが完全なものではない。とりわけ、
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授業内における学生と教員との双方向のコミュニケーション確保や学生にとってより魅力的かつ理解度の

高い授業の実現に関する取り組みは十分とはいえない。 

 

［改善の方法］ 

学生にとってより魅力的かつ理解しやすい授業を行うために、学生による授業アンケートの結果等を取

り込んで、より適切な授業形態および授業方法を検討する。そして、今後は学生の授業満足度をよりいっ

そう向上させるために、学部全体でこの問題に取り組んでいく。 

 

 

 

３．国内外における教育研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

教育研究の発展は個人的努力だけではなく、他者との交流対話にも負っていることはいうまでもない。

教育研究の発展を追求する機関としての大学学部およびその教育職員にとって、いろいろなチャネルを通

して国内外の教育職員・研究者との対話交流を図ることは不可欠であろう。さらに、大学建学の精神とし

て国際的な人材育成を掲げている本学・学部において教育研究の担い手である教育職員が国際的な教育研

究交流を進めることの意義・必要性も認識されている。 

 

［実態］ 

まず、国内外の教育交流については、経営学・商学に関わる教育授業の改善等を報告・議論する場とし

て全国 4 系列（経営・商学・会計・情報）教育会議が毎年開催され、本学部からも教育職員が随時参加し

ている。また、一般科目の授業改善、FD の関連会議には FD 委員会の広報に基づいて教育職員が参加して

いる（その参加費用に対して一定の補助制度もある）。国際的な教育交流については個人ベースでの国際学

会参加、外国大学での授業担当などの事例がある。外国の大学教育職員が本学部の授業を担当する事例も

あったが、現在ではいない。 

次に、国内外の研究交流について。大学には 長 1 年間の国内外の研修派遣制度がある。本学部からは

現在、1名の教育職員が国内研修中であるが、外国派遣研修に対する応募者はいない。したがって、この 8

年間外国への派遣研修者が出でいない。若手の教育職員を中心としてもっと利用すべきであろう。外国で

の学会大会・シンポジウム、研究調査等に参加するために短期海外出張する教育職員は毎年数多い。たと

えば 2003 年度 14 名、2004 年度 21 名、2005 年度 19 名（延べ人数）であり、海外出張に際しては教授会の

承認が必要である。学部教育職員の一人が現在、科研費の国際調査プロジェクト（期間 3 年）の研究代表

になっており、その面での国際研究交流を積極的に推進している。他方、外国からの研究者受け入れは学

部単位ではこの 3年間でゼロであった。 

国内における研究交流は教育職員各人が所属している様々な学会を通して個人ベースで展開されている。

いくつかの全国レベルまたは地域レベルの学会大会・研究会が学部教育職員を実行責任者として本学にお

いて開催されている。さらに学内の経営学会または経営総合科学研究所も随時、研究会や講演会を開催し、

研究交流を展開している。 

このように研究交流の面においては教育交流に比べて積極的に推進されているといえる。 

そして上記のように研究の国際交流促進のための具体的措置は基本的には個人ベース、学会ベースで企

画、実行されており、学部・学科単位で実施されるものではない。 

教育研究成果の外部発信については、学部経営学会の『愛知経営論集』、経営総合科学研究所の『経営総

合科学』と『叢書』、『中部地方産業研究所紀要』、『国際問題研究所紀要』、『愛知大学 COM』などの学内機

関の刊行物をとおして公表されている。 

 

［長所］ 
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学部学科の多くの教育職員が個人または学会ベースで研究交流活動を積極的に展開している。また教育

職員の関係する学会の大会、研究会が本学校舎（特に車道校舎）で開催され、研究交流の場を提供してい

る。 

 

［問題点］ 

第 1 に、教育交流は FD に対する認識の向上、FD 関連の会議への参加等、以前より教育交流は増加して

いるといえるが、その交流、特に国際的な交流に対する基本方針、制度措置の面で見劣りがする。研究面

の交流に比べてもそうである。 

第 2 に、研究交流は上記のように長所があるものの、経営学会を除き、学部・学科単位が直接関与して

研究交流を組織推進することは基本的にない。これも一つのあり方かもしれないが、学部・学科が研究交

流にどこまで関与するかについては検討すべきであろう。 

研究交流に関連して、本学部では国内海外の派遣研修制度に応募する教育職員が少なく、特に海外の派

遣研究に応募する者がゼロである状態が毎年続いていることは、問題であり、改善されるべきであろう。 

 

［改善の方法］ 

上記の各問題点について、学部学科単位で議論し、改善策を検討する必要がある。学部単位の研究組織

としての経営学会を中心に、具体的な研究計画を制定し実施するための組織的取組みが必要である。また

学部の教育職員、特に若手がこの間、海外研修制度に応募するように、積極的な働きかけをするとともに、

教育・学内行政上の負担に対する配慮を行うことが必要である。 

 

 

 

（８）現代中国学部 
 

１．教育課程等 
 

ａ 学部・学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部の理念は、現代中国について教育・研究する日本で唯一の学部として、人文・社会科学両面から

教育・研究を行い、日中友好の架け橋となりうる人材の育成を目指すことである。目的・目標は、ビジネ

ス・言語文化・国際関係の 3 コースのいずれかを学生が選択し、 低 18 単位に及ぶ中国語教育を基礎に、

専門的かつ広範な学習体験を積み、中国に関する高度な知識を学び、加えて、中国での現地教育を通じた

実践的・能動的教育を行うことを通じて、日本で唯一の中国教育を総合的に行う学部としての地位を確た

るものとすることにある。 

また、中国や韓国等からの留学生（一学年留学生枠 30 名）に対しては、中国に関する上述の教育を行う

一方で、日本語教育や日本文化・日本の社会・経済といった領域についての教育も行い、日本に対する理

解や認識を深めることを目指す。 

あわせて現代中国学部では、共通教育や専門教育、特に現地教育課程を通じ、国際的視野と国際的マナ

ーや倫理の涵養、社会的道徳観の高揚を意識した教育・指導を行うことも目標とする。 

 

［実態］ 

上述の理念に基づき、基礎的・総合的科目のうち主要科目および「卒業研究」は必修科目とするなど、

教育のあり方をより実践的なものとしている。カリキュラム編成全般についても、大学全体のカリキュラ

ム改編に適合させつつ、共通教育科目に配列した教育分野を重視し、それを専門教育に役立つように分野

別に履修単位数を定めると同時に、日々変化する中国を学び、国際化の進展にも対応できる学生の育成を
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念頭におき、専門科目の内容および教育の充実・向上に努めている。現在、教育実践上、上述した理念等

は有効に機能していると判断する。ただし、現地教育は実践上、中国側の理解をともなわなければならな

い面もあり、日中関係の良好な発展が学部の現地教育の推進を図る上で影響が大きいことも事実であり、

この他律的な影響を 小限におさえ、いかに理念に沿った教育実践を行っていくか、つねに困難な問題を

ともなっていることも事実である。 

2006 年度から新たに始まった 3コース制はビジネス・言語文化・国際関係であるが、ビジネスコースは

主として中国経済を、言語文化は同じく中国語や文化を、国際関係は中国政治および中国を取り巻く国際

関係を、主な教育内容とする科目を配置している。コース選択は 1 年次秋学期中に学生自身が行い、2 年

次以降、専門科目群からそれぞれのコース科目から必要な単位数を履修する。各コースに配置した科目数

はビジネスコース 15 科目 30 単位、言語文化コース 16 科目 32 単位、国際関係コース 15 科目 30 単位であ

るが、いずれも 8 科目 16 単位を履修しなければならない。その他、各コースに共通する専門科目を 24 科

目 48 単位配置し、コースにかかわらず、そのなかから学生は 7 科目 14 単位を選択して履修することにな

っている。 

なお、中国語教育の重要性から 06 カリキュラム改革を契機に、これまで「語学科目」としてきた中国語

教育を第 1 セメスターから専門教育科目として位置づけする措置を採った。また英語教育の重要性から日

本語を母語とする学生を対象に、英語会話能力の向上を図るため、英語を 5 単位必修（共通教育科目必修

4単位、学部科目必修 1単位）とした。しかし、124 単位という卒業に必要な単位数の変更はせず、共通教

育科目、語学科目、体育科目、専門科目等のバランスは十分に確保している。 

また、2006 年度から中国現地研究実習を東海地区学長懇話会が指定する大学間単位認定科目とし、他大

学の学生にも門戸を開放するなど、地域的学習機会の創出を図っている。中国現地インターンシップ（愛

大版「特色ある大学教育支援プログラム」）については、教育効果と就職活動の連携を明確にしつつ、2008

年度からの単位化を決定している。 

カリキュラム全体については、全学的対応に合わせ、2000 年度および 2006 年度と、学部開設以来二度

にわたる大幅な改正を行った。その結果、科目群は「共通教育科目」（英語等「外国語科目」69、「自然領

域」37、「社会領域」28、「人文領域」19、「総合領域」5、「体育」5）、「専門共通部門」（24）、「ビジネス部

門」(15)、「言語文化部門」(16)、「国際関係部門」(15)、「中国語強化部門」(6)、「外国書講読」(2)、「実

習部門」(1)、「語学部門」(21)、「演習部門」(8)、「中国語現地プログラム関連部門」(5)、「中国語情報部

門」(2)、「他学部科目」(7)等に区分した（カッコ内は当該部門設置科目数）。卒業要件は、語学教育のあ

り方から日本人学生、留学生とでは異なるが、日本人学生の場合、共通教育科目27単位以上(35単位以上)、

専門教育科目71単位以上(54単位以上)、科目全体の中から26単位以上(35単位以上)、計124単位以上（124

単位以上）となっている（かっこ内は中国語を母語とする留学生。なお、中国語以外を母語とする韓国人

留学生などの場合は多少異なるが、大きな差異はない）。 

これら共通教育や専門教育の適切な実施を図るため、学部内では常設の教学再編委員会を設け、随時点

検を行い、必要により教授会へ意見具申を行い、改善を図っている。また名古屋校舎全体に関係する共通

教育科目については、領域ごとに学部担当者を決め、他学部との連携を密にとれるようにしている。 

 

［長所］ 

本学部の長所は現代中国の理解に必要な総合的教育を行っている点にあり、その実現のため、理念に即

した教育を実施している。それは、上述のような多彩かつ学生の選択自由度の高い科目群を設置している

ことに現れている。 

また、共通教育科目と専門教育の連携を重視した多彩な科目群の設置により、一部必修科目を除き、結

果としてマスプロ教育の弊害を回避できる体制にあることは、教育効果の点からみても長所となっている。 

特に現代中国学部の特長として、「入門演習」と「基礎演習」を実質的に必修と同様の「全員履修」とし、

さらに第 5 セメスターから始まる「専門演習」と「卒業研究」をも必修科目としている点が挙げられる。

第 4セメスターには「専門演習」の準備段階として「プレ演習」を選択科目で配置している。また、「卒業

研究」の形式を論文に限定せず、写真・ビデオによる提出方式も可とするなど多彩なものとしている。 
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これは、学生と教育職員間の意思疎通や日常的交流の機会を濃密にする契機にもなっている。  

 

［問題点］ 

多彩かつ豊富な科目群を設置していることは学生の履修科目の選択幅を広げ、中国教育を幅広く行って

いく上では効果的であるが、限られた専任教育職員では限界があるため、現在 24 名の兼任教育職員を採用

している。このため、授業内容の綿密な連携を図る上で多少の限界もあり、そのための何らかの対策が必

要となっている。また、専任教育職員の負荷も大きくなっており、責任コマ数を超える教育職員も少なく

なく、教育職員間の担当科目コマ数に一部偏りもみられる。この点は、中国教育を限られた条件のもとで

総合的に行っていこうとすればある程度避けられない問題ではある。 

また特に専門科目の多彩さが、兼任教育職員の確保に当たっては障害となるなどの問題も否定できない。

教育面では、学生にとっては利点が多いが、中には体系的な履修のあり方を行う際に戸惑うケースもあり、

履修指導のあり方について、工夫する必要がある。 

 

［改善の方法］ 

豊富な科目群を学部理念や教育目標に沿って、体系的に教育を行っていくには、兼任教育職員を含む教

育職員間の意思疎通を図る工夫が必要である。現在、科目毎のシラバスによって、科目毎の教育内容を知

ることができているので、これを参考に、教学再編委員会が中心となり、兼任教育職員との意見交換等の

機会を設けることとしたい。専任教育職員間の問題は教授会等の場でさらに議論する機会を設けることと

する。 

担当科目の負荷の問題については、全学的に検討する必要がある。専任教育職員の専門領域の幅を可能

な限り広げる等の工夫については、学部内で対応できるので、問題の縮小に努めることとしたい。 

学生が自らの関心や所属コースの特長を生かすため、多彩な科目群を体系的かつ効率的に履修できるよ

う、さらに履修指導のあり方を検討することとする。具体的には、学期が始まる履修登録期間に、担当教

育職員と、教務担当事務職員と協力して、学生の相談に応ずるなどの対策を講じることとする。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

カリキュラム上、高・大の接続を直截的に謳った科目はないが、実際の教育を通じて、導入教育を行い、

新入生が大学教育・大学生活へスムーズに移行でき、4 年間の大学生生活が有意義に過ごせるよう指導・

教育を行うことを理念とする。 

 

［実態］ 

現代中国学部は学部発足以来、入学生全員が 1 年次春学期に履修する「全員履修科目」として「入門演

習」を位置づけ、また少人数の中国語教育クラスを母体として実質的な高・大接続教育を行っている。「入

門演習」（2単位科目）では、担当者を中心に作成した『入門演習ガイドブック』を基に、大学教育の特徴

や学習・研究の仕方等、幅広い分野の教育を行い、加えて、各担当者が科目理解を助ける教育を加えるこ

ととしている。「入門演習」を担当する教育職員は 8名であるが、これは中国語の 8クラスに対応したもの

である。このため、学生間は互いにまとまりがよく、これが土台になっているため、教育も進めやすい。

授業内容は、図書館の使い方を指導する図書館員による実地ガイダンス、パソコン活用による情報収集か

ら始まって、論文やレポートの書き方、日本語の適切な使い方、大学教育と高校までの教育の基本的違い、

教室授業の受け方等多彩な内容を含んでおり、新入生の大学生としての能動的な学習意識の醸成に役立つ

ような配慮を行っている。 

入門演習を受ける学生は 初の一ヶ月間は、まだ受け身の姿勢が強いが、大学教育がそれまでとは異な
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る点について気づく学生が日を追うにしたがって増える傾向にある。 

しかし、「入門演習」は、主に大学生活のあり方を説く点に重点があり、高校教育と異なる専門性をもつ

科目の理解を深めるという目的をもつ、本来の意味での高・大接続教育ではない。 

 

［長所］ 

現代中国学部の高・大接続的な意味を持つ科目としての「入門演習」は、一クラスの学生数が 20 人台に

留まり、その教育効果は高い。入学直後の学生には、不慣れな生活と教育環境に戸惑う例が少なくないが、

毎週履修の効果があって、徐々に適応していく様子を窺うことができる。 

なお、これとは別に、第 1 セメスターから始まる中国語教育が少人数科目であることから、この時間を

使って、広い意味で、大学教育の意義やそのあり方、学生の意識が円滑に大学生活に移行できるような教

育を行う機会ともなっている。中国語教育は「入門演習」と異なり開講頻度も高く、学生と教育職員との

関係もより密接になるという長所がある。 

 

［問題点］ 

「入門演習」の履修が中国語クラスを母体としているため、中国語を履修する必要のない中国人留学生

は「入門演習」に入って初めて他の学生と知り合うことになるので、 初のころは学生間の相互交流に差

がある。時間の経過とともに、この問題は徐々に解消に向かうが、慣れるまでにやや時間がかかる難点が

ある。 

高・大接続を謳った正式な科目は設けていないが、いわゆる大学全入時代を迎え、学生間に意識や基礎

学力の面で幅が生じており、各科目教育のなかで、学生の基礎学力に対応する標準的な基礎教育をいかに

行っていくのか、検討すべき点もある。 

 

［改善の方法］ 

高・大接続への対応として、適切な科目を設置する事も一案であるが、当面は各科目教育を進める過程

で、学生の基礎的学力の水準や当該科目の教育効果を上げるための対策を念頭においた教育を実施してい

くものとする。このため共通教育科目と専門教育科目との教育内容の連携を深める等の対策を講じること

とする。 

こうした対応を行っていくためにも、高校教育における現場の意見や情勢を把握するため、高校教師か

ら、どのような高・大接続教育が適当であるか、本学部の教育理念やその実態に即した建設的な意見を聴

取し、現実的な対応をすることとしたい。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学部の履修科目は、中国を総合的に教育する理念に基づき、中国語教育や専門科目教育、現地

教育科目等に加え、共通教育科目等を加え広汎多岐にわたる科目群をグループ化し、かつセメスターごと

に適正に配置し、段階的な教育を通じて中国に関する総合的な理解を深めることを目的とする。 

 

［実態］ 

06 カリキュラムでは履修科目区分を改善し、3 コース別の「専門コース科目」、「中国語強化科目」、「中

国語教育を中心とする『語学科目』」、「現地教育科目」、「『現地プログラム科目（4 ヶ月間の全員中国留学

科目）』に随伴する科目群」の新設を行った他、4年間一貫教育を理念とする「演習科目」の充実等を図っ

た。また、英語教育の充実を図るため「英語リスニング」の必修化（外国人留学生を除く）を実施した。

特に従来のカリキュラムでは語学教育に位置づけていた中国語教育科目を専門教育科目に位置づけ、他の
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専門教育科目と中国語科目との接合を図っている。 

また名古屋校舎における共通教育科目カリキュラムの改訂にともない、現代中国学部で行う教育課程と

名古屋校舎全体で行う共通教育科目との住み分けを明確にし、学生が学習計画を建てやすくなるよう工夫

した。 

多彩な科目群のうち、学部全員履修科目は、「中国語発音Ⅰ・Ⅱ」、「現地プログラム基礎」、「同生活事前

教育」、「中国研究入門Ⅰ・Ⅱ」、「入門演習」、「基礎演習」、必修科目は「中国語（Ⅰ～ⅩⅥ）」、「英語リス

ニング」、体育科目（3 単位）、中国語情報処理科目、「専門演習」、「卒業研究」である。合計単位数は 44

（留学生を除く）であり、卒業要件 124 単位に対して 36％である。この他、専門教育を行うコースによっ

ては必修科目を 2～4単位設けている場合もある。これは、3コースともそれぞれの分野に応じた専門性の

高い科目を設置しているため、中でも基礎となる科目あるいはコースの中心となる科目である。 

一方、コースごとに選択できるものとして設置した科目数はビジネスコース 15 科目、30 単位、言語文

化コース 16 科目、32 単位、国際関係コース 15 科目、30 単位である。学生はこれらの科目から各コースと

も 16 単位以上を履修する必要がある。 

各コースに共通する科目群である「専門共通科目」には 24 科目が設置され、いずれのコースも 14 単位

以上の履修が義務づけられている。 

 

［長所］ 

必修科目単位数の割合は日本語科目の関係で異なる留学生を除いて 36％であるが、これは現代中国学部

の教育体系のうち、コースに関わる必要な 低限の基礎知識あるいは特に必要な科目を配置した結果であ

る。 

この結果、学生は多彩な科目群から履修できる自由度を確保できるとともに、一方では、学部の教育理

念を実践するうえで効果的である。必修科目と選択科目のセメスター毎の配列も、基礎から専門性の高い

順に並べているが、これによって学生は、4 年間一貫教育におけるそれぞれの科目の位置づけやあるべき

理解の仕方、これに基づく履修計画を自主的に立てることが容易になる長所がある。 

共通教育科目には各分野に、選択必修科目を設けているので、学校教育法第 52 条に該当する大学教育の

うち専門教育外のあるべき一般教育内容を十分に織り込んだものとなっており、学生の進路選択に必要な

低限身につけるべき教育を施している。 

 

［問題点］ 

現在のところ、カリキュラム上の大きな問題は生じていないが、設定の趣旨や目的が十分に活かされて

いるかどうかは常に検証していく必要がある。各科目の教育方法や内容はそれぞれの教育職員に委ねてい

るので、科目配置上の体系性の趣旨が十分に活かされているかどうか絶えざる検証が必要である。 

 

［改善の方法］ 

この問題についての取り組みは、まずは学部内教学再編委員会や FD 委員会の役割であるが、教育の体系

性を維持し、いっそうの効果を上げていくためには教育職員相互の意思疎通が課題である。このため、問

題がある場合には、教授会での議論や意思疎通を通じた教育職員相互理解と共同の対応を行うことにした

い。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学部の授業科目群は、講義と現地教育、現地体験を組み合わせ、現代を中心とする中国を広く

深く理解する教育を行う趣旨から、授業形態にも多様性を尊重することを理念とする。 
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［実態］ 

現在、学部科目は 1 単位科目と 2 単位科目に分かれている。1 単位科目の主なものは共通教育科目の外

国語（留学生にあっては日本語）、体育科目、専門教育科目の中国語であり、専門教育科目の大部分は 2

単位である。1単位科目は 15 週 45 時間、2単位科目は 15 週 90 時間、1週当たり 3時間、6時間の学習と

なっている点は他学部の場合と共通である。 

中国で実施する 4ヶ月の語学留学では現地で中国語 8単位を修得できる他、「中国現地研究実習」につい

ては、現地教育を重視する学部教育の特色の柱として、4 単位、事前教育を含めると 10 単位を与える等、

学生にとっても正規科目としての位置づけを明確にできるよう配慮することとしている。なお、インター

ンシップについても 2008 年度から単位化することを決定している。 

なお語学、体育科目等一部の科目群では単位数を 1 としているが、これは、科目の軽重から判断してい

るのではなく、1 セメスター当たり履修制限数を設定している規定上、学生が必要と考える科目をできる

だけ多く履修できるよう配慮しているためである。 

 

［長所］ 

単位設定は科目の性質により異なるが、学部の基礎的教育科目である「中国語」は全員履修科目 2 単位

を含め 18 単位が必修である。しかしその一科目当たり単位数は 1単位であり、科目数からいえば 18 科目

になる。これによって学生は、他の共通・専門科目と並び豊富な学習機会を確保できている。 

 

［問題点］ 

セメスター当たり履修制限があることにより、学習意欲のある学生にとっては、履修したい科目に余裕

がある場合でも履修できない問題がある。卒業要件は 124 単位以上となっており数字的には問題はないが、

実際の履修は 130 単位程度となっている。履修単位数は単に多ければ良いというものではないが、履修希

望科目の配当セメスターや必修科目との関係および派遣・認定留学生の帰国後の履修科目の選択の自由度

を広げる意味から履修制限単位数の多少の改善はあってもよいと考えられる。 

 

［改善の方法］ 

上記の問題を解決するには、履修制限を緩和することが効果的である。また、履修制限を設ける場合に

も、授業と自習時間の時間配分を科目の性質等に応じて再調整するなどの運用面で現実妥当な改善を再検

討する必要もある。 

 

 

 

ｅ 単位互換・単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

派遣留学・認定留学の場合は留学先で修得した科目と学部科目との名称および履修内容等を照合し、可

能な限り単位認定していくことを目標としている。現地教育を重視するとの理念からも海外留学の奨励・

単位互換・単位認定については積極的な位置づけをしている。 

なお、現在のところ学部としては海外の大学との単位互換は制度としては実施していないが、学部開設

に当たっては、その実施を一つの目標としており、今後ともその考え方は活かしてゆきたい。 

また国内でも学部の特色を活かした教育を他大学等へ提供すると同時に、本学部にない科目等について

は単位互換・単位認定等を積極的に進めていく。 

 

［実態］ 

現代中国学部生は、毎年数十人が中国を中心とする外国へ留学をしているが、その際留学先で修得した
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単位のうち、学部教育との接合性や体系性に照らし、内容に等質性があると考えられる場合は、可能な限

り単位互換・単位認定を行っている。 

単位認定そのものではないが、学部の特色ある教育の一つである「中国現地研究調査」（2006 年度から

「中国現地研究実習」と称する）は、中国現地で実施したフィールドワークであり、これに 4 単位を配分

している。この科目については、2006 年度から、「愛知学長懇話会」に参加する大学が相互に認め合った

単位互換科目として提供している。 

なお正式な単位互換協定校以外の単位認定は、海外に留学する日本人学生の学習成果を前向きに評価す

るためのものであるが、2005 年度実績として 7名がこれに該当した。 

次に国内の単位認定数について、大学・短期大学・高専等およびその他に分けてみると、前者が専門科

目 44 単位、専門外科目 28 単位、後者にあっては専門科目 150 単位、専門外科目 0 であった。一名当たり

平均認定単位数は 10.3 単位であり、卒業要件に対して 8.3％に相当する。高専等の場合、ほとんどは専門

学校生で、多くは編入生である（「大学基礎データ表 5」参照）。 

これらに該当する学生に対する単位認定の方法は、認定対象科目についての当該学生からの授業内容聴

取および認定対象科目を履修していた学校に対する問い合わせ等により、適切に対応している。 

なお単位認定については、科目名称等や把握できる範囲での科目内容に応じて、学部教育職員の専門性

を考慮して審査をし、教授会審議を経て認定することとし、可能な限り慎重に行っている。 

 

［長所］ 

他大学あるいは海外校との単位互換・単位認定は、留学の奨励とその成果に関する積極な評価を行うこ

と、学習上の一定の要件を備えた編入生の受け入れを円滑に行い、当該学生の負担軽減といっそうの専門

的学習機会の供与という観点から意義深いものと理解される。特に本学部の専門領域に鑑みて、学生の要

望や実力に応じて、より広い知見や学習機会を提供している点が長所である。中国語を学ぶために留学す

る学生の場合、留学先で専門性の高い科目を履修する機会を提供し、学習意欲とその成果を助長する意味

を持っている。 

単位互換をしている科目はまだ少ないが、専門性の高い中国教育を体系的に実施している本学部のよう

な存在は近隣大学にはなく、その意味では地域における高度の専門的学習を求める他大学の学生に対する

機会提供ともなっている点が長所である。 

 

［問題点］ 

問題の一つは、単位互換、単位認定にしろ共通の問題は、認定先の科目の内容を精緻に把握することが

困難な点である。また、単位互換については履修者数が少ないこと、単位認定については認定先の教学方

法や成績評価基準の把握が困難である。 

さらに単位認定に関する他の問題は、包括認定を除き、認定の単位数に制限が設けられていない。これ

は認定先の授業内容や学生の成績を尊重する配慮に基づいているが、安易な認定は、帰国後の学習機会や

学部の一貫教育体系を損ねることになりかねないので、配慮した対応が必要である。 

 

［改善の方法］ 

以上の問題を改善するためには、単位互換・認定対象科目の内容を精査し、その成績評価基準を把握す

ることが重要である。このため、相手校のシラバスの中身の精査、成績評価基準を正確に把握するなどが

必要である。 

また、履修者数が少ないことについては、さらに PR を図る必要がある。履修単位数の制限については、

認定校での学習難易度等を把握しながら、適切なあり方を検討することとする。 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 
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［理念・目的・目標］ 

現代中国学部は語学を含む中国に関する多様な教育科目を配置しているが、可能な限り、専任教育職員

による教育を目標としている。多様な科目群は体系性を意識して構成しており、それを効果的に運用して

いくには、教育職員間の意思疎通や連携性が必要であるからである。 

また、中国語教育は、少人数教育を採用しているため、専任教育職員の他、中国語を母語とする外国語

嘱託講師Ⅱ2名を委嘱し、教育効果の向上を目指している。 

 

［実態］ 

中国に関する総合的且つ広汎にわたる科目を配置していることにより、専任教育職員だけでは対応でき

ない場合があり、この場合には、一部、外部の専門能力を有する、非常勤教員を有効に活用している。 

本学部の専・兼比率は必修科目 78.8％、選択必修科目 75.1％、全開設科目 76.7％である。兼任科目は

語学、退職教員が担当していた科目のうち教育職員補充のない科目であり、重要な科目である。学部の専

門性の高い科目の大部分は専任教育職員が担当している。 

兼任教育職員の教育課程への関与の状況であるが、教育はシラバス作成に基づいて、専任教員と同等に

行っている。 

 

［長所］ 

兼任比率の現状をどう評価するかであるが、教学上、いまのところ障害は認められない。本学部のよう

な体系的かつ豊富なカリキュラムを擁する学部では、科目のすべてを専任教育職員にすることは事実上不

可能であり、一定程度、兼任教育職員に依存することはむしろ避けられないし、むしろ妥当な対応である。

また、専任教育職員の定員数を前提とすれば、科目によっては兼任教育職員に依頼した方が教育効果の高

まる期待が持てる場合もあり、現実的な判断として、兼任教育職員への一定範囲の依存は否定されるべき

でない。 

 

［問題点］ 

しかし、兼任教育職員は教授会等に参与して意見交換を行うなどの機会がないため、教育実践上の統一

や協調を図る上では問題があり、この点の改善が課題である点は率直に認めなければならない。 

また専任教育職員の定員数が事実上削減される方向にあり、今後は兼任比率が上昇する可能性も否定で

きない。この点は学部の教育のあり方に問題を投げかける要素を持ち、この点にいかに対応するか、今後

の課題となっている。 

 

［改善の方法］ 

上述の課題に対応するには、教授会構成員の理解と協力が不可欠であるが、兼任教育職員への過度の依

存を低減するには、科目数の整理統合が必要となることも想定される。しかし、この場合は、教育体系の

維持や教育効果向上という点への配慮が不可欠である。現在、専任教育職員の責任授業時間数は春夏計 10

時限であるが、大学院教育や語学教育、実習系科目を含めると、実態はそれを大きく超える場合も少なく

ない。そのため、教員間のコマ数の平準化を進めることも課題であるが、それには教育職員の専門分野に

よる制約もあるので、慎重な対応が必要となっている。 

 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学部には、毎年数人の社会人入学枠による学生が入学している。また、学部として、一学年留
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学生枠 30 名に基づく外国人留学生を確保している。こうした実態に鑑み、教育内容の充実を図ることを重

要な教育目標として設定している。社会人学生については、数が少ないこともあり、特別の科目は設ける

などの特別の配慮をせず、一般学生と同様の履修・教育を行うこととしている。それが社会人にとっても、

一般学生にとっても好ましいと考えられるからである。 

一方、外国人留学生に対しては、日本語能力の向上を図るためのカリキュラムと専任教育職員を配置し、

日本留学を通じて日本理解や中国理解の深化向上が実現できることを目標としている。加えて、第 3 セメ

スターでは、中国語留学をする必要のない中国語を母語とする留学生は「中国現地プログラム」を受講し

ないため、当該期間中、彼らに適した講義科目の充実を図ることを通じて、学生のニーズを配慮した公平

な学習機会の提供・確保や教育機会の充実を図ることを理念とする。 

 

［実態］ 

本学部には、毎年社会人学生が数人入学してくるが、総じて彼らはまじめで勉学意欲も高く、真剣に学

ぶ学生が多い。社会人学生に対しては一般入試入学生と同等の履修を行っており、現在それで問題はない。

成績も上位に位置する学生が多い。 

外国人留学生は、入学定員 180 名のうち 30 名を留学生入学枠としていることもあり、特別の配慮が必要

であり、それを実行している。外国人留学生の主な出身国は中国（台湾含む）、韓国であり、なかには帰国

子女も含まれる。帰国子女のなかには外国籍の学生もあり、彼らは留学生に含まれることになる。 

留学生には、まず日本語教育を徹底して行い、入試に際しては日本語得点を 低 60％とし、面接も実施

している。日本語については日本語 8 単位、8 科目を必修とし、これに専門日本語、ビジネス日本語、日

本事情を各 2科目、計 12単位を設けている。また、希望により日本語教育を専門とする演習に属すること

も可能で、専門的な日本語教育を重視する教育機会を設けている。中国語を母語としない韓国人留学生は、

中国語を日本人学生同様に学び、その一方で日本語教育も中国人留学生同様に学ぶことになっている。日

本理解をいっそう深めるための機会を設けていることになる。日本語を話す帰国子女のうち日本国籍を持

つ学生についても、一般の学生とまったく区分していない。 

語学以外の科目は、日本人学生とまったく同様の履修体系となっている。成績評価等についても、いっ

さいの区分は設けていない。したがって、卒業要件も 124 単位であり、語学教育を除く必修科目、選択科

目等も同じ規程により教育している。 

 

［長所］ 

上述の対応をしていることから、教学はシステム的に効果的なものとなっており、彼らの学習に関する

満足度は高い。語学教育を除いては、社会人学生、留学生、帰国子女等の区分を設けていないことは、教

育上効果的である。 

また、多数の留学生がいるので、学内で相互交流ができ、学生にとっては会話能力の向上や互いの国の

相互理解の機会ともなっている。 

なお 近、社会人学生の本学部への期待が高まっているが、リカレント教育や生涯学習の時代を迎え、

今後ますますそのニーズが高まることが予想されるので、それに応えていきたい。 

 

［問題点］ 

近、留学生の成績格差が拡大する傾向が出始めたので、対策の検討が課題になっている。成績格差の

拡大が起こる原因の一つは、中国を中心に、日本の大学への進学希望者の低迷と、各大学とも留学生集め

のための対策に力を入れるようになったことで、留学生獲得競争が激化していることが指摘されているが、

実態は必ずしも明瞭ではない。 

本学部へ入学する留学生の多くは、中国を外部から学びたいとする明確な意識をもつ中国人留学生や日

本語（日本）と中国語（中国）を学びたいとする韓国人留学生が多いので、留学生獲得競争の影響とは断

言できないが、本学部として究明する必要がある。 
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［改善の方法］ 

留学生の成績格差の拡大傾向に対応して、質のよい留学生確保のため、主に、中国・韓国での現地入試

を実施しているが、今後は、いっそう入試合格者の厳選を図ることとしている。 

また留学生の質の向上を図るため、本学部への留学希望者に関する面接試験のいっそうの厳格な適用を

図るための工夫を学部内で行うこととしたい。明確な意識を持った学生が増加すれば、より質のよい学生

が集まることを期待できる。 

これに対応して、特色ある教育を行い、日本で中国を学べる学校としての評価が定着するよう創意工夫

を図る方針である。特に日本語教育に力を入れる他、現在の科目を基本に、日本の社会・文化への理解を

深めることができるような科目設定や教育を施していく。 

 

 

 

ｈ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

中国に関心を持つ一般人が増加する中で、これらの人々の本学部への入学や科目等履修希望者が増える

傾向にある。この傾向にできるだけ応えることは、全国で唯一の中国を対象とする学部である現代中国学

部としての責務でもある。そのための一環として、科目等履修生の公募を行うなど、多様な取り組みを行

うことを学部の理念としてきており、今後とも、その社会的ニーズは高まっていくことが想定されるため、

積極的に受け入れ対応をしていくこととする。 

また、現代中国学部の特色に対応した社会的ニーズに応えるため、今後は近隣自治体と連携した講座の

開講等を積極的に推進することを目標とする。 

 

［実態］ 

社会人入学や科目等履修生の受け入れは積極に行っている。正規の授業以外の社会活動の一環として、

教授会構成員のなかには、近隣自治体等の依頼を受け、生涯学習講師や中国語講師として活躍している教

育職員がいる。これらの要請に対してはできるだけ積極的な協力を行っている。 

なお、大学ではオープンカレッジの一環として愛知大学孔子学院を設置しているが、科目により学部か

ら講師派遣を行っており、間接的に、生涯学習への協力を行っているといえる。本学部には、中国研究の

専門家が多数そろっており、学内外からの講師派遣等の要請にも応えている。 

 

［長所］ 

大学教育職員による社会貢献は、その専門性を発揮する上で重要な役割といえ、本学部では、上述のよ

うな対応を積極的に行っている。この取り組みは、地域社会に対する大学の貢献であり、教育職員にとっ

ても現実社会の実態や大学に対する社会的ニーズを知る上で有効である。これらの活動は単に社会貢献を

意味するだけでなく、日常の授業内容等にも大いに役立つことである。 

特に中国問題に関してはあらゆる角度、分野からの要請に応じることができる多様な人材をそろえてい

ることは、他大学・他学部にない特色と言ってよいであろう。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき事項はない。 

 

 

 

２．教育方法等 
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ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

教育上の効果を測定する方法として、厳格かつ公正な試験の実施・評価を理念とする。一方では、FD の

一環として授業評価を行っており、双方向的な教育効果の測定を行い、教育職員の恣意的判断による評価

に陥らないような努力を行うこととしている。これらを実行するため、目標と実態との検証を継続的に実

施する体制を整えることを目標とする。 

 

［実態］ 

中国語教育は少人数教育を実施していることから、複数の教育職員が担当しているため、同一の教材・

同一の試験を行い進度水準についても中国語運営委員会を定期的に開催して、効率化・厳正化・公平化を

図っている。 

教育効果の測定は科目により多少の弾力性がある。必修の中国語教育の場合、中国語運営委員会の場で、

採点基準を統一しつつ合同の採点を実施している。また一般講義科目の場合には、原則として担当教育職

員の判断によるものとなっている。しかし、年度初めに作成するシラバス上で、講義内容と評価基準を示

しており、それに従った採点・評価を行っている。また体育科目の場合は、原則として「体育研究室」構

成員が統一的な評価基準を設けている。 

実習系科目の場合は、学生の実習内容により、実習参加への積極性や意欲を喚起し、その結果どのよう

な成果を認めることができるか、といった観点から評価している。複数クラスの場合は、担当教育職員が

評価基準を話し合い、教育職員によって評価基準が異なることのないよう配慮している。 

一般の講義課目については、教育職員個々の判断に委ねているのが現状であるが、試験採点結果につい

ては、5段階の評点別分布を作成し検証しているが、結果として、概ね正規分布をしている。 

 

［長所］ 

現在、中国語や体育科目などについて、システム的に教育効果の測定を行っているが、学生の成績評価

の公平性、客観性を確保できている点が長所である。また、システム的な教育効果の測定は、教育を行う

立場からみても日常の教育のあり方を検証する契機ともなるなどの利点を認めることができる。 

特に必修の中国語教育の場合、本学部の基礎教育の領域に属することから、教育効果の平準化や教育効

果の学生への浸透を図る上で効果的である。また、「中国現地研究実習」の場合、学生の毎日の活動状況を

側で観察できるので、複数の担当教育職員にとっても評価基準の統一性は欠かすことができない利点があ

る。 

 

［問題点］ 

一般の講義科目については、統一的な基準に基づく教育効果測定システムがない。今後は、それを備え

るべきかどうかが課題である。 

 

［改善の方法］ 

中国語、体育科目、実習系科目についても、今後はその実効性という面から検証をする。一般講義科目

については、学部内組織である教学再編委員会の場を通じて、授業評価や採点分布等を参考に、そのあり

方等に関する議論を進めた後、改善に関する成案を得て、教授会に議論の場を移し、改善するよう取り組

むこととしたい。 

 

 

 

ｂ 厳格な成績評価の仕組み 
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［理念・目的・目標］ 

現代中国学部の場合、中国語教育の占める比重が高い一方で、中国に関する一般科目の領域も広いので、

学生の学習効果を高めるために、教育職員各自の自己評価と学生の学習については、厳格な評価を行うこ

とを目標としている。特に複数教育職員が担当している科目群（中国語、体育等）については、成績評価

に関する教員間の意思疎通を図り、評価基準の一元化を図るなどを行うことを目標とする。 

成績の評価方法については、シラバス等を通じて、学生に周知徹底を図ることとする。 

 

［実態］ 

厳格な成績評価は、日常的に厳格な教育が行われていることが土台となってはじめて意味があることで

あり、そのための教育改善は日々行っているところである。システム的な観点からも、1 セメスター当た

りの履修単位に制限を設け、学生の学習時間の確保、教育職員の講義準備時間の確保に努めている。この

点は学生の単位修得意欲等の制約となっている面もあるが、単位と教育・学習時間のあり方等の制度的仕

組みの再検討をともなうことから、現段階では、1 セメスター当たりの履修単位上限に即した対応を行っ

ている。ただし、本学部の場合、中国現地プログラム等の関係から他学部と異なり、その上限は各セメス

ターが一律 22 単位とはなってない（第 3セメスター14 単位、第 4～6セメスター24 単位等）。 

成績評価の方法は、シラバスの中で成績評価の方法を明示しており、客観性・公平性を期している。ま

た、学生に対する成績通知後には、成績評価に関する学生からの問い合わせについては、教学主任および

教務課事務職員が待機して応対し、解決できない場合は、担当教育職員に面談を求め、説明する機会を設

けるなどの措置を講じている。なお、成績評価は、S（90～100 点）、A（80～89 点）、B（70～79 点）、C（60

～69 点）、F（59 点以下）で表され、S、A、B、Cは合格、Fは不合格であり、この基準は全学部共通である。 

特に卒業判定については、教学主任と教務課長が、卒業予定学生ごとに、事前に修得単位数の確認作業

を行い、齟齬のないよう配慮している。また、学生からの不満等が出た場合には、担当教育職員と協議の

うえ、学生を交え、成績評価結果や評価基準等について説明する機会を設け、学生に誤解等がある場合に

は、その解消に努めている。 

本学部の場合、卒業予定者に対する卒業判定合格者の比率は 70％台で他学部より低いが、これは私費留

学生が他学部より多く、学則で定める 4 年間の在籍期間を満たさない学生が多いためであり、成績自体が

悪いことによるものではない。 

 

［長所］ 

現在の成績評価の方法には、特に大きな問題はないと考えている。すべての科目について、担当教育職

員は厳格な講義と厳格な成績評価をしているので、学生から不満がある場合にも適正に対応しており、ほ

とんどの事例では学生が納得している。これは、成績評価通知後、学生に対する説明機会を公平に確保し

ているためである。 

 

［問題点］ 

厳格な成績評価は日常の厳格な講義があって初めて意味を持つことはいうまでもないが、講義の欠席者

についても極力指導の徹底が必要である。しかし講義欠席者に対する対応は、よほどのことがない限り行

われないことが多い。これは履修者が多いと個別に講義出席の確認を行うことが困難なことにも原因があ

る。この点は技術的な問題もあり複雑であるが、今後の検討課題である。 

 

［改善の方法］ 

厳格な成績評価の前提である厳格な講義のあり方は、FD 活動の一環として重要な意味を持つので、今後

は、さらに構成員間の意識を統一し、またその実践を図る取り組みを検討しなければならない。 

一方で厳格な成績評価をいっそう推進するため、日常的な検証と実態の改善を図るための取り組みを内

部の関係委員会で議論することとする。加えて教育職員に対するアンケートを実施し、現在の問題点をど

のように考えているかについて把握することとする。これらの方法によって把握した問題点とその改善策
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をめぐり、過去実施したような教授会構成員によるワークショップを行うなどの対応を行う。 

 

 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

当学部では、学生に対しては 1～2年次期間中、「入門演習」、「基礎演習」、中国語教育やオフィスアワー

を通じて、自主性の育成を尊重しながら、可能な限り濃密な指導を行うことを理念とする。その中で、学

生個々に対しては適正な履修指導を行うことを目標とする。 

 

［実態］ 

本学部の場合、科目体系が多岐に及んでいる一方で、セメスターごとに履修科目の配列を有機的に行っ

ているため、学生には比較的分かりやすいものとなっていると思われるが、理念に基づき、教育職員が履

修指導に当たり、またその届け出に当たっては、詳しい説明を個々の学生に行う窓口対応を教務課事務職

員が行っている。しかし、セメスターごとの履修制限や中国語の中国現地プログラム等のため、学生によ

っては履修科目の 良の選択に困る場合もないではない。このような学生の問い合わせについては教務課

窓口で適切な指導を行う体制ができている。 

また、高学年生についてはオフィスアワーを週 1 回数時間設け、これを学生に掲示にて通知し、学生の

履修や授業の受け方、私生活等広範囲な問題について、プライバシーに配慮した個別の対応を行っている。 

留年者や成績不振者に対しては、ゼミ指導教育職員、2 年次生以下の学生に対しては教学主任が面談等

を行い、個別相談に当たっている。 

派遣・認定留学をした学生に対しては、帰国後、単位認定の必要な場合には留学先で修得した科目の内

容等について聴取する他、今後の履修のあり方について助言を与える等の対応を行っている。特に、必修

科目である「専門演習」の履修に当たっては、1 セメスター当たりの重複履修を認めるなどの措置をとっ

ている（派遣・認定留学生の場合、そうしなければ 4年間で卒業できない）。 

学生自身が適正な履修を行うには、授業科目表、履修規程等が記載された『履修要項』やシラバスを熟

読することが必要であるので、その実行を進めている。 

 

［長所］ 

現在の履修指導体制は十分に機能しており、学生の体系的な履修に寄与している。こうした対応がなけ

れば、学生の履修科目選択のあり方から体系性が崩れるおそれがある。 

窓口対応は基本的に教務課事務職員が行っているが、窓口は常時開いているので、学生の都合のよい時

間帯に対応できている。 

オフィスアワーは、講義やその他の業務に多忙な教育職員にあっても、学生に対する均一の相談機会を

提供する長所がある。 

 

［問題点］ 

履修指導は、一定の役割を持つが、一方で過度の指導は、履修自由に対する介入を招く誤解を与えるお

それも考えられ、学生の自主性を阻害する場合もあるので留意すべき点もある。特に入学直後の学生の場

合、履修の仕方に不慣れなこともある。この点を踏まえた指導が必要である。 

また学生にとって適正な履修は、まず履修規程やシラバスを読むことが前提となるが、これがあまり実

行されていない問題がある。 

 

［改善の方法］ 

学生が履修規程やシラバスを読む機会を増やす必要がある。シラバスについては、電子化を進め、学生
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の便宜を図っているが、その周知徹底を図ることが必要である。たとえば、教育職員全員がホームページ

を設け、シラバスに書き込めない授業の進め方、評価基準の考え方などを公表し、学生の適切な履修を促

す等の検討も必要である。 

また、シラバスの形式や記載内容も常に検証していくことが重要であり、学生の意見を取り入れた改善

を図る必要がある。さらに、教育職員もシラバスと実際の講義内容の検証を行い、差異がある場合には是

正する必要がある。 

 

 

 

ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 

教育改善については恒常的かつ不断の改善が重要と考える。したがって、授業評価等の結果を参考に、

教員各自が、授業のあり方を検証しつつ改善するよう努めることを目標とする。 

同時に教学再編委員会を学部内に設け、適時にカリキュラムの改革を実施し、恒常的な教育改善の成果

が上がることを目指す。 

 

［実態］ 

本学部全体の科目について、システムとして、学生の学習意欲を向上させ、教育職員の教育指導方法の

改善のための対策は、FD活動等を通じ、常に教育職員の意識改革に取り組んでいる。多くの部分は個々の

教育職員の双肩にかかっているが、これに対する教育職員の意識水準は高いといえる。学生に対しても、

実習系の科目を中心に、意識的に学生の自主性と自立性を促す教育を行っている。 

学部内ではカリキュラム改革とその進行管理を適正に行うことを目的に、教学再編委員会を常設組織と

して設けている。2002 年と 2006 年には、教学再編委員会を中心に全教育職員参加の下、長期間をかけて

総合的検討を重ね、カリキュラム改革を実施した。また、教育改善への取り組みとして、学部内 FD 委員会

を設け、学生の要望や学習上に提起された問題点等に迅速に対応するよう努めている。この他投書箱とし

て、「意見箱」の設置を行い、学生の意見、要望を吸い上げ、適宜、対応することにしている。 

またシラバスについては、過去 1 年間の講義内容や学生の反応や学習効果を考慮し、教育職員個々が毎

年見直しを行っている。このためにも重要な役割を担っているのが FD 活動であるが、大学全体の方針を念

頭に、学部内 FD 委員会が問題提起を行い、個々の教育職員への浸透を図っている。FD 活動は継続的でな

ければならず、このため、学部内では重要な常設機関として活発な活動を展開している。 

学部教育に対する学生の満足度は高いが、毎年 2 回の授業評価を行い、その結果については公表すると

ともに、個々の教育職員が改善のための方策を練り、授業に反映さる取り組みを行っている。 

学部開設以来、2 度に亘って実施したカリキュラム改革に当たっては、在学生とともに、卒業生に対し

ても問題点や改善点等についてアンケートを行った他、近隣の高校教師からのヒアリングを行い、多様な

立場からの意見を吸収し参考とした。 

 

［長所］ 

このような取り組みにより、教育職員の一方通行的な授業形式はかなり改善され、学生のニーズを尊重

しつつ、教育職員の教育者としての判断が十分に活かされるような状態に達しつつある。 

また FD 活動の浸透は、教育職員の意識改革の契機ともなっている。 

 

［問題点］ 

しかし授業評価の対象科目は、現在、一部科目にとどまっており、方法も電子化するなどにより、学生

からの回答率が低下する傾向にある。これについては今後、啓蒙を図り、学生が反応しやすいようにして

いく必要がある。また、学生の判断や要望を聞くことは必要であるが、学生に迎合する姿勢が生まれると
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すれば、かえって逆効果となるおそれがあるので、この点に関する認識も必要である。 

 

［改善の方法］ 

FD 活動の一環として実施している授業評価の方法に関しては、インターネットを通じて行う等の方法は

時代の流れであるが、学生のより正確な評価と回答者の増加を図る工夫が必要である。このため、シラバ

スの電子化やｅラーニング等の機会増加にも照らし、パソコンの必携あるいは携帯電話を利用したものへ

の拡大・利便性の追求を引き続き図るものとする。 

また、授業評価の方法は広義のアンケート方式であり、実態を詳細に把握する補助的手段として、学生

とのサンプリング面談等を織り込んだ方法の採用も、今後の検討課題である。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

中国語を中心とする語学教育や演習においては、可能な限りの少人数教育を採用し精鋭を育成すること

を理念とし、「専門演習」の場合も、一定数を超えた場合には、分割することなどを方針としている。これ

によって双方的な教育を志向できるからである。科目によっては、マルチメディア教育を積極的に活用し、

情報処理教育では実践的な処理能力の向上を狙いとする。 

また中国現地研究実習（フィールドワーク）など特徴ある現地教育にあっては、参加学生が可能なかぎ

り多くの訪問先で、中国の多様な実態に触れることを目標としている。このように、授業の内容・特徴に

応じ多様な授業方法を採用し、教育効果の断えざる向上を志向する。 

 

［実態］ 

中国語教育については一部、能力別教育を採用し、2 年次春学期の南開大学留学における「中国現地プ

ログラム」では成績上位学生を対象に 10 名前後の特別クラスを編成し、5セメスター以降には能力のいっ

そうの向上を図るための特別教育科目を設けるなど、能力別の教育機会を設けることも行っている。 

授業形態は科目の性質によって一様ではないが、学生の学習意欲を向上させ、教育効果を高めるために

も常に意識的な改善が必要である。この認識に立って、本学部では、いくつかの科目について IT 技術やマ

ルチメディアを活用した授業形態を取っている場合もある。特に大規模な履修生がいる授業科目の場合、

IT 技術を使って、学生の集中心を維持するためにも有効な方法である。加えて、実習系授業の場合、事例

紹介や現場の光景等を示すことは有意義である。また情報処理科目については、 新の技術を使った講義

を行っている。 

また、科目によっては他学部生が履修している場合などについて遠隔講義を行っている場合もある。 

 

［長所］ 

こうした方法による授業は、科目によって効果が異なるが、概して、学生の評価も高い傾向がある。ま

た、こうした聴覚、視覚を組み合わせる方法と板書等による従来の方法を適切に組み合わせることで、効

果が倍増することもある。 

また、 新の情報や学界の情勢を活用した授業が可能となる場合もある。特に現状を講義の中心とする

科目等の場合に、インターネット上の情報を再解釈して講義するなどの場合、いっそう効果的である。 

 

［問題点］ 

学生が授業内容の理解を深め、定着させるための配慮や工夫が必要である。この点に関して、すべての

教室に必要な施設・設備が十分には整っていないなどの問題もある。また、教育職員が学生に対して適宜、

自主的にノートを取ることよう誘導する必要がある。 
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遠隔講義については、直接的対話機会の減少、学生と教育職員の心理的距離が予想以上に生じており、

学生にとっては「聴く」だけとなる懸念があり、授業参加する意識を損なう問題がある。 

 

［改善の方法］ 

こうした問題はあるが、マルチメディア教育等は時代の基本的な趨勢であり、これに対応していくこと

が不可欠である。 

そこで、いかに改善していくかが課題となるが、一つには科目によって適否があることを踏まえ、科目

毎に、授業の際の利用の仕方等を工夫・検討・改善していく機会を設ける必要がある。 

また双方向的な授業のあり方を検討し、IT 利用やメルチメディア教育を円滑かつ効果的に行うための教

育職員のスキルの向上や学生側においてもその理解を深めることができるように努めることとする。場合

により、教育職員向けの講習会への参加機会を増やすなどの対策を講じるものとする。また、学生に対し

ても、遠隔講義の利点と問題点について意見を聞く等の対策を講じるものとする。 

 

 

 

３．国内外における教育研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

当学部は現代中国を教育するため、中国を中心とする海外高等教育機関等との研究交流や人的交流は非

常に重要な意味をもっている。また、中国やアジア等、広い意味での地域研究の成果をもつ国内他大学等

との交流も同様に意義がある。 

海外高等教育機関とは学術交流機会を積極的に設け、教育・研究の水準向上を図るものとする。国内教

育機関に属する研究者等との交流も、積極的に推進することを目標とする。 

 

［実態］ 

当学部の教育研究交流は、学部自体のものの他当学部構成員が運営の中心であり、かつ会員・委員とな

っている現代中国学会および国際中国学研究センター（以下、「ICCS」という。）での教育研究交流も当学

部関連のものとして考慮する必要がある。現代中国学会は他学部の学会とは実態が相当違うものである。 

学部自体としての国別国際交流協定締結相手・受け入れの数は中国 3，韓国 2 である。海外との人的学

術交流は、近年全学で 多数の派遣を行っており、2005 年度には 52 名の派遣をし、学会、国際シンポジ

ウムなどで研究交流を行っている。受け入れも現代中国学会、ICCS で多く行われており、その際当学部構

成員との研究交流が行われている。派遣相手先は主に中国・台湾である。学部独自の国際シンポジウムも

2005 年度には 2回実施し、国内外の研究者との交流を行っている。 

国内研究機関等との教育研究交流も、個人研究費を活用して学会、シンポジウムに参加し、積極的に行

われている。 

教育・研究およびその成果の外部発信では、教育面では『ハンドブック現代中国』を発行、学部でテキ

スト的に使用する他、出版も行っている。研究面では、現代中国学会で研究誌『中国 21』を年 3回発行出

版し、国内外の研究機関等に送付している。ICCS でも多くの研究とその成果の外部発信が行われている。 

 

［長所］ 

海外との学術交流はその成果が大きく、学術教育・研究水準の確認ができ、教育・研究意欲の高揚に資

することができる。とりわけ、激動する現代中国の政治・経済・社会の動向等に直接接し、あるいは、国

内外の優れた教育・研究水準を有する人材との交流機会は有意義である。 

 

［問題点］ 

当学部構成員が全員現代中国学会の会員であり、多くの構成員が ICCS の推進委員である。両組織で当学
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部構成員が中心となって国内外の研究交流を活発に行っているため、当学部が独自に行う研究交流は構成

員の負担が大きくなりすぎ、限られているところが、あえて挙げるとすれば問題店である。 

 

［改善の方法］ 

当学部は中国について総合的な教育研究を行っている点が特徴である。教育面では『ハンドブック現代

中国』を構成員が共同で執筆・発行し、学部教育に役立てているが、このような方法を研究面でも取り入

れ、共同研究を行って、その成果を発信していくことを検討したい。 

 

 

 

（９）特別課程（教職課程科目） 
 

１．教育課程等 
 

ａ 学部・学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

本学の教職課程は、戦後の教師教育改革の中で原則とされた開放制教員養成の理念に基づき、各学部・

学科の専門性を基礎として、その上で教職専門性を高めることを目的にする。教職課程履修者はその学部・

学科の専門科目を深く学び精通していることは当然であるが、さらにそれを実際の教育の場面で中学生・

高校生が学ぶかたちに変換できなくてはならない。この意味での「授業実践の力量」を高めることを目標

とする。 

 

［実態］ 

本学の教職課程は、戦後の教師教育改革の中で原則とされた開放制教員養成の理念に基づいて、1951 年

度から設置された。以後、学部の改革・増設を経て、現在では文学部・経済学部・国際コミュニケーショ

ン学部・法学部・経営学部・現代中国学部とそれら学部が有する各学科すべて、および専門職大学院を除

くすべての大学院研究科（経済学研究科・経営学研究科・中国研究科・文学研究科・国際コミュニケーシ

ョン研究科）に教育職員免許法に基づく課程が設置され、教科では、中学校―国語・社会・外国語（英語・

ドイツ語・フランス語・中国語）、高校―国語・地理歴史・公民・商業・情報・外国語（英語・ドイツ語・

フランス語・中国語）に及んでいる。 

教職課程は豊橋校舎・名古屋校舎の 2 校舎で課程認定を受けている。『教職課程審査基準』によれば、

それぞれの校舎に 3 名の教職専任教員を置かねばならないが、審査基準特例によって豊橋校舎 3 名・名古

屋校舎 2名を配置している。 

教職課程カリキュラムは基本的に教員免許法と文部科学省の強固な指導・審査の下にあり、教職課程カ

リキュラムの自由度は極めて乏しいのが実情であるが、これらを遵守しつつ本学の精神が生かされるよう

カリキュラムに幾つかの点で工夫を凝らす必要がある。また、「授業実践の力量」の形成という目標に照ら

すと、実際に教職に就く上で求められている事柄を修得し、学部教育においては 3年次終了までに教育実習

への適切な準備ができるかどうかが重要である。こうした観点から教職課程カリキュラムを整備している。 

以前から 1 年次からの履修を求める学生の声もあり、また授業時間の重複も甚だしいものがあった。そ

れに応え、履修の機会を広げるために、2002 年のカリキュラム改訂時から教職課程科目を 1年次から履修

できるようにした。これにあわせて要卒科目の見直しを行った。従来は主に教育原理系科目を卒業要件単

位（単位数は学部によって異なる）に繰り入れていたが、教科教育法系科目を主とするように変更した。

教科教育法科目は、各学部・学科での専門教育科目に内容が近く、またその内容をどのように教授可能に

するかという学習は専門的内容をいっそう深く学習する契機になる。その意味で、開放制の趣旨にも、授

業実践力量の形成という本学の目的にもいっそうよく合致すると考えられるからである。 
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さらに、「教科又は教職に関する科目」を充実した。教職課程としては学部・学科における演習科目をカ

リキュラム上用意していないが、その代わりに「子ども指導実践」「教育問題研究」を設けている。前者は

一定の要件を満たせば学外での子どもの指導を単位認定する科目であり、後者は主として学生の求めに応

じてさまざまな教育問題をテーマにして開講する演習的な役割を担う少人数科目である。2005 年度からは

豊橋校舎に隣接する豊橋市立栄小学校と協定して、学生ボランティアを学習チューターとして派遣し、同

校教諭の指導のも後に算数指導・コンピュータ操作指導・クラブ活動指導などの補助を行わせており、こ

の活動を「子ども指導実践」および「教育実習」の一部（3年次見学実習）として単位認定している。 

前回の教員免許法に際して、中学校免許における教員実習の単位が増加した。本学では、1 セメスター

14 週間に連続して 3～4 週間の教育実習は学部教育に支障を来すおそれがあるため、十分な配慮を求める

要望が各学部からあった。それを容れて中学校の教育実習に 4 つのタイプを設け、学部教育への影響をで

きる限り緩和した。 

 

［長所］ 

栄小学校での学習チューターは、文科省の試行事業（2003－4 年度）の「有償ボランティア」であった

が、それが終了した 2005 年度から現在の形式で、「子ども指導実践」および中学校免許「教育実習」の一

部として単位認定を行っている。2005 年度は学生ボランティア 13 名、3 年次実習 9 名、2006 年度はそれ

ぞれ 20 名、9名である。受け入れていただいている小学校にも、参加している学生にも好評である。 

 

［問題点］ 

大の問題は。近年のカリキュラム改訂の度に学部教育のカリキュラムと教職課程カリキュラムの時間

割の重複が多くなっていることである。もちろん、教職課程は教員免許を取得し将来教職に就こうとする

学生が任意に受講するものであるから、学部教育カリキュラムが優先することに問題はないが、教職に就

こうという強い意欲のある学生にとって時間割の重複が履修の妨げになるのは好ましくない。 

1 年次履修を認めることで解消を図ってきたが、教職課程の 1 年次配当科目が多くないこと、学生の履

修の便を考慮して教職課程科目を 1時限、4・5時限に配置しても、同時限に 1年次の英語 TOEIC 科目、情

報リテラシー科目、2 年次外国語科目、3・4 年次の専門演習が配置されるなど、重複することが多く、解

消しきれない。これと関係しているが、1 年次に履修可能な教職課程科目で受講者数が極端に多くなるク

ラスがある。 

中学校の教育実習を 4 タイプ用意し、それに優先順位を付けて実習校を決定する方式をとっている。し

かし、教育実習校の受け入れ時期・実習生の出身校との関係だけで実習タイプが決定されているのが実情

である。また、実習生の内諾とそれに関わる事務的な作業が非常に煩雑になっている。 

 

［改善の方法］ 

教職課程における学校ボランティアに関しては、教育実習との関係をどうするかなど意見が分かれるが、

これまでの実績を検証しつつ、できる限り拡大する方向で検討する。 

時間割の重複に関しては、必要な場合にはあらかじめ複数開講を計画することで重複の解消を図る。し

かし、教職課程だけの努力では抜本的解消は難しく、各教授会の協力が不可欠である。 

教育実習に関しては、次の教免法改正による再課程認定時を目途に、必要な範囲で単純で運用しやすい

ものに変更する。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

「教育実習」は高等学校（および中学校）で実施しているのであるから、その意味では「高・大連携」
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を教職課程開設以来実施してきたといえる。こうした経緯を踏まえ、教職課程としていっそう緊密な関係

を築く必要がある。 

 

［実態］ 

「教育実習」が「高・連携」の一環であるとしても、実際には春・秋の実習の時期に、大学側が実習生

を実習校に送り出すことに終始している。大学の Web サイトで教職課程のページを設置し、高校生のみな

らず広く社会に向けて紹介に努めている。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

教育実習に関して言えば、母校実習を原則としているため、実習生の母校以外との連携は稀である。ま

た、近年、免許種によってはさまざまな理由で、実習が困難なケース、母校実習を受け入れていただけな

いケースが出てきている。年度初めに行う新入生向けガイダンス参加者はかなりの数にのぼり、履修登録

者も少なくはないが、 終年度まで履修を継続できる学生はおよそ 25 ％である。大学での履修システム

や教職課程における教員養成制度に関して、高校生・入学志願者・新入生に情報が不足しているとも推測

される。 

 

［改善の方法］ 

教育実習をスムースに行えるようにするためには、学生の出身校に限らず、さまざまな高校との連携を

図る必要がある。とりわけ付属高等学校・中学校を持たない本学にあっては実習協力校を拡大する必要が

ある。そのために教職課程と大学内での他の組織（入学試験委員会など）との連携を強化してゆく。 

教職課程における教員養成制度に関して十分な理解を得て履修できるよう、教職志望の高校生・入学志

願者への案内、新入生に対するガイダンスの時期・回数・内容の見直しを図る。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

教育職員免許法などに従って、適切に履修科目の区分を行う。 

 

［実態］ 

教育職員免許法上の区分に沿い、各学校種・免許種に応じて必修科目・選択科目を配置し 59 単位以上の

取得を可能としている。 

 

［長所］ 

教育職員免許法上の区分に沿い適切に区分している。 

 

［問題点］ 

豊橋校地では若干の選択の余地があるものの、免許法上の規定を満足するためには「教職に関する科目」

は実質的にほぼすべて必修である。したがって、開講数の少ない科目の時間割の重複、留学などで必修科

目が履修できず教員免許取得が危ぶまれるケースが生じることがある。 

 

［改善の方法］ 
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教育職員免許法上、科目区分の変更を本学が独自に行うことはできない。学生の履修チャンスを確保す

るために、時間割の調整や複数開講などの対応策をとる。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位との関係 
 

［理念・目的・目標］ 

通常の講義科目、実習科目では、教学委員会の方針どおり、大学設置基準第 21 条に準拠して単位数を

算定し、教育実習に関しては、さらに教員免許法に準拠し、事前事後指導の時間を勘案して単位数を算定

する。 

 

［実態］ 

「教科に関する科目」「教職に関する科目」（「教育実習」を除く）「教職に準じる科目」（「子ども指導実

践」） では 14 時間／1 セメスターで 2 単位、7時間／1セメスターで 1単位（いずれも試験を含む）とし

ている。「子ども指導実践」は協定校との取り決めに沿った指導内容を適切な時間数を行った場合に 1単位

としている。教育実習は、事前事後指導を 1 単位として、それを含まない「教育実習Ⅰ」2 単位、それを

含む「教育実習Ⅱ」3 単位、「教育実習Ⅲ」5単位としている。 

 

［長所］ 

授業形態に対応して適切な単位数を設定している。 

 

［問題点］ 

「教育実習」各科目の単位に差があるのは、教育実習の形態が多種にわたるためである。しかし、中学

校免許の教育実習に 4つのタイプを用意し、その組合せによって必要な単位を修得するという方法（「教育

実習Ⅰ」と「教育実習Ⅱ」で 5 単位、または「教育実習Ⅲ」で 5 単位）は学生にとって分かりにくい面が

あり、同時に事務局の作業も煩雑にしている。 

 

［改善の方法］ 

中学校免許の教育実習については、履修状況を勘案しつつ、簡潔で分かりやすい形態とする方向で検討

する。 

 

 

 

ｅ 単位互換・単位認定等 
 

［理念・目的・目標］ 

教員免許を取得し教員になろうという意欲のある学生に対しては、単位互換・単位認定などの方法で可

能な限り必要な配慮を行う。 

 

［実態］ 

編入学の際の単位認定は、教員免許法上の基礎要件科目および「教科に関する科目」に関しては豊橋・

名古屋の各教学委員会が、「教職に関する科目」に関しては、本学の科目との対応を考慮して、教職課程委

員会が判定している。教職課程科目の単位互換は行っていない。 

 

［長所］ 
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大学の方針に則って適切に行われている。 

 

［問題点］ 

教職課程科目の単位互換を行い、本学で課程認定を受けていない教員免許を取得できる機会を広めて欲

しいという学生の希望があるが、現在はそれに対応していない。 

 

［改善の方法］ 

本学で課程認定を受けていない小学校免許に関しては、希望する学生に他大学の小学校教員資格認定試

験や通信制大学教職課程を紹介している。近年、小学校免許希望者が増加している状況を考慮し、他大学

との単位互換、通信制大学との協定などによって履修者の希望に添う方法を早急に検討する。 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

教育職員免許法および課程認定審査基準に合致する授業科目を開設し、それに対応する適切な教員組織

を恒常的に整える。 

 

［実態］ 

開設授業科目における兼坦比率は表 3-23 のとおりである（「大学基礎データ表 3」からは司書課程・学

芸員社会教育主事課程を除いて計算した）。 

豊橋校舎では全開設授業科目の専任率が 70 ％であるのに対して、名古屋校舎では 58％となっている。

これは教員配置の違いによるものである。すなわち、2002 年度の経営学部・「情報」免許申請に際して、

審査基準に一部変更があり、従来のように豊橋校地と名古屋校地は同一校地とは見なされなくなったため、

2校地申請としたが、その際、履修者数を勘案して豊橋校舎 3名（契約教員 1名）、名古屋校舎 2名（特任

教員 1名）の専任教員配置を行った。 

 

［長所］ 

必要な教職課程専任教員数を満たしている。また、第 2 欄「教育の基礎理論に関する科目」の「幼児、

児童および生徒の心身の発達および学習の過程（障害のある幼児児童および生徒の心身の発達および学習

の過程を含む）」のみならず、第 4欄「生徒相談・教育相談および進路指導に関する科目」の「生徒指導の

理論および方法、進路指導の理論および方法」と「教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含

む）の理論および方法」にも心理学系教員を当てて、充実を図っている。これを含めて、教育原理系科目

はほぼすべて専任教員が担当している。 

 
表 3-23  教職課程の専兼比率 

学部・学科   必修科目 
選択必修 

科目 

全開設授業

科目 

専任担当科目数（A） 8 34 42

兼任担当科目数（B） 4 14 18学部 

（豊橋） 

 

教職課程科目 

 
専兼比率（％） 

（A／（A＋B）*100）
66.7 70.8 70.0

専任担当科目数（A） 3 15 18

兼任担当科目数（B） 3 10 13学部 

（名古屋） 

 

教職課程科目 

 
専兼比率（％） 

（A／（A＋B）*100）
50.0 60.0 58.1
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［問題点］ 

履修者数に対応して専任教員配置に差をつけた結果であるが、豊橋校舎と名古屋校舎での専兼比率がや

や偏りがある。また、課程認定審査基準に従うと、両校地でほとんど同じ担当教科の教員が必要とされる

ため、全体としての教育原理系教員 4 名に対して教科教育法系教員 1 名と専任教員の担当科目にも偏りが

生じている。特に取得できる免許科目が多いにもかかわらず、第 2欄「各教科の指導法」、特に言語系教科

の指導法を担当する専任教員が手薄である点は、「授業実践の力量」の形成という本学教職課程の目標から

しても大きな問題である。さらに特任教員・契約教員の割合が多いため、教職課程科目担当の負担が一部

教員に偏る傾向がある。また、兼任教員比率が高い。 

 

［改善の方法］ 

専任教員の退職、および近々に予想されている教育職員免許法の改正・再課程認定にともなって教員配

置を見直すことで改善を図ってゆく。また、カリキュラムを縮小することはできないため、兼任教員比率

を下げるためには専任教員を増やすしかないが、現状ではなかなか困難である。全学的な学部・学科再編

のなかで計画的に整備してゆくしかない。 

 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

教員免許を取得し、教員になろうという意欲のある社会人学生、外国人留学生には、可能な限り必要な

教育上の配慮を行う。 

 

［実態］ 

教職課程独自で社会人学生、外国人留学生を受け入れる制度は用意していない。社会人は科目等履修生

として受け入れている。また、教員免許自身がわが国の学校教育でしか有効ではないため、外国人留学生

に対する教育指導上の特段の配慮はしていない。 

 

［長所］ 

高等学校「中国語」免許を取得し、高等学校で教鞭を取った中国人留学生がいた。極めて稀なケースで

はあるが特筆に値する。 

 

［問題点］ 

外国人留学生は、上記のようなケースもあり、現在の体制でも対応が可能だと思われる。前回の教員免

許法改正に際して、旧教員免許法との科目の対応が煩雑であったため、教職課程履修の科目等履修生は本

学卒業生に限っている。そのため広く社会人学生を受け入れる体制にはなっていない。また、科目等履修

生の受け入れを書面上の審査だけで行っているため、教職への適格性を十分に判定できないケースがある。 

 

［改善の方法］ 

社会人学生を広く受け入れるためには、制限を緩め本学卒業生以外にも門戸を広げる必要がある。しか

し、教員免許法改正などの制度改正が行われた場合には、本学卒業生以外を受け入れ態勢が十分に取れる

かどうかという現実的な問題がある。また、科目等履修生での受け入れに際して、面接などを通して必要

に応じて適格性を判定できるようにする。 
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ｈ 生涯学習への対応 

 

科目等履修生だけが該当する。科目等履修生に関しては中項目「ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教

育上の配慮」ですでに述べた。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

教育実習を適切に行えるための学修が行われているか、また教職を真摯に希望する学生が教員採用試験

に合格するかという観点で教育効果を評価する。 

 

［実態］ 

現在のところ、教職課程履修者を対象とするような少人数ゼミナール、演習科目を用意していないため、

これを通して教育効果を個別的に把握する機会を有していない。そこで、間接的ながら、量的データで教

育効果を検討する。 

 

全学（全学年）での履修者は表 3-24 に見るように、2001 年度以降毎年 1,000 名で推移しており、年度

による変化は小さいが、やや増加傾向にある（短期大学部は 2003 年度に教職課程を廃止）。  

免許取得者数は表 3-25、表 3-26 に見るように、中学校免許取得者数に極端な増減はないが、高等学校

免許取得者数は 100～180 名の間を変動し、それにともなって全体としては増加している。しかし免許取

得者実数には大きな変化はなく、125 ± 10 名でほぼ一定している。 

それに対して、教員職員への就職状況は表 3-27 のとおりである。 

 

2002 年度までは少数にとどまっていたが、2003 年度からはかなりの増加に転じた。特に小学校・養護学

校など本学では課程認定を受けていない免許種への就職が著しいが、中学校・高等学校だけをみると増加

していない。また、常勤・非常勤教員として勤務している者の数はかなりあると推測されるが、その数字

を十分に把握するには至っていない。 

 

［長所］ 

教育職員への就職状況が改善しているのは、教員採用数全体の増加によるものと推測されるが、本学に

おける教育が一定の効果を上げている証左でもある。 

 

表 3-24 年度別履修者数 

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1,005 昼間部 685 857 919 949 982

夜間部 68 65 54 88 74 57 学部 

計 753 922 973 1,037 1,056 1,062 
短期大学部 19 22 34 19 ─ ─ 

合計 772 944 1,007 1,056 1,056 1,062 
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表 3-25 高校免許取得者数 

 専修 一種 

フ
ラ
ン
ス
語 

ド
イ
ツ
語 

中
国
語 

中
国
語 

情
報 

商
業 

商
業 

英
語 

英
語 

公
民 

公
民 

国
語 

国
語 

地
歴 

地
歴 

年度 取得人数

2000 0 0 0 1 1 ─ 13 33 36 14 ─ 13 11 0 0 

 2 120 122

2001 0 0 0 0 3 ─ 9 29 34 8 ─ 14 13 0 0 

 3 107 110

2002 2 0 1 3 0 ─ 6 18 40 9 ─ 20 7 0 0 

 6 100 106

2003 0 0 1 0 0 1 7 55 62 4 ─ 18 9 0 0 

 2 155 157

2004 1 0 0 0 0 0 13 56 65 16 ─ 23 7 2 1 

 1 183 184

2005 0 0 0 0 0 0 8 72 70 11 1 19 7 0 0 

 0 188 188

 

表 3-26 中学免許取得者数および中高合計数 

 専修 一種 二種  中高合計 中高合計

年度 
国
語 

社
会 

中
国
語 

国
語 

社
会 

英
語 

中
国
語 

ド
イ
ツ
語

フ
ラ
ン
ス
語

国
語 

英
語 

家
庭 

取得 

人数 

取延べ 

人数 

取実 

人数 

2000  1 0 10 40 10 5 0 0 4 3 3    

 1 65 10 76 198 124

2001 2 0 0 6 32 12 2 0 0 1 3 2    

 2 52 6 60 170 116

2002 2 3 0 6 41 16 3 0 0 2 0 4    

 5 66 6 77 183 114

2003 0 0 1 3 43 12 1 0 0 2 1 1    

 1 59 4 64 221 115

2004 1 0 0 11 52 17 3 1 0       

 1 84 0 85 269 136

2005 0 0 0 4 52 13 6 0 0       

 0 75 0 75 263 130

 

表 3-27 教育職員就職状況 

小学校 中学校 高等学校 養護学校
年度

公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 
合計 

2000   1  4   5 

2001   2  3   5 

2002   1  3 2  6 

2003   9  2  2 13 

2004 4  9  3 1  17 

2005 9  6 1 5 3  24 
        *採用数には過年度生を含む 

        **2005 年度は採用試験合格者延べ数 
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［問題点］ 

問題となるのは、以前から指摘されている点ではあるが、履修者のうちかなりの部分が免許取得に至ら

ず、教職課程から離脱している点である。卒業を見通した場合の単位取得の可能性、より適切な進路の発

見などの理由が考えられるが、本学の履修システムに問題がある可能性も否定できないが、十分に把握で

きていない。 

教育職員への就職状況が改善している。しかし、文科系大学の主力である社会科系教員の採用数は依然

として多くない点は考慮しなければならないにしても、中学・高校での英語・国語の採用数はまだ十分と

は言えない。 

本学では課程認定を受けていないため、小学校への就職者は各自で免許を取得したことを意味している

が、それは小学校免許取得希望者が潜在的に多いということを物語っており、そうした要望への対応がな

されていない。 

また、過去 5年間、免許取得者がいない教科がある。 

 

［改善の方法］ 

教職課程からの離脱のうち、進路変更については学生の自己追求としてむしろ当然のことである。単位

取得については早い時期からの履修指導と継続の意思確認などで対応する。履修システムについては、ま

ず問題点を精査し、改善策を用意する。 

教育効果を総合的に対応するには、教職課程履修者を対象とするような少人数ゼミナール、演習科目を

設け、学生の履修状況を個別的に把握できるようにする必要がある。現在のところ「教育問題研究」をそ

れにあてることは可能だが、運用の方法を工夫する必要がある。特に、中高の国語・英語での採用者数を

増やす方向で指導を強化する。 

小学校免許課程を置くかどうかは大学の経営方針に関わる。当面は希望する学生に小学校教員資格認定

試験や通信制大学教職課程での免許取得を勧めることで対応する。 

免許取得者がいない教科に関しては、存続の是非を早急に検討する。 

 

 

 

ｂ 厳格な成績評価の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

教職課程は教員免許状を取得するためのカリキュラムであって、課程において必要単位を修得し、教育

委員会に申請すれば、教員免許状が発行され、教壇に立って教えることが可能である。したがって、教職

課程のこの性質上、成績評価に厳格性・客観性が求められる。 

 

［実態］ 

「教職に関する科目」においても、教育実習以外は通常の授業科目と同様の成績評価を行っている。 

「教育実習履修基準」を設け、それを満たした学生だけを教育実習に送っている。教育実習に関しては、

事前事後指導担当教員による事前事後指導の評価と教育実習校での評価をあわせて総合的に評価している。 

 

［長所］ 

講義科目では大学全体の方針に即しており、問題はない。教育実習に関しては、「教育実習履修基準」を

設け、一定の質的保証を図るとともに、大学と教育実習校との評価で総合的に評価している。 

 

［問題点］ 

教育実習に関しては、事前事後指導の時間が十分に取りにくく、実習校での教育実習との関連がつかみ

きれていない。 
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また、「教育実習履修基準」を設けているとはいえ、現行基準は極めて緩いと教職課程委員から指摘され、

基準の引き上げ・基準とする項目の追加の必要性が提起されている。 

 

［改善の方法］ 

実習校の数が多く、すべての実習校と緊密な連携をとることは難しいが、何らかの方法を検討する。 

「教育実習履修基準」については、GPA ・必修科目の修得率・一定のスキルの修得などを盛り込む方向

を教職課程委員会で検討している。ただし、そうした基準そのものの是非、基準に照らして教育実習への

送り出しを判定する場合の教職課程委員の関与のあり方など、まだ十分に検討し切れていない点が残って

いる。 

 

 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

ガイダンスや履修指導を適切な時期に行い、学生の学習を効果的に指導する。 

 

［実態］ 

教職課程ガイダンスとして以下のように年数回、継続的に行っている。  

 ４月：教職課程新規登録説明会、教育実習説明会（4年次生）、教育実習内諾説明会（3年次生） 

 ７月：教員採用試験対策講座、介護等体験説明会 

 12 月：教育実習体験報告会、教員採用試験合格報告会、教育実習内諾手続き会（2年次生） 

教職課程科目の履修に関しては個別に相談に応じている。 

教育実習の事前事後指導は、4 年次の教育実習に先だって通常の講義時間に行っている（事前事後指導

を合わせて 6時間 1単位）。  

また、教員採用試験に対しては、外部業者・本学の OB 教員による試験対策講座を実施している。 

 

［長所］ 

本学の OB 教員による教員採用試験対策講座、教員経験のある本学専任教員による指導など、学校現場を

よく知っている方による指導を行っている。 

 

［問題点］ 

毎年定期的にガイダンスを実施しているがその時期と場所および効果に関しては問題を抱えている。 

第 1 に、実施時期について言えば、近年、就職・キャリア支援関係のガイダンスが各学年にわたって開

催されるようになり、しかもガイダンスという性質上、通常授業のない時間帯（木曜日午後および土曜日

午後）に設定されることが多く、教職課程ガイダンスと時間割上重複する。また教職課程ガイダンスでは

現職学校教員に依頼する場合も多いが、現職教員は土曜日以外には時間が取れないため開催の制約がある。 

第 2 に、二校地体制であるため、ガイダンス・指導も二校地体制にならざるをえない。しかも、名古屋

校地は名古屋（三好町）と車道とに分かれているために、どちらで行うにしても他の校舎の学生には不利

益が生じることになる。 

第 3 に、従来のような履修指導では対応できない学生も増加し、介護等体験や教育実習時のトラブルが

目につくようになった。 

 

［改善の方法］ 

ガイダンスの時期や方法については毎年、教職課程員会と事務局が工夫しているが、通常のキャリア支

援ガイダンスとの重複は避け難い。さらに工夫と調整を行う。 
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また、従来のような、教育実習と採用試験だけに焦点を合わせたガイダンスだけではなく、教職課程履

修開始からの継続的な履修指導が必要になっている。毎年の履修意思の確認、単位修得状況のチェックな

どを行い、教育実習に送り出してよいかどうかの判定を行うための仕組みを教職課程委員会で検討してい

る。 

すべての科目に導入することは難しいが、知識や技能がある程度客観的に判定できる教科・科目に関し

ては、学外での認定を取ることを求めるようにするなどの方針をすでに教職課程委員会で議論している（英

語免許における英検 2級以上、商業免許における簿記検定 2級程度など）。すでに現代中国学部の中国語免

許に関しては HSK4 級以上の取得を条件にしている。しかし、ある分野での一定水準以上の知識・技能の修

得が教員としての適格性と必ずしも一致するわけではないので、それらを厳密な意味での履修基準とする

かどうかは慎重な判断を必要とする。 

 

 

 

ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 

教職課程専任教員による教職課程カリキュラムの見直し・整備、および各学部選出の教職課程委員と連

携して学生指導を行う。 

 

［実態］ 

教職課程専任教員および各学部選出教職課程委員（各学部 2 名）による教職課程委員会が組織されてい

る。主な任務は全学の教職課程運営であるが、この場で教職課程カリキュラムの問題点の指摘や学生指導

のあり方が議論されている。また、教職課程専任教員および教職課程担当事務局は、現状では非公式では

あるが、教職課程小委員会を組織し、上記に問題を専門的な観点から検討している。 

シラバスの作成利用、FD 活動は教学委員会、FD 委員会の指示の下に、全学的な取り組みとして行ってい

る。 

 

［長所］ 

上記のように、各学部からの指摘や提案を積極的に取り入れるとともに、小委員会で専門的な観点での

検討を踏まえて委員会に提案しており、一定の組織的対応はなされている。 

 

［問題点］ 

大学の規定により特任教員・契約教員は学内行政を原則的に免除しているため、これら教職課程専任教

員は委員会・小委員会の構成員とはならず、教職専任教員全員が取り組みうる体制にはなっていない。 

「教科に関する科目」はほとんど各学部の授業科目であるために、カリキュラム編成において教職課程

からの要望が必ずしも容れられないことがある。また、大学院も教育課程を有しているが、教職課程委員

会に委員を出しておらず、意思疎通を欠くことがある。 

 

［改善の方法］ 

十分な専任教員を確保するとともに、特任教員・契約教員も必要な諸委員会のメンバーとなりうる体制

をとる。 

学部教育との関係では、学部選出教職課程委員を通じて学部との連携をより密にして相互に教育改善に

取り組む。 
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ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

教職課程の授業において、従来のような対面式講義だけではなく、マルチメディアの活用、遠隔講義、

討論などを適切に取り入れた多様な授業形態、授業方法の導入を行う。 

 

［実態］ 

講義型の授業にさまざまなマルチメディア教材を用いることは多くの教員がすでに行っている。特に教

育実習に先立って履修する教科教育法や教育実習事前指導で教師や教育実習生の教壇場面を写したビデオ

を利用している。豊橋・名古屋間で TV 会議システムを用いた遠隔講義を行ったことがある。また、複数校

舎を結んでガイダンスを行っている。 

 

［長所］ 

過去の教育事象や現在の教育問題のマルチメディア教材は、体験し難い出来事を擬似的にではあれ体験

できることで、また教壇場面のビデオ教材は教師や実習生の授業を客観的に把握できる点で大きな教育効

果を持つ。 

 

［問題点］ 

マルチメディア教材を用いた授業や TV 会議システムを用いた遠隔授業はどうしても学生が受動的にな

りがちであり、この点を十分に補完できなければ、マイナスの効果しか生まない。また、通常の講義を遠

隔で行う場合には、設備・運営に手間がかかるだけで、通常の講義形式授業のもつ難点をかえって倍加さ

せるおそれもある。 

 

［改善の方法］ 

マルチメディアや遠隔講義以外にも授業を活性化させる方法はある。たとえば、事前にテキストに関す

るレポート提出を求め、それに基づいて討論を主に展開するという授業も行われているが、そうした意味

で学生の積極的な参加を促す授業も追求すべきである。TV 会議システムやネットワークを介した遠隔授業

は、講演や講義形式ではなく、むしろ遠隔地からのゲストの参加や情報提供や大学の他後者・他大学との

共同ゼミなどの形式のほうが効果は大きいと推測されるので、この方向を追求する。 

 

 

 

３．国内外における教育研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

教員養成の問題が大きな関心を呼ぶようになった今日、以前にも増して国内外における教育研究交流を

積極的に進めていく。 

 

［実態］ 

東海地区の私立大学教職課程の懇談会「東海地区私立大学教職課程研究連絡懇談会」（「東海私教懇」）お

よび私立大学教職課程の全国的組織「全国私立大学教職課程研究連絡協議会」（「全私教協」）を通じて教職

課程カリキュラム・運営に関する情報交換・研究交流を行っている。国際交流・外国人教員受け入れを含

めた国際化への対応は行っていない。 

 

［長所］ 

東海私教懇、全私教協で本学教員は重要な役割を果たしてきた。教職課程における教育研究の成果の一
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部は、上記 2団体の会報への寄稿や報告書などで公開している。 

 

［問題点］ 

本学教職課程独自の紀要などを持たないため、紀要交換などでの教育研究交流は行っていない。 

 

［改善の方法］ 

本学独自の教職課程活動を広く伝え、交流を広めるため何らかの定期的な刊行物を用意する必要がある。 

 

 

 

（10）特別課程（司書課程科目） 
 

１．教育課程等 
 

ａ 学部学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

図書館法においては、その第 1 条において「この法律は、社会教育法の精神に基づき、図書館の設置お

よび運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与する

ことを目的とする。」と規定されている。さらに第 4条から第 6条にかけて、図書館に置かれる専門的職員

としての「司書」、および「司書となる資格」が規定されている。また、学校図書館法第 5 条においては、

「学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。」と、さらに資

格取得のための講習内容については学校図書館司書教諭講習規程において規定されている。本学の司書課

程・司書教諭課程においては、1958 年度から司書教諭課程を、1959 年度から司書課程を豊橋校舎に開設し、

両資格取得の途を講じてきた。図書館法の趣旨に則り、司書を育成することを目的としてきた。特に司書

課程については図書館法が規定する司書講習科目に相当する科目の他、和漢古書整理にかかる科目など本

学独自の関係科目をも加えて、公共図書館司書養成のみならず、人文系大学・専門図書館司書の養成をも

目標にしてきた。1997 年度開設の現代中国学部に続き、1998 年度開設の国際コミュニケーション学部にも

両課程を開設することになった。 

 

［実態］ 

1996 年の図書館法施行規則（昭和 25 年 9 月 6 日文部省令第 27 号、 終改正 平成 12 年 10 月 31 日文

部省令第 53 号）の司書講習科目改定にともない、1997 年度から司書資格の取得に必要な科目・単位数を

学部は必修 26 単位、選択 2 科目 2 単位以上、計 28 単位以上、短期大学部は必修 21 単位、選択 2 科目 2

単位以上、計 23 単位以上とした。科目は、初年度基礎的科目、次年度応用的科目と 2分し、2ヶ年履修を

指導している。現在は、短期大学部、大学とも 1 年次より履修可能としている。2 年次以降からの新規履

修開始も可能である。 

司書教諭資格の取得には、本学では学校図書館司書教諭講習規程（昭和 29 年 8月 6日文部省令第 21 号、

終改正：平成 12 年 10 月 31 日文部省令第 53 号）に定める 8単位科目を司書課程科目の編成に含め、学

部は 10 科目 16 単位、短期大学部は 10 科目 14 位を必修としていたが、1998 年の省令司書教諭講習科目改

定にともない、司書課程と分離し、省令規定の 5科目 10 単位に相当する独自科目を 7科目 10 単位とした。

うち 8単位については 4単位ずつ隔年開講としている。 

2003 年度より短期大学部の教職課程廃止にともない、短期大学部においては司書教諭課程を廃止した。 

課程は、文部科学省の規定（図書館法施行規則）に則っている。同規定では 低、20 単位を規定してい

るが、学部 28 単位、短期大学部 23 単位を 低としている。「専門資料論特講Ⅰ～Ⅳ」という専門分野の資

料・情報に関する科目を設けていること、新課程において「資料組織法」「資料組織法演習」としてまとめ
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られた目録法と分類法に関する講義科目と演習科目を、それぞれ「資料組織法Ⅰ」「資料組織法Ⅱ」「資料

組織法Ⅰ演習」「資料組織法Ⅱ演習」として別途開講しているのが特徴である。 

 

［長所］ 

本学は、文科系総合大学として、図書館および、綜合郷土研究所、中部地方産業研究所を有しており、

そのどれもが、非常に特徴のある資料を所蔵、提供している。司書課程・司書教諭課程の教育の中で、そ

れらの量的、質的に特筆すべき資料を実際に手にすることができるのは、重要な長所である。また、司書

と関連の深い関連分野として、博物館学芸員課程科目、社会教育主事課程科目が設置されており、担当の

専任教員も有している。また、図書館では、電子的情報源（データベース、電子ジャーナル等）の提供を

積極的に進めており、法律分野を含む人文科学、社会科学の主要な電子的情報源を使える環境にあり、情

報検索やレファレンスサービスの実習教材には恵まれている。 

また、市内には公共図書館として、豊橋市中央図書館があり、2004 年度末の蔵書数は 87 万冊を有して

いる。近隣の豊川市中央図書館も 21 万冊所蔵している。このような環境は、地方都市の大学としては比較

的恵まれているといえる。 

目録法と分類法に関して、別個に開講することにより、資料組織に関する科目が充実している。 近、

司書資格取得者でも、目録が読めない者がいるという指摘が、時々図書館の現場からなされることがある

が、愛知大学、および愛知大学短期大学部において司書資格を取得した者に関してはこのような心配はな

いといえる。 

 

［問題点］ 

現在では豊橋校舎においてのみ開講しており、制度上はすべての学部の学生が受講できるが、実質的に

は名古屋校舎の学生の履修は難しい。名古屋校舎において、司書課程・司書教諭課程に対して、潜在的な

需要がどの程度あるかも把握できていない。 

前述の電子的情報源や専門的資料群も自然科学、科学技術、特許分野には及んでいない。 

現在の司書課程の枠組みは、インターネット普及過程に作られたものであり、情報ネットワークに関す

る科目が十分とは言えない。また、今後、司書資格の応用先を、専門情報機関などに広げていく方向を見

据える必要がある。 

受講生の多くは、図書館司書としての就職を希望しているが、実際にはまったく絶望的である。そのよ

うな社会状況は、履修開始前のガイダンスで的確に説明しているが、一縷の望みを抱きつつ受講している。 

 

［改善の方法］ 

「情報管理」等の科目に、ネットワーク基礎関係の内容を導入していくこと、さらに、司書課程の内容

の改正が、文部科学省生涯学習政策局社会教育課、日本図書館協会などで議論されているが、それらに先

行して、現在のカリキュラムの中で、時代の変化に対応した科目を導入していくことが考えられる。 

名古屋校舎においてどの程度の潜在的要求があるかの調査が必要である。結果によっては、名古屋校舎

においての開講の可能性を検討する余地はあろう。また、名古屋校舎においての開講を検討する際は、施

設、図書館、教員など、必要な手当が可能か否かも考慮せねばならない。 

履修者に対しての入学後の、意識や進路希望に関する調査は行っているが、入学以前に、あるいは入学

を検討する段階での要求を把握する方法を検討する必要がある。 

司書の実習のみの目的で、高額な自然科学、科学技術、特許分野のデータベースや電子ジャーナルを導

入することは不可能である。それらの多くは、使用にあたってのライセンスが厳しく規定されており、他

大学のものを使わせていただくということも困難である。このような愛知大学図書館が主たる対象分野と

しない情報源に関しては、「トライアル」や「練習用ファイル」などの無料サービスに頼るしかない。 

就職状況に関しては、日本図書館協会などの図書館関係団体に働きかけ、行政に対して提言していく地

道な努力が必要である。また、情報を扱う専門職としての司書およびその技能の有用性を、地方公共団体、

地域に対して発信していくメカニズムを作り上げる必要がある。 
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ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

司書課程・司書教諭課程の教育内容は、高校の延長に位置づけられていない。 

 

［実態］ 

基本的に、司書課程・司書教諭課程は大学からスタートする内容なので、高校までのカリキュラムとの

連続性は文部科学省令などでも考慮されていない。本学のカリキュラムも同様である。 

 

［長所］ 

特になし。 

 

［問題点］ 

しかし、現場の担当者は前提とすべき受講生の基礎知識について、十分把握できていない。情報検索の

理論を理解するために必要不可欠な、集合論や論理の基本などは、出身高校によって身につけ方がかなり

違っているのが実情である。これらを担当教員が把握し、きめ細かい対応をすることができるような状況

を作る必要があろう。 

 

［改善の方法］ 

高校までに、受講生たちがどのような図書館体験をしてきたか、また、情報関係の基礎となるべき集合

論等をどの程度履修しどの程度理解しているかの把握に努める必要がある。実際には、アンケートや試験

などで、大まかの傾向を知ることも考えられるが、司書科目が前提とする知識は、漢字の読みから、外国

語、集合論までと非常に幅が広いので、これらを細大もらさず把握することが可能で、かつ学生に負担の

かからない方法を開発することを検討せねばならないであろう。他方、司書課程・司書教諭課程に関する

基本的事項を入学前の高校生および、高校の教育担当者に知ってもらう努力をすべである。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

文部科学省の定める、司書資格取得のための規定は 低限を定めたものであり、専門的情報源を取り扱

う図書館員の養成には、それを上回る内容が望ましい。 

 

［実態］ 

司書課程設置科目のうちの、「必修科目」／「選択科目」の区分は、原則として図書館法施行規則第四条

に定める「甲群」／「乙群」に対応している。司書教諭課程開講科目は、学校図書館司書教諭講習規程第

三条においてすべて必修となっており、これに準じている。 

大学学部において、従来は「情報文化論 1・2」「情報管理論」のみ、文・経済学部と共通化していた。

2005 年度入学生からさらに一部の科目を文学部人文社会学科「図書館情報学専攻」の専門科目との共通化

している。2006 年度からは、上記「情報文化論 1・2」「情報管理論」の共通科目としての扱いは変更する

予定である。短期大学部においては、従来、卒業単位となる科目は設定していなかった。2007 年度入学生

からは一部科目の共通化を予定している。 
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［長所］ 

大学学部の司書課程においては、「専門資料論特講」を四種用意している。これは、他大学ではあまり見

られない特徴である。本学の各専門分野の情報を扱う各学部の専任教員によるもので、幅広い専門情報に

関する知識を身につけることができる。 

文学部人文社会学科図書館情報学専攻の専門科目との共通化は、各科目をより専門的に深いものにする

効果がある。また、共通化されていないが、従前の司書課程の内容よりかなり高度な科目が、文学部人文

社会学科図書館情報学専攻に多く設置されている。 

 

［問題点］ 

特別課程科目の卒業単位との共通化は、学生にとっては、特別課程履修の学生にとっては負担を減らし、

履修しやすくなる利点がある。一方で、本学では、年度の履修上限単位数を設定しているため、特別課程

の科目が共通単位科されることにより、学生によっては履修上限に達してしまい、一部科目の履修できな

くなるケースが出ている。従来は履修できたものが、科目系列の変更という理由のみで教育的根拠なく履

修できなくなるのは望ましいことではない。 

 

［改善の方法］ 

課程との共通科目を履修上限単位から例外的にはずすなどの制度的救済が必要であろう。また、文学部

人文社会学科図書館情報学専攻に設置されている高度な図書館情報学の内容を扱う科目を共通化して司書

課程の科目に取り入れることも、将来的には検討の余地があろう。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

図書館法施行規則との整合をはかる。 

 

［実態］ 

大学設置基準に準拠し、半期科目は講義科目 2単位、演習科目 1単位、1／4期の講義科目は 1単位とし

ている。これは、愛知大学学則とも整合している。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

図書館法施行規則に整合しており、問題はない。よって、改善の方法については特記すべき事項はない。 

 

 

 

ｅ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

司書課程は、図書館法第五条第二項に定める「大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目を

履修したもの」に相当する課程であり、他大学との単位互換は適切ではない。 

 

［実態］ 

司書課程・司書教諭課程では、単位互換は行っていない。 

大学学部においては、編入生の場合、（愛知大学短期大学部からの入学生を除く）前在学校で取得した司
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書課程科目の単位は原則として、文科省科目との対応がつくものは認定している。しかし、司書課程の教

育内容は、文部科学省の概略の規定はあるものの、実際には大学に任されているため、本学の司書課程と

して必要と考えている内容を十分満たしているかの個別の検討が必要なケースもある。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

司書課程・司書教諭課程では、単位互換の必要はない。編入生の単位認定は、現状で問題ない。 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

基幹科目は原則として専任教員が担当する。現場経験が指導上有効な科目、および、専門情報関連の科

目においては、適切な兼任教員を配置する。 

 

［実態］ 

概論系の科目、情報サービス、レファレンスサービス、情報検索に関する科目は専任教員が担当してい

る。専門情報に関する科目は、大学各学部の専任教員が担当している。それ以外の科目で、現場経験が指

導上有効な科目のいくつかを兼任教員が担当している。全体での専任比率は 31%である。 

 

［長所］ 

現役の図書館員および、図書館経験者による授業は説得力がある。一方、原理的・理論的科目は図書館

学研究者である司書課程専任教員によっており、系統的な教育ができている。 

 

［問題点］ 

図書館学の非常勤教員は、全国的に人材難であり、適切な教員を安定して配置することが難しい。専任

教員、兼任教員とも、担当コマ数および担当科目数が多くなる傾向がある。特に、豊橋校舎は、名古屋圏

からは近いが、人材の豊富な関西圏、首都圏から遠く、毎週出講を依頼することが困難である。非常勤教

員を依頼する際、距離の問題があり遠方から依頼できない。時間的には首都圏、京阪神圏からの出講も可

能であるが、交通費支給の問題があり実現できない。 

 

［改善の方法］ 

人材難といわれる、非常勤教員を安定して確保するために、定常的に日本図書館協会図書館学情報部会

などとコンタクトを取る。適切な人材が遠方で、毎週の出講が困難な場合は、集中講義などで対応する。

旅費の支給制限の緩和は重要な課題である。 

 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

特記すべき事項はない。 

 

［実態］ 

科目等履修生は、本学卒業生のみ認めている。学部の社会人入学者の履修もある。社会人入学者に対し

て特段の対応はしていないが、コンピュータ使用科目については、コンピュータ操作に個人差があるため、
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個別に対応している。 

 

［長所］ 

現役の図書館員および、図書館経験者による授業は、説得力がある。一方、原理的、理論的科目は図書

館学研究者である、司書課程専任教員によっており、系統的な教育ができている。 

 

［問題点］ 

現在、科目等履修生は本学卒業生に限定しているが、他大学卒業生からの問い合わせもまれにある。 

 

［改善の方法］ 

現在のところ、科目等履修生を他大学卒業生に広げることは望ましくないと考えているが、随時検討し

ていくことは必要であろう。 

 

 

 

ｈ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

司書、司書教諭は資格取得後、在職中もフォローアップ教育が重要である。いっぽう、社会教育機関と

も位置づけられる図書館に関する知識は、広く社会に行き渡るべきである。また、「司書」という職業に関

して社会の認知を高める必要がある。 

 

［実態］ 

社会人に開放していない。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

現職図書館員の再教育の必要性に関しては、日本図書館協会図書館学教育部会などでたびたび指摘され

ている。また、図書館の使い方、などについて、大学の司書課程が貢献できることは多いはずである。特

に、市民がインターネット検索によって多くの情報を得つつある現在では、情報源の使い方のみならず、

その選択方法、情報源の信頼性などの側面からの評価法などは、積極的に市民に伝授していくべきものと

考えられる。しかしながら、地域の公共図書館等との協力態勢が十分にできていない。また、担当教員の

余力も少なく、積極的に関与できる態勢にない。 

 

［改善の方法］ 

現役図書館員や、司書資格を持たない図書館員に対する受け入れ方法を検討する必要がある。ただし、

後者については、本来、司書講習で対応するべきである。一般市民に対する、図書館や情報源の使い方に

関しての指導、さらには、図書館への認知、専門職としての司書への認知を向上させるための活動が可能

になるような、人的・財政的基盤を作り上げていく必要がある。 

 

 

 

２．教育方法等 
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ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

低限、司書として現場で働いても、恥ずかしくない程度のスキルを身につけさせるべきである、とい

う共通の了解をもっている。教員間の合意：担当教員が代わっても、評価基準に大きな隔たりがないよう

にすべきである。資格取得者全員が司書として就職することは無理であっても、専門職としての司書の採

用が行われるべきである。 

 

［実態］ 

「図書館に勤める人が出ても大丈夫な」人材を輩出することを教員間の合意としている。専任教員の間

では、司書課程運営委員会を年数回開催し、意見交換をしている。また、「出席不良者は合格させない」な

どの基本事項については明文化し、担当教員で共通の了解を持っている。効果測定のために、特にシステ

ムを設けていない。司書課程科目は、互いに関連する科目が多いため、教育効果は、他の授業内で観察さ

れる。その様子を見ながら、教員間でフィードバックを行っている。司書課程・司書教諭課程科目といえ

ども、必ずしも正解があることがらばかりを教えているわけではない。そのため、客観性を追求したテス

トなどのなじまない科目もある。「司書資格」が、図書館以外のおいても役立つ能力の証であることを社会

的に認知させることが肝要である。そのためにはさらに、民間企業に対してアピールしていく必要がある。

文学部人文社会学科、図書館情報学専攻においては、正課および補習の形で司書採用試験対策を予定して

いるが、同専攻以外の学生にとっては、相対的に不利になっている。 

 

［長所］ 

システムは設けていないが、担当教員間で、忌憚ない意見交換ができる雰囲気ができている。図書館以

外の職場で技能を発揮できるために、「情報検索能力試験」の受験を薦めている。2005 年度は学部と短期

大学部合計で 19 名合格している。情報探索や情報管理能力をアピールすることで、就職に活かそうと試み

ているが、実際に進路に影響を与えているか否かは不明である。 

 

［問題点］ 

教育効果に関して、専任教員・非常勤教員間で、意見交換をしているが、その機会が制度化されていな

い。卒業生の進路については、図書館行政の問題点でもある。専門職正職員としての司書の採用、募集は

激減している。ここ数年、本学からの正職員での採用はない。司書職の専門性を不必要する考えが行政の

中からも出てきている。また、図書館電子化以前に司書教育を受けた現役司書たちの適応がよくなかった

ことなどから、日本図書館協会などの呼びかけにもかかわらず、新規に司書を採用しようとする自治体は

少ない。同時に、現場の業務の多くを臨時職員でまかなっている状態はかなり前から定常化している。さ

らに、図書館業務において、業務委託の導入も急速に進んでおり、コスト削減の名目のもとに価格の安い

委託業者に任されることが多い。そこで実際に業務にあたるのは司書資格を持っていないアルバイト労働

者である。司書資格取得者が毎年 1万人近くあり、「無給でも働きたい」という層によって労働単価が極端

に安くなっている。このような状況では、専門職の司書として採用される道は実質的には閉ざされたに等

しい。資格を生かして図書館業務に就こうとすれば、極端な低賃金と不安定な身分に甘んじなければなら

ない。卒業生の多くにとってはそのような選択はできない。卒業生のほとんどは、図書館業務とは異なっ

た職に就いている。 

 

［改善の方法］ 

年度により担当者が代わるときは、「引き継ぎ」のようなかたちで、評価方法等について情報提供をする

ことを制度化することも考えられる。ただし、これは、新担当者の権限を規制するものであってはならな

い。評価法に関して、学生への開示をさらに進めるべきであろう。 

司書の採用に関しては日本図書館協会、情報科学技術協会、専門図書館協議会などの図書館関連団体と協
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力し、専門職としての司書の重要性を社会、特に政策担当者に対してアピールしていかなければならない。

また、一般企業人に対しても、情報管理検索の技能を持った専門家としての司書の意義を認識させるため

に情報発信をしていく必要がある。ただし、それが効果を発揮するまでは、極めて険しい道のりであると

予想される。 

 

 

 

ｂ 厳格な成績評価の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

司書課程・司書教諭課程としては履修科目上限を設けない。司書課程・司書教諭課程を開設している大

学間で、評価基準に大きな隔たりがないようにすべきである。A 大学で履修した「情報検索演習」の評価

基準と、B大学のそれが大きく隔たるべきではない。 

 

［実態］ 

司書課程・司書教諭課程として独自の履修上限は設けていない。学部では、履修上限を設定している。

課程科目は「履修上限」の枠外となっている。 

演習科目においては具体的な課題（目録作成、検索など）に対してレポートを提出させ、客観的評価を

行っている。と同時に時系列評価も取り入れ、技術の上達ども考慮に入れている。しかしながら、成績評

価法と基準に関しては、大学間の整合性は、まったくとられていないのが実情である。 

 

［長所］ 

評価基準については履修要項に記載している。担当者の工夫により、客観性を保ちつつ機械的にならな

い評価法が行われている。 

 

［問題点］ 

前述のように、課程科目は学部で定める「履修上限」の枠外となっている。しかし、卒業単位と共通と

なる司書課程科目は枠内となる。このため、文学部の学生は司書科目を履修しようとすると、上限設定に

抵触し、履修ができなくなる。 

学生に評価基準がよく伝わっていないことがある。司書課程は、図書館法に定められ、図書館法施行規則

で規定されている。しかし、実際の評価や単位取得は各大学に任されている。このため、大学によっては

極めて安易に資格を取得させているところもあり、そのことが、司書資格の社会的評価を落としている面

がある。日本図書館協会の図書館教育分科会でも問題とされている。 

 

［改善の方法］ 

旧来履修可能であり、また多くの履修者にとって履修することによる不利益が生じなかった課程科目が、

要卒単位に算入されるようになったために、履修できなくなる事態は制度上の欠陥である。特別課程履修

者に不利益となるような、履修上限の画一的な適用を再検討すべきであろう。 

評価に関して、大学間の整合性をとることは、厳密な意味では困難であろうが、何らかの基準を設けるべ

く、日本図書館協会図書館学教育部会などで検討を進めていくべきである。 

 

 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 
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文部科学省の省令、規定に則して実施する。 

 

［実態］ 

規定からは、司書課程、司書教諭課程とも履修科目の選択の余地は極めて少ない。司書課程はほとんど

の科目、司書教諭課程においてはすべての科目が、資格取得のための必修科目であるため、「どの科目をと

るか」という観点からの履修指導は行っていない。しかしながら、制度が複雑であるため、履修ミスなど

のないように教務課員が主となっておもに手続上のことを指導している。また、時間割の関係で、履修順

序が不規則になる学生もあり、その際には教務課員と、担当教員が共同で個別指導している。制度上のこ

とは教務課で対応し、内容に関することは教員が対応する。問題が生じれば、司書課程運営委員会で検討

する。特別課程科目により留年することはないので、留年者への対応は特に考慮していない。履修開始前

のガイダンスでは、課程の授業内容、資格の特徴、就職状況などを包み隠さず指導している。 

オフィスアワーについては、本学文学部の方法に準じている。 

再履修者については、一部科目は、隔年度開講しているため、隔年開講科目に関しては、再履修者が履

修しにくくなるケースがある。 

 

［長所］ 

手続的な問題では、「わからないことはすぐ聞くように」と念を押しているので、手続ミスはほとんど起

こっていない。1 年次から、課程を受講できるように変更したことにより、隔年開講科目に関する再履修

者の問題は緩和された。 

 

［問題点］ 

まれに、履修科目不足（履修ミス）で資格取得できなくなる学生がある。履修登録段階でのチェックの

可能性もあるが、制度上は 終年度まで履修できるので、 終学年時にしか対応できない。 

 

［改善の方法］ 

うっかりによる履修ミスをなくすため、 終学年以前の、履修状況チェックの方法を考案することが望

ましい。可能な範囲で、隔年開講科目を毎年開講にしていく。 

 

 

 

ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 

司書課程受講人員に制限は設けたり、選抜試験を実施したりしない。演習科目は少人数で行う。 

 

［実態］ 

演習科目は少人数化している。履修人数に応じてクラス増設等を行っている。司書課程科目のシラバス

は、学部のものとは別個に、「司書課程履修案内」のなかに含めている。学部授業と同様、授業評価を取り

入れ、FD 活動に取り組んでいる。 

 

［長所］ 

演習科目は少人数を確保するため、30 名程度を目安として複数開講して成果を収めている。シラバスは、

担当者独自の課程を記述しており、文部科学省生涯学習局の規定をそのまま載せているわけではない。授

業評価においては、課程の特性に合わせた質問項目を設定している。 

 

［問題点］ 
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課程履修が、希望だけに基づいているため、初年度科目の履修人数は、開講時以前に推定することがで

きない。演習科目を何コマ開講するかは、授業計画作成時に決定しておけねばならず、予想外の増減に対

応できない。そのため、初年度科目では、年度によっては 50 名を上回る演習を行わなければならないこと

もある。履修要項に掲載されているシラバスは詳細なものではない。学生の既習知識、人数などが事前に

予想しにくいため、やむを得ない面もある。実際、学生の既習知識に応じて授業内容を変更しなければな

らなくなることもある。受講者数、回答者数ともに、十分な評価を可能にするだけの数がないのが問題で

ある。日本図書館協会図書館学教育部会などでも、授業の向上が議論されることはあるが、個々の教員の

努力に任せられてしまうことが多く、組織的取り組みにはなっていない。 

 

［改善の方法］ 

授業計画作成時の予想を大きく上回る受講者があったときには、開講後にもクラスを増設できるように、

学内の制度を融通のあるものに変えていく必要がある。シラバスは可能な範囲でさらに詳細なものにして

いくべきであろう。教員と学生の信頼関係に基づく評価方法を確立すべきである。質の維持、改善には日

本図書館協会図書館学教育部会などで、組織として対応していくべきだろう。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

演習は紙ベースと、電子ベース（コンピュータ）を組み合わせる。 

 

［実態］ 

1997 年の新課程で必修となった「情報検索演習」では、当初より、一人一台の環境で、目録のみではな

く、書誌データベースの使用が、文部省（当時）より求められていた。それ以降、「情報検索の演習」「BIBLIS」

「科学技術文献速報 CD-ROM 版」などの CD-ROM データベースを主体に行ってきたが、2004 年度より、国

立情報学研究所のサイトライセンス「NACSIS-IR Webfront」（2005 年度より「GeNii」にシステム変更）へ

加入したのにともない、オンライン系のデータベースの使用に重点を移している。大きなファイルを対象

にした検索により、実務環境に遜色ない演習が行えるようになっている。現在では「PubMed」や「CSA 

ILLUMINA」を通じての「LISA: Library and Information Science Abstracts」や「LLBA :Linguistics and 

Language Hehavior Abstracts」も使用可能となっている。検索技能の修得という意味では、むしろ日本語

データベースが望ましいことも多いので、日本語で作られた唯一の科学技術文献データベースである「JST 

Plus」の導入が望まれるが、サイトライセンスで購入の場合、文科系大学の本学では他での利用も多くは

見込めず、非常に高価につくのが障害となっている。また、日本語でコマンドラインの使えるシステムが

ないのが問題である。 

2005 年度入学生より、「図書館実習」は文学部人文社会学科図書館情報学専攻の専門科目として開設す

る（3年次科目のため実際の開講は 2007 年度から）ため、司書課程における図書館実習は実施していない。

個人情報管理や情報セキュリティの観点から、見学や実習などでの外部の人間の受入を断る組織が、民間、

公官庁とも増えており、受入先の確保が厳しくなっている。安定して確保していくための方策が必要であ

る。これは、一大学としての取り組みでは限界があると思われるので、日本図書館協会などにも協力を呼

びかけていくことが有効と思われる。 

課程専用の教材保管設備を兼ねた「特別課程室」が設置され、2001 年度より使用している。現在は昼間

のみ開放している。今後、時間を問わず、学生が検索などの自習に使えるように整備していく方針である。

しかし、物品管理やセキュリティ管理の観点から、無人にしておくことは問題があり、人員の配置が必要

と思われる。「情報管理論」「情報検索演習」では、コンピュータ教室を使用して自習を行っている。年度

により、履修者数が異なるため、クラス規模はまちまちだが、一人 1台以上の環境は確保されている。 
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他大学と共同で、「情報検索の歴史」シリーズのビデオを作成している。2004 年度は「情報検索の歴史

Part1 カードからインターネットへ」、2005 年度は「情報検索の歴史 Part2 分類と索引」を製作した。

遠隔授業については、現在は行っていない。 

 

［長所］ 

情報検索演習に使用しているデータベースは大変に充実している。「情報検索の歴史」シリーズは好評で、

他大学、他機関から、利用希望や、市販の要望が寄せられている。 

 

［問題点］ 

情報検索演習に使用しているデータベースは、相対的に、自然科学、科学技術分野のものが貧弱である。

これらは、大学の他部所での利用が見込めず、非常に高価である。 

「情報検索の歴史」シリーズは著作権の関係で市販はできず、また、教育機関での使用に限られている。 

司書課程、司書教諭課程は、制度上は名古屋校舎、車道校舎に在籍の学生も履修可能となっているが、

授業は豊橋校舎でのみ開講している。学部内容から、名古屋、車道で開講しても、多くの受講生は望めな

い。しかしながら、希望する学生はいるので、名古屋校舎、車道校舎での受講がしやすくなるよう、遠隔

講義などの利用も検討する余地がある。 

 

［改善の方法］ 

安価に、または、無料で利用できる、良質の自然科学、科学技術系のデータベースを探す必要がある。

場合によっては、検索練習用の例外的なライセンス契約を認めさせる方向を模索する必要もある。これは、

一大学での取り組みは限界があるので、司書課程を持つ大学間の連携や、大学図書館コンソーシアムを通

じて運動していく。 

「情報検索の歴史」シリーズは著作権をクリアし、またはそのために一部編集し直し、広く利用に供す

ることができるようにする。 

また、遠隔授業も視野に入れ、名古屋校舎における課程履修希望を調査する。 

 

 

 

３．国内外における教育研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

司書教育は国内の法規に準拠して行う。 

 

［実態］ 

司書教育に関して、国際的な交流の余地は少ない。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

該当しない。 

 

 

 

（11）特別課程（博物館学芸員課程科目） 
 

１．教育課程等 
 

ａ 学部・学科等の教育課程 
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３ 教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

本学では生涯学習社会に向けて、学芸員に必要な専門性の高い理論と実践を指導してきた。さらには 21

世紀の博物館が目指す「対話と連携」の理念に基づき、市民として幅広く博物館に参加するための多様で

柔軟な姿勢を身につけるよう指導してきた。 

今後は、愛知大学生だけなく他大学や市民までまきこんだ、開かれた博物館学教育が目標となる。 

 

［実態］ 

本課程は博物館法に基づき、学部卒業後に博物館学芸員となる資格を得ることができる。運営は「学芸

員および社会教育主事課程運営委員会」によって行われ、学芸員課程委員 8 名、社会教育主事課程委員 4

名で構成される。 

博物館の専門授業科目には、理論として「博物館概論」、「博物館各論Ⅰ（資料論）」、「博物館各論Ⅱ（情

報・経営論）」がある。「博物館概論」は総論で、博物館の歴史・制度・機能・意味などを学ぶ。「博物館各

論Ⅰ（資料論）」は、博物館の根幹である博物館資料の調査から収集・保管・研究・展示までに至る考えを

学ぶ。「博物館各論Ⅱ（情報・経営論）」は、情報化社会における博物館の位置づけ、社会に対して博物館

がどのように関わるかを学ぶ。 

本課程では博物館実習を重視し、二つのコースを置く。「博物館実習Ⅰａ」は文学部生を中心に歴史・地

理・民俗学の他、文化財のあつかいなどの博物館技術に重点をおいている。「博物館実習Ⅰｂ」は国際コミ

ュニケーション学部生を中心に、文化人類学や民族技術、民具陳列室での展示制作に重点をおく。学生の

志向に配慮して、それぞれの専門にふさわしい学芸員を育てる方策である。幅広くなおかつ専門性をもつ

博物館教養と、豊かな人間性の涵養が当課程の目指す目的の一つである。Ⅰａ、Ⅰｂそれぞれ 8～20 名が、

1年間実習に参加し、相互に協力することで課題の実現を目指している。 

 

［長所］ 

本学内には、1951 年に設立された東海地方の地域研究センターをになう綜合郷土研究所がある。多くの

考古資料・文献資料・絵画資料の他、郷土史関係図書を多数所蔵している。また 1953 年に設立された東海

地方の産業・文化研究センターである中部地方産業研究所もある。近代産業遺産や民俗資料、産業・文化

関係の図書を多数所蔵している。さらに公開施設としては、旧本館を展示室にした大学記念館、綜合郷土

研究所の展示室や国際コミュニケーション 5号館の民具展示室などの公開施設がある。 

そして綜合郷土研究所には歴史・地理・社会・民俗学などの博物館に関係が深い教員が多数所属してい

る。国際コミュニケーション学部にはアジア・欧米文化・文化人類学などの教員が多数所属している。さ

らには博物館学芸員の経験者もいて、専任教員だけでも博物館学や選択科目、実習を幅広く行うだけのス

タッフが揃っている。この長所は東海地方だけでなく、全国的にみても恵まれた長所であろう。 

 

［問題点］ 

教員や施設、資料等に恵まれ、多様な教育を受けられる。ただし多様性ゆえに本学の博物館学芸員課程

で何を学んだのか、理解しにくいという意見もある。 

さらに学芸員資格は得ても、ここ 3 年間は博物館に就職した学生はいない。博物館冬の時代をむかえ、

博物館の新設はほとんどない。博物館学を専門とする大学院の設置など、学芸員志望者の高学歴化と専門

化もすすんでいる。大学を終えただけで学芸員になれる可能性はますます低くなっている。そのため学芸

員課程の履修者数がやや減少し、学習意欲が薄れる原因の一つになっている。 

 

［改善の方法］ 

多様な教育をしている大学側の意図を学生に説明する必要がある。博物館が求める学芸員は、より高い

専門性が求められる。それに対応するため大学院と連携した教育を考慮すべきである。同時に専門性より

市民として博物館とどうつきあうか、生涯学習に重心をおいた教育も重要である。後者の場合には、愛知
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大学生だけでなく他大学や市民参加も視野におくべきだろう。 

団塊の世代の退職が迫り、就職の可能性は高まっている。そうした募集の情報を集約し、履修生に伝え

るなど、多様な博物館情報の情報化をはかる必要がある。日本博物館協会、愛知県や東海地域博物館協会

などと連絡をとり具体化をすすめる。近年は博物館と直接・間接的に関わる制度や考え方が次々変化して

いる。こうした情報にも対応し、受講生にいち早く伝えてゆく必要がある。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

当課程が本学に設置されていることを、広報・入試広報などを通じて、各高校に周知する。また履修内

容、教員配置、就職状況等についても報告書やパンフレットを作成し、配布に努めたい。より効果の大き

いホームページについても積極的に考える。 

 

［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

本課程は 2 年次から始まるため、高・大の接続を意識したカリキュラム編成は行っていないため、該当

しない。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

文部科学省令に準拠しつつも、具体的専門的な知識・技術を習得させるため、「実習」を重視する。その

ため学外における、地域の博物館に依頼して行う博物館実習だけではなく、地域の博物館で実際勤務され

ている学芸員等を非常勤教員に招く等して、学内でも博物館実習科目を行う。これは専門の学部の特色に

応じた「実習」を選択できるよう、複数の異なった内容のカリキュラム編成をする。また選択科目の選択

においても、分野が偏らないよう、配慮する。 

 

［実態］ 

課程科目は、必修が 8科目 16 単位、選択が 3関係から 6 科目 12 単位である。一部の科目は卒業所要科

目に入らないため、学生はより多く履修しなければならない。多様な業務を担う学芸員となるために人一

倍努力することは当然のことと考える。 

必修科目は「生涯学習概論」、「博物館概論」、「博物館学各論Ⅰ・Ⅱ」、「博物館実習Ⅰ・Ⅱ」、「視聴覚教

育」、「教育学概論」で、「博物館実習Ⅰ」はａ・ｂの 2コースに分け、いずれか 1コースを選択させている。 

選択科目は文化史関係・美術史関係・考古学関係・民俗学関係・地学関係の 5 関係に分け、その 5 関係

から 3関係以上を履修させている。 

 

［長所］ 

「博物館実習」をⅠ・Ⅱの 2 つに分け、学外実習だけではなく学内実習も行い、学外実習を履修する以

前から実習経験を積ませ、これを踏まえたうえで学外実習をスムーズに行えるようにカリキュラム編成し

ている。さらに学内で行う「博物館実習Ⅰ」は、ａ・ｂ複数の異なった内容のカリキュラム編成をし、専

門の学部の特色に応じて選択できる。また選択科目の選択においても、5 関係から 3 関係以上を履修し、

選択が偏らないようにしている。以上のように、実習重視で多様な履修区分となっている。 
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［問題点］ 

科目をより多く履修し人一倍努力しなければならないこと、また選択科目も 5 関係から 3 関係以上を多

様に履修なければならないことが、博物館学芸員資格取得希望者をやや減少させている原因かもしれない。

また博物館実習Ⅰの履修者数がａ・ｂのどちらかに偏る可能性もある。 

 

［改善の方法］ 

当面は現状の履修区分で妥当と思われるが、資格取得希望者がもし今後さらに減少した場合、履修区分

の数を減らし、履修学生の負担を軽減させる選択肢も残されている。アンケートなどをとりながら事態の

推移に注意したい。また、「博物館実習Ⅰ」のコース履修者数が偏らないよう、博物館課程担当教員が各学

部において、日頃から丁寧な説明ガイダンスを行う。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

本課程では、すでに述べたように実習を重視し、将来学芸員となりうる人材を養成することを目指す。

そのためには適切な授業科目を配置し、適切に単位認定を行う必要がある。 

 

［実態］ 

必修科目は 12 科目 24 単位を配置し、このうち 8 科目 16 単位以上修得する必要がある。授業形態は 10

科目が講義で、2 科目が実習である。実習は、文学部中心の「博物館実習Ⅰａ」と国際コミュニケーショ

ン学部中心の「博物館実習Ⅰｂ」である。それぞれ土曜日の午後に計 40 時限以上の授業を行い、さらに民

具陳列室の展示や博物館見学等を行っている。単位はわずか 2 単位で、卒業に必要な 124 単位には含まれ

ない。もう一つの「博物館実習Ⅱ」は、一般の博物館、美術館での実習である。日程、期間、内容はまち

まちであるが、2単位が認められる。 

選択科目は、文化史、美術史、考古学、民俗学、地学の 5関係の中から 3関係以上にわたり 12 単位以上

の履修が要求される。いずれも講義科目で、2 単位である。選択科目はすべて学部配置の科目で、学生は

多くの場合、要卒科目として履修する。 

 

［長所］ 

講義科目における授業形態と単位との関係は適切である。実習科目である「博物館実習Ⅰ」は 2 単位だ

が、教員配置、時間数、内容が極めて充実している。 

 

［問題点］ 

必修科目は、文学部・経済学部の学生では半分、国際コミュニケーション学部の学生に至ってはすべて

が要卒科目ではない。つまり単位を取得しても卒業要件にはならない。特に国際コミュニケーション学部

の学生にとって負担が大きいようである。 

 

［改善の方法］ 

国際コミュニケーション学部の学生に対して、必修科目の半分程度は要卒科目にし、負担を少しでも減

らす方向で検討を始める。 

 

 

 

ｅ 単位互換、単位認定等 
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［理念・目的・目標］ 

科目取得においては、必要単位数を揃えればよいというのではなく、基本的な講義科目（主として 2 年

生）から、専門的な実習科目（3 年生と 4 年生）へと、内容の習熟度により段階的に履修するようにカリ

キュラムを編成する。この過程で単位互換または単位認定の申請が出れば十分に検討の上、受け入れたい。

また本課程の履修科目に学部専門科目の一部を利用してきたが、今後も継続させる。 

 

［実態］ 

単位互換の例はない。単位認定は、編入生からの申出により許可した例が若干ながらある。 

 

［長所］ 

編入生からの単位認定に際しては、十分な検討を行っている。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

該当しない。 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

専任教員を中心とするが、授業科目によって専任教員が担当できない場合には、学外の非常勤教員に依

頼する。また学内で行う「博物館実習Ⅰ」においては、地域の博物館に勤務している学芸員等に非常勤教

員を依頼し、学生が博物館に勤務した場合にすぐに役立つような授業を行う。 

 

［実態］ 

必修科目 8科目のうち、3科目は専任、2科目は専任と非常勤教員の共同、3科目は非常勤教員が担当し

ている。専任比率は54.57％である。選択科目は、専任5科目、非常勤教員14科目である。専任比率は26.32％

である。 

 

［長所］ 

博物館学芸員課程では、博物館現場で実際に行われている内容実態を教育することが重要で、そのため

必修科目においてある程度、博物館の学芸員を非常勤で招き、授業を担当してもらっている。 

 

［問題点］ 

選択科目においては非常勤教員の比率が高い。 

 

［改善の方法］ 

選択科目は、単位が修得しやすいように、学部の専門科目との共通単位が多い。学部との連携をよりい

っそうすすめながら、非常勤教員が勤めるメリットに配慮しつつ、もう少し専任比率を高められないか検

討する。 

 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 
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［理念・目的・目標］ 

社会人学生、外国人留学生に対して特に履修の制限をせず、希望があれば積極的に支援する。 

 

［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

実例はないため、該当しない。 

 

 

 

ｈ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

これからの博物館は生涯学習との関わりがますます重要になってくる。本課程では、何よりもまず学生

に生涯学習の大切さを教え、理解させることに努める。また本学の取り組みを学内外にアピールし、市民

の生涯学習への意識を喚起し、本学の博物館学芸員課程への関心と参加をよびかける。 

 

［実態］ 

博物館学関連講義の 終評価のため、ミュージアム・ボックスを作成している。仲間だけではなく、市

民が見学にくることを前提にしている。たんなる理論だけでなく、みんなに理解してもらえる工夫が必要

である。ここ 2年間は旧本館の記念会館に展示し、大学を訪れる誰もが見られるようにしている。 

「博物館実習Ⅰa」では、地元小学校と連携して稲作実習を 5年間にわたって行った。事前講義では、な

ぜ小学生と大学生が一緒に稲作をするのか、その理由を説明したあとで、双方にとまどいがあるが、大学

生は稲作に慣れるとともに、小学生とのコミュニケーションをはかり、自然と教えるようになって、稲作

実習をとおして生涯学習の重要性と難しさを実感している。 

民具陳列室では学生が中心になって展示製作し、オープンキャンパスの折には来校した高校生や保護者

に説明したり、着付け体験等の手伝いをしている。年 1回発行の『民具陳列室ニュース』は各地の博物館、

大学、関係者等へ送っている。 

 

［長所］ 

頭で理解するだけでなく、ミュージアム・ボックスで人にわからせるため、いかにテーマをしぼればよ

いかなど、まとめ方が理解できるようになった。表現方法に苦労するなかで、漠然とながめていた博物館

の展示なども注意深くみるようになった。 

稲作実習では、大学生が受動的に学ぶという姿勢から、小学生をみかねて手伝い教えるなど、主体的に

学ぶ姿勢が生まれてきた。世代差をこえた交流のなかで、小学生とのコミュニケーションのとりかたなど、

多くのことを学んでいた。 

民具陳列室では、学生が展示を実際に製作する過程で、社会人や高校生を想定したキャプションづくり

行う等多くのことを学んでいる。研究会で訪れた方や地域住民の見学も少なくない。 

 

［問題点］ 

小学生は、小学校の教員が率先してよびかけて参加した。つまり教員の姿勢や意識が、こうした活動が

生まれ、継続できるかどうかの重要な決め手となる。たまたま一人の教員の努力で 5年間続いたのである。

教員には異動があり、クラス替えもあり、組織的に取り組むとしても双方の努力が求められる。 

展示製作を通して、もっと多くの近隣住民、あるいは広く社会との交流を実現させるべきであろう。 

 

［改善の方法］ 

ミュージアム・ボックスの方法は、毎年少しずつ改良して変化している。教員が毎年新しい提案をする

ため、履修生が戸惑うことも多い。変わらない構想や展示の基本と、改良していかなければならない部分
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を、よりわかりやすく説明することが必要である。 

稲作実習に小学生の父母が参加することもあった。父母がいることで、甘える子供もいる。ただし、父

母を含めて興味のある市民が参加することで、より幅広い世代差をこえた交流がはかれるはずである。稲

作実習では地元農家の指導を得ている。今後は個人だけでなく、地域や農協などの団体の支援をよびかけ、

連携をはかる必要がある。 

民具陳列室の存在をもっと広く社会に広報し、多くの人が見学にくるように努力する。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

本課程の目的は、幅広く深い教養と豊かな人間性の涵養、具体的には博物館学芸員になりうる人材の養

成である。学芸員に求められる資質とは、専門的な知識や学識、たゆまぬ努力と好奇心、資料管理ができ

る几帳面な性格、顧客へのサ-ビス精神といったところだろう。教育効果は、学生がそうした資質を多少で

も備えるようになったかどうかみることにある。客観的な数量データ（出欠席、作品のでき、作業の達成

度）と実習記録を参考にしながら、実習中の言動をできるだけ客観的に見ることによって教育上の効果を

確認したい。 

本課程では修了者が博物館へ就職することを目標としている。実際はかなりきびしいが、博物館に関わ

ろうとする人材を少しでも多く育成したい。 

 

［実態］ 

「博物館各論Ⅰ（資料編）」、「博物館各論Ⅱ（経営・情報論）」では専任が総括的な「博物館概論」と「博

物館各論Ⅰ」の前半部を担当する。「博物館各論Ⅰ」の後半部、「博物館各論Ⅱ」は地元博物館の現役の自

然系と文化系の各学芸員が担当し、講義と博物館見学をしている。専任と非常勤教員、講義だけでなく見

学もあわせ、理論と実際をあわせ理解できるように配慮している。各講義内容の重複と相互関連性をはか

るため、講義では博物館概論・資料論・経営論・情報論を論述する共通テキストを利用している。成績評

価では、「博物館概論」では「私の博物館構想」を計画し、「博物館各論Ⅰ」では「ミュージアム・ボック

ス（箱庭博物館）」を作成して評価する。計画により理念と基本設計、作成により博物館の展示方法等学ん

だことが身に付くように配慮している。 

「博物館実習Ⅰ」は、学芸員となるための知識、技術、資質を総合的かつ具体的に養成するために行わ

れる。長い授業期間中には、あいさつの仕方や掃除をする習慣から、役割を遂行する上での協力関係、自

分の仕事への自覚と責任、展示のための企画力と段取り、見学者へのわかりやすい説明等に至るまでさま

ざまなことを覚え、体験しなければならない。それらがどの程度達成されたか客観的に判断するのは難し

いが、採点表などをつくって評価を行っている。 

4 年次に行われる「博物館実習Ⅱ」では教育の成果がためされる。それは、一般の博物館、美術館にお

いて 1 週間程度学生が実習を受ける制度である。実習内容は館によって異なり、博物館技術や知識のすべ

てをあらかじめ学習することは不可能である。しかし学芸員としての基本的な資質はどこでも同じであり、

「博物館実習Ⅰ」はそうした人材づくりに役立っている。 

本課程の資格取得者数/履修者数はつぎのとおりである。2001年度が 34名/132名、2002年度が 31名/106

名、2003 年度が 23 名/81 名、2004 年度が 19 名/84 名、2005 年度が 23 名/93 名、2006 年度の履修者数は

89 名である。 

卒業生の進路状況は、学芸員にかぎればかなり厳しい。この 5 年のあいだに博物館関係施設へ就職した

のは若干名である。しかし大学院への進学や留学、あるいは官公庁へ就職して、将来学芸員の職を目指そ
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うという学生もいる。また一般企業へ就職した場合でも、実習中に学んだ知識、洞察力、人間関係を仕事

に活かしている。 

 

［長所］ 

博物館における多様な業務に対応して、本課程では実に多くのことを学び、体験できるようになってい

る。博物館や資料をさまざまな角度から比較、分析し、見学することは、学芸員にとって極めて重要と考

えている。 

 

［問題点］ 

「博物館実習Ⅰa」、「博物館実習Ⅰb」は、実習内容、成績評価とも別々に行っている。それぞれの良い

部分を再確認しながら、もっと連携を強めるべきであろう。 

 

［改善の方法］ 

キャリア支援課と連携をとりながら、博物館、同関連施設への就職支援活動をより積極的に行う。また、

「博物館実習Ⅰa」と「博物館実習Ⅰb」は、それぞれの良さを活かしながらもっと連携して授業を進める。 

 

 

 

ｂ 厳格な成績評価の仕組み  

 

［理念・目的・目標］ 

成績評価は、できるだけ公平で客観的になされる必要がある。 

多くの教員が成績評価に参加するが、これによって、一面的にならない、総合的な評価を行うべきであ

る。筆記試験だけでなく、特に実習において、実習記録の作成や授業態度を重視し、実習の習熟度、実習

内容の理解度もあわせて評価したい。 

2 年次、3年次、4年次それぞれで学生がどれだけ成長したか検証すべきであろう。 

 

［実態］ 

成績評価は、学生がつくった作品、授業態度、テストによって行われる。作品というのは「私の博物館

構想」、「ミュージアム・ボックス（箱庭博物館）」、民具陳列室の展示、椅子模型製作、織物製作、ワーク

シート等である。これらは担当教員と専任教員が個々に話しあって評価する。授業態度は、出欠席、参加

意欲、貢献度、協調性などで決めている。誠実かつ意欲的に取り組み、仲間を思いやって協力することに

価値をおいている。そうした心の持ち方が何よりも学芸員に欠かせない資質だからである。 

 

［長所］ 

履修者が比較的少ないため、学生個人の理解力、考え方、行動等を把握しやすく、成績評価にかなりの

程度反映させることができる。 

 

［問題点］ 

各年次における学生の質を検証する方法は必ずしも明確でない。 

 

［改善の方法］ 

2 年次に学生の顔合わせを行い、早くから履修生であることを自覚させる。また、各年次ごとに学生が

達成すべき項目を提示し、努力目標にさせる。 

 

 

220 



（11）特別課程（博物館学芸員課程科目） 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

履修指導は学生の実態にあわせて適切に行われるべきである。オフィスアワーを利用した履修指導も積

極的に行いたい。 

 

［実態］ 

履修指導は全体としてていねいにかつ厳しく行われている。作品製作などの実習では脱落者をつくらな

いように指導しているし、学芸員に必要な資質の養成も適切に行われている。 

 

［長所］ 

履修者が比較的少なく、ゼミのような少人数教育であること、実習で長時間教員と学生が接触すること、

この二つの理由により履修指導はきめ細かく行っている。また、オフィスアワーも、ゼミ生に準じて気楽

に利用することができる。 

 

［問題点］ 

担当教員と異なる学部に所属する学生もおり、個人の学修環境（専門、ゼミ、成績等）を十分に掌握で

きない点が問題である。また就職希望にあわせた履修指導も十分にできているとは言い難い。 

 

［改善の方法］ 

履修指導を万全とするためには、学芸員課程の専任教員か教育助手をおくべきだろう。特に実習の授業

には教育助手が必要である。すぐに実現できるものではないが、実績を積み重ねて実現を目指したい。 

博物館、文化施設、展示デザイン企業、展覧会事業等の情報を集め、学生の意向を聞きながら就職を意

識した履修指導をする。また、オフィスアワーを積極的に活用するよう学生に働きかける。 

 

 

 

ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 

学修を活性化させるには自主性を引き出すことが大切である。自分で問題を組み立て、考え、答えをだ

し、実行する、この流れを授業の中で実現させるべきであろう。 

同時に仲間意識の醸成も重要である。学生が互いに協力したり、助けたり、切磋琢磨することによって

達成感が得られる。こうした点に留意しながら履修指導を行いたい。 

シラバスはできるだけ具体的なものを作成することを目標とする。また、学生の声に留意しながら授業

をすすめる。 

 

［実態］ 

自主性を重んじた教育は随時行っている。特に「博物館実習Ⅰ」では民具陳列室の展示、稲作などで学

生は主体的な行動を要求される。 

 

［長所］ 

全体として少人数教育にみられる長所をもっている。この特徴をさらに伸ばすべきであろう。 

 

［問題点］ 
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博物館において展示や学芸員の行動をつぶさに観察する機会が少ない。特に 2～3年次に多くの博物館を

訪れて博物館の実態をみるべきであろう。また、シラバスは一部の科目ではやや具体性に欠ける。授業内

容の改善に向けて教員間で検討する機会をもっと設けるべきであろう。 

 

［改善の方法］ 

2 年次に実習生を招集し、早くから実習仲間であることを認識させ、学修の活性化をはかる。 

2～3 年次に博物館見学の機会を増やす方向で検討する。 

シラバスはできるだけ具体的に、かつわかりやすくする。 

学生の声を聞き、それをできるだけ授業に活かす。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

講義と実習で、博物館学芸員となるためのさまざまな知識と技術の修得を目指している。 

マルチメディアは博物館業務に欠かせないもので、学生が習熟するよう指導する。 

 

［実態］ 

講義と実習の形態で授業を行っている。各担当者は学生が効果的に学習できるよう配慮している。 

マルチメディアではスキャナ、パワーポイント、液晶プロジェクターなどを利用した資料作成、プレゼ

ンテーションを行っている。 

 

［長所］ 

各担当者によって多様な授業が行われ、学生はさまざまな博物館に関する知識と技術を修得できる。 

マルチメディアをある程度使用できるよう指導している。 

 

［問題点］ 

実習メニューが多いという点がやや問題かもしれない。実習として何が重要なのかもう一度考えてみる

必要がある。 

 

［改善の方法］ 

実習のあり方を検討する。同時に実習は博物館業務の入り口に過ぎず、さらに各自研鑽を積むべきこと

を認識させる。 

 

 

 

３．国内外における教育研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

国内の博物館とともに、海外の博物館と交流をはかることが学生からも社会からも望まれており、そう

した方向を目指す。また、国際レベルでの教育研究交流も同様に推し進める。 

 

［実態］ 

全国博物館学講座協議会は、博物館学芸員養成課程を設置する全国の大学が加盟する。本学は早くから

加盟し、現在は中部地域を代表する全国委員校として、委員校会議に出席して運営に協力している。また
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全国部会と西日本部会の総会に参加し、加盟大学間の教学・教務の両面における課程に関する情報交換や

親睦に努めている。さらに西日本部会で作成している「概説博物館学」等のテキスト編集にも参加協力し

ている。また、国際化への対応については、韓国国立博物館で博物館実習を行った。 

 

［長所］ 

他大学の学芸員課程、研究者との交流は有形無形の成果を生んでおり、今後も続けて活動を行っていく。 

 

［問題点］ 

国際化への対応は現状ではほとんどできてない。 

国内外との交流に際していつも問題になるのがサポート体制である。事務全般を担うセクションがない

と、教員だけで積極的に行うことは難しい。 

 

［改善の方法］ 

国内外の博物館との交流、国際的な研究交流をすすめる上で欠かせないサポート体制の確立に向けて検

討を始めたい。 
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１．教育課程等 
 

ａ 学部・学科等の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

生涯学習社会への移行にともない、社会教育の形態、内容が多様化するとともに、社会教育の役割が変

化している。社会教育関係の指導者についてもこの多様化に対応した資質と専門的力量を備えた人材の育

成が必要になっている。本学では、学部教育等の資源、条件を基礎にして、生涯学習を踏まえた社会教育

の行政をはじめ多様な社会教育活動の場におる企画と指導実践を通じて住民の学習を支援することのでき

る専門的能力を備えた人材を養成することを目的に本課程を置いている。学生の希望をできるだけ具現化

できるために社会教育の実情に即した教育指導を図ることを目標とする。 

 

［実態］ 

社会的な要請と学生の要求に対応し、多様な専門的能力の養成を目指す一環として、社会教育分野での

専門的な職業能力を養成するために 1988 年 4 月に社会教育主事課程を設置して以来、18 年を経過した。

課程の定員は 40 名であるが、この間の各年度の受講者数は約 30 名から 60 名程度とバラツキがあり、各年

度の新規の受講者数も 10 名程度から 20 数名の幅で変動が見られる。 近は新規の受講者が 10 名弱程度で

あり、履修学生数はあまり多くない実態である。しかし、履修学生は関連科目の構成から比較的に履修し

やすい文学部の学生だけでなく、経済学部や国際コミュニケーション学部所属で熱心に履修する学生がい

る。それぞれの学部の専門性を基礎としながら、生涯学習社会への動向に対応して社会教育や生涯学習の

分野での活動を目指す明確な目標を持った学生が主体になりつつある。これは、現在の社会教育主事制度

の矛盾が反映した実態であると考えられる。 

 

［長所］ 

各学部、専攻の専門的な学習を基礎としながら、より実践的に社会教育や生涯学習の分野で主体的、指

導的活動を目指す能力を習得することができる。従来の社会教育の分野だけでなく、生涯学習や市民参画
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社会への動向の中で幅ひろく多様な社会活動の実践能力とそのリーダーが求められており、本課程におけ

る学習と資格取得はその基礎的能力を習得することになる。 

 

［問題点］ 

現行の行政における社会教育行政および社会教育主事などの人事政策の矛盾が、社会教育主事による人

材育成と適正配置を妨げており、学生の学習意欲、資格取得の目標を阻害している。現行の社会教育主事

養成は、大学に置く社会教育主事課程における社会教育主事補の養成と文部科学省が主催する主事講習に

よる養成の並列制度になっており、行政を中心とした社会教育主事の専門職採用、登用が極めて歪な実態

があり、大学での資格取得が専門職への進路に繋がりにくくなっていることがある。そのために、資格社

会が指摘されている中で、学生の社会教育主事への意欲が削がれているところがある。 

またこうした制度実態の元で、社会教育の多様化や生涯学習の拡充の動向に適確に対応した導入や進路

開発が不十分である。 

 

［改善の方法］ 

社会教育の多様化、生涯学習社会の拡充の動向を踏まえて、社会教育分野の専門的人材の活躍の可能性

について導入指導を図るとともに、具体的な活動分野や職業開拓に取り組む必要がある。また、制度矛盾

については、他の大学関係者や研究者、専門家とともに制度改善を組織的に取り組む必要がある。 

 

 

 

ｂ カリキュラムにおける高・大の接続 

 

［理念・目的・目標］ 

学生が将来の社会教育分野での職業や活動志向の進路目標をできるだけ可能にするように、高等学校ま

での学習成果を基礎に、目的意識をより明確にし社会教育の理解と指導能力の育成が促進できるよう配慮

する。 

 

［実態］ 

特に高校教育と大学教育との接続を具体的に対応するカリキュラム構成を採っていないが、高等学校ま

での基礎学力を踏まえ各学部の専門分野の学習を基礎に、より多様で実践的な能力を養成することを目指

すカリキュラムになっている。基本的には、社会教育法および社会教育主事等規程に基づいて、社会教育

課程に必要な科目の構成と指導体制をとっている。 

 

［長所］ 

社会教育に関連する科目の分野で各専攻の多様な科目を履修することができるようになっており、幅広

い分野の専門科目を履修することによって社会教育および社会教育主事の基礎学習につなげることができ

る。 

 

［問題点］ 

特別に高校までの教育との接続を意図した教育過程を構成しておらず、学部教育を基礎にした多様な能

力の養成を目指すための科目編成になっているので、職業的能力養成への導入に繋がりにくい面があるこ

とは否めない。 

 

［改善の方法］ 

高等学校までの基礎学力と大学への進学目的、目標の多様化の実態を踏まえて、職業的な能力を習得す

ることの意義をよく理解し、意欲的に履修できるための課程についてのガイダンスや導入指導を積極的に
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行う。 

 

 

 

ｃ 履修科目の区分 

 

［理念・目的・目標］ 

社会教育法と関係省令に基づく必要な科目区分に則して、本課程の独自に置く科目群と各学部の科目を

有効に活用することのできる科目群の組み合わせにより、必要科目を履修することができるよう配慮する。 

 

［実態］ 

基本的には社会教育法および社会教育主事講習等規程に基づいて、文学部、経済学部および国際コミュ

ニケーション学部、そして関連する学芸員課程の科目を有機的に編成した科目構成になっている。 

 

［長所］ 

社会教育主事課程独自に設置する専門科目と各学部や課程の科目を有機的に選択できる多様な科目群で

構成されているので、学生の専門分野を踏まえて履修方法を組み立てることができる。また、より実践的

な能力を養成するために、4つの演習科目を置き、学生の選択性を配慮している。 

 

［問題点］ 

社会教育に関連する科目群はできるだけ多様な専門分野から選択できるように配慮しているが、文学部

の専攻によって関連科目に偏りがあることは否めない。 

 

［改善の方法］ 

各学部、専攻の学生がそれぞれの専門分野の学習を踏まえて、さらに多様な職業的能力を養成すること

ができるように、課程の制度的な条件を踏まえつつ科目編成においても弾力的な編成を図る必要がある。 

 

 

 

ｄ 授業形態と単位の関係 

 

［理念・目的・目標］ 

社会教育主事養成の目的と課程設置の制度的な条件を充たし、各学部、専攻の専門教育を踏まえてより

実践的な社会教育の指導能力を育成することを目指している。授業形態は、本課程に独自に開設する科目

は講義科目と演習科目に区分し、特に演習科目は「フィールドワーク」など実習的な内容を含めることに

より、社会教育行政、社会教育活動の実際を学習しより実践的な基礎能力を習得するよう配慮している。

演習科目はフィールドワークの事前の準備や事後のまとめなどを授業で行い、講義科目と同等の単位配分

を行うこととする。 

 

［実態］ 

授業の形態は講義と演習の二形態で編成しており、省令の求める実習については実習内容も含む演習科

目として置いている。実習部分について演習の一環として生涯学習活動や推進行政の実態についてフィー

ルドワークを行い、演習授業で報告を行っている。単位はいずれも 1学期 2単位である。 

 

［長所］ 

実習的な内容も含む演習科目を 4科目置き、学生が選択できるようになっている。演習科目における「フ
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ィールドワーク」は、科目履修学生が集団で実施する場合と、個別に実施し報告書をまとめて授業時間に

報告する場合などがあり、一定期間の実習ではなく実態の視察、資料収集など多様な方法で社会教育行政、

活動の実際を学習することができる。 

 

［問題点］ 

社会教育主事課程が独自に設置する科目が必修科目に限定されており、選択科目は各学部、課程の科目

で編成されているため、社会教育主事課程との関連性を明確に自覚して履修することが難しい面がある。 

 

［改善の方法］ 

必修科目群、選択科目群の編成の意図、特徴をより明確にして、学生がそれぞれ履修科目の関連性を有

機的に組み立てることができるよう履修ガイダンスの徹底を図る。 

 

 

 

ｅ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

他大学や短期大学からの編入生、社会人の課程履修を認めており、これらの学生には以前に既修得した

科目についてはその内容を確認し、できるだけ活用できるように弾力的な認定に配慮する。 

 

［実態］ 

他大学や短期大学からの編入生、社会人の課程の履修を認めており、既修得単位については本学の規程

に基づいて可能な限り認定できるようになっている。 

 

［長所］ 

他大学および短期大学からの編入生、社会人も既修得科目の単位が弾力的に認定され、課程の履修が可

能である。 

 

［問題点］ 

弾力的な認定方式を採用しているが、この制度を活用した履修者が少ない。 

 

［改善の方法］ 

社会教育主事課程の主旨と単位認定の弾力的な制度の実情について理解を広め、多様な学修経験のある

学生が履修するようガイダンスや履修指導をより積極的に行う。 

 

 

 

ｆ 開設授業科目における専・兼比率等 

 

［理念・目的・目標］ 

各学部等の専門教育を基礎に、より多様な社会教育分野の職業的能力を養成するために、既設学部の教

員を活用するとともに、必要な科目担当者については学外からも補強を図る。 

 

［実態］ 

学部教育の資源を基礎にした課程であるので、特に本課程の専任教員は置いていないが、各学部所属の

関係する専任教員が責任を持って担当、運営することを基本にし、社会教育の実際に関わる科目などは兼
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任教員が担当するようにしている。 

必修科目でより社会教育の実際に関する演習科目などについては、この分野において優れた実践的実績

を有する専門家に担当を依頼している。 

 

［長所］ 

本学の専任教員が兼任担当するが、必要な科目については実務的な実績のある専門家が担当し、より実

践的な能力養成を図っている。 

 

［問題点］ 

兼任担当者が多く、課程教育の主旨を徹底することが困難な場合がある。 

 

［改善の方法］ 

課程運営委員会や教授会等をつうじて、本課程の主旨の理解、運営への協力についてより徹底を図る。 

 

 

 

ｇ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

社会教育の多様化、生涯学習社会への移行の動向を踏まえて、より多様な履修が可能なように履修の弾

力化を図る。 

 

［実態］ 

社会人には社会人入学生および科目等履修生として、本課程を履修できるようにしている。また外国人

留学生についても特に制限をしていない。希望の学生にはできるだけ履修できるよう指導、支援を図って

いる。しかし、現実にはこれらの学生の履修者は極めて少ないのが実態である。 

 

［長所］ 

多様な経験や経歴等の者が本課程を履修し、資格取得が可能である。 

 

［問題点］ 

希望者、履修者が極めて少数である。 

 

［改善の方法］ 

本課程の主旨、履修方法などについて積極的なガイダンスを行うとともに、広く情報提供を進める。 

 

 

 

ｈ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

生涯学習政策および社会構造の変化、市民社会の生活要求に対応して、生涯学習社会を支える指導的な

人材を養成する役割を積極的に進める。 

 

［実態］ 

特に社会教育行政は生涯学習を支える中心的役割を担当する分野であるので、本課程の履修により生涯
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学習の機会が拡大し、指導的な人材が育成できるよう課程履修については制限を設けていない。 

 

［長所］ 

生涯学習社会に対応した多様な人材養成を行う基礎的条件が整っている。 

 

［問題点］ 

社会人や編入生、科目等履修生などの課程履修者が極めて少なく、具体的な生涯学習の場として活用さ

れていない。 

 

［改善の方法］ 

多様な履修者の学習の機会として活用されるよう、ガイダンス、広報を積極的に行う必要がある。また、

本学が運営するエクステンションセンターの事業とも協力、連動を積極的に進めることも必要である。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

本課程の教育は、各学部の専門分野の教育を基礎にして、社会教育の指導者としての実践的な能力を養

成することが基本目標であり、この教育目標を達成する指導を具体化するための指導が求められる。 

 

［実態］ 

履修学生数は定員45名に対して、2001年度度のように満たしている年度もあったが 近5年間では2002

年度 37 名、2003 年度 23 名、2004 年度 15 名、2005 年度 14 名、2006 年度 16 名のように減少傾向にある。

これは先にも指摘したように制度的な矛盾も原因していると考えられる。また各年度の資格取得者数は

2001 年度 9 名、2002 年度 13 名、2003 年度 5 名、2004 年度 4 名、2005 年度 5 名であり、履修登録を行っ

ても資格取得に至らない学生もある。さらに資格取得者の社会教育主事補としての直接的な採用は、現行

の制度矛盾と社会教育機関の実情から困難な状況であり、卒業後における活動実態は具体的には把握でき

ていない。地方公務員などに就職している卒業生で、社会教育関係または生涯学習関係部署に配置され本

課程における学習成果や本資格を活用している場合がある。 

 

［長所］ 

特に演習科目は、社会教育、生涯学習の実態と課題、実践的な取組を理解することを目指すことができ

る。 

 

［問題点］ 

本課程の必修科目と他の多様な選択科目との関連性を明確に理解できていない学生がいる。 

本課程の主旨について学生の理解を強化することが必要である。 

 

［改善の方法］ 

必修科目をコア科目として多様な選択科目との関連性を理解し、社会教育の基礎知識と実践的能力を有

機的につなげた学習成果が得られるよう、課程の教育目標、各科目のねらいなどをガイダンスし学習目標

をより明確にした指導を行う。 
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ｂ 厳格な成績評価の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

各科目担当者が平常時の学習態度なども含め学生の学習過程と学習成果を適正に評価することを基本と

する。 

 

［実態］ 

基本的には、各担当者の教育目標、指導方針に基づいた評価方法になっている。 

 

［長所］ 

各担当者の教育方針に基づく多面的な評価が行われる。 

 

［問題点］ 

各担当者の教育方針に基づくために、時には評価基準にばらつきや学生にとって一貫性が理解できず不

透明な評価として受け止められる場合がある。 

 

［改善の方法］ 

本課程の主旨を共通に理解し、各担当者が評価の基準と過程を学生が理解できるよう説明することを促

進する。 

 

 

 

ｃ 履修指導 

 

［理念・目的・目標］ 

学生が本課程の目的や内容を理解し、目的意識と意欲をもって履修することを促すために事前にガイダ

ンスを行うとともに、履修学生には教務担当事務局の窓口、関係専任教員が適宜相談に対応する。 

 

［実態］ 

本課程についての理解を促すための事前ガイダンスと登録直前の履修に関するガイダンスを行い目的と

意欲をもって履修することを促している。また、事務局担当者や科目担当教員が適宜に学生の相談に対応

している。 

 

［長所］ 

履修学生がそれほど多くないことと履修熱意のある学生であるために個別的な指導、対応ができる。 

 

［問題点］ 

個々の履修学生への対応が中心になる傾向があり、本課程の履修学生の集団的な活動、学習が乏しい。 

 

［改善の方法］ 

特別課程室を積極的に活用した履修学生同士の情報交換や相互学習、さらには学外でのボランティア活

動やインターン研修などについて積極的に充実していく必要がある。 
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ｄ 教育改善への組織的な取り組み 

 

［理念・目的・目標］ 

本課程の専任教員を配置していないので、主たる科目を担当する兼担教員が中心となって組織的な運営

を図るよう目指す。 

 

［実態］ 

本課程を円滑に運営するために関連する博物館学芸員課程と共同で「社会教育主事及び博物館学芸員課

程運営委員会」を組織し、定期的な協議とともに必要な場合には適宜に検討し具体化を図っている。 

 

［長所］ 

各学部の教員が兼担教員として本課程の運営に協力している。 

 

［問題点］ 

兼担教員の個人的な熱意や努力に依るところが多く、その役割と負担に偏りがある。 

 

［改善の方法］ 

本課程の設置主旨をより明確にし、担当教員がこれをよく理解して積極的に運営に当たることができる

よう運営委員会の活性化および担当者集団の相互協力の促進を図る必要がある。 

 

 

 

ｅ 授業形態と授業方法の関係 

［理念・目的・目標］ 

各学部の専門教育を基礎とし、さらに社会教育に関する実践的能力を育成するために効果的な授業形態

として講義形態と演習形態を採用しその実際の指導方法は科目担当教員の創意工夫に委ねる。 

 

［実態］ 

基本的には講義と演習の形態を採っている。両形態とも学生の効果的な学習ができるよう各科目担当者

が配慮することにしている。特に演習科目については社会教育の実態に即した体験的な学習を取り入れる

ことを目指している。 

 

［長所］ 

各担当教員の指導方針による多様な授業形態で指導されている。 

 

［問題点］ 

本課程の主旨、ねらいであるより実践的な社会教育指導者の育成のためには、実習的内容を拡充するこ

とが望ましいが時間割の設定や指導者の確保など条件整備が困難である。 

 

［改善の方法］ 

各科目担当者が積極的に創意工夫による効果的な教育実践が行うことができるよう教員相互の情報交換

や研修の機会を設け、実習的な内容の授業形態を構成することができるよう条件整備を図る必要がある。 
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３．国内外における教育研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

社会教育の指導者の育成については、理念・制度と実態に制度矛盾があり、本課程が有効な役割を果た

すためには実態に即した改革、改善が必要である。 

 

［実態］ 

社会教育指導者の効果的な育成や制度改革のためには、単独の大学だけでは不可能であるので、「全国社

会教育主事養成研究連絡協議会」等に参加し、社会教育主事課程を置く他の大学との連携と研究交流を積

極的に図るようにしている。 

 

［長所］ 

社会教育主事課程を設置する大学や現職の社会教育主事および研究者による情報交換と制度改革のため

の取組などについて参画することができる。 

 

［問題点］ 

各大学における社会教育主事課程の実態が個別的であり、また社会教育制度や行政の矛盾が大きく、資

格授与課程としての協力体制を強化することが難しい。 

 

［改善の方法］ 

生涯学習社会への移行が推進されているなかで社会教育活動の多様化とその役割の重要性がいっそう高

まっており、その指導的な社会教育主事の育成は極めて重要である。各大学の個別性を踏まえつつも、現

行の制度矛盾を改善し本課程の履修学生が資格取得後に希望を持って活躍できるための共通の取り組みが

必要である。 

 

 

 

（13）法学研究科  
 

１．教育課程等 
 

ａ 大学院研究科の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科に存続する博士後期課程は、研究者養成を目的として設置・運営されており、公法学専攻と私

法学専攻の 2 専攻が設けられている。本課程は研究者の養成を主たる目的としており、研究者としての自

立した研究能力を育成するために、指導教員との間での演習中心の専修科目を設け、また、学位論文執筆

を目的とする指導を行う。 

 

［実態］ 

在籍者は存在しないが、公法学専攻には 7つの演習科目を開設し、私法学専攻には 5つを開設している。

在学生は、その研究テーマに即して専修科目としての演習科目を決める。課程修了には 3 ヵ年以上の在籍

とその専修科目 8単位を修得することが前提となる。 

 

［長所］ 

少人数の学生に対するきめ細かな指導が可能である。 
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［問題点］ 

在籍者の存在しない状況が 大の問題点である。ただし、私法学専攻および公法学専攻の両課程につい

て、開設科目数がやや少ないこと、科目の系統性にやや欠けるところ（たとえば政治学関係）が指摘しう

る。 

 

［改善の方法］  

修士課程廃止の議論と決定がなされた時点（2003 年 5 月 22 日および 6月 12 日）では、博士後期課程に

まだ在籍者があったことから、博士後期課程存続の確認がなされていた。しかしながら、その後、現在に

至るまで、在籍者のない状況、さらにさかのぼれば志願者が存在しない状況を含め、法学研究科の将来を

どのするのか、に関する議論は十分になされているとは言い難い。改革の方途としては、博士後期課程を

も廃止するのでなければ、前述した研究科改革による他ないし、また、その改革には全学的な、あるいは

名古屋校舎レベルで行う他ない、と考えられる。その際、かつて法学研究科でも議論されたことであるが、

車道校舎を活用することが、立地条件の点からしても有効であろうと考えられる。これらの点についての

議論を行い、方向性を出す必要がある。 

 

 

 

ｂ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

学生の研究内容によっては、本研究科で提供しうる科目以外の科目について他大学で聴講し、補完する。 

 

［実態］ 

修士課程の学生については愛知県下 5 大学の法学研究科間での包括協定に基づいて単位互換制度が存在

していたが、修士課程廃止にともない、協定校から脱退した。この制度に乗って、かつて本研究科から他

大学で聴講した学生は延べ 40 件にも及んだ。 

 

［長所］［問題点］ 

博士後期課程における在籍者が存在せず、また制度の対象外であるため、具体的に指摘すべきものはな

い。 

 

［改善の方法］ 

現行の博士後期課程としては単位互換、単位認定制度を導入することはできないが、将来的に、博士後

期課程の在籍者が存在するようになった場合、あるいは高度な実務者養成を目的とする研究科が修士課程

をも含めて車道校舎に設けられる場合には、他大学との間でのこの制度はより活性化されるであろう。 

 

 

 

ｃ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人、留学生の受け入れは、建学の精神にもかない、国際化の時代に対応することでもあって、推進

されるべきことである。ただし、その際、研究を進める上で、日本語能力も含め、母語以外の外国語能力

（とりわけ英語）について一定の水準が求められる。 
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［実態］ 

修士課程・博士後期課程とも、かつては中国からの留学生を受け入れてきたが、現在では在籍者はいな

い。社会人の受け入れについては、博士後期課程では行っていない。 

 

［長所］ 

社会人の受け入れについては、博士後期課程では行っていないために、長所として記すべきことはない。 

 

［問題点］ 

博士後期課程における在籍者が存在せず、また制度の対象外であるため、問題点として記すべき点はな

い。 

 

［改善の方法］ 

研究科自体の理念の再検討を行い、法科大学院とは差異化された、高度な実務者養成の観点から新たな

研究科を構築することによって、あるいは法務大学院在籍者ないし修了者が研究者を志望して博士後期課

程に進んでくるケースを想定して研究科の充実を図ることによってしか、社会人受け入れを活発化するこ

とはできないと考えられる。 

 

 

 

ｄ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人受け入れとは異なる形での、たとえば在籍年限をより長期化するなどした上での生涯学習につい

ては、その意義は認められるものの、現実に受け入れるとなると、博士後期課程そのものの目標を再検討

することが前提となる。 

 

［実態］［長所］［問題点］ 

社会人を含め、本研究科においては生涯学習への対応は行っておらず、特記すべき事項はない。 

 

［改善の方法］ 

研究者養成の観点から博士後期課程の充実を図ろうとする場合には、生涯学習の視点からの受け入れに

はかなりの困難が予想される。実務者養成を目的とした再編がありうるとすれば、ある程度まで受け入れ

は可能と考えられるのであり、検討の対象となりうるであろう。 

 
 

 

ｅ 研究指導等 

 

［理念・目的・目標］ 

博士後期課程の学生については、私法学専攻と公法学専攻とも、専修科目を 8 単位修得することが義務

づけられている。学生はその研究テーマに対応する専修科目を指導教員のもとで修得することとなる。研

究指導は研究テーマに即して、指導教員と学生との間で緊密な連携を図りながら、学生の研究に対して適

切な指導･助言を与える。 

 

［実態］ 

以上のような研究指導は、基本的に指導教員による指導に任されており、研究科あるいは各専攻での全
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体としての研究指導体制は設けられていない。 

 

［長所］ 

指導教員と学生との間での緊密な関係の下で、学位論文執筆に向けて十分な指導が行いうる。 

 

［問題点］ 

指導教員一人に論文指導等が任されることが、逆に思わざる結果を招きかねない。実際に、博士論文審

査に当たって、副査から外国語使用文献の言語面での不十分さが指摘されたケースがかつてあった。 

現在の在籍者はゼロであるが、在籍者が存在した時期にあっても、その数が極めて少なかったことから、

研究科あるいは専攻での学生間の切磋琢磨の機会が少なかった。 

 

［改善の方法］ 

在籍者数ゼロの問題解消についてはここでは措くとして、指導体制の点については、中間報告における

十分な指導を含め、複数教員による指導体制の確立が必要である。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

学生が自己の研究テーマについて、どれほど調査･研究を進めているかその進捗状況を把握し、また適切

な方法を採用し、適切な視座に立っているか、さらには先行研究をどのように整理･把握しているかを指導

教員が把握することは、適切な指導の前提である。したがって、各セメスターに一度は教育効果の測定の

なされることが必要である。 

 

［実態］ 

学生の指導は指導教員にほぼ任されてきたのであり、教育効果の測定もその指導教員のみが行ってきた

のが実態である。 

 

［長所］ 

学生と指導教員との緊密な指導･被指導関係から、指導教員は学生の論文作成に向けての進捗状況を絶え

ず、正確に把握しうる位置にある。また、『愛知論叢』等への発表を通じて、外部からの評価も可能である。 

 

［問題点］  

上述の長所がありながらも、一人の指導教員による測定がやや主観的なものとなること、また、その指

導教員が学生に対して指導すべき事項気づかないことも生じうる。 

 

［改善の方法］ 

指導体制での改善と並んで、教育効果の測定の面でも、中間報告などの場で複数の教員が関わる必要が

ある。 

 

 

 

ｂ 成績評価法 

234 



（13）法学研究科 

 

［理念・目的・目標］ 

本博士後期課程での成績評価は、 終的に、博士号申請者が一定水準の博士論文を作成することができ

たか否かに尽きる。 

 

［実態］［長所］［問題点］ 

博士後期課程に在籍者がおらず、成績評価法は問題となっていない。 

 

［改善の方法］ 

改善を要する点が現に生じたケースはなく、また、生ずるおそれがないので、具体的には挙げられない。

今後、博士後期課程在籍者や博士号申請者が増加してくる過程で、改善策を検討すべきこととなろう。 

 

 

 

ｃ 教育・研究指導の改善 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科博士後期課程は基本的に研究者養成を目的としてきている。こうした目的が現時点において、

また将来的にどれほど学生のニーズに応えているのか、が改善を考える原点であろう。高度な実務者養成

という観点は、法科大学院設置によって現実化されているのであり、博士後期課程が現在の形のままで活

性化する展望は極めて暗いという他ない。 

そうした状況にあってなおも、志願者が現れ、在籍者が生じた場合を考えるならば、何らかの対応を考

えることは必要不可欠であり、学生への責任でもある。 

 

［実態］ 

どれほど学生のニーズに応えているのか、に対する回答はこの間の志願者数ゼロ、そして在籍者ゼロ、

という実態に明確に表れていよう。かつて 2004 年に、こうした事態は開講科目数の少なさに原因があると

して、新たな科目を開設することとなったが、実際の効果はなかった。 

 

［長所］［問題点］ 

記載すべき具体的なものはない。 

 

［改善の方法］ 

現在の形での博士後期課程に在籍者が生じた場合にとるべき対応としては、指導教員以外に副指導教員

をも配置して、より充実した指導を行うことが望ましい。 

 

 

 

３．国内外における教育・研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

国際的な交流を通じて、人類社会への貢献、国際社会への貢献という目的に応え、またグローバル化が

語られる時代に対応した人材の養成に努める。 

 

［実態］ 

2004 年度後期から 2005 年度前期にかけて中国からの客員研究員の受け入れ実績があるが、本研究科の
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学生が外国に留学した実績は、近年では存在しない。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき事項はない。 

 

 

 

４．学位授与・課程修了の認定 
 

ａ 学位授与 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科の目的は、「法学の学理面で研究を進め、司法界で活躍できる人材の養成により、地域文化、人

類社会への貢献を図る」ことであり、建学の精神に基づいて国際社会に貢献する研究者や法曹の養成をも

目的としてきた。こうした理念の下、博士後期課程においては、研究者として自立して研究活動を行いう

ると認められる者に博士号の学位を授与することとなっている。 

 

［実態］ 

博士後期課程に 3 年間以上在学し、専修科目の研究演習 8 単位を修得し、提出された博士論文について

3 名以上で構成される予備審査委員会、さらに本審査委員会での審査を経て、 終試験に合格した者に対

して、博士の学位が授与される。過去において（2003 年度）課程博士号申請者が 1人存在したが、審査の

結果、合格しなかった。 

 

［長所］ 

適正な手続と厳正な審査に基づいて、学位授与の可否が検討されている。現行の規程では、外部の審査

委員を加えることはできないが、2003 年度のケースでは、予備審査委員会にオブザーバーとして本学以外

の大学教員を含めるという、柔軟な対応を取った。 

 

［問題点］ 

私法学専攻については博士後期課程が設けられてからすでに 40 年を経過しながら、1名の課程博士をも

認定していない。公法学専攻については設立後まだ間がないものの、在籍者は私法学専攻と同様に存在し

ない。これまでのほぼ唯一の機会であった 2003 年度のケースは、申請論文の内容とともに外国語の能力に

も関わるものであって、審査基準だけでなく、受験時のチェック、さらには博士後期課程での教育･指導に

問題があったものと考えられる。 

 

［改善の方法］ 

今後在籍者が生じ、課程博士号の学位申請がある場合を想定するならば、学外者の参加を認め、いっそ

うの充実を図るべきであろう。教育･指導の体制では、集団指導以外に、外国語運用能力、とりわけ外国語

文献の読解力を育成する手段を講じなければなるまい。 

 

 

 

ｂ 課程修了の認定 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

「ａ 学位授与」と同様である。 
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（14）経済学研究科 
 

１．教育課程等 
 

ａ 大学院研究科の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科修士課程の教育目的は、グローバル、かつ急速、複雑に変貌を遂げつつある現代経済社会とそ

の動向について、広い学問的視野からの清新な学識に立って、経済学に関する高度な知識と高度な技能を

もって分析、判断し、柔軟に行動しうる研究能力を備えた高度専門知識人の育成と、また、そうした識見

と能力を基礎としつつ、より高度な専門性を要する職業等に必要な能力を持った高度専門職業人の育成に

ある。この本研究科の教育目的は、大学院設置基準および本学学則に規定された修士課程の目的について、

現代的な環境の変化と社会的な要請に応じて新たな視点からそれらを具体化したもので、適合性は極めて

高い。本研究科の教育目的は、理論・情報コース、社会経済学コース、財政・政策コース、地域経済研究

コース、国際社会研究コースの 5 コース制の中にいっそう具体的に展開されており、先述したように、そ

れぞれのコースにおける教育課程の内容と人材養成の目標についても明確に規定している。 

なお、博士後期課程については、主として研究者の養成を目的として、修士課程での広い学識の修得と

経済学分野での研究能力の達成を踏まえて、研究者として自立して研究活動を行うのに必要な高度な研究

能力およびその基礎となる豊かな学識を養うこととしている。さらに、高度専門職業人に対する、より高

い研究能力に基づく高度な技能の修得を目的とする。 

 

［実態］ 

上述のような観点から、本研究科の修士課程に 5つのコースを配置している。すなわち、理論･情報コー

スは経済の現状分析力の強化によって、また、社会経済学コースは、社会・経済制度の理論的･歴史的探究

力の強化によって、多様なエコノミストの養成を行っている。一方、財政･政策コースは、政策的応用能力

や税理士･公認会計士などを目指す専門能力の修得を目的として、これを実施している。さらに、地域経済

研究コースは、地域経済に関する調査･研究･政策作成能力の向上によって公務員や地域の民間組織の担い

手づくりを、また、国際地域研究コースは、国際経済に関する該博な知識と語学力の修得により、国際的

な企業や NPO 等で活躍する人材の養成を行っている。 

各コースには教育目的に合致した授業科目を設置し、ことに新設科目では学内でスタッフが得られない

場合には、非常勤教員による科目設定も含めて、学生の教育効果が 大限に発揮できるよう配慮している。

特に、財政・政策コースは、税理士・公認会計士などの高度専門職業人を目指す学生が多数在籍すること

から、租税実務論研究、金融政策論研究などについては、現役の公認会計士や税理士、また民間シンクタ

ンクの経験者などの参加を得て、学生の現場実践感覚と問題意識を練磨し、教育効果を高める工夫をして

いる。この点は、国際地域研究コースについても同様である。 

授業科目には、2 単位科目と 4 単位科目が並存しているが、学生の選択機会を増やすためにも 2 単位科

目を原則とし、科目の体系上やむをえない場合のみ 4 単位としている。また、諸外国の大学院との学生交

換、教員交換、留学生等への配慮から、セメスター制を導入している。 

本研究科は、学部に基礎を置く大学院研究科であり、その構成員も学部とほぼ重なっていることから、

大学院の教育内容は、学部の教育内容を基礎におき、その展開過程として設計されており、両者の教育内

容の関連性、適切性は常に念頭において設定されている。 

また、修士課程における教育内容と博士後期課程における教育内容についても、両者の関連性と適切性

に配慮して制度設計がなされている。実態としては、近年、博士後期課程にあまり学生をえられないため
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に実効性を発揮できていないが、博士後期課程における、入学から学位授与までの教育システムは、3 年

間で博士論文の審査および 終試験に合格できるよう設計されており、適切なものであると考える。 

 

［長所］ 

修士課程のコース制は、教育課程として、次のような長所を持っている。 

第 1 に、設定された 5 コースがそれぞれの特徴と教育目的を明確に示し、かつ、各コースで養成される

べき人材についても的確にターゲットを絞っており、学生の多様なニーズに対して十分な適合性をもって

いる。 

第 2 に、5 つのコースは、経済学の広範な領域のうち、本研究科の理念、目的に根ざしながら、現代経

済における国際的、国内的、また地域的な先端的諸課題の解明と、学生の多様なニーズに応えられるよう

制度設計されており、各コースの教育目的、授業科目、授業内容はその方針に沿って構成されている。 

第 3 に、5 つのコースは、専攻分野の高度な知識や研究能力の育成、高度専門職業人としての能力の養

成を基軸としながらも、それにとどまらず、副専攻コースの選択、他の研究科や他大学の科目の選択を可

能にする単位取得方法を採用することによって、広い学識をベースとした応用能力の育成にも配慮してい

る。 

博士後期課程については、これまでは主に研究者の養成を目的とした教育課程となっており、このため

の教育体制は十分可能なものとなっている。 

 

［問題点］ 

コース制の利点は、一般的にいって、時代の要請と変化に応じて、比較的柔軟にコースのあり方やその

内容を改善できるところにある。本研究科修士課程のコース制についてもその利点を活かし、有効性を発

揮している。しかし個々のコースについては、一部に、近年の経済社会の大きな変化にてらすと特徴を出

し切れておらず、あるいは、より適切な教育内容への改革が課題となっているものも見られる。なお、博

士後期課程については、従来は、主として研究者の養成を目的とした教育課程となっていた。しかし、近

年、研究者を志望する学生の入学は大幅に減少しており、また、今後も大きな改善は望めそうもないこと

から、博士後期課程については、これをリニューアルする必要がある。 

 

［改善の方法］ 

修士課程におけるコース制そのものを変更する理由はない。しかしコースによっては、総花的で、やや

特徴に乏しいと見られる部分も散見され、制度導入から 5 年たった現時点で、改めてコース制のあり方と

内容について総点検を行う。その際、この間の国際的、国内的な経済社会をめぐる環境の大きな変化を踏

まえ、コースのあり方と教育内容を、本研究科のこれまでの実績と特性を活かしつつ、メリハリのきいた、

コースの特徴がより鮮明となるものに改善する。また、志望者のニーズの多様性に応じて、修士課程に一

年制大学院の設置、反対に 2年以上の多年制大学院の設置についても可能性を追究する。 

なお、博士後期課程については、従来のような研究者の養成を中心とするものから、高度専門職業人の

いっそう高度な専門能力の錬磨と、その基礎となる高度専門知識人の豊かな学識の養成を目指したキャリ

ア・アップや自己実現ツールなどへの重点シフトを図り、そのための特別コースや特別カリキュラムの作

成について検討する。また、将来的には、他研究科と統合した総合大学院の設置についても検討に値する。 

 

 

 

ｂ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院での修了必要単位数は学部と比べると少ないので、従来は、本研究科が設定する授業科目を中心

に、一部は他研究科の授業科目の修得により、修了要件は満たされてきた。しかし、学生の多様な要求に
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十分に応えられたかどうかは、確証がない。そこで、学生の多様なニーズにさらに応えるためには、本研

究科の授業科目だけで不足するものについては、他大学大学院との単位互換によって補完される必要があ

る。また、本大学院に入学する前に、他の大学院にいた学生は、そこで修得した授業科目について、その

単位の一定部分につき、教育上必要と認められる場合には、本大学院で単位認定される必要があろう。こ

うした観点から、単位互換、単位認定についても対応してきた。 

 

［実態］ 

単位互換、単位認定について、本研究科で独自に実施しているものはない。しかし、本学大学院が全学

的に取り結んでいる単位互換や単位認定等については、積極的に対応している。本学大学院は、2004 年 3

月 25 日付で、豊橋技術科学大学大学院との間に、｢単位互換に関する協定書｣を取り交わしたが、本研究科

は、同大学院から 2005 年度に 1 名、2006 年度には 3 名の学生を受け入れている。ただし、逆のケースは

まだない。一方、本学大学院学則第 25 条の 2は、『教育上有益と認めるときは、学生が他大学で｢修得した

単位を、10 単位を超えない範囲で｣、本大学院での履修単位とみなすことができる』としている。本研究

科の場合、税理士試験との関係で、他の大学院修了者が入学してくる場合もあるので、少数ではあるが、

本制度を利用するケースもある。 

 

［長所］ 

単位互換や単位認定は、学生の多様なニーズにできるだけ対応しようとするための制度であって、教育

上有益と認められる場合には、学生の要望に合致したものとして評価されうる。 

 

［問題点］ 

単位互換は、本研究科のように豊橋校舎におかれている場合には、近隣に対象となる文科系の大学院が

少なく、こうした協定の拡大は容易ではない。また、豊橋技術科学大学大学院との協定の場合、これまで

の実績では、先方からの学生の受入超過となり、本研究科からの実績はゼロで、今のところ、実態は極端

に片務的な協定となっている。その理由は、豊橋技術科学大学大学院が工学系の大学院であり、本研究科

の学生から見て魅力的な科目、あるいは理系の基礎知識を前提とすることから履修可能な科目が、極めて

限定されているという制度設計上の問題が大きい。 

単位認定は、対象となる授業科目が限定されてしまうので、利用の余地はそれ程大きくはない。 

 

［改善の方法］ 

単位互換については、本研究科の場合、名古屋地域や浜松地域にある他大学の大学院と協定を結ぶこと

が考えられる。しかし、単位互換協定は、本学大学院として全学的に締結した方が相互にとってメリット

が大きいと考えられるので、全学的な課題とされるべきである。本研究科独自のものとしては、本学の 2

つの専門職大学院（法科大学院、会計大学院）の新設によって、従来、本学の学生が履修可能であった法

学研究科、経営学研究科の授業科目の大部分が専門職大学院に移ってとれなくなった事情に鑑み、専門職

大学院とのあいだで、単位互換協定を締結するよう申し入れたい。 

 

 

 

ｃ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人学生については、大学卒業時から相当の年数が経過していること、また社会的活動をとおして多

様な経験とニーズを有していることに配慮する必要がある。とりわけ、入学試験については特別選抜制を

設ける他、教育課程については、社会人学生の特性を踏まえ、かつその多様なニーズに応える。 

外国人留学生については、入学試験への特別制度の他、必要な場合には、教育課程についても特別の配
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慮を施すものとする。 

 

［実態］ 

社会人学生の入学試験については、特別入学試験（小論文、口述試験のみ。外国語、専門科目は免除。）

を採用している。しかし、教育課程については、毎年の社会人学生の入学生が少なく、また、その大多数

が税理士志望であるため、孤立的に授業をするより、一般の学生たちと一緒に教育した方が、教育のシナ

ジー効果もかえって上がることから、また、現在のところ、現行の 5 つのコースで対応可能であることか

ら、特別のコースやカリキュラムは設定していない。なお、以前は、社会人学生には入試の際に外国語が

課されないので、入学後、｢外国文献研究｣の受講を指導していたが、現在は、全員にそれを画一的に取ら

せるのは意味が少ないとして、必要な部分については個別に指導している。 

外国人留学生については、入学試験について、外国語に日本語を選択可能とし、また、専門科目を 1 科

目とするなどの配慮をしている。しかし、教育課程については、入学者がこれまでごく少数にとどまって

いたので、分離して教育するよりも、日本人学生との交流を通じて日本の文化や言葉とともに、大学院生

同志の教育・研究面での相互の刺激や学び合いが重要であるとの考えから、特別のプログラムは組んでい

ない。 

 

［長所］ 

社会人学生の場合には、豊かな社会的経験を若い一般学生につたえ、逆に一般学生たちは、 新の教育、

研究に関わる情報を社会人学生に提供するなど、相互に交流効果が発揮され、互いに刺激しあって、良好

な教育・研究環境を育成していくのに寄与している。また、外国人留学生については、留学生同士だけで

狭く固まり、孤立してしまう弊害を取り除き、日本人学生との交流を通して、相互に情報や意見を取り交

わし、教育のシナジー効果は大きいといえる。 

 

［問題点］ 

社会人学生、外国人留学生とも、現在は少数にとどまっているので、特別のコースやカリキュラムを設

けない現行の混合方式の方が、かえって教育効果は高くなっているとみられる。しかし、逆に、そうした

特別のプログラムの設定のないことが、社会人、留学生の応募者数の少なさの原因となっているとも考え

られる。また、本研究科は、現在昼間のみ開講されているので、社会人学生には通学しにくい状況がある。 

 

［改善の方法］ 

社会人学生のニーズを引き出し、入学者数を増加させるためには、まず社会人学生のニーズの所在を明

確に把握した上で、その要求に応えるのに も相応しい、入試改革、カリキュラム改革、課程修了年限の

弾力化等について工夫する必要がある。特に、社会人特別入試については、修士課程にのみ設置し、博士

後期課程については設定していないので、博士後期課程の社会人入試についても早期に改善を図る。また、

社会人特別コース・特別カリキュラムの設定、授業の曜日・時間設定の柔軟化等についても、早急に対策

を講じる。 

留学生については、現行方式の利点は活かしつつ、留学生向けのカリキュラム改革の検討に向けて改善

を図る。 

 

 

 

ｄ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

生涯学習への対応については、主として、社会人に対する再教育を目的に、社会人学生や社会人の科目

等履修生、また博士後期課程に研究生を積極的に受け入れ、その教育研究や論文指導を行う。また、公開
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講演会や公開講座等を開催し、地域社会に対して、本研究科の成果を積極的に還元する。 

 

［実態］ 

社会人再教育については、「ｃ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮」で先述したように、税

理士志望の学生を中心に毎年平均して 1～3名程度の社会人学生を修士課程に受け入れている。また、科目

等履修生、研究生についても、例年 1～2名の希望者を受け入れている。社会人の研究生の中には、昼間の

博士後期課程での授業時間が取れないために研究生となって、博士論文の作成指導を受けているケースも

ある。なお、他の研究科と合同で大学院全体として共同開催している公開リレー講演会や公開講座につい

ては、講師を派遣するなどして積極的に参加している。 

 

［長所］ 

社会人再教育を含む生涯学習に対する社会の多様なニーズに対しては、学習者の条件に応じて、きめ細

かく対応していくことが不可欠である。その意味で、社会人学生の受け入れを柱として、研究生、科目等

履修生の受け入れ、公開講演会・講座などに対する本研究科の取り組みは、有意義であるといえる。 

 

［問題点］ 

これまで、本研究科の教育課程等について、「生涯学習」をキーワードとし、直接かつ明示的な問題意識

を持って改革する取り組みは必ずしも強いものではなかった。今後は、この点を改革することが必要であ

ろう。 

 

［改善の方法］ 

本研究科の教育研究を、｢生涯学習｣の視点から早急に再点検する。これを基本としながらも、当面、以

下の改善を行う。 

社会人再教育を含む生涯学習については、本学では、大学院への社会人学生等の積極的受け入れ以外に、

学部の編入生受け入れやエクステンションへの教員の協力参加などを通しても行われてきた。これらの受

け入れ学生の中には、さらに大学院での就学を希望する学生も少数ながら現れてきており、そうした潜在

的ニーズは必ずしも小さくはないと推察される。今後は、社会人の学部編入生やエクステンション受講生

のニーズを、大学院教育へとつなぐ工夫を意識的に強めていく。また、現在は、修士課程への研究生受け

入れはできないこととなっているが、科目等履修生以外に、たとえば,｢研修生｣などとして受け入れること

が可能かどうか検討する。さらに、研究科独自の公開講演会・公開講座の開催についても試みていく。 

 

 

 

ｅ 研究指導等 

 

［理念・目的・目標］ 

教育課程の展開を通した教育研究指導については、本研究科では、コース制を 初から履修モデルとし

て制度設計することによって、学生の基本的な教育･研究の目的が可能な限り達成する。 

また、学生の履修は、単位修得のための学則を基本としながらも、一定の柔軟性を設け、学生の問題関

心と学位論文作成上の必要性を勘案して、指導教員と学生が相談しながら決めることによって、履修指導

の適切性が無理なく保たれることを目標にする。 

さらに、指導教員による個別的な研究指導については、年数回の研究発表会･検討会を設ける他、ゼミ合

宿や先輩が参加する論文合評会･支援体制、全員参加の大学院生研究発表会など、多面的かつ手厚い研究指

導体制を組織することによって、 大限の研究成果が達成できることを目標とする。 

 

［実態］ 
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教育課程の展開を通した学生の履修指導の他、学位論文の作成を通した指導については、基本的には、

指導教員による指導に任せられている。しかし、指導教員の他に、研究科の内外における他の教員や大学

院の先輩らによる研究・論文指導、研究発表会など、目標に合わせて、多様な指導ルートを通した学位論

文指導が手厚く行われている。 

教員間、学生間、および両者間の学問的刺激を誘発させるための措置は、これまで必ずしも目的意識的

にはとられてこなかった。しかし、部分的には、教員間の共同研究と学生の同研究会への参加が行われて

おり、その成果の一部は、今秋、書籍として刊行され、高い評価を受けている。 

なお、研究分野や、指導教員にかかる学生からの変更希望への対処のついては、学生の申出により、指

導教員と研究科長が面談の上、可能な限り学生の希望に沿うように善後策を講じ、教育上必要と判断した

場合には、新しい指導教員を含めて関係者全員の合意のもとに、研究科委員会の承認を経て、変更を認め

ることにしている。 

 

［長所］ 

研究指導等について、本研究科における、①コース制の履修モデルとしての制度設計、②コース内部で

の授業科目の見直しと拡充、③学生に対する履修指導は、三者がワンセットで実施されており、所期の教

育効果を上げている。 

学位論文の作成に関する学生への教育・研究指導については、基本的に指導教員に任されており、逆に

指導教員の負担と責任は重いものの、論文作成の 初から 後まで一貫して指導が行き届くという点では

メリットがある。 

 

［問題点］ 

その一方、現行の研究指導の体制には、次のような問題点もある。 

第 1に、学生に対する教育・研究の指導が、基本的に指導教員一人に任されてしまっていることである。

そのため、指導上の責任が明確である一方、研究科としての組織的な指導は欠落している。特に、学位論

文の作成という点では、テーマに関係する複数分野の学識の修得と情報の収集等が不可欠であることから、

これを指導教員一人の力量に頼ることには、限界がある。 

第 2 に、現行の研究指導体制は、コース制のメリットを十分に引き出せないことである。コース制のメ

リットが、各コースの教育目的を明確にし、育成すべき人材のイメージをも鮮明にできる点にあるとすれ

ば、少なくとも学生の研究指導は、指導教員を中心としながらも、研究科、特にコース全体で責任を持つ

ことが重要となる。現在の体制は、この点で欠陥がある。 

第 3 に、現行の研究指導体制は、指導教員に学生の研究教育の指導が偏重することによって、研究科と

しては組織としての責任意識が希薄となる一方、指導教員の責任と負担は過重になる傾向をまぬかれない。

ことに、学生が、特定の指導教員に集中する場合には、この傾向はいっそう強まり、問題がある。 

 

［改善の方法］ 

現行の研究指導の体制は、次のような方向で改善されるべきである。 

第 1 に、教育・研究指導については、指導教員を中心としながらも、学生の学位論文のテーマ等に応じ

て 1名または複数の副指導教員を配置し、その意味で集団的指導体制をとる。 

第 2 に、学生の教育・研究指導については、研究科全体としてたえず関心を払いつつ、特に学生が所属

するコースは、学生の指導について共同の責任を負う。 

第 3 に、学位論文の作成にあたっては、その作成過程で、研究科としても複数の中間報告会、 終報告

会などを開催し、論文の進行度合いをチェックするとともに、構成員による適切な助言や研究支援を行う。 

 

 

 

２．教育方法等 
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ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学研究科の学生は、従前は主として研究者志望の学生が主体であったが、近年は専門職を目指す学

生の割合が増えつつある。したがって、教育・研究指導の効果は、学生の進路志望に応じて、多面的な観

点からの測定を目指す。たとえば、研究者志望の学生に対しては、研究能力の養成を主たる目的とした教

育効果の測定が必要であろうが、専門職希望の学生に対しては、実践的かつ網羅的な専門知識の養成に適

う教育効果の測定を目指す。 

 

［実態］ 

経済学研究科の教育においては、組織的な教育がなされてきたというよりは、当該学生の指導はその指

導教授に全面的に任されてきたといえる。したがって、教育効果の測定に関しても、事実上、指導教授の

みがそれを測定するといったことになっているのが現状である。また、大学院生による研究成果報告のた

め、自主運営による論叢（『愛知論叢』）を年 2回刊行している。 

修士課程修了者の進路は、税務関係の会社等（税理士事務所を含む）への就職と、他研究科（会計大学

院や経営学研究科などが主流）への進学に大別でき、ほぼ同数であるのが現状である。 

 

［長所］ 

一名の指導教授が、主として論文作成指導という形で学生に接するのであるから、その学生の学力、学

識の進捗状況を、指導教授は的確に判断できよう。 

また、年 2 回の『愛知論叢』の刊行により、主として博士後期課程の学生にとっては、自由な研究発表

の機会がある程度保証されているといえる。 

 

［問題点］ 

特に修士課程においては、幅広く専門知識を身につける必要があり、したがって、修士論文の作成に際

しても、その基礎となる複数の科目に関する深い理解が是非とも必要である。そういった観点から考える

と、教育効果を事実上、指導教授のみが深く把握できるという現状のシステムには問題があろうかと思わ

れる。 

 

［改善の方法］ 

前述のように専門職志向の学生が増えているという現状を踏まえ、修士論文の作成にあわせて、定期的

に執筆内容を報告するような機会を持つことが重要であろう。この場合、指導教授に対してのマンツーマ

ンでの報告ではなく、たとえば修士論文報告会といった、よりオープンな形式の報告機会を設定すること

が重要である。これによりプレゼンテーション技術の向上にも繋がるであろう。 

 

 

 

ｂ 成績評価法 

 

［理念・目的・目標］ 

成績評価は、学生の資質が講義を通してどれほど向上したのかといった観点から行うようにしている。

すなわち、入学を許可された学生は、一定レベルの専門知識があるからこそ入学を許可されたわけである

から、どれだけの知識があるのかといった観点で成績を下す理由はない。それよりも、講義を通してその

専門知識や能力がどれほど向上したのかといった観点から成績評価を行う。 
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［実態］ 

経済学研究科では原則としてセメスター制をすでに導入しているので、従前のように主として一年単位

ではなく、半期ごとに学生への成績評価を行っている。具体的には、通常の講義に対する学生の積極性、

講義における質疑応答の水準、レポートなどへの積極的な取り組み、学会活動や社会的活動への貢献、学

期末試験などを総合的に勘案して成績評価を行っている。 

 

［長所］ 

セメスターごとに評価が出るので、学生にとっては自身の勉学計画の修正を半期ごとに行えるという利

点があろう。 

 

［問題点］ 

問題点として考えられる点は、一つの科目について、一つの評価（たとえば Sであるとか Cであるとか）

である。もう少し細分化して評価することで、学生の勉学意欲はいっそう高まるかもしれない。 

 

［改善の方法］ 

上の［問題点］のところに記述したとおり、学生への評価を現状より細分化することが、学生の勉学意

欲の向上に繋がるかもしれない。たとえばある科目につき、総合評価は Aであるが、理解力に関しては S、

論理の展開力に関しては B、統計的手法の適切さについては A であるなど、その学生の長所、短所をより

明確にできるような評価システムは検討に値するかもしれない。 

 

 

 

ｃ 教育・研究指導の改善 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科のカリキュラムは従来、研究者養成を目的とするのか、高度専門職業人の養成を目的とするの

か、不明確であった。本研究科でも 1980 年代あたりまでは研究者志望の学生が多く、いわゆる旧制大学以

来の伝統的なカリキュラムでもすまされるところがあったが、今日では、明確に高度な専門職業人の養成

を主たる目的としてカリキュラムを設ける。博士課程の教育目的は、従来どおり、研究者養成とする。 

 

［実態］ 

学生の多様なニーズに応え、経済学研究科では 2001 年度より、修士課程のなかに 5 つのコース（理論・

情報コース、社会経済学コース、財政・政策コース、地域経済研究コース、国際地域研究コース）を設置

し、それに見合ったカリキュラムを実践している。 

また、指導教授の選定に際しても、受験時に希望を届けるということを止め、入学後、学生の属するコ

ース内の教育職員から指導教授を選定できるようにしている。 

シラバスに関しては、講義の目的、講義の進み方、評価方法、テキスト、その他の留意点などを明記す

る様式となっている。 

授業評価は導入していない。 

 

［長所］ 

コースを明確にしたことにより、専門職業人を目指す学生にとっては、自身のキャリアップに繋がるよ

うな科目を中心に学べるようになっている。たとえば、税理士を目指す学生にとっては財政・政策コース

を選択することにより、財政のみならず、租税の実務に関する科目を有機的に学習することが可能である。 

シラバスに関して言えば、それを読みさえすれば、どのようなプランで講義が行われ、どのような評価

方法が採用されているのかがわかることになっている。 
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［問題点］ 

コース制を採用し、また入学後に指導教授を選ぶことができるというシステムであるが、今なお、指導

教授以外の教育職員による指導についてはシステマティックには行われていない。 

シラバスの適切性に関して言えば、Web 化に対応していないという問題点がある。 

授業評価については、導入していないこと自体が問題であると考えるむきもあろうかと思われるが、学

部教育とは異なり、多くの科目においてマンツーマンないしは極めて人数での教育が行われているという

現状を考えると、匿名性を保持したまま授業評価を行うことは困難であると考える。 

 

［改善の方法］ 

学生が幅広い分野に関して深い洞察力をもてるように、複数の教授による指導制度の導入、すなわち、

コース全体で学生の指導をするという制度の導入を検討する価値はあるかと思う。 

シラバスに関しては、本学の IT 環境はかなり良好であると考えられるので、学部ですでに導入している

シラバスの Web 化を経済学研究科でも早急に導入すべきである。また、Web 上で課題を提示するなどの改

善も必要であろう。 

 

 

 

３．国内外における教育・研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

ここでは、本学の「21 世紀基本構想」内に示された、「建学の精神」の現代化の②平和と国際化を記し

ておく。本学では、教育・研究交流の立案等は、国際交流センターが中心となり、主として学部単位で行

っているため、ここでは、大学が有する理念を記すことにより、本研究科の理念とする。 

②平和と国際化 

第 2次大戦後の東西二極の国際政治構造が崩壊し、国際社会は極めて複雑で流動的であり、あらたな

緊張が広がっている。こうした状況のなかで、平和と国際化の問題は研究、教育の面でも重要な課題と

なっている。とりわけアジアに関わる諸問題は日本にとって切実である。なかでも愛知大学は設立の経

緯からも、今後この方面の研究、教育に積極的に取り組み、学術交流や教育交流を推進するための学内

体制、諸条件の整備を促進する必要がある。 

 

［実態］ 

「大学基礎データ表 11」によれば、大学院として国際交流協定を締結している機関は、2 件のみ（中華

人民共和国とドイツ所在の大学）である。 

また、人的な国際交流に関しては、2003 年度から 2005 年度の 3 年間に関しては、経済学研究科では派

遣も受け入れも行っていない（「大学基礎データ表 12」参照）。しかし、2006 年度については、2件受け入

れている。 

なお、本学の大学院組織による国際交流協定とは別に、経済学研究科はドイツのブレーメン大学世界経

済国際経営研究所と独自の人的交流提携を結んでいる。毎年というわけではないが、過去 10 年ほどの間に、

複数名の教育職員がブレーメン大学に派遣されていると同時に、複数名の教育職員をブレーメン大学から

受け入れている。 

また、本学の教育職員組織上、経済学研究科の構成員はすべて経済学部所属となっているので、あわせ

て「（４）経済学部」における記述をも参考にしていただきたい。 

 

［長所］ 

学部単位で考えれば、国際的には 10 カ国 22 との大学と協定を結んでいるとともに、毎年、複数名の教
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育職員が、国内外の研究機関で短期、長期の研修を行っているなど、制度的にも実態としても、国内外の

おける教育・研究交流は活発に行われている。 

また、［実態］のところに記したように、ブレーメン大学と独自の協定を結んでいる点は、経済学研究科

の長所といえよう。 

 

［問題点］ 

問題点としては、経済学研究科が独自に行っている教育・研究交流が、ブレーメン大学に限られている

という点である。 

 

［改善の方法］ 

経済学研究科独自の交流を深めていくためには、大学の組織上の改革（各研究科が相当程度の予算を持

つような組織改革）が必要であろうが、学部単位ではしっかりとした制度が存在しているので、上記の問

題点をことさら取り上げる必要はないと思われる。 

 

 

 

４．学位授与・課程修了の認定 
 

ａ 学位授与 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学研究科は、課程の目的に応じ、学理及びその応用を教授・研究し、学術の深奥を究めて、人類社

会の発展に貢献しうる人材を養成するとともに文化の進展に寄与することを目的とする。 

修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要

する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自

立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその

基礎となる豊かな学識を養うものとする。このような理念や目的のもと、後述する「ｂ 課程修了の認定」

で記された要件を満たしたものに対して学位を授与している。 

 

［実態］ 

「大学基礎データ表 7」によれば、2001 年度から 2005 年度までに、修士の学位を取得したものは 59 名

（2001 年度 14 名、2002 年度 19 名、2003 年度 11 名、2004 年度 7名、2005 年度 8名）、課程博士の学位を

取得したものは 1名（2002 年度）、論文博士の学位を取得したものは 3名（2001 年度から 2003 年度にかけ

て毎年 1 名）となっている。また、経済学研究科開設以来の修了者は、修士の学位を取得したものが 592

名、博士の学位を取得したものが 16 名となっている。 

修士の学位論文の提出に対し、2 名以上からなる審査委員会により、論文審査および口述試験を行って

いる。課程博士の学位においては、提出論文に対して、3 名以上からなる審査委員会により予備審査、本

審査を経て、論文審査と口述試験がなされている。論文審査の場合も手続的には同様である。 

 

［長所］ 

授与状況は前述のとおりである。授与方針・基準も明確であり、指導教育職員の適切な指導の下、幾多

の修了者を輩出している。 

また、審査の透明性・客観性を高めるため、経済学研究科では、経済学研究科に属さない教育職員が審

査委員に加わることをまったく排除していない。これは、専門性という観点からの措置である。 

 

［問題点］ 
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文言上は学位の授与方針・基準は明確であるものの、指導教授によっては、解釈の違いが出るという問

題点がある。とりわけ、大学院進学者の進路が多様化しているという現状を考えると、解釈の違いが生じ

ないような、より明確な基準の設定が必要であろう。 

 

［改善の方法］ 

授与状況に関しては、社会人学生への対応といった観点から、より多様なカリキュラムを提示し、高度

専門教育に対する社会の関心の高まりに応える必要がある。また授与方針・基準の適切性に関して言えば、

公開の場での研究報告を義務づける、また、特に博士の学位については、査読付き論文雑誌に研究の一部

が掲載済みであるといった、インターナショナルスタンダードに即した基準を設ける必要がある。なお、

博士の学位の授与方針の明確化については、すでに検討委員会が構成され、現在審議中である。 

また、学外から審査員を招くなど、よりいっそう客観性を高める必要があろうし、透明性については、

審査報告書の公開といった措置も必要であろう。 

 

 

 

ｂ 課程修了の認定 

 

［理念・目的・目標］ 

修士課程の修了要件は、修士課程に 2年以上在学し、32 単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受け

たうえ、修士論文の審査及び 終試験に合格することである。ただし、在学期間に関しては、優れた業績

を上げた者については、修士課程に 1 年以上在学すれば足りるようになっている。また、修士を修了する

には、研究に必要な 1外国語の審査に合格することが必要である。 

博士後期課程の修了の要件は、博士課程に 5年(修士課程に 2年以上在学し、当該課程を修了した者にあ

っては、当該課程における 2 年の在学期間を含む)以上在学し、40 単位以上を修得し、かつ必要な研究指

導を受けたうえ、博士論文の審査及び 終試験に合格することである。ただし、在学期間に関しては、優

れた研究業績を上げた者については、本大学院博士課程に 3年(修士課程に 2年以上在学し、当該課程を修

了した者にあっては、当該課程における 2年の在学期間を含む) 以上在学すれば足りるようになっている。

また、博士を修了するには、研究に必要な 2外国語の審査に合格することが必要である。 

 

［実態］ 

実態としては修士課程を標準修業年限未満で修了する学生は今までいなかった。修士論文の執筆に相当

程度の時間を要するからである。 

 

［長所］ 

2 年間という時間があるので、修士の 1 年次には幅広い分野の専門知識を習得できるとともに、それを

踏まえてじっくりと修士論文作成に取り組むことができた。 

 

［問題点］ 

経済学研究科の学生の大半は、税理士試験における税法科目の免除を目的として入学しているため、下

の［改善の方法］のところに記した、課題研究では免除を受けることができず、したがって結局のところ、

修士論文の執筆義務がこの問題の足かせとなっている。 

 

［改善の方法］ 

修士論文に代替できるような課題研究を導入するなどの措置が考えられるが、あくまでこれは標準修業

年限未満の修了を希望する学生がどれだけいるのかという点に尽きる。 

 

247 
 



３ 教育課程 

 

 

（15）経営学研究科 
 

１．教育課程等 
 

ａ 大学院研究科の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科はその修士課程および博士後期課程設置の趣意書において、学校教育法第 65 条に定める「大学

院は、学術の理論および応用を教授研究し、その深奥をきわめ、または高度の専門性が求められる職業を

担うための深い学識および卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする」を記述してい

る。また大学院設置基準第 3 条第 1 項「修士課程は広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野におけ

る研究能力またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目

的とする」、同第 4条第 1項に定める「博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活

動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその基礎となる

豊かな学識を養うことを目的とする」を明示しており、これらの目的は本研究科において一貫して追求さ

れてきた。修士課程、博士後期課程の研究指導体制がこのことを可能にしている。 

本研究科は経営学部に基礎をおく大学院であり、経営学および経営学関連の専門科目を担当する教員は

助教授に昇格した段階で研究科において講義担当資格の審査を受け、研究科の構成メンバーとなり、この

ことを通して研究科の科目群が時代の要請に適合させられるといった、カリキュラム・イノベーションの

機能を果たしている。 

修士課程においては指導教授の演習はもちろんのこと、その講義科目（専攻科目）の履修が義務づけら

れており、これら専攻科目を軸に深く関わる周辺の専門科目を履修することで広い視野と自ら設定する研

究テーマの当該専門分野での意義、価値を理解でき、このことはさらに博士後期課程に進んで主題をいっ

そう深く掘り下げる際にも有意義となっている。また、博士後期課程担当教員は理系を除けばいずれも専

門分野において学術的に評価される単独での著書を公刊し、学会においても第一線で活躍中であり、院生

の指導、そのレベルアップへの助言は適切である。これらのことは同時に修士課程から博士後期課程への

教育・指導体制の首尾一貫性を担保するものである。 

例外もあるが、一般に博士後期課程まで進む者はすでに修士課程 2 年次において、その気持ちを指導教

授に打ち明け、能力の上での可能性について一定の示唆をうると同時に、可能性ありとなればそれにふさ

わしい指導がなされ、本人の努力が積み重ねられることになる。たとえば修士課程 2 年次での院生編集に

よる研究誌=「愛知論叢」への論文の投稿、掲載はその一例である。 

本研究科では博士後期課程入学者に対し、指導教授の他に 1～2名の関連分野の協力教員を研究科で選任

し、院生は指導教授とはまた異なった角度からの研究等へのアドバイスをうることになっている。教育シ

ステムとしては、1998 年に、研究科独自に「学生の学位取得に関する申し合わせ」を採択し、①課程博士

の学位の申請条件、②学位請求論文作成指導の基本方針（1 年次から 3 年次に至る研究と指導のシステム

的レベルアップを明示）、③課程博士の学位取得審査の基準、を共通の指針として学位請求論文の作成を指

導してきている。 

 

［実態］ 

修士課程の入学定員は 15 名（収容定員は 30 名）である。これまでの数年間は入学者が定員を超えてい

たが 2006 年度において 12 名となった。博士後期課程においては入学定員 5名、収容定員 15 名であり、現

在 5 名が在籍している（「大学基礎データ表 18」参照）。修士課程修了に必要な修得単位は 32 単位、夜間

主社会人コースでは 30 単位である。 

修士課程では初年度、指導教授の専攻科目と演習を履修しつつ、研究課題についての文献を収集し、先
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行研究のフォローを行う。また、新学期の 4 月中旬までには履修登録をしなければならない。院生は指導

教授のアドバイス、承認を得て履修科目を選定し、登録する。履修科目の多くは必然的に専攻科目の属す

る科目群から選定される。修士論文のテーマについては 10 月に教務課へ届け出ることになっている。院生

はすでに入学試験の際に、研究テーマを研究計画ということで決めているので、この届け出はその確定と

いった意味も持っている。修士課程 2 年目になると講義科目の履修を 1 ないし 2 残すのみといった状況が

普通であり、特別の課題をもっていない限り、もっぱら修士論文の作成に努力を集中する。ときには大学

院委員会が後援する院生研究発表会に参加・報告するなどの研究交流の場にでて刺激を受ける、あるいは

指導教授の推薦により学会へ参加して 新の学術情報をうる。これらの履修、研究プロセスは社会人学生、

外国人留学生においてもほとんど共通している。 

博士後期課程では、学位請求論文の作成に焦点を合わせて、やや過密な課題をこなしていかなければな

らない。各年度における論文の執筆と論叢、紀要などへの投稿、3 年次までには複数回の学会、研究会で

の発表・報告、学内大学院研究発表会への参加などである。これらはすべて指導教授の指導・アドバイス

のもとで行われる。 

 

［長所］ 

修士課程では、担当教員数が比較的多いため、科目群による充実したカリキュラム構成が実現している。

院生は関連領域においても知識を深め、 新・ 先端の事情を理解するために若手・中堅教員の講義を受

講し、そこから期待した成果をうることができる。 

博士後期課程では、ほぼシステム化、マニュアル化された教育課程を経ることで、次第に新しい知見を

切り開き、まだまだ端緒的とはいえ、知的創造の営為に一部加わることができる。これが博士後期課程の

学位請求論文に結実するのである。本研究科ではこのような体制ができているといえる。 

 

［問題点］ 

博士後期課程はかなりしっかりとした指導のシステムを軌道に乗せつつあるが、入学者の定員が充足し

ていないことが問題である。また今後とも、「経営学の基礎理論」、「管理論系列」、「企業論系列」、そのミ

ックスといった科目をコアにして、本研究科の教育課程が新しい企業経営とその環境変化に柔軟に対応し

つつも、強固な教育・研究体制を持続していくことができるかには不安がある。 

 

［改善の方法］ 

［問題点］で指摘したことは研究科委員会で十分議論するとともに学部教授会とも意見交換することで、

展望を見いだす、といった方法以外にはありえない。 

 

 

 

ｂ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

海外の大学院で学修することは視野を広げ、新たな着想・発想による理論、理論モデルの構築に大きく

寄与する。こうした経験は日本に帰り修士論文を作成する際にそのレベルを国際水準に引き上げ、保つ上

で極めて貴重である。 

 

［実態］ 

大学院としては外国で履修した科目を、10 単位を限度として認定することにしている。また、国内の他

大学院との交流も貴重であり、本研究科は中部地区（実質名古屋圏）の 5 大学、商学・経営学系 7 研究科

の間で協定を結び、単位互換他の協力を行っている。ただし、制度はあるが、これまで他大学院で修得し

た単位の認定、互換制度による単位の認定は少ない。 
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海外の大学院で学ぶために長期出国する場合は外国人留学生も含めて、こちらの大学院を退学するケー

スが多い。また本研究科と中部地区商学・経営学研究科との間で協定を結んでいる単位互換制度の利用は、

過去 5年間で見ると双方向数名といった実態になっている。 

 

［長所］ 

特定の専攻分野、あるいは科目群において、ある主題に関わる 新の研究成果・研究を適切に院生に教

授することが、できる場合とできない場合とがある。これができない場合、他の大学院の開講科目、講義

内容において、この不足をカバーできる。併せて異なった研究方法に接することができる。 

 

［問題点］ 

単位互換制度は知られているが、教員自身も含め情報が不足していて、積極的にこれを活用するといっ

た雰囲気にはないことである。 

 

［改善の方法］ 

改善のために年 1 回開催される研究科長・研究科委員で構成する中部地区協議会において、議題として

取り上げていきたい。 

 

 

 

ｃ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人学生はこれまでのところすべて有職者であり、博士後期課程へのニーズも多様である。したがっ

て、すでに指摘したように、研究者、高度専門職業人、キャリア・アップ（職場での、また転職を想定し

ての）、リカレント・リフレッシュなどの希望に対応できるよう、その方針を研究科委員会で確認してきて

いる。また、職場経験を教育・研究に活かすことを目指している。また夜間主社会人コースには「社会人

リフレッシュ・コース修士論文執筆に関する了解事項（2002 年）」を研究科として承認し、本学社会人の

特性を考慮に入れた修士論文の作成指導を行ってきている。たとえば、職場経験、職場での課題と結びつ

けて修士論文のテーマを設定することが効果的である、といったアドバイスをしている。 

外国人留学生は日本人学生にさまざまな形で刺激を与え、日本人学生さらに教員にとっても、自らの大

学における国際経験をさせてくれる。双方の文化を尊重しつつ、国際の平和にも留意して、ともに発展し

ていける環境の構築を目指すことが重要と考えている。 

 

［実態］ 

社会人学生とりわけ夜間主社会人コース院生は研究熱心であり、問題意識も明白、昼間課程院生に比較

してはるかに充実した報告レジュメ、多くの場合、追加的に参考資料を準備してくる。これに対し教員の

側から主題に関わる先行研究の紹介とか、一定の理論モデルに適用して説明するなどして、報告と議論を

豊富にすることで、教育効果を高めている。 

外国人留学生の参加する講義・演習では、しばしば自国のケースが引き合いに出され、自然に国際比較

がなされる。 

 

［長所］ 

社会人、外国人留学生の研究・教育条件は整っており、教員も熱意を持って指導している。社会人学生

の中から博士後期課程への進学希望が比較的多いというのもその証左といえる。 

 

［問題点］ 
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社会人学生はやや少なすぎるし、入学者数が多いとき、少ないときがあり、バランスを欠いている。理

念・目的からすれば、外国人留学生は多様な国から受け入れることが望ましい。 

 

［改善の方法］ 

上の問題点は、これから研究科において模索していかねばならない課題である。 

 

 

 

ｄ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

この項目は、「ｃ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮」にて記述済み 

 

 

 

ｅ 研究指導等 

 

［理念・目的・目標］ 

修士課程昼間課程では 32 単位以上の修得が修了要件の一つであり、演習 8単位、専攻科目（指導教授が

担当）は必修となっている。この上に修士論文の完成が課される。2年間の在学期間を豊かに、効率的に、

しかも 大限自らの能力を引き出し、高めるよう学修と研究に打ち込まなければならない。 

研究科、さらに指導教授としても、こうした事情を十分考慮に入れた上、個性の異なる複数ときには多

数院生の能力の陶冶に努める。 

 

［実態］ 

複数のゼミでは昼・夜コース合同の修士論文構想報告会を行うことで研究の遅れている者のレベルアッ

プを図っている。同時に同一時点で指導教授によるゼミ生全員に対する長所もしくは改善点の指摘が著し

く効果的である。大学からの補助を得て実施されるゼミ合宿には、しばしば OB も参加して、適切なアドバ

イスをしてくれ、研究のつらさと喜びを分かち合う。社会人と昼間課程院生の研究交流も教員の指導を越

える価値を持つ。ただしどのゼミも同じというわけではない。 

博士後期課程では、初年度、研究課題を設定し、研究計画書を作成しなければならない。これは教務課

に提出し研究科長のチェックを受ける。また、指導教授からは研究の進め方、分析の方法論について指導

を受け、論文作成に着手するとともに研究概要の発表を行う。これとは別に修士論文を整理圧縮して論叢

に掲載する。2 年次では、指導教授の指導のもと論文作成に関わる専門知識の修得、分析技術の修得に努

め、予備論文の作成に着手し、その一部を論叢などに投稿する。3 年次では、学位請求論文へ組み込むこ

とになる単独論文の論叢への投稿を行い、これと並行して学位請求論文の作成に努める。近年、このよう

な過程を経て 3年間で課程博士の学位を取得するケースが続いている。 

 

［長所］ 

いずれの院生も適切な研究指導を得て着実にその能力をのばしていく。修士課程 2年目になってくると、

自らの研究テーマに関しては、それぞれかなりな論客になっている。とはいえ、いずれの院生も満足でき

るだけの修士論文を作成できるとはかぎらない。 

博士後期課程の学位請求論文についても素質があり、作成に苦闘し、適切な指導を得て真剣に努力した

ものは、それにふさわしい結果=成果を作り出すことができている。 

 

［問題点］ 
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研究テーマの設定を誤ると後の研究を効率的に行うことが難しくなる。本人の希望を組入れて将来にお

いて良かったといえるテーマ設定が課題である。もちろん途中でのテーマの修正もできるが、遅すぎると

所定年限で研究をまとめることが難しくなる。 

 

［改善の方法］ 

指導する側も研究テーマの価値、研究主題の発展の可能性についてのある程度の予知能力が求められる。

この能力を豊かに保つためには、守備範囲の研究動向の把握、フォローが欠かせない。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

教育目的・目標がどこまで達成できたかは、教育効果の測定によって明らかとなる。その意義は二重で

ある。すなわち、これによって院生がどこまで努力して自らの能力を開花させ、その学問的水準を引き上

げたのか、一方で大学院は院生の学修・研究諸条件をどのように整え、 良の状態を保ってきたのか、を

確認することである。 

 

［実態］ 

院生はさまざまなチャンスを活かして研究の成果を発表・報告している。院生が編集する論叢、大学附

属研究所の紀要への論文・ノート等の掲載、学会・研究会での報告、さらに学内での研究発表会での発表

などである。特に論文の作成は指導教授の点検を必要とし、水準に満たない場合には掲載ができない。研

究会・学会での報告は指導教授以外に専門領域を同じくする研究者からの厳しい指摘があり、また優れた

着想、丹念な資料収集ときちっとした分析などにはポジティブな評価が与えられる。院生はこうした研究

環境のもとで専門の研究能力を培っていく。 

修士課程修了者は、少し前までは、さらに博士後期課程へ進学して研究者を目指す、専門的職業人とし

ての税理士となる、さらに公認会計士を目指す、教員になる、さらに一般企業へ就職するといった方向へ

進んでいた。 近では、制度変更により税理士志望者は激減し、代わって社会人と外国人留学生が高い比

率を占めるようになっている。後者のなかには日本で就職する人たちが増えている。博士後期課程修了者

および単位取得退学者の多くは研究者を目指しつつも、非常勤教員の掛け持ち、研究所の客員研究員とし

て研究の継続を保つといったケースが多くなっている。 

 

［長所］ 

学内ばかりでなく、外の世界との交流により院生は自分の研究レベル、研究能力を推し測ることができ、

これらは研究活動における自信となり、不足する部分への他の研究者による鋭い指摘は、欠点是正に寄与

する。 

専門的な学識を有する有能な修了者が多方面に進出して、それぞれ活躍していることは本研究科におけ

る教育・研究の諸条件がそれなりに整っていることの証といえる。 

 

［問題点］ 

しかし、院生の学問的成長を教育効果といった角度から客観的に測定するという点では、いまだ制度化

ができていないし、またそれがかなり難しいということである。 

 

［改善の方法］ 
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研究科で議論しながら少しずつ形にしていくことが 良の方法と考えている。 

 

 

 

ｂ 成績評価法 

 

［理念・目的・目標］ 

成績評価はできるだけ正確で、かつ客観的でなければならない。しかし、評価要素をどこまで含めるの

か難しい問題である。おそらく大学院ごとにずいぶんな差異があるに違いない。さらに同一大学院内の研

究科間でも差があると思われる。いずれにしても、成績評価は院生の専門知識修得の水準、単位論文とか

研究誌への論文の投稿によって、大学院レベルでの評価は可能である。 

 

［実態］ 

本研究科の成績評価は、講義科目、演習ともに単位論文、レポート、平常点のいずれかによる。だが、

単位論文のみでなく、これにプラスして毎回の報告、質疑を含む議論の質を考慮して行うケースが多数を

占める。博士後期課程の研究演習（おもに学位請求論文作成を主目的とし、入学後 3 年間、指導教授が担

当する“科目”）での報告の成果は整理の上論文となる。3年後には、その積み上げにより学位請求論文と

して体系的にまとめられ、これが社会的評価に十分耐えうる内容と質を備えたものか否か、将来研究者と

して独り立ちできるかどうか、などを基準として評決に付される。学位請求論文の審査は、それぞれ指導

教授を主査とする 3 名の審査委員によって厳正に行われ、その審査結果の概要は公表される。また学位が

授与された論文が著作として出版されないときには、その要旨が経営学会の発行する『経営論集』に掲載

される。 

 

［長所］ 

実質的に院生の成績は多様な角度からの評価によって判断されるのであり、良い評価を得た院生はその

ことに自信を持てるし、逆の場合には足りない部分を正確に理解できることで、それ以後の努力に 良の

指針を与える。 

 

［問題点］ 

評価の客観性とレベルを問うなら、多様な角度からの評価によって成績が評定されるとはいえ、そのい

ずれも全日本的水準、さらに国際水準に照らして、といった方式は制度化されていないのであり、当該者

がいわゆる国際的通用性をどこまで持ち合わせているのか、が明確ではない点を指摘できる。 

 

［改善の方法］ 

客観的に審査・評価のできる第三者機関が必要になろう。各分野の学会のなかに評価委員会を設置して、

有料で審査・評価をしてもらうのも一案であるし、他の大学院の同種研究科に依頼するのもさらに一案。

しかし、標準的なレベルとその要件が評価者の共通認識になっていることが前提である。 

 

 

 

ｃ 教育・研究指導の改善 

 

［理念・目的・目標］ 

教員の教育・研究指導方法の改善を促進する。 

 

［実態］ 
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教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組みは行っていない。しかし、学生は

入学試験に際し提出する書類の中で、入学後の研究計画を記述するとき予定指導教授にアドバイスを受け

るケースがある。入学後に研究科長が研究のガイダンスをするし、毎年ではないが要望に応えて論文作成・

執筆について説明会を開くなどしてきている。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

組織的な取り組み自身がなされていないことが問題である。 

 

［改善の方法］ 

研究科会議で議題にして、議論をすることとしたい。 

 

 

 

３．国内外における教育・研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

本学は国際的に有為な人材の養成を建学の精神として謳っている。このもとで、本研究科も国際経営、

多国籍企業、アジア企業、中国企業、中国経営といった科目を配置して国際的な視野での研究と教育を充

実させるとともに、国際交流にも積極的に対応する。 

 

［実態］ 

本学は国際とはいえアジア、とりわけ中国との交流に実績があり、本研究科も中国との学術交流、院生

の交流にはかなり関わってきている。とはいえ、研究科の組織的な交流は少なく、大学・大学院レベルの

交流への参加、教員の個人レベルでの学術交流が中心である。これまで、かなり頻繁に中国の交流提携校

から交換教授、交換学生を受け入れてきたし、逆に研究科メンバーが招かれて講義、講演、研究会への参

加と報告などを行ってきている。 

また客員教授としてドイツ、ロシア、アメリカから長期（3年）、短期（数ヶ月から 1年）の研究者を招

き、または受け入れ、講義、集中講義を担当していただいた。ときには院生の合宿においてミニ講演（英

語による）をお願いしたこと（2002 年 9 月）もある。研究科の構成員が推薦し、研究科の承認を得て受け

入れる客員研究員といった制度もあり、中国の大学から受け入れた経験がある（「大学基礎データ表 11、

表 12」参照）。 

 

［長所］ 

国際交流、学術交流はそれぞれの国の文化、歴史、社会をリアルに知ることができるし、各国固有の価

値観に基づいた政治・経済・社会に関わる諸事象の把握・理解のなかから、より普遍的なもの、逆に固有

のものを正確に理解するといった、大変に貴重な経験を積むことができる。S.P.ハンチントンのいう「文

明の衝突」といった認識は一歩その中に踏み込んだとき、その議論は各国人においてどのように収斂もし

くは分岐していくのか、日本人だけのクラスでは望むべくもない。 

 

［問題点］ 

研究科として計画的に、恒常的に、組織的に十分な教育・研究交流ができていないことである。 

 

［改善の方法］ 
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なんといっても教育・研究交流を豊かにするためには、それを望み、意欲的に参加してきてくれる院生

を多く受け入れ、そうした方向へと仕向けなければならない。外国人留学生と有職社会人が多く、昼間課

程の能力ある院生が一定数加わってこないのでは、条件を整えても相乗効果は期待できない。 

 

 

 

４．学位授与・課程修了の認定 
 

ａ 学位授与 

 

［理念・目的・目標］ 

適切な教育と研究指導、本人の絶えまない研究努力、様々なチャンスが与えてくれる学問的刺激によっ

て単位リポートが作成され、その上にまた併行して学位論文が作成される。特に修士課程の学位論文は専

門研究の一つの区切りであるとともに、より深い、創造的な研究へのむしろ出発点を意味する。博士後期

課程の学位請求論文にあっては、そこに専門研究者として独り立ちできる素質と可能性が読み取れるもの

でなければならない。したがって、課程修了の認定すなわち学位の授与は、それまでの研究の到達点を確

認することであり、また将来に向けての能力開花の可能性を判定するものである。 

 

［実態］ 

教員の丹念な指導によって、修士課程の学生はほぼ全員が 2 年で課程を修了する。しかし、例外的に提

出された修士論文が基準に満たないとか、途中で外国の大学に留学したために（主として語学にウエイト

がある）在学を延期するといったケースもある。博士後期課程の学生は次第にマニュアルに沿って指導を

受け、自らも努力することで、3年目には学位請求論文を提出するようになっている。だが、3年では準備

が整わない学生もいるし、単位取得のみで学位請求論文を提出しない退学者もいる。 

 

［長所］ 

本研究科の修士課程学生はほとんど 2 年で修了し、それぞれの進路に巣立っていく。 近では留学生も

日本において就職するとか、本国に帰って就職するケースが増えている。研究科での研究と広い視野から、

また深く鋭く問題を把握、分析する能力を支えに多くの修了者が社会で頑張っていることは、研究を指導

してきた者としてまことにうれしく力強い限りといえる。 

 

［問題点］ 

留学生はよく頑張っているが、レポート、修士論文において優秀な成績のものとかなり力量に不足する

ものがあり、どこに原因があるのか考える時期に来ている。 

 

［改善の方法］ 

どのようにすれば良いのか。入学試験の際に厳重にチェックする。つまり試験問題のレベルを引き上げ

る、口頭試問により詳細な質問を行うなどによってチェックを行う。とはいえ、複数の留学生の言では中

部地区の大学院入試においては数十名もの志願者が集まるところもあるが、それは試験が容易なためで、

本研究科は逆に試験が難しいので志願者が少ない、といった情報をどのように受け止めるべきか。 

もう一つの改善の方法は指導を厳しくすることであろう。この点は研究科において議論する価値がある

と思われる。 

 

 

 

ｂ 課程修了の認定 
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［理念・目的・目標］ 

修士課程にあっては、学生は専攻科目を中心に関連する科目を履修し、所定の成績をおさめ、専門分野

においては深い知識と洞察力、分析力を修得し、このなかで研究者を目指す者は主要な先行研究のフォロ

ーとその問題点を把握できるところまで到達しなければならない。博士後期課程にあっては、学生は先行

研究のフォローを継続しつつ、その限界を読み取るだけではなく、これをどのように乗り越えていくかと

いった能力の可能性を示さなければならない。さらに、先行研究に示唆されて新たな領域へ切り込み、自

らの研究進展の端緒をつかむところまで行くことを目指す。 

 

［実態］ 

課程修了の認定は、学則で定める所定の単位を修得したうえ、学位論文の審査を受け、これに合格しな

ければならない。とりわけ、学位論文に関しては、修士課程では指導教授を主査にもう 1 名の同一、もし

くは関連分野の教員を副査として厳密に審査および口頭試問が実施される。口頭試問の際にはしばしば誤

っている記述や、参考文献の引用の仕方、抜けているポイントなどを修正、加筆させる。 後に研究科委

員会において、単位修得の確認と修士論文審査の結果が報告されて、問題がなければこれを承認している。 

博士の学位請求論文にあっては指導教授を主査とし、他に 2 名の関連分野の教員で予備審査委員会を設

置する。審査委員会はまず口頭試問を含め予備審査を行い、この審査結果が研究科委員会において承認さ

れると、直ちに同様の 3 名からなる本審査のための委員会が設置され、審査を開始する。特に、予備審査

の段階で多くの指摘が行われ、見込みがある場合には改善が指示される。 終的には、研究科委員会にお

いて、単位修得の確認と学位請求論文の審査結果が詳細に報告され、疑問点・意見があれば、これらをめ

ぐり説明もしくは議論の後、評決によって合否を決定している。 

これまでのところ、この審査委員会には外部から適任者を招請した事実はない。 

 

［長所］ 

これまで科目の単位認定は厳密に行っており、修士論文においても完成度が低い場合には指導教授のレ

ベルでさらに 1 年の在学延長を勧告するとか、本人自身が自主的に在学の継続を申し出るケースもしばし

ばあり、課程修了の認定は信頼に足るものといえる。 

博士後期課程の課程修了もこれまで一定の水準が確立しており、先輩の論文と同程度か、これを越える

内容のものでなければ合の判定がえられないので、学生は教員の指導のもとで、社会的な評価にも耐えう

る論文を提出してきている。 

 

［問題点］ 

課程修了の判定では表面化しないが、そこにたどり着く過程で、日本人学生と留学生とのあいだに微妙

な差異が認められることである。特に留学生は日本語 1 級の検定資格をもっているが、そのハンディは小

さくないし、取り上げる主題もかなりなケースにおいて自国の企業、経営を取り上げるので指導する側が

いつも 適なアドバイスができているかどうか、疑問がある。 

 

［改善の方法］ 

上に指摘した問題点については、もっぱら教員の努力に負うとしかいえないが、研究科内で議論してい

く価値はあると考えている。 

 

 

 

（16）中国研究科 
 

１．教育課程等 
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ａ 大学院研究科の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

中国研究科の修士課程では、現在発展著しい中国を対象として、修士課程では、既存の学問分野を統合

した学際的、総合的な中国学を身につけた「高度な専門的な職業人の養成」と「専門分野の研究能力の育

成」、博士後期課程では「研究者養成」を目指す。 

 

［実態］ 

中国研究科は 1 つの学部の上に設置されたものではない。現在、本研究科の教員は、愛知大学の現代中

国学部、経営学部、経済学部、文学部、国際コミュニケーション学部の 5 学部で中国について研究してい

る教員によって構成されている。そして人文科学分野は、文学部、国際コミュニケーション学部、現代中

国学部の少数の教員、社会科学分野は、経済学部、現代中国学部の多数の教員が、教学を担っている。し

たがって、学部段階で教学面で不十分な分野でも、本研究科に進学するならば、それを補い総合的な中国

学を学ぶことが可能な体制をとっている。 

前述した［理念・目的・目標］を実現するものとして、修士課程では、カリキュラムを大きく人文科学

系の「中国文化系」と社会科学系の「中国社会系」の二つに分け、さらに必修科目として、「中国学総論」

と「中国研究」のどちらかを学生に選択させるようにしている。また博士後期課程では、基幹、中国文化、

中国政法、中国経済、日中関係、中国環境の六つに分けている。 

そして修士課程では、学生は指導教授の演習科目以外に、その講義科目である専修科目の履修を必修と

されており、これらの科目を中心に、それに関わる専門科目を履修することができ、広い視野と自らの研

究テーマの当該分野の位置づけを理解できる体制をとっている。博士後期課程でも、同様に学生は指導教

授の演習科目以外に、その講義科目を専修科目として履修することになっており、これらの科目を中心に、

それに関わる専門科目を履修することができるようになっており、より深く自らの研究テーマを掘り下げ

るとともに、修士課程から博士後期課程への指導体制の一貫性を保証するものとなっている。 

その他に博士後期課程では、21 世紀 COE プログラムの一環として、ICCS と提携している欧米や中国、韓

国の大学、研究機関から 1 年計 6 名の訪問教授を招き、中国語あるいは英語による講義を行い、学生が世

界の第 1 線の中国学を学ぶことが可能な体制をとっている。また学生が望むならば、中国人民大学、およ

び南開大学と愛知大学との博士のデュアルディグリープログラムを選ぶことも可能である。 

また博士後期課程入学の学生に対しては、2004 年度に本研究科独自に「学生の学位取得のための申し合

わせ」を制定し、①課程博士の学位申請条件、②学位論文指導プロセス、③課程博士の学位取得審査の基

準、を明文化し彼らに示し、学位論文作成指導を統一的に行っている。 

 

［長所］ 

修士課程、博士後期課程の学生を問わず、学際的、総合的な中国学を学ぶことができる。また博士後期

課程の学生については、毎年 6 名の海外からの訪問教授による授業に参加することによって、世界の第一

線の中国学にふれることができる。さらにデュアルディグリープログラムを選択した学生は、愛知大学以

外に中国人民大学、または南開大学の博士の学位を取得することが可能である。同時に毎年各 5 名の中国

人民大学、南開大学の学生も受け入れているので、普段に中国の大学の教員との教学面での対話が必要で

あり、それを通じて教学面での共通認識ができつつある。また博士後期課程で「学生の学位取得のための

申し合わせ」を制定し、その中の課程博士の学位申請条件の中で、全国的な学会のレフリー付きの雑誌へ

の論文の掲載や発表を明記した後、本研究科の学生が、積極的に各種の学会で発表したり、論文を投稿し

ている。 

6 名の訪問教授やデュアルディグリープログラムを開始したのは、2004 年度からであるが、それ以後、

若干の増減があるが、博士後期課程の定員 15 名（うち国内、すなわち直接愛知大学に入学する学生の定員

5名）をほぼ充たしている。 
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［問題点］ 

訪問教授の授業やデュアルディグリープログラムを選択した場合は、中国語や英語で授業が行われるた

め、語学に自信のない学生は避ける傾向があり、デュアルディグリープログラムを選ぶ日本人学生が少な

い。そのため現在、中国人民大学、南開大学側では、定員 5 名以上の応募者があり、定員がいつも埋まる

が、愛知大学側は定員を充たしていない。そもそも本学側の博士後期課程の入学定員は 5 名であるが、本

学学生の中国側のデュアルディグリープログラム定員枠は 10 名であるという構造的な問題がある。ただこ

こで問題としているのは、5 名の入学者の中でもデュアルディグリープログラムを選ぶ学生が少ないこと

である。またデュアルディグリープログラムは博士後期課程のみであり、修士課程では行っていない。 

修士課程では修了後に民間企業などに就職する学生と、博士後期課程に進学希望する学生が、カリキュ

ラムが同一になっている。カリキュラムも研究者養成に重点が置かれている。また、修士課程に入学する

学生の層も日本人学生、留学生、主婦や定年退職者を含む社会人と多様化してきている。 

デュアルディグリープログラムに入学してくる中国人民大学、南開大学からの各 5 名の学生は、英語を

外国として選択してくるので、日本語が未修得である。そのため日本語で書かれた研究、および文献を読

むことができない。来日後にマンツーマンの日本語教師についたり、独学で日本語を学んでいるのが現状

である。 

 

［改善の方法］ 

本学入学者で学部の時代から大学院進学を目指している学生に語学の重要性を指摘し、準備させるとと

もに、大学院入学後も語学については、不断に指導を強める。また本学側では修士課程にもデュアルディ

グリープログラムを拡大し、修士課程の学生にも機会を与えるとともに、中国人民大学、南開大学との現

在の定員充足の不均衡を是正する。 

修士課程修了し就職する学生と、博士後期課程進学希望者との間で区別した含むカリキュラムの多様化

をする必要がある。この点は同時に、多様化している学生に対応する意味もある。 

南開大学、中国人民大学からデュアルディグリープログラムに日本語未修得で入学してきた学生のため

に、大学院のカリキュラムの中に日本語科目を設置する必要がある。また日本語を習得した学生を入学さ

せる必要がある。 

 

 

 

ｂ 単位互換・単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

学生が中国の大学で学んだ単位を、積極的に互換、あるいは認定することは、外国でありかつ地域研究

の対象である中国学にとっては当然のことであり、そのことによって学生の多様なニーズに応えるととも

に、学際的、総合的な中国学を学ぶという本研究科のカリキュラムをより豊富化するものである。 

 

［実態］ 

従来、修士課程では 2005 年度以前、博士後期課程では 2003 年度以前は通年制をとっていた。その場合、

4 月から新学期に入る本学側と 9 月から新学期に入る中国側大学との違いもあり、多くの学生がまず 1 年

目に本学で必要な単位を充足し、その後中国に留学する例が多く、中国側の大学で修得した単位を本学の

単位として認定申請することはほとんどなかった。 

2004 年度から博士後期課程で、デュアルディグリープログラムを開始し、本学に入学した学生および中

国人民大学、南開大学に入学した学生が、6 単位を本学と中国人民大学、南開大学との相互の互換単位と

した。ただし本学に入学しデュアルディグリープログラムを選んだ学生、および中国人民大学、南開大学

へ入学し同コースを選んだ学生は、それぞれ相手側の大学で単位を修得しているが、それを自国の大学で
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の互換単位とした例はまだない。その背景には、博士後期課程の修得しなければならない単位が少なく、

それぞれ自国の大学で必要な単位を充足していることがある。 

 

［長所］ 

中国の大学との単位互換、単位認定を制度として保証することは、学生の多様なニーズに応えるととも

に、学際的、総合的な中国学を学ぶという本研究科のカリキュラムをより豊富化している。 

 

［問題点］ 

博士後期課程でのデュアルディグリープログラムで、学生が単位認定、単位互換を自国の大学で申請す

る例がまだない。ただしそれは相手国の大学で相互に単位を修得しないのではない。むしろその逆で積極

的に単位を修得している。上述したように、それは自国の大学博士後期課程で修得しなければならない単

位が少ないからである。今後、本学に入学した学生に対しては、修士課程にもデュアルディグリープログ

ラムを拡大する場合には、修士課程では修得しなければならない単位が 32 単位と多いので、単位互換、単

位認定を積極的に利用する例が増えると思われる。 

 

［改善の方法］ 

現在検討中の修士課程でも中国人民大学、南開大学との間にデュアルディグリープログラムを行う場合

に、10 単位を限度として、相手側の単位認定、単位互換を行う。 

 

 

 

ｃ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人学生を受け入れることは、大学を広く社会に開いていくことである。 

また日本の大学を卒業した外国人留学生（主として中国人留学生）や、日本の大学での勉学経験のない

中国人民大学、南開大学の留学生に日本の中国学を教えつつ、かつ彼らと対話することは、日中の文化交

流そのものであり、同時にお互いの文化理解の実践そのものである。 

 

［実態］ 

社会人学生は、企業を定年あるいは早期退職した者、あるいは自ら会社を経営している者、さらに主婦

であるが、数的にはごく少数である。日本の大学を卒業した外国人留学生(特に中国人留学生)は毎年修士

課程、博士後期課程を問わず、1 名以上は入学してくる。彼らに対しては特別のプログラムを組んでいな

い。 

その他に、2004 年度から中国人民大学、南開大学からの留学生計 10 名受け入れているが、彼らに対し

ては、中国語、あるいは英語でもって授業を行っており、また彼らが中国人民大学、南開大学にいるとき

には、RMCS(Remote Multilateral Communication System、遠隔多方向コミュニケーションシステム)を用

いてこちらから、中国語、あるいは英語でもって授業を行っている。 

 

［長所］ 

企業に勤務経験ある社会人は、自らの体験をもとにそれを普遍化し理論化していこうという傾向が強く、

また彼らの経験に基づく発言は授業を進めるのに緊張感を生んでいる。また主婦層も含めて、総じて勉学

意欲は強く、授業を活性化させている。 

留学生、とりわけ中国人留学生に日本の中国学を教えるときに、常にある種の文化交流、文化接触が行

われるが、さらに中国人民大学、南開大学とのデュアルディグリープログラムの開始とともに、授業の内

容そのものにも、中国の大学との交流が行われつつある。 
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［問題点］ 

中国人民大学と南開大学とのデュアルディグリープログラムの授業を実施するに当たって、中国語や英

語の授業を行っているが、学生との意思疎通がうまくいってない部分もある。 

また授業が昼間に行われるせいか、自分で会社を経営している場合を除いて仕事を持った社会人の入学

がない。 

 

［改善の方法］ 

デュアルディグリープログラムの授業の際（特に中国語で実施される場合）に、日本語のできる中国人

留学生を、現在は大学院では認められていない授業補助員として採用して、言語上の意思疎通をスムース

に行われるようにする。 

また、社会人向けに授業の曜日、時間設定について柔軟化などについて検討を進める。 

 

 

 

ｄ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

従来本研究科では、生涯学習の理念・目的を、明示的に示していなかったが、社会人を受け入れている

事が、実質的に生涯学習を担っていることになろう。今後、社会人の受け入れを生涯学習の推進という視

点で、教育課程に位置づける必要がある。 

 

［実態］ 

社会人入学者は、現在修士課程に 1名おり、また博士後期課程には、50 代後半の高校の教員退職者 1名、

60 代後半の民間企業退職者が 1 名いるなど、数年おきに 1，2 名の入学者がいる。その他に、社会人が科

目等履修生、研究生となっている例がある。 

 

［長所］ 

社会人再教育を含む生涯学習を推進するに当たっては、受講者の条件に応じてきめ細かく対応していく

必要がある。その観点からいえば、社会人学生の受け入れを中心にして、研究生、科目等履修生など多様

な選択の道を選べるようになっている。 

 

［問題点］ 

これまで、本研究科の教育課程の中で「生涯学習」を、明示的、かつ直接的な問題意識をもって改革す

る試みがされていなかった。 

 

［改善の方法］ 

本研究科の教育課程を、生涯学習という観点から再検討する。また当面の改革として、博士後期課程以

外の修士課程において、社会人学生の受け入れを含意した研究生受け入れができないか検討する。 

 

 

 

ｅ 研究指導等 

 

［理念・目的・目標］ 

中国学に関連する科目の履修と指導教授による指導を通じて、中国学に関する研究能力を育成するとと
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もに、学位論文作成を目指す。 

 

［実態］ 

修士課程については、32 単位以上の履修をとなっているが、そのうち指導教授の演習科目、8 単位、専

修科目 4 単位を必修とし、指導教授が各学生の研究指導を行い、修士論文作成をさせている。博士後期課

程については、12 単位以上の履修となっているが、そのうち演習科目 6単位、講義科目 2単位を必修とし、

指導教授が各学生の研究指導を行い、博士論文作成をさせている。演習科目、専修科目以外の自由選択科

目は、学生の関心と学位論文作成の必要性を勘案し、指導教授と学生が相談して決めている。 

教育課程の展開を通した学生の履修指導の他、学位論文の作成を通した指導については、基本的には指

導教員による指導に任されている。指導教員の研究指導については、演習の際に、年間 10 回以上の研究発

表会を設ける他に、さらには秋の全学の大学院生研究発表会への参加をさせている。また夏休みなどにゼ

ミ合宿を行ったりして、研究指導を行っている。その他に指導教員の他に、研究科の内外における他の教

員や大学院の先輩等による研究指導、研究発表会などが行われている。 

研究分野や、指導教員に関わる学生からの変更希望への対処については、学生からの申出により、指導

教員と研究科長が相談の上、教育上必要と判断した場合には、新しい指導教員の合意を含めて関係者全員

の合意のもとに、研究科委員会の承認を経て、変更を認めることにしている。通例その変更は、年度初め、

あるいはセメスターのはじめに行われる。 

 

［長所］ 

学位論文の作成に関する学生への教育・教育指導については、基本的に指導教員に任されており、論文

作成の 初から 後まで一貫して指導が行われる。学生側からみて、その指導を基礎にして集団討議をし

てその幅を広げる場所として、愛知大学、愛知学院大学、中部大学、名古屋大学、名古屋市立大学などの

教員、学生らで作っている「中国現代史研究会」東海地区特別例会で積極的に発表させ、他大学の教員、

学生との集団討議の中で、研究指導を深めている。なおデュアルディグリープログラムを選択した学生に

ついては、1 年間、中国人民大学、南開大学に留学したときにそれぞれ相手校の指導教授から直接指導を

受ける他に、本学にいるときには、RMCS、あるいはメールを通じて指導を受けている。また中国人民大学、

南開大学から留学した学生と、本研究科の博士後期課程の学生の間で、ICCS ユースセッションが組織され

て研究会がもたれ、研究論文作成へ向けての集団的討議が深められ、その成果は『若手研究者研究成果報

告論集』vol.1 として出版されている。 

 

［問題点］ 

学位論文の作成に関する学生への教育・教育指導については、基本的に指導教員に任されており、指導

上の一貫性が保たれているが、研究科としての組織的な指導が欠落している。また学位論文作成にあたっ

て、テーマに関連する複数分野の学識の修得などが望まれるが、指導教員だけにそれを求めると限界があ

る。また学生が特定の指導教員に集中する場合には、指導教員の責任と負担が過重になる。 

 

［改善の方法］ 

教育・研究指導については、指導教員を中心にしつつ、学生の学位論文のテーマによっては、1 名以上

の副となる指導教員を配置する。学位論文の作成に当たって、研究科として中間報告会、 終報告会など

を開催し、本研究科構成員による適切な助言や研究支援を行い、研究科の集団指導体制をとる。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 
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［理念・目的・目標］ 

本研究科では、教育効果を、修士論文や博士論文の内容や課程博士学位の数という学位授与に関連する

ものと、それぞれの課程修了者の進路の二つの指標でもって測定する。 

 

［実態］ 

修士論文の審査にあっては、指導教員を含んで 2 名以上の審査担当者を置き、課程博士については、指

導教授を含む 5名の審査担当者を置き（うち 1名は本研究科以外）、それぞれが審査した後、本研究科で

終的な審査をして、その客観性を維持し、レベルを保っている。また課程博士は、2002 年に 1名の修得者

を出して以来、今までに 4 名の修得者を出している。その他に大学院生による研究成果報告のため、全学

的な学生の論叢『愛知論叢』年 2回発行している。また ICCS のユースセッションの雑誌『若手研究者研究

成果報告論集』があり、本研究科の博士後期課程の学生が執筆している。 

修士課程修了者の進路については、一般企業、非営利団体、公務員、大学教員さらに博士後期課程への

進学などに分かれている。博士後期課程修了者、あるいは所定の単位修得満期退学者では、大学教員、研

究機関、民間企業などに就職している。 

 

［長所］ 

博士後期課程では、1996 年に第 1 回の単位修得満期退学者を出して以来、修了者を含んだ計 19 名の中

で、5 名が大学の専任教員になっており、現在の大学の教員の就職難の中では、比較的研究者を輩出して

いる。 

 

［問題点］ 

修士論文作成、課程博士論文に際して、その教育効果がどうしても指導教授が中心になって把握するこ

とになり、なかなか研究科全体のものとなっていない。特にそれは論文の執筆課程で顕著である。 

 

［改善の方法］ 

論文の中間報告会、 終報告会を開き、研究科全体で、その学生の教育効果を把握するようにする。 

 

 

 

ｂ 成績評価法 

 

［理念・目的・目標］ 

学生の学習到達度を明確にし、さらに修士論文、博士論文完成のための過程の指標として、成績評価を

厳密に行うことが重要であり、ひいてはそのことが社会からの本研究科への評価と関連する。 

 

［実態］ 

本研究科では、2004 年度から博士後期課程で、2006 年度から修士課程でセメスター制に移行し、半期ご

とに成績評価を行っている。なお博士後期課程では、セメスターごとに 3 名の欧米、中国などからの訪問

教授を迎えており、彼らからの成績評価も行われている。成績は絶対評価で優（80 点以上）、良（79 点～

70 点）、可（69 点～60 点）の 3 段階に分けられ、60 点以上を合格とし、学位論文は 70 点以上を合格とし

ている。 

 

［長所］ 

従来は通年で評価を行っていたが、セメスターで評価を行うことにより、きめ細かく評価ができるよう

になった。 
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［問題点］ 

成績評価の基準が該当教員に任されており、共通の基準があるとは言い難い。 

 

［改善の方法］ 

本研究科全体で成績評価の分布をとり、教員間に明らかにするとともに、研究科委員会で成績評価につ

いて情報交換をしながら、共通の基準を目指す。 

 

 

 

ｃ 教育・研究指導の改善 

 

［理念・目的・目標］ 

教育・研究指導を不断に改善し、教育・研究指導の成果があがるようにする。その場合教育・研究指導

の改善は指導教授と学生間の相互の関連に於いて行われることに留意し、指導教授側は自己の教育・研究

指導の方針をシラバス等で明確にするとともに、学生側の要望に対しても研究科として真摯に対応する。 

 

［実態］ 

シラバスについては、講義の内容、講義の進め方、テキスト、留意事項等を明記している。 

指導教授の選定に際しては、修士課程受験時に、とりわけ本学以外の学生にとって本研究科の教員にな

じみがないことを考慮して、受験時に希望を願書に記入しなくてもよいようにし、入学後、学生の本研究

科の教員の中から選定できるようにしている。 

授業評価は実施していない。授業評価は、多くの科目で 1 名、あるいはごく少数の人数で教育が行われ

ており、匿名性を保持したまま授業評価を行うことは困難であり、それに代わるものとして、以下に述べ

るような学生からの要望、意見を聞くルートを開いている。 

 

［長所］ 

本学に入学した学生からの教育研究指導の改善の要望は、院生協議会の意見や、指導教授を通しての意

見、さらに事務局の教務課の担当者に寄せられた学生の意見を集約し、本研究科委員会、さらには大学院

全体に関わるものについては大学院委員会で改善につとめている。無論その中には、教員からの要望も入

っている。またデュアルディグリープログラムに入学した中国人民大学、南開大学からの学生からの意見

については、本学に留学して後、アンケートを実施し、改善すべきものは改善に努めている。 

また比較的長いスパンで改革する場合には、本研究科内の教員で組織されている将来構想委員会で検討

し、本研究科で審議し決定している。 

 

［問題点］ 

シラバスの内容については必要な情報は記述されているが、なかには簡略すぎるシラバスがある。 

 

［改善の方法］ 

シラバスの内容について、字数も含めて本研究科で統一の基準を作り、教員はそれに準じて記述する。 

 

 

 

３．国内外における教育・研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 
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本研究科が外国でありかつ地域研究の対象である中国学について、教育・研究している組織である以上、

国内はもとより、中国をはじめ、シンガポール、欧米の中国学の研究している大学、研究所と、交流を進

め、総合的、学際的なより高度な中国学の教育・研究を目指す。特に「21 世紀 COE プログラム」に採択さ

れ、本研究科も内包される ICCS の教学部門の仕事、中国人民大学と南開大学とのデュアルディグリープロ

グラム運営に関連して、国外の大学や研究機関との教育・研究交流を進める。 

 

［実態］ 

デュアルディグリープログラム推進にあたって大学院を統括する中国人民大学研究生院、南開大学研究

生院とは、春、夏のセメスターごと、教員を派遣してもらったり、あるいは RMCS（遠隔多方向コミュニケ

ーションシステム）を通じて現地から授業を発信してもらっている。同時に随時、教学面で問題が生じた

場合、RMCS を通じたり、直接訪中したり、あるいは訪日してもらって協議している。その他、ICCS と提携

している大学、研究機関から春、秋のセメスターごとに各 3 名の教員を訪問教授として招請し（その中に

は中国人民大学、南開大学からの訪問教授を含む、また 1 つの授業を複数でリレー講義方式をとることを

含む）、授業を担当してもらっている。 

その他に本研究科独自に招請したものとして 2003 年度には南開大学、2004 年度に復旦大学から、研究

者 1 名を招請している。それぞれ演習などに参加し活発な議論を展開するするとともに、研究成果を報告

書の形で提出した。 

 

［長所］ 

中国人民大学、南開大学との間のデュアルディグリープログラムを推進するに当たって、中国側との学

位や中国学に対する普段の交流の場が設けられ、差異を認めつつ両者の共通理解ができつつある。また本

研究科における訪問教授を通じての授業の展開が本学に入学した学生だけではなく、中国人民大学、南開

大学に入学しデュアルディグリープログラムを選んだ学生にも、世界的な中国学を学ぶ機会を提供してい

る。 

 

［問題点］ 

教育面に限定しても、全体的な教学方針の共通確認があるにしても、訪問教授と本研究科全体の関わり

が不十分であり、専門分野が近い本研究科の構成員を通じての関わりになってしまう。 

 

［改善の方法］ 

本研究科として、訪問教授の教学面について、授業内容や教材の公開を進める。その場合、本研究科の

教員と訪問教授が相互に公開することが望ましい。 

 

 

 

４．学位授与・課程修了の認定 
 

ａ 学位授与  

 

［理念・目的・目標］ 

修士課程の学位請求論文にあっては、中国学に関連する専門分野について、先行研究の学説史整理を踏

まえたその問題点の整理と問題点を解決する方向性を示す必要がある。博士後期課程の学位請求論文にあ

っては、日本および中国、できれば欧米を含む先行研究の研究史整理を踏まえて、新しい分析枠組みや理

論、あるいは新しい資料の発掘などの独創性を必要とし、それによって専門研究者としての可能性を高め

る。 
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［実態］ 

修士学位論文の審査に当たっては、通常、指導教授 1名と関連する分野の教員 1名の 2 名で、本人への

口頭試問をふくむ審査を行う。その審査結果を審査委員会で文書化し、研究科委員会で審議の上、学位授

与を決定する。博士学位論文の審査に当たっては、指導教授 1 名と、その他 4 名の教員、合計 5 名の教員

でまず予備審査を行い、その結果を研究科委員会に報告し、それが承認されると、同じく 5 名の審査委員

による本審査を行い、その中には本人に対する口頭試問を含んでいる。その審査結果を審査委員会で文書

化し、研究科委員会で審議の上学位授与を決定する。 

修士学位に関しては、これまで 1991 年 4 月の中国研究科修士課程創設以来、ほぼすべての学生に学位を

授与してきた。 近の 2001 年度以来の学位取得者は、2001 年度 3名、2002 年度 9名、2003 年度 9名、2004

年度 13 名、2005 年度 16 名であった(「大学基礎データ表 7」参照)。 

課程博士学位に関しては、1994 年 4 月の創設以来 2001 年度まで、課程博士学位を取得する学生はいな

かったが、2002 年度 1 名、2003 年度 1 名、2005 年度 2 名（「大学基礎データ表 7」参照）の学位取得者が

出ている。なお、2004 年 4 月に設けられたデュアルディグリープログラムは始まったばかりであり、まだ

該当する学位取得者は出ていない。 

なお、論文博士に関しては、創設以来、いまだ学位請求そのものが行われたことがない。 

 

［長所］ 

博士学位審査にあたっては中国研究科以外の学内外の教員 1 名を参加させ、透明性を高めることにして

いる。また博士学位申請論文提出に当たって、研究科内部で運用内規を定め、そこでは提出論文の内容に

関連して全国的な学会での報告やレフリー付きの学会誌での掲載を義務づけ、客観性を保障するようにし

ている。また、博士後期課程のデュアルディグリープログラム学生の場合、研究対象国への留学が保証さ

れ、相手国でも正規の学生として研究指導を受けられることは、若手研究者養成という観点から見ても、

有用である。 

なお本学へ入学した留学生は、学部在学中にすでに日本語の訓練を受け、論文を書いた経験があるので

特別な措置をしていないが（例外として、指導教授が日本語ができない中国人の場合には中国語による論

文提出を認めている）、中国人民大学あるいは南開大学からデュアルディグリープログラムに入学した学生

に対しては、中国語、あるいは英語による論文提出を認めている。 

 

［問題点］ 

学位授与に関しては、修士課程に関してほとんど問題はない。しかし、博士後期課程における課程博士

学位、とりわけデュアルディグリープログラムの課程博士学位については、本学と中国人民大学および南

開大学との間で学生を派遣しあい、お互いに自分のところで博士の学位を認定する。その場合に日中双方

の博士学位認定の基準について、相互の意思疎通が充分でないきらいがある。 

 

［改善の方法］ 

デュアルディグリープログラムでの日中双方での学位授与に関して、学位授与の基準など日中双方でよ

り緊密に連絡する。 

 

 

 

ｂ 課程修了の認定 

 

［理念・目的・目標］ 

修士課程では、学生は所定の単位を修得し、修士論文の審査に合格しなければならないが、その中で、

中国学に関連する専門分野について、深い知識と分析力を身につけることを目指す。博士後期課程では、

先行研究を踏まえたその分野での独創性を示すような論文を書けるような研究能力の育成を目指す。 
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［実態］ 

修士課程の修了の要件は、修士課程に 2年以上在籍し、所定の 32単位以上を修得し、同時に必要な研究

指導を受けて修士論文を執筆し、論文審査および 終試験に合格することである。これにより、修士学位

が授与される。また、修士課程修了に当たっては、研究遂行に必要な外国語 1 か国語に熟達していること

が求められ、その審査を行っている。 

博士後期課程の修了の要件は、博士課程に 5 年以上在籍（修士課程に 2 年以上在学し、当該課程を修了

した者にあっては、当該課程における 2 年の在学期間を含む。博士後期課程に限れば 3 年以上在籍）し、

所定の 44 単位以上（博士後期課程のみに限れば、12 単位以上）を修得し、同時に必要な研究指導を受け

て修士論文を執筆し、論文審査および 終試験に合格することである。これにより、博士学位（課程）が

授与される。また、博士課程修了に当たっては研究遂行に必要な外国語 2 か国語に精通していることが求

められ、その審査も行っている。 

2004 年 4 月、ICCS の重要なる事業として、中国の人民大学・南開大学との間でデュアルディグリープロ

グラムが設けられた。これは、本学大学院中国研究科博士後期課程の学生と、前掲の中国 2 大学大学院博

士後期課程学生とが相互に 1 年間留学した上にそれぞれの大学院における指導教員より研究指導を受け、

日中双方の大学院に学位請求論文を提出し、論文審査を受け 終試験に合格した者にそれぞれの大学大学

院より博士学位（課程）を授与するものである。 

修士課程に関しては、これまで 1991 年 4 月の中国研究科修士課程創設以来、ほぼすべての学生が一貫し

て 2～4年間の在籍で課程を修了していた。過半は 2年間での修了であったが、 近は中国への留学を行う

学生が増加し、中国における大学院留学生である高級進修生として 1 年以上の留学を行う学生が毎年数人

に上っている。また、修士論文は学位請求論文として、一定以上の学問的水準が要求されるため、構想・

資料収集・分析・執筆にはかなりの時間を要するため、学生の努力のみならず、指導教員もかなりの時間

を割いている。 

博士後期課程に関しては、1994 年 4 月の創設以来 2002 年度 1 名取得者が出るまで、課程博士を修了す

る学生はいなかったが、それ以後、前述した「a 学位授与」で述べたように修了した学生が数名いる。 

 

［長所］ 

修士課程・博士後期課程ともに一定の時間をかけて学位請求論文執筆を行うことを前提としており、現

在の制度でもそれはかなりの程度保証されている。それは、修士課程入学者が、留学を行ったとしても、2

～4 年の年限で学位を取得し課程を修了した上で、進学あるいは就職していることからも明らかである。

また、デュアルディグリープログラム学生の場合、研究対象国への留学が保証され、相手国でも正規の学

生として研究指導を受けられることは、若手研究者養成という観点から見ても、有用である。 

 

［問題点］ 

中国研究科は、中国という外国を研究対象としているため、当該国への留学あるいは一定期間の調査、

渡航が必須とならざると得ない。デュアルディグリープログラムの場合は、これが制度的に保証されてい

るが、一般学生の場合は必ずしもそうではない。これは、研究に必要な語学能力の涵養のみならず、当該

国の現状に触れることで現代の問題意識を培うためにも不可欠である。 

学位授与に関しては、修士課程に関してほとんど問題はない。しかし、博士後期課程における課程博士

学位については、 長 6年の在籍期間を終えても論文執筆が完了しない事例が散見される。 

 

［改善の方法］ 

現在、デュアルディグリープログラムを修士課程にまで拡大しようとする努力が重ねられている。これ

により、中国への留学を修士課程においても制度的に可能とすることができ、学生にとっての経験付与に

なるであろう。また、博士後期課程では、課程博士学位取得のための研究指導をさらに緻密にする。その

場合に、中国側ですでに行われている指導教授を含む複数の教授に対して学生が論文執筆計画や学説史整
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理などを行う「開題報告」、あるいは「リサーチプロポーザル」を研究科として組織的に行う。 

 

 

 

（17）文学研究科  
 

１．教育課程等 
 

ａ 大学院研究科の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院に求められる基本的姿勢に加えて、本研究科の特徴を強調するならば、固有のディシプリンの垣

根を越えて横断的・学際的な研究教育を目指す点にあり、以下にのべる各専攻の理念・目的・目標におい

てもそれを全面に押し出している。 

日本文化専攻においては、日本史学・日本語・日本文学の軸に、宗教学や民族学をも取り入れた総合的

カリキュラムを編成し、国際化の時代に対応しうる幅広い日本文化の知識を涵養し、深い洞察力と学問的

研究方法を身につける教育を旨とする。また地域の歴史や文化への理解を深めつつ、郷土史や郷土文学研

究に従事する人材の養成を目指す。 

地域社会システム専攻においては、地域社会システムにおける社会学と地理学の融合的なシステム研究

方法論の習得を必修化し、それぞれの専門分野の協力・協調を目指す。 

欧米文化専攻においては、欧米文化の共通的な特質と個別的な特質を理解できるような学際的研究・教

育を目指す。 

 

［実態］ 

日本文化専攻においては、修士課程 1 年次において、日本史学と日本語・日本文学専攻との接点を求め

た「日本文化研究方法論」（「日本史学」・「日本文学各」2単位）を必修とし、2領域横断型の統合的カリキ

ュラムを編成している。2年次においては、広い学識と専門性に基づく修士論文作成の指導を行っている。 

地域社会システム専攻においては、修士課程では、1 年次で自分の研究テーマに沿った科目と、多様な

他分野の科目を履修させるが、フィールドワークを課する科目も多い。このため、土曜日や日曜日をそれ

に当てることが多い。 

欧米文化専攻においては、専攻が目指す総合的な研究・教育という点で、他科目との連携性を重視して

カリキュラムの編成を行っている。しかし、他領域の教員が共同で担当する授業科目はない 

 

［長所］ 

日本文化専攻においては、日本史学と日本語・日本文学専攻との接点を求めた 2 領域横断型の総合的カ

リキュラム編成がなされている。修士論文や学位論文執筆に際しては、丹念な個別指導がなされ、着実で

堅実な学位論文が継続的に提出されている。 

地域社会システム専攻においては、地域の現実を知るためのフィールドワークの実施。学生の多様な関

心に応えるカリキュラム（社会学系・地理学系に加えて、行動科学、自然科学系などが加わる）と指導体

制がとれている。 

欧米文化専攻においては、欧米文化方法論という科目は、2 分野（現在はイギリス文化と仏語学）の教

員がセメスター制で行う入門講義で、学生は異なった領域のディシプリンを身につけ、自らの研究領域を

広げることができる。 

 

［問題点］ 

日本文化専攻においては、学生数の減少に対する適切な対策がなされておらず、受講生がいないために
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開講できない講義もある。 

地域社会システム専攻においては、設立当初には充実していた科目が、設立当初の担当教員の補充がな

されず、カリキュラムと教員実態のあいだにズレが生じている。 

欧米文化専攻においては、実態を踏まえて、欧米文化の諸分野を横断的にとらえる機会があまりない。

学生数が少ないのが 大の問題点である。 

 

［改善の方法］ 

日本文化専攻においては、学生数の増加を目指して時代のニーズに合った教育を抜本的に見直す。学内

各研究科との単位互換を図り、相互の交流・連携システムを強化する。また、海外の大学との交流・連携

にも力を入れる。他方では地域文化を担い、地域研究に従事する人材の養成になおいっそう努力する。 

地域社会システム専攻においては、教育の実態や学生のニーズに応じたカリキュラムを編成する。 

欧米文化専攻においては、外国語教育をいっそう充実させること。つぎに、欧米諸国文化の横断的・研

究を目指すために、教員相互の連携、講義の公開などの他、その具体的な方策として共同研究を企画する

必要もあろう。現行の哲学、欧米各国文学に加え、西洋史やアメリカ史の研究者を加えることも必要にな

ってくる。 

各専攻がかかえる上記のような諸問題については、現在、将来問題検討委員会を立ち上げ検討中である。 

 

 

 

ｂ 単位互換・単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

教育内容の充実をはかり、学生の多様なニーズに応えるために、本研究科で不足するものについては、

他大学大学院との単位互換、単位認定を行い、補完する必要がある。 

 

［実態］ 

修士課程に在学する学生を対象に、豊橋技術科学大学と単位互換協定を締結している。対象研究科は経

済学研究科、文学研究科、国際コミュニケーション研究科、中国研究科、経営学研究科、他方豊橋技術科

学大学は工学研究科である。ただし、2006 年度は受け入れ、送り出しの実績はない。 

 

［長所］ 

単位互換制度を有しており、他分野を学ぶ機会がある点。 

 

［問題点］ 

豊橋技術科学大学大学院は工学系大学院であるため、本研究科の学生から見てあまり魅力的とはいえず、

理系の基礎知識を前提とするということもあり履修可能な科目は極端に限られている。 

 

［改善の方法］ 

豊橋技術科学大学の他に、名古屋地区にある文科系大学の大学院と協定を結ぶことが望ましい。 

 

 

 

ｃ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人学生については、社会での経験、活動を通して多様なニーズをもっている点を配慮している。入
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学試験においては特別の配慮をし、カリキュラム上においても、社会人学生の多様なニーズに応えること

を念頭においている。 

外国人留学生については、入学試験の特別制度を設けていないが、教育課程においては学生に応じた内

容・方法を講じるものとする。 

 

［実態］ 

日本文化専攻においては、外国語の試験を行わず、欧米文化専攻においては外国語の試験および専門科

目の試験（論述式）を行っていない。後者においては口述試験が合否の鍵になっている。 

外国人留学生については、いまのところ入学者が少ないので、分離した教育は行っていない。日本人学

生との交流を深め、日本の生活や文化を学び、研究面においても相互に刺激しあうという点から、特別の

カリキュラムを編成していない。 

現在までのところ社会人・外国人留学生で志願者・入学者があったのは日本文化と地域社会システムの

2 専攻である。社会人は仕事と両立させる必要があるので土曜日の午後や夜間の授業時間帯を設定してい

る。外国人留学生は日本語能力の問題や、本国における学部時代の専門と乖離するなどの問題があるが、

担当教員の努力と本人の意欲によってクリアしてきた。優れた博士論文を仕上げた者もいる。 

 

［長所］ 

社会人学生にあっては、自らの社会的経験・見識を一般学生につたえ、一般学生にあっては、学部の経

験も踏まえて 新のアカデミックな情報をつたえ、相互に刺激を与え合い、好ましい研究環境が生まれて

いる。 

外国人留学生にあっては、日本人の一般学生との交流によって、互いに情報を交換する効果は無視でき

ない。 

修士課程と博士後期課程の学生数は多くて 5名程度であるため、学生の協力で時間的な問題は解決でき、

柔軟なカリキュラムと時間割を編成することができる。 

 

［問題点］ 

社会人学生、外国人留学生とも、いまのところ少数にとどまっているので、日本人学生との混合方式が

教育効果を高める結果になっている。逆に、外国人留学生用の特別カリキュラムがないために、応募者数

を少なくしているという欠点も指摘される。また、これまで学生数の少なさが、カリキュラムの柔軟性に

繋がったが、今後学生数が増えた場合、このような対症療法が不可能になるおそれがある。 

 

［改善の方法］ 

社会人学生のニーズの性格を把握し、そのニーズに応える、入学試験のあり方、カリキュラムの編成、

課程修了年限の弾力化などを考える必要がある。授業時間については、時間的な問題を解決するために、

現在の土曜日午後の開講に加えて、夕方から夜間にかけての開講を考える必要がある。 

 

 

 

ｄ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

高齢化社会のなかで、知職社会と地方文化の向上を目指して、広く門戸を開放する。主として社会人の

再教育を目標にし、社会人学生や社会人の科目等履修生（聴講生）、また博士後期課程においては、研究生

を積極的に受け入れ、教育研究、論文指導等を行う。現在行っている本研究科のリレー講演などの公開講

演会、公開講座等を開催し、地域社会に本研究科の成果を還元することを目指す。 
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［実態］ 

本研究科のリレー講演（過去 3 年間行った）は主として本来研究科の PR のために始めたものであるが、

実際の聴衆は高齢者が多く、地域の文化活動に寄与する色合いを持つようになってきた。これはこれとし

て歓迎すべきことであり、今後の講演のテーマ、講師等を考える際の参考にすることができる。 

 

［長所］ 

リレー講演は社会人の再教育という観点にたてば極めて有益である。聴衆のなかに豊かな経験をもつ高

齢者が多いため議論は活発である。 

 

［問題点］ 

本研究科ではこれまで社会人の生涯学習の観点からの問題意識は必ずしも強いものではなかった。今後

の検討課題のひとつになるだろう。 

 

［改善の方法］ 

本研究科の将来問題検討委員会において、生涯学習の問題を俎上に乗せ、多面的に考えてみる必要があ

る。社会人の学部編入生、科目等履修生などのニーズを大学院教育につなぐ工夫ができないものか、いま

は制度のない修士課程の研究生をなんらかの形で受け入れる方法はないか、PR を兼ねない社会人向けの講

演会は可能かとうか等、本研究科としてできることを検討してみたい。 

 

 

 

ｅ 研究指導等 

 

［理念・目的・目標］ 

学生の指導はゼミでの指導が中心になるが、随時個別指導を行い、個々の学生の目的と問題意識にあわ

せた研究指導を行う。科目履修は「大学院履修要項」に則って行われるが、学生の関心とニーズに応じて

指導教授が相談にのり、特定の科目を履修させる等履修指導を行う。同様のことは学位論文の作成におい

てもいえる。前述した年 1 回の大学院生研究発表会では、修士課程、博士後期課程学生にできるだけ成果

を報告するよう指導し、秋に行われる地方学会では絶好の他流試合と考えて極力発表することを勧めかつ

指導する。 

 

［実態］ 

学生の履修指導や学位論文の作成上の指導は、指導教授に任せられているが、研究科内外の他の教員に

よる指導も適宜行われている。前記の大学院研究発表会においては参加した教員から適切なアドバイスを

受けることができるし、地域レベルの学会の発表においては広く他大学の教員の指導を受けることができ

る。 

 

［長所］ 

学生数の少なさが逆にさいわいして、個別的な研究指導ができる。イギリス流のチュートリアルとまで

はいかないが、それに似たことができる。加えて、論文作成の 初から 後まで一貫した指導ができるの

がよい。 

 

［問題点］ 

長所は短所でもあり、学生の教育研究を指導教員ひとりが行うことは、指導上の責任は明確だが、研究

科としての組織的指導ができにくくなっている。学生の研究テーマによっては、複数の教員の指導を必要

とするものもあり、ひとりでは限界がある。これにより、ひとりの教員の責任と負担が加重になり、特定
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の指導教員に学生が集中するときに、いっそうその傾向は強くなる。 

 

［改善の方法］ 

複数の教員による集団指導性を導入する。指導教員を中心にしながら、学生の学位論文のテーマに応じ

て、少なくとも 1 名の他教員が指導にあたるのが望ましい。これは論文作成過程で 1 名以上の教員による

論文進行状態のチェックと適切な助言を受けることを意味する。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科の学生の近年の傾向として、研究者への道が狭き門になるにつれ研究者志望から専門職志望に

様変わりしてきた。教育効果もこれに応じた測定方法が必要になる。研究者を目指す学生には、研究者と

しての専門分野の研究能力とその適格性を考慮にいれ、専門職を目指す学生には、実戦的で幅広い知識と

教養をつちかう。 

 

［実態］ 

教育効果を測定するための方策は特に行っていないが、院生の研究発表会を年に 1 度開催し、学生の論

文集（『愛知論叢』）を年 2回発行している（両者とも若干の奨励金を支給している）。これらは指導教授の

指導と認可のもとで行っており、教育効果を測定するひとつの機会となっている。また、地方学会で研究

報告をするよう極力勧めており、修士 2 年目にそれを行うことを義務づけている専攻もある。後者は教育

効果を測定する も有効な手段だと考えられる。修了後の進路については、学生の希望が実現しない場合

が多いが（特に研究者への道）、 近は初めから修士で修了し、専修免許を取得後、中学・高校の教師を希

望する学生も出てきている。すでに教壇に立って活躍している者も何名かいる。 

 

［長所］ 

院生の数が少ないのが逆にさいわいして、1 対 1 のチュートリアルができる。研究発表会では修士論文

に直結するテーマを扱う者が多く、論文を進める恰好の促進剤の機能を果たしている。大勢の人前で発表

する得難いチャンスでもある。『愛知論叢』には主として博士後期課程の学生が寄稿しており、年に複数の

論文を載せる学生もいる。これはただちに研究業績として将来的に利用できるものである。進路について

は、博士後期課程の修了者を本学の非常勤教員として採用する場合（すでに 5、6 名はいる）、採用時の審

査がし易いという利点がある。 

 

［問題点］ 

特に修士課程においては、学位論文作成にあたって複数の科目と関連する幅広い知識と教養が求められ

る。したがって、指導教員ひとりが教育効果を測定する現行のやり方には問題がある。 

 

［改善の方法］ 

問題点で触れたことと関連して、集団指導制を実現化する。また学生が相互に刺激し合う環境を作るた

めには、何よりもその数を増やすことが先決である。そうした緊急の問題も含めた各種の問題を将来問題

検討委員会では検討している。 
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ｂ 成績評価法 

 

［理念・目的・目標］ 

入学試験をクリアした者はあるレベルを超えた学生であると考え、本研究科では知識の多寡だけで成績

は評価しない。教室でのプレゼンテーション、レポートなどを通して、対象へのアプローチの仕方、思考

能力等画の向上などを考えて評価する。 

 

［実態］ 

プレゼンテーション、レポート、試験などによって成績は総合的に評価しているが、学部のそれのよう

に定期的かつ厳正に行っているわけではない。各教員の独自の判断によっている。 

 

［長所］ 

知識の多寡を基準にした成績評価法ではないので、学生は成績にこだわらず、のびのびと各自のテーマ

に没頭できる。自由で開放的な雰囲気のなかから新しい知見が生まれる。 

 

［問題点］ 

教師の主観的な判断に傾きがちな成績評価は、客観的な能力の評価に繋がらない欠点がある。 

 

［改善の方法］ 

できるだけ客観的な評価を目指す。教師間の情報交換も必要であろう。 

 

 

 

ｃ 教育・研究指導の改善 

 

［理念・目的・目標］ 

設立当初の本研究科のカリキュラムは、旧制大学的な研究者養成を念頭においたものであったが、近年

では高度な専門職業人を養成するカリキュラムに変わってきた。ただし、博士後期課程においては、従来

どおりの研究者を養成するカリキュラムが組まれ、博士号取得を目指す学生に備える。 

 

［実態］ 

教員の配置は新採用者を適任者と判断した場合、その専門領域に関わる担当科目を増設し、かつ新規の

非常勤教員を採用する等、マンネリズムに陥らないよう配慮している。学生への研究指導の具体的な内容・

方策については教員独自の判断に任せており、現在のところ、これが有効かつ適正な方法だと考えている。

シラバスは作成しているが学部の年間授業計画のような詳細なものではない（大学院の場合それが必要か

どうかは検討の余地がある）。授業評価は現在行っていない。 

 

［長所］ 

授業科目の適宜増設、入れ替え等によって常時新鮮な授業を提供している。教員独自の授業方法・内容

の適用は、少数の学生にあっては彼らの希望や資質に応じた教育を可能にしている。 

 

［問題点］ 

シラバスを作成していないのは問題点ともいえるが、大学院の場合シラバスどおりに授業ができるかど

うか一考の余地はある。授業評価は少人数の場合出所が分かる可能性があり、ただちに採用するのには疑

問がある。 
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［改善の方法］ 

こうした現状を考慮し、教育・研究指導方法においても、学生の実態把握、学生への助言体制等、各教

員の協力体制を組む。また、学部と同様のシラバス作成の可能性をさぐる。 

 

 

 

３．国内外における教育・研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

本学はその設立趣意書にうたっているように、国際的に有為な人材を養成することを建学の精神として

いる。本研究科もこれを理念とし、目標とする。 

 

［実態］ 

文学研究科独自の国際交流締結先はなく、経済学研究科と連携して、ブレーメン大学国際経済研究所と

の交換教員制度を利用している。過去 10 年間に 3 名の教員が 40 日前後相互に行き来して、講義や講演を

行った。ブレーメン大学の教員が来学したときは本研究科の学生も参加して研究会を行っている。 

また中国の大学（上海外語大学・北京第二外語大学等）との交換教員制度では、中国側の交換教員が本

学学生と同じ教室で講義を受け、演習においても相互に意見を交換している。過去の受け入れは 2003 年度

1名、2004 年度 2名、2005 年度 2名である。またこれとは別に大学院 6研究科に 6年に 1度回ってくる短

期（1か月程度）の海外教員招聘制度もある。 

 

［長所］ 

大学全体の制度の枠のなかで行われている交換制度は比較的うまく機能している。 

 

［問題点］ 

文学研究科の独自のプログラムがない。 

 

［改善の方法］ 

国際化の時代を背景に、必要に応じて海外の大学院との提携を制度化する必要がある。学生に対しては、

国際的な活動ができる外国語能力を身につけさせることを前提する教育システムを考える。 

 

 

 

４．学位授与・課程修了の認定 
 

ａ 学位授与 

 

［理念・目的・目標］ 

修士課程においては、専攻分野における研究能力または高度な専門性を必要とする職業にふさわしい能

力を養うことを目的とする。博士後期課程においては、専門分野において自立できる研究活動を行い、ま

たは高度に専門的な職業に従事するための能力、その基礎となる豊かな学識を身につけさせることを目標

にする。このような理念や目的のもと、後述する「課程修了の認定」に記された要件を満たした者に学位

を授与する。 

 

［実態］ 
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2001 年度から 2005 年度までの修士の学位を授与された者は、2001 年度においては日本文化専攻 4 名、

地域社会システム専攻 1名、欧米文化専攻 6名、2002 年度においては、日本文化専攻 5名、地域社会シス

テム専攻 5名、欧米文化専攻 2名、2003 年度においては、日本文化専攻 3名、地域社会システム専攻 2名、

欧米文化専攻 1名、2004 年度においては、日本文化専攻 2名、地域社会システム専攻 1名、欧米文化専攻

2 名、2005 年度においては、日本文化専攻 1 名、地域社会システム専攻 1 名、欧米文化専攻 1名となって

いる。また博士後期課程において博士の学位を授与された者は、2001 年度 1 名（欧米文化、課程博士）、

2002 年度日本文化 1 名（課程博士）、地域社会システム 1 名（論文博士）、2003 年度ゼロ、2004 年度日本

文化 1名（課程博士）、欧米文化 1名（論文博士）、2005 年度はゼロである。 

博士学位の審査にあっては、原則として査定を受けた学術論文 2 本以上の提出を義務づけている。予備

審査委員会（3 名以上）、本審査委員会（4 名以上）を設け、後者の審査委員会には、学外の専門家を 1 名

以上加えるようにしている。テーマとしてはつぎのようなものがあった。「芥川龍之介研究－芥川龍之介と

中国古典文学」「表現の可能性－日本近代詩に於ける叙情の諸相」「森林環境の変化とニホンカモシカによ

る植林木被害」「日本地図測量史の研究」「限界と可能性－プラトン哲学における人間理解の研究」等。 

 

［長所］ 

博士の学位の審査は厳正かつ公平に行われている。原則として査読を受けた論文 2 本以上を提出させ、

かつ学外の審査員を加えて透明性・客観性を保っている。 

 

［問題点］ 

指導教員によって、学位授与の基準の解釈の違いがでることがある。 

 

［改善の方法］ 

学位授与の基準を明確に設定する必要がある。また授与の適切性については、公開の場で研究報告を義

務づけ、博士の学位においては査読つきの学会誌に成果の一部を発表するというような高い基準を設ける

ことを考える。 

 

 

 

ｂ 課程修了の認定 

 

［理念・目的・目標］ 

修士課程の修了要件は、2 年以上在学し、32 単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上で、修

士論文を完成させ、審査および 終試験に合格することである。ただし、在学期間については、成績優秀

な者は 1年以上在学すればよいということになっている。 

博士の修了要件は、博士課程に 5年以上在学し、40単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受け、博

士論文を執筆し、審査および 終試験に合格することである。 

 

［実態］ 

修士課程を 2 年間で修了する学生は必ずしもすべてではなく、なかには 4 年間在学する者もいる。修士

論文の作成に思った以上の時間を要するものと思われる。 

 

［長所］ 

2 年間という時間は短いようで長い。有効に時間配分することによって充実した学生生活を送り、学問

の楽しさを味わうことができる。 

 

［問題点］ 
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長所でのべたこととは裏腹に、2年間では修士論文が手薄になることがある。 

 

［改善の方法］ 

2 年間を有効に利用して修士論文は必ず仕上げ、かつ内容のある論文になるよう指導体制を整える。 

 

 

 

（18）国際コミュニケーション研究科 
 

１．教育課程等 
 

ａ 大学院研究科の教育課程 

 

［理念・目的・目標］ 

国際コミュニケーション研究科では、具体的な教育課程としては以下の 3 領域を有機的に組み合せるカ

リキュラムを作成し、また研究指導においてもその点を重視している。各領域の特色を簡単に挙げる。 

言語コミュニケーション研究領域・英語学・英語圏文化研究は、従来の言語・文化・文学に関する理論・

論評的な研究に加えて、話す、書くといったいわば発信型実践的実技科目も取り入れ、技術能力を向上さ

せ理論を深めるということを目標に掲げてきた。 

言語コミュニケーション研究領域・日本語教育研究は、日本語教育については在籍者が日本語教育教員

などの職に就くことを念頭に理論的な理解・教育能力を身につけさせることを目的としている。 

国際関係研究領域は、国際関係・国際文化関係・国際ビジネスと異文化理解を機軸を定め、国内外にお

ける多文化社会状況に関わる研究・教育を行う。 

多文化間比較研究領域は、文化人類学・民俗学に軸足を置いて、多文化社会状況に関わる研究・教育を

行う。 

 

［実態］ 

上述の観点から、本研究科では、先ず入学者には国際コミュニケーション研究方法論の履修を義務づけ

ている。本研究科へのいわば導入教育であるが、第 1 セメスターに一週 2 回（4 単位）の科目として、3

領域からの担当者が連携して授業にあたっている。要点としては、学術的な文献の扱い方、英語文献の活

用方法、国際関係・国際文化関係論の基礎、論文の書き方、フィールドワークの方法、社会調査法の基礎

がその内容で、日本人、外国人留学生ともにこれを履修するところから教育課程を始めている。 

次いで、各領域に分かれ、また時に交流しつつ教育課程が推移するが、領域ごとに動向を記す。 

言語コミュニケーション研究領域・英語学・英語圏文化研究は、上記の目標達成のためには、英語学担

当教員、英語圏文化担当教員、実践的実技科目担当教員間の連携と、それらの科目群の関連性を学生に周

知させることが必須であるので、その点に関しては十分注意を払って目標達成のための努力をしている。 

言語コミュニケーション研究領域・日本語教育研究は、上記の目標達成のために、日本語教育担当教員

がそれぞれの専門を連携させつつ研究指導にあたっている 

国際関係研究領域は、入学者を恒常的に受け入れており、その点では社会的需要の存在とそれへの対応

という関係を実現している。 

多文化間比較研究領域は、少数ながら毎年入学者を受け入れており、社会的需要に応えている。 

授業科目は、演習を除いてセメスター毎に完結するものとし、2 単位を基本としている。但し「国際コ

ミュニケーション研究方法論」は春学期 1 セメスターに一週 2 回を組んで 4 単位としているのは、入学者

を無理なく研究科に溶け込ませるための工夫である。 

またフィールドワークは、本研究科が力点を置いているものの一つであるが、その運用にあたっては、

フィールドワーク指導教員を決めている。フィールドワークを行う学生の指導教員がフィールドワーク担
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当者ではない場合は、フィールドワーク担当教員が副指導教員として指導にあたることになる。その指導

のもとで、学生のフィールドワークについて計画書を作成する。それを研究科委員会で審議して許可・不

許可を決め、また修了後の報告書についても研究科委員会で単位の認定に該当するかどうかを審議する。 

日本語教育については、2005 年度から海外の諸大学（中国北京の人民大学と韓国ソウルの中央大学校）

とそれについて提携を行い、それにそって教育実習を開始した。 

 

［長所］ 

言語コミュニケーション研究領域・英語学・英語圏文化研究は、偏狭な一分野のみの研究者ではなく、

発信型実技科目も含むインターディシプリナリな知識を習得して、広い視点から英語およびコミュニケー

ションについて考えることができ、かつ専門分野では相当深く掘り下げて研究できる人材を世に送り出し

ている。 

言語コミュニケーション研究領域・日本語教育研究は、日本語教育者が現場で有意義に活動できること

を目標にして種々の方策を講じており、すでに大学での教育者を送り出している。 

国際関係研究領域は、きめ細かな研究指導を心掛け、またフィールドワークも組み合せているところか

ら、修了者の学力・能力は一定の高さに達していると言ってよく、課程修了後の就職は非常に良い。 

多文化間比較研究領域は、文化人類学・民俗学を機軸にした多文化社会研究は研究分野としても特色の

あるものであり、その特色を研究に活かし、修了者の進路にも効果的な結果を得ている。 

 

［問題点］ 

言語コミュニケーション研究領域・英語学・英語圏文化研究は、専門的研究と、広い分野にわたる教養

的学習の両方が大切であることを学生に分らせることで難しさを感ずることもある。 

言語コミュニケーション研究領域・日本語教育研究は、社会的需要は恒常的に見込むことができるが、

教員数においてやや不足気味である。 

国際関係研究領域は、国際コミュニケーション研究という観点からの国際関係研究への需要は大きく、

研究科のなかでも比較的多数の学生を確保している部門であるが、それに対応する専任教員が少なく、少

数の教員が多くの在籍者の指導を担当しなければならず、むしろ需要に応えきれないことが問題となって

いる。 

多文化間比較研究領域は、文化人類学・民俗学を機軸としていることは特色であるが、逆にそれが対応

の幅を狭めている点もある。特にアメリカ・英語圏を対象とする研究の需要に充分に応えることができる

ように、強化を図る必要が生じている。 

 

［改善の方法］ 

言語コミュニケーション研究領域・英語学・英語圏文化研究は、インターディシプリナリな面と、一分

野集中研究型の両面の大切さを、学生に周知させるべく、教員間でよく連絡を取り合い、協議を行う。 

言語コミュニケーション研究領域・日本語教育研究、国際関係研究領域は、学内の関係者だけでなく、

他大学教員の非常勤教員科目を設けることによって対応しているが、なお強化したい。 

多文化間比較研究領域は、アメリカ・英語圏の関する科目を増やすことを検討する。 

 

 

 

ｂ 単位互換、単位認定等 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院では、研究科の特色を充分吸収するために、当該研究科の単位が主要となるのは当然であるが、

他方、専門分野の可能性や幅や広がりに接するためには、国内外の大学・研究機関での単位修得も望まし

い場合が考えられる。そうした考え方に基づいて、今後の単位互換を政策的に進めてゆくことを目指す。 
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［実態］ 

上記の考え方をとってはいるが、実態としては、それを整えるには至っていない。学生にとっても、課

程修了に要する単位数が限られていることと、それでもなお研究科内および学内の他研究科の科目を時に

履修するのに追われているのが実態である。 

なお本学では学則において、学生が他大学で「修得した単位を、10 単位を超えない範囲で」本大学院の

履修単位とみなすことができる、としているので、その活用を検討している。 

 

［長所］ 

単位互換や単位認定は、学生の多様なニーズに対応するとともに、専門性の幅を学生に身を以って修得

させるための機会でもあるので、指導も含めて検討している。特に経済学研究科と文学研究科との間では、

相互の単位互換と単位認定を常に行っている。 

 

［問題点］ 

上記のような考え方に立っているが、実態としては、学生は研究科と学内の他研究科の若干の科目の履

修で追われている。また豊橋市という立地から、共通性のある他大学の大学院研究科が近隣に存在しない

ため、学則で認められている他大学での単位修得も実際には行えない状態にある。それが、内向きに繋が

らないように、教員の間では注意をしている。 

なお単位認定について本研究科において重視している英語力の点では、長年にわたって学習し力がつい

てくるものである以上、大学院の 2 年間で飛躍的に力がつくということはありえないという問題にも直面

している。 

 

［改善の方法］ 

当面は、学則の定めに準拠し、その理念を現実化して、国内外の大学院や研究組織との提携を図ってゆ

きたい。なお、上述の英語力の点では、門戸を広くという趣旨には反するかも知れないが、入学試験の段

階で合否の基準を現在よりも厳しくすることを検討している。 

 

 

 

ｃ 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

社会人学生については、入学試験にその枠を設けており、毎年、それによる入学者を受け入れている。

社会人には、一般入試の試験科目である外国語を免除しているが、入学後は外国語を必要とするので、面

接試験において志願者の研究領域の区分などを踏まえて慎重に判断するように心掛ける。 

また外国人留学生については、前期（9月）・後期（2月）の他に国外受験を 12 月に行っている。これは

書類審査であるが、判断に遺漏が無いように種々の工夫を凝らしている。特に論理的思考と英語能力につ

いて正確な把握につとめる。また、教育課程では、一般学生と基本的には区別しないが、社会人枠の入学

者については実情に応じて若干の便宜を図る。 

 

［実態］ 

社会人は毎年数名受け入れており、再教育・生涯学習に寄与するものとなっている。 

外国人留学生は、受け入れ学生のほぼ半数である。日本人学生と特に区別はしていないが、日本人学生

との交流が図れるように何かと工夫をしている。 

外国人留学生には教育課程では特殊な扱いをしてはいないが、日本語論文技術の科目を設けて、学術文

体の能力をつけさせる工夫をしており、事実それは在籍者の研究領域を問わず効果を挙げている。 
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また大学全体の政策として、私費外国人留学生には、授業料の半額減免の措置がとられている。 

 

［長所］ 

現在は、日本人の一般入試による入学者、社会人枠の入学者、外国人留学生が配分よく在籍しており、

互いに刺激し合い、助け合うことにもなっている。 

私費外国人留学生への授業料の半額減免制度も就学を助けるものとなっている。 

 

［問題点］ 

社会人は、毎年の入学者平均 10 名の内、2名程度である。潜在的なニーズはもっと大きいと考えられる

ので、広報も含めて社会状況にさらに合わせてゆく必要がある。 

 

［改善の方法］ 

社会人のニーズをさらに把握し、研究科の実態との調整を図って、より社会的に貢献できるように努力

する。 

 

 

 

ｄ 生涯学習への対応 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科では、特に生涯学習者向けに取り立てて直接的に謳ってはいないが、その研究・教育や論文指

導は、実質的に生涯学習者にも教育するものとなっている。今後は、その面を意識的に取り上げ、また検

討を加えて明示していく。 

 

［実態］ 

生涯学習の志向をもつ社会人入学者の在籍は、平均すると毎年１名という状況で、現行の教育課程によ

ってそのニーズにも応えている。 

 

［長所］ 

本研究科の教育課程の内容、また公開講座・講演会を通じて、生涯学習に寄与している。 

 

［問題点］ 

生涯学習への対応をさらに意識的に明示してゆく必要がある。 

 

［改善の方法］ 

本研究科の研究教育を生涯学習の観点から再点検して、広報も含めて社会的ニーズに応える努力をする。 

 

 

 

ｅ 研究指導等 

 

［理念・目的・目標］ 

国際コミュニケーション研究科は、研究科を構成する諸領域の有機的関係と指導教員による細かな研究

指導を組み合せ、適切なバランスによって在籍者の能力の開発と専門知識の向上を図り、修了者の将来性

の開拓を促すことを目的とする。 
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［実態］ 

主たる指導教授の他に、副指導教授を設けることができる制度を設けている。特にフィールドワークに

ついては、指導教授がそれを専門としない場合には、フィールドワーク担当として予め研究科会議に設け

た資格審査委員会において資格審査を行った教員が副指導教授として指導を分担することを定め、実行し

ている。 

研究科全体としては外国人留学生の日本語による学術文体の向上のため、日本語論文技術の科目を開講

し、外国人留学生については必修としている。 

 

［長所］ 

次のような工夫を施していることが好ましい効果に繋がっていると考えている。 

①学生がその研究の水準を客観的に把握できるための措置として、関係する学会での発表を促している。

これには本学大学院に共通の支援体制として、セメスターごとに 3 万円を上限として学会参加の実費を

補助する制度があり、それを活用している。 

②修士論文の進捗を確かめ、またそれを客観的に判断できることを意図して、毎年、春と秋の二回、修士

論文中間発表会を学内公開で行っている。これを 1年生が聴講し、また裏方として運営に参加するので、

教育効果も大きい。 

③フィールドワークを円滑ならしめるための措置は、本研究科の特色の一つであり、履修する学生も多い。

なおこれには海外の場合には、大学から一名 4万円の奨学金給付の制度があり、活用する人数は多い。 

④日本語教育研究領域では、日本語教育への準備として外国の大学での日本語教育実習を導入した。 

 

［問題点］ 

所与の基礎条件に関わるものや、自助努力の不足などさまざまであるが、次のような問題点があると認

識している。 

①研究科の所在地が豊橋市であることにはプラスの面もあるが、社会的需要への対応と掘り起こしには名

古屋市に拠点を設けることが望ましい。また他の大学大学院との交流が活発ではなく、在籍者が学力を

客観的に認識するのが難しい面があり、またそれを認識する必要性を自覚する度合いがやや低い。 

②言語コミュニケーション研究領域・英語学・英語圏文化研究については、英語学・英語圏文化という性

格上、英語力がどうしても要求される。社会人学生、外国人留学生とも、英語力という点で十分でなく、

修士論文を書くことができずに退学した外国人留学生（1名）がいたのも事実である。 

 

［改善の方法］ 

研究科内の工夫を超えた問題点もあるが、改善に向けて次のような努力を行っている。 

①社会的需要への対応と掘り起こしでは、当面、名古屋校舎との間でサテライト方式に進むことができれ

ばと考えている。また、在籍者の理解のレベルを客観的に把握するように、教員が適宜、指導とアドバ

イスを行っている。大学が設けている学会参加への支援規定を積極的に活用している。 

②言語コミュニケーション研究領域・英語学・英語圏文化研究については、英語力の点で長年にわたる学

習によって力がつくものである以上、大学院の 2 年間で飛躍的に力が向上するのは難しく、入学試験の

段階で、合否の基準を考え直すことも検討している。 

 

 

 

２．教育方法等 
 

ａ 教育効果の測定 

 

［理念・目的・目標］ 
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指導教授制を軸としながらも研究科全体として教育効果と成績評価が適切かつ効果的であることを重視

する。 

 

［実態］ 

研究科会議を毎月開催し、かなりきめ細かく実態の把握と問題点の改善に努めている。 

 

［長所］ 

国際コミュニケーション研究科では、次の 3点を長所と評価している。 

①教員間の連携が比較的実現されており、教育効果については絶えず点検を行う体制となっており、それ

を基礎として制度の運用を行っている。 

②修士論文の口頭試問は公開で行っている。その際、英語学・英語圏文化の場合はすべて英語で行うこと

にしており、理論だけでなく実践的技術も試される。なお修士論文中間発表会を 7月と 11 月初めに行っ

ている。前者は大学院委員会の承認・支援を受けて研究科の独自企画として実施、後者は大学院生協議

会主催の企画に参加を促している。なお修士課程在籍者には公開での研究発表を義務づけている。これ

には、指導教員が同席することは当然であるが、できるだけ多くの教員が参加するように心掛けている。 

③フィールドワークの制度が効果を発揮している。これは海外での実地調査で、予め特定している教員に

よる指導と、2週間以上の現地調査への経費への補助として一名4万円を援助することから成っている。

奨学金は刺激の効果を挙げており、学生の意欲を引き出すことになっている。なお実施に当たっては、

詳細な計画書を作成させ、また事後には報告書を義務づけ、どちらも研究科委員会での審議を行ってい

る。これらを通じて、研究科の多くの教員が学生の研究活動を把握することにもなり、また研究科内の

学生の交流にも役立っている。 

 

［問題点］ 

近隣都市に他の文科系の同種の大学院研究科をもつ大学が存在しないこともあって、学生が他大学と研

究会などを組むなどの機会が少なく、身につけつつある能力や技術を客観的に把握するのが難しい面があ

る。 

 

［改善の方法］ 

在籍者が関係する学会に参加するようにつとめる。 

 

 

 

ｂ 成績評価法 

 

［理念・目的・目標］ 

国際コミュニケーション研究科では、国際性を重視する観点から語学能力や多文化社会の理解に関係す

る科目に重点をおいており、それが在籍者の進路の開拓に繋がることを目指す。 

 

［実態］ 

成績評価は、演習を除くと、すべての科目がセメスターごととなっている。 

 

［長所］ 

セメスターごとの成績評価としているため、学生が自己測定を行うのに便宜である。 

  

［問題点］ 

成績評価の基準が教員に任せられている。単位認定は教員一人一人の専決事項の面もないではないが、
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統一した基準を検討する必要がある。 

 

［改善の方法］ 

評価システムを研究科内部で検討する他、大学院全体として基準を設けていく。 

 

 

 

ｃ 教育・研究指導の改善 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科のカリキュラムは、目下は修士課程に留めており、高度専門職業人の養成を目的としている。

またそれにあたっては、指導教授が研究指導にあたるとともに、他の教員も協力して学生の指導に尽力し、

研究科としてまとまりのある教育指導を目指す。 

 

［実態］ 

本研究科を修了後に研究科での研究・教育を活かして高度専門職業人となっていく学生は半数程度であ

る。また他大学や本学の博士後期課程に進んで研究者を志向する学生もいる。このあたりの調整が課題に

なっている。 

3 領域（5分野）という研究科の構成と教員・入学学生の人数がアンバランスとなっている。 

 

［長所］ 

履修規程の運用および上記の配慮の結果、研究科の教員の多くが研究科在籍学生に目配りし、きめ細か

く指導によって研究の向上をはかっている。 

 

［問題点］ 

3 領域の間の教員配置と在籍学生の多寡が一致せず、そのバランスの変更が課題となっている。 

 

［改善の方法］ 

上記の問題点については、入学者数の実情に合わせて教員配置を調整することと、社会的需要の掘り起

こしによって研究科の構想を実現に近づけることの両面において努力を行う。 

 

 

 

３．国内外における教育・研究交流 
 

［理念・目的・目標］ 

国際コミュニケーション研究を目的としている面からも教育・研究における国際交流を恒常的・多面的

に進めて行く。 

 

［実態］ 

国際関係研究領域では、教育課程にアメリカの大学の研究者 2 名の科目を隔年で開講する態勢をとって

いる。言語コミュニケーション研究領域（日本語教育）では、外国の大学での教育実習制度を 2005 年度か

ら実施しており、2005 年度は 2名が中国の大学において、2006 年度は 2名が中国、2名が韓国において教

育実習を受けた。これに当たっては、実習プログラムについて受け入れ大学との緊密な打ち合わせを行い、

また実情を把握する措置をとっている。 
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３ 教育課程 

［長所］ 

国外での教育実習活動を通じて、国際感覚と国際交流の修得に具体的に役立っている。 

 

［問題点］ 

英語圏および欧米圏の大学・研究機関との教育・研究の交流の度合いに制約がある。 

 

［改善の方法］ 

英語圏および欧米圏の大学・研究機関との教育・研究の交流の度合いを強めることを課題としている。 

 

 

 

４．学位授与・課程修了の認定 
 

ａ 学位授与 

 

［理念・目的・目標］ 

国際コミュニケーション研究科は、現在、修士課程に留めており、その趣旨を、高度の専門性を要する

職業等に必要な高度の能力を養うことに置いている。それに資するに適切な学位授与であることを目指す。 

 

［実態］ 

修士論文の提出者に対しては、一人一人について、通常 3 名の教員から成る審査委員会を設けて審査を

行い、また口述試験は公開で行っている。その審査結果を審査委員会で作成し、研究科委員会で審議の上、

学位授与を決定する。 

 

［長所］ 

上記の手続によって、公平で厳密な判断をもって学位授与に臨んでいる。特に口述試験を公開で行うこ

とには、そのための準備や心構えも含めて効果は大きい。 

 

［問題点］ 

大局に影響することがらではないが、学位授与の前提となる合格点の場合の点数の付け方が個々の教員

ないしは審査委員会によって多少一定しないところがある。修正を強く求めることが難しいのが実情であ

る。 

 

［改善の方法］ 

上記の問題点を是正するためにも、評価の点数の客観的な基準を定める。 

 

 

 

ｂ 課程修了の認定 

 

［理念・目的・目標］ 

修士課程の修了要件は、修士課程に 2年以上在学し、32 単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受け

た後、修士論文の審査および 終試験に合格することである。また研究に必要な 1 外国語の審査に合格す

ることを必要とする。 

  

［実態］ 
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上記に沿って課程修了の認定を行っている。ただし、課程在籍中に社会人となる事例への対応が遅れて

いる。 

また 2 年以上在籍し、2 年間で単位をすべて修得して修士論文のみを残す場合は、授業料の半額減免の

措置を受けることができるが、反面、科目履修も演習指導も規程上は認められない。 

  

［長所］ 

大半の在籍者が、所定の 2 年間で修士課程を修了しており、課程で修得した能力を生かした職場を得る

者が多い。 

 

［問題点］ 

上記の目標に掲げた、修士課程での研究に合致した職業に在籍中の 2 年次以上において就職する場合の

研究の遂行と、その場合の扱いに関する規程の整備は、これまでも何度か課題として議論してきたが、そ

れに対応する規程の整備が遅れている。社会人の受け入れについてはよく話題になるが、逆に、学生が修

得した専門知識を活かして課程在籍中に社会人となるケースにも対応する。 

 

［改善の方法］ 

上記の 2項目について規程の整備を早急に行う必要がある。 
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４ 学生の受け入れ 
 

 

 

１．愛知大学の学生の受け入れ（総論） 
 

ａ 入学者受け入れ方針等 

 

［理念・目的・目標］ 

本学は、その建学の精神に基づいた人材を社会に送り出すことを使命としている。また、建学の精神に

即した人材として成長が期待できる学生獲得を目標として入学者の選抜を行う。 

 

［実態］ 

本学は、6 学部を有する文科系総合大学であり各学部の専門教育はそれぞれ異なるが、どの学部に入学

するにしてもカリキュラムは高等学校で身につけた幅広い分野にわたる基礎学力を前提としている。基礎

学力をバランス良く備えた入学者を確保するために、3 教科以上を課す一般入試に重点をおいた入学試験

を実施している。 

一般入試の独自試験では、現代中国学部の外国語の中国語選択を除き、出題科目、試験問題、配点を全

学部同一としている。本学では、学部の専門性や独自性を追求して学部が固有に必要とする学力を求める

のではなく、大学教育を受けるのに必要な基礎学力を入学時点で幅広く身につけていることを求めるとい

う考え方に重点を置いている。 

どの学部に入学しても専門教育に欠かせない英語（現代中国学部のみ中国語も選択可）、国語の 2教科は

必須とし、地歴または数学を選択科目とすることで、大学教育を受けるのに必要な基礎学力を問うている。 

センター試験利用入試では、独自試験とは異なり多様な入学者の確保を目的としており、本学独自試験

では課していない理科等の自然科学の教科科目も選択科目に加えている。このため、学部独自の考え方に

基づいて出願要件を定めている。たとえば、3 教科型において経済学部は外国語のみ必須とし他の教科科

目から 2 教科を選択にしている。また、5 教科型においては、国際コミュニケーション学部は必須の英語

の配点を高くするなどしている。 

推薦入試では、小論文や面接を通じて学力以外の能力を見ながらも、基準以上の評定平均値または資格

取得という出願要件を課している。資格取得要件は、経営学部と経済学部で実施している「情報・簿記会

計」推薦において情報処理および簿記に関する資格要件を設けている。また、国際コミュニケーション学

部の「一般推薦」では、英語に関する資格要件を設けている。これらは、当該学部の専門教育との関連性、

接続や当該学部への入学を希望する学生の確保という観点から設けている。 

 

［長所］ 

一般入試ならびに推薦入試において一定以上の基礎学力を幅広く求めることは、入学後の専門教育への

円滑な接続や出口での質的な担保という面で非常に有効である。受験生の少数科目入試志向が強まる中に

おいて、3 教科以上を課す一般入試に重点を置いていることは、バランス良く基礎学力を備えた学生の確

保を可能とし、入学後の学部カリキュラムに接続した教育の提供を可能としている。この結果として、本

学の好調な就職や難関資格合格といった実績に繋がっているものと考える。中部地区の私大トップクラス

の公務員合格実績や司法試験、公認会計士、税理士等の難関資格への合格、そして地元を中心とした有力

企業への好調な就職状況はこれを裏付けるものであり、この地区において高い社会的評価を得ている。 

 

［問題点］ 

大学の活性化という面からは、多様な経験や経歴、特性、個性、能力をもった学生が入学してくること

が有効であるが、現状の入学者選抜方法では多様な学生を掘り起こすという点で完全とはいえない。 
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一般入試、特に独自試験では、全学部の志願者に対して同一の問題および配点という画一的な学力試験

を課している。受験生に学部ごとの受験対策を強いないという長所がある反面、学部の専門性や独自性と

いう面は現れにくく画一的な感は否めない。 

推薦入試は、小論文課題の出題や面接を通じて学部の専門性や独自性を出しているものの、受験者の数

を考えると、その分野に対する強い学習意欲や興味関心、課題意識、適性を深く掘り下げて見極めるため

に充分時間をかけて選抜を行うことは困難である。学力によらず人物や個性、活動歴などを重視して受験

生個々の特性や個性を深く見極めるようとすると、受験者の個性や活動歴といった学力以外に重点を置い

た AO 入試に近づいてしまうという問題点が生じる。 

入学者選抜方法は、今後いっそう多様化することが見込まれることから、どの入試方式でどのような学

生を確保するのかをより明確化するとともに、入学後の成績や就職先などを追跡していくことが必要とな

ってきている。 

 

［改善の方法］ 

今後も、大学教育を受けるために必要な基礎学力をバランス良く備えた学生の確保に重点を置いた一般

入試を軸に入学者の選抜を行っていく必要がある。ただし、一般入試において学部の専門性や独自性を活

かせる入試方式の拡大を検討する必要がある。具体的には、本学独自試験と大学入試センターを組み合わ

せて基幹となる科目は本学独自の出題とし、選択科目は大学入試センター試験を課すといった方式も一つ

の案として検討に値するものと考える。これにより、独自試験では課していない多様な教科科目の学習歴

のある入学者の確保が見込まれる。具体的な実施案について、今後入学試験戦略委員会において検討を行

う。なお、2006 年 10 月に組織された同委員会の詳細は、「ｃ 入学者選抜の仕組み」にて記述する。 

推薦入試は、基本的に現行の制度を当面は維持するものの、多様な能力や個性、活動歴を有する学生を

確保するために、各学部の専門性や特性を活かした AO 入試導入の可能性についても検討すべき時期に来た

と考えられる。AO 入試については、その実施方法によっては推薦入試の前倒し的な入試になる恐れがある

ため、慎重な検討のうえ導入を図る必要がある。学部として求める学生像を明確にするとともに、当該学

部への動機づけのための仕組みづくりについても各学部に検討を要請する必要がある。基本的な実施方法

について、今後入学試験戦略委員会を中心に検討を行う。 

現行入試制度の検証や新たな入試制度導入検討の参考のため、入学後の履修状況や就職状況と入試種別

の関連性についても調査してフィードバックしていく必要があるが、これまでは詳細な追跡調査を行って

こなかった。2006 年度入学者からは、学内関係部署の協力を得ながら実施することとした。具体的には、

入試種別と入学後の成績について追跡調査ができるようシステム化した。これにより、入試種別ごとに入

学後の成績状況などを把握することにより、学部カリキュラムや入学者選抜方法の検討の際の貴重なデー

タとして活用が見込まれる。追跡調査の結果は、今後学内関係機関にフィードバックするとともに、入学

試験戦略委員会において現行入試制度の検証や新たな入試制度の検討材料として活用を図っていく。 

 

 

 

ｂ 学生募集方法、入学者選抜方法 

 

［理念・目的・目標］ 

本学では、「ａ 入学者受け入れ方針等」で述べたとおり、卒業後は各分野において活躍できる有為な人

材となり得る入学者の獲得を目標として、学生募集活動の展開ならびに入学者の選抜を行っている。 

入学者選抜では、透明性や公平性の確保に努めながら、建学の精神に基づく教育を実践するために、本

学が求める学生を様々な入試方式により確保することを目指す。 

学生募集活動では、多様なメディアそれぞれの特性を活かして有効かつ効率的に本学が求める層への広

報活動を目標としている。中でも、各種イベントや高校訪問を通じて受験生、父母、高等学校教員に直接

働きかける広報活動に重点を置く。 
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［実態］ 

本学は基本的には、学部もしくは学科単位で入試を行っている。2005 年度からは、文学部も 5 学科 12

専攻制から 1学科 14 専攻制へと改組するのに際して、入学者選抜方法もそれまでの専攻単位の入試から学

部単位への入試へと変更した。 

本学の入学者選抜では、公平性、透明性が極めて高い一般入試に重点を置いており、学部による違いは

ない。入学定員の約 7割は、一般入試によっている。（一般入試の概要を表 4-1 に示す。） 

一般入試は、3教科型の独自試験と 3教科型、5教科型のセンター試験利用入試を実施している。独自試

験は、2月実施の前期入試、M方式入試ならびに 3月実施の後期入試からなる。 

前期入試は、一般入試募集定員の約 6 割を占める本学のメイン入試である。試験日自由選択制を導入し

ており、4日間の試験期間を通じて同一レベル、同一形式で出題している。 

M 方式入試は、2004 年度にそれまでの前期入試の定員を割いて新規導入された。記述式解答が中心の前

期入試とは異なり、全問マークセンス方式の入試方式としている。大学入試センター試験の受験対策を活

かせることや全問マークセンスという受験し易さに加え、前期入試の受験対策が活かせる出題形式となっ

ており、前期入試受験者とは異なる層の取り込みを狙って導入された。なお、2005 年度には、前期入試お

よび M方式入試の国語に漢文を導入し古文との選択とした。 

後期入試は、前期入試や M方式入試の合否発表の結果を見てから出願可能な入試方式である。 

後期入試は、本学の前期入試または M 方式入試の不合格者の多くが再挑戦してくるが、これ以外の受験

も多いため、受験し易すいよう配慮している。具体的には、全問マークセンス方式とする他、外国語の配

点を 100 点として前期入試や M 方式入試の 150 点に比べて比重を低くしたり、国語の出題範囲を現代文に

限定するなど工夫している。 

センター試験利用入試は、合格発表の時期により前期と後期に分けている。この方式の特色は、選択科

目の多さにある。全学部同一の問題を使用する前期入試、M 方式入試、後期入試とは異なり、多様な教科

にわたり学習してきた入学生の確保を目的としている。2006 年度には後期に 5教科型を新規導入した。 

 

表 4-1 一般入試の概要 

方 式 実施時期 教  科 特  徴 

前期入試 
オーソドックスな 3教科型入試
記述とマークセンス方式 

M 方式入試 
2 月 

英語（現代中国学部は中国語
選択可）150 点、 
国語（現代文、古文または漢
文選択）100 点、 
日本史、世界史、数学、地理
から 1科目 100 点 

オーソドックスな 3教科型入試
全問マークセンス方式 

後期入試 3 月 

英語（現代中国学部は中国語
選択可）100 点、 
国語（現代文のみ）100 点、 
日本史、世界史、数学、地理
から 1科目 100 点 

全問マークセンス方式の 3教科
型入試 

センター試
験利用入試 
（3教科型） 

前期：2月 
後期：3月 

外国語 120 点、国語 100 点、
地理・歴史、公民、数学、 
理科から 1科目 100 点 
※経済学部のみ外国語必須、
他は国語を含む 2教科・2科目
選択 

センター試
験利用入試 
（5教科型） 

3 月 
（後期） 

英語 120 点（国際コミュニケ
ーション学部のみ 250 点）、 
国語 100 点、数学 100 点、 
地理・歴史、公民、理科から
2教科 2科目選択各 100 点 

大学入試センター試験結果を
利用総合的な基礎学力を活か
せる入試 
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表 4-2 推薦入試の概要 

入 試 の 種 類 出 願 資 格 ・ 概 要 

指定校制推薦 文学部を除く学部で実施。 
過去数年間の受験、合格、入学の実績をポイント化し、ポイントに基
づき依頼校を選定。 

一般推薦 公募制推薦の中心となる入試で、全学部で実施。 
全日制普通科の現役生対象、専願制（ただし、英語の履修単位要件を
満たした専門学科・高校からの出願も可）。 
出願書類、小論文、面接（文学部、国際コミュニケーション学部のみ）
で選抜。 

情報・簿記会計推薦 2006 年度入試まで経営学部のみで実施。全日制の現役生対象、専願制。
情報処理関係資格、簿記関係資格保有者を対象。 
出願書類、小論文、面接（会計ファイナンス学科のみ）で選抜。 
2007 年度入試より経済学部に新規導入するとともに、専願制から併願
制に移行。 

スポーツ推薦 運動競技能力に優れた成績を有する現役高校生対象、専願制。 
出願書類、競技能力、小論文、面接で選抜。 

 

推薦入試は、指定校制推薦と公募制推薦を実施している。（推薦入試の概要を表 4-2 に示す。）いずれも

本学への入学を強く希望する現役高校生を対象としており、すべて専願制である。出願にあたっては高等

学校長の推薦書の提出を求めている。 

公募制推薦の中心となる一般推薦は、個別の小論文課題の出題、出願要件の違い、面接実施等により学

部の独自性を出しており、全学部共通で実施される一般入試とはこの点が大きく異なる。また、出願書類、

小論文、面接の総合評価により、学力試験とは異なる面から学部の教育内容とより連動した選抜を行って

いる。 

なお、2005 年に文学部は、それまでの 5学科 12 専攻制から 1学科 14 専攻制へと改組し、それまで実施

されていた専攻別自己推薦入試を廃止し、人文社会学科一学科としての公募制推薦入試を導入した。 

情報・簿記会計推薦は、情報処理または簿記に関する有資格者を対象とした入試で、当初は工業および

商業に関する専門高校・学科の生徒を対象とした商業・工業推薦入試として経営学部においてスタートし

た。普通科のカリキュラムが広く基礎学力を習得することを目的としていることに対して、これらの専門

課程では、その専門性を活かせる情報処理や簿記に関する資格取得を目標とすることが多く、実際に生徒

が資格を取得するケースが多い。これらの資格取得に向けての学習は、経営学部の専門教育内容にもマッ

チしており、入学後も高校での学習成果を活かせることから一定の志願者を集めてきた。2005 年度には課

程による出願要件を廃止、有資格者であれば出身課程を問わず出願できるように変更するとともに、名称

を現在のように改めた。しかし、志願者のほとんどが商業高校出身者で占められており、普通科からの志

願者は少数に留まっているというのが現状である。2007 年度入試からは、これまでの専願制から併願制に

移行するとともに、経済学部でも新たに導入した。 

なお、本学では、指定校制、公募制を問わず、推薦入試合格者に対しては入学前教育を実施して高等学

校の教育現場を乱すことがないよう配慮している。 

 

その他の特別入試として、社会人入試と海外帰国子女入試を実施している。（特別入試の概要を表 4-3

に示す。） 

社会人入試では、一般の受験生と異なり受験勉強から遠ざかっていると思われることに配慮して選抜方

法は学力試験を課さず、出願書類、小論文、面接の総合評価を行っている。 

海外帰国子女入試では、就学面では一般の高校生に比べて不利になることが多いため、学力試験を課さ

ず、出願書類、小論文、面接の総合評価を行っている。 
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表 4-3 特別入試の概要 

社会人入試 《1年次》 
 法学部、現代中国学部、経済学部、国際コミュニケーション学部 
 入学時点で満 20 歳（経済学部は 22 歳）に達し、就業等社会経験がある者。
 ただし、国際コミュニケーション学部のみ外国語に関する資格取得が要件。
 出願書類、小論文（800 字）、面接 
《3年次》 
 現代中国学部、国際コミュニケーション学部 
 入学時点で満 24 歳に達し、就業等社会経験がある者 
 現代中国学部は、中国語 8単位以上修得（見込みを含む）の者 
 国際コミュニケーション学部は、実用英語技能検定 2級以上合格者 
 出願書類、小論文（1,200 字）、面接 

海外帰国子女 
入試 

現代中国学部、国際コミュニケーション学部 
出願時に日本国籍を有する者、日本に永住する外国人およびそれに準ずる者 
その他にも学部により個別の出願要件あり 
出願書類、小論文、面接 

 

表 4-4 広報活動実績（2005 年度 学部のみ） 

内容 開催数 地域 

本学主催入試説明会 5

オープンキャンパス 4

高校説明会・模擬講義 165

愛知、岐阜、 
三重、静岡 

キャンパス見学会 33 豊橋、名古屋、車道 

大学展・進学相談会 110

高校訪問 440
東海、北陸、 
長野、九州 

 

学生募集は、大学案内や入試ガイドをはじめとする各種パンフレット類の制作および配布、受験雑誌、

新聞、Web 等への掲載、業者主催の大学展・進学相談会への参加、キャンパス見学会およびオープンキャ

ンパスの実施、高等学校で実施される説明会への参加や模擬講義への講師派遣、入試課員を中心とした高

校訪問、高等学校教員向け入試説明会を行っている。 

受験生や高等学校を対象とした直接的な広報活動は、愛知、岐阜、三重、静岡の東海 4 県を 重点地域

に、長野県と福井、石川、富山の北陸 3県を重点地域として行っている（表 4-4 参照）。 

各種媒体を利用した広報は、受験生向け雑誌をはじめ、インターネット上の企画にも参画して、広く広

報活動を行っている。これらを通じて資料請求を行ってきた受験生に対しては、ダイレクトメールを活用

してオープンキャンパスや本学学部の特色、入試概要などを告知している。この他には、愛知県私立大学

広報委員会主催の募集告知新聞連合広告の他、単独での突き出し広告などを行っている。 

 

［長所］ 

入学者選抜について、一般入試の 大の長所は、シンプルでわかりやすい入試方式としていることであ

る。近年、入試方式を細分化して受験生に何度も受験させることにより志願者増と偏差値上昇を図るケー

スが増えてきている。本学では、シンプルかつ募集定員を大きくすることにより、受験生だけでなく高等

学校の進路指導部、そして受験生の保護者が理解し易いことに重点を置いている。また、3 教科以上課す

ことは、負担が少ない少数科目入試に流れ易い受験生から見れば負担感が大きく志願者増には結び付きに

くいものの、バランス良く基礎学力を備えた入学者を確保するためにこれまでも維持してきた。これによ

り、入学後の教育や就職の面で一定の効果をもたらしている。さらに、不合理な受験勉強を避けるために、

前期入試、M方式入試、後期入試の 3方式を通じて全学部で共通の問題を使用している。また、M方式なら

びに後期入試の試験問題は前期入試の問題のレベルや出題形式を目安にして作成している。これにより、

複数の入試方式にわたって併願をする場合や学部間で併願する場合でも、それぞれに対応した受験対策を

行う必要がないことが大きな特色である。 

センター試験利用入試は、幅広い教科とりわけ本学の独自試験には設定していない教科科目を学習した
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受験生獲得という面で大きな役割を担っている。 

推薦入試は、入学者の安定供給源である附属や系列の高等学校を持たない本学にとって、本学への入学

意志が強い生徒を早い段階で確保するという点で重要な入試制度である。特に指定校制推薦は、本学への

志願者が多い高等学校との信頼関係に基づき、一定以上の学力を有する入学者を安定的に確保する点で有

効である。公募制推薦では、小論文や面接を通じて筆記試験では測れない論理的思考能力や文書表現力、

志望学部への志望動機や興味、関心を確認することができるというメリットがある。 

社会人入試は、生涯学習の観点から、勉学意欲が旺盛で社会的経験が豊富な社会人に対して本学で学ぶ

場を提供している。また、海外帰国子女入試は、建学の精神でもある国際的な視野をもつ人材の育成とい

う観点から、海外での貴重な経験を通じて得た異文化理解や教養をもつ生徒を受け入れ多様化を図るのに

役立っている。これらの特別入試は、多様な経歴や経験をもつ入学者の受け入れという点で役立っている。 

学生募集の面では、［実態］で述べた各種媒体それぞれの特性を活かした広報活動を展開しており、概ね

期待した効果が得られている。 

 

［問題点］ 

本学の志願者数は、受験人口の減少と合わせて減少をたどっている。詳細は「大学基礎データ表 13」の

とおりである。2002 年度と比較して志願者は 21.8％減（留学生および 2004 年度より学生募集を停止した

2 部を除く）であり、4 年制大学志願者の減少割合と同程度ではあるが、18 歳人口の減少の割合よりも高

い。また、推薦入試の 13.6％減に比べて一般入試は 22.3％減となっていることから、一般入試に重点を置

いている本学の場合、全入時代を迎えて受験生の受験校数の絞込みが進むと加速度的に減少する恐れがあ

る。 

入学者選抜にかかる入試種別ごとの問題点として、次の点があげられる。 

一般入試は、シンプルで募集定員の規模が大きい。その間口の広さゆえに偏差値の降下を招き易くなっ

ている。受験産業による偏差値は、単にその入試方式の難易度を示すのみで、大学の内容や実績までは読

み取れない。しかしながら、依然として受験生の大学選びの重要な目安となっていることは事実である。

また、受験生の少数科目入試への志向も強く、本学が実施している入試方式は、志願者獲得という観点か

らは不利な点が多いというのが現状である。 

指定校制推薦は、依頼校数に対して出願数が減少してきている。これにともない依頼校数が増加傾向に

ある。要因として、受験人口の減少にともない各大学とも入学者の早期確保のため依頼校数や依頼人数を

増加させていること、一般入試の易化にともない指定校制推薦枠があっても一般入試で受験するケースが

増えてきていること等が考えられる。 

公募制推薦入試受験者は、学力試験をともなう一般入試を受験しないで、他大学等の推薦入試を併願す

るケースが多い。本学の場合、専願制としていることから本学を第 1 志望としている者しか受験の対象と

ならず、志願者を大幅に増やすことは難しい。また、情報処理や簿記の有資格者を対象とした情報・簿記

会計推薦は、専門高校・学科からの受験者が多いが、他大学との併願ができず、本学を受験して不合格と

なると推薦入試での入学機会を逃すことになるため、たとえ本学が第 1 志望校であっても自信がない受験

生は受験を躊躇してしまうことが多く、志願者増は望めない。 

社会人入試は、2004 年度に夜間学部が学生募集停止されるまでは多くの志願者を集めていた。学生募集

廃止にともなって昼間学部での受け入れ学部が増えたものの、有職者が昼間部で学ぶことは事実上困難で

あり、定年退職者等入学者はごく少数となっている。 

海外帰国子女入試は、本学の場合、出願可能な学部が現代中国学部と国際コミュニケーション学部の 2

学部と少ないことに加え、本来の帰国子女または中国から引き揚げてきた残留日本人の子弟（現代中国学

部のみ）を出願要件としていることから、出願対象者が少ない状況である。また、近年、海外留学者も帰

国子女入試の出願に含めたり、AO 入試の枠内で受け入れる大学が増えてきており、本学の場合、志願状況

は低迷しているのが実情である。 

学生募集面では、インターネットの普及にともない、情報メディアが多様化してきている。これにとも

ない、受験生向けの媒体の種類も拡大を続けている。従来の紙ベースの広報媒体とあわせて効果に基づく
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一定の評価ならびに組替えをしていく必要がある。限られた経営資源のなかで、効率よく本学がターゲッ

トとする受験生に情報を的確に伝えるために、媒体ごとの特性や効果に基づいた広報活動の展開が今以上

に求められている。 

また、現代中国学部は、中国に関心の高い志願者を全国的に募るということを目的としていたが、十分

に達成されていない。しかも日中関係悪化および中国イメージの低下があり、それらが志願者数に影響し

ている。特に一般入試において 2004 年の志願者に占める女子学生の占有率は 64.6％であったが、2006 年

では 39.9％となっている。 

 

［改善の方法］ 

入学者選抜では、一般入試は必要以上に負担を受験生に強いないこと、バランスよく基礎学力を備えた

入学生の獲得という基本的な方針は今後も堅持していくべきものである。しかしその一方で、学生募集の

観点から単に一般入試の募集定員を細分化するのではなく、学部としての特色や独自性を活かした入試方

式導入を検討する余地がある。「ａ 入学者受け入れ方針」の［改善の方法］で述べたとおり、課題として

入学試験戦略委員会において検討を進める。 

昨今では、受験生の経済的負担への配慮も重要な事項となっている。本学では、2007 年度入試より、受

験者の多い前期入試ならびにセンター試験利用入試において入学検定料の割引制度を導入する他、前期入

試成績優秀者に対して授業料等の学納金を支給するスカラシップ制度を従来からいっそうの充実を図り支

給枠を拡大した。 

推薦入試は、志願者獲得の面からこのまま専願制を続けていくのか今後検討を要する課題である。特に

専門高校・学科からの受験が多い情報・簿記会計推薦については、高等学校からの要望も強く、早急な対

応が求められてきた。2007 年度入試からこの推薦入試方式についてのみ併願制に移行することにした。 

特別入試である社会人入試や帰国子女入試は、志願者の増加をねらうのではなく本来の趣旨に沿った現

行制度を今後とも維持していくことに意義があるものと考える。 

学生募集の面では、受験生や父母に対する直接的な広報活動によりいっそう注力する必要がある。 

具体的には、資料請求等を通じて本学に接触してきた受験生へのダイレクトメールを通じた情報提供や

オープンキャンパス、大学展・進学相談会などへの参加の呼びかけを今以上に強化していく必要がある。

一方では、効果測定に基づき効果の薄い媒体の整理を進めていく必要がある。 

現代中国学部は、全国から中国に関心の高い優秀な志願者を受け入れ、また学習意欲の高い勤勉な女子

学生を確保する。そのための方策として、高校生の段階で中国への関心を高めるよう、高校への出前講義

や中国への興味づけをねらいとした講座の実施、高校時代に中国語学習歴のある志願者を対象とした中国

語に関する特別推薦入試の導入、公平性と透明性を保つ明確な基準をつくった上で同窓会推薦による入試

選抜方法等の導入について検討する。 

 

 

 

ｃ 入学者選抜の仕組み 

 

［理念・目的・目標］ 

本学では、入学者の選抜方法や基準、入試問題の作成、入学試験の実施、合否判定など入試に係るすべ

てのプロセスにおける公平性、透明性、公開性を 大限高めるよう努めている。 

受験生ならび高等学校に対しては、本学が作成する入試ガイドをはじめ各種媒体や機会を通じて入学者

選抜方法や基準の周知を図る。 

 

［実態］ 

入学者選抜に関しては、次のような審議決定機関を設けそれぞれが扱う事項について審議を行い、学内

関係機関に提案、決定を行っている。 
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入学試験戦略委員会は、理事会直結組織として常任理事会の下に設置された委員会で、学長、副学長、

入学試験委員会正副委員長ならびに事務局長から構成される。委員会では、入学者選抜方法、基準ならび

に学生募集方針についての検討、審議を行い、上位機関である常任理事会ならびに学内理事会に対して提

案を行う。提案された事項については、学内理事会の審議決定を経た後、学部長を通じて各学部に展開さ

れる。また、案件によっては学内理事会から各学部教授会に審議を要請する。この他には推薦入試ならび

に一般入試における合否判定原案を作成し、合格者判定委員会に対して提案を行う。 

入学試験委員会は、入学試験戦略委員会の下に設置されている委員会で、各学部から選出された委員に

より構成される。入学試験の運営、入学試験問題の作成や校正にかかる業務計画、ならびにオープンキャ

ンパスや高校教員向け入試説明会などの具体的な実施事項についての審議、決定を行い実行に移している。

なお、学内的な調整や審議が必要な事項については、上位審議機関である入学試験戦略委員会、常任理事

会ならびに学内理事会に諮られる。なお、入学試験に関し各学部における要望等については、学内理事会

または入学試験委員会を通じて入学試験戦略委員会での審議に付される仕組みとしている。 

入学試験問題委員会は、入学試験委員会の下に置かれた委員会で、入学試験委員会副委員長を委員長と

し、各出題教科科目の正副責任者ならびに出題者から選出された入学試験問題委員により構成される。入

学試験問題委員会では、一般入試の入学試験問題作成に係る事項を取り扱っており、入試問題作成方針の

決定、入学試験問題の作成や校正に係る業務の管理を行っている。 

推薦入試や編入学試験は学部主体で実施体制を編成し、選抜基準を決定し、これによって学部に相応し 

い学生を独自に選抜している。 

 

合格者判定委員会は、学長、副学長、学部長、各学部学科の代表者、入学試験委員会正副委員長ならび

に事務局長から構成される。入学試験戦略委員会において審議決定された合格者判定原案に基づき審議を

行い合格者の決定を行っている。 

推薦入試における選考基準や一般入試における出題範囲等の選抜方法・基準ならびに選抜結果について

は、受験生向けの『入試ガイド』をはじめ大学公式ホームページ、各地で開催される進学相談会、本学で

実施するオープンキャンパスなどを通じて広く周知している。高等学校教員に対しては、本学が主催する

入試説明会において詳細な説明を行っている。また、入試問題は推薦、一般を問わず著作権の許諾が得ら

れないものを除いてすべて問題集として公開している。この他には、一般入試では、受験者本人からの請

求に基づいて本人に限り成績を開示している。 

 

［長所］ 

入学試験戦略委員会の設置にともない、入試に関する業務の機能分化と責任範囲の明確化が進んだもの

と考える。また、入学試験実施にかかるすべての事項は、［実態］で述べたとおり各委員会において、機密

性、透明性、公平性を 大限に保持しながら正確に業務を遂行する体制が整備されている。 

受験生に対する説明責任についても、［実態］で述べたとおり現状で可能な限りの 善を尽くしている。 

 

［問題点］ 

入学者選抜の実施に関わる各種委員会が多く、教職員の負担が大きい。また、一部の教員に業務が集中

する傾向がある。 

 

［改善の方法］ 

入試業務に関して全教員が応分に負担すると同時に、関係する手当の見直しを入学試験戦略委員会で 

提案する。 

 

 

 

ｄ 入学者選抜方法の検証 



１．愛知大学の学生の受け入れ（総論） 

293 
 

 

［理念・目的・目標］ 

本学では、入試の種別を問わず透明性が高く公平な入学者選抜の実施に努める。 

入試問題の作成から入学者の選抜に至るまで、検討、実施、チェックの学内体制を整えるだけでなく、

高等学校などの学外からの意見聴取やチェックを受けフィードバックすることにより、透明性と公平性の

いっそうの向上に努める。 

 

［実態］ 

一般入試の問題は、高等学校指導要領に準拠した出題範囲に基づき、高等学校で学習した基礎学力を幅

広く問う内容から出題している。入学試験委員会の下に置かれた入学試験問題作成委員会では、問題の作

成から校正、採点までの管理の他、出題範囲や問題としての適切性などを入学試験実施までの間にチェッ

クを行っている。また、すべての一般入試が終了した時点で、科目ごとに複数の高等学校教員に問題の評

価を依頼しており、寄せられた講評は次年度の入試問題作成に活用できるよう、入学試験問題委員会を通

じて各教科科目の出題者にフィードバックされる。 

出題の適切性や入学者選抜方法については、年度が明けた直後に本学への志願者が多い高等学校を中心

に訪問して意見聴取を行っている。また、5 月から 6 月にかけて学内外で実施する高等学校教員向けの入

試説明会において、前年度入試結果報告や次年度入試の変更点説明と合わせて意見聴取を行っている。こ

れらを通じて寄せられた意見や要望は、適宜、入学試験戦略委員会をはじめ入学試験委員会や入学試験問

題委員会にフィードバックされて検討が行われる。 

 

［長所］ 

入試問題については、出題者を中心に作成の過程や入学試験問題委員会において出題範囲や内容の適切

性についての充分な検討が行われている。これに加え、出題ミスにともなう判定ミスの防止を 大の目的

として、学外機関による入試問題のチェックを試験後直ちに実施している。外部機関のチェックにより付

されたコメントは、すべて当該教科の出題にフィードバックされ、直ちに大学としての対応を決定するシ

ステムとしている。あわせて、次年度入試問題の作成にも活用される。推薦入試の小論文を含むすべての

入試問題は、著作権の関係から許諾が得られたものについては、すべて本学が独自に作成する問題集を通

じて公表している。 

入学者選抜方法の検証は、入学試験戦略委員会を中心に検討が行われる。実施後にフィードバックされ

た事項をはじめ、学外から寄せられた意見などに基づいて入学試験戦略委員会での検討を経た後に学内関

係機関の審議に付される体制となっている。 

なお、入学者選抜方法や入試問題に係る課題事項等は、年度が明けてから「入試総括」を作成し、学内

関係機関や各学部教授会対して報告を行い、次年度入試に向けての改善に役立てている。 

 

［問題点］ 

入試問題の作成については、出題者間相互チェックや前年度の問題に対する評価、課題事項が次年度出

題者に充分に伝わっていないと思われるケースが見受けられる。 

推薦入試の小論文のテーマに関しては、出題する教育職員の専門領域に偏る場合がある。高校生に対す

る出題であることを念頭に置き、専門性の高い問題が適切なのかどうかを検討することが必要である。 

入学者選抜方法については、例年、高等学校等から様々な要望が寄せられている。学力試験の結果で合

否が決まる一般入試に比べて推薦入試の出願要件に対する要望が多く寄せられるが、年々多様化する高等

学校の課程やカリキュラムに必ずしも対応しきれていない状況にある。多様な受験生に対応した出願要件

の整備および選抜方法の確立が課題となっている。 

外部から寄せられた意見など課題事項への対応について、これまでは全学的な合意がなかなか得られず、

実行に移すまでに時間を要するケースが多く見受けられた。 
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［改善の方法］ 

入試問題作成に係る問題点については、出題者間ならびに入学試験委員会の下に置かれている入学試験

問題委員会や出題者相互のチェックをこれまで以上に強化してミスの防止を図るとともに、出題者間の連

携を強化する。 

推薦入試についても、問題の適切さを検証する体制を学部内に作る。 

入学者選抜方法の問題点への対応については、理事会直結の入学試験戦略委員会が設置されたことにと

もない、審議、決定のスピードアップが図られることとなった。課題事項は、随時入学試験戦略委員会で

検討を行い、実施可能なものから学内関係機関での審議を経て実施に移す。 

 

 

 

ｅ 入学者選抜における高・大の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

本学は、附属高校や系列高校をもたないことから、全入学生を全国の高等学校から受け入れている。こ

のため、公平性と透明性に基づく高等学校との信頼関係の構築に力を注いでいる。推薦入試の定員を全入

学定員の 3 割程度に留めている他、推薦入試合格者に対しては入学前教育を実施するなどして高等学校の

教育現場を乱すことないよう配慮し、信頼関係の維持に努める。 

受験生に対しては、正確な情報の提供と合わせて、本学への進学を動機づけるために各種媒体の特性を

活かした情報伝達に努める。 

 

［実態］ 

推薦入試では、基準以上の評定平均値や資格保有の他、高等学校長の推薦書提出を出願要件としている。

特に指定校制推薦は、本学への入学を強く希望する生徒の推薦をお願いしており、高等学校との強い信頼

関係がその前提条件となっている。 

調査書の扱いは、小論文や面接と合わせた総合評価としている。具体的には、面接を課さない学部では

一定の割合で点数化し小論文とあわせて総合評価している。また、面接を課す学部学科では、小論文およ

び面接と合わせた総合評価としている。調査書の評定については、出願要件としたり点数化しているが、

これは高等学校における学習成果である評定を全面的に信頼するという高等学校との信頼関係が前提条件

となっている。 

推薦入試合格者は 11 月という早い段階で合格が決定することから、卒業までの間の本人の勉学意欲持続

の面や、高等学校における他の一般入試受験者への影響に配慮して入学前教育を実施している。内容とし

ては、課題図書の感想文、Web によるプログラムの受講など学部ごとに実施している。 

受験生への直接的な広報活動は、「ｂ 学生募集方法、入学者選抜方法」の［実態］で述べたとおりであ

る。 

この他には、大学公式ホームページに受験生向けサイトを設け、リアルタイムに情報を提供している。

また、大学案内、入試ガイド、各種受験雑誌企画への参加、ダイレクトメールなどの多様な媒体を通じて

各媒体の特性に応じた情報伝達を行っている。 

その他、学部ごとに高校生に対する情報伝達を行っている。 

文学部では、2006 年度より、講義科目への高校生の聴講者受け入れが開始され、二週間にわたって約 30

名の高校生が参加した。この結果は、受講者に対するアンケートや高校側担当教員からの連絡を通して学

部にフィードバックされている。また、これとは別個に、外国文学専攻（英語圏文学、中国語中国文学、

ドイツ語ドイツ文学、フランス語フランス文学）が専攻の独自企画として、高校生への科目開放を実施し

ている。 

法学部では、ゼミ対抗のディベート大会（毎年 11 月）、同じく法学部主催の裁判員模擬裁判（毎年 12

月）を一般公開し法学部の魅力を伝える工夫をしている。また法学部の教育目標に適したより教育効果の
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ある方策を検討し、2006 年度より 2000 字程度のレポートを書かせる入学前教育を行うことになった。 

 

［長所］ 

推薦入試については、出願にあたり高等学校長の推薦書提出を求めている。このため、合否結果を高等

学校長宛に通知している。これは、推薦いただいた高等学校に対する説明責任と信頼関係の維持という側

面がある。なお、合否結果の通知については、個人情報保護法の面からあらかじめ推薦入学試験要項にそ

の旨明記して受験生に周知している。また、推薦入試では学力試験を課していないことから、調査書は高

等学校における学習成果の評価として全面的に信頼して受け入れている。以上の点はすべて高等学校との

信頼関係が前提条件となって成立するものであるが、現状では問題なく運用されており、高等学校との信

頼関係は構築されているといえる。 

受験生への広報活動では、媒体の特性を活かした広報活動を展開している。その中で、直接受験生と接

する広報活動に重点を置いてきた。中でもオープンキャンパスは、模擬講義の受講やキャンパス見学を通

じて直接本学を経験したり在学生と触れ合える重要なイベントとなっており、参加者の受験率が高いこと

から、年々内容の充実を図ってきた。具体的には、模擬講義や各種ガイダンスの種類や内容、在学生と触

れ合う機会を設け、学部長、学科長、教育職員が直接、志願者やその父母に各学部の特色を説明し、質問

を受けるという緊密な対応を図っている。これにより参加者は年々増加し、2005 年度は計 4回の実施で参

加者が 3,500 名を超えた。 

 

［問題点］ 

推薦入試実施における高等学校との信頼関係の構築や調査書の扱いについては、現状では特に問題ない

と考える。ただし、「ｄ 入学者選抜方法の検証」の［問題点］でも触れたとおり、多様化する高等学校の

課程やカリキュラムの現状に対して、推薦入試の出願要件が対応しきれていないケースが見受けられる。 

この他には、附属や系列の高等学校がなく透明性の高い入試を実施しているというメリットがある反面、

安定的な入学者の供給源がないという問題点を抱えている。入学者確保の面からも高大連携をいっそう深

めていく必要がある。高等学校との連携を通じて相互の理解と信頼関係が強固になれば、本学への進学動

機がはっきりとした生徒を安定的に受け入れることが可能となる。現状では、高・大連携を行う組織的な

体制が整備されておらず、高等学校との接点がある入試課で模擬講義に出向く教員の手配や進学説明会へ

の出席、説明を行っている。入試課は学生募集を担当している部署であるため、どうしても入学者確保と

いう側面が色濃く出てしまうという問題点が残る。全学的に高・大連携を推進する組織の整備が望まれる。

また、入学前教育の効果の検証や各学部における特色ある教育に関する高校生の理解を深める高・大連携

の在り方の検討が必要である。 

 

［改善の方法］ 

高等学校との信頼関係の維持については、推薦入試のみならず入試全般について、また、入学後の教育

や就職指導に至るまで、高校訪問時のヒアリングを通じて要望を吸い上げ対応していくことによりいっそ

う強化していく必要がある。 

受験生への情報提供については、情報化の進展にともなう新媒体等の登場にも対応しながら、媒体ごと

の特性をとらえた展開が求められている。減り続ける志願者を確実に取り込むために、個々の受験生が求

める情報をきめ細かくかつタイムリーに提供していくと同時に、オープンキャンパスや出前講義などの有

効性について、アンケート調査などを実施して自己点検を行う。 

また、高校生を大学での演習に参加させたり、学部の特色を示す「公開ゼミナール」（たとえば、「中国

教養ゼミナール」）を実施するなどの方法を検討する。 

高・大連携については、現在、高等学校との提携に向けて常任理事会の下、入学試験戦略委員会を中心

に検討、準備を進めている。2007 年度より連携が行われる予定である。 
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ｆ 科目等履修生・聴講生等 

 

［理念・目的・目標］ 

建学の精神に謳われる「地域社会への貢献」という観点から、科目等履修生、聴講生の制度を設け、そ

れを通して地域住民に様々な資格の取得および生涯学習を目的とする学習機会を提供する。 

 

［実態］ 

1994 年度に学則を改正し、科目等履修生制度、特別聴講学生について規定した。これにより科目等履修

生の制度は、個別授業科目の履修を目的とする科目登録コースと授業科目群の履修を目的とするコース登

録制とに区別され、当面前者のみ実施している。 

科目等履修生の受け入れは、授業科目を開講する教授会（教職課程委員会等を含む。）が審議し、当該校

舎教学委員会については審議了承事項であり、申込者ほぼ全員を受け入れている。申込み理由は、教員免

許取得のための単位取得が 多であるが、教養・生涯学習目的の履修生も存在する（豊橋校舎 21 名、名古

屋校舎 15 名、車道校舎 7名が在籍）。 

また、県内諸大学と結んでいる「単位互換に関する包括協定」に基づき、近隣諸大学の学生を対象に特

別聴講学生の制度を設けている（2005年度は豊橋校舎4名、名古屋校舎1名、車道校舎4名を受け入れた）。

また本学短期大学部からの特別聴講学生制度もある。 

 

［長所］ 

一般社会人の学習意欲に応え、地域に開かれた大学として貢献できている。 

また、さまざまな年齢層学習意欲の高い地域住民が科目等履修生として授業に参加することによって、

学部学生によい刺激になっている。各授業担当者にとっても、授業内容を工夫するきっかけとして、良い

効果も生まれている。 

県内諸大学と締結している「単位互換に関する包括協定」に基づき、特別聴講生の制度を設けることに

よって、近隣諸大学の学生がより幅広い分野の学習ができる。 

 

［問題点］ 

科目等履修生・聴講生の数はまだ小さく、学部学生とともに受講する制度であるために、科目によって

は多くの履修生を受け入れることが難しい。特に受講料がオープンカレッジより安価なため、教養目的で

外国語を希望する科目等履修生が多く、ごく一部のクラスにおいて、その存在により必修科目のクラス運

営に支障をきたしたり、学生に対する履修制限と矛盾しかねない場合があった。 

オープンカレッジ、エクステンション事業でも社会人を受け入れているため、学部教育における科目等

履修生のあり方を再検討する必要がある。 

 

［改善の方法］ 

教養・生涯学習を目的とする科目等履修生に対しては、中国語等外国語に限らず、エクステンションセ

ンターが主催する講座の受講を促進する方策、科目等履修生が願い出する科目等を参考に他の講座を開設

する可能性など、教授会、教学委員会、エクステンションセンターが連携し、検討する。 

 

 

 

ｇ 外国人留学生の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］ 

学則、愛知大学外国人留学生規程、外国人留学生入学試験の取扱いに関する内規等により外国人留学生
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を受け入れている。国際交流センター規程では、事業として「本学学生及び外国人留学生の国際交流に係

わる事業」を行うとし、外国人留学生を受け入れ、多様で多面的な国際化を目標とする。 

 

［実態］ 

1983 年に「留学生受け入れ 10 万人計画」が策定され、本学も同年 2 名の中国人学生を受け入れ、外国

人留学生の受け入れの端緒となった。外国人留学生入学試験は国際交流センターが担当し、入試広報とし

て大学案内・入試要項発送、進学説明会への直接および資料参加、日本語教育施設への学校訪問等を行っ

ている。また英語、中国語によるホームページを開設し、外国人留学生入試情報を掲載している。 

過去 5年間の志願者数の推移（表 4-5）を見ると、2004 年度入試までは増加傾向だったが、「留学生受け

入れ 10 万人計画」が達成され、中教審答申「新たな留学生政策の展開について」によって「量」から「質」

への転換が強調され、あわせて 2004 年 4 月の入国審査厳格化の影響を受け 2005 年度入試では 167 名に減

少した。2006 年度入試では、さらに前年比 32％減の 113 名となった。内訳は推薦入試が前年比 2名減に対

し、一般入試では前年比 52 名減と大幅に減少した。入学者は 75 名で前年比 9名減で、一般入試志願者数

が、「質」の確保に影響を及ぼしている。 

外国人留学生入学試験の選考方法には、全学共通の選考方法として一般入試がある（選考方法：小論文・

面接・日本留学試験「日本語」）。2006 年度入試では、志願者数は全体で 70 名（前年比 52 名減）であった。

学部別では、文学部 3名（4名減）、経済学部 6名（16 名減）、国際コミュニケーション学部 6名（9名減）、

法学部 0名（3名減）、経営学部 36 名（18 名減）、現代中国学部 19 名（2名減）であった。 

入学者は全体で 32 名（前年比 17 名減）、学部別では文学部 2 名(増減なし)、経済学部 6 名（2 名減）、

国際コミュニケーション学部 5名（1名減）、法学部 0名（1名減）、経営学部 12 名（5名減）、現代中国学

部 7名（8名減）であった。 

また全学共通の推薦入試として、本学外国人留学生別科からの推薦入学制度があり、2006 年度入試では

14 名が全学部に推薦された（表 4-6 参照）。しかし諸般の事情により、2006 年 3 月末をもって外国人留学

生別科は廃止された。 

その他の推薦入試は国際コミュニケーション学部、現代中国学部で実施している。 

 

表 4-5 外国人留学生志願者数の推移 

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 
学部 

志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者

文学部 4  0  8 （３） 5 （２） 5 （３） 3 （２） 8 (1) 3 (1) 4 (1) 3 (1)

経済学部 12 （４） 10 （４） 21 （４） 13 （４） 19 （４） 16 （４） 25 (3) 11 (3) 8 (2) 8 (2)

国コミ学部 27 （11） 21 （10） 43 （24） 32 （21） 42 （21） 31 （17） 31 (16) 16 (10) 16 (10) 15 (10)

法学部 5  3  9 （１） 3 （１） 8 （２） 3 （２） 3 1  1 (1) 1 (1)

経営学部 60 （３） 17 （３） 57 （３） 13 （２） 67 （３） 19 （３） 56 (2) 19 (2) 39 (3) 15 (3)

現中学部 39 （16） 30 （15） 64 （37） 38 （34） 59 （40） 35 （29） 44 (23) 34 (19) 45 (26) 33 (26)

総合計 147 （34） 81 （32） 202 （72） 104 （64） 200 （73） 107 （57） 167 (45) 84 (35) 113 (43) 75 (43)

                                 ( ) は推薦入試の内数 

 
表 4-6 外国人留学生別科からの推薦入学者数の推移 

学部 推薦枠 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 

文学部 2 0 3 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1)
経済学部 4 7 (4) 4 (4) 5 (4) 3 (3) 2 (2)

言語 1 (1) 2 (2) 3 (3) 1 (1) 0 国際コミ 
学部 比較 

4 
3 (3) 3 (2) 1 (1) 3 (3) 3 (3)

法学部 3 1 1 (1) 2 (2) 0  1 (1)

経営学部 3 4 (3) 2 (2) 3 (3) 2 (2) 3 (3)

現中学部 4 0 2 (2) 4 (4) 0  4 (4)

総合計 16 (11) 17 (15) 20 (19) 10 (10) 14 (14)
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① 韓国の高等学校より 

両学部とも創設の翌年から中央大学校付属高校、鐘路産業情報学校と実施してきたが、2006 年度入試

では鍾路産業情報学校からの応募がなく、覚書の更新を見送った。同 2006 年度入試より新たに台章高校

を加え 8名の応募があったが、中央大学校付属高校からの応募は 2名であった（表 4-7 参照）。 

② 国内日本語学校等より 

2004 年度入試より国内日本語学校からの指定校推薦制度を公募制推薦制度に切り替えた。その結果、

2004 年度入試で指定校時の 10 校（指定校時）から 23 校に増加したが、次年度以降は減少傾向にある。な

お公募制により、応募が全国に広がった（表 4-8 参照）。 

この他に現代中国学部は 2003 年度入試から北京第二外国語学院留学予科日本語学院（北京二外）、2004

年度入試からは愛延日本語培訓学校（愛延）と指定校の協定を結び、推薦入試を実施している。2006 年度

入試では北京二外からは応募者がなく、愛延からは 2 名の応募があった。なお台湾の高等学校とも協定を

結び、学生受け入れを目指したが応募者が集まらず、2006 年度入試をもって終了した（表 4-9 参照）。 

また日本国外在住者を対象とし、日本学生支援機構が実施している「日本留学試験（日本語）（総合科目）」

を日本国外で受験することによって、入学まで来日することなく、国外より本学に出願できる「渡日前入

学試験」を 2006 年度入試より実施したが、応募者はいなかった。 

現在 3校舎で 11カ国から 373名の外国人留学生が在籍している。各学部の外国人留学生数内訳は表4-10

のとおりである。 

国籍別で見ると中国からの外国人留学生が外国人留学生全体の 86％を占めており、次に韓国 10％、台湾

1.5％と続く。上記以外に「３ 教育課程 ３．国内外における教育研究交流」で触れているように、本学

と学生交換協定を締結している 10 大学より、協定に基づく留学生を受け入れている。2006 年度は 7 大学

より 26 名を国際コミュニケーション学部で半年ないし 1年間受け入れた。 

私費外国人留学生には授業料の半額相当額が減免されている。住居は民間の宿舎を利用している学生が

大半であるが、大学として借り上げ宿舎を 3 つ用意し、原則として新入生を中心に 1 年間居住可能として

いる。その他、住居面で保証人の確保が困難なことから日本国際教育支援協会の留学生住宅総合補償に加

入した場合に、本学の国際交流センター事務課長が保証人を引受けている。 

国際交流に関わる地域との連携、中部地区における大学間ネットワークづくりとして「留学生交流推進

協議会」が設立されている。地域の市町村および企業等各種団体からの各種の外国人留学生支援活動は増

えてきており、地域の国際化に寄与する外部の各種企画には、積極的に外国人留学生に参加を求め送り出

している。 

 

［長所］ 

［実態］で述べたとおり外国人留学生の 8 割以上が中国人留学生であり、中国との係わりが深いことが

窺える。また、一律に授業料の半額相当額を減免し、留学生に対して手厚い対応をしている。 

学習意欲の高い外国人留学生が入学することで、日本人学生の良い刺激になっている。外国人留学生を

受け入れることにより、日本の国際化に貢献しているといえる。 

なお、豊橋校舎、名古屋校舎にそれぞれ日本語担当の専任教育職員をおき、日本語教育に充実に努めて

いる。 

 

［問題点］ 

政府の留学生政策 10 万人計画が達成された現段階では、規模拡大から質的向上と教育成果の充実が課題

になっている。2004 年 11 月 18 日の国際交流センター委員会において外国人留学生の質的向上を目指し、

外国人留学生受け入れ適正規模の検討を行い、常任・学内理事会に「外国人留学生総数の目安として全学

生数の 3 ％程度が望ましい」と提案した。これは外国人留学生 300 名体制（文 3、経済 10、国際コミュニ

ケーション 17、法 3、経営 15、現代中国 27）とし、入学した学生への指導体制等からの提案であるが、こ

れをたたき台として全学的な共通認識の確立が望まれる。 
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表 4-7 韓国へ高等学校からの推薦入学者数 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 計 
年度・学部 

C K C K C K C K C K C K C K C K C K C K 

中央大学附属 2 4 1 2 1 4 2 2 6 1 7 7 4 2 1 1 1 1 25 24

鐘路産業情報 0 0 2 0 2 1 5 1 1 0 2 0 0 2 1 0   13 4 

台    章     8 0 8 0 

計 2 4 3 2 3 5 7 3 7 1 9 7 4 4 2 1 9 1 46 28

                               C：現代中国学部 K：国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 

 
表 4-8 国際日本語学校等の推薦入学志願者数 

2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 公募制推薦入試 

（日本語学校） 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者

北海道・東北 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 4 (1) 4 (1)

関 東 5 (2) 5 (2) 9 (7) 7 (6) 7 (5) 4 (3) 2 (2) 2 (2)

中 部 17 (6) 16 (6) 21 (8) 13 (5) 16 (7) 12 (7) 6 (5) 6 (5)

関 西 2 (2) 1 (1) 4 (3) 1 (1) 6 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3)

中国・四国・九州 0 (0) 0 (0) 7 (5) 5 (4) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (2)

合計 24(10) 22 (9) 41(23) 26(16) 30(17) 20(14) 17(13) 17(13)

                                          (  )日本語学校数 

 

表 4-9 その他の推薦入学志願者数 

2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 現代中国学部 

中国指定校推薦 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者

北京二外 1 1 1 1 0 0 0 0 

愛延 － － 3 3 2 2 2 2 

合計 1 1 4 4 2 2 2 2 

 

表 4-10 外国人留学生在籍者数 

 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 5年次以上 総 計 

文 学 部 3 3 3 4 0 13 

経済学部 8 11 16 13 1 49 豊橋 

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 15 16 28 30 3 92 

豊橋校舎計 26 30 47 47 4 154 

法学部（1・2年次） 2 1 － － － 3 

経営学部 15 19 15 12 5 66 名古屋 

現代中国学部 34 32 35 37 3 141 

名古屋校舎計 51 52 50 49 8 210 

車道 法学部（3年次以上） － － 3 4 2 9 

学 
 
 

部 

車道校舎計 － － 3 4 2 9 

学部計 77 82 100 100 14 373 

 
表 4-11 外国人留学生の除籍・退学者数 

 2003 年度 2004 年度 2005 年度 

除籍者数 8 12 4 

退学者数 2 6 2 

 

志願者数の減少は外国人留学生の「質」の確保に影響を与え、「質」の低下が進むと日本語能力の不足な

どにより、専門教育等を学ぶ場合に困難をきたすことがある。人数確保のために志願者をほぼ全員合格さ

せざるを得ない学部があるが、何はともあれ志願者増に対する努力が求められる。 
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外国人留学生の学生生活充実のために、授業料の減免等を実施、奨学金制度を実施しているが、学費未

納による除籍、また勉学意欲喪失による退学者が出現している（表 4-11 参照）。入学したからには卒業で

きるよう支援したいが、外国人留学生数の増加にともない、学生個々の状況把握が一段と難しい状態にな

っている。 

 

また本来、外国人留学生の国籍が偏ることは、キャンパスの国際化にはそぐわない。中国・韓国以外の

アジア諸国やその他の地域からも積極的に外国人留学生を受け入れる態勢、制度を構築したいが、非漢字

圏からの外国人留学生受け入れに一定程度の日本語能力を求めることは難しい。 

単位認定の際に、すでに本国で単位取得したものと同一内容の科目をもう一度履修させたい場合、留学

生が他の科目の履修を希望するなど、履修指導上の問題が生ずることがある。 

日本語能力が十分でない留学生もおり、入学後の学習に困難をきたす場合があるが、外国人留学生用の

カリキュラムが整備されていない。 

 

［改善の方法］ 

学部外国人留学生 300 名体制の提案を、関係機関に、検討要請する必要がある。各学部が外国人留学生

受け入れをどのように考えているか明確にし、連携することが必要不可欠である。留学生の質的向上と安

定的確保を図るため、新たな試みとして 2005 年度に、北京語言大学と学生共同募集プロジェクト協定を締

結した。これは 2005 年 9 月に北京語言大学入学、1 年半日本語を中心とした教育を行ったのち、本学の 2

年次に編入する制度である。2007 年度は 4 学部に 7名、2008 年度には 20 名が編入を予定している。また

経済学部では南通大学と編入学に関する協定を結び、2006 年 9 月には 2名の学生が科目等履修生として来

日、2007 年 4 月には 3年次編入が決定している。この他、国際コミュニケーション学部比較文化学科にお

いても浙江樹人大学からの受け入れが決定しているが、今後は他学部でも編入生の受け入れを検討したい。

また、日本学生支援機構の「渡日前入学試験」により入学まで来日することなく、国外より本学に出願で

き国外で受験可能な入試制度導入を全学部に検討依頼したい。 

志願者増のために、入試要項に外国人留学生の充実した大学生活を掲載、学生が出身の日本語学校を訪

問し、後輩に本学での留学生生活を伝えることを企画したい。また、入学願書等の電子データ化を目指し

志願者の便宜に供したい。 

外国人留学生の生活支援充実策としては、私費外国人留学生全員に授業料の 50％相当額が減免されてい

るが、この制度は見直しが行われており、改定されれば留学生志願者減にも影響するので、奨学金制度の

充実が望まれる。 

外国人留学生と日本人学生の交流を活発化させるため、チューター制度の導入を考えたい。新入外国人

留学生には授業だけでなく、アルバイト探しや各種登録等を円滑にするための支援が必要である。外国人

留学生との交流を希望する日本人学生をチューターとして活用すれば、新入外国人留学生の精神的不安や

負担が軽減され、日本人学生にとっても、日本にいながら異文化を体験できる良い機会となるであろう。 

日本語能力に問題がある場合、日本語担当教員の協力を得て、外国人留学生用カリキュラムの整備を進

めていく。 

 

 

 

ｈ 定員管理 

 

［理念・目的・目標］ 

本学では、教学条件や教員体制を考慮しながら入学予定者数の学内基準を設けている。学内基準に基づ

く定員管理により、教学条件を保つよう努める。 

 

［実態］ 
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表 4-12 学部・学科の学生定員および在籍学生数（留年者を除く） 

学 部 学 科 在籍学生数 収容定員 
収容定員と在籍
学生数との比率

文学部 人文社会学科 1,435 1,290 1.11 

経済学部 経済学科 1,717 1,514 1.13 

言語コミュニケーション学科 512 436 1.17 
国際コミュニケーション学部 

比較文化学科 511 440 1.16 

法学部 法学科 1,507 1,260 1.20 

経営学科 1,448 1,248 1.16 
経営学部 

会計ファイナンス学科 304 250 1.22 

現代中国学部 現代中国学科 837 730 1.15 

計 8,271 7,168 1.15 

経済学部 2部 経済学科 84 200 0.42 

国際コミュニケーション学部 比較文化学科（夜間主コース） 24 80 0.30 

法学部 2部 法学科 128 200 0.64 

計 236 480 0.49 

 

本学では、2004 年度より、法学部 2部、経済学部 2部、国際コミュニケーション学部比較文化学科夜間

主コースの学生募集を停止している。表 4-12 に示すように、学部全体の収容定員に対する留年者を除いた

在籍学生数の比率は、一部学内基準を超過している学部があるものの、全体では基準となる数値に収まっ

ている。また、留年者を含めた数値（「大学基礎データ表 14」参照）においても 1.21 倍である。一部の学

部ではこの数値を超過しているが、それは年度による入学者の超過もしくは海外留学による留年生が多数

存在することによる。 

 

［長所］ 

1.30 倍を超える学部はなく適正に定員管理ができている。 

 

［問題点］ 

これまで、学内基準に基づく入学予定者の上限を超えないよう合否判定を行ってきた。実際には、合否

判定時における入学者数の見込みと実際の入学手続状況に誤差が生じる。これは、国公立大学をはじめと

する併願校の追加合格にともなう入学辞退者の発生等の外的要因が大きく作用しているためである。また、

入学者の学力レベル維持のために極力追加合格を避けたいという事情等により、合否判定時の合格者数が

やや超過する傾向にあり、年度や学部によっては収容定員に対する在籍学生数の比率が若干高めとなる場

合がある。しかし、附属や系列の高等学校を持たない本学の事情を勘案すると、現状では精度の高い合否

判定を行っているといえよう。 

 

［改善の方法］ 

すでに述べたように、年度により変動幅が大きい外的要因や附属や系列の高等学校を持たないという状

況のなかで、入学手続者数を的確に見込んで合否判定を行うことは困難である。しかしながら、学内基準

に基づく定員管理を安定して実現していく必要がある。合否判定、特に一般入試における入学見込者数算

出方法のいっそうの精度向上に向けて、現在入試課を中心に検討を行っている。 

 

 

 

ｉ 編入学者、退学者 

 

［理念・目的・目標］ 

編入学者については、新たな分野での学習の機会を求める学生に対して、編入学や転学部・転学科の制
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度を設けて門戸を開放する。その際、重複履修を回避することにより入・転学後の学修を円滑に進め、意

欲・能力を伸ばすことを目標とする。 

退学者については、学年別退学者数の経年変化の分析に基づいて、退学理由の傾向を把握し、退学勧告

制度も視程に入れた有効な履修指導の実施・徹底等、教学上の観点からの的確な対策を講ずることを目標

とする。 

 

［実態］ 

編入学者については、編入学者の単位取得の負担を軽減するために、3 年次編入および学士入学者につ

いて 62 単位を単位認定している。単位認定方法は、編入学生等単位認定に関する規程により、編入・学士

入学者の場合は授業科目区分ごとの包括認定方式(ただし、外国語は授業科目ごと)によって認定している。

さらに編入および学士入学者に対しては個別の説明会を行って、履修指導も個別的に行っている。 

編入学定員については、1995 年 4 月 1日付で学則を変更し、文学部 40 名、経済学部 1部、法学部 1部、

経営学部各 30 名、計 130 名の編入学定員枠の設定を行った。また、1997 年度設置の現代中国学部には、2・

3年次各 10 名の計 20 名、1998 年度設置の国際コミュニケーション学部には、50 名の編入学定員枠の設定

を行い、大学全体で 200 名にもおよぶ編入学定員を持つこととなった。 

その後、18歳人口の減少期に入り、高等教育をめぐる情勢は著しく変化し、また女子の 4年制大学への

志向が年々強まることにともなう短期大学の 4 年制大学化の影響を受けて短期大学からの編入学希望者が

減少し、さらに短期大学部生の中には、編入学より就職を選択する傾向が強まるなど、全体的に志願者の

減少傾向が続いたため、2003 年 4 月 1 日付で学則を変更し、大学全体で編入学定員を 113 名減少させた。

しかし、その後も編入学生数が編入学定員を大きく下回る状況が続いているため、2005 年度に文学部既設

の 5 学科を改組して文学部人文社会学科を届出設置した際には、既設 5 学科の編入学定員 23 名の内、20

名を入学定員に振替える措置を講じた。その結果、2006 年度の編入学定員は、文学部で 3名（2006 年度 3

年次制の編入学定員は 23 名）、経済学部 12 名、国際コミュニケーション学部 23 名、法学部 12 名、経営学

部 12 名、現代中国学部 5名となった。なお、それぞれの在籍者は、文学部 23名、経済学部 12 名、国際コ

ミュニケーション学部 33 名、法学部 5 名（法学部 2 部 3 名）、経営学部 4 名、現代中国学部 9 名となっ

ている。なお、編入生の出身校では、愛知大学短期大学部が も多く、豊橋校舎における文学部、国際コ

ミュニケーション学部への編入が大多数を占めている。 

一方、一般入学試験においては 18 歳人口減少の影響を受け、減少傾向ではあるが、推薦入試においても

募集人員をはるかに超える志願者を集めていることなどを考慮した結果、実態に見合った定員の設定を行

う必要があるものと判断し、編入学定員をすべて入学定員に振り替えることとし、それにともない 2007

年度に収容定員を変更することについて届出を行うこととなった（表 4-13 参照）。 

退学者については、「大学基礎データ表 17」を参照。退学の取扱いについて、保証人連署のある「退学

願」を事務局に提出させ、各学部の教学主任あるいは指導教員による面談を行い、本人の退学の意思を確

認し、さらに保証人に対しても電話等により確認をし、所属学部の教授会で審議の後、退学を許可してい

る。退学の相談を事務局で受けた場合には、できる限り退学理由を明確にし、単位取得が僅かな場合には、

別の進路を考えるなどの相談を行ったり、経済的理由の場合には、奨学金等の相談に応じたり、精神的な

問題を抱える学生への対応など、学生課や学生相談室との協力によりサポートを行っている。退学の理由

として、「勉学意欲の喪失」「進路変更」などが挙げられる。「進路変更」では、低年次では、他大学受験が

多く、高年次になると勉学意欲の喪失とも相まって、「就職」する場合が多く見受けられる。 

 

［長所］ 

編入学者については、各科目の授業運営の面では、さまざまな学修履歴と学習意欲を持った編入学者が

クラスに参加することで、一般の学生によい刺激となっている。編入学者が本学に入学する前に取得した

単位を包括的に認定する方式は、入学前の多様な学修履歴に対応できることで、編入学者が入学後に余裕

をもって学習できる有効な手段である。 

退学者については、教務課と当該学部の教学主任間で連携をとりながら、退学希望者に対する相談活動



１．愛知大学の学生の受け入れ（総論） 

303 
 

を行っている。 

 

［問題点］ 

編入学者については、編入学者と一般の学生との間に学力の差がときに大きいことがあるが、編入学者

のために特別クラスを設けることが難しく、一般の学生と同じクラスに入れざるをえない。そのため比較

的小規模のクラスでも学力差が大きくなり、授業レベルの設定が難しいことがある。 

年間 44 単位という履修制限を設けているため、編入学者が 2年間で卒業必要単位を取得することにはか

なりの努力を要する。しばしば編入学者の専門教育科目に関する基礎知識が不十分であることから、異分

野からの編入学者に対する入学後の学習支援の体制に改善の余地がある。 

退学に至る事情について、進路変更や病気はやむを得ないが、学習意欲の喪失や目的もなくただやめる

という場合が問題であり、決して少なくはない。退学を申し出た時点では、すでに「手遅れ」になってお

り、教育職員による面接でも改善が期待できない場合が多い。 

したがって、すでに実施している退学者予備群としての成績不振者への面談（1 年次は春学期成績発表

後 10 月および翌年 5 月、2 年次以上は秋学期成績発表後の 3 月下旬、5 月に実施）の際、面談に訪れない

該当学生への対応、履修指導・学習支援の導入が必要である。現状では、留年生に対する指導を主として

いるが、早期の対応が学生にとっても必要である。さらに、入学時からの累積 GPA を判断基準とした退学

勧告制度（猶予期間の必要性など）の導入も検討の余地が存在する。 

 

［改善の方法］ 

編入学者については、2007 年度から、愛知大学学則を変更し、文学部、経済学部、国際コミュニケーシ

ョン学部、法学部、経営学部、現代中国学部の編入学定員をすべて入学定員に振り替えることにより、表

4-13 のとおり収容定員を変更することとした。よって、編入学生の定員は「若干名」となり、明確な定員

枠を設けないこととしたため、定員を埋めるために学生を受け入れるという弊害は解消された。 

一方、現在在籍している編入学者については、学期毎の履修ガイダンスをより徹底してきめ細かく実施

し、 短年次で卒業が可能なように指導しなければならないと考える。 

退学者については、学習意欲の喪失など消極的な動機による退学者が出ないように努力しなければなら

ない。支援対策として、修得単位数のみならず、累積 GPA を利用した問題学生の早期発見が必要である。

従来からあるオフィスアワー制度、学生相談室と連携した履修相談や大学生活適応相談を充実させるのみ

ならず、学生が気軽に相談できる窓口、たとえば現在注目されつつある「One Stop Center」の開設を検討

する必要がある。ここでは、すなわち「何でも相談室的」性格の支援組織の設置が必要であろう。 

一方、退学勧告制度を導入するのであれば、退学者のその後をケアできるシステム（就職斡旋、専門学

校等への転学など）の確立が不可欠である。 

 

表 4-13 編入学定員変更 

 定 員（2007年度）  定 員（2006年度） 
学部および学科名 

入学定員 編入学定員 収容定員 入学定員 編入学定員 収容定員

文 学 部 人 文 社 会 学 科 325 0 1,300 320 3 1,286 

経 済 学 部 経 済 学 科 375 0 1,500 370 12 1,504 

言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 115 0 460 110 8 456 

比 較 文 化 学 科 115 0 460 110 15 470 
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

学 部 
計 230 0 920 220 23 926 

法 学 部 法 学 科 315 0 1,260 310 12 1,264 

経 営 学 科 250 0 1,000 245 8 996 

会計ﾌｧｲﾅﾝｽ学科 125 0 500 125 4 508 経 営 学 部 

計 375 0 1,500 370 12 1,504 

現 代 中 国 学 部 現 代 中 国 学 科 180 0 720 180 5 730 

合  計 1,800 0 7,200 1,770 67 7,214 
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２．各学部の学生の受け入れ 
 

（１）文学部 
 

ａ 入学者受け入れ方針等 

 

［理念・目的・目標］ 

受け入れ方針については、総論で述べられている全学的方針が文学部においても踏襲されている。ただ

し、卒業論文を必修とする等、教育職員と学生との距離が近いという文学部の特性を踏まえ、推薦入試に

おいては面接試験を実施するなど、学生の個性・適性に配慮し、少人数教育が維持できるよう配慮する。 

 

［実態］ 

一般入試の受け入れ方針は全学のそれと同様である。推薦入試においては、基礎学力と同時に、面接に

よって受験者の意欲・動機づけ等を慎重に査定することとしている。 

 

［長所］ 

入学者の基礎学力の保証には、現在のところ成功している。 

 

［問題点］ 

基礎学力重視という立場には依然として充分な意義があると考えられる。しかしながら他方で、入学者

選抜制度の単純さを一因として、受験者の多様性に必ずしも有効に対応できていないという側面がある。 

 

［改善の方法］ 

基礎学力重視は今後も維持すべきである。同時に、18歳人口の減少という事態に適切に対応するとすれ

ば、若年層に対しては入試制度の多様化による現状への対応と、それ以外の層に対してはリカレント教育

の積極的展開、という二つの方向が検討されなければならない。特に後者については、本学部は社会人入

試を実施していないが、意欲ある社会人への機会提供という社会的責任を果たす上でも、早急な検討が必

要である。 

 

 

 

（２）経済学部 
 

ａ 入学者受け入れ方針等 

 

［理念・目的・目標］ 

学部教育の理念である「現実化」と「多様化」を基礎としたカリキュラムを念頭に置きつつ、さまざま

な状況に適応でき、成長が期待できるような、かつ基礎的学力を欠かない学生の獲得を目標とする。 

 

［実態］ 

学部理念に基づいた学生の受け入れを行うため、各種の一般入試・推薦入試の間のバランスを重視して

いる。一般入試では、 低 3 科目の入試を行っているため、基礎的な学力を持つ学生の選抜を重要視して

いる。また、センター試験利用入試の学生は、相対的に能力の高い学生確保のために一定程度の役割を担

っている。推薦入試では、必要 低限の基礎的な学力を有しているかどうかを小論文・面接等で確認して

いる。2006 年度の入学者については、一般入試 307 名、指定校制推薦 77 名、公募制推薦 65 名、社会人入
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試 0名、留学生入試 8名の合計 457 名となっている。 

なお、学部内に入試戦略検討小委員会を設置して、学部全体の入学定員の入試種別振り分けについて、

適宜検討する体制が敷かれている。 

 

［長所］ 

入学者の学力や学習状況を見ながら、入学定員の入試種別振り分けを検討できる仕組みがとられており、

教育の現場を踏まえた学部としての考えを、大学の入試戦略に反映させる努力がはかられている。 

 

［問題点］ 

基礎的な学力を有する学生を重視する傾向が、結果的に多様な学生の受け入れについて柔軟性を持った

システムとなっていない面がある。ただ、昨今の志願者の学力低下傾向を考えると致し方ないとも言える。 

社会人の受け入れについては、すでに述べたとおり学部内で一定の検討がなされたが、前述の実績を見

ると改めてその方針を検討する必要がある。 

 

［改善の方法］ 

多様な種別の入試と基礎的学力の有無の関連性について、さらにデータを収集して分析を進め、入学者

の受け入れのあり方を常に検討する作業が不可欠である。また、社会人の受け入れをどうするかについて

も早急に再検討すべきである。これらのために、入試戦略検討小委員会の活動をさらに活性化する必要が

ある。 

 

 

 

（３）国際コミュニケーション学部 
 

ａ 入学者受け入れ方針等 

 

［理念・目的・目標］ 

「国際的な視野」を備えた人材の養成に力を入れているので、そのような人材として成長が期待できる

学生獲得を目標として入学者の選抜を行う。そのため、推薦入試では、英語活用能力を重視して一定の基

準を設ける。 

 

［実態］ 

本学部独自の一般入試は実施していない。 

推薦入試では、英語の文章を読ませて、その内容について日本語で要約させたり自分の意見を書かせた

りしている。また面接では日本語と英語で志望動機や入学後にしたいことを聞いている。言語コミュニケ

ーション学科では英検 2級以上、比較文化学科では英検準 2級以上の資格取得を出願要件としている。 

 

［長所］ 

本学部は、英語力を十分に持った卒業生を多数輩出しているし、また就職においても英語を日常的に使

う職場で多くの卒業生が働いている。これは、入学者選抜の段階で一定の基礎学力や英語力を求め、本学

での教育を通じて有為な人材を社会に送り出していることを裏付けるものである。 

 

［問題点］ 

一般入試において、全志願者に対して画一的に課す学力試験問題では、基礎学力以外の能力や個性、と

りわけ本学部が求める人材育成の面において対応しているとは言い難い。そのため、語学、特に英語に関

心のない学生も入学してくる。そのような学生に英語を学ぶ意義を説得力をもって指導しなければならな
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い。 

 

［改善の方法］ 

推薦入試を生かし、本学部の理念とマッチした学生の選抜を目指し、多様な能力や個性を有する学生確

保のために、本学部の専門性や特性を活かした AO 入試導入の可能性について検討する事を目標とする。 

 

 

 

（４）法学部 
 

ａ 入学者受け入れ方針等 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部の掲げる教育目標に基づき、本学の建学の精神に即した人材として成長が期待でき、こうした教

育目標を達成できる可能性を持つ入学生を確保するための入学選抜方法を目指す。入学者受け入れ方針は、

建学の精神や法学教育の理念・目的・目標と不可分のものとして策定されている。 

 

［実態］ 

一般入試とセンター利用入試は、法学部独自の方法では行っていない。全学に足並みを揃えている。推

薦入試では、小論文や面接を通じて学力以外の能力を見ながらも、基準以上の評定平均値という出願要件

を課すことにより、本学法学部で学ぶのに 小限必要な基礎学力を求めている。指定校推薦については、

前年の受験者数・合格者数・入学者数をポイント化して、同時に在学中の指定校推薦入試合格者の成績等

も考慮に入れて、指定校を選んでいる。 

 

［長所］ 

本学は、過去 5 年間に公務員採用試験に合格した者が延べ 657 名もおり、公務員の合格実績は中部地区

の私大でも有数の実績である。これに加え、法学部では、司法試験など難関資格への合格、法務研究科（以

下、「法科大学院」という。）への進学そして好調な就職状況を通じて一定の社会的評価を得ているものと

考えられる。これは、入学者選抜の段階で一定の基礎学力を求め、本学での教育を通じて有為な人材を社

会に送り出していることを裏付けるものである。 

 

［問題点］ 

入学者選抜の段階で一定以上の基礎学力を幅広く求めることは、教育目標の実現という視点で有効であ

る。しかし、全志願者に対して画一的に課す学力試験問題では、基礎学力以外の能力や個性の面において、

多様な学生を掘り起こすという点で対応しきれない。 

指定校推薦入試については、上記のポイント制により指定校を選抜しているため、毎年、ほぼ同じ高校

が指定校に選ばれている。このため多様な高校から本学の教育目標を達成することができる人材の発掘と

いう点で不十分となっている。 

 

［改善の方法］ 

多様な能力や個性を有する学生確保のために、法学部の専門性や特性を活かした多様な入試制度導入の

可能性について検討する必要がある。 

指定校については、前年度の入試結果にとらわれず、より柔軟な選抜を行う必要がある。 
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（５）経営学部 
 

ａ 入学者受け入れ方針等 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部では、企業環境の変化に対応した専門知識の習得、高度なスキルの養成、さらには本学の建学

の精神である国際的教養と視野を持つ人材の育成を目標とする。したがって、入学者選抜の基本方針もこ

のような学部の目標に基づいて検討されなければならない。入学者の受け入れ、入学者選抜方式およびカ

リキュラムは、学部の目標を適切に反映していなければならない。 

 

［実態］ 

本学部は、一般入試、指定校制推薦入試、公募制推薦入試など多様な入学試験方式を採用している。そ

の他に、編入学試験を実施している。 

一般入試とマークセンス方式入試では、「外国語」、「国語」、「地理・歴史」、「数学」を出題し、

記述およびマークセンスによる解答方式を採用し、高校でバランスよく学習してきた受験生の受け入れを

目指している。後期入試も 3 科目出題し、全問マークセンスによる解答方式を採用している。大学入試セ

ンター試験の成績を利用するセンター試験利用入試では、国公立大学を受験するために 5 教科を、まんべ

んなく学習してきた受験生の受け入れを目標とする。 

公募制推薦入試（一般推薦）は普通科高校などで、特に本学経営学部を目指す受験生だけ対象とした入

試であり、出身高校学校長の推薦があり、しかも評定平均値と出願書類・小論文により合否を判定する。

公募制推薦入試（情報・簿記会計）は、入学前に簿記や情報に関する資格を取得した受験生を対象とする

入試で、経営学部の特徴である情報や簿記会計に関する優れた能力を持つ者たちを受け入れるための学部

独自の入試である。公募制推薦入試（スポーツ）は全国規模または高校生対象の都道府県レベル以上の大

会において優れた成績（概ねベスト 8）を修めた者を対象としている。 

また、国際的人材の養成という建学の精神を踏まえて、外国人留学生の受け入れを行っている。 

経営学部のカリキュラムの特徴は入学直後においては、共通教育科目の履修が多く、その後専門科目の

履修が多くなるという点にある。しかも、専門科目は 2 学科 6 コースに分かれ、経営学部の学生として将

来の志望にあった専門知識やスキルを体系的に学ぶことができる。このようなカリキュラムの特徴が多様

な入試で入学した学生の資質を伸ばすのに役立っている。 

 

［長所］ 

経営学部に相応しい多様な能力を持った学生を確保するために、一般入試、公募制推薦入試ともに様々

な特徴を持たせている。これにより、受験生は本学部に関心をもつと同時に、学部の教育目標に合った入

試制度の中で、自身に相応しいものを選択し、受験勉強に励むことができる。 

公募制推薦入試（一般）は専願制の入試であり、これにより経営学部に強い関心のある受験生を受け入

れることができる。公募制推薦入試（情報・簿記会計）では、すでに入学前から経営学部に相応しい優れ

た能力を持つ者を受け入れることができる。特に公募制推薦入試（情報・簿記会計）で入学した学生は目

的意識も明確で、成績の優秀な者が多い。 

カリキュラムとの関係を見るならば、入学者は入学直後、主として共通教育科目を履修するが、一般入

試、指定校制推薦入試で入学した普通科高校の出身者はこれらの科目を通じて、高校での学習をさらに発

展させることができる。これに対して、公募制推薦入試などで入学した商業高校等の出身者は入学後、高

校教育で不足しがちだった外国語等を共通教育科目で補い、卒業後社会人として活躍できる能力を身につ

ける。その後は、専門科目を履修するなかで、情報や簿記会計のような高校教育で身につけた能力をさら

に高度に展開させることができる。 

このように、経営学部のカリキュラムは、学部の目標のもと、多様な入試で入学した学生の資質を引き

出すのに有効である。 
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［問題点］ 

近年、一般入試で成績が良かった合格者の中で、入学後に学業不振となる者が目立ち始めている。この

ように、入学後、学ぶ目的や進路を見つけられずに、成績不振となっていく者への対応を考えなければな

らない。 

かねてより、公募制推薦入試（スポーツ）で入学した学生のなかに成績不振者が目立っていた。彼らに

は入学後の教育上の配慮を大学全体で考える必要がある。 

外国人留学生の本学部、特に経営学科に対する志願者は多く、2006 年度は経営学科だけで 64 名に上る。

彼らに対しては外国語として特別基礎英語、日本語、日本事情といった科目を設け、特別配慮している。

しかし、専門教育課程においては外国人留学生を特に区別せず、日本人学生と一様に対応している。 

 

［改善の方法］ 

多様な入試で学部に相応しい学生が入学したとしても、入学後成績不振となる学生がいるのが現状であ

る。したがって、改めて成績不振者の多い入試種別を調査し、 近の動向を確認した上で、この視点から

入試制度を見直すことが必要である。なお、この問題は教育課程とも関係するので、両者で緊密な連携を

とらなければならない。 

 

 

 

（６）現代中国学部 
 

ａ 入学者受け入れ方針等 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学部の設立の理念に基づき、本学部では日中の架け橋となる人材を育成し、社会へ送り出すこ

とを使命としている。この趣旨に基づき、将来の日中の交流の緊密化と国際社会への貢献を期待できる学

生獲得を目標として、入学者の選抜を行っていく。 

 

［実態］ 

一般入試では、現代中国学部設立の理念を果たすための基礎学力を備えた入学生確保のため、3 教科以

上（英語・国語・選択科目）の試験を課している。本学部では、学部の特性から英語に代えて中国語も選

択可としている。また、推薦入試では、基準以上の評定平均値をもち、小論文や面接によって、資格など

の学力以外の能力（中国語検定 3 級以上、本学部主催の高校生作文コンクール入賞、全日本中国語スピー

チコンテスト全国大会入賞）をも加味して、中国を学習する上での強い関心や勉学意欲を有していること

を要件としている。 

 

［長所］ 

学部発足以来、堅持している好調な就職内定実績を通じて本学部に対する社会的評価も定着してきて、

入学者選抜においてこれに見合った相応の学力を求めてきている。 

 

［問題点］ 

基礎学力を求めるがために、中国語を実施している総合学科や商業科の高校に対しては、一般推薦入試

の受験資格条件が英語 18 単位以上となっており、中国語のカリキュラムを実施しているために英語が 18

単位未満となるような高校からは受験できない｡ 

 

［改善の方法］ 
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中国に強い関心や学習意欲をもって中国語を学習している総合学科や商業科の生徒が受験できるような

受験資格条件の緩和策（現行の「英語 18 単位以上」を「中国語と英語の合計で外国語 18 単位以上」に条

件を変える）をとることにより、より積極的に現代中国を学習する意欲をもった学生を確保してゆきたい。 

 

 

 

３．愛知大学大学院の学生の受け入れ（総論） 
 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学大学院における学生の受け入れは、大学院設置の歴史が長いこともあって、法学・経済学・経

営学の 3 研究科では、一部資格を取得する学生も含めつつ、厳格な入学試験を課し、教学目標に合う優秀

な学生を受け入れる方向がベースとなっていた。そのために、1990 年代以降新たに設置された文学・中国・

国際コミュニケーションの 3研究科でもその原則は貫かれる一方、1990 年代以降の時代変化に対応して社

会人や外国人留学生、一部研究科での飛び級による学生も受け入れるための入試制度が付加されるように

なり、学生の受け入れ条件は多様化しつつある。また、一般入試による学生の受け入れだけでなく、一部の

研究科では推薦入試による学内進学者の受け入れ、飛び級による受け入れなども行われるようになっている。 

その背景には、研究者養成だけでなく、高度専門的職業人の育成や社会人再教育など教育目標の変化へ

の対応がある。その他、修士課程修了者の研究生制度による受け入れと、科目等履修生による学生の受け

入れも行っている。 

なお、中国研究科の博士後期課程では、中国の 2 大学との二重学位制度を新設し、本学だけでなく中国

の 2大学の学生も受け入れ、国際化と世界水準を目指した学生の受け入れも行っている。 

 

［実態］ 

受け入れのための一般入試、外国人留学生入試、社会人特別入試は基本的には修士課程については 9 月

と 2 月の年 2回実施し、博士後期課程については 2月だけ年 1 回実施している。ただし、文学研究科の社

会人入試は 2 月のみ、経営学研究科の推薦入試は 9 月のみと研究科により若干のズレはある。また、中国

研究科の二重学位制度用の中国での入試、国際コミュニケーション研究科の外国人入試は、入国ビザ発行

の時期を考慮に入れ、独自の時期に行っている。 

以上のように学生の受け入れ方法は多様化している。各研究科の学生受け入れ状況については次節で述

べるが、2006 年度大学院入学試験結果は表 4-13、表 4-14 のとおりである。また、これまで大学院に受け

入れた学生の修了者数の推移を、1990 年度以降について各研究科、専攻別に示したのが表 4-15 である。 

それによれば、修士課程では先発した法学と経済学、ついで経営学の修了生が全体の 85％を占め、1990

年代以降の 3研究科はまだ 15％を占めるにすぎない。博士後期課程では先発の 3研究科が 55％に留まって

いるのに対し 1990 年代以降の 3 研究科が 45％を占め、複合領域を中心とした新しい研究科に相対的な伸

びがみられ、1990 年代以降に新設された研究科が設置の目的をそれなりに果たしてきていることがわかる。 

また、博士後期課程では、この表以外に中退者もみられるが、表中の修了者のうちの課程博士と修了後

提出した論文博士および学外者による論文博士の数は「大学基礎データ表 7」のようになり、過去 5 年間

（2005 年度～2001 年度）の推移をみると、先発の経済と経営で 12 名であるのに対し、1990 年代以降の中

国研究科と文学研究科では 10 名の学位取得者を数え、とりわけ課程博士の学位を取得する割合が高くなっ

ている。 

入学者を国別にみると、中国研究科は中国人を中心とした外国人が一定数みられる他、経営学研究科で

は近年中国人の学生比率が高まり、また、国際コミュニケーション研究科をはじめ、経済学研究科や文学

研究科でも外国人学生が目立っている。 

 

［長所］ 

本学の大学院生受け入れのための入学制度は、前述したように従来の一般入試の他、社会人入試、留学
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生入試、推薦入試および飛び級入試など、社会の変化にともなう需要にも対応しつつ多様化している。そ

のような多様化の中で、優れた学生の確保、国際化対応、社会人の再教育や生涯学習などの目的に応じて

大学院生の受け入れがすすめられてきたことは大学院の役割をそれなりに果たしていることを示している。 

次に、個々の入試制度の中で、入試頻度はそれほど多くなく、志願者の数はそれほど多くないため、受け

入れ学生を語学のチェックを含め厳正な判定で選ぶことができていることも長所としてあげることができる。 

また、以上のような入試制度全体や大学院の全体を各研究科の概要を説明する進学と入試の説明会を数

年前から名古屋市内にある車道校舎で年 2回（7月と 12 月）行い、また、豊橋校舎と名古屋校舎でも各校

舎に属した研究科を中心に進学と入試の説明会をそれぞれ年 2回（7月と 12 月）開催し、大学院を紹介す

るようにしてきている。入試時期の少し前に実施することで、特に車道校舎では大学院担当者による講演

会も実施し、本学の学生以外の参加者もみられ、本学の大学院を理解した上での受験を促す役割を果たし

ている。また、3 年前より毎年「大学院リレー講演会」を車道校舎（名古屋市）で開催し、本学の大学院

を一般の人々にも広く知ってもらう工夫もしている。 

 
［問題点］ 

本学大学院生の受け入れについての 大の問題は、近年、国立大学の大学院拡充の定員増にともなう影

響も受けて、全体としての志願者が漸減傾向にある点である。 

前掲表 4-15 に示したように、2005 年度の修了生の数をみると、修士課程では、ほぼ定員を満たしてい

るのは経営学研究科と中国研究科であり、経済学研究科は 65％、国際コミュニケーション研究科は 70％、

文学研究科は 10％、法学研究科は修士課程廃止もあって 0％となっている。博士後期課程は全体で 4 名の

修了生にすぎないが、いずれも課程博士の学位を取得している。 

また、表 4-13 は、2006 年度の修士課程の入試結果を示したものである。全体として漸減傾向にあった

志願者数は反転して増加し、下げ止まりのようにもみえるが、総定員からみると志願者数はそれを若干下

回る。結局、合格し入学した学生数は志願者の約半分となった。それは全体の定員の約半分でもある。合

格者数を定員の充足率でみると、経営学研究科は 80％、中国研究科は 87％、経済学研究科は 16％、文学

研究科は 20％、国際コミュニケーション研究科は 90％となり、経済学研究科と文学研究科の充足率が低い。

一方、博士後期課程の志願者は表 4-14 による。経営学研究科 2名、中国研究科 28 名、文学研究科 1名で、

法学研究科、経済学研究科は 0 名、国際コミュニケーション研究科は博士後期課程を有していない。中国

研究科がきわ立って多いのは、「21 世紀 COE プログラム」による中国 2大学の学生も含むためである。 

このような志願者の少なさは、次のような理由によると考えられる。第１には国立大学大学院の学生定

員増によるものである。本学への不合格者が国立大学大学院へ合格するケースも珍しくなく、国立大学を

受ければ合格するという話は学生間に広がりつつある。 

 

表 4-13 2006 年度 大学院入学試験結果（修士課程） 

校舎 研究科 専攻 志願者 受験者 合格者 第1次手続者 
第2次手続者
（入学者）

経済学 経済学 13 (4) 12 (4) 6 (2) 5 (2) 4 (2)
日本文化 5 (0) 4 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0)

地域社会 
システム 

3 (0) 3 (0) 3 (0) 0 (0) 3 (0)文学 

欧米文化 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0) 1 (0)

国際コミュニ
ケーション 

国際コミュニ
ケーション 

21 (14) 21 (14) 9 (5) 2 (2) 9 (5)

豊
橋
校
舎 

小 計 44 (18) 42 (18) 22 (7) 9 (4) 19 (7)

経営学 23 (21) 22 (20) 13 (12) 13 (13) 12 (12)
経営学 

(ﾘﾌﾚｯｼｭｺｰｽ) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

中国研究 中国研究 22 (10) 21 (10) 15 (8) 14 (7) 13 (6)

名
古
屋
校
舎 小 計 45 (31) 43 (30) 28 (20) 27 (20) 25 (18)

合  計 89 (49) 85 (48) 50 (27) 36 (24) 44 (25)

（ ）内は留学生の内数をあらわす。 
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表 4-14 2006 年度 大学院入学試験結果（博士後期課程） 

校舎 研究科 専攻 志願者 受験者 合格者 入学者 

経済学 経済学 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

日本文化 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)

地域社会ｼｽﾃﾑ 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

欧米文化 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

豊
橋
校
舎 

文学 

小 計 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)

公法学 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
法学 

私法学 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

経営学 経営学 2 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0)

国 内 5 (2) 5 (2) 5 (2) 4 (1)

現地・南開大学 13 (13) 13 (13) 5 (5) 5 (5)

現地・人民大学 10 (10) 10 (10) 5 (5) 5 (5)

名
古
屋
校
舎 中国 

小 計 28 (25) 28 (25) 15 (12) 14 (11)

合  計 31 (26) 30 (25) 17 (12) 16 (11)

   （ ）内は留学生の内数をあらわす。 

 

表 4-15 大学院課程別年次別修了者数の推移（1990 年度以降入学生） 

修了年度 

課程 

1992～

1999 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 計 

法学研究科 私法 3 (3)   3 (3)

経済学研究科 経済 2 (2) 1   3 (2)

経営学研究科 経営 8 (6) 2 3 (2) 1 3 (1) 1 1 19 (9)

中国研究科 中国 7 (7) 1 (1) 2 (2) 2 (1) 5 (4)  2 19 (15)

日本文化 8 (7) 5 (4) 3 (2) 3 (3) 2 (1) 1 (1) 22 (18)

地域社会 

システム 
2 (1) 1 2 (2)   5 (3)文学研究科 

欧米文化 4 1   5

（
修
了
者
・
単
位
修
得
者
） 

博 

士 

後 

期 

課 

程 
計 34 (26) 8 (5) 7 (4) 7 (3) 13 (10) 3 (1) 4 (1) 76 (50)

公法 31 2 5 3 1 2  44
法学研究科 

私法 80 15 16 8 2 4  125

経済学研究科 経済 92 16 14 19 11 7 8 167

経営学研究科 経営 111 10 21 16 14 15 16 203

中国研究科 中国 56 13 3 9 9 13 16 119

日本文化 34 4 5 3 2 1 49

地域社会 

システム 
17 4 1 5 2 1 1 31文学研究科 

欧米文化 24 3 6 2 1 2 1 39

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

研究科 

国際ｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝ 
 9 6 7 22

修 

士 

課 

程 

計 445 63 70 67 52 52 50 799

    ( )内は、単位修得満期退学者で内数 注）9月卒業者を含む。 
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第 2 には、本学大学院が学部に付属する体質の中で、国立大学大学院の変化への対応が遅れている点で

ある。そんな中で「21 世紀 COE プログラム」に採択された中国研究科はそれにより改革がすすめられ、志

願者確保の成果を上げている。また、経営学研究科もカリキュラム改革や社会人用コースを設け、工夫し

てきた。ただし、志願者の多くは高度経済成長を背景にした中国からの留学生が多数を占め、日本人学生

は少ない。社会人用に開設したリフレッシュコースは開設当初は順調であったが、本学に 2006 年度会計大

学院が開設される影響を受け、志願者は 0名となっている。 

第 3 には、本学大学院の学部付属的体質から、これまで独自に組織体としての力が弱く、広報や成果発

表などでも十分機能発揮ができなかったことがあげられる。 

第 4 には、それに関連して学部に基礎を置く研究科でも学部カリキュラムへの対応を図る工夫がないな

ど、学部との連携が弱く、必ずしも学部の上に乗らない複数の学部にまたがる文学研究科ではその面が強

くあらわれている。 

第 5 には、国立大学大学院の拡充にともない、地域の他大学の大学院との競合状態もみられるようにな

った。経営学や経済学の各研究科における資格認定科目の整備や授業料など納付金の考慮、科目等履修生

への対応などの検討が必要になりつつある。 

 

［改善の方法］ 

以上示した問題点は本学大学院委員会において大学院問題として議論してきた点でもある。そのすべて

を改善することは容易ではないが、各問題点について改善方法についてふれておく。 

第 1 の国立大学大学院拡大への対応方法である。国立大学の人文社会系大学院の拡充の結果、多人数教

育に直面しているのに対して、本学大学院の少人数教育を質的レベルの向上につなげる方向とともに、国

立大学にない魅力をどう打ち出すかにある。本学の豊橋、車道両校舎で開設中のエクステンションセンタ

ーとの連携、学部と大学院を一本化した入試制度や教学上の連携、さらには企業や小中高校との連携によ

る大学院受け入れの方法などが工夫されてよい。 

第 2 の多様な入試制度に関係し、志願者の研究者養成と高度専門職業人養成のそれぞれに応じたカリキ

ュラムの編成が工夫されてよい。また、社会人学生については、現職のブラッシュアップ、教養水準の向

上、資格の取得など多様な目標をもって入学してきている。それに対応したカリキュラムの編成も工夫さ

れてよい。 

第 3 の学部付属的体質については、大学院の独自の諸事業を積極的に前面に打ち出し、従来不足してい

た広報活動をホームページの充実、各研究者の研究内容の紹介など情報発信を質・量ともに高める工夫が

いる。 

また、大学院修了者のうち、とりわけ高度専門的職業人養成については、学内の「キャリア支援課」と

も連携し、大学院修了者の就業先開発をすすめる必要がある。 

第 4 の学部との連携性の弱さについては、改善方法の第 1 点でふれた学部と大学院の一本化を目指した

入試制度やカリキュラム編成、学部生と大学院生の合同ゼミなど学部授業との相互乗り入れ、学部教育に

おける卒業論文や卒業研究指導の充実による大学院との接合など工夫が考えられる。 

第 5 の他大学大学院との競合状況については、質量とも比較は困難であるが、そのような中で、本学の

個性をどこに見出すかを、中国研究科の「21 世紀 COE プログラム」への採択例なども考慮に入れて工夫す

る必要がある。 

 

 

 

４．各研究科の学生の受け入れ 
 

（１）法学研究科 
 

ａ 学生募集方法、入学者選抜方法 
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［理念・目的・目標］ 

本課程で研究を進める上で十分な能力を有している学生を募集し、選抜する。 

 

［実態］ 

年に 1回、学生募集と選抜試験を行っているが、残念ながらこの間、志願者をみることができていない。 

 

［長所］ 

該当しない。 

 

［問題点］ 

博士後期課程のみであることが障害となっているのか、研究者を目差して本課程で学び研究することに

魅力を感ずる学生がいないのか、のどちらかと思料される。 

今後は、法科大学院修了者からの博士後期課程進学者も予想されるが、法科大学院との調整が不十分で

ある。 

 

［改善の方法］ 

前述のように、修士課程をも備えた、たとえば公共政策系の研究科に再編する等の組織改革が必要であ

ろうし、法科大学院設置に至る過程ではそうした議論もなされてきたが、現時点でいかなる改革に取り組

むかの結論は、研究科としては出ていない。ただし、法科大学院修了者からの進学者が生じる場合を考え

て、博士後期課程の充実を図ることを検討している。 

 

 

 

ｂ 学内推薦制度 

 

［理念・目的・目標］  

優秀かつ意欲ある学生を学内推薦という形で受け入れることによって、定員充足に寄与しうるし、また

何よりも、学部から一貫した教育を授けることによって、研究者としての能力を効率的に高めることがで

きる。 

 

［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

現時点で修士課程を欠き、推薦制度は存在しないため該当しない。 

 
 

 

ｃ 門戸開放 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

大学・大学院の学生に対する「門戸開放」は行われておらず、制度がないので、該当しない。 

 

 

 

ｄ 飛び入学 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 
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制度がないので、該当しない。 

 

 

 

ｅ 社会人の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

博士後期課程については制度がないので、該当しない。 

 

 

ｆ 科目等履修生、研究生等 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

研究生については、研究生制度があり、博士後期課程満期退学後、主に博士論文執筆のために運用され

ることが予定されているが、そのようなケースはこれまで一例もない。 

 

 

 

ｇ 外国人留学生の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

博士後期課程については制度がないので、該当しない。 

 

 

 

ｈ 定員管理 

 

［理念・目的・目標］ 

修士課程は廃止したが、残存する博士後期課程については、定員充足の努力をしたい。法科大学院から

の進学者が将来的に見込まれることから、指導体制をいっそう整備することによって、対応する。 

 

［実態］ 

入学者ないし在学者がいない。 

 

［長所］［問題点］ 

在籍者がいない状況なので、長所として記すべき点はなく、在籍者のない点が 大の問題である。 

 

［改善の方法］ 

法科大学院修了者が研究者となることを希望して博士後期課程に進学するケースが将来的に見込まれる。

研究指導体制をいっそう整備することによって、対応する。 

 

 

 

（２）経済学研究科 
 

ａ 学生募集方法、入学者選抜方法 
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［理念・目的・目標］ 

修士課程への学生の受け入れにあたって、研究者養成と高度専門職業人養成という二様の目的が設定さ

れている。現状を踏まえたうえで将来の方向を見据えるならば、後者に重点が置かれることになるであろ

う。しかし 2004 年度から税理士法が改正され、経済学研究科・修士課程修了者の税理士試験に於ける科目

免除に関する特典が大幅に縮小した（2002 年度入学生から対象となる）。さらに本学では 2006 年度に会計

大学院を立ち上げて、これらの資格取得支援についてはこの専門大学院に機能を集中し体制を強化する方

針がとられたので、従来事実上それが高度専門職業人養成の中核を成していた本研究科・修士課程の教育

内容は性格を変えざるを得ない。今後は、高度専門職業人に必要な素養としての経済に関する広い専門知

識の提供が教育目標としてより大きな比重を占めることになるであろう。そうした方向へのシフトは一方

では以前にも増して幅広い年代層の社会人の需要を求めることになろうが、他方で本学経済学部との繋が

りを強めて大学院に学部での専門教育の仕上げという位置づけを与えることも検討すべきである。こうし

た多様化した学生に対応する学生募集方法を工夫する。 

博士後期課程への学生受け入れについては、従来研究者養成が主たる目的として考えられ、博士号の取

得が究極の目標として設定されていた。将来もこの方向は堅持すべきであろうが、同時に修士課程に続け

てさらに高度な段階で専門知識人や専門職業人を目指す学生の需要に応える入学者選抜方法を行う必要も

ある。 

 

［実態］ 

修士課程では、9 月と翌年の 2 月に入試を行い、学部卒業生を対象とした一般入試および外国人留学生

のための入試と、30 歳以上の社会人を対象とした社会人特別入試とをそれぞれ年に 2回実施している。社

会人および外国人留学生に関しては中項目 e および g が設けられているので、ａでは以下一般入試に関し

てのみ述べることにする。試験科目としては外国語一科目と修士課程に於いて専攻する科目を含む二つの

専門科目の筆記試験、さらに口述試験を課している。志願者および入学者の推移は、2002 年度から著しい

段階的減少に見舞われている。何も対策を講じなければ、2006 年度以降もこうした傾向がいっそう進行す

ることは確実である。 

博士後期課程に関して言えば、毎年 2 月の修士課程入試と同一日に入試の機会が設けられている。試験

科目は外国語二科目（英、独、仏、露、中のうちから二科目；あるいは英のみで二科目）と口述試験（専

門分野に関する試問）からなっている。しかしながら、ここ 6年間は入学者ゼロの状況が続いている（2004

年度には 1名の志願者があった）。 

 

［長所］ 

現在本研究科の置かれている極めて厳しい状況のなかで長所を見出すことは難しいが、資格試験対策以

外の目的で入学する学生が僅かながらもコンスタントに存在し続けていることは、将来の希望へと繋がる

糸口になるであろうか。 

 

［問題点］ 

修士課程については志願者の著しい減少が問題点である。博士後期課程については元来志願者ゼロの年

が多かったが、ここ数年このような傾向がより強まっている。 

 

［改善の方法］ 

修士課程では、すでに 2001 年度に当時本学経済学部で計画中であった 6コ－ス制を念頭に置いた 5コ－

ス制（理論・情報、社会経済学、財政・政策、地域経済研究、国際地域研究、）が導入され、資格試験対策

以外の目的で入学する学生に対してもそれぞれの関心に即応するようカリキュラムが整備されている。一

方で本学経済学部との繋がりを強化することを中心に、学部卒業生の需要を喚起するとともに、他方で幅

広い年代層の社会人の経済に関する多様な関心に応えてゆくために、カリキュラム上の工夫や広報に力を
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注ぐことが肝要である。 

博士後期課程についても、研究者養成という中心的目的は放棄すべきではないが、修士課程の高度専門

職業人養成に接続する流れを創り出す必要があろう。入試に外国語二科目を課しているが、後者の学生に

ついてはこれを一科目にするなどの方策は検討してよい。 

 

 

 

ｂ 学内推薦制度 

 

［理念・目的・目標］ 

今後大学院（経済学研究科）と学部（経済学部）との繋がりを強化する方向を探る場合、学内推薦制度

はそのための一つの手段として検討すべきであろう。 

 

［実態］［長所］ 

現状、学内推薦制度は設けられておらず、また検討もされていないため、長所に特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

本研究科と経済学部との制度上の繋がりが弱い。 

 

［改善の方法］ 

学内推薦制度について検討する場合、さしあたり次の二つの方向が考えられる。①本研究科・修士課程

入学の際、学部学生のうち特に優秀な者を学内推薦制度によって特別枠で受け入れることはできないか。

②飛び入学を制度化して、経済学部（3年）および大学院・修士課程（2年）を合わせた 5年一貫教育のコ

－スを設定できないか。学部教育のしかるべき時点で、このコ－スに特に優秀な学生を推薦するのである。 

 

 

 

ｃ 門戸開放 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科への受け入れに際して、出身大学や大学院による差別は原則として設けるべきではない。 

 

［実態］ 

現状ではそうした差別は一切ない。受け入れの判定は入試の成績だけを基準としている。 

 

［長所］ 

上記理念に適っている。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき事項はない。 

 

 

 

ｄ 飛び入学 

 

［理念・目的・目標］ 
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今後大学院（経済学研究科）と学部（経済学部）との繋がりを強化する方向を探る場合、飛び入学制度

はそのための一つの手段として検討すべきであろう。 

 

［実態］［長所］ 

現状では飛び入学制度は設けられておらず、また検討もされていないため、特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

本研究科と本学経済学部との制度上の繋がりが弱い。 

 

［改善の方法］ 

飛び入学を制度化して、経済学部（3年）および大学院・修士課程（2年）を合わせた 5年一貫教育のコ

ースを設定できないかを検討すべきである。 

 

 

 

ｅ 社会人の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］ 

高齢化社会を迎えて、生涯学習の重要性が高まってきている。学士取得者である社会人のためにより多

様な就学機会を提供することがますます求められている。経済学研究科でもそのような社会の要請に応え

てゆかねばならない。 

 

［実態］ 

修士課程では、9月と翌年の 2月に 30 歳以上の社会人を対象とした社会人特別入試を実施している。入

試科目は小論文と口述試験である。（一般入試とは違い、外国語科目は課されていない。）志願者および入

学者数は、2002 年度以降低水準での安定が続いている。 

博士後期課程に関して言えば、社会人に対する特別の入口は設けられていない。 

 

［長所］ 

社会人に対しては、一般入試とは異なり外国語科目を課さず、入学のための敷居を低くしてより多くの

志願者を求めている。 

 

［問題点］ 

生涯学習というかけ声は経済学研究科の志願者の増加に繋がっていない。 

 

［改善の方法］ 

修士課程の社会人特別入試については、広報の面で改善の余地があるかもしれない。他方、博士後期課

程でも高度専門職業人養成の脈絡で社会人特別入試を設けることを検討できないか。 

 

 

 

ｆ 科目等履修生、研究生等 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学研究科では開かれた大学院を実現するために、大学院に籍を置かない者が科目等履修生という資

格で講義を受講できる制度を設けている。また修士課程および博士後期課程を修了した者がなお一定期間
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（半年ないし 1 年、但し繰り返し申請可能）変わらぬ環境で研究を続けてゆけるよう研究生という制度を

設けている。 

 

［実態］ 

科目等履修生が受講できるのは 1年に 3科目 12 単位以内で、演習および当該年度に開講しない科目は除

外されている。本研究科について科目等履修生および研究生のここ 6年間の推移は表 4-16 にみるとおりで

ある。前者についてはこのところ制度の利用者は、豊橋技術科学大学との単位交換協定による特別聴講生

に限られている。後者については、数こそ多くないものの利用者はコンスタントに存在している。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

現状程度で問題はなく、問題点、改善の方法に特記すべき事項はない。 

 

 

ｇ 外国人留学生の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］ 

適正な数の外国人留学生の受け入れは本研究科としても必須であると考えている。適正規模の留学生数

がどの程度であるのか、現状をみながら検討しなければならない。 

 

［実態］ 

修士課程に於いて、外国人留学生の入試は一般入試の枠内で行われているが、課される専門科目が一科

目だけであり（日本人学生は二科目）、負担の軽減が図られている。表 4-17 に於ける留学生の欄にみると

おりここ数年志願者動向は極めて低調で、志願者数と入学者数の比率の推移からみる限り、その学力水準

も低下傾向にある印象が否めない。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

修士課程について、目標とすべき適正な留学生数を検討する必要があろう。その点どうあれ、現状より

も多くの留学生の志願者を求めるべきであることは間違いない。 

 

表 4-16 科目等履修生および研究生の受け入れ数 

年度 
区分 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

科目等履修生 1 0 0 0 1(1) 3(3) 

研  究  生 2 2 1 4 1 1 

        ※（ ）は豊橋技術科学大学との単位互換協定による特別聴講生の内数。 

 
表 4-17 修士課程に於ける入試区分別志願者・入学者数 

年度 
入試区分 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

一 般 入 試 26(15) 13 (6) 8 (4) 16 (7) 4 (2) 8 (2)

社会人特別入試 9 (5) 4 (2) 3 (2) 4 (1) 5 (2) 1 (0)

留  学  生 2 (0) 4 (3) 2 (1) 5 (0) 0 4 (2)

計 37(20) 21(11) 13 (7) 25 (8) 9 (4) 13 (4)

    ※志願者数（入学者内数）  
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［改善の方法］ 

修士課程に外国人留学生特別入試を設けることを検討すべきかもしれない。たとえば外国語として日本

語の選択を認めることなどが課題となろう。以上のことは博士後期課程についても同様である。 

 

 

 

ｈ 定員管理 

 

［理念・目的・目標］ 

一般的に言って、大学院への毎年の志願者数が設定された定員を 低限上回っていなければならない。 

 

［実態］ 

表 4-17 に見るように、修士課程ではここ 6 年間を通して志願者数は定員 25 名を大幅に下回っている。

また博士後期課程では事態はいっそう深刻で、2004 年度に 1名の志願者があった以外には、志願者・入学

者はともにゼロが続いており、定員 5名の充足には程遠い状況であった。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

定員に比較して志願者が少ない。 

 

［改善の方法］ 

既述のように、高度専門職業人養成という目的に於いて資格試験対策以上に経済に関わる素養修得を強

調して、大学生や社会人、そして外国人留学生の需要を広く喚起しなければならない。しかし修士課程に

ついて、現在の 25 名の定員はやはり過大であると言わざるを得ない。一定期間の努力の後に、適正な定員

を見定めて減員を行うことが必要になるであろう。 

 

 

 

（３）経営学研究科  
 

ａ 学生募集方法、入学者選抜方法 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科では、学部における教養と専門的知識をさらに発展させ、専門化した知識に基づいて企業およ

びグローバル化した社会に対応した人材を育成することと高度な専門性とその応用性を身に着けた研究者

の養成を目指す。 

 

［実態］ 

院生の募集については、大学院のパンフレット、年に数回の新聞広告、インターネットを通じて情報を

流している。修士課程の試験は、1つの外国語の試験、2つの論文試験および面接試験である。ただし、本

学経営学部において成績優秀者については筆記試験免除としている。また、夜間主社会人コースにおいて

は社会人の立場を考慮して語学の試験は課していない。 
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［長所］ 

目的にあった受験生を採用するために、科目数の多い筆記試験と面接試験があり、優秀な志願者が集ま

る。また、社会人に対しては外国語から遠ざかっていることから、不利にならぬように入学試験に外国語

が除外されている。その分、専門試験に集中することができる。 

 

［問題点］ 

満遍なくできる院生を育てることも重要であるが、研究者を養成するためには試験を増やすよりも、経

営の専門分野において一芸に秀でた者を大学院に進学させることも必要である。 

 

［改善の方法］ 

試験科目を減らす傾向で、たとえば 1 つの論文試験と面接試験のみで合否を決定することなど、これに

ついては他大学の学生にも適用する必要がある。 

 

 

 

ｂ 学内推薦制度 

 

［理念・目的・目標］ 

優秀な学部生のさらなる専門性を発展させることによって、より高度な社会への貢献を図ることが本研

究科の使命である。 

 

［実態］ 

成績優秀者による学内推薦制度によって入学する者は、数年に 1名いるかいないかである。 

 

［長所］ 

学内推薦制度による入学者が増えると、後発の刺激になり、次から来る院生が持続する。また、教員サ

イドからは優秀な院生は基礎学力があるために、教育しやすい。 

 

［問題点］ 

成績優秀者は、研究目標があり、特別興味のある専門分野がないかぎり、研究職以外の就職が決まれば

そちらの方に流れる傾向がある。 

 

［改善の方法］ 

学内推薦制度は、成績ばかりでなく、学費や奨学金などにも配慮する必要がある。 

 

 

 

ｃ 門戸開放 

 

［理念・目的・目標］ 

高度な経営学の専門性を身に着けるには、いろいろな視点からの示唆と他の院生との交流をもって研究

を進める必要がある。 

 

［実態］ 

大学院教育の充実を図るために、本研究科をはじめ愛知学院大学、中京大学、南山大学、および名城大

学の経営に関わる各研究科間で、上限を 10 単位として単位互換に関する協定が結ばれている。近年この制
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度を活用する院生の数はゼロに近いが、2006 年度においては、修士課程昼間課程で 1 名から希望があり、

他大学の講義を受講している。 

 

［長所］ 

院生は修士論文に関わる科目を集中して受講できる、他の大学の院生と交流を深めることができる。 

 

［問題点］ 

交通の便利なところに立地している研究科に集中しやすいことや、受講生の人数に偏りが見られるよう

になり、教育の質に関わってくる。また、近年単位互換制度を活用する者がほとんどいない（受け入れ、

送り出しいずれについてもほぼゼロ）という状況は、他大学でも同様であり、PR 方法、制度の見直し、協

定の存続自体などについて検討を進める必要がある。 

 

［改善の方法］ 

大学院の事情にもよるが、協定校の間で、カリキュラムを調整する必要がある。 

 

 

 

ｄ 飛び入学 

 

［理念・目的・目標］ 

成績が抜群であり、研究目的とその達成度が明確に把握できる学生には飛び入学により、高いレベルの

研究・学修を認めることがあってよい。 

 

［実態］ 

現実には飛び入学をどのように実施するのか議論がなされていない。というのもこれまでの志願者の中

でそうした能力のある学生がいなかったことが原因していると思われる。しかし、社会人もしくは修士課

程修了者で学術的に高度な研究成果を上げている人が、博士後期課程に入学を希望するのであれば、1～2

年で博士の学位を授与することを研究科として合意しているがそうした人はいまだ現れてはいない。 

 

［長所］［問題点］ 

飛び入学を実施していないので、記述することができない。 

 

［改善の方法］ 

大学院が魅力的となり、多くの有能な学生が殺到するくらいになれば、飛び入学もごく普通のこととな

るはずである。改善の方法を考えることは、こうした順序を踏んでいってその先に、初めて、適切になる。 

 

 

 

ｅ 社会人の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科では、直接的に社会に貢献するために、社会人に対して実学的な面を生かしながら経営学にお

ける専門的知識の修得によって、高度な社会に対応できる能力を養ってもらうことである。 

 

［実態］ 

名古屋市都心部にある車道校舎において 2002 年に夜間主社会人コースが開設されて 4年になるが、公務
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員、製造業、銀行などのあらゆる職種の社会人が、修士課程に在籍している。現在では、夜間主社会人コ

ースを修了した者が 4名博士後期課程に在籍している。 

 

［長所］ 

社会人の時間を考慮した時間配分とカリキュラム構成を図っている。また教員にとっても、授業におい

て現実社会の実情に触れる機会がある。 

 

［問題点］ 

夜間主社会人コースが開設されている情報が知らされていないことが多いために志願者自体が少ない。

また入学しても会社の都合により転勤や人事転向などがあり、時間割の変更が余儀なくされる。転勤先に

よっては交通費などの問題が大きい。 

 

［改善の方法］ 

新聞や広告を通じて夜間主社会人コースの開設情報を流す必要がある。また、本研究科では授業時間な

どを社会人と調整することやインターネットなどの利用なども考えていかなければならない。 

 

 

 

ｆ 科目等履修生、研究生等 

 

［理念・目的・目標］ 

研究を持続させ、途絶えることのない研究環境をサポートすることは、長期的には研究を進展させるこ

とに繋がり、社会の貢献に資することとなる。 

 

［実態］ 

科目等履修生および研究生は受け入れているが、それぞれ隔年に 1名くらいである。ちなみに 2006 年度

はゼロである。なお、研究生に対して、研究論文の奨励金は 3 万円、学会への参加費（含、交通費および

宿泊費）は年 2回、1回 3万円（限度額）、研究図書費として 1万円をそれぞれ補助している。 

 

［長所］ 

身分の確保と学会参加や図書購入を通じて研究を継続できる。 

 

［問題点］ 

学内において研究生の研究発表の機会が少ないことや、大学院生が減少することにともない、少ない開

講科目への参加および院生との交流を考慮すると、研究生の学費が 12 万円と比較的に高い。 

 

［改善の方法］ 

研究生というステータスを考慮すると、学費を安くすることや授業への参加を通じて院生との交流を促

す必要がある。 

 

 

 

ｇ 外国人留学生の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科では、 近のグローバル化した社会に対応して、高度な専門性を有し、世界のあらゆるところ
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で活躍できるような人材を育成することである。 

 

［実態］ 

近年年ごとに、本研究科院生に占める外国人留学生の割合が高くなってきており、充足率では 82.4％の

値を示している。そのほとんどが中国人留学生である。 

 

［長所］ 

外国人留学生と日本人学生との交流が活発になること、科目によっては日中関連の研究教育に専念でき

ることである。 

 

［問題点］ 

外国人留学生が多いこともあり、履修科目に偏りが見られることや、これと関連して教員の負担にも偏

りがある。また、日本語の読み書きが十分でない外国人留学生が増えてきている。 

 

［改善の方法］ 

外国人留学生に履修に関する詳細な情報を与え指導することと、日本語の読み書きを丁寧に教えながら

講義を行う必要がある。 

 

 

 

ｈ 定員管理 

 

［理念・目的・目標］ 

院生の共同研究室や設備などの十分な研究環境を維持していくことは、よりよい研究成果の達成に繋が

るものである。そのためには適正な規模を維持する必要がある。 

 

［実態］ 

修士課程においては、収容定員 30 名に対して在学者数が 35 名、博士後期課程においては、収容定員 15

名に対して在学者数が 5名である。 

 

［長所］ 

修士課程の在学者数は、定員をやや上回っているが、博士後期課程の在学者数は定員の 3分の 1である。 

 

［問題点］ 

修士課程の在学者のうち、学部から持ち上がってくる日本人学生が少なくなってきている。博士後期課

程を目指す者が年々減ってきている。 

 

［改善の方法］ 

大学院への進学希望者を増やすためには、学部の成績の他に特別な奨学金や授業料の免除なども必要で

あり、他大学からの志願者にも適用する必要がある。 

 

 

 

（４）中国研究科 
 

ａ 学生募集方法、入学者選抜方法 
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［理念・目的・目標］ 

本研究科の修士課程においては、中国学の研究者養成と高度な専門的な職業人養成を目的としており、

将来その 2 つの目的のどちらかを実現するにふさわしい専門的知識、語学力、研究能力、意欲を持った学

生を募集し、選抜することを目的とする。また博士後期課程においては、中国学の研究者養成を目的とし

ており、将来この目的を実現するにふさわしい語学力、研究能力、意欲を持った学生を募集し、選抜する

ことを目的とする。 

 

［実態］ 

修士課程においては、学士学位を有する者、外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者を

基本的に入学の有資格者とし、専門科目に関する筆記試験と研究遂行上必要となる外国語 1 か国語の筆記

試験を科し、入学志願者の希望する指導教員を含む関係教員による面接試験を科している。 

博士後期課程においては、修士学位を有する者、外国の大学において修士に相当する学位を授与された

者を基本的に入学の有資格者とし、修士論文の審査と入学志願者が希望する指導教員を含む関係教員によ

る面接試験を科している。 

修士課程・博士後期課程いずれも、上記の筆記試験および面接試験などを通して、修士課程・博士後期

課程での研究に必要な能力の有無、および本人の意思、2年以上に渡るであろう修士課程、3年以上に渡る

であろう博士後期課程での研究生活を維持する精神力などを確認している。 

デュアルディグリープログラムでは、博士後期課程入学後、中国の人民大学および南開大学の高級進修

生留学試験を受験し、留学資格を与えている。 

 

［長所］ 

上記の方法は、従来から取られてきたものであり、継続的な学生の学力確保の点から、効果があった。

また、学生の希望指導教員以外に学生の選考に関連する教員が複数で面接を行うことで、多方面からの観

察が可能になる。 

 

［問題点］ 

修士課程の場合、卒業論文を課していない他大学などからの志願者もおり、研究能力を知る上で重要な

卒業論文を学生選抜の必須要件とすることはできない。このため、学力認定が表面的に流れる危険性があ

る。また、選抜時に科される外国語試験が 1 か国語であるため、外国語文献あるいは資料講読、分析に限

界が生じかねない。 

博士後期課程は、修士論文が必須となるため、修士課程のような問題は起こりにくい。しかし、デュア

ルディグリープログラムで入学してくる中国人留学生の場合、修士課程とは異なる専攻分野を希望する者

もあり、日本とは学生育成の習慣や環境が異なるとはいえ、混乱が生じている。また、博士後期課程では、

外国語試験を 2か国語としているが、これは修士課程にこそ望ましい。 

 

［改善の方法］ 

修士課程、博士後期課程とも、従来の学生募集、入学者選抜方法に大枠で変更は必要ないと思われる。

しかし、個別に考えれば、筆記試験の種類や内容が入学後の研究活動の基礎学力を知る上で充分なものか

否か、あるいは外国語試験の可否、学部卒業論文を加味することができるかどうかなど、検討の余地はあ

る。 

 

 

 

ｂ 学内推薦制度 
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［理念・目的・目標］ 

中国研究科と教員が所属している各学部（現代中国学部、経営学部、文学部、経済学部、国際コミュニ

ケーション学部）との連携を強め、学部の優秀な学生の大学院進学への進路を保障する。 

 

［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

現在、学内推薦制度は実行されておらず、当面導入する予定はないため、特記すべき事項はない。 

 

 

 

ｃ 門戸開放 

 

［理念・目的・目標］ 

修士課程、博士後期課程とも、本学出身者に限らず他大学出身者や日本人に限らず中国人留学生など国

籍にもとらわれず、総合的な中国学を学びたいと考え、研究する意欲を持った優秀な人材に対して門戸を

開いている。すなわち基礎資格を満たしている者はいずれもが受験の機会を得られるようになっている。 

 

［実態］ 

修士課程、博士後期課程とも、本学学部あるいは本学大学院出身者と、他大学あるいは他大学大学院出

身者との間に有利不利となるような格差は設けておらず、平等に取り扱っている。今後もこれが維持され

るよう、努力したい。 

 

［長所］ 

本人の能力以外に比較すべきものを設定していないので、公平平等という競争試験の基本原則を維持し

ている。 

 

［問題点］ 

博士後期課程の場合、他大学大学院出身者の修士論文に関しては、査読のための時間がまだ不十分であ

る。 

 

［改善の方法］ 

博士後期課程の場合、他大学大学院出身者の修士論文査読のため、募集の期間にゆとりを持たせていき

たい。 

 

 

 

ｄ 飛び入学 

 

［理念・目的・目標］ 

優秀な学生を 4 年を待たず 3 年で大学院に入学させ、英才教育を施すとともに、学部と大学院のより緊

密な教育制度にする。 

 

［実態］ 

現状ではこの制度は設けておらず、当面導入する予定もない。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 
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［問題点］ 

現状では、中国研究科と教員の所属学部との教育面の繋がりがよくないという現状がある。 

 

［改善の方法］ 

将来、飛び入学を前提とした学部 3 年と修士課程 2 年の 5 年一貫性のコースの導入を検討する。その中

で中国研究科と教員の所属学部のより緊密な繋がりも検討する。 

 

 

 

ｅ 社会人の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］ 

学部あるいは大学院修士課程修了後、直ちに受験する学生と異なり、一定期間以上実社会においてさま

ざまな分野で活躍してきた人々に大学院教育の機会を提供し、彼ら自身の自己啓発の一助とし、さらに学

部あるいは大学院修士課程から直接に進学する学生に対して、新たな視角と刺激とになることを目的とす

る。 

 

［実態］ 

社会人のための特別枠は設けておらず、学部あるいは大学院修士課程修了後、直ちに受験する学生と同

様の各種試験を受験している。 

 

［長所］ 

入学後の学力が担保され、学部あるいは大学院修士課程修了後、直ちに受験する学生と一緒にゼミでの

議論に参加し、研究に従事することができる。 

 

［問題点］ 

長期間、継続的な学習の機会を持てなかった社会人にとって、大学院入学のための学力試験準備は現行

の特別枠入試でも負担となる。このため、特に 近増える傾向にある企業退職者の入学、あるいは現職の

中学高校教員のリメディアルにとって、必ずしも充分に応えられるシステムとはなっていない。 

 

［改善の方法］ 

社会人入学のためのより入試科目を軽減した特別枠を修士課程に設け、企業退職者あるいは中学高校教

員の在職研修などに便ならしめることが肝要であり、そのためには 1 年制の修士課程、あるいは学位論文

無しで修了を認める修士課程システムも検討に値する。博士後期課程に関しては、その性格上、退職者に

対する高度な生涯学習として検討することが必要であろう。 

 

 

 

ｆ 科目等履修生・研究生等 

 

［理念・目的・目標］ 

中国研究科に関する特定の事項について、研究を志望する学生を研究生として受け入れ、研究の機会を

提供することを目的としている。 

 

［実態］ 
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本学の制度では、修士課程修了者、博士後期課程単位修得退学者をその対象としている。 

毎年 1～3名ほどが大学院研究生として在籍し、指導教官のもと研究に従事している。研究期間は 1年ま

たは半年であり、必要に応じて 1年または半年単位で更新されている。 

 

［長所］ 

博士後期課程への進学準備あるいは、博士学位論文申請のための準備のためにこの制度を利用している

学生が多く、その意味では活用されているといってよい。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき事項はない。 

 

 

 

ｇ 外国人留学生の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］ 

本学大学院中国研究科では外国人留学生に対して中国研究の機会を提供し、日本籍学生同様、修士課程・

博士後期課程において、充分な研究能力を育成することを目的としている。そして、外国人留学生が毎年

各学年に存在することで、日本籍学生に対しても、彼らとは異なる視角、方法論を持つ存在として、刺激

を与えあう事を期待している。 

デュアルディグリープログラムでは、毎年 10 名の中国人留学生を受け入れ、上述した目的の確実な実現

を目指している。 

 

［実態］ 

修士課程・博士後期課程ともに、入学者選抜方法に関しては、学力を担保することを第一条件とする。

このため、入学資格に関しては日本人学生と同等の学歴を要し、さらに入学後の学修および日常生活に支

障のない日本語能力を必要とする。なお、選抜時の外国語試験に関しては、外国人留学生に関しては日本

語を必須としている。現実に、毎年複数の外国人留学生が本研究科修士課程・博士後期課程を受験してお

り、所期の目標は達成されている。 

デュアルディグリープログラムにあっては、中国国内の重点大学である中国人民大学、南開大学におけ

る博士後期課程在籍者であることが前提条件なので、学力の点では一定の担保がなされている。現在、中

国人民大学 15 名、南開大学 15 名、合計 30 名のデュアルディグリープログラムの留学生が在籍している。 

 

［長所］ 

日本語能力に関しては、日本において受験する外国人留学生は問題ない。日本語での修士論文作成も、

確保されている。また、彼らと日本籍学生との交流は日常事であり、それは研究会のみならず、日頃の研

究活動においても展開されている。 

デュアルディグリープログラムで日本に来る中国人留学生は、中国での所属研究科において一定の学力

が担保されているため、日本籍学生に対して、よい刺激となっている。また、彼らと日本籍学生と間での

交流も密である。 

 

［問題点］ 

外国人留学生の場合、日本語能力にばらつきがあるものの、基本的に日常生活に支障はない。しかし、

上記のように修士論文あるいは課程博士論文を執筆するにたるだけの日本語能力を身につけている者もあ

るいっぽう、レジュメ作成に苦労する者もある。 

デュアルディグリープログラムの留学生の場合、日本での留学期間が 1 年間に限定されているため、日
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本語能力の育成が必ずしも充分ではない。 

 

［改善の方法］ 

なにしろ、日本で研究活動を行う場合、使用言語は日本語であり、日本語能力はいくら高めてもそれで

充分ということはない。したがって、今後は彼らに対する日本語教育および日本語文献読解能力の育成を

行う。 

デュアルディグリープログラムの留学生に対しては、採用時にさかのぼって、日本語に関する基礎学力

の確認と、来日以前の教育が、留学の成否を決めかねないため、来日前および日本滞在中の日本語能力育

成を確保する。 

 

 

 

ｈ 定員管理 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院教育は、研究能力の育成を基本目標とする以上、少人数教育でなければならない。これは、修士

課程・博士後期課程いずれにもあてはめる。 

 

［実態］ 

現在、在籍学生数は、「大学基礎データ表 18」に示されているように、修士課程では収容定員 30 名に対

して、23 名が在籍しており、博士後期課程では収容定員 45 名に対して 52 名の学生が在籍している。博士

後期課程の人数が多いのは、中国人民大学、南開大学からのデュアルディグリープログラム入学者が各学

年 10 名計 30 名いる（彼らは 1年間本学に留学し、中国にいるときは RMCS〔遠隔多方向コミュニケーショ

ンシステム〕を通じて、授業を受けたり、論文指導を受ける）からと、本学入学者の中で学位論文を書く

ために留年している学生がいるからである。 

 

［長所］ 

教員数と比較して、少人数教育は演習・講義のどの授業課目でも保証されている。現状の少人数教育は、

大学院教育では必須であり、これによって各人の研究計画に対して、指導教員が注意を払うことができ、

個別指導を可能にしている。 

 

［問題点］ 

現状では、定員に対してある程度の入学者を確保しつつ定員管理も行い、少人数教育が行われているが、

修士課程の一部の学生の学力面に問題がないわけではない。 

 

［改善の方法］ 

学生の質を確保するために、場合によっては定員を下回っても、学力が基準以下の学生に入学許可を与

えないようにする。 

 

 

 

（５）文学研究科  
 

ａ 学生募集方法、入学者選抜方法 

 

［理念・目的・目標］ 
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修士課程の学生受け入れにあたっては、研究者養成と高度専門職に従事する者の養成というふたつの目

的があるが、近年後者に重点が移りつつある傾向がある。したがって、後者に必要な幅広い専門知識を身

につけることが教育目標上比重を高めることになる。こうしたことを考慮にいれた学生募集方法、入学者

選抜方法を検討する。博士後期課程の学生受け入れは、従来とおり研究者養成を目的とするが、学生や社

会のニーズを考慮して修士課程同様高度な専門知識を身につけ、高度な職業人を目指す学生を考慮にいれ

た入学者選抜方法を考える必要がある。 

 

［実態］ 

修士課程では、学部卒業生を対象にした一般入試、30 歳以上の社会人を対象とした社会人特別入試をそ

れぞれ 9 月と翌年の 2 月に行っている。一般入試においては、外国語 1 科目、専門にかかわる筆記試験、

さらに口頭試問を課している。博士後期課程では、年 1回、修士課程の 2月の試験と合わせて行っており、

試験科目は外国語 2科目と口頭試問である。 

 

［長所］ 

一人の学生に対して専攻に所属する教員が全員口頭試問にあたるので、公平性、客観性が維持できる。 

 

［問題点］ 

特に募集方法、選抜方法に問題点はないが、各専攻とも定員を充足しないのが問題である。 

 

［改善の方法］ 

学生数を充足させる方策のなかに入学選抜方法の改善があるとすれば、各専攻の性格や必要性を考えて

外国語の試験に柔軟性をもたせるのも一考である。大学院は近年研究者養成だけでなく、高度な専門職業

人の養成、一般社会人のリカレント教育等、教養大学院的性格をもつようになりつつあることを念頭に、

それに対応した入試制度を検討する。 

 

 

 

ｂ 学内推薦制度 

 

［理念・目的・目標］ 

学部と大学院の連続性を強化することを目標にする。その際、推薦入学を積極的に採用することを考え

る。 

 

［実態］［長所］ 

現在のところ学内推薦制度はなく、長所に特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

学部と本研究科の連携性が弱い。 

 

［改善の方法］ 

学内推薦の採用を考える必要がある。その際、学部専門科目の GPA を考慮に入れ、かつ学部の指導教官

の推薦による方法を考える。 

 

 

 

ｃ 門戸開放 
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［理念・目的・目標］ 

勉学意欲旺盛で研究心に富む他大学の学部学生、院生、あるいはより高い専門的知識・教養を身につけ

たいと思う社会人に広く門戸を開放し学問と知性の活性化をはかる。 

 

［実態］ 

理念と目的どおりに実施している。 

 

［長所］［問題点］ 

他大学の学生にとって新鮮であり、本学の学生にとっても刺激になる。大学院の活性化のために有益で

ある。また、問題点に特記すべき事項はない。 

 

［改善の方法］ 

面接と小論文だけの入学試験なども検討し、多くのひとに門戸を開くことを考える。 

 

 

 

ｄ 飛び入学 

 

［理念・目的・目標］ 

学部と大学院の連続性を強化する上で、また勉学意欲の旺盛な学生の早期養成を目指して検討すべき課

題である。 

 

［実態］［長所］ 

現在行っていないため、長所に特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

学部と大学院の連続性が希薄である 

 

［改善の方法］ 

各専攻が設定する取得単位および専門科目の GPA を考慮にいれ、飛び入学試験制度の可能性を探る。 

 

 

 

ｅ 社会人の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］ 

年齢や職業を問わず、広く社会人に大学院教育の機会を与える。これによって学部からの進学者に刺激

を与え、大学院の活性化を図る。 

 

［実態］ 

すでに社会人入試を実施し、社会人を受け入れている。それにともない、教員側の柔軟な対応が必要と

なり、土曜日や 6 時限の授業時間を設定し、夏休みの集中講義も試みている。しかし、その数は期待して

いたほど多くはない。 

 

［長所］ 
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社会人が専門的知識と教養、高い学問的資質を身につけることに寄与しており、地域社会のニーズにも

応えている。 

 

［問題点］ 

いかに社会人の数を増やすかが課題である。 

 

［改善の方法］ 

社会人の入学を簡略化し入学しやすくする。社会人に対しては、文学研究科の枠を越えて他研究科の開

講科目を 10 単位まで取得可能にする。セメスター制を導入して単位取得を容易にする。修士論文を義務づ

けず、それに代わる選択肢も考える。 

 

 

 

ｆ 科目等履修生、研究生等 

 

［理念・目的・目標］ 

正規の学生の他に、科目等履修生、研究生等を受け入れることは、学生を幅広く集めるという点でも歓

迎・推進すべきである。特に本研究科においては多様な分野の学生に学際的教育を行うことを目標にして

おり、その点からも履修生、研究生等を歓迎したい。 

  

［実態］ 

期待するほどの履修生、研究生等が集まっていない。 

  

［長所］ 

本科の学生のためにも益するところ大だと考えられるが、実態で述べたようにその数が極めて少ないの

が残念である。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

その数を増やすことが課題である。これは本科の学生についてもいえる。また改善の方法に、特記すべ

き事項はない。 

 

 

 

ｇ 外国人留学生の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］ 

科目等履修生、研究生等の場合と同様外国人留学生を積極的に受け入れる。 

  

［実態］ 

学部の留学生に比べると数は少ない。せっかく入学しても生活、研究生活その他に適応できず途中でや

める者もいる。 

 

［長所］ 

日本人の学生と相互に交流することによって、互いに利する長所は大である（しかし、そこまで至って

いないのが実情である）。 
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［問題点］ 

その数が少ないのが問題である。留学生のなかには途中で退学する者もいる。 

  

［改善の方法］ 

途中で退学する留学生に対しては、指導教員のみならず、授業担当教員が勉学上の問題等を相談し、適

切なアドバイスを行う。奨学金制度の充実も図る。 

 

 

 

ｈ 定員管理 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院への志願者数が設定された定員を満たすことを目標にする。 

 

［実態］ 

修士課程の収容定員に対する在籍学生数の割合は日本文化 0.20 、地域社会システム 0.25、欧米文化

0.10 であり、博士後期課程は日本文化 0.67 、地域社会システム 0.33、欧文化 0.33 となっている。年に

2 回大学院説明会（入試説明も兼ねる）を行い、その導入部に大学院専任教員の講演を行い、これとは別

に毎年秋には 4回連続のリレー講演会を開催し PR 活動を行っている。さらには大学院パンフレットならび

にホームページを作成しているにもかかわらず、定員確保の十分な成果を上げていない。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

上記のような PR 活動にもかかわらず、志願者数が少ない。学部からの進学率が近年とみに低下している。 

 

［改善の方法］ 

学部学生と院生との交流を推進し、学部と大学院のカリキュラムの関連・連続性を図ることによって学

部からの進学率向上を図る。セメスター制導入を初めとする魅力あるカリキュラム編成と単位取得の簡便

化など、広く学生を獲得すべく抜本的改革を行う。具体的には、入試制度の改革（推薦入試の導入、社会

人入試の簡略化）、修了条件の多様化（修士 1 年制の導入、修士論文選択制の制度化）、単位取得の多様・

柔軟化（他研究科の単位認定等）、他大学大学院との単位互換制度等が考えられる。 

 

 

 

（６）国際コミュニケーション研究科 
 

ａ 学生募集方法、入学者選抜方法 

 

［理念・目的・目標］ 

現在は、修士課程に留めている点から、高度専門職業人養成の観点から学生募集・入学者選抜を行う。 

 

［実態］ 

前期試験（9 月）と後期試験（2 月）に、一般入試、外国人留学生入試、社会人入試を、また 12 月に国

外入試を行っている。 
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［長所］ 

国外受験の制度を設けていることについては、実際には応募者・受け入れ数ともに多くはないもの、そ

の利便性が好評を得ている。 

  

［問題点］ 

比較的人気の高い領域で、教員数が充分でないといった研究科の構成上の課題が、学生募集においても

影響しているところがある。 

 

［改善の方法］ 

研究科の教員配置など、内部の問題点の解決や工夫を行うことで、学生募集への積極的な方策にもつな

げる。 

 

 

 

ｂ 学内推薦制度 

 

［理念・目的・目標］ 

学内に基礎となる学部があり、優秀な学部生のさらなる専門性を発展させることによって、より高度な

社会への貢献を図る。 

  

［実態］［長所］ 

特に学内推薦制度を設けていないため、特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

本研究科と、本来基礎学部となるべき国際コミュニケーション学部との連携に不足をきたしている。 

 

［改善の方法］ 

より適切な形態に向うには、学部との連携の方法を検討する。 

 

 

 

ｃ 門戸開放 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科への受け入れに際して、出身大学や大学院による差別は設けない。 

  

［実態］ 

本研究科については、そうした差別はあり得ない。また国籍その他で特に差別はしていない。ただし大

学入学の制度・基準の実態が分かりづらい国・地域について入試ごとに実態を把握することに努めている。 

 

［長所］ 

上記の理念に沿った運営を行っている。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき事項はない。 
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ｄ 飛び入学 

 

［理念・目的・目標］ 

飛び入学は、これからの大学院への受け入れ方法として運用を図る。 

 

［実態］ 

飛び級に関しては愛知大学大学院学則に早くからその規定があるが、運用されていなかったため、国際

コミュニケーション研究科の設置にあたって運用規則を定めた。しかし、制度的には整えたが、ハードル

を非常に高くしために、該当者を得るに至っていない。 

 

［長所］ 

この制度を設けていること自体は、多様な事例に適切に対応する観点から、長所であるとの自覚の上に

必要な方策を考えたい。 

 

［問題点］ 

上記のように、学内・他大学出身を問わず、①大学在学期間が 3 年間に達すること（見込であること）、

②卒業に必要な単位の 100 単位以上を修得すること（見込であること）、③修得単位の 85％以上が A 評価

（80 点）以上を得ること、という非常に高いハードルを設けているため、該当者を得るに至っていない。 

 

［改善の方法］ 

上記の基準を維持するかどうかを検討する。 

 

 

 

ｅ 社会人の受け入れ  

 

［理念・目的・目標］ 

生涯学習や再教育が重要となっている現在、社会人で学士取得者がいっそうの専門的学識・職能を得よ

うとするニーズに応える。 

 

［実態］ 

社会人入試を行っている他、履修にあたっては実情に配慮することも心掛けているため、毎年数名の入

学者を得ている。 

 

［長所］ 

社会人入試では、小論文と口述試験だけとしており、それが却って受験者の持ち味の表現に繋がってい

る場合があり、概して好評である。 

 

［問題点］ 

社会人入試においては、外国語能力などを小論文と口述試験で正確に把握できるかどうかに問題点があ

る。 

 

［改善の方法］ 
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上記の問題点を解決するため、外国語能力の正確な把握の方法をとり入れる。 

 

 

 

ｆ 科目等履修生、研究生等   

 

［理念・目的・目標］ 

開かれた大学という本学の理念に沿って、科目等履修生と研究生の制度が設けられており、本研究科も

それを活用する。 

 

［実態］ 

研究生については、常に数名の在籍者を得ている。博士後期課程志望者は修士課程において受け入れ、

研究科委員会で審議の上、担当教員を決定している。 

 

［長所］ 

国際コミュニケーション研究を大学院において順調に行うには、大学教育での専門分野が重ならない場

合や、外国人留学生で日本語能力にやや不足と判断される場合などには、科目等履修生あるいは研究生と

してケアを行うことを積極的に取り入れ、少なからぬ効果を挙げている。 

 

［問題点］ 

研究生の指導教員の指導義務に関する具体的な規程がなく、また報酬もない。 

 

［改善の方法］ 

教員の義務内容と報酬を明確にする。 

 

 

 

ｇ 外国人留学生の受け入れ 

 

［理念・目的・目標］ 

外国人留学生の受け入れは時代の要請であり現実でもあり、積極的に受け入れる。 

 

［実態］ 

在籍者の約半数が外国人留学生となっている。その場合、中国からの留学生が多く、それに続くのが韓

国からの留学生である。欧米地域などからの留学生は在籍していない。 

 

［長所］ 

外国人留学生については、受け入れた場合は、大学全体で決められている授業料半額減免などの措置に

加えて、できるだけ日本での研究・教育が効果的かつ満足がゆくものとなるように、きめ細かくケアをし

ている。 

 

［問題点］ 

外国人留学生のなかでは中国からの留学生の割合が高い。現在のところ、日本人と外国人留学生はちょ

うど半分であり、良好な比率であるが、欧米などからの留学生が在籍すれば、さらに望ましい。 

外国人留学生の場合、これまでのところ、一部は本国から国費奨学生であり、経済的には問題が無いが、

それ以外の一部には経済面で苦労をしているものが見受けられる。大学院の場合は、研究が大きな比重を
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占めるところから、経済的に制約がある者は面接試験で実態を確かめて、受け入れを控える姿勢をとって

いる。 

 

［改善の方法］ 

欧米などからの留学生の受け入れを積極的に推進する。 

 

 

 

ｈ 定員管理 

 

［理念・目的・目標］ 

入学者が毎年定員を上回ることを目指す。 

 

［実態］ 

毎年一定数の入学者を得ているが、定員を満たしてはいない。ただし、入学者の成績はすぐれているケ

ースが多い。 

 

［長所］ 

定員を満たしていないが、また研究科のレベルの維持という観点から、入学試験において絞っていると

いう面もある。 

 

［問題点］ 

年度ごとの入学者が 10 名程度であり､15 名という定員を満たしていない。 

 

［改善の方法］ 

受け入れ学生のレベルを維持し、なお定員を確保する方策を検討しているが、根本は研究科自体の質と

独自性の向上をはかり、それを一般社会に認識させる。 

 

 
 



５ 教員組織 
 

 

 

１．愛知大学の教員組織（総論） 
 

［理念・目的・目標］ 

本学の理念を実現するために、学部・研究科の教育課程、学生収容定員等に応じた教育研究上必要な規

模の教員組織を設けるとともに、組織に応じて適切な教員を配置し、教育と研究の成果に十分な成果を収

める。そのために次の諸点を目標とする。 

① 大学設置基準で定める専任教員数を下回らない。 

② 専任教員 1 人あたり学生数に関して学部の特性を考慮した学内基準を設け、それに基づいて学部の

専任教員数を確定する。 

③ 専任教員の年齢構成・男女構成などバランスが適正になるよう配慮する。 

④ 教育補助・学生の学修活動支援の人的支援体制の確立を図る。 

⑤ 教員の募集・任免・昇格の基準と手続を明文化し適切に運用する。 

⑥ 教員の教育研究活動を適切に評価し、任免・昇格などの処遇に適切に反映させる。 

 

［実態］ 

上記の目標に即して、①設置基準上の基準教員数、②学内基準教員数、③専任教員の構成、④学修活動

支援の人的支援体制、⑤教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続、⑥教員の教育研究活動の評価の 6 点

に区分して点検する。 

 

① 設置基準上の基準教員数 

本学の教員組織は、6 学部・大学院 6 研究科、専門職大学院 2 研究科、短期大学部およびその他の組織

からなっている。設置基準上の基準教員数 163 名に対して、現状の教員数は 206 名（2部を含んで 212 名）

であり、いずれの学部においても設置基準を十分に満たしている（表 5-1 参照）。  

 

表 5-1 基準教員数 

学部 
設置基準上の 
基 準教員 数
（名） 

現在の専任教
員数（名） 

専任教員一人
あたりの在籍
学生数（名）

学部基準 
教員数（名） 

専任教員一人
あたりの基準
学生数（名）

文学部 27 42 36.0  38 40 

経済学部 33 39 46.3  39 45 

国際コミュニケ 
ーション学部 

22 29 37.4  27 40 

豊橋校舎合計 82 110 - - - 

法学部 29 29 54.5  33 45 

経営学部 35 42 43.8  39 45 

現代中国学部 17 25 36.5  21 40 

名古屋校舎合計 81 96 - - - 

合計 163 206 - 197 - 

経済学部 2部 - 3 - - - 

法学部 2部 - 3 - - - 

合計（2部を含む） 163 212 - - - 
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表 5-2 兼任教員の比率 

学部 
専任教員数

（名） 

兼任教員数

（名） 

兼任比率 

（％） 

文学部 42 59 58 

経済学部 39 20 34 

国際コミュニケーション学部 29 67 70 

法学部 29 13 31 

経営学部 42 22 34 

現代中国学部 25 24 49 

全学（2部を除く） 206 205 50 

経済学部 2部 3 11 79 

法学部 2部 3 7 70 

全学（2部を含む） 212 223 51 

 

本学では、共通教育のための特別な組織を持たず、すべての教員を各学部に分属させているため、「大学

基礎データ表 19」における「豊橋校舎学部共通」および「名古屋・車道校舎学部共通」の専任教員はいず

れも「0」となっている。大学院研究科にも、専門職大学院を除いて、専任教員を配置していない。ただし、

2004 年度に経済学部 2 部・法学部 2 部の学生募集は停止したが、学生が在籍しているためにそれぞれに

専任教員 3 名計 6 名を置いている。 

また、研究教育の高度化・多様化にともない、本学でも教員の流動化が進んできた。特に専門職大学院

のように実務経験を有することが教育の効果に繋がる場合などでは従来とは異なる任用形態が必要になっ

た。そこで 2003 年から契約教員制度を設け、任期付き教員の任用を始めた。現在では、特任教員の一部、

大学外に本務を持つ契約教員および外国語嘱託講師Ⅰ・Ⅱ は任期付きで任用されている。 

特に、外国語教育を充実させるために、2006 年度から外国語嘱託講師制度を導入した。外国語嘱託講師

Ⅰには主として共通科目において「実践的外国語運用能力」の育成、外国語を母語とする外国語嘱託講師

Ⅱには主として専門教育科目において「高度な言語コミュニケーション能力」の育成にあたらせ、前者は

語学教育研究室、後者は学部専任教員として配置している。ただし、設置基準上の専任教員には含めず、

「大学基礎データ表 19」 ではそれぞれ「名古屋・車道校舎共通」および現代中国学部の「特任教員（外

数）」で表示している。 

専任教員と兼任教員の人数は、表 5-2（「大学基礎データ表 19」に基づく）によれば、大学全体の学部（2

部を含み、（その他の組織）を除く）教員組織のなかで専任教員 212 名に対して兼任教員 223 名となってお

り、兼任教員比率は 51％である。ただし、学部差が非常に大きい。 

2006 年度における専門教育科目および共通教育科目の主要科目（必修科目、選択必修科目）への専任教

員の配置状況は春・秋学期を平均すると表 5-3（「大学基礎データ表 3」に基づく）のとおりである。全学

平均では必修科目で 64％、選択必修科目で 67％、全授業科目で 66％の授業科目を専任教員が担当してい

る。私立大学において標準的であると思われる。専門教育科目・必修科目では、国際コミュニケーション

学部、現代中国学部が他学部に比べて相対的に低い。共通教育科目は両校舎とも専任比率が高くないが、

特に豊橋校舎では開設授業科目全体で 50％を下回っている。 

なお、短期大学部は同一法人に設置されている別組織である。しかし、教員の募集・任免・昇格に関す

る基準・手続は愛知大学教育職員選考規程に基づいて運用されており、大学と同様に質が確保されている。

現在のところ短期大学部は将来計画との関係で新規採用を控えるとともに、大学の学部・学科改組や専任

教員の補充に際して、大学に教員を学内移籍させることがある。なお、学内移籍の手続は大学評議会で決

定した内規で定められている。 
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表 5-3 専兼比率 

学部・学科 科目 
必修科目 

（％） 

選択必修科目

（％） 

全開設授業科目

（％） 

文学部 専門教育科目 100.0 72.7 73.0 

経済学部 専門教育科目 100.0 82.3 83.7 

専門教育科目 0.0 62.3 62.3 
経済学部 2部 

共通教育科目 0.0 55.6 55.6 

専門教育科目 66.8 64.1 65.8 国際コミュニケーシ

ョン学部 共通教育科目 38.7 59.5 48.3 

文学部・経済学部 共通教育科目 37.6 40.9 40.4 

学部（豊橋） 諸課程科目 40.0 62.8 52.3 

法学部 

（車道校舎昼間含む） 
専門教育科目 100.0 75.9 80.6 

経営学部 専門教育科目 96.4 83.8 86.6 

現代中国学部 専門教育科目 78.8 75.1 76.7 

法学部・経営学部・ 

現代中国学部 

（車道校舎昼間含む） 

共通教育科目 52.4 74.6 64.9 

学部（名古屋） 教職課程科目 50.0 60.0 58.1 

専門教育科目 0.0 82.0 82.0 
法学部 2部 

共通教育科目 100.0 50.0 53.6 

学部（車道夜間） 教職課程科目 100.0 50.0 75.0 

全学平均（2部を含む） ― 61.8 67.4 65.8 

全学平均（2部を除く） ― 64.3 67.4 66.6 

 

② 学内基準教員数 

本学では、学部の性格に応じて専任教員一人あたりの学生数を人文系学部（文学部・国際コミュニケー

ション学部・現代中国学部）は 40 名、社会系学部（経済学部・法学部・経営学部）は 45 名を学内基準と

してあらかじめ設定し、そこから逆算された専任教員数を「学部枠」として学内基準教員数を設定してい

る。学部の教育課程や教育方法の特性を考慮するとともに、学部間での極端な不均衡が生じないようにす

るためである。学部枠には専門教育科目担当者と共通科目担当者とが含まれている。 

他方、学部教育課程には属さない学部横断的な教育課程や大学が戦略的に必要とする分野（教職課程、

司書課程、留学生向け日本語教育、外国語嘱託講師など）に対しては、学部枠とは別に「大学枠」を設け

ている。 

 

③ 専任教員の構成 

専任教員の年齢構成は表 5-4（「大学基礎データ表 21」から作成）のとおりである。なお、本学の定年は

70 歳である。 

専任教員に女性教員の占める割合は 27 名、約 13％（大学院・短期大学部を除く）、外国人教員の受け入

れは 21 名、約 10％である。社会人教員については、「社会人」の捉え方にもよるが、経済学部、経営学部

で各 1名受け入れた実績がある。 

本学の責任授業時間は、教授・助教授は 10 時間（5 コマ）／週、講師は 8 時間（4 コマ）／週である。

春学期・秋学期の実際の担当授業時間には偏りがあるため正確ではないが、仮に「大学基礎データ表 22」

をもとに年間の責任授業時間を算出すると、いずれの学部でも平均授業時間はこれを上回っており、経済

学部・国際コミュニケーション学部・経営学部・現代中国学部で 高授業時間が責任授業時間の 2 倍を越

えている。 
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表 5-4 専任教員の年齢構成 

学部＼年齢（歳） 26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～55 56～60 61～65 66～70 計 

文学部 0 2.4 0 11.9 28.6 7.1 16.7 21.4 11.9 42

経済学部 0 2.6 7.7 17.9 15.4 17.9 15.4 17.9 5.1 39

国際コミュニケー 

ション学部 
0 10.3 0 6.9 17.2 3.4 37.9 17.2 6.9 29

法学部 0 17.2 6.9 17.2 10.3 6.9 13.8 10.3 17.2 29

経営学部 7.1 16.7 4.8 11.9 4.8 11.9 23.8 9.5 9.5 42

現代中国学部 0 0 0 12 20 28 12 20 8 25

その他（教職課程） 0 20 0 0 20 40 0 20 0 5

全学平均（％） 1.4 8.5 3.3 12.8 16.1 12.8 19.4 16.1 9.5 100

 

教員の責任授業時間は教育課程編成と密接に関連する。専門教育科目の教育課程編成は、各学部教授会

の委任を受けた学部内委員会（カリキュラム委員会、将来構想委員会、企画構想委員会など）が組織され、

これにあたっている。こうした委員会の決定事項は、 終的に各教授会で審議・決定される。それに対し

て、共通科目の教育課程編成および教員間の連絡調整は通常、各校舎の教学委員会が行っている。その決

定事項は教学担当副学長が委員長となる学務委員会で調整の後、大学評議会に提案・決定される。また、

大規模なカリキュラム改革の場合には、各校舎の教学委員会内にカリキュラム委員会が組織され、その任

に当たっている。審議・決定のルートは通常と同様である。 

 

④ 学修活動支援の人的支援体制 

本学では実験・実習をともなう科目はほとんど開設されていないため、教育支援のための部署を設ける

などの特別の体制をとってはいない。 

教育研究の情報化・IT 化にともない情報機器や AV 機器を備えた教室や授業が増加している。それに対

応して、情報機器操作やマルチメディア教材作成など教員の情報スキルに関する相談には情報メディアセ

ンター職員のヘルプデスクが応じるとともに、教室周りの情報機器・AV 機器の利用は情報メディアセンタ

ー職員および教務課職員がサポートしている。 

教育研究室（一般教育研究室、語学教育研究室、体育研究室）は、教養教育の研究のみならず、その支

援をも業務とするため、研究室職員が資料印刷だけではなく、レポート回収・成績集計などの教務関係の

補助的な業務も行っている。 

通常の授業のためにティーチング・アシスタント（以下、「TA」という。）（Teaching Assistant：大学院

学生）および授業補助員（学部学生）を配置し、資料の印刷・配布などの授業補助の体制をとっており（「大

学基礎データ表 19」参照）、いずれも各教授会が管轄している。また、情報関連科目の授業では、各校舎

の情報メディアセンター学生相談員が必要に応じて授業補助を務めている。TA・授業補助員・学生相談員

の業務は教育補助であり、指導や成績評価に関わる業務は行わせていない。 

 

⑤ 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

教員の人事は、愛知大学学則第 12 条第 1 項第 4 号および愛知大学教授会規程第 7 条第 1 項第 4 号に依

拠して各学部教授会で行われている。また、採用・昇格の基準および選考委員会の設置等に関しては愛知

大学教育職員選考規程で規定し公平・公正を期している。 

現在、大学全体での教員人事計画が進行中であり、大学評議会に「人事配置要望書」を提出し、その承

認がなければ採用人事は起こせない。基本的な手順は、次のとおりである。人事配置を要望する各単位（通

常は教授会）が発議し、担当科目・資格・採用年度等の条件を決定し、「教員配置要望書」を常任理事会に

提出。常任理事会での審議の後、学内理事会を経て大学評議会に提案し承認を得る。大学評議会での承認

後、要望した単位で選考委員会を発足させ募集・審査を行う。教授会で採用候補者を決定後、常任理事会
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１．愛知大学の教員組織（総論） 

に提案。常任理事会が採用を決定、理事長が任用し、大学評議会に報告する。 

ただし、専任教員はすべて教授会所属であり、それに基づいて教員の学部枠数が定められているため、

教員配置要望の発議の仕方および選考委員会の構成には違いがある。 

学部枠教員・専門科目担当：教授会で発議。教授会で選考委員会を構成（委員長 1名、委員 2 名以上）。 

学部枠教員・共通科目担当：教学委員会の要請に基づいて配置予定学部の教授会で発議。教授会で選考

委員会を組織（委員長 1名、委員 2名以上）。 

大学枠教員：必要とする単位の要請に基づいて常任理事会が発議、選考委員会を設置する（原則として、

配置を要請した単位から 1 名、配置予定学部の教授会から 1 名、配属予定校舎選出の大学評議会委員から

学長が指名した 1 名）。 

外国語嘱託講師Ⅰ：教学委員会で発議。学内理事会の下に外国語嘱託講師審査委員会を設置する（当該

校舎教学部長推薦 1名、学長推薦 1名、当該校舎各学部長推薦 3名）。 

外国語嘱託講師Ⅱ：必要とする教授会で発議。学内理事会の下に外国語嘱託講師審査委員会を設置する

（当該校舎教学部長推薦 1名、学長推薦 1名、学内理事会推薦 1名）。 

なお、募集は各学部とも基本的には公募制であるが、選考委員会による推薦制をとる場合もある。 

昇格審査は、上記の採用手続の別にかかわらず、専任教員が所属する教授会内に審査委員会を設けて行

われている。全学統一の昇格基準を設けているが、より具体的な昇格内規をもつ学部もある。 

 

⑥ 教員の教育研究活動の評価 

教員の教育活動についても研究活動についても、特段の評価制度を設けていない。教員の研究活動につ

いては、毎年、研究業績表の提出を求め、大学の広報誌『愛知大学通信』（毎年 11 月別冊）に著書・学術

論文等の書名・研究題目を掲載している。また、『愛知大学学術要覧』（隔年刊行）には主要研究業績や

近の発表論文の題目および著書目録、その他の研究活動を掲載している。しかし、これらは昇格審査およ

び学内の研究助成、出版助成制度における採択審査の際に直に用いられるわけではなく、その場合には個

別な報告が求められる。 

教育活動の評価については、FD 委員会のもとで「学生による授業評価」（以下、「授業評価」という。）

を春秋学期各 1 回実施している。しかし、その結果の扱いは、公表のあり方を含めて各教授会に委ねられ

ている。 

 

［長所］ 

① 設置基準上の基準教員数 

どの学部も設置基準で定められた基準教員数を十分に満たしている。 

 

② 学内基準教員数 

専任教員数の学部枠を設定することで、卒業論文を必修にしている人文系学部の教学条件を確保すると

ともに、以前にみられた学生一人あたりの教員数の学部間の非常に極端なアンバランスは改善された。ま

た、大学の戦略上の必要性から設置基準外に専任教員の大学枠を設けている点は教学上の条件整備として

長所といえる。 

任期付き教員制度の導入によって、契約教員の場合は現場実務を通した実践的教育を展開できるように

なった。特に外国語嘱託講師の導入によって、外国語の授業に関して責任を持った指導体制が取れるよう

になった。 

 

③ 専任教員の構成 

以前に比べると、どの学部においても高年齢層の比率は下がり、比較的バランスのとれた年齢構成とな

ってきた。 

 

④ 学修活動支援の人的支援体制 

341 
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情報メディアセンター職員のヘルプデスクは教育職員の情報スキルに関する相談に適切に応じ支援する

ことで好評を博している。また、TA および授業補助員によって、授業資料の印刷などの教育支援が円滑に

行われている。 

 

⑤ 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

学則・教授会規程・教育職員選考規程を規定して透明性を確保し公平・公正を期している。特に全学統

一の昇格基準を設けている。 

また、共通教育科目を主に担当する教員も学部枠教員に算入されているが、その補充に関しては、共通

教育科目の領域会議の意向を受けて教学委員会が発議することで、大学全体での教養教育に欠落が生じな

いよう配慮している。 

 

⑥ 教員の教育研究活動の評価 

『愛知大学通信』、『愛知大学学術要覧』を通して、教育研究業績を発信している。また、Web サイトに

よる授業評価を実施している。 

 

［問題点］ 

① 設置基準上の基準教員数、② 学内基準教員数 

学内基準として設定した学部枠教員数は設置基準に比べてかなり余裕を持った設定になっている。しか

し、その妥当性が問われる点も少なくない。特に次の点が問題である。 

第 1 に、教員一人あたりの学生数で見ると、文学部・国際コミュニケーション学部・現代中国学部は学

内基準（40名）をかなり下回っているのに対して、教員未補充等により一時的ではあるが学内基準を大き

く超越している学部もある（ただし、2007 年 4 月 1日に 2名の採用を決定していることから幾分解消され

る）。学内基準の設定は学部間のアンバランスの是正を目指したものであるが、現状ではまだ大きな差があ

ると見るべきである。（ただし、経済学部・法学部は 2部教員を除いて算出し、経営学部・会計ファイナン

ス学科は開設 2年目で 3年次以上の学生がいないために、値が低くなっている。）  

第 2 に、いずれの学部においても専門教育科目の必修科目はかなり高い専任比率を示しているのに対し

て、共通教育科目では専任比率が低い部分が見られる。特に、豊橋校舎・共通科目（国際コミュニケーシ

ョン学部および文学部・経済学部）では必修科目でも 40％以下、全開設授業科目でも 50％以下である。こ

れは、専任教員数に照らしてみると、専任教員の共通教育科目への寄与が少ないことを予想させる。また、

本学は文科系総合大学であり、自然科学分野（生命・環境領域、数理・情報領域）の担当教員が極端に少

ないという教員配置のアンバランスがある。 

第 3に、専門教育科目の必修科目においても、国際コミュニケーション学部 66.8％、現代中国学部 78.8％

は他学部に比較して著しく低い。かなり多くの兼任教員に依存しなければ維持できないような教育課程編

成がなされていることを示している。 

第 4 に、教員配置に関しては、教員人事計画に直に関係する場合には常任理事会で一定の修正がなされ

ることはあるが、それ以外の場合には、要請・発議した単位・学部の要望どおりに大学評議会で承認され

る場合が多く、退職者の担当科目を補充するだけになりがちであり、新たな領域・分野の採用は難しい。

共通科目担当教員の採用に関して、領域毎の人員配置があらかじめ計画されているのではなく、教学委員

会の配置要望に所属予定学部が難色を示す場合があるなど、調整が著しく困難になる場合がある。学部教

授会の自主性が尊重されているとはいえ、大学全体として適切な教員配置を妨げる要因となっている。 

第 5 に、任期付き教員導入の経緯が多様であり、所属のあり方・学部枠教員・設置基準上の基準教員数

への算入の仕方などに不明確な点がある。 

 

③ 専任教員の構成 

年齢構成のバランスがとれてきたとはいえ、40 歳代以下の教員の割合はかなり低く、50～60 歳代教員が

58％と高い率を占めている。一部の学部では狭い年齢層に教員が集中している。これは学生との年齢差・
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教員の活力という教学面でも、大学の持続可能性や人件費比率など経営面でも中長期的な問題を含んでいる。 

また、教員採用は選考委員会に委ねられているため、年齢構成のみならず、男女比などさまざまな構成

比率を大学全体として考慮する仕組みを持っていない。 

 

④ 学修活動支援の人的支援体制 

TA 制度や授業補助員制度は定着しているが、その人数は学部によって按分されており、あらかじめ設定

された上限を上回る申出には対応できない、非常勤教員が使用できないなどの問題点が出ている。 

また、教員が必要とする教育支援は、TA 制度・授業補助員制度が導入された当時に想定されていたよう

な資料の印刷・配布・回収、教室内での機器操作補助のような業務だけではなく、マルチ・メディア教材、

Web 教材の作成などより高度で専門的な能力を必要とするものも増えてきたが、組織的対応をとるまでに

は至っていない。 

 

⑤ 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

教員募集の手続が複雑化しており、教育職員選考規程だけではなく、あわせて大学評議会の内規や確認

事項に基づいて運用されている部分が増えており、手続の規程化が必要である。 

 

⑥ 教員の教育研究活動の評価 

近 5年間の研究業績の公開が皆無に近い教員がいる（「大学基礎データ表 24」参照）。大学での教育活

動が研究活動の裏付けに基づくものであり、研究成果は公開されるべきものである点は改めて指摘するま

でもない。公表されている研究業績が皆無に近いというのは非常に重大な問題である。 

また、授業評価は教員の教育活動をある側面からみたデータである。しかし、本学ではその結果を教員

評価には利用しないとの合意のもとで導入したという経緯から、これを教員の教育活動の評価には利用し

ていない。また、回答方法を Web 化して以降、回答率が下がった。母数が少なく信頼性の低い状況では教

育活動の評価には不適当である。 

さらに、教員は教育研究活動以外にも諸委員長・部長・主任・各種委員など組織運営に関わる活動も行

っているにもかかわらず、それらに対する評価基準が定められていない。そのためか、これらの活動が一

部の教員に集中する傾向が見受けられる。 

 

［改善の方法］ 

① 設置基準上の基準教員数、② 学内基準教員数 

現在の教員人事計画は、期限付定員の解消にともなう教員減員計画から出発したが、期限付定員半数の

恒常化が可能になり、専門職大学院設置や嘱託教員制度新設などによって、全体として減員計画とは言え

ない過渡的なものに止まっている。問題点として指摘した教員組織・教員配置におけるさまざまな点を解

決するには、現在の教員人事計画と学内基準教員数の妥当性の点検が不可欠である。また、専門教育・共

通教育への専任教員の寄与という問題は、教員組織のみならず学部構成・教育課程編成にも起因すると推

測されるため、これらをあわせて見直さねばならない。現在、教学組織の再編を計画しており、それによ

ってできる限り早期の解決を図る。 

また、任期付き教員の問題は、教育研究活動の評価制度の導入とも関連するため、これらの整備と並行

して見直す。 

 

③ 専任教員の構成 

教員の年齢構成その他の比率を一朝一夕に変えることは容易ではない。まず学部としても中長期的な人

事計画を立て、それに基づいて新規教員を採用することで年齢構成のバランスを回復してゆく必要がある

が、大学全体としてもそれをチェックする体制を整える。 

 

④ 学修活動支援の人的支援体制 
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以前から「学習・教育支援センター」（仮称）を設置し、教育活動支援を一本化するという構想が検討さ

れてきたが、その性格づけ・方向性・規模の問題や教学改革課題の優先順位との関係があり、先送りされ

てきた。現在は検討も進んでおり、2007 年度中を目途に「学習・教育支援センター」を設置する。 

 

⑤ 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

常任理事会・学内理事会のもとに大学全体の教員配置を検討する体制を整えることを検討する。 

特に、①にも関連するが、教養教育の中心を担う共通科目担当者の配置が領域会議の要望・教学委員会

の発議によるだけで、極めて制限されている。教員配置のみならず、発議から決定までのプロセスも見直

してゆく。 

 

⑥ 教員の教育研究活動の評価 

FD 活動全体の見直しが必要である。研究活動については研究政策機構、教育活動については常任理事会

を中心に活性化の方法を早急に検討する。 

研究業績データベースを整備して、研究業績全体を蓄積するとともに、大学の Web サイトを介して学外

に公開する体制を整備する。 

また、教育研究活動だけでなく、その他の活動（学内行政・社会的活動など）を含めて教員の活動をど

のように評価し処遇してゆくかに関しては、研究体制検討委員会で検討してきたが未だ答申されていない。

上記の活性化策と併せて教員評価制度の導入を提案する。 

 

 

 

２．各学部の教員組織 
 

（１）文学部 
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

文学部は、2005 年度から心理学専攻と図書館情報学専攻を新たに加えて、1学科 14 専攻体制の人文社会

学科を新設し、卒業後の就業に関わる学部教育の実用性は低いものの、幅広い専門性への関心が高く、人

間性を深く探求しようとする態度が見受けられる文学部生の期待に応えることを目指す。 

 

［実態］ 

文学部人文社会学科は、基礎・基本教育科目（共通科目）、学部必修科目、専門教育科目（専門必修・専

門選択科目）で構成されるカリキュラムを、主に専任教育職員 42 名と非常勤教員 59 名の計 101 名が担当

している。現在、文学部の学生総数は、1,512 名なので、専任教育職員 1名あたりの学生数は約 36 名、専

任教育職員と非常勤教員とを合わせた教育職員 1名あたりの学生数は約 15 名となる。 

専任教育職員の構成は、教授 27 名、助教授 14 名、講師 1 名である。大学設置基準上必要な教育職員数

28 名に対して、現行の専任教育職員数 42 名は充分な配置である。専任教育職員 1 人あたりの在籍学生数

も約 36 名と、文学部が理念とする少人数教育の実践を示しているといえよう。 

また、学部全体における男女の構成比率は、男性教育職員 83.3％、女性教育職員 16.7％になっている。 

専任教育職員の担当授業時間数は、教授が平均 12.2 授業時間、助教授が平均 11.1 授業時間、講師が平

均 10.0 授業時間であり、教授・助教授の責任授業時間数 10.0 授業時間（5コマ）／週、同じく講師の 8.0

授業時間（4 コマ）／週をやや上回っている。また、開設授業科目における専兼比率は、必修科目 100％、

選択必修科目 72.7％であり、全開設授業科目については 73.0％となっている。教育職員は専攻別に配置さ

れ、主要な授業科目を担当しながら学生との適切な関係を維持している。 
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２．各学部の教員組織 

この他、教職課程、司書課程など特別教育課程についての専任教育職員も配属されている。さらに、非

常勤教員については、専任教育職員が担当できない科目や専門分野など、学生の期待に応える多様な教育

を効果的に提供できるように、広く多彩に採用している。 

 

［長所］ 

14 専攻に分かれた専門分野別の少人数教育が文学部の長所であり、そのために教育職員も配置された専

攻を基本単位に組織化されている。しかも、1年次終了時の専攻選択まで、1年間の学習期間を置いたので、

入学後に学生は、教育職員との交流をとおして学びたい専門分野について考えることができる。 

 

［問題点］ 

各専攻を基本単位に、それぞれ独自の教育体系を設定しているが、教学内容の特性による負担の偏りが

専攻間でみられる。 

また、専任教育職員の高齢化も検討課題である。現在、56 歳以上の専任教育職員は全体の半数を占め、

45 歳以下は 14.3％にすぎない。30 歳代は 1 名だけである。このような高齢化が、学内のさまざまな活動

に影響している。 

 

［改善の方法］ 

専攻間の負担の偏りを軽減するために、たとえば、演習や実習、情報関連の科目などについては、支援

体制をより整備する必要があるだろう。また、専任教育職員の年齢構成については、今後の人事において

配慮しなければならないだろう。 

 

 

 

ｂ 教育研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

文学部は、外国語教育や情報処理関連教育ばかりでなく、心理学実験や社会調査実習、地理学演習など、

実験室や野外で行う実習や演習が多いので、TA 制度の拡充を目標とする。 

 

［実態］ 

現在、4名の TA が配置されている。比較的に受講生が多い科目や実習、演習において、資料配布や教材

の用意、実習や演習の準備などを担当している。 

 

［長所］ 

多くの準備作業を必要とする実験、実習、演習や、大人数の学生が受講する科目については、TA が教育

職員の負担を軽減している。 

 

［問題点］ 

TA の採用人数枠に制約されて、必要とする科目への配置が不充分である。 

 

［改善の方法］ 

TA の採用について、予算措置を中心に教育効果と関連づけながら補充を図る必要があるだろう。 

 

 

 

ｃ 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

345 



５ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

教育職員の募集・任免・昇格については、学内規程の基準および手続に従って、候補者の研究・教育・

社会貢献の実績を重視する。 

 

［実態］ 

教授会の審議を経て、関連する専攻の教育職員を中心に、一部に他専攻の教育職員を含めた選考委員会

が設置され、選考基準と選考手続を検討し決定したうえで、公募制によって候補者を募集し選考している。 

 

［長所］ 

募集・採用は、原則として公募制で行い、学内規程に従って採用を決定しているので公正である。昇格

については、文学部独自の運用が慣行になっているが、比較的に公平に機能している。 

 

［問題点］ 

学校法人愛知大学就業規則、愛知大学教育職員選考規程、昇格申請資格（本人申請）など全学の取り決

めとてらした場合、文学部独自の運用となっている。 

 

［改善の方法］ 

教育職員の募集・任免・昇格については、大学の規定に沿って進めていくことを確認し、その内容につ

いては 終決定となる教授会で、各構成員の意思を投票等の方法で明確にする必要がある。特に、昇格に

関する運用細則を、上記の関連規程に準じて確立することも併せて検討する。 

 

 

 

ｄ 教育研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

教育職員の教育研究・社会活動に関する状況は、広く一般に公表することで社会的な評価を得て、従来

の活動の発展や、新たな指針や分野の開拓に資する。 

 

［実態］ 

全学で行っている広報誌『愛知大学通信』への当該年度の研究業績等の掲載、定期的に刊行される『学

術要覧』への主要な業績の記載、授業評価の実施と結果の公表以外に、文学部独自の評価活動は実施して

いない。 

 

［長所］ 

実態として前述した教育職員の教育研究・社会活動の公表によって、評価に関わる透明性が得られる。

また、授業評価の結果は、教育職員の授業改善に役立つばかりでなく、学生の科目履修の際にも参考資料

になっている。 

 

［問題点］ 

文学部の教学体制の改善に資するような評価方法になっていない。また、評価対象として、教育活動や

社会貢献が充分に考慮されていない。 

 

［改善の方法］ 

教育研究・社会活動については、評価の客観性を高めるために、学外者に参加を要請し構成した評価委
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２．各学部の教員組織 

員会で検討することが望ましいといえよう。その際、研究と教育と社会貢献の各領域を均等に評価する必

要があるだろう。 

 

ｅ 大学と併設短期大学（部）との関係（全学） 

 

［理念・目的・目標］ 

学部と短期大学部それぞれの特性を生かして、必要に応じて教員組織の連携を図る。 

 

［実態］ 

豊橋校舎においては、文学部、国際コミュニケーション学部において毎年若干名の教員が相互に兼任し

合っている。名古屋校舎においては、短期大学部とは地理的に距離が大きく離れていることから密接な関

係が生まれにくく、教職課程科目を除いて兼任はない。 

 

［長所］ 

教育職員の交流および科目担当を通して、学部と短期大学部との相互理解が深まる。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき事項はない。 

 

 

 

（２）経済学部 
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

教員組織については、大学の人事計画（教員一人当たりの学生数を 45 名とする基準に基づいて経済学部

の専任教員数を 39 名までに削減する）に沿って整備することを目標としている。また、主要な科目は専任

が担当すること、および教員の専門分野に偏りが生じないように配慮すること、できる限り年齢層にアン

バランスが生じないようにすること、女性教員や外国人教員、また社会人経験者の登用を重視すること、

を目標とする。 

また、カリキュラムの体系的運用の見地から、教員間の連絡調整を強化することを目的とし、とりわけ

同一科目で複数クラス開講されている場合には、担当者間の密なコミュニケーションを奨励する。 

 

［実態］ 

2006 年 5 月現在、42 名の専任教員（2 部を含む）と 20 名の非常勤教員が経済学部の教育・研究に携わ

っている。特に、外国語、一般教育、体育実技、教職課程などの諸科目についてはは、非常勤教員に依存

する割合が高い。全開講授業科目に対する専任教員の比率は 83.7％である。専任教員の中には、語学や体

育、教養系科目を主に担当する教員も存在する。 

経済学部の学生総数（5年次以上を含む）は現在 1,804 名であるから、専任 1名あたりの学生数は 42.95

人、専任教員と非常勤教員を合わせた教員総数でみれば、教員 1名あたりの学生数は 29.10 名となる。 

ほとんどの学生が履修する「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」には、基本的に専任教員 2 名が 1 年次か

ら教育にあたっている。理論・情報コースでは、統計・計量経済学関係の 3 名を含め、経済学の各主要分

野と情報関係については、専任教員が授業を担当している。社会・政策コース、人間環境コース、地域研

究コース、国際研究コース、中国アジア経済コースの主要科目である、「財政学」、「環境経済学」、「地域経

済論」、「国際経済学」、「中国経済論」、「アジア太平洋経済総論」はそれぞれ専任教員が担当している。中
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５ 教員組織 

国アジア経済コース関係教員には中国籍、韓国籍の教員もいる。ただ、国際研究コースについては、独自

科目の多くが非常勤教員に委ねられている。 

導入教育科目の「学習法」は、原則として全教員が担当することになっている。また、「研究法」は社会・

政策コースで全員履修、「調査法」も人間環境と地域研究の 2コースで全員履修となっているが、すべて専

任教員が担当している。 

専任教員の年齢構成は、30～39 歳 5 名（12％）、40～49 歳 12 名（28％）、50～59 歳 15 名（36％）、60～

70 歳 10 名（24％）である。 

また、外国人専任教員は 2 名おり、韓国や中国を含めた東アジア経済関係の専門科目を担当している。

社会人の登用という点では、近年 1名の採用実績があり、環境・エネルギー分野の諸科目を担当している。 

後に、教員間における連絡調整については、教授会で一定程度行われているが、基本的には奨励にと

どまっている。 

 

［長所］ 

基礎的な教育科目の「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」には、それぞれ専任教員が担当、主要科目も多

くは専任教員が担当している。国際研究コースの除く各コースの主要科目についても専任教員が配置され

ている。 

年齢構成という点では、 近になって中堅層が増加し、現在は全体としてバランスのとれた年齢構成に

なっている。 

 

［問題点］ 

全体として、専任教員に対する非常勤教員の割合は高くなっている。昨今私立大学がおかれている厳し

い財政状況下では、学生の臨時定員の解消にともなって教員数を減らしていかなければならない状況であ

るが、教育目標を達成していくためには今後考慮しなければならない問題である。特に国際研究コースは、

「国際的的教養ト視野ヲモツ人材」という本学の教育目標の実現にとって極めて重要であるが、コースの

独自科目等が非常勤教員に委ねられている場合が少なくなく、不開講のケースも比較的多い。 

さらに、今日の経済状況に対応するためには、ファイナンス、証券論、不確実性と情報の経済学、労働

経済学、各国・地域の経済事情（特に米国、欧州）、ならびに実験・行動経済学、さらに経営学、会計関係

科目など、専任教員の配置が望ましい科目もあるが、減員計画が優先される一方、学部の理念・目的・目

標を明確にした上での教員配置計画がなされていないため、こうした社会的要請への対応ができていない。 

他方、女性教員は専任教員 42 名中 4 名（9.5％）であり、女性教員の比率が極めて低い状態である。さ

らに、今後若手教員の採用が行われなければ、その年齢構成の面でのバランスも損なわれる。外国人や社

会人の起用は、なお十分とは言えない。 

教員間における連絡調整は制度化されておらず、体系性、継続性という点で課題を残している。 

 

［改善の方法］ 

教員数削減はやむをえない措置であるが、他方で、今後も必要な教員配置はなされることが全学的には

確認されている。経済学部として望ましいカリキュラムを作成し、それに対して適正な教員組織計画を策

定することが求められているが、その実現のためには、既存教員の教学上のオーバーラップを解消しつつ、

コースの目的や理念と人員との間の整合性について再検討を進める作業が不可欠である。 

併せて、今後の人事においての若手教員と女性教員、また外国人教員、社会人教員の採用についての方

向性を明確にする必要がある。 

後に、教員間の連絡調整に関しては、他の項目においてすでに記載したようなカリキュラム委員会の

ようなものを立ち上げ、同委員会を中心にして実質化していく取り組みが不可欠である。 
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２．各学部の教員組織 

ｂ 教育研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

予算的制約はあるものの、授業改善の観点からできるだけ手厚い手立てを講じることとする。 

 

［実態］ 

授業補助員制度と TA 制度が運用されており、いずれもほとんどが大人数授業科目や履修者制限科目に適

用されている。前者については、学部の学生を中心に授業補助者として起用する制度であり、採用できる

コマ数は年間 21 科目以内となっている。また、後者に関しては、大学院生を採用する制度で、採用人数は

上限 5名で年間 5コマ以内となっている。 

 

［長所］ 

授業補助員制度と TA 制度によって、教員が資料配布などに時間を割かれることなく、授業に集中できる。 

 

［問題点］ 

TA について、対象となる人員についての規程が狭く、手続に時間がかかることなどが問題点としてあげ

られる。また、主力である大学院生の減少も深刻な問題である。 

 

［改善の方法］ 

TA の対象となる人員についての規程の見直しが必要である。また、TA が少なくなった分は授業補助員で

補うしかないが、入学者の学力低下を念頭に置けば、継続的に授業補助員を育成していくような体制の整

備が不可欠である。さもなければ、学部学生でも大学院生でもなく、教育（研究）支援職員の配置を考え

る必要がある。 

 

 

 

ｃ 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 

 

［理念・目的・目標］ 

研究業績の優秀さはもちろんのこと、教育能力や社会貢献の実績の評価も重視して募集等を行う。 

 

［実態］ 

新規の教員募集にあたっては公募を原則とし、3～4名からなる審査委員会の提案を受けて教授会で決定

している。昇格については、講師 2 年、助教授 5 年を経て昇格申請資格が与えられることになっており、

本人の申請に基づき、同じく 3～4名からなる審査委員会の審査による提案を受けて教授会で決定する。こ

れらの基準については、愛知大学教育職員選考規程に明記されている。なお、いずれの場合も、審査に当

たっては教育能力や社会貢献についての自己評価書、また、任意であるが授業評価結果の提出を依頼して

いる。また、新規の採用に際しては、教員としての経験年数が少ない場合は模擬授業の実施をお願いして

いる。 

なお、任期制の教員の採用はこれまでのところ行われていない。 

 

［長所］ 

新規採用については原則として公募によることが継続されており、公平性、透明性の高い採用が行われ

ている。また、昇格人事に関しても、前述の教育職員選考規程が遵守されている。 

 

［問題点］ 
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５ 教員組織 

現行の規程が遵守されているという意味では特に問題がないが、教育活動、社会貢献や学務経験など研

究以外の業績をどう評価するかについて、問題がないかどうかという観点からのチェックはなされている

ものの、それらをより積極的に評価するための基準がない。 

 

［改善の方法］ 

教育研究業績の評価に際して近年対象とされるようになった社会貢献等の事項について、他大学等でど

のように評価しているのかについて情報収集を行い、採用や昇格に際してそれらの扱いをどうするかを検

討することが急務である。 

 

 

 

ｄ 教育研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

質の高い教育研究活動を奨励するために、相互評価を含む厳格な評価方法の実現を目標とする。 

 

［実態］ 

教員の研究活動については、全学的な取り組みとして、毎年『愛知大学通信』に研究成果のリストが掲

載される。また、ほぼ隔年の発行であるが、『学術要覧』で主要研究業績や 近年の研究の大要を知ること

ができる。これらにより、著書や論文等の本数や発表の回数が明らかになるが、それが何らかの形で評価

されるシステムは存在しない。 

教育活動という面では、以上に類するような全学的取り組みはないが、経済学部の独自の取り組みとし

て 2005 年度末に学部内（学部外非公開）資料として『経済学部教育白書』の冊子がとりまとめられ、互い

の教育活動に関して情報交換が行われた。 

なお、教育活動の評価という点では、授業評価が実施されているが、その結果への対応は各教員に任せ

られており、学部として組織的に教育改革につなげる利用の仕方をしていない。 

 

［長所］ 

教育研究活動に関する情報公開が着実に進められている。前項目でも述べたように、新規採用や昇格に

際しては、研究活動のみならず教育活動の実績も審査されている。 

 

［問題点］ 

授業評価の結果を含め、公表されている情報に基づいて、研究や教育のさらなる向上をはかるための組

織的対応がまったくない。新規採用や昇格に関わる審査以外に、日常的定期的に審査を行い、それを改革

に活かす体制がまったくない。 

 

［改善の方法］ 

学部全体として一気に教育研究活動を評価する体制を組むのは難しいが、学部内研究会のような場での

相互評価や授業相互参加など、関心のある教員が自発的にできる活動は少なくなく、そうした動きを促進

する必要がある。 

 

 

 

（３）国際コミュニケーション学部 
 

ａ 教員組織 
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２．各学部の教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

英語を中心とする言語コミュニケーション能力を育成し、異文化理解を深め、教養を培うところに資す

るような教員組織となることが必要とされる。 

専任教員の比率を高めることは教育上の責任を重く見るという点では望ましいが、専任が担当できない

分野の教育も配慮し、専任、非常勤のバランスのとれた教員配置を目指す。教員の年齢構成・ジェンダー

構成を適切にすると同時に、学部の特性から一定程度の外国人教員を確保する。 

 

［実態］ 

2005 年度から言語コミュニケーション学科における語学の専攻は英語に特化され、中国語、フランス語、

ドイツ語の専攻が廃止された。現在英語専攻の教員は日本人 4 名、外国語を母語とする教員 3 名。中国語

は 3 名を維持しているが、ドイツ語とフランス語は外国語を母語とする教員がそれぞれ 1 名いるだけであ

る。 

専門教育に関わる教員構成においては、学部の独自性、学科の特性が一定のまとまりをもっている必要

がある。特に学部として存在意義の根幹をなす後者においては、いくつかの課題がみとめられる。その背

景には旧教養部の教員の多くを吸収する組織として本学部を発足させたこと等、学部の成立事情がある。

そのため、比較文化学科ではまとまった学科構想が不十分にしか形成し得ていない面がある。またこれら

の教員の多くが勤務年数の長く、学部開設時に採用された教員が若い世代という年齢層からくる認識のず

れも生じている。現在学部枠専任教員は 27 名（設置基準上の必要専任教員数は 22 名）で、実際は 29名在

籍している。また専任教員一人あたりの在籍学生数は 37.4 人である。 

 

［長所］ 

言語コミュニケーション学科においては、中仏独の専攻があり、学生はそれらを自己の専攻にしなくて

も中仏独の教員を通し、あるいは専攻生を通し、英語以外の文化、言語にふれる機会が多い。 

比較文化学科においては、異文化理解という教育目標に対応して幅広い分野の教員が集まっていること

は、長所になり得る要素であり、研究分野の交流に役立っている。 

 

［問題点］ 

学部・学科の教育目標の絞り込みとそれに見合った教員構成の必要性については、言語コミュニケーシ

ョン学科では、英語以外にもう一つの外国語を履修させることを目指してきた。教員構成は、英語専攻の

教員が日本人 4 名、英語圏の外国語を母語とする教員 3 名である。中国語は 3名を維持しているが、ドイ

ツ語とフランス語は外国語を母語とする教員それぞれ 1 名となっている。学生からは第 2 外国語が思うよ

うに学べないという不満がでていて、2 つの外国語習得を目指すという理念との間に大きな乖離が生じて

いる。 

比較文化学科は、本学部が旧教養部の名残を今も色濃く留めていて、教員構成もいびつである。この改

善を目指して、他学部との連携や校舎共通の性格とも勘案して将来像をまとめることが重要である。教員

組織を今すぐ大きく改造することは無理であるが、現在の多岐に亘る分野の拡散を改めることに向けて検

討を行うことは緊急の課題である。 

教員の年齢構成については、著しく偏りのある年齢構成となっている。比較文化学科では教員 17 名のう

ち、教授 16名、助教授 1名である。年齢構成のアンバランスは実際にかなり深刻である。現時点では、年

代別での教員比率において、30 歳台、40 歳台が極めて少数である。それに加えて、学部全体（2学科）で

現在 29％を占める 61 歳以上の教員が 3 年後にはリミットとされる 35％を超えることが予想されることか

らも、是正は急務であろう（「大学基礎データ表 21」参照）。 

女性教員の比率については、女性教員は比率を問題にするまでもなく、本学部全体で 1名である。なお、

専任教員ではないが、本学部に独自の教員採用形態である英語教育担当者の T．T．制においては、英語圏

の外国語を母語とする教員として一定数の女性教員を採用しているので、学生は多くの英語科目において
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女性教員の授業を受けることにはなっている。しかし、専任教員に占める女性教員の比率の向上が大きな

懸案であることは言うまでもない。 

本学部を構成する専任教員 29 名の内、12 名が言語コミュニケーション学科、17 名が比較文化学科の所

属となっている。但し、比較文化学科の内 1 名は大学共通枠（日本語教育担当）である。また言語コミュ

ニケーション学科の 3 名の外国人（英語語を母語とする教員）は特任教授である。このため、教員 1 人あ

たりの学生数は、言語コミュニケーション学科 43.7 人、比較文化学科 33.0 人となっている。 

問題は学生が両学科の教員の開講科目をまたがって履修しているにも拘らず、両学科の教員間の連携が

必ずしも密ではないことにあろう。定期的に教育課程に関わる合同会議を開催するなどによって、学生の

科目履修を相互に把握し、問題を共通化して点検することが望まれる。 

教員間の連絡調整については、本学部の教育、研究に関する重要事項は、隔週に行われる教授会で検討、

審議、報告される。その運営は民主主義的であり、特に問題はない。しかし教授会以外に、教員同士が話

をする機会は案外少ない。共同研究室のような、教員が自由に団らんできる場を設ければ、多少は改善さ

れるであろう。 

 

［改善の方法］ 

言語コミュニケーション学科について言えば、2005 年度から中仏独の 3専攻を廃止し、2007 年新カリキ

ュラムからは、未修外国語を第 1セメスターに移し、英語だけでなく未修外国語も必修（6単位）・選択を

含め 4 年間続けて勉強できるようにした。英語必修科目だけでなく第 2 外国語を学んで学生のコミュニケ

ーション能力を高める課題を追求する。 

教員の年齢構成については、学部・学科単独ではすぐには解決できないが中長期計画をつくり、全学的

支援が得られるよう努める。 

女性教員の比率については、上記の課題と同じような姿勢で粘り強く解決していく。 

英語教育における英語教育専門教員の不足と英語科目に占める専任担当科目が少ないことについても同

様の努力を重ねる。 

教員間の連絡調整については、教員間の連携は、本学部の教育目標を達成するために今一番必要とされ

ている課題であるため、教員共同研究室を設けることを含めてその方法を模索する。 

 

 

 

ｂ 教育研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

授業の教育効果を高めるために授業補助員や TA が必要な場合がある。必要とする科目を特定し、いっそ

うの教育充実を図る。 

 

［実態］ 

語学教育、情報教育、体育教育、大人数講義に授業補助員制度、TA 制度が活用されている。各セメスタ

ー15 コマを上限としている。 

 

［長所］ 

外国語の授業での発音練習等では、協定留学生を授業補助員として採用し効果を挙げている。情報教育

ではスキルの低い学生の指導に有効な活用がなされている。 

 

［問題点］ 

授業補助員の上限が 15 コマとなっているため、セメスターによっては教員の要望に答えられない場合が

生じている。 
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［改善の方法］ 

教授会が必要であると認めた科目については、授業補助員が採用できるように努める。 

 

 

ｃ 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

 

［理念・目的・目標］ 

本学では、愛知大学教育職員選考規程を設け、教育職員の選考は、「人格、学歴、職歴および教育研究上

の業績に基づいて行う」ことになっている。学部教育が適切に進められるよう着実に教員を配置しなけれ

ばならない。募集・任免・昇格についても公正に進められるよう配慮する。 

 

［実態］ 

学部発足以来、4 名の教員が採用されたが、すべて公募により進められた。公正に進められたと認識し

ている。日本の大学では人員を縮小する傾向が強く、そのため、教員募集で公募制をとった場合、1 名の

募集に 50 名以上の人が集まることもまれではない。 

昇格審査においては、教育研究の業績の他、各種委員等の学内行政への関わり、学生指導等についても

考慮すべきことが強調され、審査委員会の報告においてもそのことが紹介されるようになった。 

 

［長所］ 

講師 2 年で助教授、助教授 5 年で教授昇格の資格が得られ、かつ自ら昇格の申請ができる点は評価でき

る。また、教育研究のみでなく、各種委員の経験、大学への貢献を入れるようになったことも評価できる。 

教員募集を公募制にすることで、多くの人の中から本学にふさわしい人を採用することができる。また、

公募制によって、縁故関係での人事を廃し、公平な人事をすすめることができる。 

 

［問題点］ 

自らの判断で昇格申請ができるということは、ときに自己判断を過つこともある。本人は昇格の資格あ

りと考えても、審査委員会の方がノーサインを出すケースもまれに出てきている。 

教員募集を公募制にすると、あまりに多くの人が集まり、逆に応募者の業績を十分読みこなせないとい

う弊害が出てくる。 

 

［改善の方法］ 

大学教員は同じ分野の人間ばかりではないので、ある人の研究業績を当該教授会のメンバーが正しく評

価できるとは限らない。こういう場合には、その人の学会での評価、論文の引用率等、外からの評価を重

ねて行うことを目指す。公募制において、募集の条件をしぼることが考えられる。たとえば、めぼしい複

数の大学に声をかけ、 初にある程度絞った上で、その中から選考するということが次善の策としてある。

何が 善の方法か、追求する。 

教員選考において、研究能力のみならず模擬授業をしてもらう等教育能力をみる方法を開発する。 

 

 

 

ｄ 教育研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

教員の教育活動の評価について、まずなによりも各教員が教育手法と成果を明らかにし、相互に確認、

批判、改善することが大切である。教育手法ひいては個々の教員に評点をつけることが目的ではなく、相
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互に検討することによってよりよい教育を目指す。 

 

［実態］ 

研究活動に関しては、教員の研究能力は基本的に従来どおり論文数とその内容で判断する。 

他方、教育に関しては、研究だけで教育はわれ関せずという教員は減ってきた。しかし、まだ、研究こ

そが命という傾向も存在するし、各自の教育業績が十分に評価されているとは言い難い。 

 

［長所］ 

かつてのように研究業績だけに比重を置くやり方がなくなってきたことは評価すべきである。 

 

［問題点］ 

研究業績と違って、教育活動や業績は目に見えにくい。 

 

［改善の方法］ 

教員の教育活動を目に見える形にするには、一つには教育面での方法や教育実践を論文としてまとめて

評価を受けることを検討する。さらに授業評価を教育活動の評価につなぐことも検討する。 

研究に関しては外部評価（書評、論文引用等）をより重視する必要がある。 

 

 

（４）法学部 
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部の基本的な教育目的が法的知識の習得と法的思考能力の錬成にある以上、法学という学問体系の

根幹をなす基礎的な分野、いわゆる「六法」科目を基幹科目として重点的に配置されるべきことは当然で

ある。加えて、学問的性質および法曹・公務員志望者に対する専門教育という観点から、「行政法」などの

隣接諸科目を準基幹科目と位置づけ、これらを中心に専門教育科目を配置する必要がある。他方で、1 年

次導入教育を含めた演習形式での少人数教育のいっそうの充実や大人数講義科目の抑制も要請されている。

したがって、人事計画において、上記の基幹・準基幹科目に対する優先的かつ重点的な専任教育職員の配

置とともに、少人数教育に対応できるだけの専任教育職員の根本的増員が必要である。とりわけ、法務研

究科（以下、「法科大学院」という。）との併任教育職員の大半が基幹・準基幹科目担当者であることから、

併任状態を解消することは急務である。また、法学部と法科大学院とは共通する科目群が多く、実際にも

併任や兼担という形で密接な協力関係にあることから、法科大学院との有機的連関の中でより効率的な教

育職員構成を実現する必要がある。さらに、学部の理念や教育目標に関する共通の理解を確実に継承して

いく上で、あるいは学内行政における応分な負担を実現する上で、専任教育職員の年齢構成にはバランス

がとれていることが望ましい。 

 

［実態］ 

以下に示す実数は、特に断りのない場合、1部・2部の合計数を示すものとする。 

法学部の学生数については、1部の学生定員は 1学年 310 名、4年間で 1240 名であるが、在籍学生数は、

2006 年 5 月 1日現在で 1580 名である。法学部 2部は 2004 年度より募集を停止しているので、現在は 4年

生以上の学生しか在籍しておらず、173 名である。これを合計すると 1753 名になるが、法学部の専任教育

職員は 32 名であるから、専任教育職員一人あたりの在籍学生数は 54.7 人である（「大学基礎データ表 19」

参照）。専任教育職員 32 名のうち、学部枠教員数は 31 名であり、この場合の専任教育職員 1人あたりの在

籍学生数は 56.5 人である。 
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専任・兼任の比率については、専任教育職員（特任、客員教育職員を含む）が 32 名、兼任教育職員が

46 名であり、専任教育職員率は 41％である（「大学基礎データ表 3」参照）。専任教育職員 32 名のうち、

専門教育科目担当者は 22 名、共通教育科目担当者は 11 名であるが、専門教育科目担当者のうち 7 名は法

科大学院との併任教育職員であり、これらの教育職員は全持ちコマ数の 3 割～6 割、責任コマ数の 2 割か

ら 5 割（平均 4 割）しか法学部の講義を担当することができておらず、実質的に 0.4 名分の戦力としてし

か機能していないのが現状である。専任教育職員による科目担当率を見ると、専門教育科目で 81.0%、共

通教育科目で 65.5%となっているが、法科大学院設置にともなう法律基本科目担当者の全国的な流動化に

ともない、重点科目である民法ならびに行政法については人員不足が著しい。本来 3 名必要な民法につい

ては、現在 2名の担当者しかおらず、しかも 2 名のうち 1 名は法科大学院との併任であるし、行政法担当

者 1名についても法科大学院との併任である。 

現在の教育職員組織の年齢構成については、31 歳以上が 11 名（34.3%）、41 歳以上が 8名（25%）、51 歳

以上が 6 名（18.7%）、61 歳以上が 8 名（25%）である（「大学基礎データ表 21」参照）。また、専任教育職

員 32 名のうち、女性教育職員は 6名（18.7%、うち専門教育科目担当 4名、共通教育科目担当 2名）であ

る。 

教育課程編成の目的を実現するための教育職員間の連絡調整機関としては、学部教授会が基盤となるが、

それに加えて、学部内の委員会（将来計画委員会）や全学関係の委員会（教学委員会）がある。教授会は

月に 2 回、平均 3 時間程度で実施されている。将来計画委員会は、学部のカリキュラム改革や各種の将来

計画について検討を加え、具体案を教授会に提言して、構成員から応分の協力・関与を得る役割を担って

おり、2005 年には、1 年次導入教育の実施、コース制の見直しとそれにともなう卒業必要単位の割り振り

の見直し、2 部募集停止にともなう 1 部の専門教育科目の充実などの議論を重ね、カリキュラム改革を実

施した他、併任教育職員問題の解消、二校地体制に関わる各種提言を行った。また、相互に関連する授業

科目や、複数クラスで編成する授業科目では、担当者間で相互に連携できるよう情報交換が行われている。

特に、1年次導入教育科目として設定されている「法学・政治学入門講義」は、複数担当者間でシラバス・

授業計画や内容についてあらかじめ調整が行われており、また同じく導入科目である「入門演習」は、共

通教材を学部として作成・使用し、授業内容に統一性を持たせるようにするとともに、終了後も担当者間

で検討会を行い、授業内容の統一化と充実化を図る手助けとしている。さらに、兼任教育職員については、

授業科目の担当を依頼する際に、授業科目の位置づけや教育目標を理解してもらえるように説明している。 

 

［長所］ 

専門教育科目における専任教育職員率は比較的高く、また教育職員人員配置計画の中でも、六法を中心

とした基幹科目の補充が優先的に行われており、できるだけ専任教育職員が配置されるように配慮されて

いる。また、法科大学院との相互協力関係によって、非常に省力的・効率的な人員配置を実現できている

ともいえ、法科大学院に所属する各種実務家教員により学部の講義を担当してもらえるというメリットも

ある。さらに、他大学の法学部に比べ、特に専門教育科目を担当する女性教育職員数が多いといえる。年

齢構成については、中堅層がやや少ないものの比較的バランスがとれているといえ、全体として年齢の低

い比率が高いことから、教育職員間の情報交換や連絡調整もスムーズに実現できている。さらに、教育課

程編成の目的を実現するための様々な試みも機動的に行われており、組織としての事前の意見調整や事後

の検証・フィードバックも適切に行われているといえる。 

 

［問題点］ 

法学部の専任教育職員数は明らかに不足している。法科大学院との併任教育職員 7 名分が実質的に 1 名

0.4 人分の戦力にしかならないことに加えて、2 部については、2004 年度の募集停止にともない、大学設

置基準上は専任教育職員が不要ということになってはいるものの、すべての学生が卒業するまで一定の科

目を開講し続けなければならない。一方で 2006 年度から始まったカリキュラムでは、2部募集停止を踏ま

えた 1 部における専門教育科目の充実や 1 年次導入科目の新設が図られ、同時に大人数科目の抑制も求め

られている現状からすると、法学部の教育理念・目標を実現するために必要不可欠な教育職員数が確保さ
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れているとは言い難い。現実に、兼任教育職員への依存度は、とりわけ 2 部開講の科目において増加の傾

向にあり、かつ、法科大学院設置の影響で基幹科目についての非常勤教員の委嘱が格別に難しく、休講せ

ざるを得ない科目も出てきている。 

年齢構成については、専門教育科目担当の中堅層が少ないことから、必然的に若手に学内行政の負担が

集中し、研究条件を悪化させている。 

 

［改善の方法］ 

2006 年度をもって 4 年次生が卒業すれば、2 部の在籍者数は一桁となることが予想され、開講形態等を

工夫すれば、今後は 2 部の授業負担を軽減することができることから、その余力を 1 年次導入教育や 1 部

の専門教育科目の充実に投入することができるであろう。しかしながら、特定の基幹・準基幹科目担当者

については、法科大学院との併任・導入教育の担当・大人数講義担当など、負担が集中しており、これを

根本的に解決するためには、法科大学院との併任を可及的速やかに解消していく必要がある。近年の教育

職員配置計画では純粋な増員は難しい状況にあるが、こうした窮状を継続的に訴え、教育職員補充を実現

して行かなくてはならない。 も、併任教育職員問題については、すでに法学部と法科大学院間で協議を

持ち、方向性を確認した上で、常任理事会に対して再三検討を要請しており、これをうけて 2006 年度の事

業計画書の中にも検討課題として謳われている。 

年齢構成については、即戦力となるような学識・経験のある中堅層を優先的に採用していくべきであろ

う。しかしながら、補充を必要とする基幹・準基幹科目については、全国的にみても教育職員不足が著し

く、この状況は数年内に解消する見込みもないというのが現状であるから、教育職員採用にあたっての年

齢構成に対する配慮は後回しにならざるを得ない。 

 

 

 

ｂ 教育研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部における教育研究のいっそうの促進のため、教育研究支援職員を充実させていかなければならな

い。とりわけ、教育職員減員計画の中で、法科大学院への協力、カリキュラム改革による教育負担の増加、

各種委員会の職務の増加から、近年における教育職員の負担は重くなる一方であり、教育職員が事務的雑

務に煩わされることなく授業や研究に専念できるよう、あるいはより効果的・発展的な教育研究を実現で

きるよう、様々なサポート体制を整備する。 

 

［実態］ 

現在、法学部における教育支援職員としては、教務課職員、図書館に配属されている事務職員、授業補

助のための TA や授業補助員、情報メディアセンター内のシステム操作を支援・補助するための職員や学生

相談員を置いている。教務課職員については、法学部の教学を主担当する者として、名古屋校舎に 1 名、

車道校舎に 1名の計 2名が配属されている。TA については、本学の大学院生から採用することになってい

るが、2004 年度法科大学院開設にともない、大学院研究科修士課程の募集を停止したため、現在ではほと

んど使われておらず、2006 年度春学期においては、車道校舎と名古屋校舎との間の遠隔講義を必要とする

1 科目についてのみ使用されている。むしろ、学部学生でも雇用可能な授業補助員が積極的に活用され効

果を上げている。授業補助員は、主として情報機器の操作や講義資料の準備等を行う者であり、2006 年度

春学期においては、11 名の教育職員が 17 の講義において毎回、随時、あるいは時間外で合計 14 名の授業

補助員を使用している。さらに、情報メディアセンターにおいては、専任職員が名古屋校舎に 1 名、車道

校舎に 4名、学生相談員が名古屋校舎に 28 名、車道校舎に 11 名配属されている。 

研究支援職員としては、法経学会室の職員、情報メディアセンターのヘルプデスク職員を置いている。

法経学会室には 1 名の職員が配属されており、紀要『法経論集』の編集・発行や他大学との紀要交換等の
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事務作業、所蔵図書・雑誌・データベース等の管理を行っている。ヘルプデスク職員は、名古屋校舎に 4

名、車道校舎に 3名配属され、教育職員による情報機器関連の各種相談に随時応じている。 

これらの職員との連携・協力関係は日常的に運営・調整される体制にある。 

 

［長所］ 

図書館におけるレファレンス環境、情報メディアセンターにおけるサポート体制ならびに情報関連機器

に関する教育職員のサポート体制はほぼ充実しているといえる。また、TA や授業補助員については、大人

数講義の弊害を緩和するため、あるいは授業補助のため、積極的に活用されているのみならず、この制度

は外国語教育、情報処理関連教育でも活用され、効果を上げている。 

 

［問題点］ 

教育負担の増加、各種委員会の職務の増加の中で、教育職員が授業や研究に専念できるためには、とり

わけ委員会に関する情報の収集や資料の作成など、基礎となる事務的雑務をサポートする役割が、教務課

職員には大いに期待されている。しかしながら、教務課職員は、もとよりその業務内容が授業に関連する

事項の全般にわたる膨大なものであるので、それに加えて更なるサポートを期待することができない状況

にある。また、授業補助員については、採用枠が少なく、すべての教育職員の需要に応えられるものとは

なっていないが、一方で、授業補助員によって作業内容・量に格差が著しく、作業実態と報酬が対応して

いない場合もみられる。法経学会室の職員については、法学会と経営学会の両学会の事務処理を兼任して

おり仕事量が多いこと、またその職員が都合により欠席すると、学会室には職員が不在になることから、

研究支援に支障をきたす場合もあり、1 名体制には問題がある。とりわけ、紀要については、法科大学院

が独自の紀要を持たない関係で、法科大学院所属の教育職員が『法経論集』に寄稿するようになってから、

現在 1 年に 3 回となっている発行回数を増やす要請が高まっている一方で、これが実現できない理由は職

員の事務処理が追いつかないことにも大きく起因するものであるが、これは教育職員の研究発表の機会を

制約するものであるといえよう。 

 

［改善の方法］ 

教育研究支援体制に不備が生じないように、教務課職員や法経学会室職員の増員を図る必要がある。ま

た、授業補助員については、各授業補助員の作業実態を調査し、調整・改善を図り、希望者の需要にでき

る限り応じられるよう努力したうえで、なお需要に応えられない事態が解消しない場合には、増員を考え

る必要もあろう。 も、教育研究支援職員の増員は予算措置をともなうものであるので、直ちに改善する

ことは難しい。 

 

 

 

ｃ 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部の教育理念・目標を踏まえた長期的な人事採用計画を策定し、それを踏まえて教育職員の募集・

任免・昇格手続を進めていかなければならない。特に採用については、全学の教学組織再編計画にともな

って新規人事はもちろんのこと、退職者の補充人事も容易には認められない状況となっていることから、

学部の教育目標に照らして開講科目を整理・再編するとともに、必要性に応じて優先的に人事を行うべき

科目の選定は慎重に行われなければならないし、研究能力・教育能力ともに高い人材を精査するよう努め

なければならない。その際には、学部と法科大学院との教育面での積極的交流・相互協力も視野に入れて

適材の確保に努める必要がある。 

 

［実態］ 
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教育職員の人事に関する規定は、愛知大学就業規則と愛知大学教育職員選考規程の他内規が複数存在し、

教育職員の採用、昇任、退職、解雇に関する基準・手続が定められている。教育職員募集にあたっては、

まず教育職員配置要望書を学部で作成した上、常任・学内理事会・大学評議会の議を経て採用枠を確保す

ることから始まる。公募制を原則とし、3 名の委員と学部長からなる審査委員会の審査・提案を受けて教

授会で決定する。審査は、業績審査の後、選考された 2～3名の応募者と面接するとともに、担当予定科目

に関するシラバスを提出させ、審査委員の前で模擬講義を行ってもらい、それらの結果を総合的に判断す

るという形で行う。 も、近年、適任者の応募が得られず未補充のままになっている科目が存在し、その

ような科目については、特例として適任者を審査委員会が直接に探すことが認められた例もある。昇格に

ついては、採用後、講師で 短 2 年、助教授で同 5 年を経ると昇格申請資格を得るので、当人の申請に基

づき、3名の委員からなる審査委員会の提案を受けて教授会で決定している。 

 

［長所］ 

基準および手続は規程上明確であり、その内容に現状では特別に問題はない。採用については、審査委

員による独断を避け、在野の有能な人材を発掘できるという意味で、公募制の原則を維持していることは

評価すべきである。また、かつては、研究業績を中心に審査が行われてきたところ、学部教育に寄与でき

る教育能力を備えているかという点についても審査の対象となり、採用にあたっては研究・教育面におい

てバランスのとれた人材かどうかの判断がなされるようになっている。 

 

［問題点］ 

公募制を原則とするとはいえ、法科大学院の影響で極めて教育職員が不足している分野があることも否

定できず、そのような分野において公募制は実質的に機能し得ず、結果が保証されない公募であるが故に、

かえって有能な人材が応募してこないという問題がある。 

昇格については、基準はある程度明確だが、実際には審査委員会の判断に委ねられる部分が多く、その

審査過程は不明瞭な部分もないとはいえない。  

 

［改善の方法］ 

公募制については原則として維持すべきであるが、公募制が十分に機能し得ない場合においては、多様

な選考方法を認め、適材の確保に努めるべきである。昇格審査における判断が不明確であるという点につ

いては、選考過程の可視化を図るとか、申請者の業績等を審査中の段階でも審査委員以外の構成員が検討

できるような手立てを設けることにより、その解消に努めるべきである。 

 

 

 

ｄ 教育研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

教育職員の教育研究活動は、大学における教学の原点であることからすると、これを適切に評価する方

法を確立し、学生の学修活性化と各教育職員の教育研究能力の向上に貢献できるよう、有効に活用するこ

とが必要である。 

 

［実態］ 

教育職員の研究活動については、『愛知大学通信』や『愛知大学年報』などに年度ごとの研究業績や研究

題目が記載される。また、『学術要覧』で、近年の研究業績や研究成果の概要を知ることができる。 

一方、教育面については、前期・後期の 2回（前期は任意）、学生により授業評価が行われ、その結果に

対して各教育職員がコメントを付して公表することとなっている。 

さらに、専任教育職員の採用・昇格審査の際、教育研究業績の審査が行われている。採用・昇格時の審
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査基準については、愛知大学教育職員選考規程に示されている。採用について、従来は研究業績に主眼を

おいて審査してきた嫌いがあったが、近年では、具体的な教育能力を審査の過程で図るという意味で、担

当予定科目のシラバスの提出を要求し、審査委員が指定した分野について 1 時間ほどの模擬講義を実施さ

せている。 

それ以外の場面で定期的かつ学部として組織的に、教育研究活動の評価は行っていない。 

 

［長所］ 

教育職員の研究活動については、毎年、業績表の提出が求められ、上述の方法で公開されるので、業績

の多寡や内容はある程度知ることができる。一方、授業評価によって、自分では気がつかなかった教育上

の問題点が浮き彫りにされ、自身の教育能力をさらに高めていくために非常に有益である。さらに、教育

職員採用時における模擬講義の実施は、応募者の教育能力を測る上で非常に大きな意義を有する。 

 

［問題点］ 

業績が公開されているとはいえ、こうした情報への注目度は学部構成員相互の間ですら必ずしも高くな

く、さらに一歩進んで、各人の研究活動の取り組み方や成果に対して組織的・定期的に評価しようとする

動きは見られない。授業評価については、前期は実施が義務づけられておらず、また、終期は Web 上で解

答するシステムが 2005 年度から導入されたが、回答率が極めて低く、客観的なデータとしての信憑性に欠

ける。 

 

［改善の方法］ 

研究活動については、各教育職員の属する学会等により評価を受けるべき個人の問題であるとの認識が

強く、教育職員相互間で研究活動の活性度を検証するためのシステムを確立することは困難であるが、少

なくとも、法学部構成員で研究会を定期的に開催し、他の教育職員の研究成果を相互に共有しあうことは

可能であろう。また、授業評価については、Web 方式の見直しも含めて、データとして意味のあるものに

改善するとともに、そうして得られた結果を各教育職員が真摯に受け止め、講義等に意識的にフィードバ

ックするよう心がけなければならない。 

 

 

 

（５）経営学部 
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部の教員組織は、その教育理念・目的および教育課程の有効な実現を目指して構成されている。 

経営学科は、4コース(ビジネス・マネジメント、流通・マーケティング、情報システム、国際ビジネス)

から構成され、各コースの教育課程における特色を十分に達成することのできる教員組織を、また、会計

ファイナンス学科は、会計・ファイナンス関連の高度な専門職（例：税理士、公認会計士、ファイナンシ

ャル・プランナー等）を目指すことのできる有為な人材の育成を目的としているが、こうした目的を達成

できるような教員組織の構成につとめている。 

学生数との関係における教員組織の適切性に関しては、第 1 に、両学科においてそれぞれの入学定員に

対応する「設置基準上必要専任教員数」を充足しているだけでなく、その数を超えた専任教員数を確保し

ているかどうか、第 2 に、両学科とも収容定員との関係で教員組織の適切性が維持されているかどうか、

第 3 に、専任教員 1 人あたりの学生数が在籍学生数との関わりではどうか、これら諸点に照らして教員組

織の適切性を判断しなければならないと考える。 

次に、主要な授業科目への専任教員の配置については、経営学科、会計ファイナンス学科とも基礎的・
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専門的知識や理論を体系的に教育することを理念・目的としているため、本学部の教育目標に直接関わる

科目についてはすべて専任教員が担当することを原則としている。 

また、教員組織における専任、兼任の比率の問題については、本学部では教育目標に直接関わる科目は

専任教員が担当するだけでなく、各コース配置の専門関連科目についても同じ方針にしたがっており、兼

任については隣接科目や特別に必要性のある科目等に限って登用することを目標としている。 

さらに、教員組織の年齢構成の適切性については、教授、助教授、講師の数によっても異なるが、40 歳

代、50 歳代の教員を中心として他の年齢層の教員を含めてバランスよく構成することを目標としている。 

教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整に関する問題については、何よ

りもまず連絡調整の機関のなかで基盤となるのは学部教授会であり、その他に、学科会議等で学科独自の

教育課程編成等に関する方針・内容などをあらかじめ検討し、各教員が互いに議論をかわすなかで連絡調

整の多くを行うことを理念・目的としている。 

後に、教員組織における社会人、外国人研究者の受け入れ状況および女性教員の占める割合に関して

は、本学部の場合、社会人および外国人の登用については特にこれを重視して具体化するという方針をと

っていない。女性教員の採用については、いかなる制約も設けることなく、あくまで本学・本学部内の教

員選考基準・手続等にしたがって実施している。 

 

［実態］ 

本学部における教員組織は、本学部の教育理念・目的および教育課程の有効な実現を目指すことのでき

る教員組織として編成されている。まず、経営学科の場合は、各学科共通の教育科目の教育を前提とし、

企業・経営・管理・組織・流通・マーケティング・国際・情報・OR 関連の専門教育科目に関する基礎的・

専門的知識の教育に力点をおき、さらに、各コースで取得した専門知識や技法を応用し深めることのでき

る能力を育成し、勉学への意欲を向上させるために役立つ教員組織として構成されている。 

また、会計ファイナンス学科の場合は、当学科の理念・目的を達成できるような教員組織として構成さ

れているが、当学科にあっては、設置されて 2 年目に入ったばかりであるが、教員組織自体については専

任教員の教育・指導、研究能力等について特に懸念されるところは見出されなく、教員組織全体としてほ

ぼ順調に機能していると判断できる。 

さらに、学生数との関係で本学部の教員組織の適切性が実態としてどうかという点に関して、実際上は、

学生数との関係において次のような状況が指摘される。2006 年度の場合、経営学科では入学定員 245 名に

対して 319 名の入学者があり、会計ファイナンス学科では入学定員 125 名に対して 160 名である。これに

対して、専任教員数は経営学科の場合、25 名（教授 13 名、助教授 10 名、講師 2名）であり、会計ファイ

ナンス学科の場合は 17 名（教授 9名、助教授 6名、講師 2名）である。これら両学科の教員数については、

入学定員に対応する「設置基準上必要専任教員数」を経営学科では 3 名、会計ファイナンス学科で 2 名の

増となっていることから、教員数を入学定員との関係で見ればその数は充足されているといえる。 

ところが、収容定員（4 年分の入学定員＋編入定員）および在籍学生数との関係において専任教員 1 人

あたりの学生数をとらえると、次のような状況にあることがわかる。すなわち、経営学科では収容定員が

1248 名で専任教員の 1人あたりの学生数は 50 名、会計ファイナンス学科では 500 名（4年分として計算）

で 1 人あたり学生数は 30 名である。これらの数字は、大学評議会で決定済みの本学の社会系 45 名という

数との対比では適切な状況にあると判断できるが、経営学科の場合は若干の超過となっている。さらに、

在籍学生数との関係で 1人あたりの学生数を見ると、経営学科では 1,535 名で 61 名であり、会計ファイナ

ンス学科では 608 名（この数は 1・2 年次生の在籍数 304 名に、この平均数 152 の倍数〈3・4 年次生〉を

加えて計算した在籍学生数である）で 36 名である。これらの数字から判断する限り、本学部全体では専任

教員 1 人あたりの学生数は 48 名となり、先述の社会系 45 名を若干超過しているにすぎないが、経営学科

の場合には 16 名というかなりの数で超過しているといわざるをえない。 

次に、主要な授業科目への専任教員の配置状況であるが、これについては理念・目標どおり本学部全体

として専任教員が主要科目のすべてを担当している。経営学科では学科必修科目の担当はもとより、各コ

ースに配置されている主要・重点科目にもすべて専任教員が配置されている。会計ファイナンス学科の方
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も「会計」「ファイナンス」の両コースとも主要・重点科目はすべて専任教員が担当している。 

教員組織における専任・兼任の比率についての実情は、本学部（経営学科、会計ファイナンス学科とも）

における専任比率は、全開設授業科目に対する専任担当科目数は 219 科目であり、兼任担当科目数は 34

科目である。専任比率は 86.6％である。なお、必修科目の兼任比率は 3.6％である。 

教員の年齢構成は、26～35 歳 10 名、36～45 歳 7 名、46～55 歳 7 名、56～65 歳 14 名、66～70 歳 4 名で

ある。特に56～70歳までの教員の年齢構成が全体の42.8％と高く、40～50歳代の中堅層が28.6％と低い。

将来を担う若手教員の層が増えつつあるが、全体としては明らかに高齢化が進んでいる。 

教育課程編成の目的を具体化するための教員間における連絡調整に関する実情は、学部教授会が もよ

くその機能を果たしている。ほぼ隔週に開催される学部教授会は本学部の全教員が一堂に会して、教育課

程の編成およびその他多くの要件から成る学部運営をめぐる諸問題について審議し、決定し、そして教員

間の連絡調整として機能している。その他、経営学科会議と会計ファイナンス学科会議が、教授会開催前

の約 1 時間にわたって学科固有の教育課程編成等に限って審議・検討することにしている。それに加え、

本学部ではカリキュラム検討委員会が設置されており、新たなカリキュラムの構想、授業計画などの具体

的な問題について検討しているが、定期的なものではない。 

後に、教員組織における社会人、外国人研究者の受け入れおよび女性教員の占める割合に関しては、

本学部の専任教員 42 名中社会人（実業界・大企業等において活躍し、相当の経験と実績が評価されて採用

された人）の受け入れは 1 名（教授）であり、外国人研究者も 1 名（助教授）である。また、教員組織に

占める女性教員は共通教育科目担当者については 13 名中 4名であり、経営学科所属の専門教育担当者につ

いては 17 名中 1名、会計ファイナンス学科所属の担当者については 12 名中 1名である。 

 

［長所］ 

本学部における教員組織の編成に関しては、何よりもまず各教員の選抜と採用の良し悪しに大きく依存

しているといえるが、この点では、本学部の場合、教員各人は教育・研究能力の面で特に懸念されるとこ

ろは見られず概して高い評価が与えられている。このことは、教員採用時における種々の面での厳密な審

査によるものと考える。かくて、本学部の教員組織の長所としては全体としてのまとまりがあり、各教員

による各自の役割の自覚もあって本学部全体としての教育体制としての効果を高めているところに長所を

見出すことができる。 

次に、主要な授業科目への専任教員の配置状況については、本学部のこれに関する理念・目標が達成さ

れていることから、経営学科、会計ファイナンス学科ともこれを特長と見なすことができる。 

また、教員組織における専任、兼任の比率についても高い専任率を維持していることは本学部の長所で

ある。教員組織の年齢構成の適切性については、特記するほどの長所は見られない。 

教育課程編成を目的とした教員間における連絡調整の状況については、学部教授会や両学科会議がそれ

ぞれが担うべき役割を十分に果たしている。 

教員組織における女性教員の構成に関しては、本学部教員組織全体に占める割合はある程度えられてお

り、また、女性教員の募集・審査・採用に際しては、本学部ではいかなる制約も設けていない。 

 

［問題点］ 

経営学部における教員組織は学生数との関係において適切性が十分に確保されているかという点につい

ては、経営学科・会計ファイナンス学科とも専任教員数が「設置基準上必要専任教員数」との関係では何

ら問題点として指摘すべきところはない。また、収容定員との関係においても、たしかに経営学科と会計

ファイナンス学科との間でアンバランスが見られるが、本学部全体としての教員組織の適切性はほぼ確保

されていると考える。 

しかしながら、すでに［実態］のなかで述べたように、本学部では、実際の在籍学生数が収容定員を超

過しているのが現状である。但し、これは見方によっては、大学評議会決定（2005.10.20）に基づく入学

予定者数を基準にして合格者判定を行っていることから、この程度の超過数であれば、歩留率の問題や入

試方法に関わる技法上の問題として回避可能な範囲（人数）であると解釈しえなくもない。しかし本学部
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の場合、類似の状況がここ数年間にわたって継続していることから、教員組織の構成と運営にとって少な

からず支障となる可能性を有していると懸念せざるをえない。具体的には、特に少人数教育を基本とする

外国語教育や専門演習などの適正なクラス編成とその効果的な授業運営にとって支障となる場合が生じる

からである。この問題は「定員管理」とも関わって改善の方法がとられる必要がある。 

次に、主要な授業科目への専任教員の配置状況について両学科とも理念・目標にそっているので問題点

は見出されない。また、教員組織における専任・兼任の比率についても、適切な比率を保持していると考

えられ問題となる点はない。 

本学部の教員組織における年齢構成については、将来を担う若手教員の層が増えつつあるが、40～50 歳

代の中堅層が 28.6％と少なく、全体として高齢化の進行状況にある。この点は、教育課程編成上の問題が

生じる可能性があるだけでなく、本学部に設置されている各種の委員会の有効な運営、たとえば委員長の

選出に際して制約になっているとか、あるいは全学的にも全学レベルの委員会等への本学部からの責任者

選出の機会が限られてしまうとか、種々の面で問題を生み出している。 

教育課程編成の目的との関連での教員間における連絡調整に関しては、現行の教授会および両学科会議

は効果的に機能しており、その限りでは連絡調整としての妥当性をもっている。しかし、本学部ではカリ

キュラム検討委員会が設置され委員も選出されてはいるが、この委員会の任務と運営の方法が必ずしも明

確に周知されていないため、教育課程編成の上で有効な機能を果たしていない。同委員会の目的や運営の

仕方に課題を残している。 

後に、教員組織における社会人の採用については、社会人研究者の審査・選抜・採用との関連におい

て現行の愛知大学教育職員選考規程等の整備がなされていないこと、などに問題がある。外国人研究者や

女性教員の受け入れについては、特に問題点として指摘すべきところはない。 

 

［改善の方法］ 

本学部の教員組織は入学定員との関係においては、両学科ともある程度多い専任教員で構成されている

ので、今後大幅な教員増を求めることはできないし、また、その理由も成立し難い。しかしながら、現状

の在籍学生数との関連で何らかの改善の方法を考えなくてはならない。これについての改善の方法には 2

つの方向があり、同時並行して行うのが適切であろう。1 つは、前述の「４ 学生の受け入れ ｈ 定員管

理」のなかも触れたように、近年続いている入学者の超過率をどう低減していくかである。これについて

は単年度ごとに考えるのではなく、4 年間という枠で考え、各年次ごとの計画を立て、それにそって入試

判定を行っていき、向こう 4 年間を通じて調整していくことが必要である。この種の対策についてはすで

に 2006 年度の判定会議に提案済みである。2つは、教育・授業の効果を高めるという観点から授業システ

ムの活用をはかること、たとえば、少人数教育（経営学科では 2007 年度より専門演習の必修化を実施）や

兼任教員を活用するとか、その他、授業補助員・TAの活用（後述）を促進するとか、である。 

主要な授業科目への専任教員の配置については、現在特に改善の方法を考える必要はない。しかし、新

しい分野が現れてきていることから、今後予定される退職教員の補充に際しては担当科目の検討を行って

おく必要がある。 

教員組織の年齢構成の適切性に関しては、本学部においては高齢化が進行しているが、66～70 歳代の専

任教員が 6 名退職という時期が迫っている。これらの補充人事についての年齢配置を全体のなかで検討し

ておく必要がある。 

教員間における連絡調整の妥当性を高めるためには、教育課程編成の目的と関連する学部内の諸委員会

について、この観点から検討する必要がある。 

教員組織における社会人の専任・兼任教員としての受け入れについては、その理念や目的を検討する必

要は認められるが、現時点で「改善の方法」として具体的に示すことはできない。 

 

 

 

ｂ 教育研究支援職員 
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［理念・目的・目標］ 

本学部における実験・実習をともなう教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補

助体制の整備状況と人員配置に関しては、関係する諸規程等の整備を進め、本学大学院の協力をえて有能

な人員の確保に努めながら積極的に実施する。 

教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性については、教育の効果を高め維持する上で

不可欠な要件であることから、両者の適切な関係を確保することにつとめる。 

 

［実態］ 

現在、共通教育科目、専門教育科目の教育支援に関しては、大きく 2 つの方法で人的補助体制が整備さ

れ、実施されている。1 つは、愛知大学ティーチング・アシスタント規程によって制度化されており、本

学部においては大学院経営学研究科の学生（博士後期課程）の雇用によっていくつかの教育補助業務に従

事させ、同学生（修士課程）の雇用によって学部授業の補助業務に就かせるものである。2 つは、愛知大

学授業補助員規程によって制度化されており、本学大学院生（大学院研究生を含む）と本学の学部生によ

って学部授業の補助業務を行わせるものである。本学部の 2006 年度の TA による教育支援状況は、通年 4

科目 4 名、春学期 3 科目 3名、秋学期 2科目 2 名、また、授業補助員による教育支援状況（同一補助員の

複数担当有り）は、春学期 12 科目計 14 名秋学期 15 科目計 18 名である。 

次に、本学部教員と TA との連携・協力関係は、教員自身が担当する本学大学院経営学研究科において指

導している院生の場合が多いので、教員の研究内容や学部授業の内容・方法等についても概ね理解してお

り、また、日常的にも協力関係がとりやすい立場にあることから、連携・協力関係の確保は教員各人と TA

および授業補助員に委ねられている。 

 

［長所］ 

本学部の教育支援・授業補助について TA や授業補助員を採用して行うという教育システムは、教員の授

業において種々の面で効果をもたらしていると評価できる。また、TA の場合は、単なる補助業務の提供と

いう意義にとどまらず、教育の支援という TA 自身の研究と関連づけて業務を意味づけることが可能である

ことから見ても、この制度は意義あるものと考える。 

教員と TA および授業補助員との連携・協力関係については、特に長所と見られるところはない。 

 

［問題点］ 

TA の雇用については、本学大学院の学生（修士・博士後期）であるので比較的に各人の能力を事前に知

ることが可能であるが、本学部生によって補助業務に就かせる場合は、適切な能力と意欲のある学生をど

う探し出すかが容易でない。 

教員と TA との連携・協力関係については日常的なコミュニケーションを通じて保たれているが、授業補

助員との連携・協力関係については、教員各人による個人的な意思疎通に委ねられているため、その面で

の苦労が出ている。 

 

［改善の方法］ 

有能な授業補助員を必要な人数だけ、どう選抜し決定するかが課題である。本学部ではこの作業をかな

り時間をかけて実施しているが、他学部教授会や教学関係の委員会とも連携して、この作業を合理的かつ

迅速に進められるような方法を検討する必要がある。 

教員と授業補助員との連携・協力関係の確保については、当面はこの点に関する意見・情報を収集する

ことが必要である。 
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ｃ 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

 

［理念・目的・目標］ 

教員募集にあたっては、広く優秀な教員を、研究能力と教育・指導能力を中心とし、その他人物像など

の評価も慎重に勘案して、総合的な判断を行って採用することとし、その実施については、全学的に共通

の基準と本学部で独自に定めている内規にしたがって公正かつ合理的・客観的に進める。 

 

［実態］ 

教員の募集・選考・昇格に対する基準・手続については、全学的に共通の基準（愛知大学教育職員選考

規程、専任教員の昇格審査手続きおよび学部枠教員採用手続き）にしたがって実施し、研究業績の面に関

わる評価については、本学部で独自に定めている内規（経営学部教授等資格基準内規）に依拠して厳密か

つ適切に審査し実施している。このうち愛知大学教育職員選考規程では、教育職員の採用・昇格に関する

基本的な選考基準を定めており、専任教員の昇格審査手続きでは、昇格の時期、昇格基準該当者の名簿の

作成、昇格審査の意思確認、審査委員会の設置・運営など、15 項目にわたって詳細に規定化されている。

昇格候補者は種々の審査資料（研究業績等）を経営学部長に提出しなければならないが、近年は、当人の

研究活動・教育活動に加え、本学部・本大学運営への協力・社会貢献活動等に関する自己評価報告書の提

出を義務づけている。 

さらに、経営学部教授等資格基準内規については、上記の全学的な基準のみでは研究業績の種類・量に

関わる評価が困難であるとの認識から、本学部の状況に照らして独自の判断に基づき資格基準を客観化し

具体化しようとして定めたものである。内規の一部を示せば、教授資格基準は(1)助教授 5 年以上、(2)業

績、①研究著書(単著)1 冊以上、②学術論文 17 篇以上、(3)①②の基準を充たしていないが、特に業績の

優れた者、となっている。 

公募の方法については、「教育職員の公募について（依頼）」の文書を関係大学長・学部長・研究科長、

関係研究機関長宛に発送し、現在はホームページ上でも公開している。この依頼文書には、特に担当科目、

研究分野および応募資格・条件が詳しく記載されている。公募後、一定の時期を経過し教授会において 3

名の委員からなる採用人事審査委員会を設置する。昇格についても同じく、当人の申請に基づき教授会で

3名の委員からなる昇格人事審査委員会を設置する。 公募による募集から審査委員会の設置、および審査

の実施へと至り、然るべき時期において学部長の出席を求めて面接を実施している。そこでは場合によっ

ては、当人に対して主要研究業績の発表（20 分程度）または模擬講義（教室で 60 分程度）を要請するこ

とにしている。採用人事については、このような経過を経て 終的に教授会出席者の 3 分の 2 以上の賛成

をもって議決する。教授会の決定後は、学部長が文書をもって理事長に報告する。 

なお、主要点検・評価項目「任期制を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況」

については、該当しないため、本学部では記述しない。 

 

［長所］ 

教員の募集・選考・昇格については全学的な共通の基準・手続にしたがって実施するというのが基本で

あることから、募集から 終決定に至るまですべて本学部教授会自らの判断によって運営している。その

場合、公募制を原則とし、公正かつ客観性を旨として実施しているところに長所がある。また、教員の募

集にあたって、かなり多くの書類等の提出を義務づけているが、それだけに詳細かつ厳密な審査に徹して

おり、 終的な面接にまで至った当人に対しても業績の発表もしくは模擬講義を要請することにしている

が、これは本学部の教員採用に関わる長所といえる。 

さらに、昇格人事に関して、教授会決定後に昇格候補者本人に対して教授会決定の内容の一部を直接本

人に伝えて理解と確認を得る場合があるが、この点は昇格手続等の透明性の面で長所と見なすべきと考え

る。 

 

［問題点］ 
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２．各学部の教員組織 

専任教員の昇格人事に関して、教授会決定の内容の一部を直接本人に伝える場合、現状では学部長がこ

れを行っているが、それが適切かどうかは問題である。今後は、誰がどのような手続と形式を通じてこれ

を実施するのがいいのかについて検討する必要がある。これを不明瞭にしておくのは、公正かつ客観性を

旨とする本学部の人事政策にとって適切でない。 

 

［改善の方法］ 

専任教員の昇格人事に関して、昇格候補者に対してどのように教授会決定の内容をどう伝達すべきか、

たとえば伝達者、伝達内容の種類と性質、伝達方法等について検討し、2年後をメドに実施する。 

 

 

 

ｄ 教育研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

教員の教育研究活動については、学内の種々の媒体を通じて公表されるが、本学部においても教員各人

の研究・教育へのモチベーションの向上に役立てる。 

 

［実態］ 

教員の研究活動については、毎年、研究業績表の提出が求められている。『愛知大学通信』（毎年 11 月別

冊）には専任教員の教育研究業績が著書、学術論文等の書名・研究題目の名称を対象として掲載され、ま

た、隔年発行ではあるが、『学術要覧』には主要研究業績や 近の発表論文の題目および著書目録などが掲

載されている。 

 

［長所］ 

教員の教育研究活動や研究結果が学内のいくつかの媒体で公表されることは、本学部内の教員および学

部全体の研究活動状況の活性の如何をある程度知る上で有効といえる。 

 

［問題点］ 

教員の研究活動を学内の各種媒体を通じて公表されるだけでは、教員の教育研究活動の評価方法として

はその有効性は低いと思われるので、本学部としても独自の公表の方法を採用することが望まれる。 

 

［改善の方法］ 

教育研究活動の公表の方法に関しては、本学部ホームページ上で専任教員各人の教育研究活動を紹介す

る方法を検討する必要がある。 

 

 

 

（６）現代中国学部 
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

「中国を深く理解し日中間の橋わたしとして活躍しうる人材を養成する」本学部の理念の実現のために、

総合的に現代中国の研究教育を行うための教育職員組織を構築する。 

 

［実態］ 
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５ 教員組織 

この目的を実現するために、以下のような諸点を念頭において人事管理を進めており、また学部運営が

図られている。 

① 中国語教育を重視し、現地プログラムを必修とすることから、相当数を中国語を担当しうる教育職員

とする。 

② 中国を多角的に研究するために、政治、経済、歴史、法律、民族など、社会科学、人文科学、自然科

学の垣根にとらわれない多様な研究分野の教育職員を揃える。 

③ 必ずしも直接中国には関わらないが、幅広い視点から中国を含めて分析する研究分野、すなわち国際

経済学や国際関係論などの教育職員を揃える。 

④ 情報処理、英語、健康教育など、中国を研究するための基本ツールであると同時に、それぞれの分野

における中国の動向が注目されている研究分野の教育職員を揃える。 

⑤ 中国において高い評価を得ている研究者の招聘を含め、相当数を中国人教育職員とする。 

⑥ 現代中国の現場を研究教育対象とすることから、相当数の教育職員をフィールドワークの経験を持つ

研究者または実務経験者とする。 

⑦ 教育職員間にその専門の違いによる処遇の格差が生じないようにし、中国現地プログラムの引率など

もすべての教育職員が担当するものとする。 

 

［長所］ 

前記の目標に沿って教育職員選考人事を行ったことから、1997 年の学部発足にあたってはほぼ理想的な

教育職員組織を形成することができた。個々の教育職員のモラルも高く、教育および研究の両面において

教育職員組織全体としても有機的に取り組んできている。 

またこの結果、学際的で多様な人材が構成する学部となった。このため、一般の学部においては意識的

に追求しなければならない教育職員組織の学際的な多様性が自ずと達成されることになり、学部を活性化

する上で役立っている。 

なお、多様な教育職員構成は逆に学部としてのまとまった活動を困難にする危惧もあり得るが、各教育

職員の積極的な協力の下で良好な学部運営が行われており、研究活動も活発である。これは、基本的に全

教育職員が一般共通科目から専門演習までを担当し、全教育職員が中国現地プログラムの引率等を担当す

ることなどにより、教育職員の学部教育に対する共通理解を深めると同時に、教育職員間の相互理解と一

体感を強めていることによると考えられる。 

この考え方は 2002 年度から実施したカリキュラムにおいてさらに進められ、それまではいわゆる専門教

育科目担当教育職員のみが担当を認められていた専門演習を、全教育職員が担当しうるようにした。これ

により、いわゆる一般教養的教育等担当教育職員と専門教育科目担当教育職員との区別はまったくなくな

った。なお中国を直接に専門とはしない教育職員も、専門演習の運営および卒業研究の指導において中国

との関連をとることを自発的に心がけている。この結果、教育職員の専門が多様であるにもかかわらず、

カリキュラム上も、人事上も、また学務遂行の上でもさらには処遇に関しても格差をつけない学部運営が

可能になった。 

本学部は、中国語を母語とする学生を除く全学生が必修となっている中国現地プログラムを始め、中国

現地研究実習、中国現地インターシップなどの教育プログラムを持つことから、学生が頻繁かつ大量に国

際的な移動を行う。このため、予測不可能なさまざまな事故なども避け得ない。それ故に教員組織が高い

モラルを維持することが不可欠であり、これらの長所は今後も維持されるはずである。 

 

［問題点］ 

本学では 2002 年に人員削減方針が発表され、人文科学系分野においては教育職員一人当たり学生数を

40 人、社会科学系分野においては同じく 45 人を基準として各学部の教育職員数が見直された結果、本学

部は 21 名を基準数とすることとなり、退職者を補充しないことでこれを達成することとした。本学部は、

創設当初は、大学設置基準上必要な教員数 17 名を大幅に超える 33 名で発足したが、このような恵まれた

状況で発足したが故に、この削減の影響が大きく、教育職員の専門分野および年齢構成両面の歪みおよび
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２．各学部の教員組織 

個々の教員の負担増加が、現時点で本学部が抱える 大の問題点である。具体的には以下のとおりである。 

① ウエイトが大きい中国語担当教員数の減少。発足時から 2 名が定年退職、2 名が他大学へ移籍、中国

人の特任教授 1名が契約期間の終了により帰国したが、補充は 1名に留まる。 

② 社会的に需要が高く、学生間でも希望の多い経済分野教育職員の減少。1 名が定年退職、1 名が移籍、

さらに 2010 年までに 2名が定年を迎えるが、現時点での補充は 1名に留まる。 

③ 教員組織全体の高齢化。全学で唯一、教授会構成員に 20～30 歳代がいない。 

④ もともと教育職員の負担が重い教育プログラムを組んでいるために、教育職員削減が個々の教育職員

のさらなる負担増加に直結する。 

⑤ 本学においては、全学的な学務が学部の規模に関係なく均等に分担されていることから、学部規模が

他学部に比べて小さい本学部には学務負担が相対的に重い。この傾向はさらに強まっていく。 

 

［改善の方法］ 

上記問題点の①に関しては、次のとおり改善する。 

ａ．2002 年度より中国の提携大学から、発音指導のために毎年 T．T．（2006 年度から外国語嘱託講師Ⅱ）

2名を招聘した。 

ｂ．中日大辞典編集のために、人員削減方針にもかかわらず中国人教員が 1名採用され、これが大学枠

として、本学部の基準教育職員の枠外で本学部の所属とされた。 

ｃ．2005 年度をもって転出した日本人中国語教育職員の後任を特に補充することを要請し、人員削減の

原則にもかかわらずこれが認められた。この後任としては中国語を母語とする専任教育職員の採用を

予定している。 

上記問題点の②に関しては、国際中国学研究センター（以下、「ICCS」という。）に関連して新たに認め

られた 2名の教育職員枠が、大学枠として本学部の基準教育職員の枠外で本学部の所属とされたことから、

1 名を経済分野から採用することで対応した。他の 1 名については、2004 年度をもって日中関係論担当の

教育職員が退職したことから、この分野に関する中国人教育職員が客員教員として採用され、当学部の科

目を一部担当している。 

上記問題点の③に関しては即効的な対応策がない。減員計画が達成された後に対応せざるを得ない。 

上記問題点の④に関しては、従来は 4名が 1ヶ月ごとに担当していた中国現地プログラムの引率を、2006

年度には 1 名が 4 ヶ月を通して担当とすることを試みた。1 ヶ月で交替する場合は、すべての教育職員が

日本における講義や学務を中断して中国に赴くことになり、補講や事務の引き継ぎなどで負担がより増大

していたため、この効率化を図ったものである。これは初めての試みであり、これに対する評価を簡単に

下すことできないが、このような措置を含め、中国現地プログラムの運営方法を根本的に見直すことも検

討している。 

上記問題点の⑤に関しては抜本的な解決策はないが、教員間の学務分担のいっそうの公平化と効率化を

進めることで対応したい。 

 

 

 

ｂ 教育研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

本学の研究支援方針および規定に則り、学部としても研究支援課の支援を受ける。また、同様に全学の

方針および規定に則り、学生や大学院生を授業補助要員として活用する。 

 

［実態］ 

本学部の特色ある運用として、中国人教育職員が中国語によって行う講義の補助、方策として、日本人

学生が十分に意味を理解し得ない場合やノートをとる上での補助のために、中国人大学院生を活用する等
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５ 教員組織 

の対応をしている。 

 

［長所］ 

制度上は学部とは直接の関係がないが、本学部は全教授会構成員が現代中国学会の会員となっているこ

とから、『中国 21』の編集や研究会の開催などに関わる学会事務職員の業務が、教育研究支援にも繋がっ

ている。学部運営と学会運営が組織として近接していることが教育研究支援において長所となっている。 

 

［問題点］ 

全学の方針および規定に則るものであるため、学部として特記すべき問題点はない。 

 

［改善の方法］ 

特記すべき事項はない。 

 

 

 

ｃ 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部の教育職員募集の理念は「教員組織」において述べたとおりであり、その手続は大学の統一基準

に基づいて公平かつ厳正に実施される。また、人員削減が進められている状況を踏まえ、退職者の単純な

後任補充という形をとらず、学部全体の将来的なあり方への検討を踏まえて、 も必要な分野の募集を行

うこととする。 

昇格については、一般に研究業績の審査が中心となることが多いが、教育および学務への貢献も同様に

重視されるべきであるとの理念から、研究、教育、学務の 3 つの分野における貢献を等しく重視する。こ

れは、教育プログラムおよび学務に関する教育職員の役割が大きい本学部では特に重要である。その運用

は、大学の統一基準に基づいて公平かつ厳正に実施する。 

 

［実態］ 

学部発足以来、4 名の募集・採用がなされたが、いずれも大学の基準に基づいて公募で行われた。その

後は人員削減が進行していることから募集・採用は行われていない。ただし、この間に本学部所属の大学

枠教員として 4 名の募集・採用が行われ、選考委員が選考に関わった。なお、この教育職員の昇格につい

ても、研究、教育、学務の 3 つの分野における貢献を等しく重視し、大学の統一基準に基づいて公平かつ

厳正に審査されている。 

 

［長所］ 

人事を巡っては、一般に退職者が自らの担当した科目の維持に固執したり、後任人事にも影響力を持と

うとするなどの事態が発生しがちだが、前述のような理念が教授会構成員に支持されている結果、そのよ

うなことが生まれにくい状況が作られている。この点で、人員削減が進められたことにより生まれた危機

感が、逆にこの理念を実体化し、確立する上で有用だったとも言えよう。また昇格においても、研究、教

育、学務の 3 つの分野における貢献を等しく重視することに対する教授会構成員の理解も確立した。これ

らの結果、手続の公正さおよび透明性もより高まっている。 

 

［問題点］ 

教育職員の募集・任命・昇格に関する本学部の理念が制度的に保証されてはいない。またそもそも学際

的な学部であるだけに、研究面における教育職員の適格性の審査が学部内だけでは行い得ない場合もある。 
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２．各学部の教員組織 

［改善の方法］ 

前記の問題点に鑑み、以下のような施策の実施を検討する。 

① 採用および昇格に関する理念をより明確化する。 

② 審査において、特に学部内に適切な人材がいない場合は、積極的に他学部、時には他大学等の協力

も仰ぎ、さらなる人事の透明性を図る。 

 
 
 

ｄ 教育研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

教育研究活動の評価は先ず、教育職員の採用に当たっての審査時に、客観的且つ厳密に行う。その後も

活動の公表に努め、教育活動に関しても相互評価に努める。 

また、研究上の活動と教育上の活動が等しい重さで評価されることとし、各教育職員がその一方のみに

力を傾注することは是としない。 

 

［実態］ 

教育職員採用にあたっては、全学の基準に則り、客観的かつ厳密に教育研究活動の評価を行っている。 

その後の研究活動状況の公表については、大学として毎年行う『愛知大学通信』および隔年で発効され

る『学術要覧』への掲載などに加え、広く一般に販売している『中国 21』の各号においても行い、積極的

にこれに努めている。また、本学部または現代中国学会主催のシンポジウムなどにおいて教授会構成員が

座長やパネリストなどを務めることにより、相互評価の機会としている。 

教育活動については、1999 年 2 月に 2日間にわたって学部の教育活動を見直すためのワークショップを

開催し、全教育職員の参加を得て、それぞれの科目に関する報告および討論が行われた。また 2004 年 6

月にも同様のワークショップを開催し、これらの成果が 2002 年および 2006 年に実施されたカリキュラム

の策定に生かされた。また、授業評価を全教育職員が実施し、公表することに合意している。 

 

［長所］ 

教育活動に関しては、モラルが高い教育職員組織を形成することができていることから、カリキュラム

改編に向けたワークショップに象徴されるような積極的な相互評価が可能になっている。 

研究活動については、全教授会構成員が会員となっている現代中国学会が活発に活動していることが、

相互評価および研究活動の公表に資している。 

 

［問題点］ 

研究活動および教育活動の両面において、学部としての全体的な取り組みおよび対外的な公表は進んで

いるが、それを個々の教育職員にフィードバックする上で、なお改善の余地がある。 

研究活動の相互評価については、教育職員の教育研究上の専門分野が広いことから、実施に困難な面も

あり、一部に不十分な面がある。 

 

［改善の方法］ 

教育活動に関しては、全教育職員が公表することとなっている授業評価を積極的に活用すると同時に、

これまでカリキュラム改訂時に開催された教育上の活動に関するワークショップを定期化し、個々の教育

職員のみならず学部の教育活動全般の見直しの場とし、積極的にフィードバックに努めたい。 

研究活動に関しては、学部の学際的性格上、現状以上に学部内の相互評価の体制を確立することは難し

い。このため対外的公表を強化することで対応したい。 
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５ 教員組織 

３．愛知大学大学院の教員組織（総論） 
 

［理念・目的・目標］ 

本学には法学・経済学・経営学・中国・文学・国際コミュニケーションの 6 研究科があり、そのうち、

国際コミュニケーション研究科は修士課程のみ、法学研究科は法科大学院の開設により 2004 年度から修士

課程を廃止し、博士後期課程のみとなった。それ以外の各研究科はいずれも修士課程と博士後期課程が設

置されている。 

各研究科とも本学の建学の精神に基づき、従来の研究者養成中心の大学院から、研究者養成とともに高

度専門的職業人や社会人の再教育など多様な目的の人材育成を目指している。各研究科の教員はいずれも

関連学部に所属しており、そのすべてが大学院を兼担する形になっている。そのさい、法学・経済学・経

営学の各研究科は法学部・経済学部・経営学部など学部を基礎とする形で設置されており、それら各学部

所属の教員が各大学院担当の教員となっているのに対し、中国、文学、国際コミュニケーションの各研究

科は現代中国学部、文学部、国際コミュニケーション学部をベースとしながらも、他学部所属の関連教員

も構成員となって各研究科の複合領域の目的にあわせた教員配置となっており、複数の学部にまたがる大

学院として設置されている。 

 

［実態］ 

表 5-5 は各研究科毎の本学専任教員数と本学以外の教員数および演習担当者を一覧したものである。 

各研究科および各専攻とも教員数は学生定員に対して十分満たしている。また、経済学研究科は修士課

程において 5 コースを設定し、文学研究科の欧米文化専攻は 3 分野を設定し、また、経営学研究科の修士

課程における社会人用のリフレッシュコースは 7 分野に整理したカリキュラムを構成し、外部教員も加え

た人数配分により適正に配置が行われている。 

大学院担当教員は、1970 年代までに設置された経済学や経営学研究科では、学部教員がそのまま大学院

教員に兼担する教員配置を行っているが、1990 年代以降設置された中国・文学・国際コミュニケーション

の各研究科は、複数の学部にまたがる大学院の性格もあり、また、開設時の文部省の教員審査の経験もあ

り、大学院担当者については、業績や教育歴などの基準により審査を行い、また、修士課程、博士後期課

程においても資格審査を行っている。 

現状では、大学院入学者が漸減した中で、入学者が多い中国研究科や経営学研究科、国際コミュニケー

ション研究科は設置されている科目の多くが開講されているが、入学者があまり多くない経済学研究科や

文学研究科では未開講の科目がかなりみられ、教員による大学院指導の軽重がみられる。 

 

表 5-5 研究科・専攻別課程別学内・学外担当教員数と演習担当者数  

                                     2006 年 4 月現在 

修士課程 博士後期課程 
研究科名 

学内教員 学外教員 うち演習担当 学内教員 学外教員 うち演習担当

法   学 ― ― ― 10 0 10 

経 済 学 29 10 26 15 2 15 

経営学 19 1 9 3 0 3 
経営学 

リフレッシュコース 15 4 4 ― ― ― 

中  国 27 8 14 23 7 10 

日本文化 12 7 9 6 1 5 

地域社会システム 10 4 6 5 0 2 文 学 

欧米文化 18 0 9 3 0 2 

国際コミュニケーション 24 6 12 ― ― ― 

合計 154 40 89 65 10 47 
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３．愛知大学大学院の教員組織（総論） 

［長所］ 

大学院は学部付属的存在であるが、カリキュラムについては各研究科の中で再編されたり、文部省への

設置申請時のカリキュラムをベースに発展させたりしつつ、時代や社会の変化に弾力的に対応してきた。

そこに本学の大学院が提供できる知的資源の豊かさを見出される。 

カリキュラムによる科目の設置も多様化し、前述したように研究科内にコースを設定したり、分野を設

定する工夫もなされ、各研究科とも幅広く豊かなカリキュラム構成になっており、それに対応した教員配

置となっている。その中では、各研究科に外国人を客員教授として招く制度があり、研究科によっては短

期集中講義に外国人研究者を招いたりしている。また、多くの研究科において、特殊講義科目において研

究レベルの高い研究者を学外から講師として招き、研究科や専攻のカリキュラム内容の充実も図っている。

特に「21 世紀 COE プログラム」と関連した中国研究科博士後期課程では、毎年外国人 3名の客員教授を招

き、また、平常の授業において中国の南開大学と人民大学との間を RMCS 方式でつなぐことにより双方向型

の授業も行い、授業の質を高める工夫もしている。 

 

［問題点］ 

前述［長所］で述べたカリキュラムの豊かさは、それなりに本学大学院が提供できる知的資源の豊かさ

を示すが、中国や経営の研究科を除けば、その他の研究科ではそれらの知的資源が入学し受講する学生が

少ないことにより開講されず、活用されていないという問題がある。それによって教員側は大学院教育の

中で学生とともに研究する過程で得られる緊張感や研究促進の機会を失うことにもなる。これは大学院志

願者や入学者が一部の研究科を除き漸減しているという本大学院の基本的問題点から発生する問題点であ

る。 

次に、各研究科や専攻の中にはコースや分野を設定し、カリキュラムの仕様を工夫しはじめたところも

みられるようになった。しかし、全体としてみると、入学者が研究者養成や高度専門的職業人、そして社

会人の再教育という目的が分かれ始めた状況下において、カリキュラム編成や指導が工夫される時期にき

ている。 

さらに、それに関連して各研究科の目的に応じて科目の精選によるカリキュラムのわかりやすさや再編

成も必要である。とりわけ、学部レベルの上に同様の科目をすべて設定することについては、教員先行の

科目配置になりかねない面もある。 

また、教員側の問題として、複数の学部を基礎とする研究科では、校舎間を移動する教員もみられる。 

 

［改善の方法］ 

前項の問題点について改善の方法が考えられるが、その 大の基本的方法は本学大学院への入学志願者

と入学者の増加を図ることである。それにより本学の多くの豊かな知的資格を活用させ、次の世代への継

承発展させることが可能になる。この基本的方法は「１．大学・学部等の理念・目的、３．愛知大学大学

院の理念・目的」で述べたのでこれ以上の言及は省く。 

次に、その点にも関連するが、経営学研究科ではすでに先行しているが、志願者増のためにも志願者が

目的とする大学院での研究者養成・高度専門的職業人、社会人再教育などの方向にも対応したカリキュラ

ム構成を打ち出す工夫がされてよい。それによって研究科を修了した学生の人材像が明らかになり、関心

がもたれるはずである。それゆえ、そのような観点から各研究科や専攻の理念・目的・目標を表現しなお

す工夫がいる。 

また、本学大学院が学部付属的存在であるため、大学院の授業担当もそのような雰囲気が漂っているこ

とも否定できない。学部との担当科目数の配分や、大学院教育により人材養成への意気込みをつくる環境

づくりも工夫されてよい。 

その際、校舎間を移動する教員の問題を改善するために、校舎間のサテライト方式を可能にする施設整

備や、その方式にともなう授業改善法なども工夫がいる。 

その点では、大学院教育体制をサポートする事務局体制の充実、施設整備の充実がもっと図られる必要

がある。 
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５ 教員組織 

４．各研究科の教員組織 
 

（１）法学研究科  
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

本課程の目的を達成するために、教員組織を充実させる。 

 

［実態］ 

研究科専任教員を置かず、私法学専攻科および公法学専攻科双方で 10 名の法学部教員で構成されている。 

 

［長所］ 

規模に見合った適正な人員配置がなされている。 

 

［問題点］ 

修士課程募集停止から廃止へという措置を取らざるを得なくなった際と同じ事情から、法科大学院にか

なり戦力を奪われたこと、定年退職の予定される教員があり、後任補充の際に工夫を必要とすること、教

員が担当する科目の配置にやや偏りがみられることが問題点であろう。 

 

［改善の方法］ 

科目担当の有資格者を、学内（法学部、法科大学院など）から、継続的に、教員組織に加え、スタッフ

を充実させてゆく必要がある。この件については、すでに研究科委員会で話題に上っている。 

 

 

 

ｂ 研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

学生の研究活動を組織的に、かつ恒常的に支援するために職員を配置する。 

 

［実態］ 

研究科の専任教員が存在しないことから、本研究科独自の研究支援職員は置かれていないが、名古屋校

舎の 3 学部に所属する全教員の研究支援組織として研究支援課が置かれ、2 名の専任職員が配置されてい

る。法学会室には資料管理、紀要発行などに当たる派遣職員が配置されている。 

 

［長所］ 

専任職員が適所に配置されていることから、研究費の運営管理がスムーズに行われうる。紀要発行に際

しても、印刷所と教員の間での関係を適切に行う体制ができている。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特に問題点は感じられないため、該当しない。 

 

 

 

ｃ 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 
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４．各研究科の教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

本課程の教育を有効に行うために、カリキュラムに応じた十分な指導能力を有する教員を配置する。 

 

［実態］ 

本課程は、学部の上に立った存在であり、研究科独自に教員を募集し、採用することはない。学部での

教員採用に当たって、本課程での教育担当能力の有無が決定的要素となることもない。したがって、本課

程の担当者は基本的に学部教員で構成されている。まれなケースとして、非常勤教員を委嘱することもあ

った。 

本課程の担当教員については、規定にのっとり、研究科委員会において履歴書および業績書に基づいて

審査が行われ、審議の上で、担当が承認される。 

 

［長所］ 

規模に見合った形で、十分に資格と能力とを有する教員が適正に配置されている。 

 

［問題点］ 

定年退職の予定される教員がおり、また、科目配置にやや偏りがみられることへの、中長期的な対応に

迫られている。 

 

［改善の方法］ 

科目担当の有資格者を、学内（法学部、法科大学院など）から、継続的に、教員組織に加え、スタッフ

を充実させてゆく必要があろう。この件については、すでに研究科委員会で話題に上っている。 

 

 

 

ｄ 教育・研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

研究科を構成する教員の質を維持する上で、教員の教育研究活動の評価を行う。 

 

［実態］ 

本研究科独自では行われていないが、年 1回、各教員の研究活動の成果（著書、論文、講演など）を『愛

知大学通信』に掲載することとなっている。学部で行われている授業評価も研究科については行われてき

ていない。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

研究科独自のものとしては、特記すべき事項はない。 

 

 

 

ｅ 大学院と他の教育研究組織・機関等との関係 

 

［理念・目的・目標］ 

 法学部、法科大学院と教育研究上の理想的な関係を保つ。 

 

［実態］ 

373 



５ 教員組織 

「c 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続」で述べたように、法学部と密接な関係を持っている。 

 

［長所］［問題点］ 

特記すべき事項はない。 

 

［改善の方法］ 

法科大学院との連携とそのための調整が、現段階の膠着状態を打開する 1 つの道筋となろう。博士後期

課程の充実の観点からも、法科大学院との連携は必要であり、かつ有効であろう。 

 

 

 

（２）経済学研究科 
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

研究者養成とともに公認会計士・税理士などの高度専門的職業人や社会人の再教育などの多様な目的の

人材育成を目指す。この教育目的を達成するために必要な教員の配置については、5 つのコースごとに適

材の専任教員を配置し、不足する場合にのみ非常勤教員をもってあてる。 

 

［実態］ 

経済学研究科の教員組織は、経済学部の教員組織の上に乗る形で、経済学部所属のスタッフのうちの資

格のあるものを研究科の教員とし、授業科目および演習を担当している。 

すなわち、数名の非常勤教員と他学部所属教員を除けば、いずれも経済学部所属のスタッフが兼担して

いる。大学院兼担者は、上記の理念・目的を遂行する専門的知識を有する学部教員から選定している。そ

の資格審査方法は 2002 年度より簡略化し、研究科構成員全員を対象に、その有資格者としている。 

2006 年 4 月時点で経済学部の 27 名の教員が大学院兼担予定者であったが、大学院生の数が少なく、2006

年度に実際に授業・演習を担当した教員は 14 名であった。それに非常勤・他学部教員 5名が担当しており、

合計 19 名で担当している（「大学基礎データ表 19」参照）。 

非常勤・他学部教員の委嘱は、大学院生の開講希望や専任教員のいない場合に行っている。 

 

［長所］ 

基礎学部の経済学部教員から、大学院担当教員審査を経て研究科担当教員に絶えず補充しているので、

大学院生の人数に比して教員数・授業科目数ともに多様で充実している。 

担当教員のほとんどが経済学部所属であるため、学部教育との一貫教育ができている。 

 

［問題点］ 

在籍大学院生の数が少ない。2006 年度の収容定員は修士課程 50 名・博士後期課程 15 名であるが、在籍

大学院生は修士課程 7名・博士後期課程 0名である（「大学基礎データ表 18」参照）。 

入学者が少ないことで、多くの授業科目を設定しながら、不開講科目が多い。 

特に研究者指向の入学者が少なく、上記の 2つの目的のうち研究者養成はほとんどできていない。 

 

［改善の方法］ 

入学希望者が集まるように、魅力ある経済学研究科を模索すべきである。 

留学生・社会人の受け入れ（2006 年度の修士課程在籍者は留学生 2名・社会人 2名）に積極的であるべ

きであろう。 
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４．各研究科の教員組織 

 

 

 

ｂ 研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

研究者の研究支援を主な目的として、2005 年に従来の研究事務課を改組して研究支援課を設置した。教

員・研究者の個人研究費の管理、研究業績の掌握の他、特に教員の科学研究費・総合研究に関して協力す

る。 

 

［実態］ 

TA 制度は、学部および大学院教育のために 2001 年度に導入し、愛知大学ティーチング・アシスタント

規程（2005 年 4 月 1 日 終改正）および愛知大学ティーチング・アシスタント制度運用内規（2005 年 4

月 1 日）に基づき運用されるべきである。リサーチ・アシスタント（以下、「RA」という。）制度は、教員

による研究プロジェクトなどに必要な補助業務を遂行するために 2005 年度に導入したので、今後の活用が

期待される。 

しかし、研究支援課は専任職員 3 名・派遣職員 1 名で構成され、上記の目的に沿って業務を遂行してい

る。大学院在籍者数が少ないこともあり、TA 制度を利用する授業科目は毎年少なく、2006 年度は 1科目だ

けである。RA 制度は、愛知大学三遠南信地域連携センター内の研究プロジェクトで利用し、本研究科博士

後期課程在籍者をあてている。 

 

［長所］ 

研究支援課・上記両アシスタント制度とも、その構成員がキメの細かい情報収集に活動している。 

両アシスタント制度によるアシスタントは、ともに当該大学院生にとって学問・研究に資することが多く、

言い換えれば大学院生へ教育実習・研究の場を提供している。 

 

［問題点］ 

研究支援課を積極的に利用する機会の少ない教員がいる。 

TA 制度による当該大学院生が研究者指向でないために、上記の長所を生かしきれていない。TA ではなく、

授業補助員でもよいかも知れない。 

 

［改善の方法］ 

より多くの教員が研究支援課を利用することが重要である。同時に、研究支援課と RA および TA がそれ

ぞれ協力関係をもつことも必要であり、これらのための体制を整える。 

 

 

 

ｃ 教員の募集･任免･昇格に関する基準･手続 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学研究科は経済学部の上に乗る形で設置されており、学部教員の採用に当たってはそのことが考慮

されることもあってよい。学部教員からの大学院担当者は「大学院担当教員資格審査内規」（ 終改正 2002

年 4 月）に基づき決定すること、また、資格・昇格に当たっては、大学院兼担者全員で構成する経済学研

究科委員会で審議し、1981 年 4 月 1 日に文書化した「資格審査に関する諒解事項」、および「資格審査に

関する申合せ」に基づき、構成員全員で審議して決定する。 
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５ 教員組織 

［実態］ 

学部の上に乗る形であるので純然たる大学院専任教員はおらず、学部との兼担である。したがって研究

科委員会は専任教員採用の権限を有しておらず、大学院担当教員の資格審査と非常勤教員の選定の権限を

もっているに過ぎない。 

大学院担当教員の資格については、上記［理念・目的・目標］に示した内規と申合せに基づき決定して

いる。 

2006 年度の経済学研究科委員会の構成員は、教授 18 名・助教授 9名の計 27 名である。このうち開講科

目担当者は教授 11 名・助教授 3名の計 14 名、それに非常勤教員・他学部所属教員の計 5名である。 

経済学部教員が一度大学院を兼担することが決定されると、原則的に退職時まで兼担を継続することに

なる。 

 

［長所］ 

担当者決定と昇格に当たっては、経済学研究科委員会の全構成員で審議し決定しているので公平性が保

たれている。 

 

［問題点］ 

資格審査に当たっては、2002 年度より審査委員会を構成する方式を止め、経済学研究科委員会の全構成

員に業績一覧と履歴書が回覧され、その上で全員により審査している。この方法は一見、厳格・公正のよ

うでもあるが、チェックが等閑になる可能性を内包している。 

学部での教育の負担が大きいので、大学院担当を忌避する傾向が少しみられる。 

 

［改善の方法］ 

資格審査の方法が簡略化し過ぎているように感じるので、審査に当たっての責任体制を構築することが

必要であろう。一定の教員が負担過重にならないよう、研究科委員会で調整する必要がある。 

 

 

 

ｄ 教育・研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

質量ともに教員個々の研究業績を上昇させ、また専門分野を超えた総合研究・共同研究の成果を公表す

ることは社会的責任である。同時に、たとえ大学院教員であっても、教育力の重要性は言うまでもない。 

 

［実態］ 

本学では、研究支援課で教員の研究業績を把握している。 

すでに 20 年程以前から『愛知大学通信』において単年度ごとの個人研究業績を学内外に公表している。

また 1994 年 2 月より隔年で『学術要覧』を発行し、教員の研究業績や研究所における活動、共同研究など

を公表している。 

それに対し、大学院での FD に関しては、話題になることが少ない。 

 

［長所］ 

隔年で『学術要覧』が発行され、経済学研究科全構成員をはじめ、本学全構成員の研究成果を表面的で

はあるが一覧できる。 

 

［問題点］ 

教育活動に関しては、話題になることが少ない。 
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４．各研究科の教員組織 

研究活動に関しては、一応隔年で『学術要覧』が発行されてその一端を知ることができるが、専門外の

人からはそれらの研究内容を詳しく知ることが容易でない。中小規模大学の欠陥として、専門分野を同じ

くする研究者がほとんどいないためにおきる現象といえるであろう。 

 

［改善の方法］ 

FD を含め、教育活動に関しては、早急に議論の場を設定することが重要である。 

教育・研究活動ともに外部評価の導入を検討すべきである。 

 

 

 

ｅ 大学院と他の教育研究組織･機関等との関係 

 

［理念・目標・目的］ 

大学院教員は、それぞれ学内外の教育研究組織等と有機的に関係し、研究・教育成果の質量を高める。 

 

［実態］ 

学内外の教育研究組織等との関係は教員個々の判断に委ねられ、それを強制・拘束する制度はない。た

だし少なくとも学内の研究所等へは、本学の大学院教員が 8 割ほど参加し、プロジェクト研究で成果を上

げている。 

 

［長所］ 

研究所に所属することで、組織的に広い視野での研究ができる。 

 

［問題点］ 

教育との関係では時間に制約があり、また、学内に自らの専門分野と関連する研究組織のない人もいる。 

 

［改善の方法］ 

上記の問題を有する教員は、学外で積極的に関連する教育研究組織と関係をもたせ、大学としても、そ

れを支援する。 

 

 

 

（３）経営学研究科 
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

日本の経済・経営環境の変化、グローバル化の進展、情報化など諸局面の変化に対応し、国際的に活躍

しうる人材を輩出するとともに世界水準の教育研究の実施を目指すべく教員組織を充実させる。 

 

［実態］ 

本研究科では研究科の専任教員をおいておらず、全教員が経営学部との兼担教員である。具体的には経

営学部の専門教育担当教員のうち助教授以上が本研究科の教育に従事している。人数は教授 12 名、助教授

6名の計 18名である。現在、修士課程 33 名（一般、社会人合計）、博士後期課程 5名（一般、社会人合計）

の計 38 名であり、単純計算すると院生 2名強あたりに教員が 1名いることになり、十分な教員数であると

いえる。 
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５ 教員組織 

 

［長所］ 

あくまで単純計算であるが、院生 2 名強あたり 1 名の教員が配置されているため個々の院生に対しきめ

の細かい指導が可能である。すべての開講科目において履修者数が数人程度の少人数科目となっている。 

 

［問題点］ 

会計大学院設置の関係上、会計学関連の教員がかなり会計大学院に移籍してしまっており、本研究科に

おける会計関連科目の教育ができない状況になっている。専門家を育成するための会計大学院と、研究者

の育成もその目的とする本研究科では設置目的が異なるため、本研究科においても十分な会計関連の教育

を行うことが望ましいが、現状ではなされていない。そのため、会計大学院において、会計士など職業専

門家ではなく研究活動に興味を持った学生がいたとしても、本学の体制ではそのような学生に対応できな

くなってしまっている。 

 

［改善の方法］ 

会計関連科目が手薄になっている問題に関しては、会計大学院の教員に兼担教員として担当してもらう

のか、新たな教員を配置するのか、会計関連科目は会計大学院に集約するのか、本研究科内で議論が行わ

れているが、結論を出すまでには至っていない。理想をいえば本研究科の会計関連科目を担当する教員を

新規に採用するのが望ましい。 

 

 

 

ｂ 研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科の教員および院生の研究活動を活発にするとともに円滑化するため、研究支援のための専任職

員を配置する。また講義の円滑化、作業の効率化を図るため、大学院生、研究生から TA を一定数雇用する。 

 

［実態］ 

昼間課程（名古屋校舎）においては、研究支援担当の事務組織である研究支援課に 2 名の専任職員が配

置されており、名古屋校舎に所属する全教員の研究支援活動に従事している。また、経営学部と法学部共

同の学会室に派遣職員 1 名、大学の附属研究所である経営総合科学研究所に 1 名専任職員が配置され、学

部、研究科の教員および大学院生に対する各種事務処理、資料管理、紀要発行などにあたっている。TA と

して採用される者の資格としては、院生または研究生としている。本研究科では、2006 年度実人数として

4名の院生を雇用し、学部、研究科の講義の補助業務を担っている。 

 

［長所］ 

専任の事務職員を適所に配置してあるため、研究費の運営管理がスムースにできる。また、外部研究資

金も一括管理されるため教員各自の負担が少なくなる。TA 制度についてもきちんとした制度的枠組みが存

在するため、教員側は TA を活用することで資料の準備、配布や提出物の回収など様々な面で手間を省き、

講義を効率化することが可能になっている。また院生にとっても、ある程度の現金収入となるため、特に

外国人留学生の生活資金の助けとなり、学業・研究に集中できる環境が整いやすくなっている。 

 

［問題点］ 

現状では本研究科の構成員は外部研究費（科研費含む）を積極的に利用していないため、現在の事務職

員数で十分である。現状の事務局体制で特に問題はないと考える。 
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４．各研究科の教員組織 

［改善の方法］ 

現状の体制で十分であると考える。むしろ問題は教員・大学院生の側が研究支援体制を十分に生かした

学外にアピールしうる研究活動を行えているかだろう。 

 

 

 

ｃ 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科の設置理念に適合するような優秀な教員を採用するため、客観性・公正性のある採用を行う。

また、昇格に関しても、客観性・公正性を確保し、研究の質・量を的確に評価する人事を行う。 

 

［実態］ 

新規採用、任免、昇格については、研究科に所属する専任教員をおいていないため、研究科として行う

ことはなく、学部での採用、昇格などに準じる。経営学部の新規採用については学部内の採用委員会に於

いて原則的に完全公募により採用を行っている。昇格についても、学部構成教員に加え必要とあらば他学

部の専門研究領域を同じくする教員を審査員に招き、純粋に研究成果の本数と教育活動の内容のみを審査

し、昇格の是非を決定している。 

 

［長所］ 

採用については完全公募制、昇格についても研究成果の本数で評価を行うため、客観性、公正性は完全

に確保されている。 

 

［問題点］ 

昇格の審査委員については、原則的に学外の研究者が委員として参加することはない。そのため、審査

対象者と必ずしも専門研究領域を同じくしない教員が委員として加わらざるを得ないケースがあり、研究

成果の量の評価はできても質の評価という点では不十分なケースもある。 

 

［改善の方法］ 

昇格審査については、ひとつの方法としては学外（他大学）の専門領域を同じくする研究者を審査委員

として招くことを可能とするよう制度を改革する方法があるだろう。これにより客観性・公正性を追求す

ることができるし、研究成果の質の評価もある程度可能となるだろう。あるいは、もし学外者の参加を許

容することが困難ならば、諸外国の大学では一般的になりつつある、研究成果の点数評価（点数制）を導

入すべきであろう。 

  

 

 

ｄ 教育研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

研究科構成教員の教育研究活動の質を維持することを目的とし、できる限り各教員の教育研究活動の内

容を公開する。 

 

［実態］ 

教員の研究活動評価は経営学部で行っており、大学院として独自では行っておらず、学部に準じる。た

だし、修士・博士の学位審査を行う教員については、研究科において資格審査を行う。この際の審査は、
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５ 教員組織 

著書・論文などの業績の数により極めて客観的に行われている。年 1回各教員の研究成果はリスト化し『愛

知大学通信』として掲載・公表している。 

研究科独自の授業評価などは行っていない。 

 

［長所］ 

研究活動については、年 1 回その内容を公表することによりモニタリングは行われるため、各教員の研

究促進のインセンティブにはある程度なっているだろう。 

 

［問題点］ 

研究科独自での教育・研究活動の評価は行っていないため、長所・問題点とも経営学部の当該項目を参

照してほしい。修士・博士の学位審査教員の審査については、明確なルールを定め客観的な審査を行って

おり、問題はない。 

 

［改善の方法］ 

大学院の講義は基本的に少人数講義が多く、学部の講義で行われているような授業評価の有効性には疑

問がある。研究成果については、現状では学部におけるモニタリングに準じている。本学の場合、研究科

の教員は学部との兼担の方式をとっているため、研究科独自に学部と別の審査基準を設けて審査・評価を

行うことはどうかと考える。ただし、学部における研究成果の評価については改善の余地があり、たとえ

ば優良な研究成果（海外有名ジャーナルに掲載された場合など）には報奨金などを出し、あまり研究成果

があがっていない場合は勧告などを行うような制度を作ればより良い研究を行うインセンティブは高まる。 

 

 

 

ｅ 大学院と他の教育研究組織･機関等との関係 

 

［理念・目的・目標］ 

研究活動の充実のため、学内他学部・研究科および附属研究所などとの連携を密にし、人的交流をしな

がら研究活動を行っていくことを目指す。 

 

［実態］ 

本研究科は研究科所属の専任教員はおらず、すべての教員が経営学部との兼担教員である。その意味で

は、経営学部との人的交流は密にはかられていると言って良いだろう。また、本研究科構成教員の大部分

は大学附属研究所である経営総合科学研究所の所員であり、一部の教員は他の附属研究所（国際問題研究

所他）の所員にもなっている。その意味では研究所との人的交流は密であるといえる。また、院生につい

ても、博士後期課程の一部については経営総合科学研究所の補助研究員として研究活動を行っており、院

生レベルでも研究所との密接な交流が行われている。 

 

［長所］ 

既述のとおり、経営学部および各種附属研究所との人的交流は密である。特に経営総合科学研究所との

人的交流、研究活動の交流は極めて密接であり、研究活動の活発化に一役買っている。 

 

［問題点］ 

学内の学部、研究所との交流に比し、学外の研究所、他大学などとの交流はそれほど活発とは言えない。

研究科構成教員が独自に外部の研究者と共同研究を行ったり訪問研究員として他大学に行ったりすること

はあるが、研究科として他大学・研究科と提携を行ったり共同研究を行うことはこれまでのところほとん

どない。 
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４．各研究科の教員組織 

 

［改善の方法］ 

今後は外部の研究組織との積極的な人的交流を促進する必要があるだろう。特に経営総合科学研究所の

研究プロジェクトベースで他大学の研究者との積極的な交流、共同研究を行うことを目指す。 

 

 

 

（４）中国研究科  
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科では、修士課程では、既存の学問分野を統合した学際的、総合的な中国学を身につけた「高度

専門的な職業人の養成」と「研究能力の育成」を目指し、博士後期課程では「研究者養成」を目指す。 

 

［実態］ 

本研究科の教員は、現代中国学部、経営学部、文学部、経済学部、国際コミュニケーション学部に所属

している教員によって構成されて兼担の形をとって、本研究科の教育・研究機能を担っている。 

修士課程、博士後期課程を通じて、愛知大学の 5 学部にまたがる教員が兼担の形で、教育・研究機能を

担っている。その数は教授 26 名、助教授 2 名である（「大学基礎データ表 19」参照）。それらの教員の中

から修士課程、博士後期課程の学位論文の指導教授となっている。その他に中国人民大学、南開大学の教

員が、博士後期課程のデュアルディグリープログラムの指導教授となっている。2004 年度からデュアルデ

ィグリープログラムの導入とともに、セメスターごとに 3 名、年間 6 名の国際中国学センター（ICCS）に

所属する中国、シンガポール、欧米からの訪問教授が教育を担っている。 

 

［長所］ 

愛知大学の 5 学部にまたがる教員と中国人民大学、南開大学のデュアルディグリー担当教員がいて、科

目の講義と論文指導を行い、さらに毎年 6 名の訪問教授が講義科目を担当し、それによって国際的カリキ

ュラムを担う教員集団が組織されている。 

在籍学生数は、「大学基礎データ表 18」に示されているように、修士課程では収容定員 30 名に対して、

23 名であり、博士後期課程では収容定員 45 名に対して 52 名であるが、十分それに対応する教員組織を構

成している。 

 

［問題点］ 

本学の教員集団と中国人民大学、南開大学および訪問教授の教員集団との意思疎通が、たとえばデュア

ルディグリープログラムの同じ学生を指導する指導教授同士のような個人的関係に任されている部分があ

る。 もその背景には、デュアルディグリープログラムが初めての創造的試みで、様々な試行錯誤をしな

がら進んでいるという事情もある。 

 

［改善の方法］ 

できるだけ本研究科という全体の組織で、本学の教員集団と中国人民大学、南開大学および訪問教授の

教員集団との意思疎通ができる場を設定するようにする。 
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ｂ 研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

教員および院生の研究活動を円滑に行うために、研究支援の専任職員を置く。また TA、ならびに RA を

有効に使いながら、教育・研究の質を高める。 

 

［実態］ 

現在、名古屋校舎に教員の研究支援のための研究支援課に 2 名の専任職員がいる。また中国研究科担当

の教員が所属している各学会室、たとえば現代中国学会室、経営学部と法学部の共同の学会室などに派遣

職員 1 名がいて、紀要発行、書籍や雑誌の管理などを行っている。また本研究科の多くの教員が所属して

いる国際中国学研究センターには、2名の専任職員と 2名の派遣職員がいて、各種シンポジュウムの準備、

外国の組織との連絡などに当たっている。また本研究科の学生が、他研究科の TA、ならびに ICCS の RA に

なっている例はあるが、現在、本研究科ではこれらの職員を採用していない。 

 

［長所］ 

専任職員および派遣職員が適切に配置され、研究費の運営管理、外部研究資金の一括管理、シンポジュ

ウムの準備などを行い、教員に対しての支援が行われ、教員の負担が軽減されている。また TA 制度が整備

され、教員も彼らに資料の準備や配布などを補助してもらい、講義を効率的に進めることが可能になって

いる。本研究科では、現在、彼らを採用していないが、本研究科の学生が TA、ならびに RA に選ばれて、

教育、研究上の刺激を受けている。 

 

［問題点］ 

博士後期課程のデュアルディグリープログラムについては、中国語ないしは英語の授業が行われている

が、特に中国語で行われている授業で、本学に入学した日本語ができる中国人留学生を授業補助員として

雇用した方が、中国人民大学、南開大学の学生にとっても、教員にとっても授業がスムースに行われると

思われる。 

 

［改善の方法］ 

博士後期課程に授業補助員制度を導入し、デュアルディグリープログラムの授業をスムースに行われる

ようにする。 

 

 

 

ｃ 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科の教員は前述したように現代中国学部、経営学部、文学部、国際コミュニケーション学部、経

済学部の 5学部に所属し、兼担の形態をとっている。そして、基本的にはカリキュラムの充実を目的にし、

該当教員に対する任免、大学の昇格基準を厳密に適用し、審査の公平性を保つ。 

 

［実態］ 

学部の授業担当者が新しく本研究科における講義担当者になる場合、カリキュラムの必要性に応じて、

本研究科所属教員から推薦があり、該当教員を対象にして審査委員会を組織し、本学の基準による適格審

査を行い、 終的に本研究科委員会で決定している。昇格の場合も審査の過程は同様であるが、新しく講

義担当者になる場合・昇格の両方とも大学の基準を厳密に適用している。 
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［長所］ 

本研究科が 5 学部の教員によって構成されていることもあり、皆のコンセンサスである本学の任免、昇

格の基準を守っており、その意味で審査の公平性、客観性が確保されている。 

 

［問題点］ 

2004 年度から博士後期課程でのデュアルディグリープログラムの開始とともに、従来博士後期課程の毎

年の定員は 5名であったものを、中国人民大学、南開大学からの留学生枠各 5名を含めて計 15 名に定員を

拡大し、ほぼそれに見合う在籍者がいる。それにともない博士後期課程の論文指導のできる教員数を、大

学の昇格基準を厳格に守りながら、2004 年度、2005 年度、2006 年度と拡大したが、まだ特定の分野に関

しては需要に照らして充分といえない。 

 

［改善の方法］ 

本学の博士後期課程の論文指導の基準の資格を充たしている該当者に、積極的に審査を受けるように研

究科委員会で留意し、本人の意思を確認して適格審査を受けてもらうようにする。また将来その資格を得

ると考えられる修士課程の論文指導担当者に対しても、同様な措置をとる。 

 

 

 

ｄ 教育・研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

教育活動は教員と学生の相互の作業であり、その内容、評価については不断の点検が必要である。また

研究活動も本研究科構成員の研究活動を公開し、学内外の評価を受け、質を高めるよう努める。 

 

［実態］ 

教育面では、授業評価は実施していない。その理由については、「３ 教育課程 （16）中国研究科 ２．

教育方法等 ｃ 教育・研究指導の改善」で述べたように、多くの科目で 1名、あるいはごく少数の人数で

教育が行われており、匿名性を保持したまま授業評価を行うことは困難であるからである。ただし、学生

の意見、要望は様々なルートを通して徴して本研究科委員会で改善に努めている。なお博士後期課程学生

を対象にしたデュアルディグリープログラムについては、「21 世紀 COE プログラム」の一環であり 2006 年

度でプログラムが終了するので、文部科学省の審査を受けることになる。実績の審査を受けることにより、

間接的に本研究科のデュアルディグリープログラムも審査を受けることになる。 

研究面では、毎年の『愛知大学通信』に本研究科所属の教員が、所属学部ごとに個人研究業績を公表し、

また隔年に発行される『学術要覧』に、教員や研究所の研究業績を公表している。ただしそれについての

評価がなされていない。ただし、ICCS の研究プロジェクトには、本研究科所属の多くの教員が参加してお

り、文部科学省の審査を受けることになる。 

 

［長所］ 

ICCS が、文部科学省の評価を受けることをつうじて、本研究科のデュアルディグリープログラムおよび

本研究科所属で研究プロジェクトを担っている教員の研究が外部評価を受けることになる。 

 

［問題点］ 

本研究科の教育・研究面での活動について、ICCS が関連する以外の教育・研究面での評価がされていな

い。 

 

［改善の方法］ 
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教育面については、少人数の授業の場合の学生からの授業評価のやり方について検討する。研究面では、

何らかの評価が必要であるが、その方法については、外部資金を獲得して行った研究やレフリー付きの外

部の雑誌に論文が掲載された場合には、評価を高くするなどということも考えられるので、それらを含め

ていかなる方法が適当か研究科で検討したい。 

 

 

 

ｅ 大学院と他の教育研究組織・機関等との関係 

 

［理念・目的・目標］ 

総合的な中国学を教育研究する本研究科の目的からいって、中国について教育研究する本学の学部、本

研究科以外の大学院所属教員との人的交流を進めるとともに、博士後期課程のデュアルディグリープログ

ラム推進に関連して、中国をはじめ欧米の大学・研究機関との交流を進める。 

 

［実態］ 

学部との関係から言えば、本研究科の教学が現代中国、経営、文、経済、国際コミュニケーションの 5

学部の教員が兼担の形で担われている。 

その他、博士後期課程のデュアルディグリープログラムに関連して、2004 年度に訪問教授として招請し

た教員の所属する組織は、中国人民大学、中国科学院地理科学資源研究所、カリフォルニア大学バークレ

ー校、ハワイ大学、シンガポール国立大学であり、2005 年度の場合は、南開大学、中国社会科学院研究生

院、香港中文大学、中国科学院地理科学資源研究所であり、2006 年度の場合は、中国人民大学、中国中山

大学、ロンドン大学、南京大学、中国科学院新彊生態与地理研究所、対外経済貿易大学である。 

 

［長所］ 

学内的には、中国に関連する分野を研究している 5 学部の教員が教学を担当し、その点で総合的、学際

的な本研究科のカリキュラムを豊富化している。また博士後期課程のデュアルディグリープログラムに関

連して、外国の大学や研究機関からの訪問教授は、本研究科の基幹、中国文化、中国政法、中国経済、日

中関係、中国環境の 6つのコースに関連して招請しており、世界の第 1線の中国学を学生に教授している。 

 

［問題点］ 

訪問教授の旅費などの費用は、「21 世紀 COE プログラム」の予算から支出されているが、それが 2006 年

度で終了となる。 

 

［改善の方法］ 

訪問教授招請については、常任・学内理事会に予算上の裏付けを要請するか、または「グローバル COE

プログラム」に応募する。 

 

 

 

（５）文学研究科 
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

研究者養成とともに、高度な専門知識人の養成や社会人の再教育などを目指す本研究科においては、こ

のような教育目的を達成するのに必要な専任教員を 3 専攻とも適正に配置し、専門的な教員がいない科目
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には非常勤を配置する。 

 

［実態］ 

教員組織は、文学部の教員を基本とし、経済学部、国際コミュニケーション学部所属の教員も加わり、

授業科目および演習を担当している。いずれも上記の理念・目的を遂行するにふさわしい専門的知識を有

する学部教員が兼担している。2006 年度 4 月時点の開講科目には 35 名の教員の名前が載っているが、実

際に開講したのは 18 名である。これは入学者が少なくかつ受講者がいない結果である。 

適切な教員組織という点では、本研究科はかなり力を入れている。専任教員（特任教員を含む）の他に

他大学の教員を非常勤教員に採用し、3 専攻ともに充実した教員組織になっている。学生の指導は専任教

員があたり、論文指導その他の分野でも非常勤や客員教員に委ねていないのが特徴である。また、ブレー

メン大学国際経済研究所と本学教員の交換教員制度を利用して、相互に講義・講演を行ってもいる。ただ

し、現状では学生数の少なさから、これら充実した教員組織が十分に機能しているとはいえない。 

 

［長所］ 

文学部、経済学部、国際コミュニケーション学部の教員で構成する本研究科の教員組織は、その多様性

と幅の広さにおいて充実している。 

 

［問題点］ 

［実態］で触れたように、開講科目の約半数しか実際に開講されていない。加えて、多様な教員組織で

ありながら、必ずしも教員同士のコミュニケーションがうまくいっているとは言い難い。また、大学院担

当有資格者でありながら、本研究科の開講科目数制限のため担当できない学部教員がいることも問題であ

る。受講生の不足により非常勤教員の開講科目を取り止めざるを得ないことがあり、依頼した他大学教員

に対して不本意な結果を招いている。 

 

［改善の方法］ 

教員間の情報交換、コミュニケーションを密にし、将来的には共同研究、共同研究会等を計画する必要

があろう。学部教員の有資格者は全員大学院担当教員にすることを制度的に考える必要がある。非常勤教

員の問題については学生数の不足と関係があり、この点についても将来問題検討委員会の課題として検討

する。 

 

 

 

ｂ 研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

教員の教育研究活動を組織的・体系的に支援する専門職員を置くとともに、その資質向上を目指す。 

 

［実態］ 

現状では研究支援課が、教員の個人研究費、研究業績、学内研究助成等の業務を行っており、科学研究

費申請書類作成上の助言も行っている。TA 制度は 2001 年に導入され、2005 年に導入された RA 制度は、教

員の研究プロジェクトに必要な業務を支援している。以上の点における研究支援課の業務は今後ますます

期待される。 

 

［長所］ 

研究支援課の業務は多様であるが、それぞれ分担をきめてきめの細かい支援を行う態勢ができている。

一方、講義の補助には TA、RA ともに院生がこれにあたり、院生の学問、研究に資するところが大である。
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教育実習・研究の場を提供しているということもできる。 

 

［問題点］ 

研究支援課については問題はない。TAについては、当該科目だけのアシスタントであるから、かつての

助手や副手のように各種の仕事を依頼することができない。院生の側からすれば、時間的に制約される割

には収入が少ないという不満がある。また、当該大学院生が研究者指向でない場合、上記の長所が必ずし

も生かされない。 

 

［改善の方法］ 

研究支援課を中心に、TAと RA が話し合う機会をもち、互いに情報を交換し、より協力しあう。 

 

 

 

ｃ 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科は文学部、経済学部、国際コミュニケーション学部の上に乗る形で設置されており、教員の募

集・任免・昇格については当該学部教授会で行っている。大学院担当者は「大学院担当教員資格審査内規」

によって学部教員のなかから審査決定される。資格審査においては、「資格審査に関する了解事項」と「資

格審査に関する申合せ」に基づき、文学研究科委員会と大学院委員会で決定し、より優れた教員の採用を

目指す。 

 

［実態］ 

担当教員はすべて学部との兼担であり、研究科委員会は専任教員採用の権限をもっていない。委員会の

権限は大学院担当教員の資格審査と非常勤教員の採用に関するものである。資格審査は上記の内規と申合

せに則って行っている。他大学から本学に赴任する教員にあっては、赴任前の経験や業績を考慮にいれて

いる。 

 

［長所］ 

担当者の選定・資格審査は研究科委員会の全構成員で行っており、透明性、公平性が維持されている。 

 

［問題点］ 

資格審査において、年齢および教育経験年数に応じた審査がなされない場合がある。これは開講科目数

の制限とも関係している。 

 

［改善の方法］ 

開講科目数の制約を緩和することによって、大学院担当有資格者が全員大学院で担当できるように制度

化する。 

 

 

 

ｄ 教育・研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

個々の教員の研究業績を向上させることは勿論こと、各教員の研究領域から一歩踏み出して、共同研究

のできる態勢の整備を目的とする。また教育活動の面でも実績を上げることを目指す。 
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［実態］ 

本学では研究支援課で教員の研究業績を把握している。学内情報誌「愛知大学通信」では毎年個人研究

業績を学内外に公表している（ただし、これは申告性である）。また隔年で『学術要覧』を発行して、教員

の研究業績、研究所の活動、共同研究などを公表している。学内で発行される研究誌については適宜配布

されているので、掲載論文を読むことができる。現在のところ大学院での FD は実施していない。 

 

［長所］ 

上記のような各種の情報源を通して、本研究科構成員のみならず、本学構成員全員の研究成果の一端を

かいま見ることができる。 

 

［問題点］ 

教育活動はともかく、研究活動の組織的評価が行われないために、ときに研究遂行が積極性に欠け停滞

化することがある。大学院担当教員はコンスタントな業績の公表を当然のこととしなければならない。 

 

［改善の方法］ 

本研究科のみならず、大学院全体として、組織的、体系的な教育・研究活動の評価方法を検討する必要

がある。その際外部評価の導入も考える。 

 

 

 

ｅ 大学院と他の教育研究組織・機関等との関係 

 

［理念・目的・目標］ 

本学大学院と国内外の大学院および研究機関との連携を行い、組織的、横断的な教育研究活動を展開す

る。 

 

［実態］ 

理念、目標にもかかわらず、組織的な連携・関係はいまのところ存在しない。ただ、ブレーメン州立経

済工科大学国際経済研究所の教員と本研究科の教員が、両大学の交換教員制度を利用して相互に講義・講

演を行うことはある。国内においては、集中講義の形で他大学と相互に教育を行う機会を持っている。 

 

［長所］ 

教員や学生が外の空気に触れかつ知見を広める恰好のチャンスである。 

 

［問題点］ 

アカデミックな世界においては、常に海外の 新の情報に接することが肝要であり、その点現状のまま

でよいとは思われない。国内の大学、研究機関との情報交換という点でも同様のことがいえる。 

 

［改善の方法］ 

国内においては、他大学、他機関との連携を促進し、単位互換制度などを考慮にいれて魅力的なカリキ

ュラム編成を試みる。 
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５ 教員組織 

（６）国際コミュニケーション研究科 
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

一般的に国際コミュニケーション研究について、専門的な学問分野としてなお形成途上にあるが、本学

では、これを語学研究・国際関係との関係における異文化理解・文化人類学／フォークロアによるフィー

ルドワークを組み合せた教員組織を形成し、本学の設立趣旨である「国際人の養成」と「地方文化への貢

献」に資することを目的としている。 

 

［実態］ 

上記の観点から、名称を同じくする国際コミュニケーション学部の教員だけでなく、広く本学の諸学部

から関係する研究者を結集しており、学内専任教員 24 名、また学外からも協力を得ている。アメリカの諸

大学の教員 2名による集中講義も隔年で開講している。 

 

［長所］ 

本学の各学部から関係する教員を結集していることは、特に学生への指導や教育課程の構成の上で良好

な環境をつくることになっている。 

 

［問題点］ 

入学者は 3 領域（内容的には 4 領域の面もある）に区分され、また特定の指導教授のもとで研究を進め

ることから、一部の教員に学生が集中している面があり、また教員の多い研究領域と学生の志願者が多い

研究領域が完全には一致しない。特に、毎年数名の学生が指導を受けている日本語教育と国際研究領域（国

際ビジネスと異文化理解）の 2部分は、演習指導教員が 1名にすぎず、教員の負担が大きい。 

 

［改善の方法］ 

今後のカリキュラムの改正を通じて、教員配置の適正化を図る。 

 

 

 

ｂ 研究支援職員 

 

［理念・目的・目標］ 

研究者の研究支援を主な目的として、2005 年に従来の研究事務課を改組して研究支援課を設置した。そ

のように教員・研究者の個人研究費の管理、研究業績の掌握の他、特に教員の科学研究費・総合研究に関

して協力することを目指す。 

 

［実態］ 

研究支援課は専任職員 3名・派遣職員 1名で構成され、上記の目的に沿って業務を遂行している。 

2006 年度の場合、修士課程の 3 名が、TA として国際コミュニケーション学部の 3 科目を担当している。

RA 制度の利用はない。 

 

［長所］ 

研究支援課・上記両アシスタント制度とも、その構成員がキメの細かい情報収集に活動している。 

両アシスタント制度によるアシスタントは、ともに当該大学院生にとって学問・研究に資することが多

く、大学院生へ教育実習・研究の場を提供している。 
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４．各研究科の教員組織 

 

［問題点］ 

研究支援課の職員数が少なく、積極的に利用する機会の少ない教員もいる。 

TA 制度による当該大学院生が研究者指向でないために、上記の長所を生かしきれていない。TA ではなく、

授業補助員でもよいかも知れない。 

 

［改善の方法］ 

より多くの教員が研究支援課を利用することであり、そうなれば同課の職員数も増加するであろう。同

時に、研究支援課と RA および TA がそれぞれ協力関係をもたせる。 

 

 

 

ｃ 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院研究科として も相応しいティーチング・スタッフを確保し、大学院生の研究・教育に万全を期

すとともに、大学院レベルでの研究活動を活発化させることを目指す。 

 

［実態］ 

本学専任教員（特任教員を含む）の中で、研究科の趣旨に合致する人員のうち、研究科所属の意向を有

する者を対象として、研究科委員会は該当者ごとに資格審査委員会を設けて審査を行い、審議の後、大学

院委員会の審議を経て決定する。なお教授・助教授の区分は学内の所属学部の資格としている。非常勤教

員については、他の大学や研究・教育機関の人員を依嘱するが、これにあたっては、研究科委員会におい

て審議決定する。 

 

［長所］ 

適切な基準・手続と考えている。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

大学院担当教員資格審査内規に規定があるものの、条件が必ずしも明確でない面があるため、資格条件

についての明確化を検討する。 

 

 

 

ｄ 教育・研究活動の評価 

 

［理念・目的・目標］ 

教育・研究活動を客観的に評価し、問題点があればただちに改善することを目指す。 

 

［実態］ 

教員の教育活動を評価することは特には実施していない。しかし 6月と 12 月に行われる院生の研究発表

会には多くの教員が出席して、指導の成果を問うことになるし、また互いの連絡を密にして日頃の教育と

研究の状況を交換している。研究活動については学部での業績評価に準じる。 

 

［長所］ 

多様な教員構成のため、院生の多様な要望に応えることが比較的可能である。 
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５ 教員組織 

 

［問題点］ 

教員の専門がいくつかに分かれ、しかもその専門では一名しかいないという場合もあり、相互に教育・

研究内容を交換・理解することが難しい。 

 

［改善の方法］ 

院生の学問的な成長をできるだけ客観的に理解できるようなシステムを開発し、教育内容の質の向上に

結びつける。 

 

 

 

ｅ 大学院と他の教育研究組織・機関等との関係 

 

［理念・目的・目標］ 

研究科の教育研究活動にとって、研究科の趣旨に沿って他の研究教育機関との関係を維持発展させる。 

 

［実態］ 

国内では大学外との組織ではないが、国外ではブレーメン大学、ハワイ大学、中国社会科学院などとの

関係を有している。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

これらの関係組織との交流の可能性があるが、交流をうまく生かせていない。上記の問題点を解決すべ

く、特に外国の諸大学との研究教育との関係について、よりいっそう強化する。 

 

 

 

（７）法務研究科 
 

ａ 教員組織 
 
［理念・目的・目標］ 

本法科大学院は、法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職大学院であり、深い法知識を修

得し、事実調査能力・現実の問題に柔軟に法を適用していく能力を兼ね備えた法曹を養成することを目的

とする。そのために、法律基本科目の各分野に必要数の専任教育職員がいることはもちろん、バランスの

取れた研究者教育職員と実務家教育職員（「5年以上の実務経験」を有する専任教育職員）構成、徹底した

少人数教育を採用する。 

 

［実態］ 

学生数との関係においては、収容定員数 120 人に対し、専任教育職員数は 21 人（うち学部との併任数：

7 人。以下同様）であり、学生 5.7 人につき専任教育職員 1 人という少人数教育を実現している。このよ

うな少人数環境により、教育職員と学生は極めて親密な関係の中で、授業内外において双方向・多方向の

議論・質問が展開されている。 

(1) 法律基本科目の各分野の必要専任教育職員数について 

当法科大学院の入学定員数は 40 人であり、基準として憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・

刑事訴訟法の各分野につき 1人以上の専任教育職員が必要である。当法科大学院各分野の担当教育職員 
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４．各研究科の教員組織 

表 5-6 各分野の必要専任教育職員数 

 憲 法 行 政 法 民 法 商 法 民事訴訟法 刑 法 刑事訴訟法

必要教育職員数 1 1 1 1 1 1 1 

実員数（学部との

併任数／内数） 

2 

（１） 

1 

（１） 

2 

（１） 
1 

2 

（１） 
1 

1 

（１） 

 

表 5-7 専任教育職員、兼担教育職員・非常勤教育職員の男性、女性別の人数 

専任教育職員 兼担教育職員・非常勤教育職員 教育職員区分 

性別 研究者教育職員 実務家教育職員 研究者教育職員 実務家教育職員 
計 

12 8 10 9 39 
男 

30.77％ 20.51％ 25.64％ 23.08％ 100.0％ 

1 0 2 0 3 
女 

33.33％ 0％ 66.66％ 0％ 100.0％ 

全体における女性 

の割合 
4.76％ 9.52％ 7.14％ 

 

表 5-8 教員の授業時間数（2006 年度） 

専任教員 兼担教員・非常勤教員 
学期 授業時間数 

研究者教員 実務家教員 研究者教員 実務家教員 
備 考 

 高 8   6   7   1.06 

 低 1   0   1   1   春学期 

平 均 4.50 2.53 4.38 1.01 

１授業時間

90分 

 高 7   5   6.08 1   

 低 2   2   4   0.5  秋学期 

平 均 4.70 3.88 5.14 0.75 

１授業時間

90分 

 

数は、表 5-6 のとおりであり、教育職員の適格性については、採用時においてすべての担当科目につい

て文部科学省教育職員資格審査で「可」との判定があり、基準を充たしている。 

(2) 教授の人数について 

専任教育職員 21 名中の教授の人数は 20 名で 9 割を超えており、半数以上は教授であることという基準

を充分に充たしている。 

(3) 実務経験を有する専任教育職員について 

当法科大学院の実務家教育職員は、①15年間の検察官経験を有し、東京地検、横浜地検等において捜査・

公判に従事した経験を有する者、②12年間の弁護士経験を有し、民事事件・少年事件に精通した者、③27

年間の弁護士経験を有し、税金訴訟において豊富な経験を有するとともに、弁護士会での各種活動に従事

している者、④29 年間の弁護士経験を有し、刑事事件・労働事件において豊富な経験を有する者、⑤26

年間の弁護士経験を有し、特に民事事件・商事事件に豊富な経験を有する者、⑥12 年間の弁護士経験を有

し、特に知財事件・民事事件・商事事件について豊富な経験を有する者、⑦35 年間の弁護士経験を有し、

特に刑事事件、国賠訴訟に豊富な経験を有する者、⑧26 年間の弁護士経験を有し、特に倒産関係分野にお

いて豊富な実務経験を有する者の 8 名（法令上必要とされる人数は 3 名）から成っている。いずれも実務

家教育職員の要件である「5年以上の実務経験」に該当しており、問題はないと評価している。 

(4) 教育職員の年齢構成およびジェンダー構成について 

教育職員の年齢構成は「大学基礎データ表 21」のとおりである。多少の凹凸があるものの各年齢層に満

遍なく教育職員が配置されており、今後、退職等若干の異動があっても、教育体制の安定性、教育の多様

性を確保できると考えられる。 

専任教育職員、兼担教育職員・非常勤教育職員の男性、女性別の人数は表 5-7 のとおりである。教育の

多様性の観点において、女性教育職員が少ないことは憂慮すべきことだと思われるが、現時点において法
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５ 教員組織 

科大学院の教育に特段の支障は無い。専任教育職員以外でも女性を採用しており、一定の配慮はなされて

いる。 

(5) 担当授業時間数について 

2006 年度の春学期および秋学期における教員の担当授業時間数（コマ数）の 長、 短、平均値は表 5-8

のとおりである。なお、平均値の算出に当たり、非常勤教員については授業を担当する学期のみ母数に含

めた。 

担当授業時間数について、各教員によりばらつきがあるものの、概ね適正な範囲内であると考える。役

職に就いている教員は、その分授業負担を軽減しているため、各教員によりばらつきが生じるのは、やむ

を得ない現象であると考える。 

特定の教員については、担当科目の配当セメスターにより、いずれかの学期に負担が偏っている感は否

めないが、これは学生の体系的・段階的な履修に配慮したものであり、やむを得ないと考える。 

現在、法学部において、退職した民法担当教員の後任補充人事が完了していない状態であり、その分を

法科大学院の民法担当教員が法学部の授業も担当している。 

 

［長所］ 

充分な実務家教育職員数を擁することにより、「理論と実務を架橋」することを常に意識することが可能

となっている。具体的には、「研究者教育職員の科目」「実務家教育職員の科目」と単純に分割してしまう

のではなく、実際に両者がひとつの科目に出席して発言し、共同して授業を行なっている。このことによ

り、「理論と実務の架橋」を意識しないと授業自体が成り立たない環境を作り出している。 

徹底した少人数教育により、学生から寄せられる各種の相談・要望にも柔軟に対応することができている。 

 

［問題点］ 

専任教育職員 21 名中 7 名が法学部とのダブルカウント（併任）であり、2013 年度までにこれを解消す

る必要がある。法学部において、退職した民法担当教育職員の後任補充人事が完了していない状態にある。

その分、法科大学院の民法担当教育職員が法学部の授業も担当しており、負担がかかっている。 

 

［改善の方法］ 

法学部とのダブルカウント（併任）の問題については、法科大学院と法学部との間で、この問題に関す

る協議会を開催し、検討を開始した。 

民法担当教育職員の負担の問題については、法学部において民法担当教育職員の採用活動を行い、2007

年度から専任教員が採用されることが決定している。 

 

 

 

（８）会計研究科 
 

ａ 教員組織 

 

［理念・目的・目標］ 

本会計大学院は、会計専門職の養成に特化した教育を行う専門職大学院である。基本科目群には研究者

教育職員を多く配置し、発展科目群、応用・実践科目群には実務家教育職員を多く配置することで、研究

者教育職員と実務家教育職員のバランスの取れた少人数教育を採用する。 

 

［実態］ 

学生数との関係においては、収容定員数 70 人に対し、専任教育職員数は開設年次 14 人、完成年次 15

人（うち学部との併任数：4人。以下同様）であり、学生 4.6 人につき専任教育職員 1人という少人数教 
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４．各研究科の教員組織 

表 5-9 各分野の必要専任教育職員数 

 財務会計系 管理会計系 監査系 企業法系 租税法系 隣接科目 合計 

専任教員数 2 2 3 2 3 3 15 

うち学部と

の併任教員 
(1) (1) (1) - - (1) (4) 

 

表 5-10 専任教育職員の年齢構成 

職位 29歳以下 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 合計 

教授 - - 3 3 2 2 1 11 

助教授 - 1 3 - - - - 4 

合計 - 1 6 3 2 2 1 15 

 

表 5-11 専任教育職員における学位取得状況 

職位 29歳以下 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 合計 

博士 - 1 1 2 1 - - 5 

修士 - - 3 1 1 1 - 6 

学士 - - 2 - - 1 1 4 

合計 - 1 6 3 2 2 1 15 

 

教育を実現している。このような少人数環境により、教育職員と学生は極めて親密な関係の中で、授業内

外において双方向の議論・質問が展開されている。 

 

(1) 専任教育職員の科目別配置等のバランスについて 

会計大学院においては、法科大学院のように各分野別の基準は特に設けられていないが、教育理念、目

的を実現するために表 5-9 のように各分野（系）に専任教育職員をバランスよく配置している。特に財務

会計系、管理会計系、監査系の基本科目については、それぞれの系に専任教育職員 1 名と学部との併任教

育職員 1 名の 2 名ずつを配置している。また教育上主要と認められる科目については、原則として、専任

教育職員を配置している。 

なお、教育職員の適格性については、採用時においてすべての担当科目について文部科学省教育職員資

格審査で「可」との判定をいただいており、基準を充たしている。 

 

(2) 教授の人数について 

専任教育職員 15 名のうち、教授が 11 名、助教授が 4 名で、教授の人数は 7割を超えており、半数以上

は教授であることという基準を充たしている。 

 

(3) 年齢構成について、 

専任教育職員の年齢構成について、著しい偏りがないよう表 5-10 のとおりバランス良く配置しており、

今後、退職等若干の異動があっても、教育体制の安定性、教育の多様性を確保できると考えられる。 

 

(4) 学位について 

表 5-11 のとおり専任教育職員 15 名のうち 5 名が博士号を、6 名が修士の学位を取得しており、教育・

研究上、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる。 

 

(5) 実務経験を有する専任教育職員について 

本会計大学院の実務家教育職員は、 

①公認会計士として等松・青木監査法人（現 監査法人トーマツ）名古屋事務所、アーサーアンダーセン

会計事務所東京事務所および自身の公認会計士事務所で 34 年以上の実務経験を有する一方で、多数の
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論文を執筆している者 

②公認会計士として等松・青木監査法人（現 監査法人トーマツ）名古屋事務所、自身の公認会計士・税

理士事務所で 39 年の実務経験を有し、上場会社の会計監査に精通し、また税務会計の研修、指導経験

も長い者 

③公認会計士として監査法人トーマツ、自身の公認会計士事務所で 18 年の実務経験を有し、上場会社の

会計監査に精通し、日本公認会計士協会東海会幹事も務める者 

④公認会計士・税理士として税理士事務所、監査法人伊東会計事務所（現、中央青山監査法人）、自身の

会計事務所で 10 年の実務経験を有する者 

⑤15 年間の弁護士経験を有し、特に商事事件・民事事件に豊富な経験を有する者 

⑥23 年間の弁護士経験を有し、特に民事事件について豊富な経験を有する者 

から成っている。いずれも担当分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者で

あり、問題はないと評価している。 

 

［長所］ 

本研究科の教育職員組織に関する長所として、専門職大学院として「理論と実務を架橋」するために会

計コア科目群の基本科目、発展科目には研究者教育職員を中心に配置し、応用・実践科目には会計の実務

に携わる公認会計士・税理士、企業の内部監査に携わる方等の実務家教育職員を配置していることが挙げ

られる。 

また、教育職員相互間の授業評価（ピアーレビュー）を実施して、教育方法の改善に役立てている。ピ

アーレビューの第 1 回は、4 月下旬の 1週間、2 名の評価者が各授業を 30 分ほど視察した。気づいた事項

は授業終了時にその場で担当教員に指摘して改善を促すとともに、後日、評価書を配布した。各教員とも

院生の要望にいかに答えるかに強い関心を持っており、ピアーレビューで指摘された事項については改善

する努力をしている。特に評価の高かった授業については、授業参観の機会を設けている。 

 

［問題点］ 

現時点においては、特段の問題はない。 

 

［改善の方法］ 

教学上の問題が生じた場合には速やかに対応できるように教授会の下に研究科長、副研究科長、各科目

系別の部会長を中心的なメンバーとした運営委員会を設置する等、管理運営体制を整えている。 
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１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

文学部は 2004 年度までの 5 学科 12 専攻を 2005 年度には 5 学科を人文社会学科の 1 学科に改組し、14

専攻とした。このように人文系を幅広くカバーすることにより、研究分野を広く持ちながら、各学問領域

を深め、その成果を学会誌や講演などで公表しつつ、学部教育へも反映することを目指す。 

 

［実態］ 

表 6-1 は、2002 年以降の文学部構成員の研究成果を発表形式別に公表結果件数を示したものである。同

表のうち、2002 年度と 2003 年度については旧 5学科単位に示し、2004 年度と 2005 年度については、旧 5

学科を新たに 1学科に編成後の単位として示した。 

なお、専任教育職員の研究成果の内容は毎年本学『大学通信』の秋季号に掲載され、専任教育職員だけ

でなく学生やその父母もそれをみることができる。また、2年に 1度ずつ発行される『愛知大学学術要覧』

誌上では、専任教育職員ごとに、①これまでの主要な著書・論文等 10 点以内と、②前年度までの 5か年間

の著書・論文で①に掲載された以外の 10 点以内とが掲載され、広く公表されている。 

それらのデータによれば、専任教育職員はほとんど 3 つ以上の学外の学会に所属し、研究領域に一定の

幅をもつ。文学部には 14 専攻の学問分野があるため、全体の研究分野は多岐にわたり、学会の分野も幅広

い。また、教育職員は学会活動だけでなく、講演会やシンポジウム、フォーラムなどを通して社会的活動

にも貢献し、研究成果の社会的還元もみられる。 

大学内に限定すれば、文学部の専任教育職員を主なベースとして組織された愛知大学文学会がある。こ

の文学会は 1949 年に設立され、古い歴史を有しているが、文学部の教育職員は学会機関誌である『愛知大

学文学論叢』に寄稿するなどしてこれを支えている。 

 

表 6-1 文学部学科別年度別研究活動分野別件数 

学科名 年度 
著書 

(共著含む)
論文 

学会発
表 

講演 書評 他 

2002 1  0 1 10 0 3 
哲学科 

2003 1  2 2 8 0 1  

2002 5  9 3 15 1 4 
社会学科 

2003 0 14 6 1 0 3 

2002 3 18 8 10 3 18 
史学科 

2003 2 22 2 14 2 12 

2002 5  9 4 4 1 2 
日本・中国文学科 

2003 3  6 5 2 0 1 

2002 3  9 0 0 2 2 
欧米文学科 

2003 1 11 0 0 0 5 

2002 17 45 16 39 7 29 
合計 

2003 7 55 15 25 2 22 

2004 10 53 11 38 5 25 
人文社会学科 

2005 12 63 20 35 6 18 
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以上の文学会の他に、各専攻単位や複数の専攻単位で研究組織をもち、機関誌も刊行しているケースが

ある。日本語日本文学専攻を中心に組織されているのが愛知大学国文学会で、機関誌『愛知大学国文学』

を毎年刊行し、優れた卒業論文も収録されている。また、英語圏文学専攻が中心になって愛知大学英文会

が組織され、機関誌『愛知大学英文会誌』が刊行され、フランス語フランス文学専攻が中心になって愛知

大学フランス文学会が組織され、機関誌『PLEU－PLEU』が刊行されている。複数の専攻から組織され機関

誌を出しているケースとして、日本史・アジア史学・地理学の各専攻により『愛大史学』が毎年刊行され

ている。また、語学研究者を中心に、愛知大学言語学談話会が組織され、機関誌『ことばを考える』の他、

毎月の研究会が長年にわたって継続開催され、活発である。 

 

［長所］ 

従来の 12 専攻がさらに 14 専攻へと研究領域を拡大し、人文科学の全体を文学部が広くカバーするよう

になり、その中で研究は個別深化しつつ、学問領域をこえた研究の共働化も可能になりつつある。 

また、前述したように愛知大学文学会や個別領域の組織をもち、研究成果を比較的自由に、しかも早く

公表でき、学会を通じて学外の講演者とのネットワークも組める。 

さらに、文学部に関連した綜合郷土研究所・中部地方産業研究所などの多くの関連図書や資料にも恵ま

れ、多くの蔵書を有する図書館の利用も加え、研究活動がかなり支えられている。 

2005 年度より新たな研究室へ移動し、研究環境は向上している。 

 

［問題点］ 

多くの専攻分野をもち、個別研究はそれぞれすすめられているが、研究領域を越えた形での共同研究は、

学内の共同研究助成などをベースにいくつか試みられてきているものの、まだ限定的である。 

文学会や他の個別研究組織、関連研究所が存在するため、研究成果が学内研究誌に集中しがちで、学外

の全国的学会誌への発表が停滞的である。 

また、基本的問題として、学内での授業担当数や会議、行事などにより、中堅以上の研究者は研究時間

の確保に工夫が必要である。 

新しい研究館完成により研究個室の条件は改善されたが、そのいずれもが閉鎖空間であり、他専攻、他

学部の教育職員とのサロン的な交流の場が乏しい点は、研究の相互刺激や発想に制約をもたらしそうであ

る。 

 

［改善の方法］ 

従来からの個別、専門領域別の研究をベースにしつつ、さらなる新領域への研究拡大のために、共同研

究が随時試みられる必要があり、時には文学部全体の共通テーマを設定し、共同研究をすすめる必要があ

る。そうなれば、学部専任教育職員相互の共同研究発表等の機会がふえ、それを文学会の研究機能の発展

につなげることもできそうである。 

また、学外、さらには国外の研究者との交流を工夫し、個別、専攻別の研究の深化と新たな視点を生み

出すとともに、研究領域の相互の重ね合わせによる研究の発展の工夫もされてよい。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

これまでの個別、専門領域別研究の深化をベースにしつつ、外国の研究者や組織とのネットワークや共

同研究によって、研究の発展と新たな研究領域の拡大を図る。 
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［実態］ 

これまでは個別研究者の外国留学や国際会議への出席、外国の大学との研究交流による研究者間の研究

交流が図られてきた。たとえば、2004 年度では留学 1 件、学会出席 4 件、相手方との協議・打合せ 4 件、

資料収集やフィールドワーク 9件、視察 1件、合計 20件を数えている。個別研究者のレベルは多様である

が、文学部独自の国際交際連携はなく、本学全体が協定をむすんでいる外国大学との研究交流の枠内での

国際研究連携が中心である。 

国際中国学研究センター（以下、「ICCS」という。）にともなう中国や欧米研究者との交流は活発化して

おり、文学部内ではその関係者は積極的な共同研究により国際連携に取り組みつつある。 

 

［長所］ 

本学の歴史的経緯もあり、「21 世紀 COE プログラム」も含め、中国との研究交流は多面的に行われてき

ており、文学部の専任教育職員も多分野でさらに幅広くそれに参画できる可能性が高い。また個別研究者

にとっては中国に限らず外国の研究者との交流機会は多い。 

 

［問題点］ 

文学部として外国の諸大学や研究組織との共同研究をすすめるための体制や組織化がなされていない。

また個別研究者による外国研究者との交流経験が集約化されておらず、国際的共同研究の方向はあまり意

識されていない。 

 

［改善の方法］ 

文学部がカバーしている日本の歴史や文化の研究領域は外国の研究者にとって大きな関心対象であり、

それだけに外国研究者との共同研究をすすめることで、世界水準の研究へ発展する可能性は考えられる。

それに対して、文学部には外国研究の多様な領域もあり、それらが組織化して外国の大学や研究組織と積

極的に連携する工夫もある。さらにまた、これまで多くの専任教育職員が外国留学の経験をもっており、

その経験を踏まえ、集約化することで上記のような国際的共同研究の方向を検討すること、また本学が重

ねてきた外国大学や研究組織との連携の仕組みも参考にしつつ、文学部が中心となって日本文化の研究セ

ンターを組織化し、国際的な共同研究と国際研究の共有化を目指したい。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

14 専攻を擁する文学部の研究内容は多様であり、幅は広い。また、個別研究の深化にとどまらず、学際

的研究も行われており、それらをすすめる上で学内のいくつかの研究所や他学部の構成員の連携、大学院

の「21 世紀 COE プログラム」や大学院生との共同研究の連携などによって、研究をより促進する。 

 

［実態］ 

文学部の専任教育職員は研究所の所員であるケースが多く、テーマによっては、綜合郷土研究所や中部

地方産業研究所・国際問題研究所などが掲げる短期的なプロジェクトに参加し、他専攻や他学部などの他

分野の研究者との連携による共同研究が行われてきている。たとえば、綜合郷土研究所の三河湾をめぐる

歴史、文化、生態の共同研究はそのような例である。 

また、学内の研究助成制度のうち、共同研究部門では、専攻枠を越えた共同研究が行われており、それ

らに参画することによる研究上の連携もみられる。 

ICCS は、5 つの研究領域をもっており、それぞれの領域の研究テーマに文学部の専任教育職員が参加し

て共同研究をすすめるケースもみられる。 
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大学院は文学部を中心としたベースの上に文学研究科があり、兼担で大学院の授業が行われている。大

学院独自のプロジェクトはないが、大学院生の指導も兼ねた大学院生との共同研究は個別的にみられる。 

語学系専任教育職員は、外国語研究室の運営や利用も行っており、そこで他専攻や他学部の教育職員と

の交流が行われている。 

 

［長所］ 

文学部の専任教育職員が多く関わっているいくつかの学内研究所があり、そのような研究所を自由に利

用することができ、研究を進める上での便宜も図られている。 

 

［問題点］ 

以上のように本学内に設けられているいくつかの研究所や外国語研究室、大学院などとの研究上の連携

はみられるが、他大学に置かれた大学共同利用機関などを利用するケースはあまり多くない。 

また「21 世紀 COE プログラム」採択によって学内に設置された ICCS に加え、近年私立大学学術研究高

度化推進事業に採択された三遠南信地域連携センター、愛知大学東亜同文書院大学記念センターなど学内

の共同利用組織もまだ誕生して間もないため、それらの利用による連携は今後の課題である。 

 

［改善の方法］ 

個別研究や共同研究の進展により、学内研究施設をよりいっそう充実する一方、学外の共同利用施設の

利用と、それにともなう共同研究の進展が図られることが望ましい。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本学は教育職員たちが日本社会の復興を願って建設した大学であるため、教育と研究に対する強い関心

があり、限られた条件のなかで教育や研究条件の整備に力を入れてきた。大学の理念である、平和への貢

献、地域への貢献、国際的教養をもった人材の育成といったテーマを実現すべく、現在においても研究条

件の整備は重要な課題である。全国的に文学部という名称が消え、その実態も時代の変化にともなって消

失していく傾向にあるが、本学の理念の特色を支える学部として文学部を位置づけ、研究条件を維持し整

備することを目指す。 

 

［実態］ 

個人研究費は 1994 年から設けられたもので、年額 500 千円である。使途の範囲は、図書、機器部品（60

千円以上 200 千円未満）、消耗品費、業務委託費、通信運搬費、印刷製本費、学会関係費、謝金、旅費交通

費である。さらに、図書館予算のうち個々の教育職員の専門研究用の図書費として 120 千円がある。図書

館予算については、個人図書費の他に、文学部に割り当てられている図書費がある。これは各専攻単位へ

と分割され、各専攻ごとに割り当てられた図書予算の中で、専攻で必要な定期的な購読雑誌や文献などが

専攻の管理のもとで整備されている。 

また、現在、学内紀要に関して一件 3 万円を限度に原稿料の補助が支給されている。文学部の教員が多

く所属している文学会によって出版されている『文学論叢』には、多くの文学部教員が投稿し、研究発表

の場として、また研究費の獲得の手段として利用されている。 

学内における競争的研究資金としては以下の二つのものがある。 

まず、個人研究助成は、1件 1,000 千円以内、2年以内の助成であり、共同研究助成は、本学専任教育職
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員 3名以上による研究で「共同研究 A」（1年 1,500 千円以内で 2年以内総額 3,000 千円以内の研究）と「共

同研究 B」（1年 2,000 千円以内で 3年以内総額 6,000 千円以内の研究）が設けられている。 

次に、出版助成は、1点あたり 高助成額を 1,500 千円、同書刊行に必要な直接経費の 50%を限度に助成

されるものである。 

文学部については、2004～2006 年度では、個人研究助成の採択が全学 14 件中 2件、出版助成で 2005 年

度全学 1件中 1件、共同研究 Bの研究分担者に 1名と、学内での助成を獲得している。 

文学部の特性として個人研究が多くなる傾向があるが、人文社会科学の近年の傾向である、学際的な研

究動向を反映した共同研究も行われている。 

研究に専念できる研修の権利については、専任教育職員として 3 年以上勤務した者に毎年全学で、国内

研修（6ヶ月ないし 1年）は 4名、海外研修は短期（6ヶ月）2名、長期（1年）7名が確保されている。 

研究個室については、旧研究室棟の取り壊しおよび新研究室棟への移転にともない、研究個室は少し広

くなり、ロッカーなども配備された。 

研究時間は、教育時間や学内行政に関わる時間と関わる。現在、本学の責任授業時間は助教授以上 10

時間（5コマ）／週、講師は 8時間（4コマ）／週であるが、文学部では、教授、助教授、講師のそれぞれ

平均授業時間は、12.2 時間、11.1 時間、10 時間であり、これに大学院の授業と卒業論文指導が加わり、

さらに学内行政に時間が割かれている。 

 

［長所］ 

個人研究費や研究助成などの形での研究支援の制度は整っている。研究個室が整備されたことも特筆で

きる。 

 

［問題点］ 

国内研修・海外研修について、文学部では 1998 年度から 2006 年度までの間に 5 名獲得しているが、他

学部と比べてみたとき、特に若い教育職員の研修獲得が少ないことが指摘できる。卒業論文の指導は非常

勤教員に代替できない固有の理由などが背景にあると考えられる。また、教育時間や学内行政に関わる時

間が多いため、研究時間の確保が難しいことが問題点としてあげられる。 

 

［改善の方法］ 

教育や学内行政を免除される国内・海外研修については、先述したように、文学部は、卒業論文の指導

を代替しづらいなど獲得するための条件が他学部に比べて困難であり、より積極的に獲得できるサポート

づくりが必要である。また教員の研究時間の確保のため、さまざまの方策を講じる必要がある。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部における研究は、長い歴史と地域との連携の中で、地域に根ざした固有の研究成果を積み上げて

きた。また、地域における在野の研究者や市民との交流を進め、地域における研究のリーダー的役割を担

ってきた。しかし、地域や社会の変化の中で、本学部の理念を実現するため、地域づくりや地域ネットワ

ークなど、より実践に関わる研究も要請されつつある。このような中で、学内・学外を通じて、研究の意

義をより公的に示し、またそれを通じて研究資金を調達していくことを目指す。 

 

［実態］ 

現在、学内助成について、文学部は、2004～2006 年度では、個人研究助成の採択が全学 14 件中 2 件、

出版助成で 2005 年度全学 1件中 1件、共同研究 Bの研究分担者に 1名と、学内での助成を獲得している。 
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学外資金については、文部科学省の科学研究費補助金の基盤研究 Bを 1名（全学 2名）、基盤研究 Cを 2

名（全学 6名）が獲得している。 

 

［長所］ 

外部資金調達を目指して、研究支援課が設立され、研究支援のホームページが作られるなど、情報供与

のサポートは進んでいる。 

文学部には科学研究費補助金の獲得者などもおり、先駆者として他の研究者を刺激しサポートしていく

可能性が存在する。また、文学部の中に多様な専攻が存在し、中規模のスケールメリットによって教員の

交流があり、 近の動向として注目される、人文社会科学における学際的な共同研究の可能性がある。 

 

［問題点］ 

学外資金の獲得者は固定している。 

学内におけるプロジェクト研究の裁定にあたり、直接的な社会への研究効果などが強く意識されると、

そういった条件から見かけ上遠い本学部の研究は不利なものとなる。研究によっては共同研究という形式

を取りにくいものもある。 

 

［改善の方法］ 

外部資金獲得のためには、外部資金についての情報供与が欠かせない。そのため研究支援課の機能を充

実させることが必要になる。また資金獲得者には、事務的な処理のノウハウが必要となる。これについて

も、組織的なサポートが求められる。 

また、研究費が確保できるよう、本学部における研究の特殊性とその意義を伝える努力を重ねてゆく必

要がある。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

これまで本学と本学部が地域で積み重ねてきた、自由な研究と社会への還元を、さらに時代に合った形

で広げていくことが求められる。本学や本学部が地域と社会に開かれ、地域や社会に発信していく。 

 

［実態］ 

本学において学内研究者による活発な研究とその条件整備がなされてきた成果として、各学部で研究者

のアソシエーションとしての学会が設立されている。この学会は、本学の研究者の自由な研究を目指す理

念において、大学からはある程度自律しているものとして設定されているが、一方通常の学会とは異なり、

大学からの多くの補助を受けている。各学会は、学部や専攻とは独立に媒体（紀要）をもち、そのもとで、

講演会や研究会の補助、出版補助などがなされている。こうして本学の教員にとって、学会は、研究成果

の公表や発信・受信において、恵まれた条件を構成している。 

本学の学会の一つであり、文学部の教員が多く所属する文学会は、学会の会員が文学部に閉じず、他学

部の教育職員を多く含んで、学部を越えた、文学研究の交流の場となっている。文学会の媒体『文学論叢』

は、多くの大学と紀要を交換し、文学会はそれらの所蔵の部屋をもっている。この点で、本学における大

学紀要資料の充実と、本学の研究成果を多くの大学に発信する機能は保たれている。 

出版助成については、出版状況が困難な現在の状況において、全学的な出版助成以外に、学会や研究所

による出版助成も存在し利用されている。文学部では文学会が文学会叢書の刊行を行っており、文学部教

育職員のみに留まらず多く利用されている。 

 



（１）文学部 

401 
 

［長所］ 

各学会における紀要、研究所における紀要など、学内での発表媒体は豊かである。各学会は学部と直接

結合していないところもあり、教育職員が複数の学会に所属して、複数の媒体に執筆することは可能であ

る。この点については、学部のカラーに拘束されず、執筆テーマによって媒体を選べる利点があり、学際

的な研究視点が必要な現在においては、長所となっている。 

カルチュラルスタディーズに見られるように、文学部における研究（文化研究）は、経済や国際関係な

どあらゆる分野への浸透を現在可能としており、文学部教員にとってこの可能性は相対的に高いものと思

われる。 

 

［問題点］ 

地方都市の大学であるため、交通の便という点では、他大学や学会での成果発表や受信の機会を相対的

に奪われている。 

プロジェクト研究の推進は全学的に構想されているが、その成果の発表の機会については十分考えられ

ていない。 

 

［改善の方法］ 

他大学や学会での研究発表などを積極的に進めることができるよう、支援体制の整備が必要である。 

プロジェクト研究の成果発表の機会について、現在の出版助成以外の方法について考える必要がある。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本学や本学部の理念に沿い、社会と学問に対する責任に関わる研究倫理に積極的に取り組む必要がある。

文学部は、動物実験や医療倫理といった自然科学系では問題とされる重要な研究倫理の問題は生じづらい

が、人文社会科学系においても、社会の変化にともない、様々な研究倫理の問題が出現し始めていると考

えられる。これまでは、研究者の個々の努力に慣習的に任されていた種々の問題を明確化し、研究のアカ

ウンタビリティを増すこととする。 

 

［実態］ 

個々の研究者に任されており、また専攻によっては研究者間で意識化され確認されている。 

 

［長所］ 

中規模の大学で教育職員同士が顔が見える関係であるため、専攻間での教育職員の意思疎通はなされて

おり、特に教育と関わる研究上の問題は共有されている。また研究や教育に対する強い倫理的関心が風土

として存在し、意識の高い教育職員も多いので、慣習的に意識され守られている。モラルハザード等がお

きにくい環境である。 

心理学専攻の開設にあたって、動物実験を行わないことをあらかじめ取り決めたことは特筆できる。 

 

［問題点］ 

慣習的な維持だけでなく、ルールを設定するなど明示的な方法で今後取り組んでいく必要ある。そのた

めには、各学部や専攻だけの取り組みではなく、フィールドワーク研究に携わる専攻や学部間の連携など、

全学的に取り組んでいく必要がある。 

 

［改善の方法］ 
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倫理規程の必要性について認識する必要があるが、このような問題は、本学部単位だけで取組む問題で

はなく、全学的な取り組みが必要である。実際、フィールドワーク研究や教育は、国際コミュニケーショ

ン学部や現代中国学部などにも見られる。社会学研究者が中心となるなどの方法で検討する準備をしてい

く必要があるだろう。 
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１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学部の研究活動は、学問、思想および表現の自由を保証しつつ、その構成員の権利および義務とし

て、大学内外と国内外にわたる個人研究と共同研究の両面の促進、ならびにそれらの公開の場づくりに努

め、地域貢献と国際的連携に寄与することを目的として行われている。それは、大学でしかできない研究

を主柱にしつつも、むしろ未来の社会的ニーズを先取りし、創造していく役割を担うこととする。 

 

［実態］ 

経済学部専任教員 42 名の 2001～2005 年度の研究成果の発表状況は、著書 50、論文 152、学会発表 34、

その他（翻訳、資料紹介、書評、報告、辞書、講演など）63 となっており（『2005 年度 愛知大学学術要覧』

による）、研究活動は活発になされているといってよい。また、経済学部教員は学内の附置研究機関の研究

活動にも積極的に参加をしている。経済学部教員が責任者を務めているそうした研究機関のプロジェクト

としては、国際問題研究所の「アジア社会経済システムの再構築に向けて」研究プロジェクト、中部地方

産業研究所の「中部経済とアジア」研究プロジェクト、および三遠南信地域連携センター(私立大学学術研

究高度化推進事業)の「過疎と地域づくりに関する日韓共同研究」プロジェクト、「流域社会の近代化過程

に関する総合的研究」プロジェクトがある。また、ICCS の研究会にも、経済研究会と環境研究会を中心に

正規の研究会メンバーとして学部構成員が積極的に参画している。 

 

［長所］ 

経済学部教員の研究活動は、総体としてみれば、地域と日本全体、および国内外にわたる経済と社会の

歴史、現状分析、原理の追究、さらに将来構想の提案について巾広くなっている。 

東三河地域、日本の各地域、アジア地域および欧州地域への地域貢献を意識した研究業績も数多く、グ

ローカルな時代の要請を踏まえ、あるいは先取りした取り組みとなっている。また、海外との国際共同研

究への取り組みにも積極的である。なお、1、2年という短期の研究業績にこだわらずに、じっくりと腰を

据えて研究テーマを模索し、構想を練り上げてきている教員もいることは、大学の原点を蘇生させるもの

である。 

 

［問題点］ 

教員個々の研究活動の質的な面の高低は、研究の自由の原則からして、専ら有形無形の学内外からの評

価に委ねられている。また、学部全体の研究活動としてみれば、多様多元の研究諸分野の総合といった側

面がいくぶん稀薄となっている点は否めない。この点は実際の共同研究についても同じである。地域研究

と地域貢献の関係は、もともと直ちに結びつくものではないにしても、提案の実現性をめぐり残されてい

る課題も多い。また、社会的ニーズへの適応や受託研究に時間と労力を費やし、本来大学においてしかで

きない深い基本研究と長期研究に臨む余裕を一部失いつつあるのも問題点としてあげられる。 
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［改善の方法］ 

研究の質的水準の向上は、各教員の自覚にまつことを第一条件とせざるを得ないが、多元的総合は、学

部内、学部間および学外の関係者や関係機関との交流と切磋琢磨のうえに新たな共通の場づくりの発見か

ら進んで高い次元への飛躍を奨励すること以外に考えられない。そうした機会を、意識的に作り出してい

くことが必要である。研究を踏まえた地域貢献については、課題の明確な把握、解決策の立案およびその

実現に向けての過不足のない緻密な段取りの設定、さらに不断の修正プログラムのビルトインを踏まえた

長期的取り組みを課題としている。また、大学らしい大学を経済学部としても支えていくためには、質的

に高い基礎研究と長期研究の体制の組み直しも不可欠である。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携  

 

［理念・目的・目標］ 

本学の建学の精神である国際性と地域貢献に則り、地域からの国際的な研究の連携とその公開の場づく

りの積極的な推進を目的とする。 

 

［実態］ 

研究における国際連携は、経済学部独自のものとしてはない。ただ、すでに述べたように、経済学部教

員による附置研究機関等の国際的共同研究への参加は、アジア地域研究、アジア比較研究、および日米・

日欧比較研究を中心に積極的になされている。また、そうした研究成果を踏まえた国際的なシンポジウム

やパネルディスカッションの主催や参加も多い。 

 

［長所］ 

東三河地域に立地する経済学部は、世界的グローバリゼーションの過程のなかでの地域経済のあり方を

把握するオリジナルな条件を有し、世界のなかでのアジア、アジアのなかでの日本、日本のなかでの地域、

といった類比的な重畳と相互規定の関係の研究に多くの成果を蓄積しつつあり、学外からの期待や評価も

高い。 

 

［問題点］ 

学部教員による研究上の国際連携は、特定の教員たちに限られがちで、多数には及ばない点に問題は残

る。これには、語学上の問題が大きいと思われるが、各専門領域での深い研究に秘められる国際的な普遍

性の自覚の稀薄さとその具体的な展開の機会と場が少ないことも関係している。 

 

［改善の方法］ 

グローバル化の時代にあって研究の国際性や国際的価値を高めることの重要性を、ことあるごとに強調

するような取り組みを進めるとともに、すでに国際連携において経験の豊富な教員の共同研究に、そうし

た経験が少ない教員を参加させるよう働きかけていくことが、改善に繋がる。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

本学は学部単位を超えた教育・研究の向上のためにいくつもの研究所・センター等を設置しており、経
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済学部もまたその教育研究への参加の積極的な意義を認め、さらに他大学等の研究諸機関との研究の連携

を広汎かつ密接なものにすることを目標とする。 

 

［実態］ 

経済学部教員のほとんどは、各種の研究所やセンターの構成員(兼任)となっており、また、大学院の経

済学研究科、中国研究科に所属している。また、各教員は、総合図書館、学会、語学教育研究室、体育研

究室、および一般教育研究室に備えられている図書類や諸機器などを共同利用機関・施設として必要に応

じて原則上自由に利用できるものとなっており、これらを拠点として、幅広い個人研究と共同研究を行っ

ている。 

 

［長所］ 

各組織単位間の研究上の連携は、特定の研究分野の深化とあわせて、いくぶんなりとも異分野の研究者

との交流、図書利用および諸機器の利用を介して研究活動の促進効果をもたらしている。 

 

［問題点］ 

各種の研究所、センター、学会および研究室といった組織と組織の間の研究上の連携は、共同の研究プ

ロジェクトとして組まれることはなお稀であるのが現状である。また、それらのうちには厳格な会員制を

設けているところもあって、必ずしも全面的に自由かつ汎通的な研究活動の促進とはなっていない。 

 

［改善の方法］ 

創造的研究の基本は異分野の融合にあることを踏まえ、各組織単位間の自由な交流と利用ならびに共同

研究プロジェクトの組みあげによる多様多元の諸分野の総合効果の追究が不可欠であるが、そのためには、

研究機関同士が協議できる場を設定することからはじめる必要がある。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本学の方針に則り、個人研究と共同研究の促進とその成果の公表にあたって、研究室、研究時間、国内

外の研修およびその費用の各面において 大限の支援をすべく研究環境づくりに重点的目標を置く。 

 

［実態］ 

学部専任教員 42 名の研究費は 2005 年度実績でみると、全総額 42,190 千円で、教員 1 名あたり 1,000

千円強にのぼる。国内外の研修機会の確保は十全であるといえ、その折に支給される研究旅費は、2005 年

度実績としては、総額で長期海外研修 3,240 千円、短期海外研修 2,150 千円である（国内研修は該当なし）。

個人研究と共同研究への学内研究助成制度も完備されており、同年度実績でみると、経済学部の学内共同

研究の利用件数は 4件、その研究費総額 4,760 千円、1件当たりでは 1,190 千円となっている。 

教員研究室は学部教員全員に個室（平均 25.1 ㎡）として割り当てられている。教員の研究時間の確保の

方策としては、担当授業時間数と学内各種委員の任務時間の平均化、昼間部と夜間部（2 部）の担当授業

時間の公平化、および開講期間の限定による研究時間の長期創出への配慮がなされている。ちなみに、2005

年度実績でみると、経済学部専任教員 39 名の昼間部平均担当授業時間数は、教授 13.1 時間、助教授 12.8

時間、講師 12 時間であり、夜間部のそれは 3 名についてみると、教授 14.3 時間、助教授 9時間となって

いる。 



（２）経済学部 

405 
 

 

［長所］ 

学内研究助成制度はほぼ完備され、経済学部もその恩恵を受けている。研究室と研究時間の確保につい

ても 大限の配慮がなされている。 

 

［問題点］ 

学部教員間において、研究助成制度の積極的な活用と不利用、ならびに各種委員の任務時間量の多寡を

めぐり、かなりのバラツキがみうけられる。 

 

［改善の方法］ 

問題点に関わる不満の声は正式にはあがっていないが、特に若手教員には今後も十分な研究条件を維持

していけるよう、教授会等を通じて学部全体として研究条件の整備のあり方について考える機会を増やす

必要がある。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学部は、科学研究費補助金(科研費)や研究助成財団研究助成金の活用の自由を認め、それらの積極

的な導入の奨励を目指す。 

 

［実態］ 

2005 年度実績でみると、経済学部の科研費申請件数は 4件で、うち 2件が採択されている。それらの研

究費総額は 6,100 千円である。他に、民間の研究助成財団等からの研究助成金交付は 1 件で 300 千円であ

る。政府もしくは政府関連法人からの研究助成金の交付は、経済学部としてはないが、経済学部教員が参

加している学内研究機関等についてはそうした実績がある。 

なお、本学の研究助成制度の利用と民間からの研究助成の重複の申請案件については民間からのものが

巨額なものでないかぎり、原則上は認める方針をとっている。 

こうした公的資金や学外資金の獲得については、教授会にて学部長より奨励されている。 

 

［長所］ 

本学の研究助成制度は、経済学部教員に対しても、研究資金の必要 小限を保証するとともに、積極的

な意欲のある研究活動には学外、学内いずれかの研究助成の対象とする多段階の措置をとっている。学内

の研究助成制度については、助成申請案件に対して研究委員会で審査のうえ、よほどの欠格条項がないか

ぎり、まずは認可して研究の進捗を見守り、研究担当者の責任ある成果に期待するしくみと運用方針をと

っている。その研究進行過程で続行不可能な深刻な問題が生じた場合には再審査し、その是非を判断する

寛容なものである。その成果物の公表も研究期間の終了後 2 年間の猶予を与えている。しかも、研究助成

申請の連続も認めている。 

 

［問題点］ 

科研費その他の学外研究助成への申請は、なお非常に限られている。また、教員によって申請へのモチ

ベーションにかなりのバラツキが見られる。 

 

［改善の方法］ 

科研費その他の学外研究助成の獲得は、それ自体が研究の社会的評価をともなっているとの意識を根付
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かせていくために、全構成員が必ず何らかの申請を行うよう義務付けるような措置が不可欠である。どの

ような申請がなされているかの全体像は、現在では、学部長のみが把握しているが、教授会でも共有する

こととし、相互に啓発することが必要である。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

学部構成員の研究成果の公表は、経済学会所轄の紀要、学内各研究所の印刷・出版物および学外でのそ

の機会確保の自由の保証をもって奨励すること、また各機関のホームページを通してその内容を発信して

いくことを、基本的に了解された目標としている。加えて、他の大学等の研究機関からの研究成果物や一

般出版物の受信と充実整備への支援も当然の目標として奨励している。 

 

［実態］ 

研究成果の公表の自由は完全に保証されている。また研究助成対象となっている研究成果の公表は義務

づけられている。学部内では経済学会所轄の『経済論集』への積極的な寄稿が常時呼びかけられている。

『経済論集』（年 3回発行）は経済学部の学生、他の大学諸機関、研究諸機関などに無料で配付、送付され

ている。学内出版助成制度を活用した研究成果の公表は経済学部教員に関するものについては 2004 年度に

2件あったが、2005 年度には 0件であった。 

学術データベースでの発信システムは、経済学部としては構築しておらず、現段階では、各発行機関の

ホームページや教員個人のホームページの作成によりその業績の自由な公表と発信に委ねられている。ま

た、学術データベースの受信システムは、経済学部としては教員個人の自由裁量に委ねられている。 

 

［長所］ 

研究成果の公表、発信、受信等の自由が完全に保証されており、それらの必要性についての意識は学部

内で徹底している。 

 

［問題点］ 

学部としての学術データベースの送・受信システムが、未構築である。 

 

［改善の方法］ 

すでに整備されている学部のホームページに、研究成果のデータベースを取り入れることが不可欠であ

る。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 
 
［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

研究上の盗用と流用、研究の捏造、研究費の不正利用などに対する特別の倫理要綱を学部独自には作っ

てはいないので、該当しない。 
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（３）国際コミュニケーション学部 
 

１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

教員は、研究者と教育者の二面性をもち、そのどちらを欠いても十分その任務を果たし得ない。教員は

まず研究者である以上、物理的にも心理的にも研究に力を入れ、その成果を定期的に発表していかなけれ

ばならない。国内外での学会へ積極的に参加することも当然、望まれる。 

また、研究助成を得て行われる研究プログラムについては、教員が協力しながら教育研究を向上させる

上で重要な機会であるので十分に活用する。 

 

［実態］ 

教員による論文等研究成果の発表は、専門誌、学会誌、一般誌、国際コミュニケーション学会誌、付属

研究所紀要、あるいは講演会やセミナー等で逐次行われている。『2005 年度学術要覧』によると、2001～

2005 年度に本学部の専任教員が著した著書、論文数はつぎのとおりである。言語コミュニケーション学科

の教員 12 名は 43 本で、1名あたり 3.6、比較文化学科の教員 18 名は 80 本で、1名あたり 4.4 となる。学

部全体では 4.1 本となる。執筆本数の 低は 0、 大は 13 であった。  

本学部の教員が受けた研究助成はつぎのとおりである。学内共同研究費は2003年度から3年間それぞれ、

2,550 千円（6.8％）、1,950 千円（5.0％）、440 千円（1.3％）であった（かっこ内は研究費総額における

割合）。学外研究費としての科学研究費補助金は同 3 年間で 1,900 千円（5.0％）、4,300 千円（11.0％）、

1,500 千円（4.4％）であった。この他 2003 年度に民間から研究助成金 200 千円（0.5％）を受けている（「大

学基礎データ表 32」参照）。 

国内外での学会での活動状況については、個人によって異なるが、全員が学会発表を断続的に行い、理

事の役員等に就いている者もいる。海外の学会に参加し、発表する者も少なくない。 

 

［長所］ 

研究活動を支える基盤は、個人研究にしても共同研究にしても本学は比較的恵まれている。特に後者は、

個人ベースでも、研究所ベースでも自由に組織することができ、助成金の採択率も高い。 

出版助成は出版経費の 50％以内と定められている。2006 年度の場合、3 件の申請、2 件採択と、こちら

も条件は悪くない。 

 

［問題点］ 

近年は、教育と学内行政に多くの時間が割かれるようになり、その分研究がややおろそかになっている

ことは否めない。本学部は、比較的高齢の教員が多く、外国人教員も多い（言語コミュニケーション学科

6名、比較文化学科 2名）ため、学内業務が一部教員に集中し、研究時間にアンバランスが見られる。 

各教員が目下取り組んでいる研究内容を掌握することは容易でない。専門が異なることで、互いに理解

することを放棄するのではなく、研究をどのように教育に活かすか、という点でもっと連携を深める必要

がある。 

 

［改善の方法］ 

各教員が担当している学内業務をリストアップし、できるだけ負担を公平にすることを目標にする。 

各教員の個人研究テーマ（個人研究費に基づく研究）および共同研究テーマ（学内外共同研究費に基づ

く研究）、研究成果・出版物を、各学科ホームページ等で公開する。また、研究発表会・ワークショップ・

フォーラムなど、テーマも参加者も多様で自由な研究者交流の機会をつくる。 
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ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

国際的な共同研究への参加は本学部の性格上望ましいし、積極的にすすめるべきである。海外での活動、

具体的には出版、学術雑誌への投稿、学会・研究会での発表、資料収集活動などを積極的に行う。 

 

［実態］ 

国際的な共同研究は学会の活動を除いてはほとんどない。しかし次のように海外での研究活動は活発に

行われている。2001 年から 2005 年の間、海外で出版された著書はアメリカ、ドイツで 3 件ある。海外の

雑誌に発表された論文はイギリス、中国、韓国等 9 件ある。海外での学会、研究会での研究発表はイギリ

ス、アメリカ、カナダ、フランス、タイ、中国等 14 件と活発である。また外国への資料収集活動は 15 カ

国におよび、アジア、欧米、中東、東欧等と活発である。 

 

［長所］ 

個人レベルでの海外における研究活動はかなり活発に行われている。これはこの学部の性格らして当然

のことである。これをさらに拡大していきたい。 

 

［問題点］ 

外国の研究者との共同研究は学会で、それなりに活発になされているが、それが論文等の形に結実して

いない。また個人レベルで外国の研究者との共同研究は 1つと少ない。 

 

［改善の方法］ 

この分野はまだまだ発展させねばならない領域である。また、外国の大学、研究所と学部レベルでの共

同研究も意識的に追求すべきである。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

関連する研究分野の付属研究所と研究上の連携を図る。 

 

［実態］ 

付属研究所は本学部にはない。しかし、国際問題研究所は本学部の課題と共通することもあり、複数の

構成員が所員となって活動している。 

 

［長所］ 

一部の教員はそれなりの連携を保っている。 

 

［問題点］ 

歴史のある他学部に比して付属研究機関との関係が薄いのは、長い目で見れば問題である。 

 

［改善の方法］ 
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国際問題研究所以外連携がないに等しい。他学部には本学部の研究・教育と関連する分野の研究者が少

なからずいる。他学部の教員との連携の強化を目標とする。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

語学、国際関係、異文化理解を軸にすえながら、アジアや欧米等を中心に教育研究活動を行うために適

切な研究環境を整備する。学部構成員一人ひとりの研究もさることながら、両学科が持つ研究環境の性格

も本学部の研究教育の目標から発している。構成員の研究成果が教育へと繋がり、全体的として教育と研

究の相互補完および相互発展に到達できるよう努める。 

 

［実態］ 

個人研究費の額は、前者が 500 千円と定められており、金額自体は妥当なところである。個人研究費お

よび研究旅費の額は本学が定める個人研究費規程によって施行されているので、学部に則した額の適切性

を規定するのは今のところ難しい。 

教員研究室は、全教員が 23.8 ㎡の個室を与えられており、広さ、環境とも妥当である。個室ではあるが、

単なる研究の場ではなく、学生が自由に出入りできる教育の場にもなっている。T．T．の場合は個室では

なく、共同研究室である。 

教員の研究時間は、夏期休暇と冬期休暇を除いて確保することが難しい。特に学期中は教材の準備、学

生指導、学内業務があり、研究はどうしても後回しになりがちである。学部構成員の偏差はあるものの、

授業の基本コマ数である 5 コマを超える教員が多い上、さらには各種会議が重なる等、教員の個人研究時

間を確保するのはなかなか厳しい状況といわざるをえない。 

長期（1 年）の海外派遣については、2005 年度初めて 1 名を出し、2006 年度 2 名、2007 年度も長期 2

名と短期（半年）1名の派遣が決まっている。 

研修期間は長期研修者が年間 7名、短期研修者が年間 2名、在職期間 10 年に 1回、という本学の規定（教

育職員海外研修規程第 3条および第 12 条）に準じているが、研修内容によっては、もっと多様な運用方法

が問われている。 

これと関係して講義期間中における海外研修がある。休講は学生に不利益をもたらすため避けなければ

ならないことは教員一同了解している。 

申請に基づき審査を経て交付される学内共同研究費の利用は、本学部の場合、「大学基礎データ表 31」

によれば、2005 年度利用件数および総額からみて低いレベルに止まっている。1 件の利用と 440 千円の共

同研究費使用実績が報告されているが、ちなみに一番高い実績を見せた法学部の場合は、5 件の利用と

4,900 千円の使用実績が報告されている。 

 

［長所］ 

本学の定める規定によって毎年研究費や旅費が公平に支給されているが、これは長期的な計画を立てる

場合は確かな利点として機能する。具体的にいえば、研究内容に連動するはずの研究期間や研究方法等の

研究規模を予めデザインする上で便利である。 

専任教員の研究室に対する苦情はあまりなく、設備も大半は満足していると思われる。 

研修の機会が研究への新しい刺激になるのはいうまでもない。さらに、その機会が大体において機械的

に回ってくることは、長期的な研究計画を立てる上でとても便利なことである。 
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［問題点］ 

毎年の各教員に均等に支給される額は長期的な計画や行政的な面で確かに便利だが、一人ひとりの研究

内容や研究規模に柔軟に対応しているかは定かでない。 

専任教員の研究室そのものについては問題点が少ないものの、教室に隣接する研究室の場合、授業中の

音や学生たちからの騒音に露出されてしまう問題を依然として抱えている。学生たちのマナーに訴えれば

解決される問題ではなく、根本的にはテーブルや椅子等からの騒音防止策を考えなければならない。 

学部のコマ数を減らしても、そもそも大学院の授業は別扱いになっている（大学院の授業の内 1 コマだ

け責任コマ数の 5コマにカウントされる）ので、全体的には相当の数の授業に追われる教員は少なくない。

なおかつ、委員会の数が多すぎるとの声が絶えないにもかかわらず、あまり減らない。出席しなければな

らない会議も増えるし、当然ながら一人ひとりの研究時間を十分に確保するのは今のところ至難の業とい

わざるをえない。 

研修機会が安定的に与えられるのはありがたいが、運用の柔軟性については検討の余地がある。たとえ

ば、研究内容によっては、時期や季節的特性を活かさなければならないケースもありうる。そんな場合は、

短期間に分割された数回の研修の方が効率性を期待できるにもかかわらず、今の制度は行政的利便性を優

先に考えている。 

いわゆる学内共同研究費の使用実績が低い状態にあることは、学部共同研究もあまり盛んでないことを

示すもので、研究を通して養われるはずの構成員同士の交流が乏しくなるのは問題であり、改善されなけ

ればならない。 

 

［改善の方法］ 

個人研究費や研究旅費の使途の範囲および制限については、 近の研究にはフィールドワークが付きも

のである場合が多いこと、そして研究内容によっては研究会を頻繁に開催しないといけないケースが多い

ことを勘案しながら検討を進める。 

研究室に隣接する教室に対しては、キャスターつきのテーブルや椅子等の設置を検討する。 

コマ数の負担減のためにまず解決するために、学部のコマ数と大学院のコマ数との通算について検討し

一定の結論を出すよう努める。教員の学内行政への負担を軽減するために、委員負担の公平さを追求する。 

長短期の海外派遣については、互いにカバーしながら毎年数名を派遣できるよう努める。講義期間中に

おける海外研修についても同様で、1 週間（講義 1 回）の休講可という原則は尊重しつつも、研修内容に

よっては柔軟な運用も検討課題である。 

学部構成員の共同研究を積極的に進める。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

科学研究費補助金への申請を積極的に行い、獲得を目指す。また民間団体からの獲得にも努める。 

 

［実態］ 

科学研究費については、2003 年度 1,900 千円、2004 年度 4,300 千円、2005 年度 1,500 千円であった。

また民間からの補助金は 2003 年度 200 千円のみであった。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 
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科学研究費補助金への申請は奨励されるべきであるが、申請数も採択数も多いとはいえない。これは他

学部と比較してもいえる。その理由を分析し、戦略を立てながら、科学研究費補助金をもっと活用する方

策を考えるべきであろう。 

 

［改善の方法］ 

なぜ本学部では補助金申請が低調なのか、克服する方法はないのかを他学部や他大学の事例を参考にし

て分析を強める。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部の構成員独自の研究活動について成果を発信すると同時に、学外からの受信に努め、研究活動を

活性化させる。 

 

［実態］ 

教員の研究活動は実態の項で披瀝しているとおり、かなり精力的に進められていると思われる。教員の

研究業績を分析すると、人文系学部の特徴か、共同執筆の論文は少ない。これは自然科学系学部とは大き

な相違点である。各出版社からの著書発行、全国学会の紀要への投稿、学会発表もかなり盛んである。他

大学の学会紀要への投稿も、東京大学、京都大学、名古屋大学、関西大学、関西学院大学、中央大学、神

奈川大学等かなり活発である。本学の他学部の紀要『文学論叢』、『言語と文化』への投稿も多い。その他

『LL ニュース』、「21 世紀 COE プログラム」関連の報告集への参加もある。このように、研究活動に充てる

時間は少ないと思われる反面、各教員には研究重視の姿勢は読み取れる。これらの出版社、各学会・研究

所の諸活動は公表、発信・受信を基本的課題としていることから、今度のいっそうの精進が期待される。

この姿勢を大切に守り、発展させていかなければならない。 

 

［長所］ 

個々の研究活動では、それなりの業績を挙げている。全国学会で中心的役割を果たしている教員も複数

いる。 

 

［問題点］ 

教員の研究活動について言えば、個人差が大きいと思われる。全国学会、他大学・研究機関の研究者か

ら高く評価されることが望ましい。この点の追求が万全でないと思われる。 

 

［改善の方法］ 

個々の教員の研究活動についてはその成果が少ないか、見えにくい教員に注目し、その教員の研究を支

援できることが望ましい。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

言語・国際関係・異文化理解を軸にした本学部の研究目標に支障をきたさぬよう適切な研究倫理的な条

件整備を行う。 
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［実態］ 

本学部は設立当初から、実験や研究の自制が求められる活動・行為に対する学部内的システムを特に設

けてこなかった。それは、本学部が言語・国際関係・異文化理解を軸にしており、その目的や目標に支障

をきたすような倫理問題は特になかったからである。教員の教育研究活動で倫理問題となったことはない。 

 

［長所］ 

論文盗用など研究における倫理的な問題が発生していないのは評価できる。 

 

［問題点］ 

研究活動に関する倫理問題に無関心な現状は問題である。 

 

［改善の方法］ 

たとえ現在問題が発生していなくても、将来研究に関る倫理課題が発生しないとは限らない。日常普段

の警戒心を醸成するよう、何らかのチェック・システムを検討する。 
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１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

研究活動は、教育活動とともに、大学における教育職員の職務の両輪をなし、前者が後者を支えている

面は少なくない。その意味で、研究活動のよりいっそうの活性化は、法学部の発展、ひいては大学全体の

発展・活性化に繋がるものである。従来、研究活動は教育職員の個人的問題であり、もっぱら本人の自主

性ないし自助努力に委ねられてきたが、近年、様々な要因によって研究環境が圧迫され続けているという

現状の中で、自由活発な研究活動の前提をなす研究環境の整備に学部として組織的に取り組んでいく必要

性が高まっている。各教育職員の研究活動の状況を情報として共有するのみならず、その活性度を学部と

して取り上げ検証するシステム作りが必要である。 

 

［実態］ 

研究活動については、『愛知大学通信』や『AUDI』の該当号、『愛知大学年報』（毎年発行）に年度ごとの

著書・論文、学会報告の題目が掲載される。また、『学術要覧』（隔年発行）に、主要な研究業績と 近 5

年間の研究業績等が登載される。海外研修や海外出張、研究助成などの状況についても、それらにより相

当程度知ることが可能である（「大学基礎データ表 24、表 25、表 26」参照）。 

 

［長所］ 

各教育職員の努力により、学内外において活発に研究活動が行われているといえる。 

 

［問題点］ 

研究活動の状況が開示されているにとどまり、それに対する学部としての組織的な検証はまったくなさ

れていない。 
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［改善の方法］ 

各教育職員の研究活動の活性度を検証するためのシステム作りに取り組む。 も、活性度を検証する目

的は、特定の教育職員を糾弾することにあるのではなく、研究活動に支障をきたしかねない原因を洗い出

すことにあり、こうした検証は学部として研究環境の整備をいかに図っていくのか考える上での重要な指

針となると考える。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

国際的視野をもった学生を育成することが法学部の教育理念の一つとなっている以上、研究面において

も、国際化を図っていく必要がある。 

 

［実態］ 

国際的な共同研究への参加は今のところ見られない。しかし、国際的な学会やワ-クショップへの参加は、

散見される。2005 年度においては、7件の学会あるいは国際会議への参加が教授会にて報告されている。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

研究体制の面では、国際連携に関する取り組みは遅れているといえる。 

 

［改善の方法］ 

国際的な学会やワークショップへの参加の機会を増やし、それをさらに発展させる必要があるのみなら

ず、それを大学としてサポートする体制作りも必要である。また、将来的には、法律学・政治学分野の研

究体制の充実した外国の大学・研究機関との共同プロジェクトの実施についても検討しなければならない

であろう。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

法学部と教育研究上の関連性が深い組織は、法務研究科（以下、「法科大学院」という。）と国際問題研

究所である。法学部と法科大学院とは教育面において密接な協力関係にあるが、研究活動が教育活動と両

輪をなすことに鑑みれば、研究面においても連携を図っていくことが、相互に研究活動のいっそうの活性

化を図りうると思われる。また、国際問題研究所については、大学自体が法政の研究・教育を中心的狙い

として創立され、これに建学の精神の国際性を加味して国際問題研究所が設立されたという経緯から、当

初より法学・政治学の専門家教育職員が該研究所の所員の中核を成し、中国を中心的研究対象としてきた。

こうした体制上の基本的事情の下で、現代中国学部の設置に際し法学部の中国関係研究者はこの新設学部

に移籍し、法学部と該研究所との人的繋がりは希薄化したともいえる状況にある。したがって、法学部の

側から該研究所に働きかけて研究活動を活発化させるべき必然性はなく、結局、個人の自由な選択によっ

て研究所の活動に参加するという方法に任せられている。法学部と ICCS の関係も同様である。 
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［実態］ 

法科大学院については、法学部・法科大学院双方の構成員が、併任ないし兼担という形で行き来してい

る関係で、個人レベルでは研究面での交流が行われているが、組織としては、法学部の紀要である『法経

論集』に法科大学院の教育職員が寄稿しているという他に、研究上の連携は図られていない。また、国際

問題研究所については、法学部専任教育職員のうち、2006 年 8 月現在 9名が「国際問題研究所」の所員に

登録し、その 8リサーチ・ユニットのうちから任意に 1～2のユニットに所属しており、自らの発意によっ

て研究活動を開始するか、他の所員からの呼びかけに応じてそれに参加することのできる態勢にある。 

 

［長所］ 

法科大学院については、制度としての連携はなくても、自発的な研究上の交流は実現している。また、

法科大学院は多数の実務家教育職員を擁していることから、教育上あるいは研究上の交流を通じて、実務

と理論の架橋を図りうるというメリットがある。国際問題研究所については、9 名の法学部教育職員は経

済学、憲法、刑事訴訟法、英語、国際取引法、韓国・朝鮮文化、国際法、哲学、商法の専門家達であり、

その専門知識を生かすことができれば、国際問題研究所の研究活動に大きな貢献ができる潜在力を持って

いる。 

 

［問題点］ 

法科大学院については、個人レベルでの交流に任せていては発展性・持続性がない。また、法学部教育

職員に特有の問題ではないが、教育職員が任意に所属する研究機関における共同研究活動は、従来残念な

がらあまり活発ではなかった。国際問題研究所に限っていえば、所員は研究所の活動に積極的に働きかけ

る姿勢に欠けているかまたはその姿勢が弱いようで、研究所の側から働きかけがあるときに辛うじて反応

するといった雰囲気がある。 

 

［改善の方法］ 

法科大学院については、法学部と法科大学院の教育職員間で共同の研究会を設けるなどして、発展的・

持続的な研究上の連携を模索する。 も、法学部内部においても、専門分野の異なる教育職員間で研究上

の連携を図ることは難しいのが現状であることから、異なる組織間での連携は相当に困難であろう。また、

国際問題研究所については、窮極的には教育職員各個人の発意の問題に帰着するが、そのリーダーシップ

の問題でもあろうとの認識の下、研究所側から各種の研究企画を所員から募集し、またその運営委員会か

らの企画提案をしようとしている。法学部については、各教育職員の専門分野において、内外におけるそ

の研究活動の質の向上を目指す意欲の強化を図らねばならない。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

研究活動は、教育活動とともに、大学における教育職員の職務の両輪をなし、かつ有機的に連関するも

のであるから、財政面・環境面ともに十分な条件が整備されるべきである。 

 

［実態］ 

研究費としては、全学的には、各教育職員に個人研究費として 1 教育職員年額 500 千円が付与されてい

る。研究旅費については、学内の学会出張の場合、個人研究費の中から支出することができる。国外の学

会出張や調査・資料収集については、個人研究費の半額が限度であるが、一定額の加算が認められており、
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学会役員就任、学会報告者にも一定の加算がある。また、図書費については、個人研究費から支出できる

ことはもちろんのこと、これとは別に、各教育職員に個人図書費として同 120 千円が付与される他、各学

部には学部図書費として 16,600 千円が配分され、判例・法令等の継続的刊行物や各分野で共通して必要と

なる専門図書・雑誌等の購入に充てられている（「大学基礎データ表 29、表 30」参照）。 

研究室については、原則として名古屋校舎（法科大学院との併任者の一部は車道校舎）に、すべての構

成員が 1室ずつ（1室の面積 18.5 ㎡）割り当てられており（「大学基礎データ表 35」参照）、また研究会を

行うために利用することができる部屋として、共同研究室や中規模・小規模の会議室が用意されている。

また、研究室のない車道校舎においては、講師控室に 10 台前後の小型キャレルと、パソコン・プリンター

が設置されており、講義の待ち時間などを研究時間に充てることができる。 も、この施設・設備は、会

計大学院やエクステンションセンターの非常勤教員も使用するものであって、法学部教育職員の専用では

ない。 

研究時間の確保については、各教育職員によって様々である。講義負担は、平均して週に 10 時間程度で

あって（「大学基礎データ表 20」参照）、後述する法科大学院との併任教育職員を除けば、研究時間は確保

されているといえる。とはいえ、名古屋校舎・車道校舎の二校地体制の導入により、以前より出講に時間

的負担がかかることは、すべての構成員に当てはまる問題であるが、この他、構成員の年齢構成の関係か

ら、助教授に各種委員会の負担が集中しており、 も研究に時間を割くべき若手の研究時間の確保が図ら

れていない現状がある。また、法科大学院との併任教育職員は、学部・大学院双方で一人前の戦力として

カウントされ、講義負担が著しいため（週 14～16 時間）、研究時間がほとんど確保できない状況である。 

研究活動に必要な研修機会の確保については、国内・国外ともに、長期研修制度・短期研修制度が用意

され、ほぼ毎年 1名ないし 2名の利用がある。本学部では、2006 年度において長期海外研修・長期国内研

修ともに各 1名が利用している。 

共同研究費については、専任教育職員が 3 名以上で行う共同研究について、A と B の 2 種類の助成内容

が用意されており、いずれも愛知大学研究助成規程および同取扱要領に基づき、申請・採択・助成手続が

とられている。研究助成費申請に当っては、科学研究費の申請を併せて行うことが条件とされ、また助成

費は毎年 4月 1日から翌年 3月 31 日までの間に使用し、研究助成を受けた者は、研究終了後、研究成果を

書籍や学術雑誌等で公表することになっている。本学部では、2005 年度において 1件の利用があった（「大

学基礎データ表 31」参照）。 

 

［長所］ 

個人研究費については、図書やパソコンなどの設備費、用品費、学会主張費、学会関係費等、多様な用

途に充てることができるため、使い勝手はよい。研究室については、原則として 1 名 1 室は確保されてお

り、備品も十分に整備されている。研修機会の確保については、希望すれば大抵利用できる枠が用意され

ており、制度として問題はない。 

 

［問題点］ 

もともと、法律学・政治学という学問の性質上、研究図書の充実は必要不可欠である。その意味で、個

人研究費とは別枠で付与される個人図書費は、非常に有用であるが、実際には、額が少ない上、納品に時

間がかかるため、機動性が低くて利用しにくい。また、学部図書費は、継続刊行物の購入に負われ、予算

的に見て不足であることは否定できず、専門とする教育職員の少ない対象国や分野の図書が十分に整備で

きない状況にある。 

研究室については、カリキュラムの関係上、専門教育科目担当教育職員の大半が講義や演習を車道校舎

で行っていながら、一方で研究室は名古屋校舎にあるというのが現状ある。こうした教育の場と研究の場

の分断が、教育や学生指導・研究時間の確保の面で大きくマイナスとなっていることは否めない。 

研究時間については、二校地体制にともなう出講の時間的負担の増加による制約とともに、各種委員会

負担の集中や、法科大学院との併任によって、特定（とりわけ中堅・若手を中心とした）教育職員の研究

時間は著しく制約された状況にある。 
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共同研究費については、申請数が少ない。 

 

［改善の方法］ 

図書費の確保については、判例集などの継続的刊行物を中心に、データベース化を進めることにより図

書費の抑制を図る一方で、学問的性格から学部図書費予算の増額を要求するなど、図書のいっそうの拡充

を図る。 

研究室については、車道校舎にも研究スペ-スを確保することが望ましいが、現在のキャパシティーでは

非常に困難である。車道校舎をさらに拡充し、研究スペースを創出するか、あるいは車道校舎への法学部

全体の移転により分断を解消するか、いずれにしても抜本的な対策を図る必要がある。 

研究時間については、4年生が卒業する2006年度以降は、暫時的に2部の講義負担が減少していくので、

研究時間は確保しやすくなってくるであろう。しかしながら、すべての構成員が「均等」に十分な研究時

間の確保を実現するためには、二校地体制の早期解消、特定人への委員会の負担の偏り是正、併任教育職

員問題の早期解消を図っていく必要がある。 

共同研究費の申請が少ないのは、法律学・政治学という学問的特性から分野を超えた共同研究に発展し

にくいことにも由来するが、一方で、個人的研究に加えて、さらに共同研究にも取り組む時間的余裕がな

いことにも原因がある。教育職員の研究意欲を高め、申請を活発化するためには、研究環境の整備、特に

研究時間の確保を図っていくことが大前提となろう。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

学内で支給される研究費や研究助成金の不足を補い、研究活動をより活性化するために、科学研究費補

助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請の促進を図る。 

 

［実態］ 

科学研究費補助金については、2003 年度に 3 件、2004 年度に 6 件、2005 年度に 6 件の申請がなされて

いるが、いずれも採択されていない。その他、民間の研究助成財団への申請が 2004 年度に 1件採択されて

いる（「大学基礎データ表 33、表 34」参照）。 

 

［長所］ 

申請自体は、他学部と比較しても遜色がない程度に行われている。 

 

［問題点］ 

応募自体が少なく、結果として 3 年間はまったく採択されていない。この原因の一つは、教育負担・学

内行政の負担の大きさにある。これらの研究助成金の申請は非常に時間がかかるにも拘らず、採択される

件数がわずかであるため、時間的余裕がない教育職員は、意欲があっても申請すら準備できないのが現状

である。 

 

［改善の方法］ 

競争的な研究環境を創出するための措置を検討するにあたっては、まず上述した状況の改善から検討し

なければならない。また、教育職員の申請にかかる負担を軽減するためにも、事務局によるサポート体制

を整備する必要があろう。 
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ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

研究活動は、教育活動とともに、大学における教育職員の職務の両輪をなすものであるから、教育職員

の研究意欲を高め、研究活動をより活性化するためにも、研究成果を世に問う機会をより多く設けるよう、

十分な支援をしていかなければならない。 

 

［実態］ 

研究成果の発表の機会を提供するため、専門教育科目担当教育職員で構成される法学会は、『法経論集』

を発行（年 3回）しており、また共通教育科目担当教育職員にも各種の学内紀要が用意されている。『法経

論集』には、2003 年度は計 14 名、2004 年度は計 15 名、2005 年度は計 26 名が寄稿している。法経論集は

発行後直ちに、国内の 260 の大学、研究機関に対して送付されている一方で、他大学・研究機関の紀要等

を約 302 点受け入れており、また、法律・政治関係の刊行物は、法学会室には、国内のものが 417 点、海

外のものが 390 点、図書館には、名古屋と車道併せて、国内のものは 1,321 点、海外のものは 332 点受け

入れられている。さらに、学内には、データベースとして国内のものが 24 種類、海外のものが 17 種類提

供されており、文献や判例の検索がネット上で可能となっている。 も、学外の学術研究雑誌で研究成果

を発表する例も多く（「大学基礎データ表 24」参照）、あるいは単行本を執筆して研究成果を世に問う例も

あり、その財政的基盤として出版助成費を受けることできる。 近では、2004 年度に 1名が出版助成を受

けている。学会発表については、交通費・宿泊費を個人研究費から支出できるが、発表者には一定の加算

が認められている。 

 

［長所］ 

研究成果の発表を支援する体制は相当に整備されているといえる。 

 

［問題点］ 

法科大学院設置にともない、同大学院が独自の紀要を持たない関係上、大学院所属の教育職員による寄

稿を『法経論集』が受け入れることになり、投稿希望者の数は増えているにもかかわらず、事務職員の不

足により事務処理に対応できないため、刊行回数を増加させることができてない。また、学会発表に関す

る助成は、個人研究費の枠内での処理に留まっていることから、積極的に研究活動に取り組み、単年度に

複数回の研究発表を行う教育職員ほど負担が大きくなるという問題がある。 

 

［改善の方法］ 

『法経論集』については、刊行の回数や時期の見直しも含め、構成員のニーズに応ずるよう発表の機会

をさらに充実・発展させていかなければならない。また、学会発表については、国内・国外を問わず、個

人研究費とは別枠の補助金が必要である。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

法学部の場合、倫理面から自制が求められている行動・行為としては、研究費の不正使用、論文盗用、

著作権違反等が考えられるが、これらは教育職員の自己規律に委ねられており、組織としてこれを規制す

るシステムは存在しない。 
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１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部の研究活動における理念は、企業と経営の理論的・歴史的・実証的な研究を中心とした多面的

かつ多様な研究の推進である。その目的は、企業と経営をめぐる新しい事象を、多面的なアプローチから、

正確に深く理解することにある。この目的に即して、先学の研究業績や成果、個々の研究領域における研

究の枠組みを体系的に踏まえ、その上で新しい研究領域の開拓や新事実の発見、研究主題の掘り下げの努

力を継続的に行い、研究成果を通じて広く社会に貢献することが目標である。 

 

［実態］ 

経営学部の研究活動における論文等研究成果の発表状況は、「大学基礎データ表 24、表 25」にまとめら

れている。そこから、多様な研究領域における様々な研究成果が、着実に公表されていることが分かる。 

国内外の学会での活動状況は、「大学基礎データ表 26」にまとめられている。そこから、国内の学会に

おける研究報告だけにとどまらず、海外の国際学会での研究報告も着実に行われていることが分かる。 

研究助成を得て行われる研究プログラムの進展状況は、「大学基礎データ表 24、表 25、表 26」にも反映

されている。他に特筆すべき点は、別項にある研究所、学内の経営学会の報告のとおりである。 

 

［長所］ 

経営学部として特質すべき研究活動状況は、理念・目標・目的にそった多面的かつ多様な研究が推進さ

れていることである。個々の教員の研究主題は、それぞれの教員によって設定され、経営学および関連領

域の研究が日々進められている。それらは、様々な研究領域の特性に従い、理論的な研究、歴史的な研究、

実証的な研究と様々なアプローチから研究成果にとりまとめられている。その一方で、個々の研究成果は、

既存の研究枠組みや体系性を損なうことなく、継続的に研究主題を掘り下げる努力がなされている。 

またそれらの研究成果は、著書、論文、学会報告の他、個々の教員が担当する授業科目、経営総合科学

研究所や学部レベルでの研究会、学内経営学会も含めた各種出版物によって公表されている。 

 

［問題点］ 

授業計画の進行にともなうプレッシャーや学内における各種の職務負担の高まりから、国内外での学会

や学会に準じる研究会等に出席しにくい状況が今後発生することが懸念される。学会での研究活動への参

加は、学内における組織や研究支援体制同様、個々の教員にとって欠くべからざるものである。そのため、

授業計画の進行上、あるいは学内における各種の職務負担ゆえに学会に参加しづらい状況が今後発生する

としたら、研究活動上の問題点になりうる。 

 

［改善の方法］ 

上記の問題に対する具体的な改善の方法を見いだすことは、容易ではない。しかし、個々の研究者間の

コミュニケーションを促進し、それぞれの研究領域への配慮を共有することで、少なくとも学会を通じた

研究活動への参加を「やりにくい」と感じさせるようなプレッシャーの発生を防ぐことができる。また、

学生に対しても学会や研究会等への参加が、研究活動の上で必要不可欠であることと、授業の質を高める

ことにも繋がる旨、理解を得ることが必要である。 
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ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部の研究活動における理念は、企業と経営の理論的・歴史的・実証的な研究を中心とした多面的

かつ多様な研究の推進である。この理念に即して、国際的な研究領域も重要視している。その目的は、日

本と日本企業を取り巻く国際的な環境の変化を、理論的・歴史的・実証的に明らかにすることにある。多

面的かつ多様な研究の一環として、国際的な提携と研究成果を獲得し、広く社会に貢献する。 

 

［実態］ 

上記の理念・目的・目標を推進するために、個々の教員の研究主題によって、経営学部では国際的な交

流や研究活動を奨励している。 

また、経営学部における国際的な共同研究への参加状況は、人的国際学術研究交流を示した「大学基礎

データ表 12」にまとめられている。それによると、2003 年度から 2005 年度にかけて、54 件の海外派遣が

行われている。一方、受入の面では、別項の大学院経営学研究科での受け入れに見られるとおりである。

経営学部の教員と大学院経営学研究科および会計大学院の教員は、人材面での重複がある。そのため、大

学院経営学研究科を主体としながらも、経営学部としても受け入れた研究者との交流、国際提携支援を行

っているものと見ることができる。 

 

［長所］ 

経営学部の研究活動として国際的な交流や研究活動を奨励しているが、すべての教員の研究主題が国際

的な研究領域を含むものではない。それにもかかわらず、各年度において 14 件（2003 年度）から 21 件（2004

年度）の海外短期派遣が行われていることは、継続的な国際交流と国際的な研究主題の掘り下げが行われ

ていることを示している。 

 

［問題点］ 

教員の海外派遣は、毎年度一定数以上行われているものの、海外からの研究者の受入については毎年度

行われているわけではない。研究活動における国際提携は、個々の研究者が主体となって行うべき性格の

ものであるため、このこと自体は自然なことである。だが、研究における国際交流を時機を逸することな

く実現するためには、受け入れ面でも経験を伝承していくことが望ましい。 

 

［改善の方法］ 

個々の研究者の主体性を確保しながらも、海外からの研究者の受け入れについては、各種支援制度に関

する理解を共有する必要がある。そのためには、経営学部教員同士、あるいは研究支援課とのコミュニケ

ーションを心がけ、国際的な研究主題への共感と理解を共有し続けていくことが望ましい。 

 

 

 

ｃ 研究教育組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部の研究活動における理念は、企業と経営の理論的・歴史的・実証的な研究を中心とした多面的

かつ多様な研究の推進である。この理念に即して、研究教育組織間の研究上の連携も重要視している。そ

の目的は、多面的かつ多様な研究を促進すると同時に、それぞれの研究成果を生かす場を様々な形で提供

することにある。多様な研究主題を持つ個々の教員が様々な場に関わることで、研究教育組織単位間の研

究上の連携を保ち、それぞれの研究成果を通じて広く社会に貢献することが目標である。 
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［実態］ 

本学は、「大学基礎データ表 1、表 2」に見られるように、経営学会、経営総合科学研究所、大学院経営

学研究科を含む各種学会、研究所、大学院を設置している。経営学部の教員は、個々の研究主題に応じて

学会、研究所に所属することができる。 

また、大学院経営学研究科および会計大学院は、その理念・目的・目標にそって設置され、「付属資料：

大学院履修要項」に見られるとおり、経営学・会計学の研究体系を踏まえた科目を開講している。大学院

経営学研究科および会計大学院では、愛知大学大学院学則により、資格審査および研究会員会での審議を

経て大学院担当教員を配置している。大学院経営学研究科および会計大学院では、「大学基礎データ表 19」

のとおり、主として経営学部教員の兼坦によって運営されている。 

このように研究面においては、個々の教員の研究主題に応じて、研究所、学会等様々な連携の場を提供

している。教育面においては、学部教育の理念を前提に、個々の教員が主体的に、自らの研究成果を学部

教育を中心とした教育の場に提供している。 

 

［長所］ 

経営学部の教員は、各種学会、研究所を通じて、自らの研究主題に応じた研究および研究成果公表の場

を得ている。各種学会、研究所へは重複しての所属も可能で、人的な交流を促進できる体制をとっている。 

また、大学院経営学研究科および会計大学院では、学部教員との兼坦により、研究活動やその成果をそ

れぞれのレベルで反映できる体制がとられている。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき事項はない。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究環境の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部の研究活動における理念は、企業と経営の理論的・歴史的・実証的な研究を中心とした多面的

かつ多様な研究の推進である。その目的は、多面的かつ多様な研究を促進するにふさわしい、個々の教員

の研究主題に合った研究費、研究施設、研究時間、研究活動を確保し、提供することにある。研究活動の

理念にそった多様な研究を個々の教員が推進することで、それぞれの研究成果を通じて広く社会に貢献す

ることが目標である。 

 

［実態］ 

個人研究費、研究旅費の額は、全学的にほぼ一律に支給されている。つまり、個人研究費が 1 教員あた

り年額 500 千円、個人図書費が 1教員あたり年額 120 千円支給されている。その総額は、「大学基礎データ

表29」に示されているとおり、2005年実績で49,245,882円であった。専任教員一名あたりの金額は、625,993

円で、ほぼ規定どおりである。 

個人研究費は、教員個人が専らその研究の用に充てるために支給される経常的経費を意味し、各教員の

研究主題の特性によって、図書購入費、機器設備費、研究用消耗品費、アルバイトなどへの謝礼等として

支出される。学会出張や資料収集などのための研究旅費は、この個人研究費から主に支出される。なお、

海外研修の際には、滞在費が別途支給されることになっている。だが、「大学基礎データ表 30」に見られ

るように、2005 年度、経営学部の教員でこの制度を利用したものはいなかった。 

教員個室等の教員研究室の整備状況は、「大学基礎データ表 35」にまとめられている。すべての教員に
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は、個人研究室が割り当てられている。その他、研究会等を行う部屋として共同研究室も利用可能である。

さらに、教員の研究室が設けられている研究館内には、中・小規模の会議室が合計 7 室あり、学内の会議

等他の予約で利用される場合を除き、申請に基づいて研究会等で利用可能である。 

教員の研究時間を確保させる方途は、各教員の主体性に委ねられ、組織的な取り組みは特に行われてい

ない。 

研究活動に必要な研修機会の確保は、個々の教員の申請によって行われている。「大学基礎データ表 12」

に見られるように、短期の海外派遣を中心に比較的活発に行われている。長期の研修機会も、個々の教員

の申請によって利用可能である。 

共同研究費の制度化および運用の状況は、「大学基礎データ表 31」にまとめられている。2005 年度の実

績は、2,900 千円であった。これらの予算は、個人だけでなく共同研究において、教員の申請に基づき審

査を経て交付される。さらにこの予算は、学部での講演会開催等にも利用可能である。 

 

［長所］ 

経営学部の教員は、自らの研究主題の特性に応じて各種の研究費を 適に予算化して執行することがで

きる。共同研究費も明確な目的を前提に、慎重な審議を経て予算化、執行できる体制がとられている。経

常的な研究環境は、多様な研究主題を持つ個々の教員が主体的に利用できるよう整備がなされている。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

現時点での問題に限っては、該当しない。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部の研究活動における理念は、企業と経営の理論的・歴史的・実証的な研究を中心とした多面的

かつ多様な研究の推進である。この理念に即して、競争的な研究環境の創出・確保が講じられている。そ

の目的は、多面的かつ多様な研究を推進するためにふさわしい、幅広い競争原理を導入することにある。

個々の教員は、自らの研究主題に即した合理的な研究環境を得るために、日本経営学会等、各種の学術団

体、公式・私的問わず各種の研究会等への参加を奨励されている。個々の教員は、各種の学術団体等に参

加することで、それぞれの研究領域における厳しい競争環境に自らをおき、新しい研究領域の開拓や研究

の深化に努力している。こうして研究活動の理念に即した多様な研究を個々の教員が推進することで、そ

れぞれの研究成果を通じて広く社会に貢献することが目標である。 

 

［実態］ 

科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請と採択状況は、「大学基礎データ表 32、

表 33、表 34」にまとめられている。学外からの科学研究費補助金は、2004 年度で 7,570 千円、2005 年度

で 14,210 千円であった。民間の研究助成財団等からの研究助成金は、2004 年度で 300 千円、2004 年度で

300 千円であった。受託研究費は、2005 年度に 260 千円であった。 

なお、2003 年度より、学内の各種研究助成制度は、原則として科学研究費補助金の申請を前提に審査、

交付される形に改められている。 

 

［長所］ 

学内の各種助成金制度は、原則として科学研究費補助金の申請を前提に審査、交付されている。その分、

科学研究費補助金等、いわゆる「外部研究資金」にかんする理解の共有に寄与する制度となっている。 
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［問題点］ 

いわゆる「外部研究資金」の獲得額は、増大した方が望ましいとは言える。 

 

［改善の方法］ 

多様な研究主題にふさわしい活動を担保し、様々な研究資金の獲得方法を比較考慮できるよう、他学部

同様研究支援課との緊密な情報交換を維持していくことが求められる。個々の教員においても、学外での

研究活動とあわせて、学内でも科学研究費補助金を受給できる機会を逸することのないよう心がけること

が必要である。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信、受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部の研究活動における理念は、企業と経営の理論的・歴史的・実証的な研究を中心とした多面的

かつ多様な研究の推進である。その目的は、多様な研究成果をそれぞれの研究主題にふさわしい形式や媒

体で社会に還元することにある。研究活動の理念に即した多様な研究を個々の教員が推進することで、そ

れぞれの研究成果を通じて広く社会に貢献することが目標である。 

 

［実態］ 

研究論文・研究成果は、学内の経営学会や付属研究機関である経営総合科学研究所発行の出版物で幅広

く公表できる機会が提供されている。また、学外においては、各種学術団体の主催する機関誌等への投稿、

研究報告が奨励されている。 

国内外の大学や研究機関の成果は、図書館、経営総合科学研究所を含む付属研究機関で受け入れる体制

が整備されている。国内外の大学や研究機関の発行するワーキングペーパー、各種紀要、研究叢書などは、

受入の後、整理・分類をへて、しかるべき場所に配架されている。それらは、教員だけでなく大学院生、

学部学生も研究のために利用できるようになっている。 

 

［長所］ 

個々の教員は、自らの研究主題に応じて、研究成果を公表する媒体を自主的に選択できる体制がとられ

ている。また、学内経営学会や経営総合科学研究所を含めて各付属研究所の出版物だけでなく、学外の各

種学術団体で発行している機関誌への投稿についても、なんら規制を受けることなく、むしろ奨励されて

いる。各教員は、学内・学外問わず、多様な媒体を選択して研究成果を公表できる機会を得ている。 

 

［問題点］ 

国内外の大学や研究機関の成果は、図書館および付属研究機関で受け入れる体制が整えられている。だ

が本学の場合、3 つの独立した校地および図書館等を運営し、それぞれが地理的に遠く離れている。その

ため、経営学部所属の教員が、豊橋・車道校舎での受け入れ分を直接手にとって閲覧するには多少の困難

がともなう。また、スペース等の関係からすべての逐次刊行物を集書するわけにもいかず、個々の教員の

ニーズをすべて満たしているわけではない。 

 

［改善の方法］ 

上記の問題点は、経営学部固有の問題とは言えない。それゆえ、具体的な改善の方法は見あたらない。

図書館および付属研究機関では、国内外の大学や研究機関の成果を受け入れ、それぞれの校舎の集書分を

校舎間で 1～2開館日の間に、搬送できる体制をとっている。一方、教員のニーズがある逐次刊行物の受け

入れについては、図書館での検討を待たなければならない。現状では、提携先図書館を含め各種集書機関
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への照会および所定部分の適法な複写をサポートする体制がとられ、その努力により問題点は改善されて

いる。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学部の研究活動における理念は、企業と経営の理論的・歴史的・実証的な研究を中心とした多面的

かつ多様な研究の推進である。その目的は、合理的に個々の教員に倫理的な研究活動の規範を守らせるこ

とにある。個々の教員が多様な研究主題にそった倫理的な研究活動を推進することで、それぞれの研究成

果を通じて広く社会に貢献することが目標である。 

 

［実態］ 

上記の理念・目的・目標に即して、倫理面からの研究条件の整備が講じられている。個々の教員は、そ

れぞれの研究主題にふさわしい学術団体等への参加が奨励されている。各種学術団体は、それぞれの研究

領域に合った倫理規範をもち、様々な形で会員への遵守を呼びかけている。また、個々の教員は、それぞ

れの研究主題にふさわしい研究者間の交流を積極的に行っている。そうした研究者間の交流は、それぞれ

の研究領域での倫理的行動原則を伝承し、倫理的行動原則遵守の担保となっている。さらに学内において

は、近接領域の研究主題を持つ教員間の交流を促進することで、研究活動における倫理的行動を確かなも

のにしている。一見、間接的な規制システムであるかのように捉えられるが、多様な研究主題を持つ個々

の教員に対して、幅広く も合理的な規制システムの整備が意図されている。 

個々の教員の研究主題は、様々である。だが、共通する倫理面での規範は、それぞれがコミュニケーシ

ョンを図ることで保障されている。研究において倫理的に自制が求められている活動・行為は、教員の採

用時に研究者としての資質やこれまでの経歴を厳しく審査することで、未然に防止されている。また個々

の教員は、それぞれの研究主題に応じた各種学術団体等に参加し、そこでの交流を通じて、倫理的な行動

規範を自らのものにしている。経営学部は、それらの取り組みによって、倫理面・道義面から社会的に非

難される教員を出していない。 

 

［長所］ 

経営学部における倫理面からの研究条件の整備は、一見間接的に見えるが、個々の教員の研究における

自主性を尊重しながらも、それぞれの研究領域にふさわしい倫理面からの研究条件が整えられている。 

 

［問題点］ 

経営学部に限った問題ではないが、研究活動の倫理性に関する社会の要求はより厳正なものになってい

くことが予想される。今後も、説明責任の取れる研究活動を社会に対して保障していくことが求められる。 

 

［改善の方法］ 

学内・学外問わず、研究者間の交流をこれまで同様推進することで、それぞれの教員の倫理面での意識

を高く保ち続けておくことが必要である。また、学部長・学科長など責任者だけでなく、個々の教員が近

接領域の研究活動にお互いに関心を持つことで、倫理的に問題のある活動の発生を未然に防止することに

も繋がると考えられる。 
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（６）現代中国学部 
 

１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学部の研究活動は、従来、中国研究分野として独立していた政治学、歴史学、社会学、経済学、

民族学などの分野の垣根を越えて、多元的に現代中国を研究していくことを理念としている。 

近年、中国の発展は著しく、その存在感も高まってきている。しかし、一方で中国が直面している問題

もまた多面的になりつつある。グローバル化した経済の中での中国の位置付けや、改革・開放以降、政治

改革、民族問題など多くの課題を抱える現在の中国を、総合的、動態的に研究することが、現代中国学部

の研究目的である。 

こうした発展と課題の両面を併せ持つ中国を、横断的に研究をすることで複合的、学際的な研究分野と

してより大きな視点から中国を捉えなおし、従来の「中国学(Sinology)」に留まらない、新たな学問分野

としての「現代中国学 (Modern Chinese Studies)」の確立を目標として研究活動を推進させる。 

 

［実態］ 

こうした学部の理念のもとに行われた本学部教育職員による研究活動は以下のとおりである。 

まず本学部教育職員が 2001 年から現在までに発表した著書は、単著・共著をあわせて、50 冊である。

内訳としては、単著 22 冊、共著 28 冊である。 

同様に、本学教育職員が国内外の学会誌において発表した論文は、あわせて 104 本である。内訳として

は、国内発表の論文が 99 本。海外発表の論文が 5本である。 

国内外における学会発表も、論文発表同様に積極的に行われている。2001 年から現在までに本学部教育

職員が行った学会発表は、国内外での学会をあわせて 40 である。内訳としては、国内発表が 22 であり、

海外発表が 18 である。海外の学会への参加としては、中国における学会発表が多数を占めている。 

 

［長所］ 

中国研究そのものが、学際的、且つ総体的に中国理解を深めようとするものであるため、広範な専門分

野の研究者の集合体として、現代中国学部の教育職員は構成されている。そのため、教育職員が所属して

いる学会も、日本中国学会や日本現代中国学会、中国経営管理学会、アジア政経学会など全国レベルの総

合的な学会だけでなく、日本協同組合学会、日本日中関係学会などのより専門的な学会に所属するなど、

学会における活動は多岐にわたり、国内の学会以外にも海外の学会においても発表を行っており、教育職

員の研究活動は、国際的なものとなってきている。また、発表された論文も、政治学、経済学、歴史学、

民俗学、民族学と中国に関わるあらゆる分野においてなされており、中国を網羅的に研究していることが

内外に認知されている。 

 

［問題点］ 

上記のように本学部教育職員の所属する学会は、学部の性質上、経済学や政治学、歴史学などの広汎な

範囲に分散しており、学部としての共通したテーマでの研究会を持つことは、他学部とは違い難しい面も

あることは否めない。研究対象は現代中国全体であっても各教育職員の所属する学会の関連性が希薄な場

合、相互の研究の検証は困難な面があるが、一方では、これが現代中国学部の研究活動の特色であろう。

今後の課題としては、こうした相互の研究活動の検証を横断的、連携的に行い、各教育職員の研究レベル

のよりいっそうの向上を図ることが課題であると考えられる。 

 

［改善の方法］ 
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現代中国学部の研究活動は従来の日本の研究活動から見ると類を見ないものである。それは、現代の中

国全体を研究対象として捉え、単に現代の表層的な事象を研究するのではなく、過去から現在、そして現

在から未来へと中国を動態的に幅広く研究するものであるからである。 

しかし、こうした研究活動は、ともすると研究者としての教育職員の研究分野が細分化し隣接する学問

領域との連携が難しくなる可能性を孕んでいる。 

今後の現代中国学部としては、教育職員間のよりいっそうの学際的研究協力と研究分野にこだわらない

多元的な視野での研究活動の連携が必要になるであろう。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学部の研究分野は、中国全般を対象とする広汎多岐にわたって、研究内容の高度化を図るため、

今後とも国際的連携をいっそう強化していく。 

 

［実態］ 

現在、学部として連携して研究を推進している恒常的な組織機関は存在しないが、学部構成員が ICCS

に協力している実態もあり、ICCS の活動を通して国際的にも研究についても連携を図っている。また、各

構成員はそれぞれの人的関係に基づき専門分野やテーマごとに海外の研究組織や研究者と有機的に研究活

動での協力、連携を進めている。 

 

［長所］ 

中国の存在感、重要性が高まっていることもあり、多元的、国際的研究の連携は濃密になっている。 

 

［問題点］ 

現在の方法で、連携を進めていくことで大きな問題はないと考えられる。 

 

［改善の方法］ 

構成員の啓発意識の向上にその成否が大きく依存しているため、今後とも、自己啓発、意識啓発の涵養

を図っていきたい。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学部は、直接的な意味における付属研究機関は有しない。しかし ICCS や、本学の付属研究機関

である国際問題研究所等に、本学部教育職員各人が所属することにより、研究上の連携を図っていく。 

 

［実態］ 

以上のことから、本学の申請による文部科学省に採択された ICCS は、その拠点リーダー、および事務局

長は現代中国学部の教育職員であり、また事業推進委員13名のうち、8名を本学部教育職員が占めている。 

また、現代中国学部の専任教育職員は、すべて現代中国学会の構成員であり、学部長が会長を兼任して

おり、学会全体の運営は、本学部教育職員によって支えられている。また本学の付属研究機関である国際

問題研究所の運営委員 5名のうち 1名が、本学部教育職員であり、国際問題研究所の運営に携わっている。
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また研究所員 64 名中 24 名が本学部教育職員である。 

大学院中国研究科の教育職員 24 名中 14 名が本学部教育職員である。 

さらに本学部構成員で組織する現代中国学会の学会誌『中国 21』と、国内の主要な学会・大学および研

究機関の機関紙との定期的な交換によって有用な情報の公開および共有を行っている。 

 

［長所］ 

「21 世紀 COE プログラム」採択により、多くの海外の研究者を、研究会、シンポジウムでの発表者、パ

ネリストとして、あるいは招聘教授や客員教授として本学に招くことが可能になり、従来の日本国内での

研究のみならず、海外における先駆的研究に直接的に教育職員が触れることが可能になり、またそうした

人的交流の増加により、より活発な研究活動が行われている。 

 

［問題点］ 

本学部教育職員の研究活動は、地域研究の特色として、一つの分野に収まらない広汎な分野に及んでい

る。一方、本学における教育職員本人の場は必然的に、分野ごとの発表の場に限られている。現在、現代

中国学部には、専任教育職員などが中心となり組織された現代中国学会があり、その学会誌として『中国

21』がある。しかし、この『中国 21』も常に、総合的、横断的な発表の場とすることには、限界があると

考えられる。 

 

［改善の方法］ 

各教育職員の研究領域の拡大と、より専門的な研究のための新たなプログラムを提案していきたい。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

全学にまたがる個人研究費制度は現代中国学部においても、研究者個人の日常的な研究活動を多面的に

支援し、推進することを目的としている。また、本学部教育職員が主体となって構成している現代中国学

会が主催する講演会や研究会、および学会誌は学部教育職員の研究成果の発表の場を提供し、研究者の研

究活動を支援することを目的とする。 

 

［実態］ 

教育職員一名あたりの研究費は毎年 628,645 円であり、研究旅費を含めて、個人の研究活動のために適

切に利用されている。また本学部の研究室は 24.5 ㎡で、適切である。また共通研究費の教育職員一名あた

りの額は、308,954 円であり、これも適切に運用されている。 

なお、この他に各教育職員が学内の在外研修制度や短期学術交流制度を積極的に利用している。 

 

［長所］ 

本学部教員の担当講義数は、通常の講義数と比べればやや多いが、教育職員個人の努力により各自研究

時間を確保している。また 2006 年までに、3名の教育職員が在外研修に派遣され、短期学術交流も毎年数

名が実施し、各分野での活動を積極的に行っている。 

 

［問題点］ 

教育職員個人の担当講義数が多いために、個人の研究は、教育職員本人の裁量に拘わる部分が多い。 
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［改善の方法］ 

個々の研究の実情に応じた柔軟な執行や、成果に相応する重点的な支給のあり方も検討する必要がある。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

研究者の自由な発想に基づく独創性のある研究を推進することを目指す科学研究費補助金等の研究資金

お活用し、教育職員個人の学術研究の向上を目指す。 

 

［実態］ 

本学部の専任教育職員の研究費は、総額で 31,187,160 円である。専任教育職員 27 名の一名当たりの研

究費は 1,155,080 円である。その内訳としては、2003 年度研究費は、学内での共同研究費 3,100 千円と経

常研究費が 32,143,135 円であり、総額が 35,243,135 円である。2004 年度は、経常研究費が 31,963,802

円、学内共同研究費が 2,358 千円である。この他に学外からの研究助成として、科学研究費補助金として、

2,500 千円、民間研究助成財団からの研究助成金から 1,600 千円があり、総額で 38,421,802 円となった。

2005 年度では、経常研究費として 31,187,160 円であり、学外からの助成金としては、科学研究費補助金

から、2,600 千円になる。 

本学部の科学研究費の採択状況としては、申請数が 2003 年度 3件、2004 年度 2 件、2005 年度 5 件であ

るが、いずれも採択に至っていない。 

また、こうした学外からの研究助成金以外にも、産学官連携による共同研究や受託研究などもあるが、

現在のところ行われてはいない。 

 

［長所］ 

教育職員一名あたりの研究費は、比較的潤沢な状況にあり、研究環境も整っている、と考えられる。 

 

［問題点］ 

科学研究費補助金の採択が少ない等があげられる。 

 

［改善の方法］ 

科学研究費、他機関との共同研究や受託研究等の採用を増やすなど、いっそうの研究環境の整備と充実

に努力しなければならない。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学部の研究活動は、従来の中国研究分野として独立してきた政治学、歴史学、社会学、経済学、

民族学などの分野から、多元的、総合的に現代中国を研究することを目標とする。 

 

［実態］ 

以上のような状況から、本学部教育職員の研究上の成果の公表は、単一な学会誌等の発表に留まらず、

様々な学問分野を包括した内容となっている。 
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まず、代表的なものとして、現在、現代中国学部には、専任教育職員などが中心となり組織された現代

中国学会があり、その学会誌として『中国 21』がある。経済や政治、文化などの学問的分野に制約されず、

総体としての中国を研究する上で、『中国 21』は論文投稿の間口が広く、またレフリー制を採用している

ため、一定の基準を満たした研究発表の場となっている。既発行の『中国 21』のなかから選ばれた論文等

を中国語に翻訳し、これまでに 3号を発行、海外に発信している。 

また、ICCS においても、シンポジウム等が開催され、国内に留まらず、海外へ向けた情報発信も行われ

ている。これにも当学部構成員が参加している。 

 

［長所］ 

現代中国学部の目指す中国研究は、非常に学際的であり、中国に関する理解を深めようとするものであ

る。そのため地域研究に避けられない広範な専門分野の研究者の集合体として、現代中国学部の教育職員

は構成されている。そのため、教育職員は専門的な学会に所属するなど、その研究活動は多岐にわたり、

国内外の学会においても研究活動の成果を発表しており、発表の場は国際的なものとなってきている。ま

た、政治学、経済学、歴史学、民俗学、民族学と中国に関わるあらゆる分野において研究発表がなされて

おり、研究対象としての中国を網羅的に研究していることが内外に認知されている。 

 

［問題点］ 

上記のように本学部教育職員の研究成果の発表は、学部の性質上、経済学や政治学、歴史学などの広汎

な範囲に及んでおり、学部としての統一的、あるいは共通したテーマでの研究会を持つことは、非常に難

しい面もあることは否めない。そのため相互の研究の検証は困難な面があるが、一方では、これが現代中

国学部の研究活動の特色であるといえる。 

 

［改善の方法］ 

「現代中国学部」の研究活動は従来の日本の研究活動から見ると類を見ないものである。なぜなら、現

代の中国全体を研究対象として捉えているからである。そのため、こうした研究活動は、ともすると研究

者としての教育職員の研究分野が細分化し隣接する学問領域との連携が難しくなる恐れがある。 

今後の現代中国学部の研究活動の課題としては、教育職員間のよりいっそうの学際的研究協力と研究分

野にこだわらない多元的な視野での研究活動の連携が必要になると思われる。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

中国の存在感、重要性が高まっていることから、中国に関する研究活動もますます広汎、多元的、学際

的になっていくと考えられるので、構成員の倫理基準の高揚を図っていくことを目標とする。 

 

［実態］ 

従来、研究費の不正使用は起こっていない。また学会誌においてはレフリー制を採用しており論文の盗

用、著作権の侵害等の不祥事も起こっていない。 

 

［長所］ 

本学部教育職員の倫理的意識は、相応の水準を維持しており、問題は生じていない。 

 

［問題点］ 

今後とも本学部教育職員が倫理的意識を維持していくかぎり、特に問題はないと考えられる。 
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［改善の方法］ 

今後とも、より高い倫理観で研究者個人が自らを律していかなくてはならない。なお、全学共通の倫理

基準を設け運用していく必要があるか否かについて検討する必要があると考えられる。 

 

 

 

（７）法学研究科  
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

研究活動が目差すところは、各構成員が自己の研究テーマに即して調査・研究し、その成果を発表し、

学会および社会に寄与することである。 

 

［実態］ 

研究科の各構成員はその研究分野に応じて、さまざまな学会ないし研究会に所属し、その学会ないし研

究会において研究発表を行い、またその機関誌等に論文等を発表している他、愛知大学法学会が年 3 回発

行する『法経論集』に随時投稿している。また本学の国際問題研究所の研究活動およびそれが発行する『国

際問題研究』誌に研究成果を発表する構成員も存在する。 

 

［長所］ 

年に 3回発行される『法経論集』への投稿は枚数制限も 400 字詰めで 150 枚とかなり余裕がある。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

学部の紀要である『法経論集』への投稿が多い構成員、学外の査読付き発表媒体に発表することの多い

構成員と、ばらつきはあるものの、特に問題となる事柄は存在しないため、特に改善すべき点は存在しな

い。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

グローバル化に対応した教育研究を促進し、国際的な比較の視点を導入するために、国際連携を目指す。 

 

［実態］ 

法学研究科という組織が独自に国際提携を行っているケースは存在しないが、『法経論集』には海外にお

ける研究発表の原語版が掲載されたり、貴重な史料の対訳版が掲載されている。 

 

［長所］ 

組織としての法学研究科が独自に国際提携を行っているケースは存在しないので、長所としてあげるべ

き事項はない。 

 

［問題点］［改善の方法］ 
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該当しない。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科の枠に縛られることなく、法学会、国際問題研究所、その他本学の他の教育研究単位との間で

の研究提携を図ることは、構成員の研究活動をより活性化する。 

 

［実態］ 

単位としての法学研究科が独自に他の教育研究単位との間で研究提携をしているケースは存在しないが、

構成員の一部が国際問題研究所での研究活動に関わっている。 

 

［長所］ 

法学会の発行する『法経論集』への研究成果等の発表機会、また、国際問題研究所での活動および機関

誌の発行を通じて、学会および社会に対する貢献が行われている。 

 

［問題点］ 

2 校地体制が影響している側面もあろうが、共同研究の場が十分に整備されていない。『法経論集』にも

共同研究の成果の発表は少ないように思われる。 

 

［改善の方法］ 

共同研究の場を設けることによって、研究の活性化を進める。 

 

 

 

（８）経済学研究科 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学研究科において研究活動を行う理念ないし目的は、国内外の経済学研究の現在の水準に新たな知

見をくわえることで、社会において大学としての役割をはたし貢献をすることである。こうした目的に沿

うために、研究活動の成果については、学内の紀要ないし雑誌に発表するとともに、国内外の学会等の査

読付雑誌へ投稿することによって、高い水準の研究成果を社会に送り出すことが目標となる。また、こう

した研究論文の公表を積み重ねることによって、その成果をまとめて著書の形で出版して世に問い、社会

的評価をうけることが重要である。経済学研究科は、構成員がこうした研究活動を行っていくことができ

るように、学内外における学会やその他の研究機関と連携するとともに、大学院として積極的に研究活動

を支援していく。 

 

［実態］ 

経済学研究科に所属する教員の研究活動の成果は、学内において経済学会や中部地方産業研究所、三遠

南信地域連携センター、国際問題研究所などの研究機関において発表することができる。そのうち、経済

学関係の雑誌を発行しているのは経済学会である。経済学会の雑誌である『経済論集』は年に 3 回定期的

に刊行されており、構成員に発表機会を提供している。また、学外の学会の雑誌への論文掲載や単著、共 
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表 6-2 経済学研究科専任教員の著書・論文等の発表状況 

年度 著書 論文 調査報告 翻訳 学会発表 小計 その他 総計 

2001 12 47 2 2 15 78 31 109

2002 16 41 1 1 33 92 50 142

2003 13 45 1 3 16 78 42 120

2004 16 34 3 2 15 70 34 104

2005(4月～9月) 4 9 1 0 4 18 1 19

計 61 176 8 8 83 336 158 494

 

編著も、活発に行われている。ここ 5ヵ年の経済学研究科専任教員（約 30 名）による著書・論文等の発表

の状況は表 6-2 のとおりである。 

また経済学研究科に所属する教員は、さまざまな学外の学会に参加または従事している。 

表 6-2 に見られるように、学会発表は、2001 年 15、2002 年 33、2003 年 16、2004 年 15、2005 年（4月

～9月）4である。学会役員としては 8つの学会で 6名が幹事または理事を務めている。 

また、同期間に学会誌の編集委員となっているのは 1 名であった。学外の学会・研究会のコーディネー

トなどの詳細はつかめないが、学内では各種の講演会・研究会・シンポジウムにおいて相当数の構成員が

活動している。特に、経済学会、中部地方産業研究所、三遠南信地域連携センターの研究会等では経済学

研究科構成員のコーディネートや参加が多くみられる。 

2001－2005 年度における経済学研究科教員の外部資金の獲得状況は、科学研究費基盤研究 B 1 件、科学

研究費基盤研究 C 4 件、学術研究振興資金 1 件、環境省（地球環境局）受託研究 5 件、大幸財団 2 件、日

本証券奨学財団 1 件、堀情報科学振興財団 1 件、日東学術振興財団 3 件、学術振興野村基金 1 件、海外研

修 7件、国内研修 1件であった。 

2001－2005 年度の構成員の学内における研究助成は、共同研究 A 1 件、共同研究 B 2 件、個人研究 5件、

出版助成 3件、学会開催補助 7 件（2002 年～2005 年）、研究会開催補助 5 件、学会誌の原稿料補助（経済

学会のみ）111 件等であった。 

 

［長所］ 

表 6-2 にみられるように、各年度、発表された著書・論文等の数は も少ない年度（2005 年度を除く）

でも 70（事典や講演等その他の活動等を足すと 100 以上）である。構成員の数（約 30 名）からすると、

毎年 1 名あたり 2 つ以上（その他を加えると 3 つ以上）の研究活動の成果を発表していることになる。研

究活動は個人によってかなりペースが違うし、また論文等の量のみで研究活動をはかるわけにはいかない

が、経済学研究科の教員が平均的に 1 年に 2 本または 3 本以上の研究活動の成果を発表していることは評

価されてよい数字といえる。こうした業績の背景には、一つには学内の経済学会やその他の研究所で、論

文掲載やその他の発表機会が比較的豊富にあることによっている。また、学外の学会に所属する教員が多

く、そこでの発表も比較的多く行われているためである。 

こうした学会活動への参加を促すために、会費や出張費などに対して学内の個人研究費からの支援があ

る。また、幹事や理事などの活動に対しては、学内の個人研究費に追加されることになっており、学会活

動への支援が行われている。また研究活動に対して、文部科学省の科学研究費補助金他、さまざまな学内

外の資金が多く活用されている。特に学内の研究助成は多様な種類があり、経済学研究科教員の利用度は

高い。 

 

［問題点］ 

経済学研究科教員の研究活動の成果を発表する機会が多く、また実際にも教員が 1 年間に発表する論文

の数も比較的多いといえるが、ごく 近は教員の教育面での負担が重くなっているせいか、研究活動の量

にやや減少傾向がみられる。また、その研究成果の発表や研究助成の利用は、比較的少数のメンバーに偏

る傾向がある。 
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研究論文等の研究成果では、質的な面で高い水準の研究成果を出せているかどうかが問題となる。内外

の査読付雑誌への投稿が多いとはいえないのが現状であり、そうした論文の質の面での検証、貢献度をは

かる方法がないのが現在の問題であろう。 

研究成果の発表や国内外の学会活動などの研究活動に関して、経済学研究科独自の支援策は今のところ

ない。 

 

［改善の方法］ 

教員の教育や学内行政負担の増加等による研究時間の確保の困難に対しては、学会誌などの編集・刊行

時期を教育期間とずらすなどする工夫が必要である。また、査読付雑誌への投稿などには助成金を出すな

どの体制ものぞまれる。さらに経済学研究科内において、研究成果についての情報を共有することにより、

研究環境を高めることが必要である。 

経済学研究科のさらに多くの教員が研究助成を獲得して、研究の進展に貢献する必要がある。そこで、

現在、学内の助成について行われている報告書（｢愛知大学研究助成 研究成果報告書｣）の公表とともに、

助成金による研究成果について構成員の間で情報を共有することによって、研究活動とそれを促進する助

成金を活用していくことが望ましい。また、内外の学術雑誌への投稿の奨励・義務付けなども考慮してい

く。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

国際的な学術交流は、研究活動の活性化を促すとともに、異なる経済・文化を背景にした多様な視角か

ら対象を分析することにもなり、研究成果をより豊かなものにすることができる。したがって、研究活動

の国際化、世界化は今後社会化の行きつく先の一つとして目指す。 

 

［実態］ 

経済学研究科では、1996 年度に愛知大学大学院とドイツ連邦共和国ブレーメン市のブレーメン大学世界

経済国際経営研究所との間で、また、1997 年度には中国社会科学院と協定校の協定を成立させた。それ以

後、ブレーメン同研究所、中国社会科学院と経済学研究科との間で教員交換や共同研究を行っている。ブ

レーメン大学との学術交流では、1997 年～2005 年の間に、経済学研究科構成員 5名がブレーメン大学同研

究所構成員 5 名と交換派遣されている。同研究所の教授が来学した際には、学部および大学院において講

演または集中講義を行うとともに、研究科教員とともに日本銀行、金融庁などの官庁、トヨタ自動車やそ

の他地元企業への見学・調査を行っている。また、経済学研究科教員も、ドイツにおいて同研究所の教授

の紹介で調査・研究を行うとともに、現地での研究会で発表または講演を行った。 

この他、客員研究員の制度が 1985 年に制定され、各研究科の持ち回りで 1年に 1名、外国から客員研究

員を招聘することになっている。経済学研究科においても 6 年に 1度の割合で 2週間から 1ヶ月の間で外

国から研究員を招いている。 

 

［長所］ 

日本と協定国の双方で構成員が協力することで、さまざまな企業や官庁で調査研究を行うことができた。

また、研究会で考えを交換することで異なる視点からの分析をしることができ、内容的にも実りある成果

が得られた。 

 

［問題点］ 

経済学研究科では、これまでブレーメン大学世界経済国際経営研究所との間で、毎年のように短期学術



（８）経済学研究科 

433 
 

交流で教員を交換してきたが、メンバーが固定される傾向が出ている。また交流の継続にはドイツ関連の

研究者が必要であるが、近年この方面の研究者が少なくなっている。 

 

［改善の方法］ 

学術交流での研究会により多くの構成員の参加を促すようにすることが必要となる。また、ドイツ以外

の国の研究機関との交流ものぞまれるので、さまざまな国の大学・研究所の研究員を受け入れるように協

定校をふやしていく。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学研究科の教員の研究活動を活性化させるために、相当程度重複している経済学部、ほとんど構成

員全員が所属する経済学会や中部地方産業研究所との連携を強めることが必要とされる。そうした学会や

研究所で、研究会・講演会を催して研究を深めるとともに、その研究成果を論文や著書の形で発表するこ

とが重要である。また、三遠南信地域連携センターにおけるプロジェクトへの参加も研究活動を活性化す

るとともに、地元への社会貢献に資することも重要な目標である。 

 

［実態］ 

経済学会には経済学部と経済学研究科のほとんどの構成員が所属し、その研究活動を促すとともに、そ

の成果を発表する機関としての役割をはたしている。経済学会は『経済論集』を 1 年に 3 回定期的に、ま

たディスカッションペーパーを随時発行しており、経済学研究科教員はこれらに論説や研究ノート等を発

表している。また、経済学研究科で招聘した外国の研究者を交えて講演会や研究会を開催して議論し、そ

の成果はまた『経済論集』に掲載されている。 

中部地方産業研究所にも経済学部と経済学研究科教員の多数が所属している。同研究所は、中部地方の

産業・地域社会に関する諸問題につき人文、社会、経済の学術的研究を行い、中部地方の産業、文化の発

展、振興に寄与することを目的としており、創設（1949 年）以来その役割を果たしてきている。研究成果

については、年報や研究報告、その他の出版物の形で年平均で 4 冊以上刊行されている。また、講演会や

研究会、見学会などが年間に6回程度催されている。2004年度に開設された三遠南信地域連携センターも、

経済学研究科教員が主たる構成員として運営しているが、地域研究、地域振興の機関として、さまざまな

企画のもとに、シンポジウム、研究会、ワークショップを開催するとともに、地元のさまざまな団体から

の受託事業を行っている。 

 

［長所］ 

経済学会は構成員の研究活動を促し、またその成果を発表する機関として、十分な機会を与えている。

また、中部地方産業研究所も、これまで構成員が地道な地域研究を続けたことにより、その専門的研究所

としての役割をはたしてきた。その研究成果は、年報や研究報告、その他の出版物の形で年々発表されて

積み重ねられている。 

 

［問題点］ 

経済学会や中部地方産業研究所における活動は、特定の構成員に偏る傾向があり、企画やコーディネー

ト、成果の発表において比較的少数の構成員の活動によるものとなっている。また、その成果の水準を検

討し向上させるための機会があまりない。経済学会、中部地方産業研究所、三遠南信地域連携センターの

役割分担ないし棲み分けと、連携ないし協力などの調整については十分に行われているとはいえない。そ

の結果、各機関の発表する成果物の相乗効果が期待できない状態である。 
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［改善の方法］ 

研究活動の成果である論文や著書について、構成員の間でできるだけ検討する機会を増やす必要がある。

また、経済学会や中部地方産業研究所等の研究機関の間で、定期的に（たとえば 1 年に 1 回）企画や行事

の協力等について協議する機会を設けていく。 

 

 

 

（９）経営学研究科 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

研究活動の主たるものは、研究成果を発表することであり、その成果を通じて院生の研究にも刺激を与

え、さらには学界および社会に貢献することである。 

 

［実態］ 

本研究科において、各構成員が入会されている学会の機関紙、年に 2 回出版されている愛知大学経営学

会の『愛知経営論集』、本学の附属機関である経営総合科学研究所の『経営総合科学』および叢書がある。

研究科の教員はこれらの雑誌の執筆に携わっている。また、一部ではあるが、国際問題研究所の紀要や過

去において中部地方産業研究所の報告書にも関わっている。 

 

［長所］ 

学内の機関誌の場合は、すぐに執筆することができる機会に恵まれている。 

 

［問題点］ 

論文を発表する人としない人との差が大きい。 

 

［改善の方法］ 

共同研究を増やすような形で、なるべく多くの構成員が機関誌に投稿するようなシステムを設ける。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

グローバル社会に対応した教育研究を促進し、国際社会に貢献できる人材の育成をはかるとともに、研

究の成果を世界に発信すべく国際的な連携をはかる。 

 

［実態］ 

6 年に 1度、本研究科において外国から客員研究員を招聘して、集中講義を開いている。過去において、

ドイツやアメリカから著名な研究者を招いて講義をしていただいた。 

 

［長所］ 

新しい理論や外国語の習得に繋がる。 
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［問題点］ 

招聘された客員研究員に講演などをしてもらう機会が少ない。 

 

［改善の方法］ 

招聘された客員研究員に講演などをしていただく機会を設けることが必要である。その際、学内のみな

らず学外においても講演の情報を流し、多くの参加者を募るようにする。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

高度な研究成果の共有および発信によって、各学界への寄与と社会的貢献を目指す。 

 

［実態］ 

本研究科構成員は、年に 2回出版されている愛知大学経営学会の『愛知経営論集』、経営総合科学研究所

の『経営総合科学』および叢書に掲載することが可能である。また、経営学会および経営総合科学研究所

の各予算を使ってワークショップおよび講演会をそれぞれ開催できる。また、同研究所では年に 1 回の企

業研修旅行を行っている。 

 

［長所］ 

論文として 1 年に 4 回の学内紀要に論文が掲載可能であり、また経営総合科学研究所叢書としては、1

年に 2回の出版の機会が与えられている。 

 

［問題点］ 

レフェリー論文は、審査に時間がかかり、学内の紀要は時間がそれほどかからないこともあり、どちら

を選択するかによって、紀要の論文数が決められる傾向にある。 

 

［改善の方法］ 

学内紀要については、専門性の高い論文も教科書的な論文も区別されることなく投稿できるような態勢

にしていく。 

 

 

 

（10）中国研究科 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

総合的、学際的な中国学の研究を目指している本研究科では、国内および中国を含む外国を問わず、現

行の中国研究に対して、新しい独創的な分野の開拓、観点、論点をともなう研究をし、本研究科の使命を

果たすことを目的とする。その目的を実現するために、研究活動の成果を、学内の雑誌、学外のレフリー

付きの学会誌、さらには著書の形で公表し、社会的評価を受ける。 

 

［実態］ 

本研究科の教員は、それぞれの所属学部の組織している学会の発行している雑誌、現代中国学部ならば
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『中国 21』（この雑誌は市販もされている）、経営学部ならば『愛大経営論集』、経済学部ならば『経済論

集』、文学部ならば『文学論叢』、国際コミュニケーション学部ならば『文明 21』に研究成果を発表してい

る。また国際問題研究所の『紀要』など、本学の研究所の雑誌に研究成果を発表している。 

その他に ICCS の進めている 5 つの研究プロジェクトに多くの中国研究科所属の教員が参加し、総合的、

学際的、国際的な中国学の構築を目指して研究を行っている。 

また学会活動では 2005 年度には、日本現代中国学会の全国大会を、本研究科内の当該学会の会員が中心

になって準備して愛知大学で行い、多くの教員が報告者やコメンテーター、司会者として参加した。 

 

［長所］ 

各学部で中国を研究している教員の兼担によって本研究科の教員集団が構成されているせいか、多くの

教員が学内の雑誌に研究成果を発表するとともに、また多くの構成員が国内外の各種学会で活発に活動し

研究成果を報告したり、コメンテーターなどになっている。それらの費用を補助するものとして学会への

出張や会費に対して大学からの個人研究費の支給がある。 

 

［問題点］ 

本研究科は本学で中国を研究している多くの教員を結集しているが、本研究科を基礎単位として学部を

越えた共同研究が少ない。 

 

［改善の方法］ 

本研究科を単位とし学部を越えた共同研究をふやしていく。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目標・目的］ 

本研究科が研究対象にしているのが、地域研究の対象であり外国でもある中国であり、その意味から、

研究対象としての中国の研究者とその他に中国を対象にして中国研究を行っている中国以外の外国の研究

者と研究面での国際的連携をとり、相互に対話を進めることは、本研究科の目的としている総合的、学際

的中国学の研究にとって、その研究視点を多面化し、研究成果を豊富化する。 

 

［実態］ 

本研究科独自では研究面の国際的連携を行っていないが、ICCS の進めている海外の大学、研究機関との

5つの研究プロジェクトに多くの中国研究科所属の教員が参加し、海外の諸機関と連携しながら、総合的、

学際的、国際的な中国学の構築を目指している。そして 5つの研究プロジェクトの 2002 年以来の各年度の

国際シンポジュウムの報告や研究会の報告がまとめられている。 

 

［長所］ 

ICCS のプロジェクトが進展するにつれ、海外の大学や研究機関とのネットワークが広がり、日本と中国

を含む海外の研究者との中国学についての対話が行われ、相互の異同が明確になるとともに、共同研究が

進んだ。 

 

［問題点］ 

前述したように本研究科独自に研究における国際連携をしているわけではないが、中国研究科の立場か

らみると、中国研究科で国際中国学センターに参加している教員に仕事が集中している。 
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［改善の方法］ 

中国研究科内でより多くの教員が ICCS のプロジェクトに参加して、仕事の均等化をすすめる。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

中国研究科の研究を発展させるために、教員が所属している学部、それぞれが組織している学会、およ

び学内の諸研究機関と連携を強め、それらの組織で講演会、研究会を開いて研究を進めるとともに、より

優れた論文、著書の形で中国学に関する研究成果の発表していく。 

 

［実態］ 

中国研究科所属の教員は、教員が所属している現代中国、経営、文、経済、国際コミュニケーションの

各学部の組織している学会、および学内の諸機関、たとえば ICCS、国際問題研究所、東亜同文書院記念セ

ンターなどに所属し、それぞれの中国関係の研究プロジェクトに参加したり、それぞれの組織が発行して

いる出版物に研究成果を発表している。 

 

［長所］ 

本研究科の教員と、学内の研究機関との人的交流は、研究機関側がそれぞれの研究プロジェクトに関係

する教員を随時選抜したり、あるいは教員側から研究機関の所員になることを希望して参加する方法をと

り、活発に行われている。 

 

［問題点］ 

諸研究機関に参加して活発に活動している教員が一方にいるのに比較し、他方少数であるがどの研究機

関にも参加しない教員がおり、諸研究機関の仕事が一部の教員に集中している。また上述の研究機関のう

ち東亜同文書院大学記念センターは、従来大学側の方針もあり、研究機関としての機能が弱体であった。 

 

［改善の方法］ 

諸研究機関に参加するかどうか基本的に個人の意思に属することで強制すべき事ではないかと思うが、

研究科の会議のなかでこの問題について検討したい。 

 

 

 

（11）文学研究科 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究科における研究活動の理念や目的は、国内外の研究の水準に新たな知見を加えることであり、社

会的に貢献することである。こうした目的にそって、研究活動の成果を学内の紀要等に発表し、かつ国内

外の査読性の研究誌に投稿することによって、高い水準の研究成果を世に送り出すことを目標とする。各

種学会に所属し、積極的に参加することも重要である。参加することによって学問の新しい知見・動向が

キャッチできるし、研究報告によって自らの学問に対する客観的評価を得ることを目指す。 

 

［実態］ 
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学外の専門学術雑誌への投稿、学内の紀要類（『文学論叢』『文學会叢書』『一般教養論集』『郷土研紀要』

等）へも積極的な投稿を行っている。学内の各種研究会も定期的に行われている。研究にあたっては研究

助成制度があり、本研究科教員の利用度は高い。 

 

［長所］ 

学内の紀要類が比較的多いので、研究発表の機会も多い。各種学会への参加にあたっては学会の会費や

出張費用など学内の個人研究費による支援がある。また学会の幹事や理事などの活動には個人研究費に一

定の額が加算され、学会活動をしやすくしている。 

 

［問題点］ 

各種紀要への寄稿、学会誌への発表は大切であるが、近年教育面での負担、学内の各種委員会の仕事が

多くなっているせいか、研究活動の低下現象が見られると同時に、研究成果の発表や研究助成の利用者に

やや偏りが見られる。学内紀要類に発表される論文には質的な検証（査読）がなされていない。 

 

［改善の方法］ 

教育面での負担、学内の行政負担などの増加による研究活動の制約については、紀要類の刊行時期を検

討するなどの措置が必要である。本研究科内における研究成果の情報を各教員が共有し、研究環境を高め

ることが望まれる。各種助成金による研究成果の情報を構成員間で共有し、研究活動に刺激を与えること、

学内・学外の各種学術雑誌への投稿を積極的に奨励し、場合によっては義務づけていきたい。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

国際的な学術・研究の連携は、 新の学術動向の情報交換を可能にし、研究活動に活性化をもたらす。

また異なる視点からの発想は研究活動に刺激を与え、成果をより豊かなものにするができる。国際連携は

必然的な歴史の流れとしてすすめる。 

 

［実態］ 

大学院には海外からの客員研究員の制度があり、各研究科の持ち回りで 1年に 1名、研究者を招聘し、1

か月程度滞在して集中講義や講演を行っている。本研究科もこれを利用して過去数名の研究者を招聘した。 

 

［長所］ 

研究者の招聘は短期間ではあるが、海外の研究動向を知る上に有益であり、学生にとっても新鮮な経験

になる。 

 

［問題点］ 

招聘研究員の滞在期間が短く、その数も少ない。各研究科の持ち回りであるから 6 年に 1 回しか回って

こない。 

 

［改善の方法］ 

招聘研究員の滞在期間と人数を増やし、海外から常時 1 名ないし 2 名の研究者が滞在するようにするの

が望ましい。海外の大学院と協定を結ぶこともすすめる。 
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ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

教員の研究活動を充実させるため、多くの教員が所属する愛知大学文学会や他の学会との連携を強める。 

 

［実態］ 

そのような組織の一つである文学会は、その成果を発表する機関として重要な役割を果たしている。そ

の中心に位置するのが年 2回発行の『文学論叢』である。 

 

［長所］ 

文学会が発行する『文学論叢』はすでに 100 号を超え、研究発表の場所として高い評価を得ている。 

 

［問題点］ 

文学会における活動、特に『文学論叢』への寄稿は、特定の教員に偏る傾向がある。また、研究成果の

向上をはかるための方策が講じられているとはいえない。 

 

［改善の方法］ 

多くの教員が『文学論叢』に寄稿するようにするにはどうすべきかを文学会委員会の課題として検討す

る必要がある。また質的向上という点では、査読制度の導入をすすめる。 

 

 

 

（12）国際コミュニケーション研究科 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院での研究・教育を意識し、各専門分野における高度な研究レベルを実現する。 

 

［実態］ 

研究科としては、研究か所属教員の論文等の発表には直接関与しておらず、それぞれの所属する学部に

委ねられている。教員は学部との兼担であり、その研究をすすめる上で大学院の研究活動を特に意識して

いるわけではない。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

愛知大学が国際コミュニケーション研究・教育を目指しているが、国際コミュニケーション研究が独立

した専門分野としてはなお形成途上にあることから、この分野に対して組織的に関与して行くことを目指

すべきであろう。 

 

［改善の方法］  

国際コミュニケーション研究が専門部門として成長することに寄与するのは、その名称を掲げる組織と

して責務があると考えている。たとえば国際コミュニケーション研究を明示した一連の刊行物などによっ
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て貢献をすすめる。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

研究科の理念・目的・目標に沿った国際的な連携を発展させることを目指している。とりわけ世界の多

くの国々・地域において、域内においても多文化社会が進行するなかで、異なった民族・言語・宗教の人々

が共存するときの諸問題との取り組みを課題にした国際連携を重視する。 

 

［実態］ 

本学が協定を結んでいるアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、タイ、中国などの諸大学との交流の

機会があり、研究科独自でも必要性に応じて国際連携の実現を図っている。たとえば、日本語教育に関わ

って、大学院学生の実習にかんする協定を、中国の人民大学と韓国の中央大学校と結び、院生の実習を行

っている。 

 

［長所］ 

上記の日本語教育の教育実習に関わる国際連携は効果を発揮しており、研究科課程修了者の就職にも有

利に働いている。 

 

［問題点］ 

研究科の趣旨からは、さらに多彩な国際連携が必要である。 

 

［改善の方法］ 

現在、ドイツの諸大学と国際コミュニケーション研究科の研究教育に関わる分野、とりわけ複数の民族・

言語が共存する多文化社会の解明とそこでの問題点の取り組みについて研究・教育の情報を共有するため

に連携の交渉を進めている。現在は、本学の国際交流センター委員会において協定に向けて了承が得られ

た段階であり、さらにそれを具体化する。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

研究科の趣旨に沿った他の研究教育組織との連携を充実させる。 

 

［実態］ 

実現・充実に向けて活動を行っている途上にある。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

不十分な面があり、解決を図るべく努力をしている。 
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［改善の方法］ 

国際連携として目下計画を進めているが、国内の諸機関とも同趣旨の交流の実現をすすめる。 

 

 

 

（13）三遠南信地域連携センター 
 

１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

豊橋校舎を中心とした地域に関する半世紀以上にわたる研究実績を母体としつつ、より主体的な社会貢

献と学際的地域学の確立という観点からそれをさらに発展させることを目的とする。そのために、以下の

(1)～(4)の 4 事業を通じて、従来型の産官学連携を超えた住民、NPO といった「民」との連携を強化し、

地域に根ざしながらもグローバルな視点に立った「新しい公」の枠組みづくりに寄与することとする。 

 

(1)地域づくり情報システム・GIS（地理情報システム）データベース整備事業 

地域の情報を統合的に管理し、広範囲で共有できる「地域づくりデータベース」を整備することによ

り、地域づくり活動への住民参加を促進することを目的とする。そのために、ベース基盤システムの構

築および、産学・自治体・NPO・市民グループと連携した地域づくり情報コンテンツの開発を行う。 

 

(2)学術的共同研究事業 

地域連携を可能にする学的基盤の確立を目指す。具体的な目標は、近年全国各地で活発化している地

域学の試みを、三遠南信という地域の固有性に基づきながら、体系的・学術的に、また地域住民に開か

れた地域学として整備する。大学関係者を中心とする学際的な研究活動、大学外の諸組織との連携によ

る地域学実践プログラムづくりの二つが、事業の中核目標であるが、さらに地域づくりが課題になって

いるアジアとの研究交流も積極的に進める。 

 

(3)官学連携事業 

官・学・産・民の連携事業により持続的な地域づくりと新しい公を創造する共同サイクルの基盤確立

を目指す事業である。大学と官（国、地方自治体）、産（研究機関、産業界）、民（地域自治組織、市民

活動）などの社会連携のもとでの、(2)の本学独自の学術的研究とは別の、学際的な調査研究活動および

地域づくりの協働サイクルを構築するための地域の人との協働作業による地域力点検プログラムおよび

地域づくり戦略プランづくりの活動の 2つを目標とする。 

 

(4)教育・人材育成事業 

「地域密着」、「相互関与」、「連携交流」をキーワードとし、「日常生活のレベルで地域と連携・交流す

る」視点を重視した事業を展開することを目指して、講演会・ワークショップ等の開催、地域での調査・

体験実習、地域インターンシップ、支所・移動ステーションの設置、地域大学の開催、新学部・大学院

の展望、の 6つを当面の重点目標とする。 

 

［実態］ 

センターの運営は、4 つの事業部門ごとに責任者を配置し、それぞれの事業責任者の下で共同研究を原

則とするプロジェクト型の作業を基本として行われている。また、全体の方針、計画については、学内専

任教員および学外の有識者（行政、財界、マスコミ、公共団体、NPO）から構成されるセンター会議によっ
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て決められている。センター会議の委員の過半は学外者であり、学外の社会的ニーズが事業に反映される

仕組みとなっている。なお、センター会議への対応を行う学内組織として、センター長と事業責任者を構

成メンバーとする運営委員会が設けられており、センター会議で指摘のあった点への対応を行っている。 

また、各事業の実態は以下のとおりである。 

 

(1)地域づくり情報システム・GIS（地理情報システム）データベース整備事業 

①データベース基盤システムの構築 

情報基盤システム構築の重点として、地域情報を統合的に管理し、広範囲共有できる「地域づくりデ

ータベース」の構築、地域情報に位置情報を付加して地図として表現できる WebGIS システムの構築、GIS

コンテンツ開発環境の整備、の 3つの目標を設定し、産学連携の体制でシステム構築に取り組んだ。具

体的には、大学側が外部の業者と連携してシステムの構想と設定を行ってきた。 

2005 年度末までに第 1段階の工事が完成し、データベースサーバー1台、GIS 地図配信サーバー1台、

Web サーバー兼グループウェアサーバー1台が設置され、ネットワーク構築を含めたシステムの基幹部分

が整備された。 

2006 年 3 月に、ESRI 社による「教育支援プログラム」に採択され、業界標準の GIS ソフトウェア ArcGIS

が 5 セット無料で提供された。それによって、第 2段階の工事は GIS 開発環境の整備に重点が移ってい

る。2006 年 8 月を目標に、センターの教員、研究員と学生の協力のもとで、5台のパソコンによるディ

スクトップ開発環境を整備している。さらに 1台の開発サーバーを導入し、GIS コンテンツの開発から、

データベースに連結した WebGIS 配信システムまで、一連の地域づくり情報システムが稼動できるように

作業を継続している。 

 

②地域づくりコンテンツに関する研究と開発 

2005 年度には、GIS 専門業者と共同で、「WebGIS コンテンツ（主題図）開発に関する調査」を実施し

た。この調査は、全国における WebGIS の整備状況にかんする調査、WebGIS 先進事例に関する聞き取り

調査、三遠南信地域における地域情報に関する聞き取り調査、の 3つの段階を踏まえ、「地域づくりデー

タベース」の整備方針と自治体、NPO、市民グループとの連携方法について提言を行った。また、調査し

た結果は、電子国土 Web システムを活用した簡易 WebGIS で公表した。 

2005 年度の研究結果と 2006 年度新築する情報システムの検証を兼ねて、2006 年度には WebGIS 検証用

のコンテンツの開発を行っている。コンテンツには、三遠南信地域における 3つの地区を対象とした「地

域資源マップ」、三遠南信の県境地域の 19 市町村を対象とした「集落マップ」、が含まれ、大学側（企画、

データ作成、調査協力）と外部の 2つの業者（1社は背景地図の加工、ArcGIS データベースへのデータ

加工、もう 1社は、コンテンツの Web 公表に関わるシステムの調整、作業マニュアルの作成をそれぞれ

担当）の三者合同で作業を進めている。 

③データベースと GIS に関する研究・開発 

2006 年度に、地域づくりデータベースの開発に関する研究プロジェクトを発足させた。学内の地理学、

地域研究と情報科学の教員が集まることで、多分野の学術交流と総合的な研究を行う体制が実現した。

学外の GIS 専門の技術者も参加することで、学術研究とシステムの開発が相互にフィードバックし合う

という関係の中でともに進行している。 

④GIS 人材の育成 

GIS システム開発のサポーター役として、学内で学生補助員を募集した。数名の学生を確保し、研修

プログラムなどを含め、さらに充実した体制を整備しつつある。 

 

(2)学術的共同研究事業 

三遠南信地域の体系的な地域学の確立のために、まず 2004 年度は「流域社会の持続可能性をめぐる研

究－技術・環境・生活－」と題し、学外の講師を招いて 3回の研究会を実施した。分野は、河川工学、

地域経済学、環境社会学である。学内からの参加者とともに、問題意識の共有をはかった。 
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2005 年度は、前年度の課題を受けて、「流域社会の近代化過程に関する総合的研究」（2005～2006 年度）

のプロジェクトを立ち上げ、2006 年度末の報告書作成に向け、研究会、講演会、現地見学会などを実施、

あるいは予定している。また、学外者とともに地域学実践プログラムを作成するための研究会（「地域づ

くりガイドラインプロジェクト研究会」）実施のための準備を進めている。2006 年 5 月現在、メンバー

を人選し、毎月の実施に向けて調整を進めている。なお 2005 年度末、これまでの研究の中間的総括を基

礎に三遠南信地域連携ブックレットを創刊した（『小さな自治を育てる』）。 

他方、アジアとの研究交流という点では、韓国の政府系シンクタンク産業研究院（KIET）と協力覚書

を 2005 年 1 月に締結し、「過疎対策の日韓比較」共同研究プロジェクトを進めている。また、中国の貴

州大学経済学院とも学術交流協定を締結し、地域づくりに関する研究交流を成果の交換を中心に開始し

た。前者の日韓共同研究については、2005 年から 2006 年にかけて日韓で各 1 回国際ワークショップを

開催し、また、2005 年 11 月には韓国政府主催の地域革新博覧会国際会議において、成果の一部が本セ

ンター長によって発表されている。また、後者については、成果物交換を通じて、両機関の研究実績に

関わる相互理解を深めつつある。 

 

(3)官学連携事業 

①地域との連携事業の展開 

2005 年度に、三遠南信地域の地域（教育委員会、中学校）との連携による社会力形成に関わる共同研

究調査を、「三遠南信地域の中学生の社会力・職業意識に関する調査」として実施した。調査には、57

市町村、128 の中学校、9700 名の中学生から協力を得た。また、豊橋市・浜松市・飯田市教育委員会、

本学文学部・経済学部、キャリア支援課を構成者とする「三遠南信地域の中学生の社会力・職業意識の

形成に関する研究会」を設置し、分析と研究を行った。年度末には、調査報告書が作成されている。な

お、国際比較の観点が重要であるとの立場から、同様の研究調査を、中国 9省 3市において「中国・中

学生の社会力・職業意識」として実施した(2005 年度)。2006 年度に入って分析研究を行い、その成果を

中国人民大学・愛知大学共催による北京シンポジウム開催、また調査報告書作成という形で準備中であ

る。 

これ以外に、個別の自治体との共同研究.も進められた。2005 年度においては、長野県売木村からの

依頼を受けて、地域づくりサポーター(後述)の参加を得て「売木村・新米プロジェクト」の調査と支援

を行った。2005 年 12 月には、その成果を現地にて口頭で報告を行うとともに、「地域づくりサポーター

の報告書」としてとりまとめた。 

さらに、三遠南信地域の都市地域および中山間地域の地域力再生に関わる他大学（国立大学法人）と

の連携事業も行われている。すなわち、豊橋技術科学大学と合同で旧鳳来町(現、愛知県新城市)での「三

河コンヴェクションアカデミー」の設立に参画した。併せて、豊橋技術科学大学と愛知大学の連携融合

事業、（文部科学省補助金対象）として、「県境を跨ぐエコ地域づくり戦略プラン研究会」を立ち上げた

（2005 年度）。2006 年度での具体的な共同事業として、「ソーシャルキャピタルの評価」、「中山間地域定

住促進・地域再生」の共同研究を開始している。 

②地域づくり・地域経営評価システムの開発 

以上とは別に、多くの自治体や公共団体から寄せられた、地域づくり、地域経営を評価するための枠

組み、システムを考えてほしいとの要望を踏まえて、2005 年度には、そのための研究会を設置した。研

究会は、地方自治体、研究機関、他大学教員、本学教員で組織し、2005 年度中には地域づくり、地域経

営評価システムに関する国内の先行事例研究を行った。2006 年度には、評価システム構築に向けて、委

員の補強と回数の増加を通じて研究会活動の強化を図った。 

 

(4)教育・人材育成事業 

教育・人材育成部門の 2004 年度の重点課題として、インターンシップへの取組みを設定し、三遠南信

地域の自治体に対してアンケートを実施した。その結果、「受入可」が 9自治体、「前向きに考えたい」

が 10 自治体、「受入態勢が整わない」が 13 自治体という回答を得た。こうした状況を踏まえ、キャリア
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支援課の応援も得て受入可の自治体訪問を行い、協議を行った。その結果、2005 年度において 10 自治

体で受入可能となり、4名がインターンシップを行った。2006 年度は豊橋校舎で 6自治体 10 名、名古屋

校舎で 8自治体 14 名の学生がインターンシップを行っており、着実に拡充している。また、東三河地域

において学校インターンシップの実施に向け、自治体との協議をすすめている。 

2005 年度は、地域インターンシップの推進、地域再生等担い手育成支援、豊川流域圏づくり県民カレ

ッジの開設、地域づくりサポーター制度の立ち上げ・運用、NPO サミットへの参画、の 5 つの事業を設

定し、「とよがわ流域大学」の開校、インターンシップの推進、地域づくりサポーター制度の発足を中心

に事業を展開した。「とよがわ流域大学」は、愛知県からの受託事業として実施したもので、2005 年 10

月から 12 月にかけて 10 講座を設定した。講座では、地域づくりを担うリーダー的人材の育成を目指し、

講義形式よりワークショップ方式を中心とした運営を心がけるとともに、2 回のフィールドワークで現

地視察も取り入れた講座とした。また、講座終了後、受講生を 6グループに編成し、グループ毎にテー

マを設定し、報告書の作成に取組み、その成果を 2006 年 2 月のシンポジウムで発表した。 

地域づくりサポーター制度は、2005 年 5 月に発足したもので、学生の自主性を尊重しながらセンター

の調査活動や地域づくり支援活動等に参加してもらう活動である。現在まで 2005 年春・秋、2006 年春

の 3 回募集し、20 数名が登録しており、「静岡県清水市まちづくりカレッジ」、「環境首都コンクール中

部地域交流会」、「売木村新米祭りプロジェクト」、センターの調査活動支援等に参加し、重要な役割を果

たしてきた。こうした活動のなかから、地域づくりサポーターの独自活動として「愛大生の店・だがし

ろう」が提案され、豊橋市政 100 周年記念事業に採択された。 

 

［長所］ 

(1)地域づくり情報システム・GIS（地理情報システム）データベース整備事業 

情報メディアセンターを含む研究環境、複数の学部の教授が集まったプロジェクトチーム、各方面に

わたる学内の資源を有効に利用できていることは 大の長所と思われる。 

 

(2)学術的共同研究事業 

地域学という地域づくりに関わる具体的な分野を設定することで、地域現場の諸問題と直接向き合う

ことを可能にし、その結果、学外の諸組織（自治体、民間団体等）との連携を促進している。さらに学

内においても、現行の綜合郷土研究所（郷土研）と中部地方産業研究所（中産研）の諸研究を地域学と

いう学際的な領域において重ね合わせ、新たな地域貢献に結びつける道筋づくりを行っている点が長所

といえる。 

他方、地域づくりに焦点を当てたアジアとの学術交流をスタートさせたという点は、本学の設立趣旨

に照らしても意義深いといえる。 

 

(3)官学連携事業 

持続的な地域づくりと新しい公を創造という理念を実現するために、多様な官・産・学・民との共同

研究が推進されている。また、学内各単位の枠をこえた人的資源の有効活用が図かられている。さらに、

豊橋技術科学大学の地域協働まちづくりリサーチセンターとの連携事業により、社会科学、技術科学と

地域社会との連携融合が深められている。 

 

(4)教育人材育成事業 

愛知県からの受託事業「とよがわ流域大学」は、従来型の産官学連携を超えた「新しい公」の創造と

いうセンターの目的をアピールするうえで効果があっただけでなく、地域づくりの担い手育成という観

点からも意義のある事業であった。とよがわ流域大学をきっかけに他の受託事業の依頼が続いただけで

なく、受講生がグループとして活動を継続する動きがでてきたのは評価できるものである。 

インターンシップについては、三遠南信地域自治体に対するアンケート実施と受入可能自治体との協

議を通じて行政におけるインターンシップは拡充してきている。また、国土交通省が主催する「地域づ
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くりインターン」にも参加する学生が増えており、学生のなかでのインターンシップに対する関心は年々

高まっている。 

地域づくりサポーター制度は、教育・人材育成事業の柱になるものといってよい。地域、とりわけ中

山間地域では、大学の専門的知識への要望とともに、学生の地域への参画が強く望まれている。また、

学生サポーターが調査活動に参加することによって調査がスムーズに進行するだけでなく、対象地域住

民との関係においても効果をもたらしている。サポーターの自主的な地域づくり支援活動がでてきたこ

とは大きな成果である。 

 

［問題点］ 

(1)地域づくり情報システム・GIS（地理情報システム）データベース整備事業 

事業の目標である「住民参加型地域づくりデータベース」の構築に、住民参加型の体制を整備するこ

ととなっているが、まだ具体化されていない。また、学生補助員チームの育成について、なお計画性に

欠けている。 

 

(2)学術的共同研究事業 

現状では、広く学内教員の協力が得られているとは言い難い。特定個人への負担の集中という問題が、

深刻である。 

 

(3)官学連携事業 

社会との連携による新たな共同研究、調査を推進するためには、物的スペース、専従研究者、地域の

共同研究者の人材確保等、経常的な研究条件のいっそうの整備が課題である。 

 

(4)教育・人材育成事業 

センターが関わる地域づくりインターンシップについて、参加人数の拡大のみならず、具体的な課題

解決に資するものとして内容を充実すべく、自治体、NPO 等との関係などと協議しながら取り組むべき

課題を明確にしていくことが必要であろう。 

地域づくりサポーター制度は、短期間にさまざまな成果を上げた一方、サポーター間に温度差ができ、

活動にアンバランスがでてきたこと、地域づくりへの自主的な取組みがなかなか育っていかないことな

どの問題点がみられる。 

 

［改善の方法］ 

(1)地域づくり情報システム・GIS（地理情報システム）データベース整備事業 

情報システム上、住民の意見を自由に取り入れるソーシャルネットワーキングサービス（SNS）の導入

も積極的に検討したい。 

学生補助員については、大学の情報教育との関連も考慮した計画が望ましいので、関係教員との協議

を進めて計画を立てることで、課題を克服したい。 

 

(2)学術的共同研究事業 

第 1に、センターとして参加の呼びかけを強化することに加え、戦略的立場から大学の積極的関与を

期待したい。第 2に、地域学を、狭い意味での地域づくりに特化させず、広く人文社会系の分野と重ね

合わせる形（たとえば生涯学習的な諸分野の取り込みなど）に組み替えていく必要もあるだろう。そう

することで、幅広い教員の参加の仕組み確保が期待できる。 

 

(3)官学連携事業 

官・産・民からのさらなる外部助成金の確保を図る。また、研究成果は、地域、現場に還元すること

で新たな地域づくりサイクルを構築することが可能となる。そのために研究の発表会、シンポジウム、
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現地報告会、報告書の作成をさらに積極的に行う。さらに地域づくりの中間支援組織として、積極的に

地域づくり実践に連動させることで研究成果の展開を試みるとともに人的、資金的獲得を図る。 

 

(4)教育・人材育成事業 

現在地域づくりアドバイザー制度を立ち上げ、豊橋校舎の専任教員と研究所研究員に対してそれへの

登録を呼びかけているが、こうしたアドバイザーを拡充することを通してセンターに関わる専任教員・

研究員の裾野を広げていくことを考えたい。また、この制度への職員の登録も、自治体等のニーズを勘

案して積極的に検討したい。 

インターンシップについては、担当のキャリア支援課と協力しながら現行インターンシップを企業・

行政・地域づくり・学校インターンシップといった学生の目標に沿ったコースの設定、単位化に向けた

課題整理をすすめるとともに、センターが自治体や NPO などとの橋渡し役を積極的に果たしていくこと

としたい。 

地域づくりサポーター制度については、サポーターが地域づくりの課題、内容を学ぶ機会としてセン

ターが行っているさまざまな研究会に出席を認めること、「だがしろう」等サポーター活動へ積極的に参

加する方策を検討すること、地域づくり・センター活動の基本的知識を学ぶ機会を設定し、サポーター

の参加を促すこと等を推進、検討したい。 

上記以外の課題として、NPO 等地域住民との連携について、2006 年度の三遠南信サミットでの住民セ

ッションの事務局を担った経験を生かし、NPO サミットの可能性を追求し、住民との連携、人材育成の

方策を検討したい。 

重点目標の一つにあげている「支所」については、新城市（旧鳳来町）の七郷一色小学校跡地を利用

して「三河コンヴェクションアカデミー」を豊橋技術科学大学との共同利用の形で展開しているが、そ

の他の空き施設の利用や地域大学の開催を外部資金の獲得を視野に入れながら他大学との共同事業の可

能性を含め検討していきたい。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

ポスト中央集権型開発において地方分散・分権の動きが著しい東アジア諸国の地方所在機関との地域づ

くり・地域政策に関する国際共同研究・交流を、積極的に推進することを目標とする。 

 

［実態］［長所］ 

「a．研究活動」の［実態］の学術的共同研究事業の記述を参照。 

 

［問題点］ 

地域づくりが危急の課題となっている地域との連携という意味で、韓国や中国のみならず、東南アジア

を含めた東アジアとの研究交流の推進が急務である。 

 

［改善の方法］ 

センター独自に、また、すでに提携関係のある韓国や中国の機関を通じて、東南アジアの特に地方に所

在し、地域づくりに実績のある機関との交流に着手する。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 
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［理念・目的・目標］ 

「新しい公」の創造を念頭においた地域連携を進めるために、関連する学内および学外の教育研究組織

単位との協力・交流・連携を深める。 

 

［実態］ 

特に官学連携事業や受託事業を通じて、近隣の豊橋技術科学大学や豊橋創造大学、東三河地域研究セン

ターをはじめとする民間シンクタンクとのプロジェクトベースの連携が深まっている。センターの他に

UFJ リサーチ＆コンサルティングや地域総合問題研究所などの 6 機関が集まって組織されている地域交流

連携連絡会は、国土形成計画への提言をとりまとめる作業を行っている。また、豊橋の 3 大学と豊橋市の

連携によるまちづくり事業が 2005 年に都市再生本部によって全国先進事例 8 つのうちの 1 つに選定され、

これを軸とした他単位との交流・連携が実質化している。 

 

［長所］ 

学外の連携を通じて、本センターの社会連携の具体化と実質化が進んだ。 

 

［問題点］ 

連携をさらに深めるために学内の資源動員をさらに進める必要がある。 

 

［改善の方法］ 

大学本部にも助力を求めつつ、社会連携への参画の重要性をさらに周知していくために、いっそうの働

きかけと広報に努める。 

 

 

 

２．研究環境 

 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

大学として設置した機関ではあるが、「新しい公」の創造という研究活動上の目的を実現するために、学

外の産官民の各界の方々をセンターの運営や研究活動に積極的に参画いただく環境づくりを目的としてい

る。また、「新しい公」は中長期的な視点に立って取り組みが重要であるという認識の下、今後を担う人材

の育成を進める必要があるとの観点から、学生に対しても開放的な環境を整備する。 

 

［実態］ 

センター施設には頻繁に学外者が、共同研究や連携事業の打合せのために訪問している。また、地域づ

くりに直接的に貢献するための学生を育成する制度として、地域づくりサポーター制度があり、学生の協

議にもセンターがよく利用されている。 

 

［長所］ 

「新しい公」の創造に向けたオープンなスペースとして、学外からも評価されている。 

 

［問題点］ 

大学暦に合わせて業務時間が設定されがちであり、学外のカレンダーとの違いがしばしば業務の妨げと

なっている。とりわけ、夏季一斉休暇に対する学外の理解は得られそうにない。 
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［改善の方法］ 

「新しい公」を担う大学として、学外にも理解され得る業務時間を考える必要がある。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

どの事業においても、PDCA（Plan－Do－Check－Action）サイクルを基本とし、Pの段階での計画の適切

性を踏まえた予算の査定と C の学外委員を含めた実施の体制とを整備することを通じて、競争的な研究環

境の創出をはかる。また、外部資金への応募と学外からの受託事業の獲得を積極的に進め、事業の活性化

を進めていく。 

 

［実態］ 

C→A に関して、学外のセンター会議委員による評価を実施しており、事業の活性化に役立っている。ま

た、センターの事業資金は、基本的には、文部科学省・私立大学学術研究高度化推進事業（社会連携分野）

としての補助金によるものであるが、これ以外にも外部資金や受託事業を増やす努力が継続的に続けられ

ている。2005 年度については 5 件の受託事業と 1 件の競争的外部資金、2006 年度については、2005 年度

からの継続分を含めて、5件の受託事業と 1件の競争的外部資金が獲得されている。 

 

［長所］ 

D→C のプロセスについて、学外委員からも評価される体制が整備されている。 

 

［問題点］ 

D→C 以外のプロセスについては、センター発足からそれほど経過していないということもあり、まだ十

分に整備されているとは言えない。 

 

［改善の方法］ 

学外委員も交えたセンター会議において、毎年度の計画策定を PDCA のサイクルを意識した形で進めるこ

とで、問題点を改善する。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

「新しい公」づくりへの参画という観点から、研究発表会、シンポジウム、講演会、報告書作成、小冊

子（ブックレット）発行、単行本の出版等の形で研究上の成果を公表することを当然の責務とする。併せ

て、出版に際しては査読制度を取り入れるとともに、刊行物の評価については、学外者による書評等の形

で実施し、ホームページを活用した成果の発信（成果を PDF ファイル等の形で掲載するなど）も積極的に

進める。また、学外の関係機関からの研究成果の受信も前向きに進める。 

 

［実態］ 

研究成果の公表は積極的に進めており、また、学外者に書評の依頼も行っている。報告書等は学外の公

立図書館への寄贈を原則としており、広く公開している。また、2005 年度は実施されなかったが、2006
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年度からは成果の出版に際して査読を行っている。 

 

［長所］ 

成果の積極的公表は、学外関係機関との相互交流・理解を深めるのに役立っている。成果に対する学外

からの問い合わせも多い。 

 

［問題点］ 

ホームページを活用した成果の発信は、まだ実績がない。 

 

［改善の方法］ 

問題の背景には人手不足があるため、学生からの協力を得るなどしてホームページやそれを活用した発

信の充実に努めたい。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

「新しい公」の一角を担うという観点から、社会的な良識に基づいた研究の条件整備を行う。 

 

［実態］ 

倫理面での条件整備は、スタッフの自覚に依存するところが大きい。 

 

［長所］ 

スタッフの志気は相当に高く、それが倫理的にも質の高い研究の成果を生み出している。 

 

［問題点］ 

自覚がどこまで持続するのかという不安をぬぐえない。 

 

［改善の方法］ 

当該問題についての突っ込んだ協議を、学外者を交えて行い、何らかの制度化に着手したい。 
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１．研究活動 

 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

第 2 次世界大戦終結後まもなく、米ハーバード大学において D・マッケイ、J・K・フェアバンクらを中

心に「地域研究」（Area Studies）が始められて以来、すでに約 60 年の歳月が経過するが、なお共通した

方法論（ディシプリン）は未確立である。「地域研究」の一分野をなす中国研究も例外ではない。 

本センターはこうした現状を打破するため、世界的範囲で国際学術ネットワークを形成することを通じ
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て、世界共通の「中国学研究」方法論を模索し確立することを理念として設立された。 

従来の「地域研究」は「後進国研究」（のち「発展途上国研究」と名称を改める）として始められたこと

からもわかるとおり、「先進諸国」の観点や立場から既存の人文社会科学の学問枠組み（ディシプリン）が

方法として用いられてきた。その結果、そこにはたとえばサイードなどが指摘したオリエンタリズム（西

方中心主義）が免れがたく存在した。本センターが確立を目指す共通の方法論とはそうした学問的バイア

スを克服するものに他ならない。 

より具体的に言えば、まず第 1 に、研究対象である中国社会の政治、経済、文化、環境の 4 つの側面に

おける状況を調査研究によって把握するだけでなく、研究主体である個々の研究者および研究者が属する

当該国家の政府機関や企業が、中国社会の状況に対してどのような主体的「態度」をもってアプローチし

ようとしているか、さらに研究対象である中国の中央政府、各級地方政府、地域住民、企業・工場などの

個人・集団主体が同じ状況に対してどのような主体的「態度」をもって臨んでいるか、を分析把握する。

第 2 に、中国社会の状況をめぐる研究者と研究対象の諸主体がそれぞれ有する「態度」が相互間にいかな

る連動性を持つか、相互に相克矛盾したり、相互に協調関係に立ったりする関係性を分析把握する。すな

わち各主体間の関係を「共同主体性（共同主観性）」として把握する。第 3に、この「共同主体性＝主観性」

は状況を変革する目的意図を有し、それゆえに状況は時間の経過によって、その空間編成を変化させる。

したがって認識論としては時間軸（歴史時間における縦軸）と空間軸（同時代空間における横軸）を融合

させた視座が求められること。 後に第 4 に、この「共同主体性・主観性」において、研究者自身の主体

を含めいかなる特定の主体も他の諸主体に対して「優越的特権的な」位置に置くことのない視角が必要と

される。 

以上のような方法を、「ビヘイビアリズム（Behaviorism）」（共同態度主義）と名付ける。前提となる学

問的手続としては、国際的（インターナショナル）で学際的（インター・ディシィプリンナリ）なネット

ワーク形成と、情報公開（オープンネス）、説明責任（アカンタビリティ）、国際・学際対話（ダイアログ）

3原則を取るものとしている。 

将来的には世界的範囲でのこの共通の現代中国学方法論＝ビヘイビアリズムの確立を通じて、現代中国

学をめぐるひとつの「学派」（スクール＝School）を形成し、世界に向けて発信してゆくことが本センター

の究極的な理念でありまた目標である。 

 

［実態］ 

本センターは、2002 年 10 月に文科省によって採択認可された「21 世紀 COE プログラム」である「国際

中国学研究センター International Center for Chinese Studies : ICCS」プログラムの以上のような目

的構想の実現を目指して、その採択拠点である中国研究科博士後期課程を中核に、現代中国学の国際的な

研究教育機関として、2004 年 4 月に開設された。 

現在、所員数 23 名（うち COE 事業推進担当者 14 名）、COE フェロー1名、COE 訪問教授 3名、COE 研究員

5名、COE リサーチ・アシスタント（以下、「RA」という。）21 名から構成されている。「21 世紀 COE プログ

ラム」採択期間中（2002 年度～2006 年度）は、COE 拠点リーダーが所長の任にあたり、事業推進担当者が

運営委員を代行している。年度別予算は 2002 年度 1,563 千円､2003 年度 98,951 千円､2004 年度 91,378 千

円､2005 年度 131,762 千円､2006 年度 130,220 千円である（大学予算、研究拠点形成費補助金を含む）。 

本センターは、世界的範囲での国際学術ネットワークを構築し、そのハブセンターとなるべく、2002 年

10 月の発足から 2006 年夏までに、世界 13 の研究教育機関との間で国際学術ネットワーク作りを行った。 

上記ネットワークの稼動のために、同じく 2004 年 4 月までに中国人民大学と天津・南開大学に本センタ

ーの分拠点を形成した。同時にこの 2 分拠点（サブセンター）と本学名古屋校舎の 3 点を 3 方向テレビ画

像で結ぶ RMCS（Remote Multilateral Communication System）を構築した。 

ネットワーク形成の完了と同時に、2003 年 10 月末から 11 月初め名古屋において国際シンポジウム「激

動する世界と中国－現代中国学の構築に向けて」（海外 21 名、国内 15 名、計 36 名報告参加）を開催、同

時に国際範囲の参加を得て 5研究会を発足させた。 

5 研究会とは「中国学と現代中国学構築」（方法論）研究会、「現代中国経済とアジア経済圏形成」（経済）
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研究会、「中国文化とアジア世界の文化共生」（文化）研究会、「現代中国政治とアジア世界平和構築」（政

治）研究会、「現代中国とアジア世界の人口生態環境問題」（環境）研究会である（各研究会の規模は平均

国内外 12 名、計 60 名）。以後、研究会は 2004 年度から本格始動している。このうち、方法論研究会は本

COE プログラムを貫く前述の方法論すなわちビヘイビアリズムに向けた共通認識を固め、かつ他の研究会

に提起する中心的牽引的役割を担う研究会である。 

なお、国際シンポジウムは 2004 年度以降も定例開催されており、2004 年 11 月名古屋、2005 年 12 月北

京・天津、2006 年 11 月末から 12 月初め名古屋でそれぞれ開催した。 

本センターの研究事業では現地調査にも重点を置いており、2004 年度以後、経済研究会が中国企業の海

外投資をテーマに中国、東南アジア、北米等で現地調査を実施した他、環境研究会が環境問題調査のため

中国各省で濃密な現地調査を実施した。 

本センターが「21 世紀 COE プログラム」によって蓄積した研究成果を広く社会に還元するため、様々な

データベースを構築している。具体的には、本学の前身校である東亜同文書院が編纂した『支那省別全誌』

（全 18 巻）、『新修支那省別全誌』（全 9 巻）、『支那経済全書』（全 12 巻）の全文検索を可能にした「貴重

書データベース」、本学名古屋図書館が所蔵する中国文化大革命関連一次史料約 4575 点を画像データと書

誌データ化した「中国文化大革命データベース」、旧満州を中心とした戦前中国各地で市販されていた絵葉

書約 2400 点を画像データ化した「戦前中国絵葉書データベース」を構築した。これらのデータベースは、

いずれも現在は検証段階にあり、本センター内部のみ公開としているが、近く一般公開できるよう鋭意作

業を進めている。 

この他、2004 年 12 月本センターの研究活動に参加する本学中国研究科博士後期課程学生を中心にユー

スセッション研究会が発足、以後毎月 2回のペースで開催。成果を 2005 年度末に刊行した。 

 

［長所］ 

研究会の組織化を通じて、国内外の研究者と緊密な連携を実現し、信頼関係を醸成することができ、実

質的な討論を重ねることができた。これによって中国社会についての経済、政治、文化、環境の 4 つの領

域について、基本的に共通した状況認識が形成された。さらに世界範囲での「中国学方法論」の基盤構築

についても、上記「ビヘイビアリズム」に収斂してゆくための共通の了解をほぼ生み出すことができた。

具体的には 2005 年 12 月北京開催の定例シンポジウムの冒頭全体講演において、共通の方法論が加々美所

長によってペーパーとして提起されると同時に、「学派（School）」形成に向けた呼びかけがなされ、合意

を得た。 

 

［問題点］ 

高い頻度で開催してきた各研究会の報告、討論の提出済みレジュメ、パワーポイント、DVD 収録分など

は保存済みであるが、そのすべてデータベース化するかパンフレット化する予定でいたものの、なお十分

に実現していない。 

このため年 1 度開催の国際シンポジウムで各研究会の方向性と討議内容を他の研究会との間で共有して

認識するための確認作業を、そのつどしなければならないという余計な手間が必要になった。この点は紙

ベースのデータと、情報処理されたデータベースの有機的な結合が十分でない。 

 

［改善の方法］ 

現在、開催済み各研究会の内容を整理し、2006 年度末を目処に成果公開データベースの構築を進めてい

る。 

また、上述の東亜同文書院関連データベース、中国文化大革命関連データベース、戦前中国絵葉書デー

タベースについても、早急に検証作業を終了し、2006 年度末を目処に一般公開する予定である。 
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ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

本センターの理念は世界的範囲で共通の「中国学方法論」を確立する点にあり、研究面での国際連携は

本事業の不可欠な柱をなしている。 

 

［実態］ 

2003 年から現在まで新たに計 13 の大学研究機関と国際ネットワーク形成のための協定を締結した。そ

の協定締結の範囲は中国、香港、シンガポール、イギリス、ハワイ、北米の 13の大学・研究機関に及んで

いる他、フランス、ドイツ、オランダなどの大学・研究機関の個別の研究員・学者との交流提携を進めて

いる。 

また、中国の中国人民大学（北京市）、南開大学（天津市）の 2大学内に本センターの在中国研究教育拠

点として分拠点（サブセンター）を設置した他、寧夏社会科学院との間で「日中合作西部開発共同研究セ

ンター」を設置し、今後の共同研究に向けて準備中である。 

海外の大学・研究機関との協定締結状況は表 6-3 のとおりである。 

また、国際連携を支援するシステムとして、①多地点テレビ会議システム、②オン・デマンド配信方式、

③パソコンベースによるテレビ会議システムからなる RMCS（遠隔多方向コミュニケーションシステム）を

構築し、研究教育面で活用されている。 

 

［長所］ 

本センターの目指す国際連携は、単なる学術交流を目指すものではなく、常設の研究機構として 5 つの

研究会を設置し、研究・教育の国際連携を支援するシステムとして構築した RMCS（遠隔多方向コミュニケ

ーションシステム）を駆使した高い頻度による接触と討論を行い、実質的な論争を巻き起こすところに特

徴がある。海外の大学・研究機関との間で協定を締結することによって、本センターの理念・目的および

事業内容に対する海外国際機関の理解が格段に進み、機関として積極的能動的に研究活動に参加する状況

が生まれた。 

 

表 6-3 海外の大学・研究機関との協定締結状況 

大学・研究機関名 締結年月 協定内容 

シンガポール国立大学人文社会学部 2003 年 8 月 Memorandum of Understanding 

中国科学院地理科学・資源研究所 2003 年 10 月 学術交流協定 

香港大学中文系 2003 年 11 月 学術・教育交流協定 

ロンドン大学 LSE アジア・リサーチセ
ンター 

2004 年 6 月 学術・教育交流協定 

カリフォルニア大学バークレー校中
国研究センター 

2004 年 5 月 
General Agreement for Cooperation and 
Exchange 

カリフォルニア大学ロスアンゼルス
校中国研究センター 

2004 年 5 月 
General Agreement for Cooperation and 
Exchange 

ハワイ大学中国研究センター 2004 年 5 月 学術・教育交流協定 

中国人民大学 2004 年 4 月 
RMCS 運用に関する覚書、分拠点設置に関
する合作協議書 

南開大学 2004 年 4 月 
RMCS 運用に関する覚書、分拠点設置に関
する合作協議書 

復旦大学国際関係与公共事務学院 2005 年 3 月 学術・教育交流協定 

香港中文大学中国文化研究所当代中
国文化研究センター 

2005 年 3 月 学術・教育交流協定 

寧夏社会科学院 2005 年 10 月 
日中合作西部開発共同研究センター設
立に関する合作協議書、学術・教育交流
協定 

ロンドン大学東洋・アフリカ学院 2006 年 3 月 Memorandum of Understanding 
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具体的には本センターへの研究事業計画、たとえば個別研究項目の細目や社会調査対象地域の選別に関

する提案や意見具申を行うようになった。 

さらに中国科学院地理科学・資源研究所、中国人民大学、南開大学、寧夏社会科学院の場合には、本セ

ンターと共催で国際シンポジウムを開催するだけでなく、研究資金調達面や RMCS（遠隔多方向コミュニケ

ーションシステム）の技術面でも積極的な協力に努めてくれている。 

具体例として、中国人民大学と南開大学の場合には 2004 年 4 月、学内施設を本センターのために無償提

供したうえ、本センターの分拠点形成に当たってくれた。また、寧夏社会科学院の場合には 2005 年 10 月、

本センターと共同で西部開発共同研究センターを設立し、そのための共同事務所を寧夏回族自治区銀川市

の同社会科学院内に無償提供してくれた。 

 

［問題点］ 

機関間協定がヨーロッパでイギリスを除く各国とりわけフランス、ドイツ、オランダなどでなお成立し

ていない。 

その理由の一つは、ヨーロッパには近代以後、漢学の伝統があるものの、その研究対象の重点が近世、

中世以前の中国にあり、同時代中国に対する研究が進展していないことを指摘しうる。 

また、国際的な学術ネットワーク形成のために、パソコンベースによるテレビ会議システムを構築し、

海外からの研究会活動参加者個人の研究室あるいは自宅に設置したが、かなりの時差を生じる北米、ヨー

ロッパの研究者との間では、RMCS のなお十分な活用に至っていない。 

 

［改善の方法］ 

ヨーロッパ各国大学研究機関との協定を進展させるため、本センターの研究対象を同時代中国に限定せ

ず、近世・中世以前の中国にまで一部拡大する。その際、近世・中世以前と同時代中国とを有機的に結合

する歴史的視点を確立する。 

RMCS の個別活用については時差を生じる北米、ヨーロッパについて、オンデマンド方式をより多用した

研究会開催方式を試みることにしている。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

本センターは世界的範囲で国際学術ネットワークを形成して定常的な研究事業を展開するとともに同時

に若手研究者の人材養成のための教学事業を展開する。その際、研究活動と教学事業とを有機的に結合す

ることを通じて、世界共同の「中国学方法論」形成を図る。 

 

［実態］ 

本センターは、中国研究科博士後期課程を中核として形成されているので、同研究科の教育活動にも密

接な関わりを持つ。2004 年度以後、「21 世紀 COE プログラム」の若手研究者育成事業の一環として、大学

院教育の国際化と若手研究者の国際的視野育成を目指し、同研究科既存のカリキュラムを抜本的に見直し、

本センターの研究活動と同研究科博士後期課程の教育事業を直結した新カリキュラム－「国際カリキュラ

ム」を編成した。「国際カリキュラム」の発足にともない、中国の 2大学（中国人民大学と南開大学）の大

学院博士後期課程と中国研究科博士後期課程との間でデュアルディグリー・プログラムを発足させた。こ

れによって、日中 2大学の博士学位の取得が可能となる教育システムを構築した。 

世界各国から本センターの 5 つの研究会の研究活動に参加するため招聘した COE 訪問教授や短期招聘研

究者は、例外なく中国研究科博士後期課程学生のための教学活動にも参加し、直接講義を担当するかまた
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は講演方式による単発的な特別講義を行っている。研究会活動で獲得された本センター共有の知見をもっ

て教学実践に当たるためである。 

5 研究会への参加と「国際カリキュラム」講座担当を義務付けられる訪問教授として 2004 年度 7名（中

国人民大学 2 名、シンガポール国立大学、ハワイ大学、カリフォルニア大学バークレー校、南開大学、中

国科学院各 1名）、2005 年度 6名（南開大学 2名、ロンドン大学 LSE、香港中文大学、中国社会科学院、中

国科学院各 1 名）、2006 年度 7 名（実施中、ロンドン大学 LSE 2 名、中国人民大学、中国科学院、中山大

学、南京大学、中国対外貿易大学各 1名）を招聘した。同様に短期招聘研究者として 2004 年度 3名（北京

大学、中国社会科学院、南京大学各 1 名）、2005 年度 8 名（中国社会科学院 2 名、コロラド大学、コーネ

ル大学、カリフォルニア大学バークレー校、中国労働関係学院、武漢大学、中国雲南エコ・ネットワーク

各 1名）を招聘した。 

この他、年 1 回、当該年度の秋に研究活動の総括として定時開催する「国際シンポジウム」には、本セ

ンターの下に国際学術ネットワークを形成している提携大学研究機関の学者研究者はほぼ例外なく参加し

た。 

 

［長所］ 

提携大学研究機関の各国研究者が、本センターの研究教学事業に単発的かつ受動的に参加するのではな

く、持続的かつ能動的に参加するシステムが構築でき、提携の実を上げることができた。 

「中国学」を巡って教学面研究面での学問的枠組み（ディシィプリン）が各国であい異なることが共通

に自覚されることで、世界共通の枠組み形成のための基盤がむしろ形成されるに至った。 

 

［問題点］ 

提携大学研究機関からパソコンベースによるテレビ会議システムを用いた「国際カリキュラム」講座提

供、研究会参加などを予定していたが、一部でこれを実現した以外は、十分に機能せず、あくまで訪問教

授あるいは短期招聘研究者の制度を中心に展開することになった。 

学問的枠組み（ディシプリン）の各国による違いを前提として、方法論的に多様性を許容した共通の枠

組みの統合を目指したが、なお十分に実現していない。 

 

［改善の方法］ 

RMCS 機器の使用法について、各研究会参加者に遠隔研究会参加や遠隔講座担当が可能になるよう、情報

処理専門技術者による指導を徹底する。 

ディシプリンの多様性を前提としながら方法論的な統合を実現するには、多様性の中に含まれる東方主

義（オリエンタリズム）などの偏りを正したうえで、対等な関係性において方法的な異質性を認め合う枠

組みを形成することが必要となる。この方向性について研究活動や教学活動を通じて、いっそうの国際的

な合意を形成する。 

そのために方法論レベルの抽象的議論を経済、政治、文化、環境などのより具体的な研究課題に即して

議論するよう収斂するよう努力する。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本センターは世界的範囲で研究活動と人材養成の教学活動を結びつけつつ、共通の「中国学方法論」の

枠組を形成することを理念としている。 
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このため、本センターの 5 研究会（方法論、経済、政治、文化、環境）の委員として招聘する提携大学

研究機関の学者研究者は経常的長期的に本センターの研究事業に参画し、前述のビヘイビアリズムを理念

目標とした「方法論」の形成に合同参画することを目指す。 

具体的には単発的な研究会参加を目的とした短期滞在にとどまるのではなく、1 セメスターの 4 か月を

標準とする中期滞在を原則とし、帰国後も RMCS（遠隔多方向コミュニケーションシステム）を用いて適時

本センターとの連絡を継続維持し、本センター事業への長期的参加意識を高めることを目指すものとする。 

さらに本センター研究教育事業と密接な関係にある中国研究科博士後期課程在籍の若手研究者の育成の

ため、彼らを COERA として採用、同時に博士学位取得者の中から COE 研究員を採用、いずれも本センター

の定例 5研究会に所属させ、Senior の学者研究者によって組織された研究活動の一端を担わせ、その研究

能力の向上を図ることを目指す。 

 

［実態］ 

若手研究者の育成事業として、2005 年度より毎年 COERA10 名採用、COE 研究員 3 名採用、若手研究者研

究助成（年間 300 千円）5 名 5 件採用。その他 2004 年 12 月より若手研究者の定例研究会ユースセッショ

ンを組織、月会のペースで開催を重ねている。 

その他、訪問教授と短期招聘研究者、中国研究科博士後期課程デュアルディグリー・プログラムの学生

との間で学問交流組織「交流報告会」を不定期に開催している。 

訪問教授、短期招聘研究者は、その任務を終えて本国へ帰国後も、毎年秋に開催される研究会活動の総

括としての国際シンポジウムに参加し報告を行うため、本センターとの連絡を継続している。 

 

［長所］ 

研究活動参加の国内外、学内外の学者研究者の間の経常的な意思疎通が円滑に進み、研究会の場に限定

されない日常的な場で意見交換や討論を重ねることができるようになった。 

若手研究者の積極性、能動性が顕著となり、これが提携大学研究機関からの学者研究者の本センター事

業への参加意識を格段に高めることになり、教学事業と研究事業との間に良性循環的な作用が働くに至っ

ている。 

 

［問題点］ 

中国国内の主要新聞（「人民日報」「光明日報」「新華社」など）に本センターのこの間の活動を紹介する

記事が報道されたにもかかわらず、研究会活動に参加する提携大学研究機関以外の国内外の大学研究機関

への波及効果が、期待されたほどに見られない。 

本センター活動参加者の参加意欲が、本センター内部の研究活動へのアイデンティティを高める形で求

心性を向上させているのに反比例して、提携大学研究機関以外の外部の関係大学や学界、研究会などへの

積極参加が不十分で、本センターの研究成果の普及を図るという努力が不足し、遠心性、拡延性が逆に弱

まる傾向が見られる。 

 

［改善の方法］ 

第 1に、研究会活動や国際シンポジウムに提携大学研究機関以外からも一部優れた学者研究者を招聘し、

本センターの理念、目的、実態についてより広範囲に周知せしめるようにする。第 2 に、本センターの研

究事業に参加している学者・研究者が、提携関係のない外部の大学や学界、研究会に積極的に参画するよ

う要請する。 

当面、世界各国の関係学術誌に本センター事業研究活動の全体の成果、あるいは個別成果を掲載するよ

うに積極的に要請する。すでに南京大学の学術誌「中国研究」第 3号（2006 年 7 月）に成果を紹介する文

章が掲載された。 
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ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

本センターは、「中国学」分野の方法論の面での統合と革新を目指すものであるから、成果について厳し

い審査（レフリー）基準を設けることによって、研究面で競争原理がはたらくよう目指す。 

 

［実態］ 

本センターが発行する研究成果報告書に対して、内部の「査読」審査に加えて、外部（第 3 者）審査に

よる 終評価を行う厳格なレフェリー制を策定した。 

査読の対象となるのは、「21 世紀 COE プログラム」における研究成果の 終報告書として位置づけられ

る、①方法論研究会編『中国の発見：中国学方法論のパラダイム転換』（仮）、②経済研究会編『中国発海

外直接投資の生成と発展－中国経済研究の新機軸－』（仮）、③政治研究会編『中国内外政治と相互依存－

中国政治研究の新機軸』、④文化研究会編『現代中国文化論』（仮）、⑤環境研究会編『現代中国環境論』（仮）

の 5冊である。 

2006 年度末に刊行予定の上記 終報告書について、本センター所属外の各分野の著名な学者研究者から、

5名を招聘して「COE プログラム 終報告書審査委員会」を組織した。さらに「COE プログラム 終報告書

審査委員会」の下に、5 研究会ごとに委員各 5 名、計 25 名からなる「査読委員会」を組織した。この 25

名の内訳は、各研究会の主査各 1名、のべ 5名の他は、20 名について原則的に本センターの外部から招聘

した。 

査読の対象となる論文は、すべて世界標準に適うように、執筆要項を定め、その条件にそぐわないもの

については書き直しを命じている。 

若手研究者についても、博士論文以外の論文に関しては、本センターの 5研究会参加のシニア（senior）

学者研究者に審査を依頼し、審査を合格したもののみを本センターの『紀要』に掲載する。 

 

［長所］ 

厳しいレフェリー制を設けたことによって、5 研究会参加の提携大学研究機関の委員は、その提出原稿

が自国内で学術研究成果として有効にカウントされることとなり、競争原理が働くことで論文執筆に積極

性、能動性が見られることとなった。 

若手研究者も、博士論文完成に向けた段階で、中間的論文の執筆に能動性、積極性を持つようになり、

博士論文指導が円滑に進むようになった。 

 

［問題点］ 

外部の著名な学者研究者による「 終報告審査委員会」および「査読委員会」の委員は、本センターの

過去 4 年間の研究・教学事業に直接参加していないため、本センターの理念・目的、これまでの成果の蓄

積を必ずしも共有しておらず、理解にかけている部分がある。 

このため、その審査はどうしても内容面で方法論の新しい指摘に対する十分な評価に欠け、むしろ執筆

要項に沿った論文の外面的な部分に対する評価にとどまりがちとなる。 

 

［改善の方法］ 

「審査委員会」「査読委員会」の外部委員に対して、審査に入る前の段階で、本センターの理念・目的、

これまでの成果の蓄積について、事前に何回かの準備委員会を開催してその周知方をお願いする。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 
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［理念・目的・目標］ 

本センター研究事業の成果の公表は、その公表対象範囲を学内から学外の日本国内に広げるだけでなく、

当面、国外とりわけ提携大学研究機関の当該国の国内にまで広げることを目標としている。 終的な理念

目標としては、方法論的にビヘイビアリズムを名乗る「学派」（School）を世界的範囲で形成し、その拠点

を中国・香港・ハワイ・北米カリフォルニアに置いて、そこから本センターの研究成果、理論を世界の大

学研究機関、学界に発信してゆく。 

成果の公表は紙ベースの出版に限らず、Web 上での発信公表も目指す。その場合、この間の研究活動に

ともなって蓄積されたデータ（パワーポイント、録音、DVD などを含む）を、すべてデータベース化して

発信する。 

 

［実態］ 

現在、成果の一部をすでに日文版以外に英文版、中文版の形で発行している。 

具体的には、①開設記念講演会報告書『21 世紀日中経済関係のゆくえ』、②2003 年度国際シンポジウム

報告書『激動する世界と中国-現代中国学の構築に向けて』（日本語版、外国語版）、③2004 年度国際シン

ポジウム報告書『激動する世界と中国-現代中国学の構築に向けて』（英文・中文・日文））、④2004 年度環

境研究会中間報告書『中国における環境問題の現状』（中文版、日文版）、⑤2005 年度環境研究会中間報告

書『中国が進める循環経済と環境政策』（日本語版）、⑥『現代中国環境論序説』（日本語版、中国語版）、

⑦東亜同文書院関連データベース、⑧中国文化大革命関連データベース、⑨戦前戦中・中国絵葉書関連デ

ータベース、⑨『若手研究者研究成果報告論集№1』の 9点を公表、発信した。 

さらに現在、2006 年度 5 研究会の 終報告書を作成中、叢書として 6 巻本で刊行予定。その他、2006

年度名古屋開催国際シンポジウム報告書、中国戦前絵はがき研究グループ報告書、本センター若手研究者

研究成果報告論集（第 2号）等の発行を予定している。 

5 研究会の現地調査や定例研究会報告についてデータベース化を一部完成、未完成のものも作業を鋭意

進めており、その公表方式についても検討中。 

 

［長所］ 

成果の公表にともなって、国内外に本センター事業の内容について徐々にではあるが広範囲に知られる

ようになった。 

毎年のシンポジウム報告書の公表は、これを本センターの教学事業における教科書あるいは参考図書と

して使用することができ、ひいては博士後期課程の若手研究者に本センター事業に対する深い理解が得ら

れるようになった。 

 

［問題点］ 

研究会活動のデータベース化の作業について、5 研究会のうちの環境研究会のデータベース化が格段に

進捗したのに比べて、他の 4研究会のデータベース化が容易に進んでいない。 

中国研究科博士後期課程デュアルディグリー・プログラムの講義の資料データに関し、個別講座担当教

授の裁量に任されたままになっており、統一的なデータベース化が進んでいない。 

 

［改善の方法］ 

環境研究会以外の他の 4 研究会（方法論、経済、政治、文化）についても、早急に蓄積資料情報を早急

に整理し、2006 年度末を目処にデータベース化する。 

また、中国研究科博士後期課程にて実施されている「国際カリキュラム」の各講義内容についても、講

義の中で提供蓄積された講義担当者および履修学生の資料、たとえば講義レジュメ、課題レポートに関す

る資料、学生が提出した課題レポートなどを 2006 年度末を目処にデータベース化する。 
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ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本センターの事業は、公開性（オープンネス）、説明責任（アカンタビリティ）、対話性（ダイアログ）

の OAD 3 原則を倫理面の理念としている。 

この 3 原則は、世界的範囲で共通の「中国学方法論」の枠組（ディシィプリン）を形成するという本セ

ンターの事業目的にとって、必須不可欠な手続条件をなす。さらにこの 3 原則は特に国際的範囲での学術

交流、海外調査、国内調査の実施に際して、交流や調査に関わる経費・学術成果の透明性を高めることで、

研究費の不正使用、論文盗用、著作権などの倫理問題に有効かつ適切に対処し得る条件ともなっている。 

 

［実態］ 

公開性のための条件整備は、研究目的、使用資料情報、研究成果および研究経費の 4 点について、常に

研究対象となっている中国の関係者（個人、機関）および国内外の学術界などに対し、公開してきた。 

説明責任のための条件整備は、研究目的、使用資料情報、研究成果および研究経費についてなぜこのよ

うな研究が必要か、また研究成果についてどのような形でこれを公開し、どのような形でこれを使用する

か、さらに使用された成果によって何がもたらされるか、さらに使用情報資料や研究経費などについて、

国内外の関係者に詳細な説明を行っている。たとえば年 1 回、年度ごとの研究総括として開催される国際

シンポジウムにおいて、この説明責任を果たしている。 

対話性のための条件整備は、とりわけて研究対象地域である中国の関係者・機関と、日本を始めとした

諸外国の学者研究者との間の対話性を重視している。なぜなら本センターの研究教学事業は直接・間接に

中国の学問世界に影響するだけでなく、中国社会の公益にも関わるものだからである。このため定例の研

究会はもとより、センター内の「交流報告会」、年 1回開催の国際シンポジウムを通じてこうした対話の実

践を重視している。 

 

［長所］ 

OAD 3 原則の履行によって、研究成果についての本センター内外の理解が格段に進む効果を生んでいる。

研究事業に参加する中国を始めとした各国の学者研究者間の相互信頼関係も形成確立されるようになった。 

本センターの事業の透明性が高まり、不必要な費用支出がなくなり、倫理面で厳格性が増大するなど大

きな前進が見られる。 

 

［問題点］ 

情報公開（オープンネス）に関して、研究のプロセスおよび研究成果の公表については、これを無制限

に行うならば、かえって外部者による成果の剽窃や盗用を誘発することにもなりかねず、その公表の範囲

についてどのような制限を設けるべきか、という問題が生じている。説明責任についても、その範囲をど

こまで絞り込むかが問題となった。 

 

［改善の方法］ 

情報公開については、当面情報閲覧方式とし ID、パスワードを発給して会員制の形式を採用、会員内部

の公表とすることとした。むろんその会員の選定に当たっては、剽窃や盗用を禁じる義務を課し、かつ民

主的に選定するものとした。同時に会員相互間の交流を促進することで、会員内部の倫理性を高めること

を目指している。説明責任については、原則として当面本センターの研究活動によって利害関係が発生す

る個人・集団・法人を主要な対象者とし、それ以外の範囲に徐々に拡大するものとした。 
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（15）国際問題研究所 
 

１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

大学創立の 1年 7 ヶ月後 1948 年 6 月に設立された本研究所は、「世界文化と平和に寄与すべき新日本の

建設に適する人材の養成」という建学の精神に則り、大学の前身ともいうべき東亜同文書院大学との縁も

あって、現代中国を中心とする東アジアをはじめとして、広く全世界にわたる国際問題の調査・研究・資

料収集等を活動の目的とする（国際問題研究所規程第 2条）。 

 

［実態］ 

研究活動は、当初より対象を地域的に、①中国、台湾および韓国・朝鮮、②東南アジア、③第三世界、

④欧米諸国、および⑤ロシアおよび中東欧、と分ける他、個別の主題に基づいて行ってきた。しかし、従

来と異なる近年の世界情勢の動きとこれに応じた研究者の関心の多様化に鑑み、2005 年度において、地域

研究を中心とする基本方針を踏襲しつつ、対象地域を再編成し、➀北東アジア、➁東南アジア、➂南アジ

ア、➃オセアニア、➄中東・アフリカ、➅ヨーロッパ、➆米州、➇その他、と分け、地域横断的研究およ

び国際関係の理論的研究を➇その他においてカバーすることとした。この機会にリサーチ・ユニット

(Research Unit)制の考え方を採り入れ、上記➀～➇に応じたリサーチ・ユニットを発足させた。このために、

所員の再登録を実施し、各所員は➀～➇のリサーチ・ユニットのいずれか（単一ユニットに限定せず）に

所属することを明確にした。各リサーチ・ユニットの中で適宜サブ・ユニットを構成することは自由であ

る。 

この再編成は、所員の研究活動の共同化と活性化を促すことを狙いとしている。これにより従来の個別

研究を軽視することはなく、これは従来どおり『国際問題研究所紀要』に発表することを続けるが、同時

に本研究所の特長を発揮して、従来よりも対外的発信力を強化することを考えた措置である。 

 

［長所］ 

60 余名の所員が法学、経済学、経営学、文学、現代中国学、国際コミュニケーション学の全六学部に跨

ることから、多様な人材が共同研究に携わることができる態勢にある。 

 

［問題点］ 

従来所員の共同研究は年間 2～3件あったものの（公募に対する応募は 10 件以上）、本研究所を対外的に

代表するような優れたプロジェクトは必ずしも多いとはいえない憾みがある。研究プロジェクトの質の向

上を図るべき余地がある。 

上記理念等の項目に記したところを実施すべく、2006 年 7 月に所員から各リサーチ・ユニット単位の「基

本研究プロジェクト」を募集し、9 月に運営委員会でこれをとりまとめ、10 月を目処に中長期的研究体制

を組もうとしたが、遺憾ながら思わしい基本プロジェクトは提出されなかった。 

 

［改善の方法］ 

まず、何よりも所員の意識の改革が必要で、各専門分野での各個人の研究の質的向上を目指し、これを

本研究所の共同研究プロジェクトに反映させることが重要である。このため、所員自らの発意によるプロ

ジェクトの開発に加えて、運営委員会のイニシアティヴによる研究プロジェクトも打ち出すべきであろう。

特に、「基本研究プロジェクト」を運営委員会が発議し、研究所の研究活動の方向性を示すことが肝要であ

ろう。これにより、やや消極的な所員の共同プロジェクトへの参加を促すことができよう。 
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ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所は、その性格上本来的に国際連携を当然と位置付けており、本研究所所員の個別または共同研

究は当然研究活動の基本になるが、研究テーマによっては国際的なチームによる共同研究が有効であるこ

とが期待される。一定の期間をかけて行う研究の場合は、このようなチーム編成を行い、設定したテーマ

の研究を構成員それぞれの場所で実施するかまたは一ヶ所に集まってこれを実施する必要がある。これに

対し、短期的な研究の場合は、たとえばシンポジウムの形式による共同研究もある。 

 

［実態］ 

創立当初、戦後の窮状の下でもこれを意識的に行ったところであり、中国との主として図書資料の交換

をはじめとして、徐々に人的交流も図ってきた。また、早くも 1950 年代初期にロックフェラー財団より中

国に関する欧米図書購入補助金を交付され、同財団要人やワシントン大学極東研究所の著名な研究者の来

訪もあった。中国の研究者代表団の来日の際は、必ずといってよいほど本研究所への来訪がある。本研究

所から中国の研究機関への所員の訪問は、それ自体を目的としたものに限られないが、その数は記録にと

どまらないほどである。また、ICCS の設置以来、ここに滞在する外国人研究者の本研究所への来訪が多く、

その中には単に図書資料の利用のみならず、本研究所所員との意見交換を求める者があり、随時これが行

われて期せずして研究の国際連携が実現している。 

 

［長所］ 

本研究所の 大の長所は、所蔵する中国関係図書資料の豊かさ（中国書約 50,000 冊、中国雑誌約 600

種類－うち 70 種類継続中－）であろう。それは国内有数の規模と質を誇り、常に学外の研究者の来訪およ

び問合せがある。来訪する中国ないし北東アジアの研究者に対し、所員の一部は中国語および英語で対応

し、海外で文献による知識を集積した研究者に直に批判的な対応をすることができる。ICCS の訪問研究

員・教員はいずれも中国研究者であるが、その素養には日本の研究事情を十分に知らないがための偏った

知識しか持たない面もあり（たとえば、尖閣諸島の領有問題やその周辺海域の資源をめぐる日中の立場に

ついて）、本研究所の所員との意見交換によりこれが是正されたことを喜ぶ向きもある。 

 

［問題点］ 

本研究所独自の国際交流計画を持たない現状は、改善の余地がある。これには資金の問題が大きいが、

それを凌駕するような発想が乏しいともいえる。 

 

［改善の方法］ 

国際連携の基本は人的繋がりであるから、制度的に連携の仕組を造ることを考える一方、予期しない出

会いの機会を捉えてこれを発展させ、連携の制度化を図るという積極的な姿勢が必要で、所員がこの意識

を強めることがまず求められる。連携ないし交流の開始は正式に書面で行う場合と、何かの機会、たとえ

ば所員の海外研究会参加の機会や海外の研究者の偶然の来訪などを利用した人的接触による場合がある。

本研究所に確たる研究企画がある場合は、前者によるのが本来の筋であろうが、後者の出会いにも捨てら

れないものがある。 

国際連携を積極的に進めるため、運営委員会がイニシアティヴをとって企画を立てることが必要である。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 
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［理念・目的・目標］ 

本学において本研究所の研究活動と特に密接に関わる教育研究組織は、現代中国学部と ICCS である。前

者は多くの中国研究者の他、国際関係論、国際協力論等の専門家を擁し、ほぼ全員が本研究所の所員にな

っているなど、関係は極めて密接である。中国関係図書資料の収集にあたり、学部との関係で本研究所は

専門的資料価値の高いものや参考図書類を重点的に収集することとしている。ICCS は研究活動と同時に博

士後期課程レベルの教育にも責任を有し、常時海外から数名の学位取得希望学生の他、ほぼ常時海外から

の訪問研究員・客員教員をも抱えており、本研究所は、ICCS が独自の図書館を持たないという事情の下で、

これら全員に対して専門図書資料の利用の便を図るという関係にある。 

 

［実態］ 

学内の他の教育研究組織、特に現代中国学部および ICCS と本研究所との間に正式の研究上の連携を制度

化しているわけではなく、随時関係者が本研究所を訪れるのを受け入れるという状態である。基本的には

このような関係でよいと認識している。本研究所主催の研究会、講演会等に ICCS に滞在中の訪問研究員・

教員を講師として招くことがあり、また、これら訪問研究員・教員と所員の専門分野に関する非公式の意

見交換を行っている。 

 

［長所］ 

本研究所が創立以来中国研究を中心的活動としてきたことから、現代中国学部の新設とその後の ICCS

の設置は、これらの組織の側からは人材の供給があり、本研究所の側からは豊富な中国関係図書資料の提

供があって、相互に補完しあって水準の高い研究を保証することができる態勢にある。 

 

［問題点］ 

事実上の連携は十分に行われているといえようが、意識的・制度的連携は実現しておらず、折角の人的・

物的資源がさらに活用されるべき余地がある。 

 

［改善の方法］ 

関係教育研究組織間の公式の連絡を制度化し、定期的に会合してその連携を密にする工夫をすることが

望まれる。その際に、現代中国学部、ICCS、本研究所の三者が機能分化を考えつつ、共同で研究プロジェ

クトを立てることも考えられよう。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所予算による図書資料の継続的購入により、古くからの蓄積に加えてかなり良い蔵書構成を誇っ

ており、特に中国関係図書資料については、学外の専門研究者も頻繁に図書資料の利用のために直接訪れ、

または問合せを寄越すほどの量的・質的水準にあり、改めて現時点でこの面での理念等を提起する必要は

ないといえよう。 

研究活動の予算措置としては、所員の発意による研究プロジェクトを運営委員会で審査して経常予算の

枠外で予算申請する。要は、優れた研究プロジェクトを企画し、予算面でも常任・学内理事会に積極的に

働きかける。 
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［実態］ 

図書予算は、本研究所の規模からしてまず適当な額といえようが、中国関係図書については現代中国学

部の図書購入と重複しないよう配慮し、基礎資料およびレファレンス図書に重点をおいている。 

現在のところ、閲覧者のために事務室内に 2 ヶ所（北東の一角と南西の雑誌コーナー）に机と椅子を用

意してあり、そこで図書、雑誌その他の資料を閲覧することができる。館外貸出しも一定の条件の下で認

めており、研究者にあまり不自由がないよう配慮してある。 

 

［長所］ 

豊富な中国関係図書資料の所蔵が 大の長所で、学外者の利用が多い。 

 

［問題点］ 

欧米の研究所と比べると、利用者が静かにリサーチに当たることのできる場所が不十分である。客員研

究員の制度を設けてあり、一定期間リサーチのために本研究所に滞在することができるようにしてあるが、

この目的・趣旨を十分に生かすためには、静かな閲覧室が必要である。 

また、書庫の不足が深刻になっており、中長期的な改善を要する。特に、旧満鉄関係図書資料を、新規

寄贈分と既蔵分を合わせて本研究所に集中させることを検討しているので、書庫の確保は基本的な問題と

して対処する必要がある。 

 

［改善の方法］ 

上記問題点のうち、前者の改善のためには、事務室の北東の一角をガラス張りの閲覧室として遮音する

ことが考えられる。 

後者の問題は、図書館その他の部署と協議しつつ、学内の既存のスペースで書庫に利用可能な場所を利

用することを第 1に考えるべきであろう。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所が設立された当時は、国内で専門的に中国研究を行う研究機関は他にあまり存在せず、競争的

な研究環境をあまり意識する必要もなかった。たとえば、日本国際問題研究所（東京都千代田区霞ヶ関）

にしても、本研究所より 10 年以上若い研究所である。しかし、その後他の大学・研究機関が中国研究に力

を注ぎ始め、さらには他の地域に関する研究も本格化するなかで、本研究所は中国研究の老舗としての矜

持を保ちつつ、現代中国学部と ICCS の協力を得て三者一体として対外的な競争力を発揮すべきであろう。

それも、研究活動の面で世間が注目するような企画を立て、これを実施することが肝要である。 
さらに、本研究所は近年東南アジア、南アジア他の地域にも関心を広げつつあるので、新設の各リサー

チ・ユニットを中心としてこれらの分野でも積極的な研究企画を立ててこれを実施し、外に向かって発信

することを考えている。 

 

［実態］ 

本研究所を中心とする中国関係の研究活動は幸い内外で高く評価され、それが ICCS の設置認可にも繋が

ったと思われる。それ以外の分野での研究活動としては、ミャンマー人客員研究員のミャンマー研究や日

本人客員研究員のカシミール紛争研究などの着実な研究がある。この他、研究所創立 50 周年記念のシンポ

ジウム「アジアの人権思想 － 世界人権宣言 50 周年を記念して －」（1998 年）、シンポジウム「21 世紀に

おける日本と日本国憲法：国家の安全保障と人間の安全保障」（1999 年）、2 日間の国際シンポジウム「21

世紀における両岸関係と日本 － 東アジアにおける平和・政治・経済・文化交流の展望 －」（2002 年）が
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あり、それぞれの記録集を刊行した。さらに、この 後のシンポジウムの日中台関係を北東アジアに広げ

て朝鮮半島を加え、より広く深く追求することを目的とした日中韓米 8名の専門家の論文集『21 世紀にお

ける北東アジアの国際関係』を編集し刊行した（2006 年）。 

 

［長所］ 

中国関係研究の伝統は誇るに足るものであり、『国際問題研究所紀要』の若干の中国関係特集号や、2002

年 11 月の国際シンポジウム「21 世紀における両岸関係と日本」とその記録である『中台関係の現実と展

望』（東方書店刊、2004 年 2 月）および論集『21 世紀における北東アジアの国際関係』（東方書店刊、2006

年 3 月）は、対外的に本研究所の研究水準を示す成果といえよう。 

 

［問題点］ 

所員一般の意識が、内外の類似の研究機関との競争に負けてはならぬという域に達していない憾みがあ

る。対外的発信をさらに強化するための斬新な研究の企画力がやや弱いように感じられる。 

 

［改善の方法］ 

所員の競争的研究環境創出の意欲を高め、積極的な研究プロジェクトの発案を促し、対外的に評価され

る成果を次々と生み出すという実績を作り出すことである。また、一方では他の類似の研究機関と共同で

研究する機会を設けることも、競争的研究意欲の向上に繋がることになろう。ここで主導権を発揮すべき

は運営委員会である。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所の研究活動の成果は、個別研究については主として『愛知大学国際問題研究所紀要』に発表し、

共同研究やシンポジウムについては、その都度特別の出版の手当てをするかもしくは『紀要』の特集号と

してこれを収録するか、またはその一部は『紀要』の通常号に織り込むという方法をとることにしている。 

しかし、対外的な発信のインパクトの大きさを狙うなら、共同研究は企画毎に単行書として纏めるのが

効果的であろう。専門書の出版事情が困難な今日、このためには周到・緻密な計画が必要とされよう。 

『紀要』についても、編集委員会が主導してテーマを設定した特集号の編集を積極的に考えるべきであ

ろう。 

 

［実態］ 

本研究所『紀要』は、古くはただ日本語の論文等を掲載するだけであったが、1990 年から海外の読者の

便宜を図るために英文、仏文、独文、または中文のサマリーを付記している。 

従来から海外の多くの研究機関の紀要との交換を行ってきている（1999 年現在中国 15、台湾 1、韓国 3、

北朝鮮 4、インド 2、米国 13、カナダ 1、英国 1、ドイツ 3、ルーマニア 1、キューバ 2 の計 46 ヶ所）が、

2000 年に、先方からの反応の低さに鑑みて、当方『紀要』の継続受領を希望するか否かのアンケート調査

を行い、これに基づいて現在は中国 3（上海交通大学図書館、上海国際問題研究所資料室、復旦大学図書

館）、香港 1（香港中文大学図書館）、韓国 1（ソウル国立大学図書館）、米国 4（カリフォルニア大学バー

クレー校東アジア図書館、シカゴ大学東アジア図書館、ミシガン大学アジア図書館、ハーバード大学ロー

スクール図書館）、トルコ 1（イスタンブール大学法学部図書館）の計 10 ヶ所に発送している。 

前述「ｂ 競争的な研究環境の創出のための措置」の［長所］に記したように、2002 年 11 月の国際シン

ポジウム開催、2004 年 2 月のその記録集の刊行、2006 年 3 月の論集の刊行という本研究所からの積極的な

対外的発信がある。 
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［長所］ 

『紀要』に欧文の論文を掲載し、また欧文のサマリーを付けるようになって以来、ときたま海外からそ

の著者に対して執筆依頼が来ることがある。それだけ本誌が認知されたという証拠かと思われる。 

 

［問題点］ 

研究成果の公表というとき、その媒体である言語が内外で広く通用するものであることが望ましく、今

日の世界の状況においてそれは英語であるといえよう。この観点から見ると、本研究所の出版物がほとん

ど日本語に限られていることが問題である。 

本研究所『紀要』の送付先が近年少なくなってきており（上記［実態］の項を参照）、海外の日本研究な

いし国際関係研究において日本語を駆使し得る研究者の少ないことがこうした受領機関の少なさの基本的

理由かと考えられるが、こうした現状に満足しないで攻勢をかけようとするならば、一つには収録論文等

の質の向上を図ること、二つには下記のように英文の紀要を発刊することを考えるべきかと思われる。 

また、本研究所自体の広報が少し弱かった面がある。現在までのところ、1998 年作成の簡単なパンフレ

ットがあるのみで、ホームページは貧弱なものしかない。今少し積極的な宣伝があってもよいであろう。 

 

［改善の方法］ 

対外的に、特に海外に向けて発信しようとすれば、今日の国際共通語ともいうべき英語による出版を考

えなければなるまい。これには、所員がまず自ら英語で書くこと、シンポジウム等では英語で発言するこ

とが求められようが、同時に、オリジナルが日本語の優れた論文や発言を英語に翻訳して刊行する企画も

考えられてよいであろう。実質・中身が も重要であることに疑いの余地はないが、これを英語で表現し

て広く海外にも発信することも重要であろう。 

今後は英語の紀要（Journal）の発刊を考え、その発刊までの間は現在の『紀要』になるべく多くの英文

の論文を収載するよう執筆者に促すことも必要であろう。 

本研究所の広報面については、ホームページの増強を図る一方、もう少し本格的な広報誌として英文の

A4 版 20 ページほどのパンフレットを、2007 年 2 月刊行を目指して準備中である。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

倫理面の問題といえば、一般的には研究費の不正使用、剽窃、著作権侵害といった事項が想起されると

ころ、研究費の不正使用については、特に今後外部資金を導入する場合に備えて、その可能性を考え対処

法を検討しておくべきである。 

剽窃、著作権侵害については、インターネットからの情報入手が容易になった今日、出典を明記しない

引用ないし参照が懸念される状況にあり、対応を考えなければなるまい。本研究所では、これは本来研究

者の良心の問題であるとの基本認識に立ち、原稿募集に応じた者に正式の執筆依頼状を送付する際に、執

筆要領の一環としてオリジナリティの重要性を強調している。一般的には、当面これで十分だと考える。 

 

［実態］ 

本研究所では、幸い、研究費の不正使用の問題はこれまで発生していない。従来学内資金による研究プ

ロジェクトの実施に際し、海外調査、国内調査に限らず、必ずしも適切ではないと見られる極めて小額の

出費報告があった場合には、その都度当該プロジェクト担当者の注意を促し、その了解のもとに当該費目

の出費を認めなかった例がある。 

剽窃に関しては、残念ながら 2 年程前に 1 件、悪質ではないが剽窃と考える他ない例が表面化し、これ
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に適切に対処する一方、これを機に 2005 年 4 月に「紀要に関する規則」を新たに制定し、編集委員会の責

任において投稿原稿を形式的に審査し得ることとした。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

専門家の目が光る査読制が剽窃の防止にも有効であるとしても、これに技術的に完璧を期することは不

可能であると思われ、現在のところ査読制を導入していないが、近時のインターネットによる文献利用の

実態からすると、編集委員会はこの機械的文献引用に対して従来よりも注意を払う必要が生じているのか

もしれない。 

 

［改善の方法］ 

研究費不正使用の防止のためには、第一義的に当該研究者の良心が問われるが、客観的にこれをチェッ

クすべき体制が必要であろう。本学では研究支援課がこれに当たるのであろうが、そこに文部科学省の科

学研究費の申請および精算の手続に詳しい担当者を配置することが望まれる。他の民間財団の研究助成金

についても、この知識は有用であろう。 

剽窃・著作権侵害の防止は、技術的には完璧を期し難いところであるが、何よりも原稿執筆者に注意を

促し、研究者としての矜持を強く意識させることが肝要であろう。剽窃が表面化したときは、『紀要』の場

合であれば、これを次号に報告して読者に詫びるという手続を踏めば、著者には大きな痛手となるであろ

うから、防止効果を期待できよう。 
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１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

綜合郷土研究所は 1951 年 6 月 11 日、豊橋校舎に設立された。設立の趣旨は愛知大学が掲げる理念のひ

とつ「地域文化への貢献」を実践するために、「東海地方における諸般の実態を解明し、郷土の産業・文化

の向上に関する施策の基礎的資料を提示するとともに、事実に基づく科学的理論を樹立する」ことであっ

た。以後、この設立趣旨に添う研究活動の実践を理念に掲げて、研究と資料収集を地道に行ってきた。 

綜合郷土研究所が郷土と称する研究領域は東海地方であり、時系列上では先史時代から現代を経て近未

来までが研究範囲である。先史時代の東海地方は落葉広葉樹林のもとで縄文文化が花開き、日本列島の中

では高密度の人口を擁していた。古代から近世までの東海地方は、畿内から東方に及ぶ文化の波の通過領

域になり、近代以降は東京から西方に及ぶ文化の波の通過領域として位置付けられているが、畿内にも東

京にもない東海地域固有の性格も、多く併せ持っていると考えられる。 

綜合郷土研究所では、上記の東海地方固有の性格と、それらを生み出した諸要因を明らかにすべく、設

立以来 60 年近くの期間、地道な研究を蓄積してきた。この基本姿勢を今後も継承していくことが、綜合郷

土研究所固有の目的であり、今後の目標でもある。 

 

［実態］ 

上記の理念・目的・目標を達成すべく、所員 33 名、非常勤所員 22 名、研究員 16 名、補助研究員 1 名、
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専任事務職員 1 名、派遣職員 1 名、非常勤事務職員 5 名の構成で、史資料を収集・整理・保管するととも

に、それら史資料と現地調査の成果を併用して研究活動を行っている。 

所員は本学の専任教育職員の中で東海地方に関わる個人および共同研究を行う者、非常勤所員は東海地

方について高度な学識を持つ研究者の中から本研究所が共同研究を委嘱する者で任期は 3 年、研究員は東

海地方について学識を持つ研究者の中から本研究所が共同研究を委嘱する者で任期は 3 年、補助研究員は

所員の指導のもとで共同研究を行う者で任期は 3 年である。任期は非常勤所員の場合は本人の希望があれ

ば、研究員と補助研究員は本人の希望と任期中に優れた研究実績があれば、それぞれ更新される。 

共同研究および個人研究の成果は、『綜合郷土研究所紀要』(年 1 回発行、2005 年度末に 51 輯を刊行)、

『研究叢書』(年 1冊刊行、補助研究員を除く研究者が一連の研究成果を刊行する、2005 年度末に 19 冊目

を刊行)、『資料叢書』(不定期刊行、東海地方の貴重な史資料の翻刻と解題)、『ブックレット』(年 2 冊刊

行、補助研究員を除く研究者の日頃の研究成果を一般読者向けにまとめた冊子、2005 年度末に 12 冊目を

刊行)、『討論会やシンポジウムの報告書』(開催のたびに刊行)、『共同研究報告書』として刊行し、国内の

研究機関と地元の研究者たちから高い評価を得ている。取り分け『ブックレット』は地域住民に好評で、

本研究所の存在を地域に知らしめる重要な役割を果たしている。 

また、年に 1 度開催する討論会とシンポジウム、年に数回行う研究会と勉強会は、東海地方の研究諸機

関と本研究所の活動に関心を持つ地域住民に開催日程を通知する他、新聞紙上に公示している。これらの

企画には、毎回 50～100 名の参加者を得ている。 

本研究所は豊橋校舎内の研究所とは別の建物に展示室を設置し、2004 年度から企画展示を行っている。 

 

［長所］ 

本研究所の構成員は、教育と学事業務の合間を縫って、各自の研究テーマを共同および個人で地道に行

っている。扱う時代は構成員ごとに異なり、先史から近未来まで多岐にわたるが、扱う領域は東海地域な

ので、対象地との往復時間および経費ともに負担は大きくない。 

本研究所の構成員は研究活動を行う際に、日頃から地域住民との連携を重視しているので、地域住民も

参加する研究会や成果の発表会を頻繁に開き、本学の設立趣旨である「地域文化への貢献」を十分に果た

している。 

 

［問題点］ 

問題点の第 1 は、近年本研究所の構成員が研究活動以外の学事業務に多忙で、研究活動に十分な時間を

割くのが困難になっていることである。 

問題点の第 2は、第一の問題点が原因で、収集した史資料の整理が遅れがちになっていることである。 

問題点の第 3 は、収集する史資料の量は増える一方であるが、それらを適切に保管する場所と施設を確

保することである。 

問題点の第 4は、まだ展示室の存在が十分に地域住民に知られていないことである。 

 

［改善の方法］ 

第 1の問題に対しては、本研究所所員の担当授業時間の軽減、研究専従期間の設置などが考えられるが、

大学の運営方針と財政に関わることなので、短期間の改善は望めないであろう。 

第 2 と第 3 の問題に対しても、第 1 の問題と同様、大学の運営方針と財政に関わることであるが、毎年

度の経常予算の中で、 大限の努力をするより他に道はないであろう。 

第 2 の問題については、地域住民に奉仕活動で史資料整理に参加してもらう方法があるが、整理作業を

任せることができるまでの教育に一定の労力と期間を要し、また無償の場合は継続して協力を得られない

場合が予想されるので、実施は難しいであろう。 

第 4 の問題については、展示物の充実と地域住民への展示内容の周知をはかる方策を考えているところ

である。 
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ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所が蓄積しつつある東海地方の歴史と現状に関わる諸成果と同様の研究成果は、諸外国でも地域

研究として行われ蓄積されている。本研究所では、地域研究の方法と成果を、日本国内の諸研究機関にと

どまらず、諸外国の研究機関と交換することによって、相互に水準を引き上げることを長期的な理念と目

標に置いている。 

 

［実態］ 

本研究所では、今のところ研究および成果開示のための組織的な国際連携を行う制度がない。ただし、

所員と研究員の個人研究において、東アジアおよび東南アジアの研究機関および研究者たちとの共同研究

は多数行っている。 

 

［問題点］ 

研究法および成果の開示法に関わる国際連携の制度化に向けての具体的な検討を、本研究所はまだ行っ

ていない。 

 

［改善の方法］ 

本研究所構成員の要望を丹念に拾って、地域研究における国際連携制度化の要望が強ければ、その具体

案を聴取したうえで、運営委員会で制度化に向けて積極的に検討していきたい。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

この項目に関わる綜合郷土研究所の理念・目的・目標は、設立趣旨のひとつである「地域文化への貢献」

であるが、もうひとつの設立趣旨「国際人の育成」も視野に入れて、学部・大学院・他研究所との情報交

換や共同研究を行っていく。 

 

［実態］ 

本研究所の所員は全員が学部に所属しているので、演習および講読科目を受講する学生と大学院生に本

研究所所蔵の史資料と文献の閲覧法などを教示し、多数の学生と大学院生がレポートや学位論文を作成す

るにあたって、本研究所の史資料を活用している。取り分け文学部の日本史専攻と地理学専攻の学生、大

学院文学研究科の日本文化専攻と地域社会システム専攻の大学院生の利用頻度は高い。 

本研究所の所員の中には、豊橋校舎の他研究所の所員を兼ねる者が 20 名ほどおり、研究所間の情報交換

の橋渡しの役割を担っている。 

 

［長所］ 

文学部では少人数クラスの科目が多く、学生が本研究所の史資料や文献を活用できるよう所員の教員が

指導しているので、収集した史資料が適切に活用されている。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき問題点、改善事項はない。現在の利用状況と情報交換の状況を継続していきたい。 
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２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本学の設立趣旨のひとつである「地域文化への貢献」の理想像に近づくことを本研究所の目的とし、そ

れを実現するために本研究所構成員の研究条件を整備することを目標に置いて努力していく。 

 

［実態］ 

本研究所における 2006 年度の研究活動に直接関わる経常予算額は 9,156 千円であり、構成員はこの予算

枠内で研究活動と史資料収集を行っている。 

本研究所における2006年度の研究活動と史資料収集に直接関わる特別事業予算額は10,100千円であり、

構成員はこの予算枠内で研究活動と史資料の収集活動を行っている。 

上記の予算規模は、経常予算・特別事業予算ともに、ここ数年 10,000 千円前後である。 

 

［長所］ 

長年の研究活動の経験に照らして予算を立てているので、無駄な支出がない。 

 

［問題点］ 

図書費の中で史資料を購入するが、高価な史資料がある場合は、購入する点数が減り、また急を要する

史資料購入に対応が困難である。 

 

［改善の方法］ 

年度途中で図書費に余裕がなくなった場合は、大学に補正予算請求をして対応している。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

適切な研究環境の下で本研究所の構成員が「地域への貢献」を目的とする研究を協同して行うことが望

ましいが、より実現可能な目標を持つ構成員には機会を与えるために、研究費および研究の場を提供して

いく。 

 

［実態］ 

本研究所では科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請を行ったことはない。 

本研究所では 3年間の特別事業「三河湾の海山里の総合研究」の第 2期目の共同研究を 2006 年度から立

ち上げ、インテンシブな現地調査と研究活動ができるように、重点的な予算配分を行っている。 

 

［長所］ 

上記の共同研究は、数名の構成員による研究活動なので、相互に研究の内容と成果が分かって、歩調を

揃えることが容易である。 
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［問題点］ 

科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請をはじめとする、学外からの研究資金

調達の模索が行われていない。研究助成を受けるのは望ましいことであるが、本研究所の所員である本学

教育職員が多忙で、さらに研究の枠を広げることは、現状では困難である。 

共同研究に参加しない構成員への研究経過と成果の伝達が十分に行われていない。 

 

［改善の方法］ 

科学研究費補助金および研究助成財団などから研究助成を受けることが望ましいが、本研究所の所員で

ある本学教育職員の教育と校務分掌の負担を減らして、研究を行う時間を確保する手だてを確保すること

のほうが急務であろう。 

共同研究に関わる勉強会と研究報告会を定期的に開催し、また研究紀要に当該年度の研究の経過と成果

を掲載するなどの方策を実施していきたい。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所構成員の研究成果および情報は「地域への貢献」の視点から整理され、時機を失することなく

公表・発送および発信することが望ましい。また、他機関から公表・送付された刊行物と発信された情報

は、すみやかに受理および受信し、整理して構成員の利用に供することができるよう心がけている。 

 

［実態］ 

本研究所では年度ごとに『綜合郷土研究所紀要』と『研究叢書』を各 1冊、『ブックレット』を 2冊刊行

し、また企画刊行物である『資料叢書』『討論会およびシンポジウム報告書』『共同研究報告書』『愛知県関

係文献目録』『所蔵史資料図録』『企画展示図録』は、刊行されるたびに構成員に配布するとともに、交換

先の各機関に発送している。また、シンポジウムや討論会などの場で、参加者に上記の刊行物を頒布し、

研究成果の社会への発信を行っている。 

上記の刊行物の頒布額は、本研究所の活動内容と研究成果がどの程度学外に周知されているかを測る尺

度になるが、頒布額は毎年数十万円を維持しており、研究成果物を情報発信の手段とする本研究所の方針

は達せられている。 

研究成果の交換先から送付されてきた刊行物(冊子、雑誌、目録類)は、電子媒体で処理する図書番号を

付け、本研究所の構成員・学生・大学院生がすみやかに閲覧できるよう、迅速な処理と配架を行っている。 

  

［長所］ 

本研究所構成員の理解を得て、本研究所の刊行物は定時に刊行されている。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき問題点、改善事項は今のところない。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所構成員が適切な条件のもとで研究できるように、学外の機関が所蔵する史資料閲覧等の便宜を
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はかり、学外からの史資料提供要請には、「地域への貢献」の視点からなるべく対応することが望ましい。

また、本研究所構成員による大学外での調査時に、既存業績の無断使用など、研究者としての倫理から外

れることがないよう、留意を怠らないことを目標とする。 

 

［実態］ 

本研究所では構成員の良識の範囲内で研究活動が進められているので、研究費は適切に運用されており、

また史資料の無断掲載など、研究者として倫理上問題になるような問題は起こっていない。 

学外からの史資料借用や閲覧願いに対しては、社会通念に反しない限り応じており、学外諸研究機関と

の連携は十分にとれている。 

本研究所が刊行する研究紀要に投稿された論文・研究ノート・資料紹介については、編集担当の運営委

員が、それぞれに使われている図表の出典を確認し、出典が明確でない場合は、著者に適切な対応をとる

よう指示している。 

 

［長所］ 

本研究所所員はそれぞれの研究分野で高い見識を持っているので、学外の研究機関との史資料の貸し借

りや閲覧を行う前に、手続が適切であるか否かの参考意見を聴取することができる。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき問題点、改善事項は今のところない。当分は本研究所構成員個々の研究者としての倫理観に

任せて、研究活動を継続していきたい。 
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ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所はその設立の目的を、中部地方の産業・地域社会に関する諸問題につき人文、社会、経済の学

術的研究を行い、中部地方の産業、文化の発展、振興に寄与することとしている。すなわち、地方の視点

を持った地域研究のための地域研究機関であることを設立の理念としている。現在の本研究所においても、

こうした地域研究そして地域に存在すること自体を研究活動の理念にしている。そして、ネットワーク社

会の進展により国内のみならず国外の情報も瞬時に取得できることから、情報のグローバル化に対応しつ

つ、むしろ地方にあって、地方の状況を直接肌に感じ調査できる優位性をますます研究活動の理念に掲げ

ることができるようになったと感じている。 

そうした理念の下、中部地方および隣接諸地域さらには産業社会の変化・改善について研究活動を活発

化して、いささかなりとも社会に貢献することを目的としている。 

その目標として、中部地方の産業・行政・社会について研究し、その姿、方向性に形を与えることとし

てきている。また、時代の変化とともに、広域な地域連携や中部地域から外国への進出企業の諸問題にま

で研究対象を広げてきた。このような中で、研究所の主たる活動は計画され実施されてきた。 

具体的には、「プロジェクト研究」、「研究所統一テーマ」、「萌芽研究」、「緊急テーマ」といった共同研究

において以下のような研究テーマについて、3年後を目途に現在の研究成果を倍増することが目標になる。 
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研究テーマ 

① 地域研究 

② アジア研究 

③ 理論研究 

④ 地域産業研究 

⑤ 地域福祉・労働環境研究 

⑥ 社史収集 

⑦ 産業遺産研究 

⑧ 地域データベース作成 

⑨ ネットワーク公開 

 

個人研究については、本研究所ではこれまで、「地域・産業・大学」研究という形で個人研究に道を開い

てきた。「地域・産業・大学」研究では小額ではあるが個人研究助成を行い、「地域・産業・大学」発表会

という形での成果公表と年報等への論文掲載が義務付けられている。こうした研究所の活動で得られた成

果は、一人研究所のみで発表するのではなく国内外での関連学会等でも発表されることが目標となる。個

人研究は所員のインセンティブが高いので、中期的には、競争的研究申請の形をとりながら、個人研究の

促進を図ることを目標としている。 

以上のような研究活動を支えるための研究所内組織として、部門制や研究会制の導入の検討、実現につ

いて中期目標として掲げておく。 

また、学内には隣接領域において研究対象を持ちながら、研究所規程により所員となる資格を持たない

と考えられてきた教員がいる。こうした教員に研究所の門戸を開くため規程を改正したい。このことも目

標となる。 

 

［実態］ 

研究所の構成についてみれば、本研究所の構成員は、2005 年度において、所員 48 名、研究員 19 名、客

員所員 9名、補助研究員 6名、事務職員 1名の合計 83 名によって構成されている。なお、所員はすべて兼

任である。研究員は所員と共同して研究業務に従事し、客員所員は定年後も研究の意思を持つ元所員、補

助研究員は所員の指導を受けて研究業務を補助する者を指す。 

また、研究所の具体的運営については、所長、運営委員 4名、専任の事務職員がこれを担っている。 

本研究所の研究活動について概観してみる。 

『2000 年度愛知大学白書』にもあるように、地域に関する資料収集と提供、研究書・報告書の発行、企

業見学会、講演会、シンポジウム研究会等の主催、およびプロジェクトおよび個人研究の実施である。資

料の収集に関しては、愛知、岐阜、三重、静岡および長野の 5 県に関する官庁統計および研究資料が網羅

されているのはもちろんのこと、地域に関わる統計資料および研究の多くが収集されている。とりわけ研

究所の所在地でもある東三河の市町村に関する資料については、他の追随を許さぬ内容となっている。市

町村ですでに廃棄処分となった計画書、報告書、および統計等を収集・保存しているので、地域は限定さ

れてはいるが貴重な資料となっている。また、日本企業の社史の収集を企業からの寄贈および古書店から

の購入を通じて積極的に行ってきたので、現在 2000 社を超える貴重なコレクションとなっている。これら

を通じて、卒業論文の学生を含めて、所員の研究活動が日常的に活発に行われている。 

こうした日常的な研究活動に加えて、研究所の所員・研究員への研究助成として、テーマにより申請を

行い、研究費を受けての研究活動も活発に行われている。こうした申請型の研究は、テーマを設定しプロ

ジェクトを共同で組んで 2～3年にわたって研究を行うプロジェクト研究と、個人ないしは少人数での単年

度研究に分かれる。さらに、2004 年度からは、科学研究費を次年度申請することを条件にした萌芽研究も

創設した。この 3 つが当研究所の申請型の研究助成である。いずれも運営委員会の審査を受ける。また、

数は少ないが外部からの受託研究（2001,2002 年度）を行うこともある。 
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表 6-4 研究助成採択数 

 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 

プロジェクト研究 2 2 4 5 4 

萌芽研究 2 1 

個人研究 6 11 10 8 7 

 

表 6-5 研究成果 

 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 合計 

講演会・シンポジ

ュウム・研究会等 

3 

 

6

（内国際 2）

6

（内国際 1）

5

（内国際 1）

5 

（内国際 1） 

25 回

（内国際 5回）

著書・報告書 4 4 3 4 3 17 冊

論文・講演録等 - 8 11 8 13 39 編

年報 - 1 1 1 1 4 冊

  論文・講演録等は「年報・中部の経済と社会」掲載のもののみ 

 

表 6-6 研究成果の内容 

 
講演会・シンポジ

ュウム・研究会等
著書･報告書 論文・講演録等 

地域（行政・社会） 6 5 19 

地域（経済・産業） 4 3 8 

東アジア・国際関係 8（内国際 5） 7 8 

環境・福祉 2 1 3 

その他 0 1 1 

    講演会・シンポジュウム・研究会等は表以外に「地域・産業・大学」研究発表会が 5 回行われた。 

 

表 6-4 は、この 5年間の研究助成採択数である。 

このような研究所直接の研究助成を受けて、毎年 10～15 名の所員・研究員が研究活動に従事している。

もちろん、こうした研究所の助成以外にも学内外の研究助成を受けて所員は研究活動を行っている。 

論文等研究成果の社会への公表であるが、先に述べたように本研究所は良くも悪くも学内の教授会所属

の教員を主要メンバーとして研究活動を行っている。そのため、研究助成も本研究所からのものに限らず

科学研究費、学内共同研究助成制度によるものなどがある。こうした助成からの研究成果は本研究所の所

員の研究活動とはいえ本研究所の成果とは言えない面がある。以下、直接研究所の助成を受けた研究成果

に限って評価を行うこととする。 

研究活動の成果公表については二つの方法がある。それは、講演会・シンポジュウムといった聴衆を集

めて口頭で成果を発表するものと、著書・報告書・論文といった形で成果を世に問う方法がある。表 6-5

は、この 5 年間の本研究所から直接公表された研究成果を表化したものである。なお、表中“国際”は、

国外の研究機関、研究者との共同事業、ないしは、外国の研究者の講演等を示している。 

上記のように、過去 5年間（2001 年～2005 年）において本研究所が直接、開催、出版した研究成果につ

いて述べれば、講演会・シンポジュウム・研究会等では合計 25 回(内国際講演会等 5 回)を開催し、著書・

報告書は 17 冊、論文・講演録等では 39 編、年報 4冊であった。 

研究成果の内容については、分野別に表 6-6 のように分類した。 

研究成果の公表について、全体として中部地方や東三河地方を対象としたものが多い。もちろん本研究

所は中部地域の産業や社会の研究をその任務としているのであるから、当然の結果であるといえる。先に

［理念・目的・目標］の項目で、今後の本研究所の研究テーマとして、地域研究（地域社会、地域行政、

広域連携）、地域産業研究（産業育成・産地集積）、アジア研究、理論研究(地域経済に関わるもの)、地域

福祉・労働環境研究をあげたが、もちろんこうした将来にわたる研究目標は、今までの本研究所の地道な
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研究活動を引き継ぐものである。この意味で、こうした方面の研究成果があがるのは当然である。 

こうした傾向をもちながらいま少し中味を検討する。2002 年度から発行した『年報・中部の経済と社会』

は本研究所のこの間の研究方向を表しているといえる。そこで毎年の特集テーマをあげれば、「中部企業の

アジア展開」、「三遠南信学の可能性」、「地域と産業、その再生を考える」、「『平成の大合併』と残された課

題」となる。講演会・シンポジュウム・研究会等、著書・報告書、論文・講演録等は年報の特集以外にも

こうしたテーマのものが多い。その意味では量・質共立派に研究所の理念・目標を体現しているといえる。 

また、所員の国内外の学会での活動状況については、「大学基礎データ表 24」に示されている。先にも

述べたが、研究所の所員はすべて兼任であるので、この点の分析については教授会などの機関に任せてこ

こでは触れない事とする。 

当該大学・学部として特筆すべき研究分野での研究活動状況については、本学の設立趣意書にあるよう

に、そもそも、本学は「地方主義」を掲げて設立された歴史を持っている。その意味では、本研究所はそ

の趣旨を体現しているとも言える。すなわち地域・地方の研究についての研究活動を相当活発に行ってい

るといえるであろう。 

また、研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況であるが、本研究所の助成を得たグループは、

その目的に従って運営委員会との連絡を密にして研究活動を行っている。また、研究のテーマは、地域行

政研究、地域産業研究、アジア研究、理論研究、地域福祉・労働環境研究といった研究に集約されている

ので、2～3年のプロジェクト研究は、その研究を引き継いで類似のテーマを深化させていく。このように

研究プログラムは展開されてきている。 

 

［長所］ 

本研究所は過去 5 年間において表 6-5 のような研究成果を挙げてきたが、こうした実績を上げてこられ

た理由は、研究所の理念・目標が明確である点にあろう。地域研究特に中部地方をターゲットとして 50

年以上研究を積み重ねてきたので、地域の行政、企業、そして市民の大きな支援、協力を得ることが可能

となっている。たとえば、調査などに際して大きな便宜を受けることができる。また、その成果の公表に

おいて、中産研の研究成果に注目してくれている行政、企業、市民は多数であり、その方たちが、講演会

やシンポジウムにおいて活発に参加をされている。また、著書や論文、年報も期待されている。こうした

点は、本研究所の長所であろう。 

また、本研究所所員の構成員は経済学部、経営学部、文学部、法学部などからの兼任である。そのため、

共同研究を組んでお互いの知識の交換を行い良い結果を生んでいる。 

また、本研究所の研究助成方針は、事前の審査よりも結果主義に基づいている。すなわち、助成後の成

果公表を重視している。プロジェクト研究助成を受けたものは、研究終了後その成果を研究発表会の形で

公表して、かつ、成果を著書・報告書にまとめる義務がある。また、「地域・産業・大学」助成を受けたも

のは、「地域・産業・大学」公開研究発表会において研究発表を行い、かつ、成果を論文の形で中産研年報

に掲載する義務がある。このため、毎年所員は研究活動に活発に従事し、その成果を積極的に社会に公表

する。この点は長所であろう。 

 

［問題点］ 

本研究所の抱えている問題点について以下の①～⑦にまとめた。 

① 本研究所は所員が兼任であることによる利点もあるが、一方研究所の研究活動に専念できない。学

生への教育活動もあり、その他の行政活動も余儀なくされる。そのため、どうしても研究上の時間的

制約を受ける。 

② 研究所の理念・目的が中部地方の地域研究といった明確なものであるのは利点でもあるが、一方、

所員になってはいても自分のテーマと研究所のテーマが異なるといったことから、研究グループに入

れない、また、同じ理由から研究所に参加できない本学の教員も多い。 

③ 研究終了後の成果であるが、講演会・シンポジュウム・研究会等はともかく、著書・論文について

は、出版前に審査を受けていない。もちろん、社会に対して成果の公表をするということ自体、世間
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の評価を問うということである。しかし、いやしくも学術書・論文であるのであるから、同じテーマ

を持つ研究者の批判を受けた後に公刊することが望ましいであろう。 

④ 大学の方針として個人研究や個人叢書公刊の実施を抑制している。しかし、共同研究の対象にはな

らないが、研究所に相応しい個人研究や個人叢書はあるし、この方面の所員の要求は強い。 

⑤ 研究所は予算が限られているため、地域の総合研究といった大きなプロジェクトを組むことができ

ないし、充分な研究活動ができているとは言い難い。 

⑥ 研究所の狭隘さもあり、共同研究のグループ作業をするスペースすらない。また、同じ理由から必

要な資料や基本的備品の購入もできない。 

⑦ 隣接領域の研究者が研究所に参加できない。 

 

［改善の方法］ 

上記のような問題点の改善について以下の①～⑦にまとめる。 

研究所の構成員が事務局を除いて専任でないことは、確かに研究所活動の活発化には支障がある。この

ため、この改善策として二つのことを考えている。ひとつは、教授会所属教員の時限を区切った研究所所

員への専任化である。所員が 1～3年程度、教授会を離れ研究所の専任研究員となり、その間、学生教育義

務や行政義務を免除される。また、専任研究員の配置が難しい場合に、ポストドクターなどの若手研究員

を契約研究員とする。こうした制度を常任・学内理事会と交渉して実現する。これにより、飛躍的に研究

所の活動が活発化するであろう。 

① テーマの制限から研究に参加できない、研究所に入れない教員については、研究所の規程を変更し

て、地域研究であることはもちろんではあるが、より広い分野の研究ができるようにする。 

② 成果についての審査の問題はいろいろ実行に当たって障害がある。たとえば、誰が評価・審査する

のかといった点である。いわゆる学会の学術雑誌のような審査グループを持った審査は無理かもしれ

ないが、少しでも他の評価を公刊前に実施するアイディアを発掘したい。 

③ 研究所に相応しい個人研究や個人叢書についての所員の要求は多いので実現するようにする。 

④ 研究所の予算増額については、研究所の年間予算は、毎年、日本私立学校振興・共済事業団（以下

事業団）からのほぼ半額補助を受けている。この点を常任・学内理事会にアピールして 2007 年度より

総合的研究を推進していきたい。 

⑤ 研究所の狭隘なスペースについては、常任・学内理事会と相談して、3 年以内には充分な新研究所

棟を確保したい。 

⑥ 隣接領域の研究者の本研究所の研究活動への参加については、研究対象を広げられるように研究所

の規程を変えることで、さらに多くの教員が所員となれるようにすることにより改善される。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所においては、設立当初研究対象地域を中部地方に限定してスタートした。しかし、近年のグロ

ーバル化時代をにらみ、国内レベル・国際レベルにおいて、世界の中の地域分業・地域連帯の視点で中部

地方を見ることが必要となってきている。国際連携を踏まえた研究が活発化することを中期の目標とする。 

 

［実態］ 

本研究所は、近年、東アジアへ進出した日本企業についての調査研究を実施してきた。たとえば、自動

車産業、アパレル産業、そして部品産業などについて中部企業のアジア進出を核に、主として中国との関

係を密にして、共同研究を進めてきた。その成果は、過去 5年間に 5回の国際的講演会・シンポジュウム・

研究会を開催してきたことにあらわれている。また、過去 5 年間の東アジア・その他の諸外国に関係した
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講演会・シンポジュウム・研究会等は 8回、著書・報告書は 7冊、論文・講演録等は 8篇を数える。 

 

［長所］ 

実態で述べたように本研究所は、充分に「研究における国際連携」を実施してきたといえるであろう。

国際連携はただ単に外国の研究機関と連携すればよいというものではない。お互いに共通した基盤の上に

乗って連携を深めなければならない。この意味では、中部企業の国際進出、そして、地域の抱える問題を

たとえば「過疎」といった問題をお互いの立場から語れる立場に本研究所は位置している。これが長所で

あろう。 

 

［問題点］ 

近年、国内外の研究機関との共同研究の必要性が本研究所でも認識されている。このためには、共同研

究スペースおよび共同研究者の受け入れ規程の整備が要請されている。現状では共同研究スペースについ

ては本研究所所員のプロジェクト研究スペースすらない。この点は、当然、外国の研究者を招聘して研究

をするといった、国際的連携を深めるためには問題であろう。 

 

［改善の方法］ 

国際的連携を深めるため、本研究所として外国からの研究者の受け入れ規程を整備し、また、充分な研

究スペースの確保について 3年を目途に図りたい。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

教育研究組織単位間の研究上の連携はもちろん当然であるが、本研究所はその主たる任務を地域研究と

していることから、その理念・目的は諸学の協力に基づく地域学としての総合にある。このことから、教

授会等や総合郷土研究所をはじめとする学内諸機関との相互協力を目標とする。 

 

［実態］ 

本研究所所員と学内の各学部の構成員とは重複している。また、経済学会・経営学会・文学会などの会

員でもあり重複している。さらに、豊橋校舎に設置されている綜合郷土研究所、三遠南信地域連携センタ

ーは、研究対象・事業について一部重複している。すなわち、同じ教員が複数の機関に所属して教育研究

活動を行っている。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

こうした重複による相互の情報交換は、本研究所の大きな特徴であり、学際的研究の場としては 適で

あるが、ひとつの機関で研究に専念できないことは短所でもある。今後、学内諸機関とより密接に役割分

担して連携していくことの検討を始めたい。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 
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研究所は当然ではあるが、研究活動の理念・目的・目標といったものに合わせて研究条件の整備を経常

的に行っていかなければならない。このことが経常的な研究条件の整備における本研究所の理念である。

その意味では、本研究所の研究条件の整備ははなはだ遅れている。その 大の原因は、研究所スペースの

狭隘さにある。このことがネックとなって、さまざまな整備ができない。そのため、経常的な研究条件の

整備をはかるため、3年以内に必要なスペースを確保することを当面の目的であり目標と考えたい。 

また、研究活動を活発化させるために、事業団の補助を倍増することを 3年後の目標としたい。 

 

［実態］ 

本研究所の研究条件の整備については、地域関係資料整備、プロジェクト研究体制の充実、成果公表の

条件整備、本研究所蓄積成果のデータベース化とその利用整備、研究設備の設置といったことについて一

定に成果を挙げているが、先に述べたように研究所スペースの狭隘さもあり充分なものとはいえない。実

態としては、本研究所面積は約 243 ㎡であり、事務室、書庫、所長室（書庫の一部)しか存在せず、共同研

究用スペースのみならず図書閲覧者の閲覧スペースすら存在しない。 

また、共同研究費の制度化などについてみれば、研究所の年度予算は、この 3 年間（2003 年、2004 年、

2005 年）人件費を除いて約 14,000 千円で推移している。そして、2005 年度の場合、共同研究費として 6

つの研究所事業に 5,162 千円の実績となっている（「大学基礎データ表 31」参照）。 

 

［長所］ 

長所は何といっても本研究所は設立以来 50 年を越えて地域研究に邁進してきたため、資料収集や調査に

関して大きな資産を持っていることである。また、教授会や学会、研究室に比べて有利な点は、学内の他

の研究所と同じではあるが、研究費や設備のみではなく資料や人件費を含めて、予算のほぼ半額を事業団

の個性化推進経費のうち「研究施設｣としての補助を見込めることである。 

 

［問題点］ 

短所は、研究所スペースの狭隘さもあり、また、大学の方針もありこうした半額補助の利点を予算に生

かしてこなかった点であろう。 

 

［改善の方法］ 

研究所は研究活動の理念・目的・目標といったものに合わせて、研究条件の整備を行っていかなければ

ならない。しかしながら現在まで、その整備状況ははなはだ貧弱としかいえない。そこで、今後は大幅に

研究条件の整備を行わなければならない。そのため、中期的(3 年後)には事業団からの補助を見込んで、

本研究所予算を現在のほぼ 2 倍である 40,000 千円(20,000 千円は補助金)にまで増額をして、より充実し

た研究活動ができることとする。 

こうした研究条件の改善については、なんといってもベースとしての物理的スペースが必要である。こ

うした物理スペースの不足により、数年来、共同研究の遂行に大いに障害が出ているので、2005 年豊橋校

舎施設委員会に対し、研究所のインフラ整備と新研究棟における共有スペースのプロジェクト研究グルー

プ使用について、2 度にわたり要望を出したところであるが実現していない。また、書庫も統計資料等で

いっぱいとなっている。このため、2007 年度を含む中期目標として、プロジェクト研究用スペース 100（20

㎡×5 グループ）㎡、閲覧・書庫スペース 100 ㎡程度の増加を中期目標として、新研究所棟の建設も視野

に入れながら大学と交渉し、研究条件の整備を実現するつもりである。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 
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先にも記したが、本研究所は、中部地方を対象とする、地方の視点を持った地域研究のための地域研究

機関であることを設立の理念としている。そして、中部地方および隣接諸地域さらには産業社会の変化・

改善について貢献することを目的としている。このための競争的な研究環境創出は時代の要請もあり、制

度確立を研究所の目標とする。 

 

［実態］ 

本研究所の研究環境としては研究助成と成果公表、および年鑑類、図書をはじめとする研究所資料の利

用がある。研究助成には「プロジェクト研究」、「研究所統一テーマ」、「萌芽研究」、「緊急テーマ」といっ

た共同研究と「地域・産業・大学」研究という個人研究がある。いずれも、成果の公表を義務付けた競争

的環境による研究費、および成果公表申請である。そして、その選定に当たっては申請を自動的に受け付

けるのではなく、運営委員会によって審査される。 

科学研究費等の外部助成について「大学基礎データ表 33、表 34」に示されている。本研究所はこの表に

はあがっていないが、先に述べたように研究所予算はほぼ半額を事業団からの補助を受けている。事業団

からの補助をもらうには、研究施設としての体裁や研究成果を発表していなければならない。この意味で

は外部資金を競争的に毎年確実に導入している機関といえる。また、科学研究費についても、本研究所を

基礎にして申請をして受給している場合もあるが、学内の扱いは研究支援課となっている。 

 

［長所］ 

本研究所の研究助成は結果主義であり、これまではほとんどの所員が、助成額が少額の割に助成後成果

を提出している。成果が提出されなければ次年度以降の補助は申請できないのであるから、競争的な研究

環境が創出されているといえる。 

 

［問題点］ 

しかし、短所としては運営委員会の審査は形式的になりがちであることであろう。 

 

［改善の方法］ 

今後、3年程度を目途にさらにこうした義務をともなう研究助成を倍増させたい。 

また、助成審査をより厳正にして、かつ、研究費の使途についてもより公正な利用がなされるよう研究

所審査について検討をはじめることとする。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

研究所の使命は、研究とその社会への公表であろう。その意味で、研究上の成果の公表、発信、受信等

の促進は本研究所の理念であり目的であり、今後の公表倍増を目標としたい。 

 

［実態］ 

本研究所では、研究費支給については結果主義の観点に立っている。すなわち、研究費の支給に対して

以下の①から④のような研究所発行・主催の場での成果の公表を義務付けている。また、そのための援助

を行っている。 

①刊行物： プロジェクト研究については、研究終了後に講演会・研究発表会などでの成果公表および

成果物の刊行が義務付けられている。従来この成果物の刊行は、本研究所を出版元としていたが、今

後は、より広く内外に成果を公表するために出版社からの刊行が望まれる。 

②ディスカションペーパーの刊行： 萌芽研究、およびプロジェクト研究のうち 終年度に至らないプ
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ロジェクトについて 2005 年度より『中産研 Discussion Paper 2005』を作成した。複数年にまたが

る研究については、即時的な成果還元を目指してディスカションペーパーの刊行を継続する予定であ

る。 

③年報の発行： 5 年に一度の『東三河の産業と社会』に代わって 2002 年度より『年報・中部の経済と

社会』を発行した。年報は特集と一般論文によって構成されている。今後の発展を期待したい。 

④講演会・シンポジウム・研究会：プロジェクト研究、「地域・産業・大学」研究については、研究終了

後に成果の講演会・研究発表会などでの公表が義務付けられている。そのための講演会・シンポジウ

ム・研究発表会を公開で開催してきた。幸いいずれも好評である。今後ともより充実していく予定で

ある。 

また、上記の①～④については、各プロジェクト研究のみではなく、所員の成果発表や特別のテーマに

よる研究発表も行われている。 

さらに、300 程度の国内外の大学や研究機関、その他とは、定期刊行物や研究成果物の交換を行ってい

る。今後とも継続する予定である。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

研究所が開催、および出版元となっているので内容の吟味が充分にできるが、その反面外部からのチェ

ックが入りにくい面があるため、現状を拡大しながら、外部のチェックを入れることが必要であろう。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所はプロジェクトをはじめとする研究の遂行に当たって、運営委員会の審査を実施している。こ

の審査は研究者としての良識、良心に基づくことを理念としている。 

 

［実態］ 

研究助成費の使途について、運営委員会で議論されることがあるが、研究内容や研究対象について吟味

することは無い。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

研究所は小回りのきく組織であるので、所員の研究活動に目を向けることが可能であるが、同僚である

のでそのチェックはなかなか難しい。今後、研究所内でも倫理規程の議論を行うが、学内の研究倫理規程

が制定された場合には、その規程に従い研究所としての研究実施細目規程を作る予定である。 

 

 

 

（18）経営総合科学研究所 
 

１．研究活動 

 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

近年めまぐるしく多様化、グローバル化した社会に対応した経営学研究のこれまでの成果をさらに発展
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させ、地域のみならず広く学界、実業界に貢献する。 

 

［実態］ 

本研究所は、2006 年において 35 名の所員数がいて、紀要『経営総合科学』および『愛知大学経営総合

科学研究所叢書』をそれぞれ年に 2冊刊行している。 近年の叢書は『観光とまちづくり』第 28 号、2006

年、4月、および『観光都市、大都市および集積の経済』第 29 号、2006 年、4月である。また、新人の所

員の研究発表会も兼ねた毎年 1 回の企業研修旅行を行っている。ちなみに、2005 年の 11 月には新日鉄八

幡製鉄所での研修であった。さらに、毎年いくつかの共同研究プロジェクトおよび講演会などが計画され

ており、2005 年は継続プロジェクトとして、「地域活性化政策に関する研究」および「逐次選択における

適戦略の研究」が実施されている。一方講演会については 2005 年「サッカーと経営」をテーマに開催し

た。 

 

［長所］ 

研究プロジェクトの成果は、年 4回発表の紀要への投稿、および叢書の形で出版できる。 

 

［問題点］ 

研究分野にもよるが、ここ数年間、紀要および叢書などへの執筆者が少なく、また数名の執筆者に偏り

が見られる。ちなみに紀要については、84 号（2005 年 2 月）は 4名、85 号（2005 年 9 月）は 3名、86 号

（2006 年 6月）は 5名の執筆者であった。 

 

［改善の方法］ 

なるべく多くの所員に執筆を呼びかけることや、所員の交流を深めるために研究プロジェクトのみなら

ずワークショップなどをすすめる必要がある。また、そこでは叢書または紀要への執筆を義務付ける必要

がある。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

これまでの経営研究の成果や研究者の人材育成を通じて、グローバル化した社会への貢献を目指す。そ

の際、内外問わず研究者間の交流が必要であり、独自性のある研究へと発展させて行かねばならない。 

 

［実態］ 

留学生出身の大学院生や非常勤教員による研究員もいて、主として中国と日本の経営、マーケティング

の比較研究がなされており、そこでの成果は紀要にも掲載されている。たとえば、「小売業態に関する比較

研究」第 84 号（2005 年 2 月）がある。また、留学生と所員との共著では「企業特殊需要が企業輸出に与

える影響」第 86 号（2006 年 2 月）がある。大学院生による発表会なども実施されている。その際、その

場に出席できない者に対しては、研究成果報告書の提出を義務付けている。 

 

［長所］ 

留学生出身の大学院生や非常勤教員などの指導教授との関係で、中国と日本の経営、マーケティングな

どの 近の著書や雑誌および紀要の在庫などが本研究所に収められている。また、本研究所の紀要や叢書

については、不足分がなく他の研究機関および図書館から依頼された紀要や叢書は早々に送付している。 

 

［問題点］ 
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中国出身の留学生や中国を中心とした研究所員が多いこともあり、グローバル化したとは言え、中国に

偏っている傾向がある。グローバル化という点から見ると、研究成果を伝えるためには東南アジアはもと

より欧米との交流も今後は必要である。 

 

［改善の方法］ 

紀要および叢書などを世界に発信するのであれば、学問分野にもよるが、論文のすべてとは言わないが

アブストラクトは英文で著すなどの方向を検討する必要がある。さらに、所員の協力のもとで、関係する

外国の研究機関への送付も視野に入れなければならない。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所における研究成果は、学界や社会に貢献すると同時に、それ自体が若手の研究教育に寄与し、

研究者人材育成の発展に繋がる。そのため所員による研究が維持されるように研究環境を高めるのが本研

究所の役割である。 

 

［実態］ 

本研究所は、2006 年において経営学部の教員 30 名、他学部の教員 5名、客員研究員 6名、学部の会員、

大学院生主体の補助研究員 6 名および専任職員 1 名からなり、それぞれに紀要および叢書が無料で配布さ

れる。とりわけ教員は、国際問題研究所および中部地方産業研究所などの研究員として所属する者も多く、

そこでは報告書や紀要への執筆活動を行っている。また、本学にある 4 つの研究所の所長会議が年に 1 回

開かれ、ここでは共通する研究所の問題点などが検討されている。 

 

［長所］ 

客員研究員は論文を執筆でき、補助研究員は研究発表の機会が与えられており、単独で研究ノートを執

筆できる。ただし論文の場合は指導教員との共著となる。また、各執筆者に対して執筆料がでるためにそ

れで研究資料をまかなうことができる。 

 

［問題点］ 

研究所における書物や資料をなるべく多くの会員に利用してもらう必要がある。また、大学院生が減っ

てきていることもあり、補助研究員による研究発表が少なくなってきている。 

 

［改善の方法］ 

講演会やワークショップなどで研究にともなう交流を活発化させ、研究に必要な図書や資料など積極的

に購入してもらうよう促す。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所は、研究者の人材を育成するとともに、近年めまぐるしく多様化、グローバル化した社会に対
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応した経営学研究をさらに発展させた研究の成果を広く学界、実業界に持続的に発信し、貢献する。 

 

［実態］ 

研究所独自の個人研究費はないが、共同研究プロジェクトにおいて、研究費と研究旅費が予算化されて

いる。2005 年度では長野県小布施町のまちづくりプロジェクトが実施された。また企業研修旅行は毎年 1

回、文化祭の休日を利用して行われている。2005 年度では半数以上の所員によって北九州市にある新日鉄

の工場を視察した。 

 

［長所］ 

共同研究プロジェクトの成果を叢書の形で公表できること、また企業研修旅行を通じて所員間の交流を

深めることができる。 

 

［問題点］ 

ここ数年、講演会の回数や共同研究プロジェクトに対する応募が少ない。また、所員の交流が少なくな

ってきている。 

 

［改善の方法］ 

大学で講演料が決められているが、遠方の講演者の講演料を上げることと講演日時を調整する必要があ

る。また、共同研究プロジェクトに関して所員に情報を伝えると同時に所員が研究所にできるだけ足を運

び、交流できる状態を作る。このためには研究所のスペースや事務局体制を考える必要がある。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

急速なグローバル化の発展に対応した競争的研究活動において、より高度な経営学研究を維持し、活性

化するために、研究環境を整備する役割を担う。また、国際的な経営問題に対応できるような資質を蓄積

していくことが必要である。 

 

［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

該当しない。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所は、近年めまぐるしく多様化、グローバル化した社会に対応した経営学研究をさらに発展させ

た成果をいち早く、学界および実業界に発信し、研究成果を共有して刺激しあいながら更なる発展を目指

すために、学外からの技術やアイディアを受信するように努める。 

 

［実態］ 

本研究所の紀要『経営総合科学』および『叢書』を、約 180 の大学および図書館などに送付している。

他方、外部からも同じくらいの数の紀要、報告書などを受信している。叢書については内容と関連する自

治体や企業などにも送られている。2005 年度の紀要については、4 名の所員、3 名の客員研究員が執筆し
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ており、叢書については 2 冊刊行されている。また、補助研究員による研究発表会が毎年 1 回開かれてい

る。 

 

［長所］ 

コンピュータによるワープロ機能が発達したために、印刷代が安く済むようになり、紀要や叢書の厚さ

を気にせずに、執筆を依頼できるようになった。 

 

［問題点］ 

単独、および共同研究プロジェクトに関わらず、紀要や叢書に対して執筆者が少なく、執筆者および研

究分野に偏りが見られる。 

 

［改善の方法］ 

ワークショップが比較的よく行われている経営学会との連携を踏まえながら、プロジェクトおよび講演

会への参加を促し、所員間の交流や学外の研究者との交流を活発化させる必要がある。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究所は、教育や人材の育成のみならず、できるだけ多くの所員がさらなる研究成果を上げるために

効率的かつ公正な運営を目指す。特に、所属上の身分や性別に関係なく、平等な研究環境を維持すること

が研究所の基本である。 

 

［実態］ 

毎年、研究プロジェクトが実施されている。1 つや 2 つといった数であるが、去年は予算は計画どおり

的確に利用されており、残った場合は返還されている。また、研究所開設以来セクハラのような問題は起

きていない。 

 

［長所］ 

近では小さなプロジェクトであるが他大学の教員を含めたものが多く見られる。予算の規模は小さく、

そのほとんどが宿泊費、交通費および資料代にあてられており、それらの領収書と研究成果が出されてい

る。また、勤務時間内においては、窓口に事務職員が 1 名いるために、書籍の盗難や人的な問題はほとん

ど起きていない。 

 

［問題点］ 

従来から、年 1 回の総会への出席者がかなり少ないこともあり、情報不足か研究プロジェクトやワーク

ショップへの申請のための情報が行渡っていない。また、事務職員が 1 名のみであることから、休んだ場

合、研究所が利用できない。 

 

［改善の方法］ 

所員の総会への参加を積極的に呼びかけ、ハードおよびソフトの両面から研究所の利用を活性化させる

こと、特に研究プロジェクトに対しては、適格な計画書の提出と研究成果の公表が不可欠である。また、

事務職員が出勤しない日等の研究所の利用の仕方について検討する必要がある。たとえば、研究所専属の

アルバイトなども検討する必要がある。 
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（19）法学会 
 

１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

法学会の目的は、「会員相互の交流を図り、法律学・政治学ならびに関連諸科学の学術的研究およびその

発表を促進すること」である（法学会則第 2条）。具体的には、①機関誌その他の図書の刊行、②研究会お

よび講演会の開催、③会員の研究の助成、④研究者間の連絡および協力体制の促進、などの事業を通じて、

会員の研究環境の充実を支援することとする。 

 

［実態］ 

法学部としては固有の研究活動をしておらず、別組織である「法学会」がその役割を担っている。法学

会は、もともと、教員および学生が、研究のための組織を、自ら費用を負担し、大学とは独立して作り上

げたことに由来する。長らく、本学における法学・政治学研究の基盤を担ってきた。 

法学会の正会員は、法学部にて専門教育科目を担当している教員である。法学部の学生は学生会員とな

っている。なお、本学の法科大学院の専任教員（法学部との兼担教員は除く）は、準会員として所属して

いる。 

具体的な活動としては、まず、『法経論集』を刊行し（現状は年 3 回刊）、会員に研究発表の場を提供し

ている（国内の 260 の大学、研究機関に対して送付）。2003 年度は計 14 名、2004 年度は計 15 名、2005 年

度は計 26 名からの寄稿があった。 

また、各種の専門誌などは、法学･政治学の研究において欠くべからざる重要な研究素材であるので、数

多く取り揃えている。まず、他大学・研究機関の紀要等を約 300 点受け入れている。また、法律・政治関

係の継続的刊行物として 454 点受け入れている。 

法学会には、これまで、大学から一定の予算が付与され、自治的な運営がなされてきた。具体的に運営

にあたっているのは、評議員によって構成される評議会であり、評議員は正会員をもって当てている。会

長は法学部長である。また、評議会によって互選された会務委員（2 名）が、日常的な業務にあたってい

る。 

 

［長所］ 

法学・政治学を研究している会員による自治に基づく運営であるからこそ、真の意味で、法学･政治学に

適合した研究環境を整備することができる。 

 

［問題点］ 

2007 年度から、予算編成方式が改められ、大学の一般会計に組入れられることになった。これにより、

会員自治が実質的に後退しかねず、ひいては、研究環境の整備に重大な支障が出かねないことが強く懸念

される。 

 

［改善の方法］ 

予算の査定にあたっては、学会の独自性、意向を尊重しながら、必要に応じて両者調整の場を設けるこ

とになっており、 悪の事態は避けられる可能性はある。法学会としても、自らの予算編成に十分な合理

性があることを改めて確認しておくべきであると考えている。 
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ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

研究における国際連携については、現状では、大学全体としての活動や他の研究所などによる活動で充

足しており、特に法学会が何らかの活動をする必要はないものとしている。 

 

［実態］ 

必要性がないため、まったくその活動をしていない。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

本学における法学･政治学研究の現状に鑑みるに、国際連携につき法学会が活動を行わなくても取り立て

て問題はない。ただし、将来的に、大学全体としての活動や他の研究所などによる活動の改変次第では、

その役割を担う必要性が生ずることもあろう。 

 

［改善の方法］ 

法学会が国際連携について何らかの活動をすべき必要性が生ずるか否かについて注意を払いつつ、必要

に応じて迅速に対策を講ずることとする。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

「ａ 研究活動」でも言及したように、法学会は、元々は大学とは独立した組織であった。1994 年度か

ら、大学機関化されたが、その運営は、基本的に、会員自治に委ねられている。 も、予算編成は、2007

年度から大学の一般会計に組入れられることになった（以下の記述も「ａ 研究活動」と重複する）。 

 

［実態］ 

法学部としては固有の研究活動をしておらず、別組織である「法学会」がその役割を担っている。法学

会は、もともと、教員および学生が、研究のための組織を、自ら費用を負担し、大学とは独立して作り上

げたことに由来する。長らく、本学における法学・政治学研究の基盤を担ってきた。 

法学会には、これまで、大学から一定の予算が付与され、自治的な運営がなされてきた。具体的に運営

にあたっているのは、評議員によって構成される評議会であり、評議員は正会員をもって当てている。会

長は法学部長である。また、評議会によって互選された会務委員（2 名）が、日常的な業務にあたってい

る。 

 

［長所］ 

法学・政治学を研究している会員による自治に基づく運営であるからこそ、真の意味で、法学･政治学に

適合した研究環境を整備することができる。 

 

［問題点］ 

2007 年度から、予算編成方式が改められることになった。これにより、会員自治が実質的に後退しかね

ず、ひいては、研究環境の整備に重大な支障が出かねないことが強く懸念される。 
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［改善の方法］ 

予算の査定にあたっては、学会の独自性、意向を尊重しながら、必要に応じて両者調整の場を設けるこ

とになっており、 悪の事態は避けられる可能性はある。法学会としても、自らの予算編成に十分な合理

性があることを改めて確認しておくべきであると考えている。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

法学・政治学における研究の源は、各種の文献である。文献に関する支援が不十分であれば、充実した

研究は望むべくもない。それゆえ、法学会では、法学・政治学関連の専門誌を中心に、文献をできるだけ

広く取り揃えておくことに力を注ぐこととする。 

また、近時は、電子媒体の情報の重要性が増してきているので、そういった新しい媒体についても環境

が充実するよう、可能な限り力を入れる。 

なお、学生会員が、上記文献を利用できることはもちろんであるが、それ以外にも、優秀な内容の卒業

論文を記した者に対して表彰を行うなど、研究活動を積極的に奨励することにも力を注ぐ。 

 

［実態］ 

法学会の予算の多くを、文献の購入に当てている。その大半は、法学・政治学関連の専門誌（雑誌）で

ある。もちろん、寄贈される文献（大学の紀要、判例集など）も、各種取り揃えている。図書類は、会員

が共通して利用する辞典類に絞って購入している。 

なお、 近は、インターネット上や、各種の媒体（CD−ROM や DVD−ROM など）で利用できるデータベース

などのサービスの購入にも力を入れている。 

学生の卒業論文については、内容・形式ともに優れているものについては「法学会賞」を、それに準ず

る内容のものについては「努力賞」を授与するものとしている。卒業式において表彰しており、毎年、数

名が受賞している。なお、その判定基準については、2005 年度から審査体制を見直し、基準も明確化を図

るなど、抜本的な改革をした。今後、推移を見ながら、さらに見直しを進める予定である。 

 

［長所］ 

入手した文献は、法学会室にて整理して保管してあり、その場で利用できることになっている（貸出は

原則として行っていない）。図書館とは別にそのようなスペースが必要である主たる理由は、教員の研究室

の近くに省スペースで重要な文献がまとまって利用できるのは、研究の便宜の上で、極めて効率的である

ことである。また、図書館が購入している文献を重複して購入しているが、その理由は、文献は、法学・

政治学における研究の源であるがゆえに、乱丁や欠号などのアクシデントは致命傷になりかねないことや、

他の者が利用している間に利用できない（重要な文献はその可能性が低くない）のは効率性を欠くこと、

などによる。 

各教員に対する直接的・金銭的な助成はしていないが、このような研究環境の整備に力を注ぐことで、

も効率的にかつ実質的に法学・政治学の研究を助成しているといえよう。 

 

［問題点］ 

現状で唯一かつ 重要の問題は、法学会室が名古屋校舎にしか設けられておらず、専門教育が行われる

車道校舎にはないことである。せっかくの研究環境も、車道校舎にて出講中の会員には利用できない。さ



６ 研究活動 

486 

らには、3・4年生の学生にとっては、利用の道が事実上閉ざされている。現実に、演習の運営などにおい

て重大な支障が出ている。とりわけ、卒業論文の指導においては致命的な欠陥となっており、卒業論文の

質・量ともに低下を招く一因となっており、結果として「法学会賞」の効果を大きく減じている。たとえ

ば、一部学生の卒業論文に関するデータを挙げると、名古屋校舎にて卒業論文の指導を受けていた 2001

年度は法学会賞 1本、努力賞 8本、2002 年度は法学会賞 2本、努力賞 1本、2003 年度は法学会賞 2本、努

力賞 6 本、であったのが、車道校舎への移転後である 2004 年度は努力賞 5 本のみ、2005 年度は努力賞 3

本となっている。 

他に、図書館と重複して文献を購入していることにつき、現状としては必要な範囲にとどまっているた

めまったく問題はないが、将来的に、過度な拡充路線に走ることになれば、大学全体の予算配分の観点か

らすれば問題となりうる。 

 

［改善の方法］ 

法学会室の場所の問題については、車道校舎にスペースが十分存在しないことが致命的な障壁になって

いる。事は法学会の範疇を超えている。大学全体に関わる重大な課題であり、できるだけ早期にその解消

に努めなければならない。 

次に、図書館と重複購入しているのは、重要度の非常に高い（それゆえ、利用頻度の極めて高い）文献

に限られている（例：『判例時報』、『判例タイムズ』、『ジュリスト』など）。この状況を維持していく一方

で、文献の重要度については適時チェックを続けていかなければならない。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

競争的な研究環境の創出については、現状では、大学全体としての活動や他の研究所などによる活動で

充足しており、特に法学会が何らかの活動をする必要はないものとしている。 

 

［実態］［長所］ 

必要がないため、本項目に該当する活動実態活動をしていない。よって、特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

現状では、まったく問題はない。ただし、将来的に、大学全体としての活動や他の研究所などによる活

動の改変次第では、その役割を担う必要性が生ずることもあろう。 

 

［改善の方法］ 

法学会が競争的な研究環境の創出について何らかの活動をすべき必要性が生ずるか否かについて注意を

払いつつ、必要に応じて迅速に対策を講ずることとする。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

研究上の成果を公表する場として必要不可欠な存在である『法経論集』が円滑に刊行がされるよう努める。 

また、研究成果の発信・受信の場として、講演会などの企画・主催や、補助も積極的に行う。さらに、

他機関の紀要などの受け入れにも、積極的に力を入れる。 
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［実態］ 

『法経論集』は年に 3 回発行している。近時は、寄稿数が多く、内容が大変に充実している。なお、そ

の現況に鑑みて、2005 年度には、原稿の執筆要綱を整理し、体裁のレベルを一定に保てるようにした。 

一方で、講演会などの開催は数が少ない。直近の 2005 年度では、わずか 1件であった。 

 

［長所］ 

『法経論集』は歴史が作り上げた良き伝統を有し、学界における信頼度も高い。 近の掲載数が充実し

ている（とりわけ、若手研究者からの投稿が多い）のは、勢いとなっている（「ａ 経常的な研究条件の整

備」を参照）。 

分野によっては、投稿の機会が著しく限られる。そのような分野の研究者にとって、『法経論集』は、極

めて貴重な研究成果発表の場となっている。 

 

［問題点］ 

『法経論集』について、 近は、年 3 回の発行では足りず、年 4 回発行にすべきだという意見が多く聞

かれている。もとより、発行回数は、研究環境に対する大学のスタンスを実質的に表す指標の一つとなっ

ており、紀要の信頼度にも結びついているため、軽々には捨て置けない問題である。 

一方で、会員は自由に投稿できるようになっているため、論稿の学術レベルに関する制度的な担保は存

在しない。 

なお、『法経論集』の盛況に比して、講演会などの開催数は極めて少ない。これは、法学部に関する他の

企画において講演会などが組まれることが少なくないため、機会が分散してしまった結果であるように思

われる。 

 

［改善の方法］ 

『法経論集』の発行回数については、人員配置や予算の問題に結びつくため、慎重に検討しつつも、現

状の寄稿数に鑑みる限り、増加に向けて検討を進めているところである。 

投稿論稿の学術レベルを制度的に担保するために、よく用いられる方策としては、「査読制度」がある。

しかし、法学・政治学の分野では、査読制度はいまだまったくもって一般的ではない。査読制度は、安易

に形だけ導入され、誤った運営がなされた場合に、自由な発想に基づく研究を阻害する要因にもなりかね

ないが、法学・政治学の分野では、その危険性を回避するための方法論やノウハウが存在しない。そもそ

も、分野の性質上、査読制度は馴染まないとする意見もある。それゆえ、いかなる方法で投稿論稿の学術

レベルを制度的に担保するかにつき、拙速な対応は、重大な研究阻害要因になりかねない。学界全体の進

展に注意を払いつつ、慎重に検討を続けていくこととする。 

講演会などは、定期的に開催される行事を設けるなどの努力をすることとしたい。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

『法経論集』や、講演会など、法学会を介して発信される研究内容につき、その信頼度を疑わせるよう

な事情が生じないよう、会員それぞれが自覚を持ち活動を行うものとする。 

 

［実態］ 

現状では、特に倫理面での問題は生じていない。歴史を辿れば、『法経論集』に掲載された論稿で、引用

に関する表現につき、不十分な記載が見られたこともあったようであるが、評議会などで協議の上、適宜、
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処理されてきた。 

 

［長所］ 

会員それぞれの自覚が高いレベルで維持されているものと思われる。 

 

［問題点］ 

倫理面での問題につき、特に予防的な対策は講じられていない。 

 

［改善の方法］ 

会務委員などが、『法経論集』に投稿される論稿の主題や、講演会のテーマなどにつき、倫理面をチェッ

クすることが考えられよう。ただし、いわゆる「査読制度」に接続しかねず、そうすると、「ｃ 研究上の

成果の公表、発信・受信等」［改善の方法］にて述べたような問題があることとなる。チェック制度を導入

するか否かについて慎重に検討することとしたい。 

まずは、倫理面で問題のある行為につき再確認し、会員には改めて注意を促すこととする。 
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１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学会は、学問研究によって世界の平和と文化とに寄与するという精神をその前身の法経学会から受

け継ぎつつ、高い教育サービスを支えるものとして研究の充実をはかるという理念を有している。こうし

た理念のもとで、経済学会は、構成員である経済学部教員の経済学ならびに基礎諸科学の研究を促進する

こと、そして高い水準の成果を発表して世に送り出すことを目的とする。さらに、経済学会は、構成員が

こうした研究活動を行っていくことができるように、学内外における学会やその他の研究機関と連携する

とともに、積極的に研究活動を支援していく。 

 
［実態］ 

経済学会は、法経学会（1949 年設立）を前身として、1989 年法経学部の分離独立にともなう経済学部の

発足にともなって 1992 年に設立された。経済学会は本学経済学部の専任教員を正会員として、また経済学

部の学生、経済学研究科の大学院生、中国研究科の大学院生のうち評議員会の承認を得たものを学生会員、

正会員 2 名以上の推薦により評議員会の承認を得た者を準会員として、構成されている。本会の役員は会

長（経済学部長が兼ねる）、評議員、会務委員 2名で構成され、会務委員と事務職員 1名が運営・業務を行

っている。正会員で構成される評議員会が経済学会の 高意思決定機関である。 

経済学会は、経済学部教員の研究活動の成果を発表する雑誌として『経済論集』を年 3 回定期的に刊行

している。『経済論集』への論文の掲載等発表状況は表 6-7 のとおりである。このうち「その他」には翻訳

の他、教育方法に関する研究報告なども含まれる。また、1998 年から随時発表可能なディスカッションペ

ーパーを発行しており、2005 年までに 5号が発行されている。 

この他、会員の研究活動を促進するものとして、講演会や研究会を主催または共催したり、経済学会評

議員が関わる学外の研究会および本学主催の学会を助成する事業を行ったりしている。経済学会の主催・

共催による講演会は、2001 年～2005 年で年 3 回程度行われた。また学外学会の本学開催への助成は年 1

回程度となっている。 
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表 6-7 『経済論集』での研究成果の発表状況 

年度 論説 研究ノート 調査報告 その他 総計 

2001 17 6 1 1 25 

2002 13 3 1 0 17 

2003 9 3 0 4 16 

2004 22 2 0 4 28 

2005 13 6 1 2 22 

計 74 20 3 11 108 

 

なお、学生会員のうち卒業年次生に対して、毎年、経済学会賞を授与している。学会賞受賞者は、2001

年 16 名、2002 年 15 名、2003 年 13 名、2004 年 18 名、2005 年 11 名である。過去の受賞論文については経

済学会室で閲覧することができる。 

 

［長所］ 

表 6-7 にみられるように、論説その他の研究成果の掲載数は年平均で 20 本を超えるものとなっている。

2002 年、2003 年に本数を減らしたが、2004 年から特別事業として退職記念論文集を発行したため、本数

が増加した。 

講演会では 1回あたりの来場者数が全体的に増加している。 

また経済学会室に所蔵した学会賞受賞論文を閲覧する学生が増加してきている。 

 

［問題点］ 

1 年平均で 20 本というのは、会員の 2名に 1名が研究成果を掲載していることになり、量的には決して

少ないとはいえない。ただ特定の個人に発表が偏っていることを考慮すると、もう少し発表件数が増えて

もよい。また、質的な面で高い水準の研究成果を出せているかどうかが問われるが、論文の質をはかった

り、向上させたりする方法をもたない。 

なお 1998 年から発行しているディスカッションペーパーについては、2005 年までに 5 号を数えるのみ

となっている。また、掲載された論文についての情報が狭い範囲でしか回っていない。 

研究会や講演会では、企画やその他の事務、司会などを行うコーディネーターが少数の特定会員に限ら

れる傾向がある。 

卒業論文の学会賞については、評議員会で受賞者の間で論文の水準に差がある、また図表や注などにつ

いて論文作法を修得していないなどと指摘があった。 

 

［改善の方法］ 

現在は、年々、教育のコマ数の増加、ゼミ指導時間の増加、各種委員の業務などにより研究時間の確保

が難しくなっている側面があるが、『経済論集』への発表機会を増やすために、編集・刊行時期をずらすな

どする工夫が必要である。これについては 2006 年度から原稿締切時期を夏期、冬期、春期の休みの後に変

更した。また、研究成果の質を上げるためには『経済論集』に査読制度を設けることが 上であるが、こ

れは学内で同じ専門の審査委員を見つけるのが難しい、また学外者を含んだ査読を実行する時間、コスト

をかける見通しがなかなかつかないなど技術的に難しい点がある。したがって査読に準じた編集システム

を構築することがのぞまれる。研究成果については、会員や大学内で情報を共有するとともに検討会など

を催すことで、その質を向上させていくことが必要である。 

ディスカッションペーパーについては、発行者の論文のタイトルを会員に知らせたり、研究会を催した

りするなどして利用者を増やす工夫をする必要がある。さしあたり発行者のタイトル等の情報は電子メー

ル等で会員全員に知らせることとなった。 

研究会や講演会の企画については会員に毎年定期的に募集をかけることが提案されている。 

学会賞の授賞については、図表や注の作成などの形式的な基準を設けて評価するなどの申し合わせを行

った。 
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ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学会は、国際的な学術交流を通じて、積極的に研究活動の活性化または促進する。 

 

［実態］ 

経済学会では主催または共催する講演会や研究会で、毎年、海外の研究者を迎えて講演会または研究会

を開催している。2001 年度から 2005 年度まで経済学会が主催または共催する講演会で招待した外国人は 8

名で、ドイツ 4名、中国 3名、英国 1名であった。 

 

［長所］ 

講演会または研究会で、グローバリゼーション、格差などの共通テーマについて意見を交換することで、

共通する問題状況を感じ取るとともに、制度、文化の異なる国や地域からの意見をしることができた。こ

れらの学術交流の成果の一部は『経済論集』に掲載されている。 

 

［問題点］ 

特定の国からの研究者が多くなっている。また、講演会への学会員の参加者が特定の人に限定される傾

向がある。 

 

［改善の方法］ 

さまざまな国、地域からの研究者との交流ができるよう、学会員の参加を呼びかけることが必要である。

募集広告を定期的に出すとともに、メンバーを増員した運営委員会で企画会議を立ち上げることなどを検

討している。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学会は、経済学部、経済学研究科、および中部地方産業研究所など各種研究所などと絶えず連携し

ながら、構成員の研究活動を促進し、その成果を研究会などで発表するとともに、紀要やその他の出版物

に掲載していくことが目標となる。 

 

［実態］ 

経済学会は、経済学部ないし経済学研究科の教員で構成されている。また、中部地方産業研究所や三遠

南信地域連携センターとも構成員の重複が相当程度みられる。経済学会と中部地方産業研究所や三遠南信

地域連携センターは、研究会・講演会などを連携して（共催）行うことがある。また、大学院の経済学研

究科で招聘した外国の研究者を交えて講演会や研究会を開催し、その成果の一部は『経済論集』に掲載さ

れる。経済学部との連携では、学部生の卒業論文指導などで連携をしている（学会賞の授与と受賞論文の

閲覧）。 

 

［長所］ 

経済学会、経済学部、経済学研究科、中部地方産業研究所、三遠南信地域連携センターは、上述のよう
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に構成員が相当程度重なるため、連絡を取り合う機会が多くある。そのために研究会、講演会その他の研

究活動である程度連携が行われている。 

 

［問題点］ 

経済学会や中部地方産業研究所、三遠南信地域連携センターは、それぞれ独立の単位として活動するの

で、企画の重なりあいがみられる場合がある。経済学会、中部地方産業研究所、三遠南信地域連携センタ

ーの間で、役割分担ないし棲み分けと連携ないし協力などの調整については十分に話し合いが行われてい

るとはいえない。そのため、各機関の発表する成果物について、あまり相乗効果が期待できない状況にあ

る。 

 

［改善の方法］ 

経済学会や中部地方産業研究所等の研究機関の間で、定期的に企画や行事の協力等について協議する機

会を設けることがのぞまれる。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学会は、会員の研究活動を促進したり、研究活動の成果を発表したりする際、 大限の支援を行っ

ていくことを重要な目標とする。 

 

［実態］ 

論文の発表については紀要やディスカッションペーパーの発行、研究会または学外の学会の助成を行う

などの形で経常的な研究環境を整備している。 

学会室には、全国の大学の紀要（ 近 3 年分）や事典類や統計年鑑が所蔵され、学会員の利用に供して

いる。また、パソコンなどの設備も設置されており、資料検索や文献検索を行うことができる。その他、

コピー機や FAX、簡易製本機などが常置されている。 

経済学会が受け入れている紀要や購入雑誌の数（寄贈を含む）は、他大学紀要が 300、和雑誌が 43、洋

雑誌が 12 である。他大学紀要については、 近 3年分を経済学会室に所蔵し、3年ごとに図書館に移管し

ている。 

 

［長所］ 

『経済論集』、ディスカッションペーパーは、会員に多くの発表機会を与えている。また研究会、学会員

が主催する学外の学会への支援も毎年活用されている。学会室利用では、文献検索を行ったり過去の学会

賞受賞論文を閲覧したりする学生会員が増えている。 

 

［問題点］ 

比較的豊富な発表機会に対して、『経済論集』への掲載、ディスカッションペーパーの利用が多いとはい

えない。学内研究会の開催の件数が年々少なくなっている。 

近年の情報化により、紙媒体の事典・統計類や図書の利用が少なくなっており、現在の学会室の効率的

な使用ができているとはいえない。こうした情報化による研究環境の変化に対応して学会のあり方や学会

の構成などを変化させていく必要があるが、未検討である。 

 



６ 研究活動 

492 

［改善の方法］ 

ディスカッションペーパーの利用や『経済論集』への掲載を増やすために、会員間で情報を共有する機

会を増やす必要がある。情報の提供はホームページを利用したり、電子メールを使ったりして行う方針を

決めている。情報化の進展という環境変化に対応するという課題については、経済学会のホームページを

活用してより多くの研究情報を提供したり、また将来的には紀要論文や資料をダウンロードして閲覧でき

るようにしたりするなどの方向を目指したい。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学会は、構成員各位が豊富な研究活動を行うとともに、良質の研究成果を多く公表できる環境の創

出を目標とする。 

 

［実態］ 

講演会・研究会を奨励するための補助金や『経済論集』への寄稿を奨励する原稿料支給（原稿料は 2007

年度より廃止）という形で研究活動の活性化をはかっているが、基本的には構成員の自発的な研究活動に

依存している。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

研究成果の公表などが特定の構成員に偏る傾向がある。 

 

［改善の方法］ 

講演会や研究会の情報、また研究成果などの情報を学会員に公表する機会を増やす方針である。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学会は、会員の研究上の成果を公表することを主要業務としており、その構成員が論文の本数だけ

でなく質的な面でも優れた研究成果を発表することを目標としている。また、同時に、他の大学や研究機

関の紀要や雑誌を受け入れることで、構成員の研究活動を客観化ないし活性化することを目標とする。 

 

［実態］ 

会員の研究成果は、上記のとおり『経済論集』やディスカッションペーパーによって発表している。な

お、構成員 39 名の『経済論集』を除く研究成果の発表状況は、2001 年～2005 年では、著書 77、論文 115、

学会発表 88、その他（翻訳、調査報告、辞書、書評、講演など）176 となっている。『経済論集』の発送数

は 313（内訳：国内の大学 251、その他の機関 33、海外 29）である。他大学の紀要は既述のように 300 を

受け入れている。 

 

［長所］ 
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経済学会は、継続的に紀要を発行しこれを全国の大学、研究機関へ向けて送付することで、研究成果を

発信している。また逆に、全国の主要大学から紀要・雑誌などを受け入れ、これらを閲覧しやすい環境を

整備してきている。 

 

［問題点］ 

『経済論集』やディスカッションペーパーの形で発表した論文について、それを検討する場が少ないの

は問題であろう。また、受け入れた雑誌を利用するケースが少なくなっている。近年はインターネットで

フルペーパーを配信するケースが多くなっていることもその一因かもしれない。 

 

［改善の方法］ 

『経済論集』に掲載された論文やディスカッションペーパーの形で発表した論文について、経済学会主

催の研究会を増やしていくことが課題である。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学会は、研究における盗用・捏造などの不正を発生させないようにする体制づくりを目標とする。 

 

［実態］ 

『経済論集』に掲載される論文については、経済学会の会務委員で構成される会務委員会が編集の責任

を負っており、形式的な側面から原稿のチェック（英語のサマリー、表・グラフ・注など論文の体裁、他

に発表されたもので転載でないかどうかなど）を行っている。 

 

［長所］ 

これまで特に盗用・捏造などの問題はおきていない。 

 

［問題点］ 

研究における盗用・捏造などの不正は、論文の内容とともに、経済学部教授会で人事審査を受けた会員

個人のモラルに任せられており、これを経済学会として監視する体制はもっていない。また、『経済論集』

の著作権については基本的に経済学会にあるが、明確でないところがある。 

 

［改善の方法］ 

研究論文における不正問題については、拡大編集委員会を設けるなどして、編集体制を強化することが

課題である。また、『経済論集』の著作権については、経済学会に属するという方向で明確にしたい。 
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１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 
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経営学会は 1989 年法経学部の分離独立にともなう経営学部の発足にともなって 1992 年に設立された。

建学の精神「学問研究によって世界の平和と文化に寄与する」に則り、経営学会としても経営学研究を通

してこの精神の具現に努める。 

経営学会の目的は会則の第 3 条で「会員相互の交流を図り，経営学ならびに関連諸科学の学術的研究お

よびその発表を促進することを目的とする」と定められている。 

競争化、国際化が進行する中、長期にわたり本学の優位性を確保するためには、教育サービスの向上の

みならず、高い水準の研究を奨励していく必要がある。この実現に向け、経営学会は、学内外の学会およ

び研究機関と連携し、構成員の研究活動を積極的に支援していく。 

 

［実態］ 

経営学会は、大学の一般会計とは独立に、会員から徴収した会費収入によって運営されており、実行予

算はここ数年 5,000 千円程度である。 

経営学会は正会員、学生会員、準会員によって構成される。正会員は経営学部の専門教育科目を担当し

広く経営学の研究に携わっている教員であり、学生会員は経営学部学生および大学院経営学研究科の学生

である。現在、会計大学院の専任教員が準会員となっている。 

経営学会の運営にあたっているのは評議員によって構成される評議会である。経営学部長が会長を務め、

評議会によって選出された会務委員（2 名）が日常的な業務にあたっている。研究目的を達成する一助と

して、経営学会は紀要『経営論集』を年 2 回刊行している。会員の研究成果については、毎年発行される

『愛知大学通信』、『愛知大学年報』および隔年出版の『学術要覧』に掲載されている。また、会員の研究

活動を促進するものとして、講演会や研究会を開催しているが、その他にも経営学会評議員が関わる学外

の研究会および当校主催の学会を助成する事業を行っている。講演会、研究会はそれぞれ年 2 回程度開催

され、学外の学会への助成は年 3,4 回程度行われている。 

学生会員の勉学を奨励する目的で、優秀な卒業論文に対して経営学会賞、経営学会努力賞を授与してい

る。例年あわせて 10 名前後の受賞者がいる。 

 

［長所］ 

経営学会は会費収入によって運営されているので、会員の意向を迅速に反映することができる。 

会員は紀要を通して研究成果をすみやかに公表することができる。また、講演会、研究会、学会の開催

等を通して本学の活動を広く社会に発信することができる。 

学生会員にとって経営学会賞、経営学会努力賞は卒業論文作成の励みになっている。 

 

［問題点］ 

2007 年度から予算編成方式が改められることになった。この措置にともない、今後とも会員の意向がき

ちんと反映されるか懸念される。 

紀要に査読制度が無いので、掲載論文の水準を客観的に担保するのが困難である。 

 

［改善の方法］ 

予算の査定にあたっては、学会の独自性、意向を尊重しながら必要に応じて両者調整の場を設けること

になっており、会計制度変更に過度の懸念は抱いていない。経営学会としてもこれを機に、従前に増して

自らの予算編成に合理性を持たせるべく務めなければならないと考える。 

研究成果の質の向上のためには紀要に査読制度を設けることが望ましく、評議会でもその方向は支持さ

れている。しかしながら、その実施においては技術的な困難が多く、今後導入に向けて慎重に検討してい

く必要がある。また、クオリティペーパーと称される論文誌への投稿を促す動機付けを検討していく必要

がある。 
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ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

従来、経営学会には研究における国際連携という視点が希薄であった。しかし、研究のグローバル化に

ともない、今後本学が研究大学として存続していくためには世界が競争相手という意識を持ち、国際的に

通用する研究を奨励する必要がある。 

 

［実態］ 

経営学会として特別な予算措置は講じていないが、個人レベルでは海外の研究者との共同研究を達成し

ている例はある。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］ 

経営学および関連諸科学の中には国際連携を進めやすい分野とそうでない分野があり、足並みを揃えに

くい。 

 

［改善の方法］ 

今後、国際連携を促進するための特別な予算措置を講ずる必要がある。予算規模が小さい経営学会単独

での促進が困難であれば、他の機関との連携を模索し、グローバルな研究活動を支援したい。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学会の正会員は主として経営学部ないしは経営学研究科の専任教員で構成されている。また、構成

員のほとんどが経営総合科学研究所の所員も兼ねている。したがって、経営学部や経営学研究科とはもち

ろん、経営総合科学研究所との連携は必須の要件である。経営学会はこれらの機関と緊密に連携をとりな

がら会員の研究活動を促進する。 

 

［実態］ 

経営学部とは主として学生会員への紀要の配布および卒業論文指導を通して連携している（学会賞の授

与と受賞論文の閲覧）。大学院の経営学研究科で招聘した外国の研究者を交えて研究会を開催したことがあ

る。経営総合科学研究所とは特に共同で事業を行ってはいない。 

 

［長所］ 

すでに述べたように経営学会の正会員はほとんどが経営学部、経営学研究科の専任教員であり、経営総

合科学研究所の所員でもあるため、これらの間では自ずから連携が取れている。 

 

［問題点］ 

経営学会と経営総合科学研究所はそれぞれの会員、所員への提供可能なサービスがかなりの部分重なる。

過去においては、暗黙の住み分けでうまくいっていたが、財政事情厳しき折、資源の有効活用の観点から

両者の役割分担を明確にしていく必要がある。 
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大学院生の紀要への投稿は、博士論文の要約を除いて、認められていない。 

 

［改善の方法］ 

経営総合科学研究所との役割分担に関しては、経営学会は主として個人研究を，経営総合科学研究所は

主としてプロジェクト研究を支援する方向を検討している。 

優秀な大学院生の論文は紀要への投稿を認める方向で検討している。 

国際会議等、経営学会単独では開催不可能な会議を経営総合科学研究所と共催する方途を模索する。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学会は会員の研究活動を促進したり研究活動の成果を発表したりする際、 大限の支援を行うこと

を 重要な目標とする。 

 

［実態］ 

上記の目標を達成するため、紀要の刊行，研究会または学外の学会の助成等の事業を行い経常的な研究

環境を整備している。他研究機関の紀要の収集にも努めていて、現在国内外の 328 の研究機関と相互交換

という形で互いに便宜を図っている。 

図書類は会員が共通して利用できる辞典・年鑑類やシリーズ物に限定して購入し、会員の利用に供して

いる。 

学会室にはパソコンが設置されており、資料検索や文献検索を行うことができる。その他コピー機や FAX、

簡易製本機等も常置されている。 

 

［長所］ 

会員は紀要を通して研究成果を迅速に公表することができる。研究会、学外の学会への支援も研究活動

支援の役割を果たしている。 

講演会や研究会は予算がある限り、随時申請することができ、融通性に富む。 

学会室は教員の研究室と同じ棟にあり、極めて効率的である。 

 

［問題点］ 

電子媒体の急速な普及にともなって、紙媒体の辞典・年鑑類や図書の利用が少なくなっており、現在の

学会室が必ずしも効率的に利用されているとはいえない。 

 

［改善の方法］ 

IT 技術の発展普及という環境変化に以下に対処するかという問題であり、今後多面的に検討する必要が

ある。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 
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研究における国際連携で述べたことと重なるが、本学が他大学に伍して研究大学として存続するために

は、国際的に通用する研究を奨励しなければならない。 

 

［実態］ 

個人レベルに任されていて、経営学会としてまだこの問題に取り組んでいない。 

 

［長所］ 

特記すべき事項はない。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

このことについて、大学全体として十分議論されていないところが問題であり、経営学会の問題という

より、全学的な問題として早急に検討していく必要がある。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

研究成果を公表する場としての紀要が円滑に刊行されるよう務める。論文は数だけではなく、質的な面

でも優れた成果を発表することを目標とする。 

また、研究成果の発信・受信の場として講演会や研究会への支援も積極的に行う。さらに他機関との紀

要の交換も進める。 

 

［実態］ 

経営学会の紀要『経営論集』は年 2 回刊行している。内外の研究機関との紀要の交換は 328 件に及んで

いる。講演会、研究会はそれぞれ年 2回程度開催されている。 

 

［長所］ 

経営学会は継続的に紀要を刊行し、これを内外の研究機関と相互交換することで研究成果を発信・受信

している。閲覧しやすい環境作りに努めている。  

 

［問題点］ 

正会員は紀要に自由に投稿できるため、論文の学術レベルを客観的にチェックすることが困難である。 

紀要が電子化されていない。 

 

［改善の方法］ 

紀要に掲載された論文について経営学会主催の研究会を設けることが考えられる。 

図書館、情報処理部門と連携して紀要の電子化を進める。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

経営学会から発信される研究内容につき、その信頼度を疑わせるような事態が生じないよう、会員それ

ぞれが自覚を持って活動するものとする。 
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［実態］ 

今日に至るまで倫理面の問題は生じていない。投稿論文に関しては会務委員が形式的なチェックをして

いる。 

 

［長所］ 

会員それぞれの自覚が高いレベルで維持されているものと思われる。  

 

［問題点］ 

良心の問題であり、特に予防策は講じられていない。 

 

［改善の方法］ 

研究論文における不正問題については拡大編集委員会を設けるなどして編集体制を強化することが望ま

れる。 
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１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学文学会は、人文社会学の領域に関する学術研究を促進し、その発表を行うことを目的として、

1949 年（昭和 24 年）に創設された。 

 

［実態］ 

本会はその目的を達成するため、機関誌『文學論叢』、『文學会叢書』の刊行、研究会および講演会の開

催、その他本会の目的達成に必要な事業を行っている。本学の各学部・短期大学部・大学院に所属する専

任教員（特任・客員教員を含む）のうち人文社会学の領域を専攻する教育職員を文学会評議員とし、本学

文学部の学生全員、大学院文学研究科院生、および本学大学院中国研究科院生のうち評議員会の承認を経

た者を学生会員とする。また元正会員である本学名誉教授を特別会員とし、本学の非常勤教員で本会に入

会を希望し、評議員会の承認を経た者も準会員として、入会を認めている。 

2006 年 4 月現在、会員は文学会評議員 113 名、学生会員 1,512 名から成る。また準会員は 2 名である。

会長を学長、評議員長を文学部長とし、文学会評議員の中から選出された庶務会計担当委員 1 名、講演委

員 1名、編集委員 2名、それに会計監査委員 2名にから成る文学会委員会によって運営されている。『文学

論叢』『文学会叢書』の編集発行、評議員や学外の研究者による講演会の開催、個々の文学会評議員が企画

したワークショップの開催等の事業を展開している。また研究分野や関心を同じくする評議員が、独自に

研究会を組織し、共同研究を行っている。それに学生会員が執筆した優秀な卒業論文に対しては、文学会

賞を授与する制度を設けている。文学会委員会は随時開催して文学会を運営し、文学会評議員会は年 1 回

開催し、前年度活動の総括や次年度の方針を決定する。 

 

［長所］ 

学部縦割りではなく、非常勤教員であっても入会を受け入れることによって、多彩な専攻を有する研究

者を会員としているため、多分野の研究交流を可能とし、個人や共同による研究成果を外部に発信する場
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となっている。また学外の研究者による講演会やワークショップでは、会員に対して学内では得られない

知的刺激を提供している。特に講演会は、文学部の各専攻が輪番で、 前線にいる研究者を講師として迎

えている。 

 

［問題点］ 

評議員の多くが文学部教育職員であり（文学部 45 名、経済学部 9 名、国際コミュニケーション学部 24

名、短期大学部 9 名、法学部 9 名、経営学部 7 名、現代中国学部 10 名）、学生会員が文学部学生に限られ

るため、委員長は文学部長が自動的に兼務し、文学会賞の選定も文学部教授会主導で行われるなど、やや

もすれば運営が文学部教授会主導で展開されるきらいがある。また講演会は、講師の選定に文学部に所属

する教育職員の意向が強く反映する結果となっている。それに現行の運営制度では、名古屋校舎や車道校

舎に所属する文学会評議員や学生会員の意見が伝わりにくい。 

 

［改善の方法］ 

できるだけ文学部以外の評議員の意見や学生会員の意向が反映されるよう、文学会運営委員会の制度を

見直し、広く会員の意見が反映できるような運営体制の確立へ向けて努力する。またより開かれ、かつ学

際的研究が幅広く展開できるよう、学外会員制度の導入を今後の検討課題とする。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学文学会会員の研究活動や学術交流を高度化ならしめるため、積極的に海外の研究機関や研究者

との連携を深める。 

 

［実態］ 

講演会の学外講師として、海外の研究機関から研究者を招聘し、これを通じて国際連携を深めている。

1992 年度にイギリスとアメリカから、2003 年度のドイツからの講師による、講演会とその後の研究討論会

を開催した。また『文学会叢書』第Ⅹ号は、アメリカの Associate University Press から出版され、会員

による研究業績の発信に際しても、海外との連携を深めた。 

 

［長所］ 

文学会評議員の専攻・関心分野が多方面のわたるため、極めて幅広いネットワークを駆使して、多彩な

分野の研究者や機関との国際交流や連携が実現できる体制が整っている。 

 

［問題点］ 

これまでの実績が示すように、文学会の活動における国際連携が活発に展開しているとは言い難い。事

務体制や予算上の問題があり、国際連携に関わる講演会や研究活動が、恒常的に展開することは困難な情

況にある。 

 

［改善の方法］ 

海外からの研究者招聘や、これとの共同研究を活発化するための予算措置を、学校法人愛知大学に働き

かけるとともに、学外からの競争的研究活動資金の獲得にも努める。 
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ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学文学会会員の研究活動を有機的に展開するため、学内に存在する他の教育研究単位である各学

部・短期大学部・大学院、および研究所との連携を深める。 

 

［実態］ 

文学会評議員は、文学部を中心に学内の各学部・短期大学部・大学院研究科の教育職員によって構成さ

れているため、教育研究組織単位間の研究上の連携は密接に行われる条件が整っている。これまで他学部

や研究所、学内学会（経済学会、国際コミュニケーション学会、法学会、経営学会、現代中国学会）が企

画した講演会やシンポジウムを共催したり、後援したりすることがあった。また他の学内学会に所属する

教育職員や学生に対しても、文学会の行う事業への参加や、受け入れ図書・紀要の閲覧には何ら制限を設

けず、文学会会員と同じ資格を付与してきた。また学生会員の優秀な卒業論文に対しては、指導教育職員

の推薦により、毎年 14 本程度を目処に、文学会賞を授賞している。受賞者に対しては卒業式で賞状と記念

品を授与してこれを表彰し、その梗概を、次年度の『文学論叢』に掲載している。 

 

［長所］ 

学部・大学院研究科は一部の学際的学問領域を扱う組織は別として、原則として教育・研究の軸となる

ディシプリンに基づき活動している。それに対して、文学会は学部・大学院横断型の特色ある共同研究の

推進が可能となっている。また文学会賞については、卒業論文を執筆する文学部学生の励みとなっている。 

 

［問題点］ 

人文科学系の分野を包括しているとはいえ、伝統的な性格の強い研究分野が多く、独自性の強い個別研

究に陥りやすく、閉鎖的になる危惧もある。また他の教育研究組織との共同研究に関する実績はない。 

文学会賞については、毎年 14 本程度の授賞を想定して予算化しているが、近年では 4～5 本程度が授賞

作品となるにとどまり、卒業論文作成指導の有り方が問われている。 

 

［改善の方法］ 

より開かれた研究活動とその成果の活用が行われるよう不断の努力が求められる。特に他の学内学会と

の学際的研究プロジェクトを、学内外の競争的資金を導入して、立案・推進していくことが求められる。

また文学会賞の質・量の向上については、文学部を中心とする教育職員の学生に対する教育・研究指導を

充実させることによって、これを図りたい。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

会員の研究活動を円滑化・高度化ならしめるため文学会室を設け、ここにその活動業務を集中し、各種

基礎的文献や受け入れ紀要を整備して広く閲覧に供する。 

 

［実態］ 

印刷・出版費、講演会費など経常的な活動予算は学校法人愛知大学に申請し、査定のうえ執行が認めら

れている。また文学会評議員からは年会費 2 千円を徴収して、活動・運営費に充てている。豊橋校舎研究
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館の 2階に文学会室を設け、事務職員 1名を配置して、『文学論叢』編集・出版・発送業務の補助、受け入

れ紀要の整理、所蔵紀要の閲覧補助などを行っている。また文学会室には専用の Fax 電話機、複写機、パ

ソコン端末機を設置し、会員の研究活動を支援している。研究分野や関心を同じくする評議員が組織した

研究会に対しては、活動費を春季と秋季に分け、年 2回の研究会補助を行い、文学会評議員が独自に企画・

運営するワークショップに対しても、その経費を補助している。 

 

［長所］ 

事務職員が常駐しているので、各種の連絡、活動が円滑に図れる。また小さな研究会やワークショップ

に対しても活動の補助を行っているので、きめ細かい研究組織が学部横断的に形成され、ユニークな研究

が追及されている。 

 

［問題点］ 

文学会室が豊橋校舎にあるため、名古屋校舎や車道校舎に所属する文学会評議員にとって、ここに設置

してある受け入れ紀要の利用が困難であり、また事実上文学会の運営に参加しにくいということがある。

また『文学論叢』や『文学会叢書』のバックナンバーや受け入れた紀要の保管場所が十分確保できない状

態にある。さらに長年一人の事務職員に文学会の事務業務を担当させ、文学会委員会のメンバーは 2 年ご

とに交替してきた。そのため文学会の運営を熟知し、将来へ向けての長期的な展望を描ける文学会評議員

が皆無に近くなっている。また研究会補助金も春・秋にメンバー一名あたり 2 千円と少ない。それにこれ

らの研究活動を評価する組織も文学会内に存在しない。 

 

［改善の方法］ 

他校舎所属の文学会評議員に対しては、電子メールや Fax を利用して、文学会室が所蔵する紀要に関す

る情報や関係論文の複写サービスなど、便宜の供与を図る。事務職員の流動化による運営への支障を 小

限に抑え、文学会委員会や評議員による文学会活動内容の把握を図るため、運営マニュアルの作成を目指

す。また文学会評議員による研究活動に対する研究会補助金も増額できるよう学外からの競争的研究資金

の導入を模索するとともに、その活動を評価する組織を文学会内に設ける。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学文学会会員の研究活動を会員相互で切磋琢磨し高度化するため、競争的な研究環境を創出する。 

 

［実態］ 

『文学論叢』への掲載は、400 字詰め原稿用紙 60 枚を限度として、論説の形態をとっていれば、ほぼ無

条件に認めている。『文学会叢書』については、毎年一件を目処に募集し、毎年 9月中旬を目処に完全原稿

の提出を求めている。文学会が出版費のうち 2,500 千円までを保証し、出版を希望する文学会評議員が独

自に企画し、自己の研究業績を、独自に選定した出版社（者）によって、独自の装丁で発表することを保

証するものである。また文学会内で組織されている研究会には、文学会評議員による稟請により、活動資

金を援助し、毎年 4～5件の実績を残している。 

 

［長所］ 

文学会内の研究会は、縦割りの学部組織を取り払い、同じ研究関心をもつ教育職員や学生の自由な研究

活動の場として機能している。 
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［問題点］ 

研究会補助金については、その内容を何ら査定せず、また事後にその活動内容を、会計簿の提示のみを

求め、全体的な評価することなく、運用されている。 

 

［改善の方法］ 

『文学論叢』への掲載については、今後レフリー制を導入して、論文内容の向上を目指す。また『文学

会叢書』は学外からの競争的な出版資金の獲得により、毎年数件の出版ができるような体制の構築へ向け

て検討を開始する。研究会補助金については、学外からの競争的資金の導入をはかり、その活動を個別に

支援・審査する組織を文学会内に設置するとともに、その成果を公表し、透明性を高めるよう求めていく。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

文学会評議員や学生会員の研究活動を、斯学の発展に寄与できるよう、またこれを広く社会に還元する

ため、研究成果の公開を『文学論叢』や『文学会叢書』の発行、学外での講演会の開催を通じて行う。ま

たこれらの活動を高度化するため、学内の他教育研究機関や学外で推進されている研究の成果も積極的に

取り込んでゆく。 

 

［実態］ 

『文学論叢』は、論説のみを掲載し、優れた翻訳や資料紹介等は『文学会叢書』として刊行できる道が

開かれている。また毎年 3 月に刊行する『文学論叢』には、会員である文学部学生の卒業論文題目や文学

会賞受賞卒業論文の要旨掲載してきた。2006 年 4 月までに『文学論叢』は 1949 年発行以来、133 輯を数え、

『文学会叢書』は 1997 年の創刊以来 11 冊を国内のみならず外国でも刊行している。とりわけ第Ⅰ号の『中

国の沙漠化』は中国語に翻訳され、第Ⅹ号の Faulkner’s Artistic Vision は英文で刊行された。これら

『文学論叢』『文学会叢書』は、内外の研究機関 350 ヶ所に対して、送付・寄贈している。また毎年 4冊と

数は少ないながら、貿易商社を通して海外にも販売している。そして文学会が発行する刊行物との交換の

形で、内外の他研究教育機関の紀要や研究報告書を受け入れ、これを文学会室で製本・配架して広く調査・

研究用として閲覧に供している。さらに文学会室には、学外の Web に接続できるパソコンが設置されてお

り、常に関係分野の学術データベース等を参照できる体制ができ上がっている。また論文の刊行のみなら

ず、2004 年度には地域の市町村と共同で、文学会評議員による講演会も 2ヶ所，それぞれ 5週にわたって

開催した。 

 

［長所］ 

『文学論叢』は毎年 2回刊行し、毎輯平均 10～15 本の論説を収録している。また『文学会叢書』は、著

者の自由な発想や研究の成果公開を保証するもので、内容や分量に制限を設けていない。また文学会によ

る学外講演会は、文学会評議員の専攻分野が多彩であるため、学外からのいろいろなテーマによる講演依

頼に応えることが可能である。 

 

［問題点］ 

文学会評議員による投稿に基づき、文学会委員会メンバーによる編集委員会の議を経て採否を決定して

いるが、論文の質に関する合理的判断は、分野が多岐にわたるため編集委員の能力を超える場合が少なく

ない。また研究ノートや資料紹介・解説の掲載要望も会員の中に強く存在する。大学院生や学生会員の原

稿は、これまで受け入れていない。さらに広くこれらの成果を発信するためには、これを電子化してイン

ターネットで公開することが望ましいが、いまだその措置は講じられていない。また学外の新聞・学術デ
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ータベースで有料のものについては、閲覧できる体制が構築されていない。 

『文学会叢書』は毎年数件の応募があるが、予算上の制約のため、毎年 1 点の出版が限度である。文学

部学生会員全員の学籍番号と卒業論文題目の掲載は、広く内外に学生会員の研究活動を知らしめる効果が

あるも、個人情報保護法に抵触する恐れがある。 

学外での講演会については、文学会内で恒常的な事業として、制度化されていない。 

 

［改善の方法］ 

『文学論叢』の掲載論文については審査制度を導入することによって、質の向上が図られる必要がある。

また過去に『文学論叢』は年 3 回発行していたが、編集委員への過剰負担を排除するため年 2 回に縮小さ

れた経緯がある。今後は編集委員会の増員等の方策により、発行回数の増加を検討している。また『文学

会叢書』の刊行費用は、学外からの競争的出版資金の獲得にも努め、文学会評議員の要望に応えることに

したい。学生会員の卒業論文題目の掲載は取りやめ、卒業論文の紹介は文学会賞受賞論文の紹介にと止め

ることとする。バックナンバー等の今後保管場所については、大学図書館に所蔵を依頼し、かつ電子化す

ることによって公開と保存の問題を改善して行きたい。そのために『文学論叢』の執筆者に対して当該論

文の著作権を、文学会に委譲してもらう手続を開始する。学外の新聞・学術データベース等で有料である

が本会会員の研究活動に重要なものについては、会員の希望を取り入れつつ、これを閲覧できるよう予算

的措置を講じて行きたい。 

学外講演会については、地域の市町村と連絡をとり、これを積極的に展開し、文学会の恒常的事業とし

て制度化したい。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

人文社会学分野の研究を推進する上で、人権侵害や民族差別を助長するような研究活動は抑止しなけれ

ばならない。また他人の業績を剽窃したり、過去に発表した業績を、表題を変えて再度発表したりするよ

うなことは防止する必要がある。また文学会予算や研究会補助金の使途についても適正に行う。 

 

［実態］ 

これらの理念・目的を達成するための条文や恒常的委員会は、文学会内に存在しない。過去に、人権を

侵害するような論説や他人の業績を剽窃した論文が、『文学論叢』や『文学会叢書』に掲載されたことはな

い。またこれらを助長する講演会も開催されていない。ただ科学研究費による報告書等で発表された論文

が、少しの修正で『文学論叢』に掲載されたことがある。これは、後日文学会評議員の指摘を受け入れ、

その旨を『文学論叢』で公表すべく、科学研究費による報告書の加筆・修正論文である旨の、著者による

断り書きをこれに掲載した。 

文学会予算については、毎年 4 月に監査委員 2 名の監査を受けている。また研究会補助金については、

研究会参加者名簿と使途に関わる証拠書類の提出を、毎年 2回義務付けている。 

 

［長所］ 

著者の主体的判断と、文学会評議員の相互点検により、研究倫理は維持されてきたといってよい。文学

会予算は文学会独自の監査体制による点検と、この予算が大学会計に組み込まれているため、自動的に法

人の監査も受けている。 

 

［問題点］ 

ただし研究業績に関わるこうした問題を、編集委員会や公表後の文学会評議員による相互点検のみで解
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決・抑止していくことは、今後投稿本数が増加するにつれ困難となってゆくであろう。研究会補助金の監

査については、文学会委員が行うのみである。 

 

［改善の方法］ 

大学法人が整備した就業規則や懲戒規程を準用し、業績の剽窃や同一原稿の転載を防止すべく、『文学論

叢』や『文学会叢書』の投稿規程を整備することとする。研究会補助金の監査も、会計監査委員に依頼し、

適正な運用の維持に努めたい。 
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１．研究活動 

 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

構成員の研究を支援するとともに、研究の成果を学生のみならず広く社会に親しみやすい形で提供する

ことを目的とし、新たな中国研究の発信地の一つとなることを目標とする。 

 

［実態］ 

現代中国学会は、1997 年の現代中国学部設置と同時に発足した学会で、本学教育職員と学生、その他学

会評議員会で認められた学内外の準会員で構成されている。本学会の主な事業は、機関誌『中国 21』の発

行、学会主催講演会の開催、「現代中国学会賞」の授与などである。 

機関誌『中国 21』は、創刊準備号（97.3）、創刊号（97.9）以来、すでに第 24 号（06.2）までを刊行し、

臨時増刊号（98.6）と緊急特集号（06.3）を含めて日本語版 26 冊を発行している。また中文版も 98 年版、

99 年版、第 3号の 3冊を刊行した。本誌は、毎号、特集テーマを設定し、論説・研究ノート・座談会・イ

ンタビュー・随想・書評その他など、多角的な編集を組み、学外・国内外の執筆者、寄稿者も多い。また

大学に所属する学会誌でありながら書店で販売されていることも大きな特徴である。 

学会主催講演会は、中国・アジアを中心とした政治経済、社会文化、国際関係など広くタイムリーな分

野をテーマとして学内外および国内外から多彩な講演者を招き、年に平均 4回、計 39 回開催している。「現

代中国学会賞」は、学生の卒業研究中の優秀作から選ばれたものに授与され、学会賞とそれに次ぐ努力賞

がある。2000 年度から毎年、言語文化コースと政治国際コースからほぼ半数ずつ約 10 本が選ばれ、卒業

式で表彰され、記念品を授与されている。 

 

［長所］ 

機関誌『中国 21』は、毎号、特集テーマを設定し、学外の専門家にも原稿執筆を依頼していることから、

一大学の学会機関誌としての水準を大きく超え、全国学会の学会誌につぐ高い評価を得ている。また厳し

いレフェリー制を実施しているために学外の若手研究者からの寄稿も少なくない。本誌は、日本版と中文

判をあわせてすでに 29 冊を既刊し、鋭く斬新で学術的にも高い水準をもつ中国・アジアの学術専門誌とし

て国内外から高い評価をよせられている。 

学会主催講演会は、学内外に広く開放されており、毎回 100～400 名前後の参加者がある。 

学生の勉学に役立つだけでなく、学外の参加者に新しい情報と視点を提供し、活発な議論をする場にも

なっている。また学会賞の授与は、学生の卒業研究作成において一つの目標ともなっており、水準の向上

に貢献している。 
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［問題点］ 

『中国 21』は、学術的に安定した高い評価を得ている雑誌であるが、年間 3号の発行は編集委員にとっ

て厳しいものであり、発行はやや遅れがちである。各号を一人あるいは複数の責任編集制としているため

に完成までの半年以上の編集期間は編集委員にとってかなり負担である。編集体制や編集方針等について

の再検討が必要であろう。学会主催講演会は、多彩な講演者にめぐまれて多様な内容が提供されているが、

テーマを深く追求するという点ではやや一過性的な面もある。 

 

［改善の方法］ 

『中国 21』の刊行については、各号にもう少し時間的余裕をもたせる必要がある。一つの方法としては、

年間 3 号のうち、現在の編集方針での刊行を 2 号にし、残り 1 号を構成員専用の紀要型にし、自由なテー

マのもとに緩やかな編集を行うことが考えられよう。学会主催講演会は、2 年前から試験的に実施してい

るように、一般公開向けの自由な講演会形式と、特定のテーマを設定しての連続講座形式の両タイプを進

めてみるという方法が考えられる。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学会は、劇的に変化する中国およびアジアを主な研究対象として、新たな中国学の展開を目標

としている。そのために、中国およびアジアを中心として、また中国研究の盛んなアメリカ・カナダやヨ

ーロッパまでを視野にいれた各国の大学や研究機関等との間に共同研究や研究成果・情報の公表や共有な

どを含む、研究における広範で多面的な国際協力と連携の確立を求めていく。 

 

［実態］ 

現代中国学会では、毎年、中国・アジアを中心に各国の大学や研究機関から多彩な研究者を招聘して講

演会を主催し、国際的な共同研究へのプロセスを積み重ねている。特に 2005 年度は、中国や台湾、香港、

アメリカから研究者を招いて 2 つのシンポジウムを実施し、共同研究の第一歩とした。一つは、2005 年 6

月 10 日、愛知大学同窓会・愛知大学後援会共催、東海日中貿易センター後援による「いま、日中関係を考

える－対立を乗り越えるために」である。4 月に中国で起きた反日デモを分析して、今後の日中関係のあ

り方をさぐったもので、タイムリーであり、充実したパネラーをそろえることができた。 

この他、2006 年 3 月 18 日には、財団法人交流協会の後援で「日台相互イメージの錯綜―＜かわいい系

＞・映画・コマーシャル」と題して、台湾の哈日杏子、日本の四方田犬彦、アメリカのフェイ・阮・クリ

ーマン、上海の王暁明らポップ・チャイナ研究を代表する国際的なパネラーを招いて新たな日台文化交流

を深めている。 

 

［長所］ 

現代中国学会では、各構成員の国際的な活躍を通して、各国の大学や研究機関から世界的にも注目され

ている優れた研究者を招いて講演を依頼し、あるいは原稿の依頼を行ってきている。このような構成員の

豊富な人間関係は、学会活動を進めるにあたって大きな財産である。 

 

［問題点］ 

現状における各国の研究者との交流は、個人の人間関係を基にするものである。そのため講演者の日本

での活動にともなうアテンド業務が、しばしば個人的な負担となる場合が少なくない。なお、分野によっ

ては、学会内に然るべき研究者が見出しにくいため取り上げにくいテーマもある。 
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［改善の方法］ 

国際交流を推進し、広範な国際提携を進めるためには、学会自体のレベルをいっそう向上させ、評価を

定着させることが肝要である。そのためには『中国 21』の内容のいっそうの充実と定期刊行を徹底させ、

明確な特色をもった講演会を着実に内外に提供して、社会的な知名度を高めることが必要である。またそ

れを実行するにあたっての財政上な十分な基盤整備が不可欠である。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学会は、正会員に対しては研究と教育を支援し、特別会員と準会員には研究を助成し、学生会

員に対しては勉学の機会をふやし、教室での講義とはまた異なる「知」の場を提示することを目的する。

本学会は現代中国学部や中国研究科などの教育組織、ICCS や国際問題研究所、中日大辞典編纂所などの研

究機関と密接に連携しつつ、この目的を実現する。 

 

［実態］ 

本学会は、現代中国学部に附置された学会として学部と密接な関係を持っている。学会構成員の大部分

を占める正会員と学生会員は、ともに現代中国学部の主要構成員でもあり、教育の効果を上げるための補

助的機能を有する。また中国研究科や ICCS、国際問題研究所、中日大辞典編纂所は、構成員あるいは関係

委員の半数以上が本学会員でもあり、教育や研究において学会の諸活動を多用できる体制となっている。

『中国 21』は、しばしば学部教育職員の教科書あるいは副教材として使用されている。また学会主催後援

会は、テーマによってはそのまま講義の一環として振り替えられ、学外の講演者による刺激的な講演を学

生に提供している。また国際問題研究所や ICCS とは共催という形で講演会や研究会を開催している。 

 

［長所］ 

学会が主催する活動は、学部の教育とバランスよく連動している。また中国・アジア研究の新たな成果

を、構成員である教育職員や学生だけでなく、本学の卒業生や関係者、学外の研究者や広く一般にまで提

供している。また機関誌『中国 21』の店頭販売や毎年中国やアジアの著名な研究者および企業人を招いて

開催される学会主催講演会は、学会員だけではなく、広く社会一般に公開されて評価が高い。 

 

［問題点］ 

『中国 21』は、本来、現代中国学部の紀要としての機能ももたせたものであった。しかし、特集テーマ

の充実とともに学外の研究者への依存度が高まり、学術雑誌としての評価が安定していく反面、学部紀要

としての機能は任下している。構成員は、他に研究を発表する機会を多く有しているためさしあたって大

きな問題とはなっていないが、研究における学部全体の特色を一望できるものがない。 

 

［改善の方法］ 

現代中国学部との連携をいっそう確かなものにするために、『中国 21』に学部紀要としての機能を明確

にもたせることも一つの方法であろう。一部を学部構成員専用とすることの是非については、今後検討す

る必要がある。 

 

 

 

２．研究環境 



（23）現代中国学会 

507 
 

 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学会は、中国・アジアを中心とした総合的・多角的・学際的な研究を深め、有為な人材を養成

するという現代中国学部創設の理念を共有し、研究面、教育面での目標の実行を支援する。さらに日本に

おける中国・アジア研究への貢献を目指す。 

 

［実態］ 

現代中国学会は、2006 年度の予算として 12,112 千円が大学より認められている。諸経費の多くを占め

る機関誌『中国 21』の刊行については、他学会の定期刊行物が年間 2～4 回の学部紀要で、非売品である

のに対して、『中国 21』は年間 3 回の刊行、学外の執筆原稿を含む学術専門雑誌として店頭販売されてお

り、その売り上げは刊行に必要な印刷費や原稿料・翻訳料および宣伝費にほぼ相当している。本機関誌が

学術専門雑誌として高い評価をえていること、および一般に販売され、近年は平均して各号 1,000 部前後

の売り上げに達していることは、大学の対外評価向上の貢献度を加味すれば、適切で効率的な経費の使用

であるといえよう。 

現代中国学会室は、総面積が 24.5 ㎡である。学内の他の 4学会と比較して狭小であるが、本学会は学会

専用の図書は原則として所有しない方針であり、機関誌保存のための倉庫の使用も認められていることも

あり、現状で十分である。 

現代中国学会には、現在、派遣職員 1 名が月～金曜日に常駐しており、『中国 21』の刊行、学会主催講

演会の開催、学会賞授与等に関わる学会業務を担当している。 

 

［長所］ 

研究条件としては経費、機会の設置ともに優れた環境にあるといえる。機関誌『中国 21』は学部機関誌

としての水準を大きく超えて全国レベルであり、主催講演会やシンポジウムには国内外の注目すべき活動

を行っている人々が講演者として招かれており、内容も多彩である。 

 

［問題点］ 

上述のような高い研究環境を維持するために、『中国 21』の編集委員などの負担は少なくない。全体的

に学会活動が活発なあまり、担当者には過重な負担となっている。 

 

［改善の方法］ 

学会活動の責任担当者の負担を軽減するために、学会運営や学会誌の編集体制などにおいて共同責任体

制の導入などの工夫が必要である。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

本学会は、多様な学術的プログラムや学会誌刊行による研究成果の公表の場を提供することなどを通し

て、構成員の研究支援と水準向上のために競争的な研究環境を創出することを目的の一つとしている。 

 

［実態］ 

構成員のうち正会員には、講演会の企画や学会誌への寄稿の権利があり、評議員総会の検討・承認を経

て、申請が認められている。 
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［長所］ 

正会員は、それぞれの研究と他者との情報の交流や共有のために自らたてたプログラムを実現する機会

をもつことができる。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

特に大きな問題点はないため、現在の状況を有効に活かしていくこととする。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学会は、学会の構成員の研究活動を支援することを目標の一つとしてあげており、構成員の研

究論文・研究成果の公表を支援し、国内外の研究成果を集め、構成員へ提供すること、各研究機関との情

報の交流や共有につとめる。 

 

［実態］ 

現代中国学会では、学会主催による構成員と外部の研究者の共同による研究会や連続講座を毎年行い、

また機関誌を毎年定期的に刊行して構成員および外部研究者の研究論文・研究成果を公表し、新しい中国

研究の発信と受信の場を提供している。 

機関誌『中国 21』は、会員への配布だけではなく、毎号国内外の主要大学の図書館や研究機関に寄贈し、

中国研究の成果を関係諸機関に発信している。2005 年度は、日本国内には、国公立大学の総合図書館等 46

ヶ所、私立大学の総合図書館等 43 ヶ所、国立国会図書館や外務省図書館、アジア経済研究所等関係諸機関

約 30 ヶ所、マスコミ関係 25 ヶ所、国外には南開大学等の中国・台湾 34 ヶ所、韓国 1 ヶ所、欧米約 20 ヶ

所に寄贈した。また店頭にて販売することにより、分野をこえた研究者や一般の人々へも成果を公表して

いる。さらに本誌の寄贈先の雑誌が交換に本学会へ寄贈され、新たな関係機関からも雑誌が寄贈されてい

る。中国・アジア研究のネットワークが着実に構築されている。 

関連分野の学術データベ－スとしては、学内図書館から、中国関係では中国学術雑誌と重要新聞のデー

タベース、複印報刊資料索引、ICCS のデータベースなど、国内の成果についても第一歩として GeNii が容

易に利用できる。 

 

［長所］ 

『中国 21』は、評価が高まるとともに国内外の研究者から注目され、特に若手の研究者からの投稿が少

なくない。次世代の研究者の育成に貢献しているといえる。また『中国 21』の高い評価は現代中国学部の

評価に連動し、国内外からの雑誌の寄贈も多く、本学部は中国・アジア研究の発信地としての地位を高め

ている。 

 

［問題点］ 

現代中国学会は、中国・アジア研究のセンターの一つとして様々な研究成果や情報が集まるようになっ

ている。また学外からの学会参加希望もあり、今後これらの情報や人員をどのように活用するのか、発展

させていくのか、中長期の戦略を明確にする必要がある。 

 

［改善の方法］ 

現代中国学会の目標の一つは、日本における中国・アジア研究の発信地、受信地として評価を高めてい

る現代中国学部を支援することである。中長期の戦略を早急にたて、人的、物的資源の有効かつ重点的な



（24）国際コミュニケーション学会 

509 
 

活用を考えなくてならない。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学会は、活動の内容や経費の使用等において正しい倫理観のもとで行動することを理念として

いる。特に論文・報告書における論文盗用や重複寄稿などを防ぎ、著作権を守るために、構成員一人ひと

りが不正な活動・行為を行わないという強い倫理観を持つと同時に、自制を補助するシステムの確立と適

切な運用を目標とする。 

 

［実態］ 

活動に関する事項は、原則として学会評議員総会の承認が必要であり、特に『中国 21』に関しては編集

委員会での合意を経たうえで、総会承認の手続を行うことになっており、個人の意思や利益のみで案件が

決定されることはない。機関誌『中国 21』においては、優れた研究水準を保ち、著作権を守り、論文盗用

や重複寄稿などを防ぐために、原則として依頼原稿は依頼した特集テーマ担当者が責任をもって査読し、

投稿原稿については構成員および適当な学外研究者からなる複数の審査員が査読し、採用の是非を審査し

たうえで、編集委員会で採用を検討する。 

経費の運用については、学会としての図書購入や雑費を極力抑え、 低限の必要経費のみの予算を組み、

適切に運用されている。特に活動協力に対する謝礼については、構成員および学内関係者に対しては無償

であり、学外者へのみ学内規定に基づいた諸経費と謝礼を支払う。 

 

［長所］ 

本学会のレフリーの厳しさと公平さは学内外から高い評価をうけており、学外からの投稿、特に指導教

授の推薦を受けた若手研究者の投稿が少なくない。 

 

［問題点］ 

本学会においては、特に大きな問題点はない。しかし投稿論文の審査では、盗用等の指摘が一般的な傾

向として年々難しくなってきている。インターネット上の情報公開や情報「共有」が進む今日、意図的な

盗用は論外であるが、無意識のうちの倫理的不正の発生も起こりやすく、そのような不正は他者による発

見を困難にしている。また本学会が包括する研究分野は、国内や海外での調査を不可欠としたものが少な

くない。調査によって得られた第 1 次資料は、調査対象の個人情報を多く含んでおり、資料の信憑性や今

後の研究の発展のための「公開」と個人情報の尊重とのバランスをいかに適切に運用していくかが、今後

の課題でもある。 

 

［改善の方法］ 

研究活動における倫理観は、基本的には個人の意識の問題である。学会としての対応策としては、厳し

いチェック制度を早急に確立して明文化し、広く知らしめる努力も必要であろう。 
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ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

国際コミュニケーション学会は、国際コミュニケーション学部設立とともに同学部内にその専任教員を

主要構成員とし、会員の「学術的研究を促進し、その成果の発表を行うこと」を目的として結成された。 

研究事業の核心に国際学術交流プログラムを位置づけ、「本学会に連動する国際コミュニケーション学部

教育システムにおける教学の質的向上の充実」および「国内外における学術界に本学会ならびに本学の学

術的評価とその存在感とを高め、より幅広く高水準の学術交流を促進する」ことを目指す。 

 

［実態］ 

研究事業としては、以下の項目を行っている。 

① 機関誌（紀要）『文明 21』ならびに、その別冊およびディスカッションペーパーの発行 

紀要『文明 21』は年間 2 回の発行で、現在すでに 16 号を数える。原則として毎回テーマを決め、テ

ーマにふさわしい編集担当者を運営委員の中から選び、発行まで責任をもって行うシステムをつくって

いる。会員の投稿、テーマによる外部への依頼原稿をもって毎号を編集している。 

② 研究会および講演会の開催 

ａ．国際交流プログラムによる研究会・講演会開催。 

学会主催の講演会・シンポジウム・研究会は活発であり、学会設立以来開催回数は 122 回に上る。研

究会、講演会等の研究事業の成果の多くは、紀要『文明 21』で公表されており、両者は有機的に結びつ

けられている。 

ｂ．さまざまな研究プロジェクトによる研究会、講演会、ワークショップ等の開催。 

内容的には、言語関係は年間 3～10 回の割合で行い、これまでに 22 回を数える。また、フィールドワ

ークの調査報告を中心とする研究会、国際政治、イスラーム問題を中心とする研究会が行われている。 

ｃ．その他本会の目的達成に必要な事業（さまざまな外部国際交流組織とのネットワーク形成、他学会、

研究所などとの共催研究事業の展開等）を行っている。 

 

［長所］ 

国際コミュニケーション学会では、配分される予算が雑誌購入などで固定するのを避ける方向を確認し

ており、国際学術シンポジウム、講演会、講演会、ワークショップなどの事業に力を入れて取り組んでい

る。これは、本学会が「国際コミュニケーション」を目的とすることから、会員自身の資質の不断の向上

をはかるには、専門領域をめぐる密度の濃いコミュニケーション行為が必要とされるためである。実際、

毎年、様々な講演者を招いて数多くの質の高い研究会、講演会、ワークショップが開催され、会員の自己

研鑽に大いに貢献している。また、一方、機関誌においてもレベル向上に努めており、2005 年度では学術

誌の基準を満たす英文概要・注記の体裁などを徹底させるという改善を行っている。 

 

［問題点］ 

これまでの研究会、講演会、ワークショップは、専門分野を限った小規模なものがほとんどであった。

専門性を重視したこのような従来の形態が存続することに問題はない。しかし一方で、今や学問世界は「統

合」の時代である。広いテーマのもと、国内外から専門家を招き、いくつかの専門分野を統合した国際シ

ンポジウムやワークショップの開催を考える時期に来ているのではないだろうか。また、機関誌について

もさらにレベルアップを図ることが必要であり、高い水準で専門分野に貢献する必要がある。 

 

［改善の方法］ 

国内外から多くの参加者を迎えての大がかりな国際シンポジウムの開催には時間も経費もかかることか

ら、つい先送りにしがちだが、構成員全員が一丸となってその実現に励むことができるようなテーマを考

えてともかく実現させることが必要である。経験が自信に繋がり、回を追うごとによいシンポジウムが開
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催できるようになることが期待される。また、機関誌については、レベルの向上を目指した内部の査読態

勢の確立が早急に求められる。また、学内誌の限界の突破に努めることが必要であるが、多くの特集を組

むことによりその方向性が見えてくるものと思われる。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

国際コミュニケーション学会は、「ａ 研究活動」に記述した理念にのっとり、研究事業の核心に国際学

術交流プログラムを位置づけている。 

 

［実態］ 

「ａ 研究活動」に記述したように、学会主催の講演会・シンポジウム・研究会は活発であり、講演者お

よび発表者の国籍も、アメリカ、イギリス、インド、韓国、タイ、中国、ドイツ、フランス、ロシア、日

本と多様である。 

 

［長所］ 

［実態］にあるように毎年、様々な国籍の講演者を招いて研究会、講演会、ワークショップを開催して、

国際連携を強めている。 

 

［問題点］ 

「ａ 研究活動」に記述したように、これまでの研究会、講演会、ワークショップは、専門分野を限った

小規模なものがほとんどであったが、今後は広いテーマのもと、国内外から専門家を招き、国際シンポジ

ウムやワークショップの開催を考える時期に来ているのではないだろうか。 

 

［改善の方法］ 

広いテーマのもとに、会員のこれまでの国際連携実績を基礎として国外の多くの研究者と協力し、国際

シンポジウムやワークショップを実現できるようになることが期待される。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

国際コミュニケーション学会は、本学会に連動する国際コミュニケーション学部および国際コミュニケ

ーション研究科、ならびに学内外に設置されている種々の研究所との連携による国際学術交流プログラム

を開催し、学術上の有益な交流を図るとともに研究の質的向上を目指す。 

 

［実態］ 

2005 年 11 月現在のところ、国際学術交流プログラムの開催は 44 回にのぼっている。ほぼ定期的に開催

される研究会には「イスラームにおける中国研究会」（中部地方産業研究所）「アジアの社会と歴史研究会」

（国際問題研究所）「日本語教育研究会」（国際コミュニケーション研究科）「現代国際政治理論研究会」（国

際コミュニケーション研究科）「中国語・教育研究会」（中国語教育学会）などがある（括弧内は共催団体）。

また、講演会も盛んであり、ICCS との共催の講演会および本学同窓会、愛知大学タイ研究会、タイ・雲南

研究会、日本フランス語フランス文学会中部支部の後援を受けての講演会も開催されている。 
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［長所］ 

［実態］から知れるように、国際学術交流プログラムの内容は実に多様性に富んでいる。こういった多

様性豊かなプログラムの実現が容易に可能なのは、連携できる種々の研究所が学内に存在することに依る

ところが大きい。学内の複数の研究所との連携は様々な視座から国際学術交流を目指す本学会の目的実現

に大きく貢献しているといえよう。また、このような連携は、本学会にとって利点であるとともに、連携

先の研究所に対して本学会も貢献するところ大であると思われる。 

 

［問題点］ 

本学会は、「国際」と銘打っているにも関わらず、連携研究機関が身近なところに位置するものに限られ

ており、国際的な規模での連携が行われていないという問題点がある。研究会等で海外から研究者を招く

ことを頻繁に行っている本学会であるが、それはあくまでも個人単位に留まってしまっているというきら

いがある。今後は、機関単位での学術交流を目指す必要があるだろう。 

 

［改善の方法］ 

これまで主催した講演会や研究会を通して培った、学会構成員の個人レベル、有志レベルでの人的ネッ

トワークを活かして海外の機関単位の連携へと運びをすすめることはそれほど困難なことではないと考え

られる。見通しをしっかりと立て、優先順位を明確にして予算をつけて動き出せば実現は早期に可能であ

るにちがいない。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究組織の性格は学部の研究、教育の充実に寄与するための組織であり、学部内外の研究者による研

究会、講演会の開催により研究を促進すること、学生の教育の成果等を発表することを目的としており、

そのための適正な研究費の確保と使用がなされなければならない。 

 

［実態］ 

業務の中心的な役割を果たす国際コミュニケーション学会事務室は、教員の研究室と同じ大きさの部屋

を使用し、コピー機、コンピュータを設置して雑誌編集、図書の管理、研究会の開催準備などの予算を管

理する役割を果している。 

学会予算は研究誌の発行、図書備品の購入、研究会の開催などに当てられている。毎月 2 回程度開催さ

れる研究会では学内での申し合わせに従って講演者に対して講演料、旅費を支払っている。また教員、学

生のための研究用図書・雑誌予算として年間 420 千円程度が計上されており、資料の充実という面から研

究・学習をサポートしている。 

 

［長所］ 

国際政治、民俗学、英語コミュニケーションなどをテーマにした研究会を定期的に開催している。学会

の発行する研究誌は年 3 回発行されるが、それ以外に学生による卒業研究優秀作の論文集は、学部教育の

成果の公表として、また下級生への卒業研究指導の材料としても生かされている。学会室は、学部教員の

研究室や学部学生が授業を受ける教室と同一の建物の中に位置していることから、効率的に利用されてい

る。 
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［問題点］ 

現状は、研究会の開催について年度初めに開催予定が組まれているわけではなく、今後は予算規模に応

じた大小の研究会の開催など企画を検討する必要がある。 

学会室については、スペースが学内の他学会と比べて手狭なことから、図書、資料の保管に限界があり、

教員、学生が意見交換できるスペースが確保できていない。 

 

［改善の方法］ 

学会の予算は現在、その大部分が研究会、研究誌の発行等に支出されている。今後は、学生会員の教育

の成果の発表、学生会員の教育支援といった、学生への還元ということも検討する必要があろう。 

原稿執筆料に関しては、学内発行の研究誌であることから廃止の方向で検討されているが、研究誌の中

には学外の執筆者を含むものもあり、さらに仔細に検討することが必要である。 

学内には研究体制再整備の動きがある。その中で学会室の整備についても検討する必要がある。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

国際コミュニケーション学会では、所属する会員が、それぞれの専門分野を持ち寄って、研究プロジェ

クトを立ち上げ、科学研究費補助金や研究助成財団等への研究助成金を申請し、充分な資金を得て、学際

的な研究活動を行えるように、情報提供、事務的な面からサポートしていくことが望ましい。 

 

［実態］ 

現状では、該当するような活動を行っていない。 

 

［長所］ 

該当しない。 

 

［問題点］ 

国際コミュニケーション学会では、所属会員が共同で学際的な研究活動を行えるようなサポート体制を

整備していない。 

 

［改善の方法］ 

研究支援課と連携しつつ、学内外の競争的資金に関する情報収集と提供、申請に関わる事務手続の面か

らのサポート体制のあり方について、学会幹事、運営委員が中心となって早急に検討し整えていきたい。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

国際コミュニケーション学会にとって、会員の研究成果を研究会・講演会において口頭発表する機会、

および論文として紀要に公表して世に問う機会を創出することによって研究成果の公表を支援すること、

また、『文明 21』の発信と国内外諸研究機関からの紀要の受信による出版物の交換、国際交流プログラム

等の講演会・研究会の頻繁な実施により国内外の大学・研究機関等に属する研究者との交流を促進するこ
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とは、学会の本旨であり、 重要の課題である。 

 

［実態］ 

研究上の成果の公表、発信・受信等に関する事業として、以下の(1)～(2)の項目を行っている。 

(1) 紀要『文明 21』を中心とし、その別冊およびディスカッションペーパーの発行および発信 

紀要『文明 21』は年間 2 回発行しており、すでに 16 号を数える。また、ディスカッションペーパー

については随時発刊しており、すでに 10 号を数えている。これら出版物については、国内諸大学・図書

館・研究所等に 586 件発信し、また国外諸大学・図書館・研究所等に 13 件発信している。また、国内の

72 大学、16 のその他研究機関から併せて 88 件の紀要・雑誌を受信している。 

(2) 研究会および講演会の開催 

① 国際交流プログラムによる研究会・講演会開催。 

国際コミュニケーション学会主催の講演会・シンポジウム・研究会は活発に行われており、学会設

立以来開催回数は 122 回に上り、10 カ国に上る国籍の講演者および発表者を招待して国内外の大学・

研究機関等に属する研究者との交流を促進している。講演会等の研究事業の成果の多くは、紀要『文

明 21』で公表されており、両者は有機的に結びつけられている。 

② さまざまな研究プロジェクトによる研究会、講演会、ワークショップ等の開催。 

言語関係では、「日本語教育ワークショップ」「英語教育ワークショップ」「異文化コミュニケーシ

ョン研究」を年間約 3～10 回の割合で行い、これまでに 22 回を数える。 

また、「民俗・民族・人類学関係研究プログラム」では、フィールドワークの調査報告を中心に研

究会が行われている。 

さらに、「国際関係・ネットワーク関係研究プログラム」では、国際政治、イスラーム問題を中心

に研究会が行われている。 

これらの研究会等においては、学会員以外にも多くの学生・市民が参加しており、研究上の成果の

公表とそれをめぐる交流が活発に行われているといえる。 

③ その他本会の目的達成に必要な事業（さまざまな外部国際交流組織とのネットワーク形成、他学会、

研究所などとの共催研究事業の展開等） 

共催研究会としては、以下のものがある。 

「フランスにおけるイスラームの現況」では、科研費研究プロジェクト「イスラームにおける中国」

と共催した。 

「イラク情勢と対イラク ODA の展望」では、本学国際問題研究所と共催した。 

「文化人類学からみた現代中国の社会と文化の変容」では、ICCS と共催した。 

 

［長所］ 

国際コミュニケーション学会では、配分される予算が雑誌購入などで固定するのを避ける方針を確認し

ており、国際学術シンポジウム、講演会、講演会、ワークショップなどの事業に力を入れて取り組んでお

り、これらの事業を通して、活発な研究成果の公表と発信・受信が活発に行われているといえる。 

 

［問題点］ 

これまでの研究会、講演会、ワークショップは、専門分野を限った小規模なものがほとんどであった。

専門性を重視したこのような従来の形態が存続することに問題はない。しかし一方で、研究成果の公表、

発信・受信を広範に実施しようとするとき、研究会等への参加が一部の特定の会員・学生・市民に偏って

しまうことは問題である。 

また、紀要の発行については研究成果の公表に有益であるが、一方において会員の高度に専門的な研究

成果はレフェリー制を有する国際学会誌や全国学会誌に掲載されることの方が望ましいが、こうした学会

誌と紀要のあり方につき、学内学会の紀要にしか論文を発表しない会員も生じてしまっている。 

図書スペースが極めて限定されている本学会においては、他大学・研究機関等の恒常的紀要受け入れが
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困難になりつつある。また、紀要の送受信に関して、国外からは受け入れていない点についても改善が求

められる。 

 

［改善の方法］ 

研究会等の参加者が、一部の特定の会員・学生・市民に偏ってしまうことについては、より広く、より

多くの参加者を動員できるよう、テーマ設定、日時設定、広報活動の是非について検討を加えていく必要

がある。 

また、今後紀要の性格について検討を加え、従来の紀要よりも広範な読者に平易に専門の研究成果を公

表する手段としたり、また一般の関心をひきやすい特集テーマを設定したりすることによってレフェリー

制を有する国際学会誌や全国学会誌との明確な区別を図っていくことが考えられる。 

他大学・研究機関等の紀要受け入れについては、本学会と研究分野が関連するものについては国外から

も積極的に受け入れる方向で検討しつつ、随時大学図書館と連携し、なるべく図書館に納入するような方

策をとりたい。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

倫理面から実験や研究の自制が求められている活動・行為が存在するとすれば、国際コミュニケーショ

ン学会内においても規制システムを適切に整備する必要がある。 

 

［実態］ 

国際コミュニケーション学会は設立当初から、実験や研究の自制が求められている活動・行為に対する

学会内的システムは特に設けられていなかった。それは言語・国際関係・異文化理解を軸にした学会活動

が中心であるので、その目的や目標などに支障をきたすような倫理問題は特になかったためである。 

主に行っている研究活動には紀要の『文明 21』やその他（別冊とディスカッションペーパー）の刊行、

研究会および講演会の開催となっているが、これらのなかで特に倫理問題に関わる研究内容はあまり見当

たらない。言語、国際関係、異文化理解とも同様に判断されている。 

 

［長所］ 

学会の歴史がまだ古くないこともあるだろうが、学会事業としての研究活動からはまだ倫理的自制が求

められるような内容はなかった。 

 

［問題点］ 

今までの学会活動や研究内容において特に倫理面での問題が見つかってないという事実が、かえって今

後の研究態勢への怠慢に繋がりかねない、という懸念はある。 

 

［改善の方法］ 

常に学会活動や研究内容における倫理的問題の有無についてチェックしていくシステムが求められる。 
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ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学情報メディアセンターは、本学における情報教育の拠点として教育研究活動の発展に資するこ

とを目的とする。 

また、情報メディアセンターに「メディア教育開発室」を設置し、メディアを活用した教育研究を行い、

e-learning などの電子教材や教育学術データベース等の開発を中心とした、教員と学生による共同プロジ

ェクト方式による研究開発体制を目指す。 

 

［実態］ 

情報メディアセンターは、1989年に設置した愛知大学情報処理センターの組織を、2004年4月において、

情報メディア教育関連施設の適正な管理・運用を図るため、名称変更と改組を行い発足した。 

情報メディアセンターでは、豊橋・名古屋・車道の 3 校舎それぞれに、パソコン実習室を設置し、また

図書館と共同してメディアゾーンを開設した。これらの実習設備は、情報教育やゼミ活動の他、語学教育

などの専門講義でも幅広く利用されている。 

ネットワークを、校舎間 100～1000Mbps、学外インターネット接続 100Mbps と広帯域で接続し、教育研

究用の Web・メール・メーリングリストなど各種サービスが利用可能となっている。学外向けのサーバ類

は、車道校舎に集中配置し、運用・管理効率を向上している。 

豊橋･名古屋校舎に設置したメディア教育開発室は、情報教育分野のみならず、幅広い教育研究分野にお

ける情報化の拠点となっている。スキャナを用いたアンケート集計、ビデオ編集などの他、教員と学生チ

ームによる教材作成や Web サイト作成、「学生による授業評価」システムの Web 開発プロジェクトなどにも

利用されている。またメディア教育開発室は各種の研究会の会場としても利用されている。 

 

［長所］ 

パソコン実習室には、学生用パソコン・モニタの横に、教員画面や教材を提示する教材提示装置を備え

ており、操作説明などに大きな効果を挙げている。教室によっては、大型スクリーンへの映写も可能であ

り、プレゼンテーション演習などに利用できることから、語学教育などで情報機器を利用した教育実践を

可能にしている。 

これら実習施設は、正課および正課外での自由利用が可能であり、文科系総合大学として十分な情報環

境を提供している。 

 

［問題点］ 

情報技術（以下 IT という。）を活用した教育研究を実践しているのは、経営学部所属および自然科学分

野の教員がいるが、このほとんどは情報科目の担当教員ではない。このため組織化が困難であり、唯一「数

理情報領域」担当者という形で、緩やかな連携があるのみである。そうした状況の中で「統計の基礎・応

用」や「e-learning」の立ち上げについては、ワーキンググループを立ち上げて授業運営を行ってきたが、

まだ十分組織化するには至っていない。しかし、e-learning のようにシステム運用・管理をともなう教育

が、今後一般的になり IT を活用した教育研究のサポート体制が必要になることを考えると、このままでは

限界がある。IT を活用した教育研究が大学全体として組織的な取り組みとなっていない点が問題である。 

 

［改善の方法］ 

2006 年度に設置されたメディア教育開発室を軸に、IT を活用した教育の面で教員や学生を積極的にサポ

ートするとともに、研究活動の拠点を形成していく。IT を活用した全面的な教育の展開には、大学として

の組織づくりが急務である。これを実現しないと、IT を活用した新たな教育の試みが発展しない。 

さらに、教育学術データベース等開発補助などの学内補助制度の整備や外部資金の活用、企業等との共
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同研究開発プロジェクトを推進していくことで、資金面や人的資源面の強化を行い、IT を活用した教育研

究のサポート体制の組織化を図る。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

情報分野における国際連携は、情報メディアセンターではなく、他の機関を中心として、個々の教員や

研究グループなどにより実施する。 

 

［実態］ 

情報メディアセンターでは、教育研究における国際連携は、直接的には扱っていない。ICCS や三遠南信

地域連携センターなど、学内の他機関の取り組みに対して、通信施設等の整備運営などで、側面的に支援

するにとどまっている。 

海外からの招聘教員等に対する情報機器の貸与や支援は、専任教員とほぼ同様に行っているものの、制

度や予算の裏づけがなく、中国語など多様な言語サポートには限界が生じている。 

 

［長所］ 

ICCS 等で実施している海外との遠隔 TV 会議システムや e-learning システム等の構築運用支援は、通信

環境レベルとしては安定稼動している。 

 

［問題点］ 

情報分野における国際連携に対しては、その要請自体が少なく、情報通信設備（ネットワーク接続など）

の構築支援に限るなど、他機関の側面支援に限定している。このため、本学における情報分野における研

究が、国際連携に対して消極的になっている。教育研究の国際化に対しても十分な取り組みができていな

い。 

 

［改善の方法］ 

学内で進められている研究体制整備を通して、情報分野の国際連携体制を整備していく。具体的な改善

策は、今後、他機関ならびに情報化推進委員会や情報メディアセンター運営会議等で検討していく。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

教学委員会（数理情報領域会議）と連携し、e-learning サーバ等のシステム運用・管理、電子教材・コ

ンテンツの開発、情報倫理教育、各種講習会の運営などを行う。また図書館、研究委員会、大学院等と連

携し、各単位の情報環境の整備運営に協力しつつ、大学全体の IT を活用した研究環境の整備を行う。 

 

［実態］ 

2006 年度から始まった学部共通の情報教育では、教学委員会との連携のもと、e-learning による情報リ

テラシー教育を実施している。情報倫理教材コースウェアの他、Web メール利用法、コンピュータリテラ

シーなどの教材コンテンツを作成・利用している。 

また語学教育研究室の主導で、TOEIC 対策 e-learning を導入し、授業および自学教材として活用してい
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る。 

遠隔講義システムおよび TV 会議システムを学内で、23 セット用意し、会議利用と一部の授業用として、

利用している。2002 年度から「21 世紀 COE プログラム」に採択されている ICCS 等大学院レベルや一部の

ゼミ等において、遠隔講義や会議システムを利用した教育研究活動が実施されつつある。研究レベルでは、

学外研究者との交流や、高大連携講座の一部として利用が検討され、今後の広がりが期待される。 

 

［長所］ 

学部共通科目である「情報リテラシー」の検討過程では、教員・事務職員の他、学生スタッフや学外企

業らを交えた協力・検討体制ができ、短期間で教育カリキュラムを実現することができた。今後は、この

ようなプロジェクト型体制が有効的に機能するよう、組織体制の確立が急がれる。 

また ICCS など先端的に研究開発している組織と常に連携を図り、情報通信技術を活用した TV 会議シス

テムを国際間、大学間、学内（校舎間）で利用する体制を整えるとともに、これらのシステムを利用する

際のサポート体制を構築することができた。 

 

［問題点］ 

情報技術を利用した研究教育は進展が著しいが、一方で本学内では、情報技術を活用した教育や研究が

一部に限られるだけでなく、成果を共有する機会が少ない。すでに整備している情報メディアセンター第

6期システムを、有効に利用し教育研究に結び付けていく体制が不足している。 

 

［改善の方法］ 

ICCS 等先端的に研究開発して蓄積された知見や導入したシステムを、学内外の一般利用者へ展開する体

制を、検討構築していく。同時に、多くの教員や学生らへのサポートメニューを明確化し、利用を促して

いく啓発活動を行う。具体的には、メディア教育開発室などを拠点にして、定期的な研究交流会を実施し

ていく。 

その一方で、現在の情報メディアセンター第 6 期システムの改善点をまとめ、情報化推進委員会で検討

している次期システムリプレース（2008 年度を予定）へ組み込み、学内への浸透を図っていきたい。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

学内の情報機器および LAN インフラを定期的に更新することで、システムの陳腐化を防ぎ、情報教育お

よび情報研究環境の充実を図る。 

情報メディアセンターのユーザ ID を、学内主要サービスに対する認証ユーザ ID として共通化し、利用

者への利便性の向上を図る。 

また情報関連の相談窓口および技術支援サポートとして、教員ヘルプデスク・教材提示ヘルプデスクを

設置し対応を行う。 

 

［実態］ 

情報メディアセンターの実習室および学内 LAN インフラであるシステムは、「情報メディアセンター第 n

期システム」と位置づけ、3年ないし 4年ごとに定期的にシステムの更新を行っている。 

現行の「第 6 期システム」は、2004 年度に稼動し、それまで分離し運用していたシステムを統合した。

さらにコンピュータ実習室の他、大学院用コンピュータ室・研究室、教員研究室、各研究所等もあわせて
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整備、運用を行っており、現在安定稼動している。 

また、無線 LAN、教卓有線 LAN 接続、電子メールアカウントの提供、WebDAV、SSL-VPN や IPSec-VPN など、

安全かつ高速なネットワークアクセス環境を実現し、教員・学生らに安定した情報環境を提供している。

なお、学術研究に不可欠なオンラインジャーナルなどは図書館主体で整備を推進し、学内 LAN を用いて、

あるいは SSL-VPN などにより学外からも、利用が可能となっている。 

なお、現在第 6期システムは稼動 3年目を迎え、次期（2008 年度）システム更新の検討を開始している。 

また、第 6期システムでは、情報メディアセンターのユーザ ID は、機密性・可用性といった情報セキュ

リティ面を考慮しながら、情報メディアセンターのシステム、図書館システム、電子シラバシステム等の

学内主要サービスに対する認証ユーザ ID として共通化し利用している。 

施設設備に加え、教員に対する情報関連の相談窓口および技術支援サポートとして各校舎に設置した教

員ヘルプデスクの他、教室での教材提示を支援する教材担当ヘルプデスクを配置し、研究および教育支援

体制を充実させている。 

 

［長所］ 

情報メディアセンターを利用した教育研究は、情報分野のみならず語学や地理学、経済学等、広範囲に

わたっている。これは基盤としての情報メディア（情報システムとネットワーク）と、教員ヘルプデスク・

教材担当ヘルプデスクの設置によるサポート体制の充実により、情報機器や技術を利用した教育活動が定

着したことの現れである。 

また、メディア教育開発室においても、情報分野の教員だけではなく、多くの教員が教材開発やビデオ

編集等に利用され、ゼミ等の学生らによる高度な情報技術を利用した学習にも利用されている。 

 

［問題点］ 

情報機器のシステムやネットワークは、利用が増大するにつれ、その管理運用コストが増大している。

特にネットワーク機器は 24 時間体制での安定運用が不可欠となっている。 

また利用が拡大するにつれて、不正アクセスやウィルス感染などのセキュリティ上の問題点も散見され

るようになっている。幸い重大な事案は発生していないが、システムおよび倫理上の対策が必要になって

いる。 

 

［改善の方法］ 

運用体制については、学内の専任担当者に加え、専門業者による委託管理を導入していく。2004 年度よ

り名古屋校舎・車道校舎で一部試行している委託業務を、計画的に拡大し、運用コストを抑えながらも利

用者へのサービス品質を向上させていく。 

セキュリティ対策については、情報セキュリティ委員会等学内組織とも連携し、システム対策の他、運

用マニュアルや規程の整備等、情報倫理の啓蒙と普及に努めていく。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

教育学術コンテンツ（教育学術情報データベース等の開発）等の開発補助制度を制定し、学内公募およ

び審査委員会による審査のうえ、教育学術情報データベースおよび授業用コンテンツの作成に対する補助

を行う。なお補助事業については、文部科学省の私立大学教育研究高度化推進特別補助として補助金の申

請を行う。 

なお採択実施した成果物は、私立大学情報教育協会等の学外発表の他、『情報メディアセンター紀要 COM

（コム）』等に公開するとともに、情報メディアセンター主催の講演会・教員学習会等において成果発表を 
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表 6-8 学術データベース等開発補助申請・採択件数 

年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

申請 2 7 4 6 8 3 

採択 2 3 2 3 4 3 

 

促進する。 

 

［実態］ 

教育学術コンテンツ等の開発補助制度（以下、補助制度）を運用し、年間数件の教材開発を実施してい

る。教育学術コンテンツ開発補助への応募は、2001 年度当初は 2件の申請にとどまったが、2005 年度には

8 件の申請が行われるなど、年度によって申請数にはばらつきがあるが、応募内容も情報分野に限らず、

言語学や一般教育等広範囲なものになるなど、研究環境として定着してきている（表 6-8 参照）。 

なお、補助制度申請の採否は、情報メディアセンター委員会内に審査委員会を設けて検討してきたが、

審査委員会では情報分野以外の他の専門分野の申請があった場合、採否の判断ができないことや、学内の

他の補助制度（学内研究助成等）との整合性があるなど審査制度自体に多くの問題を抱えていたため、2006

年度の補助制度からは、情報化推進委員会内に教育学術データベース開発補助制度の審査委員会を発足さ

せた。 

 

［長所］ 

データベースの構築は、教育の IT 化を進めるための、強い牽引力となっている。例年のデータベース構

築の中で、LMS の導入のための基礎となるノウハウが培われており、たとえば、関西大学が開発し教育機

関には無料で配布されている LMS（CEAS）を利用したコンテンツ作りも試行された。これが、e-learning

を始めるための基礎力となっている。 

また、より広範な分野から選出された委員による審査を行うことにより、情報分野以外の申請の内容へ

の対応や他の補助制度との連携が進みつつある。 

 

［問題点］ 

補助制度に対する申請件数は増えているが、予算規模の制約から革新的な内容は少ない。また個人での

申請が多く、共同提案が少ないことも、開発規模に影響している。制度として、単年度の計画に限ってい

る事もあり、学外との共同研究開発が提案されていない。学外との連携を強めるには、予算措置だけでな

く、開発された教材等の知的財産処理の取扱い等、大学としての体制づくりが必要である。 

 

［改善の方法］ 

学内研究助成を扱う組織（研究支援委員会）等との連携を図り、補助制度の拡充と普及を推進する。具

体的には、開発が複数年にわたるものを認める、共同研究のいっそうの推奨、予算規模の拡大などを検討

している。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

情報メディアセンターでは、1989 年から論文集として、『情報メディアセンター紀要 COM（旧名：情報処

理センター紀要 COM）』を毎年度 2 回発行し、学内外の関係機関へ配布している。今後も継続発行を行い、

情報教育研究の成果発表と交流を図っていく。 
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表 6-9 『情報メディアセンター紀要 COM』発行状況（過去 5カ年分） 

年度 2002 2003 2004 2005 2006 

発行月 10 3 12 3 9 3 9 3 7  

論文 1 3 1 1 2 1 3 4 4  

COM コーナー 1 1 2 1 2 - - 1 1  

 

他方で、電子メールシステムの他、メーリングリスト、ストリーミング、Web サーバ（学外向け、学内

向け）などを設置し、利用希望者には受発信の便宜を図る。また教員研究室等で、独自のサーバ運用を希

望する教員に対しては、Web サーバ等の構築をサポートする。 

 

［実態］ 

『情報メディアセンター紀要 COM』は、毎年度 2 回発行され、学内および学外の関連部署向けに、毎回

約 800 部発行している。論文のテーマとしては、教育実践やシステム開発を基盤としているものが多く、

解説記事や教育研究ノートは COM コーナーに掲載している（表 6-9 参照）。 

 

また、学生用 Web サーバおよび、研究目的のレンタル Web サーバを構築し、便宜を図っている。 

さらに、2006 年度から正式に開設したメディア教育開発室では、各種電子メディアを利用したコンテン

ツ製作等、情報技術を活用した研究上の成果の公表や各種機器の提供等の支援を行っている。 

 

［長所］ 

『情報メディアセンター紀要 COM』は、専任教員のみならず、非常勤教員や学生の投稿もあり、情報分

野の学術研究成果発表として定着している。 

学生用 Web サーバでは、極めて容易に情報発信を行うことができる。ただし、練習用であるため、公開

は学内アクセスのみに限っているが、これを元に学外での作成公開に発展していく学生も多い。 

また、メディア教育開発室では、情報技術に不慣れな教員をサポートすることで、情報技術を使った研

究成果の公表等をより多くの教員が実施している。また学生や非常勤教員らを含めた教育研究交流の貴重

な場となっている。 

 

［問題点］ 

Web サーバ等を独自に構築するには、高い技術力と継続的な監視が必要であるが、近年、外部からの不

正アクセス等によるセキュリティ事案も多く発生している。個々の教員の努力だけでは防ぎきれない場合

もあり、運用ルールの徹底とともに、強固なファイアウォールなどの技術的な対策と、運用上のアドバイ

スやサポートを行う必要が出てきている。 

一方、多くの教員の持つ研究成果等の公開を促進するには、現状のメディア教育開発室の体制だけでは、

人的支援またシステム支援としても不十分である。特に知的財産の保護を十分に考慮しつつ、積極的な公

開を組織的に進める体制が整っていない。 

 

［改善の方法］ 

情報メディアセンターに常置しているヘルプデスクを拡充し、Web 構築等の技術的な支援体制を拡充す

る。サーバ運用等の代行やアドバイス支援体制などのサポートメニューを整備し、セキュリティとアクセ

スビリティのバランスをとりながら、教員の教育研究活動を支援していく。 

また、メディア教育開発室の体制強化としては、専任教員を配置することが効果的である。メディア教

育開発室を有効に活用し、さらに対外的な連携も含めて、教育研究活動の支援センターとして発展する鍵

ともなる。そのなかでは、研究支援体制と連携のもと、知的財産保護を考慮した研究業績公開データベー

スの構築運用を検討する。 
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ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

情報メディアセンターでは、各委員会と連携し、教職員ならびに学生らに対して、講習会や啓蒙誌配布

などを行う。またネットワーク上の各種セキュリティ対策などを実施し、安全な情報利用環境を整備提供

していく。 

 

［実態］ 

教育研究の情報化全般を企画推進する情報化推進委員会と、情報セキュリティ施策を管轄する情報セキ

ュリティ委員会を中心に、電子著作物等を含めた著作権および情報倫理の啓蒙に努めている。具体的には

「愛知大学情報セキュリティポリシー」の基本方針に基づき、本学の情報資産のセキュリティを確保する

ための施策を実施している。学生らに対する情報教育施設である情報メディアセンターは、これらの委員

会と連携しつつ、情報企画課とともに実質的な整備運営を行っている。 

情報セキュリティ委員会では、2005 年度から事務局を中心とした情報セキュリティ・リスクアセスメン

トを実施し、情報セキュリティポリシーの見直しおよび情報セキュリティ関連文書を作成し、運用してい

る（図 6-1 参照）。 

情報メディアセンターでは、2004 年度に教員向けの講習会として「個人情報保護時代の情報セキュリテ

ィ対策」を開催し、学生に対しても情報メディアセンター主催の講習会にて情報倫理面の指導を行ってい

る。また、ホームページや小冊子、掲示などでも著作権および情報倫理についての啓蒙、情報提供を行っ

ている。 

学内ネットワークにおいては、ファイアウォールやウィルスチェックサーバーなど基本的なセキュリテ

ィ機器が設置され、様々な脅威から利用者を保護できる構成となっている。 

 

［長所］ 

情報セキュリティについては、情報セキュリティ対策基準、情報セキュリティ管理マニュアルおよび対

策ガイドラインが明文化され、リスクマネジメントが実施されている。 

ネットワークにおけるセキュリティについては、学外からの脅威に対して、学内の利用者を保護するこ

とができる構成となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6-1 情報セキュリティ関連文書体系図 

 

関連法令、条例等 

ガイドライン 
・ アクセスコントロールに関わる対策ガイドライン 
・ 情報システムの開発に関わる対策ガイドライン 
・ 情報システムの運用に関わるガイドライン 
・ 情報の収集、利用、管理に関わる対策ガイドライン 
・ 情報資産の学外への持ち出し、学内への持ち込みに関わる対策ガイドライン 
・ 派遣要員、委託先の情報取り扱いに関わる対策ガイドライン 
・ コンプライアンスに関わる対策ガイドライン 
・ 啓発、教育に関わる対策ガイドライン 
・ 情報セキュリティ確保のための自主点検に関わる対策ガイドライン対策ガイドライン 
・ 危機管理に関わる対策ガイドライン 

情報セキュリティ関連文書体系図 

情報セキュリティポリシー

情報セキュリティ 
対策基準 

情報セキュリティ 
管理マニュアル

・ アクセスログ 
・ セキュリティ事例集 
・ 運用結果記録 
・ 利用の手引き 等  
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［問題点］ 

2005 年度に実施した情報セキュリティ・リスクアセスメントでは、事務局の一部に限定された範囲での

実施となっているため、対象範囲の拡大を行う必要がある。 

情報メディアセンターにおける情報倫理面の教育や啓蒙活動については、掲示やホームページなどの掲

載といった受動的なものに依存しており、能動的な活動としては講習会を受講した一部の学生に対しての

み実施されているため、全体を網羅できていない。そのため、一部の利用者の情報倫理に対する意識は低

いままである。 

また、ネットワークにおけるセキュリティについては、既知の脅威には対応可能であるが、未知の脅威

にすばやく対応できるような体制が整っておらず、対応が後手に回ることが多い。 

 

［改善の方法］ 

情報セキュリティについては、事務局だけでなく教員・学生などへの対象範囲の拡大、ならびに情報セ

キュリティ・リスクマネジメントサイクルの確立が急務であり、今後も継続的な対策が不可欠である。 

学生に対する情報倫理の啓蒙活動については、情報メディアセンターのみの活動だけでは不十分であり、

授業や他部署、情報セキュリティ委員会等の学内組織とも連携し、情報倫理の啓蒙と普及に努める必要が

ある。 

ネットワーク上のセキュリティ機器については、定期的に見直し常に 新の状態になるよう努め、また、

不正なアクセスなどを監視し、即時対応可能な体制作り行うといった、技術的、人的両側面からの対応を

行う必要がある。 
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１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究室は、1997 年度末をもって解体された教養部の一般教育科目担当の教員が、各学部に分属したこ

とにともなって、豊橋と名古屋の両校舎にそれぞれ設立されたものである。この研究室を設置した目的は、

各教授会の基本方針に基づき学生の一般教育を支援し、教育職員の教育研究活動を支援することにあり、

各学部に分かれても一般教育(共通基礎教育)科目を担当する教員が交流を通して情報交換を行い、教育方

法の改善に向けた共同研究を実施する場を提供することにある。 

 

［実態］ 

運営：本研究室は、両校舎に置かれているが、『一般教育論集』の編集・発行を除いては、それぞれ独立

に運営されている。室員は 2006 年 7 月現在、12 名[豊橋]、11 名[名古屋]であり、それぞれ室長と運営委

員が運営に当たっている。事務担当の派遣職員が各 1 名(週 4 日勤務)が置かれている。運営委員は各学部

から 1 名づつ選出され、室長は室員の中から互選される(両者とも任期は 2 年)。その他、論集編集委員が

両校舎から合わせて 3 名選出されている。年 1 回、それぞれの校舎で室員会議が開催され、予算の運用等

を審議・決定する。 

科学館：本学には理科系の学部がないために、特に文科系大学としての本学において、自然科学系の教

員が研究の場としていた科学館をも吸収するかたちで、従来どおりに教員がそれぞれの専門分野の研究を

遂行できる場所をも提供している。 
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［長所］ 

教養部時代とは異なり、一般教育科目の担当者は各学部に分かれていると、日ごろ顔を合わせることも

少なくなったが、本研究室の存在により、教員同士の交流・情報交換の場が確保されている。また、各学

部の専門分野に埋もれることなく、一般教育の独自性を再認識し、それを学内外にアピールできる拠り所

ともなっている。特に自然科学系の教員にとっては、研究・実験を実行する場でもあり、小額といえども

研究機器・薬品等を購入できる経常費があることは、研究遂行の基礎的な条件の一部を担っている。 

 

［問題点］ 

学生の基礎学力低下が憂慮される昨今、ますます重要性が増している大学における一般教育について、

その教育法や教科内容の再検討・改善に関して、教員の共同的な取り組みが必要である。本研究室設置の

主要な目的もそこにあるが、それが十分に実行されているとは言えない。 

 

［改善の方法］ 

室員は主担科目が共通基礎教育科目の教員ばかりであるが、実際にはこれらの科目を担当している教員

には主担科目が専門科目である者も多い。また、これらの科目を担当している非常勤教員も少なからずお

り、それらの教員との意思疎通を計る必要がある。そのために、定期的な研究室主催の研究会のようなも

のを開催し、一般教育のあるべき姿を討論・検討することが肝要である。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

グローバル化の進行とともに、大学における Liberal (General) Education のあり方や教育法の研究の

国際的な連携が望まれるが、現在のところ、本研究室ではそれを遂行することまでは目標としていない。 

 

［実態］［長所］ 

力量不足であり、現在のところ特に取り組んでいることはない。 

 

［問題点］ 

現在のところ、室員にあまり関心のないところが問題である。 

 

［改善の方法］ 

国際学会への参加や海外留学の際に、外国の大学教育の実態を見分・調査して、室員に対して報告し、

関心を喚起するようなことを実行する。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

室員がそれぞれの専門分野として行う研究に対しては、本研究室としては他大学等との連携を目的とし

ていないが、一般教育についての研究に関しては、できる限り国内の各大学と連携を計る方向を目指す。 

 

［実態］ 

国内における連携：｢大学教育学会｣に研究室として加入し、室員は年会に参加できる。『一般教育論集』
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の他大学への配布・交換。 

学内における連携：特別に他の単位と連携を計っていることはないが、LAN を通じて情報交換・資料入

手などは可能である。 

 

［長所］ 

大学教育学会への出席が、財政的に保障されていること。『一般教育論集』に掲載された論文等が広く知

られること。 

 

［問題点］ 

教養部の時代には、他大学から講師を招き、教養教育についての講演会や勉強会を開催したことがある

が、本研究室の設置以降は、他大学との交流や連携を通して、一般教育について研究活動を行ったことが

ない。 

 

［改善の方法］ 

本研究室主催の講演会において、一般教育の方法論等をテーマとしたものを開催することや大学教育学

会に室員が積極的に参加することを目指す。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本学の専門学部が直接関係しない分野の研究条件を整備・向上させることが、本研究室の主たる目的で

ある。特に自然科学系の分野の教員にとっては、研究設備・機器の充実は重要な課題である。 

この研究室が設置された目的は、本来一般教育科目の教育法を研究・改善することが主たるものであり、

一般教育用機器の整備や研究会開催への支援を目標とする。 

 

［実態］ 

研究活動に対する支援は、予算の制約もあり、到底のこと十分とはいえないが、研究用試料の分析の業

務委託料への支出、実験器具・薬品の購入などに予算の一部が充当されている。 

教員の教育活動への支援としては、視聴覚用機器（ビデオカメラ・デジカメ等）の整備、教材用書籍・

雑誌および VHS、DVD の購入などがある。 

 

［長所］ 

小額とはいえ、実験的研究への予算の支出が可能なことと、研究の場として科学館が設置されているこ

との意義は大きい。 

特に専門教育にはない分野(自然科学・民俗学など)の教育に必要な研究機器・教材が整備できる点は評

価できる。 

 

［問題点］ 

研究費が絶対的に不足していることと、博物学的・民俗学的分野の教員が収集した資料を収納する場所

がないこと。 

室員の専門分野がそれぞれ異なるために、共通の研究テーマを設定することが難しい。 
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［改善の方法］ 

現在の状況が大きく変わる見通しは、財政的制約のため立っていない。 

室員の行う授業を相互に見学して、それについて批評会を開催し、教育法を改善することに努めるのは、

比較的容易にできる。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

室員の研究がより発展できるよう、本研究室として研究環境全般の整備を図る。 

 

［実態］［長所］［問題点］ 

室員がそれぞれ研究環境の改善に努力しているものの、本研究室としては、ほとんど取り組んでいない。 

 

［改善の方法］ 

当面は、取り組む課題とする意向はない。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信、受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

室員はそれぞれ専門分野が異なるために、共同研究を実行することは 初から目的としていない。各自

の行う研究の財政的な支援、研究場所の保障することを目標としてきた。研究成果を公表する一つの道と

して『一般教育論集』を定期的に刊行することも目標である。また、研究成果を本学の教職員・学生のみ

ならず広く地域社会に普及するために講演会を開催することも重要な事業としている。 

 

［実態］ 

研究成果を公表する研究室の事業としては、論集の発行が主たるものである。『一般教育論集』は、教養

部時代の 1988 年に創刊されたものを引き継ぎ、現在は年 2 回発行で、これまで 30 号まで刊行した。掲載

されているものは、一般教育の教育法・論、教員の専門的な研究論文、研究ノート、短報、講演会の記録

や翻訳など多岐にわたり、本学の専任教員のみならず、非常勤教員の投稿も多い。全国の 500 余りの大学

に配布・交換している。 

講演会は、本学の専門学部ではカバーできない分野について、室員または学外から招いた講師により、

それぞれの校舎で年 1～3回開催している。これまでのテーマでは、環境、民俗、災害や都市問題などが多

かった。 

 

［長所］ 

『一般教育論集』は定期的に刊行され、投稿者に広く門戸を開放しているため、研究成果を公表できる

場を増大することに貢献している。また、邦文報告にもかかわらず、海外の論文にも引用された例がある。

講演会は毎回、本学の教職員・学生のみならず、誰でも聴講できるため一般市民の聴講者も多く、いつも

50 名以上の参加者があり、地域の文化向上に貢献している。 

 

［問題点］ 

大学における一般(教養)教育に関する研究があまり行われてこなかった点が一つの問題である。 
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［改善の方法］ 

今後は、一般教育の方法論の共同研究や講演会・勉強会を実施する方向を追求する。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

研究を実行し、その成果を公表するに当たっては、公明正大でなければならないのは当然であり、その

ために室員の自覚に期待する。 

 

［実態］ 

『一般教育論集』へ投稿された原稿については、編集委員会が責任をもって、盗作・盗用の個所などが

ないかをチェックしている。また、予算の執行に当たっては、室長ならびに教務課長がその適正さを判断

している。 

 

［長所］ 

上のような対処をしているため、現在のところ、盗作等についての疑惑は出ていないし、また、予算の

不正使用の問題も起きていない。 

 

［問題点］ 

現在、特段に問題となることはないが、論集の編集委員だけでは広い分野をカバーできないため、盗作・

盗用を見逃すおそれがある。 

 

［改善の方法］ 

論集に投稿された論文は、それぞれの分野の専門家にレフリーを依頼する制度を設けることが望ましい。 
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ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学語学教育研究室は、学生の語学教育と教育職員の教育研究活動を支援することを目的とし、現

在豊橋校舎と名古屋校舎に別々に設置されている。本研究室では以下の事業を理念・目標に掲げている。 

① 語学教育に関する調査・研究 

② 語学教育の向上を目的とするシステムの研究と開発 

③ 語学教育に関する図書資料の収集・管理 

④ 語学教育の実践に関する理論研究会、講演会、シンポジウム等の開催 

⑤ 紀要の編集と刊行 

⑥ 語学教育理論ならびに辞典、教科書、語学関係のマニュアル類の開発、編集、刊行 
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⑦ 語学教育研究室の施設および設備の管理 

⑧ その他研究室の目的達成に必要な事業 

なお、本項は「研究活動」に関するものではあるが、本研究室の性質から言って、教育活動は外国語研

究の結果ともいえるものであり、合わせて述べざるをえないことをお断りしておく。 

 

［実態］ 

豊橋校舎では、予算上は学生の語学教育支援のための教材購入費が主で、教育職員のための支援は紀要

の発行があるだけである。一方、名古屋校舎においては、学生の語学教育支援はしているものの、学生図

書の貸出し等は図書館メディアセンターに移管しているし、学生用教材購入も本研究室の予算には入って

いない。以下、上であげた理念・目的のうち実際に行っているものについて述べる。 

 

(1) 紀要の編集と発行 

紀要は語学教育研究室に属する教育職員のためのものであるが、名誉教授や非常勤教員にも投稿の機会

を与えている。紀要は年 2 回の発行で、編集委員会を設け、投稿論文が本紀要にふさわしいかどうか内容

の面からチェックを行っており、時に掲載を拒否する場合があるが、細かな査読をしているわけではない。

掲載は論文の他、教育報告、翻訳がある。 近の紀要掲載論文等の本数は表 6-10 のとおりである。 

なお、外国語関係教員は、本研究室以外にもそれぞれの所属する学部の学会に所属すれば、それぞれの

学会が発行する紀要（『文学論叢』『経済論叢』『文明 21』『中国 21』『国際問題研究所紀要』等）に投稿す

る権利があり、研究発表を公表する機会は比較的恵まれている。なお、各教育職員の論文等研究成果の発

表状況は各学部の 6 研究活動（１）を参照されたい。 

 

(2)『LL ニュース』の発行 

紀要は年 2 回の発行で、内容的に学術的なものが中心となるので、学生のための語学教育支援の一環と

して、外国語学習と外国文化の理解に関するエッセイを中心にした『LL ニュース』（豊橋校舎）、『Goken News』

（名古屋校舎）をそれぞれ年 2 回発行している。豊橋校舎では毎回特集を組むとともに、旅行記、都市の

紹介、外国語担当以外の教員も含む外国語学習体験記や学生からの投稿も掲載し好評を得ている。表 6-11、

表 6-12 は、 近の発行状況を示す。 

 

(3) 言語学談話会 

愛知大学言語学談話会は、機構上本研究室に属するものではないが、実質上本研究室のメンバーを中心

に運営されているし、上の『LL ニュース』にも年間計画をのせて一般に知らせており、上記の理念・目標

（４）の内容にあたるものである。開催は年間 10 回から 12 回で、毎回発表者は 1～2 名、参加者は 20～

40 名である。その創立は 1976 年で、現在すでに 30 年の歴史をもつ。本談話会は市民へ開かれた講座で多

くの市民の参加を得、市民の中からも研究発表をするものが出ているほどである。なお、この 30 年間の歩

みを記録したものに『愛知大学言語学談話会公開講座「言語」 開講 30 年の歩み』（愛知大学言語学談話

会編 2005）があり、発表者による論文集『ことばを考える』（あるむ刊）は 1987 年に 1号を発行して以来、

現在 5号（2006 年）を数える。わたしたちはこの会をもって社会に対しささやかな貢献をしていると自負

している。 

 

(4) 外国語コンテスト 

学生への教育支援としての「外国語コンテスト」は、外国語をより楽しく学ぶため、および使え話せる

外国語の修得のため、換言すれば学生の語学学習への意欲向上化、モティベーション（動機づけ）の向上

化、実用的な語学運用能力の向上化を目指すという教育目的・理念のもとに開始され、その実施を続けて

いる。ただし、その実施は名古屋校舎のみである。 
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表 6-10 『言語と文化』掲載内訳 

号 通巻 発行 論文 研究ノート 報告 翻訳 

第 9号 第 36 号 2003年 8月 7 3  2 

第 10号 第 37 号 2004年 1月 9 1  1 

第 11号 第 38 号 2004年 7月 3 2 2 4 

第 12号 第 39 号 2005年 1月 5 3 1 3 

第 13号 第 40 号 2005年 7月 6 3  3 

第 14号 第 41 号 2006年 1月 5   6 

 

     表 6-11 『LL ニュース』発行状況          表 6-12 『Goken News』発行状況 

号 発行日 ページ数

№ 9 2003年 7月 24 

№10 2004年 1月 20 

№11 2004年 7月 24 

№12 2004年12月 24 

№13 2005年 7月 28 

№14 2005年12月 20 

№15 2006年 7月 24 

 

 

表 6-13 外国語コンテストの各語系別出場者数 

 
第 1 回 

(1995) 

第 2 回 

(1996) 

第 3 回 

(1997) 

第 4 回

(1998)

第 5 回

(1999)

第 6 回

(2000)

第 7 回

(2001)

第 8 回

(2002)

第 9 回

(2003) 

第10回

(2004）

第11回

(2005）
計 

英語 23 16 15 10 26 15 - 15 13 6 8 147

独語 15 11 10 8 22 16 11 9 7 9 19 137

仏語 8 19 8 10 15 41 19 15 26 12 8 181

中国語(法･営) 15 5 31 47 33 16 55 36 297

中国語(現中) 
12 23 24 

9 8 13 7 24 36 34 18 149

韓国・朝鮮語 - 25 10 20 17 23 15 21 37 38 40 246

日本語 4 8 7 11 16 12 15 15 13 9 8 118

合 計 62 102 74 83 109 151 114 132 148 163 137 1275

※（第 1回～第 3回：教養部教授会名古屋協議会 主催） 

 

例年 10 月～12 月に実施。開講されているすべての語学(英語、独語、仏語、中国語、韓国・朝鮮語、留

学生のための日本語)が、「予選」「本選」「表彰式」の三つのプログラムを上記期間に実施する。学生の発

表内容は「暗唱課題文の朗読」あるいは「自由作文の発表」のいずれかを選んでなされる。また、出場者

数は、表 6-13 のとおりである。 

 

(5) 英語 e-learning の導入 

本研究室の理念・目的の（２）「語学教育の向上を目的とするシステムの研究と開発」に関し、2005 年

度に e-learning を導入した。これは TOEIC 受験を前提にした自主教材で、学生が自主的に学んでいくこと

を奨励している。 

英語の学習にはさまざまな方策があるが、その中のひとつにコンピューターを利用した英語教育がある。

英語の学習環境は近年大きくかわりつつあり、インターネットや CD-ROM,大規模言語データを利用した英

語教育を充実させる必要があるが、この方面で本学は他大学に遅れをとっていた。 初にも述べたように、

本研究室の予算は学生のためのものが大半を占め、それはそれで学生の外国語学習の支援になっているが、

学習システムの開発や教員同士の共同研究等が行われておらず、個々の教師の経験に頼っている部分が大

きかった。 

 

号 発行日 ページ数 特 集 

№27 2003年10月10日 24 このごろ巷ではやるもの 
― 新アジア事情― 

№28 2004年 3月15日 24 私がすすめる一冊 

№29 2004年10月30日 24 私がすすめる自習参考書 

№30 2005年 3月15日 24 ことばの発想 

№31 2005年10月15日 28 インターネットを使った
語学学習 

№32 2006年 3月15日 24 世界の大学生事情 
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本学では 2007 年度のカリキュラム改革に向けて英語教育に関しても検討が続けられ、豊橋校舎では英語

教育改善ワーキンググループも発足した。その中の改革案のひとつにパソコン上のネットワークを利用し

ていつでも学習できるシステムである英語 e-learning の導入があり、これを 2005 年度予算において実現

した。ALC Net Academy の e-learning2 コース（「スタンダードコース」「初級・中級者のための TOEIC®テ

ストスコアアップコース」）で、語学教育研究室のホームページからアクセスできるようになっている。 

一方、名古屋校舎・車道校舎では、2005 年度に英語 e-learning の利用案内を学内に掲示するとともに、

外国語のクラスを利用して案内を学生に配布し、周知を図った。また名古屋校舎と車道校舎の両方で、学

生対象の講習会を実施した。 

2006 年度は、名古屋校舎共通教育科目「TOEICⅠ」のクラスで、1年生全学生に案内を配布し、利用を促

した。「TOEICⅠ」は習熟度別にクラス編成がなされており、習熟度が上のクラスでは、宿題としてこの

e-learning を使い、評価の一部に加えているところもある。 

表 6-14 にあげる数値は豊橋校舎、名古屋・車道校舎の e-learning 登録状況である。 

 

(6) 各種検定試験の奨励 

学生の語学学習を支援する上で、各種検定試験受験を薦めることは、学生にとっても大きな励ましとな

る。そこで、本研究室では、各種検定制度合格者に対する奨励制度を設け、毎年一回学生に申告させ、奨

励金（図書カード）を授与している。これに申請した学生の数は、表 6-15 のとおりである。 

 

［長所］ 

紀要と『LLニュース』の二つの発表手段をもっているということは、教員側からすれば、内容によって

書くものを変えることができるという利点をもつ。後者は語学研究の文化的側面を補うものともいえる。 

言語学談話会は大学における研究活動をいかに社会に還元できるか、一般の人々にわかることばで語る

ことができるかが試される場であり、教育職員にとっても利点が大きい。したがって、今後、言語学談話

会を機構上本研究室に所属させようとすることは、逆にその利点、長所を失わせる危険がある。 

外国語コンテストは、「話せる外国語」「楽しく学ぶ外国語」という教育目的に大いに役立っている。何

よりも、過去 11 年間、参加学生 1,275 名という数字とその効果を今後も継続して行く予定である。 

英語 e-learning は、語学学習の環境を整備し、学生への動機づけをあたえるとともに、英語の授業と連

動させることにより学生の英語力の向上を図ることができる。また、語学教育研究室運営委員会では LL

自習室を中心として各種検定試験の受験を奨励している。学生の動向を見るならば、ここ数年 TOEIC の受

験者は急増しており、約 4 割の学生は大学在学中に TOEIC の受験をしていると思われる。学部によっては

9 割の学生が TOEIC を受験している。そのような学生に自主学習のサポート体制のシステムを構築するこ

とができたことは、大きな利点である。 

各種検定試験奨励はその種目によっても受験料に差があるが、年とともに上がってきているのが実情で

ある。これをいくつも、何回も受けるとなるとその費用はばかにならない。もちろん、本研究室が授与す

る奨励金は高額のものではない。しかし、それでも、学生たちの受験を奨励し、積極的に受けることに役

立っていることはまちがいない。 

 

［問題点］ 

紀要は書きっぱなしに終わってしまい、そこに発表したものをメンバーで議論したりすることはほとん

どない。語学教育についての教育実践報告も時にでるが、これもメンバー全体の共通のものになっている

かは心許ない。 

言語学談話会は市民をも含めたサロン的なものになっていて、これはこれで、気軽にことばについて議

論できる場となっているが、それは一方で研究のもつ相互批判的な側面を避けてしまうことにならないと

も言えない。 
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表 6-14 e-learning の登録状況 

年 度 2005 年度 2006 年度（7/21 現在） 

1年生 2年生 3 年生
4年生

以上

 
1 年生 2年生 3年生 

4 年生 

以上 

 学年 
 
学部 (05) (04) (03) (02～)  

計 

(06) (05) (04) (03～）  

計 

文学部 3 43 5 3 54 5 25 2 5 37

経済学部 43 34 2 3 82 5 73 4 0 82

国際ｺﾐｭ学部 15 57 24 5 101 110 11 10 4 135

短期大学部 19 0 19 0 2   2

大学院  4 4   2 2

留学生別科  6 6   

研究生    1 1

豊
橋
校
舎 

計 80 134 31 11 10 266 120 111 16 9 3 259

法学部 53 7 8 5 73 98 6 6 4 114
経営学部 50 10 7 2 69 72   72

現代中国学部 11 7 1 7 26 13 5 2 20

車
道
校
舎

名
古
屋
・計 114 24 16 14 168 183 6 11 6 206

合  計 194 158 47 25 10 434 303 117 27 15 3 465

 

表 6-15 外国語検定試験奨励金申請者数 

 

          ※ 中国語は 2005 年度より現代中国学部を対象外にしたため申請者数が減少した。 

 

外国語コンテストの問題点は上に示したコンテスト全体のプロセスにより、10～11 月の授業時間の約 2

回分をこれに充てなければならない点である。したがって、ただでさえ週 1 コマという少ない授業時間の

やりくりに大多数の教師が苦労しているというのが実情である。 

英語 e-learning の登録者数は、上記のとおりであるが、実際にどれだけの学生がこのシステムを利用し

て力を伸ばしているかがつかみきれないところがある。 

各種検定試験は個人の学習や大学での語学教育の効果が客観的に評価される場であり、これを受験する

ことのもつ意義は大きい。しかし、語学学習の目的を検定試験の合格だけに置くのではせますぎる。もち

ろん、検定試験合格は、語学学習が一定のレベルに達したことを意味してはいる。しかし、しばしば指摘

されように、検定試験のレベルが高い者がつねにコミュニケーション能力も高いわけではない。それは検

定試験では測り難いものが、語学学習においては存在するということであり、そういう側面にも注意を払

う必要がある。 

 2003 年度 2004 年度 2005 年度 

英語 66 40 44 

ドイツ語 7 12 3 

フランス語 7 17 6 

中国語 16 17 20 

韓国・朝鮮語 6 7 6 

タイ語 1 0 1 

日本語 1 6 13 

豊
橋
校
舎 

計 104 99 93 

英語 19 17 14 

ドイツ語 3 1 2 

フランス語 3 1 0 

中国語 25 24 3 

韓国・朝鮮語 1 4 3 

日本語 1 2 4 

名
古
屋
舎 

計 52 49 26 

合計 156 148 119 
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［改善の方法］ 

紀要を書きっぱなしにしないためには、時に教員同士による批評会などを設ける必要があるが、これは

現実には難しい。なんにしても、論文というものは人に読まれ、引用されてこそ公刊の意味があるのであ

り、そのようなものを書くよう心がけていくしかない。『LL ニュース』については特に改善する点はない。 

言語学談話会において研究のもつ厳しさ、厳密さを追究すると、談話会というものの存在意義がなくな

ってしまう。そこで、これとは別に語学関係教員による研究会、共同研究のようなものを組織していく必

要がある。 

外国語コンテストの価値と効果を認め今後も継続しようとする限り、上であげた問題点に対する決定的

な解決策はなく、結局各教師が何とか授業時間を効果的に運用するしかない。したがって、この問題は、

今は単に提示するだけにとどめ、今後かりに問題がより深刻化するような事態が生じた場合に、その段階

で検討することにしたい。 

英語 e-learning については今後、授業の中で時間をかけて指導することと、教師が学生の利用状況を把

握することで、よりよい効果が収められると考えている。 

上でも述べたように、語学学習において検定試験のみを強調することは問題があるが、そのことを念頭

におけば、検定試験受験奨励は、学生の語学学習支援において一定の促進効果をもたらす。予算に限りが

あるとはいえ、わたしたちは今後もこれを維持していくつもりである。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 
 

［理念・目的・目標］ 

日本における外国語研究・教育は、学習者が日本人であり、日本人に合った方法、日本人への貢献の仕

方を考えるということが大切ではあるが、それは国外における研究・教育の成果に無関心であっていいこ

とにはならない。本研究室としても国外での研究成果に注意を払い、それらを取り入れていく必要がある。 

 

［実態］［長所］ 

しかし、そうしたことは個人レベルや他の学会（たとえば国際コミュニケーション学会、現代中国学会）

で個別に行っているものの、本研究室そのものとしてはまったく行っていないため、長所として述べるこ

とはない。 

 

［問題点］ 

個人や学会レベルでは外国の大学、研究機関との交流を通し、国外における外国語研究・教育の成果を

取り入れているものもいるが、これを本研究室として取り組んでこなかったのは大きな問題である。それ

は、本研究室が教職教員の研究支援としては紀要の発行にとどまり、その主要な部分を学生の語学学習の

支援においているところにある。 

 

［改善の方法］ 

本研究室がこれまで学生の語学学習の支援を担ってきたことは評価すべきで、これを今後とも継承して

いくべきではあるが、同時に国外の大学、研究機関との交流、共同研究をするための構想、予算措置等を

はかっていく必要がある。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 
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［理念・目的・目標］ 

本研究室は、 初にも述べたように、学生の語学教育と教育職員の教育研究活動を支援することを目的

としている。語学教育は文学部や国際コミュニケーション学部の専門科目においても行われているが、同

時に共通科目としても存在する。したがって、本研究室は教員間の語学教育、語学研究の連携の場として

も位置づけられるべきものである。 

 

［実態］［長所］ 

本研究室は、各学部（豊橋―文学、経済、国際コミュニケーション、短期大学部、名古屋―法学、経営、

現代中国各学部）の代表、各語系（英、独、仏、中、露、韓国・朝鮮、タイ、日本語）の代表からなる運

営委員をもって委員会を構成し運営されている。したがって、共通の問題についての審議、決定もその場

で行うことができる。 

 

［問題点］ 

本研究室は、語学教育に従事する教員を組織したもので、豊橋校舎でいえば文学部、経済学部、国際コ

ミュニケーション学部、短期大学部の教員が加わっているが、本来全員加入制ではなく、本人の希望に基

づいている。したがって、語学教員全体の意志を反映した組織というには不十分な側面もある。 

また、豊橋校舎でいえば、各学部間で学生の必修科目の単位数に違いがあるし、国際コミュニケーショ

ン学部はもともと学生に対する要求も高く、他の学部とはカリキュラムも違っていたので、運営委員会も

予算の配分等での議論はあっても、語学教育、研究の共通の話題を議論するということはほとんどやって

いない。 

 

［改善の方法］ 

学部間での学生の語学科目必修単位に差はあるものの、2007 年度より、国際コミュニケーション学部も

含めた語学教育の共通化が実現される。ここではじめて各学部共通の問題が語られる基盤ができると確信

している。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

本研究室は、個人研究費の予算については関与しないので「ａ 研究活動」を参照願いたい。ただ、本研

究室に関わる研究旅費についていえば、他大学の語学教育環境についての調査予算は毎年ついており、研

究会への参加予算も若干ではあるがある。ただし、この予算を執行できるのは 1件ほどにすぎない。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

本研究室の教育研究活動を独善的なものにしないためにも、これを科学研究費補助金等研究助成の形で

外部に示し評価を得る必要がある。 
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［実態］［長所］ 

しかし、教員間での共同研究が本研究室として行われていない現状では、科学研究費補助金の申請も話

題にのぼったことがなく、これを長所ということはできない。 

 

［問題点］ 

これは各教員が個人のレベルでの研究に終始し、共同研究、国内国外の研究機関との連携・交流にほと

んど関心を示してこなかったことに原因がある。 

 

［改善の方法］ 

各学部、各語系の代表者から構成される現在の運営委員会は、予算の執行や日常の業務の議論に終始し、

教育・研究について語るということをほとんどしていない。さいわい、2007 年度から語学教育の共通化が

実現するので、これを契機としてそれぞれの語系が抱える問題点、共通の問題点を議論し、やがてはそれ

を共同研究の形で科学研究費補助金の申請にまでもっていければと思っている。そのためには、本研究室

をより研究機関として位置づける努力が必要になるであろう。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

研究上の成果の公表、発信、受信は本研究室での語学教育、研究が独善的なものにならないために必要

なものである。 

 

［実態］ 

そのため、上で述べたように、本研究室としては『紀要』と『LLニュース』を発行している。また、各

大学、研究所からの紀要の受け入れ部数は全部でほぼ 130 にのぼる。しかし、これらは資料室に保管され

てはいるものの、ふだんほとんど利用されることがない。これは、紀要類は図書館と文学部の学会室であ

る文学会室に保管され利用ができるということをメンバーが知っていて、わざわざ本研究室に足を運ぶ人

がほとんどいないからである。 

一方、本研究室としても保管スペースがなくなってきたので、かつて、会議（2003.12.11）に諮ったこ

とがある。そのときの結論は、 

① 図書館等他の部署で同じものを受け入れていることが判明した時は廃棄し、今後の送付は辞退する。 

② 本研究室の目的と合わない内容のものは、送付を辞退する。目的が合っているかどうかは委員長が判

断する。 

ということであった。ところが、図書館の方も、スペースがないので保管できないということになり、

実際にはこうした資料は死蔵された状態にある。 

 

［長所］ 

『紀要』と『LL ニュース』の二つの発表手段があるというのは、大きく二つのタイプの文章が書けると

いうことで、書く側、読む側にとっても有益である。より本質的な、まとまった議論は『紀要』で、また、

タイムリーで学生にもやさしく読めるものは『LL ニュース』という方法があるからである。『LL ニュース』

はまた、語学教育に従事していない教員の語学修業のエッセイも載せることがあるが、これは全学の語学

教育に対する関心と理解を求める上でよい効果を上げている。 

一方、受け入れについていえば、多くの外国語関係紀要が集められているので、一覧することで、全国

大学の語学教育の状況、動向を知ることができる。 

 



（27）語学教育研究室（豊橋・名古屋） 

535 
 

［問題点］ 

教員の中でも、自分の書く論文の性質によって、投稿する雑誌をかえているものがある。本研究室紀要

はその点で、外国語、外国文化の理解に関わるものに特化するという利点はあるが、中には外国語教育か

らずれているものもある。それは一つには教職教員の専門が必ずしも語学教育とは直接関わらない特殊な

ものであって、その教員が投稿する場の一つとして本紀要を利用するからである。また、本紀要が語学教

育に携わる非常勤教員にも門戸を開いているところにも一つの原因がある。本務校がある場合はまだしも、

そうでない場合は発表の機会が限定され、どうしても特殊な内容のものが投稿されることもありうる。 

受け入れ紀要類がほとんど死蔵され、利用されておらず、しかも、そのことがこれまでほとんど問題に

されなかったことも大きな問題である。 

 

［改善の方法］ 

上でも述べたが、研究成果の発表において、編集委員会はあまりに特殊な内容のものは排除してきた。

それでもまだ異質なものを感じる号がときおり見受けられる。これは今後本運営委員会ならびに編集委員

会が本紀要をどのようなものとしてとらえていくかに大きく係わっていくであろう。 

また、死蔵されている全国の紀要類については、今後その利用について長期的な目で議論していく必要

がある。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

論文執筆における盗作、剽窃等の問題に関しては、本来研究者としての倫理から言って当然あってはな

らないことであり、本研究室としても極力その防止には留意してきた。 

 

［実態］ 

上でも述べたように、本研究室の紀要はいわゆる査読制度なるものを設けていない。学会誌は専門家の

集団であり、内容がどうあれ、査読をせざるをえない。しかし、各大学では同じ専門領域の人間が複数い

ることはまれで、厳密な査読をすることは難しい。ましてや盗用に関してはそうである。そういう盲点を

ぬって、2004 年に本研究室紀要に掲載した論文に盗用の疑いがあるという疑義が他大学の研究グループか

ら出された。本紀要には 3 名からなる編集委員会が設けられているので、編集委員長を中心にさっそく調

査を行った。その結果、本紀要にのせた同一著者の論文 2本が盗用であるということが判明した。そこで、

第 11 号で、編集委員長名においてお詫びの記事を載せ、執筆者に対し今後本誌への投稿の禁止を宣告する

ともに、本研究室ホームページの PDF ファイルから当該論文を抹消した。 

 

［長所］［問題点］ 

もともと盗用に関する処罰規程というものがなかったが、この事件を機会に学内において認識を新たに

したこと、一定の処罰を下せたことは大きな成果であった。しかし、上で述べたように当該分野の専門家

が複数いない以上、今後、盗用が起こらないとは言い切れない。 

 

［改善の方法］ 

世には紀要などは紙くず同然だから廃止してしまえという考え方をする人もいる。外部からの評価にお

いても、点数は学会誌などより低い。しかし、紀要には紀要のよさがある。それは一つには学会誌は投稿

するにも発行回数が少ないということがある。また、論文によっては、ちょっと自信はないが、公にして

おきたいというものもある。資料や報告になればなおさら学会誌は不向きだ。そんなとき紀要はありがた

い。大事なことは、出た後、後の世にどれだけ影響を与えられるか、どれだけ引用されるかであり、専門
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誌でなければ出しても意味がないというのは硬直した考えである。 

といっても、本誌がまったく出されたものをそのまま載せてきたわけではない。内容が本誌にふさわし

いかという審査はしてきた。だから、これまでも、これはどうもということでおことわりしたものも何本

かある。 

しかし、専門的な論文になればなるほど、その価値を専門領域の大きく離れた編集委員が判断すること

は難しい。盗用についてはなおさらである。したがって、今後この問題は形式面でのチェックはできても、

内容については執筆者の倫理にまかせるしかないということになる。ただし、少なくとも今回のように盗

用が発覚したときに、毅然とした措置をとることをはっきりさせておくことは大切である。 

 

 

 

（28）体育研究室（豊橋・名古屋） 
 

１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

室員各自の体育・スポーツ専門領域に関する研究活動とともに、体育科教育に関する研究についても推

進する。 

 

［実態］ 

本学体育研究室は、豊橋体育研究室と名古屋体育研究室からなり、愛知大学体育研究室規程に基づいて

運営されている。「各教授会の基本方針に基づき学生の体育教育を支援し、教育職員の教育研究活動を支援

すること」を目的とし、その目的を達成するため、(1)正課体育プログラムの充実、(2)体力の向上を目的

とするシステムの研究と開発、(3)本学学生および教職員の健康維持増進のための指導助言、(4)生涯スポ

ーツ振興への貢献、(5)研究会、講演会、シンポジウム等の開催、(6)紀要の編集と刊行、(7)体育・スポー

ツ施設および設備の管理・運営、(8)その他研究室の目的達成に必要な事業の展開を目指している。室員は

豊橋校舎が 4 名、名古屋校舎が 3 名であり、豊橋体育研究室運営委員会と名古屋体育研究室運営委員会に

よって運営されている。 

研究発表は、日本体育学会をはじめ体育･スポーツ関連諸学会において毎年発表している。また、学会誌

等への論文等の研究成果発表もほとんど毎年室員の誰かが行っている。著書の執筆者としての活動も継続的

に実施されている。 

これまで日本スポーツ社会学会大会や東海体育学会大会の事務局、さらには大学スノーボード研究会事

務局などの任務を果たした。また、日本体育学会評議員をはじめ諸学会の役員、研究会の顧問を担当して

いる。 

 

［長所］ 

室員各自の個人研究活動については、問題なく実施されている。 

 

［問題点］  

体育･スポーツの学問領域は広範であり、互いの領域についての相互理解が希薄であることから、研究室

全体としての研究活動が不足している。 

 

［改善の方法］ 
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他大学の研究者との連携を強め、協働体制を確立して研究助成金を獲得できるよう努力したい。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

体育・スポーツの国際比較研究等を推進する。 

 

［実態］ 

室員各々の分野で国際連携が図られている。特に、中国におけるレジャー研究、サッカー観衆調査研究

等を実施している。また、中国人研究者と中国武術に関する研究を実施している。さらに、交換研究員制

度を利用し、国際的な研究連携を深めている。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

愛知大学との提携大学(特に中国の大学)の協力を得やすい。一方、欧米諸国の研究者との共同研究が少

ないため、室員の国際感覚を強化し、研究の拡大に努めたい。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

学部の枠を越えた共同研究体制により、「体力の向上を目的とするシステムの研究と開発」、「本学学

生および教職員の健康維持増進のための指導助言」、「地域社会に対する生涯スポーツ振興への貢献」、

「研究会、講演会、シンポジウム等の開催」等の活動を推進する。 

 

［実態］ 

学部の枠を越えた共同研究体制により、地域住民や教職員と学生の健康管理に役立つよう体力測定を実

施し、地域住民を対象にスポーツ公開講座(「中国武術と太極拳講座」など)や健康スポーツ教室を毎年度

開催している。また、自治体および体育協会の生涯スポーツに関する講座(豊橋市トラム、ヘルスボランテ

ィア講座等)、生涯スポーツ推進のための審議会や市民会議に講師、委員を派遣している。以上のことを通

じて、学部を越えた共同研究体制により「開かれた愛知大学」の実現に協力している。さらに、学内では、

大学教職員を対象としたヘルスプロモーション活動への協力をしており、学内の他の研究紀要や論集へも

積極的に投稿している。 

 

［長所］ 

学部の枠を越えた共同研究体制により地域社会へ多大な貢献を果たしている。 

 

［問題点］  

大学の衛生管理者の任務を室員が担っているが、教職員のヘルス･プロモーション活動の企画･実践に十

分寄与しているとはいえない。 

 

［改善の方法］ 

共同研究体制により地域社会への貢献は継続するとともに、高大連携の視点からの活動を企画、実施し

たい。また、体育以外の専門領域におけるスポーツ等への研究関心の高まりに対応する方策を検討したい。
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さらに、学内教職員のヘルスプロモーション活動の企画・実践に寄与するように努める。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

個人や共同で経常的に研究が推進可能な予算を確保して研究施設を整備する。  

 

［実態］ 

各種トレーニングマシンの整備や体力測定機器等の整備やメンテナンスを実施している。また、共同で

利用できる研究室内の機器整備を実施している。新規予算申請により共同での研究室活動の予算を毎年確

保している。 

 

［長所］ 

体育研究室および体育研究室事務室が設置されていること、およびトレーニング室内の各種マシンと体

力測定機器の整備によって、体育教育や課外スポークラブ育成、一般学生･教職員のスポーツ活動の統合的

な実施を可能にしている。加えて、研究活動時間の確保にも効果的に機能している。 

 

［問題点］ 

経常的な共同での研究室活動を推進するための研究環境は整備されつつあるが、実験系の専門的な個人

研究を実施する場合には、研究者にとっての実験機器や施設・設備が十分ではない。 

 

［改善の方法］ 

経常的に個人研究や共同研究活動を推進するための研究環境の改善を検討する。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

競争的な研究環境創出のために、研究助成金への申請、産学官の連携による研究を促進する。 

 

［実態］ 

毎年、室員の中から科研費に申請しており、過去 3 年間における科研費の申請件数は 4 件であるが、採

択数は 0である。また、学内研究助成の申請は 1件であり、採択されている。2005 年に学会大会を開催し、

学内学会等開催助成を 1件受けた。 

 

［長所］ 

体育研究室独自の研究費システムはないが、別に支障をきたしていない。 

 

［問題点］ 

ここ 3年間の科研費申請の採択が 0である。 
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［改善の方法］ 

科研費申請が採択されるよう室員のいっそうの研究への努力が必要である。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

研究室の目的に基づいて、研究上の成果を公表するとともに、体育教育に関する情報の発信、他大学の

体育教育情報の受信に努める。 

 

［実態］ 

体育研究室の紀要『愛知大学体育学論叢』(1984 年創刊)を年 1回発行し、大学関係の研究所や図書館へ

211 部発送している。また、約 30 大学の類似研究所･研究室の紀要の提供を受けている。名古屋体育研究

室では、ホームページによって、研究上の成果等を公表している。 

 

［長所］ 

『愛知大学体育学論叢』の刊行は、室員のみならず大学全体に体育･スポーツ研究の相互理解に役立って

いる。また、非常勤教員の投稿を認めていることから、体育教員間の相互理解にも役立っている。 

 

［問題点］ 

体育研究室の紀要『愛知大学体育学論叢』に掲載する論文に対する審査査読制度がないこと。また、室

員の分野が多岐に渡っていることから論文フォーマットが決まっておらず、紀要の投稿規程が整備されて

いないため紀要の学術的水準を保つことが難しい。さらに、体育研究室の紀要には、これまで体育研究室

の年間の事業や共同研究活動について記録を残してこなかった。 

 

［改善の方法］ 

体育研究室の紀要への投稿規程の整備によって紀要の学術的水準を保つ。また、体育研究室の紀要に年

間の事業や共同研究年間活動を記録するよう努める。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

研究費の不正使用、論文盗用、著作権侵害、実験や調査の倫理問題などを生起させないように、室員個

人が自覚をもって研究室全体でその防止に努める。 

 

［実態］ 

現在のところ、問題は生じていない。 

 

［長所］ 

人を実験対象とした研究においては、本人が不利益とならないように事前に本人へ十分に研究の目的や

方法およびその危険性について周知して、研究同意書を作成して実施している。 

 

［問題点］ 
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実験のための研究倫理規程の整備がされていないため、海外雑誌への投稿ができない場合がある。 

 

［改善の方法］ 

実験系の研究活動では、被験者への倫理的配慮、動物愛護精神の尊重を前提とする研究が行われるよう

努力するとともに、実験のための研究倫理規程の整備を検討する。 
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１．研究活動  

 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

中日大辞典編纂所は中日大辞典の編集・補訂および辞典等に関する研究を行い、もって日中学術交流の

発展に寄与することを目的とする。当面の目標は『中日大辞典』第 3版の刊行およびその電子化である。 

 

［実態］ 

中日大辞典編纂所の主たる事業である『中日大辞典』の刊行については、1968 年の初版刊行以来、「日

中友好の船、文化交流の架け橋」としての役割を果たすべく、編集・補訂作業を随時行ってきた。1986 年

には増訂版、1987 年には増訂第 2版を刊行し、旧版にはない多くの新語を取り入れるなど、我が国 初の

本格的中国語辞典としての自負と責任感を持って、社会の変化とニーズにあわせたより充実した辞典を出

版すべく努力してきた。この間、必要に応じて中国との学術交流を行い、日本および中国で出版された中

国語辞典や関連書籍を可能な限り収集し、中国人スタッフとともに綿密な研究、調査を行った。現在も第

3 版の刊行に向けて編集作業を行っているが、2005 年は増訂第 2 版の電子化を行い、コンピュータソフト

に搭載した他、2006 年は電子辞書の形でも刊行し、より多くのユーザーが『中日大辞典』を活用できるよ

うに工夫した。またホームページを開設し、中日大辞典編纂所の理念や歴史を紹介している。中日大辞典

編纂所の構成は、所長および運営委員 2 名、編集主幹（契約）1 名、編集委員 5 名、編集協力委員 10 名、

研究員 2 名、事務職員 1 名となっており、編集委員などは学部専任教員が担当し、専従の編集委員は 1 名

のみである。このうち常勤スタッフは編集主幹と専従の編集委員 1 名、研究員 1 名、事務職員 1 名の計 4

名である。 

 

［長所］ 

中日大辞典編纂所の主たる目的は『中日大辞典』の刊行であり、その歴史は 1930 年代、東亜同文書院時

代に始められた『華日辞典』編集にまで遡ることができる。一度は中国側に没収された原稿カードの返還

を機に、1955 年愛知大学に華日辞典編纂処を開設。その後、半世紀にわたり『中日大辞典』の編集・補訂

作業を行ってきた。現在では本学を代表する出版物となっており、他の研究所にはない大きな特色となっ

ている。また現在刊行されている他の中国語辞典と比較しても、大学による編集、発行という形式は極め

て珍しい。また内容的にも、他の学習用辞典とは一線を画した編集方針が高く評価され、中日文化賞を受

賞するなど、国内外に広くその名を知られている。 

 

［問題点］ 

1987 年の増訂第 2 版刊行以来すでに 20 年近くが経過し、この間中国にも政治的、社会的に大きな変化

が起こっており、内容の大幅な見直しが必要となっている。このため第 3 版の出版を早期実現しなければ
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ならないのだが、今回の改訂では、近年の中国の変化を反映した大量の新語を取り入れる必要があり、限

られた専従スタッフではその作業にも限界がある。 

 

［改善の方法］ 

『中日大辞典』第 3版の出版が、本学創立 60 周年記念行事の一環として位置づけられ、常任・学内理事

会の全面的な理解と協力を得られることになった。今後は早期刊行のために、外部発注を含めより多くの

人的資源を投入するとともに、これまで手作業で進めてきた編集作業を見直し、蓄積してきたデータの電

子化を行うなどコンピュータを活用したシステムへの変換を行い、編集作業の省力化を図る。そのための

第一歩として増訂第 2 版の電子化を行ったが、現在編集中の第 3 版については、ほぼ同時並行の形で電子

化を行う予定である。2008 年の刊行を目指して、現在鋭意努力中である。 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

中日大辞典編纂所の目的は、『中日大辞典』の刊行により日中学術交流の発展に寄与することであり、そ

の目的達成のためには国際連携、特に中国との連携が必要不可欠である。中国人研究者とともに語彙研究

や新語収集等の作業を行い、それらの成果を辞典編集に活かしていくことが重要である。 

 

［実態］ 

1930 年代に上海の同文書院で始まった『華日辞典』編集のための原稿カード作りは敗戦によって頓挫し、

10 万枚以上あったカードは敵産として接収された。本学創立後、中国側にこの原稿カードの返還を働きか

けた結果、日中両国の多くの人々の尽力によって返還され、1955 年に中日大辞典編纂所の前身である華日

辞典編纂処が開設され、辞典の編集が開始された。編集作業には中国人教員も参加し、1968 年に『中日大

辞典』が刊行されたが、これは正に日中協力の成果であるといえよう。その後、辞典編集メンバーは中国

で座談会を開催し、中国側から貴重な意見を直接聞く機会を得たが、その時の成果は増訂版に反映されて

いる。現在進行中の第 3 版の編集も、中国の大学関係者による新語の収集など、中国側の直接的・間接的

な協力の下で行われており、このような日中間の学術交流が辞典編集の大きな原動力となっている。 

 

［長所］ 

本学は、その前身である東亜同文書院大学の時代から中国との関わりが深く、辞典編集以外にも様々な

分野で学術交流を行ってきており、1980 年以降、南開大学等複数の大学と学術教育交流協定を締結し、中

国との連携を強化してきた。その結果、各大学との人的交流も活発になり、辞典編集作業においても中国

人スタッフの存在は欠かせないものとなった。本学では学内外の中国人関係者と連携をして研究、調査を

行える環境が非常に整っており、その伝統は『中日大辞典』の編集にも活かされている。 

 

［問題点］ 

前述したように、早くから大学間の学術交流は行われていたが、辞典編集の上では、組織的な連携では

なく、どちらかといえば個人レベルでの協力といった傾向が強く、その結果、大掛かりな共同研究やシン

ポジウム等の開催が行われてこなかった。また、中国との連携を重視するあまり、これまで欧米の関係諸

機関との連携はほとんど考慮されていなかった。ただ近年の調査では、欧米の大学図書館の多くに『中日

大辞典』が所蔵され、その評価も高いことなどから、今後は欧米の関係諸機関との提携にも配慮する必要

があろう、 

 

［改善の方法］ 

今後は中国の大学や研究機関との連携をいっそう強化し、共同研究や調査を行い、その研究成果を辞典
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編集に反映させるとともに、国際シンポジウムや講演会等を開催することにより、日中間の交流を深める。

また、これまで個人的な繋がりのあった人々を通して、その所属する機関と新たな提携方法を模索し、そ

の実現に向けて努力する。さらに、学内の ICCS 等とも連携して欧米の関係諸機関の状況を調査し、連携の

可能性を探り、辞典の充実と研究組織としての充実を図る。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携  

 

［理念・目的・目標］ 

本学には，ICCS や国際問題研究所等の研究組織や、現代中国学部や現代中国学会などの中国関連の組織

単位があり、それらとの連携は辞書編集や研究、調査において極めて重要であり、学内研究組織改編にお

いても議論されたテーマである。また一方、本学が目指す学際的かつ総合的な中国研究を行う上で、中日

大辞典編纂所が有する書籍や様々なデータは必要不可欠なものであり、その連携が果たす役割は極めて大

きいといえよう。 

 

［実態］ 

中日大辞典編纂所は元来本学豊橋校舎にあったが、2002 年 10 月に名古屋校舎に移転した。移転後は名

古屋校舎にある現代中国学部の多くの教員が運営委員や編集委員となり、全面的な協力体制をとっている。

また、現代中国学会の学会誌に中日大辞典編纂所関連の資料が掲載されるなど、その連携は良好である。

ICCS や国際問題研究所とは、中国や欧米各の関係諸機関の情報や調査結果の提供といった形での連携を行

っている。 

 

［長所］ 

本学名古屋校舎には中国関連の研究組織や学部が集中しており、人的交流や資料の面で極めて恵まれた

環境にあるといえる。このような環境を活かして、辞典編集や様々な研究活動を充実させることができ、

またその研究成果を発表し、日常的に情報や意見を交換することが可能である。 

 

［問題点］ 

主に辞典編集の面で学部の協力を得ているが、各研究組織との連携が不十分で、実際には共同研究や国

際シンポジウムの共催などが行われていない。同じキャンパス内にあるとはいうものの、それぞれの組織

の独自性が強く、また中日大辞典編纂所の特殊な性格も反映して、人的交流はあるものの、お互いの特色

を活かした組織的な活動を行うまでに至っていない。 

 

［改善の方法］ 

今後は中日大辞典編纂所として、辞典編集のための研究もさらに強化して、他の研究組織と連携した活

動を積極的に行いたい。そのために、定期的な交流の場を設け、それぞれが所有する情報や資料を共有し、

共同研究や国際シンポジウムの共催などで関係を強化していく。特に ICCS とは、これまで連携についての

提案はなかったが、今後のその方向性が明確になれば、中日大辞典編纂所が所有する大量の語彙データの

データベース化とその活用方法等について検討を行う必要があろう。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 
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［理念・目的・目標］ 

中日大辞典編纂所では、より充実した理想的な『中日大辞典』の刊行を目指して、研究条件の整備を行

ってきた。編纂所内には 7 名が同時に作業できるデスクを置き、インターネット接続可能なパソコンも 3

台設置、また日中の様々な辞典類や関連書籍等の図書資料も随時使用可能な状態にしている。辞書編集は

当然のことながら、辞書研究や語彙研究も行えるような環境作りを行っている。また経費の面でも、共同

研究や講演会の開催、さらには紀要の刊行などに使用可能な予算を確保し、それらが実行できるように配

慮する。 

 

［実態］ 

中日大辞典編纂所所員は全員が学部専任教員であり、その多くが現代中国学部の教員である。彼らは通

常個人研究室でそれぞれの分野の研究を行い、編集作業の必要に応じて随時協力する体制になっている。

日常業務は、『中日大辞典』の編集、補訂作業が主であり、それを 4名の常勤者およびアルバイト若干名が

行っているのが実態である。 

 

［長所］ 

所員全員が中国を研究対象としており、また研究対象が多岐にわたるため、辞典編集の面から言えば、

それぞれの研究成果を直接辞典に反映することができ、またほとんどが現代中国学部所属の教員というこ

とで、日常的な情報交換や研究状況を把握しやすい。中日大辞典編纂所は現代中国学部棟の中にあり、所

員の多くが、そこに設置してある機器や図書資料を利用することが可能となっている。 

 

［問題点］ 

中日大辞典編纂所は従来、『中日大辞典』の編集、補訂作業を主たる目的としており、その研究も辞書編

集に関わるものが多く、直接辞書編集に反映される。このため研究分野が、辞典研究や語彙研究といった

限定されたものとなり、所員の多くが中国研究者であるとしても、彼らの幅広い研究の受け皿にはなりに

くい。これは研究条件をいかに整えても、なかなか克服し難い問題であり、今後の検討課題である。 

 

［改善の方法］ 

今後、『中日大辞典』の編集、補訂作業は、第 3版の刊行に向けてこれまで以上に集中的に行うが、スタ

ッフの増強や電子化により編集作業の軽減化を図ることで、それぞれの研究の成果を辞典以外たとえば紀

要などにも発表できるようにし、また所員の幅広い研究の受け皿となれるような研究テーマや研究方法を

検討し、より多くの人が研究に参加できる体制をつくる。また、資料のデータベース化とその活用を検討

する場合、編集スタッフの充実の他に、相互に情報を発信し合えるようなコンピュータシステムの開発と、

それにともなう人的資源の確保も必要である。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

中日大辞典編纂所の場合、辞典刊行という特殊な事業を行っており、その性格上敢えて競争的な研究環

境を創出のための措置は取っていない。 

 

［実態］ 

編集スタッフそれぞれが理想的な辞典の刊行という使命感を持って編集作業に取り組んでいる。 

また辞典の性格上、ミスがあってもすぐに訂正できないということもあって、その研究も自ずと慎重且
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つ丁寧にならざるを得ない。 

 

［長所］ 

構成員のほとんどが同一学部の教員であり、全員が『中日大辞典』の特徴をよく理解し、そのための研

究を自覚的に行っているため、編集作業も行い易い。 

 

［問題点］ 

競争が無いために、時に研究に時間がかかりすぎて、編集作業に影響する場合がある。 

 

［改善の方法］ 

『中日大辞典』第 3 版刊行のタイムリミットを見据えて、編集スタッフをさらに充実させ、理想的な辞

典の作成という命題は保ちつつ、編集作業の時間短縮を図る。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

中日大辞典編纂所の主たる事業は『中日大辞典』の刊行と、それにともなう編集、補訂作業である。こ

のため、語彙研究や辞書研究などを通して得られた知識や、専門分野での研究成果等は直接辞典編集に反

映させることが求められている。『中日大辞典』の大きな特徴である百科辞典的性格を保つためには、幅広

い分野での研究成果が必要であり、また刊行されると次に改訂されるまでは変更がきかず、新旧バランス

など配慮すべき点は極めて多い。編纂所では、語彙が豊富で新旧バランスの取れた辞典の刊行を目指す。 

 

［実態］ 

1987 年に『中日大辞典』増訂第 2 版を出版して以降、第 3 版の出版に向けて継続的に研究および編集、

補訂作業を行ってきた。前回の出版からすでに 20 年近くが経過し、この間研究対象である中国にも大きな

変化があり、収録語彙にも大幅な改訂が求められている。このため、従来の蓄積の上に新たな語彙の収集

および増補作業が不可欠となっており、2008 年の刊行を目指し、その 終的な作業を行っている。 

 

［長所］ 

中日大辞典編纂所には、『中日大辞典』の出版およびその増改訂の長い歴史があり、出版のノウハウやデ

ータの蓄積があり、さらに充実した図書資料など研究環境にも恵まれている。また従来『中日大辞典』の

刊行は大学の全面的な理解と協力を得ており、今回の第 3版の刊行も本学 60 周年事業の一環として位置づ

けられている。このため、そこでの研究成果は確実に刊行、公表することが可能である。 

 

［問題点］ 

『中日大辞典』第 3版が刊行されれば、研究成果の公表という目標は達成されるといえるだろう。ただ、

時間的な制約もあって、他の研究所のように紀要やニュースレターの発行や講演会の開催といった形での

研究成果の公表をあまり行ってこなかった。今後、研究成果の公表について、他の研究所と同様であるこ

とを求められた場合、その対応が必要となってくる。 

 

［改善の方法］ 

これまで研究成果の公表は辞典の刊行という形で行ってきたが、今後は紀要やニュースレターの発行や

講演会を開催するなど、様々な形で研究成果の公表を行うことも検討する。また、編集作業の省力化を図

るためにも、研究の成果を随時取り込めるようなコンピュータシステムの開発を行い、将来的にはより多
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くのユーザーが利用できるように、公開可能なものは公開する方向で考えていきたい。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

中日大辞典編纂所では、『中日大辞典』の刊行にともない、従来から著作権問題や人権問題に対して極め

て慎重に対応してきたが、その社会的に果たす役割の大きさから鑑みて、倫理面からの研究条件の整備を

さらに強化していく。 

 

［実態］ 

辞典編集に係わって、例文の盗用等の著作権問題には常に細心の注意を払っており、先行辞典としての

自負を持って編集、補訂作業を行っている。また人権問題に関しても、現在編集中の第 3 版では、前回の

増訂第 2 版では不十分であった差別的用語の全面的な見直しを行い、編集スタッフの意識向上を図ってい

る。中日大辞典編纂所は、辞典販売による収益があるため、諸経費の使用についても厳格さが強く求めら

れており、それに対応して販売システムの見直しや支出経費の明朗化等を行っている。 

 

［長所］ 

『中日大辞典』の出版に関しては長い歴史があり、またその元になっている資料もオリジナルなもので

あるため、先行辞典からの盗用といった著作権の問題は解決されている。また著作権を大学が所有してお

り、商業ベースでの競合がないため、独自の基準で編集、補訂作業を行うことができる。辞典の刊行まで

には一定の時間がかかるため、倫理面についてのチェックも比較的行いやすい。 

 

［問題点］ 

従来は辞典編集が主だったため、倫理面でも明確な基準に則って作業を行ってきたが、今後は、紀要の

発行やシンポジウムの開催、さらには海外の関係諸機関との共同研究や研究データの共有といった学術交

流を行う上で、より広範で明確な倫理規程が必要である。 

 

［改善の方法］ 

辞典編集については、今後も倫理面について細心の注意を払いながら作業を行うが、それ以外の研究面

においても、これから行う予定の各事業について、さらに検討を進めてその実現を図ると同時に、それぞ

れに必要な倫理規程を設けてその徹底を図りたい。 
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１．研究活動 
 

ａ 研究活動 

 

［理念・目的・目標］ 

本学の前身的大学である東亜同文書院大学における教育とそれを継承した本学の創設と展開などの分野

で総合的な研究をすすめ、あわせて若手研究者の育成を図る。 
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［実態］ 

愛知大学東亜同文書院大学記念センター（以下記念センターという）は、1994 年、豊橋校舎に設置され

た。本学の前身的大学である東亜同文書院大学に関する資料を蒐集、保存、展示し、その教育研究上の業

績をあきらかにすることとあわせ、本学の発展に寄与することがこれまでの目的であった。 

しかし、2006 年度から 5 年間、記念センターは文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業（以下、

「オープン・リサーチ・センター」という。）に選定されたため、書院を中心に愛知大学史も含めた国内お

よび国際シンポジウムや講演会および研究会の開催、収蔵資史料のデータベース化と公開および学内のみ

ならず、横浜、東京、名古屋、京都、福岡での展示、さらに書院をめぐる東亜同文会との関わり、「大旅行」

の分析、書院教育、それらを継承した本学の創設と展開などの分野での研究の深化などを目指した総合的

研究をすすめることとなり、あわせて若手研究者の育成を図ることになった。 

当記念センターは、直接的には東亜同文書院大学（以下書院という）卒業生で孫文の秘書を担った山田

純三郎氏のコレクションを御子息の順造氏（書院卒）から寄贈され、また折から東亜同文書院記念基金会

の発足もあって、書院記念センターの設立に至った。あわせて書院史の展示室も併設し、さらに書院卒業

生からの所蔵書籍、資料の寄贈分の収蔵・展示室も設けた。 

以上の経緯のため、これまでの記念センターはもっぱら寄贈資史料の整理と展示が中心で、研究機能は

付随的位置に置かれてきた。したがって、これまでは積極的な研究活動を行ってきてはいない。 

しかし、そのような中で愛知大学東亜同文書院大学記念センター報として『同文書院記念報』（以下『記

念報』という）を毎年刊行してきており、当初は所蔵資史料の整理やそれをめぐる論考が中心であったが、

資史料の整理がすすむにつれて研究的論考も掲載されるようになってきた。また、記念センター主催の研

究会や講演会が毎年開催され、時にシンポジウムも開催されており、それらの内容も掲載することで、書

院やその関連分野の研究成果も掲載するようになり、書院研究の論考や情報誌として評価されつつある。

（2005 年度で第 13 巻まで発刊） 

なお、これまでの国内外の学会での活動状況は記念センターの運営を担当する教員の個別活動が中心で、

記念センターとして行ってはいない。ただし、記念センターとしては講演会やシンポジウムを主催し、国

内外からの参加者もおり、国内外の学会へは間接的に寄与している。 

また、研究助成については、記念センターを運営する教員が個別に書院資料をベースにした近代中国像

を浮かび上らせる研究目的で文部科学省の科学研究費を得てきている他、平成初期には学術研究振興資金

により、書院生による旅行誌の翻刻、刊行も行った。 

 

［長所］ 

東亜同文書院大学は戦前中国の上海にあったため、多くの研究書や調査報告書が刊行されていたのにも

かかわらず、戦後の東西冷戦下でのイデオロギー的偏見の中で、それらの成果は無視されてきた。しかし、

多くの卒業生が戦後日本の経済成長を支えたため、その出身校は「幻の名門校・東亜同文書院」と評価さ

れ、その後、ベルリンの壁が崩壊し、東西冷戦構造が崩壊する中で、東亜同文書院の存在も知られるよう

になり、当記念センターの相次ぐ公開講演会などの活動も加え、書院への関心が高まってきた。そのよう

な中で記念センターが書院と孫文を中心とした展示施設を設けたことで、多くの来訪者を数えるようにな

り、次第にその存在が知られるようになった。日本人のみならず中国本土や台湾、欧米からの来訪者も数

え、国際的にも記念センターが知られるようになりつつある。また欧米の東アジア史研究者のほとんどは

書院と東亜同文会の存在を認知しており、当記念センターへの関心は高まり、記念センターの存在意義も

高まりつつある。 

 

［問題点］ 

これまで当記念センターは展示機能に重点が置かれ、記念センターや本学に収蔵されている書院および

東亜同文会関係の膨大な諸資史料の研究が一部を除きあまり進んでいなかった。センターの運営組織も既

存の資史料の展示と保存、また、公開講演会の実施に中心が置かれたにすぎなかった。 
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［改善の方法］ 

2006 年度に文部科学省により当記念センターがオープン・リサーチ・センターとして選定されたことに

より、既存資史料のデータベース化をともなう資史料の公開、さらに書院の総合的な研究もすすめられる

ようになり、それらを踏まえたシンポジウムや講演会、研究会もより充実した形で可能になった。それは

文字どおり従来の記念センターの改善の方法として位置づけたい。 

 

 

 

ｂ 研究における国際連携 

 

［理念・目的・目標］ 

国際的なシンポジウムの開催し、あわせて国外の研究者（中国、台湾、アメリカなど）も研究員に加え、

研究上のネットワークを形成し、書院の国際的なレベルでの研究をすすめる。 

 

［実態］ 

これまでは展示を中心としていたため、当記念センターとしての国際連携は行われてこなかった。しか

しオープン・リサーチ・センターに選定され、国際的なシンポジウムの開催が可能になり、あわせて国外

の研究者（中国、台湾、アメリカなど）も研究員に加え、研究上のネットワークを形成し、書院の国際的

なレベルでの研究をすすめつつある。 

 

［長所］ 

書院での中国語教育の方法や「大旅行」による地域調査方法は戦時中から戦後のアメリカにおける地域

研究にヒントを与えたほどであり、アメリカのミシガン大学や中国科学院地理研究所、上海交通大学など

との多様な研究組織との研究上の連携の可能性がある。 

 

［問題点］ 

当記念センターの展示に中国本土、台湾、アメリカ、イギリス、フランスなどの研究者が来訪して多大

な関心をもたれてきた。これまではそのような関心をまとめ国際的な研究を推進しようとする機運はあっ

たが、センターにそれをサポートする機能がなく、具体化はしていない。 

 

［改善の方法］ 

前述のように、当記念センターのオープン・リサーチ・センタープロジェクトの中では国外の若干の研

究者にも研究者として加わってもらっており、今後の国際的共同研究をすすめ、それにより書院と記念セ

ンターの国際的評価を高める足がかりの可能性を高めたい。 

 

 

 

ｃ 教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

［理念・目的・目標］ 

書院のもつ国際性や書院での教育方法、「大旅行」などの実施は、今日の国際化の動きの中では極めて先

駆的であり、それらを踏まえた他の教育研究組織との間での研究上の交流を目指す。 

 

［実態］ 

ICCS の設置にともない、本学大学院中国学研究科博士後期課程において、近代中国史や近代日中関係史

の中での書院研究がその一部として取り上げられたり、また、書院関係の資史料の一部のデータベース化
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をすすめつつある。しかしまだ個別教員による書院研究がすすめられている程度である。 

 

［長所］ 

記念センターの書院および孫文を中心とした展示と資史料に多くの来訪研究者が関心をもち、とりわけ

中国、台湾系研究者やアメリカ、フランスの研究者が当センターの存在を高く評価してきた。そのため、

それらの国々の大学などの連携の可能性がある。また学内では中国研究科や中国関係の学科、専攻との連

携の可能性もある。 

 

［問題点］ 

上記のような可能性にもかかわらず、従来は当センターの研究機能の制約のため、組織間の連携の具体

化が困難であった。 

 

［改善の方法］ 

オープン・リサーチ・センターに採択されたことにより、国内外の教育研究組織単位との研究上の連携

が可能になり、その実現を目指したい。 

 

 

 

２．研究環境 
 

ａ 経常的な研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

これまでは、当センターの機能は書院および孫文関係資史料の整理やデータ整理、およびそれらの展示

に中心を置いていた。2006 年度に文部科学省によって当記念センターがオープン・リサーチ・センターと

して採択されたことにともない、資史料やシンポジウム・講演会などの公開とともに東亜同文書院をめぐ

る総合的研究も行うことを目的とする。 

 

［実態］ 

前述したように、当記念センターはこれまで資史料整理と展示に重点を置き、研究分野は副次的であっ

たため、研究創出のための措置は特筆するものはない。ただし、毎年実施してきた研究・講演会や随時行

うシンポジウムでは、研究創出に関わる内容が提供されてきた。また、機関誌『記念センター報』（毎年刊）

で、収蔵資史料の考察・研究の試みは実施してきた。 

それがオープン・リサーチ・センターとして採択されたことにより、東亜同文書院の中国研究、教育シ

ステムなどの個別分野の研究とともに書院を継承した愛知大学史の部分も研究対象とすることができるよ

うになり、それぞれの分野に担当研究者を置き、それをサポートするためにポストドクターや RA も設ける

体制に移行中である。 

 

［長所］ 

収蔵資史料は日本・中国の近代史、日中関係史、中国や東南アジアの 20 世紀前半期の地域誌研究に十分

貢献できる内容を有しているとともに、これらを軸に国内外との研究者とも共同研究のできる可能性があ

る。 

 

［問題点］ 

以上のような長所を、これまでは組織的な研究体制を組めなかったために十分生かせなかった。 
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［改善の方法］ 

2006 年度に文部科学省によって当記念センターがオープン・リサーチ・センターに採択されたことによ

り、これまでの以上のような実績を踏まえつつ、東亜同文書院の総合的研究や国内外のシンポジウム開催

などを通じて研究部門の環境整備を図ることが可能になる。 

 

 

 

ｂ 競争的な研究環境創出のための措置 

 

［理念・目的・目標］ 

当センターの有する資史料を利用した先駆的な研究を目指すとともに内外に情報発信をする。 

 

［実態］ 

個別的ではあるが、書院生の手になる中国や東南アジアの「大旅行」の記録の出版やそれによる中国の

地域研究をすすめ、またそのうちの大運河やアヘンなど個別テーマでの研究はすすめられてきた。また所

蔵資料の展示公開は国内外の研究者の関心を集めており、中国側との共同研究の方向も議論されている。 

 

［長所］ 

第一級の原資史料を収蔵しており、それを利用した研究がすすめやすい環境はすぐれており、センター

刊の『センター報』や現代中国学部編の『中国 21』、さらには国際問題研究所などの機関誌により、研究

成果発表の環境は十分ある。 

 

［問題点］ 

これまでは、そのような研究は個別的にすすめられ、全体的なシステム化はすすめられていない。 

 

［改善の方法］ 

優れた資史料の存在を認めた上で、それらの資史料を多様な観点からの共同研究によって活用したい。

特にオープン・リサーチ・センターの選定によりそれがいっそう強力に可能となる。 

 

 

 

ｃ 研究上の成果の公表、発信・受信等 

 

［理念・目的・目標］ 

展示中心の公表にとどまらず、機関誌の年報や国内外シンポジウム、講演会、研究会を通して個別の研

究成果を公表、発信する。 

 

［実態］ 

記念センターに関わる研究・講演会やシンポジウムについては、機関誌である『記念報』に掲載し、公

表、発信し、速報版としてニュースレターを年数回発行している。また、書院関係の研究成果については、

学内の国際問題研究所紀要、学外の中国関係機関誌、著作出版物などで公表している。 

 

［長所］ 

制約された条件の中でも、年報発刊や講演会を重ねてきた。その中で書院への関心の高まりは大きく、

毎回行う講演会には 100 名を超える参加者を数えている。 
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［問題点］ 

これまでは研究機能を十分にもっていなかったこと。そのため、発表も個別版あったこと。 

 

［改善の方法］ 

オープン・リサーチ・センターに採択されたことにより、従来の講演会やシンポジウムに加え、研究も

行えるようになり、その成果の公表もすすめることが可能になった。 

 

 

 

ｄ 倫理面からの研究条件の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

当センターの収蔵資史料はいずれも第一次資史料であり、その利用時における倫理性を保持する。また

国内や海外での文献調査における同様の倫理性も保持する。 

 

［実態］ 

当記念センターの所蔵する資料は唯一つの存在であるケースが多く、また、書院生の成果についての情

報もオリジナルがほとんどであるため、閲覧者は多いが、それらの利用上の倫理性はあまり検討されてい

ない。 

 

［長所］ 

書院生の研究作品の著作権等については、卒業生の会である「滬友会」との関係で判断しやすいところ

もある。 

 

［問題点］ 

研究者の無断引用が時に発生する。そのたびに著者に注意を促している。そのような倫理性はこれまで

の慣行に従ってきた。 

前述の［実態］で述べたようなケースが時に発生している。この点は今後のデータベースの公開化の中

で新たな検討課題になる。 

 

［改善の方法］ 

以上のような問題点を避けるために来訪研究者に引用時の注意を与えているが、さらに今後のデータベ

ースの公開に関連して無断引用の多発化も予想される。それだけにそれらの利用方法、引用先の明文化な

どに対処する明確な制度化を工夫する必要がある。 
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１．施設設備等 
 

（１）豊橋校舎 
 

ａ 施設・設備等の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学は 1946 年に豊橋校舎で誕生している。以来 60 年近くに渡って着実に歩みを続けてきて

いるのは建学の精神にある「地域社会への貢献」が実践されているからに他ならない。今後もたゆ

まぬ努力によって更なる飛躍を目指すべく、教育・研究活動や学生生活環境の質的向上のため施設・

設備等を適切に整備していく必要がある。そこで、施設・設備を整備するに当たっては、効率性－

有限である予算や様々な資源が効率的に利用されるよう調整を行うこと、安全性－学生・教員が安

心して施設・設備等を利用できるよう整備を行うこと、有効性－教育・研究活動に貢献できるよう

な施設・設備等とすること、以上 3 つが実現されることを目標とする。 

 

［実態］ 

豊橋校舎には文学部、経済学部、国際コミュニケーション学部の 3 学部および短期大学部、3 研

究科(大学院)が設置されている。校地面積は 159,597 ㎡、校舎面積は 48,013 ㎡となっておりいずれ

も設置基準上必要校地面積 37,160 ㎡および校舎面積 17,532 ㎡を大きく上回っている。 

表 7-1 は、校地、校舎の面積について大学設置基準および私立大学連盟加盟校のデータを基に豊

橋校舎の状況を対比したものである。豊橋校舎の収容定員は「大学基礎データ表 14」から算出した

5,121 名(文学部 1,512 名、経済学部 1,804 名、国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 1,805 名)を根拠としている。 

表 7-1 から校地面積は、学生一人当たり大学設置基準より 21.2 ㎡／人上回っている。校舎面積

は私大連加盟大学平均より 3.1 ㎡／人下回っているが、大学設置基準から算出した面積 17,532 ㎡よ

りは 30,481 ㎡多く、十分な面積が確保されていることがわかる。 

校舎内は緑豊かな自然を 大限に活かしながら、研究館・研究所・図書館等を中心にした研究ゾ

ーン、教室棟を中心にした教育ゾーン、本館を中心にした管理ゾーン、厚生会館・学生会館を中心

にした厚生ゾーン、グランド・体育館を中心にした運動ゾーンと機能的に配置されている。 

教育環境整備のため、1997 年に情報処理教育施設、1998 年に語学教育施設の改造を行い、1998

年に教室棟 2 棟を新築した。また、学生厚生施設の充実を図るため、1995 年に梢風館(短期大学部

等学生厚生会館)、1997 年に逍遥館(学生厚生会館)を新築した。また、1999 年に図書館の書庫･開架

図書室を拡大し、メディアコーナー、AV コーナーを充実するため、図書館を増改築した（主な建物

の概要は、表 7-2 参照）。 

講義室・演習室等の整備状況は「大学基礎データ表 37」に記載のとおり、学部の講義室 50(47 は

研究科と共用、3 は研究科・短期大学部と共用)、演習室 37(研究科と共用)、学生自習室 1(研究科・

短期大学部と共用)、メディアゾーン 1(研究科・短期大学部と共用)、大学院の講義室 6、学生自習

室 5 となっている。学部の学生用実験・実習室の整備状況は「大学基礎データ表 38」に記載のとお

り、LL 教室 2、パソコン教室 6、心理学実験室 3、共同利用実習室 1、博物館学芸員課程実習室 1、

民具陳列室 1、一般教育研究室 1 となっている。 
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表 7-1 学生一人あたりの校地校舎面積 

[㎡／人＝学生一人当たりの面積] 
大学設置基準の 

適用条項 
大学設置基準から

算出した値 
私大連加盟大学 
平均(2005 年度) 

愛知大学 
豊橋校舎 

第 37 条 
校地の面積 

10 ㎡／人 
(51,210 ㎡) 

28.1 ㎡／人 
 

31.2 ㎡／人 
(159,597 ㎡) 

第 37 条の 2 
校舎の面積 

 
(17,532 ㎡) 

12.5 ㎡／人 
 

9.4 ㎡／人 
(48,013 ㎡) 

 

表 7-2 主な建物の概要 

建物名称 竣工(年) 床面積（㎡） 主な施設 

2 号館 1973 4,529.78 講義室 

3 号館 1964 2,162.72 講義室、LL 教室 

4 号館 1963 2,243.62 情報処理実習室 

5 号館 1998 5,275.82 講義室、演習室、LL 教室、情報処理実習室 

6 号館 1998 5,266.54 講義室、演習室 

図書館 1966 6,990.58 書庫、閲覧室、開架室、メディアゾーン 

体育館 1983 3,693.15 メインアリーナ、武道場、体力測定室 

第 2 体育館 1963 760.07 メインアリーナ 

学生会館 1997 2,801.69 自治会室、会議室、ホール 

厚生会館(逍遥館) 1997 2,789.69 食堂、購買、書籍販売、理髪店 

第１サークル棟 1971 2,138.84 サークル室 

第２サークル棟 1983 2,538.11 サークル室 

第３サークル棟 1971 1,116.05 サークル室 

合宿所 1983 473.99 合宿所 

記念会館 1978 1,459.17 校友課、国際交流センター、小講堂 

本館 1996 4,591.35 事務室、応接室、会議室 

 

表 7-3 体育施設 

  名 称 面積(㎡) 備 考 

グランド 23,000  

弓道場 485  

馬場 1,350  

テニスコート 2,500 7 面 

バレーボールコート 725  

プール 667 25M×6 コース 

屋外 

ゴルフ打球場 758 6 打席 

メインアリーナ 1,344  

武道場 798  第 1 体育館 

体力測定室 80  

第 2 体育館 760  

トレーニング場 250  

屋内 

雨天練習場 421  
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大学院の学生用実験・実習室の整備状況は「大学基礎データ表 39」に記載のとおり、パソコン教

室 6 となっている。 

体育施設として、グランド 23,000 ㎡、第 1 体育館、第 2 体育館、ゴルフ打球場(6 打席)、テニス

コート(7 面)、屋外プール、トレーニング場があり、体育実技の他、正課外教育に開放されている

（表 7-3 参照）。 

教員用個人研究室は「大学基礎データ表 35」に記載のとおり、すべての専任教員に一室与えられ

ており、その平均面積は 24.5 ㎡である。研究室には、机、椅子、書架、電話、エアコン等の基本備

品を設置しており、1994年に整備された学内LANを通して学内外へのアクセスが可能となっている。 

建物の耐震補強工事についてはこの間、建築から 30 年経っている鉄筋の建物を中心に順次、耐震

補強工事或いは建て替え工事を実施してきた。現在、図書館第 1 書庫および研究所について実施を

検討中である。建物内の書架等については地震による転倒防止対策を随時実施してきたが、2005 年

度末には全部門を対象に再度実施状況の調査を行い、申出があったすべての書架等に対して転倒防

止対策を施した。2005 年に大きな社会問題となったアスベスト対策についてはすべての建物につい

て建築業者に調査依頼を行い、該当箇所については囲い込み・封じ込め等の工事を実施した結果、

2006 年 5 月をもってすべての対応が完了している。 

 

［長所］ 

国有財産の払い下げによって取得した大学記念館、研究所は木造建築物として歴史的な価値もあ

り現在も有効に活用されている。大学記念館の建物は 1908(明治 41)年旧陸軍第 15 師団司令部庁舎

として建造されたものである。その後、1946 年から 1996 年まで本館として使用されていたが創立

50 周年を迎えて記念事業のひとつに、この明治時代の木造建築を修復し歴史的建物(文化庁登録有

形文化財)として保存することとし、1998 年 5 月にはこの 1 区画に「大学展示室」および「東亜同

文書院大学記念センター展示室」等を開設している。 

耐震対策については安全性に問題のある建物の改築・修繕を順次実施している。アスベスト対策

も完了している。 

豊橋校舎は前述のとおり設置基準を大きく上回る校地面積、校舎面積を持っている。講義室には

ビデオ、DVD、モニターテレビ、液晶プロジェクター、OHC、OHP、テープレコーダー等が順次整備さ

れており、特に語学授業において有効に活用されている。これらの施設･設備を学生はもちろん広く

社会に開放することが「地域社会への貢献」に繋がる。図書館の市民への開放、オープンカレッジ

や公開講座での教室利用、グランド等スポーツ施設の、記念会館のホール・サロンの貸出し等を通

じて市民にも親しまれる開かれた大学を実践している。 

敷地内には多くの貴重な樹木が生育しており緑豊かなキャンパスとして環境にも配慮された施

設・設備の整備を行っている。 

 

［問題点］ 

豊橋校舎は開設から 60 年近くを経過しており、建築された建物の老朽化が様々な形で進んでいる。

そのため、建物の補修、改修を計画的に行う必要がある。機器備品についても AV 機器等の中には

10 年を経過したものも若干あり、IT の進歩など今後の技術動向を考慮しつつ、適切な更新が今後必

要である。 

研究所(木造瓦葺平屋建・鉄骨造平屋建 904 ㎡)は旧陸軍予備士官学校将校集会所として使用され

た建物であり、大学記念館と同じく歴史的、記念的意味で使用を続けているが、木造建築のため火

災の心配がある。貴重な資料を保管しており、建物の耐震耐火対策が課題である。図書館第 1 書庫

については耐震工事が必要である。 
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［改善の方法］ 

安全性、効率性、有効性のある施設・設備の整備を行うためには中長期的な視点にたち大学全体

の方針に基づいた豊橋校舎の施設・設備の整備計画を立案･推進する必要がある。今後の建設計画に

ついては 2006 年度中を目途に方向を示す予定となっており、これらを含めた豊橋校舎の施設･設備

についての整備計画を立案する。当面の課題となっている研究所の対策については 2006 年度に建築

設計業者に耐震診断を行い、その結果に基づいた対策を実施する。 

 

 

 

ｂ キャンパス・アメニティ等 

 

［理念・目的・目標］ 

教育・研究・学生生活の環境の質的向上のためにキャンパス・アメニティの形成は不可欠である。

そのようなキャンパス・アメニティの形成のためには学生・教職員の衛生管理対策、安全対策を始

めとして利用者の立場に立った環境整備を行うことが求められる。そこでキャンパス･アメニティ形

成のための具体的な項目として、学生･教職員のための衛生管理対策、安全対策、快適な空間の提供

を掲げている。 

具体的な目標としては、禁煙プロジェクトの推進による構内の完全分煙化とタバコによる健康被

害の拡大防止、ゴミの分別収集実施による全体量の削減とクリーンなキャンパスの形成、防犯対策

の充実による安心･安全なキャンパスの実現、空調設備の集中管理による快適な教室環境の提供と省

エネの実現、学生のための厚生施設の拡充によるキャンパスライフの質的向上を掲げることとする。 

 

［実態］ 

本学では全学的に禁煙プロジェクトが設置されている。これは単に喫煙の禁止や分煙を実施する

のではなく喫煙による健康被害を喫煙者に訴えることによってすべての人の健康に配慮をした活動

が行われている。まず非喫煙者への配慮から喫煙場所を学内の 3 ヶ所に限定した。場所は 5 号館南、

梢風館前、本館 3 階東である。つぎに学内各所に禁煙を啓蒙する掲示を行っている。2005 年度には

健康被害を理解してもらうための掲示も行った。保健室では医療検査機器を使用して喫煙のレベル

を測定して禁煙指導に役立てている。禁煙パトロールではボランティアの教職員・学生が学内を巡

回して活動に対する理解を求めるなど啓蒙活動も行っている。 

ゴミの増加は近年大きな社会問題となっている。とりわけ愛知県では 1992 年に名古屋市が「ゴミ

非常事態宣言」の声明を出して対策に乗り出すなどしたため関心が高い。本学においてもゴミの減

量化を推進するため、分別用のゴミ箱を学内に設置して分別収集を行っている。 

学内の正門を除いた各門には防犯カメラが設置してあり、守衛室で常時モニターするとともに録

画を行い防犯に役立てている。また夜間も利用可能な女子トイレには各室に防犯ブザーを取り付け

てあり、守衛室へ発報できるようになっている。 

講義室等における空調設備は集中管理を行うことによって適切な状態に維持管理がされるよう配

慮されているとともに必要以上の使用が制限されることにより省エネルギー対策としても利用され

ている。 

豊橋校舎では自然環境・周辺環境への配慮を一貫して行ってきている。学内に多く生息する樹木

については維持管理を行うに当たっては剪定を原則としており、防虫剤の使用を禁止している。学

内には多くの野鳥が生息する。 

豊橋校舎は豊橋駅から所要時間 6 分の構内設置駅「愛知大学前」駅に隣接している。2005 年度に

は朝夕のラッシュ時の混雑を緩和するために駅舎の改修工事を行った。改修に当たっては自然環境
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への配慮が重視され、ホームの南側には拡張によって通常ならば伐採される樹木がそのまま生かさ

れるユニークな構造となっている。隣接する「哲学の森」と並んで本学の新たなシンボルとなって

いる。 

学生用施設として学生会館、逍遥館(厚生会館)、第 1・第 2・第 3 サークル棟、合宿所があり、サ

ークル活動に利用されている。学生のコミュニケーションの場として学生会館にはラウンジを設置

している。逍遥館(厚生会館)には食堂、書籍･文具等の購買の他、テイクアウト専用の食品コーナー

も設置されている。 

 

［長所］ 

禁煙プロジェクトの活動は確実に認知されてきている。これらの活動の充実によって学生のため

の生活の場が確保されるはずである。 

ゴミの減量化のための活動は学内の分別だけでなく、530(ゴミゼロ)運動発祥の地である豊橋の豊

橋市 530 運動環境協議会にも参加するなどして地域との連携も深めている。 

近年社会では凶悪な犯罪も増加しており、大学にその危険が及ばないという保障はない。その意

味でも学内に設置された防犯カメラは学内警備に大きく貢献している。女子トイレに防犯ブザーが

設置されることによって利用者に安心を提供することもできる。 

広大な校地と自然に囲まれた環境はキャンパス・アメニティを形成する上での大きな要素となっ

ている。「愛知大学前」駅に隣接している「哲学の森」は教職員・学生はもちろん近隣住民も訪れる

憩いの場となっている。また豊橋市巨木銘木 100 選に学内から 5 本の樹木が選定されている。豊橋

駅から豊橋鉄道渥美線「愛知大学前」駅まで所要時間 6 分という交通の便利さは絶大であり、愛知

県東部の三河地方はいうに及ばず、愛知県西部の名古屋市や尾張地方からでも十分に通学圏内とな

っている。「愛知大学前」駅は朝のピーク時には大学直結の専用改札が設置される。 

学生のための生活の場として、学生会館、厚生会館を初めとして 3 棟のサークル棟、合宿所等充

実した環境を整備している。 

 

［問題点］ 

禁煙プロジェクトがかなり浸透してきたとはいえ、一部にはルールを守らない人もいる。ごみの

ポイ捨てと同様、さらなるマナー向上の対策が必要である。喫煙場所にはベンチと灰皿が設置して

あるが屋根のない屋外にあるため、喫煙者は雨天時に傘をさしながら喫煙することになるため何ら

かの対策が必要である。喫煙指定場所付近が建物入口に隣接している箇所があるため、設置場所に

ついても検討する必要がある。 

開学から 60 年近くを経過しているため、学内の給配水管に破損・水漏れ等の障害が発生すること

が目立つようになって来た。今後も計画的に補修･改修を行っていく必要がある。 

広大な校地に生息する樹木の維持管理を行うことは容易ではない。管理を行うに当たっては専門

的なノウハウも求められる。それらを踏まえて今後は効率的な樹木管理を行うことが必要である。 

学生施設は近年着実に整備され充実してきているが、雨天時には食堂等で混雑が見られるため対

策で必要である。 

 

［改善の方法］ 

禁煙プロジェクトの活動は確実に認知されてきている。今後も引き続き活動への理解を求めるた

め禁煙パトロールの実施や保健室での指導など地道な活動を行っていく必要がある。また分煙が確

保されると同時に雨天時にも対応した喫煙場所の設置、移動について検討する。 

ゴミ問題は今後も大学のみならず社会にとっての大きな課題である。引き続きゴミの減量への努

力を推進するために地域との連携をさらに強めると同時にリサイクルを始めとした循環型社会実現
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に代表される分別収集から一歩進んだ次のステップについても模索する。 

配管等の破損は衛生面からも早急な対策が求められる。構内の膨大な数の配管を管理するために

も早期に補修･改修計画を立案する。 

樹木管理についてはノウハウを持った専門業者と年間保守契約を締結することによって計画的な

維持管理を行っていくこととする。 

雨天時にも学生が過ごせるような屋根或いはテントつきの施設・設備の整備についても検討する。 

 

 

 

ｃ 利用上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

施設･設備等を提供するに当たっては誰もが便利に安心して利用可能な施設・設備等を提供できる

よう利用上の配慮を行うことは当然のことである。その対象は生涯学習という言葉に代表される社

会人教育はもちろん身体障害者、高齢者も例外ではない。今、教育を受けたいすべての人に機会を

均等に与えられるような利用上の配慮が求められている。利用上の配慮とは常に利用する側の視点

に立つことに他ならない。具体的な目標としては主要施設・設備等のバリアフリー化を目指すこと

とし、点字ブロック整備による視覚障害者への対応、身障者用エレベーターの設置、スロープ設置

による建物の段差解消、多目的トイレの設置等を重点的に整備することとした。 

 

［実態］ 

身体障害者、高齢者でも安心して利用できるバリアフリーな施設・設備の整備を目指して多くの

取り組みを行っている。学内のほぼ全域に点字ブロックが敷設されている。これによって愛知大学

前駅を基点として、必要な建物への経路が確保されている。現在学部に 1 名在籍する視覚障害学生

が日常的に利用している。また視覚障害者用パソコンや点字プリンターの整備も行われている。身

障者用エレベーターおよび多目的トイレは主要な建物に設置されている。自動ドアは本館･研究館･

図書館に設置されている。本館西側には身障者用駐車スペース等が設置されている。構造上必要が

ない建物を除いたすべての建物にスロープが設置されている。 

学内には駐輪場を多数設置している。駐輪場は門付近および各建物前に整備されており白線で指

定された所が駐輪場スペースであることを示している。騒音防止のためバイク等の構内への乗り入

れは禁止している。 

通常講義期間中は図書館が 21 時 30 分まで、情報メディアセンターが 21 時まで利用可能であり、

講義終了後からでも予習復習やレポート作成に十分な時間が取れるよう配慮されている。また図書

館では試験期間中の前後には日曜開館も行っている。なお教室棟についても、始業前・終業後も学

生が利用できるよう配慮している（7 時を目安に開錠、22 時を目安に施錠）。 

学生会館、サークル棟については学生の自主性を尊重し、管理運営を学生が構成する昼間部学生

自治会に委任している。 

 

［長所］ 

バリアフリーへの取り組みは年々充実度を増してきている。特に点字ブロックについては視覚障

害学生への実際の対応を通して、その有効性が実証されている。また視覚障害学生への対応では単

なる施設･設備等の対策のみならずサポート面でも関連部署と連携して充実をさせてきた。事前のス

ケジュールを把握して教室間の移動や建物内での誘導等のサポートも行ってきた。このようにバリ

アフリーへの対応ではハード面のみならずソフト面での対応がたいへん重要である。 
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身障者用エレベーターについてもほぼすべての建物に設置されている。 

スロープについては 5 号館･6 号館･研究館等の建築時に段差が無い建物を除いてすべての建物で

入口の段差が解消されている。 

多目的トイレについても年々整備されてきている。 

 

［問題点］ 

バリアフリーへの取り組みについては今後も計画的に整備充実させていく必要がある。点字ブロ

ックや構内の通路が破損してしまったり、道路の陥没が進行して雨天時に水溜りができる箇所があ

る。健常者にとっては気にならないわずかな段差や水溜りが視覚障害者にとっては思わぬ障壁とな

るかもしれないことに配慮した対応が必要である。 

3 号館と記念会館にはエレベーターが設置されていない。大人数講義やガイダンスが行われる 3

号館 2 階の大教室や国際交流センター事務課のある記念会館 2 階、講演会が行われる記念会館 3 階

ホールには様々な利用者が訪れる。そのため支障が出る恐れがある。 

建物の入口はスロープが設置されるか段差が無いかいずれかの構造となっているが、建物内外の

扉については自動ドアもあれば観音開き扉や引き戸と様々である。観音開き扉については車椅子の

利用者にとっては不便なため、運用面を含めた検討が必要である。 

5 号館、7 号館と記念会館については多目的トイレが設置されていない。構内の駐輪場スペースが

ピーク時には不足気味となっており、特に教室棟では出入り口付近や本来スペースでない場所や点

字ブロック上に自転車が置かれていることもある。放置自転車もかなり増加してきており対策が必

要である。構内へのバイクの乗り入れや指定場所以外への駐輪が時々見受けられる。 

構内に多くの樹木があるため夜間に外灯の灯りが遮られ通路が暗くなる場所がある。図書館が 21

時過ぎまで開館しているため安全な通路の確保のためにも対策が必要である。 

 

［改善の方法］ 

バリアフリー施設については今後も計画的に整備を行う。整備･拡充に当たっては文部科学省から

提示されている「学校施設バリアフリー化推進指針」等を参考にしながらハード･ソフト両面での対

応ができるよう学内の関連部署と連携をしていく。 

点字ブロック、通路の補修については日常の点検がかかせない。雨天時の水溜りについてなど普

段気づきにくい不具合についても点検を怠らないよう心がける。 

3 号館および記念会館についてエレベーターの設置または代替手段について検討を行った上で対

策を立案する。 

建物入り口における対策は完了している。今後は建物内でのバリアフリーについても身障者の視

点に立った対応について検討を行い、対策を立案する。 

駐輪場スペースの不足を解消するために新たな場所の確保を行う。確保に当たっては、利用状況

を把握するために調査を行った上で必要なスペースを算出して整備を行うことが効果的である。放

置自転車等については定期的な見回りを徹底して対応をしていく。 

構内へのバイクの乗り入れや指定場所以外への駐輪への対策として明確な掲示版の設置や駐輪場

所の指定を行う。 

夜間利用者のための外灯については利用者の実態を把握した上でプランを作成し利用者が安心し

て施設･設備を利用できる対策をとる。 

 

 

 

ｄ 組織・管理体制 
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［理念・目的・目標］ 

適切な機能分担と権限委譲さらには円滑な連携を実現することを目標として、委員会組織が方針

決定と計画立案を行い、事務組織が専門業者活用により運用管理業務の実施を行う。 

 

［実態］ 

施設設備の利用・維持管理に関する指針・計画の立案については常設の豊橋校舎施設委員会で検

討を行っている。豊橋校舎施設委員会は、大学評議会の構成員のうち文学部・経済学部・国際コミ

ュニケーション学部・短期大学部・事務局から選出された委員および事務局長で構成されている。

委員会では学内から出された様々な要望を取り入れながら施設･設備等の整備計画について検討を

行う。この検討結果については、全学的な組織である大学評議会において審議決定している。 

施設・設備等の運用・維持・清掃・警備等の日常業務は豊橋総務課管理のもとで委託業者が行っ

ている。総務課と委託業者は業務日報およびミーティング(毎朝)、定例会議(月 1 回程度)を通して

問題点等について情報共有と対応の意思疎通を行っている。 

施設･設備の保守については、エレベーター、消防設備、空調設備等について保守業者とそれぞれ

保守契約を締結し、法令で定められている点検はもちろん、施設･設備の維持管理に必要な措置を講

じている。衛生面においても水質検査・消毒・洗浄等についてそれぞれの業者と業務委託契約を締

結して点検・検査・業務委託を行っている。 

固定資産および物品管理においては、固定資産及び物品調達規程に基づいて管理が行われている。

厳格な管理が求められる高額な調達については調達会議が招集され調達業者の選定を行っている。 

防災に関しては、愛知大学防火管理規程に基づき、校舎別に、「防火管理責任組織」および「自衛

消防隊」を設置している。また、本学の所在する東海地区は、大規模な地震が発生する可能性が高

く、国が定めた「大規模地震対策特別措置法」に基づき地震防災組織を設け、非常時における対策

や定期的な防災訓練を行っている。 

 

［長所］ 

施設・設備の管理について、審議決定機関としての大学評議会、検討を行う施設委員会、維持･

管理を行う総務課、使用する各課室と組織・管理体制については効率的に機能分担がされている。 

豊橋校舎施設委員会は大学評議会の構成員のうち文学部・経済学部・国際コミュニケーション学

部・短期大学部・事務局から選出された委員各 1 名および事務局長で構成されているため全学的な

見地に加えて各学部が抱えている固有の問題や要望についても配慮することができる。 

日常の運用保守管理の実務については専門知識･技術をもった業者と業務委託・保守契約を結ぶた

め施設･設備等の利用者に対してきめ細かで迅速な対応が可能となっている。 

機器備品等の調達や修繕においては申請部署と調達部署を分離することによって内部統制が確立

されている。 

 

［問題点］ 

施設･設備等の維持管理については業務委託･保守契約で行っているため保守や委託業者が多岐に

わたる。そのため物件ごとの問合せ先が総務課施設担当者以外にはわかりづらくなっている。管理

対象の施設･設備等が膨大なため業者への手配を含めた対応は容易なことではない。 

固定資産の管理が長い間、紙ベースで行われてきたため差異が生じている。土地･建物・機器備品

等の固定資産管理は会計基準の改定があると、その都度変更が必要である上に専門知識を求められ

る。 

防火管理規程は、より適切な対応策を規定することが必要であり、見直しが必要である。 
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［改善の方法］ 

それぞれの施設･設備の保守業者については担当者が不在の場合でも問合せが可能となるよう文

書類を整理するなどして体制を整備する。 

物品の調達ルールを徹底するために各課室に再度注意喚起を促すとともに、今後はシステムと連

携したワークフロー導入の可能性についても検討する。 

土地･建物・機器備品等の固定資産管理は会計基準の改定があると、その都度変更が必要である上

に専門知識を求められる。そのため、対象資産の規模や財務諸表の信頼性確保、説明責任の観点か

らも固定資産管理システムの早期導入を検討する。 

防火管理規程の見直しを行う。見直しにあたっては、事前対策を十分にとること、地震や風水害

を含めて見直すこと、緊急時の対応の見直し、現行の法律に即すことなどを踏まえて、規程の改正

案を作成中である。 

 

 

 

（２）名古屋校舎 
 

ａ 施設・設備等の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

名古屋校舎の施設・設備等の整備は、本学の教育方針（建学の精神）を具現化することを目標と

しており、具体的には、すでに別項でも触れたとおり、それまでの車道校舎に欠けていた体育教育

を補うため体育施設を充実させること、必要十分な教育・研究施設を提供すること、学生のニーズ

を十分踏まえること等の他、地域との協調を目指すことも重視している。したがって校舎の建設に

あたっては地元三好町と協議を重ねながら、 寄り駅から校内までの学生の導線、本学の将来的な

拡張性、緑化計画、騒音、美観、三好町の将来計画等をすべて設計段階から考慮したものとなって

いる。竣工時には中部建築賞協議会から中部建築賞を受賞した。 

開校からやがて 20 年を迎えようとしているが、この間、本学の理念のもと多くの卒業生を輩出し

ており、今後もさらに着実な歩みを続けるところである。また、施設・設備面においては、この目

標を教育・研究のハード面から支えるための更なる整備・充実を目指す。 

 

［実態］ 

名古屋校舎は、名古屋市の東、愛知県西加茂郡三好町に立地しており、現在は法学部（1・2 年次

生）、経営学部、現代中国学部の 3 学部および 3 研究科（大学院）が設置されている。 

校舎北側は東西に沿って名鉄豊田線、東側は南北に沿って東名高速道路が走っている。大部分の

学生は 寄り駅の名鉄豊田線黒笹駅で下車し本学のスクールバスを利用して通学しているが、遠距

離通学などの理由で申請により許可された一部の学生は自動車で通学している。学生用駐車場の収

容台数は 594 台、利用許可（者）台数は 924 台となっている。（許可率 167％） 

表 7-4 は、校地、校舎の面積について大学設置基準および私立大学連盟加盟校のデータを素に名

古屋校舎の状況を対比したものである。名古屋校舎の収容定員は、2,854 名（法学部 1,2 年 620 名、

経営学部 1,498 名、現代中国学部 730 名）を根拠としている。 
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表 7-4 学生一人あたりの校地校舎面積 

[㎡／人＝学生一人当たりの面積] 
大学設置基準の 

適用条項 
大学設置基準から

算出した値 
私大連加盟大学 
平均(2005 年度) 

愛知大学 
名古屋校舎 

第 37 条 
校地の面積 

10 ㎡／人 
(28,480 ㎡) 

28.1 ㎡／人 
 

49.79 ㎡／人 
(142,099 ㎡) 

第 37 条の 2 
校舎の面積 

 
(14,887 ㎡) 

12.5 ㎡／人 
 

11.10 ㎡／人 
(31,681 ㎡) 

 

表 7-5 主な建物の概要 

建物名称 竣工(年) 床面積（㎡） 主な施設 

教室棟 1988 7,683 講義室 

中央教室棟 1988 2,389 講義室、演習室 

東教室棟 1997 4,998 講義室、演習室、実習室、研究室（現代中国学部） 

図書館 
 

1988 7,461 書庫、閲覧室、開架室、実習室、メディアゾーン 
               1998 年増築 

体育館 1988 2,721 メインアリーナ、武道場、多目的競技室、トレーニング室

厚生会館 1988 2,302 食堂、購買、理髪 

朋友館 1995 2,625 食堂、サークル室、温水プール、多目的体育室、トレーニ
ング室 

青翔館 1997 1,883 書籍売店、学生用ラウンジ、事務室 

サークル棟 1988 2,741 合宿所、サークル室、音楽練習室、和室、浴室 

研究館 1988 6,246 研究室（法学部、経営学部）、会議室、大学院講義室 
                  1998 年増築 

本館 1988 2,694 事務室、応接室、        2001 年事務室増築 

 

表 7-6 体育施設 

 名 称 面積 (㎡) 備 考 

グラウンド 9,569  

野球場 11,355  

アーチェリー場 2,040  

ゴルフ練習場 1,120 6 打席 

テニスコート 5,436 7 面 

屋 外 

エアーライフル射撃場 85 4 射座 

メインアリーナ 1,366  

武道場 215  

多目的競技室 317  
体育館 

トレーニング室 285  

温水プール 530 5 コース 

多目的体育室 469  

屋 内 

朋友館 

トレーニング室 136  

 

表 7-4 から校地の面積は、学生一人当たりでは私大連加盟大学平均より 21.69 ㎡／人上回ってい

るが、校舎の面積については、1.4 ㎡／人下回っている。これは、名古屋校舎が車道校舎を同一団

地として構成しているためで、名古屋団地として捉えるといずれも私大連加盟大学平均を上回って

おり、（名古屋団地としては校地の面積 149,365 ㎡、42.70 ㎡／人 、 校舎の面積 51,537 ㎡、14.73

㎡／人となる。）十分な面積が確保されていることが分かる。 

講義室等の施設は、1980 年代に建設されたものが全体の 66％、1990 年代が 34％である。主な建
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築物について記すと、教育環境整備のため 1998 年に図書館の増改築を行い、その際情報処理教育施

設・語学教育施設および図書館開架室の拡充を図るとともにメディアゾーンを新設した。1997 年の

現代中国学部設置にともない東教室棟を新築し、1998 年には大学院施設拡充により研究館を増築し

た。また、学生厚生施設の充実を図るため、1995 年に朋友館、1997 年に青翔館を新築した。名古屋

校舎の建物は 1988 年の開校にあわせ、1981 年の耐震基準によって竣工されており耐震強度も十分

に確保されている。また、設置してある什器についても耐震措置を施している。 

主な建物について概要を記すと表 7-5 のとおりである。 

講義室・演習室の整備状況については、学部と研究科それぞれ独立したものを利用しており、学

部共用の講義室 34 室（5,720.9 ㎡）、演習室 33 室（1,706.8 ㎡）が確保され、研究科については講

義室 9 室、演習室 1 室の他自習室 11 室を確保している。また、図書館・メディアゾーン等は学部・

研究科の共用となっている（「大学基礎データ表 37」参照）。 

教員用個人研究室はすべての専任教員に一室与えられている。現代中国学部教員の研究室は、同

学部設置の経緯から東教室棟に設置されているが、それ以外（法学部・経営学部）の教員研究室は

研究館に設置されている。平均面積は 23 ㎡（研究館 18.0 ㎡、研究館西側 25.8 ㎡、東教室棟 24.5

㎡）である。すべての研究室に、机、椅子、電話、エアコン等の基本設備を設置している他、1994

年には学内 LAN を整備し、パソコンを設置すれば学内外へのアクセスも可能となっている。その他、

他校舎からの出講の際に利用できる出講者用研究室、国際中国学研究センター（ICCS）訪問教授用

の研究室等も別途設置している。その他、学生厚生施設として、先に記した朋友館、青翔館以外に

サークル棟（合宿所含む）、厚生会館を設けている。 

次に体育施設について記すと表 7-6 のとおりである。 

これらの体育施設は体育実技の他、正課外教育にも積極的に利用され、さらに体育館メインアリ

ーナ・トレーニング室、野球場、テニスコート、温水プール等は広く地域にも開放している。なか

でも温水プールは地元の自治体である三好町から年間 2,000 千円の補助金を得ており、2005 年度に

は 3,000 名（延べ）を超える三好町民の利用があるなど、地域住民からも一定の評価を得ている。

なお、図書館については 2005 年度から高校生にも夏期休暇中の利用を認めており、受験勉強等にい

っそう利用されることが期待されている。 

これらの諸施設はいずれも事務本館内の中央監視室において集中管理され、冷暖房状況の把握・

制御、火災検知、夜間は侵入感知センサーによる管理・防犯を徹底している。 

アスベストについては、2005 年度に検査を実施した。その結果、吹き付けロックウールについて

アスベストが使用されていると疑わしい場所（アスベストと限定できなかった。アスベストである

としても石綿濃度 0.5 未満との調査結果を得ている。）が 2 ヶ所発見されたが、1 ヶ所については飛

散防止措置等の適切な処置（囲い込み）がすでに施してあり、残る 1 ヶ所についても適切な処置（固

化。囲い込み）を行った。 

 

［長所］ 

名古屋校舎には必要十分な講義室と演習室が設置されており、現状において問題はない。講義室

等の面積・設備はすでに述べたとおり（「大学基礎データ表 37」参照）であるが、学内 LAN をはじ

めとする充実したインフラのもと、校舎間、大学間および国際間の遠隔講義や双方向授業の実施な

ど教育効果を高めるための数々の施策が実行されている。中央教室棟の屋上には大型パラボラアン

テナを設置しており海外の衛星放送（BBC、中国中央電視台等）を受信できる他、講義室にはビデオ、

DVD、モニターテレビ、液晶プロジェクター、OHC、OHP、テープレコーダーおよびパソコン等が設置

されており、情報教育・語学授業をはじめとして大いに活用されている。開講期間中の各教室の教

室稼働率には、十分なゆとりがあると考えている。 
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［問題点］ 

名古屋校舎は開校からすでに 20 年近くを経過しており、当時設置された講義室内の机なども老朽

化してきているうえ、建物の補修の他、施設・設備も更新時期に入っているものが増えてきている。

特に機器備品については、製造から一定年数を経過している場合はすでにメーカー側にも部品が確

保されておらず、修理に支障をきたすことも少なくない。また近年の AV 機器・情報処理機器のめざ

ましい発達により、新しいメディア等に対応するため、機器そのものの寿命とは関係なく更新を余

儀なくされる設備もある。一方、施設・設備の増加・充実にともなって、電気・ガスなどエネルギ

ー供給面や給排水等のインフラも再整備が必要となっている。 

既存の施設・設備の維持管理とともにエネルギー利用面・ハード面から、より教育・研究に資す

る方策を総合的にさぐることが必要となっている。 

 

［改善の方法］ 

本学の使命に照らすと、施設・設備については、よりいっそうの充実が求められるところである。

その中で、今後さらに多岐に亘る教育・研究の充実のためには、個々の事象について場当たり的な

対応ではなく、名古屋校舎全体の中・長期計画の中で、教育・研究・学生生活の環境および質的向

上のため、安全性、快適性およびバリアフリーなどに配慮し、総合的・先見的に年次計画を立てる

ことが必要である。そのためには名古屋校舎の施設計画を検討する名古屋施設委員会において、既

存設備の有効利用とともに数年先を見据えた施設･設備像を考えて行く必要がある。 

 

 

 

ｂ キャンパス・アメニティ等 

 

［理念・目的・目標］ 

名古屋校舎は、学生の修学環境、教員の教育・研究環境および事務職員の業務環境の向上を目指

し、開校以来多くの施策を実行している。学生、教員、事務職員の求めるものがすべて一致するわ

けでないが、まず共通の条件として考えられるものについて、 も快適と感じられる環境を整える

ことを主眼とし、そのうえで個別の状況についても随時適切に対処している。具体的には、通学・

通勤の負荷の軽減、交通安全対策、照明、衛生管理、騒音、防犯等の問題について常に快適なキャ

ンパス環境を確保するよう努めている。さらに、学生、教員、事務職員等各単位からの要望につい

ては毎年予算編成時に優先順位を設けるなど、計画性をもって要望に対処するよう取組む。 

今後もこの姿勢に変わりはなく、各単位の要望を踏まえた総合的な計画のなかで、さらなる施設・

設備の充実と快適性を追求する。 

 

［実態］ 

名古屋校舎は開校時から樹木育成・保護に取組んでおり、現在では十分な面積の緑地が確保され

ている。しかし 寄り駅からでも徒歩で 15 分程度かかる丘陵地に立地していることから、学生の登

校・教職員の通勤の負担軽減と安全確保のため、 寄り駅の名鉄豊田線黒笹駅から校内までスクー

ルバスを運行している。このスクールバスは運行を名古屋鉄道株式会社に業務委託しており、本学

へ登校する場合は教職員学生を問わず全員無料で利用でき、公共交通機関を利用する者の貴重な足

として信頼されている。校内では、バス降車所から教室棟、図書館、メディアゾーン、厚生会館、

青翔館、本館等への渡り廊下に屋根（プロムナード）を設けており雨天時も濡れずに移動できるよ

う配慮している。 

1993 年の東名高速道路三好インターチェンジ開通以後、校地南側が工場地域に指定された（2004
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年）ことや、周辺の人口や自動車通学許可者の増加等にともなって近隣の交通量も増加したため、

交通安全対策として 2005 年正門前の見通しを良くするための出入り口拡幅工事を実施した。さらに、

校内ではそれまでの学生用駐車場の利用実績をもとに駐車場の増設工事（第 6 駐車場を新設、104

台分）を実施した。その結果、現在では学生用に第 6 駐車場の他第 1 駐車場（309 台分）・第 3 駐車

場（181 台分）の計 3 ヶ所を確保している。これにより駐車場の混雑を緩和することができたが、

さらに指定駐車場以外での違反駐車を防止するため、校内の主要道路を見通せるよう防犯カメラを

設置した。これら一連の安全対策工事によりスクールバスの出入りもスムーズになった他、なによ

り学生の車両事故が減少したことは大きな成果である。 

校内は学生の健康管理と美化の観点から完全分煙としている。しかし喫煙マナーの悪い者がいる

のも事実で、3 年前から教職員が合同で禁煙プロジェクトを立ち上げ校内の見回りを定期的に行っ

ている。現在では、「喫煙マナーの向上」と「喫煙が健康に与える影響」を説明するなどの活動が実

を結び、校内の吸殻のポイ捨てや指定場所以外での喫煙者が減少するなど、徐々にではあるが成果

が出ている。禁煙プロジェクトは地道な取り組みではあるが、今後も継続して取り組んで行く。 

また学生・教職員の衛生管理を目的として衛生委員会を組織し、定期的に打合せを行い衛生管理

上の問題点等を検討している。空気環境測定を 2 ヶ月に 1 回実施（文科省「学校環境衛生の基準」

等の基準値を下回る）している他、先に述べたように建物のアスベスト検査（2005 年度実施）やダ

イオキシン検査（2002 年度実施）、レジオネラ属菌検査（温水プール、毎年度実施）などを実施、

いずれも関係法令の基準をクリアしている。温水プールについては 2006 年に改めて吸水口の点検を

実施し、パンチングプレートのビス止めと吸水管の吸い込み防止のための鉄筋の格子設置など安全

も再確認した。 

学生の厚生施設としてサークル棟・厚生会館・青翔館・朋友館を設置していることはすでに触れ

たが、厚生会館には食堂・購買、青翔館には書籍売店（いずれも大学生協へ委託）の他学生の談話

等に利用できるラウンジ（747.4 ㎡）を設置している。朋友館・サークル棟は、グランド等に隣接

させ、騒音等で講義の妨げにならないよう教室棟から離して配置している。また朋友館には、クラ

ブ・サークル活動の折にも利用できるよう食堂を配置している。 

 

［長所］ 

名古屋校舎周辺は、校地北側に市街化地域と市街化調整地域が混在し、南側は工業地域に指定さ

れている。そのためいろいろな車両が往来しているが先に述べたような各種の交通安全対策を行っ

た結果、学生の車両事故が減少したことは大きな成果であると評価できる。さらに、法学部 3･4 年

の車道校舎移転と 2005 年度の第 6 駐車場設置による学生用駐車場の混雑緩和を踏まえ、2006 年度

からはこれまで 2 年生以上に限定していた駐車場利用許可を、1 年生の秋学期以降にも利用できる

よう許可者を増やす予定である。 

校内では開校以来の緑化計画が実を結び、現在では樹木も大きく成長し自然環境にも恵まれ、騒

音、排気ガスなどに悩まされることもない。樹木についてはその維持・管理のため造園業者と年間

保守契約を結んでおり、学生にとってストレスをためない環境づくりに大いに役立っている。 

廃棄物については、ゴミの減量化と分別のためゴミ箱の数を減らし配置しなおした。禁煙プロジ

ェクトの地道な活動とともに（ゴミ捨て）マナーの向上が期待される。 

 

［問題点］ 

大学という特性から、学生が登校する日時にばらつきがあるのはやむをえない。しかし開講期間

の午前中（特に月・火・水・金）はスクールバスの利用者が増加するため、バス乗(降)車所が非常

に混雑することがある。大学としてもバスを増発するなどの対策をとっているが、近年の学生のマ

ナーの悪さ（詰め合わせて乗らないなど）と、乗(降)車所の物理的なスペースの問題などから一部
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の学生は乗り切れないのが現状であり、バスの乗り遅れや徒歩通学者も見受けられる。試験時には

学生用駐車場もほぼ満車となることがあり、さらなる駐車場の拡張も求められるところである。 

同様に学生食堂やラウンジなども昼食時は混雑し、講義室内で昼食を取る学生も散見されるなど、

新たな厚生施設についても検討する必要があるだろう。 

名古屋校舎内は自然環境に恵まれ緑地が多い半面、保守契約の対象となっていない部分について

は雑木林となっている場所もあるなど、夜間は外部からの明かりが入らず暗くなる場所も多い。ク

ラブ・サークル活動に支障が無いようグランド・コート等に照明を設置しているが、女性だけとな

りやすい場所や駐車（輪）場、歩道、校舎の周りなどについては、防犯上の観点からさらに多くの

照明が必要であろう。 

 

［改善の方法］ 

通学時のスクールバスの混雑緩和のためには、①バスの増発と乗(降)車所のスペース確保、②学

生用駐車場の増設（自動車通学許可者の増）の他、③授業開始時間のシフト(時差を設ける) 等の

方法も考えられる。しかし①の乗（降）車所のスペースについては現状これ以上の拡張は不可能で

あり、③については各学部のカリキュラムや授業計画と深く関わっている。したがって当面はバス

利用者の実態調査をもとにした、より効率の良いバスダイヤの検討と、2005 年度の第 6 駐車場の新

設と秋学期以降許可され新たに増加する自動車通学者（1 年生を含む）の実態を見た上で改善案を

検討したい。 

大学は学生の居場所を提供する義務を負っている。現在、学内で学生が混雑するところは休憩時

間や昼食時の厚生施設（食堂を含む）であり、これらの混雑緩和のためには厚生施設の拡張はもち

ろん、たとえば現在雑木林となっている場所を、芝生広場などの安全性と快適性に優れた屋外施設

にすることも有効であろう。これらについては、大学全体の中・長期計画の中に重要課題として取

り入れるよう名古屋施設委員会からも提起したい。なお、防犯上の喫緊の課題として、屋外の女子

トイレや日中女性が一人となる職場（部署）については、非常ベルを設置するよう予算措置を講ず

る予定である。 

先に述べた禁煙プロジェクトの活動によって、 近は学生の喫煙者も減少し喫煙マナーもかなり

守られてきたように思われる。しかしそれでもいまだに歩きタバコや吸殻のポイ捨ては後を絶たず、

将来的には校内全面禁煙を目標として、喫煙マナーと健康管理についての更なる啓蒙に取組んで行

く。 

 

 

 

ｃ 利用上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

本学が教育・研究・学生生活の環境の質的向上のため、安全性、快適性およびバリアフリーなど

に配慮し、さらなる充実を目指していることはこれまでに述べたとおりである。したがって、今後

も健常者・身障者にかかわらず広く門戸を開くという姿勢は変わりなく、名古屋校舎においても将

来的に障害を持つ学生が入学する（あるいは在学中に身障者となった場合を含む）場合、現在の施

設・設備では不十分であれば、当然必要な措置を講じる所存である。 

地域に開放している図書館や温水プールをはじめとする体育施設等については、今後は更なる利

用率の向上をはかり、地域に溶け込むよう鋭意努力する所存である。 

 

［実態］ 
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名古屋校舎はかつて、車椅子の身障者を受け入れた際（すでに卒業）に、本館・研究館・図書館

に自動ドアー、屋外には主要な場所にスロープを設置、全講義室内（演習室、実習室含む）に車椅

子でそのまま使用できる机を設置した。当時これらの配慮は当該の身障者との面談により実施した

ものである。もともと教室棟にはエレベーター・身障者用トイレが設置されていたが、現在では厚

生会館・朋友館・研究館・図書館にも身障者用トイレを設置している。駐車場についても、学生用

駐車場とは別に教室棟近くの研究館と図書館の間に身障者用駐車場（4 台分）を配置し、身障者の

移動の負担を軽減できるよう配慮している。これらの設備は現在、地域住民が本学の図書館を利用

する際などにも有効に利用されている。 

しかし、現状サークル棟にはエレベーターがないため車椅子での入館は不可能であり、また朋友

館についても、エレベーター・身障者用トイレが設置されているにもかかわらず、入口にはスロー

プがないなど片手落ちの状態となっている。 

名古屋校舎で一部の学生に自動車通学を認めていることはすでに触れたが、部外者の入構を制限

するために、当該の学生には駐車場ゲートを通過するための利用許可証（パスカード）を交付して

いる。このゲートは、通常の開講期間中は駐車場の混雑が緩和される 14:30 から 20:00 の間は開放

（木、土曜日は終日開放）し、サークル交流などで本学へ来る他大学の学生や、図書館・温水プー

ル利用のため入構する地域の利用者にも配慮している。（20:00 以降は防犯上の観点からパスカード

所持者のみ入構可としている） 

またバイク通学者への配慮から、雨天時の保護・雨具や着替え等の便宜を図るため駐輪場には屋

根を取り付けている。 

校内は歩行者の安全確保のため歩車分離が徹底されているうえ、事故防止のため車路は速度を

20km に制限するとともに、一部区間を除いて一方通行としている。また、主要な場所には防犯カメ

ラを設置し守衛室で常時モニターしている。 

図書館や温水プールをはじめとした体育施設等は、地域住民や一般社会人に広く利用してもらう

ため開館時間に配慮し、駐車場の利用も許可している他各施設の閉館時まではスクールバスも運行

しており、施設開放については大きな問題は生じていない。 

 

［長所］ 

かつて身障者（車椅子）を受け入れたことをきっかけとして、現在はサークル棟・朋友館以外は

すべての場所へ車椅子による移動が可能となっている。これらの配慮は、身障者以外にも入学試験

時の体調不良の受験生への対応などにも大きな意義を持っている。 

駐車場ゲートの開放時間設定に当たっては、当初は車輌放置や粗大ゴミの不法投棄を招くなどの

指摘もあったが、駐車場に防犯カメラを設置して以来、運用上特に大きな問題は見当たらない。図

書館、温水プール、その他体育施設を利用する地域住民の多くが駐車場を利用している。 

 

［問題点］ 

名古屋校舎においては、車椅子の身障者に限って言えば、教室・図書館・食堂等の利用について

はほぼ支障はないと考えられる。しかしそれ以外の施設では、たとえばクラブ・サークル活動を身

障者が希望する場合などは、物理的に大きな障害が出ることが十分に予想される。また、通路サイ

ン（点字ブロックは無い、点字プレートが一部にある）や手摺りなど、視覚・聴覚等別の障害を持

った方への配慮もほとんどない。施設面においては、健常者にとってはなんでもないことが身障者

には重大な問題となることが予想されるため、一般的な障害者という括りの中で施設・設備の包括

的な対応を考えることは困難であろう。さらに本学では、それらの問題についてのノウハウが乏し

いうえに身障者に対しての組織的な支援体制や学生のボランティア組織等もないため、今後新たに

身障者を受け入れることとなったときはハード・ソフトいずれの面からも十分な対応をとることは
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難しい。実際は当該の身障者との面談による検討が不可欠であろうが、この問題は施設・設備面だ

けで到底解決できるものではなく、今後の大きな問題といえる。 

また、名古屋校舎竣工からすでに 20 年近くが経過し建物・設備の更新が必要となってきているな

かで、既存部分の補修・修繕という制約のもと身障者用施設・設備の充実を求めることが困難とな

っていることも否定できない。 

 

［改善の方法］ 

「ａ 施設・設備等の整備」の項で記した［改善の方法］と同様である。 

今後は障害を持つ学生だけでなく幅広い年齢層を受け入れることを前提に、施設・設備計画を進

める必要がある。その際にはハード面だけでなく内部での支援体制も併せて整備する必要があるこ

とは言うまでもない。 

開校からやがて 20 年を迎えようとする中で、既存建物の補修および修繕計画、ならびに図書館や

各種体育施設の開放時間の見直しとともに、こういった諸条件をクリアするためには、名古屋施設

委員会から積極的に提案し、大学全体の中・長期計画の中に盛り込んで行く必要がある。 

 

 

 

ｄ 組織･管理体制 

 

［理念・目的・目標］ 

名古屋校舎は 1988 年の開校以来（開校までの建物・施設計画は当時の名古屋校舎建設委員会が

担当した）、名古屋施設委員会（車道校舎を含む）において策定された計画のもと、教育・研究・

学生生活の環境および質的向上を目指し着実に施設・設備を充実してきた。名古屋施設委員会は、

名古屋校舎・車道校舎の学生の要請を踏まえつつ教学条件の向上を計ることを目的とし、施設・設

備計画の策定・執行・結果検証を行っている。今後もこの方針は変わらないが、教育・研究内容が

多様化し学生の質も変化するなかで、より適切な施設・設備を策定して行く所存である。 

 

［実態］ 

名古屋施設委員会は、大学評議会の構成員のうち各学部（法学部・経営学部・現代中国学部）か

ら選出された委員によって構成され、学部生で組織する学友会、院生で組織する院生協議会、なら

びに車道校舎からの要望を取り入れ、限られた予算を有効に活用し教学条件の向上を計ることを目

的とし、施設・設備計画の策定・執行・結果検証を行っている。ここでは名古屋校舎および車道校

舎の資産および施設・設備の新規・改修内容を審議し予算申請を行う。ここでの検討結果は、全学

的な組織である大学評議会において審議、 終決定される（重要案件は法人理事会へ）。名古屋施設

委員会の事務主管は名古屋総務課である。委員会の関連規程には、施設･設備関係として、固定資産

及び物品調達規程（1972 年制定、2002 年 終改正）がある。実際の物品の調達ならびに工事業者選

定に当たっては、規程により金額に応じて調達会議（事務部長、総務課長、教務課長で構成。金額

によって事務局長が参加）を開催し適正価格での工事・購入を行っている。名古屋校舎には現在、

備品（取得価格 200 千円を超える）が 6,788 点、用品（取得価格 60 千円を超え 200 千円未満）が

1,195 点あるが、これらはすべて取得時に管理番号を付与し台帳に記載（コンピュータ入力）する

と同時に管理シールを貼付する。決算時にはこれらを実査したのち、経理規程に基づき減価償却（除

却）、固定資産・備品については財産目録へ計上している。 

施設・設備の運転・維持・操作および清掃、警備等の実務業務は、大学の管理のもと委託企業が

行っている。校舎の施設・設備等の管理については、専門的な知識を要求される部分が多いうえに
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担当者には実務経験が望まれることを踏まえ、委託先の実務上の管理担当者には関連法規に定めら

れる資格を有したものを選任し、法に基づく一定の執行権限を与えている。清掃、警備等について

もこれら業務の連携を考慮して同一業者に委託をしている。この委託企業とは毎日業務日誌による

報告の他、通常月 1 回、管理担当課（名古屋総務課）と定期的な打合せを行い、校内の状況報告や

今後の予定、その他問題点や連絡事項を確認・調整している。 

設備の保守については、空調自動制御機器をはじめとしてエレベーター設備・汚水処理設備・電

話交換機・消防設備等々重要なものは設備保守会社と業務委託契約（年度契約）を結び点検（法定

点検含む）・検査を行っている。 

防災上では、愛知大学防火管理規程に基づき防火管理者（名古屋総務課長）を選任し、名古屋校

舎に「防火管理責任組織」および「自衛消防隊」を置き、委託企業も参加し定期的に訓練を行って

いる。防火については名古屋総務課では 2 名が甲種防火管理者講習を受講済みであり日常において

も防火意識の向上に努めている。火災以外の災害時においても同組織・同隊で対応することとなる

が、地震などの災害に備え名古屋校舎には 200 名が 3 日分の水および食料を常時確保している。 

 

［長所］ 

名古屋施設委員会は、先に述べたとおり名古屋校舎の各学部の代表者および事務職員が委員とし

て参加しているため、施設・設備については特定の学部の利害に偏ることなくバランスよく検討さ

れているといえる。機器備品の調達や修繕においては、申請部署と調達部署を分離することによっ

て内部統制が確立されている。 

名古屋校舎は、すべてのエネルギー系統の管理と防災および防犯について中央監視室（火災およ

び侵入者は守衛室へも通知される）で一元的に行っている。ここからの情報は管理担当課（名古屋

総務課）へ連絡され適切に対処される。各種設備については年間を通じて保守契約を結び定期的に

点検されており、これは危機管理の観点からも有効な管理方法であると考えている。また、学内の

各設備の点検・保守・維持などについても中央監視室での一元管理とすることにより、不良箇所が

あった場合も窓口を一つとすることができるため迅速に対応できている。 

 

［問題点］ 

名古屋校舎で管理している備品・用品等はすでに 8,000 点近くにのぼり、事実上決算時の実査は

不可能となっている。台帳（コンピュータ）上で管理するものは、所在が一致しないものもあり、

確認が煩雑となっている。 

防火管理規程については、事務組織の変更の都度見直してはいるが、必ずしも実態に即したもの

となっていない。また、名古屋校舎ではこれまで学生と教員を交えた(通常講義期間中など)校舎全

体の防災訓練を行った経験がなく、教職員が一丸となって学生の安全確保のために協力する体制作

りが望まれる。 

 

［改善の方法］ 

備品・用品等の管理については、現在車道校舎・豊橋校舎と協議し新システムの構築を検討して

おり、稼動に向け作業中である。 

名古屋施設委員会は、毎年度の中ごろ当該年度の施設工事(修繕等)の執行状況の報告と次年度の

施設計画策定を行う。しかし、この施設計画の中に防災上の観点が盛り込まれることはあまり無く、

災害時の学生の導線を把握し、非難誘導や安否確認の方法を確立するとともにその視点を関係規程

に盛り込むこと、施設計画に反映させるシステムを構築することが早急に必要であろう。 

東海地震の発生が危惧されるなか、学生を交えた防災訓練を実施することが望まれる。消火器・

火災報知機・消火栓などの位置を学生にも把握させると同時に、避難経路を確認させる必要がある。 
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（３）車道校舎 
 

ａ 施設・設備等の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

2007 年に大学全入時代を迎えることから、大学生き残りの環境が一段と厳しくなっている現在、

名古屋市の中心地にある車道校地では、2002 年から車道再開発事業を開始することを決定した。そ

こでは、法学教育と地域に開かれた社会人教育の拠点として新しく生まれ変わったキャンパス作り

や先進の IT 設備、24 時間利用可能な法科大学院図書室などを整備し、新しい時代のための新しい

大学教育を目指す。 

また、体育設備やクラブ活動については、敷地や施設面の余裕のある名古屋校舎と連携を密にし、

名古屋団地として充実させる。 

 

［実態］ 

車道校舎は名古屋市の中心部に位置し、名古屋駅から地下鉄で約 10 分、車道駅下車徒歩 2 分と極

めて便利な地にある。そこで、この立地条件（交通至便、都心に近く通学・バイトに便利）を 大

限に活かし大学全体の活性化に繋げていくことを目標に車道再開発事業を行った。 

また、再開発事業を行うに際して、大学では、社会人、高校生、産業界を対象に「愛知大学 車

道校舎再開発計画に関するニーズ調査」を行った。その結果から、「21 世紀社会に対応した先端的

な研究・教育の拠点とするために本学が車道キャンパスに計画している再開発についての評価は非

常に高く、再開発の意義を否定する人はほとんどいない」ことが明らかとなったことも踏まえ、そ

の評価に応えられるように車道再開発事業では基本方針を以下の 4 つと定めた。 

① 時代を見据えた大学 

② ランドマークとなる大学 

③ 来てうれしい、学んで楽しい大学 

④ 街とともに生きる大学 

この車道再開発は 2 期に分け、工事を行うことを考えている。前述したとおり 2002 年から 2004

年の間で、既存の 1 号館、3 号館、図書館、学生会館を解体し、高層棟(地上 13 階・地下 1 階)と低

層棟(地上 3 階)から成る本館を建設した。今後、第 2 期工事として既存の 2 号館の扱いについて、

現在検討中である。 

この間の車道校舎の変遷は、表 7-7 のとおりである。（『愛知大学白書─現状と課題─(2000.5.1

現在)』時点と「大学基礎データ表 36（2006.5.1 現在)」のデータを比較した。） 

表 7-8 は、校地、校舎の面積について大学設置基準および私立大学連盟加盟校のデータを素に車

道校舎の状況を対比したものである。車道校舎の収容定員は、法学部 3 年次生・4 年次生の 644 名

を根拠としている。 

表 7-8 から校地面積は、学生一人当たり大学設置基準より 1.29 ㎡／人上回っているが、私大連加

盟大学平均との比較では、16.81 ㎡／人と下回っている。しかし、車道校舎が名古屋校舎と同一団

地となっているので、団地としては私大連加盟大学平均を上回っている。校舎面積は、大学設置基

準で必要とされる面積を 826 ㎡、また、学生一人当たりの面積についても私大連加盟大学平均を

18.34 ㎡／人上回っており、十分な面積が確保されていることが分かる。 

車道校舎の施設および設備については、名古屋団地として名古屋校舎と連携し大学設置基準第八

章第 34 条～第 36 条に基づき校地、運動場、校舎等の施設を整備している。 
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表 7-7 車道校舎の変遷 

 2000 年 5 月 1 日現在 2006 年 5 月 1 日現在 

校地面積 8,758 ㎡ 7,266 ㎡ 

校舎面積 9,687 ㎡ 19,856 ㎡ 

学 部 等 法学部 2 部 
法学部(3・4 年次) 

法学部 2 部 

研 究 科 － 

法務研究科 

会計研究科 

経営学研究科(社会人ﾘﾌﾚｯｼｭ･ｺｰｽ) 

研究所等 
名古屋図書館 

分館 

車道図書館 

車道情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 

その他研究室等 

学 生 数 719 人 953 人 

教 員 数 － 24 人 

 

 

表 7-8 学生一人あたりの校地校舎面積 

[㎡／人＝学生一人当たりの面積] 

大学設置基準の 

適用条項 

大学設置基準から

算出した値 

私大連加盟大学 

平均(2005 年度) 

愛知大学 

車道校舎 

第 37 条 

校地の面積 

10 ㎡／人 

(6,440 ㎡) 

28.1 ㎡／人 

 

11.29 ㎡／人 

(7,266 ㎡) 

第 37 条の 2 

校舎の面積 

 

(4,314 ㎡) 

12.5 ㎡／人 

 

30.84 ㎡／人 

(19,856 ㎡) 

 

(1) 教育用施設 

車道校舎における学部、大学院の講義室等の整備状況は、｢大学基礎データ表 14、表 18、表 36、

表 37｣に記載のとおりであり、本校舎では基本的に学部と研究科の共有施設として使用している。 

教室の使用状況は「大学基礎データ表 40」のとおりであるが、車道校舎では、特に教室不足等の

事象は発生していない。以下にその整備状況を記す。 

① 車道校舎の在籍者数 953 名（2006.5.1 現在、法科大学院 97、会計大学院 38、法学部 3・4 年

次 810、経営学研究科 8）に対し、教室面積（講義室・ゼミ室）は 4,252 ㎡確保されており 1

人あたり面積は 4.47 ㎡である。 

情報処理教育施設として、本館にパソコン教室 3 室と情報メディアセンター、同相談カウン

ター1 ヶ所があり、239 台（K701 教室 35 台、K802 教室 35 台、K804 教室 50 台、メディアセン

ター74 台、貸出し用 30 台、ゼミ用 5 台）のパソコンが教育用として使われている。 

③ 語学教育施設として、語学練習個室ブース 4 室、語学自習ブース 6 ヶ所がある。 

④ 各教室の視聴覚関係機器の設備としては、ビデオ（VHS およびベータ）、モニターテレビ、OHC、

CD・DVD プレーヤーおよびパソコン等や講義収録システムも設置されており、法学部の演習な

どで大いに利用されている。 

＊体育設備は、名古屋校舎、車道校舎を名古屋団地として扱っており、名古屋校舎設備を活用して

いるため、本項では記載しない。 

 

(2) 研究用施設 

車道校舎における研究設備の整備状況は、｢大学基礎データ表 35、表 41｣に記載のとおりであり、
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本校舎では、教員研究室は専任教員の個室率が 100%になっていないが、契約教員を除いた場合、個

室率は 100%の状態となる。第 2 期工事で研究室数について検討したい。以下に研究用設備の整備状

況を記す。 

① 車道図書館は本館建築(2004 年)時に開設され、蔵書数は 112,055 冊あり、開館時間は、建て

替え以前の名古屋図書館分室の時よりも長く、9 時～22 時に設定し、利用者の利便性を考慮し

ている。また、市民の利用開放についても引き続き行っている。 

② 教員研究室は各専任教員に 1 室(本館 20.6 ㎡、2 号館 22.9 ㎡)が与えられており机・椅子・

電話・エアコン等が完備されている。共同研究室 4 室(法務研究科<43.1 ㎡、28.86 ㎡>、会計

研究科<35.7 ㎡、29.45 ㎡>)も配置されている。 

 

(3) 校舎インフラ施設 

車道校舎では、校舎インフラ設備についても配慮している。本館の床はすべて OA 床となっており、

教室、研究室内すべてに LAN 配線が施され、かつ、配線の変更も容易にできるようになっている。

これは、これまでのような建物を作った側が使ってもらう建物ではなく、使う側が自由な発想で利

用できる施設作りというコンセプトに基づくものである。 

また、本館の構造は耐震についても十分なものであり、災害時の近隣地域住民受け入れを想定し

た設計を行っている。事実、名古屋市が提唱している安全まちづくり協議会との間では、一時受け

入れに関する覚書を交わしており、近隣住民との連携に貢献している。以下に車道校舎の耐震設備

状況について表 7-9 にまとめる。 

アスベストについて、本館は建設時より法的規制もあり、アスベストの利用はない。既存の 2 号

館については、アスベスト使用を確認したが、飛散防止措置等の適切な処置が施してあり、空気中

の石綿浮遊物質検査(2006.2.25 実施)では、石綿濃度(本/L)は 0.5 未満であり、使用上問題はない。 

 

(4) 社会へ開放される施設・設備の整備状況 

車道校舎は、その立地条件の良さと地域社会への貢献を実現すべくエクステンションセンターに

よる生涯学習や 2006 年 4 月には孔子学院を開校している。 

施設については、原則として学校法人、財団法人等の原則、非営利団体を対象に貸与を行ってい

る。車道校舎は、一年を通して講義以外にも施設が有効活用されている。2004 年 11 月から 2006 年

11 月の 18 ヶ月間の貸出し件数は計 452 件に登り、一月当りでは 大 43 件、 小 15 件、平均 25.2

件となる。本館建て替え前に実施した「愛知大学車道校舎再開発計画に関するニーズ調査」

(2001.12.17 結果速報)で明らかになった回答者からの期待に応える状況となっている。 

車道校舎は、外塀の設置を 低限にして街との空間的連続性を確保している。これは、車道再開

発事業の基本方針の一つである『街とともに生きる大学』に沿うものであり、日常生活の中で昼夜

を問わず大学敷地へ立ち入ることのできる環境を提供することは、本学のみならず“大学”をより

身近で安心できる場所と認識してもらうために有効である。その一方、施設を社会へ開放するため 

 

表 7-9 車道校舎の耐震設備状況 

項 目 本 館 2 号館 

建物耐震性能 震度 7 程度まで対応可能。 
耐震、制振の機能を有する。 

耐震診断の結果、耐震補強または、建て
替えの必要あり。 

地震対策 家具固定、落下防止対策、電気錠のパニ
ック制御、エレベーターの地震管制、避
難誘導経路の確保および指示図の設置、
避難誘導灯の設置、非常用自家発電設
備、バリアフリー化等を対策済み。 

家具固定、落下防止対策、避難誘導経路
の確保および指示図の設置、避難誘導灯
の設置等を対策済み。 
電気錠、エレベーターは未設置。 
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には、そこに潜在しているリスクについて一定の対策が必要となるため、施設に対するセキュリテ

ィーゾーンを設定し、24 時間常駐警備の配置、防犯カメラ・非常警報装置の機械警備装置の設置、

IC カード(Felica)による入退出管理システムの導入を文部科学省・学校施設の安全管理に関する調

査研究協力者会議『学校施設の防犯対策について(2002 年 11 月)』など参考に行っている。 

 

［長所］ 

ニーズ調査の結果を踏まえ、学内で十分検討した基本方針に沿って車道再開発工事事業を行った

結果、さまざまな効果が生まれた。 

『①時代を見据えた大学』『③来てうれしい、学んで楽しい大学』として、教育研究面では、法務

研究科（以下、「法科大学院」という。）開設、法学部 3 年次生・4 年次生の移転を行うことで、法

学教育拠点としての教育研究環境を整え、さらには 2006 年 4 月に会計大学院を設置し、専門職大学

院の教育拠点としても力を注いでいる。生涯学習では、エクステンション事業を充実させ、講座数

は中部地区 大級を誇っている。また、学生の就職活動においても、その立地を活かし所属校舎を

問わず、名古屋都心の環境で就職相談を受け付ける体制が組織できたことにより、学生に歓迎され

る就職活動支援が可能となった。 

『②ランドマークとなる大学』として、名古屋は都心でも高層ビルはあまり多くない、したがっ

て、高さ約 70ｍある建物を建設することによって、周囲から認知され、地域住民の方々のランドマ

ークとして存在できることで、災害発生時などに目印となることができる。 

『④街とともに生きる大学』として、本館建築時、地域とりわけ隣接する住民の方々にはご理解

とご協力をいただいた。それに報いるため本館完成後は、気軽に来校いただける環境作りを行って

いる。その甲斐もあり、本館建設 3 年を迎え、通勤、通学はもとより、緊急時の駆け込み、乳幼児

を連れての散歩等も見られるようになり、安心して利用できる施設として街に溶け込んでいる。 

 

［問題点］ 

今後解決すべき問題点としては、以下の点が挙げられる。 

① 施設面では 2 号館の扱いがある。耐震診断の結果、補強が必要との報告を受けており、バリア

フリー化と併せて 2 期工事実施による改善が必要である。 

② 教育研究設備面では、教室 AV 設備等の教育補助設備は十分設置されているが、ディスプレイと

して 50inch プラズマを使用している教室において、一部教員から画面が小さく、細かな文字が見

づらいとの指摘がある。これは、当初想定されていたプレゼンテーション資料以外にもより充実

した資料表示が講義で求められていると推察される。 

③ 防災対策について、この東海地区は大規模地震災害が発生する恐れがあるとして、国より対策

強化地域に指定されている。本学としても不測の事態に対応するため、各校舎で様々な取り組み、

準備を行ってきた。車道校舎は、地域住民との一時避難場所としての覚書を交わす等、周辺地域

からの期待が高く、大学としても地域貢献の立場から関係官公署と協力し、積極的に受け入れる

用意をしている。しかし、実際の受け入れ手順、避難場所掲示等のサイン表示や地下水等災害時

の水の確保の面で十分とは言えない。 

④ 防犯対策について、車道校舎では、個人情報保護に留意しながら、外周、内部に防犯カメラや

警報装置の設置と併せて 24 時間の常駐警備等を行っている。これにより防犯には一定の効果を上

げているが、一方で心無いイタズラなども若干見受けられる。 

⑤ ２号館の天井ボード、床材のアスベストの取扱いについて、文部科学省通達にある「アスベス

ト対策の留意事項」に基づいた対応について検証する必要がある。 

 

［改善の方法］ 
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① 施設面の 2 号館については、早期に第 2 期工事計画を実施に移す。 

② 教育研究設備面では、教室内でのディスプレイ設備について、次期の教材提示システム設備更

改時に対応する。 

③ 防災対策では、避難者の混乱防止や復興支援が十分行えるようサイン表示や衛生面に配慮した

設備を充実させる。 

④ 防犯対策では、犯罪抑止効果について検討し、警備巡回の強化、防犯カメラ等の増設を図る。

また、学生の精神面の脆さが指摘されているため、このフォロー対策も検討する。 

⑤ 「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査」の対象外となっている２号館の天

井ボード、床材については、飛散防止措置を施してあるが、当該部材が除去されるまでの間、飛

散防止の状態等について点検・維持管理を行う。また、安全・安心な環境の確保に万全を期すと

いう観点から、改修工事等が行われる場合に併せて除去することも検討する。この他、アスベス

トに関する関係書類等の保存や情報の公表についても適切に対処する。 

 

 

ｂ キャンパス・アメニティ等 

 

［理念・目的・目標］ 

車道校舎では、学生、社会人受講生、教職員等の“利用者から見た評価”が納得したものである

ことを心がけてキャンパス・アメニティの充実を図っている。学生、社会人受講生が大学施設を自

宅と同様に快適に利用し、心の落ち着きと癒しを得ることによって学習意欲が継続できる環境とす

る。教職員にとっては、教育・研究、業務の実施に不便を感じさせず、個人が持っている能力を十

分発揮できる職場環境を整備するとともに、近隣地域の方々にも安心と心地よい地域コミュニティ

ーとしての施設利用環境を提供する。 

大学周辺環境への配慮については、ゴミ分別を行いできる限り可燃ごみを出さない。臭気を近隣

に漏らさない。外構部分は高木を配し、季節の花木を植える等して、自然の造形を活かして、人に

優しく、季節の感じられるキャンパス作りを行う。CO2削減、省エネルギーなど自然環境にやさしい

施設設備の設置等を目指す。 

 

［実態］ 

車道校舎では、旧校舎のあった 2002 年までは、校地・校舎が狭隘で学生会館の食堂スペースと 2

号館の掲示室が学生の休憩場所を兼ねていた。本館建設時には、これを解消しようと教室に近く広

い空間を学生の寛ぎの場として提供すべく、2 階の学生ラウンジをはじめ、各フロアにラウンジ・

ロビー(本館全体 1,388.3 ㎡)を配置し、テーブルやカウンターやサポートベンチを設けている。屋

外にはベンチを置き、環境に合わせて誰もが自由に寛げるよう配慮している。教員と学生が懇談す

る場として、ミーティングルーム(10.8 ㎡)を 7 室配置し、プライバシーに配慮しながら、公の空間

での指導ができるようにした。応接コーナー(13.0 ㎡)を 4 ヶ所、 学生用ロッカーコーナー(77.8

㎡)を 2 ヶ所設置している。本館 13 階には展望ラウンジ・ギャラリーがあり、名古屋市内が一望で

きるオープンスペースとして利用することも可能となっている。 

省エネルギー問題や環境問題に関連して、照明設備について教室に自動調光システムを導入した

り、空き時間帯は照明を消すなどして無駄な電力消費を抑制している。屋外では夜間照明が安全面

からも一定の光量が必要となるため、通常照明に加え、風力と太陽光による発電照明設備を 2006

年 3 月に 3 基設置した。この照明設備は、実用性と環境に配慮した設備であることから、自然エネ

ルギー利用の振興と啓蒙に役立つこともあり、2005 年に開催された「愛・地球博」で使用されてい

たものを財団法人 2005 年日本国際博覧会協会様から譲り受けたものである。 
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日常生活においては、食でカフェラウンジ(300.3 ㎡・100 席(内オープンテラス 20 席))、購買・

書籍場所としてコンビニ(73.4 ㎡)、ブックセンター(73.4 ㎡)、生協を設けている。また、地域との

共存も視野に入れ、大学近隣の飲食店が利用しやすいように「食べ歩きマップ」を作成し、店舗を

紹介したものを学生に配布している。タバコの分煙については、健康増進法に基づき本学でも「禁

煙プロジェクト」を 2004 年 4 月に発足。館内はすべて禁煙とし、禁煙者と喫煙者との分煙の実施や

喫煙マナー向上に努めている。 

学生との意見交換の場としては院生協議会があり、様々な提案・要望について院生協議会で取り

まとめられたものを車道教学課が窓口となり学内で検討、さらにお互い話し合いを行い、効果が認

められると判断された場合に設置・配備している。 

近年の学生は、精神的に不安定な面が見受けられる等、カウンセリングの必要性が重要視されて

いる。車道校舎では、学生相談室を 2 室設け、外部からの医師の派遣や心理学専攻の学内教員が担

当する等してカウンセリング体制を整えている。 

本館の女子トイレには緊急警報装置やトイレ擬音装置(通称：音姫)の設置やパウダーコーナーを

併設している。 

車道校舎では学生証・教職員の身分証に IC カードを使用し、セキュリティの確保に努めている。

このカードには電子マネー機能を搭載しており、現金を持ち歩かずに学生生活が送れるよう、本館

完成と同時に電子マネー(Edy)の導入も行った。現在は、生協、コピー、自動販売機、近隣のコンビ

ニで利用可能である。 

周辺環境面では、外構にサクラや楓などを植えて四季が感じられるようになっている。ゴミ問題

については、ゴミ分類別のゴミ回収箱の設置や美化運動を行い、ゴミ捨てマナー向上や有限資源の

大切さを啓蒙している。ビル設備の環境対策として、天然ガスコージェネレーション設備導入(2004

年度NEDO補助金交付事業として承認)によるCO2削減(2005年度実績約6%)対策を施している。また、

自然換気システム導入による中間期および、夏季夜間時に外気を直接館内に取り込み、強制換気空

調費の削減、雨水を中水(雑水)として利用した上水道使用量の削減、強制空調による本館内の室温

設定を集中管理とし、光熱費を削減する取り組みを行っている。 

 

［長所］ 

車道校舎は、この校地内で学生生活のすべてがまかなえる事を想定して、様々な 新施設・設備

を導入しているため、大きな問題は生じていない。また、校地が狭隘なことや利用者も限られてい

ることもあり、教職員と学生との接点が比較的多いため、間接的ではなく、直接的に意見交換する

ことが可能となっているため、不具合箇所や要望などを問い合わせと同時に確認でき、迅速な対応

に繋がっている。 

環境面では、本館設計段階でできる限りの配慮をしたため、現状普及している対応策については、

殆ど実施済みである。 

 

［問題点］ 

車道校舎の問題点は以下のものが挙げられる。 

① 他校舎に比べて、芝生等緑が少ないため屋外で寛ぐスペースが足りない、駐輪場置き場が狭い

等、校地狭隘にともなう問題が挙げられる。 

② 日常生活でも電子マネーが学内のコンビニ、カフェラウンジで利用できない。 

③ 環境面では、水光熱費については、電力会社やガス会社とも協議を重ね、できる限りの削減効

果を得ているが、上下水使用量については、節水タイプの製品を導入しているものの、当初より

大きな削減効果がないため、あらゆる削減措置について検討する必要がある。 
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［改善の方法］ 

問題点に関する改善方法は以下のとおりである。 

① 校地狭隘については、その拡張が困難状況であるため、第 2 期工事の実現にともなう地下施設

や屋上スペース等の有効活用を視野に入れ、解決策を検討・実施する。 

② 電子マネー取扱い場所の普及については、業者側の手数料負担などの問題があり、価格に転嫁

され、学生の負担が増えないように注意する必要がある。世間の動向にも留意しながら、可能な

限り設置の方向で業者に対して、陳情を行う。 

③ 他大学との整備状況も勘案し、節水方法について効果が上がるものがあれば、早急に実施する。 

 

 

 

ｃ 利用上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

車道再開発工事では、学内だけでなく、学外の方々にも大いに利用してもらえるような校舎作り

を行い、老若男女を問わず誰でも気軽に無理せず利用できるようにバリアフリー対応としたり、専

門職大学院生の利用する図書室などは、院生自らの目標が叶うように、大学としても応援すべく、

24 時間利用可能な設備作りを行うこととした。 

 

［実態］ 

誰でも気軽に無理なく利用できる設備として、屋外は誘導ブロック、段差のない床を採用してい

る。本館の教室は、すべて車椅子対応、床に段差や傾斜がない。トイレには、持ち手(つかまり棒)

やハンカチの取出せない場合に対応できるハンドドライヤーやすべてのフロアに多目的トイレを設

置している。エレベーター、エスカレータには点字サイン、常用エレベーター全 4 基には車椅子用

ミラーを取り付け、内 1 基は優先着床できるように呼びボタンを低い位置に設置。図書館の書架配

置、キャレルを含め、車椅子などの、愛知県「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」に適合

した施設となっている。 

利用時間に関しては、研究室、法科大学院図書室、会計大学院図書室で 24 時間利用可能な状態と

なっている。校地の出入には門扉を設けていないので、近隣の住民も含め 24 時間自由に立ち入りで

きる。ただし、セキュリティを確保するため、防犯カメラの設置を行い、防災センターでの監視を

行っている。名古屋市条例に基づき駐車場に身障者駐車スペースを設置している。サイン表示につ

いてもコンセプトカラーを取り入れ、視覚で伝わるものにし、文字は、日本語と英語の併記を行っ

ている。 

 

［長所］ 

前述したとおり車道再開発工事の基本方針『①時代を見据えた大学 ③来てうれしい、学んで楽

しい大学、④街とともに生きる大学』に従い、誰でも気軽に着てもらえる施設作りを行っているの

で、基本的な対策は済んでいるため、バリアフリーかつ、24 時間利用可能な施設を利用者に提供で

きている。 

 

［問題点］ 

今後の問題点としては、以下の点が挙げられる。 

① 車道校舎に来てもらえる、来たいと思っている利用者すべてに対して、できる限り不満なく利

用してもらえるような環境作りをする必要があるが、これを検討する明確な組織がない。 
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② 屋外では、地下鉄駅からの誘導ブロックや音声案内等、大学施設内への安全な誘導用設備が不

十分である。 

③ 屋内では、教室に関する案内掲示、受講時の音響システムなどの教育環境の整備が不十分であ

る。 

④ 図書関連についても、点字ライターや書籍、翻訳システムなどの設備が揃っていない。 

 

［改善の方法］ 

上記 4 点の問題に関する改善方法は以下のとおりである。 

① 『学校施設バリアフリー化推進指針』や“学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者会議”

の答申を参考にするなどして、全学的な組織を含め、施設利用のユニバーサル化に対応する検討

委員会の発足について検討する。 

② 地下鉄駅前から大学に繋がる歩道の誘導ブロック設置について名古屋市に確認し、2006 年 11

月までに完成した。 

③④ 予算的措置を含め緊急性を考慮し、できるものから実行する。 

 

 

 

ｄ 組織・管理体制 

 

［理念・目的・目標］ 

法と学内規程を順守し、適正かつ公正に工事、物品購入を行うことを旨としている。その取得し

た財産についても、点検業務を怠ることなく、すべてを安全かつ適切に使用する。また、警備、設

備、清掃業務を徹底し、利用者の身体・生命・財産を保護する。 

 

［実態］ 

車道校舎の資産および、物品の管理については、名古屋校舎と同一校地として扱われているため、

重複する部分については、「(2)名古屋校舎 ｄ 組織・管理体制［実態］」を参照いただきたい。 

防火については、愛知大学防火管理規程に基づき防火管理者を選任している。現状では車道総務

課課員 3 名(2006.1.13 時点)においても甲種防火管理者講習を受講済みであり、日常業務での防火

意識向上と目視による点検活動を行っている。消防用設備として消防法および名古屋市東消防署の

予防課の指導に基づき、以下のものを設置・点検している（表 7-10）。 

 

表 7-10 車道校舎の消防設備 

設備名 設置点数 備  考 

消火器具 
粉末10型 91本、 

二酸化炭素10型 1本、同5型 2本

サーバは、設備保全のため二酸化

炭素消火器を設置している。 

屋内消火栓 埋込型 35基 － 

スプリンクラー設備 24台 － 

不活性ガス消火設備 窒素ガス露出型 3台 
発電気室、熱源機械室、電気室で

噴射 

ガス漏れ火災警報設備 

ガス漏れ検知器 5個、 

検地区域警報装置 2個、 

ガス漏れ表示灯 2個 

－ 

炎センサー 250ヶ所 
炎センサーは自主設置のため、 

点検も自主点検のみ。 
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防災については、愛知大学地震防災規程に基づき対策委員会を設置。当該委員会のもと車道校舎

では、大規模地震での被災者受け入れを 500 名と想定し、3 日分の非常用備蓄品、仮設トイレや日

常品および、一時避難場所として 1 階カフェラウンジ、2 階 K201 教室・K202 教室、3 階コンベンシ

ョンホールを提供できる状態にある。また、現在、教職員、学生用に地震災害対策マニュアルを配

布し、大規模地震の備えに関する呼びかけを継続している。 

車道校舎の警備、清掃、設備維持管理の業務については、車道総務課管理のもと業務委託を行っ

ている。委託企業とは業務の実施状況や問題点について日次報告(日報)で確認し、改善が必要な場

合は、お互い協力・連携をしながら役割を果たしている。 

設備保守については、設備保守会社と業務委託契約を結び、法定点検、法に定めのない施設・設

備についても､原則、年間の維持管理計画に基づいて点検・検査等を行い整備している｡ 

車道校舎では、施設・設備の衛生面確保のため、水質検査や空気環境測定を定期的に行い、報告

書にまとめて、記録・保管している。現在、車道総務課課員 2 名(2006.4.26 時点)が第 2 種衛生管

理者資格を取得している。 

防犯を兼ねた安全面については、人為的、作為的な事故はもとより、自然災害や過失による事故

を予防するため、先に述べた設備点検や日常での警備巡回活動により、学生、教職員等の施設利用

者の生命、身体および、財産保護のため、防犯カメラや非常押しボタン、炎センサー等を設置し警

戒にあたっている。 

 

［長所］ 

車道校舎の警備、設備維持、清掃業務については業務委託を行い、一定期間ごとに契約内容を見

直すことで経費削減に努めている。この校舎の委託業者は、大学を構成する一員であると位置づけ、

その理解を求めているため連帯感があり、連携面についても問題はない。また、専門業務であるが

大学事務局には専門知識を持った契約職員等は雇用せず、専任職員が必要な知識を身につける等し

て対応しているため、問題点の把握も早く、迅速な対応が可能となっている。 

車道校舎では、校舎建設時に防犯・防災についても、一定の想定の下での検討を行っているため、

現時点で可能な設備については設置済みである。 

 

［問題点］ 

組織・管理体制に関する問題は以下のとおりである。 

① 設備故障時の緊急連絡体制について、トラブル対応の業者連絡先に不明確な点がある。 

② 機器・備品のたな卸しの際、点数が多く、その所在についても台帳と異なることがあるため、

確認作業が煩雑となっている。 

③ 防災に関連して、先ごろ気象庁より“緊急地震速報”の配信サービスが開始されたが、これを

活用した対処策について検討していない。 

④ 館内での火気の扱いについては、指定場所以外禁止されており、炎センサー等も設置して利用

者に意識向上を促しているが、これを犯す者がいるため、施設の安全面が若干懸念される。 

 

［改善の方法］ 

組織・管理体制に関する改善方法は以下のとおりである。 

① 建設して間もないこともあり、施工業者が対応しているため、緊急連絡を必要とする場面はな

いが、突発的な事案や大規模災害時の対応などを含め、設備保守委託業者と協議し、対応可否の

範囲を明確化したうえで、連絡先を書面に記す。特に、日曜、祝祭日の対応は、個別の保守契約
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に含まれていない場合があるため、この点について納入業者を含め、その対応方法について覚書

を交わす等の対応を行う。 

棚卸し作業については、現在の台帳をもとに該当の物品を確認するのではなく、現状ある物品

を基準に本来それがどの状態で管理されているかを確認できるシステムの構築を検討している。

2006 年度予算措置もできおり、構築後の効果について確認する。 

③ “緊急地震速報”の配信サービス導入について検討し、有効性が確認されたら、予算措置等を

含めて活用方法を検討する。 

④ センサーの検知範囲に多少の隙間がある、すべてに都合よく反応しないなどの点を改善する必

要があるが、現状技術的に難しいため、当面は巡回警備を強化し、火気の扱いについて周知徹底

するなど、利用者のモラルに期待しながら、施設安全面に十分配慮し、対応策を検討する。 

 

 

 

２．情報関係 
 

（１）全学共通 
 

ａ 施設・設備等の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本学の情報関連の施設・設備は、情報メディアセンターを重点的に整備している。情報教育の拠

点である情報メディアセンターは、1989 年に発足した前身の情報処理センター組織を、情報メディ

ア教育関連施設の適正な管理・運用を図り、本学における教育研究活動の発展に資することを目的

に 2004 年 4 月に組織化したものである。 

これに合わせ 2004 年度に、情報メディアセンターのコンピュータ実習室および学内 LAN インフラ

であるシステムを「情報メディアセンター第 6 期システム」（以下、「第 6 期システム」）と位置づけ、

それまでのシステムの更新を行い、以後 4 年間システムの定着および発展がはかられている。 

「第 6 期システム」の全学共通の具体的な目標として、以下 5 点を重点項目とした。 

① 校舎間回線・学外接続インターネット回線の増強 

② コンピュータ実習室環境の整備 

③ 学外からのアクセシビリティ整備 

④ 認証システムの統合 

⑤ 教職員および学生等の個人所有パソコンを学内で利用する環境の整備 

 

また各校舎別に、重点項目を次のとおり設定した。 

 

(1) 豊橋校舎における重点項目 

① 情報ゼミ室の増設 

② 国際コミュニケーション学部システムの第 6 期システムへの統合 

 

(2) 名古屋校舎における重点項目 

① 現代中国学部システムの第 6 期システムへの統合 

② 遠隔講義システムの整備 
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(3) 車道校舎における重点項目 

2004 年 4 月開校の車道新校舎では、名古屋校舎から移転する法学部 3 年次以上生（約 1,000 名）

の学生および同年開校する法科大学院に対応した情報関連の施設・設備の充実が必要不可欠であ

る。また車道新校舎は、本学の情報発信拠点となることから、各種の学会・研究会の開催が想定

でき、これらに対応できる情報関連の施設・設備も必要である。そこで車道新校舎建設委員会と

情報メディアセンター連携のもと、以下に示す情報関連の施設・設備の導入を目標とした。 

① コンピュータ実習室（計 3 教室 130 台規模）を設置する。 

② 学生またはゼミ貸出用のノートパソコン 30 台程度を配備する。 

③ 一般講義等の動画像のオンライン配信設備を配備する。 

④ 一般教室講義卓への各種 AV 設備を配備する。 

⑤ TV 会議システムを応用した他校舎間との遠隔講義システムの設備を配備する。 

⑥ 法科大学院用模擬法廷における動画像のオンライン配信設備を配備する。 

 

他方、教育の情報化を推進するため、一般教室のマルチメディア化および遠隔講義システムの

導入を、計画的に進めることを目標とする。 

 

なお「第 6 期システム」については、2004 年度から 4 ヵ年計画で稼動することを、2003 年度第 7

回評議会（2003 年 7 月 24 日開催）において確認されている。また「第 6 期システム」の更新時期

（「第 7 期システム」の稼動）については、2008 年 4 月稼動を目指し計画することを 2006 年度第 16

回常任理事会（2006 年 7 月 10 日開催）において確認されている。 

 

［実態］ 

全学的な「第 6 期システム」の具体的な目標の実態について述べる。 

① 校舎間回線・学外接続インターネット回線の増強 

当初の目標では、校舎間のネットワーク速度を 100Mbps としていたが、ネットワーク回線価格

の急激な低価格化により、車道校舎を基点とし「車道校舎・名古屋校舎間」を 6Mbps から 1Gbps

に、「車道校舎・豊橋校舎間」を 6Mbps から 100Mbps に増強した。また学外接続インターネット

回線を、3Mbps から 100Mbps に増強した。 

② コンピュータ実習室環境の整備 

コンピュータ実習室環境を整備し、パソコンの標準 OS を Windows XP に統一することで、マル

チメディア・コンテンツの利用や各種周辺機器の利用を可能にした。また各コンピュータ実習室

には、高速のモノクロおよびカラーのネットワークプリンターを設置し、オンデマンド印刷環境

を整備した。なお校舎別教室別のパソコン設置台数は、表 7-11 のとおりである。 

③ 学外からのアクセシビリティ整備 

自宅等学外から学内ネットワークへ、情報セキュリティ対策を施したうえアクセスを可能とす

る SSL-VPN および IPSec-VPN 環境を整備した。 

④ 認証システムの統合 

豊橋校舎（TOYOHASHI ドメイン）、名古屋および車道校舎（NAGOYA ドメイン）にそれぞれ分散

していた情報メディアセンターの認証システムを統合し、JOHO ドメインを構築した。2006 年 5

月 1 日現在のアカウント数は、12,314 アカウントとなっている。 

この統合された認証システムを、電子メールシステム、図書館システム、就職支援システム、

授業評価システム、SSL-VPN など各システムの認証システムとしても利用することで、アカウン

ト・パスワードを共通化している。 
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表 7-11 校舎別教室別パソコン台数一覧 

校舎 設置場所 パソコン設置数 

413 教室 25 

421 教室 52 

423 教室 58 

情報メディア

センター 

424 教室 50 

514 教室 25 

豊橋 

5 号館 
523 教室 50 

第 1 実習室 60 

第 2 実習室 45 
情報メディア

センター 
第 3 実習室 20 

中央教室棟 マルチメディア教室 60 

E201 教室 60 

名古屋

東教室棟 
E202 教室 40 

K701 教室 35 

K802 教室 35 車道 本館 

K804 教室 50 

 

表 7-12 無線 LAN アクセス数一覧 

2005 年 2006 年 

12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 
校舎 

合計 
1日当り 

平均 
合計 

1日当り

平均
合計

1日当り

平均
合計

1日当り 

平均 
合計 

1日当り

平均

豊橋 238 7.7 139 4.5 72 2.6 121 3.9 147 4.7

名古屋 164 5.3 167 5.4 144 5.1 115 3.7 188 6.1

車道 1,951 62.9 1,911 61.6 1,657 59.2 1,531 49.4 2,915 94.0

 

⑤ 教職員および学生等の個人所有パソコンを学内で利用する環境の整備 

個人所有パソコンの学内ネットワークへの接続・ファイル共有やオンデマンドプリントを可能

とするネットワーク環境は、無線 LAN 接続環境の提供をしている。無線 LAN 接続の利用状況は、

表 7-12 のとおりである。 

 

(1) 豊橋校舎における重点項目の実態について 

① 情報ゼミ室の増設 

2005 年度春学期より、それまで一般教室であった 514 教室を転用し情報ゼミ室とした。今回増

設した情報ゼミ室は、ノートパソコン 25 台やポータブル･プロジェクター等の設備を配置し、主

にゼミ等少人数教育に適した教室となっている。 

② 国際コミュニケーション学部システムの第 6 期システムへの統合 

「第 6 期システム」の更新において、分離し運用していた「国際コミュニケーション学部シス

テム」（523 教室システム）を統合し、同一のシステム環境とした。 

 

(2) 名古屋校舎における重点項目について 

① 現代中国学部システムの第 6 期システムへの統合 

「第 6 期システム」の更新において、分離し運用していた現代中国学部システム（E210、E202

教室システム）を統合し、同一のシステム環境とした。 

② 遠隔講義システムおよび TV 会議システムの整備 
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表 7-13 遠隔講義システムおよび TV 会議システムの整備 

場所 教室および会議室 収容定員 設置システム 

003 教室 466 名 Polycom 社製 VS4000 

107 教室 116 名    〃   View Station 教室棟 

201 教室 185 名    〃   View Station 

研究館 第 6 講義室 24 名    〃   VSX7000 

（可搬式） － －    〃   View Station 

第 1 会議室     〃   VSX7000 
研究館 

第 4 会議室     〃   View Station 

中央教室棟 第 4 研修室     〃   View Station 

   ※第 6 講義室は、大学院中国研究科専用設備である。 

   ※可搬式は、TV やプロジェクター等出力設備がある教室に設置し、遠隔講義を実施できる。 

 

現在、名古屋校舎においては次の教室で遠隔講義が実施できる（表 7-13 参照）。 

この設備を用いて、2004 年度には名古屋校舎と車道校舎の間で、春学期 4 科目と秋学期 4 科目

の遠隔講義を実施している。同様に 2005 年度には、名古屋校舎と車道校舎の間で、春学期 4 科

目と秋学期 4 科目の遠隔講義を実施している。 

また、TV 会議システムを利用して校舎間会議を行っている。 

 

(3) 車道校舎における重点項目の実態について 

① コンピュータ実習室（計 3 教室 130 台規模）を設置する。 

車道新校舎には、K701 教室（パソコン 35 台設置）、K802 教室（パソコン 30 台設置）、K804 教

室（パソコン 50 台設置）の 3 教室を設置した。 

② 学生またはゼミ貸出用のノートパソコン 30 台程度を配備する。 

車道メディアカウンターにて、ノートパソコン 30 台を用意し学生に対して、貸出サービスを

実施している。 

③ 一般講義等の動画像のオンライン配信設備を配備する。 

オンデマンド配信ができるシステムを導入した。 

④ 一般教室講義卓への各種 AV 設備を配備する。 

車道新校舎開設時に、大中小教室計 16 教室に対して、各種 AV 設備を配備した。 

⑤ TV 会議システムを応用した他校舎間との遠隔講義システムの設備を配備する。 

車道新校舎開設時に、K201 教室に遠隔講義システムを設置した。その後 K201 教室の遠隔講義

以外の利用状況から判断し、2005 年度に K901 教室に遠隔講義システムを増設した。 

⑥ 法科大学院用模擬法廷における動画像のオンライン配信設備を配備する。 

2005 年度に法科大学院用模擬法定収録システムを整備したが、オンライン配信設備まではない。 

 

［長所］ 

全学的な「第 6 期システム」の具体的な目標とした、以下の項目について述べる。 

① 校舎間回線・学外接続インターネット回線の増強 

校舎間回線・学外接続インターネット回線の増強に合わせ、「第 6 期システム」では、学外か

らアクセスが多い DNS サーバ、電子メールサーバなどを車道校舎に設置した。この結果、学外か

らのアクセスに対する 適化ができ、学内における不要なネットワーク・トラフィックを減少さ

せることができた。 

また校舎間回線・学外接続インターネット回線の増強と同時に、学内 LAN 幹線（および支線の

一部）のネットワーク伝送能力を 1Gbps に増強した。これにより、同一校舎内であれば、利用者
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はネットワークを利用するサービスについて、不満のないアクセス・スピードを享受することが

できるようになった。 

社団法人私立大学情報教育協会が発表した『私立大学情報環境白書 平成 17 年度』によると、

本学が属する B グループにおいて、幹線１Gbps およびインターネット学外接続回線 100Mbps は、

標準的な設備と位置づけられている。 

② コンピュータ実習室環境の整備 

パソコン等の処理能力向上および学内 LAN インフラのネットワーク伝送能力が向上することで、

従来と比べてマルチメディア・コンテンツの利用用途が拡大した。 

なお校舎別教室別開講コマ数は、表 7-14 のとおりである。 

③ 学外からのアクセシビリティ整備 

従来、学外からアクセスができなかった学内に限定したネットワーク・サービスが、SSL-VPN

および IPSec-VPN を利用し可能となった。特に教員の学外研究環境にとっては、図書館蔵書検索

サービスや各種データベースの利用がある。 

④ 認証システムの統合 

情報メディアセンターの認証システムを統合した結果、本学の教職員・学生であれば、いずれ

の校舎の情報メディアセンターでも同一アカウントで、ネットワーク・サービスを利用すること

ができるようになった。 

また電子メールシステム、図書館システム、就職支援システム、授業評価システム、SSL-VPN

など各種認証システムも共通化することにより、利用者の利便性・操作性が向上した。 

⑤ 教職員および学生等の個人所有パソコンを学内で利用する環境の整備 

教職員および学生が持参した個人所有パソコンを、無線 LAN ネットワーク上で、802.1X 認証方

式を採用することにより、ネットワーク・セキュリティが確保された学内ネットワークへの接続

ができるようなった。 

 

表 7-14 校舎別教室別開講コマ数一覧（OC：オープンカレッジ講義） 

2003 年度 2004 年度 2005 年度 
校舎 教室 

講義 OC 計 講義 OC 計 講義 OC 計 

413 教室 35 35 38 2 40 33 1 34

421 教室 29 7 36 29 13 42 32 12 44

423 教室 30 8 38 35 5 40 24 6 30

424 教室 17 17 21 3 24 12 6 18

514 教室  23 8 31

523 教室 37 5 42 27 12 39 15  15

豊橋 

計 148 20 168 150 35 185 139 33 172

第 1 実習室 22 22 22 3 25 24 2 26

第 2 実習室 16 16 20 20 12  12

第 3 実習室 20 20 20 20 23  23

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教室 13 13 9 9 10 1 11

E201 17 17 12 12 12  12

E202 15 15 8 8 8  8

名古屋 

計 103 103 91 3 94 89 3 92

K701 教室  10 10  12 12

K802 教室  9 4 13  6 6

K804 教室  10 2 12 13 10 23

車道実習室 17 17   

車道 

計 17 17 19 16 35 13 28 41
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(1) 豊橋校舎における重点項目の長所について 

① 情報ゼミ室の増設 

今回増設した 514 教室（情報ゼミ室）と同様な環境は、増設以前から 413 教室（情報ゼミ室）

にあった。413 教室は、2004 年度に 38 科目、2005 年度に 33 科目の授業がそれぞれ実施されてい

る。増設した 514 教室は、2005 年度に 15 科目の授業が実施されていて、利用要望に応えるもの

となった。 

② 国際コミュニケーション学部システムの第 6 期システムへの統合 

「第 6 期システム」に国際コミュニケーション学部システムを統合し、システムを同一環境と

することで、運用体制や保守体制など、システム運用管理面で効率化が達成できた。また他教室

と同一環境のシステムを構築できたことで、教室利用効率の面では、開講授業の調整の負担が軽

減された。 

 

(2) 名古屋校舎における重点項目の長所について 

① 現代中国学部システムの第 6 期システムへの統合 

「第 6 期システム」に現代中国学部システムを統合し、システムを同一環境とすることで、運

用体制や保守体制など、システム運用管理面で効率化が達成できた。 

② 遠隔講義システムの整備 

遠隔講義システムを導入することで、校舎間同時講義においては、従来開設できなかった授業

を開講することができた。学生に対して、授業選択の幅が膨らんだ。 

また遠隔講義システムは、講義利用だけでなく、学生に対する説明会（奨学金、留学など）を

複数の校舎で同時に開催する場合に利用できる。 

 

(3) 車道校舎における重点項目の長所について 

① コンピュータ実習室（計 3 教室 130 台規模）を設置する。 

コンピュータ実習室を設置した結果、情報リテラシー科目の授業を開講することができた。ま

たエクステンションセンター開催の情報関連の講座にも対応できた。 

② 学生またはゼミ貸出用のノートパソコン 30 台程度を配備する。 

車道校舎所属の学生からの貸出要望に応えることができる、また名古屋および豊橋校舎所属の

学生に対しても、要望により貸出を実施している。他校舎と比較して、利用頻度が多い。2005 年

度の学生 1 人あたりの年間貸出回数は、豊橋校舎 0.12 回、名古屋校舎 0.13 回、車道校舎 0.61

回となっていて、車道校舎は他校舎と比較し利用率が非常に高い。また月間の貸出件数は、どの

校舎でも 40 件程度で、順調に推移している 

③ 一般講義等の動画像のオンライン配信設備を配備する。 

利用要望があった場合、対応できる準備ができた。 

④ 一般教室講義卓への各種 AV 設備を配備する。 

昨今増加傾向にあるマルチメディア教材に対する利用環境ができた。またメディアカウンター

では、設備に対する保守・支援体制を確立し対応を行っている。 

⑤ TV 会議システムを応用した他校舎間との遠隔講義システムの設備を配備する。 

K201 教室および K901 教室に遠隔講義システムを設置したことで、名古屋・車道校舎間の遠隔

講義に対する要望に応えるだけでなく、各種学生向け説明会を複数校舎合同で開催する際、活用

している。 

⑥ 法科大学院用模擬法廷における動画像のオンライン配信設備を配備する。 

オンライン配信設備がないため、講義時間内および共同自習の際、収録した映像を活用する講

義を開催している。 
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表 7-15. SSL-VPN、IPSec-VPN 利用状況 

2005 年 2006 年 
年月 

12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 

SSL-VPN ｱｸｾｽ件数 161 165 203 299 236 

IPsecVPN ｱｸｾｽ件数 107 97 157 121 211 

 

［問題点］ 

全学的な「第 6 期システム」の具体的な目標とした以下の項目について述べる。 

① 校舎間回線・学外接続インターネット回線の増強 

回線増強と同時に、DNS サーバ、電子メールサーバなど各校舎で共通利用する主要なサーバ群

については、ネットワークの利用効率および運用面から検討し車道校舎に移設した。この結果、

「車道校舎・名古屋校舎間」あるいは「車道校舎・豊橋校舎間」の回線に障害が発生した場合、

名古屋校舎あるいは豊橋校舎において、主要なネットワーク・サービスが利用できなくなる。運

用開始後現在までの約 2 年間で、2 度障害が発生し、授業等に少なからず被害があった。 

また当初目標としたビデオ講義録のアーカイブ配信、ビデオ教材のオンデマンド配信について、

現在まで実施段階に至っていない。それを見越して回線の増強を行っているため、校舎間回線お

よび学外接続インターネット回線の利用率が非常に低い。学外インターネット回線の回線帯域

（100Mbps）のうち、年間を通して 大でも 30Mbps 程度、概ね 15Mbps 程度の利用である。 

② コンピュータ実習室環境の整備 

昨今の著しい情報技術の進展により、パソコンの処理能力が飛躍的に進歩した。その結果、利

用者にとっては高性能な情報処理機能を利用することができるようになった。その一方でアプリ

ケーションソフトのインストールやバージョンアップ、複雑化するハードウェアの保守・メンテ

ナンスなどにかかる運用・管理コストが無視できない問題となっている。 

③ 学外からのアクセシビリティ整備 

学外からのアクセシビリティを確保するため、SSL-VPN、IPSec-VPN 環境を整備したが、一方で

これを利用する学内サービスが乏しいため、利用者が限定的である。その結果、教職員・学生に

対する利用状況も非常に少ないものとなっている。全学の利用状況（総数）は、表 7-15 のとお

りである。 

④ 認証システムの統合 

従来分離していた豊橋校舎、名古屋および車道校舎の認証システムの統合により一定程度の成

果を得ることができた。しかし、電子メールシステム、図書館システム、就職支援システム、授

業評価システム、SSL-VPN など各種認証システムを共通化し、認証システム内部に複数のシステ

ムが並存し運用を行うことになった。このため現在の認証システムには拡張性がなく、システム

運用負担が大きい。 

⑤ 教職員および学生等の個人所有パソコンを学内で利用する環境の整備 

表 7-12 からもわかるとおり、今回整備した無線 LAN 環境は、車道校舎と名古屋・豊橋校舎の

間で、利用状況に大きな差がでている。車道校舎は、個人利用パソコンの組織的な利用をしてい

る法科大学院があることから利用者が非常に多い。一方で名古屋および豊橋校舎においては、利

用者が少ない。 

 

(1) 豊橋校舎における重点項目の問題点について 

① 情報ゼミ室の増設 

2005 年度に 514 教室を使用した 15 科目のほとんどが、情報科目に偏っている。 

② 国際コミュニケーション学部システムの第 6 期システムへの統合 
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現時点では、問題点は特にない。 

 

(2) 名古屋校舎における重点項目の問題点について 

① 現代中国学部システムの第 6 期システムへの統合 

現時点では、問題点は特にない。 

② 遠隔講義システムの整備 

名古屋校舎の遠隔講義システムを含め現在学内には 23 セットの遠隔講義システムがある。現

在、週数回の名古屋および車道校舎間で実施している遠隔講義以外では利用されていない。また

遠隔講義システムを使用しての教育方法の確立ができていないだけでなく、充分な支援体制がな

い。 

 

(3) 車道校舎における重点項目の問題点について 

① コンピュータ実習室（計 3 教室 130 台規模）を設置する。 

エクステンションセンターの講座については、一定程度のコンピュータ実習室の利用があるが、

2004 年度に法学部 2 部が募集停止したことと法学部のカリキュラム上の理由から、コンピュータ

実習室の設備を利用する授業は減少傾向にある。 

② 学生またはゼミ貸出用のノートパソコン 30 台程度を配備する。 

現時点では、問題点は特にない。 

③ 一般講義等の動画像のオンライン配信設備を配備する。 

オンライン配信設備を設置しているが、利用はされていない。また今後の利用計画がない。 

④ 一般教室講義卓への各種 AV 設備を配備する。 

車道校舎の新本館の設備については、概ね問題がなく運用をされているが、2 号館の教室設備

については、導入後経年劣化した AV 設備があり更新要望も強い。 

⑤ TV 会議システムを応用した他校舎間との遠隔講義システムの設備を配備する。 

現在の遠隔講義の実施状況であれば、必要十分な設備となっているが、遠隔講義の活用が今後

進む場合、遠隔教育方法を含め再検討をするとともに、施設改修をする必要がある。 

⑥ 法科大学院用模擬法廷における動画像のオンライン配信設備を配備する。 

オンライン配信の設備の導入が未配備である。 

 

［改善の方法］ 

全学的な「第 6 期システム」の具体的な目標とした以下の項目について述べる。 

① 校舎間回線・学外接続インターネット回線の増強 

『私立大学情報環境白書 平成 17 年度』によると、2008 年度において本学と同規模の私立大

学の 30%程度は、ネットワーク利用の拡大から、学外接続インターネット回線を１Gbps に拡張す

ることを検討している。 

本学では、現状「第 6 期システム」の目標としたビデオ講義録のアーカイブ配信やビデオ教材

のオンデマンド配信などネットワーク環境を活用した教育研究環境が未整備である。しかし前述

の調査結果では、2008 年度には 7 割の私立大学が、授業のアーカイブ化を計画している。また学

習管理システム（LMS：Learning Management System）の導入についても、本学では検討課題と

なっているが、2008 年度には 7 割以上の私立大学が導入を計画している。 

これらを本学においても組織的に導入を実施することで、ネットワーク環境の利用は大幅に拡

大する。ネットワーク環境を活用した教育研究環境の実現は、2008 年度稼動開始の「第 7 期シス

テム」の重点課題となることから、校舎間回線および学外接続インターネット回線については、

2008 年度の「第 7 期システム」導入に合わせ、１Gbps を目指し拡張していく。 
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また校舎間回線の障害リスクを回避するため、現在未整備である「豊橋・名古屋校舎間」のネ

ットワーク回線を整備しバックアップ回線とすること、あるいは 3 校舎全体でのバックアップ回

線を補強することを実施する。 

② コンピュータ実習室環境の整備 

2006 年度に豊橋校舎 413 教室において、コンピュータ実習室の運用・管理コストを軽減するた

め、シンクライアント・システムの導入を実施する。シンクランアント・システムは、複雑で高

価なパソコンは使わずに、表示や入力など 低限の機能のみを持った低価格な専用のコンピュー

タを配備し、アプリケーションソフトなどの資源はサーバで一元管理することにより、運用・管

理コストの軽減をはかるシステムである。 

豊橋校舎 413 教室に導入したシンクライアント・システムの運用実績を踏まえ、2008 年度に稼

動開始する「第 7 期システム」においては、他の教室等にも適切に導入を実施し、運用・管理コ

ストの軽減を図る。 

③ 学外からのアクセシビリティ整備 

SSL-VPN、IPSec-VPN 環境の利用が少ないのは、学内限定のネットワーク・サービスが不足して

いることが大きな要因である。 

今後教育の情報化を推進するためには、ネットワーク環境を活用した教育研究環境を整備し、

LMS や学生ポータルサイトなどネットワーク・サービスを充実させることが必要不可欠である。

「第 7 期システム」では、このようなネットワーク・サービスを、学外からアクセスできること

を考慮しながら、ネットワークを再設計しアクセシビリティの整備を実施する。 

④ 認証システムの統合 

現在の認証システムは、認証システム内部に複数のシステムが並存し、各システムとの間で同

期をとりながら運用を行っている。このため現行の認証システムは、大変複雑な運用を行ってい

る。「第 7 期システム」では、学内の認証システムの拡張性を考慮したうえ、システム運用負担

の軽減ができるシステムに再構築する。 

⑤ 教職員および学生等の個人所有パソコンを学内で利用する環境の整備 

ネットワーク環境を活用した教育研究環境を実現した際には、学内にある従来の情報関連の施

設・設備では、すべての利用者の要求に応えることができない。また今後は、コンピュータ実習

室に設置している「共用パソコン」から「パーソナルメディア」としての個人用ノートパソコン

の普及の観点も考慮する必要がある。このため「第 7 期システム」導入に際しては、個人所有パ

ソコンを学内で利用する環境の整備についても再度検討し、適切な整備を実施する。 

 

(1) 豊橋校舎における重点項目の改善の方法について 

① 情報ゼミ室の増設 

「第 7 期システム」の検討時に、語学・専門科目等の情報科目以外の科目で、情報環境をどの

ように活用していくのかの方向性を見いだす。これを踏まえ、413 教室および 514 教室のシステ

ム構成を見直し、利用範囲の拡大を目指す。 

② 国際コミュニケーション学部システムの第 6 期システムへの統合 

現時点では、特にない。 

 

(2) 名古屋校舎における重点項目の改善の方法について 

① 現代中国学部システムの第 6 期システムへの統合 

現時点では、問題点は特にない。 

② 遠隔講義システムの整備 

「第 7 期システム」の検討の際、今後の遠隔講義システムの活用の方法・支援体制を含め検討
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する。 

 

(3) 車道校舎における重点項目の改善の方法について 

① コンピュータ実習室（計 3 教室 130 台規模）を設置する。 

エクステンションセンター用の設備としては、十分利用をしているが、法学部用のコンピュー

タ実習室としては、その機能を果たしていない。カリキュラム上の側面もあるが、今後の利用計

画を「第 7 期システム」導入時に、再度検討を行う。 

② 学生またはゼミ貸出用のノートパソコン 30 台程度を配備する。 

現時点では、特にない。 

③ 一般講義等の動画像のオンライン配信設備を配備する。 

今後の利用計画については、「第 7 期システム」導入時に、再度検討を行う。 

④ 一般教室講義卓への各種 AV 設備を配備する。 

車道校舎 2 号館の AV 設備については、「第 7 期システム」導入時に検討を行う。 

⑤ TV 会議システムを応用した他校舎間との遠隔講義システムの設備を配備する。 

今後の利用計画については、「第 7 期システム」導入時に、再度検討を行う。 

⑥ 法科大学院用模擬法廷における動画像のオンライン配信設備を配備する。 

模擬法廷収録は順調に行われているが、オンライン配信の設備がないため、現状の利用状況等

の推移を見守り今後導入について再検討を行う。 

 

 

 

ｂ キャンパス・アメニティ等 

 

［理念・目的・目標］ 

三校舎のメディアゾーンに、学生等に対して自学自習および就職活動等の正課外教育に利用でき

るコンピュータ等の情報関連設備の導入を行う。講義等で利用していないコンピュータ実習室を、

学生に開放し利用の便を図る。 

さらに 2004 年 4 月開校の車道新校舎では、豊橋および名古屋校舎所属の学生を含め、就職活動で

インターネット接続環境を利用する目的でメディアゾーンの施設・設備を利用する学生が想定され

る。また、社会人向けのエクステンションセンター受講生あるいは図書館一般社会人利用者向けに

は、視聴覚教材等の利用が想定できる。そこで車道新校舎建設委員会と情報メディアセンター連携

のもと、メディアゾーンに、自学自習および就職活動等の正課外教育に利用できるコンピュータだ

けでなく、語学学習用ブースを設置する。 

 

［実態］ 

三校舎のメディアゾーンに、学生等が自学自習および就職活動等の正課外教育に利用できるコン

ピュータ等の情報関連設備を次のとおり設置した。各校舎のメディアゾーンの設備状況は、表 7-16

のとおりである。なおメディアゾーンおよびコンピュータ実習室の環境は、レイアウト・空調設備・

照明設備・机椅子など居住性に配慮したつくりとなっている。 

また豊橋情報メディアセンターにある、420 教室（パソコン 78 台設置）を共有スペースとして、

学生等に開放を行っている。名古屋校舎においては、空き教室を随時学生に開放を行っている。 

なお 2004 年 4 月開校の車道新校舎メディアゾーンには、語学学習用ブース 9 セット、多人数語学

ブース 1 セット、語学学習教材閲覧コーナーなどを配備した。 
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表 7-16 メディアゾーンの設備状況 

豊橋校舎 名古屋校舎 車道校舎 
場 所 

図書館 1 階 図書館棟 2 階 本館 3 階 

パソコン（台） 30 75 74 

モノクロ・プリンター（台） 1 1 1 

カラー・プリンター（台） 1 1 1 

 

［長所］ 

本学の学生にとっては、三校舎のメディアゾーンなどに設置した情報関連設備を利用することで、

卒業論文や授業レポートの作成など自学自習、ゼミ・授業単位での共同学習、あるいはインターネ

ットを活用した就職活動など多方面に活用できる環境ができた。 

特に車道メディアゾーンは、車道校舎に所属する学生の自学自習用だけでなく、資格取得講座の

ビデオ復習、他校舎の学生を含めインターネット接続環境を利用した就職活動など多目的に利用さ

れている。またエクステンションセンターの学生にとっては、語学学習教材や語学学習ブース、ビ

デオ学習設備としても利用されている。 

 

［問題点］ 

メディアゾーンの利用率は、全体的には高いものとなっているが、夏季休暇期間あるいは開講前

期間など、著しく利用率が低い期間がある。また 5 時限目終了後（概ね 18 時以降）の利用について

も、減少傾向にある。 

また白樺高原ロッジでのネットワーク環境の利用の要望がある。 

車道メディアゾーンにおいては、設置している多人数語学ブースは、利用がほとんどない。 

 

［改善の方法］ 

メディアゾーンの利用は、教育内容（課題・レポートなど）と密接な関係がある。このため教育

内容と関連をとりながら、適切な設備を用意することを継続的に実施することが必要である。 

なお白樺高原ロッジについては、2006 年度中には無線 LAN 環境を用意する。 

車道メディアゾーンの多人数語学ブースの利用用途としては、語学教材の視聴であるが、車道校

舎の所属学生にとっては、その必要性があまりない。2006 年度中には、撤去あるいは利用用途の変

更を実施する。 

 

 

 

ｃ 利用上の配慮 

 

［理念・目的・目標］ 

本学が提供する情報環境を有効利用できることを目的に、以下の点を具体的な目標とする。 

① メディアゾーンのサービス時間を配慮 

三校舎に設置するメディアゾーンについて、校舎別の特色と利用状況から判断し、利用者にと

って有用なサービス時間を提供する。 

② 学生に対するノートパソコン等の貸出サービス 

情報メディアセンターでは、学生の自習用として自宅等で利用できるように、ノートパソコン

等の情報機器の貸出を行う。 

③ 各種講習会の開催 

情報メディアセンターでは、無線 LAN の設定利用講習、電子メール利用講習等の講習会を開催
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し、利用の便を図っていく。 

④ アカウント ID の統合 

学生および教職員は、学内 LAN に接続したパソコンや電子メール等の利用に際して、情報メデ

ィアセンターが発行するアカウント・パスワードを利用することで、情報セキュリティ面を考慮

した情報環境を利用することができる。また情報メディアセンターのアカウントを、利便性を考

慮しながら、学内の他システムにおいても、共通利用できるよう、認証システムの統合を進める。 

⑤ コンピュータ・ウイルス対策 

学内 LAN に接続するパソコンについては、コンピュータ・ウイルスの対策を施すシステムを導

入する。 

 

［実態］ 

［理念・目的・目標］に掲げた項目について、次のとおりである。 

① メディアゾーンのサービス時間を配慮 

メディアゾーンのサービス時間については、豊橋および車道校舎については、現在募集停止を

している 2 部学部の学生への配慮として、夜間学部の通常講義終了後概ね 30 分程度はサービス

を行っている。なお車道校舎においては、エクステンションセンター受講生の利用を考慮してい

る。また名古屋校舎においては、物理的に同一施設である図書館と同一のサービス時間としてい

る。詳細は、表 7-17 のとおりである。 

また本学学生の自学自習時間確保の観点から、各校舎のメディアゾーンにおいて、通常試験前

2 週間については、日曜・祝日開館を行っている。 

② 学生に対するノートパソコン等の貸出サービス 

各校舎において、貸出用ノートパソコンを 30 台用意し、本学学生に対して貸出サービスを実

施している。 

③ 各種講習会の開催 

各校舎の情報メディアセンターが主催し、無線 LAN の設定利用や電子メール利用等の講習会お

よび通常講義を補完するため情報リテラシーに関する講習会を開催している。2004 年度および

2005 年度に開催した講習会の開催実態は表 7-18 のとおりである。 

④ アカウント ID の統合 

「ａ 施設・設備等の整備」の項目に記述済み 

⑤ コンピュータ・ウイルス対策 

学内 LAN に接続するパソコンのうち、情報メディアセンター（実習室、メディアゾーン等）お

よび事務局のパソコンについては、導入する際にコンピュータ・ウイルス対策ソフト（ノートン・

アンチ・ウイルス）を装備している。また教員個人研究室設置のパソコンについては、各教員に

対して 1 ライセンス購入確保し、希望者にはインストール・サービスを実施している。 

なお情報メディアセンターおよび事務局のパソコンについては、自動的に 新のウイルス定義

情報が反映するようにシステムを構築している。 

 

［長所］ 

［理念・目的・目標］に掲げた項目について、次のとおりである。 

① メディアゾーンのサービス時間を配慮 

「ｂ キャンパス・アメニティ等」の項目に記述済み 

② 学生に対するノートパソコン等の貸出サービス 

自宅にパソコンを保有していない学生にとっては、メディアゾーンの開館時間の制約に関係な

く、自学自習用として自宅等で情報環境が利用できる。またパワーポイントなど学内標準ソフト 
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表 7-17 校舎別開館時間 

豊橋校舎 名古屋校舎 車道校舎 

9:10～21:00 

（9:10～18:30） 

9:10～20:00 

（9:10～19:00）

9:00～22:00 

（9:00～19:00） 

        （カッコ内は、講義期間以外のサービス時間）  

 

表 7-18 講習会開催状況 

2004 年度 2005 年度 

校舎 講習会名 
開催回数

延べ参加

人数 
開催回数 

延べ参加

人数 

電子ﾒｰﾙ講習会 9 18 4 24

Word 講習会 2 3 - -

Excel 講習会 2 7 - -

PowerPoint 講習会 2 4 - -

無線 LAN 講習会 15 29 7 24

中国語 IME 入力のための講習会 1 6 - -

豊橋 

小 計 31 67 11 48

電子ﾒｰﾙ講習会 38 403 42 482

Word 入門 9 35 11 78

Word 応用 4 19 4 27

Excel 入門 23 177 27 264

PowerPoint 講習会 7 35 7 54

名古屋 

小 計 81 669 91 905

電子ﾒｰﾙ講習会 3 7 10 34

Word 入門 - - 1 2

Word 応用 - - 2 2

Excel 入門 2 4 9 13

PowerPoint 講習会 1 1 2 5

車道 

小 計 6 12 24 56

合  計 118 748 126 1,009

 

ウェアを装備していないパソコンを所持している学生にとっては、貸出パソコンで標準ソフトウ

ェアが利用できる。 

③ 各種講習会の開催 

情報メディアセンター主催の講習会としては、電子メール講習会、Word 入門・応用、Excel 入

門、PowerPoint 講習会（校舎によって一部名称が異なる）といった情報リテラシーに関する講習

会を中心に開催している。また「第 6 期システム」導入後は、無線 LAN 講習会を開催し、学内無

線 LAN 環境の利用促進を行っている。 

その結果、三校舎合計で毎年 100 回以上の講習会を開催し、毎年 700 名以上（述べ数）の学生

が受講した。特に名古屋校舎の電子メール講習会は、新入生の約半数程度が受講している。なお

全体的に名古屋校舎の受講者が多いのは、名古屋校舎の開講科目で、電子メール講習会あるいは

Excel 入門を受講済であることを受講条件としている場合があることからと考えられる。 

名古屋校舎においては、2006 年度より新カリキュラムが実施され、新たに「情報リテラシー入

門・応用」を開講し、履修生全員が一定程度の情報リテラシーを習得すべく開設された。特に「情

報リテラシー入門」においては、e-learning コースウェアを中心に授業が実施され、その一部で

従来の情報メディアセンター主催の講習会を置き換えた。なお 2006 年度春学期においては、新



７ 施設・設備 

 590

入生 1,250 名のうち約 800 名強の履修者があった。 

④ アカウント ID の統合 

「ａ 施設・設備等の整備」の項目に記述済み 

⑤ コンピュータ・ウイルス対策 

情報メディアセンターおよび事務局に設置するパソコンは、コンピュータ・ウイルス対策ソフ

トを装備することによって、組織的なウイルス対策を実施している。 

 

［問題点］ 

① メディアゾーンのサービス時間を配慮 

「ｂ キャンパス・アメニティ等」の項目に記述済み 

② 学生に対するノートパソコン等の貸出サービス 

学期末のレポート提出時期になると、貸出待ちの学生がいるほど利用学生は多いが、この時期

以外は、順調にサービスが提供でき、学生からは好評を得ている。しかし貸出後にケーブル類な

ど付属部品の紛失がたびたび発生していることや、一部の学生で貸出期間を大幅に延長し返却を

しない学生が目に付く。 

③ 各種講習会の開催 

2005 年度以前の名古屋校舎カリキュラムでは、情報リテラシーに関する科目が開講されていな

いことから、電子メール講習会を中心に受講者数が他校舎と比べて多かった。一方で豊橋校舎で

は、経済学部・国際コミュニケーション学部・短期大学部のカリキュラム上で、情報リテラシー

科目は必須科目の位置づけとなっているため、全体的に講習会の受講要望が少ない。車道校舎に

おいては、法学部 3 年次以上生が所属しているが、概ね名古屋校舎に在学中に情報リテラシーに

関する講習会を受講しているため、講習会の受講要望が少ない。 

名古屋校舎（車道校舎を含む）では、2006 年度共通カリキュラムにおいて、情報リテラシー科

目を設置する。また豊橋校舎では、2007 年度より共通カリキュラムにおいて、情報リテラシー科

目を正課科目とせず、講習会方式で実施する予定である。 

この結果、それぞれ情報メディアセンター主催の講習会も従来の異なる形態・内容での実施を

計画する必要がある。 

④ アカウント ID の統合 

「ａ 施設・設備等の整備」の項目に記述済み 

⑤ コンピュータ・ウイルス対策 

情報メディアセンターおよび事務局に設置するパソコンは、コンピュータ・ウイルス対策ソフ

トをウイルス定義情報で自動更新することによって、常に新たなウイルスへの対応ができるよう

になった。しかし教員個人研究室にあるパソコンについては、ウイルス定義情報の更新は、各教

員が任意に実施していることから、必ずしも 新のウイルス定義情報となっていない。このため

学内でウイルスが発生する原因となっている。また教員個人研究室のパソコンが複数台設置して

いる場合は、教員個人管理のもとウイルス対策が実施されていることから、充分な対策が行われ

ていない場合がある。 

またスパムウェアや教員管理のサーバのハッキングなど、新たな学内ネットワークに対する脅

威が発生しているため、対策が必要である。 

 

［改善の方法］ 

① メディアゾーンのサービス時間を配慮 

「ｂ キャンパス・アメニティ等」の項目に記述済み 

② 学生に対するノートパソコン等の貸出サービス 
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ノートパソコンの貸出サービスについては、順調に運用が行われている。一方でノートパソコ

ンの貸出サービスにとどまらず、メディアゾーン設置パソコン利用の過不足、各実習室の利用状

況、組織的な個人所有パソコン活用の施策などを含め、施設・設備について再度検討したうえで、

「第 7 期システム」においては、情報メディアセンターの施設・設備のあり方について一定の方

向性を見出したい。 

また紛失品や延滞者が発生するなど、貸出・返却時においての管理業務が徹底されていないた

め、今後は受付窓口業務の徹底管理を実施する。 

③ 各種講習会の開催 

情報メディアセンターの各種講習会と、豊橋および名古屋校舎の新しいカリキュラムとの連関

をとりながら、「第 7 期システム」運用開始時までには、従来とは異なる内容の講習会の開催を

企画・実施する。 

④ アカウント ID の統合 

「ａ 施設・設備等の整備」の項目に記述済み 

⑤ コンピュータ・ウイルス対策 

「第 7 期システム」においては、教員個人研究室設置のパソコンのウイルス定義情報は、常に

新のものとなるように対策を行う。 

また 2004 年度以降のセキュリティ事故の発生事故の多くは、教員管理サーバあるいは研究室

ネットワークで発生しているものであり、「第 7 期システム」において、このような事故が発生

しないよう対策を施す。 

 

 

 

ｄ 組織・管理体制 

 

［理念・目的・目標］ 

① 全学的な情報化推進組織の発足 

全学的な観点で、情報基盤全般の適正な企画から整備・運営を図り、教育・研究活動の発展だ

けでなく事務の高度化に関する情報化を推進する新たな組織を発足させる。 

② システム運用体制のアウトソーシング 

「第 6 期システム」の運用体制については、学内での情報分野の専門知識を持った事務職員の

効率的な人員配置とシステム運用の専門性を合わせて考慮し、 大限アウトソーシングをする体

制に移行する。 

③ サービスのアウトソーシング 

電子メールサーバ等各種情報サービスのアウトソーシング（外部委託）については、提供する

サービスの向上およびシステム運用負担の軽減を考慮しながら、経費的な効果を含め随時実施を

する。 

 

［実態］ 

① 全学的な情報化推進組織の発足 

情報関係の施設・設備は、情報化の進展とともに、情報メディアセンターの実習室だけでなく、

一般教室や研究所・研究室を含めた教育研究施設および事務局を含め広範囲なものとなっている。

また情報化対象範囲も、従来の情報処理教育にとどまらず教育の情報化、教室のマルチメディア

化、事務の高度化など広範囲になっている。 
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図 7-1 情報化推進委員会組織図 

 

2005 年 4 月情報化推進委員会は、全学的な見地から、情報基盤全般の適正な企画・整備・運営

を図り、教育・研究活動の発展と事務の高度化に資する情報化を推進することを目的とする組織

として発足した。なお情報化推進委員会には、名古屋および豊橋情報ネットワーク整備分科会、

名古屋および豊橋教育研究情報化分科会、事務情報化分科会を置き、それぞれが担当する事項に

ついて審議し提案を行う。図 7-1 の情報化推進委員会の組織図を参照されたい。 

情報化推進委員会の発足にともない、2005 年 4 月から情報関係の施設・設備の組織・管理体制

は、コンピュータ実習室およびメディアゾーンの運営管理に係わる事項は、情報メディアセンタ

ー運営会議および情報化推進委員会で審議を担い、情報メディアセンター運営会議が運営管理を

担う。一般教室を含めた教育研究に係わる情報関係施設・設備については、情報化推進委員会と

教学委員会が連携のもと、審議および運営管理を行うこととなった。 

情報関連の事務組織としては、2005 年 2 月に情報化に係わる新たな事務組織が発足した。車道

校舎に設置した情報企画課が情報化全般に関することおよび車道校舎を担当し、豊橋情報メディ

アセンター事務室および名古屋情報メディアセンター事務室が、豊橋および名古屋校舎の教育の

情報化を担う事務組織となった。 

② システム運用体制のアウトソーシング 

2005 年 4 月より「第 6 期システム」の運用体制は、情報分野の専門知識を持った事務職員の効

率的な人員配置とシステム運用の専門性を考慮し、名古屋校舎および車道校舎の運用体制の大部

分をアウトソーシング体制へと移行した。 

③ サービスのアウトソーシング 

2006 年 4 月より提供するサービスの向上およびシステム運用負担の軽減を目指し、対外的な

DNS サーバをアウトソーシングし安定稼動している。 

 

［長所］ 

① 全学的な情報化推進組織の発足 

情報化推進委員会が発足したことにより、全学的な観点から情報化を企画・整備・運営できる

体制が整った。この結果、情報メディアセンターのアカウントを、全学の情報システムで共通の

認証アカウントとすることや、教育研究分野だけでなく事務部門を含めたウイルス対策、全学的

なネットワーク管理の実施などの幾つかの成果をだしている。また 2005 年度から全学的な情報

化案件に関する予算事務整理を担当した。 

一方で、情報メディアセンター運営会議は、従来情報メディアセンター委員会が実質的に担っ

ていた全学的な情報化組織の位置づけから、情報メディアセンターの運営と情報メディア教育の

分科会長：情報メディアセンター所長（副所長）※1

分科会長：情報メディアセンター所長（副所長）※1

分科会長：情報化推進委員長（副委員長）※2

分科会長：情報化推進委員長（副委員長）※2

分科会長：事務局長

※1 校舎に所属する所長あるいは副所長が分科会長となる。

※2 校舎に所属する委員長あるいは副委員長が分科会長となる。

学内理事会

豊橋情報ネットワーク整備分科会

事務情報化分科会

豊橋教育研究情報化分科会

名古屋情報ネットワーク整備分科会

名古屋教育研究情報化分科会

情報化推進委員会
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推進を目的に限定したことにより、機動的な活動ができるようになった。 

② システム運用体制のアウトソーシング 

「第 6 期システム」の運用体制の一部をアウトソーシングすることにより、名古屋および車道

校舎のシステム運用管理は、運用者（アウトソーシング先）と管理者を分離することによって、

効率的に実現できるようになった。この結果、システム上の問題点の把握が迅速になるだけでな

く、情報システムの 適化を図るための施策を検討することができるようになった。これらシス

テム運用管理業務の負担軽減の結果、情報分野の専門知識を持った事務職員を、全学的な情報化

に関する企画業務あるいは事務部門での情報化推進業務へと担当を変更することができ、効率的

な人材活用ができた。 

③ サービスのアウトソーシング 

サービスのアウトソーシングとして、DNS サーバをアウトソーシングした。この結果、DNS サ

ービスの運用業務の負担軽減が実現できた。 

 

［問題点］ 

① 全学的な情報化推進組織の発足 

情報化推進委員会の委員構成は、委員長を含め教職員 22 名の大きな委員会となっている。こ

のため会議の日程調整が困難であり、会議の開催自体が難しくなっている。情報化推進委員会の

分科会においても、同様に会議開催が困難である。また現在運用中の学内システムの現状把握と

運用体制の整備・内規整理に関する事項が充分実施されていないことや、情報メディアセンター

運営会議など他組織からの検討依頼事項が多数あることに忙殺されているため、本来の全学的な

情報化に関する議論が遅々として進まない状態である。これらにより意思決定の遅延が目立ち、

他大学の情報化の進捗と比較すると、新たな情報化に対する取り組みが進まない。 

他方、本学の予算制度との関連から、大学全体の情報化関連予算の把握が困難であり、情報化

投資の費用対効果など分析にも着手できていない。 

② システム運用体制のアウトソーシング 

「第 6 期システム」の運用体制のアウトソーシングは、まず名古屋および車道校舎を優先し実

施したところ、確実に成果を出している。一方で豊橋校舎の実運用体制は、専任職員と派遣 SE

とで担当していることもあり、総括的な運用体制が確立できていない。 

③ サービスのアウトソーシング 

すでにアウトソーシングしたサービス以外でも、電子メールシステムなどインフラと同等に重

要度が高く運用負担が大きなものについては、コスト面を考慮しながら、アウトソーシングする

ことで、利用者サービスを向上させたい。 

 

［改善の方法］ 

① 全学的な情報化推進組織の発足 

2004 年 4 月の情報化推進委員会の設置から 1 年が経過した。この間、当初設定した委員・分科

会構成で情報化に関する審議を継続的に行ってきたが、現状の構成では、情報化の進展状況と比

べて、機動的な委員会・分科会構成とはいえない。このことから早急に、委員会の再構成が必要

である。また同時に情報化推進委員会と関連性が強い情報メディアセンター運営会議のあり方に

ついても同時に検討をし、新たな組織の枠組みを確立する。 

特に教育に関わる情報化は、従来の情報処理教育だけでなく、対象範囲はあらゆる教育の分野

に広がっている。遠隔講義、LMS、教室のマルチメディア化といった情報化に関する課題が山積

している。このためいっそうの教育の情報化を推進する観点から、学内の他組織（特に教学委員

会）との連携は必要不可欠である。 
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② システム運用体制のアウトソーシング 

豊橋校舎のシステム運用体制については、アウトソーシング体制を含めて「第 7 期システム」

運用開始時までに、事務組織を含め検討し実現させる。 

③ サービスのアウトソーシング 

「第 7 期システム」において、利用者サービスの向上と運用負担軽減のため、一定程度のネッ

トワーク・サービスをアウトソーシングする。 

 

 

 

３．各学部の施設・設備 
 

（１）文学部 
 

ａ 施設・設備等の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

文学部は伝統的な学問の分類に従って各専攻に分かれ、これを単位として教育・研究がなされて

いる。こうした文学部の特性に従ってその施設・設備の［理念･目的・目標］を考えると、文学部の

各専攻が校舎内に決められたブロックを持ち、その中に事務室、図書室、研究室、教室等を擁する

という専攻集約形を取ることが望ましい。しかしながら、その一方で、事務部門や図書部門の集約

による効率化や高度化、異分野間の交流も必要であり、この点から言えば豊橋校舎全体で機能別（事

務局、研究館、図書館、教室棟等）に集約化されたキャンパスの形を取ることも十分に考えられる。

本学は、後者を基礎として出発したが、上記文学部独自の特性から、とりわけ専攻単位の学生用演

習室として、各専攻別の学生共同研究室が設けられた。これまでは経済効率から豊橋校舎全体での

共同性が重視されてきたが、今後は各学部の個別性が問われることになる。 

 

［実態］ 

理念とは異なり、実際には専攻別の学生研究室が 2 号館 1 階にあるという点を除いては、豊橋校

舎全体で、各機能別に施設・設備がまとめられている。本部、研究館、図書館、教室棟（2、5、6

号館。このうち文学部は 2 号館を主に使用）、語学教育研究室のある 3 号館、情報メディアセンター

のある 4 号館がこれにあたり、そこには LL 教室、パソコン教室も含まれる。さらに、博物館学芸員

課程実習室（民具陳列室を含む）、特別課程室、教職課程室といった課程別の部屋も存在する。ここ

では文学部独自の施設・設備について表 7-19 に掲げる。 

この表から、特別課程室に寄宿している図書館情報専攻を除いては、各専攻別のスペースが一応

確保されていることがわかる。このことは文学部の教育、研究を考える上で大変重要なことである。

しかしながら、その広さは心理学を除いていずれも想定される各学年の進学者の半分程度の学生を

かろうじて収容できる程度のものである。また、各学生研究室に付属する設備は、実験のための設

備のある心理学教室をのぞいて、机、椅子、黒板、書棚といったごく基本的なものに限られており、

その多くは老朽化している 

 

［長所］ 

学部別ではなく豊橋校舎全体で機能別に施設・設備が作られていることにはいくつかの長所があ

る。まずは、経費の節減があげられる。それはとりわけ事務部門や図書館に顕著に現れる。また、

教室の利用が効率的にできるため、施設を 小限に抑えられる。管理も容易である。さらに、教育、 
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表 7-19 文学部学生共同研究室等 

用途別室名 室数
総面積

（㎡）

収容人員

（総数）

収容人員 

1人あたり 

の面積(㎡) 

使用専攻等 

中国語中国文学学生共同研究室（21A） 1 20 10 2.0 中国語中国文学 

地理学学生共同研究室（21B） 1 20 10 2.0 地理学 

フランス語フランス文学学生共同研究室

（21C） 

1 20 10 2.0 フランス語フラン

ス文学 

東洋哲学学生共同研究室（21D） 1 20 10 2.0 東洋哲学 

西洋哲学学生共同研究室（21E） 1 20 10 2.0 西洋哲学 

ドイツ語ドイツ文学学生共同研究室（21F） 1 20 10 2.0 ドイツ語ドイツ文学

日本史学学生共同研究室（21G） 1 40 20 2.0 日本史学 

アジア史学学生共同研究室（21H） 1 40 20 2.0 アジア史学 

社会学行動社会学学生共同研究室（21I､21J） 2 80 40 2.0 社会学行動社会学

日本語日本文学学生共同研究室（21k､21M） 2 60 30 2.0 日本語日本文学 

英語圏文学学生共同研究室（21L、21N） 2 60 30 2.0 英語圏文学 

心理学実験室・実習室（7 号館 4 階） 7 375 45 8.3 心理学 

 

研究上の利点としては、専攻の殻に閉じこもるということがないので、学際研究には向いているこ

ともあげられるかもしれない。教育職員、事務職員、学生の 3 者が切り離されているために心理的

な抵抗が少ないという人もいる。 

その一方、まがりなりにも各専攻別の場所が用意されていることは、上記の機能分化型キャンパ

スから生じる避け難い弊害、学生の居場所がないという状態を緩和するのに役立っている。 

 

［問題点］ 

各専攻の教学資源が分散している現在の設備のあり方では同じ学問をするものたちのコミュニテ

ィーの形成は非常に難しい。また、学生と教育職員との間のコミュニケーションがとりにくく、院

生の居場所がない。唯一、専攻別の学生研究室がこの文学部の存在基盤に関わる共同体の核を形成

しているが、機能別分類による設備の整備の方向と相容れないためか、長年、大学によってその整

備が放置されてきた。実際、部屋の広さや設備（椅子、机、黒板、スクリーン、書棚、AV 装置、情

報端末、防犯等）が著しく不十分なものになっており、そのため非常に利用しにくいものになって

いる。本来、演習等の授業や研究会にもっと用いられてよいはずのものが、学生の控え室にとどま

っている場合もある。 

 

［改善の方法］ 

文学部の特性を考えると、専攻別の研究室は、これを拡充発展させて学問のためのコミュニティ

ー作りを進めるのに役立てるべきである。学生定員に相応しい広さの部屋の確保と基本的な教室設

備、図書設備、情報端末を備えさせ、授業、演習、研究会等で積極的に使用すべきである。現在、

教員研究室は研究館に、事務部門は本館に集約されており、スペースの変更は容易ではないが、せ

めて院生研究室を学生研究室に隣接して設け、各専攻の占有面積をもっと増やすべきである。専攻

別の研究室を授業、演習、研究会等で積極的に使用すれば、一般教室の使用は今よりも少なくても

済む。 
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ｂ キャンパス・アメニティ等 

 

［理念・目的・目標］ 

各専攻の教学目標を達成するためには、教育・研究という点で単に機能的な場所を作り出すだけ

でなく、くつろげる場所、ほっとできる場所を確保する必要がある。また、その場所は、誰もが出

入りする匿名の場所ではなく、帰属意識とともにあるような場所でなければならない。教員、友人、

同僚に会い、議論をしたりお茶を飲んだりして過ごすことのできる「自分たちの場所」である必要

がある。こうした居場所意識から生まれるキャンパス・アメニティが学びのコミュニティーを作る

原動力となる。 

 

［実態］ 

専攻別の学生研究室が何とかその役割を果たしているが、必ずしも快適な状態とはいえない。設

備は老朽化し、掲示版や情報端末も未整備である。防犯設備も不十分である。空調設備も微調整が

効かない。 

 

［長所］ 

以上のような実態を考えると、現在の長所は、各専攻別の場所が一応確保されていることぐらい

である。 

 

［問題点］ 

設備が古くて快適とはいえない。椅子が古くて快適ではなかったり、部屋が異臭がしたり、水周

り設備がなかったりする。［実態］で述べたように、掲示版や情報端末も未整備である。防犯設備も

不十分である。空調設備も微調整が効かない。なお、新課程から 1 年生は各専攻に属さなくなった

ため、彼らの居場所を考える必要がある。 

 

［改善の方法］ 

専攻別の学生研究室をリフォームして、より快適な空間に変える必要がある。掲示版や情報端末

を整備する必要がある。また、防犯に備えて施錠できるようにするかどうか検討する必要がある。

空調設備も新しくする必要がある。 

1 年生のために、学生共同研究室の隣接部分に、エントランスやラウンジ等、別途専用の空間が

設けられることが望ましい。 

 

 

 

（２）経済学部 
 

ａ 施設・設備等の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

原則として、学部独自の施設・設備を設置、運営する考え方に立っておらず、全学で共有し、共

同で使用するという理念に基づいている。 

 

［実態］ 

経済学部が主体的に使用、管理している施設・設備として、「学生共同研究室」=学生の自習室、
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「共同実習室(642 教室)」=調査法等の実習科目の準備室、「社会研修演習室」=社会演習(インター

ンシップ科目)の演習室がある。 

 

［長所］ 

「学生共同研究室」では、学生が自由時間に学習することができる。また、「共同実習室(642 教

室)」は、グループ学習を実施するための有効な場となっている。「社会研修演習室」では、小規模

なプレゼンテーションを実施することが可能となっているなど、インターシップに向けた準備のた

めの教育を集中的に行う場として効果的に利用されている。 

 

［問題点］ 

学生数を考えると「学生共同研究室」のスペースは、十分とはいえない。実際利用する学生は限

られる傾向にある。 

 

［改善の方法］ 

学生の要望調査の実施などを通じて、施設・設備の改善議論を深めることが不可欠である。 

 

 

 

ｂ キャンパス・アメニティ等 

 

［理念・目的・目標］ 

学生の自主的学習を促進する施設・設備の整備を推進していく。 

 

［実態］ 

目標に比して、実態は貧弱である。唯一「学生共同研究室」という名称で、学生が自由に学習す

ることのできる小規模な部屋が一室用意されているだけである。辞書やリテラシー関係の図書なら

びに経済学部教授会構成員から寄贈された図書が配置されている。 

 

［長所］ 

利用者は少ないが、自主学習の場として活用されている。 

 

［問題点］ 

既述のように、部屋が十分なスペースとはいえないことに加えて、配置されている図書等の整備

が計画的になされていない。 

 

［改善の方法］ 

学生の要望調査を実施してニーズを調査し、それに基づいて「学生共同研究室」整備計画を作成

することが不可欠である。また、そのための予算については、学部費を複数年度にわたって計画的

に利用していくこと、補助金獲得の可能性を 大限さぐること、が必要である。 

また、利用者を増やすためには、「学習法」の授業などでの周知（部屋の見学を含む）といった方

策が考えられる。 
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（３）国際コミュニケーション学部 
 

ａ 施設・設備等の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

学生と教員がともに学び、交流することによって、異文化理解と高いコミュニケーション能力の

醸成するために必要な施設・設備の整備を行う。 

 

［実態］ 

学部開設に当たって新学部棟（5 号館）を建設したが、教室、ゼミ室を比較的少人数向けに多く

配置し、さらに教員の研究室を同じ建物の 3 階以上に配置した。3 階の研究室は、隣のゼミ室とド

ア 1 枚で繋がっている。このようなあり方は、教員、ゼミ生双方にとってコミュニケーションをと

りやすく、有利であるが、別のゼミが行われる場合は、騒音等の問題も指摘されている。 

研究室と教室が同一建物内にあるため、時間のロスを防ぐことができるし、学生は気軽に研究室

を訪れることができるので、学生と教員との交流は相当活発である。 

また外国人、特に英語を母語とする教員が常駐する共同研究室を、各学科で設けており、授業は

もちろんであるが、それ以外にも日常的に学生はこの部屋を訪れて英語を使う機会を活用している。 

さらに異文化に発する実物に直接触れる機会を与え、異文化への想像力を養うことを目的として、

民具陳列室を 3 階に設置している。常時何らかの企画によって異文化を感じさせる民具や、衣装そ

の他の民族文化を展示しているので、学生はこれらをいつでも眼にし、また直接触れてみることも

できる。 

情報教育のためには、パソコン教室を設置し、情報機器の実習を、また LL 教室によって語学学習

を行っている。各教室、ゼミ室にもそれぞれオーディオ機器やパソコンの端末を設置して、視聴覚

教育等に活用している。しかし、ゼミ室の移動式の器材庫には OHC が設備されておらず、また 2 部

屋に 1 セットの割合なので、使いにくい。 

3 階のロビーには、卒業生の卒業研究論文を製本して、在学生が卒業研究をする際の参考に供し

ている。また異文化紹介に関係する雑誌類、本学部発行の学会誌も同じく、いつでも手に取れるよ

うになっている。 

さまざまの研究発表会、学会主催の講演会など、4 階会議室において随時行っている。広く市民

にも開放し、開かれた大学を実現するべく寄与している。 

専任教員の研究室はすべて 5 号館内にあり、個室となっている。書棚、机、椅子、パソコン用棚、

ソファー、テーブルが配置され、学内 LAN 設備、簡易洗面台などがすべての部屋に設置されている。

棟内には図書館施設がないので、教員によっては大量の書籍のためにスペースが占有されている場

合もある。T．T．の研究室は共用となっているため、ビデオなどの教材が増えるにつれ、多少手狭

になっている。 

校舎の周辺に自転車置き場を設けている。北側には屋根つきのもの、その他白線によるものを合

わせると十分なスペースである。 

 

［長所］ 

学部内の教育がほぼ 5 号館でまかなえる点は、大きな利点である。少人数教育を目標に発足した

当初から、ゼミや講義を通して学生同士、学生と教員、教員同士の交流を促進する効果がある。研

究室がすべて館内にあることから、学生は研究室を訪ねやすい。常駐する教員も多く、ゼミ指導な

どが活発に行われている。何箇所かたまり場となりうるスペースがあるため、講義時間帯以外にも

学生の姿が見られる。 
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その他［実態］で取り上げた評価できる項目はすべて長所としてあげることができる。 

 

［問題点］ 

5 号館に限っていえば、施設・設備面では現在の定員でも、時間帯によっては収容しきれない事

態が発生しゼミ室が不足する場合がある。学生定員の漸増にともない、ゼミ室も手狭になり、室内

の移動に困難を感じるようになった。ゼミ室に置かれている移動式のオーディオ機器の置き場所も

狭すぎて使用に不便を感じることが多い。また、ゼミ室の移動式テーブルや椅子は重く、移動の際

に騒音のもととなっている。 

その他、3 階以下の廊下通路部分は、吹きさらしのため、特に冬季は季節風に曝される、自転車

置き場を設けているが、スペース以外に駐輪するものが多く、建物入口をふさいで通り抜け困難な

事態も時に見られる。 

 

 

［改善の方法］ 

ゼミ室では机や椅子の規模を適当なものに替え、移動に困難のない車輪つきのものとし、3 階以

下の廊下部分には風除けの設備を設け、一方駐輪スペースに駐輪するよう指導する。 

 

 

 

ｂ キャンパス・アメニティ等 

 

［理念・目的・目標］ 

学生にとって、キャンパス内に憩える場所が少ないことはよく指摘されるところであるが、本学

部においては設立当初から関心を払ってきた。教育関連施設は、とかく無機質な空間になりがちで

あるが、学生や教員が少しでも長く滞在してさまざまな交流が起こるような施設、設備を備える。 

 

［実態］ 

コの字型の建物配置を利用し、1 階中庭を含む学生広場を設置してベンチを配置、3 階と 4 階の空

いたスペースにテーブルと椅子を置くことによって、学生たちの談笑の場になっている。 

このラウンジ部分には湯沸し設備もあるので、学生自ら茶、コーヒーなどを楽しむことができる。

しかし、特に 4 階部分は仕切りがないため、ときに騒音の元にもなっている。 

1 階ラウンジに大型テレビを設置し、常時外国語による放送を受信することを考えていたが、実

際には学生が好みの放送を楽しんでいることが多い。 

テーブルや椅子があるとはいえ、数に限りもあり、やはり大多数の学生は講義が終われば校舎を

離れるのだが、教室、ゼミ室等が空室の場合、また昼休みは、そこが談笑や昼食等の飲食の場にな

っている。 

5 階のラウンジを大学院生用の共同研究室に転用したので、5 階への学生の出入りは減少している。 

本学部の学生が、どのようにさまざまの施設を利用しているか、実態は不明であるが、図書館施

設の利用状況は、別紙のように統計数字として確認できる。これにより、本学部生が、かなりよく

図書館を利用していることが分かる。一般に、生協施設はもちろんであるが、教室棟以外の生活の

場として、図書館や語学教育研究室、情報メディアセンターなどの施設が重要な役割を果たしてい

ることは、利用数の統計（図書館以外の施設では、学部別の統計はないが）などから覗える。 

 

［長所］ 
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教室棟であっても、学生が多少とも滞在できるスペースがあることは、学部全体の雰囲気作りに

大いに寄与していると思われる。 

 

［問題点］ 

教室以外に座るところがあるとはいえ、必ずしも居心地がよいとまではいえない。 

学生広場前（5 号館南側）がアスファルトのせいか、球技などをして遊ぶ学生がいて危険であり、

騒音の元にもなっている。また、芝生部分（5 号館西側）は立ち入りを特に禁止していないが、樹

木も少なく、ベンチもないためか立ち入りしにくい。 

 

［改善の方法］ 

学生からの要望をどのようにしてくみ上げるか（たとえばアンケート方式など）を早急に検討し、

実現できるものから実行する。 

学生広場は現在壁のないオープンスペースだが、風防用のガラス等で間仕切りができないか検討

する。また空調設備を入れ、テーブルと椅子を設置して、食事や飲み物をとれるようにするにはど

うすればよいか、学生広場前のアスファルト部分を芝生に変え、テーブルとベンチを置くことを検

討する。 

 

 

 

（４）法学部 
 

ａ 施設・設備等の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

本学部の施設・設備について、法学部教授会としてはまだ［理念・目的・目標］を設定するまで

には至っていない。しかし、本学部は将来的に車道校舎への法学部全面移転を大学側へ提案してお

り、これを実現するために、早急に［理念・目的・目標］を策定したいと考えている。 

 

［実態］ 

1・2 年次生は、名古屋校舎（愛知県西加茂郡黒笹字清水 370 に所在）で基礎・共通教育科目と、

必修となっている若干の法律学・政治学専門教育科目を履修する。3・4 年次から、学生は、車道校

舎（愛知県名古屋市東区筒井二丁目 10 番 31 号）に移り、残る専門教育科目を履修する。 

名古屋校舎で開講される法学部専門教育科目について、201 名以上の受講者を対象とした大講義

室の使用度数が 13、使用率が 33.3％であるのに対して、30 名以下の小人数講義室の使用度数 21、

使用率 53.8％である（「大学基礎データ表 40」参照）。1988 年の竣工以来、本校舎のインフラはや

や古くなりかけているが、各教室には、各種 新設備（OHP、パワーポイント、ビデオ等の提示機器。

Web 等への接続提示機能）を逐次補完している。 

本項では、車道校舎での施設・設備について主として述べる（以下に使用する数字は 2006 年 5

月 1 日現在）。 

2004 年度より、本学部では、財政上の理由と定員割れの恒常化から、法学部 2 部の学生募集を停

止した。また、同年度から、同校舎に設置した法科大学院と連携をとり、同校舎を法学教育の拠点

としていっそう活性化させるために、法学部 3・4 年次を車道校舎に移転させた。 

再開発後の車道校舎は、名古屋都心にあり、名古屋市営地下鉄桜通線「車道」駅から徒歩 1 分で、

利便性が格段に優れている。校舎面積 19,856 ㎡の中には、老朽化した 2 号館（1961 年竣工）に加
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え、高層インテリジェントビル（2004 年竣工）が増設され、各種 新設備（OHP、パワーポイント、

ビデオ等の提示機器。Web 等への接続提示機能）がほどこされている（「大学基礎データ表 36」参照）。

講義室 23 室、演習室 12 室を共用している。講義室、演習室の総面積は、それぞれ、3484,6 ㎡、767,0

㎡である。講義室のうち 1 室は、法科大学院との共用ではあるが、法廷教室となっており、授業の

一環として、模擬裁判に利用されている（「大学基礎データ表 37」参照）。201 名以上の受講者を対

象とする大講義室の使用度数が20、使用率が33,3であり、31～100名までの中規模教室の場合では、

20 と 33,3%であり、1～30 名までの小規模教室の場合では、12 と 20.0%である（「大学基礎データ表

40」参照）。 

車道図書館は、事実上法学部図書室として特化しており、狭い面積のため開架図書数は 42,179

冊と限られるものの、法律学学習に不可欠な専門雑誌をも含め、計 416 種の国内定期刊行物をそろ

えている。 

情報メディアセンターには総面積 582,2 ㎡が確保され、9 時から 22 時の間、パソコン 200 台が本

学学生ばかりか広く一般人にも開放されている。ここにはパソコン教室 3 室が置かれ、総面積 287,9

㎡を占めている。収容人数は 120 名である（「大学基礎データ表 38」参照）。さらに、キャリア支援

課が置かれ、ここでは就職資料、求人票、就職活動報告書等、 新の資料が取り揃えられている。 

 

［長所］ 

現状では、本学部での教育目的を実現するための施設・設備が十分に配備されている。学生の授

業出席率も、車道校舎移転前よりも向上している。 

なお、入試課による 2006 年度入試結果の分析によると、全学的に学生集めで苦戦している中、本

学部が、定員割れすることなく全国平均よりも偏差値の高い学生を集め得ているのは、交通利便性

に優れ、かつ、設備が 新化された車道校舎に法学部 3・4 年次が移転されたことによる、としてい

る。 

 

［問題点］ 

目下のところ、教学面での施設・設備に目立った問題点はない。だが、専門教育科目を担当する

教育職員の個人研究室が車道校舎ではほとんど確保されておらず、教育・研究面での大きな支障と

なっている。また、次項「ｂ キャンパス・アメニティ等」で詳論するように、スポーツをするグラ

ウンドのようなリクレーション施設・設備を欠いており、キャンパス・アメニティが劣っている。 

 

［改善の方法］ 

前項で指摘した点は、ハード面に関わるので、にわかに改善策を講じることができない。車道校

舎第 2 期工事の推進を早めて、研究室、リクレーション設備・施設の確保が必要である。 

 

 

 

ｂ キャンパス・アメニティ等 

 

［理念・目的・目標］ 

「ａ 施設・設備等の整備」と同様、本学部の施設・設備について、法学部教授会としてはまだ

［理念・目的・目標］を設定するまでには至っていない。 

 

［実態］ 

本学部学生が 1・2 年次を過ごす名古屋校舎は、名古屋の都心部から離れた地にある。遠方から通
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学する学生にはやや難点がある。そこで、大学側としては、名鉄豊田線「黒笹」駅から名古屋校舎

まで、名鉄バスに委託し、スクールバスによる送迎サービスを提供している。著しく遠方からの学

生には、自動車通学と学内駐車場の使用を許可している。 

名古屋校舎は、経営学部・現代中国学部の学生等も就学しているが、図書館内には十分な座席が

あり、自習室も置かれている。また、厚生施設、運動施設も完備し、周囲の自然環境にも恵まれて

いる。まずまずのキャンパス・アメニティが確保されている。構内の清掃は学外業者に委託してお

り、ゴミ分別を実施するなど、大学周辺の「環境」に配慮している。 

他方、車道校舎では、残存する法学部第 2 部学生 173 名に加え、法学部 3・4 年次生 810 名が履修

している。これらの学生が食事をしたりコーヒーブレイクをする場として、車道校舎 1 階に、委託

外部業者経営による「カフェラウンジ」が営業している。現在のところ、昼食時の混雑はない。だ

が、単独業者による営業で競争がないため、メニュー等に工夫が見られない。また、昼間しか営業

していないため、2 部学生には利用できないのが難点である。なお、弁当持参の学生らにとり、自

由に食事ができる場所がなく、各フロアのベンチ等で済ませているのが実状である。 

学生の勉学に欠かせない書籍や文房具については、丸善ブックセンターと愛知大学名古屋生活共

同組合車道のサービスで対応している。 

問題となるのは、他の 2 校舎の校地面積に比べて（豊橋校舎は 159,597 ㎡、名古屋校舎は 142,099

㎡）、車道校舎は 7,266 ㎡と著しく狭いばかりか、新たに発足した専門職大学院（法科大学院、会計

大学院）関係者と孔子学院等へのエクステンション履修者がひしめいていることにより、同校舎は

錯綜を極めている。 

このため、法学部第 2 部生をも含め、法学部学生 983 名は、自習場所等を欠いている。演習室は

複数ゼミ共用であるため、授業終了後に居残ることができない。そこで、法学部学生らは、校舎各

階の空いているスペースを使うなど、不規則な状態での自習を強いられている。また、学習の合間

の息抜きとして、スポーツをする施設もない。クラブハウスもないので、名古屋校舎で課外クラブ

に所属していた学生らには、大きな支障となっている。 

総じて、本学部学生が多くの専門教育科目を履修する車道校舎は、「学生のための生活の場」とし

ては十分ではなく、キャンパス・アメニティを著しく欠いた状態にある。 

法学部教授会は、以上のような現状を放置できず、今まで数度にわたり、学生との懇談会を実施

して、彼等からの意見聴取に努めてきている。 

なお、大学周辺の「環境」に支障をきたしているというような問題は、今のところ生じていない。 

 

［長所］ 

以上述べたように、名古屋校舎では、通学上の不便を除けば、キャンパス・アメニティはおおむ

ね確保されている。他方、車道校舎は、構内でのキャンパス・アメニティが劣るものの、交通の利

便性に優れているので、学外の各種厚生施設を補完利用することができる。 

 

［問題点］ 

1・2 年次と 3・4 年次とで校舎が異なるため、学生にとって、キャンパス・アメニティが激減す

るという事態は好ましいことではない。 

 

［改善の方法］ 

法学部 3・4 年次は車道校舎（1･2 年次は名古屋校舎）をキャンパスとすることは、すでに本学部

ばかりか大学レベルで確認された既定方針である。といって、1・2 年次をも車道校舎に移転するこ

とは、現在の過密状態を考慮すると不可能である。当面は、「1・2 年次名古屋校舎、3・4 年次車道

校舎」という体制はやむを得ない。車道校舎でのキャンパス・アメニティを抜本的に改善すること
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は、ハード面での改善を意味し、財政的裏付けが必要である。それは、学部のレベルを超えて大学

レベルの議論となり、直ちに解決策を見つけることはできない。そこで、少なくとも、現状よりは

幾分なりとも快適な条件で、学生が就学できるように、当面、次の方法を掲げる。 

① ハード面では、車道校舎第 2 期工事の開始を常任理事会にあてて、法学部教授会としてはた

らきかけること。 

② ソフト面では、学生に対する相談制度を充実させること。現状では、法学部の教育職員で車

道校舎に研究室を与えられている者は少数であるが、学生からの要請があれば、オフィスアワ

ー等をできるだけ車道校舎出講時に実施するなどして、学生に対するケアを充実させる。 

 

 

 

（５）経営学部 
 

ａ 施設・設備等の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

既述の経営学部の理念・目的のとおり、将来、学生が実社会で活躍するための経営学全般に関す

る基礎知識および専門知識を修得する学びの場・教育の場として施設･設備を整備する。 

 

［実態］ 

経営学部は名古屋校舎に設置されているが、名古屋校舎の施設・設備は法学部、現代中国学部と

の共有である。大学・学部等の教育研究目的を実現するための施設・設備等の整備状況に関しては、

「大学基礎データ表 37」のとおりである。また、教育の用に供するパソコン、マルチメディアの配

備状況に関しては、「大学基礎データ表 38」のとおりである。 

 
［長所］ 

教室数等には不足がなく、とりわけ経営学部の専門演習や外書講読等の少人数クラスのための教

室数は十分に用意されている。 

 

［問題点］ 

現状では、必ずしもすべての教室に情報機器等が配備されているわけではなく、よりいっそうの

充実が必要である。 

 

［改善の方法］ 

教育研究環境の維持・向上のために、全学的な見地から情報処理機器等の配備を促進する。 

 

 

 

ｂ キャンパス・アメニティ等 

 

［理念・目的・目標］ 

既述の経営学部の理念・目的のとおり、将来、学生が実社会で活躍するための経営学全般に関す

る基礎知識および専門知識を修得する学びの場・教育の場として施設･設備を整備する。 
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［実態］ 

経営学部は名古屋校舎に設置されているが、名古屋校舎の施設・設備は法学部、現代中国学部と

の共有である。キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立、「学生のための生活の場」

の整備、および大学周辺の「環境」に対する配慮に関しては全学的な見地から行われている。 

 
［長所］ 

豊かな自然に囲まれたキャンパスで勉学に打ち込める環境が整備されている。現在、より快適な

キャンパス生活を確保するためにキャンパスの禁煙化運動を展開している。また、通学に関しては、

寄の鉄道駅よりスクールバスが頻繁に運行されている。 

 

［問題点］ 

キャンパス・アメニティ向上のために、それほど学生の意見･要望等が活用されていないように思

われる。 

 

［改善の方法］ 

全学的な見地から学生の意見・要望等を取り込んでいきたい。 

 

 

 

（６）現代中国学部 
 

ａ 施設・設備等の整備 

 

［理念・目的・目標］ 

現代中国学部は、中国に関する総合的・多角的・且つ学際的な研究・教育・研鑽の推進を基軸に

して、日中新時代における有為な人材を育成することを理念・目的として設立された。こうした理

念・目的の実現をハード面から支える研究・教育の場として、学部発足以来、施設・設備を逐次、

整備してきており、今後とも時代の変化にも即応しつつ、これをさらに維持・充実・発展させてい

くこととする。 

 

［実態］ 

名古屋校舎は、現代中国学部の他、法学部・経営学部の三学部で全施設・設備を共用することを

前提としており、本来、学部固有の施設・設備にはなっていない。 

しかし、本学 50 周年を期して現代中国学部が開設され、それにあわせて東教室棟が増設された歴

史的な経緯もあって、現代中国学部は主として東教室棟（鉄筋 5 階建、1997 年竣工）を使用するこ

とが多い。（現在、現代中国学部で中央教室棟を使用している授業は、三学部共通授業のため収容能

力の面から東教室棟では対応できないものが主体であり、全開講科目の 4～5％程度に過ぎない。） 

現代中国学部の施設・設備の使用実態は上記のとおりであり、本学部の所期の目的達成のため、

現有の施設・設備を有機的・効率的に有効活用しているものと、点検・評価できる。 

たとえば、東教室棟には、通常の研究室・教室の他に、マルチメディア教室、パソコン教室（日

本語転換の他に、中国語転換をも具備）、学生の自己研鑽・相互研鑽を支援するための共同研究室（AV

機器・中国語教材・辞書・各種文献 等を整備）、中国民俗資料室、さらには、現代中国学会室、（詳

細は、「６ 研究活動」に記述）、中日大辞典編纂所（詳細は、「６ 研究活動」に記述）等も敷設され

ており、全体が有機的に機能して前記の理念・目的の実現に資している。 
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なお、本学部では、学部発足以来、中国語の実践的レベルアップを主眼とし、さらには現在の中

国社会に直接ふれることをも目的として、中国人学生を除く日本人学生および韓国人留学生等の中

国語を母語としない学生全員を対象に、2 年次の第 3 セメスター段階で約 4 ヶ月間、中国・天津市

の南開大学において中国人教員から直接、中国語研修を受けることを必修としている。（「中国現地

プログラム」と称している。）この「中国現地プログラム」は、本学と南開大学との間で 1997 年 6

月 16 日に合意して、1998 年 10 月に南開大学構内に竣工した「南開愛大会館」（鉄筋 6 階建、建物

総面積 6500 平方メートル。収容人員 189 名。一般教室・パソコン室・簡易 LL 教室・資料閲覧室・

会議室・事務室・食堂・ランドリー・売店等を具備。当会館は本学が南開大学に対し、建設資金 3

億円を 10 年賦で融資して建設。）を活用して実施している。 

 

［長所］ 

現代中国学部の学生数は各学年ほぼ 200～220 名前後であり、人文社会系学部としては、学内他学

部や国内の所謂、大規模学部と対比して比較的小規模であり、少数精鋭の人材養成を目指している。

そのため、通常の講義形式の授業の他、演習や中国語教育については濃密な小集団教育（1 クラス、

10～30 名前後）を実施している。演習は、4 年間を通して行われる。（内、1 年次前期の「入門演習」、

「基礎演習」は全員履修であり、3 年次・4 年次の「専門演習」は全員必修である。2 年次のプレ演

習は選択。） 

このような実情を反映して、30 名程度収容の演習室、60～70 名程度収容の小教室、130～200 名

程度収容の中教室を有機的に適宜使い分けて、各分野の多様なカリキュラムをこなせる様にしてい

る。 

なお、前記のとおり、「中国現地プログラム」は「南開愛大会館」を活用して 4 ヶ月にわたる長期

研修を実施しているが、当施設は研修施設と合宿用の生活施設が一体となっていることから、長期

集団合宿研修にとって極めて有効・適切・利便な施設として、その役割を十二分に果たしてきてい

る。 

 

［問題点］ 

現代中国学部の研究・教育目的を実現するために現在活用している施設・設備は、相応の水準に

達しており、現状で大きな問題点は感じられない。 

したがって、基本的には現有の施設・設備を有効に活用していくことが肝要である。 

ただし、「中国現地プログラム」実施のためにこれまで活用してきた天津・南開大学の「南開愛大

会館」の使用期限が 2009 年に到来するため、その後の対応については、総合的な検討を要する。 

 

［改善の方法］ 

現代中国学部発足後、10 年近くを経過しており、現在の施設・設備の維持管理を強化するととも

に、いっそうの研究・教育環境の充実を図り、体制整備を図っていく。 

特に、「中国現地プログラム」実施のためにこれまで活用してきた天津・南開大学の「南開愛大会

館」の使用期限が 2009 年に到来するため、その後は当施設を継続活用していくのか、他の方法を講

ずるか、総合的に思料の上、意思決定を行い、今後とも「中国現地プログラム」の充実と効率的実

施を図っていくことが肝要である。 

また、教学・研究面との関わりで、学内校舎間・国内外の関係諸機関(大学・研究機関等)との双

方向的な連携（双方向的な授業実施・共同研究等）強化のための設備・運用の整備を図りつつある

が、今後これをいっそう充実させていくこととする。 
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ｂ キャンパス・アメニティ等 

 

［理念・目的・目標］ 

キャンパス・アメニティの形成・支援は、学生が勉学に、よりいっそう意欲的に勤しみ、また教

職員が各種業務に 大限の力を発揮し得るよう、施設・設備面の環境整備を図ることを目指して取

り組んできており、今後とも不断にその改善を図っていく。 

特に、本学部は各学年 200～220 名前後の比較的少人数規模であるため、学生相互間の濃密な交流

と切磋琢磨による相互啓発をなしうるよう、キャンパス・アメニティ面からも支援していくことと

する。 

 

［実態］ 

名古屋校舎は現代中国学部の他、法学部・経営学部との三学部で施設・設備を共用することを前

提としていることから、キャンパス・アメニティ整備についても、基本的には校舎単位で全体的に

計画し、管理しているのが実態である。 

ただし、現代中国学部が主として使用することが多い東教室棟（鉄筋 5 階建）には、3 階に共同

研究室が 3 室（各室とも約 59 平方メートル）設置されており、また、同 3 階には談話コーナー(80.75

平方メートル)も設けられており、学生相互間、教員と学生間の意思疎通・相互研鑽に大きく寄与し

ている。 

なお、同棟 2 階入口に、投書箱として、「意見箱」が設置されており、学生の意見・要望・提案等

を絶えず前向きに吸い上げ、アメニティの改善にも役立てている。 

 

［長所］ 

基本的には、勉学・教育・研究の目的に沿った施設・設備としてのアメニティは確保されており、

十分機能していると言えよう。 

なお、現代中国学部の学生は各学年 200～220 名前後で、その内、約 30 名前後を中国・韓国等か

らの留学生が占めており、留学生比率が比較的高い。そのため、日本人学生と留学生との間の切磋

琢磨と濃密な交流とが重要であり、東教室棟にある演習室・小教室・共同研究室・談話コーナー 等

は、ハード面からそれを支えている。 

 

［問題点］ 

キャンパス・アメニティの面からみて、現在、特に大きな問題点や支障は存在しないと考えられ

る。 

 

［改善の方法］ 

今後とも引き続き、学生、教育・事務職員の要望・意向を不断に聴取し、より快適な環境で勉学・

教育・研究の実を上げられるよう、総意を傾注していくこととする。 

 

 

 

４．各研究科の施設・設備 
 

（１）法学研究科 
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１．施設設備等 

 

ａ 施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院において、設置理念に沿った教育研究活動が行いうるよう、大学院教員および学生が利用

できる十分な施設を整える。特に、大学院学生が校舎内で研究活動を行う際に不便のないよう、研

究室、自習室、パソコン室などを十分に整備する。 

  

［実態］ 

本研究科が置かれている名古屋校舎には、大学院学生対象の教室･自習室および教員研究室のため

の研究館が設けられている。大学院専用の施設としては、講義室 9、演習室 1、学生自習室（談話室

を含む）11 が存在し、名古屋校舎の 3 研究科が共同利用している。 

 

［長所］ 

講義室の収容人数は 146 名、学生自習室の収容人数は 170 名であり、十分なキャパシティである。

また、名古屋校舎の図書館も至近距離にある。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

現時点で在籍者はいないが、施設の量、質に不満を聞いたことはなく、特記すべき事項はない。 

 

 

 

ｂ 先端的な設備・装置 

 

［理念・目的・目標］ 

今日の情報化社会に対応した人材を養成し、また研究を可能ならしめるために、パソコンなど情

報処理機器の充実を図る。 

 

［実態］ 

名古屋校舎には、図書館と同じ棟に情報メディアセンターが併設されており、情報処理、パソコ

ンに関連する教育および 新設備の利用を図っている。個々には、情報メディアセンター事務室と

同じフロアに隣接している 3 つの実習室、オープンフロアに 165 台のパソコンが、また図書館のメ

ディアゾーンには 75 台が設置されている。その他にも AV 自習室、資料コーナー、ブラウジングコ

ーナーが図書館メディアフロアに設けられている。これらは名古屋校舎の 3 学部、3 研究科の共同

利用となっているが、大学院学生専用としては院生協議会室をマルチスタディ室とし、パソコン数

台を常設している。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

情報処理施設は極めて充実しており、情報処理機器の利用と習熟に大きな便益を提供できている。 

また、特に問題点はないように思われる。 
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ｃ 本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］ 

教育･研究上の必要性がある場合には、本学以外の研究･教育機関と提携する。 

 

［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

本研究科としては外部に拠点をもっていないため、該当しない。 

 

 

 

ｄ 維持・管理体制 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院の学生および教員が安全かつ快適に大学での生活を行うために、設備の維持管理を組織的･

効率的に行う体制を整備する。 

 

［実態］ 

大学院の施設設備を大学院が独自に維持管理するのではなく、名古屋校舎全体を一括して維持管

理する体制にある。施設の整備については、名古屋施設委員会が車道校舎をも含めて常に検討を加

え、全学的組織である大学評議会において審議決定している。維持管理については、名古屋校舎で

は中央監視センターが一元的管理を行い、専任の専門技術者、業務委託者および専門業者によって

適切な保守点検が行われている。防災上では、「防火管理責任組織」および「自衛消防隊」が置かれ、

定期的に訓練を行っている。火災以外の災害時においても、同組織、同隊で対応する（詳細は(1)

豊橋校舎 ｄ維持・管理体制参照）。 

 

［長所］ 

名古屋校舎の施設を一元管理しており、専門化が適宜保守点検を行っているため、効率的かつ適

切に維持管理を行うことができている。 

 

［問題点］［改善の方法］ 

現在の体制で特に問題は生じていない、改善の必要性は認められない。 

 

 

 

２．情報関係 

 

［理念・目的・目標］ 

大学の保有する膨大な学術資料、図書、雑誌、データ、アプリケーションなどをさらに充実させ、

効率的に管理し、教員、学生の教育･研究活動の支えとする。 

 

［実態］ 

本研究科として独自に保管する学術資料、図書、雑誌、データ、アプリケーションなどは特に存

在しない。これらのものは名古屋校舎全体で包括的に管理されており、図書館を主としつつ、情報

メディアセンター、国際問題研究所、法学会室などに分散して保管されている。図書館、国際問題
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研究所などに保管されている図書、雑誌などは OPAC システムにより、全校舎分がいずれの校舎から

も検索可能である。それらの利用については、学内便によって、利用申請から早ければ翌日にも他

校舎において手にすることができる。 

 

［長所］ 

本学の学術資料は近隣大学と比して有数の質･量を誇っている。その利用も OPAC システムと学内

便によって容易かつ迅速なものとなっていて、大学院学生および教員に大きな便益をもたらしてい

る。 

 

［問題点］ 

法学会室などに保管されている他大学紀要、リファレンスブック（辞典･事典など）といった学術

資料は OPAC システムの外部にあるため、利用には一定の限界ないし制約が存在する。 

 

［改善の方法］ 

学会室で保管している各種資料については、大学全体のデータベース（OPAC システムなど）に乗

せることがすでに決定されており、近い将来に改善する。 

 

 

 

（２）経済学研究科 
 

１．施設設備等 

 

ａ 施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］ 

経済学研究科では、研究者志望の学生および高度専門職業人を目指す学生に対応し、そして学生

の自主的研究を促進させる。 

 

［実態］ 

経済学研究科は、豊橋校舎に立地しており、多くの施設は学部との共用である。そして、現状は

目標に比して、実態は貧弱である。本研究科に関連する施設は、以下のとおりである。 

① 経済学研究科の収容定員は、修士課程 50 名、博士後期課程 15 名、合計 65 名(2006.5.1 現在)

である。この定員に対して、専用教室面積（講義室演習室兼用）は 118.4 ㎡、1 人当り面積は、

2.52 ㎡である。大学院自習室は 342.3 ㎡、一人当たり面積は 7.28 ㎡を確保している。 

② 情報処理教育施設として、豊橋校舎全体で 1，015.7 ㎡、一人当たり 4.0 ㎡確保している。 

③ 図書設備に関して、専門研究図書は豊橋図書館を主に利用している。 

④ その他に学内研究機関のうち、中部地方産業研究所、三遠南信地域連携センター、経済学会が

豊橋校舎に立地しており、それらの施設・設備等を利用することが可能である。 

 経済学研究科に関連する施設・設備等は、専用・共用をあわせて利用することで現状の大学院教

育を適切に提供している。 

 

［長所］ 
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教室および自習室面積は、豊橋校舎に立地する他の研究科と共用であるが、現状において問題

はなく、特に自習室面積は充実している。さらにこれまでの蓄積から専門図書および専門雑誌の

整備状況は、大学院教育のために支障なく整備されている。さらに、学内研究機関から、より高

度専門情報と設備にアクセス可能である利点がある。 

 

［問題点］ 

学生自習室が教員研究室と別棟にあるため、大学院生の利便性や日常的な研究指導に支障がある。

また、情報処理施設や図書設備の多くを学部施設に依存しているために、大学院専用の専門的施設

に乏しい。 

 

［改善の方法］ 

経済学研究科専用の情報処理と文献設備の充実を検討することと、大学院と学内研究機関にある

施設との統合を目指す。 

 

 

 

ｂ 先端的な設備・装置 

 

［理念・目的・目標］ 

専門研究および高度職業人養成に対応する施設設備を目標とする。 

 

［実態］ 

経済学研究科がある豊橋校舎には、中部地方産業研究所と三遠南信地域連携センターの研究機関

が立地しており、経済学研究科教員の多くはこれら研究機関の構成員を兼任している。しかし研究

科と各研究機関とは、教員の個人的関係であり、大学院教育の施設として個別に利用されているに

過ぎない。さらに、学生が各研究機関の利用を促進するような仕組みが欠如しているのが実態であ

る。 

 

［長所］ 

各研究機関が同一校舎に立地しているために、アクセスがよく利便性が高い。また、学内にある

地域経済研究に関する研究施設・資料が利用可能である。 

 

［問題点］ 

大学院設備と研究機関設備が組織的に整備されていないために、設備の重複や管理の統一性が悪

く利便性が低い。 

 

［改善の方法］ 

大学院施設と研究機関施設の機能分担を明確にし、統一的管理体制の構築をすすめる必要がある。 

 

 

 

ｃ 本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 
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該当しない。 

 

 

 

ｄ 維持・管理体制  

 

［理念・目的・目標］ 

学生、教員があまり制限を受けない管理運営を目指す。 

 

［実態］ 

研究科事務室体制が整備されていないために、施設・設備の管理や運営手続に関しては、教務課

内の経済学研究科担当の事務職員がすべてを担当している。 

 

［長所］ 

研究科委員会の審議状況等が理解された上で、事務職員が関与していることが長所である。 

 

［問題点］  

関連部署（施設課等）との関係（事務分掌）が不明確であったり、運営がスムーズにいかない部

分もある。また、事務局担当者の業務増加に繋がる恐れがある。 

 

［改善の方法］ 

研究科に固有の施設・整備の管理を、研究科担当関係者に事実上任せている現状の状況を抜本的

に見直し、全学的な各学部、各研究科の施設・設備に関する組織・管理体制を確立する必要がある。 

 

 

 

２．情報関係 

 

［理念・目的・目標］ 

特記すべき事項はない。 

 

［実態］ 

経済学研究科は、研究科独自の資料・情報施設を持っていない。しかし、研究科として独自の図

書、資料、情報機器配備の拡充は次第に重要な課題となっており、これらを収容する施設とともに、

整備が急がれている。現在のところ、大学院教育のための資料等は、個別学内施設内に保管・管理

されている。以下では、各施設にある経済学研究科が利用可能な項目について示すことにする。 

 

(1) 学術資料の記録・保管 

経済学研究科に関連する学術資料は、それらの専門性によって、豊橋図書館・中部地方産業研究

所・三遠南信地域連携センター・経済学会において、記録・保管されている。各機関は専門の職員

が配置されており、学術資料の継続的記録と保管・管理を内部手続に基づいて適切に行っている。 

 

(2) 国内外の他大学との情報交換 

他大学との図書等の学術情報の交換は、おもに豊橋図書館を利用しているのが現状である。また
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学内研究機関による情報交換も活発に行われている。大学院教育に必要な専門的学術情報の交換は

これらの施設を利用することで適切に確保している。したがって、大学院生は各施設を通じて、必

要な情報を収集・利用している。 

具体的には、国内外の専門学術雑誌は豊橋・名古屋図書館において主要雑誌が網羅的に収集・保

管、国内外の大学の学術雑誌は経済学会が収集交換しており、これらは常時利用可能である。さら

に、他大学所有の学術情報は、上記施設から常に収集可能である。 

したがって他大学との情報交換は支障なく行われている。 

 

(3) コンテンツ・ソフトウェアの整備 

① 経済学研究科は独自のホームページを持っており、教育内容・教員組織・入試情報等のコンテ

ンツを公開し、本研究科の紹介普及を促進している。 

② 国際的学術雑誌の検索・収集に関しては、学内図書館の検索ページと E ジャーナルが利用可能

である。 

③ 大学院教育のためのデータベースについては、まず経済学会の日経ニーズ経済統計データベー

スに常時アクセス可能である。地域経済データに関しては、中部地方産業研究所に保管されてい

る種々の e ベースの統計資料が常時利用可能である。 

④ 計量ソフトに関しては、情報メディアセンターにおいて基本的ソフトが利用可能であるし、さ

らに高度専門的計量ソフトに関しては、イービュウズ等の専門ソフトが経済学会に整備されてお

り、大学院に対して利用可能である。 

 

(4) 文献管理センターの整備状況や電子化の状況 

経済学研究科独自の資料保管施設はなく、学内共通施設を利用している。そのために資料保存ス

ペースの整備状況や電子化の状況に関しては、各施設の整備状況に従っている。 

 

［長所］［問題点］［改善の方法］ 

特記すべき事項はない。 

 

 

 

（３）経営学研究科 
 

１．施設設備等 

 

ａ 施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院において設置理念に沿った教育研究活動を行うため、大学院教員、院生が利用できる十分

な設備をそろえる。特に、キャンパス内で大学院生が教育研究生活を行う際に不便のないよう、研

究室、自習室、パソコン室などを十分に整備する。 

 

［実態］ 

本研究科が所属している名古屋校舎には、大学院および教員研究室のために研究館が建てられて

いる。大学院専用の施設としては、講義室 9，演習室 1，学生自習室 11（談話室含む）が存在し、

名古屋校舎に所属する 3 研究科が共同で利用している。講義室の収容人数は 146 名、学生自習室の
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収容人数は 170 名であり、それぞれ現在の 3 研究科院生数合計 113 名を収容するに足るキャパシテ

ィである。 

 

［長所］ 

講義室、学生自習室とも現在の院生数を上回るキャパシティを備えており、院生が学生生活を送

る際に居場所がないなどの不便を被ることのない、十分な施設を備えている。特に院生の授業以外

の時間における居場所を確保することは困難であることが多いが、本研究科および名古屋校舎全体

に関してはすべての者に対して自習室内にスペースを与えることができており、今のところ院生の

学生生活に十分な便宜を与えられている。 

 

［問題点］ 

名古屋校舎に関しては、施設の質、量ともに不満を聞くことはほとんどない。院生のみに関して

言えば十分な施設のキャパシティを誇っており、問題はない。ただし、夜間の社会人コースに関し

ては、通学条件としては便利の良い車道校舎で行っているが、校舎自体が手狭であり、院生の共同

研究室以外には本研究科の専用スペースは存在しないため、条件が良いとは言えない。 

 

［改善の方法］ 

院生が今後急激に増加するということは考えにくいため、名古屋校舎については現状で十分であ

り、改善の必要は特に認めない。夜間主社会人コース院生については、昼間課程院生や車道校舎に

併設されている専門職大学院（法科大学院、会計大学院）と比較しても待遇に差がある。ただし、

社会人の大学院生が大学にそれほど長時間とどまることは多くないと思われ、また車道校舎の拡充

を行うことは不可能であるため、現状維持が望ましい。 

 

 

 

ｂ 先端的な設備・装置 

 

［理念・目的・目標］ 

特に現今の情報化社会に対応できる人材を育てるため、パソコンなど情報処理機器の充実を図り、

院生に対して利用習熟の機会を提供する。 

 

［実態］ 

本学には理系学部・研究科は存在しないため、先端的な科学的設備・実験施設は存在しない。そ

のかわり、現今の情報化社会で活躍できる人材を育てることを重視しているため、学部、大学院問

わず情報処理施設・設備の充実に力を入れている。名古屋校舎においては、院生協議会室をマルチ

スタディ室としてパソコン数台を常設し、3 研究科の院生が自由に利用できるよう開放している。

また、大学院専用ではないが、情報メディアセンターには 100 台以上のパソコン端末があり、自由

に利用できる。 

 

［長所］ 

特に情報処理関連施設は近隣では類を見ないほど充実しており、情報処理機器の利用習熟に大き

な便益を提供できている。院生にも、自由に利用できるパソコン端末が豊富に設置されているため、

研究活動その他に十分な役に立っている。 
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［問題点］ 

名古屋校舎に関しては、情報処理施設の質、量ともに近隣では有数の設備を誇っており、問題点

は認められない。 

 

［改善の方法］ 

名古屋校舎については現状で十分であり、改善の必要は特に認めない。 

 

 

 

ｃ 本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

外部に研究拠点を持っていないため、該当しない。 

 

 

 

ｄ 維持・管理体制 

 

［理念・目的・目標］ 

院生、教員などが安全、快適に大学での生活を行うため、施設設備の維持管理を組織的・効率的

に行うことが可能な制度体制を整備する。 

 

［実態］ 

大学院の施設設備を大学院が独自に維持管理を行うのではなく、名古屋校舎全体を一括して維持

管理している。施設の整備については名古屋施設委員会（車道校舎を含む）を設けて常に検討し、

全学的な組織である大学評議会において審議決定する。維持管理については、名古屋校舎では中央

監視センターにおいて一元的に管理し、専任の専門技術者、業務委託者および専門業者によって適

切に保守点検を行っている。防災上では、「防火管理責任組織」および「自衛消防隊」を置き、定期

的に訓練を行っている。火災以外の災害時においても同組織、同隊で対応する（詳細は(1)豊橋校舎 

ｄ維持・管理体制参照）。実験その他の危険防止については、本学には理系学部・研究科が存在しな

いため該当しない。 

 

［長所］ 

名古屋校舎の施設全体を一元管理しており、専門家が適宜保守点検を行っているため、維持管理

を効率かつ適切に行うことができる。 

 

［問題点］ 

現状の体制・制度で特に問題は起きていない。 

 

［改善の方法］ 

名古屋校舎については現状で十分であり、改善の必要は特に認めない。あえてあげるとすれば一

元管理のための施設設備のなおいっそうの充実ということになる。 
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２．情報関係 

 

［理念・目的・目標］ 

大学の保有する膨大な学術資料、図書、雑誌、データ、アプリケーションなどを効率的に管理・

保管し、教員、院生の教育研究活動の一助とする。 

 

［実態］ 

本研究科として独自に保管している学術資料、図書、データベースなどは特に存在しない。これ

らのものは名古屋校舎全体で包括的に管理されており、図書館、情報メディアセンター、学会室（経

営学会室）、大学附属研究所（経営総合科学研究所）に分散して保管されている。図書、雑誌など学

術資料については図書館と附属研究所に分散して保管されており、これらは豊橋校舎、車道校舎保

管分もあわせ OPAC システムで一元管理されている。このため、学部、研究科問わず、愛知大学内に

保管されているすべての資料を検索し利用することができる。また、学内便の体制が整備されてお

り、他校舎に保管されている資料についても利用申請を出せば迅速に手配されるため、利用に不便

はない。パソコン関係のデータベース、ソフトなどは名古屋校舎全体で利用できるもが情報メディ

アセンターと図書館に保管されている。また、学会室には経営学部・研究科独自に購入したパソコ

ンソフトやデータベースおよびリファレンスブック（辞書など）が保管されている。情報メディア

センター、図書館がもつデータベースについては検索システムが整備されておりすべての院生が自

由に利用できるが、学会室保管分についてはそのような検索システムは整備されていないため、一

部の教員の使用のみに限られている。資料の電子化については、図書館においてかなりの学術雑誌

を電子ジャーナルとして受け入れており、また統計・データベースについても電子化されたものを

数多く購入、契約している。 

 

［長所］ 

本学全体の学術資料（図書、雑誌など）は、近隣大学と比して有数の質・量を誇っている。それ

らの資料は OPAC システムなどでどの校舎にいても容易に検索・利用できるようになっており、院生、

教員の教育研究活動に非常に大きな便益を与えている。また、雑誌やデータベースの電子化もある

程度行われており、利用者に便宜を図っている。アプリケーションソフトについては、情報処理教

育の充実を目指している関係から情報メディアセンターにおいて様々なアプリケーションソフトを

保有しており、院生、教員が比較的自由に利用することが可能である。特にアプリケーションソフ

トは院生にとっては高価な場合が多く、大学で所有しているソフトはかなり利用価値が高いようで

ある。 

 

［問題点］ 

本研究科に関しては、学会室に保管されているパソコンソフト、他大学紀要、リファレンスブッ

ク（辞書など）が大学全体のデータベース、検索システムに含まれていないため、利用者が限定さ

れている。名古屋校舎全体に関しては、学術資料、雑誌、データベースなどの電子化は一定の成果

を上げているものの、よりいっそうの進展が望まれる。 

 

［改善の方法］ 

学会室で保管している各種資料については、大学全体のデータベース（OPAC システムなど）に乗

せることがすでに決定しており、近い将来に改善するはずである。学術資料などの電子化について

は、今後も引き続き増やしてゆく方針であるが、こちらは予算とのかねあいもあり短期間で進展す

ることはないだろう。 
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（４）中国研究科 
 

１．施設設備等  

 

ａ 施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院において設置理念に沿った教育研究活動を行うため、大学院教員、学生が利用できる十分

な設備をそろえる。特に、大学院学生が校舎内で教育研究生活を行う際に不便のないよう、研究室、

自習室、パソコン室などを十分に整備する。なお、中国研究科特有の施設については、次項「ｂ先

端的な施設・装置」にて述べる。 

 

［実態］ 

名古屋校舎には、大学院および教員研究室のために研究館が建てられている。その中に 9 つの講

義室があり、そのうち第 6 講義室は中国人民大学および南開大学との RMCS(遠隔多方向コミュニケ

ーションシステム）の装置が備えてある講義室である。修士課程共同研究室が 6 つ、博士後期課程

共同研究室が 3 つあり、院生協議会室にはインターネットに接続可能なパソコンが数台常備してあ

る。また談話室も設置しており、学生の情報交換の場として活用されている。講義室の収容人数は

146 名、共同研究室の収容人数は 170 名であり、それぞれ現在の 3 研究科合計の大学院生数 113 名

を収容するに足るキャパシティである。 

 

［長所］ 

講義室、共同研究室とも現在の学生数を上回るキャパシティを備えており、学生生活を送る際に

居場所がないなどの不便を被ることのない、十分な施設を備えている。特に学生の授業以外の時間

における居場所を確保することは困難であることが多いが、本研究科および名古屋校舎全体に関し

てはすべての学生に対して共同研究室内にスペースを与えることができており、今のところ学生生

活に十分な便宜を与えられている。また講義室と共同研究室が同じフロアにあるので、速やかに講

義室へ向かうことができ、資料の持ち運びも負担なくできる。 

 

［問題点］ 

共同研究室の整理・整頓や清掃が学生主体で行われるため、清掃業者による清掃が行えない。 

 

［改善の方法］ 

学生が主体となって作る院生協議会が掃除当番を決めるなど、自主的な活動を促していきたい。 

 

 

 

ｂ 先端的な設備・装置 

 

［理念・目的・目標］ 

中国研究科博士後期課程は国際中国学研究センター（以下、「ICCS」という。）の教学部門を担い、

デュアルディグリープログラムを推進することを目的としている。ICCS は世界規模の中国研究ネッ

トワーク形成のために RMCS（遠隔多方向コミュニケーションシステム）を活用し、学問的対話のた

めの世界的ハブ･ステーションとなることを目指す。 
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［実態］ 

本学と中国人民大学および南開大学の 3 拠点を、RMCS（遠隔多方向コミュニケーションシステム）

を用い、テレビ講義や論文指導を行っている。2006 年度春学期においては、11 科目で RMCS を用い

た講義を行った。また論文指導も月に 1 回のペースで行っている。 

また通信トラブルについては、常時使用するインターネット回線（IP）の他、バックアップ用と

して国際電話回線（ISDN）を引いている。その他に突発的な通信断絶については原則として日本側

でも対応できるようにしている（ただし機器自体に問題が発生した場合は現地での対応が必要とな

るため、迅速な対応ができない）。ICCS には技術専門者 1 名を派遣職員として採用し、機器および

通信でトラブルが生じた際の対応にあたっている。 

 

［長所］ 

RMCS を用いることにより、本学の学生が中国人民大学および南開大学で行われる講義を受けられ

る。また、欧米やアジア諸国から訪問教授を招いた際にも同様に講義を受けることができる。加え

て日中双方の指導教授から継続的に指導を仰ぐことができる体制をとることができる。 

 

［問題点］ 

対面式講義ではないので、当日使用するレジュメ、資料等の配布で行き違いがおこることがある。

また通信にトラブルが起きないよう専用線を使用しているが、中国の通信環境がまだ不安定なため、

時々通信トラブル（特に画像）が発生する。 

 

［改善の方法］ 

教材提示の方法について、資料を事前に準備し、FAX やメールなどで相手国側へ送るなどの方法

を徹底する。 

 

 

 

ｃ 本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］ 

中国研究科博士後期課程は ICCS の教学部門を担い、デュアルディグリープログラムを推進するこ

とを目的としている。ICCS は世界規模の中国研究ネットワーク形成のために RMCS（遠隔多方向コミ

ュニケーションシステム）を活用し、学問的対話のための世界的ハブ･ステーションとなることを目

指しており、本学以外に、中国人民大学および南開大学にも RMCS を用いるための機器を充実させる。 

 

［実態］ 

中国人民大学および南開大学に RMCS（遠隔多方向コミュニケーションシステム）の機器が設置さ

れており、中国人民大学および南開大学の学生に加え、本学から中国人民大学および南開大学へ留

学した学生が、本学での講義を受けている。 

 

［長所］ 

中国人民大学および南開大学から本学で行われる講義を受けることができ、欧米やアジア諸国か

ら本学へ訪問教授を招いた際にも同様に中国人民大学および南開大学から講義を受けることができ

る。また、本学から中国人民大学および南開大学へ留学中の学生も本学の指導教授から論文指導を
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仰ぐことができる。 

 

［問題点］ 

実際に対面して講義をうけるわけではなく、またテレビに映りづらい位置にいる学生との意思の

疎通をはかりづらい。また、中国人民大学および南開大学に専任の機器担当者がいないので、機器

にトラブルがあった場合、迅速な対応ができない。 

 

［改善の方法］ 

本学から留学する学生に、事前に機器の使用方法を伝授し、接続の補助、機器の管理等を委託す

る。 

 

 

 

ｄ 維持・管理体制 

 

［理念・目的・目標］ 

学生、教員などが安全、快適に大学での生活を行うため、施設設備の維持管理を組織的・効率的

に行うことが可能な制度体制を整備する。 

 

［実態］ 

大学院の施設設備を大学院が独自に維持管理を行うのではなく、名古屋校舎全体を一括して維持

管理している。施設の整備については名古屋施設委員会（車道校舎を含む）を設けて常に検討し、

全学的な組織である大学評議会において審議決定する。維持管理については、名古屋校舎では中央

監視センターにおいて一元的に管理し、専任の専門技術者、業務委託者および専門業者によって適

切に保守点検を行っている。防災上では、「防火管理責任組織」および「自衛消防隊」を置き、定期

的に訓練を行っている（詳細は(1)豊橋校舎 ｄ維持・管理体制参照）。火災以外の災害時において

も同組織、同隊で対応する。実験その他の危険防止については、本学には理系学部・研究科が存在

しないため該当しない。 

RMCS（遠隔多方向コミュニケーションシステム）については、ICCS 事業推進委員会内に RMCS 委

員会を設置し、その維持管理および機器選定等を行っている。 

 

［長所］ 

名古屋校舎の施設全体を一元管理しており、専門家が適宜保守点検を行っているため、維持管理

を効率かつ適切に行うことができる。 

 

［問題点］ 

現状の体制・制度で特に問題は起きていない。 

 

［改善の方法］ 

名古屋校舎については現状で十分であり、改善の必要は特に認めない。あえてあげるとすれば一

元管理のための施設設備のなおいっそうの充実ということになろうが、優先度は低い。 
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２．情報関係 

 

［理念・目的・目標］ 

本学が保有する東亜同文書院以来の膨大な中国関係の学術資料、図書、雑誌、さらにはアプリケ

ーションソフトなどを、管理・保管し、教員、学生の教育研究活動を適切に行うための補助とする。 

 

［実態］ 

本研究科では、中国関係の学術資料、図書、雑誌、アプリケーションソフトを独自には保管して

おらず、これらのものは名古屋校舎全体で包括的に管理・保管されている。すなわち名古屋校舎図

書館、研究所（国際問題研究所、ICCS）、現代中国学会室、情報メディアセンターに分散して、管理・

保管されている。さらに中国関係の学術資料、図書、雑誌など豊橋校舎図書館でも管理・保管され

ている。図書館、国際問題研究所などの研究所に保管されている図書、雑誌などは、OPAC システム

により、豊橋校舎、車道校舎のぶんを含めて、統一的に管理されているので、どの校舎にいても検

索可能である。また他校舎に保存されている図書なども利用申請をして学内便で送られてくるので

便利である。データベースについては、図書館、ICCS で管理・保存している。特に ICCS では、現

在東亜同文書院の出版した『支那省別全誌』、文化大革命関係資料、戦前中国各地で出版された絵葉

書の 3 つのデータベース化を進めており、早い時期の公開利用が待たれる。図書館にあるデータベ

ースについては、学生が利用することが可能である。パソコン関係のアプリケーションソフトにつ

いては、主として情報メディアセンターで管理・保管している。 

 

［長所］ 

東亜同文書院以来の本学の中国関係の図書、雑誌は、東海地区で有数の質・量を誇っている。そ

れらの資料が、OPAC システムにより統一的に管理され、どこの校舎にいても検索、利用でき、教職

員、学生にとって大変便利である。また OPAC は、学外からもアクセス可能である。さらに図書館を

通じて、学外の大学と本学の間で相互に図書などの貸出しが可能になっている。アプリケーション

ソフトは、情報メディアセンターで管理・保管しているが、教職員、学生が比較的自由に利用でき

る。 

 

［問題点］ 

現代中国学会室には、かなりの中国関係の図書、雑誌を管理・保管しているが、OPAC システムに

含まれていないため、利用者は直接そこに行って図書、雑誌の所在を調べなければない。 

 

［改善の方法］ 

現代中国学会室などの学会室の保管・管理している図書、雑誌を OPAC システムに含むようにし、

利用者の利便性を増すようにする。 

 

 

 

（５）文学研究科 
 

１．施設設備等 

 

ａ 施設・設備等 
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［理念・目的・目標］ 

本研究科においては大学創設の理念、建学の精神を実質化するような大学院教育を目標にしてい

る。近年、高度専門職業人を目指す学生が研究者を志望する学生を上回るようになり、それに応え

るような教育改革が求められている。こうした要請に応えることで施設・設備等の整備を目指す。 

 

［実態］ 

現在大学院専用の教室棟がないので、新設したプレハブの建物を使い、足りない部分は学部学生

のゼミ室を使っている。図書館にあっては大学院生は書庫に入ることができ、貸出可能冊数も学部

の学生よりも多い。パソコンは大学院学生用の共同研究室に 4 台、文学研究科に 2 台設置されてい

る。 

 

［長所］ 

大学院の学生用の研究室があり、自習室、集会室、談話室の役割を兼ねている。図書館において

は大学院生のための特別の規定を設け利用しやすいようにしている。 

 

［問題点］ 

学生用の研究室が教員の研究棟から離れたところにあり、両者の日常的な交流の妨げになってい

る。 

 

［改善の方法］ 

なるべく教員の研究棟の近くに学生用の研究室を設け、研究室も学生が学習しやすいように小部

屋に分け、できれば一人部屋にする。 

 

 

 

ｂ 先端的な設備・装置 

 

［理念・目的・目標］ 

グローバル化と地域の個性、多様なニーズを考え、本学が持つ専門的な知的財産を十分に活用す

るための先端的な設備・装置を装備する。 

 

［実態］ 

研究機関はもちろん学生用の研究室にもパソコンが装備されており、高度な専門的情報をキャッ

チし活用することにより、大学院の教育・研究に寄与している。 

 

［長所］ 

研究機関は同一の校舎にコンパクトに立地しているので、利便性が高く、高度な専門的情報も互

いに共有し活用することができる。 

 

［問題点］ 

大学院施設と各研究機関が必ずしも十分連携性をもたず、機能分担も不十分なため、利便性に欠

ける。 

 

［改善の方法］ 
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研究施設と連携した大学院施設を検討する。また、研究機関の特性をいっそう反映するような大

学院の整備を推進する。 

 

 

 

ｃ 本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

該当しない。 

 

 

 

ｄ 維持・管理体制 

 

［理念・目的・目標］ 

大学創設の理念である、地域性（中部日本における学問文化の振興）、国際性（国際的教養と視野

をもつ人材の育成）、多様性（多様な学生の受け入れと多様な教育の実施）を実行する上で、学生の

安全性・利便性・快適性を確保し、つねに向上させていくことが必要不可欠であり、施設・設備等

の維持・管理体制の目的である。そのために、維持・管理体制の継続的点検と改善をすすめる。 

 

［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

施設・設備等の利用・維持管理に関しては、豊橋校舎全体で管理されており、文学研究科の施設・

設備等も豊橋校舎の維持・管理制度により管理されている。(1)豊橋校舎の「ｄ 組織・管理体制」

を参照。 

 

 

 

２．情報関係 

 

［理念・目的・目標］ 

大学の保有する膨大な学術資料、図書、雑誌、データ、アプリケーションなどをさらに充実させ、

効率的に管理し、教員、学生の教育･研究活動の支えとする。 

  

［実態］ 

文学研究科は、研究科独自の資料・情報施設を持っていない。しかし、研究科として独自の図書、

資料、情報機器配備の拡充は次第に重要な課題となっており、これらを収容する施設とともに、整

備が急がれている。 

 

［長所］ 

本学の学術資料は近隣大学と比して有数の質･量を誇っている。その利用も OPAC システムと学内

便によって容易かつ迅速なものとなっていて、大学院学生および教員に大きな便益をもたらしてい

る。 

 

［問題点］ 
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学会室などに保管されている他大学紀要、リファレンスブック（辞典･事典など）といった学術資

料は OPAC システムの外部にあるため、利用には一定の限界ないし制約が存在する。 

 

［改善の方法］ 

学会室の保管・管理している図書、雑誌を OPAC システムに含むようにし、利用者の利便性を増す

ようにする。 

 

 

 

（６）国際コミュニケーション研究科 
 

１．施設設備等 

 

ａ 施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］ 

研究科の趣旨に適合した施設・設備と、その合理的な配置の実現を目指す。 

  

［実態］ 

立地面では、国際コミュニケーション研究科の趣旨からは、豊橋校舎に限定しているが、工夫の

余地がある。 

 

［長所］ 

国際コミュニケーション研究科の場合は、5 号館中心に独立棟での教室と教員研究室が混在して

いるところから、教員と学生の接触がはかりやすい。 

 

［問題点］ 

大学院生の一定数の確保の過程で、院生用の部屋の整備にやや遅れがみられる。 

 

［改善の方法］ 

大学院棟の建設も含め、大学院生の部屋を整備する。 

 

 

 

ｂ 先端的な設備・装置 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

先端的な設備・装置を必要としない。 

 

 

 

ｃ 本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 
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本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等はない。 

 

 

 

ｄ 維持・管理体制 

 

［理念・目的・目標］ 

大学創設の理念である、地域性（中部日本における学問文化の振興）、国際性（国際的教養と視野

をもつ人材の育成）、多様性（多様な学生の受け入れと多様な教育の実施）を実行する上で、学生の

安全性・利便性・快適性を確保し、つねに向上させていくことが必要不可欠であり、施設・設備等

の維持・管理体制の目的である。そのために、維持・管理体制の継続的点検と改善をすすめる。 

 

［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

施設・設備等の利用・維持管理に関しては、豊橋校舎全体で管理されており、文学研究科の施設・

設備等も豊橋校舎の維持・管理制度により管理されている。 

 

 

 

２．情報関係 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院生が大学院設置理念に沿った研究活動を安全かつ効果的に行えるための建物・設備・備品

を整えることが必要である。図書はその基本的なものであるが、パソコンなど IT 機器も不可欠であ

り、基礎的な条件を整備する。 

また教員のための施設・設備も学内の他の校地からの出向者には応分の環境を整える。 

 

［実態］ 

建物・設備ともに、十分と言うのは難しいのが実情である。学生の共同研究室としては、国際コ

ミュニケーション研究科については、5 号館 5 階の廊下の張り出し部分に一応堅牢な仕切りを設け

て部屋とし、また同じく 5 号館 1 階の準備室（機械室）を共同研究室に転用して、2 室によって必

要な空間を確保している。いずれも簡易の空間であるが、5 階は見晴らしがよい点が意外に好評で

ある。しかし、パソコンの設置数は不足している。 

 

［長所］ 

学生のパソコン利用上の共同研究室が 5 号館に置かれているのは、多数の教員の研究室が同じ建

物にある点では便宜であり、学生へのケアについても行き届くことになる。 

 

［問題点］［改善の方法］  

パソコンの整備とパソコンを利用したプレゼンテーションの整備を欠いており、整備をすすめる。 
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（７）法務研究科 
 

１．施設設備等 

 

ａ 施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］ 

学生が学習に専念でき、かつ教育職員が教育・研究を効果的に行うために充分な種類・規模・質

および量の講義室・演習室・自習室・図書館・研究室・事務室等の施設・環境を整える必要がある。

これら施設は当法科大学院の理念・目的・目標の達成に不可欠であり、その後の発展の可能性にも

配慮されている必要がある。 

 

［実態］ 

当法科大学院は、愛知大学車道校舎を使用している。この校舎は法学部 3 年次生以上、会計大学

院およびエクステンションセンターと共用であるが、法科大学院の学生が優先して使用できる施設

を相当数確保している。なお、当法科大学院を修了した学生は、研究生として在学する学生と同様

の施設を使用できる。 

また、身体障害者に対する支援体制として、施設全体をバリアフリー化するとともに、車椅子使

用者が利用できる専用机（全教室）および身体障害者が利用できる多目的トイレを設置している（全

フロア）。 

 

① 講義室・演習室 

講義室・演習室ともに学生が資料を参照しつつ、授業を受け、また議論できる手元スペースを

確保できるようにクラス定員以上の座席数を確保し、ゆとりを持たせている。講義室・演習室は

学部との共用であるが、本館 7 階を法科大学院の優先教室として位置づけているため、学部との

共用においても授業実施の上で問題は生じない（ただし、科目によっては他のフロアの教室を使

用しているものもある）。講義室にはすべて、ホワイトボード、マイク、OHC、パソコンケーブ

ル、ビデオデッキ、MD・CD・DVD・LD・カセットの各デッキ、外部入力端子、スクリーンが配置

されている。 

授業で使用していない時間帯については、事前に届け出れば講義室・演習室を使用することが

できる。 

また、本館 7 階には法廷教室が設置されており、臨場感のある模擬裁判が体験できる。なお、

法廷教室には、模擬裁判の状況を収録できるシステムを設置しており、学生の復習用にも役立っ

ている。 

 

② 法科大学院図書室・自習室 

本館 5 階に一般図書館とは別に法科大学院専用の図書スペース（法科大学院図書室）を設け、

法令、裁判例、法律雑誌、法情報関連文献などの書籍を充実させている。また、図書の整備につ

いて、年間購入予算を予め確保している。 

法科大学院図書室は学生の教育・学習面での利便性を考慮し、平日・休日を問わず 24 時間利

用することができるようにしている。法科大学院図書室への出入り、休日の本館全体への出入り

については、IC カードによる出入管理を行う（法科大学院の学生および教職員のみに限定）こと

で、学生の適切な学習環境を確保できるように安全面にも配慮している。また、法科大学院図書

室内には一人 1 席のキャレルデスク（全部で 149 席、専用）および個人ロッカーが設置され、キ
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ャレルデスクには、情報コンセントおよび LAN ケーブルが備えられており、勉学の拠点になって

いる。全学生全員に一人 1 台のノートパソコンを貸与し、学生は各自のキャレルでアクセス可能

な無線および有線 LAN により 24 時間自由に、法情報データベース(ロー・ライブラリー)にアク

セスできる環境を提供している。さらに、法科大学院図書室内にはコピー機、スキャナ、3 台の

ネットワークプリンター、大型パンチ、裁断機等も設置されており、学生が課題レポートやレジ

ュメを作成する際に役立っている。 

 

③ 研究室 

研究室は、専任教育職員 21 名のうち、研究室（個室）12 室および共同研究室 2 室を設置して

いる。共同研究室は、みなし教育職員（専門職大学院において教授等の職務を行う者で、平成 15

年文部科学省告示第 53 号【専門職大学院に関し必要な事項を定める件】第 2 条第 2 項に該当す

る者）用にデスクを設置し、仕切りで区切ることにより個室性を確保している。なお、同じフロ

アにメールボックス（非常勤教育職員を含む）を配置した教育職員ラウンジおよびミーティング

ルームがある。ミーティングルームは全部で 7 部屋あるため、その 2 室を学生の食事・休憩用と

し、学生と教育職員のコミュニケーションを図る場となっている。研究室の設置場所は本館 6 階

であり、すべての研究室は IT 環境を装備している。また、学生との面談等にも対応したつくり

となっている。いずれの部屋も IC カードによる入室管理を行い、安全面に配慮している。 

 

④ IT 環境 

学生には大学から一人 1 台のノート型パソコンを貸与しており、学内どこでも、常時利用でき

る。授業にパソコンを持ち込むことも可能である。各教室の机にも電源があり、有線・無線 LAN

と接続し、どこからでも様々な情報を入手して予習、復習をすることができる。法情報検索、文

書作成、教育職員とのコミュニケーション等にと積極的に利用している。 

 

⑤ ミーティングルーム・休憩スペース 

学生が授業以外にグループ学習、議論等に使用できるよう、ミーティングルームやゼミ室を常

時開放している。また、これ以外にも授業で使用していない時間帯については、事前に届け出れ

ば、講義室・演習室を使用することができる。 

ミーティングルームは教員の研究室が設置されている 6 階にあり、学生と教員がコミュニケー

ションをとるスペースとしても利用されている。ミーティングルームは全部で 7 部屋あるため、

その 2 室を学生の食事・休憩用としている。また、各階に学生ラウンジがあり、そこでも食事を

取ったり、休憩したりすることができる。 

 

⑥ 質問・相談環境 

これら支援体制に関する学生からの指摘や改善要求については、毎年初めに全学生に対してア

ンケート調査を行い、できる限り改善に役立てている他、年間を通じて学生からの要望（「院生

要望書」）を随時受け付けており、要望に対する対応内容は書面で回答している。 

また、学生の教室使用の届出窓口、機器の故障・備品の補充の受付窓口（車道教学課）や、情

報インフラ利用に対するヘルプデスク（情報メディアセンター）を設け、サポートしている。 

 

［長所］ 

小規模校であるため、教育職員と学生の関係が密であり、オフィスアワー以外の時間にも教育職

員のところに気軽に学生が訪ねてくる雰囲気がある。場合によっては、積極的に教育職員側から院

生に連絡を取って話す機会を設けること等も行っている。 
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車道校舎教学課、情報メディアセンターのヘルプデスク、法科大学院図書室他多様な相談窓口の

設置に対し、学生は自らそれぞれ窓口を選択し、一定程度利用している。 

IT 環境の充実が、教育効果をよりいっそう高めている。教材の提示や課題のやり取りにも頻繁に

ネットワークが使用されている。また、全教育職員・チュータのメールアドレスが予めインストー

ルされているので、簡単にメールで質問をしやすく、当法科大学院専用電子掲示板を利用すること

もできる。 

 

［問題点］ 

年次進行による学生および研究生の増加、会計大学院の開校等により、スペースが手狭になり、

施設・設備が不足してきている。 

法科大学院図書室の収蔵については、予算の範囲内で院生や教育職員の要望を聞き、法科大学院

として相応しい図書室となるように多方面にわたる書籍を収蔵してきた。しかしながら、図書予算

には限度があり充実した文献収集が行えないという問題がある。加えて、教育職員が薦める書籍と

院生が要望する書籍にギャップがあり、予算配分に悩んでいる。 

2006 年度現在、研究生は 2004 年度既修者コース入学の 19 名のみであるが、今後は研究生に対し

ても一人 1 席のキャレルデスクを確保することは困難である。 

 

［改善の方法］ 

収蔵図書の充実は、利用者である学生や教育職員の意見をこれまで以上に積極的に反映させ限ら

れた予算を効率的に配分して、図書館職員と力を合わせて整備してゆきたい。 

 

 

 

（８）会計研究科 
 

１．施設設備等 

 

ａ 施設・設備等 

 

［理念・目的・目標］ 

本会計大学院は設置計画、収容定員 70 名という規模に応じた、教育職員による教育・研究、学生

の学習その他当該会計大学院の運営に必要十分な種類、規模、質および数の教室、演習室、実習室、

自習室、図書館、事務室その他の施設等が備えられている必要がある。 

 

［実態］ 

本会計大学院は、愛知大学車道校舎を使用している。この校舎は法学部 3 年次生以上、法科大学

院およびエクステンションセンターと共用であるが、会計大学院の学生が優先して使用できる施設

を相当数確保している。なお、本会計大学院を修了した学生は、研究生として在学する学生と同様

の施設を使用できる。 

また、身体障害者に対する支援体制として、施設全体をバリアフリー化するとともに、車椅子使

用者が利用できる専用机（全教室）および身体障害者が利用できる多目的トイレを全フロアに設置

している。 

 

① 講義室・演習室 
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講義室・演習室ともに学生が資料を参照しつつ、授業を受け、また議論できる手元スペースを

確保できるようにクラス定員以上の座席数を確保し、ゆとりを持たせている。講義室・演習室は

学部との共用であるが、本館 12 階（ゼミ室 2 室）および 11 階小教室 2 室を会計大学院の優先教

室として位置づけているため、学部、法科大学院との共用においても授業実施の上で問題は生じ

ない（ただし、科目によっては他のフロアの教室を使用しているものもある）。講義室にはすべ

て、ホワイトボード、マイク、OHC、パソコンケーブル、ビデオデッキ、MD・CD・DVD・LD・カセ

ットの各デッキ、外部入力端子、スクリーンが配置されている。授業で使用していない時間帯に

ついては、事前に届け出れば講義室・演習室を使用することができる。 

 

② 会計大学院図書室・自習室 

本館 12 階に一般図書館とは別に会計大学院専用の図書スペース（会計大学院図書室）を設け、

会計・税務、会計・税務雑誌、関連文献などの書籍を充実させている。（開設時に和書 3，120 冊、

洋書 244 冊、学術雑誌和書 20 種類（各 1 冊）、学術雑誌洋書 2 種類（各 1 冊）を用意した。）ま

た、図書の整備について、年間購入予算を予め確保し（2006 年度は 5,000 千円）、図書委員が専

任教育職員や院生の書籍購入要望を取りまとめて適宜購入し、書籍の充実に努めている。 

会計大学院図書室は学生の教育・学習面での利便性を考慮し、平日・休日を問わず 24 時間利

用することができるようにしている。会計大学院図書室への出入り、休日の本館全体への出入り

については、IC カードによる出入管理を行う（会計大学院の学生および教職員のみに限定）こと

で、学生の適切な学習環境を確保できるように安全面にも配慮している。また、会計大学院図書

室内には 1 人 1 席のキャレルデスク（収容定員 70 名に対して全 80 席、専用）および個人ロッカ

ーが設置され、キャレルデスクには、情報コンセントおよび LAN ケーブルが備えられており、勉

学の拠点になっている。特に昼間時間帯中心に履修している院生は 1 日の大半を図書室で過ごす

ことになるため図書室内にポットを配置する等積極的に学習環境の整備・充実に努めている。ま

た、会計大学院図書室内にはコピー機、ネットワークプリンター（2 台）、大型パンチ、裁断機等

も設置されており、学生が課題レポートやレジュメを作成する際に役立っている。 

これら 2006 年 4 月 1 日（土）に新入生向けにオリエンテーションを実施し、図書館等の施設

利用についてのガイダンスを実施し、充実した施設を学生に効果的に利用してもらうように努め

ている。 

 

③ 研究室 

研究室は、専任教育職員 15 名のうち、併任教員 4 名については学部の研究室が本学名古屋校

舎にあるため、残り 11 名について研究室（個室）6 室および共同研究室 1 室を設置している。共

同研究室は 5 名の実務家教員（平成 15 年文部科学省告示第 53 号〔専門職大学院に関し必要な事

項について定める件〕第 2 条第 2 項に定める教員）にそれぞれ仕切りのついたデスクを配置し、

個室性を確保している。また研究のための書棚も設ける一方で、実務家教育職員同士でのコミュ

ニケーションをはかるための共同スペースも設けている。設置場所は隣接する 2 号館の 1 階で、

すべての研究室は IT 環境を装備した研究室で、講義の事前準備あるいは院生との対話ができる

環境を整備している。また兼任教育職員、兼担教育職員のための講師控室は 11 階にある。研究

室の設置場所は 2 号館 1 階であり、すべての研究室は IT 環境を装備している。 

また、学生との面談等にも対応したつくりとなっている。なお、兼担教育職員、非常勤教育職

員のための講師控室は本館 11 階にある。 

 

④ IT 環境 

車道校舎のパソコン教室は基礎データ「大学基礎データ表 39」にあるとおり 3 室を有している
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が、視聴覚機器を積極的に活用するため 2006 年度開講科目のうち、職業倫理、原価計算ⅠB、簿

記、法人税法、監査論総論の科目をパソコン教室（K804 教室）で実施している。 

 

⑤ グループ学習・休憩スペース 

12 階会計大学院図書室にはゼミ室（1201 教室、1202 教室）と共同学習室 2 が併設されており、

教育職員と学生の面談や学生が授業以外にグループ学習、議論等に使用できるよう、共同学習室

やゼミ室を常時開放している。講義で使用されていない時間には専任教育職員による補習やグル

ープ学習、自習室としても積極的に活用されている。また、各階に学生ラウンジがあり、そこで

も食事を取ったり、休憩したりすることができる。 

 

⑥ 質問・相談環境 

これら支援体制に関する学生からの指摘や改善要求については、毎年初めに全学生に対してア

ンケート調査を行い、できる限り改善に役立てている他、目安箱を設置し、年間を通じて学生か

らの要望を随時受け付けており、要望に対する対応内容は書面・掲示で回答している。また、学

生の教室使用の届出窓口、機器の故障・備品の補充の受付窓口（車道教学課）や、情報インフラ

利用に対するヘルプデスク（情報メディアセンター）を設け、サポートしている。 

心身相談は学生相談室、健康相談は保健室が対応する。車道校舎では、法科大学院、法学部 3、

4 年次生、法学部 2 部学生が在籍しているため、朝から夜間授業時間帯まで対応している。教務

相談、生活相談においては、オフィスアワー等によって対応する。 

 

［長所］ 

本研究科の施設・設備等に関する長所として、車道校舎 12 階の会計大学院図書室に学習用キャレ

ル 80 席、個人ロッカー等を収容定員数分以上に確保しており、1 人 1 席の自習環境を整えているこ

とが挙げられる。 

 

［問題点］ 

① 修了生が資格試験を受験するまでの自習室が確保できていないことも問題点として挙げられる。 

② 本会計大学院では、税理士試験科目免除申請のため、あるいは他の研究科博士後期課程に進学

するために修士論文が必要な学生のために研究指導Ⅰ、研究指導Ⅱを開講しているが、修士論文

を作成するためのパソコン環境が必ずしも十分ではない。3 階情報メディアセンターに 74 台のパ

ソコンを設置しているが、会計大学院生は専ら 12 階会計大学院図書室で自習するため、12 階会

計大学院図書室内にパソコンがあることがより望ましい。 

 

［改善の方法］ 

① 修了生が資格試験を受験するまでの自習室については、1 人 1 席は困難であるが、修了生が共

用で利用できるキャレルデスクを何台か確保できるように検討していく。 

② 2006 年度入学生のうち、研究指導の履修者は 13 名いる。学生からのパソコン環境の改善要望

に対して情報メディアセンターと協議し、会計大学院図書室（車道校舎 12 階）共同学習室 1 にデ

スクトップ型パソコン 4 台およびプリンター1 台を設置し、原則として修士論文を作成する院生

はこのパソコンルームを利用することとしていく。その他、全般的に問題が生じた場合には速や

かに対応できる管理運営体制を整えている。 

 

 



８ 図書館 
 

 

 

愛知大学図書館は豊橋、名古屋、車道の各校舎に設置する 3 つの図書館と、車道校舎に設置する 2 つの

専門職大学院図書室から構成している。各図書館は、対応する学部・大学院の教育・研究に沿った資料の

収集提供を、また 2 つの専門職大学院図書室（法科大学院図書室、会計大学院図書室）は各専門職教育に

沿った資料の収集提供を目的としている。 

豊橋図書館長は豊橋図書館を、名古屋図書館長は名古屋図書館・車道図書館・専門職大学院図書室を統

括し、それぞれ任期は 2年である。全学の図書館長には両図書館長が交互に就任することになっている。 

以下、「ａ 図書・図書館の整備」については豊橋図書館、名古屋図書館、車道図書館・専門職大学院図

書室の順に記述し、「ｂ 学術情報へのアクセス」については全校舎共通事項として豊橋図書館の項目のみ

に記述する。 

 

 

 

１．豊橋図書館 
 

ａ 図書・図書館の整備 
 

［理念・目的・目標］ 

大学の理念、カリキュラムに沿った資料収集により教育・研究、学習支援の充実を図り、保存図書館と

しての機能の強化、情報化時代に即した学術情報の整備に努め、さらなる利用者サービスの向上を目指す。

豊橋図書館の目標は、図書館施設設備の改善を重点項目とし、下記項目を挙げ実現を図ることである。 

① 館内排架方法を再検討し、開架率の拡大を図り利用者により多くの資料のブラウジングを可能にする。

豊橋図書館に新たな保存書庫の建設を行うのが最重要課題であるが、その前準備として資料排架方法を

検討し、1987 年以降の整理図書（8版分類図書）を開架図書としてサービスの向上を図る。 

また書庫の狭隘化対策として、除籍規程に沿った計画的な資料の処分を行うなど、研究者・利用者の

合意のもとに実施して蔵書の縮小化を図る。 

② 利用教育は、図書館利用教育、情報リテラシー教育として、今後の図書館事業の主流となるであろう。

設備面の充実を図ることにより、教育効果、研究支援が可能である。学習室 B にパソコン 20 台を補充

し、30 名単位の利用教育の実現を図る。 

 

［実態］ 

豊橋図書館は、人文・社会学系図書館として 1947（昭和 22）年に設置され、約 60 年が経過する。大学

創立の由来からも中国関係の文献・コレクションが多く、それが特色ともなっている。以下、豊橋図書館

の実態を記す。 

① 図書館資料について 

豊橋図書館は人文･社会科学系図書館として、学生および教員の学習・教育研究上必要な資料を系統的

に収集し提供している。 

蔵書数約 717,000 冊、そのうち開架室用図書は約 171,000 冊である。学術雑誌については､約 5,800

種類を収蔵、うち約 2,000 種類が購読継続中である。 

3 図書館共通であるが、電子ジャーナルは 6,900 タイトルを収録し、新聞データベースや雑誌記事索

引、論文フルテキストデータベースなど 24 件を導入している。 

これらには全学データベース費として別途計上している。 

視聴覚資料については、約 3,900 点を収蔵している。マイクロフィルム、CD、DVD、ビデオテープが主

なものである(「大学基礎データ表 41」参照)。 
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８ 図書館 

研究用図書の選定は、専ら教員に委ねている。研究用図書は学部教授会単位で資料を選定し図書館委

員により纏められる。学生用・総費の収集は、一定の選定基準による事務職員の選書の他、教員の推薦

または指定図書制度、学生の図書購入申込制度などを整備し、対応している。 

② 施設について 

1999年に第2書庫の改築と、既設開架室の改修を行い、開架スペースが拡大されて現在に至っている。

総面積 7,900 ㎡、5層の第一書庫、3層の第二書庫、3層の開架室、およびメディアゾーンで構成されて

いる。書庫は閉架式となっており、開架率は 23％である。 

収蔵状況(短期大学部分含む)は、開架室収容能力 133,000 冊に対し 171,000 冊が排架、書庫にあって

は収容能力 660,000 冊に対し 565,000 冊であり深刻な排架状況である。 

館内にメディアゾーンが設置され、パソコン 30 台、AV ブース 12 台が配置されている。館内パソコン

の配備は、OPAC 検索用端末 9台を開架室各階層に設置し、利用者の便宜を図っている。また、利用者に

配慮して、データベース専用端末 5台がレファレンスカウンターの近くに設置してある。 

グループ学習室 Bには、無線 LAN を利用した移動端末ノートパソコン 10 台を設置し、図書館ガイダン

ス、データベース利用講習会等々効果的な利用教育を行っている。また開架室フロアには、無線 LAN を

利用した持込パソコンの利用コーナーを常設している。 

学生の利用ゾーンは、明るく利用しやすい環境を整えている。 

その他、BDS 機能(図書無断持出禁止)を備えた退館ゲート、自動貸出･返却装置の設置など利用者の便

宜を図っている。 

③ 利用者に対する利用上の配慮について 

閲覧座席数は､通常 648 席（収容定員数比 14.3％:「大学基礎データ表 41」参照）を提供し、試験期に

は自習室等の 151 席(収容定員数比 17.6%)も開放する。書庫内のキャレルデスクを入れれば総計 830 席

(収容定員数比 18.3%)の座席を提供できる。 

図書館の利用時間は、2004 年度より開館時間を 10 分早め、1時限目の講義前に図書館の利用を可能と

している。閉館時間については、最終講義終了後も図書館で学習することができるように 21:30 閉館と

している。 

また、2004 年度から夜間閲覧業務の委託化をし、特別開館日として試験月の日曜・祝日、夏期休暇中

の土曜、大学一斉休業中の開館を行い、開館日の拡大を図っている。 

ちなみに 2005 年度の総開館日は 296 日となり業務委託前より 18日増の実績を上げている（開館時間

は、講義期間および定期試験期間は、月曜日～土曜日 9:10～21:30、その他の期間は月曜日～土曜日 9:10

～19:00、特別開館として日曜･祝日 10:00～18:00）。 

3 校舎間はネットワークにより結ばれ、全学総合目録(OPAC)の利用により 3 校舎図書館資料の相互利

用が可能になっている。校舎間を毎日宅配便が走り、申込の翌日には他校舎図書館の資料を手にするこ

とができる。 

豊橋図書館の利用教育は、約 20 年前から企画されている。現在は 1年次の「入門ゼミ」、「専門ゼミ」、

「入庫ガイダンス」や「データベース利用講習会」などを開催している。1 年次の「入門ゼミ」につい

ては、講義の一こまを図書館利用法についてのガイダンスとし、基本的な資料の捜し方や図書館内ツア

ーなど行って利用効果を上げている。 

④ 地域への開放について 

3 図書館とも、1989 年 4月より一般市民（18 歳以上）に開放している。当初は閲覧のみの提供であっ

たが、2004 年 4 月より貸出（5冊、15 日以内）も可能とした。豊橋図書館は交通の便、立地条件とも良

く、遠方からの利用者も多い。地域住民の図書館見学や展示物の公開など、図書館の垣根も低くなりつ

つある。2004 年度の利用者登録は 331 名、2005 年度登録は 457 名となり、総登録者数は 900 名を超えて

いる。貸出冊数も 4,800 冊と着実に伸びている。 

2005 年度からは夏期休暇中の 8月を高校生にも開放をし、勉学の場を提供している。 

また、高大連携事業による、図書館の利用も新たな試みとして始まっている。 
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１．豊橋図書館 

［長所］ 

長所として、主に以下の点があげられる。 

① 豊橋図書館の図書資料費および蔵書数は、私立大学平均を遥か上まわり学部構成に見合った蔵書構成

がなされている。蔵書数は、東海地区大学のトップクラスに位置し、整備は十分であるといえる。体系

的整備については、学部共通費等の措置により研究支援がなされ、質的な整備も充分といえる。歴史を

礎にした漢籍を含むコレクションと中国語資料は、豊橋図書館の特色でもある。 

② 開架室は、参考図書、雑誌新刊書、学習図書、中国書コーナーからなり目的別に利用できる環境が整

えられている。館内にメディアゾーンが併設され、図書館資料を利用しながらレポートのまとめや IT

を利用した情報収集も可能な環境である。 

グループ学習室Bの新設により直接パソコンを利用したOPAC検索やデータベース利用講習会ができる

ようになった。その結果、学生たちの理解度を深め、図書館資料の利用や情報検索をより容易にしてい

る。 

開架室 3F の中国書コーナーは、1987 年以降受入のものを一堂に排架し、著名な叢書類・参考書等を

納め、学生・研究者から効率的に利用されている。 

③ 講義期間中の長時間開館により、2 部学生だけでなく昼間部学生にとっても学習の場が確保でき、サ

ービスの向上が図れている。一般社会人にも、帰宅途中で利用できる環境となっている。 

また、特別開館日の増加により、夏期休暇中の卒業論文の資料収集、定期試験月の日･祝日開館の試験

勉強など、学習支援の環境整備ができた。 

利用教育のガイダンスでは、図書に関する知識、館内のレイアウト、OPAC の検索方法、さらに詳細な

専門主題による文献探索法などをガイドし、図書館の利用の効果を上げている。 

④ オープンカレッジ開講を契機に社会人の図書館利用も増え、生涯学習の一翼を担い｢開かれた大学｣の

図書館として地域社会に貢献している。 

 

［問題点］ 

問題点として、主に以下の点があげられる。 

① この数年、図書予算に大きな増減はないが、継続図書資料の増加、洋雑誌の高騰、新たな電子媒体資

料の購入により、図書費が圧迫されている。予算の配分方法、雑誌購入の見直し、電子媒体資料の再検

討などが課題である。また 3 校舎の現在の学部構成では、収集分野を同じくする面があり、資料の重複

購入が多い。 

② 収蔵状況（短期大学部分含む）は、開架室収容能力 133,000 冊に対して 171,000 冊を排架、書庫にあ

っては収容能力 660,000 冊に対して 565,000 冊を収蔵しており、深刻な排架状況である。第一書庫は、

耐震構造上の問題があり、補強工事の対象にもなっている。60 年の長い大学の歴史と整理方法の変更に

よる蔵書群は、図書別置により排架が複雑になり、利用者から不満が出ている。書庫収容率も 85%とな

り狭隘化に拍車がかかっている。書庫建設と再排架による開架率の拡大が大きな課題である。 

設備面では、情報メディアセンター､語学教育研究室が別棟にあるため、図書館メディアゾーンの設備

は図書館購入資料の利用のために使われる極小規模なものであり、学生から規模拡大の要望が出ている。 

③ 利用教育としての「入門ゼミ」は、着実に効果を上げているが、4年次になってから「専門ゼミ」、「入

庫ガイダンス」等であわてる学生も見られる。特に卒業論文を必須とする学部生に対しては、教員と図

書館との連携により、早い時期にゼミガイダンスを実施するなど工夫が必要である。 

④ 図書館へは、フリーパスで入館が可能であり、利用者の確認ができないために、危機管理上の問題が

ある。社会人開放にともない高齢者の利用増、不審者の侵入など、トラブルの発生が起きている。利用

登録を確実に行う必要がある。 

 

［改善の方法］ 

改善の方法として、主に以下の点があげられる。 

① 資料の体系的整備については、「資料選定方針･選定要綱」に基づいて行うが、限られた図書予算で効

果的な資料収集を行うためには、次のような改善努力が必要となる。 
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ａ．全学総合目録としての機能を生かし、学内相互利用の精神のもとに、3図書館、4研究所との分担収

集、共同利用をすすめ、可能な限り重複を避ける。 

ｂ．電子ジャーナルと紙媒体との重複購入の見直しを行う。 

ｃ．全学共同利用が可能な電子ブックの利用を促進する。 

② 豊橋図書館に新たな保存書庫の建設を要望する。70％を超えたら新書庫建設を視野に入れるのが一般

的であるが、すでに収容率は 85％を超えている。漢籍や貴重書などを収容できる空調設備を整えた 100

万冊収蔵の保存書庫建設計画をたてなければならない。同時に、館内排架方法を再検討し、開架率の拡

大を図り、1987 年以降の整理図書（8 版分類図書）を開架図書とすることを検討してサービスの向上を

図る。 

また、除籍規程に沿った計画的な除籍処分を行うなど、狭隘化対策としての工夫もする。 

設備面では、利用教育時のパソコンを 20 台補充し、30 名単位の利用教育の実現を図る。 

③ ゼミ単位のガイダンス、データベース利用教育をさらに充実し、また教員との連携による専門的な利

用指導を工夫して利用教育の改善を図る。 

④ 現在、新学生証（IC カード）を利用した入館システムを導入しているのは車道図書館だけである。2007

年度には 4 年次生まで新学生証が導入されるので、豊橋、名古屋両図書館においても新学生証を利用し

た入館システムを導入し、危機管理に対処できる環境を整えたい。 

 

 

 

ｂ 学術情報へのアクセス（全学） 
 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学図書館情報システム（ALIS）により、利用者が必要としている情報を迅速に提供することを目

指し、コンテンツの充実を図る。 

また、国立情報学研究所の事業への参加、資料の電子化等に取り組み、広く公開していく。特に、文部

科学省通達の学術情報基盤整備にあるように､全学の課題として教材の電子化、研究成果のデータベース化

への取り組みなど、ポータルサービスを念頭においた情報発信とその運営体制の整備を図る。図書館の目

標とする事項を下記にあげる。 

① 全学総合目録（データベース化）を目指す。未入力資料として、中国書約 5 万冊（豊橋図書館分）や

特殊言語資料、各学会や研究所の資料がある。これらの資料を図書館が中心となって入力に努める。 

② 紀要の投稿規程に電子化、公開の規程を盛り込むなどして紀要電子化の取組をする。その上で国立情

報学研究所の論文情報ナビゲータ(GINII)に情報を提供し､学術情報発信を推進する。 

③ 目録所在情報システム（NACSIS-CAT）に、本学の特色である中国書の新規書誌登録数を増加させ、全

国総合目録の充実に貢献する。 

④ 劣化の激しい貴重資料のデジタル化をさらに推し進める。 

 

［実態］ 

実態として、主に以下の点があげられる。 

① 本学図書館システム（ALIS）について 

図書館システムは 1989 年 10 月大型汎用機導入により稼動を開始し、翌 1990 年には学術情報センター

（現国立情報学研究所）の目録所在情報システム（NACSIS-CAT）に参加した。1997 年に LAN 対応システ

ムに変更し、OPAC 公開や業務のトータルシステム化が図られた。さらに 2004 年 10 月にはシステムをリ

プレイスしたが、そのコンセプトは学術情報ネットワークの充実、電子図書館機能の推進、オンライン

サービスの向上である。より便利な環境になったが、まだ完成には至っておらず、さらに使いやすいシ

ステムの構築を目指している。3図書館が同一のシステムサービスを提供できるように配慮されてきた。 

② 学内総合目録のデータベース化 
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国立情報学研究所の目録所在情報システム（NACSIS-CAT）に参加し、目録のデータベース化を図って

いる。図書館の和書・洋書の遡及入力は終了し、特殊言語資料の中国書、研究所図書、学会資料が未遡

及として残っているが、他はデータベース化され OPAC に公開している。 

中国書の遡及については、国立情報学研究所の遡及事業に参加し、2005 年度より事業を開始した。名

古屋・車道図書館分 6,000 冊はすでに終了し、豊橋図書館約 50,000 冊、国際問題研究所約 13,000 冊を

今後の遡及対象とする。 

その他、ロシア語資料、韓国語資料をデータベース化すれば「愛知大学総合目録」として完成し、情

報の共有化を図ることができる。 

また、現在冊子体目録となっている｢愛知大学漢籍分類目録｣の情報を、｢全国漢籍データベース｣（京

都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター事業）に提供し、2007 年度にはデータベース化される

予定である。 

③ 電子図書館機能 

ａ．資料のデジタル化 

豊橋図書館の霞山文庫の内、劣化資料を逐次デジタル化している。OPAC とリンクさせるなど公開方

法を検討し、さらなる利用効果を図る予定である。また学内研究機関である国際中国学研究センター

（ICCS）のデータベース事業に協力しており、情報発信の基盤ができつつある。 

ｂ．電子ジャーナル、オンラインリソースの利用 

商業データベースについては、図書館図書費内に枠を定め、全学的に利用可能なデータベース 24

種を購入している。また専門的なデータベースに関しては、学部予算枠で購入している。 

④ 国内外の他大学との協力 

ａ．国立情報学研究所の目録所在情報サービスへの参加(CAT、ILL) 

他大学との協力については、国立情報学研究所の目録所在情報サービスの CAT に書誌･所蔵情報を

登録し、また ILL への参加により、大学間の図書貸借、文献複写などを相互利用している。2005 年度

の実績は、依頼件数 2,366 件、受付件数 2,891 件であり資源の共有化に貢献している。 

海外の大学には、OCLC（Online Computer Library Center, Inc.）を利用して、図書、雑誌文献の取

り寄せを行っている。 

ｂ．地域大学との連携 

私立大学図書館協会に参加し、その下部組織である東海地区協議会において研究会、情報交換会な

どの諸活動を行っている。データベースの共同購入、雑誌の分担保存などは、地区協議会においてコ

ンソーシアムを組んでいる。全国レベルでは、私立大学図書館コンソーシアム(PULC)に参加し、電子

ジャーナル等のコンソーシアムの検討をしている。 

国公私立大学による東海地区大学図書館協議会では、協定により参加大学間の利用時には紹介状な

しで利用が可能となっている。 

また、豊橋技術科学大学と愛知大学が連携協定を結び、図書館の利用についても館外貸出を可能にし

ている。その結果、豊橋技術科学大学学生には、本学の人文社会科学関係資料が広く利用されている。 

 

［長所］ 

長所として、主に以下の点があげられる。 

① 図書館システムの新サービスとして新着図書情報、Web 上からの資料予約や他校舎図書館資料の取寄

せ依頼、利用状況の確認などが可能となりオンライン情報として学生に提供できる。教員は、さらに図

書購入の申込や、ILL 申込とその処理状況が確認できるなど、時間を問わず研究室からのアクセスが可

能となっている。 

中国書を多く所蔵する本学図書館では、長年中国文字の扱いは目録システム上の懸案事項であった。

しかし多言語対応システムとなってピンイン入力も可能となり、中国書のデータが作成しやすくなり、

OPAC 上も改善された。 

② 学内総合目録データベース OPAC によって、3 図書館、4 研究所の所蔵情報が検索でき、図書の相互利
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用が頻繁に行われるようになっている。 

③ データベースは学内構成員であれば自由に利用でき、今や研究支援や学習支援にこれらのデータベー

スは不可欠となっている。日本国内のものは学生、教員ともかなり利用しており、今後の情報リテラシ

ー教育にも貢献できると思われる。 

④ 東海地区大学図書館利用の紹介状の廃止などの規制が緩和され、他大学図書館の利用が容易になった。 

 

［問題点］ 

問題点として、主に以下の点があげられる。 

① 大学内の情報化が進むにつれ、図書館システムも学内の他機関システムとの連携が必要となってきた。

現状では各システムが個別的に稼動しており非効率的である。全学的なトータルシステムを構築して、

学生や教員へのサービス向上を図るべきである。 

IT の進展とともに、ネットリソースの知識や情報技術の知識が要求されるようになった。ネット環境

やデータベース利用環境の設定など、電子図書館機能が増加して便利になった反面、情報技術やコンピ

ュータ技術の負担が大きなものとなっている。 

② 資料の電子化は今後も積極的に推し進めるべき事柄であるが、それには予算的措置が必要である。ま

た学内紀要の電子化については、著作権問題も内包しているので、図書館からの提起により早急に解決

する必要がある。 

③ 全国規模のコンソーシアムでは電子ジャーナル・各種データベースの共同購入の企画がされているが、

商品としての見極めが難しく、専門的な知識と判断が求められる。 

 

［改善の方法］ 

改善の方法として、主に以下の点があげられる。 

① 今後の図書館サービスにおいては情報技術が不可欠である。サービスのさらなる向上や図書館システ

ムに関する人材養成、図書館ポータルサイトの整備、全学トータルシステムの構築などを目指すために

は、図書館と情報処理部門とのさらなる連携が必要である。 

② 図書館資料の電子化は、図書館資料費や事業費が伸びない現状で非常に厳しいが、長期的な計画をた

て、補助金等も考慮しながら進めてゆく。 

紀要の電子化については、各発行機関の意思決定と著作権法上の処理が必要であるので、大学等と著

作権者の間で解決をするよう投稿規程の整備を行わなければならない。この問題については、組織的に

取組む必要があるので、図書館内に小委員会を立ち上げてサポートする態勢を整える。 

③ 私立大学図書館コンソーシアム（PULC）の会議や説明会に積極的に参加をし、情報の収集に努める。

また各種データベースの研修などを通じて、電子ジャーナルやデータベースが評価できる職員の育成に

努める。 

 

 

 

２．名古屋図書館 
 

ａ 図書・図書館の整備 
 

［理念・目的・目標］ 

名古屋図書館は教育・研究活動を支援するために、従来の図書・文献資料のさらなる整備と、情報化時

代に即した学術情報の提供に努める。特に教育・学習支援に重きをおき、「課題探求能力の育成」に寄与す

る図書館を目指し、以下の実現に取り組む。 

① 利用教育の拡大 

現在講義科目の一つである「入門ゼミ」の 1コマを用いて「図書館利用ガイダンス」を新入生ほぼ全

員に行っているが、さらに「文献検索ガイダンス」などの上級編を 2 年次生、3 年次生にも広げるよう
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教員に働きかけ、実施できる態勢を整える。また図書館主催のガイダンス（データベース検索やテーマ

別など）を積極的に開催する。さらには教員、図書館職員との連携により、直接的な学習支援の可能性

を検討する。 

② レファレンスサービスの向上 

Web 上からの質問受付・回答ができるようにし､サービスの向上を図る。現在レファレンス記録を残し

ているが、これらを私立大学図書館協会東海地区協議会や国立国会図書館のレファレンス事例集に登録

する。それにより担当者のレベルアップと利用者への情報提供を目指す。また開架室 1階にインフォメ

ーション的なカウンターを設置し、資料の所在案内などクイックレファレンスができる態勢を整える。 

 

［実態］ 

名古屋図書館は 1988 年に名古屋校舎が開設された時に設置され、開架書庫形式の全館オープンな開放型

図書館である。現代中国学部が設置されていることから、名古屋図書館においても豊橋図書館と同様に中

国関係資料や中国書を多く所蔵している。以下に名古屋図書館の実態を記す。 

① 図書館資料について 

蔵書数は約 440,000 冊であり(「大学基礎データ表 41」参照)、その内中国書は約 58,000 冊である。

年間受入冊数はここ数年約 13,000 冊から 15,000 冊であり、学生 1人あたりの蔵書冊数は 121 冊、受入

冊数は 3.7 冊である。雑誌は 3,146 種、視聴覚資料は 3,271 点であり、十分とは言えないものの教育・

学習用としての資料はほぼ整っている。 

図書予算は 1998 年以降、前年度予算をほぼ確保しているが、資料費高騰（特に洋雑誌）により予算を

圧迫している。 

近年データベースや電子媒体資料の収集にも力をいれており、インターネットを介して全学的に利用

できる状況になっている。3 図書館共通であるが、電子ジャーナル 6,900 タイトルを収録し、国内新聞

データベース(朝日、中日、日本経済新聞)や、主要雑誌記事索引（MagazinePlus、大宅壮一文庫）、また

海外データベースとして、WorldCat(OCLC)、ProQuest  ARL & ABI、CNKI（中国学術雑誌･新聞）等 24

件を導入している。 

② 施設について 

1998 年に増築されて収容可能冊数 651,000 冊、建物面積 7,978 ㎡となり、比較的ゆったりしたスペー

スとなった。開架室、参考室、書庫、学習室、AV 自習室、さらに情報メディアセンター管轄ではあるが、

図書館フロアーにパソコン 75 台を備えたマルチメディアコーナーがある。 

開架率 100％のオープンな図書館で、書庫 2 層はバックナンバーにも配慮した広範な分野にわたる雑

誌を備え付け､利用者に便宜を図っている。AV 自習室にはビデオ、DVD、CD、カセットテープなど、個人

で自由に利用できる 30 のブースが設置され利用者が増えている。 

③ 利用者に対する利用上の配慮について 

閲覧座席数 667 席は学生収容定員数比の 22.3％にあたり、最も混み合う試験期も自習スペースを確保

できる状況にある。個人用のキャレルデスクが多く設置されているために静謐が維持されている。 

2004 年度から夜間閲覧業務をアウトソーシングしたことにより、年間開館日数がそれ以前に比べ 20

日（試験月 7月・12 月の日曜開館、夏季・冬季一斉休暇期間中の開館）多くなり､2005 年度は 295 日で

あった。開館時間が 9:10～20:00 であるため、最終授業終了後約 2時間は図書館の利用が可能である。 

愛知大学図書館全体としては 1,280,000 冊を所蔵し、OPAC 検索により他校舎図書館本を迅速に取寄せ

ることができるように配慮している。また Web 上からの利用状況確認や図書の予約サービスも開始した。 

④ 地域への開放について 

名古屋図書館は交通の便が良いとはいえず利用者はさほど多くないが、貸出可能となった 2004 年度か

らは若干増加した。また近年社会人の利用形態が単に施設の利用や閲覧以外に、資料への質問事項が増

えてきたことが特徴的である。 

 

［長所］ 

長所として、主に以下の点があげられる。 
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８ 図書館 

① 図書館内には従来からの図書館機能を担う施設の他に、視聴覚資料が利用できるコーナー、語学学習

ができるメディアゾーン、パソコンが利用できるマルチメディアゾーンがある。学生にとっては同一建

物内で情報収集、レポート作成、読書、自習、語学学習等すべてができる環境であり非常に便利である。 

② グループ学習室や参考調査室、AV資料を利用した資料作成室など、目的にあった場所での利用が可能

となっており、学習環境としては適切であるといえる。 

③ 全館オープンとしているため、すべての資料に直に接する事ができる。また書庫にも多くのキャレル

デスクが置かれ、学生も書庫での調査・学習が可能である。 

④ 地域への開放については、他大学図書館がまだ開放していない頃(1989 年 4月)から一般開放したこと

は評価されてよい。2004 年度からは貸出（5冊、15 日以内）も可能になった。他機関への相互協力サー

ビスは実施していないが、本学内の図書館や研究所資料の取寄せサービス、簡単なレファレンスには応

対している。学外利用者は一度登録すれば 3年間有効であり、登録料などは徴収していない。2005 年度

から夏期休暇中の 8月を高校生にも開放している。また新入学予定者への開放も行っている。 

 

［問題点］ 

問題点として、主に以下の点があげられる。 

① 教員研究用図書については各教員の選定に任されているため、資料の収集には偏りがある。個人研究

図書費は別として、学部共通費は学部として備え付けるべき研究用基本書・参考書等を収集すべきであ

る。学生用図書については、図書館員の選定と教員からの推薦によっており、学部・学科に沿った収集

が行われている。しかし選定資料が新刊書に偏りがちなため、もう少し幅広い情報源から選定する必要

がある。また図書費の有効活用と保存スペースの観点から、資料の重複購入や保存についても検討する

必要がある。 

② 全館開架方式を採用して便利な反面、参考図書・雑誌・学生用図書・研究用図書などの排架場所が 8

ヶ所に分かれ、資料へのアクセスが難しい場所もある。建物の構造上、書庫への経路が複雑になってい

るからである。 

③ 名古屋図書館は誰もが自由に出入りでき、「開かれた図書館」となっている。しかし社会情勢の変化に

より、館内でのトラブルも増えてきたため、入館時には利用資格を認証できる入館ゲートの設置が必要

となってきた。 

また現在「入門ゼミ」で行う「図書館ガイダンス」や「文献検索ガイダンス」は、全員が端末を利用

し、OPAC やデータベース検索を行っている。しかしこれらを実施する専用端末がないため、一般学生が

利用している端末を使用している。今後利用教育が図書館の重要な業務と位置づけられることから、設

備を整えた専用のガイダンスルームが必要である。 

④ 2004 年度より法学部 3・4 年次生が車道校舎に移転したことから、利用者数がそれ以前に比べ年間約

8,000 名減少した。利用率を上げるとともに、今以上のきめ細やかな利用指導や学習支援が必要である。 

 

［改善の方法］ 

改善の方法として、主に以下の点があげられる。 

① 現状の図書費執行状況を検証し、適宜継続資料や予算配分の見直しを行う。学部毎の資料および学生

用資料の収集方針を図書館委員会等で確認し、教育研究上必要な資料の体系的整備に努める。そのため

には図書館委員の選書への積極的参加が必要である。 

また 3 図書館、4 研究所および各学会との間で資料分担保存案を作成し、可能な限り図書資料の重複

購入を避ける必要がある。この問題を、予算執行の観点からも、また増え続ける資料の保存スペースの

観点からも重要課題と位置づけ、早急に取り組む。 

② 排架場所を分かりやすくするために、案内方法をさらに工夫するとともに、OPAC 上から排架場所を表

示できるよう検討する。 

③ 入館ゲート設置の検討とともに、館内巡回の強化に努める。またガイダンスルームの設置については、

グループ学習室の活用とノートパソコンを利用した専用端末設置の方向で検討を開始する。 
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３．車道図書館･専門職大学院図書室 

④ 学生については、「図書館ガイダンス」や「検索ガイダンス」、「レファレンスの活用」、「電子媒体の活

用」など学習支援の体制・設備を充実させるとともに、その広報活動を広く行う。今後ますます利用頻

度が増えると考えられるマルチメディアゾーン、視聴覚資料利用コーナーなどのいっそうの充実を図る。

また「図書館ガイダンス」の補助員採用など、学生を取り込んだ積極的な活動を推進して利用拡大に努

める。 

教員に対しても、図書館資料を利用した講義や課題、シラバスと図書館資料の連動など、授業との関

わりにおいて利用促進を求めてゆく。 

さらに本学を特徴づける企画展や図書館所蔵物の常設展示、文化関係情報の集中的な紹介コーナーな

どによって、文化の発信地としての図書館づくりを志向し、教育学習を支援する。 

 

 

 

３．車道図書館･専門職大学院図書室 
 

ａ 図書・図書館の整備 
 

［理念・目的・目標］ 

車道図書館は、法学部専門教育に対応できる資料の収集・提供を目的とし、電子資料の利用を積極的に

推進する。車道図書館および 2 つの専門職大学院図書室（法科大学院図書室、会計大学院図書室）は収蔵

スペースが限られていることから、他校舎図書館との分担収集・保存を積極的に進め、効率を重視した運

営を目指す。 

① 電子媒体資料の提供を 3館共同で推進する。特に E-ブックや電子ジャーナルなど、紙媒体から変更で

きる資料の収集・提供に努める。 

② 専門職大学院図書室の資料整備・充実に努める。法律関係データベースは図書館とも共用し、常に最

新のデータベースが利用できる環境を提供する。 

 

［実態］ 

車道図書館は 1950 年に夜間短期大学部（法経科）の開学にともなって設置され、幾多の改革を経て 2004

年に車道校舎が一新されたのを機に、法学を主とした所蔵冊数約 110,000 冊の図書館となった。また法科

大学院図書室は 2004 年 4 月に、会計大学院図書室は 2006 年 4 月にそれぞれ開設された。以下に車道図書

館の実態を記す。 

① 図書館資料について 

車道図書館は開架部分の収容能力が 42,000 冊と少ないため、法学専門教育に関する資料を主として排

架している。古い一般教養図書や政治・法学以外の専門図書約 70,000 冊は、名古屋校舎保存用書庫に収

蔵されている。図書資料については豊橋・名古屋図書館からの取り寄せが多く、図書館専用の宅配便を

毎日走らせている。資料の選定・発注は車道図書館と専門職大学院図書室で行っているが、受入整理業

務は名古屋図書館内で業務委託により行われ、一括処理の後に配送されてくる。 

専門職大学院図書室は開室間もないことから蔵書数は少ないが、年間購入予算をあらかじめ確保し整

備に努めている。特に法律関係の電子ジャーナルや法情報については、学生が必要な時に必要なだけ検

索・閲覧利用することができる態勢を整えている。 

② 施設について 

車道図書館は 2004 年に新築された。面積は 1,068 ㎡と狭いが、座席数は 136 席あり学生収容定員数比

13.2％となっている。利用資格を自動認証する入館ゲートが設置され、防犯や利用動向等の調査に役立

っている。書架はすでにほとんど余裕がなく、利用頻度の低い資料の除籍処理を行わなければ今後対応

できない状況である。 

専門職大学院図書室は 1人 1席のキャレルデスクと個人ロッカーが設置され、情報コンセントおよび

LAN ケーブルが備えられており、勉学の拠点となっている。 
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８ 図書館 

③ 利用者に対する利用上の配慮について 

車道図書館の開館時間は 9時から 22 時（講義期間以外は 20 時）で、2005 年度の開館日数は 297 日で

あった。法学部 2 部の最終授業終了後も約 1 時間図書館の利用が可能となっている。検索専用端末は 7

台設置されており、データベースや電子ジャーナル利用促進のため、法学部 3年生を対象としたゼミガ

イダンスを行っている。 

④ 地域への開放について 

3 図書館とも 1989 年 4 月より一般市民（18 歳以上）に開放している。車道図書館は交通の便が良いた

め、新図書館が開館し貸出が可能となった 2004 年 4 月から多数の社会人が利用している。登録は 3年間

有効で、2004 年度の登録者は 407 名、2005 年度は 311 名であった。試験期間中は学生の利用を優先する

ため、社会人の利用制限を行っている。 

 

［長所］ 

長所として、主に以下の点があげられる。 

① 閉館時間は通常 22 時（講義期間以外は 20 時）であり、他校舎図書館に比べて長時間開館しており、

一般市民の利用も多い。 

② 専門職大学院図書室は、両室とも学生の教育・学習面での利便性を考慮し､平日・休日を問わず 24 時

間利用することができる。図書室への出入りは IC カードによる出入管理を行い、学生の適切な学習環境

を確保できるよう安全面にも配慮している。 

③ 専門職大学院図書室は院生・教員専用となっており、設備・利用環境とも整っている。特に法科大学

院図書室では、無線および有線 LAN により 24 時間自由に、法情報データベース（ロー・ライブラリー）

や Westlaw、Juris といった海外法律データベースにアクセスできる環境を提供しており、院生はそれら

を活用して学習に役立てている。 

 

［問題点］ 

問題点として、主に以下の点があげられる。 

① 図書館が非常に狭いため、収容冊数が少なく、豊橋・名古屋図書館からの資料取り寄せとなる場合が

多い。資料を直接確認できない不便さがある。 

② 発注図書の受入整理業務を名古屋図書館内で業務委託により行っているため、図書が整理された状態

で配送されて来るまで注文した図書の確認ができない。利用希望図書等の管理はしているが､細かなケア

ーには限界がある。 

③ 一般社会人の利用が多いが、中には利用規程を守らない利用者もいる。 

④ 専門職大学院図書室はまだ収蔵冊数が非常に少ない。予算の範囲内で収集に努めているが、図書予算

には限度があり充実した文献収集が行えない。また現在院生全員に 1 人 1 席のキャレルデスクが与えら

れているが、大学院を修了し研究生として在籍する者に対しても、同様の環境を提供することは困難で

ある。 

 

［改善の方法］ 

改善の方法として、主に以下の点があげられる。 

① 収容冊数の問題は、利用者サービスの向上と資料の刷新で対応する。宅配便回数を増やすことを検討

し、より早く資料を取り寄せることができるようにする。また資料の刷新に留意し、利用頻度の少ない

古い資料は除籍し、保存すべき資料は名古屋図書館へ移管するなどして、適切な蔵書構成に努める。 

② 名古屋図書館との連携を密にし、常に納品状況の確認や利用希望図書の状況確認を行う。 

③ 利用者には大学図書館開放の趣旨を理解していただき、利用規程を遵守することを伝える｡ 

④ 専門職大学院図書費の予算確保につとめ、これまで以上に院生や教員の意見を積極的に反映させ､限ら

れた予算を効率的に配分して資料整備に努める。またデータベースの積極的な導入をすすめ、院生の効

率的学習に供する。 
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９ 開かれた大学(社会貢献) 
 

 

 

１．愛知大学の社会への貢献 
 

［理念・目的・目標］ 

社会貢献は建学の精神で掲げているとおり、創立以来の理念である。一般市民への啓蒙活動、社会活動

を目的として、各種公開講座・講演会の開催、オープンカレッジ（エクステンションセンターが所管）の

開講や、中国研究・教育の成果や実績をより広く社会へ還元することを目的に、国際中国学研究センター

（以下、「ICCS」という。）による国際シンポジウム・公開研究会・講座・講演会の他、中国政府教育部と

の連携による中国語・中国文化教育機関｢愛知大学孔子学院｣を開校している。 

これらは社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度を表していると同時に、大学の研究成

果の社会への開放という観点から、ライフスタイルの変化や女性の社会進出などにともなう生涯学習のニ

ーズに対応したものである。 

また、本学教員が国、県、市町村等公的機関から様々な委員委嘱を受けており、市民生活に直接係る種々

の政策形成に寄与することを目標とする。 

 

［実態］ 

現在、大学および学内各組織・単位が主催して一般市民向け公開講座を活発に開催している(「大学基礎

データ表 10」参照)。なおこの表に挙げられている講座は複数回開催のものであるが、この他単発で開催

された講座・講演会も数多くある。また 2006 年は大学創立 60 周年にあたり、これを記念した公開講座・

講演会を多数開催している。 

地方自治体が主催する市民講座との連携も、活発に行っている。名古屋市民講座、三好町悠学カレッジ、

豊橋市民大学トラムを始め、幸田町や蒲郡市、幡豆郡吉良町などとも連携し、本学教員を講師として多種

多様な市民講座を開催している。 

1988 年よりスタートした｢愛知大学オープンカレッジ｣は、生涯学習のニーズに応えるべく、語学、資格

取得・ビジネス講座から趣味・教養系の講座まで幅広いジャンルの講座を用意しており、2006 年現在豊橋・

車道校舎で会員数は 10,000 名、受講者数は述べ 37,000 名を超えており、中部地区最大規模となっている。 

2006 年に開校した愛知大学孔子学院では、車道・豊橋で計 35 講座を開講した。受講者数は両校舎で 636

名と、2005 年までオープンカレッジで開講していた中国語講座の受講者数から増加した(前年比 126.5％)。 

ICCS の国際シンポ、公開研究会、公開講座等は、この 1～2 年をみても、ほぼ毎月開催されている状況

にある。 

自治体・公的機関から本学教員が様々な委員会等の委員を務めている。現在、省庁で 5、愛知県で 5、豊

橋市で 12、三好町で 7、名古屋市で 2 の委員等の委嘱を受けており、国・県・市町村の各レベルでの政策

決定に寄与している。 

 

［長所］ 

本学および学内各組織・単位の講座に加え、地方自治体と連携しての一般向け公開講座を開催している

ことは、地域の市民に対する生涯学習の場として有効に機能しているといえる。 

オープンカレッジおよび孔子学院では、本学の長年にわたる語学・教養教育の実績を生かし、多彩なレ

ベル・形態の講座を用意している。特に車道校舎では、名古屋駅から約 10 分という好立地により、多くの

一般市民に手軽に受講していただくことが可能となっている。また受講者のニーズに応えて講座数も年々

増加させている。この結果、受講者の満足度は非常に高い(受講の感想について｢期待通り満足｣｢ほぼ満足｣

を合わせて 96％、車道オープンカレッジアンケート結果より)。 
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９ 開かれた大学(社会貢献) 

公開講座においても、アンケートで講座の内容について｢大変良い｣｢良い｣と答えた参加者が各講座とも

70％を超えている。 

 

［問題点］ 

孔子学院は、開校初年度ということもあり講座は中国語のみとなっており、孔子学院の設立主旨である

中国文化の普及のための文化講座が開講できていない。 

大学および学内組織が主催する一般市民向けの公開講座では、受講者の年齢層が 60 代以上の高齢者に偏

ることがある。大学としては幅広い年代の方々に興味を持っていただけるようテーマを設定しているつも

りであるが、なかなか予期どおりとならないことは課題といえる。 

また受講者からは、自分の居住地周辺でも開催してほしい、回数をもっと増やしてほしいとの要望があ

るが、講師の派遣の問題などから実現が難しいのが実情である。 

公開講座などへの学内の理解と協力の点で、全体として理解は進んできているものの、開催時期が重な

ったり、類似した内容となったりと一部の教員に負担が集中する状況も見受けられる。社会貢献への認識

は高まっているが、一方学生に対する教育の改善充実、満足のいく教育の実践との兼ね合いが課題といえ

る。 

 

［改善の方法］ 

教育・研究上の成果を市民に還元していくには、教育研究活動が活発であってこそ可能といえる。した

がって、大学における教育研究活動をこれまで以上に活発にしていくことが必要である。 

孔子学院は、中国側代表機関(パートナー校)に、本学と最も長い交流の歴史を持つ協定校である南開大

学(天津市)が決定した。今後、中国人講師の派遣や教科書の作成などにより、中国語講座のますますの充

実と、中国文化関連の講座の開講が期待される。 

公開講座については、より幅広い年齢層にアピールするよう、テーマの設定や内容を工夫する必要があ

る。開催地も、校舎周辺地域に限らず、自治体等の要望に応じて講師を派遣するなど、全国に展開する可

能性を模索しても良いかもしれない(この点、過去に文学部が行った｢全国出張講義｣が成功を収めた実績が

ある)。また当日会場に行けない方々のために、レジュメや映像資料をホームページ上に公開する、講座の

模様をネットで中継するといったことも検討していくことが求められている。 

 

 

 

２．愛知大学における企業等との連携 
 

［理念・目的・目標］ 

本学の建学の精神を具体化する方策のひとつとして企業等との連携があげられる。 

大学の知的財産を社会へ還元すること、また逆に企業や行政で培われた知識や経験を大学での研究教育

に生かすことで、大学と社会との知識の相互還流が生まれる。こうした観点から本学ではさまざまな取り

組みを行っている。 

また本学の施設を一般市民・社会に開放することにより、社会との文化交流の場を提供する。 

 

［実態］ 

2004 年度より経済学部、経営学部で企業等による寄附講座をスタートさせた。現在、経済学部では｢野

村證券｣｢三菱東京 UFJ 銀行｣、経営学部では｢日本税理士会｣｢東海東京証券｣｢日興コーディアル証券｣からの

寄附講座を授業科目として開講している。また経済学部では、本学同窓会が OB を講師として派遣するリレ

ー講座も開講しており、いずれも学生から好評を得ている。 

2005 年 7 月には、豊橋市と本学との連携・協力に関する協定書を締結した。まちづくり、生涯学習、産

業振興等様々な分野で、両者が連携・協力のもと、地域社会の発展と人材育成を目指す。豊橋市内の本学
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２．愛知大学における企業等との連携 

以外の 2 大学(豊橋技術科学大学、豊橋創造大学)も同様の包括協定を同市と締結しており、2005 年 10 月

には、内閣官房都市再生本部が選定する｢大学と地域が連携したまちづくりワークショップ｣全国先例地 8

ヶ所の中に、豊橋地域が選ばれた。今後は同市と 3 大学が｢地域連絡協議会｣を設置し、連携・協力事業の

策定と推進を図っていくこととなっている。 

また、本学と豊橋技術科学大学との間でも連携協力協定を結んでいる。理系の国立大学法人との連携協

力により、単位互換や施設の相互利用など、相補的で幅広い協力体制を構築することを目指している。 

2004 年度に、これまでの地域研究の成果を母体として｢三遠南信地域連携センター｣を新たに設立した。

これは既存の行政単位にこだわらず県境域を含めて新しい地域の枠組みの提起を目指すもので、産官学民

のネットワーク構築により地域発展のハブセンターとしての活動を展開している。同センターでは、民間

企業、自治体等からの受託研究も積極的に行っている(「大学基礎データ表 28」参照)。2005 年に三遠南信

地域連携センターが中心となり愛知県との連携で｢とよがわ流域大学｣を開校した。これは、2005 年度新規

事業として｢豊川流域圏づくり推進事業・豊川流域圏県民カレッジ｣を構想していた愛知県が、豊川流域調

査研究の成果を蓄積している本学および三遠南信地域連携センターと連携し、｢豊川水系における“流域圏

づくり”に中心的な役割を果たす人材の育成｣を目的として開校したもので、本学をはじめ近隣大学の教員、

行政、NPO 法人などから講師を迎えて 10 回の講座を行った。成果は講座終了後に講師・受講者によるシン

ポジウムで発表された。2006 年には、これらの成果を受け継ぐ形で｢とよがわ流域圏講座｣を開講する(国

土交通省豊橋河川事務所、東三河地域研究センター共催)。 

また、三遠南信地域連携センターでは、三遠南信地域を主とした地域づくりの活動を本学学生がサポー

トする｢地域づくりサポーター制度｣を実施している。この制度の事例として、2005 年度に長野県売木村で

の村おこし運動に学生が参画した取り組みがある。この取り組みは報告書としてまとめられ、売木村から

高い評価を受けた。2006 年度も引き続き地域づくりサポーターによる村おこしのサポートが行われている。 

この他、2006 年には豊橋市南栄地区商店街の活性化を目指し、町内会・商店街と協力して学生が開店し

た駄菓子屋｢だがしろう｣は、豊橋市市制 100 周年事業｢とよはし 100 祭提案イベント｣にも採択されて大き

な反響を呼び、新聞、ニュース等でもとりあげられた。 

施設開放では、各校舎の図書館の開放、団体等への施設の貸出などを行っている。名古屋校舎では温水

プールを市民に開放し、地域の市民が多く利用している。豊橋校舎では記念会館にガーデンサロンを開設

し、展示会などで広く一般市民に文化交流の場を提供している。 

 

［長所］ 

企業や自治体で活躍する実務家の方々を講師とした寄附講座は、経済学部や経営学部の学生にとって非

常に有益である。 

三遠南信地域連携センターによる｢とよがわ流域大学｣については、受講者たちからなる｢とよがわ流域大

学の会｣も発足するなど、持続的な活動に発展した。 

また同センターの｢地域づくりサポーター制度｣は、自治体等のまちづくりに学生が参画するという点で

画期的なものといえる。 

大学施設を市民の方々が利用することで、大学と地域住民との差が縮まり、とりわけガーデンサロンの

利用は社会との文化交流を促進する効果が期待できる。 

 

［問題点］ 

経済学部では、企業からの寄附講座は｢経済学特殊講義｣という科目名で開講しているが、同科目は 3 年

次配当となっているため 1・2年次生は履修できない。また同名科目を複数回履修できないことになってい

るため、複数の寄附講座を履修できないという制度上の問題がある。 

三遠南信地域連携センターの設立によって、企業・自治体との共同研究、受託研究の件数は増えたもの

の、他の学部・研究所等では事例がほとんどないといってよい。知識の相互還流という観点から、共同研

究、受託研究の件数を増やすことが望まれる。 
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９ 開かれた大学(社会貢献) 

｢地域づくりサポーター制度｣については、これまで自治体からの要請に応じてサポーターを地域へ派遣

してきたが、サポーターからの積極的な発言や提言を取り入れるような活動はみられず、むしろ自治体が

催すイベント等の一要員（アルバイトスタッフ）的な位置づけであることが多かった。 

大学施設の開放は、まだまだ地域住民に知られているとはいえない状況にある。 

 

［改善の方法］ 

｢地域社会への貢献｣という建学の精神を具体化するための、大学全体としての方針を再検討した、その

後個々の連携事業について見直すことが必要と思われる。 

企業・自治体との連携は今後も拡充していくことが望ましい。教員の研究成果を広く公開していくとと

もに、企業・自治体へもアピールしていくことが必要である。 

寄附講座については、経済学部では 2007 年度よりカリキュラムを改編し、｢特別講義 A・B・C｣(2 年次配

当)という科目を新たに設けて寄附講座を開講することとなった。 

三遠南信地域連携センターの諸活動は報告書やブックレットなどでまとめられ刊行され始めている。こ

れらをホームページ上でも公開し、活動の意義と成果を周知していくことで、｢地域づくりサポーター｣に

登録する学生も増加すると思われる。自治体との連携という観点では、今後はサポーター主導となる連携

が重要であり、これによって地域との連携を活発化し地域貢献できると考える。このためにもサポーター

活動の実績を積み上げ、自治体へ積極的にサポーター活動を売り込んで（PR）いくことが必要である。サ

ポーターとして活動した成果を単位認定することも検討していきたい。 

大学施設の利用について、どこを、どのように利用できるのか、費用はいくらなのかなどを明確にして、

地域社会に理解してもらえるよう広報の方法など工夫していかなければならない。 

 

 

 

３．愛知大学大学院の社会への貢献 
 

［理念・目的・目標］ 

本学の建学の精神の一つである地域社会文化への貢献は、大学院においても期待されており、より多く

の研究成果を踏まえ、社会への還元を目指す。 

 

［実態］ 

経営学研究科では、リフレッシュ・コースを設け、社会人だけを対象に高度な再教育の機会を与えてい

る他、他の研究科も社会人の入試を実施し、社会人の再教育を通じた社会への貢献を行っている。また、

2004 年度より「大学院リレー講演会」として、社会人対象に共通テーマのもとで大学院各研究科の担当教

員がリレー方式で講演を行って社会への高度な情報の還元を行い、それにより本学大学院の社会的存在も

知ってもらえることを目指している。その他、大学院担当教員を主として地方自治体との町づくりや大学

院生も参加した形でのフィールドワークによる地域づくりの実践などにより社会への貢献を図っている。 

 

［長所］ 

目的を明白にした上で、じっくりテーマを実践できること、地方自治体との町づくりでは、研究スタッ

フ、他大学の研究者や自治体関係方々とのネットワークができつつあり、大学院リレー講演では多分野に

わたる豊富な知的資源の活用ができるとともにその成果をしっかりと社会へ還元できる。 

 

［問題点］ 

大学院独自のプロジェクトは「大学院リレー講演会」のように、まだその例は少ないことである。 

 

［改善の方法］ 

642 



４．愛知大学大学院における企業等との連携 

大学院独自のプロジェクトが社会還元とどう繋がるかについて、検討する。 

 

 

 

４．愛知大学大学院における企業等との連携 
 

［理念・目的・目標］ 

社会貢献、研究・教育上で企業や自治体との産学官の連携を目指す。 

 

［実態］ 

経営学研究科では、外国人留学生に対して、特定の企業から奨学金を提供してもらい、研究科の成果を

還元したりしている。また、授業に社会人の高度専門職の方々を招き、高度な情報を提供してもらうケー

スもある。 

 

［長所］ 

学生が研究した成果を発表できるよい機会であり、企業にとってもその成果を生かせる。学生が社会的

にも貢献しているという実感を持つことができ、達成感や満足感が得られるとともに企業と大学との接点

をつくり、今後の大学（研究科）の活動の幅が広がる。 

 

［問題点］ 

まだ、大学院として産学官連携を積極的に推進できていない。 

 

［改善の方法］ 

産学官連携を具体化するための研究テーマを検討する。 

 

 

 

５．愛知大学大学院における産学連携と倫理規定等 
 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

大学院における理論的研究に加え、その実践的研究を併用することにより、理論的研究をさらに深化さ

せる。そのさい、産業界との関わりに関する倫理規程はまだない。 
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９ 開かれた大学(社会貢献) 
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10 学生生活（学生生活への配慮） 
 

 

 

１．愛知大学の学生生活 
 

ａ 学生への経済的支援 

 

［理念・目的・目標］ 

本学における学生への経済的支援の最も重要な基本的理念は、家庭の経済的理由により修学が困難な者

に対して、学費の支援を行うことにある。加えて特に成績優秀と認められた学生に対して学業奨励を行う

こと、および国際化を推進するために、留学生に対して学費援助を行うことにもあり、本学ではこれらの

理念に基づき各種の奨学金制度を運用している。 

本学の奨学金制度の目的は、上で触れた家庭の経済的理由により、修学が困難な学生に対して、奨学金

を給付または貸与することによって、経済的に支援することにある。奨学金によって学費の負担を可能な

限り軽減し、学生が継続して学業に専念できるようにすることが目的である。 

これらの奨学金制度の目的を達成するために、個々の学生の実情に即して効果的に運用する。 

 

［実態］ 

上記の目的実現のため、本学では各種奨学金の運用を行っている（「大学基礎データ表 44」参照）。それ

ぞれの奨学金の内容、および豊橋校舎（文学部、経済学部、国際コミュニケーション学部）、名古屋校舎・

車道校舎（法学部、経営学部、現代中国学部）における過去 5年間の利用状況は以下のとおりである。 

なお 2004 年度より法学部 3年次以上の学生が，名古屋校舎から車道校舎へ移転したため、それらの学生

に対する奨学金業務は名古屋学生課から車道教学課に移管された。ただし、名古屋校舎および車道校舎学

部生の奨学金に関する審議・決裁等は、名古屋学生部委員会にて名古屋校舎・車道校舎を区分せず一括し

て所管しているため、車道校舎の実態は名古屋校舎の記載に含まれる 

(1) 学内奨学金 

① 愛知大学奨学金 

本奨学金は、人物・向学心に優れ、経済的理由により就学が困難となった学生に当該学期（セメスタ

ー）の学費相当額を無利息で貸与する制度である。2002 年度までは、通年の授業料相当額（約 60 万円）

を貸与していた。2003 年度以降は、学費の納入制度が通年の分割（年 2回）から、学期ごとに変更され

たことにともない、当該学期の学費相当額（約 43 万円）を貸与することとした。 

② 応急奨学金 

本奨学金は、主たる家計支持者の死亡・生別・失業・疾病・災害等により家計が急変し、学業の継続

が著しく困難になった学生に、当該学期の学費（授業料および教育充実費）相当額を給付する制度であ

る。なお、名古屋校舎・車道校舎における過去 5年間の採用者の 1名あたりの平均受給額は 40～50 万円

であった。 

③ 教育ローン援助奨学金 

本奨学金は、経済的理由により公的な金融機関が取り扱う教育ローンを利用している学生を対象とし、

その利息の一部を給付する制度である。給付額は、教育ローン（借入れ金対象上限 200 万円）の借入れ

利息のうち、年利率 5％（それに満たない場合は実利率）相当額を最短修業年限に相当する年数を限度

とし年一回給付している。なお、名古屋校舎・車道校舎における過去 5年間の採用者は減少傾向にあり、

1名あたりの平均給付額は 2001 年度から 2005 年度にかけて、6.8 万円から 4.0 万円に減少している。 

④ 奨学ローン援助奨学金 

本奨学金は、父母等が保証人になれないために教育ローンを借りられない学生が、愛知大学を保証人

として本学と連携する金融機関から教育ローンを借りた場合に、年利率 3％（それに満たない場合は実
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10 学生生活（学生生活への配慮） 

利率）を上限にその利子分を給付する制度である。期間は最短修業年数を限度とする。2003 年度から支

給を開始した。なお、名古屋校舎・車道校舎における過去 3年間 1名あたりの平均給付額は 1.5 万円で

ある。 

⑤ 学業奨励金 

本奨励金は、特に学業成績優秀と認められた学生に、当該年度の授業料の半額相当額を支給する制度

である。2 年次以上の学生を対象に、前年度までに修得した科目の成績を基準として年度ごとに選抜す

る。2002 年度から支給を開始した。 

⑥ 愛知大学スカラシップ奨学金 

本奨学金は、前期入試の成績上位合格者に給付される制度である。給付額は、成績に応じて、(a)授業

料、教育充実費年額相当額、(b)授業料年額相当額、(c)授業料年額の半額相当額の 3種に別れる。 

⑦ 愛知大学スポーツ奨学金 

本奨学金は、スポーツ推薦入学試験に合格し、今後、本学の選手として活躍が期待される学生に、授

業料および教育充実費の年額の 2分の 1相当額（42 万円）を給付する制度である。2005 年度から支給が

始められた。 

⑧ 交換留学生奨励金 

本奨励金は、本学と外国の大学との協定に基づき留学する学生（交換留学生）に対して、留学先の学

費等が全額免除になる場合に限って、1学期一律 10 万円、2学期上限 20 万円を上限として（1名 1回限

り）給付する制度である。 

⑨私費外国人留学生学習奨励金 

本奨励金は、本学に在学する私費外国人留学生のうち学習意欲のある者に年額 6万円の学習奨励金を

給付する制度である。 

⑩ 学生金庫 

本貸付金は、家庭からの仕送りが遅れるなど当面の金銭が不足して学業に必要なものの購入や生活に

支障をきたすような場合、無利子で貸付をする制度である。貸付金額は 5千円を 1口として最高 3口（特

別の事情のある場合は 6口）までであり、貸付期間は 1ヶ月以内である。なお、豊橋校舎における 2005

年度一名当たり平均貸付金額は約 2.7 万円程度になっており、利用件数および貸付金額とも増加傾向に

ある。また、名古屋校舎・車道校舎における利用者数は表 10-1 のとおりで増加傾向にあるといえる。 

(2) 学外奨学金 

① 日本学生支援機構奨学金 

本奨学金は、人物・学業ともに優れ、経済的理由で修学が困難な学生に貸与される制度である。第一

種（無利子）と第二種（有利子）があり、申請者は併願もできる。本学の推薦委員会が申請者を審査し、

その中から適格と判断される学生を日本学生支援機構に推薦する。最終審査は日本学生支援機構が行う。 

② 財団法人愛知大学同友会給付・貸与奨学金 

本奨学金は、愛知大学同窓会により設立された財団法人愛知大学同友会が、志操堅実、学業優秀、か

つ、経済的困難に直面している学生に対して、給付または無利息貸与する制度である。給付奨学金の額

は 12 万円である。 

一方、貸与奨学金は 10 万円もしくは 20 万円（2004 年度迄は 25 万円）であり、年度末までに返還す

ることになっている。 

③ 愛知大学後援会私費外国人留学生奨学金 

本奨学金は、私費で本学へ留学する外国人学生に対して年額 10 万円が給付される制度である。本奨学

金の採用予定数は、3 校舎合計で 35 名であり、各学部で調整の上採用枠を割り振ることになっている。 

④ 後援会応急奨学金 

本奨学金は、前述の「応急奨学金」の制度を補完し、申請により申請した学期の学費（授業料および

教育充実費）に加えて、最短修業年限までの期間の学費（授業料および教育充実費）を給付する制度で

あり、2006 年度に新設された。 

⑤ 後援会学業奨励金 

646 



１．愛知大学の学生生活 

表 10-1 奨学金の給付・貸与状況 

〔学内奨学金〕 

奨学金の名称 
給付･貸与

の別 校舎 
2001
年度

2002
年度

2003 
年度 

2004 
年度 

2005
年度

豊橋 6 11 11 3 0 
愛知大学奨学金 貸与 

名古屋･車道 6 5 8 1 1 

豊橋 6 6 2 2 0 
応急奨学金 給付 

名古屋･車道 3 3 2 0 0 

豊橋 62 70 91 92 80 
教育ローン援助奨学金 給付 

名古屋･車道 71 64 64 60 42 

豊橋 - - 1 3 7 
奨学ローン援助奨学金 給付 

名古屋･車道 - - 3 6 9 

豊橋 - 27 27 27 28 
学業奨励金 給付 

名古屋･車道 - 30 30 30 31 

豊橋 - - 0 1 1 
愛知大学スカラシップ奨学金 給付 

名古屋･車道 - - 2 1 3 

豊橋 - - - - 6 
愛知大学スポーツ奨学金 給付 

名古屋･車道 - - - - 1 

豊橋 15 7 10 25 11 
交換留学生奨励金 給付 

名古屋･車道 7 12 8 19 13 

豊橋 14 20 22 28 23 
私費外国人留学生学習奨励金 給付 

名古屋･車道 8 19 13 12 15 

豊橋 55 64 44 97 133 
学生金庫 貸与 

名古屋･車道 11 20 20 29 27 

 
〔学外奨学金〕 

奨学金の名称 給付･貸与
の別 

校舎 2001
年度

2002
年度

2003 
年度 

2004 
年度 

2005
年度

豊橋 93 68 135 102 119 日本学生支援機構奨学金 
＜第一種＞ 貸与 

名古屋･車道 84 88 127 89 104 

豊橋 139 163 119 185 181 日本学生支援機構奨学金 
＜第二種＞ 貸与 

名古屋･車道 113 133 129 147 156 

豊橋 7 10 13 14 13 財団法人愛知大学同友会給付
奨学金 給付 

名古屋･車道 7 4 5 4 7 

豊橋 0 3 0 0 3 財団法人愛知大学同友会貸与
奨学金 貸与 

名古屋･車道 0 2 0 0 1 

豊橋 17 16 19 23 23 愛知大学後援会私費外国人留
学生奨学金 給付 

名古屋･車道 16 19 16 12 12 

豊橋 - - - - - 
後援会応急奨学金 給付 

名古屋･車道 - - - - - 

豊橋 - - - - - 
後援会学業奨励金 給付 

名古屋･車道 - - - - - 

豊橋 77 72 67 70 61 地方公共団体・民間団体の奨
学金  

名古屋･車道 67 55 53 66 59 

 

本奨励金は、前述の「学業奨励金」の制度を補完し、「学業奨励金受給候補者」に選ばれながら対象か

ら外れてしまったものの、優秀で前途を嘱望される学生に経済的支援を行う制度であり、2006 年度に新

設された。 

⑥ 地方公共団体・民間団体の奨学金 

上記の他、地方公共団体や民間団体から募集依頼があるものについては随時、広報・紹介・選考など

を行っている。ほとんどは、経済的理由で奨学金を必要とする学生を支給対象としている。 
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(3) 経済的理由による退学者について 

豊橋校舎において「経済的理由」により退学するものが少なからず、2001 年度から 2005 年度まで合

計 33 名であった。各年度の内訳は 2001 年度 13 名、2002 年度 2名、2003 年度 4名、2004 年度 5名、2005

年度 9名であった。 

名古屋校舎・車道校舎において「経済的理由」により退学する学生は、2001 年度から 2005 年度まで

合計 24 名であった。各年度の内訳は、2001 年度 6名、2002 年度 9名、2003 年度 6名、2004 年度 2名、

2005 年度 1名であった。 

このように「経済的理由」による退学者は全学的に減少傾向にあるが、退学には至らないものの経済

的に困窮する学生からの訴えが相当数ある。 

 

［長所］ 

長期にわたった景気低迷は中部地方を中心にやや改善が見られるものの所得格差の広がりや正規雇用の

縮小が続き、学生と保護者の経済的負担は軽減しているとは言えない。この数年、本学ではそうした学生・

保護者の要求に応えるために、原資としての愛知大学奨学基金の増額を行い、応急奨学金、教育ローン援

助奨学金、奨学ローン援助奨学金などによる経済的支援を拡充してきた。これらの奨学金の拡充は、経済

的理由による退学者が減少傾向にあることから、一定の効果を上げていると判断できる。 

またスポーツ奨学生、私費外国人留学生奨励金、交換留学生奨励金、学業奨励金などの拡充の他にスカ

ラシップ奨学金の新設を行い、スポーツに優れた学生への援助をはじめ、留学生や学業に優れた学生を奨

励するための奨学金も拡充してきた。また日本学生支援機構奨学金をはじめとする学外奨学金の利用が拡

大している。 

これらの制度面での拡充とともに、オリエンテーション、掲示・パンフレット、ホームページなどを通

して、各種奨学金制度の存在や内容を周知させ、利用の促進を図ってきた。また学生課窓口においては、

返済まで視野に入れた個別の利用相談やアドバイスを丁寧に行うよう努めてきた。 

 

［問題点］ 

以上で述べた実態において、以下の①から④のように問題点が指摘される｡ 

① 「経済的理由」による退学者は減少傾向にある一方で、退学には至らないものの奨学金の対象になら

ずに、経済的に困窮する学生から授業料の延納願いなどの訴えが相当数あることが明らかになっている。 

② 奨学金がその目的に応じて有効に機能したかどうかの検証が十分に行われていない。 

③ 奨学金の種類が拡充したことにより、各種奨学金の特徴や活用方法、支給基準などが多様で複雑とな

り、特に外国人留学生からはわかりにくいとの指摘を受けることがある。 

④ 愛知大学奨学金の 2005 年度の未返還率（未返還者数／返済義務者数）は、3校舎平均で 8.78%（23 名

／262 名）であったが、豊橋校舎においては、8.09％（11 名／136 名）、名古屋校舎・車道校舎において

は、9.52%（12 名／126 名）であった。未返還者の中には、返済に関する相談に訪れないばかりか、連絡

の取れないものもいる。 

 

［改善の方法］ 

以上の問題点①から④について、以下のように改善の方法をまとめた。 

① 「経済的理由」が退学せざるを得ない真の理由であった事例については、既存の奨学金制度が支援で

きなった原因を分析する必要がある。 

また、奨学金の利用窓口以外にも、学生が気軽に経済的問題について相談できるシステムを検討する。

たとえば経済支援的奨学金の利用者・申請者について、奨学金の支給だけでなくスクールソーシャルワ

ーク的な相談援助のありかたを検討し、必要に応じて実施できる体制を整備する。 

② 各種奨学金を利用した学生の一部に対して、利用中もしくは一定の期間経過後（卒業時など）にヒヤ

リングやアンケートを行うなど、奨学金の利用のしやすさや「効果」を検証する。 
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③ 各種奨学金をさらに利用しやすいものにできるよう、現状の見直しと拡充を行う。そして PR や相談の

体制を整備し、理解と適切な利用を促進する。そのためにも奨学金を担当する窓口事務職員のみならず、

広く教職員が奨学金への理解を深めることのできる対策を取る必要がある。 

④ 愛知大学奨学金の未返還率は特に高いとは言えないが、引き続き 0％に近づける努力は必要である。

そのためには、これまで以上に、返済義務者とのコミュニケーションを心がけるとともに、返還方法に

ついては、口座引落としや保証人への代理請求など、多様な方法を検討していく。 

 

 

 

ｂ 生活相談等 

 

［理念・目的・目標］ 

本学における生活相談等の基本的な理念は、すべての学生が心身ともに健康かつ安全で充実した学園生

活を送るために、各自が健康と安全への関心を高め、責任を持って自己管理できるように指導と各種の支

援活動を行うことにある。 

このような理念に基づき各校舎に保健室を設け、学生の健康管理を行うことを目的に、毎年定期的に学

生の健康診断を実施している。保健室では随時学生の心身の健康相談や食生活上の相談をはじめ、日々の

学生生活上での不安や悩みの相談に応じられる体制を整える。 

学生が抱える心の悩みの相談に対応することを目的に学生相談室が設けられている。この学生相談室に

は専門のカウンセラーおよび担当教員が配置されており、学生生活を送っていく上でのさまざまな問題や

悩みの相談に応じる体制を整えることが目的である。 

このような心身の健康や精神面における生活相談は、個人情報などとも関連する部分が多々存在するた

め、個別の状況に対応するきめ細かなカウンセリングと支援体制を充実させていくことが目標である。 

 

［実態］ 

(1) 保健室体制について 

保健室の主な年間業務は年度初めの定期健康診断および事後措置、健康診断証明書発行、健康相談・

救急処置、各種検査等である。各種検査の中には身長、体重、視力、聴力、血圧、握力、背筋力、体脂

肪率、肺活量などの体力・体格測定の他、骨密度測定、アルコールパッチテストや呼気中一酸化炭素濃

度測定を行うことにより、学生生活の中での食生活、飲酒、禁煙に関する情報提供を行っている。また、

健康的な生活を送るための情報提供や健康相談なども随時受け付けている。 

① 豊橋校舎 

豊橋校舎の 2006 年度における開室時間は月曜日が 9 時 10 分～12 時 00 分、13 時 00 分～16 時 40 分。

火曜日から土曜日までは 9時 10 分～19 時 30 分となっており、基本的に保健師 1名、看護師 1名の 2名

体制で運用している。さらに毎週水曜日には 1時間のみであるが校医による健康相談の時間を設けてい

る。 

保健室利用者の状況は、相談および処置に関しては月平均で約 200 人、ベッド利用者は年間平均で約

300 人、全体の利用者は約 3000 人である。このうち、特徴的な利用では、女子学生が比較的多いことも

あって性に関する相談が多い。また、精神保健に関する相談者もあり、リピーターが多い。相談学生に

とっては保健室が居心地の良い場所、気楽に話せる場所として利用される傾向があり、状態に応じて学

生相談室と連携を取りそれぞれの役割分担に留意している。体調や健康管理に関して血圧、体脂肪測定

に関するリピーターも多く、中には定期的に来室する学生もあり、観察や会話などを通じて個々の来室

者の体調の変化などに注意している。 

豊橋校舎では特定の場所以外における全面的な禁煙活動を行っており、相談室員が推進プロジェクト

に参画して、禁煙サポートや相談活動、春期の入門ゼミや学習法の授業におけるオリエンテーションな

ども実施している。最近、救急対策が求められている救命法講習についても、春期は依頼のあった運動
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部を対象に看護師と体育の教員で実施しており、秋期には教職員、学生、生協職員、清掃・守衛職員な

どを対象に AED 講習会を企画し、豊橋消防署の協力で実施した。 

その他に、大学が実施する定期健康診断の受検者には、原則として全員に対して保健指導をおこない

ながら返却し、学外の人間ドック受検者にも検査結果の紹介がある場合には可能な範囲で健康アドバイ

スを行っている。また、外国人留学生に対して、国際交流センターの依頼にもとづいて初夏期のオリエ

ンテーションの際に、健康に関するミニ講座を実施し、食中毒予防や夏の健康管理など日本の生活にお

ける健康管理について説明を行っている。 

2 名の室員による交代制で制約のある体制ではあるが、今後も学生や教職員等の健康維持、管理に関

して多面的な対応が出来るよう配慮していく必要がある。 

② 名古屋校舎 

名古屋校舎の保健室の 2006 年度の開室時間は、月曜日から金曜日までが 9 時 10 分～12 時 00 分およ

び 13 時 00 分～16 時 40 分であり、土曜日は 9時 10 分～12 時 40 分（隔週休み）である。授業期間中は、

毎週水曜日午前中 10 時～11 時に校医（内科）に来学いただき、専門的な見地からの健康相談ができる

ようにしている。 

2003 年度の場合、SARS の流行で中国現地留学プログラム半ばにして現代中国学部学生らが帰国したた

め、その健康管理に最大限配慮した。まず、出発前には、校医と相談し、愛知県感染症センターに専門

的助言を求めた。帰国前 4日前から注意を喚起し、帰国後 10 日間、学生らには、原則自宅待機を義務づ

け、その間の検温・自覚症状を観察・記録させ、大学登校後にその記録を保健室で回収した。幸いにも、

SARS 感染者は出ていない。 

2004 年度の場合、4月から法学部 3年次生以上が車道校舎へ移動したため、学生からの相談件数が大

幅に減少し、2,219 件だった。相談内容を見ると、精神衛生に関する相談が前年度に比べて減少した反

面、学内禁煙プロジェクトの推進にともない、禁煙に関する相談が急増した（来室者はすべて男子学生）。

アルコールパッチテストの実施を始めたところ、受検希望者が多いのは喜ばしいが、1 回の検査につき

説明時間をも含め 20 分を要し、専任事務職員の負担が増していることが指摘された。 

2005 年度の場合、利用件数は 2,360 件だったが、緊急例や重症例もなく、平穏だった。骨密度測定器

を用いて、骨密度測定データをもととした健康相談を始めたところ、気軽に訪れる利用者がふえた。AED

設置にともない、地元の消防局に依頼して、講習会を実施した。 

③ 車道校舎 

車道校舎では、2005 年度末までは、いずれも看護師資格を有する嘱託職員、臨時職員をそれぞれ 1名、

計 2名を置いていた。昼間については嘱託職員が週 5日、夜間については臨時職員が週 3日、それぞれ

対応していた。昼間については、4～7月にかけて、4月実施の定期学生健康診断受診者との面談のため、

そして 10 月には教職員定期健康診断受診者との面談と後援会行事があるため、いずれも利用が多くなっ

ている。しかし、その他の月の利用者は 1日平均 2名程度だった。夜間については、法学部 2部の学生

募集停止により、夜間学部の学生在籍者数が減少し、1 日平均 0.5 名の利用状況だった。このような実

態からすると、夜間対応職員の配置は必要ないものと考えるに至った。そこで、2006 年度より車道校舎

での保健室人員は、看護師資格を有する嘱託職員 1名のみとし、週 5日にかけて昼間のみの対応として

いる。なお、毎週水曜日 17 時 00 分～18 時 00 分に、名古屋校舎と同じ校医（内科）に来学いただき、

専門的な健康相談に応じていただいている。保健室閉室時には、大学として、車道校舎最寄りの医院に

協力をお願いしている。 

2003 年度の場合、昼間・夜間ともに、年間の総利用件数は 205 件であり、男子学生の利用が増加した。

その内容としては、血圧、検尿、視力・心電図等、指導を含む検査が多かった。 

2004 年度昼間業務の場合、法学部 3年次生以上が車道校舎へ移動したことにより、学生からの利用件

数は 1,059 件となり、これは前年度件数の 5倍に相当する。雑談を兼ねて友人同伴での来室者がふえて

いる。夜間業務の場合も、利用件数がふえている。昼間の場合に比べて、単独での来室者が目立つ。 
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2005 年度昼間業務の場合、ベッド利用を希望する来室者がわずかにふえている。定期健康診断結果に

ついて相談を求める学生もふえている。アルコールパッチテスト、聴力等についての検査器利用件数が

増加しているが、体脂肪検査器利用は少ない。 

(2) 災害保険等について 

① 学生教育研究災害傷害保険 

大学として負担・加入している「学生教育研究災害傷害保険」では、(a)正課中、(b)大学行事中、(c)

上記(a)、(b)以外で大学施設にいる間、(d)大学施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間、(e)

通学中等の不慮の災害事故に対して給付金・保険金が支給される。 

豊橋校舎全体で 2005 年度での給付実績は 13 件、総額約 66.1 万円である。 

名古屋校舎・車道校舎で 2005 年度での給付実績は、15 件、総額約 186.1 万円である。 

② 愛知大学独自の「学生災害医療費等給付制度」 

災害や傷害の場合に給付金・保険金が支払われないケースを極力少なくするため、本学独自の「学生

災害医療費等給付制度」も設けている。 

豊橋校舎全体で 2005 年度の給付件数は 38 件、総額約 57.1 万円である。 

名古屋校舎・車道校舎全体で 2005 年度の給付件数は 41 件、総額約 69.1 万円である。 

(3) 学生相談室について 

① 豊橋校舎 

豊橋校舎における学生相談室の体制は臨床心理士 2名（うち 1名は非常勤）、非常勤精神科医師 1名お

よび 4名の専任教育職員が兼担として相談業務に従事している。また、学生相談室の運営は豊橋学生部

委員会の下部組織である豊橋学生相談室運営委員会によって行われている。 

相談内容としては学修上の問題、進路に関する問題、心身や対人関係の悩み、その他のトラブルなど

であり、過去 3カ年（2003 年度から 2005 年度）における年間相談件数の推移を見るとそれぞれ 719 件、

811 件、832 件と年々増加傾向にある（「大学基礎データ表 45」参照）。多様な学生が入学してくる事に

加え、不安定な社会情勢に起因する悩みも増加傾向にあると考えられ、相談室の存在がますます重要に

なってきている。 

相談室の年間開室日数は 231 日（2006 年度）であり、授業期間中のほぼ全期間および夏休み期間中に

も開室している。また開室時間は土曜日を除く授業日では毎日 9時 10 分～16 時 40 分、さらに火曜日は

19 時 00 分まで、木曜日は 17 時 30 分まで延長することにより、年々増加傾向にある学生相談に対応し

ている。 

また、専任の臨床心理士が年に 1 回（2005 年度では 2 回）、学生の相談傾向等について各教授会で報

告し、教員と相談員との連携を図っている。 

② 名古屋校舎 

名古屋校舎の場合、週あたり 5 日間（月・火・金は 9 時 10 分～17 時 00 分、水・木は 9 時 00 分～12

時 30 分）開室し、専任教育職員 3名、専門嘱託職員 1名（臨床心理士）、非常勤精神科医師 1名の体制

で対応している。2006 年度の年間開室予定日数は 228 日である。年間相談件数は、2003 年度 647 件、2004

年度 329 件、2005 年度 513 件である（「大学基礎データ表 45」参照）。 

相談の実態については、名古屋校舎の場合、2004 年 4 月から法学部 3年次生以上の車道校舎への移転

にともない、法学部生からの相談件数が減っているが、校舎間移転による学生生活の中断や、居場所の

なさが同学部生から愁訴される。法学部生に代わり、相談件数が増加しているのが現代中国学部生であ

る。中国研究に特化した特殊な学部であるにもかかわらず、偏差値のみで入学してきた学生が、実際の

カリキュラムに適応できないという事情が背景にあるようである。経営学部学生からの相談は少ないが、

却って問題の解決を遅らせてしまい、高学年時になり、ぎりぎりになって来室するという事案が目立つ。

相談内容としては、学生生活に関わるものが最も多く、心理性格、心身相談がこれに続く。最近の特徴

として、名古屋校舎内でのアルバイトに関わる人間関係を巡っての相談がもちこまれる。これは、学生

のみならず、教職員そして大学も当事者となっており、それぞれの当事者との話し合いを設定せねばな
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らず、1 件の相談でも長期化している。専門相談員は、各学部の最初の教授会に出席し、相談室の概要

を説明し、協力を要請した。 

③ 車道校舎 

車道校舎の場合、週あたり 4日間（火曜日は 16時 00 分～17 時 30 分、木曜日は 10 時 00 分～11 時 30

時までと 14 時 30 分～19 時 30 分まで、金曜日・土曜日は 14時 30 分～19 時 30 分）開室し、年間にして

開室日数は 175 日で、専任教育職員 1名、非常勤職員（講師・臨床心理士 1名、医師 1名）の体制で対

応している。2006 年度の年間開室予定日数は 175 日である。年間相談件数は、2003 年度では 61 件、2004

年度では 499 件、2005 年度では 377 件、である（「大学基礎データ表 45」参照）。 

相談の実態については、車道校舎の場合、学部レベルでは、新入生がおらず、法学部 3年次生以上の

みのため、単位の未修得、人間関係の悩み、就職などの進路相談等が相互に絡み合った相談が多い。2005

年度からは、車道校舎でも名古屋校舎の学生相談室同様ティーアワーの試みを始めている。「こころの病

はどう変わったか」というテーマで、精神科担当校医に講話をしていただき、座談会形式のティーアワ

ーを開催した。 

(4) セクシャル・ハラスメントについて 

さらに本学は学生の人権を尊重し、誰もが安心して過ごせる就学環境を保障するために、セクシャル・

ハラスメント防止ガイドラインを定め、教職員による専門の委員会を組織し、学生が訴える窓口を用意

している。 

 

［長所］ 

(1) 保健室について 

保健室および学生相談室では学生が利用したいと思うときにいつでも利用できるよう、非常に長い開

室時間を設定してあり、授業期間中であればいつでも相談できる体制が整っていることが大きな長所で

ある。また、毎年度学生課が発行する冊子「学生生活」の中には保健室、学生相談室ともその業務内容

や開室時間等が紹介されているだけでなく、特に保健室に関しては栄養バランスや STD（性行為感染症）、

アルコール摂取、喫煙についてなど学生生活全般にわたって注意すべき点を詳細に記述してあり、この

冊子を読むだけでもある程度の情報を得ることができるよう工夫されている。 

名古屋校舎の場合、2005 年度より骨密度測定を始めたところ、保健室に気軽に来室する学生が増えた。

これは検査が簡単で被験者に苦痛をともなわず、検査結果がそれほど深刻ではなく、それでいて検査時

点での健康情報が得られやすいことによる。このように健康管理への関心を高め、授業期間中はいつで

も気軽に健康相談ができる体制を整えている。 

車道校舎では、新校舎となってから、本館低層棟 1階の北西角のワンルームが保健室に充てられてい

る。ワンルーム形式であり、利用しやすい。そのため、1 度相談に来た学生が、雑談を兼ねて気軽に立

寄ってくれており、授業期間中はいつでも健康相談に応じられる体制になっている。 

また豊橋校舎・名古屋校舎・車道校舎の保健室が共同して独自のホームページを運営し、各種行事や

開室時間の変更などについて最新の情報を提供している。 

(2) 災害保険等について 

本学独自の「学生災害医療費等給付制度」は、普通保険である「学生教育研究災害傷害保険」でカバ

ーできない範囲をできる限り補うことを目的とした制度である。 

豊橋校舎においては、保険金額は後者に比較すると少額ではあるが給付件数の実績は約 3倍にもなっ

ている。名古屋校舎・車道校舎においても金額は後者に比較するとかなり少額ではあるが、給付件数の

実績は約 2.7 倍にもなっている｡ 

これらの実績から当初の目的が達成されていると判断できる。実際に適用される事態が発生しないに

越したことはないが、大学として保険補償上の空隙を未然に防いでいる。 

(3) 学生相談室について 

学生相談室では年 1回、各教授会に対して相談内容の傾向や相談件数を報告し、相談室での対応状況

などについて教員と質疑応答を行い、相互理解を得るための機会を設けている。また豊橋校舎・名古屋
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校舎・車道校舎の学生相談室が共同で独自のホームページを運営し、利用案内や開室時間の変更などに

ついて最新の情報を提供している。 

名古屋校舎の場合、学生生活に適応できていない編入生から、対象範囲を 2003 年度より「横の繋がり

を求めている学生」にまで広げて、ティーアワーを開催したところ、盛会だった。参加学生らからの評

判もよく、余勢を借りて、秋にバーベキュー大会、お好み焼き大会をも開催した。学生らは学内で確実

に居場所を見つけ出したようである。 

車道校舎の場合、交通の利便性によるためか、他校舎の学生や、卒業生からの来室もある。学生相談

室では 3校舎のどの相談室に来室してもよいことにしており、交通が便利なことから車道校舎の相談室

へ来室しやすいこともある。ホームページから最新の情報を提供していることも、車道校舎以外の学生

の来室に役立っていると思われる。 

 

［問題点］ 

保健室のみで対応可能な相談やセクシャル・ハラスメントも含め、学生が持つ様々な悩みや問題を可能

な限り早期に見つけ、解決への手がかりを示していくことがこれらの組織およびガイドラインの役目であ

る。しかしながら、これらの組織で対応できる問題は基本的に学生自らが申し出た場合に限られているの

が現状である。つまり、相談件数としては表面化していない潜在的な悩みや問題などが多数存在するであ

ろうことは容易に想像できる。 

このような潜在的な悩み、問題を積極的に発見し、適切に対応していくための施策が必要である。また、

現在の相談内容はその実態が示すように心理的な悩みに限らず単なる学修上の質問や相談なども受け付け

ている。 

しかし、特に相談員（臨床心理士）は心理的な病状に対する専門家ではあっても教学上の問題などに必

ずしも詳しいわけではない。教学上の問題、質問はオフィスアワー等の利用によっても解決できるはずで

あるが相談・質問内容の振り分けが明確に示されていない事も問題の一つとして挙げられる。 

さらに、保健室、学生相談室は学生の身体的精神的問題に直接関連する職務であり、かつ、その種の問

題は解決までに長期間を要する問題が少なくない。 

車道校舎の保健室はワンルーム形式で機動性に富むが、相談室員の仕事場と、ベッドとがカーテンで仕

切られただけである。会話、音、照明などに配慮せねばならない点が問題である。 

また車道校舎の学生相談室においても、学生が抱える悩みや問題が多様化している状況は、他校舎の相

談内容にも同様に見受けられる。車道校舎の場合は法学部 3 年次生以上が対象であるが、単位の未修得、

人間関係の悩み、就職などの進路相談が複雑に絡み合った相談が多く、これら多様化した悩みや問題に組

織的に対応する相談体制が充分ではない。 

 

［改善の方法］ 

潜在的な悩みや問題を減少させるためには相談窓口のいっそうのアナウンスや保健室、学生相談室の環

境整備などを行い、相談に対する敷居を低くする対策はもちろんのこと、学生と接する機会のある様々な

課室の教職員が連携を取りながら様々な情報を共有する場が必要であり、学生相談室、保健室、学生課お

よび教務課の四者で月 1 回程度の定期的なミーティングを行い、学生の対応方法や教学上のシステムの連

携を始めている。 

また、多様化する質問や相談に対してシームレスなサービスを提供するには、現在の保健室、学生相談

室のみならず、教務課、キャリア支援課、教授会などが連携して総合的な相談を受け入れる組織を作るか、

あるいは相談を受け付け、その内容に合わせて相談先を割り振る組織を作る必要がある。 

そのため 2007 年度には学生課と教務課を統合して教学課とし、学修上の相談や生活上の相談に対して、

よりシームレスな学生サービスを提供できるように、組織の再編を行うことを決定している。また教育職

員のオフィスアワーを充分に活用するなど、相談内容に合わせて適切に相談先を割り振る体制を整備する

ことも必要であり、学習・教育支援センターの設置を 2007 年度中に目指している。 

車道校舎の保健室の問題点については、面積を拡張することは困難であろう。さしあたり、車道校舎学
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生相談室を訪れる相談者が、居場所を見つけ、あるいは、癒しを得られるように、相談室員の対応に工夫

が必要であり、関係部局との連携も不可欠である。 

 

 

 

ｃ ハラスメントの防止 

 

［理念・目的・目標］ 

本学は、セクシュアル・ハラスメントを防止し、学生・教職員一人ひとりの人権が尊重され誰もが安心

できる就学就労環境を築くために、2000 年にセクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン、セクシュア

ル・ハラスメント防止人権委員会規程等関連規程を制定し、学内構成員・関係者に周知を図る。 

 

［実態］ 

セクシュアル・ハラスメント防止人権委員会は副学長および学部長の他学内教職員から選出された委員

15 名で構成し、セクシュアル・ハラスメントに関する相談・救済とその対応、セクシュアル・ハラスメン

ト防止に関する情報収集・研修・啓発活動を行っている。 

また、セクシュアル・ハラスメント相談窓口として各校舎に相談員計 14 名と相談窓口を配置し、3校舎

のどこでも相談できる体制を整備している。学生相談室は専門スタッフが相談に当たり、その他の各校舎

の相談員には基礎的な研修を実施している。コーディネーターは学外のスタッフ（法律専門家）に依頼し、

相談者が学内権力関係に左右されずに安心して相談できるような体制を整備している。 

2005 年には学生からの訴えがあり、ただちにコーディネーターによる実態調査が開始され、綿密な調査

を行った。その調査報告書をもとにセクシュアル・ハラスメント防止人権委員会で審議した結果、｢処分｣

が相当との勧告を学長に提出した。当該教員の所属していた教授会から懲戒手続が発議され、教員は、そ

の勧告を受け退職している。 

研修会・講演会等については、事務職員全体研修会での講演、相談員および人権委員会メンバーでの研

修会を実施した。また教授会として研修を実施している単位もある。 

学生・院生への広報としては、公式ホームページ、「愛知大学通信」「学生生活」への記載、新入生への

パンフレット配付およびオリエンテーションでの説明、学内掲示板への常時掲示等で学生への周知を図っ

ている。教職員その他関係業者等へは別途教職員向けパンフレットを作成し周知を図っている。 

2006 年度は新たに啓発ポスター（学生向け、教職員向けの 2 種類）、教職員向けパンフレット、相談窓

口連絡先カード、啓発シールを作成中である。 

また、関連図書、DVD などの映像資料を収集し、3校舎の講師控室、職員休憩室に設置して教職員の貸出

に応じている。 

 

［長所］ 

セクシュアル・ハラスメントへの対応としては、申出を受けた相談員は、受付のみを行い、直ちにコー

ディネーターへ報告することとしている。 

コーディネーターは学外の法律専門家 2 名に依頼をし、相談者の話を充分に聞き、相談者の主体的な判

断を尊重しながら解決策を探っていくことを任務としている。 

学外者がコーディネーターとなることにより、学内での権力関係に左右されない対応が可能となり、問

題が学内で隠蔽される危険性が少ない。 

また、コーディネーターは人権委員長との緊密な連携のもと、迅速な対応を図るとともに、最低年 2 回

はセクシュアル・ハラスメント防止人権委員会において定例報告を行い、委員会との連携を図り、コーデ

ィネーターのみにお任せという体制とならないよう充分配慮した体制をとっている。 

前述の今回の事案においては、2005 年 3 月に学生から訴えがなされた後、直ちに実態調査が開始され、

調査委員会報告をもとにセクシュアル・ハラスメント防止人権委員会の審議がされ 5 月末には学長への勧
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１．愛知大学の学生生活 

告を提出している。 

 

［問題点］ 

① セクシュアル・ハラスメントだけでなくもっと広くアカデミック・ハラスメント等にも対応できる体

制が必要であること。 

② 大学の対応についての報告・公表について 

「セクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン」で明示している再発防止のための施策の説明が「個

人情報保護法」との関連で現状では実施不可能となっている。 

今回の事例においては新聞報道が先行し、それへの対応として公式ホームページ等への公表に至った

のが実情であり、今後は大学自らの説明責任と再発防止施策の説明を果たすことが求められる。 

③ 懲戒処分規程について 

就業規則第 60 条では「セクシュアル・ハラスメントにより本学の秩序を乱したとき」懲戒処分を行う

ことが規定されているが、さらに具体的な基準が明示されていないため恣意的な判断になる可能性があ

る。 

④ 教育・研修活動への取組み 

学生については新入生のオリエンテーション説明に止まっており、教職員を含め内容、実施回数とも

に不充分である。 

⑤ セクシュアル・ハラスメント防止人権委員会活動 

会議の開催が少なく（年 2,3 回）、コーディネーターの定例報告に止まっていることが多い。日常的な

諸活動の取り組みが不十分である。 

⑥ 相談体制 

この 1年間は相談件数が 0件であり、本当に事例がないのか、あっても声を出せない状況になってい

ないかの検証をしていない。 

 

［改善の方法］ 

① ハラスメント対象の拡大 

アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントを含め広く人権が保障される教育・研究・職場

環境を整備していくことが必要である。早急に関係規程・ガイドライン等の改正を図る。 

② 懲戒処分公表基準を作成する 

セクシュアル・ハラスメント事案を公表することにより、不祥事に関する社会的説明責任を明確にす

る。そのために懲戒処分公表基準を作成する。 

③ 処分基準を明示する 

人事院「セクシュアル・ハラスメントに関する懲戒処分の指針」のように処分の基準を作成し、これ

を明示することにより処分の透明性とともに一定程度の告知効果が期待できるようにする。 

④ 教育・研修活動への取組みの強化 

教職員が自らの立場と責任を十分認識できるよう研修会・講演会を定期的に開催する。学生には、オ

リエンテーションだけでなく通常授業の中で取り組めるプログラムを検討する。 

⑤ セクシュアル・ハラスメント防止人権委員会活動の強化 

会議の定例化を図り、諸課題についての取り組みをより強化する。 

日常的な実態の把握の強化、定期的な実態調査と情報公開を実施する。 

⑥ 相談体制 

さらに相談しやすい体制を目指して体制を点検、整備していく。 
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10 学生生活（学生生活への配慮） 

ｄ 就職指導 
 
［理念・目的・目標］ 

本学の建学の精神が示すとおり、近年、「21 世紀の日本社会はもとより、人類社会と地球に関わる多面

的な諸問題（地球環境の保全、食糧問題、国家間の権力対立、異文化間の緊張等）について、〔中略〕解決

する能力を有する人材を養成すること」として、その人材養成イメージをより現代化したところである（「教

育システム改革と次期カリキュラム改革の基本方針について（骨子案）」2003.9.18 大学評議会）。いま少

し踏み込んで言えば、グローバル化とそれが要請する競争社会化、そして少子・高齢化の中で激動する社

会においては、新しい社会や価値体系に対応しうる人材が求められているのであり、こうした要請と関連

して、「学生の課題解決探求能力の養成」を目的とする教育課程改革（教育システム改革およびカリキュラ

ム改革）が進められている。 

就職指導においても、この方向に対応し、リンクする形で、課程内教育をも含めた大学での学生の学び

を進路・就職に活かし、社会で十分な自己実現を達成し、社会に貢献する学生の育成に寄与することが重

要である。 

こうした観点を実際化するには、1 年次から 4 年間を通じた段階的なサポートを行う必要がある。すな

わち就職活動に該当する年次に就職支援を行うにとどまらず、低年次からの支援活動、インターンシップ

やキャリア形成支援活動に業務を拡大する。 

そのために、2002 年度からそれまでの「就職課」から「キャリア支援課」へと名称変更を行い、業務の

拡大・深化を図っているところである。キャリア形成支援には、望ましい職業観・勤労観、職業に対する

知識・技能・主体的な進路選択能力・態度などの教育も含まれるのであり、これらを通じて、働くことの

意味を認識し、自己および自らの適性に気づき、どんな自分になりたいのか、今の自分に何が必要なのか、

を認識させる。以上を踏まえて、3・4年次生に対し、就職ガイダンスや就職対策講座を提供する。 

 

［実態］ 

前述のように、低年次からのキャリア形成支援をも行うことを目的に、それまでの「就職課」が「キャ

リア支援課」に名称変更された。それにともない、入学直後期に実施する、働くことへの動機付けのため

のオリエンテーション等から具体的な就職活動に入る 3 年次末以前の時期における個別･面談指導に至る

まで、学生に対して多岐にわたる就職進路選択に関わる支援が行われている。その全体的な流れは、おお

むね図 10-1 のようになる。 

また、こうした活動を支える情報管理は、就職管理システムでのナレッジ機能および学生・企業など周

知案内を目的とするホームページ（在学生・企業・就職活動、インターンシップ・職業支援講座）やモバ

イルを活用し、スピーディな情報発信と合理性・効率性の高い運営に努めている。 

 

1 年次        2 年次       3 年次       4 年次 

       ①進路支援プログラム          ②進路就職プログラム 
                          
         ③キャリア支援インターンシップ  
              
                ④学部インターンシップ 
 
                 ⑤職業支援講座 
 
 

図 10-1 キャリア形成支援の流れ 
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１．愛知大学の学生生活 

① 進路支援プログラム 

名古屋校舎においてパイロット的に導入されているこのプログラムでは、入学時でのオリエンテーシ

ョンから 4年生アドバイザーを活用し学部特性をもととした進路選択の実際の声を聞かせるなど、具体

性のある動機付けを行い、以降専任事務職員による進路相談やスキル養成・資格取得のための指導を行

っている。また、経営学部での現代社会論や現代中国学部では 1年次生の全入門演習においてキャリア

形成を踏まえた大学生活の取り組みなどを出前講義し、低学年次生に対する進路支援を正課授業内で教

員と連携し展開している。豊橋校舎においても同様に、講義担当者からの要請により、キャリア支援課

事務職員が低学年次生に対する進路支援がなされている。なお、3 年次生以上の学生を対象とする車道

校舎は直接にはこのプログラムに該当しない。 

② 3年次生の10月以降からスタートする就職登録カード提出にともなう個別面談を始めとする相談およ

び進路指導 

就職への就職ガイダンスのスケジュールは、おおむね、3 年次 7 月に、第 1 回（就職スケジュールお

よび夏休みの活用などのアナウンスと気付きが目的）、同 9月～2月にかけて体験報告会・企業人講演・

SPI 対策などの実践講座を計 5回実施している。これとは別個に、3年次 4月～1月にかけて、公務員ガ

イダンスを計 6回、受験対策・体験報告会・直前対策などの実践講座として実施している。 

③ インターンシッププログラムの展開 

就業体験を通じて社会や企業の実情を知ることにより、仕事に対する興味･関心、そして学習意欲を高

め、またビジネスマナーや職業意識を身につける上で、インターンシップは有効であろう。本学では 1988

年から取り組んでいるが、表 10-2 が示すとおり、2003 年に 76 名、2004 年に 73 名、2005 年には 107 名

が参加した（ちなみに 2006 年度の参加者は 204 名と、学生の関心は年々高まっている）。4月～6月のイ

ンターンシップガイダンスによって体験談・情報提供方法・履歴書・マナーなどの事前研修、基本的に

14 日間の研修で終わるのではなく、報告書を提出させ、全学規模での報告会をも実施して、フィードバ

ックを行っている。 

④ 学部インターンシップ 

前項③は単位認定をともなわない形でのインターンシップについてであるが、これとは別に豊橋校舎

では文学部（2005 年次以降入学生）、経済学部において単位化が 2006 年度からすでに実施されており、

名古屋校舎でも経営学部が 2007 年度新カリキュラムにおいて単位化を予定し、この受入企業の開拓に努

力しているところである。また現代中国学部では学部独自で中国現地インターンシップを実施しており、

2008 年度からは単位化を決定している。このプログラムでのマナーや履歴書の書き方講座などの運営を

サポートしている。 

⑤ 課外における教育システムの整備（職業支援講座の運営） 

将来の就職支援への準備や職業に関する資格の取得など、卒業後の進路に備える学生への対応として、

全学年を対象とし、卒業生の受講も受け入れる職業支援講座を実施している。運営の概況は、表 10-3

のとおりである。 

 

こうした多岐にわたるキャリア支援業務を支え、実施･運営するキャリア支援課は名古屋校舎では 3名の

専任事務職員と 1 名の嘱託職員、3 名の派遣職員、の合計 7 名、車道校舎はそれぞれ 3、3、0 名の合計 6

名、豊橋校舎は 5、1、2 名の合計 8 名で構成されている（なおこのうち、車道校舎のキャリア支援課が 3

校舎の本部機能を担っており、対外関係の窓口業務を遂行している）。その主たる業務は、前述した点との

重複もあるが、①求人情報、マッチング環境の提供（企業官公庁研究セミナー・企業官公庁学内セミナー

他）、②履歴書および筆記試験などの対策と模擬面接指導、③独自就職支援システムによる企業などの情報

共有化およびスピーディな業務遂行管理、④Placement Guide（学生向け就職ガイドブック）・就職活動報

告書（内定取得学生の企業法人別採用活動の報告書）のダイジェストブックの発行 、⑤スチューデンツネ

ットワークの組織化（新入生オリエンテーションでの学生アドバイザー、就職合宿セミナーでの学生アド

バイザー、業界別先輩相談コーナーの設置 他）⑥キャリア形成および就職に関する出前講義である。 
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10 学生生活（学生生活への配慮） 

表 10-2 インターンシップ参加者数 

年度 
学部 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 合計 

文学部 0 6 2 6 17 7 7 11 56 

経済学部 2 20 7 6 12 18 15 13 93 

経済学部 2部 1 0 0 0 1 0 1 0 3 

国際コミュニケ

ーション学部 
0 0 2 7 14 10 7 12 52 

法学部 2 4 5 10 15 12 12 17 77 

経営学部 0 6 1 3 27 24 29 45 135 

現代中国学部 0 1 10 9 2 5 2 9 38 

合計 5 37 28 41 88 76 73 107 454 

                     ＊ 車道キャリア支援課（キャリア支援本部担当）集計による 

 

表 10-3 職業支援講座状況（3校舎重複講座すべて含めた数） 

年度 
（管轄） 

2003 年度 
(ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ) 

2004 年度 
(職業支援講座室) 

2005 年度 
(職業支援講座室) 

講 座 数 47 40 32 
受講人数 3,570 2,634 2,122 

                    ※ 車道キャリア支援課（キャリア支援本部担当）集計による 

 

かつてほどではなくなったとは言われるものの、「就職協定（紳士協定）」にもかかわらず、就職活動の

早期化は否定しえない現実であって、企業等へのネット上でのエントリーは 3年次秋、10 月頃からすでに

行われているのが現状である。こうした就職活動の早期化が、教学上問題を抱えていないわけではないが、

就職指導の観点から対応せざるを得ないこともまた事実である。こうした就職活動の早期化への対応とし

ては、1～2 年次での進路支援プログラムや職業支援講座プログラムは別として、①3 年次生ガイダンスの

7月開催、②業界別先輩相談コーナーの開設（10 月）企業官公庁研究セミナー（11 月）の開催、③早期化

にともなう東京地区就職活動の際の東京事務所のサポート体制（都内交通費補助制度）④キャリア支援合

宿（一泊二日）などを実施している。 

このような業務を展開するに当たっては、さまざまな就職統計データの整備が必要であり、またそれら

の資料を活用することが、業務の効率的かつ有効な遂行にとって不可欠である。こうした観点から、本学

では、キャリア支援課でオープンラックにさまざまな求人関係･会社関係書類を展示し、自由に閲覧しうる

環境を設けているが、それ以外に①進路先名簿、ゼミ別学生名簿、企業別決定者リストなどの名簿、②求

人件数集計表、産業分類（文部科学省基準）求人件数集計表、業種別人数集計表などの求人関係書類、③

卒業生の就職決定先人数集計表、教員公務員決定別人数集計表、進路希望別決定別人数集計表（以下、決

定別人数集計表、という表記を省略）、進路決定別、進路職種別、企業規模別、産業分類（文部科学省基準）

別決定別人数集計表、また、出身校別過年度対比集計一覧表、実績企業一覧表、同（学部別）など、文部

科学省など各種調査依頼に対応できる統計データを整備し、保管している。なおその際、個人情報保護の

観点から、十分な配慮を行っていることは言うまでもない。こうした資料は、①学生に対する個別指導、

②学内外および学生向けガイダンスなどの実績公表、③就職委員会政策決定時の判断資料、④キャリア支

援課政策策定資料、⑤入試広報での高校別就職状況報告等に活用している。 

 

以上に示してきたキャリア支援・就職指導が、各学部での教育とあいまってもたらした成果とも言うべ

き就職決定状況・国家公務員（および地方公務員）試験合格状況は表 10-4，表 10-5 のとおりである。加

えて、2005 年度に司法試験合格者 1名が、また 2003 年度には公認会計士 1名が、在籍学生から合格した。 

なお、経済学部および法学部の数値には同 2部の数字も含まれている。 

 

658 



１．愛知大学の学生生活 

表 10-4 学部卒就職決定状況 

2003 年度 2004 年度 2005 年度 
 卒業 

者数 

就職

希望数

内定数

(決定)

内定率

(％) 

就職率

(％)

卒業

者数

就職

希望数

内定数

(決定)

内定率

(％)

就職率

(％)

卒業

者数

就職 

希望数

内定数

(決定)

内定率

(％)

就職率

(％)

文学部 338 203 189 93.1 55.9 363 225 216 96.0 59.5 350 258 252 97.7 72.0

経済学部 467 341 332 97.4 71.1 445 339 335 98.8 75.3 474 412 402 97.6 84.8

国際ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ学部 209 132 126 95.5 60.3 217 137 135 98.5 62.2 245 184 178 96.7 72.7

法学部 384 273 255 93.4 66.4 382 282 261 92.6 68.3 345 280 268 95.7 77.7

経営学部 412 333 311 93.4 75.5 458 375 361 96.3 78.8 468 411 403 98.1 86.1

現代中国学部 200 146 135 92.5 67.5 210 151 144 95.4 68.6 187 149 142 95.3 75.9

合 計 2,010 1,428 1,348 94.4 67.1 2,075 1,509 1,452 96.2 70.0 2,069 1,694 1,645 97.1 79.5

＊内定率：内定(決定)数／就職希望数、就職率：内定(決定)数／卒業者数  ＊2部は含まない。 

 

表 10-5 国家公務員（および地方公務員）試験合格状況 

（単位=名） 

2003 年度 2004 年度 2005 年度  

国家 地方 国家 地方 国家 地方 

文学部 0 6 1 9 2 8 

経済学部 2 16 0 14 2 11 

国際コミュニケーション学部 0 1 0 1 0 3 

法学部 8 27 6 34 4 32 

経営学部 1 10 1 5 2 14 

現代中国学部 2 3 0 2 1 1 

合 計 13 63 8 65 11 69 

                            文部科学省「学校基本調査」による。 

 

表 10-6 公認クラブ・サークル数および加入者の推移 

2004 年度 2005 年度 2006 年度 
区 分 

団体数 部員数 団体数 部員数 団体数 部員数 

豊橋体育会 33 715 33 674 34 726 

豊橋文芸連・学研連 43 1,160 41 1,117 38 1,090 

小 計 76 1,875 74 1,791 72 1,816 

名古屋体育会 31 576 31 625 31 719 

名古屋文化連 23 562 24 548 22 582 

小 計 54 1,138 55 1,173 53 1,301 

合 計 130 3,013 129 2,964 125 3,117 

                    ※学生課への届出を集計 ※ただし 2006 年度は 7月 19 日現在の集計 

 

［長所］ 

近年の景気動向の改善が大きく寄与していることは疑い得ないが、内定率の上昇が見られることを、就

職支援活動の成果として挙げることは許されるであろう。ただし、こうした数字以上に重要なことは、学

生の将来的なキャリアにどれほど有効な支援がなされたか、また、そのための人材養成という課題がどれ

ほど達成されているか、にあろう。こうした観点からすれば、本学における就職指導上の長所として現時

点で掲げうるのは以下の点であろう。 

①進路支援プログラムでの教員との連携と大学生活の取り組みの指導強化を図ったことで公認クラブ・

サークル数および加入者の推移が表 10-6 のとおりとなり、人間関係形成能力の醸成や社会人基礎力（アク

ション・シンキング・チームワーク）について期待できる方向が出てきたと思われる。 
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②学生キャリア・アドバイザーによる活動は、3 年次生にとって、身近な存在である 4 年次生による就

職活動指導は、親近感から好評を得ている。それにとどまらず、この活動は、参加した学生個々に明確な

変化が現れる。仕事の意義とも言える「達成感」を自ら計画し実行した後に実感できるこの取り組みは、

就職活動を終えた後の学生に対する意義あるキャリア形成支援といえる。 

③学部インターンシップの導入にあたり、企業開拓やカリキュラムに関わる実務運営の相談など当該学

部の教員との連携がうまくとれ、キャリア開発育成における取り組みで重視される教員の理解が一部では

あるが進んでいることから「キャリア教育」での協働が進捗していると思われる。 

④民間企業において採用人事などの部署で経験を積んだ事務職員を中途採用したことによって、単に企

業サイドとの関係だけでなく、就職活動指導･キャリア支援など多くの面で実践的効果がみられるようにな

っている。 

 

［問題点］ 

内定率は極めて高い水準にあり、かつ、内定率および就職率の上昇はみられるものの、大学として把握

している就職率は 2005 年度では 79.5％である。就職希望カードを出さなかった学生が 2割近く、375 名あ

った。そのすべてが無業者となっていると判断することはできないであろうし、またその中には全学規模

で見て、卒業年次で 100 名以上存在する留学生が含まれている。 

したがって、問題点は、先に長所で示した傾向および教員との連携には順調に成果が見られるものの、

無業者になることが予見される者を始めとする全学生に対する把握がいまだ不十分な点、留学生への対応

も十分ではない点にあると考えられる。なお、これまで特に記述は行ってこなかったが、大学院生の就職

活動への支援に関しても不十分な点の存在することは、本学の大学院委員会でも指摘されている。 

インターンシップについては、近年希望者が増大傾向にあるが、受入先の不足という状況も存在してい

る。受入先開拓の努力が今後いっそう必要となるであろう。また、単位認定化が全国的な傾向にある中で、

本学ではまだ経済学部での採用にとどまっているが 2007 年度経営学部、2008 年度現代中国学部（中国で

の現地インターンシップをも含む）での運営を視野に準備作業に入っているものの、教学との関連、さら

には学部の教育理念との関連もあり、就職指導の観点からのみで判断することはできないが、全学的に今

後検討すべき大きな課題である。 

 

［改善の方法］ 

上記問題点の改善に際しては、単に就職指導を担当するキャリア支援課だけでは十分な成果を挙げるこ

とには限界があろう。とりわけ、進路登録カードを提出せず、窓口に相談に来ない学生に対しては対応の

しようがない。学生を最もよく把握しうる教員による学生への指導（就職面での）などの協力が不可欠で

ある。 

この観点からすれば、演習の必修化が強く望まれる。文学部、国際コミュニケーション学部、法学部な

らびに現代中国学部の演習（ゼミナール）はすでに必修であり、次いで経営学部経営学科の 3・4年次の演

習も 2007 年度から必修を予定されていることから、学生の育成状況の把握が現状より進み、したがって無

業者になることが予想される者の予見とそれに基づく対応も可能となるであろう。教員との連携が有効な

対処の前提であろう。 

留学生の就職活動への支援に関しては、出身国への帰国など留学生の側の事情も存在するが、日本での

就職希望がないわけではない。キャリア支援課として、企業へのこれまで以上の働きかけ等を含め、対応

を検討中である。なお、企業が求めるスキルの開発（とりわけ英語力の向上）は、単に留学生だけでなく、

他の学生にも求められるところであり、この点に関しては、名古屋校舎では 2006 年度から導入された（豊

橋校舎では 2007 年度から）TOEIC カリキュラムが成果を挙げるものと考えられる。 

インターンシップについては、2006 年度に入ってから「インターンシップ等教育推進ワーキンググルー

プ」が副学長（教学担当）のもとに設置され、答申を出すこととなっている。キャリア支援課もその議論

に関わることとなっている。機能面で言えば、カリキュラム設計とキャリア形成支援との連携（有機的結

合）の方策の検討が、運営面で言えばキャリア形成への教員のいっそうのコミットが、人材養成の理念の
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具体化のために検討されつつあると言えよう。 

なお他校舎にも共通することであるが、公務員対策講座の講義内容の強化以外に、教学部門とのいっそ

うの連携、具体的な公務員イメージ作りのために OB 公務員との交流および意見交換の場の設定、人物重視

での採用傾向に対応すべく、学内での模擬面接の強化を検討している。 

 

 

 

ｅ 課外活動 

 

［理念・目的・目標］ 

本学においても正課外教育（課外活動）の基本的理念は、社会人として必要な自主性・協調性・社会性

などを育成するための人格形成を行うことにある。そのため学生が主体的に行う学術・文芸・運動部など

の活動に積極的に参加することを勧めている。これらの活動に参加することによって自分自身の人格形成

に役立て、自立した社会人としての資質を身につける。 

本学では学生の自治会によって公認された約 130 の運動部や学術文芸団体などのクラブが日々積極的に

活動している。また未公認のサークルにおいても学生の自主的な活動を奨励している。本学全体としてみ

ると、近年は自治会公認の文化系クラブへの参加者が減少傾向にあるが、これに対して未公認のサークル

への参加者は増加傾向にあり、学生の活動への参加形態が多様化している。このように多様化した正課外

教育への参加状況においても、学生自身がより有意義な大学生活を送るために、いかにして教育効果を高

めていくか、その具体的な指導体制を策定して実施していく。 

 

［実態］ 

(1) 学生の正課外教育に対する組織的な指導、支援について 

① 豊橋校舎 

2005 年度現在、豊橋校舎には学生の自治会が公認した体育系 33 と文化系 41 のクラブがある。体育系

は運動部連合会（体育会）によって、文化系は学術研究連合（学研連）と文化芸術連合会（文芸連）に

よってそれぞれ組織されている。加入学生数は、体育系が 674 名、文化系が 1,117 名、合計で 74 クラブ

1,791 名となっている。2001 年度には、体育系はやはり 33 クラブで 743 名、文化系は 45 クラブで 1,142

名であった。これと比較すると、体育系はクラブ数こそ変わらないものの 69 名減少、文化系はクラブ自

体が 4減少し、人数も 25 人減少している。 

また、豊橋校舎にはこの他に学生自治会未公認のサークルが 14～20 団体ほどあり、これらをも含める

ならば、全部で 100 に近いクラブ・サークルが、日々活動を展開していることになる。ただし、近年の

傾向として、特定の団体に所属せず、授業が終わるとすぐに帰宅してアルバイトに励む学生が増加して

おり、また、クラブ活動に積極的に参加する学生と、比較的拘束力の弱いサークルを選ぶ学生との二極

化も進んでいる。 

クラブ活動の指導支援については運動部長協議会があり、日常的には校舎ごとの運動部長協議会が運

営を行っている。これは、各クラブの部長である教育職員が中心となって構成されるもので、対外試合・

合宿の引率、また練習指導などを行っている。この協議会を中心として、さらに学外者の監督・コーチ・

師範などを加えた指導体制をとっている。 

体育系では、すべての部に部長・顧問が置かれているが、その中に 2クラブ以上の部長・顧問を兼任

している者が 7名も存在し、中には 1名で 3クラブを兼任している場合すらある。文化系では部長・顧

問の存在するクラブは合計 14 で、体育系に比べ、学生の自主的な運営に委ねられている。ただしその中

にも、2クラブ以上の部長・顧問を兼任している者が 2名存在する。 

② 名古屋・車道校舎 

名古屋校舎・車道校舎では、2005 年度において学生自治会公認の 55 のクラブが活動しており、全学

生数（名古屋・車道校舎）の約 25％に相当する約 1,200 名の学生が所属し、正課教育では得られない人

661 



10 学生生活（学生生活への配慮） 

格形成および自主性・社会性の育成の場として大きな役割を果たしている。クラブは体育連合会（体育

会）と文化連合会（文化連）とに大別され、体育会のクラブ数は 31、加入学生数は 625 名、文化連のク

ラブ数は 24、加入学生数は 548 名で、2001 年度と比較し、体育会のクラブ数および加入学生数はほぼ横

ばい状態であるのに対し、文化連のそれは 8クラブ、約 150 名減少した。 

他方、学生の正課外教育に対する関心の多様化のため、クラブ以外に自治会未公認のサークルの数は

増えつつあり、現在 21 サークル 621 名、その他非加盟自治団体（愛大祭、新聞会等）6団体 342 名が活

動している。なお 2004 年度より、名古屋校舎から法学部 3年次以上の学生が車道校舎へ移転したが、ク

ラブ・サークルの主たる活動は名古屋校舎において行っている。 

クラブには、教育職員の部長または顧問を置いている。特に体育会のクラブのうち、スポーツ推薦入

学試験を実施する特別強化および強化クラブには、部長に加えて監督、師範、コーチ等を置き、部員の

正課および正課外教育における指導を行う体制を整えている。また、部長、監督、師範、コーチに対し

ては、対外試合や遠征引率の交通費、および日常指導の交通費・謝礼（学外の社会人コーチ等を対象）

を支給し、学生の正課外教育指導への充実を図っている。 

各クラブに対しては、各種補助金制度に基づき、対外試合における交通費・宿泊費、ならびに備品・

物品等の購入費の補助を行い、正課外教育の充実を図っている。2005 年度においては年額約 1,400 万円

の支援を行い、大学祭等の全学行事を含め有効に活用されている。 

2004 年度より、名古屋校舎では、法学部 3年次以上の学生が名古屋校舎から車道校舎に移転した。ク

ラブの主たる活動の場は名古屋校舎となっているために、2004 年度から 2005 年度まで、法学部 3 年次

以上の学生には、クラブ活動に参加する場合には、車道校舎から名古屋校舎へ移動するための交通費の

一部を補助し、法学部 3年次以上の学生の活動への参加を促している。 

現代中国学部は第 3セメスターにおいて、中国語を母語とする留学生を除く 2年次生全員が中国の南

開大学に留学し、語学研修「中国現地プログラム（必修科目）」を実施している。この留学期間中におい

ても、現代中国学部に所属するスポーツ推薦入学試験入学者が活動（練習）を続けられるようにするた

めに、南開大学およびその周辺の施設を借用できる体制を取っている。 

 

(2) 学生の正課外教育の国内外における水準状況と学生満足度について 

本学では、体育系・文化系を問わず、なるべく高い水準の活動を維持し、対外的にも高く評価される

ような活動を展開し、同時に、それらに参加する学生たち自身にも大きな満足を与えられるようにと、

さまざまな配慮をしている。たとえば、学生たちの活動に対する積極的な取り組みを支援するため、毎

年春には愛知大学後援会と愛知大学同窓会が表彰を行っている。 

2005 年度の愛知大学後援会課外活動奨励賞授与式、愛知大学同窓会奨励賞授与式においては、スポー

ツの部（団体）において 5団体が優秀奨励賞、13 団体が奨励賞、スポーツの部（個人）において 4名が

最優秀奨励賞、18 名が優秀奨励賞、38 名が奨励賞、マネージャー等の部において 3 名が奨励賞、学術・

文化の部（団体）において 1 団体が優秀奨励賞、8 団体が奨励賞、学術・文化の部（個人）において 7

名が優秀奨励賞、4名が奨励賞を、それぞれ受賞している。 

さらに、スポーツ競技能力に秀でた学生を受け入れるスポーツ推薦入学試験を実施し、この入学試験

による入学者は正課外教育の各クラブでリーダーシップを発揮し、クラブ活動の高度化および活性化に

大きな役割を果たしている。 

 

［長所］ 

(1) 学生の正課外教育に対する組織的な指導、支援について 

正課外教育が沈滞している現状に鑑みて、大学では、活動の活性化のためにさまざまな対策を講じて

いる。まず、それぞれの部の状況に応じて、教育職員が部長・顧問として指導にあたっている。指導す

る教育職員と指導される学生たちとの関係は良好であり、信頼関係で結ばれている。本学においては部

長・顧問が活動内容にあまり深く関与しないのが伝統であり、クラブ・サークル活動はおおむね学生の
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自主的な運営に委ねられている。このことは、活動が彼らの人格形成や人間的成長、組織のマネージメ

ント能力を育成する場として、大きな役割を果たしていることを意味する。 

そうした活動を支えるために、学生課では活動に必要な施設や備品の貸出しを積極的に行っている。

学生が合宿などに利用できる厚生施設として白樺高原ロッジがある。さらにこの他学外施設を利用した

場合には、一名 1回につき千円（一名年間 5泊を限度）の宿泊費補助を行って活動を支援している。 

本学では、体育会のクラブに対する支援体制が文化系のそれよりも手厚く整えられている。体育会の

クラブに対しては、これまでに述べた人的および経済的支援等の他に、学生部委員会の下に、教育職員

によって構成される運動部長協議会が設置されている。この運動部長協議会は、スポーツ推薦入学試験

入学者との懇談会を毎年開催し、体育会のクラブ参加学生（とりわけスポーツ推薦入学試験実施クラブ）

とのコミュニケーションを図り、有効な人的・経済的支援を行っている。 

名古屋校舎は、郊外に位置することに起因する通学環境上の問題、そして 2004 年度からの法学部 3

年次以上の学生の車道校舎移転によるクラブ・サークル参加学生数の減少の問題を抱えているにもかか

わらず、この 5年間における体育会のクラブ数および参加学生数が微減にとどまっているのは、これま

で述べたような種々の支援によるところが大きい。 

 

(2) 学生の正課外教育の国内外における水準状況と学生満足度について 

体育会に所属する各種の運動部の中には、団体的にも個人的にも、優れた成績を残しているものが数

多く存在する。概して、体育系ならばスポーツ推薦対象クラブ、とりわけ強化クラブといわれる硬式野

球部・弓道部・男子バレーボール部などは、全国レベルでも通用する高い実力を備えていると思われる。

中でも、硬式野球部はプロ野球選手を世に送り出している。こうした団体や選手の活躍は、本学の知名

度向上にも大いに貢献している。 

一方、豊橋校舎の文芸連の中では、舞踏研究会が全国レベルで通用する実力を備えていると思われる。

また学術文芸団体に所属するクラブの中にも、吹奏楽団や児童文化研究会などのように、日頃の練習の

成果を生かして地域社会のために貢献し、高い評価を得ている。 

 

［問題点］ 

(1) 学生の正課外教育に対する組織的な指導、支援について 

体育系の各クラブの部長は、原則として部員の指導、対外試合、遠征および合宿になるべく参加する

ことになってはいるが、実際には各種申請書類の承認手続を行う役割にとどまる場合がある。このため、

責任の所在が不明確で、危機管理体制が不十分な場合がある。また、1 名の教育職員が複数の運動部、

しかも活動の活発なクラブの部長を兼任している場合があり、時間的な制約や負担の過重、専門的な指

導の力量の面からも十分な指導ができないこともある。また、部長以外の監督・師範・コーチなど実際

の指導実務の担当者の多くは学外の社会人であり、週末など勤務のない休日等の指導に限られる。さら

にスポーツ推薦入学生の所属する強化クラブにおいてはより高いレベルの活動と成果が期待されている

が、その達成のためには優れた指導者の確保も必要であるが、実態は必ずしも十分ではない。 

文化系のクラブには、一部に部長・顧問が配置されてはいるが、体育系の場合と同様、各種申請書類

の承認手続を行うことが中心である。これらの実態から見ると、活動の指導状況は各クラブの活動形態

や担当者の実情によって多様であり、規程上も部長および顧問等の役割および責任が不明確である。指

導にあたる教育職員等の手当などが不十分なこともあって、ボランティア的な要素が強いのが現状であ

る。 

また、体育系のクラブの指導、運営に関して協議する組織としては運動部長協議会があるが、文化系

のクラブおよびサークルに関する指導、運営に関する組織が設けられていない。この他、活動に参加す

る学生の正課教育と活動の両立を支援する組織的な整備が十分でない。 

自治会未公認のサークルに対しては、顧問の配置といった人的支援、および学外活動における交通費・

宿泊費、ならびに備品・物品等の購入費等の経済的支援が行われていない。入学時に大学が委託徴収し
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た学友会費は、学生の自治という名の下で、自治会が認めたクラブに対してのみ配分支給されており、

サークルに対しては配分支給されていない。 

 

(2) 学生の正課外教育の国内外における水準状況と学生満足度について 

豊橋校舎の学生は豊橋市周辺以外の名古屋市周辺、岐阜県、三重県、静岡県から長距離通学をしてい

る者が多く 1時間から 2時間の通学時間を要する場合がほとんどである。したがって活動の時間的制約

も大きくクラブ所属型の活動に参加する学生が減少しつつある。一方活動時間や活動形態に自由で融通

のとれるサークル活動は参加学生の数も種類も増加しつつある。 

こうした状況の下で、歴史や実績のあるクラブたとえば硬式野球や弓道、バレーボールなどの強化ク

ラブを中心に国内の大学の競技大会などは優れた成果を獲得している。 

その他の多くのクラブ、サークルでは競技成績、勝利至上的な活動よりもそれぞれの目標を達成した

り、他大学等との交流を行う活動に重きを置く傾向にあるが、学生の自主的な活動としては満足度は高

い。 

また、文化系のクラブ、サークルでは各種の発表会や地域での行事などに参加したり、招待などによ

る活動においても成果の発表が多様に見られ、地域社会や関係団体などから高い評価を得ている。 

このように本学全体のクラブ、サークルを中心とした活動は、集団行動の規則に制約されない自主的

で多様な活動形態をとる傾向が強くなっており、これらの活動をどのように位置づけて指導、支援をし

ていくのか大学として明確な方針が必要である。 

 

［改善の方法］ 

(1) 学生の正課外教育に対する組織的な指導、支援について 

体育系のクラブの部長・顧問および監督、師範、コーチの役割と責任のあり方について、実際のクラ

ブ活動の実態を踏まえて、学生の主体的な取り組みを基礎としてより効果的な成果が達成できるように

改善を図る必要がある。運動部長の責任を明確にし、効果的な指導が可能な部長制の改善、および監督・

師範・コーチの充実を図り、学生の学業・生活における日常的指導・援助を行う体制を整備する必要が

ある。 

具体的には指導者の選任の方法についてそれぞれのクラブの活動に即した教員および学外の人材の配

置ができるよう手続や手当のあり方などについて改善を検討する。また規模が大きく活動が多様なクラ

ブ等においては、部長を補佐してより実際的な指導体制を整備するために、副部長制の導入などを検討

する。 

学生の活動は正課の学業と併せて学生生活を充実させるための重要な要素であり、組織的に指導、支

援することは教育指導の一環であることを全教育職員が理解し、多くの教育職員が活動の指導を進んで

担当する環境を整備する必要がある。 

教育職員にとって、クラブに携わることは、本来の教育研究および学内の諸委員会の責に加え、負担

がかかることは否定できない。しかし正課外教育は、人間形成、自己の可能性の発見、学友との交流等

の場として重要な位置を占めており、学生生活をより充実させるために、よりいっそうの理解と協力を

得る必要がある。 

また体育系の運動部長協議会の指導運営の組織体制の強化を図るとともに、文化系のクラブの顧問等

を充実させ、クラブ活動への日常的指導・援助を行う責任体制の構築を検討する必要があり、指導運営

についての情報交換や学生の活動を支援するための協議会の組織化を図る必要がある。 

さらに、クラブ形態を採らない学生の自主的で多様なサークル活動についても実態を把握し、多様化

する正課外教育への支援という観点から、より多面的に指導や支援が行えるよう学生部委員会を中心に

してその対応の仕方を検討し、人的および経済的支援が行われていないサークルに対しては、その支援

体制の構築を検討する必要がある。 

車道校舎については、法学部 3年次生以上の学生のみが在学するため、名古屋校舎と同様のクラブ・

サークルを別途運用することは困難であり、また学生間交流という観点からも好ましくない。2004 年度
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から 2005 年度まで行った車道校舎と名古屋校舎間との交通費の一部補助を、恒常的な制度として今後も

継続する必要がある。これとは別に、車道校舎にも新規のクラブ・サークルが発足する可能性はあり、

その支援体制を整備する必要がある。 

 

(2) 学生の正課外教育の国内外における水準状況と学生満足度について 

何よりまず、学生自身がより有意義な学生生活を送るためにも、活動への積極的な参加を呼びかけ、

実際に参加者を増やして行く必要がある。さらに、活動においていかにして教育効果を高めて行くか、

その具体策を策定して実施して行くことが課題である。そのためには正課外教育の意義を理解し自主的、

積極的に参加するよう計画的なガイダンスを行う必要がある。また、学生が正課の学業と活動を両立さ

せ、相乗効果を獲得できるような条件整備を図ることも必要である。 

さらに具体的な活動成果が競技成績となって現れやすい体育系の活動とともに、文化系のクラブ、サ

ークル活動についても活動実績を積極的に評価し、表彰を行うなどして計画的な活性化を促していく必

要がある。 

 

 

 

２．愛知大学大学院の学生生活 
 

ａ 学生への経済的支援 

 

［理念・目的・目標］ 

豊橋校舎では経済学研究科、文学研究科、（以上、修士課程および博士後期課程）と国際コミュニケーシ

ョン研究科（修士課程のみ）から構成される。名古屋校舎は法学研究科（博士後期課程のみ）の他、経営

学研究科と中国研究科（いずれも修士課程および博士後期課程）からなり、経営学研究科と中国研究科は

在籍者も多く、しかも外国人留学生が多いため奨学金の希望も多い。そのような学生が学業と研究に専念

できるように、各種の奨学金や奨励金を用意する。 

また、多種の奨学金に対しては、逐次掲示等で情報を学生に提供し、経済的な負担が研究、学習の妨げ

にならないよう配慮することを目標とする。 

 

［実態］ 

大学院では、以下の点について、整理・点検を行う。 

(1) 奨学金・奨励金 

学内奨学金としては、学費相当額を貸与する「愛知大学奨学金」、金融機関で教育貸付を利用した際に一

定の利子を給付する「教育ローン援助奨学金」を用意している（なお、外国人留学生については両者とも

対象外）。また、外国人留学生に限定して、「私費外国人留学生学習奨励金」を用意している。学内関連機

関では、財団法人愛知大学同友会から給付奨学金として年額 12 万円を、貸与奨学金として年額 25 万円を

用意している。 

学外奨学金としては主に独立行政法人日本学生支援機構奨学金、同私費外国人留学生等学習奨励費に毎

年応募し受給している。 

 

(2) 各種補助制度 

① 研究奨励金として、学業成績、研究成果が優れ指導教授より推薦のあった者に対して修士課程 1年

次在学者には 24 名以内 1名 5万円、博士後期課程 1・2年次在学者には 10 名以内 1名 8万円の図書券

を支給している。 

② 研究助成として、1 論文 3 万円、日本学術会議に登録している学会およびこれに準ずる学会の会員

である大学院生に対し、年 2 回、1 回 3 万円を限度として学会参加費を支給している。なお、学会報
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10 学生生活（学生生活への配慮） 

告者に対しては、1万円を資料参加費として追加支給している。 

③ 論文等複写費補助として年額 5,000 円分のコピーカードを支給している。また、本学以外の機関で

複写を行った場合も年額 5,000 円を限度として補助している。 

④ 本学大学院生協議会の発行する『愛知論叢』の刊行に際し、印刷費を補助している。 

⑤ 指導教授の承認を得て図書・文献を購入した場合、年額 1万円を限度に補助している。 

学内外の奨学金については、4 月のオリエンテーション期間中に説明会を実施。加えて、大学院履修

要項の中で各種奨学金、奨励金に関する規程の説明を記載している。募集時期には掲示にてお知らせを

している。 

 

(3) その他 

外国人留学生に対しては、私費外国人留学生授業料減免規程により、本学の授業料年額の半額相当額を

免除している。 

 

［長所］ 

奨学金、奨励金の種類が多岐に渡っており、学生の勉学・研究上の手助けとなっている。 

 

［問題点］ 

特に奨学金については、予算枠や、人数枠の設定があるため、必ずしも申し込んだ学生全員にいきわた

ることができない。 

 

［改善の方法］ 

今後院生に配布する諸資料を見直し、わかりやすいものを作成する。特に昨今外国人留学生の数が増え

ているため、それを意識した情報発信、資料作成に心掛ける。 

 

 

 

ｂ 学生の研究活動への支援 

 

［理念・目的・目標］ 

学生が研究を十分にできるように、学内の図書館・各研究所・施設などの利用をしやすくするとともに、

論文執筆に関する経済的補助と施設面の充実を図る。 

 

［実態］ 

院生の研究により客観性を持たせ、問題をより深く探求するために論文発表会を年 1 回実施している。

論文執筆に関する補助については、「学生への経済的支援」の項目にて記述したとおり。 

また、図書を借りる際、学部生は 10 冊 2 週間が限度だが、院生は 30 冊 2 ヵ月を限度としている。加え

て一人 1 台ずつ共同研究室の中にデスクが与えられており、部屋の鍵の管理については院生に任されてい

るため、四六時中利用することができる。 

各種研究プロジェクトへ学生を参加させ、その分野の最高水準を体験させ、彼らの研究能力を高め、学

会への出席や発表などもしやすい条件を整備する。 

 

［長所］ 

図書については、3 校舎 145 万冊の蔵書があり、希望すれば別校舎からすぐに取り寄せることが可能。

学部生よりも多くの資料を長く借りることができる。情報メディアセンターでは、3 校舎に 1,000 台のパ

ソコンが LAN に接続している。大学院の共同研究室近くにパソコンが設置してあるため情報メディアセン

ターに行かなくても資料の検索が可能。学内論文発表会においては、他研究科院生と合同で開催するため、
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院生同士で意見交換することにより、論文作成の新しい糸口が発見できる場合がある。 

 

［問題点］ 

実際に公的刊行物への執筆投稿が盛んとは言えない。論文発表会に参加する者も少ない。 

 

［改善の方法］ 

院生への PR 方法の強化、指導教員から院生に周知徹底させ公的刊行物や各種論文作成について積極的に

指導する。 

 

 

 

ｃ 生活相談等 

 

［理念・目的・目標］ 

学生が心身ともに健康でかつ人権を保障し、充実した学生生活を送れるようにする。また、本学の学生、

教職員一人ひとりの人権を尊重し、誰もが安心できる就学環境を築き、ハラスメント防止を図る。 

 

［実態］ 

学内に、保健室、学生相談室を置いている。 

健康相談、応急的なけがの処置、簡単な検査、病院の紹介などを実施。また、各部署と連携して学生生

活に関する情報の共有を行う。 

毎年 4月に全学年を対象に健康診断を実施。学生相談室においては、修学上の問題、進路に関する問題、

心身や対人関係の問題、その他様々なトラブルに遭った場合の相談に乗る。保健室には週 1回校医が詰め、

専門的な相談にも対応している。学生相談室では精神科医、臨床心理士が相談員として定期的に詰めてお

り、各種の相談に対応している。 

正課中および活動中に被った傷害については、学生災害傷害医療費等給付規程を設け、治療費などを補

助している。 

また、健康増進法施行にともない、学内に「禁煙プロジェクト」を発足。学内での喫煙場所を限定して、

決められた場所以外で喫煙していないかどうかパトロールを実施している。 

ハラスメントに対する措置として、本学では、2000 年 4 月にセクシュアル・ハラスメント防止ガイドラ

インを制定し、同年セクシュアル・ハラスメント防止人権委員会規程、セクシュアル・ハラスメント相談

窓口に関する規程、2004 年セクシュアル・ハラスメント防止人権委員会コーディネーターによる実態調査

規程を制定した。上記規程に基づき、各校舎、各組織に相談員、相談窓口を設けている。「セクシュアル・

ハラスメント」防止に関するパンフレットを作成し、新入学生に配布している。 

 

［長所］ 

各種の学生相談については、学生相談室と保健室とが連携し、場所も隣接しているためプライバシーを

守りつつ学生の悩みに対応することができる。 

 

［問題点］ 

大学院生が実際に学生相談室を利用しているという実績が少なく、問題がないから利用が少ないのか、

問題があるが利用していないのかなど実態がよくわからない。 

また、各種補助制度についても利用が低い。 

ハラスメントに関しては、「セクシュアル・ハラスメント」関係の規程しか整備されていない。「アカデ

ミック・ハラスメント」等他のハラスメントにも対応を考える必要がある。 
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［改善の方法］ 

教職員としてもカウンセラー的な研修を受け、学生の様々な問題に対して学生相談室、保健室と連携し、

情報交換を強化していく。 

ハラスメントに関しては、「セクシュアル・ハラスメント」以外の規程については、今後全学的に規程を

検討していく余地がある。 

 

 

 

ｄ 就職指導等 

 

［理念・目的・目標］ 

学生が習得した研究方法や研究成果を生かせる進路指導を行う。 

 

［実態］ 

官公庁でのアルバイトを奨励し、人脈の有効活用を図っている。本学における非常勤教員を可能なかぎ

り斡旋している。公募情報を迅速に伝えるとともに、公募には積極的に応じるように勧めている。 

 

［長所］ 

修了後、公募により大学や研究機関の専任教員として就職したものも数名おり、本学のみならず他大学

の非常勤教員として採用されている者も少なくない。また教育機関（小学校から高等学校）の教員として

勤務している者、愛知大学綜合郷土研究所研究員として研究活動を継続している者もいる。学内で TA 制度

を設けており、学生が教育者として身に着けるべき初歩的なことを教員から学ぶことも可能である。 

 

［問題点］ 

在学中の努力と成果にもかかわらず、適切な就職先がなく、学生に与える心理的不安は深刻である。単

なる個人の問題としてではなく大学院および大学全体の問題として受け止めるべきである。 

また、車道校舎における経営学研究科社会人リフレッシュ・コースにおいては、すでに職に就いている

者ばかりであるため、彼らに対する就職指導をどうするのか、また、仕事と学業との両立をどのように果

たしていくのかという点についても、大学としてよき指針を示せるよう検討が必要である。 

 

［改善の方法］ 

本研究科を修了した者に対して、大学教員、研究機関職員や高等学校教員等、学歴や資質にふさわしい

就職を可能な限り支援する。 
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１．愛知大学の管理運営 
 

（１）教授会 

 

［理念･目的・目標］ 

教授会は、教学業務の中心をなす組織であり、その代表者である学部長が構成員となる学内理事会およ

びその選出にかかる委員を中心に構成される大学評議会と連携・協力し、大学の管理運営組織の一翼を担

う。そのため、教授会には本学の社会的使命を達成するための権限と責任が課せられる。 

 

［実態］ 

学部教授会（短期大学部教授会を含む。）は、各学部に所属する専任の教授、助教授、および講師をもっ

て組織され、学部長が議長となり、少なくとも毎月 1 回例会を開催される。会議は、構成員の過半数（教

員人事に関しては 3 分の 2）の出席をもって成立し、議決にあたっては出席者の過半数（教員人事に関し

ては 3分の 2以上）で決することとしている。（なお、教員の昇格審査については、教授の場合は教授以上、

助教授の場合は教授および助教授で構成される教授会で審議･決定される。） 

学部教授会の決議事項は、それぞれの学部に属する事項について、次のとおりである。（学則第 12 条な

らびに教授会規程第 7条） 

① 教育課程及び授業の計画、実施に関する事項 

② 学生の入学、退学、転学部、転学科、休学及び卒業に関する事項 

③ 学生の指導及び賞罰に関する事項 

④ 教員の人事に関する事項 

⑤ 学則に関する事項 

⑥ 法令並びに学校法人及び大学の諸規程において、教授会の議を得ることを要すると定められた事項 

⑦ その他、学部の教学に関する必要な事項 

これらの規程で定められた諸事項について、学部長は必要に応じて内部委員会を設置したり構成員以外

の者の出席を求めたりして教授会において審議･決定を行っている。また、上述の諸事項が他の学部に著し

く関連があるときは、教学委員会や大学評議会の議に付するものとされている。 

教学委員会は、本学の重要な教学事項を審議し、教授会に提案することを目的として設置された委員会

であり、教学部長、各教授会の教学主任および共通教育科目運営組織選出の 3 名から構成されている。ま

た、大学評議会の構成は、学長・副学長・事務局長・学部長・教学部長等以外に全学部教授会から各 2 名

（短期大学部は 1名）、事務職員から代表 3名の選出委員から成る。各委員は、各単位の意見を大学運営全

体に反映させたり、大学評議会での全学的審議・決定に加わり、その審議内容を各単位に伝達する重要な

役割を果たしている。 

以上が諸規程で定められている本学の教授会（短期大学部教授会についても、基本的には、学部教授会

に準ずる。）の概要である。なお、2005 年の私立学校法の改正・施行にあわせて、学部全体にわたる教学

問題の審議・調整機関としての連絡教授会が廃止された。これは、大学においては、「教学問題と経営問題

は不即不離の関係にあり両者を統合的に議論した方が審議の効率性の観点からも好ましい」ということで

評議会と統合し、新たに大学評議会を発足させた結果である。この際、教学の担当部署からの代表者が大

学評議会に加わるのが良いということで教学部長をその構成員に追加し、教学問題の審議に遺漏がないよ

う配慮した。 

 

［長所］ 
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教授会の実際的運営は、ほぼ規程どおり真摯な態度で行われており、期待される教授会の役割（教学活

動の中心組織として権限と責任）が、「学部自治の精神」に則り適切に果たされている。 

 

［問題点］ 

以下のような問題点が指摘できる。 

①規程上定められた教学上の決議事項が多岐に渡っており、広く経営問題と分離不可能な関係にある場

合がある。このような問題について、固有の教授会審議（基本的には、教学事項）を超える議論が行われ

ることがある。もちろん、議論そのものは否定される必要はないが、全学的・経営的問題についても学部

利害の観点から議論され、徒に、審議を混乱させることがある。意思決定プロセスを再点検し、審議が適

切な場所で効率よく行われるシステムを確立する必要がある。 

②学部長は本学の法人理事（理事会構成員）でもあることから教授会議長としての学部長のリーダーシ

ップのあり方に関してこの制度に由来する問題が生じる。すなわち、大学全体と個別教授会という二重の

立場での身の処し方、見解の整理が非常に難しい。殊に、本学では学部長全員が理事となる体制をとって

いるが、全学的視点から大学運営に専門的にあたる副学長（常務理事）制度が動いている状況の中で、学

部長は理事（大学全体的な経営責任者の一人）でありながら、むしろ学部利害を志向する判断・行動を行

うことが多々ある現実を見るとき、制度上、こうしたジレンマ（全体と個別の利害対立）を解消すべき手

だてを考えなければならない。なお、これらの問題点については「11－３．意思決定」で触れる。 

 

［改善の方法］ 

基本的には、大学経営の法的･実質的な在り方についての全学的な姿勢を確認し、諸関連規程を整備し、

管理運営組織の改定へと繋げていく作業が必要であろう。 

 

 

 

（２）学長、学部長の権限と選任手続 

 

［理念･目的・目標］ 

本学の目的達成のために、所定の学部･学科等を置くと同時に、その執行責任者として学長・副学長・学

部長を置く。学長・副学長・学部長は、透明性ある公正な手続を通じて選任されなければならず、それら

の職務に関する権限行使および義務負担に関しては、明文規程に基づかねばならない。また、議決機関お

よび諮問機関との適切な連携関係を維持するとともに、権限委譲の相当性が担保されなければならない。 

 

［実態］ 

本学では、教職員の協力の下に教学・経営が一体となった形で創立が実現したという経緯から、教学・

経営一体の大学運営を志向している。それゆえ、学長が理事長を兼任し、また副学長・学部長全員が理事

となる体制をとっている。これが本学の特徴である。 

選任手続、権限等の各職位についての状況は以下のとおりである。 

(1) 学長（兼理事長） 

本学における学長（兼理事長）の選任は、学長選挙規程および同施行細則の定めに基づき行われている。

1950 年に規程が制定され、以降 1979 年に全文改正および細則の制定、1990 年の一部改正を経て 1995 年に

は学長の任期、被選挙人の年齢制限、投票方法の変更等を含む大幅な改正がなされ、今日の規程･細則を形

づくっている。その概略は以下のとおりである。 

① 任期は 4年とし、1回を限度として再任を妨げない。 

② 学長選挙は、学長候補者選挙（得票順に上位 5名選出。）及び学長決定選挙（有効投票の過半数にて

選出。なお、教職員間の得票算定基準を同施行細則に定める。）の順に行う。 

③  選挙人は、休職中及び海外研修中の者を除く専任の教職員の全員とする。ただし、教員と事務職員
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との間に一票の重みに差が設けられた票計算方式となっている。 

④ 学長選挙に関する事務を管理するために学長選挙管理委員会（各学部教授会選出委員 1 名及び各校

舎事務職員選出委員 1名から構成。）を設置する。 

また、権限については、学長は同時に理事長でもあり、教学的に大学を統督し、他方で法人を代表し法

人業務を総理することが規定されているが、上述したように、選挙制度に現れているように、その選任が

民主的決定により行われ、学長権限が独自のものではないところが大学運営に当たっての限界を生み出し

ている。また、前述したように、学長は経営・教学全般にわたる問題について権限と責任を有するが、そ

の業務の補佐体制としては、副学長（2 名）以外に大学方針を検討する直属のスタッフとしての「基本構

想推進本部」を持ち、その長として企画・提案作りを行っている。 

 

(2) 副学長 

副学長制度は、2000 年 11 月に制定され、副学長（常務理事） は、本学の専任教職員の中から、学長が

推薦し、学内理事会および、大学評議会の承認を受け選任（2 名以内）される。その任期は 2 年とし、経

営・教学に関する学長・理事長の職務を補佐する職務を負う。 

前述した学長・理事長兼任制度から派生する学長の多忙性を部分的に解決したのが、2000 年の「副学長

制度」の導入である。この副学長制度は、多忙な学長･理事長職を補佐し、必要に応じ学長職の代理・代行

を担うものとして発足した。 

なお、両副学長を補佐する体制として、教学問題の検討スタッフとして教学プロジェクト（4名）、経営

問題の検討スタッフとして経営プロジェクト（3名）が置かれている。 

 

(3) 学部長 

学部長選挙は、それぞれの教授会にて定められた選挙規程に基づいて行われており、学部による特色が

見られるが、概ね以下のとおりである。 

① 学部長は、教授の中から専任の教育職員全員による投票により選出される。 

② 当選者は、選挙権総数の 3分の 2以上の投票により、選挙権者の過半数の票数を受けた者とする。  

③ 選挙の方法は、郵送投票を認めた無記名投票で行われているが、近年は投票日を定め、教授会にて

無記名 投票で行われるケースも増えている。 

他方、権限については、教学的に学部を総轄しつつ、他方で法人の理事として理事長を補佐し法人の業

務を掌理する。 

 

［長所］ 

以上、学長･副学長ならびに学部長の選任についての概略を示したが、それぞれが基本的には、組織構成

員や教職員の総意を反映させる形がとられ、民主的な精神は貫徹されているといえる。 

2000 年に新設された副学長制度は、専属スタッフおよび事務局の協力を得ながら相当の成果を示してき

たが、同時に、理事としての学部長の職務が緩和され、各学部における教学問題により多くの時間を割く

ことができるという効果をももたらした。 

なお、学長、副学長、学部長等の稟議上の職務権限については、2002 年 12 月から「職務権限基準」に

て詳細に定められているが、実務遂行におけるこの基準の妥当性を勘案しながら不都合があれば常に見直

していくという姿勢が重要である。 

 

［問題点］ 

学部長選任については、基本的に、各学部の合意のもとに自律的に行われており、さしたる問題は存在

しない。 

他方、学長選任に関しては、これまでも何度か見直しが行われてきたことが物語るように、今なお幾つ

かの問題が存在する。以下指摘されている問題点を挙げれば、 
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①まず、学長は、同時に、法人を代表する理事長でもあるという兼職の問題である。私立学校法では、

理事会は学校法人の業務（「業務」というのは、学校法人の目的とする事業を達成するために必要な一切の

事項を指す）を決することになっているが、その長である理事長選挙に理事会が関与しないという制度に

ついて検討する時期に来ているのではないか。理事長と学長という業務の性格を異にする職務を同一人物

で全うすることの是非をも検討すべきである。 

②次に、教員･職員間の一票の重みの違いの問題である。この考え方は「学長＝理事長」制度に代表され

るように大学が教学的思考を中心に運営されていた時代の遺物であり、今日のような経営意識が不可欠に

なり、所定の目的を達成しようとするとき全教職員が一致団結し協力して事に当たらなければならない状

況下では責任を自覚させるという意味でも、さらに学長選挙は同時に理事長選挙であるという形式的な論

拠からしても全構成員に同等の投票権を与えるべきであるとの強い意見もある。 

③最後に、副学長の補佐体制に関する問題である。前述したように副学長は経営・教学に係わる非常に

広範な業務を行っているが、副学長固有の責任権限が規定されていない。このことは、副学長の活動の制

約となり、十全の成果が得られる体制とはいえない。また、その補佐体制として専属スタッフ(基本的には、

教職員の兼職スタッフからなる。）からの支援を受けているが、最終的には副学長の個人負担が過重となる

状況にある。これに対しての専属スタッフを置くとか、学部長・理事との役割分担を促進するなどの措置

を講ずる必要がある。 

 

［改善の方法］ 

理事長･理事でもある学長･学部長の権限と責任は、法人と教学の両面にわたり定められている。副学長

については、経営と教学にその職務分野が分けられている。このような学長･学部長の職務の二面性は、物

理的な意味での多忙性だけでなく、判断基準に二重傾向が生まれて協議が錯綜し易く、ひいては意思決定

の迅速さを阻害する一因ともなっている。大学の経営環境の変化、大学の規模の拡大等の状況の中で依然

として「法人と教学の混在体制を継続するのか」、その当否を今後の管理運営組織の見直しの中で抜本的に

再検討していく。 

 

 

 

（３）意思決定 

 

［理念･目的・目標］ 

大学の建学の精神およびこれから派生する諸目的を達成すべく諸課題を探索し、その解決を図っていく

ことが、意思決定システムの究極の目的であり、その適切性が担保されなければならない。 

 

［実態］ 

大学運営に関わる業務について述べる場合、通常、経営と教学という分け方をする。もちろん、これは 

表裏の関係にあり、明確に区分することは難しい。しかし、教学・経営の両側面で審議箇所・段階を特定

することで審議の推進をはかり、意思決定の集約段階において、しかるべき全学的機関で総合的に判断し

ている。 

(1) 教学についての意思決定プロセス 

教学に関する審議は、主として、個別問題については、当該学部や大学院等の教学組織単位での審議機

関である教授会や大学院委員会で行われ、その審議結果は、上位機関である常任理事会・学内理事会・大

学評議会の了承を受け、ほぼ最終決定となる。もちろん、その審議の過程で関連する各種全学的委員会（教

学委員会等の全学的委員会ならびに学部内委員会）のサポートを受ける。また、全学的な共通問題につい

ては、むしろ、基本構想推進本部（常任理事会の諮問機関）あるいは学務委員会（大学評議会内部委員会）、

各種全学的委員会（教学委員会、入学試験委員会、学生部委員会、就職委員会等）から発議があり、常任

理事会、学内理事会そして大学評議会と審議を進め、この段階でほぼ最終決定とされるが、重要な学則や
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寄附行為等に関わる重要な問題については、最終的に法人理事会にて決定される。この間、必要があれば、

各審議段階から教授会等の意見を聴取し、審議を深めていく。 

 

(2) 経営についての意思決定プロセス 

経営に関する審議は、基本構想推進本部あるいは経営に関する各種全学的委員会（大学評議会内部委員

会としての財務委員会、施設建設委員会等）から発議され、常任理事会、学内理事会（教授会）、大学評議

会と審議を進め、法人理事会において最終決定がなされる。この審議過程においても、重要な経営上の問

題については、教授会に報告され、意見を聴取し、審議を深めていく。 

なお、経営･教学の審議･決定プロセスに関する各機関の職務権限は、2002 年 12 月に制定され、2005 年

に改正された「職務権限基準」に定められている。 

 

(3) 学内理事会･大学評議会の機能 

以上の大学業務についての審議･決定に強く関わる組織として学内理事会、大学評議会が存在する。周知

のとおり、私立学校法に定められている管理運営機関としては、理事会（審議･決定機関）、理事長（代表

権）、監事および評議員会（諮問機関）がある。これに対して、本学ではその設立の経緯から法に定める諸

機関からなる体制を制度上とりながら、実質的には、理事会の下に、学内理事会、大学評議会等を置き、

大学の全般にわたる提案および執行ならびに教学に関する事項の連絡調整についても責任を負う形をとっ

ている（2002 年の管理運営組織の見直し）。要するに、この法人と大学という諸機関の関係については、

2002 年および 2005 年の管理運営組織の見直しの中で、法的管理運営制度と運営実態とのギャップを「両

者の審議・決定項目の整理」という形で規程を改め、予算や事業計画などの大学業務の重要事項について

は、理事会が学内理事会や大学評議会の提案を受けて決定権限をもつことを明確にするとともに、その他

の大学業務については理事会からの権限委譲をうけて学内理事会･大学評議会が決定できることを職務権

限基準の中に明示することとした。ただし、大学運営は、提案権をもち相当の権限委譲をうけた学内理事

会、大学評議会が中心となっていることには変わりはない。 

なお、これらの意思決定プロセスの概略は図 11-1 のように表しうる（矢印は審議プロセス、点線は組織

関係を示す）。 
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図 11-1 意思決定プロセスの概略 

673 



11 管理運営 

 

［長所］ 

従来の学部長会議･評議会（主として、経営問題を扱う）、連絡教授会（主として、教学問題を扱う。）と

いうシステムと比べたとき、以下の効果が得られている。 

① 学内理事会では、まだ、不十分ではあるが、各理事（学部長）が理事としての自覚を持ち始めた。 

② 大学評議会については、経営問題・教学問題を相互関連的に総合的に扱えるようになった。 

 

［問題点］ 

現行の学部長よりなる学内理事会、それに教授会選出委員等を加えた大学評議会を中心とする管理運営

システムは、民主的で公平な論議がなされ、最高学府としての大学に相応しいように思われる。しかし、

昨今の厳しい環境変化の中で競争に打ち勝つ合理的かつ迅速な対応をしていくには、特に、経営問題に関

しては、全学的な経営問題の審議議決機関である大学評議会における審議を優先し、意思決定と実践を行

うことが必要である。言うまでもなく、教学組織としての大学である以上、教学的視点は欠かせないが、

それは、あくまでも、学生･社会への良質なサービスの提供という大学経営の目的との関わりで重要になる

のであって、この目的達成のための経営行動を拘束したりゆがめたりするものであってはならない。 

このような観点からすると、前述の本学意思決定システムには、前回の管理運営組織の見直しで一歩前

進した。しかし現在の管理運営体制では、経営教学混在の形での審議が行われているため、更なる見直し

を進める必要がある。学外者をも含む理事会と学内諸機関との審議事項についての再確認はもちろんのこ

と、学内的審議においても、教授会と審議議決機関（大学評議会）と提案・執行機関（常任理事会、学内

理事会）との関係について再整理する必要がある。 

 

［改善の方法］ 

学内審議において、「経営（大学評議会）と教学（教授会）の分業」いうキーワードを更に反映した管理

運営組織を実現するための、組織の見直しを再度進めるべきである。 

経営と教学の分業の考え方には、経営の迅速化･合理化に加えて、副次的に、① 教育職員の研究教育へ

の集中による研究･教学の質の向上、② 事務局への職務分担と責任感を高めることによる事務職員の人材

育成と言った効果も期待できる。 

これらの理念を実現するためには、本来大学が期待する教員像･職員像を確認し、この観点からの「教員

評価･職員評価制度」を確立し、事務局との適切な職務分担を明確にし、教職協働の方向付けを明示化する

ことが必要である。 

 

 

 

（４）評議会、「大学協議会」などの全学的審議機関 

 

［理念･目的・目標］ 

学校法人の円滑な運営を図るために、学内理事会、全学的審議機関である大学評議会を置き、大学自律

の精神に基づき、理事会への提案事項の審議、および理事会から委譲された事項につき審議･議決を行う。 

 

［実態］ 

学内理事会は、理事長、常務理事（3名）、理事 7名（短期大学部長を含む学部長）から成り、常任理事

会からの提案を受け、大学評議会への提案策定を図る。 

大学評議会は、学長＝理事長を議長とし常務理事 3名（経営・教学担当副学長、事務局長）、理事 7名（各

学部長）、大学院長、専門職大学院長、教学部長（2 名）、本部事務部長、学部教授会選出委員各 2 名（短

期大学部は 1名）、校舎事務局選出各 1名により構成され、大学業務全般の基本的事項について審議・議決

している。 
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「（３）意思決定」でも述べたように、本学の全学的審議は、経営問題ならびに教学問題ともに、常任理

事会･学内理事会の提案を受けて大学評議会を中心に行われる。大学評議会は、法人理事会から権限委譲を

受けた基本的事項を決定し、大学業務の重要事項については、法人理事会への提案を決定している。 

創立の経緯から本学では、極力、民主的･自律的な大学運営がとられてきた。これは、教授会等の全学的

意見をできる限り聴取し、これを各組織単位から選出された委員から成る審議機関（大学評議会等）で審

議し、全学的合意を取り付けていくという形である。したがって、審議の途中に、学内組織単位と意見交

換をして意見を摺り合わせていく必要が頻繁に生じた。また、各組織単位の意見は全学的観点より各単位

の利害を優先させる傾向がしばしばみられるため、取りまとめは少なからず困難である。このシステムは、

非常に民主的だが、実は、時間と労力という観点からは非常に無駄が多いうえに、意思決定のタイミング

（適時性）を逸する危惧さえ含んでいる。 

昨今の私立大学を取り巻く厳しい環境変化、競争的環境の中で積極的な政策を実現するためには、一定

の権限集中がなされた体制の中で迅速な意思決定と行動が不可欠である。 

このような認識の下に、管理運営組織の見直しの議論は、1993 年ころから行われてきたが、実を結ぶま

でには至らなかったのが事実である。こうした状況の中で、2000 年の「副学長制度」の導入を契機に、管

理運営組織の見直し論議が一気に加速した。この副学長制度は、多忙な学長（理事長）を補佐し、補佐ス

タッフ、事務局の協力を得ながら経営および教学に関する学長職務の補佐･代理代行を行うものとして設置

された。その後さらに経営担当副学長を中心に管理運営組織の見直しが検討され提案された。その主旨は、

以下のとおりである。 

① 問題の提案・審議･決定というプロセスをより形式的にも実質的にも鮮明にし、本学の伝統（自律的運

営）をも生かしつつ、迅速な意思決定を実現するために、法人理事会（法制上の組織）に加えて、学内

的に、政策の企画･提案組織である常任理事会、および、学内の実質的審議機関である学内理事会（旧学

部長会議に対応）を設置した。 

② これまで、教学問題の全学的審議･決定は連絡教授会で行われ、経営問題は評議会で審議される形をと

っていた。表裏一体の関係にある教学・経営諸業務を一定の考え方で分別し、別々の組織で審議するこ

とは、時間と労力の無駄であるばかりか、実質的審議がかみ合わない場合、余計な処理手続（審議の繰

り返し・調整）に神経をすり減らすことを余儀なくされる。 

このような問題を解消し、審議をより効率化し、意思決定を迅速にすることを狙いとして連絡教授会と

評議会を統合し大学評議会を設置し、大学の諸問題について経営的側面だけでなく教学的側面をも併せた

視点での審議を実現した。なお、大学評議会での教学的観点からの審議を保証するという意味で各校舎の

教学責任者である教学部長をその構成に加えた。 

 

［長所］ 

① 教学・経営問題を網羅的に取り扱うことにより、大学評議会審議の見通しが良くなり、構成員の問題

把握もより総合的になり、審議の効率も高まった。 

② 学内理事会、大学評議会ともに，所期の目的、すなわち、「学部長の理事としての意識を高め、大学業

務を経営と教学の両面から考える。」という審議のあり方が浸透・促進されつつある。 

 

［問題点］ 

全学的な利害よりも各組織単位の意見が優先されるといった学部利害のデメリットがある。これを解消

するためには以下の問題点を指摘できる。 

① 学部を超える問題も学部教授会で議論している。 

② 学部教授会が深く経営問題にまで関わっている。 

 

［改善の方法］ 

前述した問題点について、以下のような方向で今後検討を進める。 

① 学部を超える問題は、学部教授会で議論せずに大学評議会で審議する。 
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② 学部教授会が深く経営問題にまで関わらないようにする。また、学部教授会で議論を行うのであれば

学部の利害を超えた判断を必要とする。 

そのためには、学内組織単位間の意見交換を含めた意思決定システムを再点検することに加えて、各教

授会からの代表者である学部長が構成員となる学内理事会およびその選出にかかる委員を中心に構成され

る大学評議会について、学部の利害が深く入らないように構成を見直すなど再考の余地があるといえる。 

また、こうした学内の全学的審議機関は、大学業務が教学サービスの提供を目的としていることから、

教学業務の直接的担い手である教員が、それらの委員会の構成において高い比率を示している。したがっ

て、委員会審議も教員主導で教学問題にウエイトを置いた形になっている。経営問題は言うに及ばず、教

学問題についても、その重要なスタッフとしての事務職員の存在を評価し、それに値する構成、審議の進

め方を考えなければならない。 

 

 

 

（５）教学組織と学校法人理事会との関係 

 

［理念･目的・目標］ 

教育基本法、学校教育法および私立学校法に従い、学校を設置し教育研究を行うことを目的（学校法人

愛知大学寄附行為第 3 条）として役員（理事、監事）置き、理事をもって組織する理事会を置く。理事会

と学内の意思決定機関（常任理事会、学内理事会、大学評議会および各教授会）は、教学と経営の両面を

視野に入れて、相互に連携協力し適切な機能分担に努める。 

 

［実態］ 

本学には、6学部教授会、1短期大学部教授会、および 2専門職大学院教授会が置かれている。これらの

教授会は、学部長選挙規程のように、愛知大学学則に定められた事項を踏まえ、その枠内で必要に応じて

教授会の合意の下に弾力的な運営を行い、独自性をも発揮している。ただし、経営的財政的には全学的拘

束を受ける。また、大学評議会は、学校法人愛知大学の円滑な運営を図るために、経営･教学両面について

の基本的事項（大学評議会規程第 5 条）を審議して理事会に提案し、理事会より権限委譲された事項（大

学評議会規程に係わる了解事項）については審議決定をしている。 

他方、理事会については学校法人愛知大学寄附行為において以下のように定められている。 

① 理事会は、理事長を含む 15 名以上 19 名以内の理事をもって組織される（同寄附行為第 5条）。 

② 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の遂行を監督する（同寄附行為第 14 条）。 

③ 理事長には学長をもってこれにあて、理事会の議長となり、その議事を総括する（同寄附行為第 7

条、第 14 条）。 

なお、寄附行為では、この法人の業務および財産の状況を監査するために「監事」を置き、理事会に出

席して意見を述べることができるとする一方、理事会の諮問機関として「評議員会」を組織し、理事長な

いしは理事会からの諮問事項に対応している。特に、2004 年の私立学校法の改正では、監事、評議員会の

役割が明示され強化されたが、本学でもこの改正に併せて寄附行為の改正がなされた。 

 

［長所］ 

本学の理事会は、理事長（学長）が主宰し、理事（最大 19 名）の内、11 名が学内者により構成されて

いることから、特別な事情が無い限り、学内での合意事項が了解され、理事会と学内組織との摩擦は少な

い。これは、建学以来の自律の精神と努力の賜物であると評価できる。 

 

［問題点］ 

他方で、大学を取り巻く環境が厳しくなり、いわゆる「経営意識」を持った大学運営を余儀なくされる

昨今では、幾つかの問題点が指摘できる。 
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① 現在の理事会構成員の枠（19 名）に関して、 

ａ．学部長（7名）が自動的に理事となること。 

ｂ．大学創立当初の経緯を配慮した法人以外の学識経験者（6名）が理事会の承認の下に理事となる。 

 と言うように、19 名中 13 名が兼職としての理事となっている。 

② 個人的経営資質とは無関係に理事が選任されるというシステムに問題がある。これからの大学経営

を考えるとき、また、理事会の実質化を探っていくのであれば、この問題を真剣に検討すべきである。 

③ 理事会開催の頻度に関する問題である。これは、理事会の実質化の方向とも関係する事柄である。

現在、理事会は予算･決算の承認を中心に年 4・5 回開催されているが、これからの大学経営を考える

とき再考の余地がある。 

 

［改善の方法］ 

前述したような問題点については、以前から指摘があったが今日まで触れられてこなかった。その最た

る理由は、大学自治の名の下に学外者の影響を最小限に留めようとする大学内の意向である。私立大学と

いえども公器としての大学であることを考えたとき、学外者の意見をこれまで以上に採りあげ、学内審議

を検証することが必要であると思われる。大学に係わる法的制度もこの方向を示唆している。こうした問

題を解決するために、 

① 学内理事については、学部長に限定せず、全学的見地から適任者を選任する仕組みを考えるべきで

ある。 

② 学外者についても、特定のポストの人を選任するのではなく、これも含めて広く理事としての適任

者を探す努力をすべきである。 

③ 理事会の開催回数を増やし、もう少し理事会開催を日常化することを考えるべきである。 

④ 最後に、本学の永年の慣行（学長の理事長兼務制）に終止符を打つことを検討する時期に来ている。 

これらの問題は、本学永年の慣行であり、本学の特徴とされてきたことを思うと、その改正は非常に難

しい問題とは思われるが、今や大学経営は教学業務の片手間で行えるような状況ではない。もちろん、大

学は教学業務を生業としているのであるから教学専門家集団としての学内教学組織の知恵を重視する姿勢

は保証されなければならないが、経営機能の強化こそ焦眉の急というべきであろう。 

 

 

 

２．愛知大学大学院の管理運営体制 
 

［理念・目的・目標］ 

大学院の管理・運営が合理的に進められる組織を構成員の協力を得る形でつくり、その機能を発揮する。 

 

［実態］ 

本学においては専門職大学院（法務研究科、会計研究科）には教授会が組織されており、学部教授会に

準ずるため、ここでは 6研究科について述べる。 

 

① 大学院委員会の機能と組織運営は以下のとおりである。 

大学院の直接的な管理運営組織として大学院学則第 3 章第 9 条に基づき、各研究科間の連絡調整のため

に「大学院委員会」が設けられている。その委員会は長である大学院長の他、6 研究科の研究科長、文学

研究科を除く 5 研究科から選出される各 1 名、文学研究科は各専攻から選出される各 1 名の委員、計 15

名で構成される。それに豊橋・名古屋両校舎の事務局から幹事が 2名ずつ、計 4名が加わる。 

大学院委員会は大学院全体の教学・研究・国際交流・学生募集と入試・組織改編・講演・学位審査・規

程改廃・自己評価など幅広い事項の審議と意思決定を行い、それらに関する予算申請や執行を行う。その

際大学院長は学則第 11 条により、大学院委員会の議長となる。なお規程改廃や予算、全体的事業などは上
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位機関で審議され決定される。大学院が豊橋校舎と名古屋校舎に分かれているため、必要な時は一同一会

場で委員会を開催するが、多くは両校舎のテレビ会議によって行われる。なお、委員会は月 1 回行い、必

要に応じて臨時の委員会を開催する。 
 

② 研究科委員会の機能と組織運営は以下のとおりである。 

大学院委員会の下に各研究科委員会が設けられ、各研究科長が議長を務める。 

各研究科委員会は研究科の教学・研究・国際交流・入試の実施と判定・単位認定や学位審査などを行い、

大学院委員会への提案や大学院委員会からの諮問に答える。各研究科委員会もほぼ月 1 回ほど開かれてい

る。 

学部の上に乗る法学・経済学・経営学の各研究科はすべての教員が学部との兼担である。したがって、

教授会に連続して研究科委員会がもたれるケースが多く、学部教員の採用人事の際に大学院担当も考慮す

ることで大学院の状況を反映させるなど、学部教授会との整合性も図られた形の議論が行われやすい。 

それに対して、中国・文学・国際コミュニケーションの 3研究科は、複数の学部の教員が兼担している。

したがって、研究科委員会は各教授会との時間的にも切り離された単独の委員会となり、学部教授会との

関係は個別的なテーマに限られる。 

また、これまで大学院と学部との事務組織は分かれていたが、2005 年からは教務課に一本化された。 

 

③ 大学院長の選任手続は、以下のとおりである。 

大学院長は本学専任の 6 研究科担当者の選挙によって選ばれる。任期は 2 年、再任も認められ、大学院

長は大学評議会構成員となる。 

また、各研究科長も同様に本学専任の各研究科担当者による投票で決定され、さらに文学研究科の 3 専

攻の代表者も文学研究科長が選出されたあと、当該専攻の本学専任担当者の投票により決定される。 

 

［長所］ 

大学院の管理・運営の主体となる大学院委員会は、自立的であるとともに、全 6 研究科長と各研究科委

員から構成され、全研究科の共通事項と個別事項を全構成員で共有して議論することができる。 

 

［問題点］ 

大学院委員会はかなり自立的な委員会であり、そこでの審議決定事項の多くが実行されている。ただし、

大学院の構想やプロジェクトについては、常任・学内理事会との意見交換が不可欠であり、大学院委員会

としてはこれまで学長や副学長との意見交換も行ってきた。しかし、これまで、両者の間に不整合が生じ

たこともあり、その点の整合性を確保することが問題点である。 

 

［改善の方法］ 

大学院委員会は、大学院問題とその改善方向について、常任・学内理事会との間で相互理解と共通の認

識により、改善方策に立ち向かう工夫がされてよい。 
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１．教育研究と財政 

 

［理念・目的・目標］ 

近時、我が国経済はようやく不況を脱し今後活況に転じるとする新たな展望がもたらされているが、

ここに至るまでの経済停滞の状況下にあっては大学における収入減少に対する学費値上げの社会的正当

性はもとより力を失っている。すなわち学生父母の経済負担をなにより重視し、社会的合意のもとに学

費単価を設定していくとする姿勢が公教育の責務として求められるのである。この判断のもとで本学は

2000 年度以降全学的な学費改定は見送ってきた。しかし、こうした厳しい経営環境のなかにあっても大

学としてなお教育研究の充実、教学の改革は不断に推し進め、これを支える財政基盤が求められてきた

ことは言うまでもない。そこでは、学生生徒納付金以外に収入の途を確保することと、人件費を初めと

した支出の抑制を通じて収支均衡を図ることが基本的枠組みとして掲げられ、それを目標違わず実行す

ることとする。 

 

［実態］ 

本法人は、大学、短大が保有する臨時的定員について 2000 年度以降 5年間で 50％を削減することを内

容とする国の施策に基づき段階的削減を行ってきた。この削減は 終年の 2004 年度に夜間学部等の学生

募集停止と昼間学部にその定員を振り替えることを同時に行いながら全行程を終えたが、その影響は学

生定員の漸減となって現在なおその途上にあり、影響を脱するまであと 1年を残す状況である。 

本学における学生数減少の経済的影響は、収入面を概観すれば明らかなように 2000 年度において学生

生徒納付金収入としてあった約 100 億円が 2005 年度には約 90 億円まで減少したことに顕著に現れてい

る。学生生徒納付金収入は二つの新学部立上げの効果で 2001 年度にピークをつけた後、減少の一途をた

どる。これを収入源の多様化および収入の長期的かつ安定的確保を図るとして、学費以外の収入源で増

収を図る方法が収入面の抜本的な解決策として求められた。具体策としてこれまでに、①寄付金の獲得、

②補助金の獲得、③資金運用等で増収策を実施に移してきた。この 5 年間で見ると、経済と社会の情勢

を背景にして多少の凹凸はあるものの相応の成果を上げることができたと評価している。 

一方、支出では教職員に対する大学財政への正しい危機意識を醸成することから始める必要があった。

各年度の予算編成時より予算申請単位に対し財政逼迫に対応した支出抑制の必要性を説き、予算申請段

階から理解と協力を呼びかけるものである。 

なかでも人件費は、消費支出の半分以上を占め、この抑制、削減が 大の鍵であることは大学構成員

の意識に相当程度浸透しているところであるが、直接自己の経済に反映してくる問題だけに一段の理解

と協力が必要とされる。そういうなかで、一律 0.5 ヶ月の期末(年度末)手当削減はその先鞭をつける措

置として先年実行に移されたものである。現状、全学的な合意を得るまで課題は残されているもののこ

れまでにない果断な措置は一面で評価されよう。また、2000 年度より選択定年制度(いわゆる早期退職割

増制度)が 5年間の期限付で実施され、2005 年度には若干内容を変更してさらに 3年間延長されたところ

である。当面は退職関係の支出増加を招くものの今後は効果が漸次現れることとなる。 
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2004 年度、総工費約 50 億円の車道校舎再開発プロジェクトが成功のうちに終了し、同時に法科大学院

開設と法学部 3 年次以上生の同校舎移転が行われ、豊橋、名古屋校舎に加えて新たな拠点が始動した。

いまから 18 年前に名古屋校舎を名古屋市郊外に開校して以来の一大プロジェクトの実施である。これに

かかる財政支出は、中長期的な財政計画と総合将来計画の観点から第 2 号基本金として確保された資金

蓄積を基礎に行われたが、こうした第 2 号基本金には、これまで車道校舎再開発資金、豊橋校舎教学・

研究施設設備事業資金、名古屋地区校舎拡充事業資金等が設けられ各目的に応じて資金確保が行われて

いるところである。 

しかし、プロジェクト実施以降恒常的に生ずる経費は大学の支出規模を膨張させる大きな要素となっ

ている。毎期、財務委員会が策定する大学の中期財政見通しによっても、今後収支均衡を実現、維持す

ることにより財政基盤を確かのものにしていくことが今後の大学運営の必須条件であることが改めて確

認されているところである。毎期提示される予算編成方針は、こうした学内の意識改革を通じた正確な

財政認識に基づいて予算が編成、そして執行されることを追求するものである。 

 

［長所］ 

収支の抜本的な解決策の実施の状況を述べれば、以下のとおりである。 

① 収入：寄付金の獲得 

1996 年の創立 50 周年事業の財政支援を目的とした寄付募集以来、その後も特定公益増進法人の税制優

遇措置を活用して学生父母を対象とした教育充実資金募金の活動を毎年度継続して行っている。 初は

まず 1 年次生から始めて毎年 1 年次ずつ対象を拡大し、現在は全学生父母を対象として 4 年目になる。

寄付の趣旨に賛同、協力いただける寄付者は 近頭打ち傾向なのが懸念材料であるが今後経済環境の改

善が増収に繋がることを期待する。また、そのときどきのイベント事業に応じて寄付を募ることも行っ

ており、車道校舎キャンパス開設記念、あるいは国際中国学研究センターの奨学事業等で募金活動を行

い、当該事業の収支に一定の効果をもたらしている。さらに、愛知大学の関係法人(子会社)からの利益

の一部を受配者指定寄付として受け入れており、関係法人の事業拡大にあわせて受入額が増加し大学収

支への貢献の度合が高まっている。 

また、2005 年度は OB 篤志家 1名から高額の寄付が寄せられ、それをもとに育英奨学基金を創設するこ

とができたことは大学財政にとっても歓迎すべき事態であった。 

② 収入：補助金の獲得 

国の経常費補助金が中心である。特別補助では補助事業の主旨と大学の教育研究とが合致をみるもの

は積極的に交付申請し採択を得ている。 近の例では、私立大学等学術研究高度化推進事業として、オ

ープン・リサーチ・センター事業の東亜同文書院大学記念センター、および三遠南信地域連携センター

の事業（官学連携センター事業）が社会連携研究推進事業として採択を果たし、事業の具体化が進めら

れている。ここのところ大幅な増加がなかった経常費補助金収入であるが、学納金に占める教育研究関

係支出の増加のなかで補助金算定のうえで効果的に作用したことも影響して直近 2005 年度の決算では過

去 4 年間の平均と比較して約 2 億円の増加を得たところである。また、大学収支への直接的な影響は少

ないものの科学研究費補助金などの外部資金の獲得は教育研究を活性化させ大学全体の活力となってい

くものとしてその拡大を図っている。 

③ 収入：資金運用 

数年前より超低金利の経済環境のもとで銀行預金による利息収入以外の新たな運用方法による収入確

保の途が模索されていたが、5年前から外国債券を中心とした運用を開始した。それにあたり、従来なか

った運用に関する規程を整備し、取得に際しては投資元本回収の確実性と諸リスクのバランスを十分検
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討のうえ高収益を確保するという従来にない分析的でかつ能動的な姿勢で臨むこととなった。その規模

は順次拡大し、現在運用可能資金の 1/4 程度をこの方法で行っている。実績は、当運用開始前年度の運

用収入が約 80,000 千円であったものが、開始後は年度とともに漸増し、2005 年度決算では約 3億 5千万

円に拡大した。収入科目において確固たる地位を築きつつあるというレベルまできたといえよう。今後

は、キャッシュフローは経済情勢と市場の動きに連動するため将来的な予測は必ずしも容易ではないが、

運用資金額に量的限度があるなか、安定的に収入が確保されるよう投資への分析と検討を重ねていくこ

とが引続き求められよう。 

① 支出：その他の支出 

2004 年度、総工費約 50 億円の車道校舎再開発プロジェクトの成功の基礎には中長期的な財政計画と総

合将来計画に基づいた第 2 号基本金があり、それによって確保された相応の資金蓄積の存在を指摘でき

る。これらは、予定される財政支出に応ずる資金留保であるとともに、計画当初より計画的・段階的に

基本金を組入れることで収支の平準化を図り、単年度収支への悪影響を 小化する機能を果たすもので

ある。本学もこの方法に則って事業を遂行したところであるが、ほぼ所期目的を達成できたものと評価

する。 

 

［問題点］ 

① 収入：寄付金の獲得 

前述教育充実資金募金の活動は現在、全学生父母を対象として 4 年目になり、寄付者は 近頭打ち傾

向なのが懸念材料である。そのうえ、これに要する事業経費（寄付者に対する記念品贈呈経費など）が

あり、仮に逆鞘状態に陥れば事業の存在意義自体が失われる。今後、引続き積極的に活動を進めていく

なかで経済環境の改善が増収に繋がることを期待するとともに、学生（および父母）の大学への帰属意

識が醸成され、高まるような大学のブランド力向上に向けた多方面からの取り組みが求められる。 

② 収入：補助金の獲得 

補助金の項目や基準、申請方法が変更になったもの、本学の事業として新たに予算化されたもの等に

よる新たな補助金獲得の可能性については、年度毎に確認を行っているため、これ以上の拡大は難しい

と考える。 

③ 収入：資金運用 

前述のとおり実績は、運用開始後 5年の間に約 80,000 千円から約 3億 5千万円に拡大、施設設備利用

料を合わせた資産運用収入としては手数料収入と肩を並べる収入源に発展したといえる。今後とも収入

における安定した地位を維持し大学財政に寄与していくことが求められる。しかしながら、債券運用収

益はもともと国内外の経済情勢あるいは市場の動きを反映するため収入額は必ずしも安定していない。

しかも、今後は施設計画等実施との係わりから運用資金はおのずと制限されてくる。今後、運用収益を

運用資金の拡大で確保することが厳しくなるなかで安定的に収入が確保されるためには、より綿密な分

析と検討に基づいた投資が必要となってこよう。 

① 支出：人件費 

人件費は、人件費比率（人件費／帰属収入）の過去 5 年間の推移を見ても明らかなように 50％以上の

レベルを行き来する状態であり、削減が課題であった。当時方策の具体化として、教職員の減員計画、

選択定年制度(いわゆる早期退職割増制度)の実施、基本給の抑制、諸手当の見直しが掲げられており、

その後その実現をはかってきた。こうして 2005 年度決算は同比率 48.6％と向上し、状況が改善されたか

に見える。だが、選択定年制度の当面の 終年度であった 2004 年度の決算の膨張など退職者の多寡によ

る退職金増減の影響が大きいこと、また事務職員人件費におけるアウトソーシングや業務委託(派遣職

681 



12 財政状況（財務） 

員)経費へのシフトなどの要因を勘案すべきであり、関係数値を含め総合的に検証し、継続して注視して

いかなければならないところである。 

② 支出：経費支出 

人件費以外の経費支出、あるいは資産となる支出においては、ⅰ．志願者確保・大学広報のための諸

施策、ⅱ．IT 関連諸施策など時代の要請に応える事業や、ⅲ．名古屋地区校舎拡充等将来計画のための

資金準備など、多額の資金需要に応じる体勢は依然継続して求められている。このため、各予算単位か

らの経常的経費要求に対しては大学は厳しい精査で臨まなければならない。 

 

［改善の方法］ 

① 収入：寄付金の獲得 

教育充実資金募金の活動はマンネリ化のなかで、寄付者は現状頭打ち傾向なのが懸念材料である。今

後、引続き活動を進めていくなかで経済環境の改善が増収に繋がる可能性を期待しつつ、学生（および

父母）、さらに卒業生の大学への帰属意識が醸成され、高まるような大学のブランド力向上に向けた多方

面からの取り組みと、それを支える積極的な活動が求められる。このため、副学長（経営担当理事）を

長とする寄付金拡充のための検討委員会を発足させ改善策の提起と体勢作りに向けて活動を開始したと

ころである。実施策検討の一端を示せば、従来行ってない卒業生への在学生並みの情報提供（卒業時か

ら一定期間『大学通信』を送付する等の情報発信を継続する）等を計画している。 

② 収入：補助金の獲得 

補助金の獲得のために今以上に充実した取り組みや事業の充実を図ったり、規程・ルールを見直しす

るという仕掛け作りを行うことで増額の余地は残されていると考える。 

また、大学の基本姿勢が間接的に補助金算定計算に反映する構造上の可能性もあることから、技術的

な問題の追及を離れ、基本問題の改革を通じてよい結果を招来することもありえる。 

③ 収入：資金運用 

今後とも収入における安定した地位を維持し大学財政に寄与していくことが求められる。今後、運用

収益を運用資金の拡大で確保することが厳しくなるなかで安定的に収入が確保されるためには、より綿

密な分析と検討に基づいた投資が必要となってくる。デリバティブ運用のなかには元本拠出をともなわ

ずに高収益を得るものもあり、重要な選択肢のひとつに位置づけられる。分散投資を軸にリスク・リタ

ーンを管理していくポートフォリオ運用を基本として安定的収入確保に努めていく。 

① 支出：人件費 

人件費で注記しておかなければならないことに退職給与引当金の計上基準の変更がある。2005 年度の

決算からその適用を開始したが、従来期末要支給額の 40％であった基準を改めて 100％を引当金繰入す

ることとし、これによって生ずる差額は今後 15 年間かけて繰入れていくという内容の取扱変更である。

このことはいたずらに人件費負担を増加させるものと皮相的に受取られる面もあるが、長期的な見地か

らは財務健全化のために必要な措置として学内合意を得たものである。 

② 支出：経費支出 

人件費以外の経費支出、あるいは資産となる支出においては、多額の資金需要に応じる体勢は依然継

続して求められている。このため、各予算単位からの経常的経費要求に対しては大学は厳しい精査で臨

まなければならないところである。そんななか、大方の理解と協力のもとで年度予算は成立をみてきた。

すなわち、2005 年度予算編成とその後の執行においては、支出の見直し・抑制が行われ、結果は予想よ

りも収支が好転することとなった。こうした背景には、大学財政に対する健全な意識が学内関係者に広

く浸透したことも一因として挙げられよう。しかし、年度の事業計画を見ても明らかなように今後予定
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される事業は多方面に及び、これに向けた資金需要は旺盛である。大学構成員のなかに財務健全化の意

識が将来にわたり保持されるよう財務担当者は引続き意識喚起に努める。 

 

 

 

２．外部資金等 

 

［理念・目的・目標］ 

「18 歳人口が減少し、全入時代に突入した。」との言葉も色あせ、大学はより特色を打ち出さないと生

き残れない時代となっている。この特色の社会的認知が一つの評価となる。志願者の確保と大学財政は

表裏一体であり、この背景の中、特色を打ち出すには一律的経常研究費では限界がある。競争的環境化

の中、外部資金を獲得し研究をすすめその成果を広く社会に公表することが生き残る重要な要素である。

このことは必然的に研究の活性化と財政両面をカバーすることにもなる。 

近年国の研究政策として、世界的水準の研究機関の育成を目指し、重点的な分野・機関に予算配分す

る傾向が定着してきている。本学においても新規事業予算申請にあたり、この方向を見据え文部科学省、

私学事業団等で扱っている補助金獲得事業を展開している。 

又上記公的機関の資金とは別に住友財団、大幸財団、日東財団、信託協会、日本貿易会、日本経営協

会等の補助金・研究奨励金などの研究資金もある。これらの資金を獲得し研究活動の一助とすることと

しているが、現状は必ずしも満足の状況とは言えない。今後公民問わず補助金・研究奨励金等への応募・

採択件数が 1件でも多くなることを期待する。 

 

［実態］ 

① 科学研究費補助金 

科学研究費補助金（科研費）は国の競争的研究資金であり、毎年約 100 億円の予算増額が図られてい

る。この補助金は、「科学研究費補助金採択研究課題数による大学の研究活性度の調査研究」の基本方針

が出されるなど、研究活性度の面からも重要な補助金である。 

本学においては、科研費の申請を奨励しており、採択に漏れた場合に学内研究助成金を交付し、研究

の促進をサポートする体制をとっている。過去 5年間の科研費の状況をみると、応募件数、年平均 31 件、

平均採択率 23%、平均交付額として 24,200 千円である。 

2006 年度(短期大学部を含む。)については、新規応募数 28 件で、採択件数は 3件、総額 7,900 千円で

あった。継続者件数を含めると、採択件数 12 件、総額 28,660 千円である。 

② 受託研究 

受託研究は、現在おもに三遠南信地域連携センターですすめられている。同センターでは、三遠南信

地域および県境域をエリアとし活動している。 

これらの研究は、三遠南信地域および県境域の活性化、再生、発展に貢献することを目的としており、

2006 年度は「東三河データブック、調査・分析等の業務委託」（1,200 千円）、「ふるさとづくり促進事業、

定年さんおいなんよ!」（500 千円）、2005 年度から継続して、「東三河地域を中心とする手筒花火の基礎

調査」（2006 年度 2年目 800 千円予定)等の事業を受託している。 

その他財団法人、社団法人、民間企業等からの受託研究については、種々案内を受信しているが研究

者個人が取組む場合が多く、2006 年度は事務局として把握している受託研究はない。 
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［長所］ 

外部資金の獲得については、当然のことながら資金面の余裕ができ研究の幅が広がることとなる。又

外部資金の獲得については、一つのハードルを越えることが条件となっていることから、研究分野の学

際的広がりをもたらし、機関および研究者の実績の拡大に繋がることにもなる。 

 

［問題点］ 

長所と逆の面があり資金面、又一つのハードルを越えると言う点について、申請者の意志に沿わない

ことも多々ある。又外部資金を得て受託研究等を実施した場合、時間的問題から研究者自身の本来の研

究に十分な時間を取ることができないこともある。 

又科研費の実績件数が研究者数からして極めて少ないことから、制度面において整備する必要がある。 

 

［改善の方法］ 

研究者は、科研費だけでなく各省庁で行っている競争的研究資金について、数年に一度は応募する制

度に整備する必要がある。財団法人、社団法人等からの資金についても類似の扱いとし研究土壌をつく

りだす必要がある。 

又サポート体制として専任研究員制度、大学院生の活用、事務局のいっそうの支援が必要である。 

一方研究者の研究実績をデータベース化し、積極的に社会に公表することにより地域との連携を推進

することができれば、外部資金獲得の風土を醸成することができる。 

 

 

 

３．予算編成 

 

［理念・目的・目標］ 

予算の目的として「予算は、教育、研究、その他の学事計画と密接な関連を持って明確な方針に基づ

き編成されなければならない。」（学校法人愛知大学経理規程第 49 条）とある。学事およびその他の活動

の重点・目標および重要な制約条件を予算編成の基本方針として明示し、より効果的な計画の選択と資

金の配分が行われるために、具体的な事業計画を編成する。 

 

［実態］ 

本学の予算編成の手続とスケジュールは、例年 10 月に常任理事会より予算編成方針（案）が策定され

（編成方針の承認は 12 月の理事会）、11 月の予算申請説明会で全予算申請単位に明示される。予算編成

方針により活動の重点、目標および制約条件をあらかじめ予算の編成と実行の責任者および担当者に明

示し、これを受けて予算申請単位は、経常予算と新規予算に分けて事業計画を策定する。新規予算は、

事業計画毎に申請書（事業概要・目的・期間・金額等を記入）を作成する。続いて翌年 1 月に、経営担

当副学長、事務局長、事務部長出席のもと予算単位毎にヒアリング（予算事情聴取）を行い、事業の内

容・金額・重要度・緊急度等について確認した後、予算事務整理会議において大枠がまとめられる。そ

の後、2月以降の常任理事会・学内理事会・大学評議会の審議を経て、評議員会の意見を聞き、理事会の

議決を得て決定する。予算策定に係る常設の委員会として予算委員会が存在したが、学内理事会と比べ、
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４．予算の配分と執行 

学部選出の評議員を除く構成員が重複していることもあり、2004 年度に廃止され、現在は学内理事会が

その役割を担っている。 

 

［長所］ 

予算申請説明会で全予算申請単位に予算編成方針を明示することで、全体の方向性および特化すべき

項目を共通理解することができる。また新規事業を計画書形式で申請義務化することで、詳細な計画と

額の質を高めることが可能となる。また、編成のプロセスにおいても上述のとおり審議されており、透

明性・適正性が保たれているといえる。 

 

［問題点］ 

予算申請におけるスケジュールは非常にタイトであり、各予算単位が予算の申請を行う際に、前年度

予算配賦額をベースにした枠を確保する視点のみで安易に申請をしているケースも少なからずあると思

われる。たとえ経常的経費でも、十分な検証がないまま、次年度の予算申請に至ることはあってはなら

ない。 

 

［改善の方法］ 

前年度予算配賦額をベースにした視点だけでなく、前年実績や当年度の執行状況、効果の確認や検証

を反映させた申請となるよう申請ルールを見直す必要がある。また、スケジュールについても、できる

限り予算申請部署の策定期間を長く取れるように検討を開始する。 

 

 

 

４．予算の配分と執行 

 

［理念・目的・目標］ 

① 予算の配分 

各予算単位から申請された事業計画の中から、予算編成方針に基づき、限られた財源の中で 大の

成果が発揮できる事業計画に、予算の配分を行う。 

② 予算の執行 

予算に具体化された事業計画が、予算の範囲内で、所期の目的を果たすように実行されなければな

らない。また、予算を効果的にするため、各部門の権限と責任が明確にする。 

 

［実態］ 

① 予算の配分 

予算申請は、各予算申請単位が予算編成方針に基づき、経常予算と新規予算に分けて事業計画を作

成する。それを財務課で集約し、経営担当副学長、事務局長、事務部長出席のもと、予算単位毎にヒ

アリング（予算事情聴取）を行う。ヒアリング内容としては、経常予算では主に増減要因の確認、新

規予算では事業概要・目的・金額、重要度、緊急度等についての確認が行われる。続いて、予算事務

整理会議において、ヒアリング内容と予算編成方針とを照らし、財源的な視点も織り込んで大枠がま

とめられる。その後、常任理事会・学内理事会・大学評議会の審議を経て、評議員会の意見を聞き、

理事会の議決を得て決定となる。 
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② 予算の執行 

予算執行については、金銭出納規程等によりプロセス、責任・決裁体制が明確に定められている。

また、2005 年度より導入された財務システムの導入により、事業を一つの目的として捉える目的別執

行を行っている。執行での責任体制は、執行金額に応じ 終決裁者が分けられ、学長（理事長）・経営

担当副学長・事務局長・事務部長が決裁者となっており、その事業が予算内で適正に執行されている

かのチェックを行っている。また、日常での執行管理だけでなく、決算後に各予算単位が予算との乖

離を分析・報告することを義務づけている。 

 

［長所］ 

① 予算の配分 

予算単位毎のヒアリング（予算事情聴取）において、経常予算では主に増減要因の確認、新規予算

では事業概要・目的・金額、重要度、緊急度等についての確認を全学的に行うといったステップを踏

んだ上で、次の予算事務整理会議において取りまとめることで、総合的な判断が可能になる。また、

予算編成方針も十分に考慮しており、配分における明確性・透明性は確保されているといえる。 

② 予算の執行 

金銭出納規程等によりプロセス、責任・決裁体制が明確に定められており、これを遵守した運用を

行っている。また、システム化にともない、事業の目的別管理、起票の状態管理、予算の執行状況管

理、予算残高管理が常時可能であり、執行管理において分析・検証する仕組みは導入されている。 

 

［問題点］ 

① 予算の配分 

各予算単位から出される申請は膨大であり、限られた時間の中で、どうしても前年度の予算配賦額

を踏襲するケースも出てくる。予算単位によって、経費削減や教育研究の充実に向けた取り組みや、

改革への意識が、必ずしも同じでないことで、配分の不公平を生じかねない。 

② 予算の執行 

予算と決算の額が大きく乖離している事業や項目が発生している。これは経費削減等の努力による

節減効果や、予算申請時の予測の甘さなど、執行とは別の要素も考えられるが、執行管理が十分に行

われずに執行するケースもありうる。 

 

［改善の方法］ 

① 予算の配分 

予算編成方針の周知・共通理解を深める方策を検討する。また、シーリングにより経費削減や効果

の確認を意識しながら予算要求する流れを早期に検討する。 

② 予算の執行 

予算をより正確に策定することは言うまでもないが、各予算単位が、常に執行状況を管理する習慣

を持つ必要がある。システムを活用した日常での執行状況のルール化や、決算後の予算・決算の差異

報告の見直しなど検討を開始する。 
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５．財務監査 

５．財務監査 

 

［理念・目的・目標］ 

本学の教育研究機能の向上および財政基盤確立に寄与する見地から、財政状態と経営状況の適正性を

把握するとともに、経理の正確性、真実性を確保するため、私立学校法第 37 条第 3項および学校法人愛

知大学寄附行為第 9条第 2項に基づく監事の監査、私立学校振興助成法第 14 条第 3項に基づく監査法人

による会計監査を実施する。 

 

［実態］ 

監査法人による監査は、当該年度の監査計画に基づいて期中監査、および決算期末監査において、固

定資産管理状況の実査、現金預金、特定資産等の実査などを行っており、2005 年度の例で 65 人日規模で

実施されている。2005 年度の監査結果は、「すべての重要な点において適正」と認めるものであった。 

2005 年 4 月 1 日付で監査室が設置され、本学の監査システムにつき検討した結果、私立学校法の改正

の趣旨を勘案し、監事監査を軸に監査システムを構築し、監査室は監事監査の支援を主な業務とするこ

とになった。また、監事監査の実効性を確保するため寄附行為に規定する監事の人数を従来の 2名から 2

名以上 3名以内に変更した。なお、2006 年度より 3名体制をスタートし、そのうち 1名を 2007 年度より

常勤監事とする。 

2005 年度は本学の監査システムの検討段階にあることから、臨時監査として「教育・学生の支援体制

等について」書面監査を行った。 

 

［長所］ 

監査人と大学との間で、決算終了後、年度の総括として監査人による大学理事者に対する報告、意見

表明の場として監査報告会を開催し、監査法人がその年度の監査実施報告と監査の過程で気づいた点を

マネジメントレターとして報告を受けている。大学側は指摘された事項について関係機関に指示し、改

善を図っている。 

 

［問題点］ 

私立学校法・寄附行為に基づく監事監査、私立学校振興助成法による監査法人の会計監査、学内規程

による内部監査について、従来は別々に行われ、有機的な連携が図られてこなかった。また、業務監査

もシステムとして行われてこなかったため、問題点、課題の洗い出しが経常的に行われず改善施策も組

織的に行われてきたとは言い難い。 

 

［改善の方法］ 

監事監査を軸とした監査システムを構築し、業務監査と会計監査の充実を通して大学経営、管理運営

の効率化を図る。そのため監事監査と監査法人による会計監査との連携を図り、財務監査機能を強化す

る。これを担う監事 3名のうち 1名を 2007 年度より常勤職とすることで監事監査の実効性を確保する体

制を構築する。 
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６．財務比率 

 

［理念・目的・目標］ 

財務比率については、「愛知大学財務資料」を毎年 1月に発行しており、そのなかで、本法人の消費収

支計算書関係比率と貸借対照表関係比率における項目毎の比率の適切性について、過去 5 年間に亘る年

度推移比較を行っている。財政状態および経営状況の趨勢変化を把握するとともに、他大学等の平均値

などとも比較して点検・評価に資する。 

 

［実態］ 

(1) 消費収支計算書関係比率 

経営状況は、「大学基礎データ表 46」に記載のとおりである。また、本章末尾の「表 12-1 消費収支

計算書関係比率」では、本法人と日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政」による系統別集

計表（文他複数学部を有する大学法人）の全国平均値との比較を示した。 

以下、本法人の経営状況を各指標により概観する。 

 

① 人件費比率 ＝ 人件費／帰属収入 【低い値が良い】 

人件費の帰属収入に対する割合を示す比率。人件費には教職員人件費、役員報酬、退職給与引当金

繰入額等が含まれている。しかし、その多くは教職員の人件費であり、その人員および給与水準等に

よってこの比率は大きく影響を受ける。また、人件費は消費支出のなかで 大部分を占めるものであ

り、この比率が高くなることは消費支出全体を大きく膨張させ消費支出の悪化を招きやすい。本法人

では、2000 年度以降は 50％前半の数値で、全国平均値との比較ではやや低い比率で推移していた。し

かし、他の全国平均値（大学法人全体、同規模大学法人等）との比較では、これはやや高い数値を示

していた。2005 年度の同比率は 50％を下回り 48.6％となっている。 

 

② 人件費依存率 ＝ 人件費／学生生徒等納付金 【低い値が良い】 

人件費の学生生徒等納付金に対する割合を示す比率。一般的には、人件費は学生生徒等納付金の範

囲内に収まっていること（100％を超えない）ことが経営上好ましいといえる。本法人では、学生生徒

等納付金の漸減傾向にあっても、2005 年度の同比率は 62.7％であり、ここ 5年間でも 低の数値とな

った。全国平均値と比較しても低い比率で推移しており、上記の人件費比率と同様、本法人における

人件費抑制の効果が具現化されつつあることも一因であると解される。 

 

③ 教育研究経費比率 ＝ 教育研究経費／帰属収入 【高い値が良い】 

教育研究経費の帰属収入に対する割合を示す比率。教育研究経費は教育活動の維持・発展のために

は不可欠な経費であり、消費収支の均衡を失しない限りにおいて高くなることは望ましい。本法人で

は、全国平均値並みの 25％前後の数値で推移していたが、2004 年度には 31.3％へと上昇に転じ、全国

平均値からも 5ポイント高となった。2005 年度においても 32.0％となっており、引続き学生への「教

育還元率」は上昇傾向にある。 

 

④ 管理経費比率 ＝ 管理経費／帰属収入 【低い値が良い】 

管理経費の帰属収入に対する割合を示す比率。教育研究活動以外に支出された経費、つまり、学校

法人運営のために支出された経費である。ある程度の支出は避けられないものではあるが、経費削減
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６．財務比率 

の観点からは低いほうが望ましいといえる。本法人では、例年可能な限り予算の圧縮を図っており、

全国平均値と比較してもやや低い比率で推移し良好である。 

 

⑤ 借入金等利息比率 ＝ 借入金等利息／帰属収入 【低い値が良い】 

借入金等利息の帰属収入に対する割合を示す比率。学校法人の借入金等の額および借入条件等によ

って影響を受けるもので、貸借対照表の負債状態が消費収支計算書にも反映しているため、財務分析

のうえで重要な指標である。資金調達を他人資金に依存しなければ発生しないものであり、この比率

は低ければ低いほど良いとされる。本法人では、1996 年度と 1997 年度に合計 16 億円を日本私立学校

振興・共済事業団から借入れたが、これが本法人唯一の借入金である。2005 年度末の残高は 10 億円強

であり、計画的な返済を履行している状況にある。基本的に資金調達は自己資金で賄っており、全国

平均値と比較してもやや低い比率で推移している。 

 

⑥ 消費支出比率 ＝ 消費支出／帰属収入 【低い値が良い】 

消費支出の帰属収入に対する割合を示す比率。この比率が低いほど、帰属収入から消費支出を差引

いた割合が多く、その分だけ自己資金は充実することとなり、経営に余裕があると判断できる。一方、

この比率が 100％を上回った場合は、基本金組入前ですでに消費収支が赤字であり、著しく経営が窮迫

していることを意味する。本法人では、85％前後の比率で全国平均値と比較してもやや低い比率で推

移していたが、2004 年度は車道新校舎の開校等にともなう一時的な経費拡大により 95.0％へと 10 ポ

イントほど悪化した。2005 年度は 88.2％にまで抑制されている。 

 

⑥-1 帰属収支差額比率 ＝ （帰属収入－消費支出）／帰属収入 【高い値が良い】 

帰属収入から消費支出を差引いた帰属収支差額の帰属収入に対する割合を示す比率。正味財産の充

実度を表すもので、この比率が大きくなるほど自己資金は充実され、経営に余裕があるものとみなす

ことができる。プラスの範囲内で基本金組入額が収まっていれば当年度の消費収支差額は収入超過を

示すこととなり、この範囲を超えた場合は支出超過を示すこととなる。一方、マイナスになる場合は、

当年度の帰属収入で消費支出を賄うことができないことの反映であり、基本金組入前ですでに消費支

出超過の状況にある。本法人では、15％前後の比率で、全国平均値と比較しても 5 ポイントほど高い

比率で推移していたが、2004 年度は 5.0％に悪化、全国平均値からも 2.7 ポイント下降した。2005 年

度には 11.8％へと改善している。 

 

⑦ 消費収支比率 ＝ 消費支出／消費収入 【低い値が良い】 

消費支出の消費収入に対する割合を示す比率。100％を超えると消費支出が消費収入を上回る消費支

出超過（赤字）となり、100％未満であると消費収入超過（黒字）となる。収支が均衡するという意味

では、100％前後が望ましいといえるが、消費収支をいわゆる黒字にし、資金蓄積を求めるのであれば、

低い値ほど目的に適うことになる。本法人では、90％台前半の数値で、全国平均値と比較しても 10 ポ

イントほど低い比率で推移していたが、2004 年度には 106.8％にまで上昇、全国平均値との比較では

僅かながら低い数値ではあったものの、消費支出超過に陥った。しかし、2005 年度は 97.3％へ抑制さ

れ収支の均衡がみられた。 

 

⑥ 学生生徒等納付金比率 ＝ 学生生徒等納付金／帰属収入 【どちらともいえない】 

学生生徒等納付金の帰属収入に占める割合を示す比率。学生生徒等納付金は帰属収入のなかで 大

の比重を占めており、補助金や寄付金と比べて第三者の意向に左右されることの少ない重要な自己財

源である。したがって、この比率は安定的に推移することが経営的には望ましいといえるが、将来的
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な経営基盤充実の観点からは帰属収入の多様化を図ることも必要となってくるため、高水準で納付金

に依存するよりは相対的にこの比率が低いほうがよい場合もある。本法人では、全国平均値と比較し

てやや高い比率で推移しているが、2000 年度の同比率 84.0％は、2005 年度には 77.6％へと漸減傾向

にある。 

 

⑨ 寄付金比率 ＝ 寄付金／帰属収入 【高い値が良い】 

寄付金の帰属収入に占める割合を示す比率。一過性のものではなく、一定水準の寄付金収入を継続

確保することは、経営安定のためには好ましい。本法人では、単年度での一時的な上昇はみられるも

のの、概ね 1％に満たない数値で推移している。これは全国平均値との比較においても低い比率である。 

 

⑩ 補助金比率 ＝ 補助金／帰属収入 【高い値が良い】 

国または地方公共団体の補助金の帰属収入に占める割合を示す比率。補助金は、全体的にみて納付

金に次ぐ第 2 の収入財源になっており、補助金の額が増額されることは大いに期待されていることで

ある。全国平均値が 12％～13％台の数値で推移しているなか、本法人では 2000 年度以降も 10％に満

たない数値での推移にとどまっている。 

 

⑪ 基本金組入率 ＝ 基本金組入額／帰属収入 【高い値が良い】 

帰属収入に占める当年度分の基本金組入額の割合を示す比率。諸活動に不可欠な資産充実のために

は、基本金組入額が大きく、比率も高いほうが望ましいといえる。帰属収入が少なかったり、基本金

組入額が多い場合は比率が高まり、法人経営に対する財務上の圧迫要因となる。本法人では、全国平

均値と比較してやや低い比率である 7％ほどで推移していたが、近年の再開発事業等に係る資金調達に

ついては全額自己資金で賄っていることもあり、2002 年度以降は 10％ほどの組入率で推移している。 

 

⑫ 減価償却費比率 ＝ 減価償却額／消費支出 【どちらともいえない】 

減価償却費の消費支出に占める割合を示す比率。当該年度の消費支出のうち、教育研究経費と管理

経費中の減価償却額がどの程度になっているかをみる指標である。資産の取得年次が古いほどこの比

率は高くなるといえる。本法人では、8％前後で推移しており、施設設備等はバランス良く更新されて

いると評価できる。 

 

(2) 貸借対照表関係比率 

財政状態は、「大学基礎データ表 47」に記載のとおりである。また、本章末尾の「表 12-2 貸借対照

表関係比率」では、本法人と日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政」による系統別集計表

（文他複数学部を有する大学法人）の全国平均値との比較を示した。 

以下、本法人の財政状態を各指標により概観する。 

 

① 固定資産構成比率 ＝ 固定資産／総資産 【低い値が良い】 

有形固定資産とその他の固定資産を合計した固定資産の総資産に占める割合を示す比率。資産構成

のバランスを全体的にみるための指標である。この比率が高い場合は、資産の固定化が進み流動性に

欠けていると評価することになる。本法人では、全国平均値と比較してほぼ同水準で推移しており、

固定資産の構成バランスは維持されていると評価できる。 

 

①-2 有形固定資産構成比率 ＝ 有形固定資産／総資産 【低い値が良い】 
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有形固定資産の総資産に占める割合を示す比率。土地、建物等の有形固定資産が、資産構成上バラ

ンスがとれたものであるかを評価する指標である。学校法人においては、教育研究事業に多額の施設

設備投資を必要とするため、この比率が高くなることが財務的特徴の一つとなっているが、過剰な投

資は財政を逼迫させる要因ともなる。本法人では、全国平均値と比較してほぼ同水準で推移しており、

資産構成の均衡は保たれていると評価できる。 

 

①-3 その他の固定資産構成比率 ＝ その他の固定資産／総資産 【高い値が良い】 

その他の固定資産の総資産に占める割合を示す比率。各種引当特定資産などの長期に亘って保持す

る資産の蓄積状態および総資産におけるバランスを評価する指標である。この比率が高いほど資産の

蓄積が多く、計画的な運営が可能となると考えられる。本法人では、全国平均値と比較してもやや高

い比率で推移しており、資産蓄積は充実し、財政基礎は安定しているといえる。将来的な財政上の課

題に対しても計画的な対応が可能であると解せる。 

 

② 流動資産構成比率 ＝ 流動資産／総資産 【高い値が良い】 

流動資産の総資産に占める割合を示す比率。資産構成のバランスを全体的にみるための指標である。

この比率が著しく低い場合は、資産のなかで現金または 1 年以内に現金化が可能な資産の比重が小さ

いことを示し、資産流動性に欠け、資金繰りに苦しいと判断できる。本法人では、15％～16％台で推

移しており、全国平均値と比較してやや低い比率である。なお、流動資産に占める現金預金の割合は、

2005 年度末でおよそ 88.5％を占めている。 

 

③ 固定負債構成比率 ＝ 固定負債／総資金 【低い値が良い】 

固定負債の総資金に占める割合を示す比率。負債構成のバランスおよびそれぞれの比重を評価する

指標である。この比率が著しく高い場合は注意が必要。固定負債の内容は長期にわたって償還または

支払をしなければならない債務（長期借入金、退職給与引当金、長期未払金等）であるため、高い値

は好ましくない。本法人では、6.3％前後で推移しており、全国平均値と比較してもやや低い比率で良

好な数値を維持している。 

 

④ 流動負債構成比率 ＝ 流動負債／総資金 【低い値が良い】 

流動負債の総資金に占める割合を示す比率。負債構成のバランスおよびそれぞれの比重を評価する

指標で、この比率が著しく高い場合は注意が必要。短期的な債務の比重を示したものであり、財政の

安定性を確保するためには、低い値が好ましいといえる。本法人では、全国平均値並の 5％台で推移し

ている。なお、流動負債に占める前受金の割合は 70％前後で推移しており、実質的な短期債務は僅少

である。 

 

④-1 内部留保資産比率 ＝ （運用資産－総負債）／総資産 【高い値が良い】 

その他の固定資産と流動資産を合計した運用資産から総負債を引いた金額の総資産に占める割合を

示す比率。有形固定資産以外の資産から総負債を引いた金額が、資産規模に比してどのくらいあるの

かを評価する指標である。この比率がプラスであると、その他の固定資産と流動資産で負債総額をす

べて充当することができ、結果として有形固定資産は自己資金で調達されていると判断できる。本法

人では、30％前後で推移し、全国平均値と比較してもやや高い比率を維持しており、財政上の余裕度

は高いと判断できる。 
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④-2 運用資産余裕比率 ＝ （運用資産－外部負債）／消費支出 【高い値が良い】 

貸借対照表上のその他の固定資産と流動資産を合計した運用資産から、総負債のうち退職給与引当

金と前受金を除いた外部負債を引いた金額が、消費収支計算書上の消費支出の何倍かを示す比率。こ

の比率が高いほど支出規模に対して資金蓄積が良好であるといえる。本法人では、全国平均値並の

1.8％前後の比率で推移している。 

 

⑤ 自己資金構成比率 ＝ 自己資金／総資金 【高い値が良い】 

基本金と消費収支差額を合計した自己資金の総資金に占める割合を示す比率。自己資金の充実程度

や経営の安定度を計る重要な指標である。この比率は、高いほど財政的に安定しており、50％を下回

ると他人資金が自己資金を上回っていることを示している。本法人では、2000 年度は 85.8％であった

が、2005 年度では 88.6％となり、2.8 ポイントの上昇がみられた。全国平均値と比較してもやや高い

比率であり、充分な自己資金を確保し財政は安定していると評価できる。 

 

⑥ 消費収支差額構成比率 ＝ 消費収支差額／総資金 【高い値が良い】 

自己資金のうち基本金を除いた消費収支差額の総資産に占める割合を示す比率。消費収入超過また

は消費支出超過の程度を表している。なお、この比率は基本金の組入状況によって左右されることも

あり、基本金の内訳とその構成比率と併せて検討する必要がある。本法人では、2000 年度は 1.2％、

全国平均値と比較して△0.3 ポイントであったが、2002 年度以降は 5％前後に改善され安定推移してい

る。全国平均値との比較でも高い比率で推移している。 

 

⑦ 固定比率 ＝ 固定資産／自己資金 【低い値が良い】 

土地、建物、構築物、機器備品等の固定資産にどの程度自己資金が投下されているか、資金の調達

源泉とその使途を対比させる比率。この比率が 100 未満であれば固定資産は自己資金にて実質的に賄

われていると解され望ましい。本法人では、96％前後で推移している。2004 年度から 2005 年度に実施

した再開発事業等に係る大規模な建設資金についても全額自己資金で賄っており、自己資金の充実度

は高いと判断できる。 

 

⑧ 固定長期適合率 ＝ 固定資産／自己資金＋固定負債 【低い値が良い】 

固定資産の自己資金と固定負債を合計した長期資金に対する割合。この比率は、固定資産の取得の

ためには、長期間活用できる安定した資金として、自己資金の他に短期的に返済を強いられない長期

借入金でこれを賄うべきとの原則に、どれほど適合しているかを示す指標である。100％を超えた場合

は、その超えた部分は、固定資産の調達に短期借入金等の流動負債に依存したことになると解す。本

法人では、全国平均値と比較してやや高い比率ではあるが、90％前後で安定推移している。 

 

⑨ 流動比率 ＝ 流動資産／流動負債 【高い値が良い】 

流動負債に対する流動資産の割合を示す比率。1年以内に償還または支払わなければならない流動負

債に対して、現金預金または 1年以内に現金化が可能な流動資産がどの程度用意されているかという、

短期的な支払能力を判断する重要な指標である。100％以上が望ましく、大幅に下回っている場合は、

流動負債を固定資産に投下していることが多く、資金繰りに窮していると判断できる。本法人では、

2000 年度は 203.7％、全国平均値と比較して△99.6 ポイントであり、以降も全国平均値に劣る数値で

推移してはいるが、これは引当特定資産として計画的に資金を留保していることが一因している。 

 

 

 692



６．財務比率 

⑩ 総負債比率 ＝ 総負債／総資産 【低い値が良い】 

固定負債と流動負債を合計した負債総額の総資産に対する割合を示す比率。総資産のうち他人資金

に依存している割合を示している。50％を超えると負債総額が自己資金（基本金+消費収支差額）を上

回ることになり、さらに 100％を超えると負債総額が資産総額を上回る状態、いわゆる債務超過となる。

本法人では、2000 年度は 14.2％、2005 年度には 11.4％となり、2.8 ポイントの改善がみられ良好であ

る。全国平均値との比較でもやや低い比率で推移している。 

 

⑪ 負債比率 ＝ 総負債／自己資金 【低い値が良い】 

他人資金と自己資金との関係比率。他人資金が自己資金を上回っていないかをみる指標で、100％以

下で低い方が望ましい。本法人の場合、1996 年度と 1997 年度に日本私立学校振興・共済事業団から借

入れを行ったが、計画的な返済を履行しており、2000 年度は 16.5％であった同比率は 2005 年度には

12.9％へと低下している。上記の総負債比率とともに改善傾向にある。また、実質的な負債比率と考

えられる前受金を除いた負債比率は、8％台で推移しており良好である。 

 

⑫ 前受金保有率 ＝ 現金預金／前受金 【高い値が良い】 

流動負債のなかの前受金と流動資産のなかの現金預金との関係比率。前受金は翌会計年度に帰属す

る収入であるが、その資金が翌年度繰越支払資金として当該年度末に保有されているかどうかをみる

指標。100％未満の場合は、前受金を先食いしたかまたは現金預金以外のものに運用したことになり、

特に前者の場合は、資金繰りが苦しい状態の一つのあらわれといえる。本法人では、2000 年度は 227.9％、

全国平均値と比較して△102.8 ポイントであり、非常に低い数値であったものの、2004 年度は 354.1％

へ上昇、全国平均値との比較でも 17.6 ポイント上回る結果となった。2005 年度でも 360.9％で、引続

き上昇傾向が見受けられる。 

 

⑬ 退職給与引当預金率 ＝ 退職給与引当特定資産／退職給与引当金 【高い値が良い】 

固定負債のなかの退職給与引当金と、その他の固定資産のなかの退職給与引当特定資産との関係比

率。退職金の支払能力を測定するための比率である。比率が 100％に近いほど資金準備が充実している

と判断され、望ましいと考えられる。本法人は退職給与引当金の設定を 100％基準としており、充分な

資金を留保している。 

 

⑭ 基本金比率 ＝ 基本金／基本金要組入額 【高い値が良い】 

基本金対象資産の取得価額（基本金要組入額）に対し、基本金組入額が何％になるかを示す比率。

100％に近いほど未組入額が少ないことを示している。未組入額があるということは借入金または未払

金をもって基本金組入対象資産を取得していることを意味する。したがって、この比率は 100％に近づ

くほうが望ましい。本法人では、97％前後で全国平均値をやや上回った数値で推移しており良好であ

る。なお、日本私立学校振興・共済事業団からの借入金についても、計画的な返済を履行しており、

それにともなう未組入基本金は年々減少している。 

 

⑮ 減価償却比率 ＝ 減価償却累計額／減価償却資産取得価額（図書を除く） 【どちらともいえ

ない】 

減価償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合を示す比率。建物、設備等の有形固定資産

は、耐用年数に応じて減価償却が実施されるが、その取得価額と未償却残高との差である償却累計額

が、取得価額に対してどの程度になっているかをみる指標。資産の取得年次が古いほど、または耐用
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年数を短期間に設定しているほどこの比率は高くなる。本法人では、全国平均値並の 30％台の数値で

推移しており、バランス良く計画的な償却対象資産の更新がなされていると解せる。 

 

［長所］ 

(1) 消費収支計算書関係比率について 

人件費の帰属収入に対する割合により「人件費比率」が示されるが、本法人の 2005 年度の同比率は

48.6％となっており、従前の 50％台から比較して改善傾向を伺うことができる。この要因としては、

事務職員減員計画や選択定年制度による人件費抑制計画の効果によるものとして一定の評価ができる。

このことは、人件費の学生生徒等納付金に対する割合を示す比率である「人件費依存率」が、学生生

徒等納付金が漸減傾向にあるなかで、2005 年度には同比率 62.7％へと、ここ 5年間でも 低の数値と

なっていることにも表れている。 

また、学生に対する教育還元率ともいえる「教育研究経費比率」について、本法人の 2004 年度以降

の数値は全国平均値から 5 ポイントほど高い数値で推移している。これは専門職大学院の開設ならび

に既存学部学科の再編等を含めた教育研究活動のいっそうの活性化が図られつつある結果であるとし

て評価できる。 

経営の余裕度や収支の均衡具合を図る指標として、「消費支出比率」、「帰属収支差額比率」ならびに

「消費収支比率」がある。本法人は、いずれの比率においても全国平均値を上回る良好な比率で推移

していたが、2004 年度に軒並み悪化傾向にあって、全国平均値にも及ばない結果をみた。しかし、2005

年度には 2003 年度以前の水準に拮抗した数値に回復している。したがって、これら 2004 年度の比率

のみが悪化した原因としては、車道校舎キャンパスプロジェクト事業にともなう一時的な経費拡大お

よび基本金組入額の膨張によるものであったと判断できることを補足する。 

 

(2) 貸借対照表関係比率について 

本法人では、特に「流動比率」の低さが目立ち、全国平均値と比較しても低率での推移となってい

るが、これは本法人の中長期計画に基づく財政政策のもと、固定資産（引当特定資産）として計画的

に資金を留保してきたことが起因している。この資金留保の形態は、本法人の「前受金保有率」や「固

定長期適合率」の比率が、全国平均値から劣った数値で推移していることにも表れている。また、自

己資金の充実度を評価する指標としては、「自己資金構成比率」、「消費収支差額構成比率」、「基本金比

率」がある。本法人は、いずれの比率においても全国平均値を上回る比率で推移しており、充分な自

己資金を確保している状況にある。負債の割合をみる比率には、「固定負債構成比率」、「流動負債構成

比率」、「総負債比率」、「負債比率」がある。これらの比率は、すべて全国平均値よりも低く良率で推

移している。また、「内部留保資産比率」、「運用資産余裕比率」についても全国平均値並にある。とり

わけ「退職給与引当金預金率」について、期末要支給額の 100％を計上基準としていることを特筆し、

これら負債に備えるための資産の蓄積状況も充実していると評価するものである。 

 

 

 

［問題点］ 

上述したように、本法人における「人件費比率」については、事務職員減員計画や選択定年制度によ

る人件費抑制計画の結果、2005 年度決算では同比率の減少（48.6％）という、一見したところ一定の目

的は達成したかに見受けられる比率をみた。しかし、選択定年制度の当面の 終年度であった 2004 年度

の同比率は膨張（54.5％）しており、それは退職者の多寡による退職金増減の影響が大きいことを裏付

けている。2003 年度以前の同比率の推移をみても 50％の水準を下回ることはなくずっと高い比率で推移
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してきていることからも、本法人の「人件費比率」は依然として高い水準にあるといわざるを得ない。

安易に単年度のみの数値を引合いに出すのではなく、中長期的視野のもとで人件費のあり方に注視して

いく必要がある。 

また、本法人の帰属収入の構成割合をみると、「学生生徒等納付金比率」については、全国平均値以上

である 80％前後での割合で推移してきている。一方、「補助金比率」の全国平均値は 12％～13％台で推

移している。本法人は、2005 年度に初めて 10 億円を上回る 11億 4,100 万円の補助金収入を得たものの、

同比率は 9.8％と、一桁の割合にとどまった。また、「寄付金比率」は、そのときどきのイベント事業な

どによる一時的な上昇はみられるものの、概ね 1％を下回る低率での推移となっており、安定的な収入財

源とはなっていない。このことから、本法人の帰属収入は依然として学生生徒等納付金に大きく依存し

ていることが伺える。 

このような収支構成にある現状を踏まえたうえで、本法人の今後の消費収支を見通した場合、支出超

過の傾向に向かうことは否めない。直ちに健全な財政状態を損なうものではないといえるが、学校法人

を永続的に維持していくためには長期的にも収支を均衡していく必要がある。 

 

［改善の方法］ 

上述した予測される消費支出超過の傾向を解消するための一つの施策として、すでに 2001 年の「経営・

財務に関する基本構想」のなかで「人件費比率の改善（50％以内を目標）」との基本方針が提示されてお

り、これまで財務戦略を遂行してきた。しかし、単年度レベルでの改善はみられるものの未だ実現には

至っていない。そこで、この基本方針を再確認することに加えて、2007 年度から、「均衡予算編成」をス

タートさせるとした「予算編成方針」が新たに提示された。経常的予算を毎年前年比 1.5％以上削減、新

規事業に係る予算については毎年前年比 1％以上の削減を原則とする予算編成基準を設け、5年後を目処

として、予測される消費支出超過を改善し収支均衡を目指す趣旨である。具体的には、選択定年制を含

めた定年制度の見直しと定年後の再雇用制度の検討、退職金支給率の見直し、ならびに大学を取巻く状

況変化を踏まえ、任期制教員や契約教職員など雇用形態の多様化を進めることである。あるいは、アウ

トソーシングや業務委託の導入による業務の効率化等の施策を講じるといった、人件費総額の削減につ

いての検討を始めることが示された。また、その他の経費全般についても、継続的な事業については年

度別の事業費や将来的管理コスト等までを明らかにすることにより、より厳正な査定の下で管理してい

くことなど、業務の効率性確保に徹し、経費の節減合理化を徹底していく旨が示された。 

本法人の帰属収入の構成は学生生徒等納付金に大きく依存している。楽観すれば充分に学生生徒を確

保できていることの表れともいえるが、言い換えれば学生数の変動が収入の増減に大きく影響すること

を意味している。自己財源の大きな柱となる学生生徒等納付金収入が漸減傾向にあることを鑑みても、

収入財源の多様化および長期的かつ安定的な確保を図ることは収入面での重要課題である。なかでも、

帰属収入の構成比率で学生生徒等納付金に次いで第 2 のウエイトを占める補助金収入については、競争

的補助金配分に傾斜している政策動向を見据えた場合、補助金増額に向けた教育研究条件の維持・向上

ならびに差別化を図っていく方策がいっそう必要となろう。そのためには、新学部の設置や既存学部の

廃止等による未完成学部の存在や収入超過の度合いもあいまって、補助割合は増減される要素を含んで

いるといった、より緻密で分析的な角度からの検討も必要である。また、寄付金収入については、増収

に向けた取組みのスタートとして 2007 年早々に「寄付金拡充検討委員会」を発足し、戦略的な寄付金募

集のあり方について具体的な検討を始めたところである。資産運用収入についても、銀行預金の利息収

入のみならず、5年前から外国債券を中心とした運用を開始している。経済情勢と市場の動きに密接に関

わる運用手段であり、長期的にはなかなか予測し難い側面を内包するものであるが、投資元本回収の確
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実性は維持しつつ高収益を確保するといった、安定的な収入財源の位を獲得できるよう今後とも充分な

リスク分析と検討に基づいた投資に努めていく。 

帰属収入の規模が漸減傾向であることは、それにともない教育研究費も縮小せざるをえないといえる

が、これでは教育の充実に逆行してしまう。教学の質的・物的条件の確保のためには、新たな教学分野

の創出、既存学部学科の再編等をも視野に入れた中長期計画による教育研究の高度化を図っていくこと

も重要課題である。多様な収入財源の確保と支出面での経費削減を相対的なものとして、教学の質的・

物的条件を保ちつつ、持続的な消費収支の均衡を図っていくことが大学財政の健全な姿である。 
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表 12-1 消費収支計算書関係比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

人  件  費 本法人 53.5 54.2 51.2 51.6 54.5 48.6

帰 属 収 入 平均値 53.9 54.8 55.1 54.8 55.1 54.5

人  件  費 本法人 63.7 68.3 63.7 65.4 70.2 62.7

学生生徒等納付金 平均値 70.0 72.2 72.3 71.9 73.5 74.6

教育研究経費 本法人 25.5 23.6 24.4 25.1 31.3 32.0

帰 属 収 入 平均値 22.9 23.4 24.6 25.6 26.3 26.4

管 理 経 費 本法人 5.6 5.6 6.4 7.0 8.4 7.2

帰 属 収 入 平均値 7.8 8.1 8.3 8.4 9.0 8.8

借入金等利息 本法人 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

帰 属 収 入 平均値 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4

消 費 支 出 本法人 85.0 83.8 83.0 85.9 95.0 88.2

帰 属 収 入 平均値 87.4 90.1 91.2 91.0 92.3 92.3

帰属収入－消費支出 本法人 15.0 16.2 17.0 14.1 5.0 11.8

帰属収入 平均値 12.6 9.9 8.8 9.0 7.7 7.7

消 費 支 出 本法人 92.0 90.8 93.0 96.1 106.8 97.3

消 費 収 入 平均値 103.9 104.0 103.8 103.5 107.2 109.5

学生生徒等納付金 本法人 84.0 79.3 80.4 79.0 77.6 77.6

帰 属 収 入 平均値 76.9 75.8 76.2 76.2 75.0 73.0

寄  付  金 本法人 0.3 0.3 0.5 1.1 0.7 2.2

帰 属 収 入 平均値 2.2 2.0 2.0 1.9 1.8 3.6

補  助  金 本法人 6.5 7.1 7.2 7.5 7.8 9.8

帰 属 収 入 平均値 11.9 12.2 12.3 12.5 13.0 12.8

基本金組入額 本法人 7.7 7.7 10.7 10.6 11.0 9.3

帰 属 収 入 平均値 16.0 13.4 12.1 12.0 13.9 15.7

減価償却費 本法人 8.1 8.1 8.4 7.4 8.2 9.6

消 費 支 出 平均値 9.6 9.7 10.3 10.7 10.8 10.6

(注)・平均値は、日本私立学校振興・共済事業団の「今日の私学財政」より、文他複数学部を有する大学法人平均

　　・評価の　↑＝「高い値が良い」　↓＝「低い値が良い」　～＝「どちらともいえない」　を示す

比    率 算   式

1 人 件 費 比 率

2 人 件 費 依 存 率

3 教 育 研 究 経 費 比 率

4 管 理 経 費 比 率

5 借 入 金 等 利 息 比 率

6 消 費 支 出 比 率

6-1 帰 属 収 支 差 額 比 率

7 消 費 収 支 比 率

12 減 価 償 却 費 比 率

8 学生生徒等納付金比率

9 寄 付 金 比 率

10 補 助 金 比 率

11 基 本 金 組 入 率

評価 区分

↑

↓

↓

↓

↑

↓

2004

H16年度

2005

H17年度

↓

↓

2000

H12年度

2001

H13年度

2002

H14年度

2003

H15年度

～

～

↑

↑

↑

 

 

697 



12 財政状況（財務） 

表 12-2 貸借対照表関係比率 

 

 

 

 1 固

 

 

 

 

 2 流

 

 3 固

 

 

 

 

 

 

 5 自

（単位：％）

固 定 資 産 本法人 83.8 84.1 84.0 84.3 84.9 84.7

総   資   産 平均値 79.8 80.6 81.6 82.2 83.1 84.3

有形固定資産 本法人 59.3 56.4 56.0 57.9 60.6 58.9

総   資   産 平均値 60.6 60.6 60.4 60.4 61.0 60.8

その他の固定資産 本法人 24.6 27.8 28.0 26.4 24.4 25.9

総   資   産 平均値 19.2 20.0 21.2 21.8 22.1 23.5

流 動 資 産 本法人 16.2 15.9 16.0 15.7 15.1 15.3

総  資   産 平均値 20.2 19.4 18.4 17.8 16.9 15.7

固 定 負 債 本法人 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1

総   資   金 平均値 8.4 8.3 8.0 7.8 7.6 7.3

流 動 負 債 本法人 7.9 6.4 5.7 5.1 5.3 5.4

総   資   金 平均値 6.7 6.4 6.0 5.7 5.6 5.5

運用資産－総負債 本法人 26.6 30.9 32.0 30.8 28.0 29.7

総   資   産 平均値 24.3 24.7 25.6 26.1 25.8 26.4

運用資産－外部負債 本法人 1.6 1.7 1.9 1.8 1.6 1.9

消費支出 平均値 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9

自 己 資 金 本法人 85.8 87.3 88.0 88.6 88.5 88.6

総  資  金 平均値 84.9 85.3 86.0 86.5 86.8 87.2

消 費 収 支 差 額 本法人 1.2 3.6 5.0 5.7 4.2 5.7

総  資  金 平均値 1.5 1.1 0.0 △ 0.6 △ 2.0 △ 2.9

固 定 資 産 本法人 97.7 96.4 95.4 95.1 95.9 95.7

自 己 資 金 平均値 94.0 94.5 94.9 95.1 95.8 96.7

固 定 資 産 本法人 91.1 89.9 89.1 88.8 89.7 89.5

自己資金＋固定負債 平均値 85.5 86.1 86.8 87.2 88.1 89.2

流 動 資 産 本法人 203.7 248.2 280.5 306.3 286.1 284.7

流 動 負 債 平均値 303.3 304.2 306.4 309.9 301.4 286.9

総  負  債 本法人 14.2 12.7 12.0 11.4 11.5 11.4

総  資  産 平均値 15.1 14.7 14.0 13.5 13.2 12.8

総  負  債 本法人 16.5 14.5 13.6 12.8 12.9 12.9

自 己 資 金 平均値 17.8 17.2 16.3 15.6 15.2 14.7

現 金 預 金 本法人 227.9 269.2 314.9 324.8 354.1 360.9

前  受  金 平均値 330.7 319.4 326.5 345.5 336.5 329.6

退職給与引当特定資産 本法人 99.8 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0

退職給与引当金 平均値 55.5 56.2 59.1 60.8 62.3 62.6

基  本  金 本法人 96.2 96.4 96.9 97.1 97.5 97.7

基本金要組入額 平均値 95.1 95.8 95.7 95.9 96.3 96.3

減価償却累計額 本法人 30.0 33.0 36.1 37.6 33.5 34.6

減価償却資産取得価格

（図書を除く）
平均値 34.6 35.5 36.7 37.8 38.9 40.0

（注）・平均値は、日本私立学校振興・共済事業団の「今日の私学財政」より、文他複数学部を有する大学法人平均

　　　　なお、基本金比率と減価償却比率については、医歯系法人を除く大学法人平均を示した

　　　・評価の　↑＝「高い値が良い」　↓＝「低い値が良い」　～＝「どちらともいえない」　を示す

比    率 算    式

 

 

定 資 産 構 成 比 率

1-2 有形 固定 資産 構成 比率

1-3 その他の固定資産構成比率

動 資 産 構 成 比 率

定 負 債 構 成 比 率

4 流 動 負 債 構 成 比 率

4-1 内 部 留 保 資 産 比 率

4-2 運 用 資 産 余 裕 比 率

己 資 金 構 成 比 率

9 流 動 比 率

6 消費 収支 差額 構成 比率

7 固 定 比 率

15 減 価 償 却 比 率

12 前 受 金 保 有 率

13 退 職 給 与 引 当 預 金 率

↑

↑

14 基 本 金 比 率

10 総 負 債 比 率

11 負 債 比 率

8 固 定 長 期 適 合 率

↓

評価

↓

区分
2000

H12年度

2001

H13年度

2002

H14年度

2003

H15年度

2004

H16年度

2005

H17年度

↓

↓

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↑

↑

～

↑

↓

↓

↑
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１．愛知大学の事務組織 
 

（１）事務組織と教学組織との関係 
 

［理念・目的・目標］ 

大学の事務組織については、大学における主体的・機動的な改革の推進や教育研究機能のいっそうの充

実に貢献できるよう、教学組織との連携協力関係の確立を図るとともに、業務の専門性や効率性を向上さ

せる。 

 

［実態］ 

3 校舎にまたがる本学の事務組織は、事務局長（常務理事）のもと本部事務部、豊橋事務部、名古屋事

務部、車道事務部の 4 事務部からなり、各事務部長のもとに各課室が配置され、専任事務職員は 150 名以

内で運営する態勢を採っている。 

教学組織は、学部の各教授会、学務委員会、教学委員会、大学院委員会等（以下「教学組織」という）

がこれにあたる。教学組織にはそれぞれ担当事務局がおかれ、審議事項に関する議事整理、資料作成、必

要な調査と情報提供等を行い、各教学組織の意思決定の支援業務と会議運営に関わる業務を行っている。

また、事務局は、関係する本学諸規程および関連法規、従前の確認・申し合わせ事項、大学の事業方針等

との関係等について点検・確認し、不都合または留意すべき事項があれば該当の教学組織に指摘を行い、

適正な意思決定の支援を行う。この点で教学組織と事務組織は、独立した機能を持ちつつも相互に連携し

ながら教学に関わる意思決定をすすめている。 

大学全体の教育、学習、研究、就職、国際交流に関わる事項や各校舎に共通する教学事項の調整および

大学全体のカリキュラムの企画に関する事項は、大学評議会の内部委員会として設置された学務委員会が

所管しているが、教務課（豊橋・名古屋）および総合企画課が事務幹事として立案や会務を担当している。

また、各校舎には教学委員会（豊橋・名古屋）が組織され、各校舎における共通教育科目のカリキュラムの

改革、調整および点検、共通教育科目の授業計画立案、実施および調整に関する事項等について業務を遂

行し、豊橋教務課長、名古屋教務課長が事務幹事となって立案および会務を担当している。教学に関わる企

画・立案については、各教学組織で検討および方針策定を行うが、各学部教授会、大学院委員会、研究科

委員会等の日常的な支援業務は、各校舎の教務課が担っている。 

さらに、教職課程委員会、司書課程運営委員会、学芸員および社会教育主事課程運営委員会、一般教育

研究室運営委員会、語学教育研究室運営委員会、体育研究室運営委員会、国際交流センター委員会、情報

メディアセンター運営会議等、特別課程あるいは領域に関わる教学に責任をもつ教学組織を置き、各校舎

の教務課、国際交流センター事務課、情報企画課等の担当事務局を設置し、各種調査や情報提供、原案作

成等を通して、教学に関わる改善や企画・立案支援業務を行っている。 

 

［長所］ 

本学の事務組織と教学組織は、それぞれの専門性を発揮し、相互に独立をしつつ適正な意思決定に向け

て有機的に連携を行い、教学の改善・改革を推し進めている。また、教学組織と担当事務局との関係が諸

規程および所管業務において明確になっており、双方の意思疎通が図りやすく、事務局が具体化を担う上

で迅速・正確な実施ができるのが長所といえる。大学運営における事務組織と教学組織の相対的独自性と

有機的一体性についても適切に確保されている。 

 

699 



13 事務組織 

［問題点］ 

教学組織にはそれぞれ事務組織が事務局として配置され、各教学組織の意思決定の支援業務と会議運営

に関わる業務を行い有機的な連携がとられているが、時として、教育・研究にかかる具体的事案の決定に

際し教員側の方針や都合が優先され、事務組織（担当事務局）の意見具申や提案が十分に活かされない場

合がある。 

また、本学の事務組織については、専任職員 150 名態勢で運営されているが、専門職大学院（法科大学

院・会計大学院）の設置・運営支援、学部学科の再編や新設にともなう諸業務および新カリキュラム導入、

競争的資金配分の増加にともなう研究支援業務、教育研究とともに大学の基本的任務のひとつとしてクロ

ーズアップされてきた地域貢献や社会連携業務など、近年の教学業務の加速的拡大に対する事務組織の態

勢が十分でない状況が生じ、意思決定支援、企画・立案支援および正確な事務処理の面で不十分になって

いる点もある。 

一方で、学生や教員への対応のあり方についても検討課題であり、教務・学生・キャリア支援など学生

や教員に対してひとつの場所で集約してサービスを提供できる「ワンストップサービス」の導入・推進に

ついても検討が必要とされる。 

 

［改善の方法］ 

事務組織と教学組織との間の連携協力関係としては、概ね良好な関係が確立しているが、事務職員の大

学運営および政策決定への参画のあり方について、資質の向上に努めるとともに組織や制度的な見直しの

検討の中で、いっそうの参画が可能となる方向で改善を図っていく。 

また、教務・学生・キャリア支援など学生、教員に対してひとつの場所で集約してサービスを提供でき

る「ワンストップサービス」の推進、地域連携や社会連携を推進していく体制の整備、教員との協働とい

う点も事務組織の上では重要な視点として捉える必要があり、学内審議の結果、2007 年度の事務組織再編

の中でこれらの課題事項につき改善を図ることとなった。なお、この再編は、大くくりな事務組織への統

合・再編および学生に対するワンストップサービスの推進を基本的な視点としたもので、①常任理事会直

結の事務組織の拡大（企画･広報課、情報システム課、入試課）、②大くくりな事務組織の追求（総合企画

課と広報課の統合、教務課と学生課の統合）、③学習･教育支援センター（仮称）の設置、④研究支援業務

の確立、⑤地域連携窓口の設置などの内容となっている。 

 

 

 

（２）事務組織の役割 
 

「（２）事務組織の役割」は、主要点検・評価項目毎に記述を行い、詳細に点検を行う。 

 

◎ 教学に関わる企画･立案･補佐機能を担う事務組織体制について 

 

［理念・目的・目標］ 

教学に関わる企画･立案･補佐機能を担う事務組織体制の構築・整備は、大学の適切かつ迅速な意思決定

のためにも極めて重要である。各教授会、学内理事会、学務委員会、教学委員会等いずれも事務局が立案・

会務を通して意思決定支援に関与しており、事務職員（事務課室）は、教員と協働し「車の両輪」のよう

な関係の中でこれらの役割を果たす。 

 

［実態］ 

本学では、長期的視野に立った大学の基本構想策定（学部学科の教学体制の再編や経営基盤の安定化に

繋がる財務体質の確立）を目的として、基本構想推進本部（本部長：学長・理事長）が 2000 年 12 月に設

置され、その下で副学長を責任者とする教学プロジェクト（責任者：教学担当副学長）および経営プロジ
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ェクト（責任者：経営担当副学長）が設けられた。教学プロジェクトでは、常任理事会、学内理事会、大

学評議会等で出された教学にかかる諮問事項や課題に対して改善策や対応策を検討・提案しているが、こ

れに対応する事務組織として、総合的な企画･提案機能を担う部署である総合企画課が設置されており、副

学長体制に対応した 2つの係（係長）を配置してこれらの業務等を担当・サポートしている。 

大学全体に共通する教学事項の調整および大学全体のカリキュラムの企画に関する事項は、学務委員会

を組織して大学評議会に対して答申・提案を行うようになっているが、教務課（豊橋・名古屋）および総

合企画課が幹事として立案や会務を担当している。各教授会に対する企画・立案・補佐機能という点では、

各校舎教務課の中に専任職員による教授会書記が配置されており、教務課および担当書記は学部長の指示

に基づき全般にわたりこの機能を果たし、意思決定の支援および会議運営にも大きな役割を果たしている。 

また、各校舎には教学委員会（豊橋・名古屋）が組織され、大学全体の教育方針および教育課程の整備、

各校舎における共通教育科目のカリキュラムの改革、調整および点検、共通教育科目の授業計画立案、実

施および調整に関する事項等について業務を遂行しているが、豊橋教務課長、名古屋教務課長が幹事とな

って立案および会務を担当している。 

 

［長所］ 

総合的な企画･提案機能を担う部署として総合企画課を設置し、副学長体制に対応した 2つの係（企画係・

法人情報係）を配置して調査・提案にかかる業務等を日常的にサポートしている現状から、教学に関わる企

画･立案･補佐機能を担う事務組織体制という点では適切といえる。また、学内理事会、大学評議会、学務

委員会、教学委員会と教務課および総合企画課との関係も機動的に機能している。また各教授会に対して

は、各校舎教務課において企画・立案・補佐機能という点で組織的にサポートする体制が採られ、この役

割を果たすとともに、意思決定の支援および会議運営にも大きな役割を果たしていることは長所といえる。 

 

［問題点］ 

常任理事会、学内理事会、大学評議会、教学プロジェクトからの諮問事項や多岐にわたる関連業務が多

くなってきており、総合企画課については迅速な意思決定に繋げるために態勢の強化が必要である。 

 

［改善の方法］ 

常任理事会や学内理事会等からの諮問事項の増加を踏まえ、現行の総合企画課を「企画･広報課」とし、

企画係を「教学企画係」に、法人情報係は「経営企画係」に組織を改めて、大学の事業計画、政策提案、

企画機能を強化する改編について、学内審議の結果、2007 年度の事務組織再編の中でこれらを実現するこ

ととなった。 

 

 

◎ 学内の予算（案）編成・折衝過程における事務組織の役割について 

 

［理念・目的・目標］ 

事務組織はそれぞれの課室の課題を本学の事業計画との関わりや重要度などの点から十分検討し予算編

成に活かすとともに、費用対効果をより高める視点で、的確な予算を編成する。 

 

［実態］ 

予算編成方針は、経営担当副学長（常務理事）、事務局長（常務理事）、本部事務部長および財務課長が

学校法人愛知大学経理規程第 49 条（予算は、教育・研究、その他の学事計画と密接な関連をもって明確な

方針に基づき編成されなければならない）に基づき、原案を作成し、常任理事会、学内理事会、大学評議

会の議を経て評議員会の意見を聞き法人理事会で決定する。決定された予算編成方針は説明会を開催し、

各予算単位（各部課室）に周知する。各予算単位は、予算編成方針に基づき予算申請を行う。前述の予算

編成方針原案作成者 4 名に各校舎の事務部長 3 名および豊橋・名古屋総務課長を加えたメンバーが各予算
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単位から提出のあった予算申請内容に関するヒヤリングを行い、予算原案の作成を行う。原案作成以降の

審議手順は、予算編成方針と同様である。 

このように予算編成・折衝過程において事務局長以下、主管課となる財務課はじめ多くの事務職員が関

わっており、事務組織の果たす役割は極めて大きい。 

 

［長所］ 

予算編成方針の説明会から始まる予算編成作業にかかる意思疎通は十分に行われており、学内手続、編

成・折衝過程において実務的な面を含め財務課および各予算単位となる事務組織の果たす役割は大きい。 

「予算編成方針」により活動の重点、目標および制約条件をあらかじめ予算の編成と執行の責任者に明

示し、教育・研究その他の活動の具体的な計画を、所要の計算体系に基づいて目的、勘定科目、金額等を

表示して予算として総合編成し、適正な管理運営を実施している。 

 

［問題点］ 

予算編成作業にかかる意思疎通は十分に行われており、学内手続、編成・折衝過程も特に問題はないが、

学内各単位からの予算申請が多岐かつ膨大になっており、原案作成者および財務課にとって、予算単位ご

との査定作業、関連する過年度の費用対効果の検証および大学全体の予算編成が、様々な諸要件とも関わ

り複雑・高度な業務となっている。予算は、具体的な事業計画からの積み上げによって作成されるもので

ある。目標実現のための多様な事業計画や、それらの組み合わせのうちから最大の効果が発揮できるよう

な計画の選択と資金の配分が行われなければならず、この面でも事務組織の役割や適切性を高めていく必

要がある。 

また、予算の審議、編成が単年度の計画として行われるのではなく、大学の中期計画・目標に基づいて

進められることが必要である。 

 

［改善の方法］ 

本学の事業計画との関わりや重要政策を予算編成に活かすためには、予算編成に関わる事務組織の役割

と適切性をさらに高めていくことが重要である。特に予算編成に関わっては、公的資金の積極的獲得、多

様な収入源の確保、経営資源の重点化、費用対効果の向上、合理化・効率化および経常経費予算の削減・

圧縮による新規事業予算の捻出などについて、事務組織の役割をさらに高めていくことに努力していく。 

また、予算の審議、編成について、大学の中期計画・目標に基づき、財務課および各予算単位となる事

務組織においては連関に留意して編成作業に努める。さらに 2007 年度予算編成から、中長期的な視野の中

で 5 年間かけて収支均衡を実現する「均衡予算」編成がスタートすることが決定されており、この面でも

事務組織の担う役割は大きい。 

 

 

◎ 学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動について 

 

［理念・目的・目標］ 

常任理事会、学内理事会、大学評議会の議を経て行われる全学的な意思決定にあたり、事務組織は事案

にかかる的確な課題提起や情報提供を通して意思決定支援に適正に関与し、決定事項の実施にあたっては

事務組織内の報告・情報共有化を機能的に行い迅速かつ適正な執行を行う。 

 

［実態］ 

本学における全学的な意思決定は、常任理事会、学内理事会、大学評議会が組織され、年間を通して定

期的にこれらの会議が開催されている。 

常任理事会は、法人理事会において決定した基本方針に基づき、日常業務の執行にあたるとともに、学

内理事会の議を経て、法人理事会および評議員会に提案する事項および予め法人理事会から付託された事
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項について審議・立案している。学長兼理事長、副学長（常務理事）、事務局長（常務理事）により構成さ

れ、本部事務部長、総合企画課長が幹事として議事整理、資料準備および本学諸規程や関係法規、従前の

申し合わせ事項の確認などの会務等を通じて意思決定支援に関与している。 

学内理事会は、基本的な事業計画、予算および決算、重要な給与制度の変更、重要な管理運営組織の変

更、重要な学校財産の取得、管理および処分、大学評議会からの付託事項等について常任理事会からの提

案をうけ、審議・調整して大学評議会へ提案を行っている。事務局長は構成員として、また本部事務部長、

各校舎の事務部長、総合企画課長が幹事として議事整理、資料準備および会務等を通して意思決定支援に

関与している。 

大学評議会では、大学業務全般の基本的事項として、事業計画、予算および決算、教学に関する重要な

事項、人事および給与制度に関する重要事項、学則変更および重要な規程の制定・改廃、教学組織および

管理運営組織に関する重要事項、重要な学校財産の取得、管理および処分等について審議・議決している。

職務上の委員である事務局長、本部事務部長および事務職員選出委員 3 名が審議・議決に加わり、各校舎

事務部長および総合企画課長が幹事として議事整理、資料準備および会務等を通して意思決定支援に関与

している。 

これらの会議の決定内容や連絡事項は、常任理事会については総合企画課長が議事の関係課室に報告・

連絡、学内理事会については各事務部長が議事の関係課室に報告・連絡、また大学評議会においては全学

に関わることや最終的な機関決定となることから教育職員は各教授会において、また事務職員は課長会議

において報告がなされている。 

事務職員については、課長が所属する事務職員により構成する課室会議を開くこととされ、2006 年度か

らは原則週 1 回定期的に開催することを義務づけている。課室会議は、全員参加型の会議とし、所属の全

事務職員が大学評議会等の審議・決定内容や業務に関連する事項について共通認識をもつ機会としている。 

 

［長所］ 

常任理事会、学内理事会、大学評議会の議を経て行われる全学的な意思決定にあたり、事務組織および

事務職員は、有機的一体となって機能しその役割と活動は適切といえる。 

大学の決定事項にかかる伝達・具体化という点では、局部長会議、課長会議（合同・校舎別）、課室会議

といった事務局内の伝達システムが確立され意思疎通や情報共有化が徹底されており本学の長所といえる。

さらに主要な会議の議事録、業務スケジュール、行事、課室別業務分担表、業務引継書等は、イントラネ

ットのグループウェア（サイボウズ）に掲載され、専任教職員はいつでも参照することが可能となってい

ることも優れている点である。現在では、約 7割の事務職員がこれを十分に活用できている。 

 

［問題点］ 

大学の決定事項にかかる伝達・具体化という点に関しては、業務の多忙さから、課室会議においてすべ

ての課室で十分な報告や説明ができているか、関連する業務について議論や実施への取り組みができてい

るか、各課室によって若干の差異があっても概ね良と云える。 

一方、校舎および課室を越えた情報共有や連携という面では組織的に不十分な点がある。関連して、情

報共有化に大きな役割を担うグループウェアの「サイボウズ」については、大半の事務職員が十分に活用

できているが、一部の職員においては十分な活用がなされているとは言えない状況が見受けられる。 

 

［改善の方法］ 

業務の複雑化・多様化は今後さらにその傾向が強まると考えられる。このような状況下では、課室を越

えた業務連携は、大学決定事項を実行・具体化する上で極めて重要となってきており、このため他部署の

業務内容を相互に理解する学習会（事務職員基礎研修）、交流会（職員の意見交換会・懇談会）を定期的に

開催していく。 
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また、情報共有化に大きな役割を担うグループウェアの「サイボウズ」については、約 7 割の事務職員

が活用できているが、一部の事務職員につき十分な活用がなされていない状況にあり、今後はこうした事

務職員に対しても活用を促すべく組織的にフォローしていく。 

 

 

◎ 国際交流、入試、就職等の専門業務への事務組織の関与の状況 

 

［理念・目的・目標］ 

国際交流、大学入試、就職・キャリア支援の専門業務については教育と事務の中間的な領域が広がって

いること、大学の情報発信や社会との連携機能の充実が求められていることなどから、専門的な機能をも

つ事務組織に委ねていく方向をとることとする。 

 

［実態］ 

本学では、海外 9 ヶ国・地域の 26 大学と提携し、現在 学部において 373 名の外国人留学生が在籍して

いるなど、活発な国際交流が行われている。諸外国との学術、文化、教育等に関する交流を推進すること

を目的とし国際交流センター（および同委員会）を組織している。担当事務局として国際交流センター事

務課（豊橋）および名古屋国際交流センター事務課が設置され、外国の大学および研究機関等との交流推

進、協定留学生の受入・派遣、外国人留学生の受入や就学支援、本学学生の海外留学支援（長期留学、短

期語学セミナー）、現代中国学部の現地教育にかかる実施業務など、専門的な職務も含めて業務を遂行して

いる。 

入学試験の実施、学生募集にかかる業務は、これまで入学試験委員会で策定し、教授会など学内関係機

関の議を経て決定してきた。担当事務局である入試課では、入試諸制度、学生募集要項・出願書類作成、

入試問題関係、試験実施、入学手続、学生募集広報、大学案内の作成など全般にわたり企画・立案から実

施に至るまでの業務を年間通じて執り行っている。 

就職に関する業務は、就職委員会およびキャリア支援課が業務を行っている。キャリア支援課では、キ

ャリア支援に際し 1年次から 4年間を通した段階的な考察・サポートを行っており、就職指導および斡旋、

求人先の開拓、キャリア支援･資格取得講座、インターンシップ、就職ガイダンスや就職対策講座など業務

は専門かつ多岐にわたっている。 

 

［長所］ 

国際交流、入試、就職等に関する業務はいずれも専門的な業務となっており、担当の事務組織が果たす

役割は大きく十分に関与している。また国際交流センター委員会、入学試験委員会、就職委員会の教員が

委員となる委員会との連携も有機的一体性をもって機能的に行われており、教育職員と事務職員との協働

が実現されている点が優れている。 

 

［問題点］ 

国際交流、入試、就職等に関する業務について、担当の事務組織が果たす役割は大きくなっているが、

業務が専門化かつ複雑化しており、事務職員の繁忙と専門業務スキルの向上が課題である。また、入試課

については、少子化により学生募集が全学的な課題となっている状況において、常任理事会、学内理事会

等の学内機関との意思疎通を密接にして、大学としての政策的な施策を展開していくことが求められてい

る。 

 

［改善の方法］ 

専門化かつ複雑化している業務に対応するため、担当事務局および事務職員における業務スキル向上を

目的とした研修制度を実施していく必要がある。また、入試課について、常任理事会、学内理事会等の学

内機関との意思疎通を密接にして、大学としての政策的な施策を展開していくことが求められていること
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から、事務組織の位置づけや入学試験委員会等を含めた全学的な態勢の見直しにつき学内で検討、審議が

行われた。この結果、入試課の常任理事会直轄化について、2007 年度の事務組織再編の中で実施されるこ

とが決定された。また、2006 年 10 月から、全学的な戦略策定・実施を可能とする入学試験戦略委員会（委

員長は学長･理事長）を新たに設置し、同委員会で審議した重要事項を学内理事会に提案・決定すること、

現行の入学試験委員会は実務委員会としてその下部組織に位置づけることなど入試に係る組織・態勢の整

備が決定された。 

 

 

◎ 大学運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況 

 

［理念・目的・目標］ 

私立学校法の改正により理事会機能、監事機能を強化するため、常任理事会との繋がりの強い課を設置、

態勢を強化する。 

 

［実態］ 

本学では、長期的視野にたった大学の基本構想策定（学部学科の教学体制の再編や経営基盤の安定化に

繋がる財務体質の確立）を目的として、基本構想推進本部（本部長 学長・理事長）が 2000 年 12 月に設置

され、その下で副学長を責任者とする経営プロジェクト（責任者：経営担当副学長）および教学プロジェ

クト（責任者：教学担当副学長）が設けられた。経営プロジェクトでは、常任理事会、学内理事会、大学

評議会等で出された経営面にかかる諮問事項や課題に対して改善策や対応策を検討・提案しているが、総

合的な企画･提案機能を担う部署として総合企画課、予算・決算、寄付金・資金運用も含めた財務全般を担

う財務課の両課が幹事となって立案や会務を担当している。また、監事機能については、2005 年度から常

任理事会直轄の監査室が設置され、内部監査の計画および実施に関すること、内部監査後の改善計画等に

関することを所管し、関連する諸規程の整備等も進められてきた。そして、2006 年度には監事を 1名増員

し 2007 年度から常勤化する等、組織等の整備と機能強化が図られている。 

 

［長所］ 

総合的な企画･提案機能を担う部署として総合企画課を設置し、副学長体制に対応した 2 つの係（企画

係・法人情報係）を配置して調査・提案にかかる業務等を日常的にサポートしている現状から、経営面に

関わる企画･立案･補佐機能を担う事務組織体制という点では適切といえる。また、法人理事会、評議員会、

常任理事会、学内理事会、大学評議会と事務組織としての総合企画課、財務課、人事課および広報課との

関係も一体となって機能している。 

 

［問題点］ 

法人理事会、常任理事会、学内理事会、大学評議会、経営プロジェクト等からの諮問事項や多岐にわた

る関連業務が多くなってきており、迅速な意思決定に繋げるためにも態勢の強化が求められている。大学

の政策・戦略に係る重要事項の検討を迅速に又機動的に進めていく上では、常任理事会直結の事務組織の

態勢強化を図る必要があり、併せて危機管理面の組織的な体制づくりも課題である。 

 

［改善の方法］ 

常任理事会や学内理事会等からの諮問事項の増加を踏まえ、法人の事業計画、政策提案、企画機能を強

化する必要があることから、現行の総合企画課を「企画・広報課」とし、法人情報係を「経営企画係」に、

企画係は「教学企画係」に改組することにつき、学内審議の結果、2007 年度の事務組織再編の中でこれを

実現することとなった。 
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（３）事務組織の機能強化のための取り組み 
 

［理念・目的・目標］ 

事務職員については、全学的な観点から適正な職員配置を行うとともに、個人の適性を考慮し、採用後 段

階的に各種の業務経験を積ませることや、専門的な業務との関係では、各種業務の情報化、国際化および

入試などの専門業務の高度化への対応という観点から、専門的素養のある人材の養成を含め、専門分野ご

との研修を充実していく。また、業務の効率化を図るため可能なものにつきアウトソーシングを進める。 

 

［実態］ 

本学では、定年退職や 2000 年度から導入した選択定年制（事務職員は 55 歳以上が対象）により、業務

経験の豊富なベテラン職員が近年多く退職し、それを補う形で新規採用が行われた結果、事務職員の勤続

年数のアンバランスという点は解消され、その勤続年数別の割合は勤続 20 年以上が 31%、同 5 年以上 20

年未満が 34％、同 5 年未満が 35％となった。また事務組織の活性化や業務効率化（IT 化等）の推進等の

面では効果が見られた。 

しかしながら勤続 5 年未満の事務職員が急激に増えたことや事務職員の平均年齢が 6 年間で約 6 歳若返

ったことから、一方では業務経験の浅い事務職員が多くなりベテラン職員の知識・ノウハウが継承できな

い、他課室の業務内容が理解できない等の問題も生じている。事務職員の研修制度は、2004 年度までに管

理職研修、係長研修、課室別研修、特定研修、海外研修、国内研修、新任者研修などが制度化され、この

中で自己啓発とそれを支援していく仕組み（個人研修費、各種学会やセミナー参加、通信教育に対する補

助）が整えられた。また日本私立大学連盟をはじめ様々な他機関研修への参加、日本私立学校振興・共済

事業団への職員派遣も行ってきた。研修制度の整備とともに、係長制度の拡充等の諸施策も推進してきた

が、長期的視野に基づく人材育成の観点から、こうした世代交代の問題にも対応した研修のいっそうの充

実や効果的な政策が必要となっている。 

また、業務の高い専門性や業務の効率化との関わりでは、キャリア支援・資格取得講座、情報関係（シ

ステム運用等の委託）、図書館業務（閲覧など利用者対応、図書受け入れ）において、業務のアウトソーシ

ング（業務委託）を進めている他、人材派遣（専門職含む）による人材活用を行っている。 

 

［長所］ 

選択定年制導入により2000年～2004年度までの5年間で 31名の退職者が出て新規採用が行われたこと

により、事務職員の勤続年数のアンバランスの解消および若返りが図られたこと、事務組織の活性化や業

務効率化（IT 化等）の推進等の面では大きな効果が見られたのは長所といえる。係長制度の拡充は人材育

成の面においても効果が高かった。 

また、世代交代の問題に対応すべく新しい事務職員研修制度として、2005 年度からは、①e-learning

研修、② 事務職員基礎研修を導入したことも長所といえる。①e-learning 研修は、全事務職員を対象と

し、カリキュラムは、学校法人会計論、大学管理概論、大学経営戦略論、高等教育の国際比較、大学と法

務、セクシュアルハラスメント、就職とキャリア形成教育、教学システムの新展開、個人情報の管理、IT

と高等教育、大学評価の国際的動向、生涯学習と大学、大学図書館の管理運営から構成しており、特に若

手職員が理解しやすいよう工夫がなされている。2005 年度は、若手職員を中心に実に事務職員の約 54％に

あたる 80 名が受講し、事務局全体の力量の底上げにもなった。②事務職員基礎研修は、採用後 5年以内の

約 50 名を対象とし、大学事務職員としての基本的知識を身につけ、広い見識と応用能力･判断力を培うこ

とを目的として 4ヶ月間にわたり週 1回、90 分講義の形式で、内容ごとに各課責任者（課長または係長）

が講師を担当した。内容は、当該課で基本となる業務、他課の業務に連関する内容について講義し、業務

のノウハウを伝達する機会ともなった。 

また、業務のアウトソーシング（業務委託）、人材派遣（専門職含む）の活用については専任事務職員と

一体となって業務が遂行されており、教員・学生・一般市民等に対してサービスの向上に繋がっている。 
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［問題点］ 

選択定年制導入により 2000 年～2004 年度までの 5年間で 31 名の退職者が出たことにより、業務経験の

浅い事務職員が多くなる結果となり、これまでのベテラン職員の知識・ノウハウが継承できない、他課室

の業務内容と担当業務との全般的な連関が理解できない、業務上のミスに繋がる等の問題が生じている。

2005 年度からはこれらに対応すべく新たな事務職員の研修制度を導入したが、長期的視野に基づく人材育

成の観点から、こうした世代交代の問題に対応した研修のいっそうの充実をはじめ政策的な人材育成等が

必要とされる。 

 

［改善の方法］ 

2006 年度からは、事務職員研修制度のさらなる充実をはかり、e-learning 研修はレベルアップしたカリ

キュラムを設けて実施、内容的には教育行政学、経営戦略論、留学生政策、人事戦略論、リーダーシップ

論、財務管理の新展開、データ解析演習、地域と大学などにおよび、係長以上の事務職員は全員が受講し

ている。また、事務職員基礎研修は、第 2弾として大学の政策･管理運営、大学組織論、高等教育をめぐる

国の政策･法、本学の将来計画等をテーマにした研修を実施し、採用後 5年以内の事務職員の基本的な状況

認識と力量向上の徹底をはかり、問題点の解消に向けた取り組みを継続して進める。2006 年度の事務職員

研修は、次のとおりであるが、さらなる展開として将来的には企業への事務職員派遣等も検討していく必

要がある。なお、事務職員の退職後の再雇用については業務のノウハウの伝達を含めて世代交代の問題解

消に向けた施策として検討していく。 

 

＜2006 年度 事務職員研修の概要＞ 

(1) 学内研修 

・課室別研修：各課室を単位として日常業務遂行にあたって、必要な知識、技能、教養を修得し、担

当業務の円滑な執行に資するとともに、事務職員としての意識、資質の向上に努める

ことを目的とする。勤務時間外に実施。研修費支給。 

・全体研修：専任事務職員および嘱託職員を対象として 8月末に実施した。資質向上と教養を深める

ことを目的とする。全員出席を原則とする。 

・新任者研修Ⅰ：新卒採用職員を対象として 4月に実施。本学の組織、運営、諸規程、業務概要にか

かる講習、各課研修および日本能率協会新人研修コースへの参加。 

・新任者研修Ⅱ：2005 年 2 月から同 4月までの採用者 9名を対象として 6月に実施。一定期間業務を

経験し各自の疑問等を発表し討論を通じて考える機会とする。「業務における改善･提

案」について、予めレポートを作成し討論を行う。 

・事務職員基礎研修 Part2：採用後 5年以内の事務職員（53 名）を対象として 10 月～12 月（計 4回）

に実施。大学の政策･管理運営、大学組織論、高等教育をめぐる国の政策･法、本学の

将来計画等をテーマにした講義を受講する。 

・管理職研修：課長以上の事務職員を対象として、課長会議研修として実施される。また、学外研修

への派遣も行われる。 

・中堅職員（係長）研修：係長全員を対象としたマネジメント研修。係長の立場と果たすべき役割、

係長に期待される能力、部下の指導・育成など講演および実習による研修。 

・個人研修：専任職員 1名につき 1年度 80 千円の研修費を支給する制度。事務職員の力量、資質向

上に資するもので、セミナー、学会、研究会、講習会等の会費、参加旅費等を支給・

補助する。 

・通信教育等受講研修：通信教育、科目等履修生、本学エクステンションセンター開講講座等の修了

者に受講料の 80％を補助する制度。1年度に 2講座まで補助。 
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・e-learning 研修：インターネットから配信される講座をパソコンを使い学習する。プログラムは、

①大学職員としての基本的な知識を習得する内容、②経営戦略･組織運営力等の知識

を習得する内容、2つを開講している。 

(2) 学外研修 

・日本私立大学連盟研修会 

  ① アドミニストレーター研修 管理職対象（1名参加） 

  ② スタッフ・ディベロップメント研修 30～35 歳で課長以上でない者（2名参加） 

  ③ 若手スタッフ研修 採用後 3年以上経過している者（2名参加） 

  ④ 業務創造プロジェクト研修 30 歳前後で複数の部署の業務経験者（2名参加） 

・私立大学情報教育協会研修会 

  ① 大学情報化職員研修会 10 月または 11 月に開催（4名参加） 

  ② 大学情報化職員基礎講習会 7月に開催（4名参加） 

・愛知県私大事務局長会職員研修会 10 月に開催（8名参加） 

・私大職員研修センター研修会 

  学生指導のための窓口応対の効果的な進め方セミナー 6 月に開催（7 名参加） 
(3) 日本私立学校振興・共済事業団への職員派遣（1名参加） 

 

 

 

（４）事務組織と学校法人理事会との関係 
 

［理念・目的・目標］ 

私立学校法の改正により特に理事会機能、監事機能が強化されたことに対応して、理事会と事務組織と

の間の適切な関係を確立するために組織的な強化をはかる。 

 

［実態］ 

本学では、管理運営の観点から法人理事会のもとに常任理事会、学内理事会を設置している。常任理事

会は、法人理事会において決定した基本方針に基づき、日常業務の執行にあたるとともに、学内理事会の

議を経て、法人理事会および評議員会に提案する事項および予め法人理事会から付託された事項について

審議・立案している。学内理事会は、基本的な事業計画、予算および決算、重要な給与制度の変更、重要

な管理運営組織の変更、重要な学校財産の取得、管理および処分、大学評議会からの付託事項等について

常任理事会からの提案をうけ、審議・調整して大学評議会へ提案を行っている。 

寄附行為施行細則では、常務理事には副学長および事務局長をあてること、常務理事は学長兼理事長を

補佐し、経営、教学その他の法人の業務について法人理事会および学内理事会に対して政策提言を行うこ

とを規定している。事務局の最高責任者である事務局長が、常務理事として法人理事会、常任理事会、学

内理事会の構成員となっていることで、理事会と事務組織の架橋の役割を担っている。また実務的な面は、

本部事務部長および総合企画課が、常任理事会直結の組織として法人理事会、評議員会、常任理事会、学

内理事会等からの諮問事項や議事整理、会務など全般にわたり担当し、意思決定支援に関与している。 

 

［長所］ 

事務局の最高責任者である事務局長が、常務理事として法人理事会、常任理事会、学内理事会の構成員

となっていることで、理事会と事務組織の架橋の役割を担っており、本部事務部長、各校舎事務部長等も

幹事としてこれを支えており、事務組織と法人理事会との関係の適切性は組織的に確立されている。 

私立学校法の改正、特に理事会機能、監事機能が強化されることに対応して、総合企画課、監査室、校

友課について常任理事会直轄の組織とし、意思決定支援や理事会施策･決定の具体化などで成果が見られる。 
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［問題点］ 

学長、副学長および学部長が理事であることに対して、事務職員は事務局長 1 名が理事となっており、

教育職員との関係では、現在の事務職員の大学運営への関与の重要性と意思決定の迅速化という観点に鑑

みて、イコールパートナーシップの方向を含め、今後いっそうの参画を可能とする方向での体制強化が必

要である。 

理事会機能の強化という面から、事務組織の機能見直しと併せて直轄部署を拡大し、常任理事会と事務

組織の関係強化にいっそう取り組む必要性がある。 

 

［改善の方法］ 

事務職員の大学運営へのさらなる関与、参画という観点から、事務職員の理事を増員することは、今後

の管理運営組織のあり方の中で検討していく。 

2007 年度の事務組織再編では、総合企画課の態勢強化および情報企画課、入試課の常任理事会直轄化に

向けて組織再編につき学内審議の結果、承認された。この結果、大学広報の戦略的展開および危機管理の

観点から広報課を総合企画課に統合し、「企画・広報課」に改編する。情報企画課については、現在の教育

研究支援の分野に加え、総合企画課の「法人システム」の関係業務、豊橋・名古屋図書館事務課の「図書

館システム」の業務も集約し、全学的で統合的な情報システムの確立を通して全学的な情報化のための事

務組織とする。入試課は、常任理事会と学生募集の現場が直結し日常的に意思疎通をはかり、最新動向を

学生募集戦略、入試制度の諸改革、大学の諸施策に迅速に反映させることを可能とする組織に位置づけら

れ、入試戦略委員会をはじめとした全学的な態勢確立と相俟ってその任務を遂行していく。 

 

 

 

２．愛知大学大学院の事務組織 
 

「２．愛知大学大学院の事務組織」は、主要点検・評価項目毎に記述を行い、詳細に点検を行う。 

 

◎ 大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性 

 

［理念・目的・目標］ 

大学院の新たな環境や状況の中で、「卓越した教育研究拠点（COE）」としての大学院展開、高度専門職業

人養成や社会人再教育機能の強化、6 研究科の再編と新しい大学院構想などにおいて、担当事務局がその

充実と将来発展に関わる企画・立案業務において適切に機能することを目指す。 

 

［実態］ 

大学院の 6 研究科（修士・博士後期課程）には 160 名、専門職大学院（法科大学院・会計大学院）には

135 名の学生が在籍している。大学院委員会のもとで各研究科委員会が、専門職大学院にあっては各研究

科教授会が、それぞれ組織されて入試、学籍、授業計画、教学・履修、就学関係の策定および決定がなさ

れ、教務課（教学課）は議事整理、各種調査、資料作成および会務等を担うなかで意思決定支援に関与し

ている。事務組織としては、従前は研究事務課が所管していたが、学部と大学院との接合を目指した組織

再編を行い 2005 年度からは豊橋教務課、名古屋教務課、車道教学課において業務を所管している。豊橋・

名古屋教務課では、入学試験や学生募集要項に関する業務、授業時間割、授業実施、履修指導等窓口対応、

他大学との単位互換、大学院委員会や各研究科委員会および関連会議に関すること、車道教学課では、専

門職大学院にかかる入学試験や学生募集要項に関する業務、授業時間割、授業実施、履修指導等窓口対応、

教授会および関連会議に関すること、を担当している。 

6 研究科の再編に向けて、教務課が支援し、高等教育政策に関する情報提供を行ったり、大学院をとり

まく社会状況や他大学の状況を把握すべく学習会を開催している。 
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また、中国研究科（博士後期課程）では、文部科学省の「21 世紀 COE プログラム」に採択された国際中

国学研究センター（以下、「ICCS」という。）の教育事業として日中両国の博士号を取得するデュアルディ

グリープログラムを設置･展開しているが、ICCS 事務室（名古屋事務部長が責任者を兼務、係長配置）が

構想推進にかかる関係業務を所管し支援にあたっている。2004 年度に開設した法科大学院は、教育の創意

工夫を重ねて 2006 年度の新司法試験では 13 名の最終合格者を輩出し、合格率は全国私大でトップとなっ

た。会計大学院は、中部地方初の会計大学院（専門職学位課程）として 2006 年度に開設した。これら専門

職大学院の教務・入試・学生生活等の関係業務において担当の車道教学課をはじめ事務組織が果たす役割

は極めて大きい。 

 

［長所］ 

大学院を含む教学関係の業務について、教務課（教学課）で集約的に行い業務の一元化および効率化が

実現されており事務局の企画・立案機能も発揮しやすいこと、教員と学生に対してワンストップサービス

の提供ができていること、について優れており長所といえる。 

法科大学院については、企画・立案業務も含め専任教員と車道教学課とが一体となって業務にあたり機

能したことで、新司法試験で全国私大トップ（合格率）の実績を支えたことは特筆すべきことであり、事

務組織が果たした役割は極めて大きい。 

 

［問題点］ 

専門職大学院が健闘する一方、6 研究科では、学生募集の面で厳しい状況が続いており、再編の検討に

これまでも取り組んでいるが、学内合意に至っていない。現在も 6 研究科においての将来目指すべき方向

を模索中であるが、まだ方針および基本構想の企画・立案という点で事務局が十分に関与・参画するまで

には至っていない。 

 

［改善の方法］ 

社会的な需要、地域社会への具体的な貢献などを視座におき、大学としての 6 研究科の将来目指すべき

方向、方針および基本構想を含めて再編の決定をみるように担当事務局（教務課）の企画・立案機能を高

めていっそうの関与・参画をはかっていく。 

 

 

◎ 大学院に関わる予算（案）編成･折衝過程における事務組織の役割とその適切性 

 

［理念・目的・目標］ 

事務組織は大学院にかかる課題につき本学の事業計画との関わりや重要度などの点から十分検討し予算

編成に活かすとともに、費用対効果をより高める視点で、的確な予算を編成する。 

 

［実態］ 

予算編成･申請･執行については、6 研究科にあっては大学院委員会が、専門職大学院においは各研究科

教授会が、それぞれの意向や次年度事業計画を受けてとりまとめるが、学生募集要項、学籍･履修･成績お

よび奨学金関係は教務課（教学課）、学生募集にかかる広報関係は広報課と連携しこれらを執り行っている。

教務課（教学課）および広報課では、予算編成･申請･執行にかかる実務や業者との対応等を行っており、

この面でも大学院委員会や各研究科教授会を日常的にサポートしている。 

大学院を含む大学全体の予算編成については、大学の場合と同様である。すなわち大学院業務において

も、予算編成・折衝過程において事務局長以下、財務課、教務課など多くの事務職員が関わっており、事

務組織の果たす役割は極めて大きい。 

 

［長所］ 

710 



２．愛知大学大学院の事務組織 

予算編成方針の説明会から始まる予算編成作業にかかる意思疎通は十分に行われており、学内手続、編

成・折衝過程において実務的な面を含め財務課および担当の教務課（教学課）の果たす役割は大きい。次

年度の活動の重点、目標および制約条件をあらかじめ予算の編成と執行の責任者に明示し、教育・研究そ

の他の活動の具体的な計画を、所要の計算体系に基づいて目的、勘定科目、金額等を表示して予算として

総合編成し、適正な管理運営を実施している。 

 

［問題点］ 

予算は、具体的な事業計画からの積み上げによって作成されるものである。目標実現のための多様な事

業計画や、それらの組み合わせのうちから最大の効果が発揮できるような計画の選択と資金の配分が行わ

れなければならない。大学院にあっては、特に 6 研究科について入学志願者が少ない状況であり、各研究

科を存続していく上でも実際の学生募集に結びつく費用対効果の見込める広報活動および予算執行に心が

ける必要があり、この面でも事務組織の役割や適切性を高めていく必要がある。 

 

［改善の方法］ 

大学院においても本学の事業計画との関わりや重要政策を予算編成に活かすためには、予算編成に関わ

る事務組織の役割と適切性をさらに高めていくことが重要である。予算編成に関わって、公的資金の積極

的獲得、多様な収入源の確保、経営資源の重点化、費用対効果の向上およびその検証、合理化・効率化お

よび経常経費予算の削減・圧縮による新規事業予算の捻出などについて、事務組織の役割をさらに高めて

いくことに努力していく。 

 

 

◎ 大学院運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況 

 

［理念・目的・目標］ 

学生募集の厳しい現実からも大学院運営を経営面から支えうるよう適切な事務局機能を確立していくこ

とが重要である。 

 

［実態］ 

本学では、独立した事務組織として大学院事務局はなく、豊橋教務課、名古屋教務課、車道教学課にお

いて担当者を配置して様々な運営支援や事務処理を行っている。学生募集にかかる広報活動については、

パンフレット刊行や公式ホームページでのコンテンツ作成、新聞・雑誌広告など教務課と連携しつつ広報

課にて所管し、大学としての広報方針のもと一元的な業者対応や予算管理を行っている。 

 

［長所］ 

少ない担当者が学生の確保・拡充に対して努力している点は事務局としては評価できるといえる。 

 

［問題点］ 

6 研究科については、学生募集の面で厳しい状況が続いており、大学として大学院再編の検討にこれま

でも取り組んでいるが、学内合意に至っていない。大学院運営を経営面からも捉え、国の大学院の重点政

策の流れへの対応等も考慮した大局的な見地から教育内容や組織の見直しが必要であるが、この点におい

ても担当事務局の役割が求められる。 

 

［改善の方法］ 

社会的な需要、地域社会への具体的な貢献などを視点とした 6研究科および大学院教学組織の見直しと、

それに向けた組織的な取り組みが必要であり、事務局としてもその意思決定支援に関与し役割を果たすべ

く努めていく。 
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14 自己点検･評価の組織体制 
 

 

 

１．愛知大学の自己点検・評価 
 

（１）自己点検・評価 
 

［理念・目的・目標］ 

本学の目的と社会的使命を達成するためには、教育研究水準や管理運営等の状況に関する不断の自己点

検・評価（以下、「自己評価」という。）が必須である。そのために、自己評価を行う組織を設けて点検・

評価活動を実施し、結果を公表するとともに、それを踏まえて大学の改善・改革を行う。 

 

［実態］ 

委員会は 1992 年 6 月に設置され、1993 年 1 月に規程を制定し、自己評価にかかる学内システム・体制の

整備、実施に向けての準備を開始し、自己評価を恒常的に行うための制度についてはこの規程に集約させた。 

本学における自己評価活動は、自己評価あり方検討委員会が 1991 年 11 月に設置され、学長兼理事長か

ら自己評価のあり方につき検討を諮問され、1992年 3月に答申を得たところからスタートした。委員会は、

1993 年 7 月に、教授会、各種委員会などの評価単位に対して、当面の重点項目を示し、自己評価の実施を

要請した。その後、各単位からの報告に基づき、1994 年 3 月に『自己点検・評価報告書－教育・研究－』

を中間まとめとして教職員に公表した。次いで、1994 年 10 月には本学の管理・運営に直接責任を持つ学

長・理事長、学部長会議、評議会等からの報告を得て『同報告書－管理・運営－』を中間まとめとして教

職員に公表、1995 年 3 月に『愛知大学白書─現状と課題─』を発行し、本学の管理・運営上の問題点を明

らかにし学内論議と改善に向けての第一歩とした。 

しかしながら、本学ではその以前から、評議会に監査制度を設け、自己評価活動を実施してきた。若干

名の監査委員をもって、本学の経営に関し随時監査を行い、評議会に報告することを評議会規程第 10 条に

規定していた（現在は、評議会規程そのものが廃止されている）。これにより、2名（規程上は若干名）の

監査委員が当該年度の諸課題から適宜テーマを選定し、報告を行ってきた。 

以降、学内事情（新学部設置申請等）により、規程第 6 条に基づく報告書については、空白となった年

度もあるが、原則として毎年、重点テーマを設定し各評価単位に点検を依頼し、単年度ごとの『自己点検

評価・年次報告書』（以下、「年次報告書」という。）として学内教職員に印刷・配付している。 

なお、『愛知大学白書』、『自己点検・評価年次報告書』、後述する『愛知大学学術要覧』の発行年月、総

ページ数は表 14-1 のとおりである。 

これまでの取組みについては上記のとおりであるが、自己評価にかかる制度システム（目的、委員会の

組織、自己評価の実施方法、自己評価の項目および単位、自己評価結果の活用等）については規程に集約

している。 

組織については規程第 3 条に規定されており、委員長を、学内理事会構成員である、副学長及び学部長

（短期大学部長を含む。）のなかから選任し、委員は、各教授会（法務研究科教授会、会計研究科教授会を

含む）及び大学院委員会から各 1名、研究所から 1名並びに事務職員から 2名を選任している。 

自己評価の実施方法は規程第 6 条に規定されており、毎年評価単位ごとに自己評価を行い、委員会に報

告書を提出し、委員会は報告書として取りまとめた上で、学長に報告するものとしている。 

自己評価結果の活用の面では、規程第 8 条に規定されているとおり、各評価単位は、自己評価結果を踏

まえ、教育研究活動等または管理運営等の状況の改善に努めるものとし、学長は、自己評価結果を踏まえ、

大学の短期および中・長期の計画に反映させるよう努め、自己評価結果が学外に公表された場合、懇話会

を開催し、学外の有識者の意見を徴するものとしている。 
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14 自己点検･評価の組織体制 

 

表 14-1 自己評価関連発行物一覧 

 発行年月 総ページ数 

1994 年度 愛知大学白書 ─現状と課題─ 

2000 年度 愛知大学白書 ─現状と課題─ 

1995 年 3 月 

2001 年 5 月 

254 

438 

1997 年度 自己点検・評価年次報告書 

1998 年度 自己点検・評価年次報告書 

2002 年度 自己点検・評価年次報告書 ※ 

2003 年度 自己点検・評価年次報告書 ※ 

2004 年度 自己点検・評価年次報告書 ※ 

2005 年度 自己点検・評価年次報告書 ※ 

1999 年 2 月 

2000 年 5 月 

2003 年 7 月 

2004 年 3 月 

2005 年 3 月 

2006 年 3 月 

110 

159 

53 

65 

45 

52 

1993 年度 愛知大学学術要覧 

1995 年度 愛知大学学術要覧 

1997 年度 愛知大学学術要覧 

2000 年度 愛知大学学術要覧 

2003 年度 愛知大学学術要覧 

2005 年度 愛知大学学術要覧 

1994 年 2 月 

1996 年 3 月 

1998 年 3 月 

2001 年 9 月 

2004 年 3 月 

2006 年 3 月 

243 

274 

307 

327 

343 

347 

※ 自己点検・評価年次報告書の重点テーマ 

○2002 年度自己点検・評価年次報告書 

「学部教育の現状と課題」、「大学院教育の現状と課題」、「管理運営の現状と課題」 

○2003 年度自己点検・評価年次報告書 

「学生の受け入れと就職指導の現状と課題」、「学生の受け入れの現状と課題」、「就職指導の

現状と課題」、「就職支援・資格取得講座の現状と課題」 

○2004 年度自己点検・評価年次報告書 

「学生に対する履修指導と FD の継続的実施」、「FD の継続的実施」、「学生に対する履修指

導の継続的実施」 

○2005 年度自己点検・評価年次報告書 

「国際化、高大連携、広報活動」を重点項目とし、「学士課程の教育内容・方法」、「修士課程・

博士後期課程の教育内容・方法」、「学生の受け入れ」、「外国人留学生の受け入れ」、「研究

活動と研究環境」、「国際交流の専門業務への事務組織の関与の状況」 

 

また、規程第 9 条に規定されているとおり、委員会は、定期的に大学全体としての自己評価結果を『愛

知大学白書』としてまとめ、学長に提出し、学長は、『愛知大学白書』を学内教職員に配付するとともに、

学外に公表することとしている。 

 

［長所］ 

規程に、自己評価にかかる制度システム全般についてすべて規定されていることは長所といえる。また、

委員長は学内理事会構成員である副学長及び学部長(短期大学部長を含む。)のなかから選任することで、

学内理事会と緻密な連携が取れるように組織付けられており、委員についても各教授会だけではなく、研

究所、事務職員からも選任しており、教学面に加え研究面、事務局の観点からも評価活動が促進できるよ

うな組織体制をとっている。 

研究活動の公表の一環として、1993 年より『愛知大学学術要覧』を、他大学に先駆け原則として隔年で

発行してきた。これは、専任教員の研究活動に加え、社会的活動等を記載しており、また各研究所の研究

活動状況、出版・刊行物、教員の研究条件および支援体制、研究助成の状況、出版助成の状況、学外資金

による研究所等の状況および学生の研究活動について掲載し、隔年ごとに発行し、専任教員については全

構成員、事務職員については各課に 1 冊配付を行った。また、他大学、大学関係機関、県庁市役所等、マ

スコミ関係機関にも送付し、本学の状況についての情報発信を行った。とりわけ大学機関紙である『愛知

大学通信』においては、すでに 30 年程前より教員の単年度ごとの個人研究業績を学内外に公表しており、

こうした流れが『愛知大学学術要覧』の作成、公表にスムーズに繋がった。 
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１．愛知大学の自己点検・評価 

さらに、『財務資料』、『愛知大学年報』、『愛知大学通信』、『事業計画書』、『事業報告書』等によって大学

の教育、研究、財政等にかかる基礎的データ、事業計画・結果を公表している。ここには社会貢献活動、

学生の進路指導、学内の各種委員、各種審議会委員などの情報も盛り込まれている点が優れている。 

 

［問題点］ 

自己評価は定期的に実施しているものの、評価の方法として、各評価項目についての目的・目標を設け

て実施してこなかったため、現状把握を中心に報告され、改善の提案まで踏み込めていない。 

一方、発行を続けてきた『愛知大学学術要覧』と『愛知大学通信』であるが、ここで掲載された研究業

績を、蓄積し公表できる体制が取れていない。 

 

［改善の方法］ 

2006 年度からは、自己評価の評価手法として、各記述につき、[理念・目的・目標]⇒[実態]⇒[長所]⇒

[問題点]⇒[改善の方法]の 5 部構成とし、各項目において目標を設定し、改善の提案まで必ず触れること

とした。これによって各組織で、該当項目に対しての理念、目標が再認識されはじめ、問題意識も学内的

に高まり始めた。よって、2007 年度以降の自己評価もこの構成を踏襲することとする。 

一方、1993 年より『愛知大学学術要覧』を原則として隔年で発行してきたが、個人研究業績等について

は、すでに公式ホームページ上で公開・検索を可能にしている大学も多く、情報公開、知的財産の有効活

用の側面からも、蓄積型のデータベースの構築を早急に検討する。また必要に応じて学外の同一分野の専

門家に外部評価を依頼することも検討する。 

 

 

 

（２）自己点検・評価と改善・改革システムの連結 
 

［理念・目的・目標］ 

自己評価活動を恒常的に行い、その結果を大学の活動全体の改善・改革に生かすことができるような体

制を整える。 

 

［実態］ 

委員会が発足され、14 年が経過した。これまで年度ごとに 3つほどの重点テーマを決め、その現状を把

握するため評価活動に努めてきた。そして 2007 年度には、2006 年度の自己評価をもって認証評価を受け

ることとなったが、膨大な業務を円滑に委員会で処理することはやや非効率であるとの判断もあり、2006

年 1 月に基本構想推進本部（本部長：学長・理事長）の下に認証評価プロジェクトを設け、責任者を学長

が委嘱した（委員長：文学部教授、委員：法学部教授 1 名、国際コミュニケーション学部教授 1 名、監査

室主幹 1 名、事務担当総合企画課）。結果、2006 年度の年次報告書については、認証評価の基礎資料とな

る本報告書をもってあてることとなった。 

一方、今回の認証評価を受けるため「大学基礎データ」の作成にも着手した。「大学基礎データ」は、自

己評価を行ううえでの数字的根拠となっており、認証評価を受ける 2007 年度以降も、データの作成を継続

して行い経年変化の考察をも確認していくことで、将来の発展に向けた改善・改革を行う礎とする。 

 

［長所］ 

認証評価プロジェクトを立ち上げ、まず認証評価の基礎となる自己評価活動の啓蒙活動の一環として全

学的な説明会を開催するなどし、全学的に自己評価活動に対する認識が深まった。 

 

［問題点］ 

2006 年度の自己評価は、同年度の自己評価をもって、認証評価を受けることとなったため、その点検作
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業は、自己評価委員会に代わり、認証評価プロジェクトを中心に進められた。これは大学として、全学的

な目配りが効く組織体制が取れていなかったことによっている。 

また、自己評価活動の理念は大学の発展を目指すものであるから、恒常的に進められるべきことであり、

7 年に一度、つまり認証評価を受けるたびにそのための組織を立ち上げ、点検し、評価すればよいという

ものではもちろんない。一方、これまでの自己評価活動は、役職者等一部の構成員の活動と見られてきた

きらいがあり、年次報告書を原則毎年発行してきたが、発行すること自体が目的化している感がある。 

なお、組織的には、規程第 11 条（主管課）に、委員会の事務に関する主管課は、総合企画課と規定され

ており、愛知大学事務分掌規程上も自己点検･自己評価活動に関することは総合企画課の分掌とされている。

ただし、同課に課せられた分掌は、自己評価以外にも多岐にわたっており、評価活動への充分なサポート

が割ける体制がとれていないとも考えられる。 

 

［改善の方法］ 

認証評価時の組織体制については、規程に、『学長は必要がある場合は各単位（教授会、大学院委員会、

研究所、事務局）以外から若干名の委員を委嘱することができる』とあるため、この規定を準用し、認証

評価プロジェクトを自己評価委員会のもとに置くこととも考えられる。しかしながら、認証評価が法的に

義務化された今日においては、自己評価も含めた大学評価に対応できる大学全体の根本的な見直し（たと

えば大学評価室の設置、自己評価委員会の改称）が必要になってくると考えられる。 

また、今後については、年次報告書を発行した段階で作業を終了することなく、以下のサイクルの開発

を進めていきたい。 

① 自己評価の上での目標の設定 

② 自己評価の実施 

③ 自己評価結果（年次報告書）の取りまとめ 

④ 自己評価結果（年次報告書）の外部への公表 

⑤ 自己評価結果の学外者による検証 

⑥ 自己評価結果をもとに改善改革システムの構築に向けての方策を決定 

⑦ 改善の方法の具体的な検討と改革への取組みと新たな目標の設定・確認 

第一歩として、2005 年度自己評価の結果を受け、常任理事会において「⑥自己評価結果をもとに改善改

革システムの構築に向けての方策を決定」を念頭に審議を行った。その結果、「国際化、高大連携、広報活

動」に関する諸課題があげられ、2006 年度学校法人愛知大学事業計画書・事業計画に記載した項目のうち

特に以下の項目を、重点的に取り組むことを確認し、鋭意実行に移していくことを取り決めた。 

① 愛知大学孔子学院の開設 

② 北京語言学院との「学生共同募集プロジェクト」の実施 

③ 志願者確保に向けた広報、大学広報の拡充 

④ 高大連携 

本来ならばこの一連の確認を経て次年度の事業計画・事業計画書を作成するプロセスを確定することが

望ましいため、自己評価の実施時期の前倒しも視野に入れていく。 

また、組織的な改善策として、2005 年 4 月 1日付で監査室を設置した。監事についても、従前は 2名体

制を取っていたが、2006 年 5 月に監事の定員を「2名以上 3名以内」（学校法人愛知大学寄附行為第 5条）

に増員し、監査体制の強化を図ることとした。よって、今後は監査室・監事と自己評価委員会（事務担当：

総合企画課）の有機的な連携をはかることとし、評価活動全般の効率化を促進し、さらには自己評価を監

査室・監事主体で進めていくことも含めて検討していく。 
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１．愛知大学の自己点検・評価 

（３）自己点検・評価に対する学外者による検証 
 

［理念・目的・目標］ 

規程第 8 条第 3 項に「学長は、第 9 条の規定により自己評価結果が学外に公表された場合、懇話会を開

催し、学外の有識者の意見を徴するものとする。」とあり、毎年自己評価の公表終了後、速やかに学外の有

識者の意見を徴し、評価結果の客観性、妥当性を確保するための検証を行うことで改善に努める。 

 

［実態］ 

すべての私立大学は私立学校法その他諸々の法の下にあり、国庫補助という形で国からの援助を受けて

おり、その成果を社会に還元する使命を持っている。従来この点では本学を初め、多くの私立大学では自

己評価に対する取組みが不十分であったといえる。 

自己評価結果の客観性・妥当性を確保するために規定されている懇話会は、計画までは進んだものの、

開催されたことはない。 

ただし、2005 年度より本学公式ホームページに年次報告書を公開し、大学構成員のみならず、社会各層

に提示する姿勢を示しており、客観性、妥当性を保つよう配慮している。さらに『愛知大学学術要覧』に

ついては、外部に公表し、また『愛知大学通信』にも発刊された旨を掲載しており、外部からの問い合わ

せを受けつける体制が整えられている。 

 

［長所］ 

自己評価の一環ではないが、理事会では学外理事から、大学の方針等について忌憚のない意見をいただ

き、これを大学の改善に結び付けている。また毎年、後援会総会を全国各地で開催し、学生の父母に本学

の現状を詳しく説明するとともに、意見を徴し、改善に努めている。 

 

［問題点］ 

規程に定める懇話会は一度も開催されておらず、学外者による検証は 2000 年度に受けた相互評価以外、

行われていない。また、愛知大学公式ホームページに年次報告書を公開し、学外からこれに関する意見を

いただく体制をとっているが、意見・問い合わせはほとんど寄せられておらず、反応は概して低調である。 

 

［改善の方法］ 

懇話会については、規程の見直しも含めて、実態に即したあり方を検討していく。一つの方法として、

構成員のうち学外者が一定の割合で組織される評議員会で懇話会の役割を担うこととし、ここで検証する

手段が考えられる。今後、年次報告書を発行した段階で作業を終了することなく、前述したサイクルのう

ちの、「自己評価結果の学外者による検証」を目指したい。 

また、ホームページ上での年次報告書の公開については継続していくが、表示形式やリンク先を工夫す

ることで学外者からの検証を促進させることとする。 

 

 

 

（４）大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 
 

［理念・目的・目標］ 

毎年の自己評価を通して、大学の課題・問題点を早期に把握することで、文部科学省からの指摘事項、

大学基準協会からの勧告等を受ける前に、改善できるサイクルを確立することを目標とする。文部科学省

からの指摘事項、大学基準協会からの勧告等を受けた場合は、これを真摯に受け止め、改善に向けて全学

として迅速に取組み、その改善結果を公表する。 
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14 自己点検･評価の組織体制 

［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

本学は、大学院研究科設置に関わる申請を以下のとおり行ってきた（過去 7年以内）。 

○ 2001 年 4 月 大学院法学研究科公法学専攻博士後期課程を設置 

○ 2002 年 4 月 大学院国際コミュニケーション学部研究科修士課程を設置 

○ 2004 年 4 月 大学院法務研究科専門職学位課程を設置 

○ 2006 年 4 月 大学院会計研究科専門職学位課程を設置 

上記の設置認可の際に文部科学省から付された留意・指摘事項に関わる現在の状況は以下のとおりであ

る。 

 

大学院法学研究科公法学専攻博士課程設置（設置認可） ＊寄附行為変更については、申請していない。 

留意事項 留意事項への対応（現在） 

１．国際コミュニケーショ

ン学部比較文化学科の

社会人の確保に努める

こと。 

 

１．比較文化学科夜間主コースは、“外国語教育と異文化理解における

地域の生涯学習の核”となることをコンセプトに据え、幅広い社会人

の受け入れを目指し、開設年度以降、社会人の受け入れのため、入試

制度、教学条件等種々の施策を講じてきた。しかし、結果に改善が見

られず本来の勤労学生教育機関としての性格も維持しがたくなって

きたため、2004 年 4 月より、同コースの学生募集を停止した。  

 

２．現代中国学部の留学生

の確保に努めること。 

２．中央教育審議会から 2002 年 8月 5日に提出された答申の中で、「大

学、学部等の設置に関する審査に当たっては、現在、特定の分野を除

いて抑制的に対応する方針が採られているが、大学が社会のニーズや

学問の発展に柔軟に対応でき、また、大学間の自由な競争を促進する

ため、今後は抑制方針を基本的には撤廃することとする。」ことが盛

り込まれた。これにより、本学現代中国学部の留学生枠等の設定を廃

止した。 

 

３．文学部史学科、国際コ

ミュニケーション学部

比較文化学科、法学部 1

部、現代中国学部の編入

学生の確保に努めるこ

と。 

３．本学では、女子の 4年制大学志向、短期大学の 4年制大学化等によ

り、編入学試験志願者の減少傾向が続いたこと、一般入学試験におい

ては 18 歳人口減少の影響を受け、減少傾向ではあるが、募集人員に

対する志願者の倍率は平均 10 倍近くで推移していること、また推薦

入試においても募集人員をはるかに超える志願者を集めていること

から、実態に見合った定員の設定を行う必要があるものと判断し、

2007 年度より愛知大学学則を変更し、編入学定員をすべて入学定員

に振り替えることとした。 
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１．愛知大学の自己点検・評価 

大学院国際コミュニケーション学部研究科修士課程設置（設置認可） 

留意事項 留意事項への対応（現在） 

１．愛知大学短期大学部現

代生活学科の定員超過の

是正に努めること。 

１．2005 年 4 月に短期大学部言語文化学科、現代生活学科を改組し、

ライフデザイン総合学科を設置した。なお、2006 年度における短

期大学部の充足率は 1.22 となっている（「4学生の受け入れ、定員

管理欄」参照）。 

 

２．国際コミュニケーショ

ン学部比較文化学科の社

会人の確保に努めるこ

と。 

２．比較文化学科夜間主コースは、“外国語教育と異文化理解におけ

る地域の生涯学習の核”となることをコンセプトに据え、幅広い社

会人の受け入れを目指し、開設年度以降、社会人の受け入れのため、

入試制度、教学条件等種々の施策を講じてきた。しかし、結果に改

善が見られず本来の勤労学生教育機関としての性格も維持しがた

くなってきたため、2004 年 4 月より、同コースの学生募集を停止

した。 

３．現代中国学部の留学生

の確保に努めること。 

３．中央教育審議会から 2002 年 8 月 5日に提出された答申の中で、

「大学、学部等の設置に関する審査に当たっては、現在、特定の分

野を除いて抑制的に対応する方針が採られているが、大学が社会の

ニーズや学問の発展に柔軟に対応でき、また、大学間の自由な競争

を促進するため、今後は抑制方針を基本的には撤廃することとす

る。」ことが盛り込まれた。これにより、本学現代中国学部の留学

生枠等の設定を廃止した。 

 

４．国際コミュニケーショ

ン学部言語コミュニケー

ション学科、比較文化学

科昼間主コース、法学部

1 部、経営学部、現代中

国学部、経済学部 1 部、

文学部の編入学生の確保

に努めること。 

４．本学では、女子の 4年制大学志向、短期大学の 4年制大学化等に

より、編入学試験志願者の減少傾向が続いたこと、一般入学試験に

おいては 18 歳人口減少の影響を受け、減少傾向ではあるが、募集

人員に対する志願者の倍率は平均 10 倍近くで推移していること、

また推薦入試においても募集人員をはるかに超える志願者を集め

ていることから、実態に見合った定員の設定を行う必要があるもの

と判断し、2007 年度より愛知大学学則を変更し、編入学定員をす

べて入学定員に振り替えることとした。 

 

 

大学院国際コミュニケーション学部研究科修士課程設置（寄附行為） 

留意事項 留意事項への対応（現在） 

１．愛知大学短期大学部現

代生活学科の定員超過の

是正に努めること。 

１．2005 年 4 月に短期大学部言語文化学科、現代生活学科を改組し、

ライフデザイン総合学科を設置した。なお、2006 年度における短

期大学部の充足率は 1.22 となっている（「4学生の受け入れ、定員

管理欄」参照）。 

 

２．愛知大学国際コミュニ

ケーション学部比較文化

学科の社会人、現代中国

学部の留学生、文学部、

経済学部 1 部、法学部 1

部、経営学部、現代中国

学部、国際コミュニケー

ション学部言語コミュニ

ケーション学科及び比較

文化学科昼間主コースの

編入学生の確保に努める

こと。 

２．本学では、女子の 4年制大学志向、短期大学の 4年制大学化等に

より、編入学試験志願者の減少傾向が続いたこと、一般入学試験に

おいては 18 歳人口減少の影響を受け、減少傾向ではあるが、募集

人員に対する志願者の倍率は平均 10 倍近くで推移していること、

また推薦入試においても募集人員をはるかに超える志願者を集め

ていることから、実態に見合った定員の設定を行う必要があるもの

と判断し、2007 年度より愛知大学学則を変更し、編入学定員をす

べて入学定員に振り替えることとした。 
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14 自己点検･評価の組織体制 

大学院法務研究科専門職学位課程設置（設置認可） 

留意事項 留意事項への対応（現在） 

１．法律基本科目の行政法

分野については、理論的

教育を担う専任教員を

配置すること。 

１．2005 年度 4 月 1 日付で、本学法学部専任教員に就任した教授が、

同年 8月の教員資格審査を受け、「行政法」「行政法演習」「行政法特

論」について「可」の判定を受け、同年 10 月 1 日付で 専・他教員と

して法科大学院の教授に就任した。 

２．教員の補充を必要とさ

れた 4 授業科目について

は、科目開設時までに教

員を充足すること。 

２．2005 年度 4 月 1 日付で、本学法学部専任教員に就任した教授が、

同年 8月の教員資格審査を受け、「行政法」「行政法演習」「行政法特

論」について「可」の判定を受け、同年 10 月 1 日付で 専・他教員と

して法科大学院の教授に就任した。 

３．文学部史学科の定員超

過の是正に努めること。 

 

３．2002 年度に 1.54 であった文学部史学科の充足率は、2003 年度に

1.02、2004 年度に 1.10 と減少した。なお、2005 年に史学科を含む 5

学科を改組し、1学科（人文社会学科）14 専攻としたため、史学科に

ついては学生募集を停止した。なお、2006 年度における文学部の充

足率は 1.11 となっている（「4学生の受け入れ、定員管理欄」参照）。

 

 

大学院法務研究科専門職学位課程設置（寄附行為） 

留意事項 留意事項への対応（現在） 
１．既設校の定員超過の是

正に努めること。（愛知

大学 文学部 史学科） 

１．2002 年度に 1.54 であった文学部史学科の充足率は、2003 年度に

1.02、2004 年度に 1.10 と減少した。なお、2005 年に史学科を含む 5

学科を改組し、1学科（人文社会学科）14 専攻としたため、史学科に

ついては学生募集を停止した。 なお、2006 年度における文学部の充

足率は 1.11 となっている（「4学生の受け入れ、定員管理欄」参照）。

 

 

大学院会計研究科専門職学位課程設置（設置認可） 

留意事項 留意事項への対応（現在） 

１．設置の趣旨・目的等が

活かされるよう、設置計

画を確実に履行するこ

と。また、学術の理論及

び応用を教授研究する

という大学院の目的、さ

らに理論と実務を架橋

して高度専門職業人の

養成に特化した教育を

実施するという専門職

大学院の目的に照らし、

開設時から充実した教

育研究活動を行うこと

はもとより、その水準を

一層向上させるよう努

めること。 

１．2006 年 4 月から 5 月にかけての主な活動をあげると次のとおりで

ある。 

（１）履修ガイダンスおよび履修指導の実施 

 4 月 1 日（土）の履修ガイダンスで、各授業科目の説明を行ったうえ

で、4月 3日（月）に履修指導を行った。履修指導は、全専任教員が

参加し、院生が組んだ時間割について、個々にアドバイスをする等き

め細かな対応をした。 

（２）授業見学の実施 

 開講後、4月 14 日(金)～4月 21 日(金)に会計研究科副研究科長と会

計研究科 FD 委員が全授業科目を視察し、一定の評価を行った。結果

は各教員に伝達し、教育方法の改善に役立てていただくこととした。

（３）授業評価の実施 

＜春学期＞ 

初期アンケート：4月 20 日（木）から 26 日（水） 

中期アンケート：5月 26 日（金）から 6月 1日（木） 

後期アンケート：7月 18 日（火）から 7月 27 日（木） 

＊秋学期も同様に実施予定 

 初期アンケートは、授業だけではなく、施設・設備などについても院

生の率直な意見を聴くものである。この結果を取りまとめた上で、院

生との意見交換会を開催する予定である。 

 

＊寄附行為変更認可にともなっての留意事項は付されていない。 
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１．愛知大学の自己点検・評価 

一方、2000 年に相互評価の申請を行い、「適合」の認証を得たが、その際に勧告 1 つと助言 8 つが付さ

れた。この勧告および助言を真摯に受け止め、改善に取組み、その結果を 2004 年 7 月に改善報告書として

提出した。以下では、改善報告書の提出時以降の状況を記すこととする（ただし、2004 年 7 月以降、特段

状況に変化がない場合は一部、改善報告書の文書を再掲した）。 

 

(1) 勧告 

提出されたデータによると、豊橋校舎、名古屋校舎においては、在籍学生数 1 人あたりの講義室・演

習室・学生用自習室の面積が狭隘であるので、改善されたい。 

【現在の改善状況】 

・豊橋校舎 

2000 年度以降、編入学定員の減少、臨時的定員の廃止および経済学部 2部経済学科（入学定員 200 名）

ならびに国際コミュニケーション学部比較文化学科夜間主コース（入学定員 80 名）の学生募集を停止し

たことにより学部、大学院、短期大学を含めた在籍学生数は、2000 年度に比べて 2006 年度は 1,117 名

減少している。そのため、在籍学生数 1 人あたりの講義室等の面積も 0.2 ㎡程度増加している。また、

講義室・演習室の平均使用率も例年 60％前後で推移しており、運用面においても緩和され、面積につい

ても狭隘と言えない状況である。なお、今後さらなる教育環境整備のため、新教室棟の建設を検討して

いく予定である。 

・名古屋校舎 

2000 年度以降、編入学定員の減少、臨時的定員の廃止および法学部 3・4年次生が車道新校舎建設（地

上 13 階 総床面積 19,994 ㎡）にともない移転したことにより在籍学生数は、2000 年度に比べて 2006

年度は 1,183 名減少している。そのため、在籍学生数 1 人あたりの講義室等の面積も 0.8 ㎡程度増加し

ている。また、講義室・演習室の平均使用率も例年 60％前後で推移しており、運用面においても緩和さ

れ、面積についても狭隘とは言えない状況である。 

 

(2) 問題点の指摘に関する助言 

① 国際コミュニケーション学部比較文化学科夜間主コースにおいては、学生確保の努力が望まれる。 

【現在の改善状況】 

国際コミュニケーション学部比較文化学科夜間主コースは、2004 年 4 月に学生募集を停止した。 

 

② 大学院修士課程については、法学研究科公法学専攻、文学研究科日本文化専攻・地域社会システム

専攻において定員に対する学生の充足率が低いので、その向上が望まれる。博士課程については、法

学研究科私法学専攻、経済学研究科経済学専攻、文学研究科地域社会システム専攻の充足率が低いの

で、博士の学位取得を促進する指導体制を強化するなど、改善への取組みが必要である。 

【現在の改善状況】 

各年度、および研究科間において多少の差異はあるものの、専門職大学院の 2 研究科を除いた 6 研

究科の収容定員充足率は低く推移しており、「大学基礎データ表 18」にあるとおり、6研究科の修士課

程の収容定員充足率は 47.5％、博士後期課程は、55.5％である。 

なお、法学研究科修士課程公法学・私法学専攻については、2004 年 4 月法務研究科（専門職大学院）

の設置にともない、学生募集を停止した。 

 

③ 法学研究科や経済学研究科、経営学研究科では、不開講科目が多くなっているので、改善が求めら

れる。 

【現在の改善状況】 

本学では毎年授業計画を進めるに当たり、いずれの研究科においても学則上定められた科目につい

ては、次のような特別の事情がない限り授業時間割上、開講している。 

・専任教員の退職により後任の未採用および在籍する関連分野の専任教員が担当できない場合 
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表 14-2 国際コミュニケーション学部専任教員担当授業時間数 

2000 年度 2006 年度 備 考 教員

区分 教授(19名) 助教授(10名) 講師(3名) 教授(22名) 助教授(5名) 講師(0名) 

高 12.5 時間 10.5 時間 7.1 時間 9時間 10 時間 ─ 

低 3.0 時間 3.5 時間 5.7 時間 3.5 時間 6時間 ─ 

平均 7.0 時間 6.5 時間 6.5 時間 6.9 時間 7.8 時間 ─ 

1授業時間

90分 

 
・非常勤教員の適任者がいない場合 

・専任教員が国内および海外研修により大学から離れる場合 

しかしながら、当初の開講科目数は多くても、指摘にあったように定員充足率が低い研究科では、

実際に履修者がゼロとなるケースも発生しており、事実上の開講科目の取止めが少なくない。今後は

定員の充足に努め、不開講となる科目を極力減少させるようにしたい。 

 
④ 「研究業績一覧」によれば、 近 5年間に、研究業績の記載のない教員が見受けられる。 

【現在の改善状況】 

このたび、提出した「大学基礎データ表 24」によると、過去 5年以内（2001 年 4 月 1日～2006 年 4

月 30 日）において研究業績の記載のない教員は、8名であった。なお、2001 年 9 月に発行した「2000

年度愛知大学学術要覧」では 13 名、2004 年 3 月に発行した「2003 年度愛知大学学術要覧」では 10

名、2006 年 3 月に発行した「2005 年度愛知大学学術要覧」では 11 名となっており、少しずつではあ

るが改善がなされている。 

 

⑤ 国際コミュニケーション学部では、専任教員の担当授業時間数が多いので、是正が必要である。 

【現在の改善状況】 

国際コミュニケーション学部専任教員 27 名（通年で海外研修者である 2名を除く）の授業時間数は

以表14-2のとおりとなっている（「大学基礎データ表22」とは異なり、時間数は通年で算出している）。

高時間は教授、助教授ともに減少しているものの、平均時間については教授のみ減少しており、助

教授は増加している。 

 

⑥ 点検・評価報告書によれば、一部の古い建物について耐震調査・診断、アスベスト調査の実施が必

要である旨の指摘が見受けられるが、学生・教職員の安全・健康に関わる問題であり、早急な実施が

必要である。 

【現在の改善状況】 

2004 年 7 月に提出した改善報告書において報告したとおり、一定の改善を行っている。ただし、2004

年以降の状況を含めた現状を「７．施設設備」の項において校舎ごとに記述したため、ここでは要旨

を記述する。耐震調査・診断の各校舎の状況は以下のとおりである。 

・豊橋校舎 建物内の書架等については地震による転倒防止対策を随時実施してきたが、2005 年度末

には全部門を対象に再度実施状況の調査を行い、申出があったすべての書架等に対して転倒防止対

策を施した。 

・名古屋校舎 1981 年の耐震基準によって竣工されており耐震強度も十分に確保されている。また、

設置してある什器についても耐震措置を施している。 

・車道校舎 旧校舎である 2号館の問題が残る。 

 

また、2005 年に大きな社会問題となったアスベストの各校舎の対策状況は以下のとおりである。 

・豊橋校舎 すべての建物について建築業者に調査依頼を行い、該当箇所については囲い込み・封じ

込め等の工事を実施した結果、2006 年 5 月をもってすべての対応が完了している。 

・名古屋校舎 2005 年度に検査を実施した。その結果、吹き付けロックウールについてアスベストが

使用されていると疑わしい場所（アスベストと限定できなかった。アスベストであるとしても石綿
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濃度 0.5 未満との調査結果を得ている。）が 2ヶ所発見されたが、1ヶ所については飛散防止措置等

の適切な処置（囲い込み）がすでに施してあり、残る 1ヶ所についても適切な処置（固化。囲い込

み）を行った。 

・車道校舎 本館は建設時より法的規制もあり、アスベストの利用はないが、既存の 2号館について

は、アスベスト使用を確認したが、飛散防止措置等の適切な処置が施してあり、空気中の石綿浮遊

物質検査(2006.2.25 実施)では、石綿濃度(本/L)は 0.5 未満であり、使用上問題はない。 

 

⑦ きめ細かな学内奨学金制度が設けられていることは評価できるが、無利子貸与奨学金の返還率が 6

割という状況は問題であり、改善が求められる。 

【現在の改善状況】 

「10．学生生活」で記述したとおり、愛知大学奨学金の 2005 年度の未返還率（未返還者数／返済義

務者数）は、3校舎平均で 8.78%（23 名／262 名）であった。愛知大学奨学金の未返還率は特に高いと

は言えないが、引き続き 0％に近づける努力は必要である。そのためには、これまで以上に、返済義

務者とのコミュニケーションを心がけるとともに、返還方法については、口座引落としや保証人への

代理請求など、多様な方法を検討していく。 

 

⑧ 学生会館・サークル棟の学生による自主管理体制については、特に、安全・防災上の配慮が求めら

れる。 

【現在の改善状況】 

2004 年 7 月に提出した改善報告書において報告したとおり、一定の改善を行っている。ここに記し

たとおり、ハード面においては、火災通報設備、ガス漏警報設備等を設置し、緊急時には警備室（常

駐警備員を配備）へすぐ報知される体制が完備し、防災上の配慮を行っている。 

 

 

 

（５）大学に対する社会的評価等 
 

［理念・目的・目標］ 

本学における社会的評価への取組みは、当事者の視点と客観的視点から本学の現状を真摯に受け止める。 

また、大学の教育研究活動にとどまらず、大学が社会の中で様々な形で協働していることを多様なメデ

ィアを通して発信していく必要がある。発信したものや本学が実社会からどのような評価を得て受け入れ

られているか、新聞紙面などマスコミからの報道や雑誌媒体における大学特集などを通して認識していく

ことは、自らの活動を検証するために必要不可欠なものである。そういった評価をとおして、本学の強み・

弱みを認識するチェック機能として活用する。 

 

［実態］ 

新聞紙面には、地域連携や産学連携、研究・教育の新たな取組みなど報道されることが多く、大学の動

向を報道することが年々高まっており、本学も然りである。新聞紙面以外にも『週刊東洋経済』、『週刊ダ

イヤモンド』、『プレジデント』のような経済誌にも大学の経営状態から教育・研究・就職力・OB の実績の

検証について取り上げている。2005 年 10 月に発行された『週刊東洋経済』をみると、本学は「経営革新

力」で 18 位、「研究力」で 47 位、「教育力」で 34 位とランキングされている。一方、2006 年に発行した

朝日新聞の大学ランキングでは、「学生の満足度」で 29 位にランキングされている。このような、評価を

見ていると本学は飛びぬけた存在ではないが、一定の評価は得ているものと推察する。それ以外にも、大

学の就職力を測る特集など様々な媒体で組まれている。 

本学は、教育・研究活動や学生の社会的活動などについて新聞紙面に紹介された記事等を収集し、関係

部署に配布している。これを年 1 回『ニューススポット』として冊子にして公表している。こういった新
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聞紙面のチェックを毎日行うとともに、雑誌媒体の特集記事に関しても購入し、内容をチェックし、知っ

ておくべき内容であれば、その記事を新聞記事と同様に大学の学内理事等へ渡し、検証材料の一つとして

活用している。 

社会的評価の大きな指標であるマスメディアに対し、学内の目新しい教育研究活動やイベント、出来事

などをニュースリリースの形で適宜発信している。特に新聞紙面に載るよう配慮しているが、必ずしも満

足いくものになっているとはいえない。 

 

［長所］ 

新聞を初めとする様々なメディアによる社会的評価が高まるにつれて、学内における教育研究活動の改

善への努力、地域との連携、企業との連携、高大連携などへの取組みが進展していることがあげられる。 

新聞紙面をチェックする場合は、本学関係の記事だけではなく、他大学や文部科学省の動向もあわせて

チェックをしている。これにより、新聞紙面を通して本学や他大学、文部科学省など大学を取巻く環境や

社会が大学をどのような視点で見ているかがわかってくる。雑誌媒体でも同様であり、内容はほとんど項

目ごとに分けて順位付けを行っていることが多いのであるが、本学の順位や取組みとあわせて近隣他大学

の順位や取組みをチェックしている。なおかつ、本学と他大学を比較して、それぞれの動向をチェックし

ている。 

新聞記事から本学を見る『ニューススポット』の 2004 年度版と 2005 年度版を比較してみると、公開講

演会・講座、行事の記事が増えていることから、社会への貢献度が増しているといえる。 

「21 世紀 COE プログラム」に採択された国際中国学研究センター（ICCS）、「特色 GP」に現代中国学部の

中国現地プログラム・中国現地研究実習、「私立大学学術研究高度化推進事業」に三遠南信地域連携センタ

ーおよび東亜同文書院大学記念センターが選定されたことは、他大学にない特色や活動が社会的にも評価

されたものといえる。 

 

［問題点］ 

新聞・雑誌などによる種々の評価について、本学の教育・研究の取組みや改善を検証して積極的に学内

にフィードバックするなど活用しているかと問われれば、十分に活用されていない。その理由としては、

内容を確認することに終始しており、残念ながら検証するまでには至っていない。近隣他大学との動向比

較は行っても順位の確認だけなど、そこから発展して本学の取組みにおいて、力を入れるところや改善す

べき点などを検証し、実践している状況が見受けられない。 

新聞紙面においても同様な状況で、記事内容のチェックのみを行っているのが実態であり、定期的に学

内理事等に新聞記事を渡しているが、活用範囲が限られている。『ニューススポット』も学内外に配布して

いるが、十分活用されているとはいえない状況にある。 

文部科学省の「21 世紀 COE プログラム」、「特色 GP」についていえば、厳しい第三者評価を受けるため、

現状の教育研究活動において、来年度以降の選定に値する本学のプログラムとして新たなものが提起でき

る状況が求められる。 

 

［改善の方法］ 

大学を取巻く競争的環境の中で、本学の社会的評価を高めるには、建学の精神を基盤にしながらこれか

らの時代に合った教育研究活動のさらなる改善および社会や地域への貢献活動に、より積極的に取り組む

ことである。あわせて、それらの様々な活動を新聞等のメディアを通して積極的に社会に発表していくこ

とが必要である。 

そのためには、自己評価委員会や大学評議会において、本学における社会的評価の検証およびフィード

バックを多角的に行い、生き残りのための戦略を打ち出す必要がある。そこでは、本学の理念・目的・目

標を建学の精神から確認し、本学の存在意義を明確にすることが求められている。 

その際、本学の取組みと現状や近隣他大学間との比較検証を十分に行い、本学の強みをしっかりと把握

すべきである。そのためには、自己評価委員会や大学評議会、またはそれらを管轄している担当部署での
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検証の実践が不可欠となる。検証の実践ののち、フィードバックを学内だけでなく学外に公表する。これ

らは毎年行うことで、それぞれの進行状況や改善状況など検証することが可能となり、それらを随時公表

することによって、本学の研究教育の取組みをより有意義なものにすることが可能となろう。 

社会的評価の検証を行う具体的な方法の一つとして、学生の入学時に本学を選択した要因を明らかにす

るアンケート調査と、それ以上に必要と思われる本学の教育研究活動の質的評価と大学在籍中の満足度を

測り、かつこれからの本学の発展に結びつけるための卒業生（同窓生）によるアンケート調査があげられ

る。これらの結果を十分検証し、今後に生かすことが必要といえる。 

 

 

 

２．愛知大学大学院の自己点検・評価 
 

（１）自己点検・評価 
 

［理念・目的・目標］ 

愛知大学大学院は、愛知大学の建学の精神および大学院学則に沿って実現することを目的とする。その

趣旨を絶えず自ら認識、実態を自ら反省的に捉えると共に、それをできるだけ外部にも公表して透明性を

高め、また進んで外部の批判を仰いで一層研鑚につとめる。 

 

［実態］ 

本学が 1992 年 6 月に自己評価委員会を設置し、『1994 年度愛知大学白書－現状と課題』（1995 年 3 月刊）

を刊行した時以来、大学院は学内規程に基づいて自己評価を作成して掲載してきた。概観・総括と各研究

科の記述によって構成する体裁をとっており、 近では、『自己点検・評価年次報告書』として 2002 年度

から 2005 年度に至るまで、いずれにも大学院委員会によってまとめた報告書を掲載してきた。 

この他、本学教員と研究所等の研究業績・実態をとりまとめた『愛知大学学術要覧』にも創刊（1993 年

度版）以来、原則として二年毎に大学院所属教員の研究業績の概略を掲載して、内外に情報を積極的に開

示してきた。 

  

［長所］ 

自己評価報告書の作成に当たっては、大学院委員会において審議を重ねて作成しており、手続面では、

遺漏のない公正なものとなっている。 

  

［問題点］ 

上記の自己評価委員会の発行である『自己点検・評価年次報告書』は、2002 年度以来特定のテーマを設

定した編集となっていることも関係して、自己評価報告書と言っても総合的なものではない面があった。

また各研究科が成果を誇ることに傾き勝ちであった上に、記述も概して簡単であった。 

も、『学生の受け入れと就職指導の現状と課題』（2003 年度）などでは、忽せにできない案件だけに真

剣な自己評価報告書が作成されてきた。 

しかし、他の課題においてもほぼ共通したことだが、作成された自己評価報告書が、その後、大学全体

の政策に反映されてその解決が図られどうかとなると、手つかずのままとなっている問題点も少なくない。

も、学生の受け入れについては、2000 年度相互評価において助言を受けた点でもあったため、大学院に

おいても意識して、改善のための努力を続けてきているが、効果の点では、改善と未解決が相半ばする。 

  

［改善の方法］ 

自己評価報告は、大学院の構造的な問題点を的確に明るみに出すものとなることが必要である。また、

自己評価報告書の作成だけで終るのではなく、大学全体の政策につなげてゆくような体制が求められる。 
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（２）自己点検・評価に対する学外者による検証 
 

［理念・目的・目標］［実態］［長所］［問題点］［改善の方法］ 

これまでは、学外者による評価はなされていないが、より客観的評価のため、今後は学外者による評価

も加えたい。 
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15 情報公開・説明責任 
 

 

 

１．財政公開 
 

［理念・目的・目標］ 

大学の利害関係者あるいは構成員に対する説明責任のなかで特にその重要性が問われるのは、学費負担

により大学財源の 8割を担い、また教育成果を直接に享受する学生 (および父母)に対してである。この説

明責任の履行はまず彼らを念頭においてなされるべきである。 

しかし、学校法人会計が形態分類による計算書を要請していることは、大学財政理解の妨げとなる背景

を作っていると一面で考えられる。すなわち形態分類による収支計算における個別科目の支出額の多寡は

必ずしも閲覧者が欲する情報としては的外れなものではないかということである。このためこれを補完す

る方法が求められ、事業目的に基づく分類等による収支計算書を別途作成公表すること、たとえば○○事

業費に××円、広報事業費に△△円支出という表示の計算書が考えられるのである。こうすることで学生 

(および父母)を始めとした大学の利害関係者に大学の教育改革の情況が格段に分りやすく、また経営姿勢

をより明確に伝えることが可能となるものと期待される。 

ただし、説明に細心の努力を払っても受け取り手の関心の度合い、意識レベルはさまざまであり、どこ

までの層を掘り起こし応えていくかは常に課題としてあることに注意が必要である。 

 

［実態］ 

2004 年度以降は法令に基づき年度の決算において決算書類と併せて『事業報告書』を作成することとな

っているが、本学は特に財政部門における説明では分りやすさに配慮している。そこでは、訴求力に富む

図やグラフ表示を積極的に使用することを通じて財務状況の理解を支援している。 

この『事業報告書』（および『事業計画書』）および大学広報紙『愛知大学通信』(後述)はホームページ

にそのまま掲載（PDF 形式）されることで同時に財政公開の任務を果たしている。大学の利害関係者に限

らず、関心によって誰もが大学情報にアクセスできる環境を提供していることとなる。 

他に、大学広報紙『愛知大学通信』において毎年、年度の予算・決算について予算書、決算書の概要と

簡略な解説を付した記事を掲載し、学生 (および父母)全員に対して情報提供を行っている。 

また、教職員向け学内報『学報』において、解説つきの決算書を掲載した版を毎年作成配付し大学財政

への理解を促している。 

他に学内用に毎年作成、配付される財政資料に『財務資料』がある。これは、大学構成員の大学財政へ

の正確な理解に資するためのデータ資料集として、発行を開始(1986.12)してすでに 20 年の歴史を持つ定

番資料となっているものである。 

 

［長所］ 

法令に基づき年度の決算において決算書類と併せて作成することとなっている『事業報告書』について

は特に財政部門における説明では分りやすさに配慮している。一般的に分りづらいとの評価の学校法人会

計の仕組みの解説を含めて、データは訴求力に富む図やグラフ表示を積極的に使用することを通じて財務

状況の理解を支援している。決算数値だけでなく構成比率や財務比率についても経年変化をグラフ表示す

るなど分りやすさ親しみやすさを意識した大学財政の説明が試みられている。 

ホームページにそのまま掲載される『事業報告書』（および『事業計画書』）および大学広報紙『愛知大

学通信』は財政公開と同時に、大学の利害関係者ばかりでなく、関心によって誰もが大学情報にアクセス

できることとなっており大学広報にとって大きな前進となっている。 

他に、大学広報紙『愛知大学通信』において毎年、年度の予算・決算について予算書、決算書の概要と

簡略な解説を付した記事を掲載することで学生 (および父母)全員に情報が行きわたることとなっている。 

727 



15 情報公開・説明責任 

また、教職員向けには、学内報『学報』に解説つきの決算書を掲載した版を毎年作成配付し大学財政へ

の正しい認識と理解を促している。 

発行開始から 20 年の歴史を持つ『財務資料』は、大学構成員の大学財政への正確な理解に資するための

データ資料集として、定番資料となっているものである。財務比率やその経年変化・他大学比較をはじめ

として関係項目を網羅した、大学の財務分析、経営分析、また財務や経営の計画に欠かせない有力な情報

源となっている。 

 

［問題点］ 

大学広報紙『愛知大学通信』において毎年、年度の予算・決算について予算書、決算書の概要と簡略な

解説を付した記事を掲載し、これによって学生 (および父母)全員に情報が行きわたることとなっているこ

とは前述したが、［理念・目的・目標］で事業目的に基づく分類等による収支計算書を別途作成公表するこ

とはいまだ実施に至っていない。実施に向けた具体的な作業が急がれる。 

『財務資料』については、大学関係者としてこれの積極的な活用による大学財政の正確な認識が望まれ

るところであるが、現状では教職員向けということもあって、資料制作の上で必ずしも分りやすさへの配

慮が十分でない。今後は視覚にアピールするなど表現上の工夫を行うことでより親しめるものを目指すべ

きである。また、発行を開始してすでに 20 年を経過し、目まぐるしい経済変化のなかで新しい会計手法が

取入れられ学校法人会計にもその影響が及んでいるにも係わらず、内容はその当時からほとんど変化がな

く時代に即応した内容になっていない。特に今期の決算からは改正学校法人会計基準による適用が始まっ

たこともあり、それを加味した見直しは急務である。 

 

［改善の方法］ 

本学財務システムが大幅に改良・更新されたことによって、財務業務全般で改善、効率化が図られたこ

とはいうまでもないが、このシステムの大きな改良点あるいは特徴点として事業目的ごとの予算管理・執

行を行うシステムが新たに構築されたということがある。このため前述の事業目的に基づく収支計算書の

作成においてはすでに実施準備段階に入っており、今後は実施に向けた具体的作業に入っていく。 

また同時に、企業会計に準じた計算資料の提供の一環として「キャッシュフロー計算書」はかねてより

内外から作成を要望する声があったが、現行『資金収支計算書』はすでにその性格を基本的に有している

ことに照らして、それを再編成するかたちで本学として対応していくことを考える。 

『財務資料』はその見直しの際、前述の数値データの羅列による分りにくさ、取っつきの悪さの解消に

重点的に注力することとして、図、グラフを多用して財務データの理解に役立たせる。構成比率や財務比

率についても経年変化をグラフ表示するなど分りやすさ親しみ易さに配慮して大学財政の説明に資する。 

 

 

 

２．愛知大学の自己点検・評価 
 

［理念・目的・目標］ 

各評価単位は、自己点検・評価（以下、「自己評価」という。）結果を踏まえ、教育研究活動等または管

理運営等の状況の改善に努めるものとし、学長は、自己評価結果を踏まえ、大学の短期および中・長期の

計画に反映させるよう努める。 

また、大学として取り組んだ自己評価結果および外部評価結果については、適切に社会に発信する。 

 

［実態］ 

愛知大学自己点検・評価規程第 8 条に規定されているとおり、自己評価結果が学外に公表された場合、

懇話会を開催し、学外の有識者の意見を徴するものと定めている。 
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そして、公表・発信状況の観点では、規程第 9 条に規定されているとおり、自己評価委員会は、定期的

に大学全体としての自己評価結果を『愛知大学白書』としてまとめ、学長に提出するものとし、学長は『愛

知大学白書』を学内教職員に配付するとともに、学外に公表することと定めている。 

外部評価については 2000 年度に大学基準協会の相互評価を受けた。この内容を『愛知大学白書』として

まとめ、他大学を含む関係機関に幅広く配布することで、情報発信を行った。また、こうした本学からの

情報発信の結果、他大学からも報告書等を受領でき、情報の相互交換が図られている。 

一方、自己点検・評価年次報告書については、学内イントラネットに掲載するとともに、専任教員につ

いては全構成員、事務職員については各課に 1冊配布を行った。また、同報告書については、2005 年度よ

り愛知大学公式ホームページへ公表し、大学構成員のみならず、大学をとりまく社会へ示すことができた。 

『愛知大学学術要覧』についても、隔年で発行し、他大学、マスコミ、地方自治体、私大連盟等に送付

するとともに、『愛知大学通信』の紙面上で無料配布する旨案内しており、これを全学生の保護者、受験者

をいただいた高等学校、同窓会役員、地方自治体に郵送するとともに、学内でも幅広く配置しており、教

育・研究業績を広く社会に公表・提供するという大学の重要な使命を果たしているといえる。 

 

［長所］ 

1994 年 10 月に本学の管理・運営に直接責任を持つ学長・理事長、学部長会議、評議会等からの報告を

得て『愛知大学自己点検評価報告書－管理・運営－』を中間まとめとして教職員に公表したこと、また相

互評価を 2000 年度に受け、この結果を『愛知大学白書－現状と課題－』として公表したことなど、他大学

に先駆けて先進的に取り組んできたことは長所といえる。 

また、前述のとおり、『愛知大学白書』を幅広く配付していることは、長所といえる。 

 

［問題点］ 

2003 年度、2004 年度の自己点検・評価年次報告書については、点検評価するテーマ（学生の受け入れ、

就職指導の現状と課題）にやや機密性があったため、公表を学内にとどめ、学外公表は行わなかったが、

社会に公表する必要性等を考慮すると、公表できる範囲だけでも公表すべきであった。この反省点を踏ま

え、2005 年度より愛知大学公式ホームページへ公表を行うなど、一定の発信状況を整えた。しかしながら、

これらが学内構成員によって、十分活用されているとはいえないことは問題点といえる。 

 

［改善の方法］ 

前述の報告書については、すでに愛知大学公式ホームページ上での公表を行っているので、これを継続

することとする。ただし、読みやすい体裁にする、大学関係者以外の者が読んでも理解できる様、表現を

統一するなど、理解されやすい形式に変更するなどの改善を図る。 

 

 

 

３．情報公開請求への対応 
 

［理念・目的・目標］ 

2001 年 4 月 1 日からは「行政機関の保有する情報公開に関する法律」、その 1 年後には「独立行政法人

等の保有する情報公開に関する法律」が施行され、政府や独立行政法人等の有する行政・法人文書の開示

請求ができるようになった。これをうけて、2004 年 4 月より独立行政法人化した国立大学においても、情

報公開の対象であるため、請求開示に対する方針をホームページなどで公開して対応している。 

私立大学では、「国公私立大学に関する情報などの公開に関する規定」に准じ、①教育研究活動などの状

況の積極的提供②自己評価の実施と結果の公表などが定められており、財務書類とその背景をなす『事業

報告書』の公開も義務づけられるようになった。企業の社会的責任（CSR）だけでなく大学の社会的責任（USR）

が強く求められている昨今では、積極的に情報公開していく必要がある。 
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本学では、教育研究および地域貢献など諸活動にかかる様々な情報を広く開示し公的な高等教育機関と

して社会に説明責任を果たすことを理念とし、現在の教育研究の取組みを知ってもらい、特に地域社会か

ら理解と支援を得ることを目的・目標としている。こうした意図から、『愛知大学要覧』、『愛知大学通信』、

『愛知大学公式ホームページ』など本学の広報媒体において、積極的に大学の近況、教育・研究活動、財

政に関する情報等を発信している。 

なお本学では、2005 年 4 月に施行された個人情報保護法を受け、個人情報の取扱いに関して学内規程（個

人情報の保護に関する規程）の中で一定の基準を設けており、個人情報が流出しないよう運用する。 

 

［実態］ 

『愛知大学要覧』は、大学の内容を広く社会へ紹介することを目的としており、1948（昭和 23）年 11

月に発刊された。主内容としては、大学の沿革、運営、教学、学生生活、附属機関、関係資料など公開し

ている。現在は、年 1回最新データに更新している。 

1973 年 4 月 1 日には『愛知大学通信』を発刊し、広報紙・誌として大学の近況、教育・研究活動、財政

に関する情報を公開してきた。その目的として、「大学・学生間との連帯感」、「父兄との有機的な連携」、

「同窓生との絆を深める」ことであり、現在まで続いている。2004 年度まで新聞紙と同じタブロイド版を

年 6 回発行していたが、2005 年度より A4 判フルカラー版で年 4 回発行へと改訂を行った。この改訂によ

り、出来事を記事として羅列するだけではなく、ビジュアルも含めて本学の取組みを身近に感じてもらう

ように工夫している。その内容は公式ホームページにおいても閲覧することができる。 

1999 年 4 月より愛知大学公式ホームページを開設して、現在では、重要な広報ツールと位置づけられ、

内容更新も年間を通して適宜行い、常に最新情報の提供に努めている。ホームページ独自に、「数字で見る

愛知大学」というコンテンツ内に財政状況や『事業計画書』・『事業報告書』を公開するとともに、学生数、

卒業生数、教職員数など各種データを公開している。また大学の組織構成や教育職員組織や学生生活、入

試情報、就職支援、オープンカレッジ、公開講座など多岐にわたって、最新情報を社会へ広く発信してい

る。 

個人情報保護においては、適切な収集・利用・管理および保存を図り、本学の個人の権利・利益および

プライバシー保護を目的とした個人情報の保護に関する規程を定めるとともに、個人情報保護に係わる重

要事項を審議する個人情報保護委員会を設けている。これらは、すべて個人情報保護法施行にあわせて、

2005 年度から運用を行っている。あわせて、個人情報を取り扱う部署で、どのように個人情報を管理・運

用しているかリストを作成し、大学内の個人情報管理においても配慮している。 

また、学部や専門職大学院の入学試験においては、募集要項で受験生自らの入学試験の成績を開示でき

る旨、事前に告知しており、希望者には本人の請求に基づき入試成績を開示している。 

 

［長所］ 

上記の点から本学は、社会へ広く情報公開することの重要性を理解しており、情報開示については積極

的に行っているといえる。これは本学の教育研究および地域貢献など諸活動にかかる情報を広く開示し公

的な高等教育機関として社会に説明責任を果たすという理念に合致しており、地域社会から理解と支援を

得ることにも繋がっている。本学の広報媒体である『愛知大学要覧』、『愛知大学通信』、『愛知大学公式ホ

ームページ』などで、積極的に大学の近況、教育・研究活動、財務状況に関する情報等を、また『事業計

画書』・『事業報告書』についても内容の充実を図り、率先して公表・発信していることは私立大学にあっ

て大きな長所といえる。特に財務情報に関しては、愛知大学通信に加え、近年では公式ホームページにお

いても詳細に公表しており、こうした姿勢は評価に値すると考えられる。また、近年では、FD 委員会が取

り組んでいる授業評価も 2003 年度から公式ホームページ上で学内公表しており、本学教員が行っている授

業が学生たちにどのように受け止められているかを学内公表し、教職員と学生の意思疎通を図るのに寄与

している。 

教職員・学生・父母・卒業生などからの個人情報開示請求に対して、本学では、個人情報の保護に関す

る規程を制定・施行し、この中で「情報主体は自己に関する個人情報について開示を請求することができ
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る（同 14 条）」こと、さらに開示手続・決定・開示方法・訂正請求・不服申し立て等についても規定する

ことで、情報開示の制度的な整備が適切になされている。但し、①第三者の個人情報が含まれている場合、

②開示をすることにより当該指導、評価、診断、選考等に著しい支障が生ずる場合、③開示することによ

り、本学の業務の適正な執行に支障が生ずる場合は、当該個人情報につき開示を控えることも併せて規定

している。 

 

［問題点］ 

個人情報開示請求については、個人情報の保護に関する規程をはじめ関係規程など制度的な整備がなさ

れており、志願者の入学試験に関する成績開示にも対応しているが、個人情報以外の大学関係者からの情

報公開請求に関してガイドラインとなる情報公開･説明責任にかかる規程が制定されておらず、問題点とい

える。そのため、情報提供を行う担当部署の判断によるところとなり、部署間による温度差が見受けられ

る。 

自己評価の結果については、毎年、公式ホームページに掲載しているが、公表に留まらず自らが検証し

たことを第三者の目を通し、評価をしてもらうことで、よりいっそうの改善への取組みに繋げるように努

めるべきである。 

『事業計画書』・『事業報告書』の詳細については、公式ホームページにおいてより情報が取り出しやす

くする工夫と努力が必要である。『愛知大学通信』でも『事業計画書』・『事業報告書』については触れられ

ているが、読者にわかりやすい紙面づくりに努める必要がある。先ほど、［長所］で触れた授業評価につい

てもトップページからの参照を容易にするなど、ホームページ掲載のあり方について工夫する必要がある。 

教育職員の研究業績については、『愛知大学通信』『学術要覧』『公式ホームページ』に掲載・公開してい

るが、すべての教育職員が業績を公開しているわけではない。大学の研究教育における成果は、社会に積

極的に公表すべきであり、その公開に対して一部に消極的な教育職員が存在している。 

 

［改善の方法］ 

大学関係者からの情報公開請求に関して情報公開･説明責任にかかる規程が制定されていない点につい

ては、理事会にてガイドラインとなる関係規程の整備を検討するなど、早急に改善に向けて努力する。そ

の前提としては、担当部署において提供すべき情報とこれに適さない情報を区別する作業が必要であろう。

その上で適切な情報提供のガイドラインを設けて、学内の規程の整備を行っていく。 

自己評価の学外公表に関しては、第三者からわかりやすいよう公式ホームページの掲載のあり方やトッ

プページにコンテンツを設定するなど、創意工夫を重ねていく。 

『事業計画書』・『事業報告書』については、公式ホームページにおいて「数字で見る愛知大学」の一項

目となっているため、より情報を取り出しやすくする工夫に努める。『愛知大学通信』においても、読者に

わかりやすい紙面づくりに努める。 

研究業績に関して大学の教育職員である以上、公開は義務であることにつき理解を得るよう、常日頃か

ら研究業績の公開を啓蒙していく必要がある。このため大学の研究業績に関する公開方針を示し、これま

での『学術要覧』『愛知大学通信』『公式ホームページ』掲載に加えて、さらに教員の研究業績にかかるデ

ータベースを作成し公開する等の取組みを検討していく。 

情報公開とは、自分たちが出しただけで終わりではなく、第三者にわかりやく、理解できるように提供

する必要がある。本学の情報公開も、それを念頭において対応していく必要があり、大学の社会的責任（USR）

として、これまで以上に大学の姿勢や考え方などを社会に示すことが求められている。さらに、公開する

情報が、これまで以上に理解され、支持されるよう情報公開の手段、媒体の選択なども気をつけていく必

要がある。 
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４．愛知大学大学院の自己点検・評価 
 

［理念・目的・目標］ 

本学は、自己点検・評価規程を（2003 年 4 月 17 日）に改正して、自己点検・評価の結果を「学長は（中

略）を学外に公表するものとする」とした。これには、2000 年度の相互評価における助言・勧告へのその

後の対応も含まれる等、その時点ごとの問題点と対応についても学内外に高い透明度で開示する。 

 

［実態］ 

上記の規程の具体化として、自己評価の結果をインターネット上で PDF 形式で公開している。その点で

は、広く社会に向けて、高い透明度を達成する態勢を整えており、大学院もまたその一環となっている。 

 

［長所］ 

情報開示に対する大学全体の取組みは、大学評議会での審議を経た制度作りや、自己評価委員会のもと

での開示努力など、情報の透明性への姿勢は高いと考えている。大学院についても、大学院委員会のもと

にその努力を行っており、制度的・組織的には遺漏の少ないものとなっている。 

 

［問題点］ 

開示の形式が、限られた学外者への冊子の配布と PDF 形式によるネット上でのものであり、有関心者が

情報を得るには問題のないものであるが、実際にそれがどこまで一般に知られ活用しているかとなると、

情報へのヒット状況は極めて限定的と考えられる。また関心がある外部の声を継続的に収集する態勢はな

お確立されていない。大学院の場合、定員充足や国際交流などは、なお改善すべき項目であろうが、外部

の批判と内部の改善の関わりがシステムとして確立されていないところがあり、それが勢い無風状態や内

部改革への取組みの弱さとなり、ひいては定員充足や在籍者の構成をめぐる諸問題に繋がっている。 

 

［改善の方法］ 

外部の批判を継続的に受け入れ、恒常的な改善努力を促すような態勢が必要であり、それが結果的には

定員充足の解決にも繋がると思われる。 
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はじめに 

 

本学全体および各学部・大学院研究科の自己点検・評価の総括および中期目標の提示は「1大学・

学部等の理念・目的」で行った。また、各単位の自己点検・評価の詳細は本文に述べたとおりである。

ここではまず、各大項目にその概要を述べ、自己点検を通して明らかになった点および具体的な改善

の方法とその達成の目途を現時点で可能な限りで示すことで総括とする。 後に、本報告書の特徴と

その作成に関わる自己点検・評価体制の総括を行うことにする。 

 

 

各大項目の概要および総括 

 

１．大学・学部等の理念・目的 

ここでは、「1− 1愛知大学の理念・目的」のうち、［改善の方法］に掲げた3つの改革の方途をめ

ぐるその後の状況を記すことにしたい。 

教学組織再編の中で残された も大きな問題である豊橋校舎教学組織については、基本構想推進本

部から2006年末に文学部の社会学系と地域関係を軸に経済学部の半ばをと糾合して現代社会学部を

新設する提案が出されたが、その後の学内審議を経てこの2月に現代社会学部（仮称）構想委員会が

設置され、委員会構成も確定した。この委員会では、厳しい日程ながら、2008年4月届出による設置

を目指して、①教育理念、②カリキュラム、③概算的な財政見通し、④教員組織（数）等の概要を構

想案として早急に取りまとめる作業に入っている。 

本学の中期的展望の鍵となるロケーション上の課題については、名古屋市保有地の再開発計画のコ

ンペを待たなければならないが、2007年9月と推定されているコンペ（プレゼン）に向けて学内的合

意を取り付ける準備を進めている。同年12月には事業者が決定する運びとなるが、本学が事業者に決

定することを前提するならば、2008～2009年中に新校舎を完成させ、2010年4月の開校を目指すこと

になる。プレゼンに際しては、名古屋校舎(三好)を中心に一部豊橋校舎を含む既設学部学科の再配置

の構想を提示することが必要になる。 

専門的経営能力をもつとは限らない学長が理事長となる問題点の他、全学部長が職務上の理事であ

り、大学評議会が主として教授会代表によって構成される本学の学内意思決定システムでは、大学全

体の観点よりも各学部の意向に左右されがちだという管理運営組織上の問題については、2007年度の

事業計画の中で検討事項として明示した。具体的には、①学長・理事長兼務体制、②学部長＝理事体

制、③理事会と大学評議会の構成、④各種全学的委員会体制の検討が課題となる。手始めに国立大学

法人や若干の私立大学の管理運営組織を参看する、本格的論議に入るための前提的作業に入っている。 

 

 

２．教育研究上の組織 

現在、本学は、大学に6学部8学科、大学院に8研究科11専攻（専門職大学院2研究科2専攻を含む）、

さらに短期大学部1学科、その他に多数の研究所・センターなど研究施設を擁する文系総合大学とな

っており、これらは豊橋と名古屋・車道の2校舎3校地に分かれて設置されている。 

このように校舎・校地を配置し、学部・研究科を拡充・拡大し総合大学化するに際しては、その都

度、教育研究上の組織を見直しを図ってきた。しかし、それぞれの時点で解消しておくべき教育研究

組織の幾つかの問題は十分には解消されず残されたままになっていた。とりわけ10年前の2つの新学

部設置とそれにともなう教養部廃止の影響は大きく、この間の教学組織および教養教育体制の見直し

の過半はここに起因すると言ってよい。 
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教養教育に関しては、教学委員会の設置によって責任ある体制が整えられた。しかし、教学委員会

の任務は教養教育だけに限定されるのではなく、実際には学部固有の教学事項を除く大学の教学事項

に広くわたっている。とりわけ本学では現在、学習・教育支援の充実とFD活動と教学改善の緊密な連

携、高大連携の推進、導入教育の整備が急務の課題になっている。それに応ずるために、教学委員会

が教養教育のみならず、これらに関する責任を担う方針が提案されている。 

新学部設置と教養部廃止は既存の学部組織にも大きく影響し、豊橋校舎では学部・学科の組織上の

歪みを生んだと認識され、教学再編の必要が指摘されてきた。「第2次基本構想」（2001〜2年）でも

課題に挙げられながら未達成であったが、近年の大学間競争が激化するなかで、魅力ある大学にする

ために一刻も早く教学組織の歪みを解消する必要が痛感された。すでに述べたような経過を経て教学

再編計画は新たに動き出ししており、これによって2007年度中には具体的な方向が定まるはずである。 

 一方、本学には専門職大学院2研究科の他に既存6研究科が設置されているが、設置時期との相関で

現時点での評価に必ずしもなじむとは言い得ない前者は別として、後者に関しては、その在り方が検

討されるべき時期に来ている。ほとんどの既存研究科にあっては専ら研究者養成を目的としており、

確かに一時期はその目的を実現し得ていた。もちろん、大学院研究科の位置づけが内外ともに変化す

る状況の中で、目標に従来の研究者養成だけではなく高度専門的職業人養成を加え、各研究科とも修

士課程の柱とするなどの改革を行っており。特にこの動きは経営学研究科では夜間主リフレッシュコ

ース設置というかたちで具体化した。しかし、こうした努力にも関わらず、近年にあっては一定の実

績を残している一部の研究科を除き志願者数・定員充足率が極めて低下している。この志願者減とい

う現象は、国立大学セクターによる大学院生の大幅な吸収という外的要因にも由来するが、むしろ多

くの既存研究科の学生募集力低下という内的要因があることを直視する必要がある。地域貢献を含む

社会的需要に適切に対応し、また競争力という意味で本学の教育・研究上の特徴を発揮し得るような

大学院としての抜本的な改革が求められる。「2007年度事業計画書」において、博士後期課程につい

ては、本学の特色や強みとなっている研究科以外を原則廃止し、修士課程については、学部教育の位

置づけの変化に対応した改組を図る学長提言を視野に入れて、2007年度中に結論を出すべく検討を進

めることになっている。 

 研究所・センター等について言えば、固有かつ具体的な目的実現を標榜して設置されたセンター等

は、活発な研究活動の実績を重ねることで高い社会的評価を受けており、他の幾つかの研究所も着実

な歩みを続けているが、さしたる活動実績が認められない研究所もある。適切な外部評価を受け得な

いような研究所に関しては、近い将来の廃止をも視野に入れた抜本的改革が求められる。学会につい

ては、総合誌『中国21』を刊行して注目すべき活動を行っている現代中国学会や単に紀要等の編集発

行に終始している学会など、設置・維持に関する歴史的経緯のゆえか、その活動に相当な温度差が見

受けられ、学会本来の在り方に関する議論が然るべく行われる必要がある。2006年の研究政策機構設

置に伴って、学内のすべての研究組織は当該機構の下に位置づけられることとなり、その第2回運営

委員会において、すべての研究組織の2007年度予算審議が行われた。そこでは、2006年度の活動実績

評価とそれに基づく予算査定までには至らなかったが、2007年度以降はこの方向で各研究組織の評価

を行うことが必要である。こうした評価を3～4年間継続することで、より活発な研究が行える研究組

織に再編していく。 

 

 

３．教育課程 

①大学 

(1)教育内容 

本学における学士課程教育は、各学部がそれぞれに掲げる理念・目的・目標に基づく「専門教育」

と、学部の枠を越えて設定される「教養教育」からなる。前者は「専門教育科目」、後者は「共通教

育科目」と区分されるが、両者が補完しあい一体となって学士課程として学部毎に設定されている。 

2000年に前回の相互評価を受けて以来、2度にわたって全学的なカリキュラム改革を行ってきた。
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教養部廃止以来、教養教育は各学部の学士課程にいちおうは統合されていたが、その運営体制が大き

な課題であった。2002年度のカリキュラム改革を経て、2003年には、高等学校の新たな教育課程・大

学入学生の多様化・大学教育への社会的要請の変化に対応する必要から、本学の実態に即した個性的

な教育の実現と質的向上を目指し2006年度実施を予定した次期カリキュラムの方針の検討に入った。

この検討をもとに、名古屋校舎では2006年度、豊橋校舎では2007年度から新カリキュラムを実施する

運びとなった。 

懸案であった教養教育の運営に関しては、教学委員会が責任を担うことが明確化され、また共通教

育の各校舎毎での学部共通化がいっそう促進され、学部横断的な実施体制が採用された。それに対応

して、共通教育科目の分野・領域を見直し、全教員が共通教育科目の複数領域に登録し原則的に担当

することが確認され、実施された。ただ、本学の学部配置からして、各校舎に所属する教育職員が担

当しうる分野・領域に偏りは免れず、共通教育科目内の分野・領域の力点の置き方にも違いもあるた

め、それを反映して、豊橋校舎・名古屋校舎それぞれに教学委員会が置かれるとともに、共通教育科

目編成と領域会議構成にも相違が生じている。新カリキュラムを先行実施した名古屋校舎では、科目

登録制によって確かに共通教育科目の幅が拡がったという効果が現れている反面、一部の領域では専

門教育科目担当者の共通教育科目への関与はまだ十分ではなく、この制度の実効化がこれからの課題

となる。 

新カリキュラムの共通教育科目では、英語および情報科目にも新たな試みを行い、また「大学史」

科目を新設した。 

文系大学において外国語はかなり大きなウエイトを占め、しかも近年はコミュニケーション的な外

国語・「使える英語」への要望は大きくなっている。こうした要望を踏まえて、英語ではTOEICを取

り込み、外国語嘱託講師を配置した。成果が見えるのはまだ先であろうが、名古屋教学委員会が行っ

た06カリ新設科目検討会議ではおおむねよい評価が得られている。今後こうした科目を一層充実させ

てゆく必要があるが、英語に限らずコミュニケーション重視の外国語教育では、少人数クラスでの多

数の開講コマとそれに見合った教員を確保する必要があるため、教室設備や人件費など財政面での裏

づけが課題となる。 

また、今日では文系大学においてもコンピュータや情報スキルの教育が必須となっており、それに

対応して、新カリキュラムではe-learningシステムなどを利用した情報科目を配置した。検討会議で

は、情報スキルの格差解消には一定の成果が得られたが、運営体制には問題を含むことが報告されて

いる。これには本学における情報科目の担当教員数が関係している。文系大学の場合、情報科目を含

む自然科学系科目はカリキュラムに占める割合・教員配置も多くないが、教養教育においては重要な

位置を占めている。現代社会における自然科学の重要度を鑑みれば、自然科学系教育をどの分野で・

どのレベルまで・どのように行うか慎重な検討を要する。 

さらに、本学創立の精神の理解を学生に広く促すために、創立60周年を期に出版した『愛知大学小

史− 60年の歩み− 』に基づく自校教育を含んだ「大学史」科目を共通教育科目に置いた。授業運営に

ついては一層の工夫が必要であるが、科目内容については東亜同文書院大学記念センターと連携しな

がら研究を深めて見直しを図っており、日本近代史・日中関係史における本学の前身・東亜同文書院

大学の成り立ちや創立の精神を学生に伝え、現代における大学の意義を学生とともに考える機縁とし

たい。 

このように教養教育に関しては、一定の検討・評価を踏まえた継続的な改善が進みつつある。 

専門教育科目に関してもこの間、社会からの要請に応え、学生の資質やニーズに応ずるために、学

科・専攻・コースの見直しを軸に教育課程の検討を行ってきた。学部による多少の違いはあるが、①

特徴をより際立たせる方向での専門教育科目の充実、②専攻・コースの新設・再編、③1年次におけ

る少人数導入科目の拡充、④フィールドワーク科目・インターンシップ科目の導入に共通点を見いだ

せる。 

専門性に沿ったより体系的な教育課程編成に向けて、専門科目の充実、専攻・コースの整備が継続

的になされるのは当然である。①専門科目の充実の方向性は、相互の連関を目指した多彩な専攻科目
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の用意、科目構成の簡素化と専攻言語の英語への絞り込み、学科新設や専門職大学院との連動を目標

とした専門科目の見直し、中国語の専門教育科目化など、学部の課題に応じて多様であり、また②専

攻・コースの整備はこれと連動して行われている。 

これに加えて③導入科目の拡充、④フィールドワーク科目・インターンシップ科目の導入・拡充が

重点的になされている点は評価してよい。 

入学者選抜方法や入学者の多様化にともない、すべての学生に一律の学修履歴を求めることが困難

になっている状況では、学士課程教育への円滑な導入のための科目は不可欠である。ただし、この「導

入」の意味については、「大学での学修一般への導入」、「学部における専門教育への導入」など理

解の相違があり、後者に重点を置く学部が多い。どちらをとるにせよ、その成果を継続的に点検し改

善してゆく必要がある。フィールドワーク科目は、本学の前身・東亜同文書院大学の「大旅行」以来

の伝統があり、従来から一部の学部・学科では行われてきたが、近年は、その方法論をも含めて科目

の構造化を図るとともに、対象地域を国内から海外に広げたりテーマを特定したりするなど新たな展

開が見られるようになった。 

さらに、キャリア支援課が行うインターンシップとは別に、社会研修的なインターンシップの構造

化・単位化や、受け入れ先を国外に求める中国現地インターンシップなどインターンシップ科目の充

実が進んでいる。もちろん、これも学部・学科による違いはあるが、ややもすれば座学中心の学修に

なりがちな文系大学では、身を以て現実世界を知るよい機会であり、幅広いキャリア形成にも資する

ものと期待される。 

2003年度文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」（特色GP）において、現代中国学部の中

国現地重視教育が採択され、注目をあびた。他の学部等においても特色ある教育づくりを進め、教育

の活性化をはかるため、2004年度に愛大版「特色ある教育プログラム」を発足させた。2005年度には

学部の枠を越えた取り組みや特色あるゼミ活動も申請可能とし、学部をはじめ各単位が文部科学省

「大学教育改革支援プログラム」に応募できるよう支援体制を充実・強化した。2006年度までに延べ

6件を採択し、計画に対する資金配分を行った。この成果をもとに2007年度からは、学内公募によっ

て教育プロジェクトを選定し、文部科学省GP等への申請を進める予定である。 

 

(2)教育方法 

大学における教育の質の保証を図るためには教育方法の点検も不可欠である。そのためには、教育

の目標・方法・スケジュール・成績評価方法などのシラバスがあらかじめ示され、厳格な成績評価が

なされるとともに、それに基づいた教育内容・教育方法の組織的な改善がなされねばならない。 

シラバスに関しては、以前から『授業科目の紹介』という冊子で配布してきたが、2006年度からは

Web履修登録システムが整備され、Web上でのシラバス登録・閲覧が可能になった。また、FD活動の一

環として、2000年から「学生による授業評価」を実施し、その結果を学外に公表してきたが、2005年

度からは紙媒体からWebアンケートに切り替えた。さらに、本学では年間取得単位に44単位の上限を

定め、安易な単位取得を抑制している。これらの点では適切な整備が行われている。 

しかし、今回の自己点検・評価では、成績評価方法と教育改善の組織的取り組みに課題が見い出さ

れた。 

本学の場合、成績評価と評価基準は各授業担当者の判断に委ねられている。授業担当者の自覚と責

任とに全幅の信頼を置いているわけであるが、成績評価や評価基準に関する不満や問題がないわけで

はない。もちろん、人文社会系科目においては客観的な評価基準を設けることは困難でもあり、また

一律な評価基準は望ましくないが、評価方法の客観性がいかに担保されるかは検討されねばならない。

たとえば、科目毎の成績分布の公表や成績分布と授業方法・授業内容との関連の組織的検討が必要で

ある。なお、学生からの成績照会に回答する「成績照会制度」は学生に対する説明責任の発揮として

評価できる。 

「学生による授業評価」のWebアンケートへの変更は、アンケート実施による授業時間の浪費を抑

えるためであり、その目的は達成されたが、反面、回答率の低下・回答数の減少に見舞われ、アンケ
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ート結果への信頼性の低下に苦しむこととなった。この傾向は本学に限らず、アンケートをWeb化し

た大学に共通する悩みであるが、早急にアンケートの実施方法を検討し、改善策を講じる。また、こ

れまで「学生による授業評価」は結果の集計だけにとどまっており、教育内容・教育方法との関連分

析などは行ってこなかったが、この点も研究を重ね改めてゆく。 

シラバスのWeb化にともない、表示形式も標準化されて利用しやすくなったことは前進である。だ

が、シラバスの本来の目的が科目紹介にとどまらず、それに基づく学生の履修科目選択にあるとする

と、本来的な意味でのシラバス利用が十分に行われているとは言い難いように思われる。必修科目が

多い場合には、科目選択の余地は狭まり、シラバスの存在意義は薄れる。シラバス利用を促進するに

は、必修・選択のバランスを考慮した教育課程の整備が伴わなければならない。他方、シラバスを学

部・学科などで組織的にチェックして、教育内容の重複や不足を見出し、科目の整理や新設などカリ

キュラム改革に結びつけるという利用法も考えられる。今後はこうした教育課程の改善と結びついた

組織的なシラバス利用を検討してゆく。 

教育組織と教育課程とは不即不離の関係にあり、教育組織の再編は教育課程の改革にまで及ばざる

をえない。豊橋校舎における教学再編が急がれるのは、この間なされてきた上述の改組・見直しにあ

っても不十分な面があり、とりわけ本学の魅力が十分に伝わっていないとの認識に基づいている。す

なわち、学部・学科の名称と学問分野やカリキュラムとの対応がイメージしにくい、あるいは学部内

の専攻・コースの学問分野・教育課程が多様であるにもかかわらず、その多様性の学外認知度が低い

との評価があり、これらを克服するためには改組・再編が必要であると判断されたからである。上述

の教育課程の自己点検・評価を踏まえて、より魅力のある学部・学科となるよう整備を進めていく。 

 

②大学院 

 教育課程等に関しては、各研究科が掲げる理念・目的・目標を実現する為に設定される訳であるが、

従来はその理念等が必ずしも明確でなく、全体として漠然と研究者養成を志向する方向が共通認識で

あった。そのために相当に幅広な科目配置がなされているが、近時の志願者・入学者減とも相俟って、

実際に開講される科目が極めて少ない研究科もあり、社会需要への適切な対応という視点を欠いた科

目配置と教育内容の妥当性は然るべく検討されなければならない。 

先に述べたように、一部研究科の修士課程では高度専門的職業人養成を目指した組織改革を行い、

教育課程もその目的に沿うように再編成してきたが、このような改革は各研究科でも早急に進める必

要がある。あわせて、学士課程教育との連関を強化する方向で修士課程の教育・研究システムを再検

討し、また今後需要が高まるであろう社会人受け入れを考慮した教育・研究システムの導入を検討す

る。 

博士後期課程については、すでに中国研究科のデュアルディグリー制度が軌道に乗り、経営学研究

科も学位授与者が毎年誕生しており、文学研究科もほぼ毎年少数ながら課程博士が誕生している。だ

が、博士後期課程における学位レベルに関する了解が不徹底であり、学生指導のあり方に問題を含ん

でいた。また、博士後期課程の学位取得者は大学教員（常勤・非常勤）、高校教員、地域コンサルタ

ント企業など、それなりに研究を生かす職を得ているが、求職中の者もいる。学位論文の出版助成・

積極的な職種情報の提供も含め、博士後期課程の学位取得者へのサポート体制の確立の必要を指摘す

る向きもあるが、しかしながら、博士後期課程に対してはこうした手直しで解決できるかどうか、

「2007年度事業計画書」では、本学の特色や強みとなっている研究科に集約してゆくことをも視野に

入れて検討を進めてゆくことにしている。 

 教育方法等に関しては、いわゆる「徒弟制」的側面が授業や論文指導上の大きな特徴としてきた。

それは少人数教育での教育・研究の徹底という優れた面もある一方、指導教授の研究領域や研究視点

に縛られ、研究の自由度を狭める面もあった。そこで、教育・研究の徹底という長所を生かしつつ、

全体としては教育課程上の関連教員による組織的教育に向けた教育方法の改革を行いたい。 

従来、学位審査に当たっては、外部審査員を加えるほか、査読付き学術誌への掲載や全国的学会で

の発表を条件に課するなど、指導教員の主観ではなく外部評価によってレベルを保ってきた。この点
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は今後も維持したい。 

 国内外における教育・研究交流に関しては、中国研究科がその設置主旨及びデュアルディグリー制

度との相関で活発に行われている他は、国際コミュニケーション研究科におけるアジア諸国との交流

が認められるが、大学院全体としては概して低調である。また、個々の教員による言わば個人的繋が

りに依拠する交流ではなく、大学院や研究科単位での制度的交流が検討されるべきであろう。 

 学位授与・課程修了の認定に関しては、概ね適切・厳格に行われており、今後もこうした対応が求

められる。 

 

 

４．学生の受け入れ 

大学における「学生受け入れ」を従来のように「入学試験」だけで捉えることは適切ではなくなっ

てから久しい。受け入れる学生が、国内の後期中等教育修了者だけではなく、他大学・短期大学・専

門学校などからの編入生、さらに海外からの留学生にまで広がり、またその割合も高まっている。し

かも、入学試験方法が多様化するなど学生受け入れの方法はますます複雑になっている。その背景に

少子化・18歳人口の減少によって大学の志願者確保が困難になっているという事実があることは改め

て指摘するまでもない。 

このような状況で、建学の精神を理解しうる質的に高い学生を受け入れているかどうかは重要な問

題である。しかし、財政の大部分を学納金に依存する私立大学にあっては受け入れ人数の確保との兼

ね合いもあり、実際にはそのような学生に絞り込んで受け入れることはなかなか難しいと言わざるを

えない。 

こうした状況にあっても本学では、国内からの学生受け入れについてみれば、一般入試においては、

学部による重点の置き方に違いはあるが、高等学校で身につけた幅広い基礎学力を共通に重視し、推

薦入試では学部の性格に応じた多様な能力・個性・活動歴を重視しており、質的な維持という点では

おおむね成果を上げている。外国人留学生の受け入れは増加しているが、出身国が非常に偏り、また

日本語能力の水準に差があり、大学教育に問題を生じかねないなどの実態が指摘されており、改善が

求められる。 

入学者選抜の透明度は高く、公平・公正を担保できている。入学試験問題も学内者・学外者による

チェック体制も整え改善を加えているが、ミス防止のためにいっそうの努力が必要である。 

定員管理については、年度毎の入学手続き率の違いや海外留学による留年生による変動があるが、

大幅に定員を超過する学部・学科はない。全体として適切な定員管理がなされているといってよい。 

学生受け入れに関わって本学が抱える問題点としては、各校舎の学部配置のアンバランスと校舎の

ロケーション、地域の受験者人口に対する学部定員規模のアンバランス、学部・学科内の多岐にわた

る専攻・コースの分かりづらさ、高校・高校生による認知度の低下などが指摘されている。豊橋校舎

を中心にした教学再編や名古屋校地拡充計画もこれを念頭に置いたものであるが、それにとどまらず、

入学試験の見直しや高等学校との連携協定なども鋭意進めている。 

2006年度には、常任理事会と一体になった入試戦略委員会が組織され、学生受け入れの全体を見通

し、機動的に入試戦略を練る体制が整った。2007年度以降の入試方法の見直しに向け、既に改革案を

提示し審議中である。 

大学院に関しては、国立大セクターが大学院生の大幅な受け入れを始めたことによって志願者が大

幅に減り、ここ数年その影響を強く受けて、入学生の減少傾向が続いている。また研究科による違い

も大きく、中国研究科や経営学研究科のように学生受け入れが比較的堅調に推移する研究科がある反

面、入学定員に比して著しく入学者が少ない研究科もある。前者にあっても、受け入れ学生に全体に

対する留学生、特に中国人留学生の構成比率が極めて高い。もちろん、ICCSのデュアルディグリー・

プログラムと連携する中国研究科のように、それを必然とする領域・分野もある。また、外国人留学

生は、各研究科がしっかりした教育・研究指導を行い、学位を取得させることで、本学や日本と中国

その他の国との相互理解を促進する重要な契機となる。ただし、課程修了後の帰国を予定している中
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国人留学生と本学研究科との間には、教育研究や学位取得をめぐって志向に食い違いがある点も考慮

しておかねばならない。 

受け入れ学生の減少について、特に修士課程では、学部教育＝学士課程の位置づけの変化に対応し、

入学試験や入学金などの垣根を低くし、飛び級制度を活用するなどして、学部との連動性を強め、も

う少し専門的知識と教養を得たいとする学生の積極的な受け入れを図るとともに、団塊世代の今後の

学習研究意欲に対応した社会人受け入れの仕組みづくりをカリキュラムや制度上で工夫することで、

学生受け入れの拡大を目指して努力する。 

 

 

５．教員組織 

教員数について言えば、どの学部・学科においても大学設置基準で定められた基準教員数を満たし、

適切に配置されている。のみならず、「学部枠」「大学枠」という学内基準教員数を定め、設置基準

以上の教員配置を行っている点は教学上の大きな長所である。 

しかし、それでもなお各単位には学部教員数への不足感がある。一方では、専門職大学院を除く大

学院にも研究所等も学部所属専任教員が兼坦し、専門職大学院では学部所属専任教員が併任しており、

その解消を求める声がある。他方では、教養教育の充実のために、外国語・自然科学・情報などの分

野で担当者を必要としている。さらに、研究所・センター等への専任教員配置も検討する必要があろ

う。しかし、教員数のいたずらな増大は経営上の問題を引き起しかねず、さまざまな要求を満たしな

がら教員組織を適切に整備することは容易ではない。2007年を目標とする「教員減員計画」が終了し、

また教学再編がスタートする現在、新たな「教員人事計画」の策定は必須である。指摘されているさ

まざまな問題は、学部枠教員数とそのカウント方法・教員配置の決定方法などを見直すなかで、可能

なかぎり解消してゆく。 

学修活動の人的支援体制は、個々の点では比較的よく整備されているが、組織的な集約に弱点があ

った。すでに「学習・教育支援センター」設置の準備に取りかかっており、2007年度中には設置でき

る見通しである。 

また、今回の点検では、教員の教育研究活動の組織的評価が十分でないことが明らかになった。教

育面では、授業評価をはじめとするさまざまなFD活動と教育活動との連携が十分に行えていない。こ

れに対しては、教学委員会の任務にFD活動を加えることで、教育活動に容易にフィードバックできる

体制を整える方向で検討している。研究面では、研究支援体制を整えることで教員の研究を活性化し、

同時にその業績・結果を広く社会に公開・還元してゆく必要がある。まず、研究業績がWebサイトで

公開できるような蓄積型の研究業績データベースの整備が急務である。 

さらに、教育・研究だけではなく学内行政・社会貢献などへの寄与も大学教員には求められるよう

になってきており、これらを総合的に評価し処遇する評価制度の導入に向け、既に常任理事会で経営

プロジェクトからの提案を審議中である。 

大学を取り巻く状況が大きく変化し、大学教員とは何かが問われている。研究と教育という区分だ

けではない。教育面でも、従来のような学部の専門教育の枠だけではなく、一方ではより裾野の広い

教養教育、さらに大学院におけるより高度な専門教育、場合によっては実務的な教育と、一人ひとり

の大学教員に求められる力量の範囲が広がっている。大学教員はいわば一足ではなく何足もの草鞋を

履く必要が出てきているのである。こうした趨勢を踏まえて、教員の教育研究活動を適切に評価する

とともに、学生にとって魅力ある教育環境が提供できるよう活力に充ちた教員組織の構築に取り組む。 

 

 

６．研究活動と研究環境 

 大学における研究活動は、その活動主体の如何に関わらず、基本的には教育を含む社会還元・貢献

を目的に行われるべきものである。特に建学の精神の一つとして「地域貢献」を掲げる本学にあって

は、そのことが十分に認識されなければならない。研究分野・対象によって、その成果の適切な還元
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を実現する手法に相当な温度差が認められること当然であるが、上記の基本認識が本学における研究

活動や研究環境に関する問題や将来像を検討する上で不可欠と言えよう。また、各教員や組織による

研究分野・対象の設定に関する自由にも、長短期の社会動向や需要の適切な把握や大学経営方針等と

の相関で一定の制約が加えられることが当然であり、特にその点に関する教員の意識改革が求められ

る。 

これまでは一種の聖域的に取り扱われてきた研究も、本学としての明確な基本的理念と制度の枠内

で実施されなければならない。もちろん、それは各教員や組織による従前の研究活動の有用性を否定

するものではない。 

 まず、社会還元・貢献の主旨からも、研究活動の成果は対外的評価に曝されるべきであるという認

識が共有される必要がある。本学の場合、研究成果としての論文等の発表媒体としては学内紀要が利

用される例が極めて多く、全国学会での発表やその査読付き年報等への投稿が少ないという事実は、

本学における研究活動の在り方に関する基本的な問題点として指摘されなければならない。また、国

内外における学会活動や研究における国際連携に関しては、国際中国学研究センターは毎年国内外の

諸大学と連携して大規模な国際シンポジウムを開催していて、評価も高い。他については一部を除き、

概して低調と言わざるを得ないが、本学の研究活動はいかにあるべきか、それを担う組織はいかにあ

るべきか等に関する検討を通じて、それらへの然るべき対応が為されるべきであろう。さらに、教員

間ないし学内教育研究組織間の研究上の連携が必ずしも適切には行われていないという現実があり、

そのことが研究の重複実施や文献資料の重複購入の遠因になっていると思われる。しかしながら、

2006年に立ち上げられた研究政策機構が適切に機能することによって、このような問題の解決に向け

た道筋が開けると言えよう。なお、多くの研究組織から、教学や学内行政に関する負担が研究活動に

深刻な影響を及ぼしている旨が指摘され、その負担の軽減を求める声が強いが、上記の研究の意味・

目的に鑑みれば正鵠を射た要請とは言い難い。しかしながら、そのことが上述の微温湯的意識を醸成

する遠因になったとも考えられ、今後は競争的学外研究資金導入の一層の促進を図るのみならず、学

内的な研究助成に関しても従来の一律的提供という現行制度の妥当性の検討を通じて、効果的かつ適

切な研究支援体制の早急な確立が求められる。 

 研究環境に関しては、本学は個々の教員の教育・研究上の自由を尊重するという開学以来の伝統の

下、今日では研究費・設備等に関して比較的良質なものが提供されており、各研究組織からの評価も

高いと言える。しかしながら、そのことが上述の微温湯的意識の醸成の遠因になったとも考えられ、

今後は競争的学外研究資金導入の一層の促進を図るのみならず、学内的な研究助成に関しても従来の

一律的提供という現行制度の妥当性の検討を通じて、効果的かつ適切な研究支援体制の早急な確立が

求められる。その中核的機能を営むべき機関が研究政策機構である。社会的需要との相関や研究成果

の適切な社会還元という前提のもとで、活発な研究活動が学問の府としての大学に求められること当

然である。単に経営的視点のみに矮小化されてはならないとはいえ、研究活動に関しても各大学の確

たる戦略が有って然るべきであり、本学における研究環境についても、こうした意味と目的を有する

研究活動を支援するという視点から効果的かつ適切な整備・拡充が求められる。 

 

 

７．施設・設備 

 本学は1946年に豊橋市に設立されたが、施設等は国からの借用であり、それまで使用していた豊橋

陸軍予備士官学校の建物の多くは1908（明治41）年の第15師団進駐時に建設されたものであった。開

学当初は、窓ガラスは破損したまま、机・椅子も満足にないような状態で、あるのは教職員と学生の

教育への熱い思いと「和」だけであった。その後、徐々に施設等も整備され、名古屋地区に進出し、

大学としての規模を拡充していったが、豊橋校地・校舎の払い下げを受けたのが1963（昭和38）年で

あり、その年にようやく鉄筋2階建ての校舎（現3号館）を建設した。名古屋（車道）校舎は1951（昭

和26）年に現在地を取得し、1960年に1号館、1961年に2号館、1965年に3号館を建設している（この

うち1･3号館は車道再開発の際に取り壊わされた）。ここ20年ほどの画期となったのは、1988年の名
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古屋校舎の三好町への移転・開校、1997・1998年の現代中国学部（名古屋校舎）・国際コミュニケー

ション学部（豊橋校舎）の設置、2004年の車道校舎再開発であろう。いずれも学部の再編、新設、専

門職大学院の設置といった教学組織再編を基礎としており、キャンパス・アメニティを意識した施

設・設備の整備もこの時期からといってよい。また、設備のなかでも大きな比重を占めるようになっ

た情報関係の整備も、1989年に情報処理センター（現在は情報メディアセンター）が設置されて以降

計画的にすすめられるようになった。つまり、愛知大学60年の歴史において、施設・設備の分岐点と

なったのは1989年の法経学部の分離を前提とした1988年の名古屋校舎の移転・開校にあったといえよ

う。その後の豊橋校舎、名古屋校舎、車道校舎における施設・設備の整備は、法経学部の分離と臨時

定員増なしには考えられない。 

 3校舎の施設・設備の改善の方向についてそれぞれ課題が掲げられているが、これらの具体的計画

は現在検討中の教学組織再編と深く結びついている。豊橋校舎の施設計画は2006年度中に検討し、方

向を出す予定であったが、現在審議中の豊橋校舎再編計画の帰趨が明確になったうえでなければ具体

的方向を出しえない。また、名古屋駅近くの再開発計画に本学としてコンペに参加する方向で作業が

すすめられており、その方向いかんによっては施設・設備計画全体に大きな影響を及ぼすものである。

したがって、当面は長期にわたる施設・設備計画と短期の計画とを区分し、教育研究施設設備の計画

的な整備をはかっていくこととしたい。 

 短期計画を検討する際の各校舎の課題としてあげられるのは次の点である。 

 豊橋校舎においては、学生の自習室、談話スペースが貧弱であること、大学院棟（1号館）が取り

壊されたこともあり、教室棟の使用状況が高くなっていることをあげることができる。「哲学の森」

をはじめ緑に恵まれてきた反面、建物内の談話スペースが5号館以外には設けられておらず、自習室

も図書館に行かなくてはならないなど、学生の利用上に配慮した施設設備の整備が求められている。 

 名古屋校舎は、法学部の3･4年生が車道校舎に移転したこともあり、豊橋校舎に比較して余裕があ

るといえる。1997年の青翔館増築で学生ラウンジも設けられたが、学生の動線からして十分とはいえ

ず教室棟内に確保する必要があろう。また、身障者に配慮した施設設備は大きく立ち遅れており、全

体的な整備計画のなかで適切に対応していく必要がある。 

 車道校舎は第1期再開発を終えたが、開発計画の制約のなかで学生、とりわけ校舎に滞在する時間

が長い専門職大学院学生のくつろげる空間が不足していることである。2号館の取壊し計画とリンク

した第2期再開発事業のなかで解決をはかる必要がある。 

 3校舎に共通するのは、授業以外に屋内で学生が過ごす場所の確保、すなわち「居場所づくり」が

求められていることである。 

 

 

８．図書館 

 愛知大学図書館は1947年に豊橋校舎に設置されて以来、車道校舎、名古屋校舎にも設置され3図書

館体制となり、本年で60周年を迎える。本学の図書館は、創立当初に基礎となった霞山文庫、東亜同

文書院中国調査旅行報告書に代表されるように中国書に特色を有している。愛知大学は財政的基盤を

持たず、いわば無から出発した大学であるが、一貫して図書資料費には予算を確保してきた。2005年

度の図書資料費は、全国の同規模私立大学の平均を大幅に上回り、国立大学平均をも凌いでいる。近

年では電子ジャーナルやデータベース関係の予算にも配慮している。 

 本学図書館は1989年から図書館システムを稼動させ、全学総合目録（データベース化）をめざして

いるが、和書・洋書の遡及入力は終わり、中国書の一部、韓国語・ロシア語資料を残すのみとなって

いる。 

 2004年に閲覧業務の一部アウトソーシング化、図書館システムのリプレイスにより利用者サービス

が一段と向上した。開館日数が20日程度増加したのをはじめ、他校舎図書の検索・取寄せの迅速化、

Web上から利用状況の確認や予約サービスも行えるようになった。 

 学外との協力については、国立情報学研究所の目録所在情報サービス（CAT）への登録、他大学と
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の図書貸借（ILL）、文献複写等の相互利用を促進している。また、2005年4月には豊橋技術科学大学

と包括協定を締結し、図書館の利用においても館外貸出を可能にした。地域への開放も他大学に先駆

け1989年より開放しており、2004年からは貸出も行っている。 

 図書館の課題では、豊橋図書館の施設問題があげられる。書庫収容率の限界、開架図書の少なさ、

第1書庫の耐震補強工事の必要性、メディア関係資料の分散状況等を改善するためには、豊橋校舎の

中・長期的な施設計画が不可欠であり、教学組織再編計画とリンクさせて検討する。また、ICカード

対応の学生証を利用した入館システムの導入、図書費の有効利用、保存スペースの観点から図書の重

複購入を回避するためのシステムの構築に早急に取り組んでゆく。 

 

 

９．開かれた大学（社会貢献） 

 今日強調される大学の社会貢献・地域貢献は「地方の社会と文化への貢献」という表現ですでに本

学の建学の精神の一つとして掲げられ、その精神の下に開学直後の1947年から豊橋市で一般市民を対

象とした夜間講座が開設されたほか、1948年から3年間にわたって豊橋、名古屋、浜松などで夏季大

学が開催された。また、1954年6月から豊橋市で119回に及んで土曜講座が開設され多くの市民が受講

した。 

 社会貢献という建学の理念は、綜合郷土研究所・中部地方産業研究所において研究という側面から

もすすめられ、「渥美半島の研究」「志摩漁村の研究」や「東三河の経済と社会」などの成果が発表

されてきた。後に経営総合科学研究所の事業となった経営会計講座は、1956年から名古屋で開講され、

公認会計士・税理士をめざす社会人のニーズに応えた。 

 前者の公開講座・夏季講座・土曜講座の系譜は、現在、名古屋市・豊橋市・三好町・幸田町・蒲郡

市・吉良町等の自治体との連携講座として受け継がれているだけでなく、1988年からは愛知大学オー

プンカレッジをスタートさせ、2002年からスタートした車道校舎をあわせると1万名を超える会員数

となって結実している。2006年からは愛知大学孔子学院が開校し、生涯学習＝社会人教育のいっそう

の拡充、展開をはかっている。また、近年は企業等からの寄附講座、同窓会OBによるリレー講座も開

講されており、学生には好評である。 

 後者の研究面では、より直接的な地域貢献をめざして豊橋校舎に三遠南信地域連携センターが設置

され、産官学民の連携事業を展開し、地域の注目を集めている。この面で豊橋技術科学大学との連携

が有効に機能している。とくに、地域づくりアドバイザー制度、地域づくりサポーター制度は、教員・

研究者だけでなく学生を巻き込んだ活動を行っており、地域の期待も大きい。近年、教育・研究と並

んで社会貢献が大学機能のひとつと位置づけられてきているが、ここには大学が直接的なかたちで社

会貢献を行うという側面と教育・研究のなかで社会の要請に応えていかに社会貢献を行っていくかと

いう側面があることを見逃してはならない。本学の実績には優れたものがあると自負しうるが、現代

社会の要請に積極的に応えていくという視点を欠いては社会的責任を果たすことができない時代で

あることも認識している。 

 今後の課題としては、地域社会との連携・交流を教育プログラム、教育システムに取り入れていく

ことを検討するとともに、名古屋地区はオープンカレッジ、孔子学院といった生涯学習＝社会人教育

を軸とした活動を、東三河地区はすでに豊橋市と締結している包括協定を他の市町村へも協定を拡大

していくことを含め連携協力事業を強めていくなど地域の状況に応じた展開を考える必要がある。 

 

 

10．学生生活 

 本学の奨学金は、貸与奨学金・応急奨学金・教育ローン援助奨学金・奨学ローン援助奨学金といっ

た経済的支援を目的にしたもの、スカラシップ奨学金・学業奨励金・スポーツ奨学金・留学生奨学金

（私費留学生、交換留学）など学業奨励を目的としたもののほか、愛知大学同友会奨学金、後援会奨

学金等がある。日本学生支援機構の奨学生は2005年度1,821名（受給率22％）であり、学内奨学生271
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名をあわせると2,092名で、昼間学部学生8,804名に対する受給率は23.8％である。経済的理由による

退学者は近年減少傾向にあるものの、経済的困窮を訴える学生に対するいっそうきめ細かな援助体制

を整備する必要がある。その対策の一環として2006年6月に学内奨学金のあり方につき見直しが行わ

れ、応急奨学金の拡充がはかられた。また、スカラシップ・学業・スポーツの各奨学金についても拡

充がはかられた。 

 学生の心身のケアのため、本学では学生課（車道校舎は教学課）のもとに保健室と学生相談室が置

かれている。保健室には保健師または看護師を置くとともに、週1回校医による健康相談を行ってい

る。また、 近、骨密度測定やアルコールパッチテスト、呼気中一酸化炭素測定等を保健室で行うよ

うにしたところ来室者が増加した。学生相談室には専門のカウンセラー（臨床心理士）と担当教員を

配置し、学生の多様な相談に応じているが、学部により相談内容に特徴をもっているため、現在年1

回行っている教授会への説明をいっそう充実し、相互理解・協力を要請していく必要がある。また、

学生の多様化した悩みや相談に組織的に対応するため2007年度には教務課と学生課を統合し教学課

を設置するが、さらに教育支援センター等を設置し、よりきめの細かいサービスの提供を心がけ、保

健室・学生相談室との連携・協力を深めてゆく。 

 セクシュアルハラスメント防止に関するガイドライン、関係規程等は2000年に制定され、周知をは

かり、対策を講じてきたが、残念ながら2002年に懲戒処分を行う事案が起き、被害者側に考慮してガ

イドライン・規程の大幅な見直し・改正を行った。2005年のセクハラへの可能性を含んだ事案につい

ては迅速な対応をはかり、処分を行ったが、学生や教職員に対する教育・研修が不十分であったとい

える。この点の改善をはかるとともに、倫理綱領の公示、懲戒処分基準の制定等を急ぐ必要がある。

また、セクシュアルハラスメントにとどまらず、アカデミックハラスメント、パワーハラスメントを

含め広く人権侵害を許さない教育・研究・職場環境を整備していく必要があり、ガイドライン・関係

規程を2007年度中に改正したい。 

 2002年に就職課からキャリア支援課に名称変更したが、これは学生の多様化、社会のニーズに対応

し、低年次から系統的なキャリア形成支援をめざしたものである。直接的な就職ガイダンスにおいて

も、就職合宿セミナー、企業セミナーなどに人事担当者、OB・OG、学生アドバイザーの協力・参加を

求めるとともに、同窓会、後援会とも連携し、学生の就職支援を強化している。また、インターンシ

ップ、職業支援講座もキャリア支援課が担当し、多岐にわたる学生の進路選択を支援している。しか

し、厳しい就職環境や学生の職業意識の変化は、就職登録カードを提出しない学生が2割近くにいる

ことからも明らかなように、事務局の就職支援だけでは限界があり、大学としての就職支援、キャリ

ア支援の体制を構築する必要がある。この点で、キャリア教育は全大学教育のなかに位置づけ、取り

組まなければならない課題であり、そのための具体的な方策を検討してゆく。 

 本学では、正課外教育を通して人格形成、社会人としての資質を身につけるものとして重視してい

る。公認のクラブには教員の部長または顧問を置き、スポーツ推薦入試を行うクラブには監督、師範、

コーチ等を置いて支援体制を整えている。経済面でも対外試合等の出張旅費、日常指導の交通費・謝

礼等も支給し、活動の支援をはかっている。とくに出張旅費は2006年度より限度額、対象を大幅に拡

充し、改善をはかった。活動参加者の大学生活の満足度・充実度が高く、それが正課を補完する、と

きにはそれを超える成長の場になっており、大学として学生の正課外教育への参加を促す取り組みを

強め、同窓会・後援会の協力を得ながら支援体制を強化してゆく。 

 

 

11．管理運営 

 本学はその創立の経緯から教職員が自立的に大学運営に携わる方式がとられてきた。学長が理事長

を兼任することも、評議会（現在は大学評議会）が実質的に経営にあたる運営方式もその現れである。

しかし、評議会が経営に関する事項を審議決定するという位置づけは理事会の権限と矛盾することか

ら2000年以降数度にわたって管理運営組織の見直し、改革がはかられてきた。 

2004年の私立学校法の改正を承けて、2005年には寄附行為を整備し、理事会機能の明確化、監事機
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能の強化、評議員会の位置づけの明確化を行うと同時に、評議会と連絡教授会を統合し、審議の効率

化、意思決定の迅速化を図るために大学評議会を設置し、規程上も理事会と齟齬のないように改めた。 

 2002年には学長（理事長）、副学長（常務理事）、事務局長（常務理事）からなる常任理事会を設

置するとともに、常任理事会の下に政策提言機関として基本構想推進本部を設置した。また、従来あ

った学部長会議を学内理事会に改め、職務権限基準を制定して理事会からの権限委譲事項と経営・教

学の審議・決定プロセスを明確にした。 

 2004年の私立学校法の改正をうけて、2005年には寄附行為を整備し、理事会機能の明確化、監事機

能の強化、評議員会の位置づけの明確化を行うと同時に、評議会と連絡教授会を統合し、審議の効率

化、意思決定の迅速化をはかるために大学評議会を設置し、規程上も理事会と齟齬のないように改め

た。 

 しかし、依然として全学部長が理事として加わる学内理事会、教授会選出委員が主体の大学評議会

では、大学全体の観点に立つのではなく、学部の意向に左右された議論が行われる傾向を拭いきれて

いない。教授会は学則、教授会規程に定められた事項につき審議することにし、学部の問題を超えた

経営的事項については大学評議会、理事会に決定を委ねる方向での管理運営をめざす必要がある。ま

た、学長が理事長を兼任する体制、学部長が全員理事となる体制、副学長が常務理事を兼務する体制

についても今後検討していく必要があろう。 

なお、2007年度から常勤監事体制がとられることになっており、監事機能の強化を通じて内部統制

を確立し、より社会の要請に応えていくことが必要であろう。今後大学の管理運営を考える場合、社

会の要請、課題に応え、大学の社会的責任（USR）を果たしていくことが求められてくることを十分

に認識し、そのための管理運営体制を構築していかなければならない。 

 

 

12．財政状況 

 本学は収容定員に占める臨時（期間付）定員の割合が大きく、2000年度以降、国の施策に沿ってそ

の50％を段階的に削減してきたが、2004年度に2部・夜間主コースを募集停止し、その定員を昼間学

部に振り返る措置（臨時定員の一部返上）をとったにもかかわらず、学生数は漸減した。その結果、

学生納付金収入はピーク時の100億円強から2005年度には90億円まで減少している。こうした臨時定

員の削減に伴う学生数の減少、18歳人口の減少、競争的環境の進展等に対応するため、新しく置かれ

た副学長の下にプロジェクトを設置し、2001年5月に大学財政安定化のための基本構想が示された。

収入面では学費以外の収入源の多様化をはかることにし、補助金の獲得、資金運用の弾力化・多様化、

子会社設置等による収益事業の展開、寄付金確保、定員増等の方向が提示された。 

 支出面では、経常経費の節減、予算編成プロセスの見直し、人件費配分構造の見直し、雇用形態の

多様化、定年制度の見直し、研究費・図書費のあり方の検討等の課題が提示された。また、財政基盤

の安定化をはかるための指針として、①消費収支のマイナスは帰属収入の5％以内とする、②借入金

残高は学生納付金収入の3分の1以内とする、③人件費比率は50％以内を目標とする、の3点があわせ

て提示された。 

これらの構想は可能な施策から実施に移され、収入面では補助金についてCOEをはじめとして特色

GP、私立大学学術研究高度化推進事業への採択、資金運用による収入確保、株式会社AUSの設立、寄

付金の獲得に努めた。帰属収入の8割近く（2005年度は77.6％）を占める学費は、新設学部である現

代中国・国際コミュニケーション学部と再開発された車道校舎に移転した法学部（2003年度より教育

充実費を改定）を除き1999年度以降据え置いているが、その妥当性については検討する必要がある。

支出面では も大きな割合を占める人件費についていくつかの方策を講じた。収容定員の減少に対応

して新しい学部枠教員数を設定し、その人員に達するまでは原則抑制（必要性が認められれば採用可）

の方針を確立したこと、期末手当を年間0.5ヵ月削減したこと、選択定年制度を5年間の期限付き（2000

～2004年度）で実施し、事務職員で31名の応募者があったこと（2005年度からは内容を縮小して3年

間延長）等である。 
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各大項目の概要および総括 

 施設面では、2004年に車道校舎の再開発が行われたが、その財政支出は第2号基本金（ほぼ同額を

資金蓄積）として確保された資金計画に基づき行われ、高層・インテリジェントビルが完成した。 

  財政安定化指針についてみれば、次の3点を指摘しうる。①2004年度に車道校舎再開発の影響から

悪化したが、他の年度は全国平均よりも良好な水準にある。②1997・1998年度に私学事業団から16億

円の借入を行っているが、その当時の学生納付金収入でみても18％程度、2005年度で11％であり、低

い水準にとどまっている。③これまで50％前半で推移してきたが、2005年度には48.6％と初めて50％

を下回り、状況が改善されたかに見える。だが、選択定年制度の当面の 終年度であった2004年度決

算の膨張など退職者の多寡による退職金増減の影響が大きいこと、また事務職員人件費におけるアウ

トソーシングや業務委託(派遣職員)経費へのシフトなどの要因を勘案すべきであり、関係数値を含め

総合的に検証し、継続して注視していかなければならない。 

本学はこれまでも将来計画に基づいて施設計画を立てるとともに、中長期の財政計画を立て第2号

基本金への先行組入れを行い、収支の均衡をはかってきたが、今後の大学経営においてもその方針を

堅持する必要がある。とくに、2008年度以降の計画として、豊橋校舎の教学組織再編計画、車道校舎

の第2期再開発や名古屋校地拡充計画が浮上しており、これまで以上に緻密な財政計画と収支見通し

を持つことが要請されている。 

 

 

13．事務組織 

 社会の変化に伴って事務職員の業務のあり様も大きく様変わりしてきている。従来は教育研究、管

理運営にかかわる事務処理、会議運営にかかわる事務業務が中心であったといってよい。ところが

1970年代後半から高等教育の計画的整備が行われるようになると、高等教育をめぐる政策動向や他大

学の改革状況などの情報収集と分析能力が求められるようになっただけでなく、そこから課題設定し、

政策にまとめあげる能力も要求されるようになってきた。業務範囲も国際交流分野、研究政策分野、

エクステンション分野、教育研究ネットワーク分野などに広がるとともに、既存の業務分野において

も高付加価値化が求められ、国際化がすすんでいる。言い換えれば、事務業務の高度化、専門化、高

付加価値化と事務領域の広がりが顕著になっている。 

 本学で高等教育にかかる情報収集、政策的な業務を担う事務組織が設置されたのは、高等教育の計

画的整備（前期計画）が始まった1976年の直後の1977年4月で、名称も資料調査室であった。また、

1985年には新校地取得、法経学部分離、期間付（臨時）定員増の申請をにらんで将来計画事務室が設

置された。そして、1988年の名古屋校舎の三好町移転・開校は、事務組織のうえでも大きな画期とな

った。国際交流課、広報課、研究事務課、50年史編纂事務室、東亜同文書院大学記念センターなどが

このときに設置されている。翌1989年には初めて「企画」を冠した企画調整課が設置され、評議会の

政策立案を支援する業務を担う事務組織が置かれた。次いで、1994年には法経学部を分離したことを

除けば、実質1963年の経営学科増設以来の新設学部設置をめざして基本計画推進事務室が設置され、

1997年に現代中国学部、1998年に国際コミュニケーション学部が設置された。この1998年度には事務

組織においても本部事務部と校舎事務部体制を明確にし、校舎事務局体制を確立すること、局部長会

議を制度化して事務組織上の管理体制を確立すること、係長制を導入し、後継者育成をはかることな

どを実施した。そして、直近では2007年4月に学生窓口一元化による学生サービス向上、いわゆるワ

ンストップサービスの具体化として教務課と学生課を統合し、教学課を設置することにしている。今

回の事務組織再編のもう一つの課題は、理事会（常任理事会、学内理事会を含む）の経営戦略機能の

強化に資する事務組織の組み替えである。すなわち、「ボトムアップとトップダウンのバランス」の

とれた管理運営が今後の大学にとって極めて重要な課題となっているが、それに応えるために、理事

会の戦略・方針を現場（業務）に反映し、現場からの提案を大学の戦略・方針と整合性のあるものと

してまとめ上げる力量を具えた事務組織の構築を目指している。これを実のあるものにしていくため

には、次の2点に留意しなければならない。第1は、管理職層（アドミニストレーター）育成であり、

第2は、一人ひとりの事務職員の業務の専門力量、具体的には高度な実務力量、情報収集・分析能力、
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課題設定力量、政策執行マネジメント力の育成である。こうしたことを基礎として初めて教学組織・

教育職員と事務組織・事務職員との協働が実質化していくと考えられる。 

 

 

14．自己点検・評価の組織体制 

2000年度には大学基準協会の「相互評価」を受け、さまざまな助言・勧告・参考意見を付されつつ

も、幸いにも「大学基準に適合し、改善の努力が認められる」として「相互評価」の認定を受けるこ

とができた。1992年に自己評価委員会を設置して以来、本学はいち早く自己点検・評価を実施し、『愛

知大学白書』『愛知大学学術要覧』「自己点検・評価年次報告書」でその結果を公表するなどしてお

り、こうした活動を改善を行いながら現在まで継続的に行っている。したがって、自己点検・評価の

組織的体制は基本的に整備され、自己点検・評価活動も適切に行われているといえる。 

しかし、こうした自己点検・評価活動と改善・改革システムをいかに連結させるかが大きな課題で

ある。従来、自己評価・点検に際して、報告書やアンケート集計等の作成には精力が注がれるが、報

告書の内容はそれほど重視されないという傾向があり、報告書で指摘された問題点や得られた結果を

改善・改革に結びつけ、大学の施策に反映させるという面は弱かった。これにより決算書類と併せて

学校法人の概要、事業の概要等を記載した「事業報告書」を作成することになった。しかし、まだ部

分的なものにとどまっており、いっそうの努力を必要とする。 

さらに、自己点検・評価活動と改善・改革システムを連結させるためには、組織的体制の一層の強

化が必要である。大学を取り巻く状況は猛烈な速度で変化しており、社会からの要求も多様になり、

そのような変化や要求を捉えて改善・改革を行うためには、よりきめの細かい恒常的な活動が不可欠

になっているからである。 

2007年度からは法人に常勤監事を置き監査体制を強化するが、こうした法人業務との連関や学外者

による評価を適切に取り入れる必要である。また、今回の自己点検・認証評価では、学内のデータ集

計・表示の方式の多様性、認証評価で求められる基礎データの形式との相違などによって大学基礎デ

ータの作成に予想外に時間を要し、執筆開始にやや遅れが生じた。今後は、こうした形式上の違いを

統一するだけにとどまらず、基礎データに関しては毎年更新する必要があろう。そのためには、教学

上の各単位からの選出委員で組織された自己評価委員会では不十分であり、また現在のような総合企

画課によるサポートだけでは限界がある。次回の認証評価までには、事務局に「大学評価室」（仮称）

を設置し、恒常的な自己点検・評価をより適切に行い、その結果が改善・改革へフィードバックされ

る体制を整えることにする。 

 

 

15．情報公開・説明責任 

 2004年度から私立学校法が改正され、財務情報の公開が義務づけられた。これにより決算書類と併

せて学校法人の概要、事業の概要等を記載した「事業報告書」を作成することになった。本学では、

1973年6月から広報紙「愛知大学通信」を発行し、学生、父母等に財務情報も公開し、決算・予算の

状況を解説してきた。1999年以降は公式ホームページにPDF形式で掲載し、より社会一般に公開する

こととなった。学内においては「愛知大学学報」に解説付きの決算書・予算書を掲載すると同時に、

1986年からは「財務資料」を作成し、教職員数、給与、補助金等の推移を私立大学連盟等との比較を

行いながら財務分析資料を発行してきた。その意味では、本学は比較的早い段階から情報公開を行い、

外部からは評価を得てきたといえるが、分かりやすさ・見やすさという点でいっそうの改善を図る。 

 私立大学の事業報告書にとどまらず、国立大学法人でも組織、業務、財務に関する情報をホームペ

ージに公開することが義務づけられているだけでなく、環境報告書の作成も求められるようになり、

情報公開の幅と内容の広がりがみられる。 

 情報公開を行う目的は、第一義的にはステークホルダー（利害関係者）への説明責任を果たすため

であるが、今後はどのステークホルダーに対してどのような情報を伝えるかが重要であり、伝える内
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容も工夫していかなければならない。その意味で、事業報告書は当該年度において大学の事業計画を

実施できたかどうかという報告書であるが、さらに社会的要請に対する大学のミッションやビジョン

等を示したり、学生を登場させたハイライト情報等をビジュアルに掲載したりするには、USR報告書

の作成も視野に入れた取り組みが必要である。 

 本学では、個人情報の保護に関する規程を制定し、個人情報の取り扱いでは対応しているが、情報

公開に関しては規程の整備が遅れており、早急に制定に向けて取り組む。また、公益通報者保護法が

制定されている状況に鑑み、公益通報者保護に関するガイドライン等の整備もすすめてゆく。 

 

 

おわりに 

 

今回の自己点検・評価には、基本構想推進本部（本部長：学長・理事長）の下に置かれた認証評価

プロジェクト（以下、「プロジェクト」と言う）が担当した。報告書の作成作業には膨大な業務が予

想されたが、それを円滑かつ機敏に行うためには、学部長（理事）を委員長とし学部選出委員から組

織される常設の自己評価委員会では非効率が予想されためである。実際、2006年2月のプロジェクト

発足以来、1年を超える長丁場に50回の会議を重ねることとなった。その間、プロジェクトとして心

がけたのは、報告書の作成作業における中項目主義・5部構成および各単位の自己点検・評価の徹底

である。 

大学基準協会の「大学評価ハンドブック」では、大項目以下の項目で到達目標を示して、自己点検・

評価を行うことを求めている。プロジェクトがまず腐心したのは、どのレベルで到達目標設定をする

かであった。すでに認証評価を受けた他大学の報告書を参考にし、 終的に中項目主義を採用した。

大項目主義は、項目全体の目標は比較的示しやすいが、各細項目との関連づけが乏しくなり、記述が

概略的になることが懸念された。他方、細項目主義では、執筆項目および執筆量が多量になること、

また細項目の点検だけにとらわれて、大項目との繋がりを欠く懸念があった。そこで本報告書では中

庸の途として中項目主義を採用した。 

その代わり、中項目毎に［理念・目的・目標］-［実態］-［長所］-［問題点］-［改善の方法］の

5部構成を徹底することとした。 2006年春に行われた大学基準協会の説明会では、中期目標的なもの

を示すことの重要性が指摘されたが、それを踏まえて、大学・学部の基本理念や設置主旨に関わる［理

念・目的］のみならず、より具体的な中期目標的な意味合いをもつ「目標」を加えて、5部構成の第1

段階を［理念・目的・目標］とした。中期目標を掲げて事業を遂行し、それを見直すという点検サイ

クルは本学の不得手とするところであっため、各単位が現に行っている活動のなかに潜んでいる中期

目標をできる限り意識化し明示する好機となるという狙いもあった。 

各単位の執筆者責任者に向けた学内説明会では、この方針に基づいて、中項目毎の［理念・目的・

目標］だけをまず検討し、提出するよう要請した。提出された中項目毎の［理念・目的・目標］をプ

ロジェクトで点検し、それに基づいての草稿執筆を依頼した。プロジェクトは、各単位から提出され

た草稿に対して、点検項目に触れられているかどうかの確認、草稿の修正方針、［問題点］と［改善

の方法］との対応などを指示するフィードバックを行った。草稿が集約された段階で、常任理事・学

内理事・事務部長・大学院長・教学部長に対して関連する章についての 終的な点検を依頼し、また

必要な場合には各単位に再度の修正を求めた。その後、各大項目の概要草稿を作成した。50回に及ぶ

プロジェクトの大部分は草稿の点検・フィードバックの作成に費やされている。 

本学は中規模大学であるが、ほぼ同じ規模の豊橋校舎・名古屋校舎に分かれ、さらにその名古屋校

舎が2校地に分かれるという複雑なキャンパス配置をとり、それに対応して学部・研究科・事務組織

なども分散している。この現状を踏まえて、自己点検・評価は各単位が分担することし、プロジェク

トの任務は、方針の決定・提出された草稿の点検・フィードバック・ 終調整を原則とした。したが

って、本報告書の基本的な執筆姿勢は各単位の自己点検・評価であり、プロジェクトは原則的に各単

位による自己点検・評価の徹底を支援することだけに努めた。 
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この点に関しては、報告書全体の統一が取れない、大学全体として自己点検・評価になりえないな

どの批判もありえよう。そのような御叱正は甘受せざるを得ない。しかし、大学という組織をつぶさ

に見れば、各単位における意見の相違や力量・活動実績の多様性・不均質は覆うべくもない。そうし

た相違・多様性・不均質があたかも存在しないかのように表面的に集約してしまっては、大学の自己

点検・評価としてはかえって不適切となる場合もあろう。むしろ、そうした相違・多様性・不均質が

学内外に透明になることによって、各単位の詳細を踏まえた大学全体の評価が可能になるのではなか

ろうか。 

自己点検・評価活動の重要な目的は、大学全体および各単位が自ら定めた目標を確認し、長所・問

題点を含んだ実態を認識し、長所を維持・発展させるとともに、問題点に対して的確な改善の方法を

見いだし、さらに次の目標を設定することにある。各単位による5部構成での自己点検・評価はまさ

にこのサイクルを目的としたものであった。しかしながら、この目的は必ずしも十分に理解されなか

ったようである。 

本学では中期目標を設定して、それを達成してゆく自己点検・評価作業を行った経験は稀である。

今回はあえて中項目毎に［理念・目的・目標］の設定を求めたが、そこにはかなりの難渋の跡がうか

がえる。中期目標を定める作業そのものがなされた点は少なからぬ成果といえるが、問題点を見出し、

それに対応する改善策を期限を付した具体的な次期目標として設定する作業はまだ不十分であるよ

うに思われる。  

また、報告書執筆そのものに対する不慣れも目立った。求められている事項を正しく理解し、過不

足なく記述するというのが報告書執筆の基本である。華麗な大技は不要であり、ルーティンをきちん

とこなすことが肝要である。報告書としての可読性を高めるために 小限度の修正・統一を行ったが、

執筆力量の違いもまた自己点検・評価の対象であり、記述の不均質を完全に均すことはしなかった。 

も大きな問題点は、自己点検・評価活動の意義そのものが、すべての単位・構成員で十分に理解

されているとは言い難い点である。 従来から自己点検・評価活動は継続的に行ってきた。だが、そ

の報告書が熟読され、大学の教学事業の改善に結びつくということは稀であった。今回の自己点検・

評価は、例年のように学内だけにとどまるものではなく、学外から評価・評定がなされ、また大学の

適格認定に必須のものである。しかし、その重要さ・厳しさがすべての単位・構成員に共有されてい

たかとなると、いささか心許ない部分もある。とりわけ、本学は現在、大規模な将来計画が動き始め

ている時期である。その場合には、各単位の実態がいっそう厳しく自己点検・評価される必要がある

が、繰り言めいた記述が少なくとも草稿段階で散見されたのは残念である。 

以上のような問題点を含むにせよ、どの単位も自己点検・評価報告書の作成には、多大な労力と時

間をかけたことは事実であり、例年の「自己点検・評価年次報告書」の作成とは異なる厳しい作業で

あったことは間違いない。しかし、その成果が大学内の一部でしか共有されないというのでは大きな

損失である。執筆担当者はもとより、直接関わらなかった構成員を含めて本学の全員がまず本報告書

全体を熟読し、本学の実態と問題を把握し、改善に向けて活動するという自己点検・評価の本来の目

的が達せられるように図られなければならない。これこそがこの自己点検・評価報告書が指し示す喫

緊の課題である。 
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